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新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向けた 

法令類の制定及び改正とこれらに対する意見募集の結果について 
（実用発電用原子炉施設関係以外）（案） 

 

令 和 ２ 年 ２ 月 ５ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．経緯 

新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向け、法施行に必要となる規則、規則の解釈等

の案（経過措置等を含む。）について、令和元年９月 25 日の第 31 回原子力規制委員会での了

承に基づき意見公募手続を実施した。 

今回は、上記の意見公募手続の対象としたもののうち実用発電用原子炉施設以外に関する法

令類（別紙１の１．に掲げるもの）について、当該意見募集の実施結果を以下に示す。 

 

２．意見募集の実施結果 

（１）意見募集の対象：別紙１の１．に掲げる法令類 

（２）意見募集の期間：令和元年９月26日から同年10月25日（30日間） 

（３）意見募集の方法：電子政府の総合窓口（e-Gov）、郵送及びＦＡＸ 

（４）御意見数1：基準規則及びその解釈８件、施行規則、保安規定審査基準及び経過措置等35

件、命令１件 

（５）提出意見及びこれに対する考え方は、別紙４のとおりとしたい。 

   

３．主な修正点 

上記２．の意見募集等を踏まえた修正や誤記の訂正のうち、主要なものは以下のとおり。 

 

（１）各事業等の技術基準規則及び解釈 

１）規則で定義していた溶接の対象について、各規則において主要な溶接部等と規定すると

ともに、具体的な範囲を解釈において規定する。 

（対象：試験炉、加工、貯蔵、再処理、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施

設の技術基準） 

【加工規則の例：意見1～3。規則第1条第2項、第15条第1項及び第31条第1項 

解釈別記（加工施設の溶接の方法について）】 

２）規則間の整合を図るため、試験炉施設が通常運転時に工場等2の周辺に及ぼす空間線量

率について、「十分に低減できる」旨の規定を改め、「原子力規制委員会の定める線量限

度を十分下回る」旨の規定に変更する。 

（対象：試験炉の技術基準）【試験炉規則第16条第1項】 

  

                                                   
1 総務省が実施する行政手続法の施行状況調査で指定された算出方法に基づくもので、別紙４にある意見の数とは一致しない。 
2 「工場等」とは試験研究炉を設置する工場又は事業所を意味する。 

資料３－１ 
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（２）各事業等の施行規則等における共通事項 

１）品質マネジメントシステムのみを変更する場合には、設計及び工事の計画の認可・使用

前確認を要しないこととする。 

（対象：試験炉、船舶、加工、貯蔵、再処理、第一種埋設、廃棄物管理 の施行規則） 

【貯蔵規則の例：第3条の2第1項及び第3項、第8条第5号】 

２）溶接に係る使用前事業者検査（核燃料使用については使用前検査）を行った旨の表示を

すべき容器等について、従来溶接検査の対象であった主要な溶接部を有するもの等に限

定する。（実用炉則と同様） 

（対象：試験炉、加工、貯蔵、再処理、第一種埋設、廃棄物管理、核燃料使用 の施行規

則） 

【試験炉規則の例：第3条の2の5】 

３）廃止措置段階の施設では、認可を受けた廃止措置計画に基づき保安活動が実施されるこ

とから、従来どおり運転又は操作に関する措置の適用を除外する。（実用炉則と同様） 

（対象：研開炉、加工 の施行規則）【研開炉規則の例：第82条第1項柱書き】 

４）廃止措置段階における措置内容は変更しないことから、これら措置の記録保存要求も変

更しないこととする。 

（対象：試験炉、船舶、加工、貯蔵、第一種埋設、廃棄物管理 の施行規則） 

【貯蔵規則の例：第27条第1項の表第2号】 

５）規則間の整合を図るため、設計想定事象に係る教育及び訓練の頻度について、「毎年一

回以上定期」を「定期」に修正する。（実用炉則と同様） 

（対象：貯蔵、第一種埋設、廃棄物管理 の施行規則） 

【貯蔵規則の例：意見8。第32条第2号】 

６）型式証明の申請内容について、品質管理関連事項の追加を取りやめる（法律上型式証明

の判断基準は設備の技術基準適合のみを要求し、品質管理に関する基準適合を要求して

いないため）。（実用炉則と同様） 

（対象：研開炉、貯蔵 の施行規則） 

【貯蔵規則の例：第43条の2の 2第1項第5号及び第2項第3号、第43条の2の 3第

2項第3号】 

７）旧事業者等3に係る廃止措置中の施設の維持を要する場合の規定を事業者等と同様に整

備する。（実用炉則と同様） 

（対象：研開炉、試験炉、船舶、加工、貯蔵、再処理、第一種埋設、廃棄物管理 の施行

規則）【貯蔵規則の例：意見10。第43条の12の2】 

 

（３）研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 

１）平成 25 年改正時に原子力規制委員会決定の内容の一部を誤って公布していた第 78 条

                                                   
3 指定や許可を取り消された事業者等又は事業者等が解散、死亡した場合に承継がなかったときの清算人若しくは破産管財人若

しくは相続人に代わって相続財産を管理する者のことをいう。 
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第1号ロ(3)及び(4)の「燃料体の損傷」を「燃料体の著しい損傷」に改める。（実用炉則

と同様） 

 

（４）核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則  

１）令和元年10月23日原子力規制委員会決定による改正内容（ピット処分及びトレンチ処

分に係る改正）のうち、廃止措置段階の保安規定について、①放射能の減衰に応じた第

二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置に関すること、②廃棄物埋設施設

の定期的な評価等に必要な情報を把握するための廃棄物埋設地及びその周辺の状況の監

視に関すること、③廃棄物埋設施設の定期的な評価等に関することを、廃止措置段階で

要求しない措置であることから削除する。 

【第20条第2項本文、第8号、第12号及び第19号】 

２）第二種廃棄物埋設施設においては廃止措置段階において性能を維持すべき施設が想定

されないことから、性能維持施設に係る規定を削除する。 

【意見10。第16条第2号、第22条の6の2、第22条の7及び第22条の13】 

 

（５）核燃料物質の使用等に関する規則 

１）令4第 41 条非該当施設に係る記録の保存期限（1年、3年又は 5年）を原子力規制検査

の頻度（10年ごとに１回）に合わせる改正を取りやめる。 

【第2条の11第1項の表第1号、第2号及び第5号】 

２）使用施設等の安全上重要な施設に係る操作記録について、令第41条非該当施設には安

全上重要な施設はないため、令第41条非該当施設に対する保存期限の例外規定を削除す

る。 

【意見8。第2条の11第1項の表第3号】 

 

（６）製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放

射能濃度についての確認等に関する規則 

１）放射能濃度の測定及び評価の方法の認可申請について、本文記載事項の「放射能濃度確

認対象物の管理方法」を説明する資料を、これまでどおり求めることができるよう、「放

射能濃度確認対象物の管理方法に関すること」を添付することを求める5。 

  なお、試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則

についても同様に修正する。 

【意見1、第5条第2項第7号】 

 

（７）各事業等の保安規定の審査基準 

  １）内部監査や事業者検査における独立性に関するグレーデットアプローチの適用6につい

                                                   
4 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和 32年政令第 324号） 
5 今回の改正では当該説明資料を添付する根拠としていた第5条第2項第7号を「放射能濃度の測定及び評価に係る品質マネジ

メントシステムに関すること」に変更する予定であることから、根拠規定として不十分となり、追加規定が必要になった。 
6 本修正は、各事業の保安規定審査基準に対する意見ではなく、品質管理基準規則に対する意見として提出された内容を関連す

る事業の保安規定審査基準に反映したもの。 
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て追記する。 

（対象：試験炉、加工、貯蔵、第二種埋設、廃棄物管理、核燃料使用、試験炉（廃止措置

段階）） 

【試験炉の例：第15条第1項第2号及び第17号】 

  ２）令和元年 10 月 23 日原子力規制委員会決定による改正内容（第二種埋設（ピット処分

及びトレンチ処分））及び同年11月13日原子力規制委員会決定による改正内容（試験炉

（定期的な評価））を反映する。 

【試験炉の例：第15条第1項第18号】 

  ３）再処理施設における放射性液体廃棄物の海洋放出について、重複する規定を整理する。 

【意見４、第17条第1項第8号及び第13号】 

修  正  後 修  正  前 

再処理規則第１７条第１項第８号 排気監視設

備及び海洋放出監視設備 

（変更なし） 

再処理規則第１７条第１項第８号 排気監視設

備及び海洋放出監視設備 

２．これらの設備の機能の維持の方法について

は、施設全体の管理方法の一部として、第１７

号における施設管理に関する事項と併せて定

められていてもよい。また、これらの設備のう

ち放射線測定に係るものの使用方法について

は、施設全体の管理方法の一部として、第１０

号における放射線測定器の管理及び放射線の

測定の方法に関する事項と併せて定められて

いてもよい。 

再処理規則第１７条第１項第１３号 海洋放出

口周辺海域等の放射線管理 

（削除） 

再処理規則第１７条第１項第１３号 海洋放出

口周辺海域等の放射線管理 

２．これらの設備の機能の維持の方法について

は、施設全体での管理方法の一部として、第１

６号における施設管理に関する事項と併せて

定められていてもよい。また、これらの設備の

うち放射線測定に係るものの使用方法につい

ては、施設全体での管理方法の一部として、第

１７号における施設管理に関する事項と併せ

て定められていてもよい。 

 

４．関係規則の経過措置 

令和元年９月 25 日第 31 回原子力規制委員会の資料３別紙１にあるように、関係規則の附則

において経過措置等を規定することとした。 

今般、提出された意見を含めて検討を行い、実用発電用原子炉施設以外に関し、別紙２のとお

り、経過措置を定めることとしたい。 
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５．関係法令類の改正に伴う形式的な変更 

新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向けた法令類の改正に伴い、別紙１の２．に掲げ

る規則、告示等に形式的な変更を加える必要がある。これらは、行政手続法第39条第4項各号

に掲げる意見公募手続を実施することを要しない命令等に該当することから、この手続を実施

せず、必要な変更を行うこととしたい。 

 

６．関係法令類の決定 

上記２．から５．までを踏まえ、別紙１に掲げる法令類について、別紙５のとおり制定又は

一部改正したい。その際、これらの法令類の経過措置等のうち運用に関するものは別紙３のと

おりとしたい。 

なお、上記３．を含めた意見募集実施時からの変更点は赤文字で示している。 

 

これらの法令類は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の原子力規制検査関係部分の施行期日に

合わせ、令和２年４月１日から施行する。 

 

（添付資料） 

別紙１ 今回の決定の対象とする法令類の一覧 

別紙２ 新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に係る規則の経過措置について(実用

発電用原子炉施設関係以外)（案） 

別紙３ 新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に係る法令類の規定の運用について

(実用発電用原子炉施設関係以外) （案） 

別紙４ 提出意見とこれに対する考え方（案） 

別紙５ 今回の決定の対象とする法令類の制定又は一部改正案 
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今回の決定の対象とする法令類の一覧 
 

１．第二段階の意見募集に関するもの 

（１）技術基準規則 

・試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則（案） 

・加工施設の技術基準に関する規則（案） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（案） 

・再処理施設の技術基準に関する規則（案） 

・特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則（案） 

・使用施設等の技術基準に関する規則（案） 

 

（２）技術基準規則の解釈 

・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 一部改正案 

・試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈（案） 

・加工施設の技術基準に関する規則の解釈（案） 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈（案） 

・再処理施設の技術基準に関する規則の解釈（案） 

・特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の解釈（案） 

・使用施設等の技術基準に関する規則の解釈（案） 

 

（３）各事業等の施行規則等（経過措置を含む。） 

・研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 一部改正案 

・試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 一部改正案 

・船舶に設置する原子炉（研究開発段階にあるものを除く。）の設置、運転等に関する規則 

一部改正案 

・核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 一部改正案 

・核燃料物質の加工の事業に関する規則 一部改正案 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 一部改正案 

・使用済燃料の再処理の事業に関する規則 一部改正案 

・核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 

一部改正案 

・核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 

一部改正案 

・核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 一部改

正案 

・核燃料物質の使用等に関する規則 一部改正案 

・使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 一部改正案 

・核原料物質の使用に関する規則 一部改正案 

・核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 一部改正案 

・核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 一部改正案 

・製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能

別紙１ 
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濃度についての確認等に関する規則 一部改正案 

・試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則 一部改正

案 

 

（４）命令 

・原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等

に関する命令 一部改正案 

 

（５）保安規定審査基準 

・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準 

一部改正案 

・試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 一部改正案 

・加工施設における保安規定の審査基準 一部改正案 

・使用済燃料貯蔵施設保安規定の審査基準 一部改正案 

・再処理施設における保安規定の審査基準 一部改正案 

・第二種廃棄物埋設事業に係る廃棄物埋設施設における保安規定の審査基準 一部改正案 

・廃棄物管理施設における保安規定の審査基準 一部改正案 

・使用施設等における保安規定の審査基準 一部改正案 

・廃止措置段階の試験研究用等原子炉施設における保安規定の審査基準 一部改正案 

 

２．関係法令類の改正に伴い、形式的な変更を行うもの 

・国際規制物資の使用等に関する規則 

・原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 

 

※このほか、関係法令類の改正に伴う以下の告示等の形式的な変更について、専決決裁により

対応予定。 

・核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する措置等に係る技術的細目を定める

告示 

・核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示 

・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の規定に基づき国家公安委員

会等との関係を定める告示 

・実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第四十八条第一項の表各号の規定に基づき特

定重要発電用原子炉施設を定める告示 

・核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める

告示 

・試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条の三第二項第二十三号

イ(２)等の規定に基づき申告書に記載する事項等を定める告示 

・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規制委員会の処分

に係る審査基準等を始めとした内規類 
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新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に係る規則の経過措置について 

(実用発電用原子炉施設関係以外) 
（案） 

 

令和２年２月５日 

原 子 力 規 制 庁 

 

  

 令和元年 12 月 25 日第 50 回原子力規制委員会・資料３別紙２において、新たな検査制度

（原子力規制検査）の実施に係る規則の経過措置のうち、実用発電用原子炉施設に関する

規則について提示した。今回それ以外の原子力施設等（加工、試験炉、研開炉、貯蔵、再

処理、第二種埋設、廃棄物管理、核燃料物質使用、核原料物質使用、事業所外廃棄及び事

業所外運搬）の規則に関し、以下の内容の規定を定めることとしたい。 

  

＜整備規則関係（別紙５－１３）＞ 

 

１．施行後最初の定期事業者検査の実施時期（附則第３条～第５条） 

  施行後最初の定期事業者検査の実施時期については、以下のとおりとする。 

（１）新規制基準に適合している原子力施設であって、施行日において施設定期検査を

終了しているもの：施設定期検査が終了した日以降 12 月を超えない時期 

（２）新規制基準に適合している原子力施設であって、施行日前日において施設定期検

査を実施中のもの：施行日以降 12 月を超えない時期 

（３）新規制基準に適合していない原子力施設（施行日前日において施設定期検査を実

施中のもの）：施行日において定期事業者検査を開始 

（４）廃止措置段階の原子力施設のうち施設定期検査を要するものであって、施行日に

おいて施設定期検査を終了しているもの：施設定期検査が終了した日以降 13 月を超

えない時期 

（５）廃止措置段階の原子力施設のうち施設定期検査を要するものであって、施行日前

日において施設定期検査を実施中のもの：施行日において定期事業者検査を開始 

（６）廃止措置段階の原子力施設のうち施設定期検査を要しないもの：施行日以降 12 月

を超えない時期 

 

 ２．施行日直後の定期事業者検査の報告（附則第６条） 

   定期事業者検査を開始しようとするときは１月前までに報告を行うこととされてい

るところ、施行日から１月以内に定期事業者検査を開始しようとする場合には施行日

までに報告を行うものとする（保安規定の変更認可までの間に定期事業者検査が開始

される場合の報告については、別紙３の４．参照）。  

   また、１．（３）及び（５）に該当する施行日前日において施設定期検査を実施中

の施設の場合には、定期事業者検査を開始しようとするときにおける報告は不要とす

る。    

 

３．記録の保存期限（附則第７条） 

（１）今回の規則改正に伴い削除される記録の保存期限については、従前の保存期限ま

で保存を求める（例えば、加工施設の設備等の点検・巡視の記録は、１年の期間の保

存を求めている。）。 

別紙２ 
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この場合、使用前検査及び施設定期検査の結果は、それぞれ次の使用前検査又は施

設定期検査の時まで保存を求めているが、施行後の最初の同一事項に関する使用前確

認又は定期事業者検査まで保存を求めることとする。 

また、施設定期自主検査の結果については、加工規則、再処理規則及び廃棄物管理

規則において「検査終了後５年が経過するまでの期間」、試験炉規則及び核燃料物質

使用規則においては「同一事項に関する次の検査のときまでの期間」まで保存を求め

ているが、施行後の最初の同一事項に関する定期事業者検査まで保存を求めることと

する。 

さらに、核燃料物質使用規則（令 41 条該当使用者のみ）の施設検査の結果は、次

の施設検査のときまで保存を求めているが、施行後の最初の同一事項に関する使用前

確認まで保存を求めることとする。 

（２）試験炉規則及び核燃料物質使用規則（令 41 条該当使用者のみ）の品質保証計画に

関する記録の保存期限は、現行の規則において「次の改定の後の３年間」の保存が求

められているため、「品質マネジメント文書又は品質マネジメントシステムに従っ

た計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後３年が経過するまでの期間」保存を

求めることとする。 

 

４．保安規定の（変更）認可申請（附則第８条第１項及び第２項） 

（１）施行日において保安規定の変更認可を受けている施設に対し、新たに要求するこ

ととする品質マネジメントシステム等に関し、施行日から６月以内に保安規定の変

更の認可申請を求める。 

（２）施行日において建設段階で、保安規定の認可を受けていない施設に対し、施行日か

ら６月以内に保安規定の認可申請を求める。 

（３）上記（１）及び（２）に係る処分までは、従前の保安規定に基づき保安措置を講ず

ることでよいこととする。なお、今回の制度改正により廃止される法定検査（使用前

検査、施設定期検査、溶接検査等）については、法律上の根拠がなくなり、事業者等

がこれに対応するべき義務もなくなる。 

 

５．事業所外廃棄規則及び事業所外運搬規則の保安措置（附則第８条第３項）  

   品質マネジメントシステム等を保安措置として新たに要求した事業所外廃棄規則の

廃棄及び事業所外運搬規則の運搬を行おうとする事業者等（実用発電用原子炉設置者

を含む。）のうち保安規定認可を受けなければならない者は、当該事業者等の品質マ

ネジメントシステムに関する保安規定変更認可が処分されるまでは、従前の保安措置

を講ずることでよいこととする。 

 

６．保安規定を定めない事業者の保安措置（附則第８条第４項及び第５項）  

  保安措置の改正事項について、核燃料物質使用規則の令 41 条非該当使用者について

は、核燃料物質使用規則、事業所外廃棄規則及び事業所外運搬規則に関して、施行日か

ら６月までの間は、従前の保安措置を講ずることでよいこととする。 

また、事業所外運搬規則の運搬を委託された者についても事業所外運搬規則に関し

て、施行日から６月までの間は、従前の保安措置を講ずることでよいこととする。 

 

７．施行日前に申請された容器承認（附則第９条） 

  施行日前に申請された事業所外運搬規則の容器承認（使用期間の更新を含む。）につ

いては、改正後の事業所外運搬規則の規定による申請とみなす。 
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８．経年劣化技術評価（附則第１０条） 

   経年劣化に関する技術評価を新たに規定する４つの規則（加工、試験炉、再処理、

廃棄物管理）において、改正前の「経年変化に関する技術的な評価」を「経年劣化に

関する技術的な評価」と、「～施設の保全のために実施すべき措置に関する十年間（試

験炉にあっては、十箇年）の計画」を「長期施設管理方針」1とそれぞれみなす。 

 

９．廃止措置計画の変更認可申請（附則第１１条） 

施行日において廃止措置計画認可を受けている施設に対し、新たに要求することと

する品質マネジメントシステム及び性能維持施設に関し、施行日から６月以内に廃止

措置計画の変更の認可申請を求める。当該申請に係る処分までは、従前の廃止措置計

画に基づき廃止措置を講ずることでよいこととする。 

 
 
 

１０．その他（附則第１２条～第１５条） 

 （１）保安規定変更認可の申請中の者に対して適用が猶予される各事業規則の条文を以

下のとおり改正する。 

   ①研開炉規則 
現行 改正後 

第 78条、第 79条、第 80条、第 81条 第 78 条 

第 87 条第１項第 20 号、第 21 号、第 22 号、第 23

号及び第３項第 17号、第 18 号、第 19 号、第 20号 
第 87 条第１項第 16号及び第３項第 16号 

 

②試験炉規則 
現行 改正後 

－ 第 10 条 

第 15 条第１項第 15号 第 15 条第１項第 15号及び第２項第 15号 

 

   ③核燃料物質使用規則 
現行 改正後 

－ 第２条の 11 の８ 

第２条の 12 第１項第 11号 
第２条の 12 第１項第 13 号及び第２項第

15 号 

 

     ④加工規則 
現行 改正後 

第７条の４の４、第７条の４の５ 第７条の４の３ 

第８条第１項第 17号、第 18 号及び第２項第 19 号、

第 20号 
第８条第１項第 14号及び第２項第 16 号 

 

⑤再処理規則 
現行 改正後 

第 12条の４、第 12条の５ 第 12 条 

第 17 条第１項第 20 号、第 21 号及び第２項第 22

号、第 23号 
第 17 条第１項第 15号及び第２項第 17号 

 

対象規則：①原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備に関する 

規則（平成 25 年原子力規制委員会規則第４号）附則第 12 条第２項の

                                                   
1「長期施設管理方針」とみなすに当たり、従前の 10 年間の期間について変更するものではない。 
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一部改正（研開炉規則関係） 

     ②原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関

する規則（平成 25 年原子力規制委員会規則第 16 号）附則第２条第２

項の一部改正（試験炉規則関係） 

③同第４条第２項の一部改正（核燃料物質使用規則関係） 

     ④同第７条第２項の一部改正（加工規則関係） 

     ⑤同第 11 条第２項の一部改正（再処理規則関係）      
      

（２）施行日までに安全性向上評価を行っていない加工施設については、安全性向上評

価の実施時期について「最初に行う施設定期検査の次の施設定期検査が終了した日

以降６月を超えない時期」を「最初に行う定期事業者検査の次の定期事業者検査が

終了した日以降６月を超えない時期」に改める。 

 

対象規則：原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関

する規則（平成 25 年原子力規制委員会規則第 16 号）附則第８条の

一部改正（加工規則関係） 

 

（３）廃止措置段階にある核燃料施設等に施設の性能維持を要求することに合わせて、

新型転換炉原型炉ふげんに関し、当該要求を適用しないことを規定した経過措置（平

成 29 年原子力規制委員会規則第５号附則第２条第３項及び第４項並びに第３条）を

削除する。 

 

（４）核燃料物質使用規則の改正に伴い、試験研究用等原子炉施設等に対する妨害破壊

行為等への対策の強化等のための試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に

関する規則等の一部を改正する規則（平成 31 年原子力規制委員会規則第１号）附則

で引用する核燃料物質使用規則の条項番号を整理する。 

 

＜再処理施設の技術基準に関する規則関係（別紙５－４）＞ 

 

バックフィット対策に係る措置（附則第３条及び第４条） 

バックフィット対策に係る措置（①有毒ガス対策、②高エネルギーアーク対策）に 

ついて、以下のとおり規定する。 

（１）経過措置期間の起点について「施設定期検査を終了した日」を「定期事業者検査を

終了した日」とする。 

（２）経過措置期間を適用しない対象について「当該期間中における使用前検査及び当

該検査を受けた再処理施設」を「当該期間中における使用前事業者検査の確認及び

当該確認を受けた再処理施設」とする。 

 

対象規則：①再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の一

部を改正する規則（平成 29 年原子力規制委員会規則第６号）附則

第２条第２項（再処理指定基準規則及び再処理技術基準規則関係） 

②再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の一

部を改正する規則（平成 29 年原子力規制委員会規則第 12 号）附

則第２条第１項及び第２項（再処理技術基準規則関係） 
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新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に係る法令類の 

規定の運用について 
(実用発電用原子炉施設関係以外) 

（案） 

 

 

令和２年２月５日 

原 子 力 規 制 庁 

 

 

令和元年９月 25 日第 31 回原子力規制委員会・資料３別紙１において、新たな検査制度

（原子力規制検査）の実施に向けた法令類の整備において、各規則の附則において経過措

置等を規定するほか、必要に応じて、運用上の取扱いを明確化することとした。 

今般、提出された意見を含めて検討を行い、実用発電用原子炉施設以外の原子力施設（加

工、試験炉、研開炉、貯蔵、再処理、第二種埋設、廃棄物管理、核燃料物質使用）の規則に

関し、以下のとおり、法令類の規定を運用することとしたい。 

 

１．新制度に対応した申請の施行日前の受理について 

下記の処分については、施行日（令和２年４月１日）以降に事業者等からの多くの申

請が集中することが予想されることから、新制度への円滑な移行及び審査業務量の平

準化を図るため、施行日前においても申請を受理し、審査を開始する。認可又は認可の

拒否の処分は施行日以降に行う。 

（１）保安規定の変更の認可（品質マネジメントシステム及び施設管理実施計画関係） 

 

（２）廃止措置計画の変更の認可（品質マネジメントシステム及び性能維持施設関係） 

 

注）品質マネジメントシステム関係に係る設置許可等の変更の届出は、その内容が

上記の認可の基準となるものであり、施行日前においても、届出を予定する内容

について事前に聴取を行うこととする。 

 

２．設計及び工事の方法の認可を受けずに行われている工事の取扱い 

使用前事業者検査の確認の基準は、①認可を受けた設計及び工事の計画に従って行

われたものであること、及び②技術上の基準に適合するものであること、と規定されて

いる。 

したがって、施行の際現に設計及び工事の方法の認可を受けることなく行われてい

る工事（溶接検査が行われていた工事や、新規制基準に適合するため設計及び工事の方

法の認可前に着手を認められている工事）についても、基本的には、施行日以降に設計

及び工事の計画の認可を得た上で使用前事業者検査を行う必要があるが、制度の円滑

な移行のため、当該認可前においても使用前事業者検査を行うことができることとし、

その際、上記①については、事業者等が認可申請中の設計及び工事の計画に従って実施

すれば足りることとする。ただし、事業者等は施行日以降に当該認可を受けた後、使用

前確認の申請を行うものとする。 

核燃料物質使用規則では、設計及び工事の計画の認可の制度がなく、使用許可の後に

使用者が使用前検査を行うこととなるが、上記の考え方と同様に当該許可前において

も使用前検査を行うことができることとする。 

別紙３ 
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なお、分割して認可の申請がされた工事を含めて、施行日前に設計及び工事の方法の

認可を受けている工事については、原子力利用における安全対策の強化のための核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第７

条第１項の規定に基づき、現行の使用前検査を行うこととされている。 

 

３．廃止される検査及び審査の記録の取扱い 

  令和２年４月１日以降廃止される以下の審査又は検査について、施行日前日までに

終了に至らないものは、施行日前日にその事務を終了してそれまでに作成した審査又

は検査の記録を保管し、必要に応じて原子力規制検査及び使用前確認に活用する。 

○施設定期検査 

○溶接の方法の認可の審査 

 

４．施設管理目標及び施設管理実施計画 

保安規定の変更認可までの間に定期事業者検査が開始される場合、事業者等が当該

検査開始前に報告する施設管理目標及び施設管理実施計画については、その認可後の

保安規定に基づき策定されるものに代えて、これらの案又はこれらに相当する内容（従

前の保安規定に基づき策定された施設定期自主検査の保守管理の目標及び保守管理の

実施に関する計画等であって、次回及び次々回の定期事業者検査の主な事項、開始予定

日、当該施設の工事の方法及び時期、点検等の方法、実施頻度及び時期、工事及び点検

等を実施する際に行う保安措置を含むもの。）を報告すればよいものとする。 
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提出意見とこれに対する考え方（案） 

 

 

１．技術基準規則 

１－１．試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則（案）に関するもの 

１－２．加工施設の技術基準に関する規則（案）に関するもの 

１－３．使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（案）に関するもの 

１－４．再処理施設の技術基準に関する規則（案）に関するもの 

１－５．特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則（案）に

関するもの 

１－６．使用施設等の技術基準に関する規則（案）に関するもの 

 

２．技術基準規則の解釈 

２－１．試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈（案）に関するもの 

２－２．加工施設の技術基準に関する規則の解釈（案）に関するもの 

２－３．使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈（案）に関するもの 

２－４．再処理施設の技術基準に関する規則の解釈（案）に関するもの 

２－５．特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の解釈

（案）に関するもの 

２－６．使用施設等の技術基準に関する規則の解釈（案）に関するもの 

 

３．施行規則等 

３－１．研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 一部改正案に関するもの 

３－２．試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 一部改正案に関するも

の 

３－３．船舶に設置する原子炉（研究開発段階にあるものを除く。）の設置、運転等に関する

規則 一部改正案に関するもの 

３－４．核燃料物質の加工の事業に関する規則 一部改正案に関するもの 

３－５．使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 一部改正案に関するもの 

３－６．使用済燃料の再処理の事業に関する規則 一部改正案に関するもの 

３－７．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する

規則 一部改正案に関するもの 

３－８．核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する

規則 一部改正案に関するもの 

３－９．核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 

一部改正案に関するもの 

３－１０．核燃料物質の使用等に関する規則 一部改正案に関するもの 

３－１１．核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 一部改正案に関す

別紙４ 
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るもの 

３－１２．製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質

の放射能濃度についての確認等に関する規則 一部改正案に関するもの 

 

４．命令 

４．原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画

等に関する命令 一部改正案に関するもの 

 

５．保安規定審査基準 

５－１．研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審

査基準 一部改正案に関するもの 

５－２．試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 一部改正案に関するも

の 

５－３．加工施設における保安規定の審査基準 一部改正案に関するもの 

５－４．再処理施設における保安規定の審査基準 一部改正案に関するもの 

５－５．第二種廃棄物埋設事業に係る廃棄物埋設施設における保安規定の審査基準 一部改正

案に関するもの 

５－６．廃棄物管理施設における保安規定の審査基準 一部改正案に関するもの 

５－７．使用施設等における保安規定の審査基準 一部改正案に関するもの 

５－８．廃止措置段階の試験研究用等原子炉施設における保安規定の審査基準 一部改正案に

関するもの 

 

６．経過措置等に関するもの 

 

 

※なお、以下の法令類については特段の御意見がなかった。 

・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 一部改正案 

・核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 一部改正案 

・使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 一部改正案 

・核原料物質の使用に関する規則 一部改正案 

・核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 一部改正案 

・試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則 一部改正

案 

・使用済燃料貯蔵施設保安規定の審査基準 一部改正案 
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提出意見とこれに対する考え方（案） 
 

１－１．試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則（案）に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第 61 条第１項第３号において「設けられていあること。」とあるが、「設け

られていること。」の誤りではないか。 

御意見のとおり修正します。 

 

２ 第 67 条において「第２条第２項」（定義）を指しているが、「第３条第２項」

（特殊な方法による試験炉施設）の誤りではないか。 

御意見のとおり修正します。 
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１－２．加工施設の技術基準に関する規則（案）に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第 1条 第 2項 

第 12 号から第 20 号に記載された加工施設の容器及び管の機種区分は、現行

「加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施

設の溶接の技術基準に関する規則」に規定されているものである。これら機

種区分は、現行「核燃料物質の加工の事業に関する規則」第 3条の 8（溶接検

査を受ける加工施設）に規定されている溶接検査の対象範囲に対して、溶接

検査内容等の区分けのために設けられている。第 12 号から第 20 号に記載さ

れた機種区分の位置付け・対象範囲を現行と同じとするため、第 15 号および

第 18号の記載が次のように変更されるべきではないか。（２．、３．と関連） 

 

十五 「加工第二種機器」とは、加工施設に属する容器又は管のうち、加工第

一種機器及び第十八号に規定する加工第三種機器以外のもの（その溶接部が、

第十五条第一項第三号及び第三十一条第一項第二号に規定する主要な容器等

の溶接部に該当する容器及び管に限る。）をいう。 

 

十八 「加工第三種機器」とは、加工施設に属する容器又は管のうち、次に掲

げるもの（その溶接部が、第十五条第一項第三号及び第三十一条第一項第二

号に規定する主要な容器等の溶接部に該当する容器及び管に限る。）をいう。 

御意見のとおり、加工施設の機器の規定は、加工施設、再処

理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の

溶接の技術基準に関する規則に定義されており、溶接検査の対

象範囲に対して区分けされたものです。当該規則の技術的内容

は、溶接の認可の廃止に伴い加工施設の技術基準に関する規則

の解釈に規定することとしましたので、御意見を踏まえ、第１

条第２項第１２号から第２０号までの規定は、同解釈の別記に

規定します。 

 

２ 第 15 条 第 1項  

上記１．により、第 3号の記載が次のように変更されるべきではないか。（１．

と関連） 

 

三 容器等のうち、第一条第二項第十二号から第二十号までに掲げるものの

主要な容器等の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、次に掲げると

ころによるものであること。 

上記１．に示した考え及び本御意見を踏まえ、以下のとおり

修正します。 

 

【修正前】 

三 容器等のうち、第１条第２項第１２号から第２０号までに

掲げるものの溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、

次に掲げるところによるものであること。 

 

【修正後】 

三 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）

は、次に掲げるところによるものであること。 

３ 第 31 条 第 1項  

上記１．により、第 2号の記載が次のように変更されるべきではないか。（１．

と関連） 

 

上記１．に示した考え及び本御意見を踏まえ、以下のとおり

修正します。 

 

【修正前】 

二 容器等のうち、第１条第２項第１２号から第２０号までに
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二 容器等のうち、第一条第二項第十二号から第二十号までに掲げるものの

主要な容器等の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、次に掲げると

ころによるものであること。 

掲げるものの溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、

次に掲げるところによるものであること。 

 

【修正後】 

二 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）

は、次に掲げるところによるものであること。 

４ 第 31 条 第 2項  

第 31 条第 1項第 1号は材料及び構造に対する要求であり、このうち材料に対

する要求は使用前に適用されることを考えると、第 2項の記載は、別紙 4-2-

5 解釈の規則側の記載と同じく次のように変更されるべきではないか。 

 

２ 加工事業者が容器等の材料及び構造を検査又は維持する場合において

は、前項第二号の規定は、法第十六条の三第三項に定める使用前事業者検査

の確認を受けるまでの間適用する。 

御指摘のとおり、第３１条第１項第１号は、材料及び構造に

対する要求であることから、同号に係る材料についても第２項

に含める必要があります。 

したがいまして、御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

なお、記載の適正化の観点から，第２項は、第１項柱書き後

段に移行します。 

 

【修正前】 

第３１条（略） 

２ 前項第２号の規定は、法第１６条の３第３項に定める使用

前事業者検査の確認を受けるまでの間適用する。 

 

【修正後】 

第３１条 （略）この場合において、第１号（容器等の材料に

係る部分に限る。）及び第２号の規定については、法第１６条

の３第２項に規定する使用前事業者検査の確認を行うまでの

間適用する。 
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１－３．使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（案）に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

第四条 第四条の最終行「・・・この規則の規定にかかわらず当該施設を維持

しなければならない。」の「施設を維持」とは施設・設備の保全・保修等を実

施することで要求・期待する機能が満たされる事という意味合いで記載され

ているという理解で良いか確認したい。なお、規制委員会で「施設を維持」を

「保全」の意味合いという説明をされていたが、この「維持」について当該技

術基準の解釈等にその内容を記載して頂きたい。 

「維持」についての内容は、廃止措置計画の認可申請の際の

審査において確認されるべき事項と考えます。認可を受けた廃

止措置計画により性能維持施設が抽出されますので、「維持」

についての内容を技術基準規則の解釈に記載することは予定し

ていません。 

なお、性能維持施設については、「国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所（再処理施設）の

廃止措置計画の認可の審査に関する考え方（平成 29 年 4 月 19

日原子力規制委員会決定）」等を御参考下さい。 

２ 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

第十四条第一項第二号 

支持構造物であって，密封容器に溶接により取り付けられ，その損壊により，

密封容器の損壊を生じさせるおそれがあるものについて，「実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関す規則」の第十七条第八号ルと同様の規

定が必要ではないか。 

これまでに申請された使用済燃料貯蔵施設では、金属キャス

クの支持構造物で御指摘の規定にあるような密封容器に溶接に

より取り付けられたものは、ありません。 

したがいまして、原案のとおりとします。 

３ 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

第十四条第一項第三号ニ 第十四条第一項第三号ニの「・・・あらかじめ確認

したものにより溶接したものであること。」は、あらかじめ確認する内容は

「溶接施工法」と「溶接資格者」で良いか確認したい。なお、当該の記載では

「・・・あらかじめ確認したもの・・・」の「もの」が「・・・あらかじめ確

認を実施した（溶接の資格が有るかないかわからない）者が溶接をする」場合

の「者」という意味合いに取られる可能性がある。このため当該記載は「あら

かじめ確認」した「溶接施工法」、「溶接設備及び技能を有する溶接士」によ

って溶接が実施されることが明確に解る文章（「・・・あらかじめ確認し、あ

らかじめ確認した工法、設備、溶接士により溶接されていること。」等）に修

文していただきたい。 

御意見のとおり、「あらかじめ確認したもの」の「もの」は、

溶接施工法、溶接設備及び技能を有する溶接士を指しています。 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法、溶接設

備及び適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認

したものにより溶接したものであること。 

 

【修正後】 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法、及び溶

接設備及び並びに適切な技能を有する溶接士であることをあ

らかじめ確認したものにより溶接したものであること。 
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１－４．再処理施設の技術基準に関する規則（案）に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第 1条 第 2項  

第 15 号から第 29 号に記載された再処理施設の容器及び管の機種区分は、現

行「加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施

設の溶接の技術基準に関する規則」に規定されているものである。これら機

種区分は、現行「使用済燃料の再処理の事業に関する規則」第 7条の 2（溶接

検査を受ける再処理施設）に規定されている溶接検査の対象範囲に対して、

溶接検査内容等の区分けのために設けられている。第 15 号から第 29 号に記

載された機種区分の位置付け・対象範囲を現行と同じとするため、第 24 号お

よび第 27号の記載が次のように変更されるべきではないか。（２．、３．と

関連） 

 

二十四 「再処理第四種機器」とは、再処理施設に属する容器又は管のうち、

再処理第一種機器、再処理第二種機器、再処理第三種機器及び第二十七号に

規定する再処理第五種機器以外のもの（その溶接部が、第十七条第一項第三

号及び第三十七条第一項第二号に規定する主要な容器等の溶接部に該当する

容器及び管に限る。）をいう。 

 

二十七 「再処理第五種機器」とは、再処理施設に属する容器又は管のうち、

次に掲げるもの（その溶接部が、第十七条第一項第三号及び第三十七条第一

項第二号に規定する主要な容器等の溶接部に該当する容器及び管に限る。）

をいう。 

御意見のとおり、再処理施設の機器の規定は、加工施設、再

処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設

の溶接の技術基準に関する規則に定義されており、溶接検査の

対象範囲に対して区分けされたものです。当該規則の技術的内

容は、溶接の認可の廃止に伴い再処理施設の技術基準に関する

規則の解釈に規定することとしましたので、御意見を踏まえ、

第１条第２項第１５号から第２９号までの規定は、同解釈の別

記に規定します。 

 

 

２ 第１条第２項第３号について、誤記と思われるため、次のとおり修正すべき

である。 

（現 状）：三 「周辺監視区域」とは、再処理規則第一条第二項第六号に規

定する周辺監視区域をいう。 

（修正案）：三 「周辺監視区域」とは、再処理規則第一条第二項第四号に規

定する周辺監視区域をいう。 

御意見のとおり修正します。 

 

３ 第１条第２項第４号について、誤記と思われるため、次のとおり修正すべき

である。 

（現 状）：四 「放射性廃棄物」とは、再処理規則第一条第二項第八号に規

定する放射性廃棄物をいう。 

（修正案）：四 「放射性廃棄物」とは、再処理規則第一条第二項第六号に規

定する放射性廃棄物をいう。 

御意見のとおり修正します。 

 

  

４ 第 17 条 第 1項  上記１．に示した考え及び本御意見を踏まえ、以下のとおり
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上記１．により、第 3号の記載が次のように変更されるべきではないか。（１．

と関連） 

 

三 容器等のうち、第一条第二項第十五号から第二十九号までに掲げるもの

の主要な容器等の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、次に掲げる

ところによるものであること。 

修正します。 

 

【修正前】 

三 容器等のうち、第１条第２項第１５号から第２９号までに

掲げるものの溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、

次に掲げるところによるものであること。 

 

【修正後】 

三 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）

は、次に掲げるところによるものであること。 

５ 第 37 条 第 1項 

上記１．により、第 2号の記載が次のように変更されるべきではないか。（１．

と関連） 

 

二 容器等のうち、第一条第二項第十五号から第二十九号までに掲げるもの

の主要な容器等の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、次に掲げる

ところによるものであること。 

上記１．に示した考え及び本御意見を踏まえ、以下のとおり

修正します。 

 

【修正前】 

二 容器等のうち、第１条第２項第１５号から第２９号までに

掲げるものの溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、

次に掲げるところによるものであること。 

 

【修正後】 

二 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）

は、次に掲げるところによるものであること。 
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６ 第 37条 第 2項 

第 37 条第 1項第 1号は材料及び構造に対する要求であり、このうち材料に対

する要求は使用前に適用されることを考えると、第 2項の記載は、別紙 4-2-

4 解釈の規則側の記載と同じく次のように変更されるべきではないか。 

 

２ 再処理事業者が容器等の材料及び構造を検査又は維持する場合において

は、前項第二号の規定は、法第四十六条第三項に定める使用前事業者検査の

確認を受けるまでの間適用する。 

御指摘のとおり、第３７条第１項第１号は、材料及び構造に

対する要求であることから、同号に係る材料についても第２項

に含める必要があります。 

したがいまして、御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

なお、記載の適正化の観点から，第２項は、第１項柱書き後

段に移行します。 

 

【修正前】 

第３７条（略） 

２ 前項第２号の規定は、法第４６条第３項に定める使用前事

業者検査の確認を受けるまでの間適用する。 

 

【修正後】 

第３７条 （略）この場合において、第一号（容器等の材料に

係る部分に限る。）及び第二号の規定については、法第４６条

第２項に規定する使用前事業者検査の確認を行うまでの間適

用する。 
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１－５．特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則（案）に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第 1条 第 2項  

第7号から第10号に記載された特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管

理施設の容器及び管の機種区分は、現行「加工施設、再処理施設、特定第一種

廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則」に

規定されているものである。これら機種区分は、現行「核燃料物質又は核燃料

物質に汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則」第 11条（溶接検査を

受ける特定廃棄物管理施設）に規定されている溶接検査の対象範囲に対して、

溶接検査内容等の区分けのために設けられている。第 7号から第 10号に記載

された機種区分の位置付け・対象範囲を現行と同じとするため、第 7 号およ

び第 10 号の記載が次のように変更されるべきではないか。（２．と関連） 

 

七 「廃棄第一種機器」とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理

施設に属する容器又は管であって、ダクト以外のもの（その溶接部が、第十三

条第一項第二号に規定する主要な容器等の溶接部に該当する容器及び管に限

る。）をいう。 

 

十 「廃棄第二種管」とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施

設に属する管のうち、ダクト（その溶接部が、第十三条第一項第二号に規定す

る主要な容器等の溶接部に該当する管に限る。）をいう。 

御意見のとおり、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物

管理施設の機器の規定は、加工施設、再処理施設、特定第一種

廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関

する規則に定義されており、溶接検査の対象範囲に対して区分

けされたものです。当該規則の技術的内容は、溶接の認可の廃

止に伴い特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の

技術基準に関する規則の解釈に規定することとしましたので、

御意見を踏まえ、第１条第２項第７号から第１０号までの規定

は、同解釈の別記に規定します。 

 

２ 第 13 条 第 1項  

上記１．により、第 2号の記載が次のように変更されるべきではないか。（１．

と関連） 

 

二 容器等のうち、第一条第二項第七号から第十号までに掲げるものの主要

な容器等の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、次に掲げるところ

によるものであること。 

上記１．に示した考え及び本御意見を踏まえ、以下のとおり

修正します。 

 

【修正前】 

二 容器等のうち、第１条第２項第７号から第１０号までに掲げ

るものの溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、次に

掲げるところによるものであること。 

【修正後】 

二 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）

は、次に掲げるところによるものであること。 

３ 第 13 条 第 2項  

第 13 条第 1項第 1号は材料及び構造に対する要求であり、このうち材料に対

する要求は使用前に適用されることを考えると、第 2 項の記載は次のように

変更されるべきではないか。 

 

御指摘のとおり、第１３条第１項第１号は、材料及び構造に

対する要求であることから、同号に係る材料についても第２項

に含める必要があります。 

したがいまして、御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

なお、記載の適正化の観点から，第２項は、第１項柱書き後
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２ 廃棄事業者が容器等の材料及び構造を検査又は維持する場合において

は、前項第二号の規定は、法第五十一条の八第三項に定める使用前事業者検

査の確認を受けるまでの間適用する。 

段に移行します。 

 

【修正前】 

第１３条（略） 

２ 前項第２号の規定は、法第５１条の８第３項に定める使用

前事業者検査の確認を受けるまでの間適用する。 

 

【修正後】 

第１３条 （略）この場合において、第１号（容器等の材料に

係る部分に限る。）及び第２号の規定については、法第５１条

の８第２項に規定する使用前事業者検査の確認を行うまでの

間適用する。 

４ 第 13 条 第 2項  

別紙 4-1-3 廃棄物技術基準規則に対する意見のとおり、第 2 項の記載が次の

ように変更されるべきではないか。 

２ 廃棄事業者が容器等の材料及び構造を検査又は維持する場合において

は、前項第二号の規定は、法第五十一条の八第三項に定める使用前事業者検

査の確認を受けるまでの間適用する。 

上記３で示した考え方を参照下さい。 
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１－６．使用施設等の技術基準に関する規則（案）に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第 2条 第 2項  

第 9 号から第 17 号に記載された使用施設等の容器及び管の機種区分は、現行

「使用施設等の溶接の技術基準に関する規則」に規定されているものである。

これら機種区分は、現行「核燃料物質の使用等に関する規則」第 2条の 6（溶

接検査を受ける使用施設等）に規定されている溶接検査の対象範囲に対して、

溶接検査内容等の区分けのために設けられている。第 9号から第 17号に記載

された機種区分の位置付け・対象範囲を現行と同じとするため、第 12号およ

び第 15 号の記載が次のように変更されるべきではないか。（２．と関連） 

 

十二 「使用第二種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、使用

第一種機器及び第十五号に規定する使用第三種機器以外のもの（その溶接部

が、第十七条第一項第二号に規定する主要な容器等の溶接部に該当する容器

及び管に限る。）をいう。 

 

十五 「使用第三種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、次に

掲げるもの（その溶接部が、第十七条第一項第二号に規定する主要な容器等

の溶接部に該当する容器及び管に限る。）をいう。 

御意見のとおり、使用施設等の機器の規定は、核燃料物質の

使用等に関する規則に定義されており、溶接検査の対象範囲に

対して区分けされたものです。当該規則の技術的内容は、溶接

の認可の廃止に伴い使用施設等の技術基準に関する規則の解釈

に規定することとしましたので、御意見を踏まえ、第２条第２

項第９号から第１７号までの規定は、同解釈の別記に規定しま

す。 

 

２ 規則第６条第１項の二重（ ）書きは、先に使用規則第２条第２項第５号にて

「使用許可基準規則」が定義されているため、次のとおり修正する。 

（誤）「使用施設等は、これに作用する地震力（使用施設等の位置、構造及び

設備の基準に関する規則（平成 25年原子力規制委員会規則第 34号。以下「使

用許可基準規則」という。）第９条第２項の規定により算定する地震力をい

う。）による・・・」 

（正）「使用施設等は、これに作用する地震力（使用許可基準規則第９条第２

項の規定により算定する地震力をいう。）による・・・」 

御意見のとおり修正します。 

 

３ 第１７条 第１項  

上記１．により、第 2号の記載が次のように変更されるべきではないか。（１．

と関連） 

 

二 容器等のうち、第二条第二項第九号から第十七号までに掲げるものの主

要な容器等の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、次に掲げるとこ

ろによるものであること。 

上記１．に示した考え及び本御意見を踏まえ、以下のとおり

修正します。 

 

修正前 

二 容器等のうち、第２条第２項第９号から第１７号までに掲

げるものの溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、次

に掲げるところによるものであること。 

 

【修正後】 
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二 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）

は、次に掲げるところによるものであること。 
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提出意見とこれに対する考え方（案） 
 
２－１．試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈（案）に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 別記 ２．溶接施工法 ４～９行目 

「第３条改正前」の「第３条」は、「原子力利用における安全対策の強化の

ための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改

正する法律（平成２９年法律第１５号）」の第３条を指していると思われま

すが、そうであればそれを明示するのが望ましいのではないでしょうか。も

しくは、「核原料物質、核燃料物質及び～以下「法」という。）の第３条改

正前」を「技術基準規則の施行前」などに改めてはいかがでしょうか。 

また、溶接安全管理審査及び評定を受けたものとの記述がございますが、審

査及び評定は「発電用原子炉設置者の溶接事業者検査の実施に係る体制」に

対し行われるものであり、溶接施工法に対し行われるものではないため、

「法第４３条の３の１３に基づく溶接事業者検査において技術基準への適合

性が確認されたもの」などに改めてはいかがでしょうか。 

「同等と認められる溶接施工法」として挙げられているものは、末尾が

「等」となっているとおり、あくまでも一例であると解釈できますが、その

趣旨は、改正法第３条の施行の前後を問わず、炉規制法に基づき、いずれか

の技術基準（原子力施設の種類は問わない）への適合性が確認されたものは

同等と認められる、との理解で間違いないでしょうか。 

また、「４．溶接を行う者」には「第３条改正前」の記述がなく、溶接施工

法と溶接士技能とで「同等と認められるもの」の基本的な考え方（技術基準

適合確認が行われた時期、確認に用いられた技術基準の種類）に意図的な差

異が存在するのでしょうか。 

御意見を踏まえ、「第３条改正前」は「原子力利用における

安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年法律第

１５号）第３条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律施行前」に修正します。 

「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第３９条溶

接安全管理審査の申請を行い、法第４３条の３の１３溶接安全

管理検査の第３項の審査、第５項の評定を受けたもの等をい

う。」については、同等の例示として記載しましたが、試験研

究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭和３

２年総理府令第８３号）における同等を例示することとし削除

します。 

同等と認められる溶接施工法に関しては、御意見のとおり、

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定

される原子力施設のいずれかにおいて、各々の技術基準に適合

すると認められた溶接施工法及び溶接士の技量は、同法が規定

する他の施設においても「同等」と認められます。ただし、あ

る施設について既に取得した施工法及び溶接士の技量に関する

試験における確認項目が、それを適用しようとする施設におけ

るそれらの確認項目に適合していることが必要です。 

溶接を行う者については改正法第３条の施行前でも後でも取

得した資格の作業範囲が決まっているため、その範囲での作業

を認められていることから条件の設定は不要です。 

２ 別紙４－２－３ １６頁 別記 ４．溶接を行う者 ３～６行目 

「同等と認められる者」として挙げられているものは、末尾が「等」となっ

ているとおり、あくまでも一例であると解釈できますが、その趣旨は、改正

法第３条の施行の前後を問わず、炉規制法に基づき、いずれかの技術基準

（原子力施設の種類は問わない）への整合性が確認されたものは同等と認め

られる、との理解で間違いないでしょうか。 

また「２．溶接施工法」には「第３条改正前」の記述があり、溶接施工法と

溶接士技能とで「同等と認められるもの」の基本的な考え方（技術基準適合

 上記１で示した考え方を参照下さい。 
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確認が行われた時期、確認に用いられた技術基準の種類）に意図的な差異が

存在するのでしょうか。 
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提出意見とこれに対する考え方（案） 
 
２－２．加工施設の技術基準に関する規則の解釈（案）に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第 15 条 第 1項 

別紙 4-1-3 加工技術基準規則に対する意見のとおり、第 3号の記載が次のよ

うに変更されるべきではないか。（２．と関連） 

 

三 容器等のうち、第一条第二項第十二号から第二十号までに掲げるものの

主要な容器等の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、次に掲げる

ところによるものであること。 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

（規則第１５条第１項） 

【修正前】 

三 容器等のうち、第一条第二項第十二号から第二十号までに

掲げるものの溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）

は、次に掲げるところによるものであること。 

【修正後】 

三 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をい

う。）は、次に掲げるところによるものであること。 

 

（解釈第１５条２） 

【修正前】 

２ 第１項第３号に規定する「容器等のうち、第一条第二項第

十二号から第二十号までに掲げるものの溶接部」とは、次に

掲げる容器又は管の溶接部をいう。 

【修正後】 

２ 第１項第３号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、

次に掲げる容器又は管の溶接部をいう。 

２ 第 15 条 第 1項  

上記１．により、解釈 2の記載が次のように変更されるべきではないか。

（１．と関連） 

 

２ 第 1 項第 3号に規定する「主要な容器等の溶接部」とは、次に掲げる容

器又は管の溶接部をいう。 

 上記１で示したとおり修正します。 

３ 第 15 条 第 1項  

解釈 2 (3) イ の「500g」は「500kg」に訂正されるべきではないか。 

核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和 41年総理府令

第 37号）の第３条の８（溶接検査を受ける加工施設）には、

「三 ウラン又はウランの化合物を含む液体状の物質を内包す

る容器又は管（第一号に規定するものを除く。）であつて、次

のいずれかに該当するもの イ その内包するウランの量が五

百キログラム以上の容器」とありますので、御意見のとおり修

正します。 
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４ 第十五条（材料及び構造） 

2 第 1 項第 3号に規定する「容器等のうち、第一条第二項第十二号から第

二十号までに掲げるものの溶接部」とは、次に掲げる容器又は管の溶接部を

いう。 

(3) ウラン又はウランの化合物を含む液体状の物質を内包する容器又は管

（(1)に規定するものを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの 

 イ その内包するウランの量が 500g 以上の容器 

 

 現行の溶接技術基準の同項の規定では、「500kg 以上の容器」となってい

るため、誤記との理解でよいか。 

 上記３で示したとおり修正します。 

５ 第 15 条第 2項(3)イ 

 解釈第十五条第２項(3)イの「その内包するウランの量が 500g 以上の容

器」とあるが，解釈第十五条第２項(3)ロの記載及び現行の加工規則の記載

を踏まえると，「その内包するウランの量が 500kg 以上の容器」となるので

はないか。 

 上記３で示したとおり修正します。 

６ 第１５条（材料及び構造）第２項（３）イにおいて「その内包するウランの

量が５００ｇ以上の容器」となっているが、従来の加工規則（第三条の八）

では「５００ｋｇ」となっており、誤記ではないか？ 

 上記３で示したとおり修正します。 

７ 第 31 条 第 1項  

別紙 4-1-3 加工技術基準規則に対する意見のとおり、第 2号の記載が次のよ

うに変更されるべきではないか。（５．と関連） 

 

二 容器等のうち、第一条第二項第十二号から第二十号までに掲げるものの

主要な容器等の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、次に掲げる

ところによるものであること。 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

二 容器等のうち、第一条第二項第十二号から第二十号までに

掲げるものの溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）

は、次に定めるところによるものであること。 

【修正後】 

二 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をい

う。）は、次に掲げるところによるものであること。 

８ 第 31 条 第 1項  

上記４．により、解釈 1の記載が次のように変更されるべきではないか。

（４．と関連）） 

 

１ 第 1 項第 2号に規定する「主要な容器等の溶接部」とは、本規程第 15

条 2 を準用するものをいう。 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

１ 第１項第２号に規定する「容器等のうち、第一条第二項第

十二号から第二十号までに掲げるものの溶接部」とは、本規

程第１５条２を準用するものをいう。 

【修正後】 

１ 第１項第２号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、

本規程第１５条２を準用するものをいう。 
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９ 第三十一条 第一項第一号、第二号 

解釈表中の「加工施設の技術基準に関する規則」の第三十一条第一項第一

号、第二号の文章が、サイクル施設技術基準比較表の「加工施設の技術基準

に関する規則」の同条同項同号の文章と相違しているため、合致するよう解

釈表中の記載を修正したほうがよい。 

一 容器等の設計上要求される強度及び耐食性が確保されたものでなければ

ならない。  

→（修正案） 一 当該容器等のその設計上要求される強度及び耐食性が確

保できるものであること。 

二 （略）、次に定めるところによるものであること。 →（修正案） 二 

（略）、次に掲げるところによるものであること。 

 上記８で示したとおり修正します。 

１０ 第 31 条 第 1項  

解釈 4として、次の記載が追加されるべきではないか。 

 

４ 第 1 項第 2号ロに規定する「非破壊試験」とは、本規程第 15 条 5 を準

用するものをいう。 

 非破壊試験に係る規定については、再処理施設の技術基準に

関する規則の解釈等に規定しており、御意見を踏まえ、加工施

設についても同様に、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

４ 第１項第２号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、

本規程第１５条５を準用するものをいう。 

５ 第１項第２号の規定に適合する溶接部は、本規程第１５条

６を準用するものをいう。 

６ 第３項に規定する「適切な耐圧試験及び漏えい試験」は、

本規程第１５条７を準用するものをいう。 

【修正後】 

４ 第１項第２号ロに規定する「非破壊試験」とは、本規程第

１５条５を準用するものをいう。 

５ 第１項第２号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、

本規程第１５条６を準用するものをいう。 

６ 第１項第２号の規定に適合する溶接部は、本規程第１５条

７を準用するものをいう。 

７ 第３項に規定する「適切な耐圧試験及び漏えい試験」は、

本規程第１５条８を準用するものをいう。 

１１ 別記 加工施設の溶接の方法について  

序文「加工施設の技術基準に関する規則（略）第１５条第１項第３号及び第

２項の規定に対応する溶接部に関する要求事項については、・・・」の下線

部の”及び第２項”は削除いただきたい。第１５条第２項は、本別記とは関

係がないため。 

 御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

加工施設の技術基準に関する規則（令和 年 月 日 原子

力規制委員会規則第 号）（以下「技術基準規則」という。）第
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１５条第１項第３号及び第２項の規定に対応する溶接部に関す

る要求事項については、以下のとおりとする。 

【修正後】 

加工施設の技術基準に関する規則（令和 年 月 日 原子

力規制委員会規則第 号）（以下「技術基準規則」という。）第

１５条第１項第３号及び第２項の規定に対応する主要な溶接部

に関する要求事項については、以下のとおりとする。 

１２ 別記 ２．溶接施工法 ３～８行目 

「第３条改正前」の「第３条」は、「原子力利用における安全対策の強化の

ための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改

正する法律（平成２９年法律第１５号）」の第３条を指していると思われま

すが、そうであればそれを明示するのが望ましいのではないでしょうか。も

しくは、「核原料物質、核燃料物質及び～以下「法」という。）の第３条改

正前」を「技術基準規則の施行前」などに改めてはいかがでしょうか。 

 

また、溶接安全管理審査及び評定を受けたものとの記述がございますが、審

査及び評定は「発電用原子炉設置者の溶接事業者検査の実施に係る体制」に

対し行われるものであり、溶接施工法に対し行われるものではないため、

「法第４３条の３の１３に基づく溶接事業者検査において技術基準への適合

性が確認されたもの」などに改めてはいかがでしょうか。 

 

「同等と認められる溶接施工法」として挙げられているものは、末尾が

「等」となっているとおり、あくまでも一例であると解釈できますが、その

趣旨は、改正法第３条の施行の前後を問わず、炉規制法に基づき、いずれか

の技術基準（原子力施設の種類は問わない）への適合性が確認されたものは

同等と認められる、との理解で間違いないでしょうか。 

また、「４．溶接を行う者」には「第３条改正前」の記述がなく、溶接施工

法と溶接士技能とで「同等と認められるもの」の基本的な考え方（技術基準

適合確認が行われた時期、確認に用いられ技術基準の種類）に意図的な差異

が存在するのでしょうか。 

御意見を踏まえ「第３条改正前」は「原子力利用における安

全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１

５号。以下「改正法」という。）第３条の規定による改正後の

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行前」

に修正します。 

「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第３９条溶

接安全管理審査の申請を行い、法第４３条の３の１３溶接安全

管理検査の第３項の審査、第５項の評定を受けた物等をいう。」

については、同等の例示として記載しましたが、加工規則にお

ける同等を例示することとし、当該記載は削除します。 

同等と認められる溶接施工法に関しては、御意見のとおり、

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定

される原子力施設のいずれかにおいて、各々の技術基準に適合

すると認められた溶接施工法及び溶接士の技能は、同法が規定

する他の施設においても「同等」と認められます。ただし、改

正法第３条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律（以下「改正原子炉等規制法」とい

う。）施行前に認可された溶接施工法及び溶接士の技能又は改

正原子炉等規制法施行後に設計及び工事の計画において認可さ

れた溶接施工法及び溶接士の技能における確認事項が、それを

適用しようとする原子力施設における確認項目と同等であるこ

とが必要です。 

溶接を行う者については改正原子炉等規制法施行前後に係わ

らず取得した資格の作業範囲が決まっているため、その範囲で

の作業を認められていることから条件の設定は不要です。 

１３ 別記 ２． 

適用する法律が認識しやすいように修正いただきたい。 

原 文）同等と認められる溶接施工法とは、核原料物質、核燃料物質及び原

上記１２で示した考え方を参照下さい。 
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子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166 号。以下 「法」とい

う。）の第 3条改正前に・・・ 

修正案）同等と認められる溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の

強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一

部を改正する法律（平成 29 年法律第 15号）の第 3条改正前に・・・ 

１４ 別記 ４．溶接を行う者 ３～６行目 

「同等と認められる者」として挙げられているものは、末尾が「等」となっ

ているとおり、あくまでも一例であると解釈できますが、その趣旨は、改正

法第３条の施行の前後を問わず、炉規制法に基づき、いずれかの技術基準

（原子力施設の種類は問わない）への適合性が確認されたものは同等と認め

られる、との理解で間違いないでしょうか。 

また「２．溶接施工法」には「第３条改正前」の記述があり、溶接施工法と

溶接士技能とで「同等と認められるもの」の基本的な考え方（技術基準適合

確認が行われた時期、確認に用いられた技術基準の種類）に意図的な差異が

存在するのでしょうか。 

上記１２で示した考え方を参照下さい。 

１５ 別図第 2(1)および(2)  

誤った図が使用されているため適切に修正する。 

補足：（１）、(2)の図は(3)、(4)と同一である。 

御意見を踏まえ、別図第２（１）及び（２）は以下のとおり

修正します。 

 

(1)               (2) 

 
１６ 別図第 4（4)  

管台内面の角部について、溶接ではなく丸みがあるよう修正する（再処理設

備規格 設計規格８－２1参照） （2019 年 8月 5 日面談資料にて提示） 

御意見を踏まえ、別図第 4の(4)を以下のとおり修正しま

す。 

 

【修正前】 
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【修正後】 

 
１７ 別図第 4（11)  

管台と容器又は管の間にすき間を設けるよう図示する 

 加工施設及び再処理施設の溶接の方法の認可について（平成

１２年１２月科学技術庁原子力安全局長通知）（以下「溶接の

方法の認可について」という。）の別図第４（１１）をそのま

ま取り込んだものであり、原案のとおりとします。 

１８ 別図第 4（12)  

「胴に溶接すること」が示す箇所を明確に図示する。 

 御意見を踏まえ、別図第 4の(12)を以下のとおり修正しま

す。 

【修正前】 

 
【修正後】 
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１９ 別図第 4（12)、(13)、(14)、(15) 

「tc」を「te」に修正する。 

御意見を踏まえ、強め材厚さは teに修正します。 

 

２０ 別図第 4(16)  

「強メ材に溶接すること」が示す箇所を明確に図示する。 

 御意見を踏まえ、別図第 4の(16)を以下のとおり修正しま

す。 

【修正前】 

 
【修正後】 

 
２１ 別図第 4（12)、(13)、(14)、(15)、(16)の注記  

「tmin は、ｔ、ｔｎ、ｔe又は 19mm のうちいずれか小さいほう。」の teは

再処理規格にはなく、緑本にはある 

 溶接の方法の認可についての別図第 4(12)～(16)をそのまま

取り込んだものであり、原案のとおりとします。 
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２２ 別図第 4(19)  

ｔｃの示す箇所（のど厚）が、Ａ－Ａ断面図と異なる箇所を示しているた

め、Ａ－Ａ断面と一致するよう修正する。 

 溶接の方法の認可についての別図第 4(19)をそのまま取り込

んだものであり、原案のとおりとします。 

２３ 別図第 4(18)、(19)の注記  

「ｔｗは、ｔｎ又は 1.5mm のうち・・・」を「ｔｗは、ｔｎ又は６mm のう

ち・・・」に修正する。 

 御意見のとおり修正します。 

２４ 別図第 4(22)  

「0.85ｔｎ以上」が示す箇所が、のど厚を示すよう修正する。 

御意見を踏まえ、別図 4(22)を以下のとおり修正します。 

【修正前】 

 
【修正後】 

 
２５ 別図第 4(22)  

図中、ｔsr → ｔsr 以上に修正いただきたい。計算上必要な厚さ＝実厚と

は限らないため。（2019/8/5 面談で提示されたイメージでは、”tsr（管台

が取り付けられる部分の計算上必要な厚さ）以上”の記載があったが、本案

で消えていた。） 

 御意見のとおり修正します。 

２６ 別図第 4(24) 

「0.75ｔｎ以上」が示す箇所が、２箇所（脚長、溶け込み深さ）に対して示

していることがわかるよう図示する。 

 別図第 4(24)において、厚さ「0.75tn 以上」とすること示す

部位が２箇所であることは、図注の矢印で示されているため、

原案のとおりとします。 

２７ 別図第 5(3)～(9)の注記 

「ｔ１、ｔ２、ｌの単位はｍｍとする。」を追記する。ならびに、「(9)の

場合は、Ｓはｔ以上」を追記する。 

「単位を mm とする。」旨の記載がなくても、同図の意図

（ℓ､t､t1、t2、の寸法の大小関係）は明確です。また、Sと t

以上 
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の関係については(9)図中に「S＞t」と記してあります。した

がって、原案のとおりとします。 

２８ 別図第６(４) 

中央の実線を一点鎖線に修正する。 

 御意見を踏まえ、別図第 6(4)は以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

 

【修正後】 

 

２９ 別紙－１、別紙－２、別紙－３ 

１９８～２１９頁中に記載された「溶接規格」に付された注釈番号「２」は

記載不要ではないでしょうか。 

 御意見のとおり修正します。 

３０ 別紙－１ ２．材料の制限  

『「材料の制限は、日本機械学会 発電用原子力設備規格 溶接規格 2012

年版（２０１３年追補を含む。）に別記ー５の規定の要件を付したもの（以

下「溶接規格 2」という。）「Ｎ－4020 溶接の制限」によること。』を追

記する。 

追伸：以降、「溶接規格 2」の略称を定義している箇所がないことから、本

コメントを採用しない場合、別途、定義を記載する必要がある。 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

２．材料の制限 

【修正前】 

再処理施設の技術基準解釈の別紙－1 「2．材料の制限」に

規定する再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種

機器の接液側に使用する溶接材料を加工施設等に使用する場合

は、表１－３～表１－５に適合する材料とすること。 

 

【修正後】 

 材料の制限は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規

格２０１２年版（２０１３年追補を含む。）」（以下「溶接規

格」という。）「Ｎ－４０２０ 溶接の制限」によること。ま
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た、再処理施設の技術基準に関する規則の解釈（令和２年 月 

日 原規技発第 号 原子力規制委員会決定）の別紙－１「２．

材料の制限」に規定する再処理第１種機器及び腐食環境の厳し

い再処理第２種機器の接液側に使用する溶接材料を加工施設等

に使用する場合は、表１－３～表１－６に適合する材料とする

こと。ただし、十分な強度及び耐食性を有することが確認され

た場合はこの限りではない。 

 

表１－３～表１－５（略） 

 

表１－６ 母材（ジルコニウム）と溶接材料の組合せ 

母材 
母材 

R-Zr 

R-Zr ERZr2 

（注１） R-Zr の化学成分及び機械的性質は、次表による。 

 

種

類

の 

記

号 

化学成分 (%) 機械的性質 

Zr

＋

Hf 

Hf 

Fe

＋

Cr 

H N C O 

引張

強さ 

（MP

a） 

耐力 

（MP

a） 

伸び 

(%) 

R-

Zr 

99

.2 

以

上 

4.

5 

以

下 

0.

2 

以

下 

0.

00

5 

以

下 

0.

02

5 

以

下 

0.

05 

以

下 

0.

16 

以

下 

380 

以上 

205 

以上 

16 

以上 

（注２） ERZr2 の化学成分は、次表による。 

 
 

種類

の記

号 

化 学 成 分 （％） 

Zｒ

＋Hf 
Hf 

Fe+C

r 
H N C O 

ERZr2 
99.2

以上 

4.5

以下 

0.20

以下 

0.005

以下 

0.025

以下 

0.05

以下 

0.16

以下 

３１ 別紙－１ ２．材料の制限  

「再処理施設の技術基準解釈の別紙ー１・・・」を「再処理施設の技術基準

 御意見の記載は不要であったため削除しました。 
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に関する規則（令和 年 月 日 原子力規制委員会規則第 号）の解釈の

別紙ー１・・・」に修正する。 

３２ 別紙－１ 表１－３ 注記 

「対応する日本工業規格の・・・」を「対応する日本産業規格の・・・」に

修正する。 

 御意見のとおり修正します。 

３３ 別紙－１ ５．溶接部の非破壊試験及び機械試験  

「5．溶接部の非破壊試験及び機械試験」の 3)」の長手継手及び周継手の区

分は、継手の位置によって分類しており応力による分類ではないことから削

除いただきたい。（JSME 溶接規格 N-0020 定義による） 

 御意見を踏まえ、削除します。 

３４ 別紙－１ ６．突合せ溶接による継手面の食い違い 

「（技術基準規則第 1条第 2項第 7号ロに規定するものに限る。）」につい

て、第 1条第 2項第 7号ロは存在せず、単に「加工第１種機器、加工第２種

機器」を示すものと考えることから、（ ）の記載は削除いただきたい。 

 御意見のとおり修正します。 

 

３５ 別紙－１ １０．非破壊試験の方法と判定基準  

「・・・次の１～４のとおりとする。」を「・・・次の１～３のとおりとす

る。」に修正する。 

非破壊試験の方法と判定基準については、再処理施設の技術

準に関する規則の解釈等と同様に増感紙に関する以下の規定を

追加します。これにより、あわせて４件となったことから、原

案のとおりとします。 

① 増感紙を使用する場合の項の「（クラス１容器及びクラス

１配管以外のものにあっては、金属蛍光増感紙を除く。）」

を削除する。  

３６ 別紙２ ２．（１） 

溶接規格の年版の記載は不要ではないでしょうか。 

 御意見のとおり修正します。 

３７ 別紙２ ２．(2)  

「溶接方法は、溶接規格 2「WP-302 母材」に次の要件を付したものによる

こと。表 WP-302-1 中 P-52 の項の次のように加えること。 【P-61 ジルコ

ニウム】」に修正いただきたい。 

（補足：2019 年 8月 5日面談時において、「ジルコニウムに関する記載は他

の加工施設が使用する可能性があることから、保守的に残して記載する」方

針になったと認識しており、それに基づくコメント）（2019 年 8 月 5 日面談

時提示） 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】  

溶接方法は、溶接規格２「ＷＰ－３０２ 母材」によるこ

と。 

【修正後】 

母材は、溶接規格「ＷＰ－３０２ 母材」によること。この

場合において、「表ＷＰ－３０２－１ 母材の区分」の「母材」

欄に「Ｐ－６１」を、同表「種類」欄に「ジルコニウム」を加

える。 

母材の区分 グループ 種類 

Ｐ－６１ － ジルコニウム 
 

３８ 別紙２ ２．（９）  

「溶加材は、溶接規格 2「WP-309 溶加材」に、次の要件を付したものによ

 御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 
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ること。表 WP-309-1 中 R-51 の項の次のように加えること。 【R-61 E-61 

ジルコニウム】」に修正いただきたい。 

【修正前】 

溶加材は、溶接規格２「ＷＰ－３０９ 溶加材」によること。 

【修正後】 

（９）溶加材 

溶加材は、溶接規格「ＷＰ－３０９ 溶加材」によること。

この場合において、「表ＷＰ－３０９－１ 溶加材もしくはウ

ェルドインサート又は心線の区分」の「溶加材又はウェルドイ

ンサート」欄に「Ｒ－６１」を、「心線の区分」欄に「Ｅ－６

１」を、また、「種類」の欄に「ジルコニウム」を加える。 

溶加材又は 

ウェルドインサート 
心線の区分 種類 

Ｒ－６１ Ｅ－６１ ジルコニウム 
 

３９ 別紙２ ２．（９）  

「ウェルドインサートは、溶接規格 2「WP-301 ウェルドインサート」に、

次の要件を付したものによること。表 WP-309-1 中 R-51 の項の次のように加

えること。 【R-61 E-61 ジルコニウム】」に修正いただきたい。 

 御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

ウェルドインサートは、溶接規格２「ＷＰ－３１０ ウェル

ドインサート」によること。 

【修正後】 

ウェルドインサートは、溶接規格「ＷＰ－３１０ ウェルド

インサート」によること。この場合において、「表ＷＰ－３０

９－１ 溶加材もしくはウェルドインサート又は心線の区

分」の「溶加材又はウェルドインサート」欄に「Ｒ－６１」を、

「心線の区分」欄に「Ｅ－６１」を、また、「種類」の欄に「ジ

ルコニウム」を加える。 

溶加材又は 

ウェルドインサート 
心線の区分 種類 

Ｒ－６１ Ｅ－６１ ジルコニウム 
 

４０ 別紙２ ２．（13） 

「心線は、溶接規格 2「WP-313 心線」に次の要件を付したものによるこ

と。表 WP-309-1 中 R-51 の項の次のように加えること。 【R-61 E-61 ジ

ルコニウム】」に修正いただきたい。 

 御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

心線は、溶接規格２「ＷＰ－３１３ 心線」によること。 

【修正後】 

心線は、溶接規格「ＷＰ－３１３ 心線」によること。

この場合において、「表ＷＰ－３０９－１ 溶加材もしくは

ウェルドインサート又は心線の区分」の「溶加材又はウェ
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ルドインサート」欄に「Ｒ－６１」を、「心線の区分」欄に

「Ｅ－６１」を、また、「種類」の欄に「ジルコニウム」を

加える。 

溶加材又は 

ウェルドインサート 
心線の区分 種類 

Ｒ－６１ Ｅ－６１ ジルコニウム 
 

４１ 別紙２ ４．１ 

１）の要件は記載不要ではないでしょうか。（Ｐ－６１区分は規定されてい

ないため。） 

 上記３７で示した考え方のとおり、溶接規格の表ＷＰ－３０

２－１に、ジルコニウムをＰ－６１として追加することとしま

すので、原案のとおりとします。 

４２ 別紙２ ４．２判定基準 １） 

ジルコニウムについて、追記いただきたい。（記載内容は、「再処理の技術

基準に関する規則の解釈 別紙-2 4.2 判定基準 表 2-4 溶接部の変色程

度と判定基準（ジルコニウムの場合）」による。） 

 御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

４．１ 試験片の形状・寸法及び試験方法 

【修正前】 

２）チタン又はチタン合金については、溶接終了後に溶接部の

色調検査を行う。 

【修正後】 

２）チタン又はチタン合金及びジルコニウムについては、溶接

終了後に溶接部の色調検査を行う。 

 

４．２ 判定基準 

【修正前】 

１）チタン又はチタン合金の色調検査の判定基準については、

表２－１のとおりとする。 

 

表２－１ （略） 

 

【修正後】 

２）チタン又はチタン合金及びジルコニウムの色調検査の判定

基準については、表２－１及び表２－２のとおりとする。

ジルコニウムの場合には、紫又は青から青白又は灰色の間

の色調については、明らかに紫又は青と同等の延性を有す

ると確認できた場合にのみ、合格とする。 

 

表２－１ （略） 

 

表２－２ 溶接部の変色程度と判定基準 
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（ジルコニウムの場合） 

溶接部の変色程度 合否 

銀色 

金色又は麦色 

紫又は青 

合格 

青白又は灰色 

白又は黄白 

不合格 

 

４３ 別紙－３ 溶接士技能認証標準 ２．１ 確認事項（２）  

「表 3-1 試験材及び溶接姿勢の区分」にジルコニウムについて、追記いた

だきたい。（記載内容は、「再処理の技術基準に関する規則の解釈 別紙-3 

2.1 表 3-1）」による。） 

 御意見を踏まえ、別紙－３の表３－１に次表を追加します。 

 

次表はジルコニウムに限る。 

試験材の区分 溶接姿勢 

Ｗ－０ 

（厚さ 3～3.2 mm の板） 

ｆ 下向 

ｖ 立向 

ｈ 横向 

ｏ 上向 

Ｗ－１ 

（厚さ 9mm の板） 

ｆ 下向 

ｖ 立向 

ｈ 横向 

ｏ 上向 

Ｗ－２ 

（厚さ 25mm 以上の板） 

ｆ 下向 

ｖ 立向 

ｈ 横向 

ｏ 上向 

Ｗ－３－００ 

（外径 100～120mm で 

厚さ 4～5.3mm の管及び外

径 27.2～48.6mm で厚さ

2.5～3.7mm の管） 

ｒ 
有壁水平固定及び 

有壁鉛直固定 

ｅ 

水平固定及び 

鉛直固定 

Ｗ－３－０ 

（外径 100～120mm で 

厚さ 4～5.3mm の管） 

ｒ 
有壁水平固定及び 

有壁鉛直固定 

ｅ 
水平固定及び 

鉛直固定 

Ｗ－４ 

（外径 200～300mm で厚さ

20mm 以上の管） 

ｒ 
有壁水平固定及び 

有壁鉛直固定 

ｅ 
水平固定及び 

鉛直固定 

Ｗ－５ ｆ 下向 

- 42 -



15 
 

（管と管板の 

取り付け溶接） 

vh 立向及び横向 

ｏ 上向 

 

 

４４ 別紙－３ 溶接士技能認証標準 ２．１ 確認事項（３）  

「溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む）又は心線は、溶接規格 2

「WQ-313 溶接棒、溶加材（ウェルドインサート含む）又は心線に、次の要

件を付したものによること。「表 WQ-313-2 溶加材（ウェルドインサート含

む）又は心線の区分」中 R-51 の項の次に次のように加える。【R-61 E-61 

ジルコニウム】」に修正いただきたい。 

 御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む。）又は心線

は、溶接規格「ＷＱ－３１３ 溶接棒、溶加材（ウェルドイン

サートを含む）又は心線」によること。 

【修正後】 

溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む。）又は心線は、

溶接規格「ＷＱ－３１３ 溶接棒、溶加材（ウェルドインサー

トを含む）又は心線」によること。この場合において、「表Ｗ

Ｑ－３１３－２ 溶加材（ウェルドインサート含む）又は心線

の区分」の「溶加材の区分」の欄に「Ｒ－６１」を「心線の区

分」の欄に「Ｅ－６１」を「種類」の欄に「ジルコニウム」を

加える。 

溶加材の区分 心線の区分 種類 
Ｒ－６１ Ｅ－６１ ジルコニウム 

 

４５ 別紙－３ ２．１（４）  

「母材の区分は、溶接規格 2「WQ-314 母材に、次の要件を付したものによ

ること。「表 WQ-314-1 母材の区分」中 P-51X(チタン)の項の次に次のよう

に加える。【P-61（ジルコニウム） P-61】」に修正いただきたい。 

 御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

母材の区分は、溶接規格２「ＷＱ－３１４ 母材」によるこ

と。 

【修正後】 

母材の区分は、溶接規格「ＷＱ－３１４ 母材」によること。

この場合において、「表ＷＱ－３１４－１ 母材の区分」の「母

材のグループ区分」の欄に「Ｐ－６１（ジルコニウム）」を、「母

材の区分」の欄に「Ｐ－６１」を加える。 

母材のグループ区分 母材の区分 
Ｐ－６１（ジルコニウム） Ｐ－６１ 

 

４６ 別紙－３ 図３－２ 

a）天井の右側の図中、「水平管では壁、鉛直管では天井」は「水平管では

壁、鉛直管では床」が正しいと思われます。また、外径の記載に単位（mm）

 御意見を踏まえ、別紙－３ 図３－２の（１）ａ）において

「水平管では壁、鉛直官では天井」は「水平管では壁、鉛直管

では床」に修正し、同図（２）に「（単位：mm）を追加しま

す。 

- 43 -



16 
 

の記載が抜けております。Ｗ－３３－００ｒの記載も不要ではないでしょう

か。 

また、解釈の内容は、日本機械学会発電用原子力設備規格溶

接規格２０１２年版（２０１３年追補を含む。）（以下「溶接

規格」という。）及び「加工施設及び再処理施設の溶接の方法

の認可について 科学技術庁原子力安全局長通知 平成１２年

１２月」を踏まえて制定することとし、これらに規定されてい

ない試験材の区分「W-13-00r」、「W-23-00r」、「W-33-00r」

は削除します。 

４７ 別紙－３ ２．２．１（３）２） 

２行目の「図ＷＱ－３２１～図ＷＱ－３２１－６～」は「図ＷＱ－３２１－

１～図ＷＱ－３２１－６～」が正しいと思われます。 

 御意見のとおり修正します。 

４８ 別紙－３ ２．２．１（５） 『「表３－１ 試験材及び用背う姿勢の区

分・・・』を『「表３－１ 試験材及び溶接姿勢の区分・・・』に修正す

る。 

 御意見のとおり修正します。 

４９ 別紙－３ ２．２．２（５）  

「・・・管と管台の取り付け溶接・・・」を「・・・管と管板の取り付け溶

接・・・」に修正する。 

 「２.２.２ 試験材の種類がアルミニウム又はアルミニウム

合金のものの場合」は、「加工施設及び再処理施設の溶接の方

法の認可について 科学技術庁原子力安全局長通知 平成１２

年１２月」には規定されていない材料であることから削除しま

す。 

５０ 別紙－３ ２．２．３（３） 

「ＷＱ－３２２（３）～」は「ＷＱ－３２３（３）～」が正しいと思われま

す。 

 御意見のとおり修正します。 

５１ 別紙－３ ２．２．４ 

別紙－１、別紙２においては、再処理施設とは異なりジルコニウムに関する

規定が存在せず、本規定（２．２．４）の存在と齟齬があります。 

上記３７で示したとおり、ジルコニウムに関する規定を追加

します。 

５２ 別紙－３ ２．３ 作業範囲について、「再処理の技術基準に関する規則の

解釈 別紙－３ ２．３ 作業範囲」と記載内容が異なるため、左記に合わ

せて修正いただきたい。 

 御意見のとおり修正します。 

５３ 別紙－３ 表３－５ 

Ｗ－１３－００小径管試験材の寸法について、他の記載箇所と齟齬がござい

ます。 

 上記４６で示したとおり、W-13-00 に関する規定は削除しま

す。 
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提出意見とこれに対する考え方（案） 
 
２－３．使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈（案）に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 別記（１）１） 

「使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈」の別記（１）１）の

ただし書きについて、「ただし、次の(1)（丸数字 1）から(3)（丸数字 3）

については、金属キャスク構造規格によること。」との記載は、「ただし、

次の(1)（丸数字 1）から(2)（丸数字 2）については、金属キャスク構造規

格によること。」が適切ではないか。 

 御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

ただし、次の①から③については、 

 

【修正後】 

ただし、次の①及び②については、 

２ ２．別記（１）１）の７行目 

「次の(1)から(3)」は「次の(1)及び(2)」が適切ではないか。 

 （上記の(1)～(3)は〇囲み文字を示す） 

 上記１で示したとおり修正します。 

３ ３．別記（１）４） 

金属キャスク構造規格の適用範囲は１）の(1)及び(2)のみであることから

「NCN-2700 溶接施工法，溶接士」は適用範囲外なので，記載が不適切では

ないか。 

修正案として，「「NCN-2700 溶接施工法，溶接士」は，次によること。」

を削除し，現行の４）の(1)と(2)を（１）の４）５）としてはどうか。 

 （上記の(1)(2)は〇囲み文字を示す） 

 金属キャスク構造規格の適用範囲は、御意見のとおりですの

で、（１）４）は、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

４）「MCN-2700 溶接施工法、溶接士」は、次によること。 

① 溶接規格（2012 年版（2013 年版を含む。）「N-0030 溶

接施工法」（１）及び「N-0050 溶接士」（１）の「又

はこれと同等と認められるもの」とは、技術基準規則の

施行前に法において適用する他の規則により認可を受け

たもの又は溶接安全管理審査等で確認を受けたもの等を

いう。なお、技術基準規則の施行前に法において適用す

る他の規則により認可を受けたもので、有効期限の制約

が無い自動溶接機を用いる溶接士の有効期限は、技術基

準規則の施行日から１０年とする。 

② 溶接規格（2012 年版（2013 年版を含む。）「N-0030 溶

接施工法」（２）の「クラス１機器」とあるのは「密封

容器」に読み替える。 

【修正後】 

４）溶接規格「Ｎ－００３０ 溶接施工法」（１）及び「Ｎ－

００５０ 溶接士」（１）の「又はこれと同等と認められ

るもの」とは、技術基準規則の施行前に法において適用す

る他の規則により認可を受けたもの又は溶接安全管理審査
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等で確認を受けたもの等をいう。なお、技術基準規則の施

行前に法において適用する他の規則で認可を受けたもの

で、有効期限の制約がない自動溶接機を用いる溶接士の有

効期限は、技術基準規則の施行日から１０年とする。 

５）溶接規格「Ｎ－００３０ 溶接施工法」（２）の「クラス

１機器」とあるのは「密封容器」に読み替える。 

 

 また、（２）２）についても同様に修正します。 

４ ４．別記（２）２） 

(3)(4)(5)の記載は，(1)(2)(3)が適切ではないか。 

 （上記の(1)～(5)は〇囲み文字を示す） 

御意見を踏まえ、番号を振り直します。 

５ 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈 別記（２）２） 

「使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈」の別記（２）２）に

ついて、 

(3)（丸数字の 3）「溶接規格 N－0030… 

(4)（丸数字の 4）「溶接規格（2012 年版… 

(5)（丸数字の 5）「溶接規格（2012 年版… 

との記載は、 

(1)（丸数字の 1）「溶接規格 N-0030… 

(2)（丸数字の 2）「溶接規格（2012 年版… 

(3)（丸数字の 3）「溶接規格（2012 年版… 

が適切ではないか。" 

 上記４に示したとおり修正します。 
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提出意見とこれに対する考え方（案） 
 
２－４．再処理施設の技術基準に関する規則の解釈（案）に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第 17 条 第 1項  

別紙 4-1-3 再処理技術基準規則に対する意見のとおり、第 3号の記載が次の

ように変更されるべきではないか。 

 

三 容器等のうち、第一条第二項第十五号から第二十九号までに掲げるもの

の主要な容器等の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、次に掲げ

るところによるものであること。 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

三 容器等のうち、第一条第二項第十五号から第二十九号まで

に掲げるものの溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）

は、次に掲げるところによるものであること。 

【修正後】 

三 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）

は、次に掲げるところによるものであること。 

２ 第 17 条第２項の解釈として「主要な容器等の溶接部」と記載されている

が、第２項中に「主要な容器等の溶接部」の記載がない。本記載は「溶接

部」（旧再処理規則第７条の２（溶接検査を受ける再処理施設）と同様の事

項）を解釈として定めたものと思われるため、次のとおり修正すべきであ

る。 

（現 状）：２ 第１項第３号に規定する「主要な容器等の溶接部」とは、

次に掲げる容器又は管の溶接部をいう。  

（修正案）：２ 第１項第３号に規定する「溶接部」とは、次に掲げる容器

又は管の溶接部をいう。 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

２ 第１項第３号に規定する「主要な容器等の溶接部」とは、

次に掲げる容器又は管の溶接部をいう。 

 

【修正後】 

２ 第１項第３号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、

次に掲げる容器又は管の溶接部をいう。 

３ 第 37 条 第 1項  

別紙 4-1-3 再処理技術基準規則に対する意見のとおり、第 2号の記載が次の

ように変更されるべきではないか。（３．と関連） 

 

二 容器等のうち、第一条第二項第十五号から第二十九号までに掲げるもの

の主要な容器等の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、次に掲げ

るところによるものであること。 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

二 容器等のうち、第一条第二項第十五号から第二十九号まで

に掲げるものの溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）

は、次に掲げるところによるものであること。 

【修正後】 

二 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）

は、次に掲げるところによるものであること。 

４ 第 37 条 第 1項  

上記２．により、解釈 1の記載が次のように変更されるべきではないか。

（２．と関連） 

 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

１ 第１項第２号に規定する「容器等のうち、第一条第二項第

十五号から第二十九号までに掲げるものの溶接部」とは、本
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１ 第 1項第 2号に規定する「主要な容器等の溶接部」とは、本規程第 17

条 2 を準用するものをいう。 

規程第１７条２を準用するものをいう。 

【修正後】 

１ 第１項第２号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、

本規程第１７条２を準用するものをいう。 

５ 第 37 条 第１項 

解釈 5 第 1 項 2 号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、本規程第 17

条 5 を準用するものをいう。 →下線部”第 17条 5”は誤記のため、”第

17 条 6”に修正いただきたい。 

御意見のとおり修正します。 

６ 第 37 条第１項第３号ハの解釈について、本規程第 17 条５を準用することを

記載しているが、誤記と思われるため、次のとおり修正すべきである。 

（現 状）：５ 第１項第２号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、

本規程第 17 条５を準用するものをいう。  

（修正案）：５ 第１項第２号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、

本規程第 17 条６を準用するものをいう。 

上記５で示したとおり修正します。 

７ 第 37 条 第１項  

解釈 6 第 1 項第 2号に適合する溶接部とは、本規程第 17条 6を準用するも

のをいう。 

 →下線部”第 17条 6”は誤記のため、”第 17条 7”に修正いただきた

い。 

御意見のとおり修正します。 

８ 第 37 条 第１項  

解釈 6 第 3 項に規定する適切な耐圧試験及び漏えい試験とは、本規程第 17

条 7 を準用するものをいう。  

→下線部”6”、”第 17条 7”は誤記のため、それぞれ”7”、”第 17 条

8”に修正いただきたい。 

上記７で示したとおり修正します。 

９ 第 37 条第１項第２号の解釈について、本規程第 17条６を準用することを記

載しているが、誤記と思われるため、次のとおり修正すべきである。 

（現 状）：６ 第１項第２号に適合する溶接部とは、本規程第 17条６を

準用するものをいう。 

（修正案）：６ 第１項第２号に適合する溶接部とは、本規程第 17条７を

準用するものをいう。 

上記７で示したとおり修正します。 

１０ 第 37 条第３項の解釈について、本規程第 17条７を準用することなどを記載

しているが、誤記と思われるため、次のとおり修正すべきである。 

（現 状）：６ 第３項に規定する適切な耐圧試験及び漏えい試験とは、本

規程第 17条７を準用するものをいう。  

（修正案）：７ 第３項に規定する適切な耐圧試験及び漏えい試験とは、本

規程第 17条８を準用するものをいう。 

上記７で示したとおり修正します。 
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１１ 別記 再処理施設の溶接方法について 

日本産業協会規格（JIS）の材料を使用するにあたって、原子力規制庁がエ

ンドースしている「発電用原子力設備規格 材料規格（2012 年版）」に規定

されている年度の材料が使用可能であることを明記していただきたい。

（2019 年 8 月 20 日面談資料にて提示） 

「発電用原子力設備規格 材料規格（2012 年版）」は実用発電

用原子炉及びその附属施設へ適用するために技術評価を行い、

適用するに当たっての条件等を付しています。従って、再処理

施設に無条件に適用できるものではないため、原案のとおりと

します。 

１２ 別記 ２．溶接施工法 ３～１０行目 

「第３条改正前」の「第３条」は、「原子力利用における安全対策の強化の

ための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改

正する法律（平成２９年法律第１５号）」の第３条を指していると思われま

すが、そうであればそれを明示するのが望ましいのではないでしょうか。も

しくは、「核原料物質、核燃料物質及び～以下「法」という。）の第３条改

正前」を「技術基準規則の施行前」などに改めてはいかがでしょうか。 

 

また、溶接安全管理審査及び評定を受けたものとの記述がございますが、審

査及び評定は「発電用原子炉設置者の溶接事業者検査の実施に係る体制」に

対し行われるものであり、溶接施工法に対し行われるものではないため、

「法第４３条の３の１３に基づく溶接事業者検査において技術基準への適合

性が確認されたもの」などに改めてはいかがでしょうか。 

 

「同等と認められる溶接施行法」として挙げられているものは、末尾が

「等」となっているとおり、あくまでも一例であると解釈できますが、その

趣旨は、改正法第３条の施行の前後を問わず、炉規制法に基づき、いずれか

の技術基準（原子力施設の種類は問わない）への適合性が確認されたものは

同等と認められる、との理解で間違いないでしょうか。 

また、「４．溶接を行う者」には「第３条改正前」の記述がなく、溶接施工

法と溶接士技能とで「同等と認められるもの」の基本的な考え方（技術基準

適合確認が行われた時期、確認に用いられた技術基準の種類）に意図的な差

異が存在するのでしょうか。 

御意見を踏まえ「第３条改正前」は「原子力利用における安

全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１

５号。以下「改正法」という。）第３条の規定による改正後の

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行前」

に修正します。 

「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第３９条溶

接安全管理審査の申請を行い、法第４３条の３の１３溶接安全

管理検査の第３項の審査、第５項の評定を受けた者等をいう。」

については、同等の例示として記載しましたが、再処理規則に

おける同等を例示することとし削除します。 

 

【修正前】 

核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和４１年総理府令

第３７号）第３条の１２溶接の方法の認可を受けたもの、実用

発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第３９条溶接安全管

理審査の申請を行い、法第４３条の３の１３溶接安全管理検査

の第３項の審査、第５項の評定を受けたもの等をいう。 

【修正後】 

核燃料物質の再処理の事業に関する規則（昭和４６年総理府

令第１０号）第７条の６の溶接の方法の認可を受けたもの、核

燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和４１年総理府令第３

７号）第３条の１２の溶接の方法の認可を受けたもの等をいう。 
 

同等と認められる溶接施工法に関しては、御意見のとおり、

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定

される原子力施設のいずれかにおいて、各々の技術基準に適合

すると認められた溶接施工法及び溶接士の技能は、同法が規定

する他の施設においても「同等」と認められます。ただし、改

正法第３条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律（以下「改正原子炉等規制法」とい
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う。）施行前に認可された溶接施工法及び溶接士の技能又は改

正原子炉等規制法施行後に設計及び工事の計画において認可さ

れた溶接施工法及び溶接士の技能における確認事項が、それを

適用しようとする原子力施設における確認項目と同等であるこ

とが必要です。 

溶接を行う者については改正原子炉等規制法施行前後に係わ

らず取得した資格の作業範囲が決まっているため、その範囲で

の作業を認められていることから条件の設定は不要です。 

１３ 別記 ４．溶接を行う者 ３～７行目 

「同等と認められる者」として挙げられているものは、末尾が「等」となっ

ているとおり、あくまでも一例であると解釈できますが、その趣旨は、改正

法第３条の施行の前後を問わず、炉規制法に基づき、いずれかの技術基準

（原子力施設の種類は問わない）への適合性が確認されたものは同等と認め

られる、との理解で間違いないでしょうか。 

また「２．溶接施行法」には「第３条改正前」の記述があり、溶接施工法と

溶接士技能とで「同等と認められるもの」の基本的な考え方（技術基準適合

確認が行われた時期、確認に用いられた技術基準の種類）に意図的な差異が

存在するのでしょうか。 

上記１２で示した考え方を参照ください。 

１４ 上記解釈の別紙－１「再処理施設の溶接の方法」の別図第２（３）、（４）

において「t」の説明が記載されていないため、「t」の説明を追記すべきで

ある。（他の別図では、使用している全ての記号の説明を記載している。） 

御意見を踏まえ、図中の「ｔ」及びその先にある「両矢印」

は削除します。 

１５ 別紙-1 再処理の溶接の方法  

別図第 4 (1)～(3)の「(注)～本別記に定める検査が実施できるような溶接

部の位置並びに中心線と溶接線の角度とし、～」において、下線部の”並び

に”は、加工施設の同解釈では”又は”となっており、相違しているが考え

方に違いがあるか提示いただきたい。（2019 年 8月 20 日面談資料にて提

示） 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

（注）溶接作業が支障なく行え、かつ、本別記に定める検査が

実施できるような溶接部の位置並びに中心線及び溶接線の

角度とし、溶接部の位置は管台から十分な距離を取らなけれ

ばならない。 

【修正後】 

（注）溶接作業が支障なく行え、かつ、本別記に定める検査が

実施できるような溶接部の位置又は中心線及び溶接線の角

度とし、溶接部の位置は管台から十分な距離を取らなければ

ならない。 

１６ 別紙-1 再処理の溶接の方法  御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 
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別図第 4 (4)の管台の内面に溶接部の図示（点塗りつぶし）は不要のため、

削除いただきたい。（丸みの図示コメントに対し、溶接部の図示に修正され

ていた）（2019 年 8 月 20 日面談資料にて提示） 

【修正前】 

 
【修正後】 

 
１７ 別紙－１ 別図第４ （２２）  

図中、ｔsr → ｔsr 以上に修正いただきたい。計算上必要な厚さ＝実厚と

は限らないため。（2019/8/5 面談で提示されたイメージでは、”tsr（管台

が取り付けられる部分の計算上必要な厚さ）以上”の記載があったが、本案

で消えていた。） 

御意見を踏まえ、「tsr」は「tsr 以上」に修正します。 

１８ 上記解釈の別紙－１「再処理施設の溶接の方法」の別図第５（１）において

「t」の説明が記載されていないため、「t」の説明を追記すべきである。

（他の別図では、使用している全ての記号の説明を記載している。） 

御意見を踏まえ、図中の「（両矢印）」と「ｔ」は削除しま

す。 

１９ 別記 再処理施設の溶接方法について  

3．開先面 開先面は、溶接規格 3「N-4030 開先面」によること。 →下線

部の上付き 3は誤記のため、修正いただきたい。（複数個所あり） 

「２．材料の制限」に「日本機械学会 発電用原子力設備規格 6「溶接規格

2012 年版（2013 年追補含む。）」（以下、「溶接規格」という。）」の記

載があるため、上付き 6も含め、上付き 3も不要である。 

御意見のとおり修正します。 

 

２０ 別紙-1 再処理の溶接の方法   上記１９で示したとおり修正します。 
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3．開先面 開先面は、溶接規格 3「N-4030 開先面」によること。 →下線

部の上付き 3は誤記のため、修正いただきたい。（複数個所あり） 

「２．材料の制限」に「日本機械学会 発電用原子力設備規格 6「溶接規格

2012 年版（2013 年追補含む。）」（以下、「溶接規格」という。）」の記

載があるため、上付き 6も含め、上付き 3も不要である。 

２１ 別紙－１、別紙－２、別紙－３ 

１１１頁にある注釈６は本文中の記載と重複しており記載不要ではないでし

ょうか。 

また、１１７～１５９頁中に記載された「溶接規格」に付された注釈番号

「３」も記載不要ではないでしょうか。 

上記１９で示したとおり修正します。 

２２ 別紙-1 再処理の溶接の方法  

11．非破壊試験の方法と判定基準 １）１の規定では、金属蛍光増感紙を使

用してもよいこととなり、現行の「加工施設、再処理施設、特定廃棄物埋設

施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則」の別表第８ 

放射線透過試験（第１１条関係）と相違するため、１の規定は削除いただき

たい。 

放射線透過試験における増感紙の使用については、加工施設、

再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施

設の溶接の技術基準に関する規則において、「増感紙にあって

は蛍光性のものでないこと」としていますので、御意見を踏ま

え、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

①増感紙を使用する場合の欄の「クラス１容器及びクラス１配

管以外のものにあっては，」を削除する。 

【修正後】 

①増感紙を使用する場合の欄の「（クラス１容器及びクラス１

配管以外のものにあっては，金属蛍光増感紙を除く。）」を

削除する。 

２３ 別紙-1 再処理の溶接の方法 

「図 3-2 W-3-00r、W-13-00r、W-23-00r、W-33-00r の溶接上の注意、試験

材の寸法、取付方法及び試験片採取位置」を参照している下記に示す項にお

いて、下線部”W-33-00r”の記載漏れがあるため、追記いただきたい。 

→ 2.2.1（１） 5)、2.2.2 (1) 5)、2.2.3（１）4） 

解釈の内容は、日本機械学会発電用原子力設備規格溶接規格

２０１２年版（２０１３年追補を含む。）（以下「溶接規格」

という。）及び「加工施設及び再処理施設の溶接の方法の認可

について 科学技術庁原子力安全局長通知 平成１２年１２

月」を踏まえて制定することとしており、これらに規定されて

いない試験材の区分「W-13-00r」、「W-23-00r」、「W-33-00r」

は削除します。 

 

（別紙－３ 溶接士技能認証標準 ２．２．１（１）５）及び

図３－２） 

【修正前】 
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Ｗ－３－００rは「図３－２ W-3-00r、W-13-00r、W-23-00r の

溶接上の注意、試験材の寸法、取付け方法及び試験片採取位置」

によること。 

【修正後】 

Ｗ－３－００rは「図３－２ W-3-00r の溶接上の注意、試験材

の寸法、取付方法及び試験片採取位置」によること。 

 

また、別紙－３において、W-13、W-23、W-33 に関する記載は

削除します。 

なお、本解釈に記載のないものについても、再処理施設の技

術基準に関する規則に定める技術的要件を満足する技術的内容

は、同規則に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術

的根拠があれば、同規則に適合するものと判断することとして

います。 

２４ 別紙-3 溶接士技能認証標準  

「2.2.4 （１）確認試験要領」の記載中に、他の試験材の種類の記載と同

様に、「なお、W-33-00 は、図 3-2 W-3-00r、W-13-00r、W-23-00r、W-33-

00r の注意上の注意、試験材の寸法、取付け方法及び試験片採取位置による

こと。」を追記いただきたい。 

上記２３で示したとおり修正します。 

２５ 別紙－３ ２．２．２（１） 

５）に記載の図３－２のタイトル中、「、Ｗ－３３－００ｒ」の記載が抜け

ております。 

上記２３で示したとおり修正します。 

２６ 別紙－３ 図３－３ 

Ｄ及びｔ寸法について、１４１頁の表３－１と齟齬があります。 

上記２３で示したとおり修正します。 

２７ 別紙－３ ２．２．３（１） 

４）に記載の図３－２のタイトル中、「、Ｗ－３３－００ｒ」の記載が抜け

ております。 

上記２３で示したとおり修正します。 

２８ 別紙－３ ２．２．４（５） 

２．２．１（５）、２．２．２（５）及び２．２．３（５）と同様に、小径

管試験材に関する記述が必要ではないでしょうか。 

上記２３で示したとおり修正します。 

２９ 別紙－３、表３－１、表３－５ 

表３－１と表３－５の「試験材の区分」欄の記載に齟齬があります。 

上記２３で示したとおり修正します。 

また、別紙－３の表３－１の「次表はジルコニウムに限る。」

は、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

W-3-00（外径 100～120mm で厚さ 4～5.3mm の管） 
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W-3-0（外径 150～170mm で厚さ 9～11mm の管） 

【修正後】 

W-3-00（外径 100～120mm で厚さ 4～5.3mm の管及び外径 27.2～

48.6mm で厚さ 2.5～3.7mm の管） 

W-3-0（外径 100～120mm で厚さ 4～5.3mm の管） 

３０ 別紙-3 溶接士技能認証標準  

「表-4 母材（オーステナイト系ステンレス鋼）と溶接材料の組合せ」の下

表中、下記に修正いただきたい 

・SUS304L の鋳造の欄において”－”を”SCS19”に修正。 

・R-SUS304ULC の鋳造の欄において、”SCS１９”を”－”に修正。 

・SUS３１６Lの鋳造の欄において、”SCS19”を”SCS16”に修正。 

御意見のとおり「表１－４ 母材（オーステナイト系ステン

レス鋼）と溶接材料の組合せ」を修正します。 

３１ 別紙－３ 

自動溶接士に係る規定がございません。「３．自動溶接機を用いる溶接士」

として規定を設ける必要はございませんでしょうか。 

自動溶接士に係る規定については、加工施設の技術基準に関

する規則の解釈等に規定しており、御意見を踏まえ、再処理施

設についても同様に、別紙－３に「３．自動溶接機を用いる溶

接士」の項目を以下のとおり追加します。 

 

３．自動溶接機を用いる溶接士 

 自動溶接機を用いる溶接士の技能の確認は溶接規格「ＷＱ－

４００ 自動溶接機を用いる溶接士によること。 

３．１ 確認事項 

 自動溶接機を用いる溶接士の技能の確認は、次に掲げる事項

について、それぞれ定める事項の区分の組合せが異なるごとに

行うものとする。 

（１）溶接の方法 

 溶接の方法は、溶接規格「ＷＱ－４１１ 溶接の方法」に

よること。 

３．２ 確認試験の方法及びその判定基準 

 確認試験の方法（要領や溶接上の注意事項など）及び判定基

準は溶接規格「ＷＱ－４２０ 確認試験の方法と判定基準」に

よること。 

３．３ 作業範囲 

 自動溶接機を用いる溶接士の作業範囲は、溶接規格「ＷＱ－

４３０ 作業範囲」に、別記－５の３．（１）④の要件を付し

たものによること。 

３．４ 資格表示 
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 本試験に合格した溶接士技能の資格表示は、溶接規格「ＷＱ

－４４０ 資格表示」によること。 

３２ 別紙－３ ２．２．１（１） 

３）の末尾「と読み替える。」は「に読み替える。」が適切ではないでしょ

うか。 

また、５）に記載の図３－２のタイトル中、「、Ｗ－３３－００ｒ」の記載

が抜けております。 

御意見を踏まえ、別紙－３の２．２．１（１）の３）等にお

いて「と読み替える。」は「に読み替える。」に修正します。 

また、同５）の図３－２のタイトルについては上記１９で示

したとおり修正します。 

３３ 別紙－３ 図３－２ 

a）天井の右側の図中、「水平管では壁、鉛直管では天井」は「水平管では

壁、鉛直管では床」が正しいと思われます。また、外径の記載に単位（mm）

の記載が抜けております。 

（２）の記載中、Ｗ－３３－００ｒの外径が「26.6～」とあり、その他の区

分の「27.2～」と異なりますが、ジルコニウムのみ若干下限が低いことに理

由があるのでしょうか。 

別紙－３図３－２a)については、御意見のとおり修正します。 

また、図中の「１．寸法の単位は、mmとする。」は図３－２

のタイトルの後に記載し、図全体にかかるように修正します。 

同図中の（２）の W-33-00r についての記載については、上記

２３のとおり修正します。 

３４ 別紙－３ ２．２．１（３）２） 

２行目の「図ＷＱ－３２１～図ＷＱ-３２１－６～」は「図ＷＱ－３２１－

１～図ＷＱ－３２１－６～」が正しいと思われます。 

御意見のとおり修正します。 

３５ 別紙－３ ２．２．３（３） 

「ＷＱ-３２２（３）～」は「ＷＱ-３２３（３）～」が正しいと思われま

す。 

御意見のとおり修正します。 

３６ 別紙－３ 表３－５ 

（注）２．及び３．の溶接規格の年版の記載は不要ではないでしょうか。 

御意見のとおり修正します。 
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提出意見とこれに対する考え方（案） 
 
２－５．特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の解釈（案）に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第 13 条 第 1項  

別紙 4-1-3 廃棄物技術基準規則に対する意見のとおり、第 2号の記載が次の

ように変更されるべきではないか。（２．と関連） 

 

二 容器等のうち、第一条第二項第七号から第十号までに掲げるものの主要

な容器等の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、次に掲げるとこ

ろによるものであること。 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

二 容器等のうち、第一条第二項第七号から第十号までに掲

げるものの溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、

次に掲げるところによるものであること。 

【修正後】 

二 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をい

う。）は、次に掲げるところによるものであること。 

２ 第 13 条 第 1項  

上記１．により、解釈 1の記載が次のように変更されるべきではないか。

（１．と関連）） 

 

１ 第 1 項第 2号に規定する「主要な容器等の溶接部」とは、次に掲げる容

器又は管の溶接部をいう。 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

１ 第１項第２号に規定する「容器等のうち、第一条第二項第

七号から第十号までに掲げるものの溶接部」とは、次に掲げ

る容器又は管の溶接部をいう。 

【修正後】 

１ 第１項第２号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、

次に掲げる容器又は管の溶接部をいう。 

３ 第 13 条 第 3項  

解釈 7は、別紙 4-2-4 再処理技術基準規則の解釈および別紙 4-2-5 加工技術

基準規則の解釈と同様、記載が次のように変更されるべきではないか。 

 

７ 第 3 項に規定する適切な耐圧試験及び漏えい試験は、「特定第一種廃棄

物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の溶接方法について（別記）」によるほ

か、維持段階における各機器の状態に対応する漏えい等の確認を含む。 

溶接に関する要求事項は、使用前事業者検査の確認を受ける

前の間適用することとしており、特定第一種廃棄物埋設施設又

は特定廃棄物管理施設については、従来、維持段階において漏

えい試験等を要求していないことから、原案のとおりとしま

す。なお、再処理施設と加工施設については、維持段階におい

て、漏えい試験を実施しているため、維持段階における確認を

規定しています。 

４ 別紙４－２－７ ２３１頁 別記 ２．溶接施工法 ４～９行目 

「第３条改正前」の「第３条」は、「原子力利用における安全対策の強化の

ための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改

正する法律（平成２９年法律第１５号）」の第３条を指していると思われま

すが、そうであればそれを明示するのが望ましいのではないでしょうか。も

しくは、「核原料物質、核燃料物質及び～以下「法」という。）の第３条改

正前」を「技術基準規則の施行前」などに改めてはいかがでしょうか。 

御意見を踏まえ「第３条改正前」は「原子力利用における安

全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１

５号。以下「改正法」という。）第３条の規定による改正後の

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行

前」に修正します。 
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 また、溶接安全管理審査及び評定を受けたものとの記述がございますが、

審査及び評定は「発電用原子炉設置者の溶接事業者検査の実施に係る体制」

に対し行われるものであり、溶接施工法に対し行われるものではないため、

「法第４３条の３の１３に基づく溶接事業者検査において技術基準への適合

性が確認されたもの」などに改めてはいかがでしょうか。 

 「同等と認められる溶接施工法」として挙げられているものは、末尾が

「等」となっているとおり、あくまでも一例であると解釈できますが、その

趣旨は、改正法第３条の施行の前後を問わず、炉規制法に基づき、いずれか

の技術基準（原子力施設の種類は問わない）への適合性が確認されたものは

同等と認められる、との理解で間違いないでしょうか。 

 また、「４．溶接を行う者」には「第３条改正前」の記述がなく、溶接施

工法と溶接士技能とで「同等と認められるもの」の基本的な考え方（技術基

準適合確認が行われた時期、確認に用いられた技術基準の種類）に意図的な

差異が存在するのでしょうか。 

「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第３９条溶

接安全管理審査の申請を行い、法第４３条の３の１３溶接安全

管理検査の第３項の審査、第５項の評定を受けた者等をい

う。」については、同等の例示として記載しましたが、特定第

一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関す

る規則に関する規則における同等を例示していることから削除

します。 

同等と認められる溶接施工法に関しては、御意見のとおり、

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定

される原子力施設のいずれかにおいて、各々の技術基準に適合

すると認められた溶接施工法及び溶接士の技能は、同法が規定

する他の施設においても「同等」と認められます。ただし、改

正法第３条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律（以下「改正原子炉等規制法」とい

う。）施行前に認可された溶接施工法及び溶接士の技能又は改

正原子炉等規制法施行後に設計及び工事の計画において認可さ

れた溶接施工法及び溶接士の技能における確認事項が、それを

適用しようとする原子力施設における確認項目と同等であるこ

とが必要です。 

溶接を行う者については改正原子炉等規制法施行前後に係わ

らず取得した資格の作業範囲が決まっているため、その範囲で

の作業を認められていることから条件の設定は不要です。 

５ 別紙４－２－７ ２３１頁 別記 ４．溶接を行う者 ３～６行目 

「同等と認められる者」として挙げられているものは、末尾が「等」となっ

ているとおり、あくまでも一例であると解釈できますが、その趣旨は、改正

法第３条の施行の前後を問わず、炉規制法に基づき、いずれかの技術基準

（原子力施設の種類は問わない）への適合性が確認されたものは同等と認め

られる、との理解で間違いないでしょうか。 

また「２．溶接施工法」には「第３条改正前」の記述があり、溶接施工法と

溶接士技能とで「同等と認められるもの」の基本的な考え方（技術基準適合

確認が行われた時期、確認に用いられた技術基準の種類）に意図的な差異が

存在するのでしょうか。 

上記４で示した考え方を参照下さい。 

６ 別紙 4．溶接部の強度等 

2）の規定は、引用している溶接規格 N-4040 に規定されており、重複するた

め削除いただきたい。 

別記の別紙４．２）では、「溶接部の強度及び耐食性を確保

するうえで」としており、１）で耐食性を向上させたオーステ

ナイトステンレス鋼を使用する場合の規定があり、これは溶接
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規格 N-4040 には規定されていないため、原案のとおりとしま

す。 

７ 別紙 5．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

3)長手継手及び周継手の区分は、継手の位置によって分類しており、応力に

よる分類ではないことから削除いただきたい。（JSME 溶接規格 N-0020 定義

による） 

御意見を踏まえ、３）は削除し、 

別紙の「１１． 機械試験」に、以下を加えます。 

 

この場合において、「継手区分Ａ」は「長手継手」に、「継手

区分Ｂ」、「継手区分Ｃ」及び「継手区分Ｃ」は「周継手」に

読み替える。 

８ 別紙 10．非破壊試験の方法と判定基準  

１ 規定では、金属蛍光増感紙を使用してもよいこととなり、現行の「加工

施設、再処理施設、特定廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技

術基準に関する規則」の別表第８ 放射線透過試験（第１１条関係）と相違

するため、１の規定は削除いただきたい。（2019 年 7月 18 日の面談資料と

同様意見） 

放射線透過試験における増感紙の使用については、加工施

設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管

理施設の溶接の技術基準に関する規則において、「増感紙にあ

っては蛍光性のものでないこと」としていますので、御意見を

踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

① 増感紙を使用する場合の欄の「クラス１容器及びクラス１

配管以外のものにあっては、」を削除する。 

【修正後】 

① 増感紙を使用する場合の項の「（クラス１容器及びクラス１

配管以外のものにあっては、金属蛍光増感紙を除く。）」を

削除する。 

９ 別紙 10．非破壊試験の方法と判定基準  

「表 1-2 放射線透過試験（針金形透過度計を使用する場合）」において、

「針金形透過度計の透過度計識別度の炭素鋼又はステンレス鋼等」の規定に

おいて、「（略）F級に適合すること。」の後に、「ただし、構造上やむを

得ない場合であって、材厚 1.6mm 以下でγ線を用いた場合は、0.32mm の線が

識別できること。」を追記いただきたい。（「解説 核燃料施設の技術基

準」に合わせる。）（2019 年 7月 18 日の面談資料と同様意見） 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

「表１－２ 放射線透過試験（針金形透過度計を使用する場

合）」の「透過度計識別度」欄の「炭素鋼又はステンレス鋼

等」 

【修正前】 

JIS Z3104 又は JIS Z3106 の「附属書１，２又は３の透過写真

の必要条件」A級、P1 級、P2級又は F級に適合すること。 

【修正後】 

JIS Z3104 又は JIS Z3106 の「附属書１，２又は３の透過写真

の必要条件」A級、P1 級、P2級又は F級に適合すること。た

だし、構造上やむを得ない場合であって、材厚 1.6mm 以下で

γ線を用いた場合は、0.32mm の線が識別できること。 
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１０ 別紙 10．非破壊試験の方法と判定基準  

「表 1-2 放射線透過試験（針金形透過度計を使用する場合）」の判定基準

において、「欠陥」を「きず」に修正いただきたい。（JIS 鋼溶接継手の放

射線透過試験方法の記載に合わせる。）（2019 年 7 月 18 日の面談資料と同

様意見） 

御意見のとおり修正します。 

１１ 別紙 12．再試験  

別記-5 1．11 参照は誤記のため、12に修正いただきたい。 

御意見のとおり修正します。  

１２ 別紙 13．溶接部の耐圧試験等  

 

「表 1-5 漏えい試験の方法と判定基準」の試験の方法に記載の”20kPa 以

下”は”-20ｋPa 以下”に修正いただきたい。 

御意見のとおり修正します。  
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提出意見とこれに対する考え方（案） 
 
２－６．使用施設等の技術基準に関する規則の解釈（案）に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第 17 条 第 1項  

別紙 4-1-3 使用等技術基準規則に対する意見のとおり、第 2号の記載が次の

ように変更されるべきではないか。（２．と関連） 

 

二 容器等のうち、第二条第二項第九号から第十七号までに掲げるものの主

要な容器等の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、次に掲げると

ころによるものであること。 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

二 容器等のうち、第二条第二項第九号から第十七号までに掲

げるものの溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、

次に掲げるところによるものであること。 

【修正後】 

二 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をい

う。）は、次に掲げるところによるものであること。 

２ 第 17 条 第 1項  

上記１．により、解釈 1の記載が次のように変更されるべきではないか。

（１．と関連） 

 

１ 第 1 項第 2号に規定する「主要な容器等の溶接部」とは、次に掲げる容

器又は管の溶接部をいう。 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

１ 第１項第２号に規定する「容器等のうち、第二条第二項第

九号から第十七号までに掲げるものの溶接部」とは、次に掲

げる容器又は管の溶接部をいう。 

【修正後】 

１ 第１項第２号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、

次に掲げる容器又は管の溶接部をいう。 

３ 第 17 条 第 1項  

解釈 1 (2) イ の「37mBq/cm3」は「37MBq/cm3」に訂正されるべきではない

か。 

核燃料物質の使用等に関する規則（昭和３２年総理府令第８

４号）には、第２条の６第２号イに「その内包する放射性物質

の濃度が三十七ベクレル毎立方センチメートル（液体状の物質

を内包する場合は、三十七メガベクレル毎立方センチメート

ル）以上のもの」とありますので、御意見のとおり修正しま

す。 

４ （当該箇所） 

・別紙４－２－４再処理施設の技術基準に関する規則の解釈 第１７条（材

料及び構造） 

・別紙４－２－５加工施設の技術基準に関する規則の解釈 第３１条（材料

及び構造） 

・別紙４－２－８使用施設等の技術基準に関する規則の解釈 第１８条（耐

圧試験等） 

（意見） 

御意見の耐圧試験等については、例えば使用施設の場合、表

１－６ 耐圧試験において使用第１種機器に対しての要求等が

規定されています。同表おける開放容器等が具体的にはどの機

器に当たるのか等については、施設により異なることから適用

対象物は具体的に規定されておりませんが、具体的な機器につ

いては、それぞれの原子力施設の審査において明確にされてい

ることから、原案のとおりとします。 
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技術基準の解釈を制定することとなったようであるが、第１８条の適用を受

ける「使用施設等に属する容器及び管のうち、使用施設等の安全性を確保す

る上で重要なもの」を具体的に記載するべきである。使用施設等の技術基準

に関する規則の解釈についての記載は再処理施設の技術基準に関する規則の

解釈および加工施設の技術基準に関する規則の解釈も同様である。 

（理由） 

解釈には『耐圧試験及び漏えい試験は、「使用施設等の溶接方法について

（別記）」によること。』と記載されているが、対象となる容器及び管が何

であるか不明確である。別記中には「使用第１種容器」などの記載があり、

それらが対象であると思われるが、適用対象物が具体化されていないことか

ら、解釈内に列挙すべき。 

５ 別記 使用施設等の溶接の方法について  

序文 「使用施設等の技術基準に関する規則（省略）第 16条第 1項第 2号

及び第 17条の規定に対応する溶接部に関する要求事項について

は、・・・」の下線部は第 17条第１項第２号に修正いただきたい。 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修正前】 

使用施設等の技術基準に関する規則（令和 年原子力規制委員

会規則第 号。以下「技術基準規則」という。）第１６条第１

項第２号及び第１７条の規定に対応する溶接部に関する要求事

項については、以下のとおりとする。 

【修正後】 

使用施設等の技術基準に関する規則（令和 年原子力規制委員

会規則第 号。以下「技術基準規則」という。）第１７条第１

項第２号及び第１８条の規定に対応する溶接部に関する要求事

項については、以下のとおりとする。 

６ 別紙 使用施設等の溶接の方法について  

「5．溶接部の非破壊試験及び機械試験」の 3)」の長手継手及び周継手の区

分は、継手の位置によって分類しており応力による分類ではないことから削

除いただきたい。（JSME 溶接規格 N-0020 定義による） 

御意見のとおり、「５．溶接部の非破壊試験及び機械試験」

の３）は削除します。 

７ 別紙 使用施設等の溶接の方法について  

「表 1-1 溶接部の非破壊試験（1/3）」の「区分 使用第 1種機器 溶接

部」の 1．（1）に「管板に管を取り付ける溶接部及び栓等を取り付ける溶接

部」を追記いただきたい。（使用施設等の溶接の技術基準に関する規則（総

理府令第 73 号）の規定に合わせる） 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

「表１－１ 溶接部の非破壊試験（１／３）」の「使用第１種

機器の溶接部の区分」の１．（１） 

【修正前】 

突合せ溶接以外の管台を取り付ける溶接部 

【修正後】 

突合せ溶接以外の管台を取り付ける溶接部、管板に管を取り付

ける溶接部及び栓等を取り付ける溶接部 
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８ 別紙 使用施設等の溶接の方法について  

「表 1-1 溶接部の非破壊試験（2/3）」の「区分 機器 使用第 1種機器」

を「区分 機器 使用第 2 種機器」に修正いただきたい。 

御意見のとおり修正します。 

９ 別紙 使用施設等の溶接の方法について  

「表 1-1 溶接部の非破壊試験（2/3）」の「区分 溶接部」 １．（4）に

おいて、放射性物質を内包するものが記載ないため、「内包するプルトニウ

ムの濃度が３７μBq/cm３（内包するプルトニウムが液体中にある場合は

37Bq/cm3）以上の容器若しくは管又は内包する放射性物質の濃度が３７ｍＢ

ｑ／ｃｍ３（内包する放射性物質が液体中にある場合は３７ｋＢｑ／ｃｍ

３）以上の容器若しくは管の溶接部（（1）から(3)までに掲げるものを除

く。）であつて次の a．から c．までのいずれかに掲げるもの以外のもの」

に修正いただきたい。（使用施設等の溶接の技術基準に関する規則（総理府

令第 73 号）の規定に合わせる） 

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

「表１－１ 溶接部の非破壊試験（２／３）」の「使用第２

種機器」の「溶接部の区分」の１．（４） 

【修正前】 

内包するプルトニウムの濃度が３７μＢｑ／ｃｍ３（内包する

プルトニウムが液体中にある場合は、３７Ｂｑ／ｃｍ３）以上

の容器若しくは管の溶接部（（１）～（３）までを除く） 

【修正後】 

内包するプルトニウムの濃度が３７μＢｑ／ｃｍ３（内包する

プルトニウムが液体中にある場合は３７Ｂｑ／ｃｍ３）以上の

容器若しくは管又は内包する放射性物質の濃度が３７ｍＢｑ／

ｃｍ３（内包する放射性物質が液体中にある場合は３７ｋＢｑ

／ｃｍ３）以上の容器若しくは管の溶接部（（1）から(3)まで

に掲げるものを除く。）であつて次の a．から c．までのいず

れかに掲げるもの以外のもの 

１０ 別紙 使用施設等の溶接の方法について  

「10．非破壊試験の方法と判定基準」１の規定では、金属蛍光増感紙を使用

してもよいこととなり、現行の「使用施設等の溶接の技術基準に関する規則

（総理府令第 73 号）」の別表第８ 放射線透過試験（第 12条関係）と相違

するため、１の規定は削除いただきたい。 

放射線透過試験における増感紙の使用については、使用施設

等の溶接の技術基準に関する規則において「「増感紙にあって

は蛍光性のものでないこと」としていますので、御意見を踏ま

え、以下のとおり修正します。 

 

「１０．非破壊試験の方法と判定基準」 

【修正前】 

① 増感紙を使用する場合の欄の「クラス１容器及びクラス１

配管以外のものにあっては、」を削る。 

【修正後】 

① 増感紙を使用する場合の欄の「（クラス１容器及びクラス

１配管以外のものにあっては、金属蛍光増感紙を除く。）」

を削る。 
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１１ 別紙 使用施設等の溶接の方法について  

「表 1-4 放射線透過試験（針金形透過度計を使用する場合）」において、

「針金形透過度計の透過度計識別度の炭素鋼又はステンレス鋼等」の規定に

おいて、「（略）F級に適合すること。」の後に、「ただし、構造上やむを

得ない場合であって、材厚 1.6mm 以下でγ線を用いた場合は、0.32mm の線が

識別できること。」を追記いただきたい。（「解説 核燃料施設の技術基

準」に合わせる。） 

御意見のとおり修正します。 

１２ 別紙 使用施設等の溶接の方法について  

「表 1-4 放射線透過試験（針金形透過度計を使用する場合）」の判定基準

において、「欠陥」を「きず」に修正いただきたい。（JIS Z 3104 鋼溶接継

手の放射線透過試験方法の記載に合わせる。） 

 御意見のとおり修正します。 

１３ 別紙 使用施設等の溶接の方法について  

「13．溶接部の耐圧試験等」の「表 1-7 漏えい試験の方法と判定基準」、

発泡試験（減圧法）の「試験の方法」において”20kPa 以下”を”-20kPa 以

下”に修正いただきたい。 

御意見のとおり修正します。 
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提出意見とこれに対する考え方（案） 
 
３－１．研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 一部改正案に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第 78 条について 

「ロ 火山現象による影響」は実用炉のみの要求事項であり、規制委員会

において特段の議論が行われていないことから、削除すべき。 

 御指摘のとおり、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する

規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）のみに要求する事項

であることから、削除することとします。 

２ 第 121 条関係 

 「廃止措置対象施設についての定期事業者検査を要する場合」の規定に加

えて、第 40条の 2と同様に、廃止措置中の施設の維持を要する場合について

も規定を置く必要があるのではないか。 

 御指摘を踏まえ、旧発電用原子炉設置者等に係る廃止措置対

象施設の維持に係る規定を追加することとします。 
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３－２．試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 一部改正案に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１  (新)第１条の３第１項第２号ハ (1) ii「燃料体の最高燃焼度」との記載に

ついては、(旧)第１条の３第１項第２号ハ (2) v の記載場所が変更となった

だけであり、新法施行後に直ちに設置変更許可申請を行う必要は無く、次回

の設置変更申請の時に適正化すれば足りると理解してよいか。 

御理解のとおりです。 

なお、御意見の「記載の適正化」の時期については、施行後

の原子炉設置（変更）許可申請に併せて実施するなど、なるべ

く早期に行うことが望ましいと考えます。 

２ 第一条の三２ 

<コメント内容> 

「十一 ～体制の整備に備に関する説明書」は「十一 ～体制の整備に関す

る説明書」ではないでしょうか。（「備に」を削除） 

 御指摘のとおり修正します。 

なお、御指摘の内容は、第２条第２項第 11 号に当たるもので

す。 

３ 試験炉規則第二条の二で定める「設計及び工事の計画の認可を要しない工事

等」ですが、認可を要するか否かは個別に原子力規制庁担当部局が判断する

ということでしょうか。クライテリアが不明確なため分かりません。また、判

断結果については、他の原子炉施設との公平を期す（同様の設備であるにも

関わらず、ある原子炉施設では認可は不要だが、別の原子炉施設では要とな

ることを防止する）ため、原子力規制庁が該当する工事等をリストにして、要

否の理由とともに事業者に公開していただけるのでしょうか。 

 第２条の２第１項及び第３項については、第３条第１項第３

号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事又は場合以外の場

合と規定しています。 

また、第２条の２第２項については、現行の第３条の２の２

の規定と同一であり、認可の要否は従前どおり個別に判断を行

うこととなりますが、例えば、液体廃棄物の廃棄施設である排

水管の配置の変更は届出の対象となります。 

透明性及び公平性を確保するため、届出があった変更につい

ては原子力規制委員会ウェブページにおいて公開することとし

ています。加えて、許認可の運用に関し、委員会決定文書や原

子力規制委員会ウェブページにおいて公開している過去の事例

から判断が難しい場合等は、設置者からの行政相談により個別

に対応することとしています。 

４ 今般改正により原子炉等規制法における QMS については、品質管理に必要な

体制の整備に関する事項が許可事項となり、工事の着手前に認可される保安

規定において品質マネジメントシステムに関することが認可事項となってい

る。さらに、原子炉等規制法における QMS の基準は「品質管理基準規則」に

統一されていることから、原子炉施設の設置又は変更の工事に係る品質マネ

ジメントシステムは、工事の着手前に保安規定において明確となっている。 

このため、設計及び工事の計画の認可において個別に認可する品質マネジメ

ントシステムに関する事項は無いと考えられる。 

よって、(新)試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第 3

条第 1 項第 5 号の「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」は不要

と思われる。 

 第３条第１項第５号に規定する設計及び工事に係る品質マネ

ジメントシステムは、原子力施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の基準に関する規則の規定に適合するとし

て許可を受けた保安活動に係る品質管理に必要な体制の整備に

関する事項を踏まえて、設計及び工事に係る具体的な品質管理

の方法、組織等の計画された事項を確認するために提出を求め

るものであることから、原案のとおりとします。詳細について

は、発電用原子炉施設の工事計画に係る手続ガイドを参照くだ

さい。 

５  (新)第３条の２の４第２項の「存続する期間」とは、「廃止措置計画の認可ま

で」又は「廃止措置の終了確認まで」のどちらか。（加工施設、再処理施設等

 存続する期間とは、廃止措置の終了確認までの期間を指しま

す。 
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も同様） 

６  (新)第３条の８第５項第２号の「試験研究用等原子炉施設を設置した工場又

は事業所の名称及び所在地」の後に「（船舶にあつては、その船舶の名称）」が

必要ではないか。 

 御指摘のとおり修正します。 

７ 第三条の十二 

<コメント内容> 

定期事業者検査の報告は、本条で開始しようとするときとあるが、 

法第二十九第三項には、終了後と記載がある、どちらが正しいか教示お願い

します。 

*1・・・「法」は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

のことを言う。 

 法第 29 条第３項において、「定期事業者検査が終了したとき

その他原子力規制委員会規則で定めるとき」と規定しており、

本規則第３条の 12第２項において、定期事業者検査が終了した

ときに加えて、定期事業者検査を開始しようとするときを規定

しています。 

８  (新)第６条第１項の表のうち「五 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対

象となる使用施設等の設備の名称」は「五 廃止措置に係る工事の方法、時期

及び対象となる試験研究用等原子炉施設の設備の名称」ではないか。 

 御指摘のとおり修正します。 

 なお、第５号ではなく第９号として規定します。 

９ 第六条次の表 

<コメント内容> 

「五 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる使用施設等の設備の

名称」の使用施設等は、試験研究用等原子炉施設に変更すべきではないか。 

上記８で示したとおり修正します。 

１０ (新)試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第 6 条第 1

項第1号ロ号において保存期間が解体又は廃棄をした後5年となっているが、

廃止措置の確認が終了した場合、設置者では無くなるため、保存の責務はな

くなるのでは無いか。除外規定を設けていただきたい。 

 本規定は、改造工事などに伴う施設の一部の解体又は廃棄を

主に対象としたものであり、現行の実用炉規則第 67 条第１項の

表第１号ニの規定を参考として規定したものです。 

なお、法第 34 条及び第 43 条の３の３に規定するとおり、記

録の義務を有する者は試験研究用等原子炉設置者及び旧試験研

究用等原子炉設置者等であり、廃止措置の終了の確認を受けた

者には記録の義務はありません。 

１１ 第六条次の表 

<コメント内容> 

「十一 品質管理規則第三条第三項」が品質管理規則自体に記載がないので、

誤記かどうか、教示お願いします。 

 パブリックコメント版では、「十一 品質管理基準規則第四条

第三項」と規定しており、誤記はありませんので、原案のとお

りとします。 

１２ 実用発電炉規則の当該条文（第 81条第２項）と同様の記載で、第９条第２項

に「長期施設管理方針」とあるが、それを呼び出している次条（第９条の２）

の第１項及び第２項に「長期施設管理方針」はなく、その次の（第９条の２）

第３項で初めて定義されている。その第３項では「前二項の施設管理に関す

る方針（以下「長期施設管理方針」という。）」とあるとおり、第１項又は第２

項にて「・・・施設管理に関する方針（以下「長期施設管理方針」という。）」

と定義すればよいのではないか。（定義が現れる順番が逆転及び分散してお

り、分かりにくい。併せて、再処理規則の当該条文（第 11 条の２）の修正提

 本規定は、第１項及び第２項に規定する施設管理に関する方

針の対象期間がそれぞれ異なるために第３項においてそれらの

総称として略称を置いているものであることから、原案のとお

りとします。 
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案も参照していただきたい。） 

１３ 試験炉規則第十条第 1 項第 1 号に「設計想定事象に係る又は多量の放射性物

質等を放出する事故試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための

活動に関する計画」とありますが、「設計想定事象又は多量の放射性物質等を

放出する事故の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持

するための活動に関する計画」の誤植ではないでしょうか。 

 御指摘を踏まえ、「設計想定事象又は多量の放射性物質等を放

出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持

するための活動に関する計画」に修正します。 

１４ 第十一条 

<コメント内容> 

廃止措置中の施設における運転の範囲・定義はどこまでか、教示ください。 

第 11条は、供用期間中の試験研究用等原子炉の運転に対する

要求を規定したものであり、廃止措置中の施設を対象としたも

のではありません。 

１５ 第十五条２項 

<コメント内容> 

「七」の運転および利用は、廃止措置ではないでしょうか。 

 第 15 条第２項第７号は、廃止措置中の原子炉施設の保安及び

保安運営に関する重要事項を審議する委員会の設置等に係る要

求を規定したものです。御指摘の「運転及び利用」は、廃止措

置中の原子炉施設の保安のために必要な設備の運転及び利用を

意味しており、誤記ではありません。 

よって、原案のとおりとします。 

１６ 第十五条２項 

<コメント内容> 

保安規定に記載すべき内容に対して、 

グレーテッドアプローチを考慮し、記載内容の選択をすることはできないか、

教示ください。 

第 15条第２項各号に定める事項は、廃止措置計画に定める廃

止措置を確実に実施するため、いずれも保安規定に記載する必

要があり、これらの事項の選択や省略はできません。 

なお、これらの事項の実施の程度については、廃止措置の進

捗状況に応じて変更可能ですが、その内容は保安規定に定める

必要があり、その妥当性について審査で確認をすることとなり

ます。 

１７ 第十六条の五の二 

<コメント内容> 

第十六条の六を反映して、廃止措置実施方針の十一を性能維持施設と記載を 

統一したほうがよいかと、考えます。 

 御指摘を踏まえ、第 16条の５の２において性能維持施設を定

義することとし、第３条の７及び第 16条の６を修正します。な

お、他の規則についても同様に修正することとします。 

１８ 今般改正により原子炉等規制法における QMS については、品質管理に必要な

体制の整備に関する事項が許可事項となり、廃止措置計画の認可日までに認

可される保安規定において品質マネジメントシステムに関することが認可事

項となっている。さらに、原子炉等規制法における QMS の基準は「品質管理

基準規則」に統一されていることから、原子炉施設の廃止措置に係る品質マ

ネジメントシステムは、保安規定において明確となっている。 

このため、廃止措置計画の認可において保安規定の記載事項とは別に認可す

る品質マネジメントシステムに関する事項は無いと考えている。 

よって、(新)試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第

16 条の 6第 1項第 12 号の「廃止措置に係る品質マネジメントシステム」は不

要と思われる。 

 第 16 条の６第１項第 12 号に規定する廃止措置に係る品質マ

ネジメントシステムは、原子力施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の基準に関する規則を踏まえ、設置許可

申請書等に記載された方針に従って構築された品質マネジメン

トシステムに基づく廃止措置に関する一連のプロセスが示され

ていること及び当該品質マネジメントシステムに基づき廃止措

置を実施することが定められていることを確認するために提出

を求めるものであることから、原案のとおりとします。 

なお、詳細については、発電用原子炉施設及び試験研究用等

原子炉施設の廃止措置計画の審査基準を参照ください。 
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１９ 第 16条の 13の 2 関係 

 「廃止措置対象施設についての定期事業者検査を要する場合」の規定に加

えて、試験炉則第 3 条の 7 と同様に、廃止措置中の施設の維持を要する場合

についても規定を置く必要があるのではないか。 

 御指摘を踏まえ、旧試験研究用等原子炉設置者等に係る廃止

措置対象施設の維持に係る規定を追加することとします。 

２０ 試験研究用原子炉施設の設置許可証に、保安のための業務に係る品質管理に

必要な体制の整備に関する事項を記載すること、また、添付書類にはその説

明書を付けることとなりましたが、その届出は平成２９年４月１４日に公布

された「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年法律

第１５号）」の施行日を令和２年４月１日と想定すると、その施行日の３ヶ月

以内とされています。 

一方、経過措置等（案）では同様の品質マネージメントシステムを新たに加え

る保安規定並びに廃止措置計画の届出はその施行日の６ヶ月以内とされてい

ます。 

これら設置許可証、保安規定並びに廃止措置計画について、経過措置におけ

る品質マネージメントシステムの届出期限が異なること、また三ヶ月間の違

いがあることの考え方や理由について、また、これらの経過措置の期間設定

の考え方や理由について教えていただきたく願います。 

 改正法の附則において、施行日から３月以内に品質管理に必

要な体制の整備に関する事項について届け出ること及び施行日

から６月以内に保安規定の変更認可申請を行うことを求めてい

ます。 

廃止措置計画の変更認可申請については、保安規定の変更認

可申請と同様に施行日から６月以内に申請を行うことを求める

こととしていますが、これらの申請は品質管理に必要な体制の

整備に関する事項についての届出を踏まえて行うことが必要で

あることから、その準備に要する期間を考慮して定めているも

のです。 
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３－３．船舶に設置する原子炉（研究開発段階にあるものを除く。）の設置、運転等に関する規則 一部改正案に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第 34 条の 2関係 

 「廃止措置対象施設についての定期事業者検査を要する場合」の規定に加

えて、第 11条の 2と同様に、廃止措置中の施設の維持を要する場合について

も規定を置く必要があるのではないか。 

 御指摘を踏まえ、旧試験研究用等原子炉設置者等に係る廃止

措置対象施設の維持に係る規定を追加することとします。 
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３－４．核燃料物質の加工の事業に関する規則 一部改正案に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第 3条の 2第 1項 

＜内容＞ 

実用炉では、設計及び工事の計画の認可を要する変更の工事として、実用炉

規則第 8 条第 1 項にて別表第一の中欄に掲げる工事をあげている。別表第一

の中欄に掲げる工事について、「工事の方法の変更を伴うもの」は該当し、「設

計及び工事に係る品質マネジメントシステムの変更を伴うもの」は該当しな

い。 

加工施設においても実用炉と同様に扱うべきであり、第 3 条の 2 第 1 項「次

条第 1 項第 3 号又は第 5 号に掲げる事項の変更を伴う工事」と記載されてい

る文章のうち「又は第 5号」の記載(文言）は削除されるべきではないか。（６．

と関連） 

 御指摘を踏まえ、設計及び工事の計画の認可を要さない工事

において品質マネジメントシステムのみを変更する場合には、

設計及び工事の計画の認可を要しないこととし、「又は第 5号」

の文言を削除します。他の規則についても同様に修正します。 

２ 第 3条の 4の 3第 1項第 6 号 

 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときには、その内容を記載す

ることになっているが、その際の検査の結果(第 4 号)他は、補修等の前後の

結果他を併記するのか。 

御理解のとおりです。例えば、容器等に溶接施工を行う工事

に係る使用前事業者検査において、溶接施工後の非破壊検査等

で溶接部に欠陥等が検出され、当該欠陥を除去した後、当該部

分に補修のための溶接を行う場合は、補修溶接の記録及び当該

補修溶接を実施した前後の検査の記録が必要となります。 

３ 第 3条の 4の 3第 1項第 9 号 

 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する

事項を記録しないとならないが、具体的に何の管理なのか（例えば、調達管

理、力量管理、等々）明確にして頂きたい。 

 原子力事業者等が使用前事業者検査に係る役務を調達する場

合においては、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の基準に関する規則第 35 条各号に掲げる調達物

品等の供給者の業務のプロセス及び設備、要員の力量等の調達

物品等要求事項を明確にし、管理を行う必要があります。 

４ 第 3条の 4の 4 

 溶接検査を行った容器類に対しては使用前事業者検査を行ったことを示す

記号等を付与しなければならないが、現物に付与するという意味か。付与の

保護の程度、付与を維持する期間はどの程度か？ 

溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の記号その他表示

は、必ずしも現物に刻印等で表示することを求めているもので

はありませんが、設備の状態や使用環境等を考慮し、現物への

表示と同等に識別が可能な状態とすることが必要です。 

また、当該表示は、使用前事業者検査の結果を記録するため

のものであることから、第３条の４の３第２項で規定するとお

り、当該施設の存続する期間において識別が可能な状態を維持

することが必要です。 

こうした考え方は、現行の溶接検査の場合と同様です。 

５ 第 3条の 6第 2号 

 「加工施設を試験のために使用する場合」と記載されているが、「試験」と

は具体的にどのようなものか。 

第３条の６第２号は、同条第１号に規定する加工施設を核燃

料物質を用いた試験のために使用する場合以外の加工施設を試

験のために使用する場合を規定しており、例えば、非常用照明

設備のバックアップ電源として非常用発電設備が設置される場
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合において当該設備の性能等を確認する試験が該当します。 

６ 第 3条の 6 

＜内容＞ 

上記１．にあわせて、設計及び工事の計画の認可手続きを受けた使用前確認

において、使用前確認を要しない場合を定める第 3 条の 6 第 5 号「第 3 条の

2 の 2 第 1 項第 3 号又は第 5 号に掲げる事項の変更を伴う工事」とある「又

は第 5号」は削除されるべきではないか。 

 上記１で示した考え方のとおり、修正します。 

７ 現行の「核燃料物質の加工の事業に関する規則第三条の十一第一号、第二号」

において溶接検査を要しない場合の規定があるが、本案では示されていない

が、現行の規定を準用することでよいか。 

改正法により、現行の溶接検査は使用前事業者検査に移行し

ます。その際、現行規則に規定する溶接検査を要しない場合に

ついては、加工施設の技術基準解釈に規定する「主要な溶接部」

に該当しないため、技術基準の適合性を使用前事業者検査にお

いて確認する必要はありません。 

なお、溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨を表示すべき

容器等を規定した第３条の４の４について、主要な溶接部を有

するものに限定するよう修正し、他の規則についても同様に修

正します。 

８ 第 7条第 1項 1ロ 

 施設管理の実施の都度、施設管理の実施状況及びその担当者の氏名を記録

することととあるが、設計や工事における施設管理の実施の都度とは、具体

的に何か。また、担当者（設計者、工事者）は全ての従事者を記録せよとの意

味か。 

 

第 7 条の 4において、「加工事業者は、加工施設の保全のために行う設計、工

事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関

し、・・」と記載があることを踏まえた質問。 

前段の記録すべき施設管理の実施については、第７条の４第

１項第４号に規定する「施設管理実施計画」に含まれるもので

あり、「原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者

検査、保安のための措置等に係る運用ガイド」を参照し、事業

者自らが判断し規定することが求められます。 

 

後段の担当者とは、実施した施設管理の責任者を指しますが、

その範囲は工事及び設計等の規模や内容に応じて事業者が適切

に判断することが求められます。 

９ 第 7条の 4 

 本項において保全は「設計」、「工事」、「巡視」、「点検」、「検査」、その他の

施設の管理に関し、実施する措置によって行われると解釈できる。 

 一方、保安のための措置等に係る運用ガイドでは、「４．施設管理」におい

て施設管理全般を保全活動を定義しており、混乱を生じるために、保全の定

義を明確にして頂きたい。 

御指摘を踏まえ、保安のための措置等に係る運用ガイドの「施

設管理」の定義を事業規則と整合するよう修正しました。 

１０ 第 7条の 4第 4項ハ 

 加工施設の巡視について、保全のために実施するものに限るとあるが、実

務上、加工設備の操作に係わる巡視と兼ねても良いか。 

「施設の保全のために実施するものに限る。」とは、要求する

範囲を法第 21 条の２第１項第１号に規定する加工施設の保全

に限定するための規定ですので、加工施設の保全に必要な措置

が講じられていれば良く、実態として同項第２号に規定する加

工設備の操作に係る措置と同時に実施することを妨げるもので
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はありません。 

１１ 第 8条 

 工事の段階の施設に対しては、核燃料物質の取扱等に関する記載は不要で

ある。 

核燃料物質を取り扱う項目に関しては、核燃料物質を取り扱う前に定めるて

も問題がないことについて記載頂きたい。 

 御意見のとおり、保安規定の記載事項の中には、設置の工事

に着手する段階で定めることが困難であり、かつ、それらをそ

の段階で定めていなくても災害の防止上支障がない事項が存在

することから、保安規定の審査においては、それらの事項を定

める時期が設定されていること及びその時期までにそれらの事

項を定めることにより災害の防止上支障がないことを確認する

こととしています。詳細については、保安規定の審査基準を参

照してください。 

１２ 第八条第一項第一号 

＜内容＞ 

保安規定に定める事項として、これまで第二号にあった「安全文化を醸成す

るための体制」は、今回の改正で「品質マネジメントに関すること」と統合さ

れ、重複を避ける意味から削除されるものと理解している。そういう意味で

は、第一号の「関係法令及び保安規定の遵守のための体制」も同様と考えら

れ、そうであれば「安全文化の醸成」と同様削除した方が適切と考える。 

 関係法令及び保安規定の遵守のための体制については、引き

続き保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うた

めにコンプライアンスに係る体制（特に、経営責任者の積極的

な関与が明記されていること）が確実に構築されていることに

ついて記載を求めるものです。 

 したがって、本規定については原案のとおりとします。 

１３ 第 9条の 13 関係 

 「廃止措置対象施設についての定期事業者検査を要する場合」の規定に加

えて、第 3 条の 8 と同様に、廃止措置中の施設の維持を要する場合について

も規定を置く必要があるのではないか。 

 御指摘を踏まえ、旧加工事業者等に係る廃止措置対象施設の

維持に係る規定を追加することとします。 
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３－５．使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 一部改正案に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第四条第一項三号 

第四条第一項三号は略となっているが、この条文で記載されている「・・・工

事の方法」の「方法」は「計画」に変更になると考えて良いか確認したい。 

 第３号の「使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法」

について変更はありません。 

法改正により、法第 43 条の 8 第 1 項の「設計及び工事の方

法」が「設計及び工事の方法その他の工事の計画」に改正され

ました。これは、従来、使用前検査の申請時に工事工程表の提

出を求めていたところ、法改正により原子力規制委員会が実施

する使用前検査が事業者が実施する使用前事業者検査に移行す

ることに伴い、設計及び工事の方法の認可の際においても品質

管理の方法として工事工程を踏まえた検査時期の設定について

確認を行うことを求めることとしたためであり、第４号の工事

工程表が工事の計画を示す申請事項となります。 

２ 第四条第一項第三号 

実用炉規則第九条第一項二号で要求している「工事計画」が、貯蔵規則の第四

条には記載が無ない（要求されていない）。貯蔵規則の第四条で「工事計画」

の要求が無いにも関わらず、第四条のタイトルを「設計及び工事の方法」から

「設計及び工事の計画」に変更する意図（理由）を教えて頂きたい。 

 上記１の考え方を参照してください。 

３ 第四条第一項第五号 

第四条第一項第五号で記載要求のある「設計及び工事に係る品質マネジメン

トシステム」があるが，具体的な方法・手順を申請書本文に申請する都度同じ

内容を記載する必要が有るか確認したい。 

（第四条第二項で添付書類に品質マネジメントシステムが呼び込まれていな

いため，設工認本文に従来の品質管理の方法も記載する必要が有ると思われ

るため。） 

また、第五条第一項第五号でも記載の要求があるので、変更申請の都度、申請

書の本文に同じ内容の品質マネジメントシステムの説明を記載しなければな

らないような要求は不合理であるため、変更が無い場合は記載を省略できる

ことを解釈等に明記して頂きたい。 

第４条第１項第５号及び第５条第１項第５号に規定する設計

及び工事に係る品質マネジメントシステムは、原子力施設の保

安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規

則の規定に適合するとして許可を受けた保安活動に係る品質管

理に必要な体制の整備に関する事項を踏まえて、設計及び工事

に係る具体的な品質管理の方法、組織等の計画された事項を確

認するために提出を求めるものです。 

したがって、認可又は変更認可の申請の都度記載する必要が

あるため、原案のとおりとします。詳細については、発電用原

子炉施設の工事計画に係る手続ガイドを参照ください。 

４ 第四条第二項 

第四条第二項において、旧記載では「設計及び管理に係る品質管理の方法」の

添付が記載されていたが、新記載では実用炉規則第九条第三項に要求のある

『「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」を説明した書類の添付』

に相当する要求が無い。貯蔵事業規則としては，設工認の添付書類に『「品質

マネジメントシステム」の説明』は不要という理解で良いか確認したい（第五

条について同様）。 

 本条では、設計及び工事の計画が許可を受けたところによる

ものであることを説明した書類を求めており、品質マネジメン

トシステムについて説明した添付書類が必要となります。 
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５ 第六条の二第一項第一の「使用前事業者検査」はどのような条件の場合必要

となるのか確認したい（旧貯蔵規則第八条には使用前検査が必要となる条件

が記載されていたため）。 

 法第 43条の９第１項に基づき、使用済燃料貯蔵施設の設置又

は変更の工事全般が使用前事業者検査の対象となります。 

６ 第六条の二第一項第一～三号の「十分な方法」の基準（定義）は何か確認した

い。 

原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、

保安のための措置等に係る運用ガイドのⅡ．1.使用前事業者検

査又は使用前検査の実施に記載する「十分な方法」を参照して

ください。 

７ 第六条の三第一項第十一号の「検査に係る教育訓練に関する事項」の「教育訓

練」とは何か確認したい（検査に係る要員の資格、検査の実施要領書について

の教育が考えられるが、両方か？）。 

 検査に係る教育訓練に関する事項は、使用前事業者検査に従

事する要員の力量を客観的に確認することができるように、要

員の力量を評価した記録や要員に対して実施した教育訓練の記

録等を求めるものです。 

８ 第 32 条第 2号関係 

 設計想定事象に係る教育及び訓練の頻度については、他の規則と横並びを

とり、「毎年一回以上定期に」を「定期に」と修正すべきではないか？ 

 御意見のとおり修正します。 

９ 第三十三条第 1項の三 ハ 

条文内において「異状」という文言が使用されているが、一般的に使用される

「異常」を用いない意図を確認したい。特段の理由がない場合は「異常」に修

正していただきたい。 

異状とは、異常とは言えないまでも通常の状態とは異なる状

態であることを指しており、異常とは使い分けていることから、

本記載は、原案のとおりとします。 

１０ 第 43 条の 12の 2 関係 

 「廃止措置対象施設についての定期事業者検査を要する場合」の規定に加

えて、貯蔵則第 11 条と同様に、廃止措置中の施設の維持を要する場合につい

ても規定を置く必要があるのではないか。 

 御指摘を踏まえ、旧使用済燃料貯蔵事業者等に係る廃止措置

対象施設の維持に係る規定を追加することとします。 
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３－６．使用済燃料の再処理の事業に関する規則 一部改正案に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第１条の２第２項第 11号（「改正前」欄に記載）について、同 11 号は現行規

則に記載がないため、以下のとおり修正すべきである。 

（昭和 54 年 12 月 26 日に改正公布（官報第 15882 号）により、「第一条の二 

第１項、第２項（第１号～第 10 号）、第３項」が追加され、その後改正されて

いない。） 

（現 状）： 改正前 十一［同上］     改正後 十二［略］ 

（修正案）： 改正前（空欄（削除）)   改正後（空欄（削除）) 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う原子力規制委員

会関係規則の整理に関する規則（令和元年原子力規制委員会規

則第４号）の制定に伴い第 11号が追加されましたので、本記載

は、原案のとおりとします。 

２ ・意見／理由 

＜該当箇所＞ 3 頁 10 行目 

＜内容＞ 

第１条の２第４項（「改正前」欄に記載）について、同４項は、現行規則に記

載がないため、追加するのであれば、以下のとおり修正すべきである。 

（昭和 54年 12 月 26 日に改正公布（官報 第 15882 号）により、「第一条の二 

第 1 項、第 2 項（第１号～第 10 号）、第 3 項」が追加され、その後改正され

ていない。） 

（現 状）：４ 法第四十四条第一項の指定を受けようとする者が法人である

場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断し・・・（略）

とを疎明する書類を提出することができる。 

（修正案）：［項を加える。］ 

上記１で示した考え方を参照してください。 

３ 第 1条の 5 第 1 項  

＜内容＞ 

実用炉では、設計及び工事の計画の認可を要する変更の工事として、実用炉

規則第 8 条第 1 項にて別表第一の中欄に掲げる工事をあげている。別表第一

の中欄に掲げる工事について、「工事の方法の変更を伴うもの」は該当し、「設

計及び工事に係る品質マネジメントシステムの変更を伴うもの」は該当しな

い。 

再処理施設においても実用炉と同様に扱うべきであり、第 1条の 5第 1項「次

条第 1 項第 3 号又は第 5 号に掲げる事項の変更を伴う工事」と記載されてい

る文章のうち「又は第 5号」の記載(文言）は削除されるべきではないか。（５

と関連）） 

御指摘を踏まえ、設計及び工事の計画の認可を要さない工事

において品質マネジメントシステムのみを変更する場合には、

設計及び工事の計画の認可を要しないこととし、「又は第 5号」

の文言を削除します。他の規則についても同様に修正します。 
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４ ・第 4条 

＜ 内容＞ 

法第 45 条第４項（平成 29 年４月 14 日付改正公布、令和 2年４月１日施行予

定）において、「４ 再処理事業者は、第１項ただし書きの規定によりやむを

得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子

力規制委員会に届け出なければならない。」が追加されたが、この届出に対応

する再処理規則の条文が記載されていない。このため、同届出手続きを明確

化するため、関連する条文を追加すべきである。 

（修正案作成の例：再処理規則第４条（設計及び工事の計画の認可に係る軽

微な変更の届出）或いは別に規定する。） 

（現 案）第四条（設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出） 

 法第四十五条第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事

項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 

（修正案）第四条（設計及び工事の計画に係る届出） 

 法第四十五条第四項又は第五項の規定による届出をしようとする者は、次

に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならな

い。 

法第 45 条第４項においては「遅滞なく、その旨を」と届出の

時期及び内容について規定していることから、法第 44条の 4第

2 項等と同様に、届出の時期及び内容を規則に定める必要はあ

りません。 

他方、届出書類の提出部数については改めて規定する必要が

あることから、第 21 条の２を改正し、「第 45条第 4項」を追加

することとし、他の規則についても同様に修正を行います。 

５ 第 6条 

＜内容＞ 

上記３にあわせて、設計及び工事の計画の認可手続きを受けた使用前確認に

おいて、使用前確認を要しない場合を定める第 6 条第 5 号「第 2 条第 1 項第

3 号又は第 5 号に掲げる事項の変更を伴う工事」「又は第 5 号」は削除される

べきではないか。 

 上記３で示した考え方のとおり、修正します。 

 

６ 現行の「使用済燃料の再処理の事業に関する規則の第七条の五第一号、第二

号」において溶接検査を要しない場合の規定があるが、本案では示されてい

ないが、現行の規定を準用することでよいか。 

改正法により、現行の溶接検査は使用前事業者検査に移行し

ます。その際、現行規則に規定する溶接検査を要しない場合に

ついては、再処理施設の技術基準解釈に規定する「主要な溶接

部」に該当しないため、技術基準の適合性を使用前事業者検査

において確認する必要はありません。 

なお、溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨を表示すべき

容器等を規定した第４条の４について、主要な溶接部を有する

ものに限定するよう修正し、他の規則についても同様に修正し

ます。 

７ 実用発電炉規則の当該条文（第 81 条第２項）と同様の記載で、第 11 条第２

項に「長期施設管理方針」とあるが、それを呼び出している次条（第 11 条の

２）の第１項及び第２項に「長期施設管理方針」はなく、その次の（第 11条

の２）第３項で初めて定義されている。その第３項の括弧内で呼び出してい

る第 17 条第 1 項第 17 号においても「長期施設管理方針」と記載しており、

 本規定は、第１項及び第２項に規定する施設管理に関する方

針の対象期間がそれぞれ異なるために第３項においてそれらの

総称として略称を置いているものであることから、原案のとお

りとします。 

 なお、御指摘の修正案については、略称が 1 回のみ用いられ
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以下のとおり、修正すればよいのではないか。（定義が現れる順番が逆転及び

分散しており、分かりにくい。併せて、試験炉規則の当該条文（第９条の２）

の修正提案も参照していただきたい。） 

（現 状）：３ 再処理事業者は、前二項の評価を行うために設定した条件又

は評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、その結果に基づき、

前二項の施設管理に関する方針（第十七条第一項第十七号において「長期施

設管理方針」という。）を変更しなければならない。 

（修正案）：３ 再処理事業者は、前二項の評価を行うために設定した条件又

は評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、その結果に基づき、

前二項の施設管理に関する方針（以下「長期施設管理方針」という。）を変更

しなければならない。 

ているため、「以下」ではなく、「第 17 条第 1項第 17 号」と特

定して規定しているものです。 

８ 第十七条 第一項 第一号  

＜内容＞ 

保安規定に定める事項として、これまで第二号にあった「安全文化を醸成す

るための体制」は、今回の改正で「品質マネジメントに関すること」と統合さ

れ、重複を避ける意味から削除されるものと理解している。そういう意味で

は、第一号の「関係法令及び保安規定の遵守のための体制」も同様と考えら

れ、そうであれば「安全文化の醸成」と同様削除した方が適切と考える。 

 関係法令及び保安規定の遵守のための体制については、引き

続き保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うた

めにコンプライアンスに係る体制（特に、経営責任者の積極的

な関与が明記されていること）が確実に構築されていることに

ついて記載を求めるものです。 

したがって、本規定については原案のとおりとします。 

９ 第 19 条の 15 関係 

 「廃止措置対象施設についての定期事業者検査を要する場合」の規定に加

えて、第 7 条の 8 と同様に、廃止措置中の施設の維持を要する場合について

も規定を置く必要があるのではないか。 

 御指摘を踏まえ、旧再処理事業者等に係る廃止措置対象施設

の維持に係る規定を追加することとします。 
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３－７．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 一部改正案に関するも
の 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第 58 条の 2第 2号関係 

 設計想定事象に係る教育及び訓練の頻度については、他の規則と横並びを

とり、「毎年一回以上定期に」を「定期に」と修正すべきではないか？ 

 御意見のとおり修正します。 

２ 第 88 条の 2関係 

 「廃止措置対象施設についての定期事業者検査を要する場合」の規定に加

えて、一種埋則第 25条と同様に、廃止措置中の施設の維持を要する場合につ

いても規定を置く必要があるのではないか。 

 御指摘を踏まえ、旧廃棄事業者等に係る廃止措置対象附属施

設の維持に係る規定を追加することとします。 
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３－８．核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 一部改正案に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第１条の二 

新たに「設計想定事象」が定義されましたが、「第二種廃棄物埋設施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」には「設計想定事象」の定義はない。「第

二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」との整合性

に対する考え方を示していただきたい。また、「設計想定事象」としてイ、ロ

及びハで定義される事象となった考え方を示していただきたい。 

前段については、令和元年原子力規制委員会規則第５号によ

る改正後の第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則（以下「許可基準規則」という。）第２条第２項第

２号に安全機能を有する施設が規定されたことを踏まえ、以下

のとおり「設計想定事象」の定義を追記します。 

 

十五 「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であつて、第二

種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

（平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号）第二条第二

項第二号に規定する安全機能を有する施設の設計において発

生を想定しているものをいう。 

 

また、後段については、実用炉則第 2条第 2項第 11号に規定

する「設計想定事象」に整合させ規定したものです。 

２ 新たに第一条の二第２項第十五号として、「設計想定事象」の定義が追加され

ましたが、“廃棄物埋設施設の設計”と記載されていることから、廃棄物埋設

施設に対する全ての設計と解釈されます。 

一方で、本規則と同時に意見募集を行っている他の規則、例えば、「実用発電

用原子炉の設置、運転等に関する規則」における「設計想定事象」の定義で

は、“発電用原子炉施設の設計”ではなく、“設計基準対象施設の設計”又は

“重大事故等対処施設の設計”である旨の記載がされており、設計の対象が

施設の安全性を確保する上で重要なものが対象となっていいます。 

このことから、本規則では“廃棄物埋設施設の設計”は、“安全機能を有する

施設（廃棄物埋設施設のうち安全機能を有するもの）の設計”を指すものであ

ると推察しますので、“廃棄物埋設施設の設計”との記載は誤記ではないかと

考えます。修文案を以下に示します。 

→十五 「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であつて、安全機能を有する

施設（廃棄物埋設施設のうち安全機能を有するもの）の設計において発生を

想定しているものをいう。 

 上記１の考え方を参照してください。 

３ 第 4 条第 1 項に新たに第四号として、廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物

埋設に関する確認の申請書に「廃棄物埋設施設に係る品質マネジメントシス

テムに関する説明書」を添付することが追加されましたが、“廃棄物埋設施設

に係る品質マネジメントシステム”とすると、対象が限定されていないため、

廃棄物埋設施設に係る全ての品質マネジメントシステムになると解釈されま

すが、本条項は、第二種廃棄物埋設に関する確認の申請に係る条項であり、範

御認識のとおり、本条項は、廃棄物埋設施設等に係る第二種

廃棄物埋設に関する確認の申請に係る条項であり、廃棄物埋設

施設に係る全ての品質マネジメントシステムに関する説明書を

求めているものではなく、当該確認の申請に係る品質マネジメ

ントシステムに関する説明書を求めています。 

御指摘を踏まえ、「廃棄物埋設施設等に係る品質マネジメント
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囲が限定されたものです。 

このことから、廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申

請書に添付する書類は「廃棄物埋設施設の確認に係る品質マネジメントシス

テムに関する説明書」など、対象とする品質マネジメントシステムを限定す

るのが適切かと考えます。 

システムに関する説明書」に修正します。 

４ 【意見】 

第六条１項７号に、「許可を受けたところによる・・・」とある。改正前は「許

可に係る申請書及び許可の際に付された条件（「申請書等」）」とされていたが、

「許可を受けたところ」は、付された条件を含むという理解で良いか。 

【理由】 

後段の廃棄物埋設確認に際しての対象範囲にかかわるため。 

 御理解のとおりです。 

５ 第７条第２項についてのコメントです。 

埋設しようとする放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申

請においてコンクリート等廃棄物を埋設する場合は、第一号及び第四号から

第六号の書類を添付することが定められているが、第五号の書類については、

廃棄体に係る説明書であるため、コンクリート等廃棄物は対象外であると考

えられる。 

従来の規則においてもコンクリート等廃棄物に必要な書類としては定められ

ておらず誤記と思われるため、以下のとおり修文すべきと考える。 

＜修文案＞ 

２ 前項各号の申請書には、廃棄体を埋設する場合にあつては次に掲げる書

類、コンクリート等廃棄物を埋設する場合にあつては第一号、第四号及び第

六号に掲げる書類を添付しなければならない。 

御指摘及び令和元年原子力規制委員会規則第５号による改正

を踏まえ、以下のとおり修正します。 

 

【修文】 

第７条 

２ 前項各号の申請書には、廃棄体を埋設する場合にあつては

次に掲げる書類、コンクリート等廃棄物を埋設する場合にあつ

ては第一号、第四号、第七号及び第八号に掲げる書類を添付し

なければならない。 

６ ・第 7条第２項について 

 新たに第六号として、埋設しようとする放射性廃棄物等に係る第二種廃棄

物埋設に関する確認の申請書に「埋設しようとする放射性廃棄物に係る品質

マネジメントシステムに関する説明書」を添付することが追加されましたが、

“埋設しようとする放射性廃棄物に係る品質マネジメントシステム”とする

と、対象が限定されていないため、埋設しようとする放射性廃棄物に係る全

ての品質マネジメントシステムになると解釈されますが、本条項は、埋設し

ようとする放射性廃棄物に関する確認の申請に係る条項であり、範囲が限定

されたものです。 

このことから、埋設しようとする放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に

関する確認の申請書は「埋設しようとする放射性廃棄物等の確認に係る品質

マネジメントシステムに関する説明書」など、対象とする品質マネジメント

システムを限定するのが適切かと考えます。 

 御認識のとおり、本条項は、放射性廃棄物等に係る第二種廃

棄物埋設に関する確認の申請に係る条項であり、廃棄物埋設施

設に係る全ての品質マネジメントシステムに関する説明書を求

めているものではなく、当該確認の申請に係る品質マネジメン

トシステムに関する説明書を求めています。 

御指摘を踏まえ、「放射性廃棄物等に係る品質マネジメントシ

ステムに関する説明書」に修正します。 
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７ 第八条の二 

「埋設しようとする放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の

実施要領書」が削除されるのは、今後は「個別検査項目に係る検査ガイド」で

対応するためとの解釈でよいか。 

 御理解のとおりであり、詳細については、令和 2 年 3 月中の

策定を予定している「廃棄物埋設に関する原子力規制委員会の

確認等に係る運用ガイド（廃棄物確認）」において定めることと

しています。 

８ ・第９条 

“第四条第一項の規定による申請に係る廃棄物埋設施設に関する保安のため

の措置”と“第七条第一項の規定による申請に係る埋設しようとする放射性

廃棄物に関する保安のための措置”も、第六条又は第八条の技術上の基準へ

の適合の確認対象になっているように読めますが、第六条及び第八条には“保

安のための措置”が、技術上に基準として記載されていません。 

また、第四条及び第七条では“保安のための措置”が申請対象であることが明

記されておりません。 

これらのことから、“保安のための措置”との記載は誤記ではないかと考えま

す。修文案を以下に示します。 

→第九条 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第四条第一項又は

第七条第一項の規定による申請に係る廃棄物埋設施設又は埋設しようとする

放射性廃棄物が第六条又は前条の技術上の基準に適合していることについて

確認（第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。）をしたときは、第二種廃

棄物埋設確認証を交付する。 

 御指摘を踏まえ、第４条第１項を以下のとおり修正します。 

 

（現行）※本現行案は、9/25 のパブリックコメント募集時の内容とは異

なり、10/2 の委員会決定の内容を踏まえたものです。 

第四条 法第五十一条の六第一項の規定により、廃棄物埋設施

設及びこれに関する保安のための措置に係る第二種廃棄物埋設

に関する確認を受けようとする者は、別記様式第一による申請

書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提

出しなければならない。 

 

（修正案） 

第四条 法第五十一条の六第一項の規定により、廃棄物埋設施

設及びこれに関する保安のための措置（以下「廃棄物埋設施設

等」という。）に係る第二種廃棄物埋設に関する確認を受けよう

とする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる

書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 

 

その上で、上記修正を踏まえて、第９条について「保安のた

めの措置」が申請対象であることから、その点が明確になるよ

うに「第４条第１項又は第７条第１項の規定による申請に係る

廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第６条又は前条の技術

上の基準に適合していること」と修正します。 

９ 第 16 条 

・第十六条第１項に示す「設計」，「工事」及び「検査」とは，実用炉等におけ

る設工認や定期事業者検査の要求がない第二種廃棄物埋設において具体的に

何を指すのか明示いただきたい。 

・廃棄物埋設施設の保全において設計や工事に該当する場合は事業許可の変

更になると考えられる。第十六条に示す要求は実用炉等と比較してリスクが

低く，設工認や定期事業者検査の要求がない第二種廃棄物埋設施設に対して

過剰な要求となるため，記載を削除すべきと考える。 

施設管理については、原子力事業者等における使用前事業者

検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイド

の VI.施設管理を参照し、法令上の要求事項を満たす範囲内に

おいて、それぞれの原子力施設のリスクに応じて事業者自ら判

断することが求められます。 

１０ ・第十六条第１項第二号に示す「性能維持施設」とは附属施設の廃止措置に

あたり性能を維持するための施設のことか。廃棄物埋設他の廃止措置にあた

っては性能維持施設は該当しないと考えるが、想定する施設を明示いただき

 御指摘を踏まえて、第 16 条第２号、第 22 条の６の２、第 22

条の７及び第 22 条の 13 における性能維持施設に係る規定を削

除することとします。 
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たい。 

１１ ・第十六条第１項第四号ロに示す「廃棄物埋設施設の設計及び工事に関する

こと」とは具体的に何を指し、施設管理実施計画に何を定めるのか不明とな

っています。 

「原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、保安のため

の措置等に係る運用ガイドの制定について（案）ローマ数字６.施設管理 ４．

施設管理の実施に関する計画 イ.設計及び工事の計画及び実施（第４号ロ）

において、設計及び工事の計画及び実施とされていることから、定めるべき

内容を明確化するため以下のような記載にすべきと考えます。 

 

ロ 廃棄物埋設施設の設計及び工事の計画及び実施に関すること。 

 第 16 条第３号（上記１０で示した考え方のとおり、第２号を

削除することにより、第４号を第３号に修正します）は「次の

事項を定めた施設管理の実施に関する計画」と規定しているた

め、各号に重ねて「計画及び実施」と規定する必要はないこと

から、原案のとおりとします。 

１２ ・第十六条第１項第四号ハ及びニに示す「巡視」及び「点検等」に関して、現

行の第十六条に示す「週一回以上」の頻度が削除されているが、改正後はそれ

ぞれに対して事業者が施設管理実施計画に実施頻度及び時期を規定するとい

うことで間違いないか。 

上記の通りであれば、第四号ハについては定めるべき内容を明確化するため

以下の記載にすべきと考えます。 

 

ハ 廃棄物埋設施設の巡視（廃棄物埋設施設の保全のために実施するものに

限る。）の方法、実施頻度及び時期に関すること。 

 巡視及び点検等については、その行為の性質上、実施頻度及

び時期が含まれており、事業者自らが施設管理実施計画に基づ

きこれらを定めることになるため、原案のとおりとします。 

なお、実施頻度及び時期の設定にあたっては、原子力事業者

等における使用前事業者検査、定期事業者検査、保安のための

措置等に係る運用ガイドのⅥ．４．ウ．巡視の計画及び実施及

びエ．点検等の計画及び実施を参照してください。 

１３ 「第 16 条」では、施設管理計画に定める内容として、廃棄物埋設施設の操作

中及び操作停止中の区分を含めた施設の点検等の方法、実施頻度及び時期が

挙げられているが「廃棄物埋設施設の操作中及び操作停止中の区分」とは具

体的にどのような状態を想定しているのか示していただきたい。 

埋設施設は、原子炉施設と異なり、廃棄物の埋設後は作業が発生しない静的

な施設であり、操作中及び操作停止中の区分は適切でないと考えます。 

廃棄物埋設施設の操作中及び操作停止中の区分とは、廃棄物

の埋設に伴うクレーン設備等の操作が実施されているか否かで

区分されることを想定しています。 

１４ 本規則第十六条第１項第四号二に示されている「廃棄物埋設施設の操作中及

び操作停止中の区別」とは付属施設の操作を想定して記載されているのでし

ょうか。本記載について何を想定して記載されているのか具体的に明示いた

だきたい。 

 上記１３で示した考え方を参照してください。 

１５ ・第１６条 

施設管理方針及び施設管理目標について、「一定期間」ごとに評価することが

規定されているが、「一定期間」を具体的に示していただきたい。また、施設

管理実施計画は、前号イに規定する期間で評価することが規定されているが、

前号イで規定される期間は「施設管理実施計画の始期及び期間に関すること」

と記載されており、評価の期間は示されておらず、具体的に評価する期間を

施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の評価の

期間については、法令上の要求事項を満たす範囲内において、

それぞれの原子力施設のリスクに応じて事業者自らの判断によ

り設定することが求められます。 

 その際、施設管理実施計画の評価の期間については、原子力

事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、保安の
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示していただきたい。 ための措置等に係る運用ガイドのⅥ．４．ア．計画の始期及び

期間を参照してください。 

１６ 第１６条 七 に「廃棄物埋設施設の操作を相当期間停止する場合」との記

載がありますが、廃棄物埋設施設は静的な施設であることから「操作を相当

期間停止する場合」は適さないと考えられる。 

ここで規定する「操作を相当期間停止する場合」とは、具体的に何を指すかを

示していただきたい。 

また、「施設管理を行う観点から特別な状態にある場合」は、廃棄物埋設施設

においてどのような状態を指すかを示していただきたい。 

前段の操作を相当期間停止する場合とは、例えば、地震や火

災の影響などで埋設の作業が実施できずに相当期間停止する場

合が想定されます。 

  

 

後段の施設管理を行う観点から特別な状態にある場合とは、

例えば、地震や火災の影響などで施設が損壊して、放射性物質

が施設の外へ放出されるおそれがある場合などが想定されま

す。 

１７ 第十七条の二において、廃棄物埋設施設を設置した事業所における火災に関

する事項が定められていますが、期間に関する記載が無いため、これらの事

項が廃止措置を開始するまで求められていると考えます。 

しかし、第二種廃棄物埋設の事業では、放射性廃棄物を埋設した後は、火災を

生じさせるような設備が無い状態も想定されると共に、この状態が廃措置を

開始するまで数十年から数百年間継続することが想定されます。 

このため、火災が生じない状態であっても火災に対する設備や体制等を数十

年から数百年間維持することが想定され、合理的ではないと考えます。 

よって、“（設計想定事故に係る廃棄物埋設施設の保全に関する措置）第十七

条の二”は、廃棄物埋設施設の状態や火災発生の可能性の有無を考慮した記

載にすべきではないでしょうか？ 

 

 第 17 条の２に規定するとおり、許可を受けたところ又は廃止

措置計画の認可を受けたところにより、施設の状況に応じた保

全に関する措置を講ずることが求められます。 

火災防護に係る措置についても、火災発生の可能性など施設

の状況に応じて廃止措置計画等を変更することにより合理的な

措置内容とすることが可能であるため、原案のとおりとします。 

１８ 第十七条の二第一号において「設計想定事象に係る廃棄物埋設施設の必要な

機能を維持するための活動に関する計画（廃棄物埋設施設を設置した事業所

における火災に係る次に掲げる事項を含む。）を定めるとともに、」となって

いるが、同項のイ、ロ、ハに記載された事項は、設計想定事象ではなく、火災

に関する事項である。このことから、“設計想定事象に係る”は誤記であり、

“火災発生時に対する”の誤記ではないでしょうか。 

 火災に係るイからハまでに掲げる事項を含めて設計想定事象

に係る廃棄物埋設施設の必要な機能を維持するための活動に関

する計画の策定及び実施を求めるものであることから、原案の

とおりとします。 

１９ 【意見】 

第十七条の二１項１号ロ～ハは、「ロ．消防吏員への通報に関すること。ハ．

消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に

関すること。」について、消防法と重複しており、記載を削除すべき。 

【理由】 

消防法等の要件と重複している感があり、埋設の規則としては違和感を覚え

るため。 

第 23条第１号の「廃棄物埋設施設に火災が起こり、又は廃棄

物埋設施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の

防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報するこ

と。」との規定に対応した計画の策定等を求めるものであり、原

子炉等規制法において必要と判断し要求していることから、原

案のとおりとします。 
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２０ ・第十七条の二第１項第二号に示す「定期に実施」とは、実用炉の重大事故等

又は大規模損壊の発生時に関する教育訓練は 1 回／年以上とされているが、

廃棄物埋設施設は、重大事故や大規模損壊の発生自体を想定していないリス

クの低い静的な施設である。また、想定する事象、対象期間と頻度を明示いた

だきたい。 

 それぞれの原子力施設のリスクに応じて事業者自らの判断に

より設定することが求められます。 

２１ ・第十七条の二第１項第三号に示す「照明器具」及び「無線機器」の必要性は

設計想定事象として想定する内容によって異なると思われるが、どのような

事象を想定して必要な設備として挙げているのか明示いただきたい。 

 照明器具及び無線機器は、停電時や夜間等の活動の実施や緊

急時の連絡手段の確保のために一般的に必要と考えられる資機

材として例示しているものであり、それぞれの原子力施設の設

計想定事象に応じて事業者自らが資機材を備え付けることが求

められます。 

２２ ・第十七条の二第１項第三号に示す「無線機器」は、「第二種廃棄物埋設施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第十五条（通信連絡設備等）にお

いて、廃棄物埋設施設に異常が発生した場合に事業所内の人に対して必要な

指示ができるよう、事業所に設置する「通信連絡設備等」と同一と考えられ

る。 

同一の対象に対して規則によって「資機材」「設備」と扱いが異なっており、

また他規則において設備として設置が要求されているものに対しての二重規

制となることから、削除すべきと考える。 

本規定は、許可の際の基準である許可基準規則に基づき、許

可を受けた内容により保安措置を講ずることを求めるもので

す。 

また、上記２１の考え方のとおり、無線機器は例示であり、

かつ、本規定は許可基準規則第 15 条に限定した規定ではないこ

とから、原案のとおりとします。 

２３ 【意見】 

第十八条（事業所内において行われる運搬）「・・・次号の各号に掲げる措置

を講じ、運搬前にこれらの実施状況を確認しなければならない。」ついて、確

認申請した廃棄体を確認後、専用の運搬車両を使用して運搬する場合は、当

日初回の運搬を始める前に措置が講じられることを確認すれば、「運搬前にこ

れらの実施状況を確認している」との理解で良いか。 

【理由】 

既知の廃棄体、数量を同様のプロセスで構内運搬する場合は、講ずべき措置

が全て実施され、表面およびａｔ１ｍも満足することが確認できていれば、

都度確認する必要がないと考える。（考えを確認したい。合理的な操業ができ

ないおそれがある。） 

御理解のとおり、一日に複数回同様の運搬を行う場合には、

全体の運搬を開始する前に各号に掲げる措置が講じられている

ことを確認することをもって、運搬前の確認とすることとしま

す。 

２４ 【意見】 

第十八条（事業所内において行われる運搬）「・・・次号の各号に掲げる措置

を講じ、運搬前にこれらの実施状況を確認しなければならない。」とあるが、

七号においては「車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させ

るとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走さ

せること。」としている。 

「当該車両を徐行させる」は運搬中の確認のようにも思われるが、運搬前に

実施状況を確認する場合、運転手の教育実施または速度制限の道路標識が設

御理解のとおり、保安のために車両を徐行させる場合には、

運転手の教育実施又は速度制限の道路標識が設置されているこ

と等の措置が講じられていることを確認することにより、運搬

前の確認とすることとします。 
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置されていること等の措置の確認をもって、運搬前の確認とすることで良い

か。 

【理由】 

運用管理にかかわるため、確認したい。 

２５ 第二十条第一項第一号  

＜内容＞ 

保安規定に定める事項として、これまで第二号にあった「安全文化を醸成す

るための体制」は、今回の改正で「品質マネジメントに関すること」と統合さ

れ、重複を避ける意味から削除されるものと理解している。そういう意味で

は、第一号の「関係法令及び保安規定の遵守のための体制」も同様と考えら

れ、そうであれば「安全文化の醸成」と同様削除した方が適切と考える。 

関係法令及び保安規定の遵守のための体制については、引き

続き保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うた

めにコンプライアンスに係る体制（特に、経営責任者の積極的

な関与が明記されていること）が確実に構築されていることに

ついて記載を求めるものです。 

したがって、本規定については原案のとおりとします。 

２６ 〇別紙５－１０ １５ページ 

【意見】 

第二十条（保安規定）第一項５号に「廃棄物埋設施設の管理を行う者に対す

る」とされているが、「放射線業務従事者」から変わった理由を教えていただ

きたい。また、「管理を行う者」を定義していただきたい。 

【理由】 

保安教育対象者の範囲に係る事項のため、確認したい。 

設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理のために

施設に立ち入る者全員が「管理を行う者」に該当し、これを明

確化するために改正を行うものです。 
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３－９．核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 一部改正案に関するもの 
番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第 3条の 2 第 1 項  

＜内容＞ 

実用炉では、設計及び工事の計画の認可を要する変更の工事として、実用炉

規則第 8 条第 1 項にて別表第一の中欄に掲げる工事をあげている。別表第一

の中欄に掲げる工事について、「工事の方法の変更を伴うもの」は該当し、「設

計及び工事に係る品質マネジメントシステムの変更を伴うもの」は該当しな

い。 

特定廃棄物管理施設においても実用炉と同様に扱うべきであり、第 3 条の 2

第 1 項「次条第 1 項第 3 号又は第 5 号に掲げる事項の変更を伴う工事」と記

載されている文章のうち「又は第 5号」の記載(文言）は削除されるべきでは

ないか。（２．と関連） 

 御指摘を踏まえ、設計及び工事の計画の認可を要さない工事

において品質マネジメントシステムのみを変更する場合には、

設計及び工事の計画の認可を要しないこととし、「又は第 5号」

の文言を削除します。他の規則についても同様に修正します。 

２ 第 8条 

＜内容＞ 

上記１．にあわせて、設計及び工事の計画の認可手続きを受けた使用前確認

において、使用前確認を要しない場合を定める第 8 条第 5 号「第 4 条第 1 項

第 3 号又は第 5 号に掲げる事項の変更を伴う工事」とある「又は第 5 号」は

削除されるべきではないか。 

 上記１で示した考え方のとおり、修正します。 

 

３ 現行の「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事

業に関する規則」の第十四条において、溶接検査を要しない場合の規定があ

るが、本案では示されていないが、現行の規定を準用することでよいか。 

改正法により、現行の溶接検査は使用前事業者検査に移行し

ます。その際、現行規則に規定する溶接検査を要しない場合に

ついては、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設

の技術基準解釈に規定する「主要な溶接部」に該当しないため、

技術基準の適合性を使用前事業者検査において確認する必要は

ありません。 

なお、溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨を表示すべき

容器等を規定した第６条の４について、主要な溶接部を有する

ものに限定するよう修正し、他の規則についても同様に修正し

ます。 

４ ・第 31 条 

講じなければならない操作に関する措置として、各号に掲げるもののうち 

第６号「廃棄物の管理は、廃棄物管理設備本体で行うこと。」 

については、その他廃棄物管理設備の附属施設である”固体廃棄物の廃棄施

設”での放射性廃棄物の管理※を禁じるものでないのであれば 

原子炉等規制法第 51 条の２第１項第３号 

「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物についての第一種廃棄物

埋設及び第二種廃棄物埋設（以下「廃棄物埋設」という。）その他の最終的な

 御指摘のとおり、修正します。 
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処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とし

た管理その他の管理又は処理であつて政令で定めるもの（以下「廃棄物管理」

という。）」 

と整合を図り 

第６号「廃棄物管理は、廃棄物管理設備本体で行うこと。」 

に修正すべきではないか。 

※第 33 条（事業所内の廃棄）第１項第９号ハでは「当該廃棄施設には、その

目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。」としている。 

５ 第 31 条第１項第６号に追加された「廃棄物の管理は、廃棄物管理設備本体で

行うこと。」は当然のことと思われるが、追加した狙いは何か。具体的にどの

ような状況をイメージしたものか。 

 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第 33 条第７号（改正前

の同条第８号）の規定を参考に、明確化を図ったものです。 

６ 第三十四条第一項第一号  

＜内容＞ 

 保安規定に定める事項として、これまで第二号にあった「安全文化を醸成

するための体制」は、今回の改正で「品質マネジメントに関すること」と統合

され、重複を避ける意味から削除されるものと理解している。そういう意味

では、第一号の「関係法令及び保安規定の遵守のための体制」も同様と考えら

れ、そうであれば「安全文化の醸成」と同様削除した方が適切と考える。 

関係法令及び保安規定の遵守のための体制については、引き

続き保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うた

めにコンプライアンスに係る体制（特に、経営責任者の積極的

な関与が明記されていること）が確実に構築されていることに

ついて記載を求めるものです。 

したがって、本規定については原案のとおりとします。 

７ 第 35 条の 15の 2 関係 

 「廃止措置対象施設についての定期事業者検査を要する場合」の規定に加

えて、第 11条と同様に、廃止措置中の施設の維持を要する場合についても規

定を置く必要があるのではないか。 

 御指摘を踏まえ、旧廃棄事業者等に係る廃止措置対象施設の

維持に係る規定を追加することとします。 
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３－１０．核燃料物質の使用等に関する規則 一部改正案に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 第２条第１項 

コメント：「～第一条の二前条～」について、「第一条の二」と「前条」は同じ

ことを重複して記載されているため、どちらか一方を削除されるのが適切で

あると思われます。 

 御指摘を踏まえ、「前条」を削除します。 

２ 第２条の３第１項第 10号「検査記録の管理に関する事項」とは具体的にどの

ようなことを記載すればよいのか。「原子力事業者等における使用前事業者検

査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイド」で明確にされた

い。 

「検査記録の管理に関する事項」とは、当該検査に関する記

録類のことであり、例えば検査要領書や検査記録の一覧表など

が挙げられます。詳細については「原子力事業者等における使

用前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る

運用ガイド」を参照してください。 

３ 第２条の３第１項第 11号「検査に係る教育訓練に関する事項」とは具体的に

どのようなことか。例えば、非破壊検査の技量認定のようなものを指すのか、

それとも検査を行った者に対する一般的な教育訓練を指すのか。また、「検査

に係る」は「検査員に係る」が適切ではないか。「原子力事業者等における使

用前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイド」で

明確にされたい。 

検査に係る教育訓練に関する事項は、使用前事業者検査に従

事する要員の力量を客観的に確認することができるように、要

員の力量を評価した記録や要員に対して実施した教育訓練の記

録等を求めるものです。 

４ 第２条の５第１項第７号において、使用前検査の確認の申請書に品質マネジ

メントシステムを記載することが求められている。また、同条第２項第５号

では、使用前検査の確認の申請書に品質マネジメントシステムに関する説明

書を添付することが求められている。これは要求事項が重複していると考え

る。他の核燃料施設に関する規則、例えば加工規則の設計及び工事の方法の

認可申請では、品質マネジメントシステムを本文に記載しますが、添付書類

として品質マネジメントシステムに対する要求はない。また、使用前事業者

検査の確認の申請では、品質マネジメントシステムに関する要求はない。他

の核燃料施設との関連も考慮すると、添付書類として品質マネジメントシス

テムに関する説明書を求める必要性はないと考える。 

本規則には、設計及び工事の計画の認可の制度はありません

が、使用の許可の後段の手続である使用前確認において、設計

及び工事の方法について確認を行うことから、当該工事の品質

マネジメントシステムを確認するために申請書への記載及び添

付書類の提出を求めているものです。 

 なお、他の核燃料施設に関する規則においても、設計及び工

事の計画が許可を受けたところによるものであることを説明し

た書類において品質マネジメントシステムに関する説明を求め

ています。 

申請書及び添付書類において記載する内容については、発電

用原子炉施設の工事計画に係る手続ガイドを参照してくださ

い。 

５ 現行の「核燃料物質の使用等に関する規則の第二条の九第一号、第二号」にお

いて溶接検査を要しない場合の規定があるが、本案では示されていないが、

現行の規定を準用することでよいか。 

改正法により、現行の溶接検査は使用前検査に移行します。

その際、現行規則に規定する溶接検査を要しない場合について

は、使用施設等の技術基準解釈に規定する「主要な溶接部」に

該当しないため、技術基準の適合性を使用前検査において確認

する必要はありません。 

なお、溶接に係る使用前検査を行つた旨を表示すべき容器等

を規定した第２条の４について、主要な溶接部を有するものに
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限定するよう修正し、他の規則についても同様に修正します。 

６ 第２条の 11 の表中の「三 操作記録」について、「安全上重要な施設（使用

許可基準規則第一条第二項第四号に規定するものをいう。）に係るものに限る

（ニを除く。）。）」とあるが、「ハを除く。」の誤りではないか。 

  御指摘を踏まえ、「ハを除く。」に修正します。 

また、第 2条の 11 の 9 の規定と整合を図るため、「（法第五十

七条の五第二項の認可を受けた使用施設等に係るものを除

く。）」を削除します。 

７ 第二条の十一の三 操作記録の項目 

 イの記録すべき場合欄の「挿入の都度」は炉施設をイメージしますので、使

用施設等にはそぐわない表現のように思います。 

御指摘を踏まえ、「挿入の都度」を「使用の都度」に修正しま

す。 

８ 第二条の十一の三 操作記録の項目 

 令 41 条非該当施設には安全上重要な施設がないので、イ及びロの保存期間

欄に記載の（令 41条各号に掲げる核燃料物質を使用しない場合にあっては、

10 年間）を削除し、ハの記録事項欄に記載の（令 41 条各号に掲げる核燃料物

質に係るものに限る。）をイ及びロの記録事項欄に記載してはいかがでしょう

か。 

御指摘を踏まえ、イ、ロ及びニの規定の適用は安全上重要な

施設に係るものに限定されていることから、下欄の「（令第四十

一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない場合にあつては、十

年間）」を削除します。 

なお、上記６の前段の考え方のとおり、「ニを除く」を「ハを

除く」に修正し、ハについては、安全上重要な施設であるか否

かにかかわらず対象とした上で、従前どおり令第 41 条各号に掲

げる核燃料物質に係るものに限って適用するものであることか

ら、原案のとおりとします。 

９ 第二条の十一第１項第３号 ロ 

「使用施設等の操作開始及び操作停止の時刻」はどこまでか。設備単位の起

動、停止を意味しているのか。具体的にどこまでの機器に対しての要求か。 

例えば、セル・グローブボックス等の中で核燃料物質の取扱

いを行った開始時刻及び終了時刻です。記録の単位とする設備

等については、主に事故故障等が発生した場合に、これまでの

使用状況を確認するために保存を義務化するものであり、法第

52 条又は法第 55 条に基づく申請書及びその添付書類に記載さ

れた設備が対象となります。 

また、当該記録は、安全機能が喪失すると従事者等に放射線

障害を及ぼすおそれがあるもの等として、例えば使用済燃料を

使用のために取り扱うセルであって安全上重要な施設に該当す

るものにおける操作を対象としています。この場合の操作は、

許可基準規則第 20条の操作と同義です。 

したがって、少量の燃料を使用する試験装置を含め、安全上

重要な施設がない使用施設等は、当該記録義務の対象ではあり

ません（ただし、ハの警報装置については令第 41条該当施設が

対象となります。）。 

１０ 第二条の十一第１項第３号 ハ 

他の規則等では「警報装置から発せられた警報の内容」の対象に『安全上重要

な施設』を特記していないが、本規則だけ、新たに『安全上重要な施設』を対

象としているのはどういった意図か。 

上記６の前段の考え方のとおり、「ニを除く」を「ハを除く」

に修正し、ハについては、従前どおり安全上重要な施設である

か否かにかかわらず対象とすることとします。 

１１ 第二条の十一の三 操作記録の項目 上記６のとおり、「ニを除く」を「ハを除く」に修正します。 
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 ニに記載の「使用施設等の操作」とは具体的にどのような設備の操作をい

うのでしょうか。少量の燃料を使用する試験装置も全て対象でしょうか。 

また、制度上対象となる使用施設等の範囲については、上記

９で示した考え方を参照してください。 

１２ 第２条の１１表第５号 

コメント：保安教育の記録 イ．（保安教育の実施計画）ロ．（保安教育の実施

日時及び項目）ハ．（保安教育を受けた者の氏名）の保存期間は、「（令第四十

一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない場合にあつては、十年間）」と記載

されておりますが、令四十一条に該当しない施設は保安規定自体の作成が要

求されていないことから、それに基づく保安教育の要求もないため、「（令第

四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない場合にあつては、十年間）」の

記載は齟齬が生じていると思われるため削除すべきと考えます。（計３ヶ所） 

保安規定を作成しない使用者（核燃料物質の使用者であって、

令 41 条各号に掲げる核燃料物質を使用しないもの）に対して

は、使用（変更）許可の審査において、法第 53 条第 3号（技術

的能力）への適合性の観点から、保安教育を行う方針であるこ

とを確認することとしています。 

そのため、保安規定を作成するか否かに関わらず、保安教育

の記録をする必要があります。 

なお、令第 41 条に該当しない施設に係る記録の保存期限につ

いては、現行の 3 年間の保存期間を維持することとし、原子力

規制検査の頻度（10年ごとに１回）に合わせる改正（10年）を

取りやめます。 

１３ 第２条の 12 第１項第５号の「ロ 使用施設等の操作に当たつて確認すべき事

項、操作に必要な事項及び異状があつた場合の措置に関すること。」とあるが、

追加された「ハ 異状があつた場合の措置に関すること（第十三号に掲げる

ものを除く。）」と重複しているため、「及び異状があつた場合の措置に関する

こと」を削除すべきである。 

 御指摘を踏まえ、「使用施設等の操作に当たつて確認すべき事

項及び操作に必要な事項」と修正します。 
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３－１１．核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 一部改正案に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 「原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料

の貯蔵に関する審査ガイド」に係るパブリックコメントにおいて、「既に容器

承認を受けた兼用キャスクについて使用前検査を受ける場合には、容器承認

に係る検査の内容を考慮した使用前検査を行うこととします。溶接について

も、同様の考え方で実用炉規則に基づき溶接事業者検査を実施する必要があ

ります。なお、使用前検査に合格するためには容器承認を受けておく必要が

ありますが、使用前検査を申請する前にあらかじめ容器承認を受けているこ

とまでは求めていません。」との回答がありましたが、この考え方は法改正後

も同様という理解でよろしいでしょうか。 

また、容器承認を受ける前の兼用キャスクについて使用前確認を申請し確

認を受ける場合であっても、並行して実施することになる容器承認に係る検

査の内容を考慮した使用前確認を行っていただけるのでしょうか。 

 御理解のとおり、法改正後も、使用前確認を申請する前にあ

らかじめ容器承認を受けていることまでは求めていません。 

また、兼用キャスクの使用前確認は、当該確認に必要な事項

を記載した申請に基づき確認をするものですが、並行して実施

されている容器承認に係る検査において当該確認に必要な事項

を満たす記録等があれば、これを参照することは可能です。 

 
 
 
 
 
３－１２．製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認
等に関する規則 一部改正案に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 現在の規則では、第五条第１項第９号の「放射能濃度確認対象物の管理方

法」について説明する書類が、第五条第２項第７号の「放射能濃度の測定及び

評価のための品質保証に関すること」に該当します。 

今回の改正案では、第五条第１項第１０号として「放射能濃度の測定及び

評価に係る品質マネジメントシステム」が追加され、第五条第２項第７号が

「放射能濃度の測定及び評価に係る品質マネジメントシステムに関するこ

と」に変わることにより、第五条第１項第１０号について説明する書類が第 

五条第２項第７号になると考えられます。 

そうしますと、第五条第１項第９号の「放射能濃度確認対象物の管理方法」

について説明する書類に該当する項目が第五条第２項に無くなってしまいま

す。 

第五条第１項第９号の「放射能濃度確認対象物の管理方法」について説明

する書類に該当する項目を第五条第２項に追加する必要があります。 

 御指摘を踏まえ、新たに第５条第２項第７号として「放射能

濃度確認対象物の管理方法に関すること。」を加え、「放射能濃

度の測定及び評価に係る品質マネジメントシステムに関するこ

と。」については新第８号として加えるよう修正します。 

これに併せて、試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能

濃度についての確認等に関する規則第５条第２項も同様に修正

します。 
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提出意見とこれに対する考え方（案） 
 
４．原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令 一部改正案
に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 改正後欄の第２条第５項の「核燃料物質」については、原子炉等規制法第２

４条第１項第３号の条文と同様に、「使用済燃料を含む」ことを明示的に

規定したほうがよいと思います。 同法第４３条の３の５第２項第７号で

規定する使用済燃料を含まない核燃料物質を指していないのであれば、 

 御指摘を踏まえ、「第二条第二項に規定する核燃料物質をい

う。」を「第二条第二項に規定する核燃料物質をいい、同条第十

項に規定する使用済燃料を含む。」に修正します。 
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提出意見とこれに対する考え方（案） 
 
５－１．研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準 一部改正案に関する

もの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 新旧対照表の９ページの改正後欄の１２行目「Rick」は「Risk」の誤記ではな

いか。 

御指摘のとおり、「Rick」を「Risk」に修正します。 

２ ２８頁 １６行目 

＜内容＞ 

「技術情報を BWR 事業者協議会、PWR 事業者連絡会等の事業者の情報共有の

場を活用し、」とあるが、JAEA はそれら協議会、連絡会等には未加入であるこ

とから、現状のままの記載「技術情報を他の事業者の情報共有の場を活用し、」

としてほしい。 

御指摘を踏まえ、「BWR事業者協議会、PWR事業者連絡会等の事

業者の情報共有の場」を「他の事業者の情報共有の場」に修正

します。 

３ ２９頁 ３行目 

＜内容＞ 

研開発電炉規則第 87 条第１項第 20 号「不適合発生時の情報の公開」の第２

項「情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登録等に必要

な事項が定められていること。」において、情報公開先として「原子力施設情

報公開ライブラリーへの登録等」としていることから、「原子力施設情報公開

ライブラリー」以外の活用として、当機構のホームページによる公開も可能

という理解でよいか。 

御理解のとおり、当該規定は、原子力施設情報公開ライブラ

リーへの登録以外の方法による情報の公開を妨げるものではあ

りません。ウェブサイトでの公開等の方法を通じて、事業者自

らが積極的に情報公開を行うことが期待されます。 
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５－２．試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 一部改正案に関するもの 
番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 64 頁 7 行目（別紙 7-3 試験炉規則第 15 条第 1項第 2号） 

意見：「定められた内容がが、」と「が」が重複して記載されています。 

御指摘のとおり、「定められた内容がが、」を「定められた内

容が、」に修正します。 

２ 77 頁 19 行目（別紙 7-3 試験炉規則第 15 条第 1項第 13号） 

意見：放射性液体廃棄物では「管理目標値」、次号の放射性気体廃棄物では「放

出管理目標値」となっていますが、使い分けている理由をご教示ください。明

確な理由がないのであれば、どちらかに統一した方が良いと考えます。 

御指摘のとおり、「管理目標値」を「放出管理目標値」に修正

します。 

 

３  １８頁 下から３行目 

＜内容＞ 

(新)保安規定審査基準の「４．緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子

力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第７条第１項原子力事業者

防災業務計画によることが定められていること。」について、他事業規則（発

電炉、加工施設、再処理施設等）の当該条項では「・・・第７条第１項の原子

力事業者防災業務計画・・・」となっており、後者下線部「の」を追記した方

がよい。（第二種廃棄物埋設施設、廃止措置段階の発電炉及び試験炉も同様） 

また、加工施設、再処理施設、第二種廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、使用

施設、廃止措置段階の発電炉及び試験炉の当該条項の冒頭では「４．緊急事態

の発生をもってその後の措置は原子力災害・・・」に読点「、」がないので、

「・・・その後の措置は、原子力災害・・・」に修正してはどうか。 

御指摘のとおり、「第７条第１項原子力事業者防災業務計画」

を「第７条第１項の原子力事業者防災業務計画」に修正します。 

また、「その後の措置は」を「その後の措置は、」に修正します。 

４ ２３頁 ２２行目 

＜内容＞ 

(新)試験炉規則第 15 条第１項第 18 号（試験研究用等原子炉施設の定期的な

評価）第２項の「保安活動の計画、実施、評価及び改善並びにＱＭＳの改善を

行うこと」については、何を差しているか不明確なため、「必要に応じて保安

活動及びＱＭＳの改善を行うこと。」と修正すべきである。 

御指摘の「保安活動の計画、実施、評価及び改善並びに品質

保証計画の改善を行うこと。」とは、保安活動について、いわゆ

るＰＤＣＡの一連の活動を行い、この一連の活動の結果、保安

活動の改善があれば、品質マネジメントシステムに反映し、そ

の改善を行うことを求めるものです。 

本要求事項は、設置者のこうした一連の活動の結果、現状、

保安活動が十分有効に機能していると判断することを否定する

ものではないことから、原案のとおりとします。 

５ (新)試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準第 15 条第

１項第 18号については、10 月 4 日締切のパブコメ（案件番号 198019114）に

おいても改正案が示されていたが、その改正内容と今回示された改正内容に

異なっているため、コメントをすることが困難である。行政としてどのよう

に運用したいのか示していただきたい。 

いずれも、試験炉規則第１５条第１号第１８号（試験研究用

等原子炉施設の定期的な評価）の審査基準に関する改正案です

が、御指摘の意見募集（案件番号198019114）は、試験研究用等

原子炉施設の定期安全レビューに係る運用ガイドの見直しに伴

うものである一方、今回の意見募集は、新たな検査制度の実施

に向け試験炉規則の保安のために必要な措置等を整備したこと

に伴うものであり、改正の趣旨や施行日が異なるため、それぞ

れ意見募集を実施したものです。 
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御指摘の意見募集の結果は令和元年度第42回原子力規制委員

会において決定されており、また今回の意見募集と内容が矛盾

するものではないため、それぞれの改正の趣旨を変更しない範

囲で表現を適正化します。 
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５－３．加工施設における保安規定の審査基準 一部改正案に関するもの 
番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ ９２頁 ４行目 

〈内容〉 

冒頭文において「加工施設の工事に着手する前に原子力規制委員会の認可

を受けることが義務付けられている」となっているが、炉規法第２２条第１

項の同様部分では「加工施設」のあとに「設置の」が記載されている。整合と

取るべきではないか？ 

御指摘のとおり、「加工施設の工事に着手する前に」を「加工

施設の設置の工事に着手する前に」に修正します。 

２ １１頁  ９行目及び１３行目 

＜内容＞ 

改正案では、「新燃料」の運搬、貯蔵という記載になっており、加工施設の製

品である集合体に限定されていると読めるが、加工施設では製品のみでなく、

粉末、ペレット、燃料棒等の運搬、貯蔵も行うため、施設の安全の確保の観点

からは、改正前の「核燃料物質」を用いる方が適切と考える。 

御指摘のとおり、「新燃料」を「核燃料物質」に修正します。 

３ 11 頁 2 行目 

加工規則第 8条第 1項第 11 号 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵等 

1． 工場又は事業所内における新燃料の運搬及び貯蔵に際して保安のために

講ずべき措置として、運搬する場合には臨界に達しないようにする措置そ

の他保安のために講ずべき措置を講ずること、貯蔵施設等が定められてい

ること。 

2． 新燃料の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事業所外

の外での運搬中に関するものを除く。）に関することが定められているこ

と。なお、この事項は、第 9号又は第 12 号における運搬に関する事項と併

せて定められていてもよい。 

＜内容＞ 

 「新燃料」とは、条文の見出しに記載されているとおり「核燃料物質」を指

すとの理解でよいか。 

 現行の加工規則上、「新燃料」についての定義はなく、ウラン濃縮工場で取

り扱うのは、核燃料物質である UF6（六フッ化ウラン）のみであり、ペレッ

トや燃料集合体（新燃料）は取扱わないため、従来のとおり「核燃料物質」

として頂きたい。 

上記２で示した考え方を参照してください。 

４ １０４頁 下から５行目 

＜内容＞ 

緊急作業の申し出先が、「加工事業者」から「原子力防災管理者」へ変更とな

っているが、本来は雇用者と従業員の対比で書くべきところであり、従来の

ままとすべきではないか。 

御指摘のとおり、「原子力防災管理者」を「加工事業者」に修

正します。 
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５－４．再処理施設における保安規定の審査基準 一部改正案に関するもの 
番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ ２頁 １０行目 

＜内容＞ 

誤記のため、以下のとおり、修正すべきである。 

（現 案）「改正前」欄、「再処理規則第 17号第１項第１号」 

（修正案）「改正後」欄、「再処理規則第 17条第１項第１号」 

御指摘のとおり、「第 17号」を「第 17条」に修正します。 

２ 別紙７－６ 10 頁 改正後欄下から７～６ 行目 

再処理規則第 17 条第１項第１０号 １．  

＜内容＞ 

「放射線測定器の使用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められている

こと」としているが、サーベイメータ等も含め、放射線測定器の使用方法も保

安規定に記載し審査の対象とするのか。 

具体的な放射線測定器の使用方法は、それぞれの放射線測定器の説明書等を

参照するものではないか。 

当該規定は、放射線の測定に係る保安活動を行う際に必要と

なる体制、手順等を保安規定に定めることを求めており、必ず

しも、測定器の個別具体的な操作方法等を定めることを求めて

いるものではありません。 

３ １２頁 ６行目 

＜内容＞ 

「再処理規則第 17 条第１項第 12 号」の審査基準について、他記載の整合を

図るため、以下のとおり、修正してはどうか。（或いは他記載を修正） 

（現 状）：３．放射性固体廃棄物の事業所の外への運搬に関する行為（工場

又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に係る体制が構築されてい

ることが明記されていること。なお、第９号及び第 11号における運搬に関す

る事項と併せて定められていてもよい。  

（修正案）：３．放射性固体廃棄物の事業所の外への運搬に関する行為（工場

又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に係る体制が構築されてい

ることが明記されていること。なお、この事項は、第９号及び第 11号におけ

る運搬に関する事項と併せて定められていてもよい。 

（他の記載例） 

（再処理規則第 17条第１項第 11 号） 

２．核燃料物質の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事業

所の外での運搬中に関するものを除く。）に関することが定められているこ

と。なお、この事項は、第９号又は第 12 号における運搬に関する事項と併せ

て定められていてもよい。 

御指摘のとおり、「なお、」を「なお、この事項は、」に修正し

ます。 

４ １３頁 ６行目 

＜内容＞ 

「再処理規則第 17 条第１項第 13 号」の審査基準について、「第 16 号におけ

御指摘を踏まえて規定の内容を精査した結果、意見募集の際

に示した規則第17条第１項第13号の２．の項目は、規則第17条

第１項第８号の２．の項目と重複していると判断としたため、
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る施設管理」と記載しているが、第 16号は記録及び報告であり、以下のとお

り修正すべきである。また、第 17 号に修正した場合、「また書き」の放射線

測定に係る号は第 10 号であり、修正すべきである。（第８号の記載と同様） 

（現 状）： ２．これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体での

管理方法の一部として、第 16号における施設管理に関する事項と併せて定め

られていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測定に係るものの使用

方法については、施設全体での管理方法の一部として、第 17号における施設

管理に関する事項と併せて定められていてもよい。  

（修正案）：２．これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体での

管理方法の一部として、第 17号における施設管理に関する事項と併せて定め

られていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測定に係るものの使用

方法については、施設全体での管理方法の一部として、第 10号における放射

線測定の管理及び放射線測定に関する事項と併せて定められていてもよい。 

以下に示す当該規定を削除します。 

 

【削除する規定】 

再処理規則第17条第１項第13号 海洋放出口周辺海域等の放射

線管理 

２．これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体で

の管理方法の一部として、第16号における施設管理に関する

事項と併せて定められていてもよい。また、これらの設備の

うち放射線測定に係るものの使用方法については、施設全体

での管理方法の一部として、第17号における施設管理に関す

る事項と併せて定められていてもよい。 
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５－５．第二種廃棄物埋設事業に係る廃棄物埋設施設における保安規定の審査基準 一部改正案に関するもの 
番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ （第 20 条第 1項第 8号） 

・現行の条文は「放射性気体廃棄物が発生する場合は、・・・」「放射性液体廃

棄物が発生する場合は、・・・」という記載であったが、「発生する場合」とい

う文言が削除されている。 

このため放射性気体（液体）廃棄物が発生しない場合でも放出管理に係る設

備の設置及び機能の維持が必要と解釈され、不合理な規制となることから以

下の条文に修正すべきである。 

１．放射性気体廃棄物または放射性液体廃棄物が発生する場合は、その放出

物質濃度の測定等の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びに

その使用方法が定められていること。 

・「放出物質濃度」とは放出する放射性物質の濃度と考えられるため、以下の

通り修正すべきである。 

 「放出物質濃度」→「放出放射性物質濃度」 

事業許可において放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物が

発生しないことが明確にされている廃棄物埋設施設において、

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出管理に係る措置

を保安規定に規定する必要がないことは自明であるため、原案

のとおりとします。 

また、当該規定は放射性廃棄物の放出管理に関する規定であ

り、「その放出物質濃度」が、放出する放射性物質の濃度を示す

ことは明確であるため、原案のとおりとします。 

２ （第 20 条第 1項第 11 号） 

・１．に示す放射線測定器と放射線計測器の違いが分からないため定義を明

確にしていただきたい。 

・２．に示す「放射線測定器」は１．の「放射線測定器（放出管理用計測器及

び放射線計測器を含む。）」と同一であると考えられるため、１．は以下の表現

に修正すべきである。 

１．放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以下同じ。）

の種類、所管箇所、数量、機能の維持の方法及び使用方法（測定及び評価の方

法を含む。）が定められていること。 

 

前者について、放射線測定器は、放出管理用計測器、放射線

計測器、個人線量計等、放射線測定に係る保安活動に用いる機

器を指します。 

後者については、御指摘のとおり、「放出管理用計測器及び放

射線計測器を含む。」を「放出管理用計測器及び放射線計測器を

含む。以下同じ。」に修正します。 

３ 【意見】 

「第二種埋設規則第二十条第１項第１２号 放射性廃棄物の受入れ、運搬、

貯蔵その他の取り扱い ２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性

廃棄物の事業所の外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の

実施体制が定められていること」とされているが、少なくとも現行の第二種

廃棄物埋設施設では廃棄物の外廃棄、輸入は考え難いので、該当しない場合

は定めなくて良いか。 

【理由】 

実施する予定のない行為に対する規定は不要と考えるため。 

事業許可において事業所の外への廃棄又は放射性廃棄物の輸

入を行わないことが明確にされている第二種廃棄物埋設施設の

保安規定では、当該行為に係る内容を規定する必要はありませ

ん。 

４ 【意見】 

「第二種埋設規則第二十条第１項第１２号 放射性廃棄物の受入れ、運搬、

貯蔵その他の取り扱い」とあるが、第二種廃棄物埋設規則の改正案では第１

 

前段については、御指摘を踏まえ「放射性廃棄物の受入れ、

運搬、貯蔵その他の取扱い」を「放射性廃棄物の受入れ、運搬、
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２号は「放射性廃棄物の運搬、廃棄その他取り扱いに関すること」となってお

り整合させていただきたい。（「貯蔵」は廃棄物管理事業での行為を指すと思

われる。） 

その他にも規則の改正案と保安規定審査基準の各号の番号と内容が整合して

いない箇所があるため整合させていただきたい。 

【理由】 

整合させていただきたい。 

廃棄その他の取扱い」に修正します。 

 

 

後段についても、御指摘のとおり整合させます。 

５ 【意見】 

「第二種埋設規則第二十条第１項第１２号 放射性廃棄物の受入れ、運搬、

貯蔵その他の取り扱い ３．放射性物質の事業所の外への運搬に関する行為

（事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に掛かる体制が構築されてい

ること」とされているが、埋設規則改正案の第二十条第１２号では「放射性廃

棄物の運搬、廃棄その他の取り扱い（事業所の外において行う場合を含む。）

に関することとなっており、矛盾している。 

【理由】 

整合させていただきたい。 

事業所の外における運搬中に関する行為は「核燃料物質等の

工場又は事業所の外における運搬に関する規則」等において規

定しています。このため、第二種埋設規則では事業所の外にお

ける運搬に際して必要となる事業所の中における行為に係る体

制が構築されていることを保安規定に定めることを求めていま

す。 

上記のとおり、第二種埋設規則の要求に矛盾は生じていない

ことから、原案のとおりとします。 

６ １１頁 １２行目 

＜内容＞ 

保全段階のトレンチ処分施設においては、原子力災害対策特別措置法第 15条

に規定する緊急事態の発生が想定されない場合は、(新)第 20 条第１項第 13

号の「非常の場合に講ずべき措置」の 1.～9.の記載について除外できること

を明記して頂きたい。 

事業許可において原子力災害対策特別措置法第15条に規定す

る原子力緊急事態に相当する事象が発生しないことが明確にさ

れている第二種廃棄物埋設施設の保安規定では、当該措置に係

る内容を規定する必要はありません。 

７ 第 20 条第 1項第 14号(2) 

・本条は，本基準と同時に意見募集が行われている「核燃料物質又は核燃料

物質によって汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則」（以下

「事業規則」という。）の第十七条の二（設計想定事象に係る廃棄物埋設施設

の保全に関する措置）に対する具体的な内容を保安規定に示すための条であ

ると考えます。 

このため，事業規則の第十七条の二で要求している事項について，保安規定

において具体化が図られているかについて審査されるものと考えます。 

しかし，本審査基準では，事業規則の第十七条の二で要求されていない，要員

に対する教育訓練の頻度が審査基準とされているため，不整合が生じている

と考えますので，以下のように修文すべきである。 

→(2)保全のための活動を行う要員に対する教育及び訓練に関すること。 

なお，本基準と同時に意見募集が行われている他の例，例えば「実用発電用原

子炉の設置，運転等に関する規則」と「実用発電用原子炉及びその附属施設に

御指摘を踏まえ、「（２）保全のための活動を行う要員に対す

る教育及び訓練に関すること。特に要員に対する教育訓練は、

それぞれ毎年１回以上定期に実施すること。」を「（２）保全の

ための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施する

こと。」に修正します。 
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おける発電用原子炉施設保安規定の審査基準」であれば，当該審査基準に「特

に重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の機能

の保全のための活動を行う要員に対する教育及び訓練については，それぞれ

毎年 1回以上定期に実施すること。」となっていますが，当該規則において，

「（重大事故等又は大規模損壊の発生時における措置に関する教育及び訓練

にあっては，それぞれ毎年一回以上定期的に）」との要求があるため，整合は

図られていると考えます。 

８ 【意見】 

「第二種埋設規則第二十条第１項第１６号 廃棄物埋設施設の施設管理 

３．廃棄物埋設施設の確認の実施に関することが定められていること」とさ

れており、他の事業において使用前事業者検査や定期事業者検査に関する規

定を求めていることとの横並びをとったものと推察するが、第二種埋設事業

においては該当する事業者検査はないためこの項目は削除すべき考える。 

【理由】 

廃棄物埋設施設確認は法定確認として規制側が実施する行為であるため、事

業者の保安規定に定めるのはふさわしくないと考える。自主検査については

使用前事業者検査や定期事業者検査とはグレードが異なり、例えば品質マネ

ジメントシステムで規定（「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に

必要な体制の基準に関する規則」案の第四十八条（機器等の検査）で行う自主

検査との位置づけ）すればよいと考える。 

御指摘のとおり、当該項目は削除いたします。 
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５－６．廃棄物管理施設における保安規定の審査基準 一部改正案に関するもの 
番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ 別紙７－８ 9頁 改正後欄下から７～６ 行目 

廃棄物管理規則第 34 条第１項第１０号 １．  

＜内容＞ 

「放射線測定器の使用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められている

こと」としているが、サーベイメータ等も含め、放射線測定器の使用方法も保

安規定に記載し審査の対象とするのか。 

具体的な放射線測定器の使用方法は、それぞれの放射線測定器の説明書等を

参照するものではないか。 

当該規定は、放射線の測定に係る保安活動を行う際に必要と

なる体制、手順等を保安規定に定めることを求めており、必ず

しも、測定器の個別具体的な操作方法等を定めることを求めて

いるものではありません。 
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５－７．使用施設等における保安規定の審査基準 一部改正案に関するもの 
番号 提 出 意 見 考 え 方 

１  使用規則第 2条の 12第 1 項第 2号 品質マネジメントシステム 

 品質マネジメントシステムに関する詳細な記載は 2 次文書とし、保安規定

ではこの概略を記載すればよろしいでしょうか。 

品質マネジメントシステムに係る文書については、その遵守

のために、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３

次文書等といった文書の階層的な体系とし、またその位置付け

を保安規定において明確に定めている必要があります。 

２ 使用規則第２条の１２第１項第５号（使用施設等の操作）４ 

（意見） 

「従業員の引継時に実施すべき事項」との記載があるが、「引継」の定義が不

明確である。交替勤務等において行なわれる業務の引継ぎのケースや業務所

掌を移管する場合の引継が考えられる。後者であると思慮するが、この場合

は「従業員」ではなく「組織間」とすべき。また、引継時に実施すべき事項の

範囲を明確にすべき。 

（理由） 

業務の引継ぎは組織から組織（例えば A課から B課）となるものであり、「組

織」との記載がふさわしいため。また、保安規定に明記された引継の内容が不

明確になってしまうため。 

従業員の引継ぎとは、核燃料物質の使用等に必要となる従業

員が交替する際に必要となる情報等の伝達を指し、したがって、

組織間の業務移管を指しているものではないことから、原案の

とおりとします。 

 

３  使用規則第 2条の 12第 1 項第 8号 線量、線量当量、汚染の除去等 

 「６．核燃料物質等（核燃料物質及び放射性固体廃棄物を除く。）の工場又

は事業所外への運搬に関する行為（工場又は事業所外での運搬中に関するも

のを除く。）が定められていること。 

 なお、第 10 号又は第 11 号における運搬に関する事項と併せて定められて

いてもよい。」について、核燃料物質等（核燃料物質及び放射性固体廃棄物を

除く。）は核燃料物質で汚染されたものと考えてよいでしょうか。その場合、

本項は、「６．核燃料物質等（核燃料物質及び放射性廃棄物を除く。）・・・」

としてはいかがでしょうか。 

核燃料物質等（核燃料物質及び放射性固体廃棄物を除く。）は

核燃料物質によって汚染されたものから放射性固体廃棄物を除

いたものが該当します。 

当該規定は、工場又は事務所の外への運搬に関する行為を定

める対象として、別の号で要求している核燃料物質及び放射性

固体廃棄物以外のものについて定めることを求めているもので

あり、また、これらは他のものと併せて定められてもよいこと

から、原案のとおりとします。 

 

４  使用規則第 2条の 12第 1 項第 11 号 放射性廃棄物の廃棄 

 放射性液体廃棄物の運搬もあることから、「１．放射性固体廃棄物の保管廃

棄に係る具体的な管理措置並びに運搬に関し、放射線安全確保のための措置

が定められていること。」について、 「運搬」を削除し、「３．放射性固体廃

棄物の工場又は事業所の外への運搬に関する行為 （工場又は事業所の外で

の運搬中に関するものを除く。）に係る体制が構築されていることが明記され

ていること。」について、「放射性固体廃棄物」を、液体廃棄物を含むことを示

す「放射性廃棄物」としてはいかがでしょうか。 

放射性廃棄物の状態（気体、液体又は固体）の別に応じ、実

態に即した規定としていることから、原案のとおりとします。 
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５  １４頁 １２行目 

＜ 内容＞ 

使用規則第２条の 12 第１項第 12 号の説明が「非常の場合に採るべき処置」

となっているが、同条「非常の場合に講ずべき処置」に合わせ、前者下線部を

後者下線部に修正すべきである。 

御指摘を踏まえ、「非常の場合に採るべき処置」を「非常の場

合に講ずべき処置」に修正します。 

６ 使用規則第２条の１２第１項第１６号（技術情報の共有） 

（意見） 

メーカーなどの保守点検により報告された情報は、当該使用施設を設置する

法人としての機微情報を含むものもあると考えられる。他の使用者との共有

には一定の制限を設けるべきであり、「・・・場を活用し、他の使用者と共有

（機微情報を含むものは除く）し、・・・」とするべきである。また、類似の

事案の共有という観点から、加工事業者や再処理事業者も考えられることか

ら、「使用者等」としてはいかがか。 

（理由） 

機微情報を有して公開できない内容もあると考えられることから、他の使用

者に対して公開する範囲は制限するべきである。また、共有可能な技術情報

は、使用者以外にも共有すべきものもあると考えられるため。 

 

 

前段について、機微情報の定義及び共有する情報の程度につ

いては事業者において検討及び設定されるべきものであること

から、原案のとおりとします。 

後段について、御指摘のとおり、「使用者」を「使用者等」と

修正します。 
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５－８．廃止措置段階の試験研究用等原子炉施設における保安規定の審査基準 一部改正案に関するもの 
番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ ２．個々の事項に対する審査 

<コメント内容> 

試験研究炉は多種多様で、リスクの大小も施設毎に様々です。 

保安規定は、施設に応じた必要な管理項目について認可いただくものと認識

しますが、現状の記載は施設に拠らず一律に記載事項を求めているように読

めます。 

記載すべき内容に対して、グレーテッドアプローチの考え方を適用可能であ

るのなら、その旨、本審査基準に明記すべきではないでしょうか。 

それとも、保安規定に記載すべき内容に対しては、グレーテッドアプローチ

が適用されないのでしょうか。 

試験炉規則第１５条第２項各号に定める事項は、廃止措置計

画に定める廃止措置を確実に実施するため、いずれも保安規定

に記載する必要があり、これらの事項の選択や省略はできませ

ん。 

しかしながら、これらの事項の実施の程度については、設置

者が、廃止措置の進捗状況に応じて保安規定に定めるべきもの

であることは明らかですので、本審査基準の記載は原案のとお

りとします。 

なお、設置者が保安規定に定めた事項の妥当性については、

審査で確認をすることとなります。 

２ ８頁 左側１０行目 

＜内容＞ 

「廃止措置を行う者に対する保安教育」について、(新)保安規定審査基準の

ａ）が「略」となっているが、略されている(旧)保安規定審査基準のａ）が

「関係法令及び保安規定に関すること。」となっており、試験炉規則第 15 条

第２項第５号ロ(1)の記載「関係法令及び保安規定の遵守に関すること。」に

合わせ、前者を後者に修正すべきである。 

御指摘のとおり、「関係法令及び保安規定に関すること」を「関

係法令及び保安規定の遵守に関すること」に修正します。 

３ ２．個々の事項に対する審査 

<コメント内容> 

(7)原子炉施設の運転及び利用の安全審査は、 

廃止措置中なので、運転、利用はないので、記載としては、廃止措置の安全審

査ではないかと考える。 

第15条第2項第7号は、廃止措置中の原子炉施設の保安及び保

安運営に関する重要事項を審議する委員会の設置等に係る要求

を規定したものです。御指摘の「運転及び利用」は、廃止措置

中の原子炉施設の保安のために必要な設備の運転及び利用を意

味しており、誤記ではありません。 

よって、原案のとおりとします。 

４ ２．個々の事項に対する審査(13) 1) 

<コメント内容> 

運搬の範囲は、事業所外か、事業所内か、それとも、両方のことを示している

のでしょうか。 

事業所内を範囲としています。 

５ ２．個々の事項に対する審査(17) 

<コメント内容> 

本条について保全計画という言葉は施設管理計画ではないか。 

改正案の「２．個々の事項に対する審査（17）施設管理」に

おいては「施設管理実施計画」と記載しており、原案のとおり

とします。 
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提出意見とこれに対する考え方（案） 
 
６．経過措置等に関するもの 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ (3) １ オ) 

＜内容＞ 

平成 25 年 11 月６日原子力規制庁文書「核燃料施設等における新規制基準の

適用の考え方」には、施設の適合確認に係る完了日の考え方が示されている。 

 この考え方を踏まえれば、新規制基準への適合確認が完了していない核燃

料施設については、全てが「経過措置等(案)」でいう「（新検査制度）施行日

前日において定期施設検査を実施中のもの：施行日において定期事業者検査

に移行」に該当する。 

 施設定期検査は、保安規定に規定する年１回の施設定期自主検査を実施し

た上で概ね１年ごとのサイクルで受検しており、新検査制度施行日において

は、（１）「１年ごと」の括りの施設定期自主検査を終了している施設 と （２）

「１年ごと」の括りの施設定期自主検査を実施中の施設の２パターンが存在

する。 

 「経過措置等(案)」に記載されている「（新検査制度）施行日前日において

定期施設検査を実施中のもの：施行日において定期事業者検査に移行」との

記載だけでは、前述の２パターンに対する具体的な対応が理解しにくいと考

えられる。 

 以上のことから、明文化のために下記について追記いただきたい。 

 前述（１）について、「前回の「１年ごと」の括りの施設定期検査が終了し

た日以降 12 月を超えない時期」等適正な定期事業者検査の実施時期について

規定。 

 前述（２）の定期事業者検査への移行に際し、「施設定期検査の申請を定期

事業者検査の開始前の報告とみなす」のような経過措置を規定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前段について、整備規則附則第３条第３項に規定するとおり、

新規制基準に適合していない核燃料施設等については、施行日

において定期事業者検査を開始することにします。 

後段について、整備規則第６条第２項に規定するとおり、施

行日前日において施設定期検査を実施中の者については、定期

事業者検査を開始しようとするときにおける報告は不要としま

す。 

２ (13)経過措置等 (2)マル２ 

保安規定の改正事項に係る猶予期間については、施行日から６ヶ月以内の申

請とされている。 

しかし、現在、保安規定がない建設中のサイクル施設に対する経過措置は明

確になっていない。 

保安規定の申請は、法体系上、改正法施行前でも可能であると認識している。 

現行法で保安規定がないサイクル施設が、改正炉規制法施行前に、当該保安

措置の改正を踏まえた保安規定を申請する場合においても、審査が実施でき

整備規則附則第８条第１項及び第２項において、保安規定の

認可を受けていない建設段階の施設について、施行日から６月

以内に保安規定の認可申請を求めることとしています。 

また、保安規定の変更認可については、施行日前においても

変更認可申請を受理することとしますが、施行日前日において

保安規定の認可を受けていない建設段階の施設については、審

査業務量の平準化を図るため、施行日以後に認可申請を受理す

ることとします。 
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るよう経過措置を講じて頂く必要がある。  

３ ●使用施設のうち政令 41 条非該当の場合は保安規定を有さないため、「従前

の保安措置」を講ずることで良い期間は設けられないように見えます。 

使用許可申請書の記載事項として法律第 52 条第２項第 10 号に新たに規定さ

れる品質管理体制整備に係る事項は、猶予期間を持った届出であることを踏

まえると、使用施設においても「従前の保安措置」を講ずることで良い期間が

設けられるべきであると考えます。 

整備規則附則第８条第４項に規定するとおり、政令第４１条

非該当の使用者については、保安規定の認可を必要としないも

のの、核燃料物質の使用等に関する規則に規定する保安措置を

講ずる必要があることから、施行日から６月までの間は従前の

保安措置を講ずることでよいこととします。 

 

４ 〇別紙５－１０ ２～３ページ 

【意見】 

廃棄物埋設は規則改正等のバックフィットが求められない事業であるため、

第二条〔事業許可申請〕、第三条〔事業変更許可申請〕及び第四条〔施設確認

申請〕の追加事項について、既許可の施設に対する経過措置を考慮いただき

たい。 

【理由】 

当社では事業変更許可申請中であり、今後の審査状況を踏まえた補正時期に

よっては、新検査制度対応の変更申請との時期的重複が考えられるため。 

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃

棄物埋設の事業に関する規則第２条及び第３条の改正事項につ

いては、改正法附則第５条第７項において、施行日から３月以

内に品質管理体制の整備に関する事項について届出を行うこと

が規定されていますので、同法の規定に基づき届出が必要です。 

同規則第４条の改正事項については、施行後に補正申請を行

うことが求められます。 

 

５ 「新規制基準未適合施設の設置工事認可等については、必要に応じて、今後

運用上の取扱いを明確化する」とあるが、この点について以下確認したい。 

大洗研究所廃棄物管理施設は、供用中（震災以降長期間の施設定期検査中）の

既存施設と建設中（増設に係る使用前検査中）の新規施設（OWTF）で構成され

る。この廃棄物管理施設（新規制基準適合確認に係る事業変更許可は平成 30

年８月 22 日取得）に対し、「核燃料施設等における新規制基準の適用の考え

方」（平成 25 年 11 月６日 原子力規制庁）の「２．施設の種類毎の対応方針」

「(2) 供用中の核燃料施設（ウラン加工施設、使用済燃料再処理施設、廃棄

物管理施設）」の図（p.3）に基づき「（新規制基準）適合確認完了は、（新規制

基準）施行後初回の施設定期検査の合格をもってなされる。」とされ、「事業許

可～設工認～使用前検査に係る手続きは大洗研究所廃棄物管理事業として一

本であり、その一本の新規制基準適合確認に係る使用前検査の合格後に改め

て廃棄物管理施設の施設定期検査を受検し、それに合格しなければ、新規制

基準適合確認を完了したことにはならない。」との解釈となる。この場合、新

検査制度移行に当たり、既設施設及び建設中施設で一本の使用前検査は、(新)

炉規法の附則第７条のとおり「従前の例」による使用前検査との理解でよろ

しいか。また、その使用前検査合格後の施設定期検査は、(新)定期事業者検査

として実施するとの理解でよろしいか。 

大洗研究所廃棄物管理施設については、既存施設及び建設中

の新規施設（ＯＷＴＦ）ともに、新規制基準適合性確認のため

の設計及び工事の方法の認可の審査中です。 

施行日前日までに設計及び工事の方法の認可がされた場合に

は、改正法附則第７条第１項の規定により「なお従前の例」に

よる使用前検査の対象となり、既に提出されている使用前検査

申請の記載事項の変更の届出で対応することも可能です。 

施行日以降に設計及び工事の方法の認可がされた場合は、新

検査制度により使用前確認の対象となり、改めて使用前確認申

請が必要です。 

具体的な手続等については、個別に面談等で説明します。 

６ 核燃料物質の使用施設について、2020 年４月１日以前に変更の許可を受けた

施設の工事については、2020 年４月１日時点の状況として次の２通りがある。 

核燃料物質の使用施設には設計及び工事の方法の認可の制度

がないため、施行日前日まで施設検査申請が行われているもの
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 １ 変更許可を取得しているが工事に着手していない。 

 ２ 変更許可を取得し工事にも着手している。 

使用施設では、設計及び工事の方法の認可の手続きがないことから、法手続

き上で工事の開始時期を明記することができない。この場合、使用変更許可

を取得したことをもって工事の開始と解釈して、改正法附則による従前の例

（施設検査）となるのか。あるいは、実際の工事開始時期に合わせて、事業者

が施設検査申請又は使用前確認申請のどちらかを選択すればよいのか。 

仮に、前者（使用変更許可を取得したこと）をもって工事の開始と解釈する場

合、施設検査申請まで長期間を要することも想定されるが、そのような場合

でも施設検査で問題ないのか。あるいは、経過措置（移行期間）を設けるの

か。 

については、改正法附則第７条第１項の規定により「なお従前

の例」による施設検査の対象とし、施行日前日までに施設検査

申請がされていないものについては、使用前確認が必要です。 

 

７ ＜該当箇所＞２ 頁 29 行目 

＜内容＞ 

(新) 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第１条の３第

１項第２号ハ (1) ii「燃料体の最高燃焼度」との記載については、(旧)第１

条の３第１項第２号ハ (2) v の記載場所が変更となっただけであり、新法施

行後に直ちに設置変更許可申請を行う必要は無く、次回の設置変更申請の時

に適正化すれば足りると理解してよいか。 

御理解のとおりです。 

なお、御意見の「記載の適正化」の時期については、施行後

の原子炉設置（変更）許可申請に併せて実施するなど、なるべ

く早期に行うことが望ましいです。 

８ ＜該当箇所＞８頁 22 行目 

＜内容＞ 

(新) 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第３条の２の

４第２項の「存続する期間」とは、「廃止措置計画の認可まで」又は「廃止措

置の終了確認まで」のどちらか。（加工施設、再処理施設等も同様） 

改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関

する規則（昭和３２年総理府令第８３号）第３条の２の４第２

項の施設の存続する期間とは、廃止措置の終了確認までを指し

ます。 
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今回の決定の対象とする法令類の制定又は一部改正案 

 
 

別紙５－１ 加工施設の技術基準に関する規則 

別紙５－２ 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 

別紙５－３ 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

別紙５－４ 再処理施設の技術基準に関する規則 

別紙５－５ 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 

別紙５－６ 使用施設等の技術基準に関する規則 

別紙５－７ 加工施設の技術基準に関する規則の解釈 

別紙５－８ 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈 

別紙５－９ 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈 

別紙５－１０ 再処理施設の技術基準に関する規則の解釈 

別紙５－１１ 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の

解釈 

別紙５－１２ 使用施設等の技術基準に関する規則の解釈 

別紙５－１３ 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等

原子炉等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則 

別紙５－１４ 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防

災業務計画等に関する命令の一部を改正する命令 

別紙５－１５ 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈等

の一部改正について 

 

別紙５ 
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○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第 

 
 

号 
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
加
工
施
設
の
技
術
基
準
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
規
則
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
核
原
料

物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
六
条
の
四
の
規
定
に

基
づ
き
、
加
工
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和 

年 
 

月 
 

 
日 

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長 

更
田 

豊
志 

加
工
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 

第
二
章 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
（
第
四
条
―
第
二
十
五
条
） 

第
三
章 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
九
条
） 

第
四
章 

雑
則
（
第
四
十
条
） 
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附
則 

第
一
章 

総
則 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

「
放
射
線
」
と
は
、 

核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
総
理
府
令
第
三
十
七
号
。
以
下

「
加
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
放
射
線
を
い
う
。 

二 

「
管
理
区
域
」
と
は
、 

加
工
規
則
第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
を
い
う
。 

三 

「
周
辺
監
視
区
域
」
と
は
、 

加
工
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
第
四
号
に
規
定
す
る
周
辺
管
理
監
視
区
域
を
い
う
。 

四 

「
放
射
性
廃
棄
物
」
と
は
、 

加
工
規
則
第
一
条
第
二
項
第
五
号
第
六
号
に
規
定
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
い
う
。 

五 

「
設
計
基
準
事
故
」
と
は
、 

加
工
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力

規
制
委
員
会
規
則
第
十
七
号
。
以
下
「
事
業
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
設
計
基
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準
事
故
を
い
う
。 

六 
「
安
全
機
能
」
と
は
、 

事
業
許
可
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
安
全
機
能
を
い
う
。 

七 

「
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
」
と
は
、 

事
業
許
可
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
安
全
機
能
を
有
す

る
施
設
を
い
う
。 

八 

「
安
全
上
重
要
な
施
設
」
と
は
、 

事
業
許
可
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
安
全
上
重
要
な
施
設
を

い
う
。 

九 

「
重
大
事
故
等
対
処
施
設
」
と
は
、 

事
業
許
可
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
重
大
事
故
等
対
処
施

設
を
い
う
。 

十 

「
重
大
事
故
等
対
処
設
備
」
と
は
、 
事
業
許
可
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
重
大
事
故
等
対
処
施

設
設
備
を
い
う
。 

十
一 

「
多
様
性
」
と
は
、 

事
業
許
可
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
多
様
性
を
い
う
。 

十
二 

「
加
工
第
一
種
機
器
」
と
は
、
加
工
施
設
の
化
学
処
理
施
設
、
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
施
設
又
は
放
射
性
廃
棄
物
の
廃

棄
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
の
う
ち
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
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ト
ル
以
上
の
液
体
（
以
下
「
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
溶
液
」
と
い
う
。
）
を
内
包
す
る
も
の
を
い
う
。 

十
三 

「
加
工
第
一
種
容
器
」
と
は
、
加
工
第
一
種
機
器
に
属
す
る
容
器
を
い
う
。 

十
四 
「
加
工
第
一
種
管
」
と
は
、
加
工
第
一
種
機
器
に
属
す
る
管
を
い
う
。 

十
五 

「
加
工
第
二
種
機
器
」
と
は
、
加
工
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
の
う
ち
、
加
工
第
一
種
機
器
及
び
第
十
八
号
に
規

定
す
る
加
工
第
三
種
機
器
以
外
の
容
器
又
は
管
を
い
う
。 

十
六 

「
加
工
第
二
種
容
器
」
と
は
、
加
工
第
二
種
機
器
に
属
す
る
容
器
を
い
う
。 

十
七 

「
加
工
第
二
種
管
」
と
は
、
加
工
第
二
種
機
器
に
属
す
る
管
を
い
う
。 

十
八 

「
加
工
第
三
種
機
器
」
と
は
、
加
工
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

イ 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
溶
液
の
漏
え
い
の
拡
大
防
止
の
た
め
に
設
置
さ
れ
る
ド
リ
ッ
プ
ト
レ
イ
そ
の
他
の
容
器 

ロ 

六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
の
加
熱
容
器 

ハ 

ダ
ク
ト 

十
九 

「
加
工
第
三
種
容
器
」
と
は
、
加
工
第
三
種
機
器
に
属
す
る
容
器
を
い
う
。 

二
十 

「
加
工
第
三
種
管
」
と
は
、
加
工
第
三
種
機
器
に
属
す
る
管
を
い
う
。 
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（
特
殊
な
設
計
に
よ
る
加
工
施
設
） 

第
二
条 

特
別
の
理
由
に
よ
り
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
加
工
施
設

を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
理
由
及
び
設
置
方
法
を
記
載
し
た
申
請
書
に
関
係
図
面
を
添
付
し
て
申
請

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
廃
止
措
置
中
の
加
工
施
設
の
維
持
） 

第
三
条 

法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
認
可
に
係
る
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
又
は
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ

の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
性
能
維
持
施
設
（
加
工
規
則
第
九
条
の
五
第
一
項
第
五
号

四
の
二
第
十
号
の
性
能
維
持
施
設
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
次
章
及
び
第
三
章
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
認

可
に
係
る
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
施
設
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
章 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設 

（
核
燃
料
物
質
の
臨
界
防
止
） 
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第
四
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
上
の
一
つ
の
単
位
（
以
下
次
項
に
お
い
て
「
単
一
ユ
ニ
ッ
ト

」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
通
常
時
に
予
想
さ
れ
る
機
械
若
し
く
は
器
具
の
単
一
の
故
障
若
し
く
は
そ
の
誤
作
動
又
は
運
転

員
の
単
一
の
誤
操
作
が
起
き
た
場
合
に
、
核
燃
料
物
質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
核
燃
料
物
質
を
収
納
す
る

機
器
の
形
状
寸
法
の
管
理
、
核
燃
料
物
質
の
濃
度
、
質
量
若
し
く
は
同
位
体
の
組
成
の
管
理
若
し
く
は
中
性
子
吸
収
材
の
形

状
寸
法
、
濃
度
若
し
く
は
材
質
の
管
理
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ
に
よ
り
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
が
二
つ
以
上
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
、
通
常
時
に
予
想
さ
れ
る
機
械
若

し
く
は
器
具
の
単
一
の
故
障
若
し
く
は
そ
の
誤
作
動
又
は
運
転
員
の
単
一
の
誤
操
作
が
起
き
た
場
合
に
、
核
燃
料
物
質
が
臨

界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
相
互
間
の
適
切
な
配
置
の
維
持
若
し
く
は
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
の
相
互
間
に

お
け
る
中
性
子
の
遮
蔽
材
の
使
用
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ
に
よ
り
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

臨
界
質
量
以
上
の
ウ
ラ
ン
（
ウ
ラ
ン
二
三
五
の
量
の
ウ
ラ
ン
の
総
量
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
に
限
る

。
）
又
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
に
は
、
臨
界
警
報
設
備
そ
の
他
の
臨
界
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
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設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
の
地
盤
） 

第
五
条 
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
事
業
許
可
基
準
規
則
第
六
条
第
一
項
の
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
六
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
こ
れ
に
作
用
す
る
地
震
力
（
事
業
許
可
基
準
規
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算

定
す
る
地
震
力
を
い
う
。
）
に
よ
る
損
壊
に
よ
り
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

２ 

耐
震
重
要
施
設
（
事
業
許
可
基
準
規
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
震
重
要
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
基
準

地
震
動
に
よ
る
地
震
力
（
事
業
許
可
基
準
規
則
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
対
し
て
そ
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

耐
震
重
要
施
設
は
、
事
業
許
可
基
準
規
則
第
七
条
第
三
項
の
地
震
に
よ
り
生
ず
る
斜
面
の
崩
壊
に
よ
り
そ
の
安
全
性
が
損

な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
七
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
基
準
津
波
（
事
業
許
可
基
準
規
則
第
八
条
に
規
定
す
る
基
準
津
波
を
い
う
。
以
下
第

二
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
そ
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
八
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
（
地
震
及
び
津
波
を
除
く
。
）
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な

う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
に
お
い
て
、
防
護
措
置
、
基
礎
地
盤
の
改
良
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
周
辺
監
視
区
域
に
隣
接
す
る
地
域
に
事
業
所
、
鉄
道
、
道
路
そ
の
他
の
外
部
か
ら
の
衝
撃

が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
要
因
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
事
業
所
に
お
け
る
火
災
又
は
爆
発
事
故
、
危
険
物
を
搭
載
し
た

車
両
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
事
故
そ
の
他
の
敷
地
及
び
敷
地
周
辺
の
状
況
か
ら
想
定
さ
れ
る
事
象
で
あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も

の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
加
工
施
設
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
航
空
機
の
墜
落
に
よ
り
加
工
施
設
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
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防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
加
工
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
等
の
防
止
） 

第
九
条 
加
工
施
設
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
所
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
工
場
等
」
と
い
う
。
）
に
は
、
加
工
施
設
へ

の
人
の
不
法
な
侵
入
、
加
工
施
設
に
不
正
に
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危
害
を
与
え
、
又
は
他
の
物

件
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
件
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
及
び
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）
を
防
止

す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
閉
じ
込
め
の
機
能
） 

第
十
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
物
（
以
下
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

流
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
に
核
燃
料
物
質
等
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
を
接
続
す
る
場
合

に
は
、
流
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
核
燃
料
物
質
等
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ
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る
こ
と
。 

二 
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
を
取
り
扱
う
設
備
で
あ
っ
て
、
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、

漏
え
い
の
拡
大
を
適
切
に
防
止
し
得
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

三 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
等
」
と
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
は
、
そ
の
内
部
を
常
時
負
圧
状
態
に
維
持
し
得
る
も

の
で
あ
り
、
か
つ
、
給
気
口
及
び
排
気
口
を
除
き
、
密
閉
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

四 

液
体
状
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
等
を
取
り
扱
う
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
は
、
当
該
物
質
が
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
外
に
漏
え
い
す

る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

五 

密
封
さ
れ
て
い
な
い
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
フ
ー
ド
は
、
そ
の
開
口
部
の
風
速
を
適
切
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。 

六 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
等
を
取
り
扱
う
室
（
保
管
廃
棄
す
る
室
を
除
く
。
）
及
び
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
汚
染
の
発
生
の
お
そ

れ
が
あ
る
室
は
、
そ
の
内
部
を
負
圧
状
態
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

七 

液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
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お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

施
設
内
部
の
床
面
及
び
壁
面
は
、
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
漏
え
い
し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
設
備
の
周
辺
部
又
は
施
設
外
に
通
じ
ず
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に

は
、
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の

せ
き堰
堰
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床
面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
液
体
状
の
核
燃
料
物

質
等
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ハ 

工
場
等
の
外
に
排
水
を
排
出
す
る
排
水
路
（
湧
水
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
に
よ
り
汚
染
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
管
理
区
域
内
に
開
口
部
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
上
に
施
設
の
床
面
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
排
水
路
に
核
燃
料
物
質
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
排
水
を
安
全
に
廃
棄
す
る
設
備
及
び
第
十
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る

事
項
を
計
測
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
火
災
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
十
一
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
火
災
又
は
爆
発
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
加
工
施
設
の
安
全
性
に
著
し
い
支

障
が
生
じ
る
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
消
火
設
備
（
事
業
許
可
基
準
規
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
消
火
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設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
警
報
設
備
（
警
報
設
備
に
あ
っ
て
は
自
動
火
災
報
知
設
備
、
漏
電
火
災
警
報
器
そ
の
他

の
火
災
の
発
生
を
自
動
的
に
検
知
し
、
警
報
を
発
す
る
設
備
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
は
、
そ
の
故
障
、
損
壊
又
は
異
常
な
作
動
に
よ
り
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
に

著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
火
災
又
は
爆
発
に
よ
り
損
傷
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
可
能
な
限
り
不

燃
性
又
は
難
燃
性
の
材
料
を
使
用
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
防
火
壁
の
設
置
そ
の
他
の
適
切
な
防
護
措
置
が
講
じ
ら

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

水
素
を
取
り
扱
う
設
備
（
爆
発
の
危
険
性
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
は
、
適
切
に
接
地
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

５ 

水
素
そ
の
他
の
可
燃
性
ガ
ス
を
取
り
扱
う
設
備
（
爆
発
の
危
険
性
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
を
設
置
す
る
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス
及
び
室
は
、
当
該
設
備
か
ら
可
燃
性
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
も
そ
れ
こ
れ
が
滞
留
し
な
い
構
造
と
す
る
こ

と
そ
の
他
の
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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６ 

焼
結
設
備
そ
の
他
の
加
熱
を
行
う
設
備
（
以
下
次
項
に
お
い
て
「
焼
結
設
備
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
設
備
の
熱
的
制

限
値
を
超
え
て
加
熱
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

水
素
そ
の
他
の
可
燃
性
ガ
ス
を
使
用
す
る
焼
結
設
備
等
（
爆
発
の
危
険
性
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
は
、
前
三
項
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

焼
結
設
備
等
の
内
部
に
お
い
て
空
気
の
混
入
に
よ
り
可
燃
性
ガ
ス
が
爆
発
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

焼
結
設
備
等
か
ら
排
出
さ
れ
る
可
燃
性
ガ
ス
を
滞
留
す
る
こ
と
な
く
安
全
に
排
出
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。 

三 

焼
結
設
備
等
の
内
部
で
可
燃
性
ガ
ス
を
燃
焼
さ
せ
る
も
の
は
、
燃
焼
が
停
止
し
た
場
合
に
可
燃
性
ガ
ス
の
供
給
を
自
動

的
に
停
止
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。 

（
加
工
施
設
内
に
お
け
る

い
つ溢
溢
水
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
十
二
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
加
工
施
設
内
に
お
け
る

い
つ溢
溢
水
水
の
発
生
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
安
全
避
難
通
路
等
） 

第
十
三
条 

加
工
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

そ
の
位
置
を
明
確
か
つ
恒
久
的
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
容
易
に
識
別
で
き
る
安
全
避
難
通
路 

二 

照
明
用
の
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
機
能
を
損
な
わ
な
い
避
難
用
の
照
明 

三 

設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
用
い
る
照
明
（
前
号
の
避
難
用
の
照
明
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
専
用
の
電
源 

（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
） 

第
十
四
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
通
常
時
及
び
設
計
基
準
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
全
て
の
環
境
条
件
に
お
い
て
、
そ

の
安
全
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
当
該
施
設
当
該
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
の
安
全
機
能
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
又
は
試

験
及
び
当
該
安
全
機
能
を
健
全
に
維
持
す
る
た
め
の
保
守
又
は
修
理
が
で
き
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

３ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
に
属
す
る
設
備
で
あ
っ
て
、
ク
レ
ー
ン
そ
の
他
の
機
器
又
は
配
管
の
損
壊
に
伴
う
飛
散
物
に
よ

り
損
傷
を
受
け
、
加
工
施
設
の
安
全
性
を
損
な
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
も
の
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
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ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
他
の
原
子
力
施
設
と
共
用
し
、
又
は
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
に
属
す
る
設
備
を
一
の
加

工
施
設
に
お
い
て
共
用
す
る
場
合
に
は
、
加
工
施
設
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
材
料
及
び
構
造
） 

第
十
五
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
に
属
す
る
容
器
及
び
管
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
持
す
る
構
造
物
の
う
ち
、
加
工
施
設
の
安

全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
及
び
構
造
は
、
次
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
六
条

の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
前
事
業
者
検
査
の
確
認
を
行
う
ま
で
の
間
適
用
す
る
。 

一 

容
器
等
に
使
用
す
る
材
料
は
、
そ
の
使
用
さ
れ
る
圧
力
、
温
度
、
荷
重
そ
の
他
の
使
用
条
件
に
対
し
て
適
切
な
機
械
的

強
度
及
び
化
学
的
成
分
を
有
す
る
こ
と
。 

二 

容
器
等
の
構
造
及
び
強
度
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

設
計
上
定
め
る
条
件
に
お
い
て
、
全
体
的
な
変
形
を
弾
性
域
に
抑
え
る
こ
と
。 
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ロ 

容
器
等
に
属
す
る
伸
縮
継
手
に
あ
っ
て
は
、
設
計
上
定
め
る
条
件
で
応
力
が
繰
り
返
し
加
わ
る
場
合
に
お
い
て
、
疲

労
破
壊
が
生
じ
な
い
こ
と
。 

ハ 
設
計
上
定
め
る
条
件
で
に
お
い
て
、
座
屈
が
生
じ
な
い
こ
と
。 

三 

容
器
等
の
う
ち
、
第
一
条
第
二
項
第
十
二
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
主
要
な
溶
接
部
（
溶
接
金
属
部
及

び
熱
影
響
部
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

不
連
続
で
特
異
な
形
状
で
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

溶
接
に
よ
る
割
れ
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
健
全
な
溶
接
部
の
確
保
に
有
害
な
溶
込
み
不
良
そ
の
他
の
欠

陥
が
な
い
こ
と
を
非
破
壊
試
験
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

適
切
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

機
械
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
適
切
な
溶
接
施
工
法
、
及
び
溶
接
設
備
及
び
並
び
に
適
切
な
技
能
を
有
す
る

溶
接
士
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
た
も
の
に
よ
り
溶
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
三
第
三
項
に
定
め
る
使
用
前
事
業
者
検
査
の
確
認
を
受
け
る
ま
で

の
間
適
用
す
る
。 
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３
２ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
に
属
す
る
容
器
及
び
管
の
う
ち
、
加
工
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
は
、

適
切
な
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
こ
れ
に
耐
え
、
か
つ
、
著
し
い
漏
え
い
が
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
搬
送
設
備
） 

第
十
六
条 

核
燃
料
物
質
を
搬
送
す
る
設
備
（
人
の
安
全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

通
常
搬
送
す
る
必
要
が
あ
る
核
燃
料
物
質
を
搬
送
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

核
燃
料
物
質
を
搬
送
す
る
た
め
の
動
力
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
、
核
燃
料
物
質
を
安
全
に
保
持
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

（
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
施
設
） 

第
十
七
条 

核
燃
料
物
質
を
貯
蔵
す
る
設
備
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
核
燃
料
物
質
の
崩
壊
熱
を
安
全
に
除
去
で
き
る
設
備
が
設

け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
警
報
設
備
等
） 
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第
十
八
条 

加
工
施
設
に
は
、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
加
工
施
設
の
安
全
性
を
著
し
く
損

な
う
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
、
次
条
第
一
号
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
著
し
く
上
昇
し
た
と
き
又
は
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄

物
の
廃
棄
施
設
か
ら
液
体
状
の
放
射
性
物
質
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
を
確
実
に
検
知
し

て
速
や
か
に
警
報
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

加
工
施
設
に
は
、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
加
工
施
設
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お

そ
れ
が
生
じ
た
と
き
に
、
核
燃
料
物
質
等
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
能
力
の
維
持
、
熱
的
、
化
学
的
若
し
く
は
核

的
制
限
値
の
維
持
又
は
火
災
若
し
く
は
爆
発
の
防
止
の
た
め
の
設
備
の
作
動
を
速
や
か
に
、
か
つ
、
自
動
的
に
開
始
さ
せ
る

回
路
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
放
射
線
管
理
施
設
） 

第
十
九
条 

工
場
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
放
射
線
管
理
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
直
接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
間
接
的
に
計
測
す
る
施
設
を
も
っ
て
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

放
射
性
廃
棄
物
の
排
気
口
又
は
そ
れ
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度 
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二 

放
射
性
廃
棄
物
の
排
水
口
又
は
そ
れ
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度 

三 
管
理
区
域
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
、
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度

及
び
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度 

（
廃
棄
施
設
） 

第
二
十
条 

放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
原

子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
に
な
る
よ
う
に
加
工
施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る

能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
と
区
別
し
て
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
流

体
状
の
廃
棄
物
を
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
導
く
場
合
に
お
い
て
、
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
放

射
性
廃
棄
物
以
外
の
流
体
状
の
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
気
口
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す
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る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 
気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
ろ
過
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に

維
持
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置
の
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易

な
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

五 

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
水
口
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す

る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
汚
染
の
防
止
） 

第
二
十
一
条 

加
工
施
設
の
う
ち
人
が
頻
繁
に
出
入
り
す
る
建
物
内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
の
部
分
で
あ
っ
て
、
核
燃
料
物
質
等

に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
人
が
触
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
表
面
は
、
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
汚
染

を
除
去
し
や
す
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
遮
蔽
） 

第
二
十
二
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
通
常
時
に
お
い
て
加
工
施
設
か
ら
の
直
接
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
線
に
よ
る

工
場
等
周
辺
の
線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
を
十
分
下
回
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。 

２ 
工
場
等
内
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
に
は
、
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
遮
蔽
能
力
を
有
す
る
遮
蔽
設
備
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

遮
蔽
設
備
に
開
口
部
又
は
配
管
そ
の
他
の
貫
通
部
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場

合
に
は
、
放
射
線
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
換
気
設
備
） 

第
二
十
三
条 

加
工
施
設
内
の
核
燃
料
物
質
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
所

に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
気
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
換
気
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

核
燃
料
物
質
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
が
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

三 

ろ
過
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置

の
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

（
非
常
用
電
源
設
備
） 

- 130 -



 - 22 -

第
二
十
四
条 

加
工
施
設
に
は
、
外
部
電
源
系
統
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
加
工
施
設
の
安
全
性
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
、
内
燃
機
関
を
原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
又
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
機
能
を
有
す
る
非
常
用
電
源
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

加
工
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
特
に
必
要
な
設
備
に
は
、
無
停
電
電
源
装
置
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
能
を

有
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
通
信
連
絡
設
備
） 

第
二
十
五
条 

工
場
等
に
は
、
設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
工
場
等
内
の
人
に
対
し
必
要
な
指
示
が
で
き
る
よ

う
、
警
報
装
置
及
び
多
様
性
を
確
保
し
た
通
信
連
絡
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

工
場
等
に
は
、
設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
加
工
施
設
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
と
通
信

連
絡
が
で
き
る
よ
う
、
多
様
性
を
確
保
し
た
専
用
通
信
回
線
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
章 

重
大
事
故
等
対
処
施
設 

（
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
地
盤
） 

第
二
十
六
条 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
当
該
各
号
に
定
め
る
地
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盤
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
常
設
の
も
の
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
可
搬
型
の
も
の
（
以
下
「
可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処
設
備
」
と
い
う
。
）
と
接
続
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
接
続
す
る
た

め
に
必
要
な
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
内
の
常
設
の
ケ
ー
ブ
ル
そ
の
他
の
機
器
を
含
む
。
以
下
「
常
設
重
大

事
故
等
対
処
設
備
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
耐
震
重
要
施
設
に
属
す
る
設
計
基
準
事
故
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
が
有

す
る
機
能
を
代
替
す
る
も
の
（
以
下
「
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故

等
対
処
施
設 

基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
十
分
に
支
持

す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤 

二 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設 

事
業
許
可
基
準
規
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該
重
大
事
故
等

対
処
施
設
を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤 

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
二
十
七
条 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
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ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設 

基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
対
し

て
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
（
設
計
基
準
事
故
を
除
く
。
）
又
は
重
大
事
故
（
以
下
「
重
大
事
故
等
」
と
総

称
す
る
。
）
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設 

事
業
許
可
基
準
規
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
地
震
力
に
十
分
に
耐
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

前
項
第
一
号
の
重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
事
業
許
可
基
準
規
則
第
七
条
第
三
項
の
地
震
に
よ
り
生
ず
る
斜
面
の
崩
壊
に

よ
り
そ
の
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切

な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
二
十
八
条 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
基
準
津
波
に
よ
り
そ
の
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ

れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
火
災
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 
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第
二
十
九
条 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
火
災
又
は
爆
発
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る

事
故
（
設
計
基
準
事
故
を
除
く
。
）
等
又
は
重
大
事
故
（
以
下
「
重
大
事
故
等
」
と
総
称
す
る
。
）
に
対
処
す
る
た
め
に
必

要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
が
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
は
、
そ
の
故
障
、
損
壊
又
は
異
常
な
作
動
に
よ
り
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必

要
な
機
能
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
で
あ
っ
て
、
火
災
又
は
爆
発
に
よ
り
損
傷
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
可
能
な
限
り
不
燃

性
又
は
難
燃
性
の
材
料
を
使
用
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
防
火
壁
の
設
置
そ
の
他
の
適
切
な
防
護
措
置
が
講
じ
ら
れ

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
） 

第
三
十
条 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
な
個
数
及
び
容
量
を
有
す
る
こ
と
。 

二 

想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
温
度
、
放
射
線
、
荷
重
そ
の
他
の
使
用
条
件
に
お
い
て
、
重
大
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事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
。 

三 
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
確
実
に
操
作
で
き
る
こ
と
。 

四 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
又
は
試
験
及
び
当
該
機
能
を
健
全
に
維
持
す

る
た
め
の
保
守
又
は
修
理
が
で
き
る
こ
と
。 

五 

本
来
の
用
途
以
外
の
用
途
と
し
て
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
使
用
す
る
設
備
に
あ
っ
て
は
、
通
常
時
に
使
用
す

る
系
統
か
ら
速
や
か
に
切
り
替
え
ら
れ
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。 

六 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
所
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
工
場
等
」
と
い
う

。
）
内
の
他
の
設
備
に
対
し
て
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
。 

七 

想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
操
作
及
び
復
旧
作
業
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
線
量
が
高
く
な
る
お
そ
れ
が
少
な
い
設
置
場
所
の
選
定
、
設
置
場
所
へ
の
遮
蔽
物
の
設
置
そ
の
他
の
適
切

な
措
置
を
講
じ
ず
る
こ
と
。 

２ 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
共
通
要
因
（
事
業
許
可
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
七

号
に
規
定
す
る
共
通
要
因
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
っ
て
設
計
基
準
事
故
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
の
安
全
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機
能
と
同
時
に
そ
の
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

３ 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
関
し
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

常
設
設
備
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
と
接
続
さ
れ
て
い
る
設
備
又
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工

施
設
と
短
時
間
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
常
設
の
設
備
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
接
続
す
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
当
該
常
設
設
備
と
容
易
か
つ
確
実
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
二
以
上
の
系
統
が
相
互
に
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
接
続
部
の
規
格
の
統
一
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

常
設
設
備
と
接
続
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
共
通
要
因
に
よ
っ
て
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
防
止
す
る

た
め
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
の
外
か
ら
水
又
は
電
力
を
供
給
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
接
続
口
を
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
異
な
る
複
数
の
場
所
に
設
け
る
こ
と
。 

三 

想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
場
所
に
据
え
付
け
、
及

び
常
設
設
備
と
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
線
量
が
高
く
な
る
お
そ
れ
が
少
な
い
設
置
場
所
の
選
定
、
設
置
場
所
へ
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の
遮
蔽
物
の
設
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

四 
地
震
、
津
波
そ
の
他
の
自
然
現
象
又
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
、
設
計

基
準
事
故
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
配
置
そ
の
他
の
条
件
を
考
慮
し
た
上
で
常
設
重
大
事

故
等
対
処
設
備
と
異
な
る
保
管
場
所
に
保
管
す
る
こ
と
。 

五 

想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
運
搬
し
、
又
は
他
の
設
備

の
被
害
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
工
場
等
内
の
道
路
及
び
通
路
が
確
保
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

六 

共
通
要
因
に
よ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
の
安
全
機
能
又
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
重

大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
と
同
時
に
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め

に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

（
材
料
及
び
構
造
） 

第
三
十
一
条 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
属
す
る
容
器
及
び
管
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
持
す
る
構
造
物
の
う
ち
、
加
工
施
設
の
安

全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
及
び
構
造
は
、
次
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
（
容
器
等
の
材
料
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
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第
二
号
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
前
事
業
者
検
査
の
確
認
を
行
う
ま
で
の
間
適
用

す
る
。 

一 

当
該
容
器
等
が
そ
の
設
計
上
要
求
さ
れ
る
強
度
及
び
耐
食
性
を
確
保
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

容
器
等
の
う
ち
、
第
一
条
第
二
項
第
十
二
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
主
要
な
溶
接
部
（
溶
接
金
属
部
及

び
熱
影
響
部
を
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

不
連
続
で
特
異
な
形
状
で
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

溶
接
に
よ
る
割
れ
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
健
全
な
溶
接
部
の
確
保
に
有
害
な
溶
込
み
不
良
そ
の
他
の
欠

陥
が
な
い
こ
と
を
非
破
壊
試
験
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

適
切
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

機
械
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
適
切
な
溶
接
施
工
法
、
及
び
溶
接
設
備
及
び
並
び
に
適
切
な
技
能
を
有
す
る

溶
接
士
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
た
も
の
に
よ
り
溶
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

前
項
第
二
号
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
三
第
三
項
に
定
め
る
使
用
前
事
業
者
検
査
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
間
適
用
す

る
。 
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３
２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
属
す
る
容
器
及
び
管
の
う
ち
、
加
工
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
は
、
適

切
な
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
こ
れ
に
耐
え
、
か
つ
、
著
し
い
漏
え
い
が
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
） 

第
三
十
二
条 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
に
は
、
加
工
規
則
第
二
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
掲
げ
る
重
大
事
故

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

未
臨
界
に
移
行
し
、
及
び
未
臨
界
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備 

二 

臨
界
事
故
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備 

（
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
） 

第
三
十
三
条 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
に
は
、
加
工
規
則
第
二
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
掲
げ
る
重
大
事
故

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

核
燃
料
物
質
等
の
飛
散
又
は
漏
え
い
を
防
止
し
、
飛
散
又
は
漏
え
い
し
た
核
燃
料
物
質
等
を
回
収
す
る
た
め
に
必
要
な

設
備 
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二 

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
を
回
復
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備 

（
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
） 

第
三
十
四
条 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
に
は
、
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
工
場
等
外
へ
の
放
射
性

物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
） 

第
三
十
五
条 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
に
は
、
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す

る
水
源
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な

設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
電
源
設
備
） 

第
三
十
六
条 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
に
は
、
外
部
電
源
系
系
統
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
、
第
二
十
四

条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
非
常
用
電
源
設
備
か
ら
の
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
、
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た

め
に
必
要
な
電
力
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
監
視
測
定
設
備
） 
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第
三
十
七
条 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
に
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
工
場
等
及
び
そ
の
周
辺
（
工

場
等
の
周
辺
海
域
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
当
該
加
工
施
設
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
を
監
視
し
、

及
び
測
定
し
、
並
び
に
そ
の
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
に
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
工
場
等
に
お
い
て
、
風
向
、
風
速
そ
の

他
の
気
象
条
件
を
測
定
し
、
及
び
そ
の
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
緊
急
時
対
策
所
） 

第
三
十
八
条 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
に
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
重
大
事
故
等
に

対
処
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
緊
急
時
対
策
所
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
が
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
措
置
を
講
じ

ず
る
こ
と
。 

二 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
の
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必

要
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 
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２ 

緊
急
時
対
策
所
は
、
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
数
の
要
員
を
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
が
講
じ
ら
れ

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
） 

第
三
十
九
条 
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
に
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
加
工
施
設
の
内

外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

第
四
章 

雑
則 

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
） 

第
四
十
条 

第
二
条
第
二
項
に
掲
げ
る
書
類
の
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
申
請
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
書

類
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
電
子
的
方
法

、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算

機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
別
記
様
式
第
一

の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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附 

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
規
則
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
加
工
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の
廃
止
） 

第
二
条 

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。 

一 

加
工
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
令
第
十
号
） 

二 

加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
溶
接
の
技
術
基
準
に
関
す

る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
三
号
） 

三 

加
工
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
九
号
） 
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別記様式第一 （略）（第 40 条関係） 

電 磁 的 記 録 媒 体 提 出 票 

年  月  日 

原子力規制委員会 殿 

住 所 

氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

加工施設の技術基準に関する規則第２条第２項の規定により提出すべき申請書に記載すべきこととされて

いる事項を記録した電磁的記録媒体を以下のとおり提出いたします。 

本票に添付されている電磁的記録媒体に記録された事項は、事実に相違ありません。 

１ 電磁的記録媒体に記録された事項 

２ 電磁的記録媒体と併せて提出される書類 
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備考１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 「電磁的記録媒体に記録された事項」の欄には、電磁的記録媒体に記録されている事項を記載する

とともに、２以上の電磁的記録媒体を提出するときは、電磁的記録媒体ごとに整理番号を付し、その

番号ごとに記録されている事項を記載すること。 

3 「電磁的記録媒体と併せて提出される書類」の欄には、本票に添付されている電磁的記録媒体に記

録されている事項以外の事項を記載した書類を提出する場合にあっては、その書類名を記載すること

。 

4 該当事項のない欄は、省略すること。 
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○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第 

 
 

号 
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
等
の

技
術
基
準
規
制
に
関
す
る
規
則
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い

、
及
び
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
十
八

条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和 

年 
 

月 
 

 
日 

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長 

更
田 

豊
志 

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
十
七
条
） 

第
二
章 

試
験
研
究
用
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
（
第
十
八
条
―
第
四
十
一
条
第
四
十
二
条
） 

第
三
章 

研
究
開
発
段
階
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
（
第
四
十
二
条
―
第
五
十
条
第
四
十
三
条
―
第
五
十

二
条
） 
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第
四
章 

ガ
ス
冷
却
型
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
（
第
五
十
一
条
―
第
五
十
六
条
第
五
十
三
条
―
第
五
十

九
条
） 

第
五
章 
ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
高
速
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
六
条
第
六
十
条
―
第

七
十
条
） 

第
六
章 

雑
則
（
第
六
十
七
条
第
七
十
一
条
） 

附
則 

第
一
章 

総
則 

（
適
用
範
囲
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
次
に
掲
げ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

一 

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
船
舶
に
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

二 

船
舶
に
設
置
す
る
軽
水
減
速
加
圧
軽
水
冷
却
型
原
子
炉
（
減
速
材
及
び
冷
却
材
と
し
て
加
圧
軽
水
を
使
用
す
る
原
子
炉

で
あ
っ
て
蒸
気
発
生
器
が
構
造
上
原
子
炉
圧
力
容
器
の
外
部
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
研
究
開
発
段
階
に
あ
る

試
験
研
究
用
等
原
子
炉 
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（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

「
放
射
線
」
と
は
、 

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則 

（
昭
和
三
十
二
年
総

理
府
令
第
八
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
試
験
炉
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

放
射
線
を
い
う
。 

二 

「 

放
射
性
廃
棄
物
」
と
は
、 
試
験
炉
規
則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
い
う
。 

三 

「
管
理
区
域
」
と
は
、 

試
験
炉
規
則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
を
い
う
。 

四 

「
保
全
区
域
」
と
は
、
試
験
炉
規
則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
保
全
区
域
を
い
う
。 

五 

「
周
辺
監
視
区
域
」
と
は
、 

試
験
炉
規
則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
周
辺
監
視
区
域
を
い
う
。 

六 

「
五 

試
験
研
究
用
原
子
炉
」
と
は
、 

前
条
第
一
号
に
規
定
す
る
掲
げ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
第
九
号
に
掲
げ

る
ガ
ス
冷
却
型
原
子
炉
及
び
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
規
定
す
る
も
の
に
掲
げ
る
ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
高
速
炉
を
除
く
。
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）
を
い
う
。 

七 
「
六 

研
究
開
発
段
階
原
子
炉
」
と
は
、 

前
条
第
二
号
に
規
定
す
る
掲
げ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
い
う
。 

八 

「
七 

中
出
力
炉
」
と
は
、 

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則 

（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
。
以
下
「
試
験
炉
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二

項
第
八
号
に
規
定
す
る
中
出
力
炉
を
い
う
。 

九 

「
八 

高
出
力
炉
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す
る
高
出
力
炉
を
い
う
。 

十 

「
九 

ガ
ス
冷
却
型
原
子
炉
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
ガ
ス
冷
却
型
原

子
炉
を
い
う
。 

十
一 

「
十 

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
高
速
炉
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
ナ

ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
高
速
炉
を
い
う
。 

十
二 

「
十
一 

安
全
機
能
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
安
全
機
能
を
い
う

。 

十
三 

「
十
二 

安
全
機
能
の
重
要
度
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
安
全
機
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能
の
重
要
度
を
い
う
。 

十
四 

「
十
三 

通
常
運
転
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
通
常
運
転
を
い
う

。 

十
五 

「
十
四 

運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
十
五
号
に
規
定
す
る

運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
を
い
う
。 

十
六 

「
十
五 

設
計
基
準
事
故
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
設
計
基
準
事

故
を
い
う
。 

十
七 

「
十
六 

多
重
性
」
と
は
、 
試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
多
重
性
を
い
う
。 

十
八 

「
十
七 

多
様
性
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
多
様
性
を
い
う
。 

十
九 

「
十
八 

独
立
性
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
独
立
性
を
い
う
。 

二
十 

「
十
九 

燃
料
体
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
十
号
に
規
定
す
る
燃
料
体
を
い
う
。 

二
十
一 

「
二
十 

燃
料
材
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
燃
料
材
を
い
う

。 
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二
十
二 

「
二
十
一 

燃
料
の
許
容
設
計
限
界
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
十
三
号
に
規
定
す

る
燃
料
の
許
容
設
計
限
界
を
い
う
。 

二
十
三 
「
二
十
二 

反
応
度
価
値
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
反
応
度

価
値
を
い
う
。 

二
十
四 

「
二
十
三 
制
御
棒
の
最
大
反
応
度
価
値
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
十
五
号
に
規

定
す
る
制
御
棒
の
最
大
反
応
度
価
値
を
い
う
。 

二
十
五 

「
二
十
四 

反
応
度
添
加
率
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
十
六
号
に
規
定
す
る
反
応

度
添
加
率
を
い
う
。 

二
十
六 

「
二
十
五 

原
子
炉
停
止
系
統
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
原

子
炉
停
止
系
統
を
い
う
。 

二
十
七 

「
二
十
六 

反
応
度
制
御
系
統
」
と
は
、 
試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
反

応
度
制
御
系
統
を
い
う
。 

二
十
八 

「
二
十
七 

安
全
保
護
回
路
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
安
全
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保
護
回
路
を
い
う
。 

二
十
九 

「
二
十
八 

安
全
設
備
」
と
は
、 

設
計
基
準
事
故
時
及
び
設
計
基
準
事
故
に
至
る
ま
で
の
間
に
想
定
さ
れ
る
環

境
条
件
に
お
い
て
、
そ
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
に
よ
り
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
を
直
接
又
は
間

接
に
生
じ
さ
せ
る
設
備
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

イ 

一
次
冷
却
系
統
設
備
そ
の
他
の
運
転
時
に
お
い
て
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
必
要
な
設
備
及

び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
（
原
子
炉
容
器
を
除
く
。
） 

ロ 

非
常
用
冷
却
設
備
（
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
安
全
保
護
回
路
、
非
常
用
電
源
設
備
そ
の

他
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
の
際
に
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全
を
確
保
す

る
上
で
必
要
な
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備 

ハ 

原
子
炉
格
納
容
器
及
び
そ
の
附
属
設
備 

三
十 

「
二
十
九 

一
次
冷
却
材
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
一
次
冷
却

材
を
い
う
。 

三
十
一 

「
三
十 

一
次
冷
却
系
統
設
備
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
十
四
号
に
規
定
す
る
一
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次
冷
却
系
統
設
備
を
い
う
。 

三
十
二 

「
三
十
一 

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
十
五
号
に
規
定
す
る

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
を
い
う
。 

三
十
三 

「
三
十
二 

冠
水
維
持
設
備
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
十
六
号
に
規
定
す
る
冠
水

維
持
設
備
を
い
う
。 

三
十
四 

「
三
十
三 
試
験
用
燃
料
体
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
十
七
号
に
規
定
す
る
試
験

用
燃
料
体
を
い
う
。 

三
十
五 

「
三
十
四 

カ
バ
ー
ガ
ス
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
十
八
号 

に
規
定
す
る
カ
バ

ー
ガ
ス
を
い
う
。 

三
十
六 

「
三
十
五 

原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
十
九
号
に
規
定
す
る

原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
を
い
う
。 

三
十
七 

「
三
十
六 

炉
心
冠
水
維
持
バ
ウ
ン
ダ
リ
」
と
は
、 
試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
十
号
に
規
定

す
る
炉
心
冠
水
維
持
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
い
う
。 
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三
十
八 

「
三
十
七 

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
十
二
号

に
規
定
す
る
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
い
う
。 

三
十
九 
「
三
十
八 

原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
十
三
号
に
規

定
す
る
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
い
う
。 

四
十 

「
三
十
九 
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
等
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
」
と
は
、 

試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
十
四

号
に
規
定
す
る
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
等
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
い
う
。 

四
十
一 

「
第
一
種
機
器
」
と
は
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成
す
る
容
器
又
は
管
を
い
う
。 

四
十
二 

「
第
一
種
容
器
」
と
は
、
第
一
種
機
器
に
属
す
る
容
器
を
い
う
。 

四
十
三 

「
第
一
種
管
」
と
は
、
第
一
種
機
器
に
属
す
る
管
を
い
う
。 

四
十
四 

「
第
二
種
容
器
」
と
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
並
び
に
こ
れ
に
接
続
す
る
容
器
で
あ
っ
て
原
子
炉
格
納
容
器
及
び
こ

れ
に
接
続
す
る
容
器
内
の
設
備
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
等
の
有
害
な
物
質
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
に
設
け
ら

れ
る
も
の
を
い
う
。 

四
十
五 

「
第
三
種
機
器
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
容
器
又
は
管
を
い
う
。 
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イ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
安
全
に
停
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
又
は
非
常
時
に
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

設
備
で
あ
っ
て
、
そ
の
故
障
、
損
壊
等
に
よ
り
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
を
間
接
に
生
じ
さ
せ
る
も
の
に

属
す
る
容
器
又
は
管
（
放
射
線
管
理
の
用
に
供
す
る
ダ
ク
ト
に
あ
っ
て
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
貫
通
部
か
ら
外
側
隔

離
弁
ま
で
の
部
分
に
限
る
。
） 

ロ 

タ
ー
ビ
ン
を
駆
動
さ
せ
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
流
体
が
循
環
す
る
回
路
に
係
る
設
備
に
属
す
る
容
器
又
は
管

で
あ
っ
て
、
第
一
種
機
器
か
ら
こ
れ
ら
に
最
も
近
い
止
め
弁
ま
で
の
も
の 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
容
器
又
は
管
で
あ
っ
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
貫
通
部
か
ら
最
も
近
い
隔
離
弁
ま

で
の
も
の 

ニ 

原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
等
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成
す
る
容
器
又
は
管 

ホ 

ナ
ト
リ
ウ
ム
を
内
包
し
、
か
つ
、
多
量
の
放
射
性
物
質
を
内
包
し
て
い
る
容
器
又
は
管
（
第
一
種
機
器
を
除
く
。
） 

ヘ 

試
験
研
究
用
原
子
炉
（
一
次
冷
却
材
と
し
て
軽
水
又
は
重
水
を
用
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
通
常
運
転
時
に
一
次
冷

却
材
を
内
包
す
る
機
器
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
機
器
で
あ
っ
て
、
原
子
炉
容
器
内
の
水
位
の
過
度
の
低
下
を
防
止
し
、

炉
心
を
冠
水
状
態
に
保
持
す
る
た
め
の
も
の
に
属
す
る
容
器
又
は
管
（
第
一
種
機
器
を
除
く
。
） 
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ト 

試
験
研
究
用
原
子
炉
の
炉
心
に
近
接
す
る
設
備
で
あ
っ
て
、
そ
の
故
障
、
損
壊
等
に
よ
り
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
を

生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
属
す
る
容
器
又
は
管 

四
十
六 
「
第
三
種
容
器
」
と
は
、
第
三
種
機
器
に
属
す
る
容
器
を
い
う
。 

四
十
七 

「
第
三
種
管
」
と
は
、
第
三
種
機
器
に
属
す
る
管
を
い
う
。 

四
十
八 

「
第
四
種
機
器
」
と
は
、
第
一
種
機
器
、
第
二
種
容
器
、
第
三
種
機
器
及
び
第
五
十
一
号
に
規
定
す
る
第
五
種
管

以
外
の
容
器
又
は
管
を
い
う
。 

四
十
九 

「
第
四
種
容
器
」
と
は
、
第
四
種
機
器
に
属
す
る
容
器
を
い
う
。 

五
十 

「
第
四
種
管
」
と
は
、
第
四
種
機
器
に
属
す
る
管
を
い
う
。 

五
十
一 

「
第
五
種
管
」
と
は
、
放
射
線
管
理
の
用
に
供
す
る
ダ
ク
ト
（
第
三
種
管
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

五
十
二 

「
第
一
種
継
手
」
と
は
、
容
器
の
胴
、
管
又
は
管
台
の
長
手
継
手
、
球
形
容
器
、
鏡
板
又
は
平
板
の
継
手
及
び
容

器
の
胴
、
管
又
は
管
台
に
半
球
形
鏡
板
を
取
り
付
け
る
継
手
を
い
う
。 

五
十
三 

「
第
二
種
継
手
」
と
は
、
容
器
の
胴
、
管
又
は
管
台
の
周
継
手
及
び
容
器
の
胴
、
管
又
は
管
台
に
半
球
形
鏡
板
以

外
の
鏡
板
を
取
り
付
け
る
継
手
を
い
う
。 
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五
十
四 

「
第
三
種
継
手
」
と
は
、
容
器
の
胴
、
管
又
は
管
台
に
フ
ラ
ン
ジ
、
平
板
又
は
管
板
を
取
り
付
け
る
継
手
を
い
う

。 
五
十
五 
「
第
四
種
継
手
」
と
は
、
容
器
の
胴
、
管
、
管
台
、
鏡
板
又
は
平
板
に
管
台
を
取
り
付
け
る
継
手
を
い
う
。 

（
特
殊
な
方
法
設
計
に
よ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
） 

第
三
条 

特
別
の
理
由
に
よ
り
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
試
験
研
究

用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
理
由
及
び
施
設
設
置
方
法
を
記
載
し
た
申
請
書
に
関
係
図
面
を
添
付
し
て

申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
廃
止
措
置
中
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
維
持
） 

第
四
条 

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
認
可
に
係
る
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
又
は
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
性
能
維
持
施
設
（
試
験
炉
規
則
第
十
六
条
の
六
第
一

項
第
六
号
五
の
二
第
十
一
号
の
性
能
維
持
施
設
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
認
可
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に
係
る
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
施
設
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
地
盤
） 

第
五
条 
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
（
船
舶
に
施
設
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
第
六
条
、
第
七
条
及
び
第
八
条
第
一
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
は
、
試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
三
条
第
一
項
の
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該
試
験
研
究
用
等

原
子
炉
施
設
を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
六
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
こ
れ
に
作
用
す
る
地
震
力
（
試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
算
定
す
る
地
震
力
を
い
う
。
）
に
よ
る
損
壊
に
よ
り
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

耐
震
重
要
施
設
（
試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
三
条
第
一
項 

に
規
定
す
る
耐
震
重
要
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
耐
震
重
要
施
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
地
震
に
よ
る
加
速
度
に
よ

っ
て
作
用
す
る
地
震
力
（
試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
震
力
を
い
う
。
）
に
対
し
て
そ
の
安
全
性

が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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３ 

耐
震
重
要
施
設
は
、
試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
四
条
第
三
項
の
地
震
に
よ
り
生
じ
る
生
ず
る
斜
面
の
崩
壊
に
よ
り
そ
の
安

全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
七
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
津
波
（
試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
津
波
を
い
う
。
）
に
よ
り
そ
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ

れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
八
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
が
は
、
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
（
地
震
及
び
津
波
を
除
く
。
）
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を

損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
防
護
措
置
、
基
礎
地
盤
の
改
良
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
周
辺
監
視
区
域
に
隣
接
す
る
地
域
に
事
業
所
、
鉄
道
、
道
路
そ
の
他
の
外
部
か
ら
の
衝

撃
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
要
因
が
あ
る
場
合
に
は
お
い
て
、
事
業
所
に
お
け
る
火
災
又
は
爆
発
事
故
、
危
険
物
を
搭
載

し
た
車
両
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
事
故
そ
の
他
の
敷
地
及
び
敷
地
周
辺
の
状
況
か
ら
想
定
さ
れ
る
事
象
で
あ
っ
て
人
為
に
よ
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る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
、
防
護
措

置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
船
舶
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
に
近
接
す
る
船
体
の
部
分
は
、
衝
突

、
座
礁
そ
の
他
の
要
因
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
機
能
の
喪
失
を
防
止
で
き
る
構
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
航
空
機
の
墜
落
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
等
の
防
止
） 

第
九
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
所
（
以
下
「
工
場
等
」
と
い
う
。
）
に
は
、
試
験
研
究
用
等
原

子
炉
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
不
正
に
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人

に
危
害
を
与
え
又
は
他
の
物
件
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
件
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
及
び
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正

ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ

ス
行
為
を
い
う
。
第
三
十
条
第
三
十
二
条
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
機
能
） 

第
十
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
通
常
運
転
時
に
お
い
て
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
反
応
度
を
安
全
か
つ
安
定
的
に

制
御
で
き
、
か
つ
、
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
時
に
お
い
て
も
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
固
有
の
出
力
抑
制
特
性
を
有
す
る

と
と
も
に
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
反
応
度
を
制
御
す
る
こ
と
に
よ
り
原
子
核
分
裂
の
連
鎖
反
応
を
制
御
で
き
る
能

力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

船
舶
に
施
設
設
置
す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
波
浪
に
よ
り
生
じ
る
生
ず
る
動
揺
、
傾
斜
そ
の
他
の
要
因
に
よ

り
機
能
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
機
能
の
確
認
等
） 

第
十
一
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
原
子
炉
容
器
そ
の
他
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
必
要

な
設
備
の
機
能
の
確
認
を
す
る
た
め
の
試
験
又
は
検
査
及
び
こ
れ
ら
の
機
能
を
健
全
に
維
持
す
る
た
め
の
保
守
又
は
修
理
が

で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
材
料
及
び
構
造
） 

第
十
二
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
属
す
る
容
器
、
管
、
弁
及
び
ポ
ン
プ
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
持
す
る
構
造
物
並
び
に
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炉
心
支
持
構
造
物
の
う
ち
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
及
び
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
一
号
（
容
器
等
の
材
料
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規

定
す
る
使
用
前
事
業
者
検
査
の
確
認
を
行
う
ま
で
の
間
適
用
す
る
。 

一 

当
該
容
器
等
が
そ
の
設
計
上
要
求
さ
れ
る
強
度
及
び
耐
食
性
を
確
保
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

容
器
等
の
う
ち
、
第
一
条
第
二
項
第
四
十
一
号
か
ら
第
五
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
耐
圧
部
分
主
要
な
耐
圧
部
の

溶
接
部
（
溶
接
金
属
部
及
び
熱
影
響
部
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 
 

不
連
続
で
特
異
な
形
状
で
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 
 

溶
接
に
よ
る
割
れ
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
健
全
な
溶
接
部
の
確
保
に
有
害
な
溶
込
み
不
良
そ
の
他
の

欠
陥
が
な
い
こ
と
を
非
破
壊
試
験
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 
 

適
切
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 
 

機
械
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
適
切
な
溶
接
施
工
法
、
及
び
溶
接
設
備
及
び
並
び
に
適
切
な
技
能
を
有
す
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る
溶
接
士
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
た
も
の
に
よ
り
溶
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 
前
項
第
二
号
の
規
定
は
、
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
定
め
る
使
用
前
事
業
者
検
査
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
間
適
用
す
る

。 ３
２ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
属
す
る
機
器
は
、
そ
の
安
全
機
能
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
適
切
な
耐
圧
試
験
又
は
漏
え

い
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
こ
れ
に
耐
え
、
か
つ
、
著
し
い
漏
え
い
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
３ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
属
す
る
容
器
で
あ
っ
て
、
そ
の
材
料
が
中
性
子
照
射
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
著
し
く
劣

化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
内
部
は
、
監
視
試
験
片
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
安
全
弁
等
） 

第
十
三
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
そ
の
安
全
機
能
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
機
器
に
作
用
す
る
圧
力
の
過
度
の
上

昇
を
適
切
に
防
止
す
る
性
能
を
有
す
る
安
全
弁
、
逃
が
し
弁
、
安
全
弁
、
破
壊
板
又
は
真
空
破
壊
弁
（
第
十
五
条
第
二
項
に

お
い
て
「
安
全
弁
等
」
と
い
う
。
）
が
必
要
な
箇
所
に
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
逆
止
め
弁
） 

第
十
四
条 

放
射
性
物
質
を
含
む
一
次
冷
却
材
そ
の
他
の
流
体
を
内
包
す
る
容
器
若
し
く
は
管
又
は
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
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る
設
備
（
排
気
筒
並
び
に
第
十
七
条
及
び
第
三
十
五
条
第
三
十
六
条
（
第
五
十
二
条
、
第
五
十
九
条
及
び
第
七
十
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
へ
放
射
性
物
質
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
に
は
、
逆
止
め

弁
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
放
射
性
物
質
を
含
む
流
体
が
放
射
性
物
質
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く

管
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
防
止
） 

第
十
五
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
通
常
運
転
時
に
お
い
て
機
器
か
ら
放
射
性
物
質
を
含
む
流
体
が
漏
え
い
す
る
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
安
全
に
廃
棄
し
得
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
安
全
弁
等
か
ら
排
出
さ
れ
る
流
体
が
放
射
性
物
質
を
含
む
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
安

全
に
廃
棄
し
得
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
工
場
等
の
外
に
排
水
を
排
出
す
る
排
水
路
（
湧
水
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
放
射
性
物

質
に
よ
り
汚
染
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
管
理
区
域
内
に
開
口
部
が
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
上

に
、
当
該
施
設
の
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
管
理
区
域
内
の
床
面
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
が
拡
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大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
以
外
の
施
設
で
あ
っ
て
当
該
施
設
の
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
管
理
区
域
内
に
当
該
排
水
路
の
開
口
部
が
な
い
場
合
並
び
に
当
該
排
水
路
に
放
射
性
物
質
を
含
む
排
水
を
安
全
に
廃
棄
す

る
設
備
及
び
第
三
十
条
第
二
号
第
三
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

４ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
う
ち
、
人
が
頻
繁
に
出
入
り
す
る
建
物
又
は
船
舶
の
内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
の
部
分
で
あ

っ
て
、
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
人
が
触
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
表
面
は
、
放
射
性

物
質
に
よ
る
汚
染
を
除
去
し
や
す
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
遮
蔽
等
） 

第
十
六
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
通
常
運
転
時
に
お
い
て
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
か
ら
の
直
接
線
及
び

ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
線
に
よ
る
工
場
等
周
辺
の
空
間
線
量
率
が
十
分
に
低
減
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
子
力
規
制

委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
を
十
分
下
回
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

工
場
等
（
原
子
力
船
を
含
む
。
）
内
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
に
は
、

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
遮
蔽
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一 

放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
遮
蔽
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 
開
口
部
又
は
配
管
そ
の
他
の
貫
通
部
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
は
、

放
射
線
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

三 

自
重
、
熱
応
力
そ
の
他
の
荷
重
に
耐
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
換
気
設
備
） 

第
十
七
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
内
の
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要

が
あ
る
場
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
気
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
換
気
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
が
漏
え
い
及
び
逆
流
の
し
難
い
構
造
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

ろ
過
装
置
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が

容
易
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

四 

吸
気
口
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
を
吸
入
し
難
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

第
二
章 

試
験
研
究
用
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設 
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（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
適
用
） 

第
十
八
条 

こ
の
章
の
規
定
は
、
試
験
研
究
用
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

（
い
つ溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
十
九
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る

い
つ溢
溢
水
水
の
発
生
に
よ
り
そ
の

安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

２ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
内
の
放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
を
内
包
す
る
容
器
又

は
配
管
の
破
損
に
よ
り
当
該
容
器
又
は
配
管
か
ら
放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
が
あ
ふ
れ
出
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
当
該

液
体
が
管
理
区
域
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

（
安
全
避
難
通
路
等
） 

第
十
九
条
第
二
十
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

そ
の
位
置
を
明
確
か
つ
恒
久
的
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
容
易
に
識
別
で
き
る
安
全
避
難
通
路 

二 

照
明
用
の
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
機
能
を
損
な
わ
な
い
避
難
用
の
照
明 
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三 

設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
用
い
る
照
明
（
前
号
の
避
難
用
の
照
明
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
専
用
の
電
源  

（
安
全
設
備
） 

第
二
十
条
第
二
十
一
条 

安
全
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
二
条
第
二
項
第
二
十
九
号
第
二
十
八
号
ロ
に
掲
げ
る
安
全
設
備
は
、
二
以
上
の
原
子
力
施
設
に
お
い
て
共
用
し
、
又

は
相
互
に
接
続
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
支
障
が

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

第
二
条
第
二
項
第
二
十
九
号
第
二
十
八
号
ロ
に
掲
げ
る
安
全
設
備
は
、
当
該
安
全
設
備
を
構
成
す
る
機
械
又
は
器
具
の

単
一
故
障
（
試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
単
一
故
障
を
い
う
。
以
下
第
三
十
二
条
第
三
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
外
部
電
源
が
利
用
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
も
機
能
で
き
る
よ
う
、
当
該

系
統
を
構
成
す
る
機
械
又
は
器
具
の
機
能
、
構
造
及
び
動
作
原
理
を
考
慮
し
て
、
多
重
性
又
は
多
様
性
を
確
保
し
、
及
び

独
立
性
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
原
子
炉
格
納
容
器
そ
の
他
多
重
性
、
多
様
性
及
び
独
立
性
を
有
す
る

こ
と
な
く
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
試
験
研
究
用
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
安
全
を
確
保
す
る
機
能
を
維
持
し
得
る
設
備
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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三 

安
全
設
備
は
、
設
計
基
準
事
故
時
及
び
設
計
基
準
事
故
に
至
る
ま
で
の
間
に
想
定
さ
れ
る
全
て
の
環
境
条
件
に
お
い
て

、
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

火
災
に
よ
り
損
傷
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

イ 

火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
可
能
な
限
り
不
燃
性
又
は
難
燃
性
の
材
料
を
使
用
す
る
こ
と
。 

ロ 

必
要
に
応
じ
て
火
災
の
発
生
を
感
知
す
る
設
備
及
び
消
火
を
行
う
設
備
を
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

火
災
の
影
響
を
軽
減
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
防
火
壁
の
設
置
そ
の
他
の
適
切
な
防
火
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

五 

前
号
ロ
の
消
火
を
行
う
設
備
は
、
破
損
、
誤
作
動
又
は
誤
操
作
が
起
き
た
場
合
に
お
い
て
も
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を

安
全
に
停
止
さ
せ
る
た
め
の
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

六 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
、
ポ
ン
プ
そ
の
他
の
機
器
又
は
配
管
の
損
壊
に
伴
う
飛
散
物
に
よ
り
損
傷
を
受
け
、
試
験
研
究
用
等
原

子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
防
護
施
設
の
設
置
そ
の
他
の
適
切
な
損
傷
防
止
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

（
炉
心
等
） 

第
二
十
一
条
第
二
十
二
条 

燃
料
体
、
減
速
材
及
び
反
射
材
並
び
に
炉
心
支
持
構
造
物
の
材
料
は
、
運
転
時
に
お
け
る
圧
力
、
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温
度
及
び
放
射
線
に
つ
き
想
定
さ
れ
る
最
も
厳
し
い
条
件
の
下
に
お
い
て
、
必
要
な
物
理
的
及
び
化
学
的
性
質
を
保
持
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

燃
料
体
、
減
速
材
及
び
反
射
材
並
び
に
炉
心
支
持
構
造
物
は
、
最
高
使
用
圧
力
、
自
重
、
附
加
荷
重
そ
の
他
の
燃
料
体
、

減
速
材
及
び
反
射
材
並
び
に
炉
心
支
持
構
造
物
に
加
わ
る
負
荷
に
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

燃
料
体
、
減
速
材
及
び
反
射
材
並
び
に
炉
心
支
持
構
造
物
は
、
冷
却
材
の
循
環
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
生
じ
る
生
ず
る
振

動
に
よ
り
損
傷
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
熱
遮
蔽
材
） 

第
二
十
二
条
第
二
十
三
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
原
子
炉
容
器
の
材
料
が
中
性
子
照
射
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り

著
し
く
劣
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
熱
遮
蔽
材
が
設

け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

熱
応
力
に
よ
る
変
形
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。 

二 

冷
却
材
の
循
環
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
生
じ
る
生
ず
る
振
動
に
よ
り
損
傷
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
こ
と
。 

（
一
次
冷
却
材
） 
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第
二
十
三
条
第
二
十
四
条 

一
次
冷
却
材
は
、
運
転
時
に
お
け
る
圧
力
、
温
度
及
び
放
射
線
に
つ
き
つ
い
て
想
定
さ
れ
る
最
も

厳
し
い
条
件
の
下
に
お
い
て
、
必
要
な
物
理
的
及
び
化
学
的
性
質
を
保
持
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
核
燃
料
物
質
取
扱
設
備
） 

第
二
十
四
条
第
二
十
五
条 

核
燃
料
物
質
取
扱
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

通
常
運
転
時
に
お
い
て
取
り
扱
う
必
要
が
あ
る
燃
料
体
又
は
使
用
済
燃
料
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
燃
料

体
等
」
と
総
称
す
る
。
）
を
取
り
扱
う
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

燃
料
体
等
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。 

三 

燃
料
体
等
の
崩
壊
熱
を
安
全
に
除
去
す
る
こ
と
に
よ
り
燃
料
体
等
が
溶
融
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

取
扱
中
に
燃
料
体
等
が
破
損
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

五 

燃
料
体
等
を
封
入
す
る
容
器
は
、
取
扱
中
に
お
け
る
衝
撃
及
び
熱
に
耐
え
、
か
つ
、
容
易
に
破
損
し
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

六 

前
号
の
容
器
は
、
燃
料
体
等
を
封
入
し
た
場
合
に
、
そ
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当

量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
率
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
管
理
区
域
内
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に
お
い
て
の
み
使
用
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

七 
燃
料
体
等
の
取
扱
中
に
燃
料
体
等
を
取
り
扱
う
た
め
の
動
力
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
、
燃
料
体
等
を
保
持
す
る
構

造
を
有
す
る
機
器
に
よ
り
燃
料
体
等
の
落
下
を
防
止
で
き
る
こ
と
。 

八 

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
燃
料
取
扱
場
所
の
放
射
線
量
及
び
温
度
を
測
定
で
き
る
設
備
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。 イ 

燃
料
取
扱
場
所
の
放
射
線
量
の
異
常
を
検
知
し
、
及
び
警
報
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

崩
壊
熱
を
除
去
す
る
機
能
の
喪
失
を
検
知
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
燃
料
取
扱
場
所
の
温
度
の
異
常
を
検
知
し

及
び
警
報
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
核
燃
料
物
質
貯
蔵
設
備
） 

第
二
十
五
条
第
二
十
六
条 

核
燃
料
物
質
貯
蔵
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
の
も
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

燃
料
体
等
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。 

二 

燃
料
体
等
を
貯
蔵
す
る
こ
と
が
で
き
る
容
量
を
有
す
る
こ
と
。 
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三 

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
燃
料
取
扱
場
所
の
放
射
線
量
及
び
温
度
を
測
定
で
き
る
設
備
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。 イ 
燃
料
取
扱
場
所
の
放
射
線
量
の
異
常
を
検
知
し
及
び
警
報
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

崩
壊
熱
を
除
去
す
る
機
能
の
喪
失
を
検
知
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
燃
料
取
扱
場
所
の
温
度
の
異
常
を
検
知
し

及
び
警
報
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

使
用
済
燃
料
そ
の
他
高
放
射
性
の
燃
料
体
を
貯
蔵
す
る
核
燃
料
物
質
貯
蔵
設
備
は
、
前
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か

、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

使
用
済
燃
料
そ
の
他
高
放
射
性
の
燃
料
体
の
被
覆
が
著
し
く
腐
食
す
る
こ
と
を
防
止
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

使
用
済
燃
料
そ
の
他
高
放
射
性
の
燃
料
体
か
ら
の
放
射
線
に
対
し
て
適
切
な
遮
蔽
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

使
用
済
燃
料
そ
の
他
高
放
射
性
の
燃
料
体
の
崩
壊
熱
を
安
全
に
除
去
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

使
用
済
燃
料
そ
の
他
高
放
射
性
の
燃
料
体
を
液
体
中
で
貯
蔵
す
る
場
合
は
、
前
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

イ 

液
体
が
あ
ふ
れ
、
又
は
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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ロ 

液
位
を
測
定
で
き
、
か
つ
、
液
体
の
漏
え
い
そ
の
他
の
異
常
を
適
切
に
検
知
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
一
次
冷
却
材
処
理
装
置
） 

第
二
十
六
条
第
二
十
七
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
放
射
性
物
質
を
含
む
一
次
冷
却
材
（
次
条
第
一
項
第
四
号
の
に

掲
げ
る
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
を
含
む
流
体
を
含
む
。
）
を
通
常
運
転
時
に
お
い
て
系
統
外
に
排
出
す
る
場
合

は
、
こ
れ
を
安
全
に
廃
棄
し
得
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
冷
却
設
備
等
） 

第
二
十
七
条
第
二
十
八
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
支
障
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

原
子
炉
容
器
内
に
お
い
て
発
生
し
た
熱
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
容
量
の
冷
却
材
そ
の
他
の
流
体
を
循
環
さ
せ
る
設

備 

二 

液
体
の
一
次
冷
却
材
を
用
い
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
あ
っ
て
は
、
運
転
時
に
お
け
る
原
子
炉
容
器
内
の
液
位
を
自

動
的
に
調
整
す
る
設
備 

三 

密
閉
容
器
型
原
子
炉
（
燃
料
体
及
び
一
次
冷
却
材
が
容
器
（
原
子
炉
格
納
施
設
を
除
く
。
）
内
に
密
閉
さ
れ
て
い
る
試
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験
研
究
用
等
原
子
炉
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
原
子
炉
容
器
内
の
圧
力
を
自
動
的
に
調
整
す
る
設
備 

四 
一
次
冷
却
材
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
及
び
不
純
物
の
濃
度
を
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い

値
以
下
に
保
つ
設
備 

五 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
停
止
時
に
お
け
る
原
子
炉
容
器
内
の
残
留
熱
を
除
去
す
る
設
備 

六 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
が
生
じ
た
発
生
し
た
と
き
に
想
定
さ
れ
る
最
も
厳
し
い

条
件
の
下
に
お
い
て
原
子
炉
容
器
内
に
お
い
て
発
生
し
た
熱
を
除
去
で
き
る
非
常
用
冷
却
設
備 

七 

前
二
号
の
設
備
に
よ
り
除
去
さ
れ
た
熱
を
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備 

２ 

前
項
の
設
備
は
、
冷
却
材
の
循
環
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
生
じ
る
生
ず
る
振
動
に
よ
り
損
傷
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
一
次
冷
却
系
統
設
備
か
ら
の
一
次
冷
却
材
の
漏
え
い
を
検
出
す
る
装
置
が
設
け
ら
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
液
位
の
保
持
等
） 

第
二
十
八
条
第
二
十
九
条 

液
体
の
一
次
冷
却
材
を
用
い
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
あ
っ
て
は
、
一
次
冷
却
材
の
流
出
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を
伴
う
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
容
器
内
の
液
位
の
過
度
の
低
下
を
防
止
し
、
炉
心
全
体
を
冷
却
材
中
に
保

持
す
る
機
能
を
有
す
る
設
備
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
に
伴
う
温
度
の
変
化
に
よ

る
荷
重
の
増
加
そ
の
他
の
当
該
設
備
に
加
わ
る
負
荷
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
う
ち
、
冠
水
維
持
設
備
を
設
け
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
原
子
炉
容
器
内
の
設
計
水
位
を
確
保
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
計
測
設
備
） 

第
二
十
九
条
第
三
十
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
直
接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
間
接
的
に
計
測
す
る

設
備
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

熱
出
力
及
び
炉
心
に
お
け
る
中
性
子
束
密
度 

二 

炉
周
期 

三 

制
御
棒
（
固
体
の
制
御
材
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
位
置 

四 

一
次
冷
却
材
に
関
す
る
次
の
事
項 
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イ 

含
有
す
る
放
射
性
物
質
及
び
不
純
物
の
濃
度 

ロ 

原
子
炉
容
器
内
に
お
け
る
温
度
、
圧
力
、
流
量
及
び
液
位 

２ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
状
況
を
把
握
し
及
び
対
策
を
講
ず
る
た
め
に
必

要
な
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
停
止
後
の
温
度
、
液
位
そ
の
他
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
示
す
事
項
（
以
下

「
パ
ラ
メ
ー
タ
（
試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
い
う

。
）
を
、
設
計
基
準
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
環
境
下
に
お
い
て
、
十
分
な
測
定
範
囲
及
び
期
間
に
わ
た
り
監
視
し
及
び
記
録

す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
放
射
線
管
理
施
設
） 

第
三
十
条
第
三
十
一
条 

工
場
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
放
射
線
管
理
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
直
接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
間
接
的
に
計
測
す
る
施
設
を

も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

放
射
性
廃
棄
物
の
排
気
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度 

二 

放
射
性
廃
棄
物
の
排
水
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度 
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三 

管
理
区
域
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
及
び
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃

度 
（
安
全
保
護
回
路
） 

第
三
十
一
条
第
三
十
二
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
安
全
保
護
回
路
が
設
け
ら
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
が
発
生
す
る
場
合
又
は
地
震
の
発
生
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
支
障
が
生

じ
る
生
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
原
子
炉
停
止
系
統
そ
の
他
系
統
と
併
せ
て
機
能
す
る
こ
と
に
よ
り
、
燃
料
の
許
容
設
計
限

界
を
超
え
な
い
よ
う
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
に
よ
り
多
量
の
放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
抑
制
し
又
は
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
速
や
か
に
作
動
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
設
備
の
作
動
を
速
や
か
に
、
か
つ
、
自
動
的
に
開
始
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

安
全
保
護
回
路
を
構
成
す
る
機
械
若
し
く
は
器
具
又
は
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
、
単
一
故
障
が
起
き
た
場
合
又
は
使
用
状
態
か

ら
の
単
一
の
取
り
外
し
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
安
全
保
護
機
能
を
失
わ
な
い
よ
う
、
多
重
性
又
は
多
様
性
を
確
保
す
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る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 
安
全
保
護
回
路
を
構
成
す
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
、
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
分
離
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
間
に
お
い
て
安

全
保
護
機
能
を
失
わ
な
い
よ
う
に
独
立
性
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

五 

駆
動
源
の
喪
失
、
系
統
の
遮
断
そ
の
他
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
が
発
生
し
た

場
合
に
お
い
て
も
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
へ
の
影
響
が
緩
和
さ
れ
る
状
態
に
移
行
す
る
か
し
、
又
は
当
該
事
象
が

進
展
し
な
い
状
態
に
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
上
支
障
が
な
い
状
態
を
維
持
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

六 

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
そ
の
他
の
電
子
計
算
機
に
使
用
目
的
に
沿
う
べ
き
動
作
を
さ
せ
ず
、
又
は
使
用
目
的
に
反
す
る
動

作
を
さ
せ
る
行
為
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

七 

計
測
制
御
系
統
施
設
の
一
部
を
安
全
保
護
回
路
と
共
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
安
全
保
護
機
能
を
失
わ
な
い
よ
う

、
計
測
制
御
系
統
施
設
か
ら
機
能
的
に
分
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

八 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
必
要
な
場
合
に
は
、
運
転
条
件
に
応
じ
て
そ
の
作
動
設
定
値
を
変
更

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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（
反
応
度
制
御
系
統
及
び
原
子
炉
停
止
系
統
） 

第
三
十
二
条
第
三
十
三
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
通
常
運
転
時
に
お
い
て
、
燃
料
の
許
容
設
計
限
界
を
超
え
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
反
応
度
を
制
御
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
反
応
度
制
御
系
統
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

通
常
運
転
時
に
予
想
さ
れ
る
温
度
変
化
、
キ
セ
ノ
ン
の
濃
度
変
化
、
実
験
物
（
試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
十
九
条
第
一

号
に
規
定
す
る
実
験
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
移
動
そ
の
他
の
要
因
に
よ
る
反
応
度
変
化
を
制
御
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。 

二 

制
御
棒
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

イ 

炉
心
か
ら
の
飛
び
出
し
、
又
は
落
下
を
防
止
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
制
御
棒
の
反
応
度
添
加
率
は
、
原
子
炉
停
止
系
統
の
停
止
能
力
と
併
せ
て
、
想
定
さ
れ
る
制
御
棒
の
異
常
な
引

き
抜
き
が
発
生
し
て
も
、
燃
料
の
許
容
設
計
限
界
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
原
子
炉
停
止
系
統
を
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 
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一 

制
御
棒
そ
の
他
の
反
応
度
を
制
御
す
る
設
備
に
よ
る
二
以
上
の
独
立
し
た
系
統
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し

、
当
該
系
統
が
制
御
棒
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
未
臨
界
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
未
臨
界
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
御
棒

の
数
に
比
し
当
該
系
統
の
能
力
に
十
分
な
余
裕
が
あ
る
と
き
。 

ロ 

原
子
炉
固
有
の
出
力
抑
制
特
性
が
優
れ
て
い
る
と
き
。 

二 

運
転
時
に
お
い
て
、
原
子
炉
停
止
系
統
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
は
、
燃
料
の
許
容
設
計
限
界
を
超
え
る
こ
と
な
く
試

験
研
究
用
等
原
子
炉
を
未
臨
界
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
少
な
く
と
も
一
つ
は
、
低
温
状
態
に
お
い
て
未
臨
界

を
維
持
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
が
生
じ
た
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
原
子
炉
停
止
系

統
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
は
、
速
や
か
に
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
未
臨
界
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
少
な

く
と
も
一
つ
は
、
低
温
状
態
に
お
い
て
未
臨
界
を
維
持
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

制
御
棒
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
本
の
制
御
棒
が
固
着
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
前
二
号
の
機
能
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 
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３ 

制
御
材
は
、
運
転
時
に
お
け
る
圧
力
、
温
度
及
び
放
射
線
に
つ
き
つ
い
て
想
定
さ
れ
る
最
も
厳
し
い
条
件
の
下
に
お
い
て

、
必
要
な
物
理
的
及
び
化
学
的
性
質
を
保
持
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

制
御
材
を
駆
動
す
る
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
特
性
に
適
合
し
た
速
度
で
制
御
材
を
駆
動
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

制
御
材
を
駆
動
す
る
た
め
の
動
力
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
、
制
御
材
が
反
応
度
を
増
加
さ
せ
る
方
向
に
動
か
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

制
御
棒
の
落
下
そ
の
他
の
衝
撃
に
よ
り
燃
料
体
、
制
御
棒
そ
の
他
の
設
備
を
損
壊
す
る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

。 

５ 

制
御
棒
の
最
大
反
応
度
価
値
及
び
反
応
度
添
加
率
は
、
想
定
さ
れ
る
反
応
度
投
入
事
象
（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
反
応

度
が
異
常
に
投
入
さ
れ
る
事
象
を
い
う
。
以
下
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
炉
心
冠
水
維
持
バ
ウ
ン

ダ
リ
を
破
損
せ
ず
、
か
つ
、
炉
心
の
冷
却
機
能
を
損
な
う
よ
う
な
炉
心
又
は
炉
心
支
持
構
造
物
の
損
壊
を
起
こ
さ
な
い
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

原
子
炉
停
止
系
統
は
、
反
応
度
制
御
系
統
と
共
用
す
る
場
合
に
は
、
反
応
度
制
御
系
統
を
構
成
す
る
設
備
の
故
障
が
発
生
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し
た
場
合
に
お
い
て
も
通
常
運
転
時
、
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
時
及
び
設
計
基
準
事
故
時
に
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を

未
臨
界
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
低
温
状
態
に
お
い
て
未
臨
界
を
維
持
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
原
子
炉
制
御
室
等
） 

第
三
十
三
条
第
三
十
四
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
原
子
炉
制
御
室
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
設
け
ら
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

原
子
炉
制
御
室
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
状
態
を
表
示
す
る
装
置
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全
を
確
保
す

る
た
め
の
設
備
を
操
作
す
る
装
置
、
異
常
を
表
示
す
る
警
報
装
置
そ
の
他
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全
を
確
保
す
る
た

め
の
主
要
な
装
置
が
集
中
し
、
か
つ
、
誤
操
作
す
る
こ
と
な
く
適
切
に
運
転
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
設
置
さ
れ
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

原
子
炉
制
御
室
は
、
従
事
者
が
、
設
計
基
準
事
故
時
に
、
容
易
に
避
難
で
き
る
構
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

原
子
炉
制
御
室
及
び
こ
れ
に
連
絡
す
る
通
路
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
が
生
じ

た
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
の
停
止
そ
の
他
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を

確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
た
め
、
従
事
者
が
支
障
な
く
原
子
炉
制
御
室
に
入
り
、
か
つ
、
一
定
期
間
と
ど
ま
る
こ
と
が
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で
き
る
よ
う
に
、
遮
蔽
設
備
の
設
置
そ
の
他
の
適
切
な
放
射
線
防
護
措
置
を
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
火
災
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
原
子
炉
制
御
室
が
使
用
で
き
な
い
場
合
に
、
原
子
炉
制

御
室
以
外
の
場
所
か
ら
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
を
停
止
し
、
か
つ
、
安
全
な
状
態
に
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
設

備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
支
障
が
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
廃
棄
物
処
理
設
備
） 

第
三
十
四
条
第
三
十
五
条 

工
場
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
放
射
性
廃
棄
物

を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
を
除
く
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
原

子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
放
射
性

廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
と
区
別
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
流
体
状
の
廃

棄
物
を
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
導
く
場
合
に
お
い
て
、
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
放
射
性
廃
棄
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物
以
外
の
流
体
状
の
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
化
学
薬
品
の
影
響
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
著
し
く
腐
食
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

四 

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
気
口
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す

る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

五 

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
ろ
過
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
放
射
性
物
質
に

よ
る
汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

六 

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
水
口
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す

る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

七 

固
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
過
程
に
お
い
て
放
射
性
物
質
が
散
逸
し

難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限
る
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。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
施
設
内
部
の
床
面
及
び
壁
面
は
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
漏
え
い
し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

施
設
内
部
の
床
面
は
、
床
面
の
傾
斜
又
は
床
面
に
設
け
ら
れ
た
溝
の
傾
斜
に
よ
り
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
そ
の
受

け
口
に
導
か
れ
る
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
放
射

性
廃
棄
物
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の

せ
き堰
堰
が
設
け
て
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

三 

施
設
外
に
通
じ
る
通
ず
る
出
入
口
又
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と

を
防
止
す
る
た
め
の

せ
き堰
堰
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の

床
面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
保
管
廃
棄
設
備
） 

第
三
十
五
条
第
三
十
六
条 

放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

通
常
運
転
時
に
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
容
量
を
有
す
る
こ
と
。 
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二 

放
射
性
廃
棄
物
が
漏
え
い
し
難
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

三 
崩
壊
熱
及
び
放
射
線
の
照
射
に
よ
り
発
生
す
る
熱
に
耐
え
、
か
つ
、
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
化
学
薬
品
の
影
響
そ

の
他
の
要
因
に
よ
り
著
し
く
腐
食
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。 

２ 

固
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
は
、
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
が
広
が
ら
な
い

よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
施
設
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

（
原
子
炉
格
納
施
設
） 

第
三
十
六
条
第
三
十
七
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
原
子
炉
格
納
施
設
が
設
け
ら

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

通
常
運
転
時
に
、
そ
の
内
部
を
負
圧
状
態
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
所
定
の
漏
え
い
率
を
超
え
る
こ
と
が

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 
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二 

設
計
基
準
事
故
時
に
お
い
て
、
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
原
子
炉
格
納
施
設
か
ら
放
出

さ
れ
る
放
射
性
物
質
を
低
減
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
実
験
設
備
等
） 

第
三
十
七
条
第
三
十
八
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
設
置
さ
れ
る
実
験
設
備
等
（
試
験
炉
許
可
基
準
規
則
第
二
十
九
条

に
規
定
す
る
実
験
設
備
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

実
験
設
備
等
の
損
傷
そ
の
他
の
実
験
設
備
等
の
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全

性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

実
験
物
の
移
動
又
は
状
態
の
変
化
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
運
転
中
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
反
応
度
が
異
常

に
投
入
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

放
射
線
又
は
放
射
性
物
質
の
著
し
い
漏
え
い
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
健
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
実
験
設
備
等
の
動
作
状
況
、
異
常
の
発
生
状
況
、
周
辺
の

環
境
の
状
況
そ
の
他
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全
上
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
原
子
炉
制
御
室
に
表
示
で
き
る
も
の
で

- 188 -



 - 44 -

あ
る
こ
と
。 

五 
実
験
設
備
等
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
所
は
、
原
子
炉
制
御
室
と
相
互
に
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。 

（
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
の
拡
大
の
防
止
） 

第
三
十
八
条
第
三
十
九
条 

中
出
力
炉
又
は
高
出
力
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
発
生
頻
度
が
設
計
基
準
事
故

よ
り
低
い
事
故
で
あ
っ
て
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
か
ら
多
量
の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
を
放
出
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
保
安
電
源
設
備
） 

第
三
十
九
条
第
四
十
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
外
部
電
源
系
統
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い

て
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
し
必
要
な
設
備
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
、
内
燃
機
関
を

原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
非
常
用
電
源
設
備
を
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
が

設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
支
障
が
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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２ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
特
に
必
要
な
設
備
は
、
無
停
電
電
源
装
置
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機

能
を
有
す
る
設
備
に
接
続
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
安
全
に
停
止

し
、
又
は
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
す
る
設
備
の
動
作
に
必
要
な
容
量
を
有
す
る
蓄
電
池
そ
の
他
の
非
常
用
電
源
設
備
を
が
設
け

ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
警
報
装
置
） 

第
四
十
条
第
四
十
一
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
試

験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
、
第
三
十
条
第
一
号
第
三
十
一
条
第
一
号
の
放
射
性

物
質
の
濃
度
若
し
く
は
同
条
第
三
号
の
線
量
当
量
が
著
し
く
上
昇
し
た
と
き
又
は
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設

備
か
ら
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
を
確
実
に
検
知
し
て
速
や
か

に
警
報
す
る
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
通
信
連
絡
設
備
等
） 

第
四
十
一
条
第
四
十
二
条 

工
場
等
に
は
、
設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
工
場
等
内
の
人
に
対
し
必
要
な
指
示
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が
で
き
る
よ
う
、
通
信
連
絡
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
工
場
等
に
は
、
設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必

要
が
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
が
で
き
る
よ
う
、
多
重
性
又
は
多
様
性
を
確
保
し
た
通
信
回
線
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

第
三
章 

研
究
開
発
段
階
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設 

（
適
用
） 

第
四
十
三
条 

こ
の
章
の
規
定
は
、
研
究
開
発
段
階
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
） 

第
四
十
二
条
第
四
十
四
条 

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成
す
る
機
器
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又

は
故
障
そ
の
他
の
異
常
に
よ
る
衝
撃
、
反
応
度
の
変
化
そ
の
他
の
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成
す
る
機
器
に
加

わ
る
負
荷
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
） 

第
四
十
三
条
第
四
十
五
条 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
及
び
そ
の
附
属
設
備
は
、
そ
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
に
よ
り
試
験
研
究
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用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
を
損
な
う
こ
と
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
） 

第
四
十
四
条
第
四
十
六
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
（
一
次
冷
却
系
統
設
備
が
そ
の
機
能

を
喪
失
し
た
場
合
に
原
子
炉
容
器
内
に
お
い
て
発
生
し
た
熱
を
除
去
す
る
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
を
い
う
。
）
が
設
け
ら
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
が
生
じ
た
発
生
し
た
と
き
に

想
定
さ
れ
る
最
も
厳
し
い
条
件
の
下
に
お
い
て
、
燃
料
材
の
溶
融
及
び
燃
料
体
の
著
し
い
破
損
を
防
止
し
得
る
も
の
で
あ
り

、
か
つ
、
被
覆
材
と
冷
却
材
と
の
反
応
に
よ
り
著
し
く
多
量
の
水
素
を
生
じ
る
生
ず
る
こ
と
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
循
環
設
備
等
） 

第
四
十
五
条
第
四
十
七
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
（
研
究
開
発
段
階
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
限

る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

原
子
炉
容
器
内
に
お
い
て
発
生
し
た
熱
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
容
量
の
冷
却
材
を
循
環
さ
せ
る
設
備 
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二 

運
転
時
に
お
い
て
一
次
冷
却
材
が
減
少
し
た
場
合
に
、
こ
れ
を
自
動
的
に
補
給
す
る
設
備 

三 
原
子
炉
容
器
内
の
圧
力
を
自
動
的
に
調
整
す
る
設
備 

四 

一
次
冷
却
材
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
及
び
不
純
物
の
濃
度
を
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
支
障

を
及
ぼ
さ
な
い
値
以
下
に
保
つ
設
備 

五 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
停
止
時
に
お
け
る
原
子
炉
容
器
内
の
残
留
熱
を
除
去
す
る
設
備 

２ 

前
項
の
設
備
は
、
冷
却
材
の
循
環
、
沸
騰
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
生
じ
る
生
ず
る
振
動
に
よ
り
損
傷
を
受
け
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
計
測
設
備
） 

第
四
十
六
条
第
四
十
八
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
直
接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
間
接
的
に
計
測
す

る
設
備
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

熱
出
力
及
び
炉
心
に
お
け
る
中
性
子
束
密
度 

二 

炉
周
期 
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三 

制
御
棒
の
位
置
及
び
液
体
の
制
御
材
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
濃
度 

四 
一
次
冷
却
材
に
関
す
る
次
の
事
項 

イ 
含
有
す
る
放
射
性
物
質
及
び
不
純
物
の
濃
度 

ロ 

原
子
炉
容
器
の
入
口
及
び
出
口
に
お
け
る
温
度
、
圧
力
及
び
流
量 

ハ 

原
子
炉
容
器
（
加
圧
器
が
あ
る
場
合
は
加
圧
器
）
内
又
は
蒸
気
ド
ラ
ム
内
に
お
け
る
水
位 

五 

二
次
冷
却
材
に
関
す
る
次
の
事
項 

イ 

含
有
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度 

ロ 

蒸
気
発
生
器
の
出
口
に
お
け
る
温
度
、
圧
力
及
び
流
量 

ハ 

蒸
気
発
生
器
内
に
お
け
る
水
位 

（
反
応
度
制
御
系
統
及
び
原
子
炉
停
止
系
統
） 

第
四
十
七
条
第
四
十
九
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
通
常
運
転
時
に
お
い
て
、
燃
料
の
許
容
設
計
限
界
を
超
え
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
反
応
度
を
制
御
で
き
る
よ
う
、
反
応
度
制
御
系
統
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
原
子
炉
停
止
系
統
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。 

一 
制
御
棒
そ
の
他
の
反
応
度
を
制
御
す
る
設
備
に
よ
る
二
以
上
の
独
立
し
た
系
統
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

通
常
運
転
時
の
高
温
状
態
に
お
い
て
、
原
子
炉
停
止
系
統
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
は
、
燃
料
の
許
容
設
計
限
界
を
超

え
る
こ
と
な
く
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
未
臨
界
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
少
な
く
と
も
一
つ
は
、
高
温
状
態

に
お
い
て
未
臨
界
を
維
持
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

運
転
時
に
お
い
て
、
原
子
炉
停
止
系
統
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
は
、
燃
料
の
許
容
設
計
限
界
を
超
え
る
こ
と
な
く
試

験
研
究
用
等
原
子
炉
を
未
臨
界
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
少
な
く
と
も
一
つ
は
、
低
温
状
態
に
お
い
て
未
臨
界

を
維
持
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
が
生
じ
た
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
原
子
炉
停
止
系

統
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
は
、
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
と
併
せ
て
又
は
単
独
で
、
速
や
か
に
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を

未
臨
界
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
少
な
く
と
も
一
つ
は
、
低
温
状
態
に
お
い
て
未
臨
界
を
維
持
で
き
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

五 

制
御
棒
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
本
の
制
御
棒
が
固
着
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
前
二
号
の
機
能
を
有
す
る
も
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の
で
あ
る
こ
と
。 

３ 
制
御
材
は
、
運
転
時
に
お
け
る
圧
力
、
温
度
及
び
放
射
線
に
つ
き
つ
い
て
想
定
さ
れ
る
最
も
厳
し
い
条
件
の
下
に
お
い
て

、
必
要
な
物
理
的
及
び
化
学
的
性
質
を
保
持
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

制
御
材
を
駆
動
す
る
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
特
性
に
適
合
し
た
速
度
で
制
御
材
を
駆
動
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

制
御
材
を
駆
動
す
る
た
め
の
動
力
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
、
制
御
材
が
反
応
度
を
増
加
さ
せ
る
方
向
に
動
か
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

制
御
棒
の
落
下
そ
の
他
の
衝
撃
に
よ
り
燃
料
体
、
制
御
棒
そ
の
他
の
設
備
を
損
壊
す
る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

。 

四 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
船
舶
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
船
舶
が
沈
没
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
制
御
棒

を
挿
入
し
た
状
態
で
保
持
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
原
子
炉
格
納
施
設
） 

第
四
十
八
条
第
五
十
条 

原
子
炉
格
納
施
設
は
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
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か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
の
際
に
生
じ
る
生
ず
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及

び
温
度
の
上
昇
に
よ
り
原
子
炉
格
納
施
設
の
安
全
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
を
生
ず
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
原
子
炉
格

納
容
器
内
に
お
い
て
発
生
し
た
熱
を
除
去
す
る
設
備
（
以
下
次
号
に
お
い
て
「
格
納
容
器
熱
除
去
設
備
」
と
い
う
。
）
が

設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 

格
納
容
器
熱
除
去
設
備
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
の
際
に
生
じ
る
生
ず
る
原

子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
及
び
温
度
に
つ
き
つ
い
て
想
定
さ
れ
る
最
も
厳
し
い
条
件
の
下
に
お
い
て
も
機
能
が
損
な
わ
れ

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
の
際
に
生
じ
る
生
ず
る
水
素
及
び
酸
素
に
よ
り
原
子
炉

格
納
施
設
の
安
全
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
水
素
及
び
酸
素
の
濃
度
を
低

下
さ
せ
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

２ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
船
舶
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
に
は
、
船
舶
が
沈
没
し
た
場
合
に
水

圧
に
よ
り
当
該
容
器
が
損
壊
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
圧
力
平
衡
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
保
安
電
源
設
備
） 

第
四
十
九
条
第
五
十
一
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
（
船
舶
に
施
設
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、
外
部
電
源
系
統

及
び
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
常
時
使
用
さ
れ
て
い
る
発
電
設
備
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合

に
お
い
て
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
、
内
燃
機

関
を
原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
設
備
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
が
設
け
ら

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

船
舶
に
施
設
設
置
す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
主
電
源
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
安

全
を
確
保
す
る
た
め
に
し
必
要
な
設
備
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
、
内
燃
機
関
を
原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
特
に
必
要
な
設
備
に
は
、
無
停
電
電
源
装
置
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

機
能
を
有
す
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
準
用
） 

第
五
十
条 

第
十
八
条
第
五
十
二
条 

第
十
九
条
か
ら
第
二
十
六
条
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
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三
条
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
（
第
五
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五
条
、
第
四
十
条
第
三
十
六

条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
及
び
第
五
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
第
五
十
六
条
（
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）

の
規
定
は
、
研
究
開
発
段
階
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

二
十
一
条
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
二
条
第
二
十
三
条
第
二
号
中
「
循
環
」
と
あ
る
の
は
「
循
環
、
沸
騰
」
と
、
第

二
十
六
条
第
二
十
七
条
中
「
次
条
第
一
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
五
条
第
四
十
七
条
第
一
項
第
四
号
」
と
、
第
三

十
条
第
三
十
一
条
中
「
工
場
等
」
と
あ
る
の
は
「
工
場
等
（
原
子
力
船
を
含
む
。
）
」
と
、
第
五
十
三
条
第
五
十
六
条
第
五

項
中
「
原
子
炉
格
納
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
に
係
る
管
、
原
子
炉
格
納
施
設
」
と
、
「
お
そ
れ
が
あ

る
管
又
は
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
支
障
が
な
い
管
」
と
あ
る
の
は
「
お
そ
れ
が
あ
る
管
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
章 

ガ
ス
冷
却
型
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設 

（
適
用
） 

第
五
十
三
条 

こ
の
章
の
規
定
は
、
ガ
ス
冷
却
型
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
） 
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第
五
十
一
条
第
五
十
四
条 

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成
す
る
機
器
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
（
ガ
ス
冷

却
型
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
損
壊
又
は
故
障
に
伴
う
衝

撃
、
反
応
度
の
変
化
そ
の
他
の
要
因
に
よ
る
荷
重
の
増
加
そ
の
他
の
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成
す
る
機
器
に

加
わ
る
負
荷
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
は
、
原
子
炉
冷
却
材
の
流
出
を
制
限
す
る
た
め
隔
離
装
置
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な

け
れ
ば
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成
す
る
機
器
は
、
通
常
運
転
時
、
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
時
及
び
設
計
基
準

事
故
時
に
瞬
間
的
破
壊
が
生
じ
な
い
よ
う
、
十
分
な
破
壊
じ
ん
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
か
ら
の
一
次
冷
却
材
の
漏
え
い
を
検
出
す
る
装
置

が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
計
測
設
備
） 

第
五
十
二
条
第
五
十
五
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
直
接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
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は
、
こ
れ
を
間
接
的
に
計
測
す
る
設
備
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 
熱
出
力
及
び
炉
心
に
お
け
る
中
性
子
束
密
度 

二 

炉
周
期 

三 

制
御
棒
の
位
置 

四 

一
次
冷
却
材
に
関
す
る
次
の
事
項 

イ 

含
有
す
る
放
射
性
物
質
及
び
不
純
物
の
濃
度 

ロ 

原
子
炉
容
器
内
の
入
口
及
び
出
口
に
お
け
る
温
度
、
圧
力
及
び
流
量 

五 

二
次
冷
却
材
に
関
す
る
次
の
事
項 

イ 

含
有
す
る
放
射
性
物
質
及
び
不
純
物
の
濃
度 

ロ 

一
次
冷
却
材
の
熱
を
取
り
出
す
熱
交
換
器
の
入
口
及
び
出
口
に
お
け
る
温
度
並
び
に
入
口
に
お
け
る
圧
力
及
び
流
量 

２ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
状
況
を
把
握
し
、
及
び
対
策
を
講
ず
る
た
め
に

必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
、
設
計
基
準
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
環
境
下
に
お
い
て
、
十
分
な
測
定
範
囲
及
び
期
間
に
わ
た
り
監

視
し
及
び
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
原
子
炉
格
納
施
設
） 

第
五
十
三
条
第
五
十
六
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
原
子
炉
格
納
施
設
が
設
け
ら
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

原
子
炉
格
納
施
設
の
内
部
に
お
け
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
の
際
の
漏
え
い
率

が
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
際
に
生
じ
る
生
ず
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る

最
大
の
荷
重
に
耐
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

原
子
炉
格
納
施
設
の
開
口
部
に
は
、
気
密
性
の
扉
が
を
設
け
て
い
る
こ
と
。 

三 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
の
際
に
原
子
炉
格
納
施
設
か
ら
気
体
状
の
放
射
性
物
質

が
漏
え
い
す
る
こ
と
に
よ
り
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
、
当
該
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
下

さ
せ
る
設
備
が
を
設
け
て
い
る
こ
と
。 

四 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
の
際
に
生
じ
る
生
ず
る
可
燃
性
ガ
ス
及
び
酸
素
に
よ
り

原
子
炉
格
納
施
設
の
安
全
に
支
障
が
生
じ
る
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
可
燃
性
ガ
ス
及
び
酸
素
の
濃
度

を
低
下
さ
せ
る
設
備
が
を
設
け
て
い
る
こ
と
。 
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２ 

前
項
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
属
す
る
原
子
炉
格
納
容
器
は
、
定
期
的
に
漏
え
い
率
試
験
が
で
き
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
属
す
る
原
子
炉
格
納
容
器
を
貫
通
す
る
管
に
は
、
当
該
貫
通
箇
所
の
内
側
及
び

外
側
の
当
該
貫
通
箇
所
に
近
接
し
た
箇
所
に
そ
れ
ぞ
れ
一
個
の
閉
鎖
隔
離
弁
（
ロ
ッ
ク
装
置
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る

。
）
又
は
自
動
隔
離
弁
（
隔
離
機
能
が
な
い
逆
止
め
弁
を
除
く
。
）
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
条
に
お
い
て
「
隔
離
弁
」

と
総
称
す
る
。
）
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
貫
通
箇
所
の
内

側
又
は
外
側
に
お
い
て
、
湿
気
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
隔
離
弁
の
機
能
が
著
し
く
低
下
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
当
該

貫
通
箇
所
の
内
側
及
び
外
側
に
代
え
、
当
該
貫
通
箇
所
の
他
方
の
側
の
当
該
貫
通
箇
所
に
近
接
し
た
箇
所
に
二
個
の
隔
離
弁

が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子
炉
格
納
容
器
を
貫
通
す
る
管
で
あ
っ
て
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は

故
障
そ
の
他
の
異
常
の
際
に
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
（
一
次
冷
却
系
統
設
備
に
係
る
設
備
に
接
続
す
る
も
の
並
び
に

原
子
炉
格
納
容
器
の
内
側
及
び
外
側
に
開
口
部
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故

障
そ
の
他
の
異
常
の
際
に
構
造
上
内
部
に
液
体
が
滞
留
す
る
こ
と
に
よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
放
射
性
物
質
が
外
部
へ
漏
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え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
に
は
、
当
該
貫
通
箇
所
の
内
側
又
は
外
側
の
当
該
貫
通
箇
所
に
近
接
し
た
箇
所
に
一
個
の
隔

離
弁
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
貫
通
箇
所
の
内
側
又
は
外
側

に
お
い
て
、
湿
気
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
隔
離
弁
の
機
能
が
著
し
く
低
下
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
貫
通
箇
所
の

他
方
の
側
の
当
該
貫
通
箇
所
に
近
接
し
た
箇
所
に
一
個
の
隔
離
弁
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子
炉
格
納
施
設
に
属
す
る
安
全
設
備
に
係
る
管
そ
の
他
隔
離
弁
を
設
け
る
こ
と
に
よ

り
安
全
に
支
障
が
生
じ
る
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
管
又
は
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
支
障
が
な

い
管
に
は
、
隔
離
弁
を
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

（
試
験
用
燃
料
体
） 

第
五
十
四
条
第
五
十
七
条 

試
験
用
燃
料
体
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

試
験
計
画
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
試
験
用
燃
料
体
の
健
全
性
を
維
持
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
燃
料
体
の
性
状
又

は
性
能
に
悪
影
響
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

設
計
基
準
事
故
時
に
お
い
て
、
試
験
用
燃
料
体
が
破
損
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
安
全
に
停

止
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
及
び
炉
心
の
冷
却
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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三 

放
射
性
物
質
の
漏
え
い
量
を
抑
制
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 
輸
送
中
又
は
取
扱
中
に
お
い
て
、
著
し
い
変
形
が
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
の
拡
大
の
防
止
） 

第
五
十
五
条
第
五
十
八
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
発
生
頻
度
が
設
計
基
準
事
故
よ
り
低
い
事
故
で
あ
っ
て
、
当
該

施
設
か
ら
多
量
の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
を
放
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
故
の

拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
準
用
） 

第
五
十
六
条 

第
十
八
条
第
五
十
九
条 
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
七
条
第
二
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
条
第
三
十
一
条
か
ら
第
三

十
五
条
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
九
条
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
き
た
だ
し
書
を
除

く
。
）
第
四
十
条
及
び
、
第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
ガ
ス
冷
却
型
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
燃
料
体
又
は
」
と
あ
る
の
は
「

燃
料
体
、
試
験
用
燃
料
体
又
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
章 

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
高
速
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設 
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（
適
用
） 

第
六
十
条 

こ
の
章
の
規
定
は
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
高
速
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

（
炉
心
等
） 

第
五
十
七
条
第
六
十
一
条 

燃
料
体
及
び
反
射
材
並
び
に
炉
心
支
持
構
造
物
の
材
料
は
、
運
転
時
に
お
け
る
圧
力
、
温
度
及
び

放
射
線
に
つ
き
つ
い
て
想
定
さ
れ
る
最
も
厳
し
い
条
件
の
下
に
お
い
て
、
必
要
な
物
理
的
及
び
化
学
的
性
質
を
保
持
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

燃
料
体
及
び
反
射
材
並
び
に
炉
心
支
持
構
造
物
は
、
最
高
使
用
圧
力
、
自
重
、
附
加
荷
重
そ
の
他
の
燃
料
体
及
び
反
射
材

並
び
に
炉
心
支
持
構
造
物
に
加
わ
る
負
荷
に
耐
え
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
冷
却
材
に
よ
る
炉
心
の
冷
却
機
能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

反
射
材
は
、
原
子
炉
容
器
の
材
料
が
中
性
子
照
射
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
著
し
く
劣
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、

こ
れ
を
防
止
で
き
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

燃
料
体
及
び
反
射
材
並
び
に
炉
心
支
持
構
造
物
は
、
冷
却
材
の
循
環
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
生
じ
る
生
ず
る
振
動
に
よ
り

損
傷
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

- 206 -



 - 62 -

（
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
等
） 

第
五
十
八
条
第
六
十
二
条 

原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成
す
る
機
器
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故

障
そ
の
他
の
異
常
に
伴
う
温
度
の
変
化
に
よ
る
荷
重
の
増
加
そ
の
他
の
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成
す
る
機
器
に
加

わ
る
負
荷
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成
す
る
機
器
は
、
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
の
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
も
冷

却
材
の
液
位
を
必
要
な
高
さ
に
保
持
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成
す
る
機
器
は
、
通
常
運
転
時
、
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
時
及
び
設
計
基
準
事
故

時
に
瞬
間
的
破
壊
が
生
じ
な
い
よ
う
、
十
分
な
破
壊
じ
ん
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
等
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成
す
る
機
器
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の

異
常
に
伴
う
温
度
の
変
化
に
よ
る
荷
重
の
増
加
そ
の
他
の
負
荷
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
か
ら
の
一
次
冷
却
材
の
漏
え
い
を
検
出
す
る
装
置
及
び

原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
等
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
か
ら
の
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
の
漏
え
い
を
検
出
す
る
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 
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６ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
及
び
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
等
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
の
必
要
な
箇
所

に
は
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
液
体
の
状
態
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
計
測
設
備
） 

第
五
十
九
条
第
六
十
三
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
直
接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
間
接
的
に
計
測
す
る
設
備
を
も

っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

熱
出
力
及
び
炉
心
に
お
け
る
中
性
子
束
密
度 

二 

炉
周
期 

三 

制
御
棒
の
位
置 

四 

一
次
冷
却
材
に
関
す
る
次
の
事
項 

イ 

含
有
す
る
放
射
性
物
質
及
び
不
純
物
の
濃
度 

ロ 

原
子
炉
容
器
の
入
口
及
び
出
口
に
お
け
る
温
度
及
び
流
量 

ハ 

原
子
炉
容
器
内
及
び
主
要
な
機
器
内
に
お
け
る
液
位 
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五 

二
次
冷
却
材
に
関
す
る
次
の
事
項 

イ 

含
有
す
る
放
射
性
物
質
及
び
不
純
物
の
濃
度 

ロ 
一
次
冷
却
材
の
熱
を
取
り
出
す
熱
交
換
器
の
入
口
に
お
け
る
温
度
及
び
流
量 

ハ 

主
要
な
機
器
内
に
お
け
る
液
位 

六 

原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
に
関
す
る
次
の
事
項 

イ 

含
有
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度 

ロ 

圧
力 

 

２ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
状
況
を
把
握
し
及
び
対
策
を
講
ず
る
た
め
に
必

要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
、
設
計
基
準
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
環
境
下
に
お
い
て
、
十
分
な
測
定
範
囲
及
び
期
間
に
わ
た
り
監
視

し
及
び
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
反
応
度
制
御
系
統
及
び
原
子
炉
停
止
系
統
） 

第
六
十
条
第
六
十
四
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
通
常
運
転
時
に
お
い
て
、
燃
料
の
許
容
設
計
限
界
を
超
え
る
こ
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と
が
な
い
よ
う
に
反
応
度
を
制
御
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
反
応
度
制
御
系
統
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

制
御
棒
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

制
御
棒
の
炉
心
か
ら
の
飛
び
出
し
、
又
は
落
下
を
防
止
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

制
御
棒
の
反
応
度
添
加
率
は
、
原
子
炉
停
止
系
統
の
停
止
能
力
と
併
せ
て
、
想
定
さ
れ
る
制
御
棒
の
異
常
な
引
き
抜
き

が
発
生
し
て
も
、
燃
料
の
許
容
設
計
限
界
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

通
常
運
転
時
に
予
想
さ
れ
る
温
度
変
化
、
キ
セ
ノ
ン
の
濃
度
変
化
、
実
験
物
の
移
動
そ
の
他
の
要
因
に
よ
る
反
応
度
変

化
を
制
御
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
原
子
炉
停
止
系
統
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

制
御
棒
に
よ
る
二
以
上
の
独
立
し
た
系
統
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

イ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
未
臨
界
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
未
臨
界
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
御
棒
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の
数
に
比
し
当
該
系
統
の
能
力
に
十
分
な
余
裕
が
あ
る
と
き
。 

ロ 

原
子
炉
固
有
の
出
力
抑
制
特
性
が
優
れ
て
い
る
と
き
。 

二 

運
転
時
に
お
い
て
、
原
子
炉
停
止
系
統
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
は
、
燃
料
の
許
容
設
計
限
界
を
超
え
る
こ
と
な
く
試

験
研
究
用
等
原
子
炉
を
未
臨
界
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
少
な
く
と
も
一
つ
は
、
低
温
状
態
に
お
い
て
未
臨
界

を
維
持
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
が
生
じ
た
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
原
子
炉
停
止
系

統
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
は
、
速
や
か
に
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
未
臨
界
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
少
な

く
と
も
一
つ
は
、
低
温
状
態
に
お
い
て
未
臨
界
を
維
持
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

一
本
の
制
御
棒
が
固
着
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
前
二
号
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

３ 

制
御
棒
は
、
運
転
時
に
お
け
る
圧
力
、
温
度
及
び
放
射
線
に
つ
き
つ
い
て
想
定
さ
れ
る
最
も
厳
し
い
条
件
の
下
に
お
い
て

、
必
要
な
物
理
的
及
び
化
学
的
性
質
を
保
持
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

制
御
棒
を
駆
動
す
る
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
特
性
に
適
合
し
た
速
度
で
制
御
棒
を
駆
動
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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二 

制
御
棒
を
駆
動
す
る
た
め
の
動
力
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
、
制
御
棒
が
反
応
度
を
増
加
さ
せ
る
方
向
に
動
か
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

制
御
棒
の
落
下
そ
の
他
の
衝
撃
に
よ
り
燃
料
体
、
制
御
棒
そ
の
他
の
設
備
を
損
壊
す
る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

。 

５ 

制
御
棒
の
最
大
反
応
度
価
値
及
び
反
応
度
添
加
率
は
、
想
定
さ
れ
る
反
応
度
投
入
事
象
に
対
し
て
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン

ダ
リ
及
び
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
等
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
破
損
せ
ず
、
か
つ
、
炉
心
の
冷
却
機
能
を
損
な
う
よ
う
な
炉
心
、
炉
心

支
持
構
造
物
又
は
原
子
炉
容
器
内
部
内
の
構
造
物
の
損
壊
を
起
こ
さ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

原
子
炉
停
止
系
統
は
、
反
応
度
制
御
系
統
と
共
用
す
る
場
合
に
は
、
反
応
度
制
御
系
統
を
構
成
す
る
設
備
の
故
障
が
発
生

し
た
場
合
に
お
い
て
も
通
常
運
転
時
、
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
時
及
び
設
計
基
準
事
故
時
に
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を

未
臨
界
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
低
温
状
態
に
お
い
て
未
臨
界
を
維
持
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
原
子
炉
格
納
施
設
） 

第
六
十
一
条
第
六
十
五
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
原
子
炉
格
納
施
設
が
設
け
ら
れ

た
も
の
で
な
け
れ
ば
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

- 212 -



 - 68 -

一 

原
子
炉
格
納
施
設
の
内
部
に
お
け
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
の
際
の
漏
え
い
率

が
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
く
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
際
に
生
じ
る
生
ず
る

も
の
と
想
定
さ
れ
る
最
大
の
荷
重
に
耐
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

原
子
炉
格
納
施
設
の
開
口
部
に
は
、
気
密
性
の
扉
が
を
設
け
て
い
る
こ
と
。 

三 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
の
際
に
原
子
炉
格
納
施
設
か
ら
気
体
状
の
放
射
性
物
質

が
漏
え
い
す
る
こ
と
に
よ
り
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
、
当
該
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
低
下

さ
せ
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
あ
る
を
設
け
て
い
る
こ
と
。 

２ 

前
項
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
属
す
る
原
子
炉
格
納
容
器
は
、
定
期
的
に
漏
え
い
率
試
験
が
で
き
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
属
す
る
原
子
炉
格
納
容
器
を
貫
通
す
る
管
に
は
、
隔
離
弁
を
設
け
な
け
れ
ば
が

設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
貫
通
箇
所
の
内
側
又
は
外
側
に
お
い
て
、
湿
気
そ
の
他
の
要
因
に
よ

り
隔
離
弁
の
機
能
が
著
し
く
低
下
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
貫
通
箇
所
の
内
側
及
び
外
側
に
代
え
、
当
該
貫
通
箇

所
の
他
方
の
側
の
当
該
貫
通
箇
所
に
近
接
し
た
箇
所
に
二
個
の
隔
離
弁
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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４ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子
炉
格
納
容
器
を
貫
通
す
る
管
で
あ
っ
て
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は

故
障
そ
の
他
の
異
常
の
際
に
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
（
一
次
冷
却
系
統
設
備
に
係
る
設
備
に
接
続
す
る
も
の
並
び
に

原
子
炉
格
納
容
器
の
内
側
及
び
外
側
に
開
口
部
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
貫
通
箇
所
の
内
側
又
は
外
側
の
当
該

貫
通
箇
所
に
近
接
し
た
箇
所
に
一
個
の
隔
離
弁
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
貫
通
箇
所
の

内
側
又
は
外
側
に
お
い
て
、
湿
気
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
隔
離
弁
の
機
能
が
著
し
く
低
下
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
当

該
貫
通
箇
所
の
他
方
の
側
の
当
該
貫
通
箇
所
に
近
接
し
た
箇
所
に
一
個
の
隔
離
弁
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子
炉
格
納
施
設
に
属
す
る
安
全
設
備
に
係
る
管
そ
の
他
隔
離
弁
を
設
け
る
こ
と
に
よ

り
安
全
に
支
障
が
生
じ
る
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
管
又
は
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
支
障
が
な

い
管
に
は
、
隔
離
弁
を
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

（
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
漏
え
い
に
よ
る
影
響
の
防
止
） 

第
六
十
二
条
第
六
十
六
条 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
（
ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
高
速
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
漏
え
い
に
よ
る
物
理
的
又
は
化
学
的
影
響
（
ナ
ト
リ
ウ
ム

及
び
ナ
ト
リ
ウ
ム
化
合
物
が
関
与
す
る
腐
食
が
構
造
物
及
び
機
器
に
及
ぼ
す
影
響
を
含
む
。
）
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
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該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
に
支
障
が
生
じ
る
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
影
響
を
抑
制
す
る

た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
取
扱
い
） 

第
六
十
三
条
第
六
十
七
条 

ナ
ト
リ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
機
器
は
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
と
の
共
存
性
を
考
慮
し
て
適
切
な
材
料
を
使
用

し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

ナ
ト
リ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
系
統
は
原
則
と
し
て
密
閉
し
た
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
系
統
に
属
す
る
機
器
の
う
ち
内

部
に
液
面
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
の
液
面
上
を
カ
バ
ー
ガ
ス
で
覆
う
構
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
放
射
性
物
質
を
含
む
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
通
常
運
転
時
に
お
い
て
系
統
外
に
排
出
す
る
場
合

に
は
、
こ
れ
を
安
全
に
廃
棄
し
得
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
の
も
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
カ
バ
ー
ガ
ス
の
取
扱
い
） 

第
六
十
四
条
第
六
十
八
条 

カ
バ
ー
ガ
ス
は
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
対
し
て
化
学
的
に
安
定
な
性
質
を
有
し
、
か
つ
、
運
転
時
に
お

け
る
放
射
線
に
つ
き
つ
い
て
想
定
さ
れ
る
最
も
厳
し
い
条
件
の
下
に
お
い
て
、
必
要
な
物
理
的
及
び
化
学
的
性
質
を
保
持
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２ 

カ
バ
ー
ガ
ス
を
取
り
扱
う
系
統
に
は
、
圧
力
が
過
度
に
上
昇
す
る
こ
と
を
防
止
し
得
る
設
備
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け

れ
ば
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
放
射
性
物
質
を
含
む
カ
バ
ー
ガ
ス
を
通
常
運
転
時
に
お
い
て
系
統
外
に
排
出
す
る
場
合

に
お
い
て
、
こ
れ
を
安
全
に
廃
棄
し
得
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
冷
却
設
備
等
） 

第
六
十
五
条
第
六
十
九
条 
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

原
子
炉
容
器
内
に
お
い
て
発
生
し
た
熱
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
容
量
の
冷
却
材
を
循
環
さ
せ
る
設
備 

二 

運
転
時
に
お
け
る
原
子
炉
容
器
内
の
液
位
を
調
整
す
る
設
備 

三 

一
次
冷
却
材
及
び
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
及
び
不
純
物
の
濃
度
並
び
に
二
次
冷
却
材
に
含
ま
れ

る
不
純
物
の
濃
度
を
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
値
以
下
に
保
つ
設
備 

四 

一
次
冷
却
材
及
び
二
次
冷
却
材
の
温
度
を
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
値
以
上
に
保
つ
設
備 

五 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
停
止
時
に
お
け
る
原
子
炉
容
器
内
の
残
留
熱
を
除
去
す
る
設
備 

六 

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
損
壊
又
は
故
障
そ
の
他
の
異
常
が
生
じ
た
発
生
し
た
と
き
に
想
定
さ
れ
る
最
も
厳
し
い
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条
件
の
下
に
お
い
て
原
子
炉
容
器
内
に
お
い
て
発
生
し
た
熱
を
除
去
で
き
る
非
常
用
冷
却
設
備
。
た
だ
し
、
第
一
号
又
は

前
号
に
掲
げ
る
設
備
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

七 

前
二
号
の
設
備
に
よ
り
除
去
さ
れ
た
熱
を
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備 

２ 

前
項
の
設
備
は
、
冷
却
材
の
循
環
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
生
じ
る
生
ず
る
振
動
に
よ
り
損
傷
が
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ

う
に
設
置
さ
れ
た
の
も
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
準
用
） 

第
六
十
六
条 

第
十
八
条
第
七
十
条 

第
十
九
条
か
ら
第
二
十
条
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十
二
条
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十

五
条
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
五
条
第
三
十

六
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
九
条
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
き
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
四
十

条
、
第
四
十
一
条
、
第
五
十
四
条
第
四
十
二
条
、
第
五
十
七
条
及
び
第
五
十
五
条
第
五
十
八
条
の
規
定
は
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
冷

却
型
高
速
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
第
二
十
五
条

第
一
号
中
「
燃
料
体
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
燃
料
体
、
試
験
用
燃
料
体
又
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
章 

雑
則 
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（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
） 

第
六
十
七
条 

第
二
条
第
七
十
一
条 

第
三
条
第
二
項
に
掲
げ
る
の
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
申
請
書
の
提
出

に
代
え
て
、
当
該
書
類
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（

電
磁
的
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で

あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

及
び
別
記
様
式
第
一
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
溶
接
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の
廃
止
） 

第
二
条 

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。 

一 

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
溶
接
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
総
理
府
令
第
七
十
四
号
） 
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二 

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府

令
第
十
一
号
） 

三 

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
第
二
十
三
号
） 
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別記様式 （略）（第 71 条関係） 

電 磁 的 記 録 媒 体 提 出 票 

年  月  日 

原子力規制委員会 殿 

住 所 

氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第３条第２項の規定により提出すべき申請書に記

載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を以下のとおり提出いたします。 

本票に添付されている電磁的記録媒体に記録された事項は、事実に相違ありません。 

１ 電磁的記録媒体に記録された事項 

２ 電磁的記録媒体と併せて提出される書類 

- 220 -



 

- 76 -

備考１ 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

２ 「電磁的記録媒体に記録された事項」の欄には、電磁的記録媒体に記録されている事項を記載する

とともに、２以上の電磁的記録媒体を提出するときは、電磁的記録媒体ごとに整理番号を付し、その

番号ごとに記録されている事項を記載すること。 

３ 「電磁的記録媒体と併せて提出される書類」の欄には、本票に添付されている電磁的記録媒体に記

録されている事項以外の事項を記載した書類を提出する場合にあっては、その書類名を記載すること

。 

４ 該当事項のない欄は、省略すること。 
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○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第 

 
 

号 
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
技
術
基
準
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原

子
炉
の
規
制
に
関
す
る
規
則
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、

及
び
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
四
十
三
条

の
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和 

年 
 

月 
 

 
日 

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長 

更
田 

豊
志 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
） 

第
二
章 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
基
準
（
第
五
条
―
第
二
十
四
条
） 

第
三
章 

雑
則
（
第
二
十
五
条
） 

附
則 
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第
一
章 

総
則 

（
適
用
範
囲
） 

第
一
条 
こ
の
規
則
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四

十
三
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
（
金
属
キ
ャ
ス
ク
に
よ
っ
て
使
用
済
燃
料
を
貯
蔵
す
る
も

の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

「
放
射
線
」
と
は
、 

使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
二
号
。
以

下
「
燃
料
貯
蔵
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
放
射
線
を
い
う
。 

二 

「
管
理
区
域
」
と
は
、 

燃
料
貯
蔵
規
則
第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
を
い
う
。 

三 

「
周
辺
監
視
区
域
」
と
は
、 

燃
料
貯
蔵
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
周
辺
監
視
区
域
を
い
う
。 

四 

「
放
射
性
廃
棄
物
」
と
は
、 

燃
料
貯
蔵
規
則
第
一
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
い
う
。 
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五 

「
金
属
キ
ャ
ス
ク
」
と
は
、 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十

五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
。
以
下
「
事
業
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
金
属
キ
ャ
ス
ク
を
い
う
。 

六 

「
安
全
機
能
」
と
は
、 

事
業
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
安
全
機
能
を
い
う
。 

七 

「
基
本
的
安
全
機
能
」
と
は
、 

事
業
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
基
本
的
安
全
機
能
を
い
う

。 

（
特
殊
な
設
計
に
よ
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
） 

第
三
条 

特
別
の
理
由
に
よ
り
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
使
用
済
燃

料
貯
蔵
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
理
由
及
び
設
置
方
法
を
記
載
し
た
申
請
書
に
関
係
図
面
を
添
付
し
て
申
請

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

（
廃
止
措
置
中
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
維
持
） 

第
四
条 

法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
認
可
に
係
る
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項
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に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
又
は
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
性
能
維
持
施
設
（
燃
料
貯
蔵
規
則
第
四
十
三
条
の
三

の
五
第
一
項
第
五
号
二
第
九
号
の
性
能
維
持
施
設
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
認

可
に
係
る
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
施
設
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
章 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
基
準 

（
使
用
済
燃
料
の
臨
界
防
止
） 

第
五
条 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
は
、
使
用
済
燃
料
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
核
的
に
安
全
な
形

状
寸
法
に
す
る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
地
盤
） 

第
六
条 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
は
、
事
業
許
可
基
準
規
則
第
八
条
第
一
項
の
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該
使

用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
七
条 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
は
、
こ
れ
に
作
用
す
る
地
震
力
（
事
業
許
可
基
準
規
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
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す
る
地
震
力
を
い
う
。
）
に
よ
る
損
壊
に
よ
り
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
は
、
事
業
許
可
基
準
規
則
第
九
条
第
三
項
の
地
震
力
に
対
し
て
そ
の
基
本
的
安
全
機
能
が
損
な
わ

れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
が
は
、
事
業
許
可
基
準
規
則
第
九
条
第
三
項
の
地
震
に
よ
り
生
ず
る
斜
面
の
崩
壊
に
よ
り
そ
の
基

本
的
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
八
条 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
は
、
事
業
許
可
基
準
規
則
第
十
条
の
津
波
に
よ
り
そ
の
基
本
的
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お

そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
九
条 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
は
、
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
（
地
震
及
び
津
波
を
除
く
。
）
に
よ
り
そ
の
基
本
的
安
全
機
能

を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
防
護
措
置
、
基
礎
地
盤
の
改
良
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
は
、
周
辺
監
視
区
域
に
隣
接
す
る
地
域
に
事
業
所
、
鉄
道
、
道
路
そ
の
他
の
外
部
か
ら
の
衝
撃
が

- 226 -



 - 6 -

発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
要
因
が
あ
る
場
合
に
は
お
い
て
、
事
業
所
に
お
け
る
火
災
又
は
爆
発
事
故
、
危
険
物
を
搭
載
し
た

車
両
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
事
故
そ
の
他
の
敷
地
及
び
敷
地
周
辺
の
状
況
か
ら
想
定
さ
れ
る
事
象
で
あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も

の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
基
本
的
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
、
防
護
措

置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
等
の
防
止
） 

第
十
条 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
す
る
事
業
所
（
以
下
単
に
「
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設

へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
不
正
に
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危
害
を
与
え

、
又
は
他
の
物
件
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
件
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
及
び
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行

為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い

う
。
）
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
閉
じ
込
め
の
機
能
） 

第
十
一
条 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料
等
又
は
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ

れ
た
物
（
以
下
「
使
用
済
燃
料
等
」
と
い
う
。
）
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
設
置
さ
れ

- 227 -



 - 7 -

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
金
属
キ
ャ
ス
ク
は
、
使
用
済
燃
料
等
が
外
部
に
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

二 

流
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
に
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
を
接
続
す
る
場
合
に
は
、
流
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
が
使
用
済
燃
料

に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

三 

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
に

よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

イ 

施
設
内
部
の
床
面
及
び
壁
面
は
、
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
が
漏
え
い
し
難
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

ロ 

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
取
り
扱
う
施
設
の
周
辺
部
又
は
施
設
外
に
通
じ
る
通
ず
る
出
入

口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を

防
止
す
る
た
め
の

せ
き堰
堰
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床
面
又
は
地
表
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面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が

な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ハ 
事
業
所
の
外
に
排
水
を
排
出
す
る
排
水
路
（
湧
水
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に

よ
り
汚
染
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
管
理
区
域
内
に
開
口
部
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
上
に
施
設
の
床
面
が
な
い
も
の
で

あ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
排
水
路
に
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
排
水

を
安
全
に
廃
棄
す
る
設
備
及
び
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
火
災
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
十
二
条 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
は
、
火
災
又
は
爆
発
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
当
該
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
基
本

的
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
（
自
動
火
災
報
知

設
備
、
漏
電
火
災
警
報
器
そ
の
他
の
火
災
及
び
爆
発
の
発
生
を
自
動
的
に
検
知
し
、
警
報
を
発
す
る
設
備
も
の
に
限
る
。
）

が
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
は
、
そ
の
故
障
、
損
壊
又
は
異
常
な
作
動
に
よ
り
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
基
本
的
安
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全
機
能
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
火
災
又
は
爆
発
に
よ
り
損
傷
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
可
能

な
限
り
不
燃
性
又
は
難
燃
性
の
材
料
を
使
用
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
防
火
壁
の
設
置
そ
の
他
の
適
切
な
防
護
措
置

が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
） 

第
十
三
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
当
該
施
設
当
該
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
の
安
全
機
能
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査

又
は
試
験
及
び
当
該
安
全
機
能
を
健
全
に
維
持
す
る
た
め
の
保
守
又
は
修
理
が
で
き
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
の
も
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
を
は
、
他
の
原
子
力
施
設
と
共
用
し
、
又
は
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
に
属
す
る
設
備
を
一
の

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
お
い
て
共
用
す
る
場
合
に
は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
設
置
さ

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
材
料
及
び
構
造
） 

第
十
四
条 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
属
す
る
容
器
、
管
及
び
こ
れ
ら
の
支
持
構
造
物
の
う
ち
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
基
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本
的
安
全
機
能
を
確
保
す
る
上
で
必
要
な
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
及
び
構
造
は
、

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
法

第
四
十
三
条
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
前
事
業
者
検
査
の
確
認
を
行
う
ま
で
の
間
適
用
す
る
。 

一 

容
器
等
に
使
用
す
る
材
料
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

容
器
等
が
、
そ
の
使
用
さ
れ
る
圧
力
、
温
度
、
水
質
、
放
射
線
、
荷
重
そ
の
他
の
使
用
条
件
に
対
し
て
適
切
な
機
械

的
強
度
及
び
化
学
的
成
分
（
使
用
中
の
応
力
そ
の
他
の
使
用
条
件
に
対
す
る
適
切
な
耐
食
性
を
含
む
。
）
を
有
す
る
こ

と
。 

ロ 

放
射
性
物
質
使
用
済
燃
料
等
を
閉
じ
込
め
る
た
め
の
容
器
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
密
封
容
器
」
と
い
う
。
）
の

に
使
用
す
る
材
料
に
あ
っ
て
は
、
当
該
密
封
容
器
が
使
用
さ
れ
る
圧
力
、
温
度
、
放
射
線
、
荷
重
そ
の
他
の
使
用
条
件

に
対
し
て
適
切
な
破
壊
じ
ん
性
を
有
す
る
こ
と
を
機
械
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

。 

ハ 

管
及
び
支
持
構
造
物
の
に
使
用
す
る
材
料
に
あ
っ
て
は
、
当
該
管
及
び
支
持
構
造
物
の
最
低
使
用
温
度
に
対
し
て
適

切
な
破
壊
じ
ん
性
を
有
す
る
こ
と
を
機
械
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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ニ 

容
器
等
に
使
用
す
る
材
料
に
あ
っ
て
は
、
有
害
な
欠
陥
が
な
い
こ
と
を
非
破
壊
試
験
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

二 

容
器
等
の
構
造
及
び
強
度
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

容
器
等
に
あ
っ
て
は
、
取
扱
い
時
及
び
貯
蔵
時
に
お
い
て
、
全
体
的
な
変
形
を
弾
性
域
に
抑
え
る
こ
と
。 

ロ 

密
封
容
器
に
あ
っ
て
は
、
破
断
延
性
限
界
に
十
分
な
余
裕
を
有
し
、
当
該
金
属
キ
ャ
ス
ク
に
要
求
さ
れ
る
機
能
に
影

響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
ま
た
、
閉
じ
込
め
機
能
（
事
業
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す

る
閉
じ
込
め
機
能
を
い
う
。
）
を
担
保
す
る
部
位
（
以
下
ハ
に
お
い
て
「
密
封
シ
ー
ル
部
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は

、
変
形
を
弾
性
域
に
抑
え
る
こ
と
。 

ハ 

密
封
容
器
に
あ
っ
て
は
、
試
験
状
態
に
お
い
て
、
全
体
的
な
塑
性
変
形
が
生
じ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
ま
た
、
密
封
シ

ー
ル
部
に
つ
い
て
は
、
変
形
を
弾
性
域
に
抑
え
る
こ
と
。 

ニ 

密
封
容
器
及
び
支
持
構
造
物
に
あ
っ
て
は
、
取
扱
い
時
及
び
貯
蔵
時
に
お
い
て
、
疲
労
破
壊
が
生
じ
な
い
こ
と
。 

ホ 

容
器
等
に
あ
っ
て
は
、
取
扱
い
時
及
び
貯
蔵
時
に
お
い
て
、
座
屈
が
生
じ
な
い
こ
と
。 

三 

密
封
容
器
の
主
要
な
耐
圧
部
分
部
の
溶
接
部
（
溶
接
金
属
部
及
び
熱
影
響
部
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
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）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 
 

不
連
続
で
特
異
な
形
状
で
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 
 

溶
接
に
よ
る
割
れ
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
健
全
な
溶
接
部
の
確
保
に
有
害
な
溶
込
み
不
良
そ
の
他
の

欠
陥
が
な
い
こ
と
を
、
非
破
壊
試
験
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 
 

適
切
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 
 

機
械
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
適
切
な
溶
接
施
工
法
、
及
び
溶
接
設
備
及
び
並
び
に
適
切
な
技
能
を
有
す

る
溶
接
士
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
た
も
の
に
よ
り
溶
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
は
、
法
第
四
十
三
条
の
九
第
三
項
に
定
め
る
使
用
前
事
業
者
検
査
の
確
認
を
受
け
る
ま

で
の
間
適
用
す
る
。 

３
２ 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
属
す
る
容
器
及
び
管
の
う
ち
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
基
本
的
安
全
機
能
を
確
保
す
る
上

で
重
要
な
も
の
は
、
適
切
な
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
こ
れ
に
耐
え
、
か
つ
、
著
し
い
漏
え
い
が
な
い

よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
搬
送
設
備
及
び
受
入
設
備
） 
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第
十
五
条 

使
用
済
燃
料
を
封
入
し
た
金
属
キ
ャ
ス
ク
の
搬
送
及
び
受
入
れ
の
た
め
に
使
用
す
る
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

使
用
済
燃
料
を
封
入
し
た
金
属
キ
ャ
ス
ク
の
搬
送
及
び
受
入
れ
を
行
う
設
備
は
、
当
該
金
属
キ
ャ
ス
ク
を
安
全
に
取
り

扱
う
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

使
用
済
燃
料
を
封
入
し
た
金
属
キ
ャ
ス
ク
の
搬
送
及
び
受
入
れ
を
す
る
た
め
の
動
力
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
、
当

該
金
属
キ
ャ
ス
ク
を
安
全
に
保
持
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
除
熱
） 

第
十
六
条 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
は
、
使
用
済
燃
料
又
は
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
使
用
済
燃
料
等

」
と
い
う
。
）
の
崩
壊
熱
を
適
切
に
除
去
す
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
の
も
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
計
測
監
視
設
備
等
制
御
系
統
施
設
） 

第
十
七
条 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
計
測
す
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
直
接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
間
接
的
に
計
測
す

る
設
備
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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一 

使
用
済
燃
料
を
封
入
し
た
金
属
キ
ャ
ス
ク
の
表
面
温
度 

二 
使
用
済
燃
料
を
封
入
し
た
金
属
キ
ャ
ス
ク
蓋
部
の
密
封
性
の
監
視
の
た
め
の
当
該
金
属
キ
ャ
ス
ク
蓋
部
（
た
だ
し
、
蓋

を
溶
接
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
圧
力 

三 

使
用
済
燃
料
を
貯
蔵
す
る
建
物
の
給
排
気
温
度 

２ 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
は
、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
動
作
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
基

本
的
安
全
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
、
次
条
第
一
項
第
二
号
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
若
し
く
は
同
項
第
四
号
の

外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
が
著
し
く
上
昇
し
た
と
き
又
は
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
か
ら
液
体
状
の
放
射

性
物
質
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
を
確
実
に
検
知
し
て
速
や
か
に
警
報
す
る
設
備
が
設
け

ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
放
射
線
管
理
施
設
） 

第
十
八
条 

事
業
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
放
射
線
管
理
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
直
接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
間
接
的
に
計
測
す
る
施
設
を
も
っ
て
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。 
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一 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
率 

二 
放
射
性
廃
棄
物
の
排
気
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度 

三 

放
射
性
廃
棄
物
の
排
水
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度 

四 

管
理
区
域
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
、
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度

及
び
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度 

五 

周
辺
監
視
区
域
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量 

２ 

放
射
線
管
理
施
設
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
必
要
な
情
報
を
、
適
切
な
場
所
に
表
示
で
き
る
よ
う
に
設
置

さ
れ
た
の
も
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
廃
棄
施
設
） 

第
十
九
条 

放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
原

子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
に
な
る
よ
う
に
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
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を
廃
棄
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 
放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
と
区
別
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
性
廃

棄
物
以
外
の
流
体
状
の
廃
棄
物
を
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
導
く
場
合
に
お
い
て
、
流
体
状
の
放
射

性
廃
棄
物
が
放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
流
体
状
の
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

三 

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
気
口
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す

る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
ろ
過
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に

維
持
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置
の
使
用
済
燃
料
等
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易

な
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

五 

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
水
口
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す

る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
汚
染
の
防
止
） 
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第
二
十
条 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
う
ち
人
が
頻
繁
に
出
入
り
す
る
建
物
内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
の
部
分
で
あ
っ
て
、
使
用

済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
人
が
触
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
表
面

は
、
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
汚
染
を
除
去
し
や
す
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
遮
蔽
） 

第
二
十
一
条 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
は
、
当
該
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
か
ら
の
直
接
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
線
に
よ
る
事

業
所
周
辺
の
線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
を
十
分
下
回
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
の
も
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
所
内
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
に
は
、
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
遮
蔽
能
力
を
有
す
る
遮
蔽
設
備
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
遮
蔽
設
備
に
開
口
部
又
は
配
管
そ
の
他
の
貫
通
部
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
放
射
線
障
害
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
放
射
線
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
換
気
設
備
） 
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第
二
十
二
条 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
内
の
使
用
済
燃
料
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要

が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
気
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
換
気
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

使
用
済
燃
料
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
が
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

三 

ろ
過
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置

の
使
用
済
燃
料
等
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

四 

吸
気
口
は
、
使
用
済
燃
料
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
を
吸
入
し
難
い
よ
う
に
設
置
す
る
こ
と
。 

（
予
備
電
源
） 

第
二
十
三
条 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
は
、
外
部
電
源
系
統
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
監
視
設
備

そ
の
他
必
要
な
設
備
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
予
備
電
源
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
通
信
連
絡
設
備
等
） 

第
二
十
四
条 

事
業
所
に
は
、
安
全
設
計
上
想
定
さ
れ
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
事
業
所
内
の
人
に
対
し
必
要
な
指

示
が
で
き
る
よ
う
、
警
報
装
置
及
び
通
信
連
絡
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２ 

事
業
所
に
は
、
安
全
設
計
上
想
定
さ
れ
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
事
業
所
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
が
あ
る

場
所
と
通
信
連
絡
が
で
き
る
よ
う
、
通
信
連
絡
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
は
、
事
業
所
内
の
人
の
退
避
の
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
章 
雑
則 

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
） 

第
二
十
五
条 

第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
第
二
項
の
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
申
請
書
の
提
出
に
代
え
て

、
当
該
書
類
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
電

子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
別
記

様
式
第
一
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
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制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の
廃
止
） 

第
二
条 
次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。 

一 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十

三
号
） 

二 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
溶
接
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
四
号
） 

三 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十

六
号
） 
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別記様式第一 （略）（第 25 条関係） 

電 磁 的 記 録 媒 体 提 出 票 

年  月  日 

原子力規制委員会 殿 

住 所 

氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第３条第２項の規定により提出すべき申請書に記載すべきこ

ととされている事項を記録した電磁的記録媒体を以下のとおり提出いたします。 

本票に添付されている電磁的記録媒体に記録された事項は、事実に相違ありません。 

１ 電磁的記録媒体に記録された事項 

２ 電磁的記録媒体と併せて提出される書類 

備考１ 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

２ 「電磁的記録媒体に記録された事項」の欄には、電磁的記録媒体に記録されている事項を記載する
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とともに、２以上の電磁的記録媒体を提出するときは、電磁的記録媒体ごとに整理番号を付し、その

番号ごとに記録されている事項を記載すること。 

３ 「電磁的記録媒体と併せて提出される書類」の欄には、本票に添付されている電磁的記録媒体に記

録されている事項以外の事項を記載した書類を提出する場合にあっては、その書類名を記載すること

。 

４ 該当事項のない欄は、省略すること。 

- 243 -



 - 1 -

○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第 

 
 

号 
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
再
処
理
施
設
の
技
術
基
準
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
規
則
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
核
原

料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
四
十
六
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
き
、
再
処
理
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和 

年 
 

月 
 

 
日 

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長 

更
田 

豊
志 

再
処
理
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 

第
二
章 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
（
第
四
条
－
―
第
三
十
一
条
） 

第
三
章 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
第
三
十
二
条
―
第
五
十
一
条
） 

第
四
章 

雑
則
（
第
五
十
二
条
） 
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附
則 

第
一
章 

総
則 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

「
放
射
線
」
と
は
、 

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
十
号
。
以
下
「

再
処
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
放
射
線
を
い
う
。 

二 

「
管
理
区
域
」
と
は
、 

再
処
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
を
い
う
。 

三 

「
周
辺
監
視
区
域
」
と
は
、 

再
処
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
六
号
第
四
号
に
規
定
す
る
周
辺
監
視
区
域
を
い
う
。 

四 

「
放
射
性
廃
棄
物
」
と
は
、 

再
処
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
八
号
第
六
号
に
規
定
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
い
う
。 

五 

「
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
」
と
は
、 

再
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二

十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号
。
以
下
「
事
業
指
定
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
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規
定
す
る
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
を
い
う
。 

六 
「
設
計
基
準
事
故
」
と
は
、 

事
業
指
定
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
設
計
基
準
事
故
を
い
う
。 

七 

「
安
全
機
能
」
と
は
、 

事
業
指
定
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
安
全
機
能
を
い
う
。 

八 

「
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
」
と
は
、 

事
業
指
定
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
安
全
機
能
を
有
す

る
施
設
を
い
う
。 

九 

「
安
全
上
重
要
な
施
設
」
と
は
、 

事
業
指
定
基
準
規
則
第
第
一
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
安
全
上
重
要
な
施
設

を
い
う
。 

一
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
安
全
上
重
要
な
施
設
を
い
う
。 

十 

「
重
大
事
故
等
対
処
施
設
」
と
は
、 
事
業
指
定
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
重
大
事
故
等
対
処
施

設
を
い
う
。 

十
一 

「
重
大
事
故
等
対
処
設
備
」
と
は
、 

事
業
指
定
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
重
大
事
故
等
対
処

設
備
を
い
う
。 

十
二 

「
多
重
性
」
と
は
、 

事
業
指
定
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
多
重
性
を
い
う
。 
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十
三 

「
独
立
性
」
と
は
、 

事
業
指
定
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す
る
独
立
性
を
い
う
。 

十
四 

「
多
様
性
」
と
は
、 

事
業
指
定
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
多
様
性
を
い
う
。 

十
五 
「
再
処
理
第
一
種
機
器
」
と
は
、
再
処
理
施
設
の
再
処
理
設
備
本
体
又
は
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
に
属
す
る
容

器
又
は
管
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

イ 

使
用
済
燃
料
溶
解
槽 

ロ 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
溶
液
蒸
発
缶 

ハ 

高
放
射
性
廃
液
蒸
発
缶 

ニ 

高
放
射
性
廃
液
貯
槽 

ホ 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
容
器
に
附
属
す
る
管 

十
六 

「
再
処
理
第
一
種
容
器
」
と
は
、
再
処
理
第
一
種
機
器
に
属
す
る
容
器
を
い
う
。 

十
七 

「
再
処
理
第
一
種
管
」
と
は
、
再
処
理
第
一
種
機
器
に
属
す
る
管
を
い
う
。 

十
八 

「
再
処
理
第
二
種
機
器
」
と
は
、
再
処
理
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

イ 

使
用
済
燃
料
を
溶
解
し
た
液
体
（
以
下
「
使
用
済
燃
料
溶
解
液
」
と
い
う
。
）
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
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十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
液
体
又
は
使
用
済
燃
料
溶
解
液
か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
有

用
物
質
を
分
離
し
た
残
り
の
液
体
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
（
以
下
「
使
用
済
燃
料
溶
解
液
等
」
と
い
う
。
）
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
（
再
処
理
第
一
種
機
器
を
除

く
。
） 

ロ 

使
用
済
燃
料
溶
解
液
等
を
内
包
す
る
容
器
の
排
気
処
理
系
統
に
属
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の

放
射
能
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
気
体
又
は
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ベ

ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
気
体
を
内
包
す
る
も
の 

十
九 

「
再
処
理
第
二
種
容
器
」
と
は
、
再
処
理
第
二
種
機
器
に
属
す
る
容
器
を
い
う
。 

二
十 

「
再
処
理
第
二
種
管
」
と
は
、
再
処
理
第
二
種
機
器
に
属
す
る
管
を
い
う
。 

二
十
一 

「
再
処
理
第
三
種
機
器
」
と
は
、
再
処
理
施
設
の
再
処
理
設
備
本
体
、
製
品
貯
蔵
施
設
又
は
放
射
性
廃
棄
物
の
廃

棄
施
設
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
設
備
に
属
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
っ
て
、
セ
ル
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
（
再
処
理
第
一
種
機

器
及
び
再
処
理
第
二
種
機
器
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

イ 

崩
壊
熱
又
は
化
学
反
応
に
よ
る
再
処
理
第
一
種
容
器
の
内
部
の
温
度
の
過
度
の
上
昇
を
抑
制
す
る
た
め
の
冷
却
に
必
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要
な
設
備 

ロ 

放
射
線
分
解
に
よ
っ
て
再
処
理
第
一
種
容
器
又
は
再
処
理
第
二
種
容
器
の
内
部
で
発
生
す
る
水
素
の
滞
留
の
防
止
に

必
要
な
設
備 

二
十
二 

「
再
処
理
第
三
種
容
器
」
と
は
、
再
処
理
第
三
種
機
器
に
属
す
る
容
器
を
い
う
。 

二
十
三 

「
再
処
理
第
三
種

管
」
と
は
、
再
処
理
第
三
種
機
器
に
属
す
る
管
を
い
う
。 

二
十
四 

「
再
処
理
第
四
種
機
器
」
と
は
、
再
処
理
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
の
う
ち
、
再
処
理
第
一
種
機
器
、
再
処
理

第
二
種
機
器
、
再
処
理
第
三
種
機
器
及
び
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
再
処
理
第
五
種
機
器
以
外
の
も
の
を
い
う
。 

二
十
五 

「
再
処
理
第
四
種
容
器
」
と
は
、
再
処
理
第
四
種
機
器
に
属
す
る
容
器
を
い
う
。 

二
十
六 

「
再
処
理
第
四
種
管
」
と
は
、
再
処
理
第
四
種
機
器
に
属
す
る
管
を
い
う
。 

二
十
七 

「
再
処
理
第
五
種
機
器
」

と
は
、
再
処
理
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

イ 

使
用
済
燃
料
溶
解
液
等
の
漏
え
い
の
拡
大
防
止
の
た
め
に
設
置
さ
れ
る
ド
リ
ッ
プ
ト
レ
イ
そ
の
他
の
容
器 

ロ 

ダ
ク
ト 

二
十
八 

「
再
処
理
第
五
種
容
器
」
と
は
、
再
処
理
第
五
種
機
器
に
属
す
る
容
器
を
い
う
。 
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二
十
九 

「
再
処
理
第
五
種
管
」
と
は
、
再
処
理
第
五
種
機
器
に
属
す
る
管
を
い
う
。 

（
特
殊
な
設
計
に
よ
る
再
処
理
施
設
） 

第
二
条 
特
別
の
理
由
に
よ
り
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
再
処
理
施

設
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
理
由
及
び
設
置
方
法
を
記
載
し
た
申
請
書
に
関
係
図
面
を
添
付
し
て
申
請

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
廃
止
措
置
中
の
再
処
理
施
設
の
維
持
） 

第
三
条 

法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
認
可
に
係
る
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
又
は
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の

変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
性
能
維
持
施
設
（
再
処
理
規
則
第
十
九
条
の
五
第
一
項
第
五

号
四
の
二
第
十
号
の
性
能
維
持
施
設
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
次
章
及
び
第
三
章
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

認
可
に
係
る
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
施
設
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
章 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設 

- 250 -



 - 8 -

（
核
燃
料
物
質
の
臨
界
防
止
） 

第
四
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
上
の
一
つ
の
単
位
（
以
下
次
項
に
お
い
て
「
単
一
ユ
ニ
ッ
ト

」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
運
転
時
に
予
想
さ
れ
る
機
械
若
し
く
は
器
具
の
単
一
の
故
障
若
し
く
は
そ
の
誤
作
動
又
は
運
転

員
の
単
一
の
誤
操
作
が
起
き
た
場
合
に
、
核
燃
料
物
質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
核
燃
料
物
質
を
収
納
す
る

機
器
の
形
状
寸
法
の
管
理
、
核
燃
料
物
質
の
濃
度
、
質
量
若
し
く
は
同
位
体
の
組
成
の
管
理
若
し
く
は
中
性
子
吸
収
材
の
形

状
寸
法
、
濃
度
若
し
く
は
材
質
の
管
理
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ
に
よ
り
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
が
二
つ
以
上
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
、
運
転
時
に
予
想
さ
れ
る
機
械
若

し
く
は
器
具
の
単
一
の
故
障
若
し
く
は
そ
の
誤
作
動
又
は
運
転
員
の
単
一
の
誤
操
作
が
起
き
た
場
合
に
、
核
燃
料
物
質
が
臨

界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
相
互
間
の
適
切
な
配
置
の
維
持
若
し
く
は
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
の
相
互
間
に

お
け
る
中
性
子
の
遮
蔽
材
の
使
用
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ
に
よ
り
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

再
処
理
施
設
に
は
、
臨
界
警
報
設
備
そ
の
他
の
臨
界
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。 

（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
の
地
盤
） 

第
五
条 
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
事
業
指
定
基
準
規
則
第
六
条
第
一
項
の
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
六
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
こ
れ
に
作
用
す
る
地
震
力
（
事
業
指
定
基
準
規
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算

定
す
る
地
震
力
を
い
う
。
）
に
よ
る
損
壊
に
よ
り
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

２ 

耐
震
重
要
施
設
（
事
業
指
定
基
準
規
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
震
重
要
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
基
準

地
震
動
に
よ
る
地
震
力
（
事
業
指
定
基
準
規
則
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
対
し
て
そ
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

耐
震
重
要
施
設
は
、
事
業
指
定
基
準
規
則
第
七
条
第
三
項
の
地
震
に
よ
り
生
ず
る
斜
面
の
崩
壊
に
よ
り
そ
の
安
全
性
が
損

な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
七
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
基
準
津
波
（
事
業
指
定
基
準
規
則
第
八
条
に
規
定
す
る
基
準
津
波
を
い
う
。
以
下
第

三
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
そ
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
八
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
（
地
震
及
び
津
波
を
除
く
。
）
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な

う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
防
護
措
置
、
基
礎
地
盤
の
改
良
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
周
辺
監
視
区
域
に
隣
接
す
る
地
域
に
事
業
所
、
鉄
道
、
道
路
そ
の
他
の
外
部
か
ら
の
衝
撃

が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
要
因
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
事
業
所
に
お
け
る
火
災
又
は
爆
発
事
故
、
危
険
物
を
搭
載
し
た

車
両
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
事
故
そ
の
他
の
敷
地
及
び
敷
地
周
辺
の
状
況
か
ら
想
定
さ
れ
る
事
象
で
あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も

の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
再
処
理
施
設
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な

措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
航
空
機
の
墜
落
に
よ
り
再
処
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

- 253 -



 - 11 -

、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
再
処
理
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
等
の
防
止
） 

第
九
条 
再
処
理
施
設
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
所
（
以
下
「
工
場
等
」
と
い
う
。
）
に
は
、
再
処
理
施
設
へ
の
人
の
不
法

な
侵
入
、
再
処
理
施
設
に
不
正
に
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危
害
を
与
え
、
又
は
他
の
物
件
を
損
傷

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
件
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
及
び
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
第
二
十
二
条
第
二
項

第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
閉
じ
込
め
の
機
能
） 

第
十
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料
、
使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
物
又

は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
使
用
済
燃
料
等
」
と
い
う
。
）
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を

保
持
す
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

流
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
に
使
用
済
燃
料
等
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
を
接
続
す
る
場
合

に
は
、
流
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
が
使
用
済
燃
料
等
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ
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る
こ
と
。 

二 
セ
ル
は
、
そ
の
内
部
を
常
時
負
圧
状
態
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
を
取
り
扱
う
設
備
を
そ
の
内
部
に
設
置
す
る
セ
ル
は
、
当
該
設
備
か
ら
の
当
該
物
質
の
漏
え

い
を
監
視
し
得
る
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
物
質
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
こ
れ
を
安
全
に
処
理
し
得
る
構
造
で
あ
る
と

と
も
に
当
該
物
質
が
セ
ル
外
に
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

四 

セ
ル
内
に
設
置
さ
れ
た
流
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
を
内
包
す
る
設
備
か
ら
、
使
用
済
燃
料
等
が
当
該
設
備
の
冷
却
水
、

加
熱
蒸
気
そ
の
他
の
熱
媒
中
に
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
熱
媒
の
系
統
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
漏
え
い

監
視
設
備
を
備
え
る
と
と
も
に
、
汚
染
し
た
熱
媒
を
安
全
に
処
理
し
得
る
よ
う
に
設
置
す
る
こ
と
。 

五 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
等
」
と
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
は
、
そ
の
内
部
を
常
時
負
圧
状
態
に
維
持
し
得
る
も

の
で
あ
り
、
か
つ
、
給
気
口
及
び
排
気
口
を
除
き
、
密
閉
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

六 

液
体
状
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
等
を
取
り
扱
う
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
は
、
当
該
物
質
が
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
外
に
漏
え
い
す

る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。 
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七 

密
封
さ
れ
て
い
な
い
使
用
済
燃
料
等
を
取
り
扱
う
フ
ー
ド
は
、
そ
の
開
口
部
の
風
速
を
適
切
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。 

八 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
等
を
取
り
扱
う
室
（
保
管
廃
棄
す
る
室
を
除
く
。
）
及
び
使
用
済
燃
料
等
に
よ
る
汚
染
の
発
生
の
お
そ

れ
が
あ
る
室
は
、
そ
の
内
部
を
負
圧
状
態
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

九 

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

施
設
内
部
の
床
面
及
び
壁
面
は
、
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
が
漏
え
い
し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
を
取
り
扱
う
設
備
の
周
辺
部
又
は
施
設
外
に
通
じ
る
通
ず
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺

部
に
は
、
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の

せ
き堰
堰
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床
面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
液
体
状
の
使
用

済
燃
料
等
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ハ 

工
場
等
の
外
に
排
水
を
排
出
す
る
排
水
路
（
湧
水
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
使
用
済
燃
料
等
に
よ
り
汚
染
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
管
理
区
域
内
に
開
口
部
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
上
に
施
設
の
床
面
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
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当
該
排
水
路
に
使
用
済
燃
料
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
排
水
を
安
全
に
廃
棄
す
る
設
備
及
び
第
二
十
一
条
第
三
号
に
掲
げ

る
事
項
を
計
測
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
火
災
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
十
一
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
火
災
又
は
爆
発
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
再
処
理
施
設
の
安
全
性
に
著
し
い

支
障
が
生
じ
る
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
消
火
設
備
（
事
業
指
定
基
準
規
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
消

火
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
警
報
設
備
（
警
報
設
備
に
あ
っ
て
は
自
動
火
災
報
知
設
備
、
漏
電
火
災
警
報
器
そ
の

他
の
火
災
の
発
生
を
自
動
的
に
検
知
し
、
警
報
を
発
す
る
設
備
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
は
、
そ
の
故
障
、
損
壊
又
は
異
常
な
作
動
に
よ
り
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
に

著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
火
災
又
は
爆
発
に
よ
り
損
傷
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
可
能
な
限
り
不

燃
性
又
は
難
燃
性
の
材
料
を
使
用
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
防
火
壁
の
設
置
そ
の
他
の
適
切
な
防
護
措
置
が
講
じ
ら

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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４ 

有
機
溶
媒
そ
の
他
の
可
燃
性
の
液
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
有
機
溶
媒
等
」
と
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
設
備
は
、
有

機
溶
媒
等
の
温
度
を
そ
の
引
火
点
以
下
に
維
持
す
る
こ
と
、
不
活
性
ガ
ス
雰
囲
気
で
有
機
溶
媒
等
を
取
り
扱
う
こ
と
そ
の
他

の
火
災
及
び
爆
発
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

有
機
溶
媒
等
を
取
り
扱
う
設
備
で
あ
っ
て
、
静
電
気
に
よ
り
着
火
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
適
切
に
接
地
さ
れ
て
い

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

有
機
溶
媒
等
を
取
り
扱
う
設
備
を
そ
の
内
部
に
設
置
す
る
セ
ル
、
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
及
び
室
の
う
ち
、
当
該
設
備
か
ら

有
機
溶
媒
等
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
爆
発
の
危
険
性
が
あ
る
も
の
は
、
換
気
そ
の
他
の
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
の
適

切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

硝
酸
を
含
む
溶
液
を
内
包
す
る
蒸
発
缶
の
う
ち
、
リ
ン
酸
ト
リ
ブ
チ
ル
そ
の
他
の
硝
酸
と
反
応
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
有
機

溶
媒
（
爆
発
の
危
険
性
が
な
い
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
リ
ン
酸
ト
リ
ブ
チ
ル
等
」
と
い
う
。
）
が
混
入
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
も
の
は
、
当
該
設
備
の
熱
的
制
限
値
を
超
え
て
加
熱
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

再
処
理
施
設
に
は
、
前
項
の
蒸
発
缶
に
供
給
す
る
溶
液
中
の
リ
ン
酸
ト
リ
ブ
チ
ル
等
を
十
分
に
除
去
し
得
る
設
備
が
設
け

ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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９ 

水
素
を
取
り
扱
う
設
備
（
爆
発
の
危
険
性
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
は
、
適
切
に
接
地
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

１０1
0
 

水
素
の
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
設
備
は
、
発
生
し
た
水
素
が
滞
留
し
な
い
構
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

１１1
1
 

水
素
を
取
り
扱
い
、
又
は
水
素
の
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
設
備
（
爆
発
の
危
険
性
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
を
そ
の
内

部
に
設
置
す
る
セ
ル
、
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
及
び
室
は
、
当
該
設
備
か
ら
水
素
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
も
そ
れ
こ
れ

が
滞
留
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
そ
の
他
の
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

１２1
2
 

ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
金
属
粉
末
そ
の
他
の
著
し
く
酸
化
し
や
す
い
固
体
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
は
、
水
中
に
お
け
る

保
管
廃
棄
そ
の
他
の
火
災
及
び
爆
発
の
お
そ
れ
が
な
い
保
管
廃
棄
を
し
得
る
構
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
再
処
理
施
設
内
に
お
け
る

い
つ溢
溢
水
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
十
二
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
再
処
理
施
設
内
に
お
け
る

い
つ溢
溢
水
水
の
発
生
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ

れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
再
処
理
施
設
内
に
お
け
る
化
学
薬
品
の
漏
え
い
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 
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第
十
三
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
再
処
理
施
設
内
に
お
け
る
化
学
薬
品
の
漏
え
い
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
安
全
避
難
通
路
等
） 

第
十
四
条 

再
処
理
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

そ
の
位
置
を
明
確
か
つ
恒
久
的
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
容
易
に
識
別
で
き
る
安
全
避
難
通
路 

二 

照
明
用
の
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
機
能
を
損
な
わ
な
い
避
難
用
の
照
明 

三 

設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
用
い
る
照
明
（
前
号
の
避
難
用
の
照
明
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
専
用
の
電
源 

（
安
全
上
重
要
な
施
設
） 

第
十
五
条 

非
常
用
電
源
設
備
そ
の
他
の
安
全
上
重
要
な
施
設
は
、
再
処
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
機
能
を
維
持
す
る
た

め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
自
体
又
は
当
該
施
設
が
属
す
る
系
統
と
し
て
多
重
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
） 

第
十
六
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
設
計
基
準
事
故
時
及
び
設
計
基
準
事
故
に
至
る
ま
で
の
間
に
想
定
さ
れ
る
全
て
の

- 260 -



 - 18 -

環
境
条
件
に
お
い
て
、
そ
の
安
全
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
そ
の
健
全
性
及
び
能
力
を
確
認
す
る
た
め
、
そ
の
安
全
機
能
の
重
要
度
に
応
じ
、
再
処
理

施
設
の
運
転
中
又
は
停
止
中
に
検
査
又
は
試
験
が
で
き
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
そ
の
安
全
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
適
切
な
保
守
及
び
修
理
が
で
き
る
よ
う
に
設
置
さ
れ

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
に
属
す
る
設
備
で
あ
っ
て
、
ポ
ン
プ
そ
の
他
の
機
器
又
は
配
管
の
損
壊
に
伴
う
飛
散
物
に
よ
り

損
傷
を
受
け
、
再
処
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
も
の
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
二
以
上
の
原
子
力
施
設
と
共
用
す
る
場
合
に
は
、
再
処
理
施
設
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な

い
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
材
料
及
び
構
造
） 

第
十
七
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
に
属
す
る
容
器
及
び
管
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
持
す
る
構
造
物
の
う
ち
、
再
処
理
施
設
の

安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
及
び
構
造
は
、
次
に
掲
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げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
前
事
業
者
検
査
の
確
認
を
行
う
ま
で
の
間
適
用
す
る
。 

一 

容
器
等
に
使
用
す
る
材
料
は
、
そ
の
使
用
さ
れ
る
圧
力
、
温
度
、
荷
重
そ
の
他
の
使
用
条
件
に
対
し
て
適
切
な
機
械
的

強
度
及
び
化
学
的
成
分
を
有
す
る
こ
と
。 

二 

容
器
等
の
構
造
及
び
強
度
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

設
計
上
定
め
る
条
件
に
お
い
て
、
全
体
的
な
変
形
を
弾
性
域
に
抑
え
る
こ
と
。 

ロ 

容
器
等
に
属
す
る
伸
縮
継
手
に
あ
っ
て
は
、
設
計
上
定
め
る
条
件
で
応
力
が
繰
り
返
し
加
わ
る
場
合
に
お
い
て
、
疲

労
破
壊
が
生
じ
な
い
こ
と
。 

ハ 

設
計
上
定
め
る
条
件
で
に
お
い
て
、
座
屈
が
生
じ
な
い
こ
と
。 

三 

容
器
等
の
う
ち
、
第
一
条
第
二
項
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
主
要
な
溶
接
部
（
溶
接
金
属
部

及
び
熱
影
響
部
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 
 

不
連
続
で
特
異
な
形
状
で
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 
 

溶
接
に
よ
る
割
れ
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
健
全
な
溶
接
部
の
確
保
に
有
害
な
溶
込
み
不
良
そ
の
他
の
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欠
陥
が
な
い
こ
と
を
非
破
壊
試
験
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 
 

適
切
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 
 

機
械
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
適
切
な
溶
接
施
工
法
、
及
び
溶
接
設
備
及
び
並
び
に
適
切
な
技
能
を
有
す

る
溶
接
士
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
た
も
の
に
よ
り
溶
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
は
、
法
第
四
十
六
条
第
三
項
に
定
め
る
使
用
前
事
業
者
検
査
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の

間
適
用
す
る
。 

３
２ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
に
属
す
る
容
器
及
び
管
の
う
ち
、
再
処
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
は

、
適
切
な
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
こ
れ
に
耐
え
、
か
つ
、
著
し
い
漏
え
い
が
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
搬
送
設
備
） 

第
十
八
条 

使
用
済
燃
料
等
を
搬
送
す
る
設
備
（
人
の
安
全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
は
、

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

通
常
搬
送
す
る
必
要
が
あ
る
使
用
済
燃
料
等
を
搬
送
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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二 

搬
送
中
の
使
用
済
燃
料
が
破
損
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。 

三 
使
用
済
燃
料
等
を
搬
送
す
る
た
め
の
動
力
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
、
使
用
済
燃
料
等
を
安
全
に
保
持
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設
等
） 

第
十
九
条 

使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

使
用
済
燃
料
の
崩
壊
熱
を
安
全
に
除
去
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

使
用
済
燃
料
を
受
け
入
れ
、
又
は
貯
蔵
す
る
水
槽
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

水
が
あ
ふ
れ
、
又
は
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

水
が
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
浄
化
装
置
を
設
け
る
こ
と
。 

ハ 

水
の
漏
え
い
を
適
切
に
検
知
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

製
品
貯
蔵
施
設
は
、
製
品
の
崩
壊
熱
を
安
全
に
除
去
し
得
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
計
測
制
御
系
統
施
設
） 

第
二
十
条 

再
処
理
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
計
測
し
、
制
御
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
計
測
す
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
直
接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

は
間
接
的
に
計
測
す
る
設
備
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

ウ
ラ
ン
の
精
製
施
設
に
供
給
さ
れ
る
溶
液
中
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
濃
度 

二 

液
体
状
の
中
性
子
吸
収
材
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
濃
度 

三 

使
用
済
燃
料
溶
解
槽
内
の
温
度 

四 

蒸
発
缶
内
の
温
度
及
び
圧
力 

五 

廃
液
槽
の
冷
却
水
の
流
量
及
び
温
度 

２ 

再
処
理
施
設
に
は
、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
再
処
理
施
設
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な

う
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
、
第
二
十
一
条
第
二
号
次
条
第
二
号
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
若
し
く
は
同
条
第
四
号
の
外
部
放
射

線
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
が
著
し
く
上
昇
し
た
と
き
又
は
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設

か
ら
液
体
状
の
放
射
性
物
質
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
を
確
実
に
検
知
し
て
速
や
か
に
警

報
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
放
射
線
管
理
施
設
） 
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第
二
十
一
条 

工
場
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
放
射
線
管
理
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
直
接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
間
接
的
に
計
測
す
る
施
設
を
も
っ
て
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

再
処
理
施
設
の
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
率 

二 

放
射
性
廃
棄
物
の
排
気
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度 

三 

放
射
性
廃
棄
物
の
海
洋
放
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
放
出
水
中
の
放
射
性
物
質
の
種
類
別
の
量
及
び

濃
度 

四 

管
理
区
域
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
、
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度

及
び
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度 

五 

周
辺
監
視
区
域
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量 

（
安
全
保
護
回
路
） 

第
二
十
二
条 

再
処
理
施
設
に
は
、
安
全
保
護
回
路
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

安
全
保
護
回
路
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一 

運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
及
び
設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
異
常
な
状
態
を
検
知
し
、

こ
れ
ら
の
核
的
、
熱
的
及
び
化
学
的
制
限
値
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
設
備
の
作
動
を
速
や
か
に
、
か
つ
、
自
動

的
に
開
始
さ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

火
災
、
爆
発
そ
の
他
の
再
処
理
施
設
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
を
抑
制
し
、
又

は
防
止
す
る
た
め
の
設
備
（
前
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
作
動
を
速
や
か
に
、
か
つ
、
自
動
的
に
開
始
さ
せ
る

も
の
と
す
る
こ
と
。 

三 

系
統
を
構
成
す
る
機
械
若
し
く
は
器
具
又
は
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
、
単
一
故
障
（
事
業
指
定
基
準
規
則
第
十
五
条
第
二
項
に

規
定
す
る
単
一
故
障
を
い
う
。
第
二
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
起
き
た
場
合
又
は
使
用
状
態
か
ら
の
単
一
の

取
り
外
し
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
安
全
保
護
機
能
を
失
わ
な
い
よ
う
、
多
重
性
を
確
保
す
る
こ
と
。 

四 

駆
動
源
の
喪
失
、
系
統
の
遮
断
そ
の
他
の
不
利
な
状
況
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
再
処
理
施
設
を
よ
り
安
全
な
状

態
に
移
行
し
、
又
は
当
該
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
再
処
理
施
設
の
安
全
上
支
障
が
な
い
状
態
を
維
持
で
き
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

五 

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
そ
の
他
の
電
子
計
算
機
に
使
用
目
的
に
沿
う
べ
き
動
作
を
さ
せ
ず
、
又
は
使
用
目
的
に
反
す
る
動
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作
を
さ
せ
る
行
為
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

六 
計
測
制
御
系
統
を
安
全
保
護
回
路
と
共
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
安
全
保
護
機
能
を
失
わ
な
い
よ
う
、
計
測
制
御
系
統

か
ら
機
能
的
に
分
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
制
御
室
等
） 

第
二
十
三
条 

再
処
理
施
設
に
は
、
制
御
室
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

制
御
室
は
、
当
該
制
御
室
に
お
い
て
制
御
す
る
工
程
の
設
備
の
運
転
状
態
を
表
示
す
る
装
置
、
当
該
工
程
の
安
全
性
を
確

保
す
る
た
め
の
設
備
を
操
作
す
る
装
置
、
当
該
工
程
の
異
常
を
表
示
す
る
警
報
装
置
そ
の
他
の
当
該
工
程
の
安
全
性
を
確
保

す
る
た
め
の
主
要
な
装
置
を
集
中
し
、
か
つ
、
誤
操
作
す
る
こ
と
な
く
適
切
に
運
転
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
置

さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

制
御
室
に
は
、
再
処
理
施
設
の
外
部
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

分
離
施
設
、
精
製
施
設
そ
の
他
必
要
な
施
設
に
は
、
再
処
理
施
設
の
健
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
温
度
、
圧
力
、

流
量
そ
の
他
の
再
処
理
施
設
の
状
態
を
示
す
事
項
（
以
下
第
四
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
パ
ラ
メ
ー
タ
」
と
い
う
。
）
を

監
視
す
る
た
め
の
設
備
及
び
再
処
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
操
作
を
手
動
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
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設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 
設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
再
処
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
た
め
、
従
事
者
が
支
障
な

く
制
御
室
に
入
り
、
又
は
一
定
期
間
と
ど
ま
り
、
か
つ
、
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
所
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
装
置
又
は
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

制
御
室
及
び
そ
の
近
傍
並
び
に
有
毒
ガ
ス
の
発
生
源
の
近
傍 

工
場
等
内
に
お
け
る
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
す
る
た

め
の
装
置
及
び
当
該
装
置
が
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
し
た
場
合
に
制
御
室
に
お
い
て
自
動
的
に
警
報
す
る
た
め
の
装
置 

二 

制
御
室
及
び
こ
れ
に
連
絡
す
る
通
路
並
び
に
運
転
員
そ
の
他
の
従
事
者
が
制
御
室
に
出
入
り
す
る
た
め
の
区
域 

遮
蔽

壁
そ
の
他
の
適
切
に
放
射
線
か
ら
防
護
す
る
た
め
の
設
備
、
気
体
状
の
放
射
性
物
質
及
び
制
御
室
外
の
火
災
又
は
爆
発
に

よ
り
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
に
対
し
換
気
設
備
を
隔
離
す
る
た
め
の
設
備
そ
の
他
の
従
事
者
を
適
切
に
防
護
す
る
た
め
の
設

備 

（
廃
棄
施
設
） 

第
二
十
四
条 

放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
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こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
液
体
状
の
放
射
性
物
質
の
海
洋
放
出
に
起
因
す
る
線
量
が

そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
及
び
線
量
限
度
以
下
に
な
る
よ
う
に
再
処
理
施
設
に

お
い
て
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
と
区
別
し
て
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
流

体
状
の
廃
棄
物
を
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
導
く
場
合
に
お
い
て
、
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
放

射
性
廃
棄
物
以
外
の
流
体
状
の
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
気
口
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す

る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
ろ
過
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に

維
持
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置
の
使
用
済
燃
料
等
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易

な
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

五 

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
海
洋
放
出
口
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
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出
す
る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。  

（
保
管
廃
棄
施
設
） 

第
二
十
五
条 

放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
で
あ
っ
て
、
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
及
び
放
射
線
の
照
射
に
よ
り
発

生
す
る
熱
に
よ
っ
て
過
熱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
冷
却
の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
得
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
使
用
済
燃
料
等
に
よ
る
汚
染
の
防
止
） 

第
二
十
六
条 

再
処
理
施
設
の
う
ち
人
が
頻
繁
に
出
入
り
す
る
建
物
内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
の
部
分
で
あ
っ
て
、
使
用
済
燃
料

等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
人
が
触
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
表
面
は
、
使
用
済
燃
料
等
に
よ
る
汚

染
を
除
去
し
や
す
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

再
処
理
施
設
に
は
、
人
が
触
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
器
材
そ
の
他
の
物
が
使
用
済
燃
料
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
に
当
該

汚
染
を
除
去
す
る
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
遮
蔽
） 

第
二
十
七
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
運
転
時
及
び
停
止
時
に
お
い
て
再
処
理
施
設
か
ら
の
直
接
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ

- 271 -



 - 29 -

イ
ン
線
に
よ
る
工
場
等
周
辺
の
線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
を
十
分
下
回
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

工
場
等
内
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
に
は
、
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
遮
蔽
能
力
を
有
す
る
遮
蔽
設
備
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
遮
蔽
設
備
に
開
口
部
又
は
配
管
そ
の
他
の
貫
通
部
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
放
射
線
障
害
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
放
射
線
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
換
気
設
備
） 

第
二
十
八
条 

再
処
理
施
設
内
の
使
用
済
燃
料
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場

所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
気
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
換
気
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

使
用
済
燃
料
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
が
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

三 

ろ
過
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置
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の
使
用
済
燃
料
等
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

四 
吸
気
口
は
、
使
用
済
燃
料
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
を
吸
入
し
難
い
よ
う
に
設
置
す
る
こ
と
。 

（
保
安
電
源
設
備
） 

第
二
十
九
条 
再
処
理
施
設
に
は
、
外
部
電
源
系
統
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
再
処
理
施
設
の
安
全

性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
、
内
燃
機
関
を
原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
又
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
非
常
用
電
源
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

再
処
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
特
に
必
要
な
設
備
に
は
、
無
停
電
電
源
装
置
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
能

を
有
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

保
安
電
源
設
備
（
事
業
指
定
基
準
規
則
第
二
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
安
電
源
設
備
を
い
う
。
）
は
、
外
部
電
源
系

統
及
び
非
常
用
電
源
設
備
か
ら
再
処
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
へ
の
電
力
の
供
給
が
停
止
す
る
こ

と
が
な
い
よ
う
、
次
に
、
機
器
の
損
壊
、
故
障
そ
の
他
の
異
常
を
検
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

高
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ア
ー
ク
放
電
に
よ
る
電
気
盤
の
損
壊
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 
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二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
機
器
の
損
壊
、
故
障
そ
の
他
の
異
常
を
検
知
し
、
及
び
そ
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置 

４ 

再
処
理
施
設
に
接
続
す
る
電
線
路
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
回
線
は
、
当
該
再
処
理
施
設
に
お
い
て
受
電
可
能
な
も
の
で
あ

り
、
か
つ
、
そ
れ
こ
れ
ら
に
よ
り
当
該
再
処
理
施
設
を
電
力
系
統
に
連
系
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

非
常
用
電
源
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
は
、
多
重
性
を
確
保
し
、
及
び
独
立
性
を
確
保
し
、
そ
の
系
統
を
構
成
す
る
機
械

又
は
器
具
の
単
一
故
障
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
時
又
は
設
計
基
準
事
故
時
に
お
い
て

安
全
上
重
要
な
施
設
及
び
設
計
基
準
事
故
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
が
そ
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
十
分
な
容
量
を
有
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
緊
急
時
対
策
所
） 

第
三
十
条 

工
場
等
に
は
、
設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
適
切
な
措
置
を
と
る
た
め
、
緊
急
時
対
策
所
を
が
制
御
室
以

外
の
場
所
に
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

緊
急
時
対
策
所
及
び
そ
の
近
傍
並
び
に
有
毒
ガ
ス
の
発
生
源
の
近
傍
に
は
、
有
毒
ガ
ス
が
発
生
し
た
場
合
に
適
切
な
措
置

を
と
る
た
め
、
工
場
等
内
に
お
け
る
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
す
る
た
め
の
装
置
及
び
、
当
該
装
置
が
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
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検
出
し
た
場
合
に
緊
急
時
対
策
所
に
お
い
て
自
動
的
に
警
報
す
る
た
め
の
装
置
そ
の
他
の
適
切
に
有
毒
ガ
ス
か
ら
防
護
す
る

た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
通
信
連
絡
設
備
） 

第
三
十
一
条 
工
場
等
に
は
、
設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
工
場
等
内
の
人
に
対
し
必
要
な
指
示
が
で
き
る
よ

う
、
警
報
装
置
及
び
多
様
性
を
確
保
し
た
通
信
連
絡
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

工
場
等
に
は
、
設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
再
処
理
施
設
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
と
通

信
連
絡
が
で
き
る
よ
う
、
多
様
性
を
確
保
し
た
専
用
通
信
回
線
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
章 

重
大
事
故
等
対
処
施
設 

（
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
地
盤
） 

第
三
十
二
条 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
当
該
各
号
に
定
め
る
地

盤
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
常
設
の
も
の
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
可
搬
型
の
も
の
（
以
下
「
可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処
設
備
」
と
い
う
。
）
と
接
続
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
接
続
す
る
た
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め
に
必
要
な
再
処
理
施
設
内
の
常
設
の
配
管
、
弁
、
ケ
ー
ブ
ル
そ
の
他
の
機
器
を
含
む
。
以
下
「
常
設
重
大
事
故
等
対
処

設
備
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
耐
震
重
要
施
設
に
属
す
る
設
計
基
準
事
故
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
が
有
す
る
機
能
を

代
替
す
る
も
の
（
以
下
「
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設 

基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が
で

き
る
地
盤 

二 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設 

事
業
指
定
基
準
規
則
第
五
条
の
二
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該

重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤 

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
三
十
三
条 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設 

基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
対
し

て
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
（
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
及
び
設
計
基
準
事
故
を
除
く
。
）
又
は
重
大
事
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故
（
以
下
「
重
大
事
故
等
」
と
総
称
す
る
。
）
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

二 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設 

事
業
指
定
基
準
規
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
地
震
力
に
十
分
に
耐
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

前
項
第
一
号
の
重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
事
業
指
定
基
準
規
則
第
七
条
第
三
項
の
地
震
に
よ
り
生
ず
る
斜
面
の
崩
壊
に

よ
り
そ
の
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切

な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
三
十
四
条 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
基
準
津
波
に
よ
り
そ
の
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ

れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
火
災
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
三
十
五
条 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
火
災
又
は
爆
発
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る

事
故
（
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
及
び
設
計
基
準
事
故
を
除
く
。
）
等
又
は
重
大
事
故
（
以
下
「
重
大
事
故
等
」
と
総
称
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す
る
。
）
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
が
設
置
さ

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
は
、
そ
の
故
障
、
損
壊
又
は
異
常
な
作
動
に
よ
り
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必

要
な
機
能
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
で
あ
っ
て
、
火
災
又
は
爆
発
に
よ
り
損
傷
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
可
能
な

限
り
不
燃
性
又
は
難
燃
性
の
材
料
を
使
用
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
防
火
壁
の
設
置
そ
の
他
の
適
切
な
防
護
措
置
が

講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
、
火
災
又
は
爆
発
に
よ
り
そ
の
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
な

い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

発
火
性
又
は
引
火
性
の
物
質
を
内
包
す
る
系
統
の
漏
え
い
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

避
雷
設
備
そ
の
他
の
自
然
現
象
に
よ
る
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
の
設
置
す
る
こ
と
。 

（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
） 

第
三
十
六
条 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一 

想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
な
個
数
及
び
容
量
を
有
す
る
こ
と
。 

二 
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
温
度
、
放
射
線
、
荷
重
そ
の
他
の
使
用
条
件
に
お
い
て
、
重
大

事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
。 

三 

想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
確
実
に
操
作
で
き
る
こ
と
。 

四 

健
全
性
及
び
能
力
を
確
認
す
る
た
め
、
再
処
理
施
設
の
運
転
中
又
は
停
止
中
に
検
査
又
は
試
験
が
で
き
る
こ
と
。 

五 

本
来
の
用
途
以
外
の
用
途
と
し
て
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
使
用
す
る
設
備
に
あ
っ
て
は
、
通
常
時
に
使
用
す

る
系
統
か
ら
速
や
か
に
切
り
替
え
ら
れ
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。 

六 

工
場
等
内
の
他
の
設
備
に
対
し
て
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
。 

七 

想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
操
作
及
び
復
旧
作
業
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
線
量
が
高
く
な
る
お
そ
れ
が
少
な
い
設
置
場
所
の
選
定
、
設
置
場
所
へ
の
遮
蔽
物
の
設
置
そ
の
他
の
適
切

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

２ 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
共
通
要
因
（
事
業
指
定
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項

第
九
号
に
規
定
す
る
共
通
要
因
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
っ
て
設
計
基
準
事
故
に
対
処
す
る
た
め
の
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設
備
の
安
全
機
能
と
同
時
に
そ
の
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
関
し
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

常
設
設
備
（
再
処
理
施
設
と
接
続
さ
れ
て
い
る
設
備
又
は
短
時
間
に
再
処
理
施
設
と
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
常
設
の

設
備
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
接
続
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
常
設
設
備
と
容
易
か
つ
確
実
に

接
続
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
二
以
上
の
系
統
が
相
互
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
接
続
部
の
規
格
の
統
一
そ

の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

常
設
設
備
と
接
続
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
共
通
要
因
に
よ
っ
て
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
防
止
す
る

た
め
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
再
処
理
施
設
の
外
か
ら
水
又
は
電
力
を
供
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
接
続
口

を
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
異
な
る
複
数
の
場
所
に
設
け
る
こ
と
。 

三 

想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
場
所
に
据
え
付
け
、
及

び
常
設
設
備
と
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
線
量
が
高
く
な
る
お
そ
れ
が
少
な
い
設
置
場
所
の
選
定
、
設
置
場
所
へ
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の
遮
蔽
物
の
設
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

四 
地
震
、
津
波
そ
の
他
の
自
然
現
象
又
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
、
設
計

基
準
事
故
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
配
置
そ
の
他
の
条
件
を
考
慮
し
た
上
で
常
設
重
大
事

故
等
対
処
設
備
と
異
な
る
保
管
場
所
に
保
管
す
る
こ
と
。 

五 

想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
運
搬
し
、
又
は
他
の
設
備

の
被
害
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
工
場
等
内
の
道
路
及
び
通
路
が
確
保
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

六 

共
通
要
因
に
よ
っ
て
、
設
計
基
準
事
故
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
の
安
全
機
能
又
は
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
重

大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
と
同
時
に
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め

に
必
要
な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

（
材
料
及
び
構
造
） 

第
三
十
七
条 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
属
す
る
容
器
及
び
管
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
持
す
る
構
造
物
の
う
ち
、
再
処
理
施
設
の

安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
及
び
構
造
は
、
次
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
（
容
器
等
の
材
料
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
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び
第
二
号
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
前
事
業
者
検
査
の
確
認
を
行
う
ま
で
の
間
適
用

す
る
。 

一 

当
該
容
器
等
が
そ
の
設
計
上
要
求
さ
れ
る
強
度
及
び
耐
食
性
を
確
保
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

容
器
等
の
う
ち
、
第
一
条
第
二
項
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
溶
接
部
（
溶
接
金
属
部
及
び
熱

影
響
部
を
い
う
。
）
主
要
な
溶
接
部
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 
 

不
連
続
で
特
異
な
形
状
で
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 
 

溶
接
に
よ
る
割
れ
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
健
全
な
溶
接
部
の
確
保
に
有
害
な
溶
込
み
不
良
そ
の
他
の

欠
陥
が
な
い
こ
と
を
非
破
壊
試
験
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 
 

適
切
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 
 

機
械
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
適
切
な
溶
接
施
工
法
、
及
び
溶
接
設
備
及
び
並
び
に
適
切
な
技
能
を
有
す

る
溶
接
士
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
た
も
の
に
よ
り
溶
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

前
項
第
二
号
の
規
定
は
、
法
第
四
十
六
条
第
三
項
に
定
め
る
使
用
前
事
業
者
検
査
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
間
適
用
す
る

。 
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３
２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
属
す
る
容
器
及
び
管
の
う
ち
、
再
処
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
は
、

適
切
な
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
こ
れ
に
耐
え
、
か
つ
、
著
し
い
漏
え
い
が
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
） 

第
三
十
八
条 

セ
ル
内
に
お
い
て
核
燃
料
物
質
が
臨
界
に
達
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
施
設
に
は
、
再
処

理
規
則
第
一
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
掲
げ
る
重
大
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
重
大
事
故
等

対
処
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

未
臨
界
に
移
行
し
、
及
び
未
臨
界
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備 

二 

臨
界
事
故
が
発
生
し
た
設
備
に
接
続
す
る
換
気
系
統
の
配
管
の
流
路
を
遮
断
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
換
気
系
統

の
配
管
内
が
加
圧
状
態
に
な
っ
た
場
合
に
セ
ル
内
に
設
置
さ
れ
た
配
管
の
外
部
へ
放
射
性
物
質
を
排
出
す
る
た
め
に
必
要

な
設
備 

三 

臨
界
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
放
射
性
物
質
の
放
出
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備 

（
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
） 
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第
三
十
九
条 

セ
ル
内
に
お
い
て
使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
液
体
状
の
も
の
又
は
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物

を
冷
却
す
る
機
能
を
有
す
る
施
設
に
は
、
再
処
理
規
則
第
一
条
の
三
第
二
号
に
規
定
す
る
掲
げ
る
重
大
事
故
の
発
生
又
は
拡

大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

蒸
発
乾
固
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備 

二 

蒸
発
乾
固
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
物
質
の
発
生
を
抑
制
し
、
及
び
蒸
発
乾
固
の
進
行
を
緩
和
す
る
た
め

に
必
要
な
設
備 

三 

蒸
発
乾
固
が
発
生
し
た
設
備
に
接
続
す
る
換
気
系
統
の
配
管
の
流
路
を
遮
断
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
換
気
系
統

の
配
管
内
が
加
圧
状
態
に
な
っ
た
場
合
に
セ
ル
内
に
設
置
さ
れ
た
配
管
の
外
部
へ
放
射
性
物
質
を
排
出
す
る
た
め
に
必
要

な
設
備 

四 

蒸
発
乾
固
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
放
射
性
物
質
の
放
出
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備 

（
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
） 

第
四
十
条 

セ
ル
内
に
お
い
て
放
射
線
分
解
に
よ
っ
て
発
生
す
る
水
素
が
再
処
理
設
備
の
内
部
に
滞
留
す
る
こ
と
を
防
止
す
る

機
能
を
有
す
る
施
設
に
は
、
再
処
理
規
則
第
一
条
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
掲
げ
る
重
大
事
故
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
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る
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
水
素
爆
発
」
と
い
う
。
）
の
発
生
を
未

然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備 

二 

水
素
爆
発
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
水
素
爆
発
が
続
け
て
生
じ
る
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
状
態
を
維
持
す
る
た
め
に

必
要
な
設
備 

三 

水
素
爆
発
が
発
生
し
た
設
備
に
接
続
す
る
換
気
系
統
の
配
管
の
流
路
を
遮
断
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
換
気
系
統

の
配
管
内
が
加
圧
状
態
に
な
っ
た
場
合
に
セ
ル
内
に
設
置
さ
れ
た
配
管
の
外
部
へ
放
射
性
物
質
を
排
出
す
る
た
め
に
必
要

な
設
備 

四 

水
素
爆
発
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
放
射
性
物
質
の
放
出
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備 

（
有
機
溶
媒
等
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
） 

第
四
十
一
条 

セ
ル
内
に
お
い
て
有
機
溶
媒
そ
の
他
の
物
質
を
内
包
す
る
施
設
に
は
、
再
処
理
規
則
第
一
条
の
三
第
四
号
に
規

定
す
る
掲
げ
る
重
大
事
故
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
設
け
ら
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一 

火
災
又
は
爆
発
の
発
生
（
リ
ン
酸
ト
リ
ブ
チ
ル
の
混
入
に
よ
る
急
激
な
分
解
反
応
に
よ
り
発
生
す
る
も
の
を
除
く
。
）

を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備 

二 

火
災
又
は
爆
発
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
火
災
又
は
爆
発
を
収
束
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
設
備 

三 

火
災
又
は
爆
発
が
発
生
し
た
設
備
に
接
続
す
る
換
気
系
統
の
配
管
の
流
路
を
遮
断
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
換
気

系
統
の
配
管
内
が
加
圧
状
態
に
な
っ
た
場
合
に
セ
ル
内
に
設
置
さ
れ
た
配
管
の
外
部
へ
放
射
性
物
質
を
排
出
す
る
た
め
に

必
要
な
設
備 

四 

火
災
又
は
爆
発
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
放
射
性
物
質
の
放
出
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備 

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
） 

第
四
十
二
条 

再
処
理
施
設
に
は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
機
能
又
は
注
水
機
能
が
喪
失
し
、
又
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽

か
ら
の
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
当
該
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
水
位
が
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
使
用
済
燃
料
貯

蔵
槽
内
の
使
用
済
燃
料
を
冷
却
し
、
放
射
線
を
遮
蔽
し
、
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

再
処
理
施
設
に
は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
当
該
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
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の
水
位
が
異
常
に
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
内
の
使
用
済
燃
料
の
著
し
い
損
傷
の
進
行
を
緩
和
し
、
及

び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
） 

第
四
十
三
条 
セ
ル
内
又
は
建
屋
内
（
セ
ル
内
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
系
統
又
は
機
器
か
ら
の

放
射
性
物
質
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
施
設
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
再
処
理
規
則
第
一
条
の
三
第
六
号

に
規
定
す
る
掲
げ
る
重
大
事
故
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
建
屋

内
に
お
い
て
系
統
又
は
機
器
か
ら
の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
第
三

号
に
掲
げ
る
設
備
を
除
く
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

系
統
又
は
機
器
か
ら
の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備 

二 

系
統
又
は
機
器
か
ら
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
系
統
又
は
機
器
の
周
辺
に
お
け
る
放
射

性
物
質
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備 

三 

系
統
又
は
機
器
か
ら
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
発
生
し
た
設
備
に
接
続
す
る
換
気
系
統
の
配
管
の
流
路
を
遮
断
す
る
た

め
に
必
要
な
設
備
及
び
換
気
系
統
の
配
管
内
が
加
圧
状
態
に
な
っ
た
場
合
に
セ
ル
内
に
設
置
さ
れ
た
配
管
の
外
部
へ
放
射
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性
物
質
を
排
出
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備 

四 
系
統
又
は
機
器
か
ら
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
放
射
性
物
質
の
放
出
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す

る
た
め
に
必
要
な
設
備 

（
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
） 

第
四
十
四
条 

再
処
理
施
設
に
は
、
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
及
び
放
射
線
の
放
出

を
抑
制
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
） 

第
四
十
五
条 

再
処
理
施
設
に
は
、
設
計
基
準
事
故
へ
の
対
処
に
必
要
な
水
源
と
は
別
に
、
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と

な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水
源
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
再
処
理
施
設
に
は
、
設
計
基
準
事
故
に
対
処
す
る
た
め

の
設
備
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に

必
要
な
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
電
源
設
備
） 

第
四
十
六
条 

再
処
理
施
設
に
は
、
設
計
基
準
事
故
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
の
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等

- 288 -



 - 46 -

が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
電
力
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
が
設
け

ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
計
装
設
備
） 

第
四
十
七
条 
再
処
理
施
設
に
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
、
計
測
機
器
（
非
常
用
の
も
の
を
含
む
。
）
の
直
流
電
源
の
喪
失

そ
の
他
故
障
に
よ
り
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と
が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
こ
と
が
困

難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
推
定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

再
処
理
施
設
に
は
、
再
処
理
施
設
へ
の
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
発
生
し
た
場
合
に
お

い
て
も
必
要
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
設
備
は
、
共
通
要
因
に
よ
っ
て
制
御
室
と
同
時
に
そ
の
機
能
が
損
な
わ
れ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
制
御
室
） 

第
四
十
八
条 

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
制
御
室
に
は
、
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
運

転
員
が
と
ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
監
視
測
定
設
備
） 

第
四
十
九
条 

再
処
理
施
設
に
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
工
場
等
及
び
そ
の
周
辺
（
工
場
等
の
周
辺
海
域
を
含
む

。
）
に
お
い
て
、
当
該
再
処
理
施
設
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
を
監
視
し
、
及
び
測
定
し
、
並
び
に

そ
の
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

再
処
理
施
設
に
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
工
場
等
に
お
い
て
、
風
向
、
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
を
測
定
し

、
及
び
そ
の
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
緊
急
時
対
策
所
） 

第
五
十
条 

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
緊
急
時
対
策
所
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も

当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
が
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。 

二 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
が
で
き
る
よ
う
、
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
把
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握
で
き
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

三 
再
処
理
施
設
の
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
こ
と

。 

２ 

緊
急
時
対
策
所
は
、
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
数
の
要
員
を
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
が
講
じ
ら
れ

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
） 

第
五
十
一
条 

再
処
理
施
設
に
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
再
処
理
施
設
の
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る

必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
章 

雑
則 

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
） 

第
五
十
二
条 

第
二
条
第
二
項
に
掲
げ
る
の
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
申
請
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類

申
請
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
電
子
的
方
法
、

磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
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に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
別
記
様
式
第
一
の

電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

附 
則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の
廃
止
） 

第
二
条 

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。 

一 

再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
令
第
十
二
号
） 

二 

再
処
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
） 

 

（
経
過
措
置
） 

第
三
条 

再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
六
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
も
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。
こ
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の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
四
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
の
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
の

検
査
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
及
び
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
確
認
」
と
、
同
号
ロ
中
「
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
再

処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
第
十
五
条
第
五
項
及
び
第
二
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
再
処
理
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和 

年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第 

 
 

号
）
第
二
十
三
条
第
五
項
及

び
第
三
十
条
第
二
項
」
と
、
同
号
ハ
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
の
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
第
三
項
の
確
認
」
と

、
「
方
法
」
と
あ
る
の
は
「
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
検
査
に
合
格
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
確
認
を
受
け
た
」
と
す
る

。 

第
四
条 

再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
も
、
な
お
効
力

を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の

方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
再
処
理
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
三
項
（
非
常
用
発
電
機
に
接

続
さ
れ
る
電
気
盤
に
関
す
る
措
置
に
係
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
再
処
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
再
処
理
性
能
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条

- 293 -



 - 51 -

第
三
項
（
非
常
用
発
電
機
に
接
続
さ
れ
る
電
気
盤
に
関
す
る
措
置
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
再
処
理
施
設

の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和 

年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第 

 
 

号
。
以
下
「
再
処
理
技
術
基
準
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
十
九
条
第
三
項
（
非
常
用
発
電
機
に
接
続
さ
れ
る
電
気
盤
に
関
す
る
措
置
に
係
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
第
四
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
の
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
の

検
査
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
及
び
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
確
認
」
と
、
同
号
イ
中
「
新
再
処
理
設
工
規
則
第
十
九
条

第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
再
処
理
技
術
基
準
規
則
第
二
十
九
条
第
三
項
」
と
、
同
号
ロ
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
の
検
査
」

と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
第
三
項
の
確
認
」
と
、
「
方
法
」
と
あ
る
の
は
「
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
検
査
に
合
格

し
た
」
と
あ
る
の
は
「
確
認
を
受
け
た
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
新
再
処
理
設
工
規
則
第
十
九
条
第
三
項
（
非
常
用
発
電
機

に
接
続
さ
れ
る
電
気
盤
に
関
す
る
措
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
新
再
処
理
性
能
規
則
第
二
十
八
条
第
三
項
（
非
常
用

発
電
機
に
接
続
さ
れ
る
電
気
盤
に
関
す
る
措
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
再
処
理
技
術
基
準
規
則
第
二
十

九
条
第
三
項
（
非
常
用
発
電
機
に
接
続
さ
れ
る
電
気
盤
に
関
す
る
措
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
、
「
第
四
十
六
条
の

二
の
三
第
一
項
の
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
の
検
査
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
及
び
検
査
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
確
認
」
と
、
同
号
ロ
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
の
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
第
三
項
の
確
認
」
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と
、
同
項
第
二
号
中
「
検
査
に
合
格
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
確
認
を
受
け
た
」
と
す
る
。 
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別記様式第一 （略）（第 52 条関係） 

電 磁 的 記 録 媒 体 提 出 票 

年  月  日 

原子力規制委員会 殿 

住 所 

氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）  

再処理施設の技術基準に関する規則第２条第２項の規定により提出すべき申請書に記載すべきこととされ

ている事項を記録した電磁的記録媒体を以下のとおり提出いたします。 

本票に添付されている電磁的記録媒体に記録された事項は、事実に相違ありません。 

１ 電磁的記録媒体に記録された事項 

２ 電磁的記録媒体と併せて提出される書類 
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備考１ 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

２ 「電磁的記録媒体に記録された事項」の欄には、電磁的記録媒体に記録されている事項を記載する

とともに、２以上の電磁的記録媒体を提出するときは、電磁的記録媒体ごとに整理番号を付し、その

番号ごとに記録されている事項を記載すること。 

３ 「電磁的記録媒体と併せて提出される書類」の欄には、本票に添付されている電磁的記録媒体に記

録されている事項以外の事項を記載した書類を提出する場合にあっては、その書類名を記載すること

。 

４ 該当事項のない欄は、省略すること。 
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○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第 

 
 

号 
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
技
術
基
準
強
化
の
た
め
の

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
規
則
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第

十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年

法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和 

年 
 

月 
 

 

日 

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長 

更
田 

豊
志 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 

第
二
章 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
基
準
（
第
四
条
―
第
二
十
三
条
） 

第
三
章 

雑
則
（
第
二
十
四
条
） 
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附
則 

第
一
章 

総
則 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

「
放
射
線
」
と
は
、 

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
事
業

に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
第
一
種
埋
設
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
放
射
線
又
は
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事

業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
管
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
放
射
線
を
い
う
。 

二 

「
放
射
性
廃
棄
物 

第
一
種
埋
設
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
射
性
廃
棄
物
又
は
廃
棄
物
管
理
規
則
第

一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
い
う
。 
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三 

管
理
区
域
」
と
は
、 

第
一
種
埋
設
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
又
は
廃
棄
物
管
理
規
則
第
一

条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
を
い
う
。 

三 

「
四 

周
辺
監
視
区
域
」
と
は
、 

第
一
種
埋
設
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
周
辺
監
視
区
域
又
は
廃
棄

物
管
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
周
辺
監
視
区
域
を
い
う
。 

四 

「
放
射
性
廃
棄
物
」
と
は
、
第
一
種
埋
設
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
又
は
廃
棄
物
管
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
二
号

に
規
定
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
い
う
。 

五 

「
安
全
機
能
」
と
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力

規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
一
号
。
以
下
「
事
業
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
安
全

機
能
を
い
う
。 

六 

「
安
全
上
重
要
な
施
設
」
と
は
、
事
業
許
可
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
安
全
上
重
要
な
施
設
を
い

う
。 

七 

「
廃
棄
第
一
種
機
器
」
と
は
、 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管

で
あ
っ
て
、
ダ
ク
ト
以
外
の
も
の
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
い
う
。 
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八 

「
廃
棄
第
一
種
容
器
」
と
は
、
廃
棄
第
一
種
機
器
に
属
す
る
容
器
を
い
う
。 

九 
「
廃
棄
第
一
種
管
」
と
は
、
廃
棄
第
一
種
機
器
に
属
す
る
管
を
い
う
。 

十 

「
廃
棄
第
二
種
管
」
と
は
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
管
の
う
ち
、
ダ
ク

ト
を
い
う
。 

六 

安
全
上
重
要
な
施
設 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
の
う
ち
、
そ
の
機
能
の
喪
失
に
よ
り
、
公
衆
又
は
従
事
者
に
放
射
線

障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
及
び
安
全
設
計
上
想
定
さ
れ
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
公
衆
又
は
従
事
者
に
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
が
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
廃
棄
物
管
理
施

設
を
設
置
す
る
事
業
所
外
へ
放
出
さ
れ
る
こ
と
を
抑
制
し
、
又
は
防
止
す
る
も
の
を
い
う
。 

（
特
殊
な
設
計
に
よ
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
） 

第
二
条 

特
別
の
理
由
に
よ
り
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
特
定
第
一

種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
理
由
及
び
設
置
方
法
を
記
載
し
た
申
請
書
に
関
係
図
面
を
添
付
し
て
申
請

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
廃
止
措
置
中
の
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
維
持
） 

第
三
条 

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
認
可
に
係
る
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
又
は
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
廃
止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
（
第
一
種
埋
設
規
則

第
七
十
九
条
第
一
項
第
五
号
第
七
十
八
条
の
二
第
九
号
の
廃
止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
を
い
う
。
）
又
は
性
能
維
持
施
設

（
廃
棄
物
管
理
規
則
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
第
五
号
五
の
二
第
九
号
の
性
能
維
持
施
設
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の

規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
認
可
に
係
る
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
施
設
を
維
持

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
章 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
基
準 

（
核
燃
料
物
質
の
臨
界
防
止
） 

第
四
条 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
核
燃
料
物
質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
地
盤
） 
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第
五
条 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
次
条
第
一
項
の
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い

て
も
当
該
施
設
を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
六
条 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
地
震
の
発
生
に
よ
っ
て
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
当

該
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
に
起
因
す
る
放
射
線
に
よ
る
公
衆
へ
の
影
響
の
程
度
に
応
じ
て
算
定
す
る
地
震
力
（
安
全
上
重

要
な
施
設
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
安
全
上
重
要
な
施
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
地
震
に
よ
る

加
速
度
に
よ
っ
て
作
用
す
る
地
震
力
を
含
む
。
）
に
よ
る
損
壊
に
よ
り
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

安
全
上
重
要
な
施
設
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
安
全
上
重
要
な
施
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
地
震
に
よ

る
加
速
度
に
よ
っ
て
作
用
す
る
地
震
力
に
対
し
て
そ
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

３ 

安
全
上
重
要
な
施
設
は
、
前
項
の
地
震
に
よ
り
生
ず
る
斜
面
の
崩
壊
に
よ
り
そ
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
七
条 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
施
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
津
波
に
よ
り
そ
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
八
条 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
（
地
震
及
び
津
波
を
除
く

。
）
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
防
護
措
置
、
基
礎
地
盤
の
改
良
そ
の
他
の
適
切
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
周
辺
監
視
区
域
に
隣
接
す
る
地
域
に
事
業
所
、
鉄
道
、

道
路
そ
の
他
の
外
部
か
ら
の
衝
撃
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
要
因
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
事
業
所
に
お
け
る
火
災
又
は

爆
発
事
故
、
危
険
物
を
搭
載
し
た
車
両
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
事
故
そ
の
他
の
敷
地
及
び
敷
地
周
辺
の
状
況
か
ら
想
定
さ
れ

る
事
象
で
あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
当
該
施
設
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う

、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
等
の
防
止
） 
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第
九
条 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
す
る
事
業
所
（
以
下
単
に
「
事
業
所
」
と
い
う

。
）
に
は
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋

設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
不
正
に
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危
害
を
与
え
、
又
は
他
の

物
件
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
件
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
及
び
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）
を
防

止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
閉
じ
込
め
の
機
能
） 

第
十
条 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射
性
廃
棄
物
を

限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
に
放
射
性
廃
棄
物
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
を
接
続
す
る
場
合

に
は
、
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
放
射
性
廃
棄
物
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ

る
こ
と
。 

二 

密
封
さ
れ
て
い
な
い
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
フ
ー
ド
は
、
そ
の
開
口
部
の
風
速
を
適
切
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
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る
こ
と
。 

三 
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
室
は
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
内
部
を
負
圧
状
態
に
維
持
し
得
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

施
設
内
部
の
床
面
及
び
壁
面
は
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
漏
え
い
し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
の
周
辺
部
又
は
施
設
外
に
通
じ
る
通
ず
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺

部
に
は
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の

せ
き堰
堰
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床
面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
液
体
状
の
放
射

性
廃
棄
物
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ハ 

事
業
所
の
外
に
排
水
を
排
出
す
る
排
水
路
（
湧
水
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
管
理
区
域
内
に
開
口
部
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
上
に
施
設
の
床
面
が
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
当
該
排
水
路
に
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
排
水
を
安
全
に
廃
棄
す
る
設
備
及
び
第
十
六
条
第
一
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項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
火
災
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
十
一
条 
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
火
災
又
は
爆
発
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り

当
該
施
設
の
安
全
性
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
消
火
設
備
及
び
警

報
設
備
（
自
動
火
災
報
知
設
備
、
漏
電
火
災
警
報
器
そ
の
他
の
火
災
及
び
爆
発
の
発
生
を
自
動
的
に
検
知
し
、
警
報
を
発
す

る
設
備
も
の
に
限
る
。
）
が
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
は
、
そ
の
故
障
、
損
壊
又
は
異
常
な
作
動
に
よ
り
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
火
災
又
は
爆
発
に
よ
り
損
傷
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
可
能
な
限
り
不

燃
性
又
は
難
燃
性
の
材
料
を
使
用
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
防
火
壁
の
設
置
そ
の
他
の
適
切
な
防
護
措
置
が
講
じ
ら

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

水
素
の
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
い
、
又
は
管
理
す
る
設
備
は
、
発
生
し
た
水
素
が
滞
留
し
な
い

構
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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５ 

水
素
の
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
い
、
又
は
管
理
す
る
設
備
（
爆
発
の
危
険
性
が
な
い
も
の
を
除

く
。
）
を
そ
の
内
部
に
設
置
す
る
セ
ル
及
び
室
は
、
当
該
設
備
か
ら
水
素
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
も
そ
れ
こ
れ
が
滞

留
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
そ
の
他
の
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 （
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
） 

第
十
二
条 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
当
該
施
設
の
安
全
機
能
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
又
は
試
験
及
び
当
該
安
全
機
能

を
健
全
に
維
持
す
る
た
め
の
保
守
又
は
修
理
が
で
き
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

安
全
上
重
要
な
施
設
又
は
当
該
施
設
が
属
す
る
系
統
は
、
前
項
の
規
定
の
に
よ
る
ほ
か
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設

又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
多
重
性
を
有

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
当
該
施
設
を
他
の
原
子
力
施
設
と
共
用
し
、
又
は
当
該
施
設
に
属
す
る
設
備
を
一
の
特
定

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
一
の
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
い
て
共
用
す
る
場
合
に
は
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施

設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
材
料
及
び
構
造
） 

第
十
三
条 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
容
器
及
び
管
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
持
す
る

構
造
物
の
う
ち
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
基
本
的
安
全
機
能
安
全
性
を
確
保
す
る
上

で
必
要
な
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
及
び
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
（
容
器
等
の
材
料
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
の
規
定
に
つ

い
て
は
、
法
第
五
十
一
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
前
事
業
者
検
査
の
確
認
を
行
う
ま
で
の
間
適
用
す
る
。 

一 

当
該
容
器
等
が
そ
の
設
計
上
要
求
さ
れ
る
強
度
及
び
耐
食
性
を
確
保
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

容
器
等
の
う
ち
、
第
一
条
第
二
項
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
主
要
な
溶
接
部
（
溶
接
金
属
部
及
び
熱

影
響
部
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

不
連
続
で
特
異
な
形
状
で
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

溶
接
に
よ
る
割
れ
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
健
全
な
溶
接
部
の
確
保
に
有
害
な
溶
込
み
不
良
そ
の
他
の
欠

陥
が
な
い
こ
と
を
非
破
壊
試
験
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

適
切
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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二 

機
械
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
適
切
な
溶
接
施
工
法
、
溶
接
設
備
及
び
技
能
を
有
す
る
溶
接
士
で
あ
る
こ
と

を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
た
も
の
に
よ
り
溶
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ニ 

機
械
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
適

切
な
溶
接
施
工
法
及
び
溶
接
設
備
並
び
に
適
切
な
技
能
を
有
す
る
溶
接
士
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
た
も
の

に
よ
り
溶
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

前
項
第
二
号
の
規
定
は
、
法
第
五
十
一
条
の
八
第
三
項
に
定
め
る
使
用
前
事
業
者
検
査
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
間
適
用

す
る
。 

３
２ 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
容
器
及
び
管
の
う
ち
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋

設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
は
、
適
切
な
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を

行
っ
た
と
き
、
こ
れ
に
耐
え
、
か
つ
、
著
し
い
漏
え
い
が
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
搬
送
設
備
） 

第
十
四
条 

放
射
性
廃
棄
物
を
搬
送
す
る
設
備
（
人
の
安
全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
は
、

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

通
常
搬
送
す
る
必
要
が
あ
る
放
射
性
廃
棄
物
を
搬
送
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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二 

放
射
性
廃
棄
物
を
搬
送
す
る
た
め
の
動
力
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
、
放
射
性
廃
棄
物
を
安
全
に
保
持
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

（
計
測
制
御
系
統
施
設
） 

第
十
五
条 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他

の
要
因
に
よ
り
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ
た

と
き
、
次
条
第
一
項
第
二
号
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
若
し
く
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
の
線
量
当
量
が
著
し
く
上
昇
し
た

と
き
又
は
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
か
ら
液
体
状
の
放
射
性
物
質
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
た
と

き
に
、
こ
れ
ら
を
確
実
に
検
知
し
て
速
や
か
に
警
報
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
要
因

に
よ
り
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
に

、
放
射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
能
力
の
維
持
又
は
火
災
若
し
く
は
爆
発
の
防
止
の
た
め
の
設
備
を
速

や
か
に
作
動
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
設
備
の
作
動
を
速
や
か
に
、
か
つ
、
自
動
的
に
開
始
さ
せ
る
回
路
が
設

け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
放
射
線
管
理
施
設
） 

第
十
六
条 

事
業
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
放
射
線
管
理
施
設
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
設
け
ら
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
直
接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
間
接
的
に

計
測
す
る
施
設
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体
、
放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
施
設
等
の
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の

定
め
る
線
量
当
量
率 

二 

放
射
性
廃
棄
物
の
排
気
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度 

三 

放
射
性
廃
棄
物
の
排
水
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度 

四 

管
理
区
域
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
、
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度

及
び
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度 

五 

周
辺
監
視
区
域
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量 

２ 

放
射
線
管
理
施
設
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
必
要
な
情
報
を
適
切
な
場
所
に
表
示
で
き
る
よ
う
に
設
置
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
受
入
施
設
又
は
管
理
施
設
） 

第
十
七
条 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
う
ち
放
射
性
廃
棄
物
を
受
け
入
れ
る
設
備
で
あ
っ
て
、
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊

熱
及
び
放
射
線
の
照
射
に
よ
り
発
生
す
る
熱
に
よ
っ
て
過
熱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
冷
却
の
た
め
の
必
要
な
措
置
が

講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
う
ち
放
射
性
廃
棄
物
を
管
理
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
よ
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

放
射
性
廃
棄
物
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
容
量
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

管
理
す
る
放
射
性
廃
棄
物
の
性
状
を
考
慮
し
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

三 

放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
及
び
放
射
線
の
照
射
に
よ
り
発
生
す
る
熱
に
よ
っ
て
過
熱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
冷

却
の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
処
理
施
設
及
び
廃
棄
施
設
） 

第
十
八
条 

放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
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ろ
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
原

子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
に
な
る
よ
う
に
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設

に
お
い
て
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
と
区
別
し
て
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
流

体
状
の
廃
棄
物
を
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
導
く
場
合
に
お
い
て
、
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
放

射
性
廃
棄
物
以
外
の
流
体
状
の
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
気
口
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す

る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
ろ
過
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に

維
持
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置
の
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易

な
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

五 

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
水
口
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す

- 314 -



 - 18 -

る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
す
る
設
備
は
、
受
け
入
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
の
防
止
） 

第
十
九
条 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
う
ち
人
が
頻
繁
に
出
入
り
す
る
建
物
内
部
の
壁
、

床
そ
の
他
の
部
分
で
あ
っ
て
、
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
人
が
触
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

も
の
の
表
面
は
、
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
を
除
去
し
や
す
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
遮
蔽
） 

第
二
十
条 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
当
該
施
設
か
ら
の
直
接
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ

ン
線
に
よ
る
事
業
所
周
辺
の
線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
を
十
分
下
回
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
所
内
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
に
は
、
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
遮
蔽
能
力
を
有
す
る
遮
蔽
設
備
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
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の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
遮
蔽
設
備
に
開
口
部
又
は
配
管
そ
の
他
の
貫
通
部
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
放
射
線
障
害
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
放
射
線
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
換
気
設
備
） 

第
二
十
一
条 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
内
の
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
に

よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
気
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
換
気
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

放
射
性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
が
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

三 

ろ
過
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置

の
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

四 

吸
気
口
は
、
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
を
吸
入
し
難
い
よ
う
に
設
置
す
る
こ
と
。 

（
予
備
電
源
） 
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第
二
十
二
条 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
外
部
電
源
系
統
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停

止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
監
視
設
備
そ
の
他
必
要
な
設
備
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
予
備
電
源
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
通
信
連
絡
設
備
等
） 

第
二
十
三
条 

事
業
所
に
は
、
安
全
設
計
上
想
定
さ
れ
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
事
業
所
内
の
人
に
対
し
必
要
な
指

示
が
で
き
る
よ
う
、
警
報
装
置
及
び
通
信
連
絡
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
所
に
は
、
安
全
設
計
上
想
定
さ
れ
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
事
業
所
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
が
あ
る

場
所
と
通
信
連
絡
が
で
き
る
よ
う
、
通
信
連
絡
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
事
業
所
内
の
人
の
退
避
の
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ

て
い
な
な
け
れ
ば
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
章 

雑
則 

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
） 

第
二
十
四
条 

第
二
条
第
二
項
に
掲
げ
る
書
類
の
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
申
請
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
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書
類
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
電
子
的
方

法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計

算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
別
記
様
式
第

一
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の

廃
止
） 

第
二
条 

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。 

一 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（

平
成
四
年
総
理
府
令
第
四
号
） 
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二 

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五

年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号
） 
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別記様式第一 （略）（第 24 条関係） 

電 磁 的 記 録 媒 体 提 出 票 

年  月  日 

原子力規制委員会 殿 

住 所 

氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）  

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第２条第２項の規定により提

出すべき申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を以下のとおり提出いたしま

す。 

本票に添付されている電磁的記録媒体に記録された事項は、事実に相違ありません。 

１ 電磁的記録媒体に記録された事項 
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２ 電磁的記録媒体と併せて提出される書類 

備考１ 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

２ 「電磁的記録媒体に記録された事項」の欄には、電磁的記録媒体に記録されている事項を記載する

とともに、２以上の電磁的記録媒体を提出するときは、電磁的記録媒体ごとに整理番号を付し、その

番号ごとに記録されている事項を記載すること。 

３ 「電磁的記録媒体と併せて提出される書類」の欄には、本票に添付されている電磁的記録媒体に記

録されている事項以外の事項を記載した書類を提出する場合にあっては、その書類名を記載すること

。 

４ 該当事項のない欄は、省略すること。 
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○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第 

 
 

号 
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
使
用
施
設
等
の
技
術

基
準
に
関
す
る
規
則
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
核

原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
五
条
の
二
第

二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
施
設
等
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和 

年 
 

月 
 

 
日 

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長 

更
田 

豊
志 

使
用
施
設
等
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 

第
二
章 

使
用
施
設
等
の
基
準
（
第
四
条
―
第
二
十
九
条
第
二
十
七
条
） 

第
三
章 

雑
則
（
第
三
十
条
第
二
十
八
条
） 

附
則 
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第
一
章 

総
則 

（
適
用
範
囲
） 

第
一
条 
こ
の
規
則
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五

十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
の
検
査
の
対
象
と
な
る
使
用
施
設
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

「
放
射
線
」
と
は
、 

核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
。
以
下
こ
の

条
項
に
お
い
て
「
使
用
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
放
射
線
を
い
う
。 

二 

「
管
理
区
域
」
と
は
、 

使
用
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号
第
二
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
を
い
う
。 

三 

「
周
辺
監
視
区
域
」
と
は
、 

使
用
規
則
第
一
条
第
二
項
第
五
号
第
三
号
に
規
定
す
る
周
辺
監
視
区
域
を
い
う
。 

四 

「
放
射
性
廃
棄
物
」
と
は
、 

使
用
規
則
第
一
条
第
二
項
第
七
号
で
第
五
号
に
規
定
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
い
う
。 

五 

「
設
計
評
価
事
故
」
と
は
、 

使
用
施
設
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
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力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
。
以
下
「
使
用
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号
で
に
規
定
す
る

設
計
評
価
事
故
を
い
う
。 

六 

「
安
全
機
能
」
と
は
、 

使
用
許
可
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
で
に
規
定
す
る
安
全
機
能
を
い
う
。 

七 

「
安
全
上
重
要
な
施
設
」
と
は
、 

使
用
許
可
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号
で
に
規
定
す
る
安
全
上
重
要
な
施
設

を
い
う
。 

八 

「
多
様
性
」
と
は
、 
使
用
許
可
基
準
規
則
第
一
条
第
二
項
第
五
号
で
に
規
定
す
る
多
様
性
を
い
う
。 

九 

「
使
用
第
一
種
機
器
」
と
は
、
使
用
施
設
等
に
属
す
る
容
器
又
は
管
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

イ 

使
用
済
燃
料
を
溶
解
し
た
液
体
（
以
下
「
使
用
済
燃
料
溶
解
液
」
と
い
う
。
）
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が

三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
液
体
又
は
使
用
済
燃
料
溶
解
液
か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の

有
用
物
質
を
分
離
し
た
残
り
の
液
体
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の
（
以
下
「
使
用
済
燃
料
溶
解
液
等
」
と
い
う
。
）
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管 

ロ 

使
用
済
燃
料
溶
解
液
等
を
内
包
す
る
容
器
の
排
気
処
理
系
統
に
属
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の

放
射
能
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
気
体
又
は
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ベ
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ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
気
体
を
内
包
す
る
も
の 

十 
「
使
用
第
一
種
容
器
」
と
は
、
使
用
第
一
種
機
器
に
属
す
る
容
器
を
い
う
。 

十
一 
「
使
用
第
一
種
管
」
と
は
、
使
用
第
一
種
機
器
に
属
す
る
管
を
い
う
。 

十
二 

「
使
用
第
二
種
機
器
」
と
は
、
使
用
施
設
等
に
属
す
る
容
器
又
は
管
の
う
ち
、
使
用
第
一
種
機
器
及
び
第
七
号
に
規

定
す
る
使
用
第
三
種
機
器
以
外
の
も
の
を
い
う
。 

十
三 

「
使
用
第
二
種
容
器
」
と
は
、
使
用
第
二
種
機
器
に
属
す
る
容
器
を
い
う
。 

十
四 

「
使
用
第
二
種
管
」
と
は
、
使
用
第
二
種
機
器
に
属
す
る
管
を
い
う
。 

十
五 

「
使
用
第
三
種
機
器
」
と
は
、
使
用
施
設
等
に
属
す
る
容
器
又
は
管
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

イ 

使
用
済
燃
料
溶
解
液
等
の
漏
え
い
の
拡
大
防
止
の
た
め
に
設
置
さ
れ
る
ド
リ
ッ
プ
ト
レ
イ
そ
の
他
の
容
器 

ロ 

六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
の
加
熱
容
器 

ハ 

ダ
ク
ト 

十
六 

「
使
用
第
三
種
容
器
」
と
は
、
使
用
第
三
種
機
器
に
属
す
る
容
器
を
い
う
。 

十
七 

「
使
用
第
三
種
管
」
と
は
、
使
用
第
三
種
機
器
に
属
す
る
管
を
い
う
。 
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（
特
殊
な
設
計
に
よ
る
使
用
施
設
等
） 

第
三
条 

特
別
の
理
由
に
よ
り
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
使
用
施
設

等
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
理
由
及
び
設
置
方
法
を
記
載
し
た
申
請
書
に
関
係
図
面
を
添
付
し
て
申
請

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
章 

使
用
施
設
等
の
基
準 

（
核
燃
料
物
質
の
臨
界
防
止
） 

第
四
条 

 

使
用
施
設
等
は
、
核
燃
料
物
質
の
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
措
置
が
講
じ

ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
上
の
一
つ
の
単
位
（
以
下
本
条
こ
の
条
に
お
い
て
「
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

、
通
常
時
に
予
想
さ
れ
る
機
械
若
し
く
は
器
具
の
単
一
の
故
障
若
し
く
は
そ
の
誤
作
動
又
は
運
転
員
の
単
一
の
誤
操
作
が

起
き
た
場
合
に
、
核
燃
料
物
質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
核
燃
料
物
質
を
収
納
す
る
機
器
の
形
状
寸
法
の

管
理
、
核
燃
料
物
質
の
濃
度
、
質
量
若
し
く
は
同
位
体
の
組
成
の
管
理
若
し
く
は
中
性
子
吸
収
材
の
形
状
寸
法
、
濃
度
若
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し
く
は
材
質
の
管
理
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ
に
よ
り
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

単
一
ユ
ニ
ッ
ト
が
二
つ
以
上
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
、
通
常
時
に
予
想
さ
れ
る
機
械
若
し
く
は
器
具
の
単
一
の
故
障

若
し
く
は
そ
の
誤
作
動
又
は
運
転
員
の
単
一
の
誤
操
作
が
起
き
た
場
合
に
、
核
燃
料
物
質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な

い
よ
う
、
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
相
互
間
の
適
切
な
配
置
の
維
持
若
し
く
は
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
の
相
互
間
に
お
け
る
中
性
子
の
遮
蔽

材
の
使
用
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ
に
よ
り
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

臨
界
警
報
設
備
そ
の
他
の
臨
界
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

（
使
用
施
設
等
の
地
盤
） 

第
五
条 

使
用
施
設
等
は
、
使
用
許
可
基
準
規
則
第
八
条
第
一
項
の
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該
使
用
施
設
等

を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
に
設
け
る
こ
と
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
六
条 

使
用
施
設
等
は
、
こ
れ
に
作
用
す
る
地
震
力
（
使
用
施
設
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平

成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
。
以
下
「
使
用
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
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に
よ
り
算
定
す
る
地
震
力
を
い
う
。
）
に
よ
る
損
壊
に
よ
り
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
設
け
る
及
ぼ
す
こ

と
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

耐
震
重
要
施
設
（
使
用
許
可
基
準
規
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
震
重
要
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
使
用
許
可
基
準
規
則
第
九
条
第
三
項
の
地
震
力
に
対
し
て
そ
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う

に
設
け
る
こ
と
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

耐
震
重
要
施
設
が
は
、
使
用
許
可
基
準
規
則
第
九
条
第
三
項
の
地
震
に
よ
り
生
ず
る
斜
面
の
崩
壊
に
よ
り
そ
の
安
全
機
能

が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
七
条 

使
用
施
設
等
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
使
用
施
設
等
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
津
波
に
よ
り
そ
の
安

全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
講
じ
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 
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第
八
条 

使
用
施
設
等
は
、
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
（
地
震
及
び
津
波
を
除
く
。
）
に
よ
り
そ
の
安
全
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ

が
あ
る
場
合
に
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

使
用
施
設
等
は
、
周
辺
監
視
区
域
に
隣
接
す
る
地
域
に
事
業
所
、
鉄
道
、
道
路
そ
の
他
の
外
部
か
ら
の
衝
撃
が
発
生
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
要
因
が
あ
る
場
合
に
は
、
事
業
所
に
お
け
る
火
災
又
は
爆
発
事
故
、
危
険
物
を
搭
載
し
た
車
両
、
船
舶
又
は

航
空
機
の
事
故
そ
の
他
の
敷
地
及
び
敷
地
周
辺
の
状
況
か
ら
想
定
さ
れ
る
事
象
で
あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る

も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
使
用
施
設
等
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
る
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
立
入
り
の
防
止
） 

第
九
条 

使
用
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
よ
り
、
人
が
み
だ
り
に
管
理
区
域
内
及
び
周
辺
監
視
区
域
内
に
立
ち
入
ら
な

い
よ
う
な
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
ら
れ
て
い
る
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

管
理
区
域
の
境
界
に
は
、
壁
、
柵
そ
の
他
の
区
画
物
及
び
標
識
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 

周
辺
監
視
区
域
に
は
、
当
該
区
域
の
境
界
に
は
、
柵
そ
の
他
の
人
の
侵
入
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
又
は
標
識
を
設
け
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る
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

（
使
用
施
設
等
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
等
の
防
止
） 

第
十
条 

使
用
施
設
等
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
所
に
（
以
下
「
工
場
等
」
と
い
う
。
）
は
、
使
用
施
設
等
へ
の
人
の
不
法

な
侵
入
、
使
用
施
設
等
に
不
正
に
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危
害
を
与
え
、
又
は
他
の
物
件
を
損
傷

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
件
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
講
じ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

工
場
又
は
事
業
所
に
等
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）
を
防
止
す
る
た
め
、
適

切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
閉
じ
込
め
の
機
能
） 

第
十
一
条 

使
用
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以

下
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
設
置
さ
れ
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た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
流
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
に
核
燃
料
物
質
等
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
を
接
続
す
る
場
合

に
は
、
流
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
核
燃
料
物
質
等
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ

る
こ
と
。 

二 

六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
を
取
り
扱
う
設
備
で
あ
っ
て
、
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、

漏
え
い
の
拡
大
を
適
切
に
防
止
し
得
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

三 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
（
使
用
済
燃
料
を
除
く
。
）

を
使
用
し
、
貯
蔵
し
、
又
は
廃
棄
す
る
（
保
管
廃
棄
す
る
場
合
を
除
く
。
）
す
る
セ
ル
、
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
の

気
密
設
備
（
以
下
「
セ
ル
等
」
と
い
う
。
）
又
は
再
処
理
研
究
設
備
（
再
処
理
の
研
究
の
用
に
供
す
る
設
備
で
あ
っ
て
、

気
密
又
は
水
密
を
要
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
そ
の
内
部
に
設
置
す
る
セ
ル
等
は
、
給
気
口
及
び
排
気
口
を
除
き
、
密
閉

す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

四 

液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
使
用
し
、
貯
蔵
し
、
又
は
廃
棄
す
る
セ
ル
等
は
、
当
該
物
質
が
セ
ル
等
外
等
の
外
に
漏
え

い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。 
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五 

密
封
さ
れ
て
い
な
い
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
フ
ー
ド
は
、
そ
の
開
口
部
の
風
速
を
適
切
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。 

六 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
を
使
用
し
、
貯
蔵
し
、
又
は

廃
棄
す
る
（
保
管
廃
棄
す
る
場
合
を
除
く
。
）
す
る
室
並
び
に
核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
の
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
室
は

、
そ
の
内
部
を
負
圧
状
態
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

七 

セ
ル
等
が
そ
の
内
部
を
負
圧
状
態
に
保
つ
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
セ
ル
等
は
、
そ
の
内
部
を
常
時
負

圧
状
態
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

八 

液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
使
用
し
、
貯
蔵
し
、
又
は
廃
棄
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液
体
状
の
核
燃
料
物
質

等
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
当
該
物
質
が
当
該
施
設
内
に
漏
え
い
し
た
場
合
に
も
、

こ
れ
が
施
設
外
に
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

（
火
災
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
十
二
条 

使
用
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
火
災
及
び
爆
発
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
火

災
及
び
爆
発
の
影
響
を
軽
減
す
る
た
め
の
に
次
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。 

一 
火
災
又
は
爆
発
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
使
用
施
設
等
の
安
全
性
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
は
、
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
（
警
報
設
備
に
あ
っ
て
は
、
自
動
火
災
報
知
設
備
、
漏
電
火
災
警
報
器
そ
の
他
の

火
災
の
発
生
を
自
動
的
に
検
知
し
、
警
報
を
発
す
る
設
備
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
る
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 

一
前
号
の
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
は
、
そ
の
故
障
、
損
壊
又
は
異
常
な
作
動
に
よ
り
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機

能
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 
 

火
災
又
は
爆
発
に
よ
り
損
傷
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
不
燃
性
又
は
難
燃
性
の
材

料
を
使
用
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
防
火
壁
の
設
置
そ
の
他
の
適
切
な
防
護
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
講
じ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

水
素
を
取
り
扱
う
設
備
（
爆
発
の
危
険
性
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
は
、
適
切
に
接
地
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。 

五 

水
素
そ
の
他
の
可
燃
性
ガ
ス
を
取
り
扱
う
設
備
（
爆
発
の
危
険
性
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
を
設
置
す
る
セ
ル
等
及
び

室
は
、
当
該
設
備
か
ら
可
燃
性
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
も
そ
れ
こ
れ
が
滞
留
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
そ
の
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他
の
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
い
つ溢
溢
水
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
十
三
条 
使
用
施
設
等
が
は
、
そ
の
施
設
内
に
お
け
る

い
つ溢
溢
水
水
の
発
生
に
よ
り
そ
の
安
全
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
化
学
薬
品
の
漏
え
い
に
よ
る
損
傷
の
防
止
） 

第
十
四
条 

使
用
施
設
等
が
は
、
そ
の
施
設
内
に
お
け
る
化
学
薬
品
の
漏
え
い
に
よ
り
そ
の
安
全
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
安
全
避
難
通
路
等
） 

第
十
五
条 

使
用
施
設
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

そ
の
位
置
を
明
確
か
つ
恒
久
的
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
容
易
に
識
別
で
き
る
安
全
避
難
通
路 

二 

照
明
用
の
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
機
能
を
損
な
わ
な
い
避
難
用
の
照
明 

三 

設
計
評
価
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
用
い
る
照
明
（
前
号
の
避
難
用
の
照
明
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
専
用
の
電
源 

（
使
用
施
設
等
の
機
能
） 

- 334 -



 - 14 -

第
十
六
条 

使
用
施
設
等
は
、
通
常
時
及
び
設
計
評
価
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る
全
て
の
環
境
条
件
に
お
い
て
、
そ
の
安
全
機
能

を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

使
用
施
設
等
は
、
当
該
使
用
施
設
等
の
安
全
機
能
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
又
は
試
験
及
び
当
該
安
全
機
能
を
健
全
に
維

持
す
る
た
め
の
保
守
又
は
修
理
が
で
き
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

使
用
施
設
等
に
属
す
る
設
備
で
あ
っ
て
、
機
器
又
は
配
管
の
損
壊
に
伴
う
飛
散
物
に
よ
り
損
傷
を
受
け
、
使
用
施
設
等
の

安
全
機
能
を
損
な
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
も
の
に
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
講
じ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

使
用
施
設
等
は
、
他
の
原
子
力
施
設
又
は
同
一
の
工
場
又
は
事
業
所
内
等
内
の
他
の
使
用
施
設
等
と
共
用
す
る
場
合
に
は

、
使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
設
け
る
こ
と
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
材
料
及
び
構
造
） 

第
十
七
条 

使
用
施
設
等
に
属
す
る
容
器
及
び
管
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
持
す
る
構
造
物
の
う
ち
、
使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
確

保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
及
び
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一 

当
該
容
器
等
が
そ
の
設
計
上
要
求
さ
れ
る
強
度
及
び
耐
食
性
を
確
保
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 
容
器
等
の
う
ち
、
第
二
条
第
二
項
第
九
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
主
要
な
溶
接
部
（
溶
接
金
属
部
及
び

熱
影
響
部
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 
 

不
連
続
で
特
異
な
形
状
で
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 
 

溶
接
に
よ
る
割
れ
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
健
全
な
溶
接
部
の
確
保
に
有
害
な
溶
込
み
不
良
そ
の
他
の

欠
陥
が
な
い
こ
と
を
非
破
壊
試
験
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 
 

適
切
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 
 

機
械
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
適
切
な
溶
接
施
工
法
、
及
び
溶
接
設
備
及
び
並
び
に
適
切
な
技
能
を
有
す

る
溶
接
士
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
た
も
の
に
よ
り
溶
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
耐
圧
試
験
等
） 

第
十
八
条
２ 

使
用
施
設
等
に
属
す
る
容
器
及
び
管
の
う
ち
、
使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
は
、
適

切
な
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
こ
れ
に
耐
え
、
か
つ
、
著
し
い
漏
え
い
が
な
い
よ
う
に
設
け
る
こ
と
設

置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
貯
蔵
施
設
） 

第
十
九
条
第
十
八
条 

貯
蔵
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

核
燃
料
物
質
を
搬
出
入
す
る
場
合
そ
の
他
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
施
錠
又
は
立
入
制
限
の
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
る
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

標
識
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

三 

核
燃
料
物
質
の
崩
壊
熱
及
び
放
射
線
の
照
射
に
よ
り
発
生
す
る
熱
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
三
条
第
二
十
二
条
第
八

号
に
お
い
て
「
崩
壊
熱
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
過
熱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
必
要
に
応
じ
て
冷
却
の
た
め
の
必

要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
汚
染
を
検
査
す
る
た
め
の
設
備
） 

第
二
十
条 

第
十
九
条 

使
用
施
設
等
に
は
、
密
封
さ
れ
て
い
な
い
核
燃
料
物
質
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
使
用
施
設

等
に
は
、
管
理
区
域
内
の
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
か
ら
退
出
す
る
者
の
放
射
性
物
質
に
よ
る

汚
染
を
検
査
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
放
射
線
管
理
設
備
） 

第
二
十
一
条
第
二
十
条 

工
場
又
は
事
業
所
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
放
射
線
管
理
設
備
が
備
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
直
接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
間
接

的
に
計
測
す
る
設
備
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

放
射
性
廃
棄
物
の
排
気
口
又
は
そ
れ
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度 

二 

放
射
性
廃
棄
物
の
排
水
口
又
は
そ
れ
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度 

三 

管
理
区
域
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
、
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度

及
び
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度 

（
安
全
回
路
） 

第
二
十
二
条
第
二
十
一
条 

使
用
施
設
等
に
は
、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
使
用
施
設
等
の

安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
に
、
核
燃
料
物
質
等
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
能
力
の
維
持
、

熱
的
、
化
学
的
若
し
く
は
核
的
制
限
値
の
維
持
又
は
火
災
若
し
く
は
爆
発
の
防
止
の
た
め
の
設
備
を
速
や
か
に
作
動
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
設
備
の
作
動
を
速
や
か
に
、
か
つ
、
自
動
的
に
開
始
さ
せ
る
回
路
を
設
け
る
こ
と
が
設
け
ら

- 338 -



 - 18 -

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
廃
棄
施
設
） 

第
二
十
三
条
第
二
十
二
条 

廃
棄
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

管
理
区
域
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
の
空
気
中
、
周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に

お
け
る
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
に
な
る
よ
う
に
使
用

施
設
等
に
お
い
て
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
と
区
別
し
て
設
け
る
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
性
廃

棄
物
以
外
の
流
体
状
の
廃
棄
物
を
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
導
く
場
合
に
お
い
て
、
流
体
状
の
放
射

性
廃
棄
物
が
放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
流
体
状
の
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

三 

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
気
口
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す

る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
ろ
過
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に
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維
持
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置
の
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易

な
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

五 

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
水
口
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す

る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。  

六 

放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
施
設
は
、
外
部
と
区
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

七 

放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
施
設
は
、
放
射
性
廃
棄
物
を
搬
出
入
す
る
場
合
そ
の
他
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
施
錠
又
は
立
入
制
限
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

八 

放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
過
熱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も

の
は
、
冷
却
の
た
め
の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

九 

標
識
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

（
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
汚
染
の
防
止
） 

第
二
十
四
条
第
二
十
三
条 

使
用
施
設
等
の
う
ち
人
が
頻
繁
に
出
入
り
す
る
建
物
内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
の
部
分
で
あ
っ
て
、

核
燃
料
物
質
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
人
が
触
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
表
面
は
、
核
燃
料
物
質
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等
に
よ
る
汚
染
を
除
去
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
遮
蔽
） 

第
二
十
五
条
第
二
十
四
条 

使
用
施
設
等
は
、
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
措
置

が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

通
常
時
に
お
い
て
使
用
施
設
等
か
ら
の
直
接
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
線
に
よ
る
周
辺
監
視
区
域
周
辺
の
線
量
が
原
子

力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

工
場
又
は
事
業
所
内
等
内
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
に
は
、
放
射
線

障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
遮
蔽
能
力
を
有
す
る
遮
蔽
設
備
を
設
け
る
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
遮
蔽
設
備
に
開
口
部
又
は
配
管
そ
の
他
の
貫
通
部
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
放
射
線
障
害
を
防
止

す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
放
射
線
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
講
じ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

（
非
常
用
電
源
設
備
） 

第
二
十
六
条
第
二
十
五
条 

使
用
施
設
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
非
常
用
電
源
設
備
を
設
け
る
こ
と
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。 

一 
外
部
電
源
系
統
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

な
設
備
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
、
内
燃
機
関
を
原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る

設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

二 

使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
特
に
必
要
な
設
備
に
は
、
無
停
電
電
源
装
置
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機

能
を
有
す
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

（
警
報
装
置
等
） 

第
二
十
七
条
第
二
十
六
条 

使
用
施
設
等
に
は
、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
使
用
施
設
等
の

安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
、
第
二
十
三
条
第
一
号
第
二
十
二
条
第
一
号
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
著

し
く
上
昇
し
た
と
き
又
は
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
か
ら
液
体
状
の
放
射
性
物
質
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ

れ
が
生
じ
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
を
確
実
に
検
知
し
て
速
や
か
に
警
報
す
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

工
場
又
は
事
業
所
等
に
は
、
設
計
評
価
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
工
場
又
は
事
業
所
内
等
内
の
人
に
対
し
必
要
な
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指
示
が
で
き
る
よ
う
、
警
報
装
置
及
び
通
信
連
絡
設
備
を
設
け
る
こ
と
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
工
場
又
は
事
業
所
等
に
は
、
設
計
評
価
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
使
用
施
設
等
の
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
が

あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
が
で
き
る
よ
う
、
専
用
通
信
回
線
を
設
け
る
こ
と
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
専
用
通
信
回
線
は
、
必
要
に
応
じ
て
多
様
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る 

事
故
の
拡
大
の
防
止
） 

第
二
十
八
条
第
二
十
七
条 
使
用
施
設
等
は
、
発
生
頻
度
が
設
計
評
価
事
故
よ
り
低
い
事
故
で
あ
っ
て
、
当
該
使
用
施
設
等
か

ら
多
量
の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
を
放
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
故
の
拡
大
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
ら
れ
て
い
る
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
許
可
等
に
基
づ
く
基
準
） 

第
二
十
九
条 

使
用
施
設
等
は
、
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
使

用
又
は
変
更
の
許
可
の
申
請
書
及
び
こ
れ
ら
の
許
可
の
際
に
付
さ
れ
た
条
件
を
記
載
し
た
書
類
に
記
載
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
章 

雑
則 
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（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
） 

第
三
十
条
第
二
十
八
条 

第
三
条
第
二
項
に
掲
げ
る
書
類
の
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
申
請
書
の
提
出
に
代
え

て
、
当
該
書
類
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的

電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て

、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
別

記
様
式
第
一
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
使
用
施
設
等
の
溶
接
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
） 

第
二
条 

使
用
施
設
等
の
溶
接
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
総
理
府
令
第
七
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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別記様式第一 （略）（第 28 条関係） 

電 磁 的 記 録 媒 体 提 出 票 

年  月  日 

原子力規制委員会 殿 

住 所 

氏 名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

使用施設等の技術基準に関する規則第３条第２項の規定により提出すべき申請書に記載すべきこととされ

ている事項を記録した電磁的記録媒体を以下のとおり提出いたします。 

本票に添付されている電磁的記録媒体に記録された事項は、事実に相違ありません。 

１ 電磁的記録媒体に記録された事項 

２ 電磁的記録媒体と併せて提出される書類 

備考１ 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

２ 「電磁的記録媒体に記録された事項」の欄には、電磁的記録媒体に記録されている事項を記載する
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とともに、２以上の電磁的記録媒体を提出するときは、電磁的記録媒体ごとに整理番号を付し、その

番号ごとに記録されている事項を記載すること。 

３ 「電磁的記録媒体と併せて提出される書類」の欄には、本票に添付されている電磁的記録媒体に記

録されている事項以外の事項を記載した書類を提出する場合にあっては、その書類名を記載すること

。 

４ 該当事項のない欄は、省略すること。 
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制定 令和２年 月 日 原規規発第 号 原子力規制委員会決定 

 

  令和２年  月   日 

 

原子力規制委員会   

 

   加工施設の技術基準に関する規則の解釈の制定について 

 

加工施設の技術基準に関する規則の解釈を別添のとおり定める。 

 

   附 則 

１ この規程は、加工施設の技術基準に関する規則の施行の日から施行する。 

２ この規程の施行の際現に原子力利用における安全対策の強化のための核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律

（平成２９年法律第１５号）第３条の規定による改正前の核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第１６条の

４第２項、第２８条の２第２項又は第４６条の２第２項の規定に基づき認可

を受けた溶接の方法において、溶接をする者として確認を受けた者は、別紙－

３（溶接士技能認証標準）２．又は３．の溶接士の技能の確認を受けた者とみ

なす。 

３ 加工施設及び再処理施設の溶接の方法の認可について（１２安局第２１２

号（平成１２年１２月２７日科学技術庁原子力安全局長通知））は、以後用い

ない。 

  

別紙５－７ 
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別添 

〇加工施設の技術基準に関する規則の解釈 
 
加工施設の技術基準に関する規則に定める技術的要件を満足する技術的内容は、この解釈に限定されるものではなく、同規則に照らして十分な保安水準の確保が

達成できる技術的根拠があれば、同規則に適合するものと判断する。 
加工施設の技術基準に関する規則 加工施設の技術基準に関する規則の解釈 

（材料及び構造） 

第十五条 安全機能を有する施設に属する容器及び管並びにこれらを支持

する構造物のうち、加工施設の安全性を確保する上で重要なもの（以下こ

の項において「容器等」という。）の材料及び構造は、次に掲げるところ

によらなければならない。この場合において、第一号及び第三号の規定に

ついては、法第十六条の三第二項に規定する使用前事業者検査の確認を行

うまでの間適用する。。 

一 容器等に使用する材料は、その使用される圧力、温度、荷重その他の

使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有すること。 

二 容器等の構造及び強度は、次に掲げるところによるものであること。 

イ 設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えること。 

ロ 容器等に属する伸縮継手にあっては、設計上定める条件で応力が繰

り返し加わる場合において、疲労破壊が生じないこと。 

ハ 設計上定める条件において、座屈が生じないこと。 

三 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。以下同じ。）

は、次に掲げるところによるものであること。 

 

 

 

第１５条（材料及び構造） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項第２号イの「全体的な変形を弾性域に抑えること」とは、構造上

の全体的な変形を弾性域に抑えることに加え、材料の引張り強さに対して

も十分な構造強度を有することをいう。 

 

２ 第１項第３号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、次に掲げる容

器又は管の溶接部をいう。 

⑴ プルトニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物

質を内包する容器又は管であって、次のいずれかに該当するもの 
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加工施設の技術基準に関する規則 加工施設の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ その内包するプルトニウムの放射能濃度が 37mBq/cm3（液体状の物

質を内包する場合は、37kBq/cm3）以上のもの 

ロ その内包するプルトニウムの放射能濃度が 37µBq/cm3（液体状の物

質を内包する場合は、37Bq/cm3）以上の容器（イに規定するものを除

く。）であって、最高使用圧力が 98kPa 以上のもの又は内容積が 0.04m3

を超えるもの 

ハ その内包するプルトニウムの放射能濃度が 37µBq/cm3（液体状の物

質を内包する場合は、37Bq/cm3）以上の管（イに規定するものを除く。）

であって、外径 61mm（最高使用圧力が 98kPa 未満の管にあっては、

100mm）を超えるもの（放射性物質の閉じ込め区域内にあって内部の圧

力が外部の圧力より低く維持されているダクトを除く。） 

⑵ ウラン又はウランの化合物を含む気体状の物質を内包する容器又は

管（その容器又は管の内部の圧力が外部の圧力より低く維持されている

もの及び(1)に規定するものを除く。）であって、次のいずれかに該当す

るもの 

イ その内包するウランの放射能濃度が 37mBq/cm3 以上の容器であっ

て、最高使用圧力が 98kPa 以上のもの又は内容積が 0.04m3を超えるも

の 

ロ その内包するウランの放射能濃度が 37mBq/cm3 以上の管であって、

外径 61mm（最高使用圧力が 98kPa 未満の管にあっては、100mm）を超

えるもの 
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加工施設の技術基準に関する規則 加工施設の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ ウラン又はウランの化合物を含む液体状の物質を内包する容器又は

管（⑴に規定するものを除く。）であって、次のいずれかに該当するも

の 

イ その内包するウランの量が 500kg 以上の容器 

ロ その内包するウランの放射能濃度が 37kBq/cm3 以上の容器（イに規

定するもの及びその内包するウランの量が 5kg 未満の容器を除く。） 

ハ その内包するウランの放射能濃度が 37kBq/cm3 以上の管（その内包

するウランの量が 5kg 未満の容器に附属する管を除く。）であって、

液体状の六ふっ化ウランを内包するもの又は外径 61mm（最高使用圧力

が 98kPa 未満の管にあっては、100mm）を超えるもの 

⑷ 六ふっ化ウランの加熱容器であって、液体状の六ふっ化ウラン又は大

気圧を超える圧力の気体状の六ふっ化ウランを内包する容器からの漏

えいの拡大を防止する機能を有するもの（加熱するウランの量が 5kg 未

満のものを除く。） 

⑸ プルトニウムの放射能濃度が 37kBq/cm3 以上の液体状の物質を内包す

る容器又は管からの漏えいの拡大を防止するために設置されるドリッ

プトレイその他の容器 

⑹ 胴の外径が 150mm 以上の容器又は外径 150mm 以上の管（⑴から⑸に規

定する容器又は管を除く。）であって、プルトニウム、ウラン若しくは

それらの化合物を含む液体状若しくは気体状の物質を内包し、又は非常

用電源設備その他の安全上重要な施設に属するもののうち、次に定める

圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をするもの 
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加工施設の技術基準に関する規則 加工施設の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

イ 不連続で特異な形状でないものであること。 

 

 

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保

に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確

認したものであること。 

 

 

 

 

 

ハ 適切な強度を有するものであること。 

 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備

並びに適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認した

ものにより溶接したものであること。 

 

イ 液体用の容器又は管であって、最高使用温度がその液体の沸点未満

のものについては、最高使用圧力 1,960kPa 

ロ イに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力 98kPa 

ハ イに規定する管以外の管については、最高使用圧力 980kPa（長手継

手の部分にあっては、490kPa） 

３ 第１項第３号イに規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、溶

接部の設計において、溶接部の開先等の形状に配慮し、鋭い切欠き等の不

連続で特異な形状でないものをいう。 

４ 第１項第３号ロに規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」と

は、溶接後の非破壊試験において割れがないことに加え、溶接時の有害な

欠陥により割れが生ずるおそれがないことをいい、「健全な溶接部の確保

に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこと」とは、溶接部の設計及び形

状が溶込み不足を生じがたいものであり、溶接部の表面及び内部に有害な

欠陥がないことをいう。 

５ 第１項第３号ロに規定する「非破壊試験」とは、放射線透過試験、超音

波探傷試験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、目視試験等をいう。 

６ 第１項第３号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、母材と同等以

上の機械的強度を有するものであることをいう。 

７ 第１項第３号の規定に適合する溶接部は、「加工施設の溶接方法等につ

いて（別記）」に適合したものをいう。 
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加工施設の技術基準に関する規則 加工施設の技術基準に関する規則の解釈 

２ 安全機能を有する施設に属する容器及び管のうち、加工施設の安全性を

確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったと

き、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように設置されたものでなけ

ればならない。 

 

（材料及び構造） 

第三十一条 重大事故等対処設備に属する容器及び管並びにこれらを支持

する構造物のうち、加工施設の安全性を確保する上で重要なもの（以下こ

の項において「容器等」という。）の材料及び構造は、次に掲げるところ

によらなければならない。この場合において、第一号（容器等の材料に係

る部分に限る。）及び第二号の規定については、法第十六条の三第二項に規

定する使用前事業者検査の確認を行うまでの間適用する。 

一 容器等がその設計上要求される強度及び耐食性を確保できるもので

あること。 

二 容器等の主要な溶接部は、次に掲げるところによるものであること。 

イ 不連続で特異な形状でないものであること。 

 

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保

に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確

認したものであること。 

 

ハ 適切な強度を有するものであること。 

８ 第２項に規定する「適切な耐圧試験及び漏えい試験」は、「加工施設の

溶接の方法等について（別記）」によるほか、維持段階における各機器の

状態に対応する漏えい等の確認を含む。 

 

 

第３１条（材料及び構造） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項第２号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、本規程第１５

条２を準用するものをいう。 

２ 第１項第２号イに規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、本

規程第１５条３を準用するものをいう。 

３ 第１項第２号ロに規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」と

は、本規程第１５条４を準用するものをいう。 

４ 第１項第２号ロに規定する「非破壊試験」とは、本規程第１５条５を準

用するものをいう。 
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加工施設の技術基準に関する規則 加工施設の技術基準に関する規則の解釈 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備

並びに適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認した

ものにより溶接したものであること。 

２ 重大事故等対処設備に属する容器及び管のうち、加工施設の安全性を確

保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、

これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように設置されたものでなければ

ならない。 

５ 第１項第２号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、本規程第１５

条６を準用するものをいう。 

６ 第１項第２号の規定に適合する溶接部は、本規程第１５条７を準用する

ものをいう。 

 

７ 第２項に規定する「適切な耐圧試験及び漏えい試験」は、本規程第１５

条８を準用するものをいう。 
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別記 

 

加工施設の溶接の方法等について 

 

加工施設の技術基準に関する規則（令和 年原子力規制委員会規則第 号）（以下「技

術基準規則」という。）第１５条第１項第３号及び第２項の規定に対応する主要な溶接部

に関する要求事項については、以下のとおりとする。 

 

１．溶接の方法 

溶接の方法は、別紙－１に規定する方法によること。 

 

２．溶接施工法 

溶接施工法は、別紙－２に規定する溶接施工法認証標準により確認されたもの又はこ

れと同等と認められるものでなければならない。 

同等と認められる溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の強化のための核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年

法律第１５号。以下「改正法」という。）第３条の規定による改正後の核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）の施行前に核燃料物質の加

工の事業に関する規則（昭和４１年総理府令第３７号）第３条の１２の溶接の方法の認可

を受けたもの、核燃料物質の再処理の事業に関する規則（昭和４６年総理府令第１０号）

第７条の６の溶接の方法の認可を受けたもの等をいう。 

   

３．溶接設備 

溶接機の種類並びに溶接後熱処理設備及び試験設備の種類及び容量は、その溶接方法

に適したものであること。 

 

４．溶接を行う者 

溶接を行う者は、別紙－３に規定する溶接士技能認証標準によって認証された者又は

これと同等と認められる者でなければならない。 

同等と認められる者とは、溶接士技能の確認を受けた者又は実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成２５年６月１９日原規技発第 1306194 号

原子力規制委員会決定）別記－５（以下単に「別記－５」という。） ３．第３部溶接士

技能認証標準（３）により同等と認められた者をいう。 

 

５．用語の定義 

⑴ 「加工第１種機器」とは、加工施設の化学処理施設、核燃料物質の貯蔵施設又は放射

性廃棄物の廃棄施設に属する容器又は管のうち、プルトニウムの放射能濃度が

37kBq/cm3以上の液体（以下「プルトニウム溶液」という。）を内包するものをいう。 

⑵ 「加工第１種容器」とは、加工第１種機器に属する容器をいう。 

⑶ 「加工第１種管」とは、加工第１種機器に属する管をいう。 
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⑷ 「加工第２種機器」とは、加工施設に属する容器又は管のうち、加工第１種機器及び

第七号に規定する加工第３種機器以外の容器又は管をいう。 

⑸ 「加工第２種容器」とは、加工第２種機器に属する容器をいう。 

⑹ 「加工第２種管」とは、加工第２種機器に属する管をいう。 

⑺ 「加工第３種機器」とは、加工施設に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをい

う。 

イ プルトニウム溶液の漏えいの拡大防止のために設置されるドリップトレイその他

の容器 

ロ 六ふっ化ウランの加熱容器 

ハ ダクト 

⑻ 「加工第３種容器」とは、加工第３種機器に属する容器をいう。 

⑼ 「加工第３種管」とは、加工第３種機器に属する管をいう。
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加工施設の溶接の方法 
 
１．溶接部の設計 

溶接部の設計は、次に適合するものでなければならない。ただし、十分な強度及び耐食性

を有することが確認された場合は、この限りではない。 

継手の溶接は、「表１－１ 溶接設計（突合せ溶接以外の場合）」の溶接区分の欄に掲げる

区分に応じ、溶接設計の欄に掲げる方法によって行う場合を除き、突合せ両側溶接、裏あて

金を使用する突合せ片側溶接（溶接後裏あて金を取り除くものに限る。）、初層イナートガス

アーク溶接による突合せ片側溶接設計又はこれらと同等以上の効果が得られる方法によっ

て行うこと。この場合において、「表１－２ 溶接設計（突合せ溶接の場合）」の溶接区分の

欄に掲げる区分に適合する場合は、同表の溶接設計の欄に掲げる方法によって行うこと。 

 

表１－１ 溶接設計（突合せ溶接以外の場合） 

                                                   
1 内包する液体又は気体の閉じ込め障壁を構成する部分 

溶接区分 
溶接設計 備考 

機器区分 継手区分 

加工第１種

機器 

管台を取り付ける継手

の溶接 

別図第４（４）、（５）、

（６）、（７） 

 

管に枝管を取り付ける

継手の溶接 

完全溶込み溶接 工場製作に限る。 

管板に管を取り付ける

継手の溶接 

別図第６（１）、（２） 別図第６（２）は、加工

第１種機器に限る。 

閉じ込め部1にジャケッ

ト等の耐圧部材を取り

付ける継手の溶接 

完全溶込み溶接  

閉じ込め部に上記以外

の非閉じ込め部材を取

り付ける継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこ

れと同等以上の効果が

得られる方法。ただし、

機器の外側の非接液面

にあっては、この限りで

はない。 

 

栓等を取り付ける継手

の溶接 

別図第７ 非接液部であって構造

上やむを得ない場合に

限る。 

加工第２種

機器 

加工第３種

機器 

 

管台を取り付ける継手

の溶接 

別図第４  

（４）、（５）、（６）、（７）、

（８）、（９）、（１０）、（１

１）、（１２）、（１３）、（１

４）、（１５）、（１６）、（１

７）、（１８）、（１９）、（２

０）、（２１）、（２２）、（２

３）、（２４） 

別図第４の（１８）、（１

９）、（２２）、（２３）及

び（２４）にあっては腐

食性の強い硝酸液を扱

う機器の接液部を除き、

加工第３種機器にあっ

ては六ふっ化ウランの

加熱容器又はダクトに

限る。 
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4 

 

管に枝管を取り付ける

継手の溶接 

別図第１又は完全溶込

み溶接 

別図第１は、外径が 90mm

以下の管（腐食性の強い

硝酸液を扱う機器の接

液部を除く。）に限る。 

フランジ、平板又は管板

を取り付ける継手の溶

接 

別図第２（１）、（２）、

（３）、（４）、（５）、（６）、

（７）、（８）、（９）、（１

０）、（１１） 

別図第３（４）、（５）、

（６）、（７）、（８）、（９）、

（１０）、（１１）、（１

２）、（１３）、（１４）、（１

５） 

別図第２の（６）は外径

が 90mm 以下のフランジ

継手（腐食性の強い硝酸

液を扱う機器の接液部

を除く。）に限る。 

別図第２（１０）、（１１）

はダクトに限る。 

別図第３（１３）、（１４）

は腐食性の強い硝酸液

を扱う機器の接液部を

除く。 

管板に管を取り付ける

継手の溶接 
別図第６（１）、（２）、

（３） 
 

管と管又は管台を取り

付ける継手の溶接 
別図第１ 外径が 90mm 以下の管（腐

食性の強い硝酸液を扱

う 機 器 の 接 液 部を 除

く。）に限る。 
閉じ込め部にジャケッ

ト等の耐圧部材を取り

付ける継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこ

れと同等以上の効果が

得られる方法 

 

閉じ込め部に上記以外

の非閉じ込め部材を取

り付ける継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこ

れと同等以上の効果が

得られる方法。ただし、

機器の外側の非接液面

にあっては、この限りで

はない。 

 

側板と底板との継手の

溶接 

別図第５（１）、（２） 大気に開放の容器に限

る。当該継手と側板相互

又は底板相互の継手と

の交点の距離は、300mm

以上とすること。 

側板相互又は底板相互

の継手の溶接 

別図第５（３）、（４）、

（５）又はこれと同等以

上の効果が得られる方

法 

大気に開放の容器に限

る。当該継手と交点の距

離は、300mm 以上とする

こと。 

内張り相互の継手の溶

接 

別図第５（３）、（４）、

（５）、（６）、（７）、（８）、

（９）、（１０）、（１１）、

（１２）又はこれと同等

以上の効果が得られる

方法 

 

大気に開放のライニン

グ型貯槽に限る。内張り

材としてオーステナイ

ト系ステンレス鋼以外

の材料を使用する場合

は、当該継手と交点の距

離は、300mm 以上とする

こと。 

栓等を取り付ける継手

の溶接 

別図第７  
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表１－２ 溶接設計（突合せ溶接の場合） 

 

  

溶接区分 
溶接設計 備考 

機器区分 継手区分 

加工第１種機器 

加工第２種機器 

加工第３種機器 

管台を取り付ける継手

の溶接 

別図第４（１）、（２）、

（３） 

 

フランジ、平板又は管板

を取り付ける継手の溶

接 

別図第３（１）、（２）、

（３） 

 

- 358 -



別紙－１ 

6 

別図第１ 

 
(注) tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

   tcは、0.85tn以上 

   a は、1.25tn以上 

   b は、9.5mm 以上 
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別図第２ 

（１）                  （２） 

 
（注） t は、フランジの厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tc1は、0.25tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

    tc2は、0.7tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

twは、フランジが鍛造品の場合にあっては、0.5tn又は 0.25t のうちいずれか小さい方以上 

フランジが鍛造品以外の場合にあっては、tn又は 0.5t のうちいずれか小さい方以上 
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        （３）                （４） 

 
（注） tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tc1は、tn又は 2tr（trは、継目のない容器又は管の計算上必要な厚 

さ）のうちいずれか小さい方以上 

 tc2は、tn以上 

 twは、3tn以上 

 tw1＋tw2は、3tn以上 

 

（５） 

 
（注） tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tcは、tn又は 2tr（trは、継目のない容器又は管の計算上必要な厚さ） 

のうちいずれか小さい方以上 

 twは、3tn以上 
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（６） 

 
 

（注） tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

 tcは、tn以上 

 a は、1.4tr以上 

  b は、10mm（外径が 61mm 以下の場合は 9.6mm）以上 
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（注） tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。）  

 tw1は、tn以上 

   ただし、(7)にあっては最高使用圧力が 1,570kPa 以下で、かつ、最高使用温度が 350℃以

下のものに限る｡(8)及び(9)にあっては最高使用温度が 450℃以下のものに限る。 

  

（７） （８） 

（９） 
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（１０） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（注） t1、t2は、フランジの厚さ（mm を単位とする。） 

    tn1、tn2は、ダクトの厚さ（mm を単位とする。） 

    tc1は、t1又は tn1のうちいずれか小さい方の厚さの 0.7 倍以上 

    tc2は、t1又は t2のうちいずれか小さい方の厚さの 0.7 倍以上 

 

（１１） 

 

 
（注） t1、t2は、フランジの厚さ（mm を単位とする。） 

    tn1、tn2は、ダクトの厚さ（mm を単位とする。） 

    tc1は、t1若しくは t2又は tn1若しくは tn2のうちいずれか小さい方の 

厚さの 0.7 倍以上 

    tc2は、t1又は t2のうちいずれか小さい方の厚さの 0.7 倍以上 

  

必要な場合は溶接により取り付ける 
ことができる。 

t
n1
 

t
n2
 

tc1 

tn2以下 

tn1以下 

tc1 t2 t1 

tc2 
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別図第３ 

（１）            （２）          （３） 

（注） t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 

  tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

  r は、t又は tnのうちいずれか小さい方以上 

  h は、1.5tn以上 
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（４）               （５） 

 

 

（６）               （７） 

 
（注） t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tcは、0.7tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

    twは、平板又は管板が鍛造品の場合で、かつ、開先角度が 45°未満の場 

        合にあっては、0.5tn又は 0.25t のうちいずれか小さい方以上 

       平板又は管板が鍛造品以外の場合又は開先角度が 45°以上の場合 

にあっては、tn又は 0.5t のうちいずれか小さい方以上 
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（８）          （９）             （１０） 

 

（注） t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tcは、ステーで支えられる管板の場合にあっては、0.7tn又は 1.4tr（trは、継目のない容器

又は管の計算上必要な厚さ）のうちいずれか小さい方以上 

平板又はステーで支えられない管板の場合にあっては、tn 又は 2tr（tr は、継目のな

い容器又は管の計算上必要な厚さ）のうちいずれか小さい方以上 

    twは、(8)にあっては、2tn以上 

(9)及び(10)のステーで支えられる管板にあっては、2tn以上 

(9)及び(10)の平板又はステーで支えられない管板にあっては、3tn以上 
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（１１） 

 

 

（注） t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

twは、2tr（trは、継目のない容器又は管の計算上必要な厚さ）又は 1.25tnのうちいずれ

か大きい方以上。ただし、tより大きくする必要はない。 

 

（１２） 

 

 

（注） t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tcは、ステーで支えられる管板の場合にあっては、0.7tn又は 1.4tr（trは、継目のない容

器又は管の計算上必要な厚さ）のうちいずれか小さい方以上 

平板又はステーで支えられない管板の場合にあっては、tn又は 2tr（trは、継目のな

い容器又は管の計算上必要な厚さ）のうちいずれか小さい方以上 

    tw1＋tw2は、ステーで支えられる管板にあっては、2tn以上 

平板又はステーで支えられない管板にあっては、3tn以上 

            tw1は、0.5tw2以上 
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（１３） 

 
（注） t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tw1は、tn以上 

    tw1＋tw2は、2tn以上 

 

（１４） 

 
（注） t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

twは、2tn以上 

 

（１５） 

 

（注） t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tw1は、tn以上 

    tw1＋tw2は、2tn以上 

    tsは、3mm 以上（漏止め溶接） 
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別図第４ 

（１） 

 

（注）溶接作業が支障なく行え、かつ、本別記に定める検査が実施できるような溶接部の位置又は

中心線と溶接線の角度とし、溶接部の位置は管台から十分な距離を取らなければならない。 

 

（２） 

 

（注）溶接作業が支障なく行え、かつ、本別記に定める検査が実施できるような溶接部の位置又は

中心線と溶接線の角度とし、溶接部の位置は管台から十分な距離を取らなければならない。 

 (1)を優先するが、(1)の加工が適当でない場合に使用する。 

 

（３） 

 

（注）溶接作業が支障なく行え、かつ、本別記に定める検査が実施できるような溶接部の位置又は

中心線と溶接線の角度とし、溶接部の位置は管台から十分な距離を取らなければならない。 
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（４）                    （５） 

 
（注）溶接作業が支障なく行え、かつ、本別紙に定める検査が実施できるような溶接部の位置及び中心線

と溶接線の角度とし、管台の取付け角度はおおむね 45°以上としなければならない。 

t は、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。） 

e は、管の厚さ（mm を単位とする。） 

tcは、0.7tn又は 6mm のいずれか小さい方以上 

tnは、0.5t 以上 

b は、e以上 

a は、（tn－e）以上 
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（６）             （７） 

 
（注） t は、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。）         

tcは、0.7tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

 

 

（８）       （９）    （１０）       （１１） 

 

 

（注） t は、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。） 

t1＋t2は、1.25tmin以上、t1又は t2は、0.7tmin又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

tminは、t、tn又は 19mm のうちいずれか小さいもの。 

tnは、2.2mm 以上 

tcは、0.7tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上。ただし、管台の胴内面への突出し量が

これ以下の場合は、この限りでない。 
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（１２）           （１３）        （１４） 

 
（注） t は、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。） 

teは、強め材の厚さ（mm を単位とする。） 

tcは、0.7tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上。ただし、管台の胴内面への突出し量がこれ

以下の場合はこの限りでない。 

twは、部分溶接の場合における深さ（mm を単位とする。）で 0.7tmin以上 

tminは、t、tn、te又は 19mm のうちいずれか小さいもの。 

 
 
  

（１５） 

（１７） 

（１６） 
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（１８）                    （１９） 

 
（注） tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。） 

    tcは、0.7tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

    twは、tn又は 6mm のうちいずれか大きい方以上 

 

（２０） 

 
（注） t は、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    teは、強め材の厚さ（mm を単位とする。） 

    tminは、t、te又は 19mm のうちいずれか小さいもの。 
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（２１） 

 

（注） t は、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。） 

teは、強め材の厚さ（mm を単位とする。） 

tcは、0.7tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

    tminは、t、tn、te又は 19mm のうちいずれか小さいもの。 

 

（２２） 

 

 
（注） tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。） 

    tsrは、管台が取り付けられる部分の計算上必要な厚さ 

     ただし、取り付けられる管の外径が 90mm 以下のものに限る。 
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（２３） 

 
（注） twは、取り付けられる管の外径の Sch160 に対する厚さ以上 

     ただし、取り付けられる管の外径が 61mm 以下のものに限る。 

 

（２４） 

 
（注） t は、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。） 

    c は、管台の外径が 34mm 以下の場合は 0.25mm 以下 

    c は、管台の外径が 34mm を超え 115mm 以下の場合は 0.5mm 以下 

    c は、管台の外径が 115mm を超える場合は 0.8mm 以下 

    y は、1.6mm 又は tnのうちいずれか小さい方以上 
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別図第５ 

（１） 

 
（注）tw1 ≧ 0.3t 

      tw2 ≧ tw1  

      a ≧50° 

      ℓ1 ≧ tw1  tan(a) 

      ℓ2 ≧ 1.3 tw2  tan(a) 

 

（２） 

 
（注） tcは、側板若しくは底板のうちいずれか小さい方の値又は次の表に掲げ 

    る値のいずれか小さい方以上の値とする。（mm を単位とする。） 

 

底板の厚さ（mm） tc（mm） 

4.5 未満 4.5 

4.5 以上 19 未満 6 

19 以上 32 未満 8 

32 以上 10 
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（３）         （４）           （５） 

 
（６）             （７） 

 

（注）側板相互又は底板相互の場合は、ℓは 5t（t1又は t2のうちいずれか小さい方）又は 25mm のうちい

ずれか大きい方以上 

内張り相互の継手の場合は、ℓは 2t（t1又は t2のうちいずれか小さい方）又は 13mm のうちいずれか

小さい方以上 

   (3)、(4)、(6)、(7)及び(8)の場合は、全厚すみ肉溶接とする。 

  

- 378 -



別紙－１ 

26 

（１０） 

 

 

（１１） 

（１２） 
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別図第６ 
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別図第７ 

（１）              （２） 

 

 

（注） d は、栓等の径で 61mm 以下のものに限る。 

    tcは、0.85tr1（tr1は、dを外径とした継目のない容器又は管の計算上必要な厚さ）以上 

    twは、1.25tr2（tr2は、tの部分の計算上必要な厚さ）以上 

  

（３） （４） 

（５） （６） 
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２．材料の制限 

材料の制限は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２０１２年版（２０１３年

追補を含む。）」（以下「溶接規格」という。）「Ｎ－４０２０ 溶接の制限」によること。 

また、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液側に使用する溶

接材料を加工施設等に使用する場合は、表１－３～表１－６に適合する材料とすること。た

だし、十分な強度及び耐食性を有することが確認された場合はこの限りではない。 

- 382 -



別紙－１ 

30 

表１－３ 母材（オーステナイト系ステンレス鋼）と溶接材料の組合せ 

    母材 

母材 

SUS304 SUS304L R-SUS304 

ULC 

R-SUS304 

ULC(SA) 

SUS316 SUS316L R-SUS316 

ULC 

R-SUS310 

ULC 

R-SUS310 

Nb 

SUS304 YS308 YS308L RY308 

ULC 

RY308ULC 

(SA) 

YS316 YS316L RY316 

ULC 

YS308 YS308 

SUS304L - YS308L RY308ULC RY308ULC (SA) YS316L YS316L RY316ULC YS308L YS308L 

R-SUS304 

ULC 

- - RY308ULC RY308ULC 

(SA) 

RY316 

ULC 

RY316 

ULC 

RY316 

ULC 

RY308 

ULC 

RY308 

ULC 

R-SUS304 

ULC(SA) 

- - - RY308ULC 

(SA) 

RY316 

ULC 

RY316 

ULC 

RY316 

ULC 

RY308ULC 

(SA) 

RY308ULC 

(SA) 

SUS316 - - - - YS316 YS316L RY316ULC YS316 YS316 

SUS316L - - - - - YS316L RY316ULC YS316L YS316L 

R-SUS316 ULC - - - - - - RY316ULC RY316ULC RY316ULC 

R-SUS310 ULC - - - - - - - RY310ULC RY310ULC 

R-SUS310 Nb - - - - - - - - RY310ULC 

（注1）母材の区分に対応する日本産業規格の同等の鋼種は、下表のとおり 

母材の区分 鍛造 鋼管 熱交換用管 板 鋳造 

SUS304 SUSF304 SUS304TP SUS304TB SUS304 SCS13 

SUS304L SUSF304L SUS304LTP SUS304LTB SUS304L SCS19 

R-SUS304ULC R-SUSF304ULC R-SUS304ULCTP R-SUS304ULCTB R-SUS304ULC ― 

R-SUS304ULC(SA) R-SUSF304ULC(SA) R-SUS304ULC(SA)TP R-SUS304ULC(SA)TB R-SUS304ULC(SA) ― 

SUS316 SUSF316 SUS316TP SUS316TB SUS316 SCS14 

SUS316L SUSF316L SUS316LTP SUS316LTB SUS316L SCS16 

R-SUS316ULC R-SUSF316ULC R-SUS316ULCTP R-SUS316ULCTB R-SUS316ULC ― 

R-SUS310ULC R-SUSF310ULC R-SUS310ULCTP R-SUS310ULCTB R-SUS310ULC ― 

R-SUS310Nb R-SUSF310Nb R-SUS310NbTP R-SUS310NbTB R-SUS310Nb ― 

（注2）母材の R-SUS304ULC、R-SUS304ULC(SA)、R-SUS316ULC、R-SUS310ULC 及び R-SUS310Nb の化学成分及び機械的性質は、表1-5（上表）による。 

（注3）RY308ULC、RY308ULC(SA)、RY316ULC及び RY310ULCの溶加材の化学成分及び溶着金属の機械的性質は表1-5（下表続き）による。 
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表１－４ 主なステンレス材料の化学成分及び機械的性質(上表) 

種類の記号 

化学成分（％） 機械的性質（注 １） 

C Si Mn P S Ni Cr Mo Nb 
耐力 

(MPa) 

引張強さ 

(MPa) 

伸び 

（％） 

R-SUS304 

ULC 

0.020 

以下 

1.00 

以下 

2.00 

以下 

0.045 

以下 

0.030 

以下 

9.00～

13.00 

18.00～  

20.00 
－ － 

175 以上 480 以上 40 以上 

175 以上 450 以上 29 以上 

R-SUS304 

ULC (SA) 

0.020 

以下 

1.00 

以下 

2.00 

以下 

0.045 

以下 

0.030 

以下 

9.00～  

13.00 

18.00～  

20.00 
－ － 

175 以上 480 以上 40 以上 

175 以上 450 以上 29 以上 

R-SUS316 

ULC 

0.020 

以下 

1.00 

以下 

2.00 

以下 

0.045 

以下 

0.030 

以下 

12.00～  

15.00 

16.00～  

18.00 

2.00～ 

3.00 
－ 

175 以上 480 以上 40 以上 

175 以上 450 以上 29 以上 

R-SUS310 

ULC 

0.020 

以下 

1.50 

以下 

2.00 

以下 

0.045 

以下 

0.030 

以下 

19.00～   

22.00 

24.00～   

26.00 
－ － 

175 以上 480 以上 40 以上 

175 以上 450 以上 29 以上 

R-SUS310 Nb 
0.020 

以下 

0.30 

以下 

1.00 

以下 

0.020 

以下 

0.020 

以下 

19.00～  

22.00 

24.00～   

26.00  
－ 

0.15～

0.30 

215 以上 490 以上 35 以上 

195 以上 490 以上 30 以上 

（注１） 機械的性質の中で上欄に掲げる値は、板材、下欄に掲げる値は、鍛造材及び棒材の値である。 

 

表１－４ 主なステンレス材料の化学成分及び機械的性質(下表) 

種類の記号 

鋼管における伸び (%) 

腐食度 

 

（g/m2h） 

ボイラー・熱交換器用ステンレス鋼鋼管 配管用ステンレス鋼鋼管 

外径 20mm 

以上 

外径 20mm未

満 10mm 以上 

外径 10mm 

未満 

１１号及び 

１２号試験片 
５号試験片 ４号試験片 

１１号及び 

１２号試験片 

１１号試験

片 
１１号試験片 縦方向 横方向 縦方向 横方向 

R-SUS304 ULC 35 以上 30 以上 27 以上 35 以上 25 以上 30 以上 22 以上 － 

R-SUS304 ULC (SA) 35 以上 30 以上 27 以上 35 以上 25 以上 30 以上 22 以上 1.8×10-1以下 

R-SUS316 ULC 35 以上 30 以上 27 以上 35 以上 25 以上 30 以上 22 以上 － 

R-SUS310 ULC 35 以上 30 以上 27 以上 35 以上 25 以上 30 以上 22 以上 － 

R-SUS310 Nb 35 以上 30 以上 27 以上 35 以上 25 以上 30 以上 22 以上 － 
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表１－４ 主なステンレス材料の化学成分及び機械的性質(下表続き) 

（注３）Si は、0.65～1.00％にすることにより高 Si の規格とすることができる。この場合の表示は、標準の種類に Si を付加して表示する。（例：RY308ULCSi） 

（注４）試験要領は、JIS Z 3321（2003）「溶接用ステンレス鋼溶加棒及びソリッドワイヤ及び鋼帯」及び JIS Z 3221（2008）「ステンレス鋼被覆アーク溶接棒」に準

ずる。 

表１－５   母材（チタン及びチタン合金）と溶接材料の組合せ 

母 材 
 
 
母  材 

工業用純チタン 
（JIS H 4600（2007）「チタン及びチタン合金－板及び条」に規定されるもの） 

R-Ti-5Ta 

工業用純チタン 
（JIS H 4600（2007）「チ タン 
及びチタン 合金－板 及び条」
に規定されるもの） 

母材と同等以上の強度及び純度を有するチタン（JIS H 4600（2007）「チタン 及びチタン
合金－板及び条」JIS H 4670（2007）「チタン及びチタン合金－線及び線材」、JIS Z 3331
「チタン及びチタン合金溶接用の溶加棒及びソリッドワイヤ」に規定されるもの） 

R-Ti-5Ta 

R-Ti-5Ta （注１） － R-Ti-5Ta 
（注１） R-Ti-5Ta の化学成分及び機械的性質は、次表による。 

 

 

 

種類の記号 

化学成分（％）） 機械的性質 

C Si Mn P S Ni Cr Mo 
引張強さ 

(MPa) 

伸び 

（％） 

RY308ULC 
0.020 

以下 

0.65 以下 

(注３) 

1.0 

～2.5 

0.03 

以下 

0.03 

以下 

9.0 

～11.0 

19.5 

～22.0 
－ 480 以上 35 以上 

RY308ULC 

(SA) 

0.020 

以下 

0.65 以下 

(注３) 

1.0 

～2.5 

0.03 

以下 

0.03 

以下 

9.0 

～11.0 

19.5 

～22.0 
－ 480 以上 35 以上 

RY316ULC 
0.020 

以下 

0.65 以下 

(注３) 

1.0 

～2.5 

0.03 

以下 

0.03 

以下 

11.0 

～14.0 

18.0 

～20.0 

2.0 

～3.0 
480 以上 35 以上 

RY310ULC 

(低 Mn) 

0.020 

以下 
0.65 以下 

1.0 

～2.5 

0.020 

以下 

0.015 

以下 

20.0 

～22.5 

25.0 

～28.0 
－ 480 以上 25 以上 

RY310ULC  

(高 Mn) 

0.015 

以下 
0.30 以下 

6.0 

～8.0 

0.020 

以下 

0.015 

以下 

19.0 

～21.0 

24.0 

～27.0 
－ 480 以上 30 以上 
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種類の記号 

化学成分（％） 機械的性質 

Ta Fe O N H Ti 
引張強さ 

(MPa) 

耐力 

(MPa) 

伸び 

（％） 

絞り 

（％） 

R-Ti-5Ta 4.0～6.0 
0.15 

以下 

0.15 

以下 

0.03 

以下 

0.010 

以下 
残り 340～480 215～440 

25 

以上 

40 

以上 

 

表１－６ 母材（ジルコニウム）と溶接材料の組合せ 

母材 
母材 

R-Zr 

R-Zr ERZr2 
（注１） R-Zrの化学成分及び機械的性質は、次表による。 

 

種類の 

記号 

化学成分 (%) 機械的性質 

Zr＋Hf Hf Fe＋Cr H N C O 
引張強さ 

（MPa） 

耐力 

（MPa） 

伸び 

(%) 

R-Zr 
99.2 

以上 

4.5 

以下 

0.2 

以下 

0.005 

以下 

0.025 

以下 

0.05 

以下 

0.16 

以下 

380 

以上 

205 

以上 

16 

以上 
（注２） ERZr2の化学成分は、次表による。 

 

 

 

 

 

 

種類の記号 
化 学 成 分 （％） 

Zｒ＋Hf Hf Fe+Cr H N C O 

ERZr2 99.2 以上 4.5 以下 0.2 以下 0.005 以下 0.025 以下 0.05 以下 0.16 以下 
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３．開先面 

開先面は、溶接規格「Ｎ－４０３０ 開先面」によること。 
 

４．溶接部の強度等 

溶接部の強度等は、溶接規格「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」（別記－５ １．⑤参

照）に、次の要件を付したものによること。 

１）（１）に「ただし、母材及び溶接材料に耐食性を向上させたオーステナイト系ステ

ンレス鋼を使用する溶接部であって、最高使用圧力が 98kPa 未満のものにあって

は、設計上要求される強度以上の強度を有するものとすることができる。」を加え

る。 

 

５．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

溶接部の非破壊試験及び機械試験は、溶接規格「Ｎ－４０５０ 溶接部の非破壊試験及

び機械試験」（別記－５ １．⑥及び⑧参照）に次の要件を付したものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ０５０－１ 溶接部の非破壊試験」は適用除外とし、「表１－７ 溶接部

の非破壊試験」を適用する。 

２）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」において、「機器の区分」の欄の「ク

ラス１容器、クラスＭＣ容器」は「加工第１種容器、加工第２種容器」に、「クラ

ス２容器、クラス３容器及びクラス３相当容器（安全設備以外の開放容器を除く。）、

クラス１配管、クラス２配管、クラス３配管及びクラス３相当管（安全設備以外の

開放容器に接続される当該容器に最も近い止め弁までのものを除く。）」は「加工第

１種管、加工第２種管」に、「溶接部の区分」の欄の「継手区分Ａ」は「長手継手」

に、「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ及び継手区分Ｄ」は「周継手」に読み替える。この場

合において、「加工第１種管、加工第２種管」については、「継手区分Ｂ、溶接継手

Ｃ及び溶接継手Ｄ」は「周継手（管台を取り付ける継手を除く。）」に読み替える。

また、（注）４．及び５．は削る。この場合において、加工第１種機器及び加工第

２種機器にあっては、最高使用圧力が次の①～③に定める値以上のものに限る。 

① 液体用の容器又は管であって、最高使用温度がその液体の沸点未満のものに

ついては、1,960kPa 

② ①に規定する容器以外の容器にあっては、98kPa 

③ ①に規定する管以外の管にあっては、980kPa（長手継手の部分にあっては、

490kPa） 

 

表１－７ 溶接部の非破壊試験 

区分 
規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

加工 

第１種 

機器 

１．閉じ込め部（内包する液体又は気体の閉じ込

め障壁を構成する部分をいう。以下同じ。）の溶

接部であって次のイ又はロのいずれかに掲げ

るもの以外のもの 

放射線透過試験

及び溶接金属部

に隣接する幅

13mm の範囲内

溶接深さの 1/2

（溶接深さの

1/2が 13mmを超

え る 場 合 は
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イ 突合せ溶接以外の管台を取り付ける溶接

部、管板に管を取り付ける溶接部及び栓等を

取り付ける溶接部 

ロ 最高使用温度 100℃未満の開放容器（開放

部により内気と外気が通じている容器をい

う。以下同じ。）及びこれに接続される管のう

ち当該容器から最も近い止め弁までの部分

並びに外径 61mm 以下の管の溶接部 

の母材を含めた

部分における浸

透探傷試験 

13mm）ごとの浸

透探傷試験（た

だし、最終層は

溶接金属部に隣

接する幅 13mm

の範囲内の母材

の部分を含むこ

と。）又は超音波

探傷試験 及び

溶接金属部に隣

接する幅 13mm

の範囲内の母材

を含めた部分に

おける浸透探傷

試験 

２．閉じ込め部の溶接部のうち突合せ溶接による

溶接部であって、長手継手を有する母材相互又

は周継手を有する母材相互を取り付ける継手

と長手継手又は周継手とが接する箇所（以下

「継手接続箇所」という。）から 100mm 以内の溶

接部（１に掲げるものを除く。） 

３．閉じ込め部の溶接部のうち突合せ溶接以外の

管台を取り付ける溶接部（最高使用温度 100℃

未満の開放容器及びこれに接続される管であ

って、当該容器から最も近い止め弁までの部分

並びに外径 61mm 以下の管の溶接部を除く。） 

溶接深さの 1/2

（溶接深さの

1/2が 13mmを超

え る 場 合 は

13mm）ごとの浸

透探傷試験。た

だし、最終層は

溶接金属部に隣

接する幅 13mm

の範囲内の母材

の部分を含むこ

と。 

放射線透過試験

又は超音波探傷

試験及び溶接金

属部に隣接する

幅 13mm の範囲

内の母材を含め

た部分における

浸透探傷試験 

４．閉じ込め部の溶接部のうち突合せ溶接以外の

管板に管を取り付ける溶接部 

浸透探傷試験 － 

５．閉じ込め部の溶接部（１から４までに掲げる

ものを除く。） 

浸透探傷試験 放射線透過試験

又は超音波探傷

試験 

６．クラッド溶接による溶接部 浸透探傷試験 － 

７．ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め輪等

であって、重要なものを取り付ける溶接部 

浸透探傷試験 放射線透過試験

又は超音波探傷

試験 

加工 

第２種 

機器 

１．閉じ込め部の溶接部のうち突合せ溶接による

溶接部であって、次のイからホまでのいずれか

に掲げるもの（最高使用温度 100℃未満の開放

容器及びこれに接続される管のうち当該容器

から最も近い止め弁までの部分並びに外径

61mm 以下の管の溶接部を除く。） 

イ 次の⑴又は⑵のいずれかに掲げるもの 

⑴ オーステナイト系ステンレス鋼で作ら

れた容器であって､厚さが38mmを超えるも

のの溶接部 

⑵炭素鋼で作られた容器であって､厚さが

32mm を超えるものの溶接部 

放射線透過試験 超音波探傷試験

又は溶接深さの

1/2（溶接深さの

1/2 が 13mm を超

え る 場 合 は

13mm)ごとの浸

透探傷試験 
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ロ 管の長手継手の溶接部であって、厚さが

19mm を超えるもの 

ハ 管の周継手（管台を取り付ける継手を除

く。）の溶接部であって、次の⑴又は⑵のいず

れかに掲げるもの 

⑴ 外径が 410mm（液体用のものにあっては、

275mm）を超え、かつ、厚さが 19mm を超える

管の溶接部 

⑵ 厚さが 41mm（液体用のものにあっては、

29mm）を超える管の溶接部（(1)に掲げるもの

を除く。） 

ニ 内包するプルトニウムの濃度が 37µBq/cm3

（内包するプルトニウムが液体中にある場合

は、37Bq/cm3）以上の容器若しくは管又は内包

する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（内包する

放射性物質が液体中にある場合は 37kBq/cm3）

以上の容器若しくは管の溶接部（イからハま

でに掲げるものを除く。）であって次の⑴か

ら⑶までのいずれかに掲げるもの以外のもの 

⑴ 液体用の容器又は管であって、最高使用

温度がその液体の沸点未満であり、かつ、

最高使用圧力が 1,960kPa 未満のものの溶接

部 

⑵ 最高使用圧力が 98kPa 未満の容器の溶接

部（⑴に掲げるものを除く。） 

⑶ 最高使用圧力が 980kPa（長手継手の場合

は 490kPa）未満の管の溶接部（⑴に掲げる

ものを除く。） 

ホ 継手接続箇所から 100mm 以内の溶接部（イか

らニまでに掲げるもの及びライニング型貯槽

の溶接部を除く。） 

２．閉じ込め部の溶接部（１に掲げるものを除

く。） 

浸透探傷試験又

は磁粉探傷試験 

放射線透過試験

又は超音波探傷

試験 

３．ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め輪等

であって、重要なものを取り付ける溶接部 

浸透探傷試験又

は磁粉探傷試験 

放射線透過試験

又は超音波探傷

試験 

加工 

第３種 

機器 

１.閉じ込め部の溶接部 浸透探傷試験又

は磁粉探傷試験 

放射線透過試験

又は超音波探傷

試験 

２.ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め輪等で

あって、重要なものを取り付ける溶接部 

浸透探傷試験又

は磁粉探傷試験 

放射線透過試験

又は超音波探傷

試験 

 

６．突合せ溶接による継手面の食い違い 

加工第１種機器及び加工第２種機器の突合せ溶接による継手面の食い違いは、溶接規

格「Ｎ－４０６０ 突合せ溶接による継手面の食違い」に次の要件を付したものによるこ

と。 
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１）「表Ｎ－４０６０－１ 継手面の食い違いの許容値」の「継手区分Ａ」は「長手継

手」に、「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分Ｄ」は「周継手」に読み替える。 

２）加工第３種機器（六ふっ化ウランの加熱容器に限る。）の突合せ溶接による継手面

の食い違いについては、「表１－８ 加工第３種機器（六ふっ化ウランの加熱容器

に限る。）の継手面の食違いの許容値」によること。ただし、応力計算を行って構

造上要求される強度を有することが明らかである場合は、この限りでない。 

 

表１－８  加工第３種機器（六ふっ化ウランの加熱容器に限る。）の 

継手面の食違いの許容値 

継手の種類 母材の厚さ 食違いの値 

長手継手 6mm 以下 1.5mm 

6mm を超え 24mm 以下 母材の厚さの 25% 

24mm を超えるもの 6mm 

周継手 6mm 以下 1.5mm 

6mm を超え 48mm 以下 母材の厚さの 25% 

48mm を超えるもの 12mm 

 
７．厚さの異なる母材の突合せ溶接 

厚さの異なる母材の突合せ溶接は、溶接規格「Ｎ－４０７０ 厚さの異なる母材の突合

せ溶接」に、次の要件を付したものによること。ただし、機器等の構造上これによること

が困難な場合であって、十分な強度を有することが確認できる場合は、この限りではない。 

１）「継手区分Ｃ又は継手区分Ｄ」は「別図第３（１）、（２）、（３）」に読み替える。 

 

８．継手の仕上げ 

溶接部の表面は、溶接規格「Ｎ－４０８０ 継手の仕上げ」に、次の要件を付したもの

によること。 

１）加工第１種機器の溶接部の接液面であって、耐食性を著しく損なうおそれがあるも

のは、表面の仕上げを行ってはならない。 

２）上記１）の溶接部の接液面は、「表１－９ 溶接部の接液面の余盛高さ及び裏波高

さの許容値」の左欄に掲げる項目について、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準

に適合するものでなければならない。ただし、構造上当該判定基準によることが著

しく困難である場合は、この限りでない。 

 

表１－９ 溶接部の接液面の余盛高さ及び裏波高さの許容値 

項目 判定基準 

余盛の高さ 1 母材の厚さが 3mm 未満のとき 2mm 以下 

2 母材の厚さが 3mm 以上のとき 2.5mm 以下 

裏波の高さ 1 母材の厚さが 3mm 未満のとき 1.5mm 以下 

2 母材の厚さが 3mm 以上で 7.5mm 未満のとき 2mm 以下 

3 母材の厚さが 7.5mm 以上のとき 3.5mm 以下 

ただし､部分的なたれ落ちについてはこの限りではない｡ 

アンダーカット及

びオーバーラップ 
0.5mm 以下 
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その他 溶込み不良、ピット、クレータ及び割れがないこと。 

 
９．溶接後熱処理 

溶接部は、次に規定するところにより溶接後熱処理を行うこと。ただし、十分な強度及

び耐食性を有することが確認された場合は、この限りでない。 

１）オーステナイト系ステンレス鋼で作られた機器の溶接部であって、溶接後に熱間加

工を行うものは、加工後に日本産業規格等の適切な規格により固溶化熱処理を行

うこと。 

２）溶接後熱処理は、溶接規格「Ｎ－４０９０ 溶接後熱処理」によること（別記－５ 

１．⑨及び⑩参照）。この場合において、「表Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱処理を要

しないもの（１／３）」及び同表（２／３）は適用除外とし、同表（３／３）「２.

クラス１機器以外」を適用する。この場合において、「継手区分Ｂ」及び「継手区

分Ｃ」は「周継手」に読み替える。 

 

１０．非破壊試験の方法と判定基準 

溶接部の非破壊試験は、溶接規格「Ｎ－４１００ 非破壊試験」に、次の要件を付した

ものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」については、次の①～④のとおりとする。 

① 「増感紙を使用する場合の項の「（クラス１容器及びクラス１配管以外のものに

あっては,金属蛍光増感紙を除く。）」を削除する。 

② 「撮影原則」の項の「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ又は継手区分Ｄ」は「周継手」に

読み替える。 
③ 「放射線源と溶接部の線源側との距離」の項の「クラス１容器・クラス１配管」

は適用除外とし、「クラスＭＣ容器、クラス２容器、クラス３容器、クラス３相当

容器、クラス２配管、クラス３配管、クラス３相当管、クラス４配管」を適用する。 

④ 同表において規定のない針金形透過度計を使用する場合及び判定基準について

は、「表１－１０ 放射線透過試験」による。 

 

表１－１０ 放射線透過試験 

針
金
形
透
過
度
計
を
使
用
す
る

場
合 

透
過
度
計
の
配
置 

JIS Z3104「鋼溶接継手の放射線透過試験方法」の「附属書１、２、又
は３の撮影配置」、JIS Z3106「ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試
験方法」の「附属書１、２、又は３の撮影配置」又は JIS Z3107「チタ
ン溶接部の放射線透過試験方法」の「５．４ 撮影配置」によること。
この場合において、透過度計を溶接部の線源側に置くことが困難な場
合は、記号「F」を付してフィルム側に置くことができる。また、全周
を同時に撮影する場合は、透過度計を等間隔に４個以上写るように置
くこと。 

階
調
計 

の
使
用 

炭素鋼又はステンレス鋼等の撮影において、JIS Z3104 又は JIS Z3106
の規定により階調計を使用する場合には、当該 JIS に従い撮影するこ
と。 

針
金
形
透

過
度
計 

使
用
す
べ
き

透
過
度
計 

透過度計の構
造 

JIS Z2306「放射線透過試験用透過度計」によるもので
あること。 

階調計の構造 
JIS Z3104 又は JIS Z3106 に規定された階調計を使用
すること。 
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透
過
度
計
識
別

度 

炭素鋼又はス
テンレス鋼等 

JIS Z3104 又は JIS Z3106 の「附属書１、２、又は
３の透過写真の必要条件」Ａ級、Ｐ１級、Ｐ２級又
はＦ級に適合すること。ただし、構造上やむを得な
い場合であって、材厚 1.6mm 以下でγ線を用いた場
合は、0.32mm の線が識別できること。 

チタン等 JIS Z3107 の「透過写真の必要条件」に適合すること。 

判
定
基
準 

次の１から３までのいずれにも適合すること。 
１ JIS Z3104-1995 の附属書４「透過写真によるきずの像の分類方法」の１類、

JIS Z3106-2001 の附属書４「透過写真によるきずの像の分類方法」の１類又
は JIS Z3107-1993 の附属書「透過写真によるきずの像の分類方法」の１類で
あること。ただし、ステンレス鋼等における第１種及び第４種のきずのきず点
数として算定しないきずの長径は、母材の厚さが 5mm 以下の場合にあっては、
母材の厚さの 0.1 倍とする。また、炭素鋼におけるタングステン巻込みは、第
１種のきずとみなし、そのきず点数を２分の１として判定するものとする。加
工第２種機器、加工第３種機器の場合にあっては、炭素鋼における第１種のき
ず、ステンレス鋼等における第１種及び第４種のきず並びにチタン等における
ブローホール及びタングステン巻込み（以下この表において「第１種のきず
等」という。）については、試験視野を３倍に拡大してきず点数を求め、その
３分の１の値をきず点数とすることができる。 

２ 第１種のきず等がある場合には、その長径は、それぞれのきずの隣接する他
の第１種のきず等との間の距離が 25mm 未満の場合にあっては母材の厚さの
0.2 倍(3.2mm を超える場合は、3.2mm)、隣接する他の第１種のきず等との間の
距離が 25mm 以上の場合にあっては母材の厚さの 0.3 倍（6.4mm を超える場合
は 6.4mm）の値を超えないこと。この場合において、１においてきず点数とし
て算定しないきずについては、きずとみなさない。 

３ 炭素鋼又はステンレス鋼等においては、母材の厚さの 12 倍の長さの範囲内に
連続して直線的に並んでいる第２種のきずであって、隣接する第２種のきずの
間の距離が長い方の第２種のきずの長さの６倍未満であるものの長さの合計が
母材の厚さを超えないこと。 

 

１１．機械試験 

機械試験は、溶接規格「Ｎ－４１１０ 機械試験」（別記－５ １．⑪参照）に次の要

件を付したものによること。この場合において、「継手区分Ａ」は「長手継手」に、「継手

区分Ｂ,継手区分Ｃ及び継手区分Ｄ」は「周継手」に読み替える。 

１）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」において、「機器の区分」の欄の「クラス１容器、

クラスＭＣ容器」は「加工第１種容器」に、「クラス１配管」は「加工第１種管」に

読み替え、「クラス２容器」、「クラス３容器、クラス３相当容器」及び「クラス３配

管、クラス３相当管」は適用除外とする。この場合において、「クラス１配管」の「継

手区分Ｂ,継手区分Ｃ及び継手区分Ｄ」は「周継手（管台を取り付ける継手を除く。」

に読み替える。また、（注）５において、「発電用原子力機器に関する容器又は管の

破壊靱性試験であって、」は削る。 

２）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」に、「表１－１１ 加工第２種容器及び加工第２

種管の機械試験」を加える。 

３）「表Ｎ－Ｘ１１０－２ 継手引張試験,型曲げ試験及びローラ曲げ試験」の「型曲げ

試験」及び「ローラ曲げ試験」の項中の表の「母材の区分」欄の「Ｐ－５２」は「Ｐ

－５２又はＰ－６１」に読み替える。 

４）「表Ｎ－Ｘ１１０－３ 破壊靭性試験」において、「機器の区分」の欄の「クラス１

容器」、「クラス１配管」、「クラスＭＣ容器」は適用除外とする。また、「クラス２容
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器、クラス３容器、クラス３相当容器、クラス２配管、クラス３配管及びクラス３

相当管」は「加工第１種容器及び加工第１種管」に読み替える。 

 

表１－１１ 加工第２種容器及び加工第２種管の機械試験 

区分 
試験の種類 

機器の区分 溶接部の区分 

加工第２種

容器 

胴の内径600mmを

超えるもの 

胴 長手継手及び周継

手の溶接部 

継手引張試験､型

曲げ試験 

管台及び管 長手継手の溶接部 

胴の内径が 600mm 以下のもの 

加工第２種管 長手継手の溶接部 継手引張試験､型

曲げ試験 

 

１２．再試験 

再試験は、溶接規格「Ｎ－４１２０ 再試験」（別記－５ １．⑫参照）に次の要件を

付したものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１２０－１ 再試験」における破壊靭性試験の項の「クラス１容器」、「ク

ラス１配管」、「クラスＭＣ容器」は適用除外とする。 

２）同表中「クラス２容器、クラス３容器、クラス３相当容器、クラス２配管、クラス

３配管及びクラス３相当管」は「加工第１種容器及び加工第１種管」に読み替える。 

 

１３．溶接部の耐圧試験等 

溶接部の耐圧試験等については、次によること。 

１）「表１－１２ 耐圧試験」の機器の欄に掲げる容器又は管の溶接部（ライニング型貯

槽（コンクリート製の貯槽にステンレス鋼等の内張りを施した容器をいう。以下同

じ。）の溶接部を除く。）は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の試験圧力の

欄に掲げる圧力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがないものでなけれ

ばならない。ただし、容器又は管の構造上当該圧力で試験を行うことが著しく困難

である場合であって、可能な限り高い圧力で試験を行い、これに耐え、かつ、漏え

いがなく、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のう

ちいずれか適当な非破壊試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。 

２）ライニング型貯槽の溶接部は、発泡試験（真空法）による漏えい試験を行い、これ

に合格するものでなければならない。ただし、構造上漏えい試験を行うことが著し

く困難である場合は、浸透探傷試験を行い、これに合格するときは、この限りでな

い。 

３）上記２）の漏えい試験は、「表１－１３ 漏えい試験」の発泡試験（真空法）の項の

試験の方法の欄に掲げる方法によって行うこととし、同項の判定基準の欄に掲げる

基準に適合するときは、これを合格とする。 

 

表１－１２ 耐圧試験 

機器 試験圧力 

- 393 -



別紙－１ 

41 

加
工
第
１
種
容
器
・
加
工
第
２
種
容
器 

加
工
第
３
種
容
器 

内圧を
受ける
もの 

開放容器 胴板の頂部（屋根がない場合は、
頂部の山形鋼の下部）より 50mm
下部（いっ出口がある場合は、い
っ出口の下部）まで液体を満た
したときの圧力 

その他のもの 最高使用圧力の 1.5 倍以上の水
圧（水圧で試験を行うことが困
難である場合は、最高使用圧力
の 1.25 倍以上の気圧） 

外圧を
受ける
もの 

内部が大気圧未満になることにより
大気圧により外圧を受けるもの（開放
容器を除く。） 

大気圧と内面に受ける圧力との
最高の差の 1.5 倍以上の水圧又
は気圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との最
高の差の 1.5倍以上の水圧（水圧
で試験を行うことが困難である
場合は、当該差の 1.25 倍以上の
気圧） 

加
工
第
１
種
管
・
加
工
第
２
種
管 

内圧を
受ける
もの 

試験圧力の異なる容器又は管と一体
で試験を行う必要のあるもの（当該
容器又は管と直接接続される継手の
溶接部に限る。） 

低い方の試験圧力による水圧
（水圧で試験を行うことが困難
である場合は、気圧） 

開放容器に接続されるもの（当該容器
の静水頭圧以外の圧力が加わらない
部分に限る。） 

当該容器の胴板の頂部（当該容
器に屋根がない場合は、頂部の
山形鋼の下部）より 50㎜下部（い
っ出口がある場合は、いっ出口
の下部）まで液体を満たしたと
きの圧力 

その他のもの 最高使用圧力の 1.5 倍以上の水
圧（水圧で試験を行うことが困
難である場合は、最高使用圧力
の 1.25 倍の気圧） 

外圧を
受ける
もの 

内部が大気圧未満になることによ
り、大気圧により外圧を受けるもの
（開放容器に接続されるものであっ
て、当該容器の静水頭圧以外の圧力
が加わらない部分を除く。） 

大気圧と内面に受ける圧力との
最高の差の 1.5 倍以上の水圧又
は気圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との最
高の差の 1.5倍以上の水圧（水圧
で試験を行うことが困難である
場合は、当該差の 1.25 倍以上の
気圧） 

加
工
第
３
種
管 

内圧を受けるもの 最高使用圧力の 1.25倍以上の気
圧又は水圧 

外圧を
受ける
もの 

内部が大気圧未満になることによ
り、大気圧により外圧を受けるもの
（開放部により内部と外部が通じて
いる管を除く。） 

大気圧と内面に受ける圧力との
最高の差の 1.5 倍以上の気圧又
は水圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との最
高の差の 1.25倍以上の気圧又は
水圧 

（備考） 

１ 外圧を受けるものの試験圧力については、容器又は管の内部から加える圧力とすることができる。 

２ 最高使用圧力が 98kPa 未満の容器又は管にあっては、水圧による試験を気圧で行うことができる。

この場合における試験圧力は、水圧による試験の場合と同じ圧力とする。 
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表１－１３ 漏えい試験の方法と判定基準 

試験の種類 試験の方法 判定基準 
発泡試験 
（減圧法） 

試験圧力は大気圧より-20kPa 以
上低い圧力とすること。 

溶接部の欠陥からの漏えいによる発
泡が認められないこと。 
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溶接施工法認証標準 
 

 

１．溶接施工法の種類 

 溶接施工法の種類は、溶接規格「ＷＰ－２００ 溶接施工法の種類」（別記－５ ２．③

及び④参照）によること。 

 

２．確認事項 

溶接施工法における確認事項は、溶接規格「ＷＰ－３００ 確認事項」及び次の（１）～

（２２）によること。この場合において、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第

２種機器の接液側に使用する溶接材料を加工施設等に使用する場合は、表１－３～表１－

６に適合する材料とすること。ただし、十分な強度及び耐食性を有することが確認された場

合はこの限りではない。 

 

（１）溶接方法 

溶接方法の区分は、溶接規格「ＷＰ－３０１ 溶接方法」に次の要件を付したものによ

ること。 

１）「クラス１容器及びクラス２容器」とあるのは「加工第１種機器」に読み替える。 

 

（２）母材 

母材は、溶接規格「ＷＰ－３０２ 母材」によること。この場合において、「表ＷＰ－３

０２－１ 母材の区分」の「母材」欄に「Ｐ－６１」を、同表「種類」欄に「ジルコニウ

ム」を加える。 

母材の区分 グループ 種類 

Ｐ－６１ － ジルコニウム 

 

（３）溶接棒 

溶接棒は、溶接規格「ＷＰ－３０３ 溶接棒」によること。 

 

（４）溶接金属 

溶接金属は、溶接規格「ＷＰ－３０４ 溶接金属」によること。 

 

（５）予熱 

予熱は、溶接規格「ＷＰ－３０５ 予熱」によること。 

 

（６）溶接後熱処理 

溶接後熱処理は、溶接規格「ＷＰ－３０６ 溶接後熱処理」（別記－５ ２．②参照）に

よること。 
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（７）シールドガス 

シールドガスは、溶接規格「ＷＰ－３０７ シールドガス」によること。 

 

（８）裏面からのガス保護 

裏面からのガス保護は、溶接規格「ＷＰ－３０８ 裏面からのガス保護」によること。 

 

（９）溶加材 

溶加材は、溶接規格「ＷＰ－３０９ 溶加材」によること。この場合において、「表ＷＰ

－３０９－１ 溶加材もしくはウェルドインサート又は心線の区分」の「溶加材又はウェ

ルドインサート」欄に「Ｒ－６１」を、「心線の区分」欄に「Ｅ－６１」を、また、「種類」

の欄に「ジルコニウム」を加える。 

溶加材又はウェルドインサート 心線の区分 種類 

Ｒ－６１ Ｅ－６１ ジルコニウム 

 

（１０）ウェルドインサート 

ウェルドインサートは、溶接規格「ＷＰ－３１０ ウェルドインサート」によること。

この場合において、「表ＷＰ－３０９－１ 溶加材もしくはウェルドインサート又は心線

の区分」の「溶加材又はウェルドインサート」欄に「Ｒ－６１」を、「心線の区分」欄に「Ｅ

－６１」を、また、「種類」の欄に「ジルコニウム」を加える。 

溶加材又はウェルドインサート 心線の区分 種類 

Ｒ－６１ Ｅ－６１ ジルコニウム 

 

（１１）電極 

電極は、溶接規格「ＷＰ－３１１ 電極」によること。 

 

（１２）フラックス 

フラックスは、溶接規格「ＷＰ－３１２ フラックス」によること。 

 

（１３）心線 

心線は、溶接規格「ＷＰ－３１３ 心線」によること。この場合において、「表ＷＰ

－３０９－１ 溶加材もしくはウェルドインサート又は心線の区分」の「溶加材又はウ

ェルドインサート」欄に「Ｒ－６１」を、「心線の区分」欄に「Ｅ－６１」を、また、

「種類」の欄に「ジルコニウム」を加える。 

溶加材又はウェルドインサート 心線の区分 種類 

Ｒ－６１ Ｅ－６１ ジルコニウム 

 

（１４）溶接機 

  溶接機は、溶接規格「ＷＰ－３１４ 溶接機」によること。 
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（１５）層 

 層は、溶接規格「ＷＰ－３１５ 層」によること。 

 

（１６）母材の厚さ 

母材の厚さは、溶接規格「ＷＰ－３１６ 母材の厚さ」によること。 

 

（１７）ノズル 

ノズルは、溶接規格「ＷＰ－３１７ ノズル」によること。 

 

（１８）電圧及び電流 

 電圧及び電流は、溶接規格「ＷＰ－３１８ 電圧及び電流」によること。 

 

（１９）揺動 

揺動は、溶接規格「ＷＰ－３１９ 揺動」によること。 

 

（２０）あて金 

あて金は、溶接規格「ＷＰ－３２０ あて金」によること。 

 

（２１）リガメントの幅 

リガメントの幅は、溶接規格「ＷＰ－３２１ リガメントの幅」によること 

 

（２２）衝撃試験 

衝撃試験は、溶接規格「ＷＰ－３２２ 衝撃試験」によること。ただし、「各機器におけ

る衝撃試験温度は次の通りとする。」は適用除外とする。 

 

３．確認試験 

３．１ 試験材の厚さ及びその取付け方法 

（１）試験材の厚さ 

試験材の厚さの区分は、溶接規格「ＷＰ－４１１ 試験材の厚さ」によること。 

（２）試験材の取付方法 

試験材の取付方法の区分は、溶接規格「ＷＰ－４１２ 試験材の取付け方法」による

こと。 

 

３．２ 試験片の種類、数及び採取位置 

 試験片の種類、数及び採取位置の区分は、溶接規格「ＷＰ－４２０ 試験片の種類・数

及び採取位置」によること。 

 

４．試験片の形状・寸法及び試験方法並びに試験結果の判定基準 

４．１ 試験片の形状・寸法及び試験方法 
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試験片の形状・寸法及び試験方法は、溶接規格「ＷＰ－５１０ 試験片の形状・寸法

及び試験方法」に次の要件を付したものによること。 

１）「表ＷＰ－４００－１ 継手引張試験、型曲げ試験、ローラ曲げ試験方法及び衝撃試

験」の「試験の方法」の欄の表中の「Ｐ－５２」は、「Ｐ－５２及びＰ－６１」に読

み替える。 

２）チタン又はチタン合金及びジルコニウムについては、溶接終了後に溶接部の色調検

査を行う。 

 

４．２ 判定基準 

判定基準は、溶接規格「ＷＰ－５２０ 判定基準」に、次の要件を付したものによる

こと。 

１）「表ＷＰ－４００－１ 継手引張試験、型曲げ試験、ローラ曲げ試験方法及び衝撃試

験（１／３）」の「継手引張試験」項の「判定基準」欄の「材料規格Ｐａｒｔ ３ 第

１章表４又は表７」は「母材の規格」に読み替える。 

２）チタン又はチタン合金及びジルコニウムの色調検査の判定基準については、表２－

１及び表２－２のとおりとする。ジルコニウムの場合には、紫又は青から青白又は

灰色の間の色調については、明らかに紫又は青と同等の延性を有すると確認できた

場合にのみ、合格とする。 

 

表２－１ 溶接部の変色程度と判定基準（チタン及びチタン合金の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－２ 溶接部の変色程度と判定基準（ジルコニウムの場合） 

溶接部の変色程度 合否 

銀色 

金色又は麦色 

紫又は青 

合格 

青白又は灰色 

白又は黄白 

不合格 

 

溶接部の変色程度 合否 
銀色 
金色又は麦色 
紫 
青 

合格 

青白 
暗灰色 
白 
黄白 

不合格 
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溶接士技能認証標準 

 

１．溶接士の種類及び有効期間 

 溶接士の種類は、自動溶接機を用いない溶接士（手溶接士及び半自動溶接士）及び自

動溶接機を用いる溶接士（自動溶接士）とし、資格の有効期限は「別記－５ ３．（４）

溶接士技能認証標準に適合する溶接士技能の有効期間」によること。 

 

２．自動溶接機を用いない溶接士 

２．１ 確認事項 

自動溶接機を用いない溶接士の技能の確認は、次に掲げる事項について、それぞれ

定める事項の区分の組合せが異なるごとに行うものとする。 

 

（１）溶接方法 

溶接方法は、溶接規格「ＷＱ－３１１ 溶接方法」によること。 

 

   （２）試験材及び溶接姿勢 

試験材及び溶接姿勢は、溶接規格「ＷＱ－３１２ 試験材及び溶接姿勢」（別記－

５ ３．（１）①参照」に、次の要件を付したものによること。 

１）別記－５「別表第１ 試験材及び溶接姿勢の区分」に「表３－１ 試験材及

び溶接姿勢の区分（自動溶接機を用いない溶接士）」を追加する。 

２）別記－５「別表第１ 試験材及び溶接姿勢の区分」において、「アルミニウム

又はアルミニウム合金以外」の項の「Ｗ－３（外径 150～170mm で厚さ 10～

12mm の管）」は「Ｗ－３（外径 150～170mm で厚さ 9～11mm の管）」に読み替え、

「アルミニウム又はアルミウム合金」の項を削る。 

 

 

表３－１ 試験材及び溶接姿勢の区分（自動溶接機を用いない溶接士） 

試験材の区分 溶接姿勢 

Ｗ－３－００ 

（外径 100～120mm で厚さ 4～5.3mm の管及び 

外径 27.2～48.6mm で厚さ 2.5～3.7mm の管） 

ｒ 
有壁水平固定及び 

有壁鉛直固定 

ｅ 
水平固定及び 

鉛直固定 

 

次表はジルコニウムに限る。 

試験材の区分 溶接姿勢 

Ｗ－０ 

（厚さ 3～3.2 mm の板） 

ｆ 下向 

ｖ 立向 

ｈ 横向 

ｏ 上向 

Ｗ－１ 

（厚さ 9mm の板） 

ｆ 下向 

ｖ 立向 
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ｈ 横向 

ｏ 上向 

Ｗ－２ 

（厚さ 25mm 以上の板） 

ｆ 下向 

ｖ 立向 

ｈ 横向 

ｏ 上向 

Ｗ－３－００ 

（外径 100～120mm で 

厚さ 4～5.3mm の管及び外

径 27.2～48.6mm で厚さ

2.5～3.7mm の管） 

ｒ 
有壁水平固定及び 

有壁鉛直固定 

ｅ 

水平固定及び 

鉛直固定 

Ｗ－３－０ 

（外径 100～120mm で 

厚さ 4～5.3mm の管） 

ｒ 
有壁水平固定及び 

有壁鉛直固定 

ｅ 
水平固定及び 

鉛直固定 

Ｗ－４ 

（外径 200～300mm で厚さ

20mm 以上の管） 

ｒ 
有壁水平固定及び 

有壁鉛直固定 

ｅ 
水平固定及び 

鉛直固定 

Ｗ－５ 

（管と管板の 

取り付け溶接） 

ｆ 下向 

vh 立向及び横向 

ｏ 上向 

 

（３）溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む。）又は心線 

溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む。）又は心線は、溶接規格「ＷＱ－３

１３ 溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む）又は心線」によること。この

場合において、「表ＷＱ－３１３－２ 溶加材（ウェルドインサート含む）又は心

線の区分」の「溶加材の区分」の欄に「Ｒ－６１」を「心線の区分」の欄に「Ｅ－６

１」を「種類」の欄に「ジルコニウム」を加える。 

溶加材の区分 心線の区分 種類 
Ｒ－６１ Ｅ－６１ ジルコニウム 

 

（４）母材 

母材の区分は、溶接規格「ＷＱ－３１４ 母材」によること。この場合において、

「表ＷＱ－３１４－１ 母材の区分」の「母材のグループ区分」の欄に「Ｐ－６１

（ジルコニウム）」を、「母材の区分」の欄に「Ｐ－６１」を加える。 

母材のグループ区分 母材の区分 
Ｐ－６１（ジルコニウム） Ｐ－６１ 

 

２．２ 確認試験の方法及びその判定基準 

確認試験の方法（要領や溶接上の注意事項など）及び判定基準は次によること。 

 

２．２．１ 試験材の種類がアルミニウム、アルミニウム合金又はチタン以外のものの

場合 

（１）確認試験要領 
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確認試験要領は、溶接規格「ＷＱ－３２１（１）確認試験要領」に次の要件を付

したものによること。 

１）図ＷＱ－３２１－４中「Ｗ－３－０」は「Ｗ－３－０e」に読み替える。 

２）図ＷＱ－３２１－５中「Ｗ－３」は「Ｗ－３e」に読み替える。 

３）図ＷＱ－３２１－６中「Ｗ－４」は「Ｗ－４e」に読み替える。 

４）「Ｗ－３－００e」は「Ｗ－３－０e」の試験材料に加えて、図３－１ W-3-00e

試験材の試験材料を追加して試験を行う。 

５）「Ｗ－３－００r」は「図３－２ Ｗ-3-00ｒの溶接上の注意、試験材の寸法、

取り付け方法及び試験片採取位置」によること。 

 

                             ℓ            ℓ 
 
 
 
 
     D 
           t 
  
 
 

 

図３－１  W-3-00e 試験材 

 

（２）溶接上の注意 

溶接上の注意は、溶接規格「ＷＱ－３２１（２）溶接上の注意」による。この

場合において、次の６）及び７）を追加する。 

６）Ｗ－３－００eの場合 

溶接材料を適切な方法を用いて、「図 ＷＱ－３１２－２ 管の溶接姿勢」

のように水平に固定し水平固定全姿勢で溶接する。 

７）Ｗ－３－０r 、Ｗ－３ｒ又はＷ－４ｒの場合 

試験材の種類、溶接姿勢及び試験片採取位置は、別記－５ 別図による

こと。 

  

ℓ：長さ約 125mm  

D：27.2～48.6 ㎜ 

t：2.5～3.7 ㎜ 
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(1)外径 100～120(W-3-00r)の管 

a) 天井 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)壁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)外径 27.2～48.6(W-3-00r)の管 
              約 125         約 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－２ W-3-00r の溶接上の注意、試験材の寸法、取付け方法及び試験片採取位置 

 

１． 寸法の単位は、㎜とする。 

２． 試験材は、適当な方法を用いて図ａ）のように水平に固定してＢＣ及びＢＡ間を溶接する。

次に図ｂ）のように試験材を鉛直に固定してＡＤＣ間を溶接する。 

 

30
0 

45° 

45° 

45° 

45° 

約 125 

300 

150 以下 

約 125 

300 

裏曲げ 

裏曲げ 

裏曲げ 

裏曲げ 

30
0 

A 

B  

C 

D 

水平管では天井、鉛直管では壁 

水
平

管
で

は
壁

、
鉛

直
管

で
は

床
 

溶接姿勢は、水平固定

全姿勢とする。  
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（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格「ＷＱ－３２１（３）試験片の準備」に次の要件を付

したものによる。 

１）「 1) 曲げ試験片」の「図 ＷＱ－３２１－１、図 ＷＱ－３２１－２、 Ｗ

Ｑ－３２１－３、図 ＷＱ－３２１－４、 ＷＱ－３２１－５又は図－ＷＱ

－３２１－６」とあるのは「図 ＷＱ－３２１－１～図 ＷＱ－３２１－６

又は「図３－１ W-3-00e  試験材」に読み替える。 

２）「 2) 試験片の仕上げ」において「図 ＷＱ－３２１－１～図 ＷＱ－３２

１－６」とあるのは「図 ＷＱ－３２１－１～図 ＷＱ－３２１－６及び図

３－１ W-3-00e 試験材」に読み替える。 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格「ＷＱ－３２１（４）試験方法」によること。 
 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格「ＷＱ－３２１（５）合否判定基準」に次の要件を

付したものによる。 

１）試験材の区分が、「表３－１ 試験材及び溶接姿勢の区分（自動溶接機を用

いない溶接士）」に掲げるＷ－３－００（小径管 27.2mm～48.6mm）にあって

は、次の①及び②によること。 

① 外観検査において裏波ビードが正常であること。 

② 浸透探傷試験を行い、これに合格すること。浸透探傷試験の方法及び判定基

準は管と管板の取付け溶接の場合の浸透探傷試験によること。 

 

２．２．２ 試験材の種類がチタンのものの場合 

（１）確認試験要領 

確認試験要領は、溶接規格「ＷＱ－３２３（１）確認試験要領」に、次の要件を

付したものによること。 

１）「図ＷＱ－３２３－３」の「Ｗ－２３」は「Ｗ－２３e」に読み替える。 

２）「図ＷＱ－３２３－４」の「Ｗ－２４」は「Ｗ－２４e」に読み替える。 

 

（２）溶接上の注意 

溶接上の注意は、溶接規格「ＷＱ－３２３（２）溶接上の注意」による。

この場合において、Ｗ－２３ｒ及びＷ－２４ｒの場合は、試験材の種類、溶接

姿勢及び試験材採取位置は、別記－５ 別図のとおりとすること。 

 

（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格「ＷＱ－３２３（３）試験片の準備」による。 

 

（４）試験方法 
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試験方法は、溶接規格「ＷＱ－３２３（４）試験方法」による。 
 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格「ＷＱ－３２３（５）合否判定基準」による。 

 
２．２．３ 試験材の種類がジルコニウムのものの場合  

（１）確認試験要領 

確認試験要領は、溶接規格「ＷＱ－３２１（１）確認試験要領」を参考とするか

又は適切な確認試験要領にて実施すること。 

 

（２）溶接上の注意  

溶接上の注意、試験材の種類、溶接姿勢及び試験片採取位置は、溶接施工方法

に適した要領で実施すること。 

 

（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格「ＷＱ－３２１（３）試験片の準備」の 1)～3)を参考

とするか又は適切な方法にて実施すること。 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格「ＷＱ－３２３（４）試験方法」を参考とするか又は適切

な方法にて実施すること。 

 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格に準拠した場合は、溶接規格「ＷＱ－３２３（５）合否

判定基準」による。なお、ジルコニウムの色調検査については、「表２－４ 溶接部の

変色程度と判定基準（ジルコニウムの場合）」による。 

 

２．３ 作業範囲 

自動溶接機を用いない作業範囲は、、別記－５「別表第２ 試験材及び溶接姿勢の区

分と作業範囲」によること。この場合において、同表（１／２）の「アルミニウム又は

アルミニウム合金以外」は適用除外とし「表３－５ 作業範囲」を適用する。 
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表３－５ 作業範囲 

試験材の区分 溶接姿勢の区分 作業範囲 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
、
チ
タ
ン
又
は
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
以
外 

Ｗ－０ 
（厚さ 3.0～3.2 

mm の板） 

f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さが 7mm 未満 
v 立 向 板についての立向き姿勢で母材の厚さが

7mm 未満 
h 横 向 板についての横向き姿勢で母材の厚さが

7mm 未満 
o 上 向 板についての上向き姿勢で母材の厚さが

7mm 未満 
Ｗ－１ 

（厚さ 9mm の板） 
f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さが 4mm 以上 19mm

未満 
v 立 向 板についての立向き姿勢で母材の厚さが

4mm 以上 19mm 未満 
h 横 向 板についての横向き姿勢で母材の厚さが

4mm 以上 19mm 未満 
o 上 向 板についての上向き姿勢で母材の厚さが

4mm 以上 19mm 未満 
Ｗ－２ 

（厚さ 25mm 以上

の板） 

f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さが 4mm 以上 
v 立 向 板についての立向き姿勢で母材の厚さが

4mm 以上 
h 横 向 板についての横向き姿勢で母材の厚さが

4mm 以上 
o 上 向 板についての上向き姿勢で母材の厚さが

4mm 以上 
Ｗ－３－００ 
（ 外 径 100 ～

120mm で厚さ 4.0

～5.3mmの管及び

外 径 27.2 ～

48.6mm で 厚 さ

2.5～3.7mmの管） 

r 有壁水平固定及び 

有壁鉛直固定 
姿勢の制限がなく、母材の厚さが llmm

未満 
e 水平固定 

及び鉛直固定 
姿勢の制限がなく、母材の厚さが 1lmm

未満（拘束のある場合を除く。） 

Ｗ－３－０ 
（ 外 径 100 ～

120mm で厚さ 4.0

～5.3mm の管） 

r 有壁水平固定及び 

有壁鉛直固定 
姿勢の制限がなく、外径 50mm 未満の管

（再処理第１種機器及び再処理第２種機

器に限る。）を除き、母材の厚さが 11mm

未満 
e 水平固定 

及び 

鉛直固定 

姿勢の制限がなく、外径 50mm 未満の管

（再処理第１種機器及び再処理第２種機

器に限る。）を除き、母材の厚さが 11mm

未満（拘束のある場合を除く。） 
Ｗ－３ 

（ 外 径 150 ～

170mm で厚さ 9～

11mm の管） 

r 有壁水平固定 

及び有壁鉛直固定 
姿勢の制限がなく、母材の厚さが 4mm 以

上 l9mm 未満 
e 水平固定 

及び鉛直固定 
姿勢の制限がなく、母材の厚さが 4㎜以

上 l9mm 未満（拘束のある場合を除く。） 
Ｗ－４ 

（ 外 径 200 ～

300mm で 厚 さ

20mm 以上の管） 

r 有壁水平固定 

及び有壁鉛直固定 
姿勢の制限がなく、母材の厚さが 4mm 以

上 
e 水平固定 

及び鉛直固定 
姿勢の制限がなく、母材の厚さが 4mm 以

上（拘束のある場合を除く。） 
Ｗ－５ f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
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（管と管板の取

り付け溶接） 
v
h 

立向及び横向 管板を立てて溶接する姿勢で母材の厚さ

に制限なし 
o 上 向 上向き姿勢で母材の厚さに制限なし 

Ｗ－６ 
（クラッド溶接） 

f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
v 立 向 立向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
h 横 向 横向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
o 上 向 上向き姿勢で母材の厚さに制限なし 

 
２．４ 資格表示 

本試験に合格した溶接士技能の資格表示は、溶接規格「ＷＱ－４４０ 資格表示」

によること。 

 

３．自動溶接機を用いる溶接士 

自動溶接機を用いる溶接士の技能の確認は溶接規格「ＷＱ－４００ 自動溶接機を用い

る溶接士」によること。 

 

３．１ 確認事項 

自動溶接機を用いる溶接士の技能の確認は、次に掲げる事項について、それぞれ定める    

事項の区分の組合せが異なるごとに行うものとする。 

 

（１）溶接の方法 

溶接方法は、溶接規格「ＷＱ－４１１ 溶接の方法」によること。 

 

３.２ 確認試験の方法及びその判定基準 

確認試験の方法（要領や溶接上の注意事項など）及び判定基準は溶接規格「ＷＱ－４

２０ 確認試験の方法と判定基準」によること。 

 

３.３ 作業範囲 

自動溶接機を用いる溶接士の作業範囲は、溶接規格「ＷＱ－４３０ 作業範囲」によ

る（別記－５ ３．（１）④参照）。 

 

３.４ 資格表示 

   本試験に合格した溶接士技能の資格表示は、溶接規格「ＷＱ－４４０ 資格表示」

によること。 
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制定 令和２年 月 日 原規規発第 号 原子力規制委員会決定 

 

  令和２年  月   日 

 

原子力規制委員会   

 

   試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈の制定に

ついて 

 

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈を別添のとお

り定める。 

 

   附 則 

１ この規程は、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の施

行の日から施行する。 

２ この規程の施行の際現に原子力利用における安全対策の強化のための核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律

（平成２９年法律第１５号）第３条の規定による改正前の核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第１６

条の４第２項、第２８条の２第２項又は第４６条の２第２項の規定に基づく

認可又は第５５条の３第１項の規定に基づく検査を受けた溶接の方法におい

て、溶接をする者として確認を受けた者は、別記（試験研究の用に供する原

子炉等に係る施設の溶接の方法等について）４．の要求事項に適合している

者とみなす。 

３ 試験研究の用に供する原子炉等の溶接の方法の認可について（１２安局第

２１１号（平成１２年１２月２７日科学技術庁原子力安全局長通知））は、

以後用いない。 

別紙５－８ 
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別添 

〇試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈 

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に定める技術的要件を満足する技術的内容は、この解釈に限定されるものではなく、同規則に照

らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、同規則に適合するものと判断する。 

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈 

（材料及び構造） 

第十二条 試験研究用等原子炉施設に属する容器、管、弁及びポンプ並びに

これらを支持する構造物並びにこれらを支持する構造物並びに炉心支持

構造物のうち、試験研究用等原子炉施設の安全性を確保する上で重要なも

の（以下この項において「容器等」という。）の材料及び構造は、次に掲

げるところによらなければならない。この場合において、第一号（容器等

の材料に係る部分に限る。）及び第二号の規定については、法第二十八条

第二項に規定する使用前事業者検査の確認を行うまでの間適用する。 

一 容器等がその設計上要求される強度及び耐食性を確保できるもので

あること。 

二 容器等の主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。以

下この号において同じ。）は、次に掲げるところによるものであるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１２条（材料、構造等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項第２号に規定する「容器等の主要な耐圧部分の溶接部」とは、以

下に掲げる容器又は管の溶接部をいう。 

⑴ 原子炉本体又は原子炉格納施設に属する容器 

⑵ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービン及びその附属設備を除く。以下こ

の解釈において同じ。）、計測制御系統施設、放射線管理施設又は試験

研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則（昭和３２年総理府

令第８３号）第１条の３第１項第２号ヌに規定する試験研究用等原子炉

の附属施設（非常用電源設備を除く。以下「主要実験設備等」という。）

に属する容器であって非常時に安全装置として使用されるもの 

⑶ 原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容器に取り付けられる管の

うち、これが取り付けられる当該容器から最も近い止め弁までの部分 
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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射線管理施設又は主要実

験設備等に属する管であって、非常時に安全装置として使用されるもの

（⑶に規定するものを除く。） 

⑸ 核燃料物質の取扱施設若しくは貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測

制御系統施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設若しくは主要

実験設備等に属する容器（⑵に規定するものを除く。）又はこれらの施

設に属する外径 61mm（最高使用圧力 98kPa 未満の管にあっては、100mm）

を超える管（⑶及び⑷に規定するものを除く。）であって、その内包す

る放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（その内包する放射性物質が液体中に

ある場合は、37kBq/cm3）以上のもの 

⑹ 核燃料物質の取扱施設若しくは貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測

制御系統施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設若しくは主要

実験設備等に属する容器（⑵に規定するものを除く。）又はこれらの施

設に属する外径 150mm 以上の管（⑶及び⑷に規定するものを除く。）で

あって、その内包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（その内包する放

射性物質が液体中にある場合は、37kBq/cm3）未満のもののうち、次に定

める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をするもの 

イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度 100℃未満のものについ

ては、最高使用圧力 1,960kPa 

ロ イに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力 98kPa 

ハ イに規定する管以外の管については、最高使用圧力 980kPa（長手継

手の部分にあっては、490kPa） 

⑺ 蒸気タービンに係る蒸気だめ若しくは熱交換器又は非常用電源設備

に属する容器のうち、耐圧部分について溶接をするもの 
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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

イ 不連続で特異な形状でないものであること。 

 

 

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保

に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確

認したものであること。 

 

 

 

 

 

ハ 適切な強度を有するものであること。 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備

並びに適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認した

ものにより溶接したものであること。 

２ 試験研究用等原子炉施設に属する機器は、その安全機能の重要度に応じ

て、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、

著しい漏えいがないものでなければならない。 

３ 試験研究用等原子炉施設に属する容器であって、その材料が中性子照射

を受けることにより著しく劣化するおそれがあるものの内部は、監視試

験片を備えたものでなければならない。 

⑻ 蒸気タービンに係る外径百五十ミリメートル以上の管のうち、耐圧部

分について溶接をするもの 

３ 第１項第２号イに規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、溶

接部の設計において、溶接部の開先等の形状に配慮し、鋭い切欠き等の不

連続で特異な形状でないものをいう。 

４ 第１項第２号ロに規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」と

は、溶接後の非破壊試験において割れがないことに加え、溶接時の有害な

欠陥により割れが生ずるおそれがないことをいい、「健全な溶接部の確保

に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこと」とは、溶接部の設計及び形

状が溶込み不足を生じがたいものであり、溶接部の表面及び内部に有害な

欠陥がないことをいう。 

５ 第１項第２号ロに規定する「非破壊試験」は、放射線透過試験、超音波

探傷試験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、目視試験等をいう。 

６ 第１項第２号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、母材と同等以

上の機械的強度を有するものであることをいう。 

７ 第１項第２号の規定に適合する溶接部は、「試験研究の用に供する原子

炉施設等の溶接方法等について（別記）」に適合したものをいう。 

８ 第２項に規定する適切な耐圧試験は「試験研究の用に供する原子炉施設

等の溶接方法等について（別記）」によること。 
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別記 

 

試験研究の用に供する原子炉等に係る施設の溶接の方法等について 

 

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則（令和 年原子力規制委員会規

則第 号。以下「技術基準規則」という。）第１２条第１項第２号及び第２項の規定に対応

する溶接部に関する要求事項については、以下のとおりとする。 

 

１．溶接の方法 

溶接の方法は、別紙に規定する方法によること。 

 

２．溶接施工法 

溶接施工法は、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５

年原子力規制委員会規則第６号。以下「実用炉技術基準規則」という。）第１７条第１５

号の規定により確認されたもの又はこれと同等と認められるものでなければならない。 
同等と認められる溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の強化のための核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年

法律第１５号）第３条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律の施行（令和２年４月１日）前に試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転

等に関する規則（昭和３２年総理府令第８３号）第３条の１１の溶接の方法の認可を受け

たもの等をいう。 

 

３．溶接設備 

溶接機の種類並びに溶接後熱処理設備及び試験設備の種類及び容量は、その溶接方法

に適したものであること。 

 

４．溶接を行う者 

実用炉技術基準規則第１７条第１５号に規定する技能を有する溶接士であることを認

証された者又はこれと同等と認められる者でなければならない。 
同等と認められる者とは、溶接士技能の確認を受けた者又は実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成２５年６月１９日 原規技発第 1306194
号 原子力規制委員会決定）別記－５（以下単に「別記－５」という。） ３．第３部溶接

士技能認証標準⑶により同等と認められた者等をいう。 

 

５．用語の定義 

⑴ 「第１種機器」とは、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する容器又は管をいう。 

- 412 -



   

2 

⑵ 「第１種容器」とは、第１種機器に属する容器をいう。 

⑶ 「第１種管」とは、第１種機器に属する管をいう。 

⑷ 「第２種容器」とは、原子炉格納容器並びにこれに接続する容器であって原子炉格納

容器及びこれに接続する容器内の設備から放出される放射性物質等の有害な物質の漏

えいを防止するために設けられるものをいう。 

⑸ 「第３種機器」とは、次に掲げる容器又は管をいう。 

イ 試験研究用等原子炉を安全に停止するために必要な設備又は非常時に安全を確保

するために必要な設備であって、その故障、損壊等により公衆に放射線障害を及ぼす

おそれを間接に生じさせるものに属する容器又は管（放射線管理の用に供するダク

トにあっては、原子炉格納容器の貫通部から外側隔離弁までの部分に限る。） 

ロ タービンを駆動させることを主たる目的とする流体が循環する回路に係る設備に

属する容器又は管であって、第１種機器からこれらに最も近い止め弁までのもの 

ハ イ及びロに掲げるもの以外の容器又は管であって、原子炉格納容器の貫通部から

最も近い隔離弁までのもの 

ニ 原子炉カバーガス等のバウンダリを構成する容器又は管 

ホ ナトリウムを内包し、かつ、多量の放射性物質を内包している容器又は管（第１種

機器を除く。） 

ヘ 試験研究用原子炉（一次冷却材として軽水又は重水を用いるものに限る。）の通常

運転時に一次冷却材を内包する機器及びこれに附属する機器であって、原子炉容器

内の水位の過度の低下を防止し、炉心を冠水状態に保持するためのものに属する容

器又は管（第１種機器を除く。） 

ト 試験研究用原子炉の炉心に近接する設備であって、その故障、損壊等により放射性

物質の漏えいを生じさせるおそれのあるものに属する容器又は管 

⑹ 「第３種容器」とは、第３種機器に属する容器をいう。 

⑺ 「第３種管」とは、第３種機器に属する管をいう。 

⑻ 「第４種機器」とは、第１種機器、第２種容器、第３種機器及び第１５号に規定する

第５種管以外の容器又は管をいう。 

⑼ 「第４種容器」とは、第４種機器に属する容器をいう。 

⑽ 「第４種管」とは、第４種機器に属する管をいう。 

⑾ 「第５種管」とは、放射線管理の用に供するダクト（第３種管を除く。）をいう。 

⑿ 「第１種継手」とは、容器の胴、管又は管台の長手継手、球形容器、鏡板又は平板の

継手及び容器の胴、管又は管台に半球形鏡板を取り付ける継手をいう。 

⒀ 「第２種継手」とは、容器の胴、管又は管台の周継手及び容器の胴、管又は管台に半

球形鏡板以外の鏡板を取り付ける継手をいう。 

⒁ 「第３種継手」とは、容器の胴、管又は管台にフランジ、平板又は管板を取り付ける

継手をいう。 
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⒂ 「第４種継手」とは、容器の胴、管、管台、鏡板又は平板に管台を取り付ける継手を

いう。 
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試験研究の用に供する原子炉等に係る施設の溶接の方法 

 

１．溶接部の設計 

第１種容器、第２種容器、第３種容器、第４種容器、第１種管、第３種管及び第４種

管の溶接部の設計は、次表に掲げる場合を除き、突合せ両側溶接によって行うこと。ま

た、第３種容器及び第４種容器の開放容器並びに第５種管の溶接部の設計は、次表に掲

げる場合を除き、突合せ片側溶接又はこれと同等以上の効果が得られる方法によって行

うこと。ただし、十分な強度及び耐食性を有することが確認された場合は、この限りで

はない。 

 

表１－１ 溶接設計（突合せ溶接以外の場合） 

溶接区分 
溶接設計 備考 

機器区分 継手区分 
第１種 
容器 

内径が 600mm 以下の
ものの継手の溶接 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（第１種継手又
は熱荷重により著しい応
力が生ずる部分にあって
は溶接後裏あて金を取り
除いたものに限る。）、初層
イナートガスアーク溶接
又はこれらと同等以上の
効果が得られる方法 

 

第３種継手の溶接 別図第２⑴から⑶まで 
別図第３⑴から⑷まで 

熱加重により著しい応力
が生ずる部分であって、
別図第２⑵若しくは⑶又
は別図第３⑴から⑷まで
のいずれかよる場合は、
外径が 115 ㎜以下のもの
に限る。 

第４種継手の溶接 別図第４⑴から⒃まで 
 

別図第４⒀から⒃までに
よる場合にあっては、著
しい反力を受けないもの
に限る。また、熱加重に
より著しい応力が生ずる
部分であって、別図第４
⑹から⑿までによる場合
は、接続される管の外径
が 115 ㎜以下のものに限
り、別図第４⒀から⒃ま
でによる場合は、接続さ
れる管の外径が 34 ㎜以
下のものに限る。） 

管台に制御棒駆動機
構ハウジングを取り
付ける継手の溶接 

別図第６  

加圧器の管台に加圧
器用加熱器を取り付
ける継手の溶接 

別図第７－１  
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栓等を取り付ける継
手の溶接 

別図第８⑴又は⑵  

管板に管又はスリー
ブを取り付ける継手
(管とスリーブとの
継手を含む。)の溶接 

全厚すみ肉溶接又はこれ
らと同等以上の効果が得
られる方法 

 

耐圧部に非耐圧部材
を取り付ける継手の
溶接 

連続すみ肉溶接又はこれ
らと同等以上の効果が得
られる方法 

 

第２種 
容器 

内径が 600 ㎜以下の
ものの継手の溶接 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（第１種継手又
は熱荷重により著しい応
力が生ずる部分にあって
は、溶接後裏あて金を取り
除いたものに限る。）、初層
イナートガスアーク溶接
又はこれらと同等の効果
が得られる方法 

 

第３種継手の溶接 
 

別図第２⑴から⑻まで及
び⑾又は別図第３⑴から
⑽まで 
 

別図第２⑺による場合に
あっては、差し込まれる
部分の外径が 61 ㎜以下
の場合に限る。また、熱
加重により著しい応力が
生ずる部分であって、別
図第２⑵、⑶若しくは⑻
又は別図第３⑴から⑹ま
で、⑻若しくは⑼による
場合は、容器の外径が
115 ㎜以下のものに限
り、別図２⑷から⑺まで
又は別図３⑺若しくは⑽
による場合は、容器の外
径が 34 ㎜以下のものに
限る。 

第４種継手の溶接 別図第４⑴から（31）まで 
又は(38) 

別図第４⒀から⒃までに
よる場合にあっては、著
しい反力を受けないもの
に限る。また、熱加重に
より著しい応力が生ずる
部分であって、別図第４
⑹から⑿までによる場合
は、接続される管の外径
が 115 ㎜以下のものに限
り、別図第４⒀から(31)
までによる場合は、接続
される管の外径が 34 ㎜
以下のものに限る。 

電線貫通部のボデ
ィとアダプタとの
継手の溶接 

別図第６  

電線貫通部の平板
に外径 61 ㎜以下の
管を取り付ける継
手の溶接 

のど厚が管の厚さの0.7倍
以上の連続すみ肉溶接又
はこれと同等以上の効果
が得られる方法 
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栓等を取り付ける
継手の溶接 

別図第８⑴又は⑵  

漏れ止め溶接によ
る継手又は耐圧部
に非耐圧部材を取
り付ける継手の溶
接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

第３種 
容器 

１ 開放容器以外の
もの又はガードベ
ッセルの継手の溶
接を次によって行
う場合 
⑴ 裏から溶接が
できないものの
継手（最低使用温
度が-30℃以下と
な る 場 合 を 除
く。）及び最低使
用温度が-30℃以
下となる場合で
あ っ て 内 径 が
600 ㎜以下のも
のの継手の溶接 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（最低使用温度
が-30℃以下となる場合の
第１種継手又は熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分にあっては、溶接後裏
あて金を取り除いたもの
に限る。）、初層イナートガ
スアーク溶接又はこれら
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑵ 次に適合する
ものの継手の溶
接 
a.液体用のもの
であって、最
高使用温度が
当該液体の大
気圧における
沸点未満であ
り、かつ、最高
使 用 圧 力 が
1,960kPa 未
満のもの 

b.a．以外のもの
であって、最
高使用圧力が
98kPa 未満の
もの 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（最低使用温度
が-30℃以下となる場合の
第１種継手又は熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分にあっては、溶接後裏
あて金を取り除いたもの
に限る。）、初層イナートガ
スアーク溶接又はこれら
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑶ 第３種継手の
溶接 

 

別図第２⑴から⑻若しく
は⑾又は別図第３⑴から
⑻ 

別図第２⑺による場合に
あっては、差し込まれる
部分の外径が 61 ㎜以下
のものに限る。また、熱
加重により著しい応力が
生ずる部分であって、別
図第２⑵、⑶若しくは⑻
又は別図第３⑴から⑹ま
で若しくは⑻による場合
は、容器の外径が 115 ㎜
以下のものに限り、別図
第２⑷から⑺まで又は別
図第３⑺による場合は、
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容器の外径が 34 ㎜以下
のものに限る。 

⑷ 第４種継手の
溶接 

 

別図第４⑴から(28) 別図第４⒀から⒃までに
よる場合にあっては、著
しい反力を受けないもの
に限る。また、熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分であって、別図第４
⑹から⑿までによる場合
は、接続される管の外径
が 115 ㎜以下のものに限
り、別図第４⒀から(28)
までによるものにあって
は、接続される管の外径
が 34 ㎜以下のものに限
る。 

⑸ 管台に制御棒
駆動機構ハウジ
ングを取り付け
る継手の溶接 

別図第６  

⑹ 容器の管台に
管等を取りつけ
る継手の溶接 

別図第７－２  

⑺ 栓等を取り付
ける継手の溶接
を取り付ける継
手の溶接 

別図第８⑴から⑹  

⑻ 管板に管又は
スリーブを取り
付ける継手（管
とスリーブとの
継手を含む。）の
溶接 

全厚すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑼ 漏止め溶接に
よる継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑽ 耐圧部に非耐
圧部材を取り付
ける継手の溶接 

連続すみ肉溶接若しくは
これと同等以上の効果が
得られる方法又は外圧を
受ける容器に強め輪を取
り付ける継手の溶接を別
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図第５⑷によって行う場
合 

⑾ 制御棒駆動機
構ハウジングの
継手の溶接 

別図第９  

⑿ 原子炉容器据
付ボルトキャッ
プシール部の継
手 

別図第１０  

２ 開放容器(ガー
ドベッセルを除
く。)の継手の溶接
を次に掲げる場合
を除き、突合せ片
側溶接又はこれと
同等以上の効果が
得られる方法によ
って行う場合 

  

⑴ 平底容器の胴
板と底板との第
３種継手の溶接 

別図第５⑴又は⑵ 胴板相互の第１種継手と
底板相互の継手との距離
は、300 ㎜以上であるこ
と。 

⑵ 内張り相互の
継手及び内張り
を埋込み金物に
取り付ける継手
の溶接 

a. 全厚かど溶接又はこ
れと同等以上の効果が
得られる方法 

b. 重ね継手の溶接を右
欄に適合する全厚すみ
肉溶接 

c. へり溶接を別図第５
⑶ によって行う場合 

b.の場合 
・母材の重ね部の長さ
は、母材の厚さ（母材
の厚さが異なる場合
は、薄い方の厚さ。次
の事項において同じ。）
の２倍以上（13㎜を超
える必要はない。）であ
ること。 

・内張り相互の継手の交
点の距離は、300 ㎜（相
接する母材の厚さが 6
㎜未満の場合は、当該
母材の厚さの 10 倍）以
上であること。 

⑶ 第３種継手の
溶接 

 

別図第２⑴から⑽まで又
は別図第３ 
 

別図第２⑺による場合に
あっては、差し込まれる
部分の外径が 90 ㎜以下
のものに限る。 

⑷ 第４種継手の
溶接 

別図第４⑴から(37)まで  

⑸ 容器の管台に
管等を取りつけ
る継手の溶接 

別図第７－２  

⑹ 栓等を取り付
ける継手の溶接 

別図第８⑴から⑹まで  

⑺ 漏止め溶接に
よる継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 
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⑻ 耐圧部に非耐
圧部材を取り付
ける継手の溶接 

すみ肉溶接又はこれと同
等以上の効果が得られる
方法 

 

第４種 
容器 

１ 開放容器以外の
ものの継手の溶接
を次によって行う
場合 
⑴ 裏から溶接が
できないものの
継手（最低使用
温度が-30℃以
下となる場合を
除く。）及び最低
使 用 温 度 が -
30℃以下となる
場合であって内
径が 600 ㎜以下
のものの溶接 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（最低使用温度
が-30℃以下となる場合の
第１種継手又は熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分にあっては、溶接後裏
あて金を取り除いたもの
に限る。）、初層イナートガ
スアーク溶接又はこれら
と同等以上の効果が得ら
れる方法によって行う場
合 

 

⑵ 内径が 600 ㎜
以下で、かつ、母
材の厚さ（母材
の厚さが異なる
場合は、厚い方
の厚さ）が 16㎜
以下のもの（内
包する放射性物
質の濃度が 37m
Bq/cm3（内包す
る放射性物質が
液体中にある場
合にあっては、3
7kBq/cm3）以上
又は最低使用温
度が-30℃以下
となる場合を除
く。）の継手（母
材の区分がＰ－
１又はＰ－３
（規格による最
小引張強さが 5
48.8MPa 未満の
ものに限る。）以
外のもので作ら
れたものの第１
種継手の場合を
除く。）の溶接 

突合せ片側溶接（熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分であって、裏あて金を
使用する突合せ片側溶接
によって行う場合は、溶接
後裏あて金を取り除いた
ものに限る。） 
 

 

⑶ 内包する放射
性物質の濃度が
37mBq/cm3（内包
する放射性物質
が液体中にある
場合にあって
は、37kBq/cm3）
以上のものであ
って、右欄に適

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（最低使用温度
が-30℃以下となる場合の
第１種継手又は熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分にあっては、溶接後裏
あて金を取り除いたもの
に限る。）、初層イナートガ
スアーク溶接又はこれら

a. 液体用のものであっ
て、最高使用温度が当
該液体の大気圧におけ
る沸点未満であり、か
つ、最高使用圧力が
1,960kPa 未満のもの 

b. a.以外のものであっ
て、最高使用圧力が
98kPa 未満のもの 
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合するものの継
手の溶接 

と同等以上の効果が得ら
れる方法によって行う場
合 

⑷ 第３種継手の
溶接 

別図第２⑴から⑼又は別
図第３ 

別図第２⑺による場合に
あっては、差し込まれる
部分の外径が 90 ㎜以下
のものに限る。また、熱
荷重により著しい応力が
生ずる部分であって、別
図第２⑵、⑶、⑻若しく
は⑼又は別図第３⑴から
⑹、⑻、⑼若しくは⑾に
よる場合は、容器の外径
が 115 ㎜以下のものに、
別図第２⑷から⑺又は別
図第３⑺、⑽若しくは⑿
による場合は、容器の外
径が 34 ㎜以下のものに
限る。 

⑸ 第４種継手の
溶接 

別図第４⑴から(37)まで 熱荷重により著しい応力
が生ずる部分であって、
別図第４⑹から⑿までに
よる場合は、接続される
管の外径が 115 ㎜以下の
ものに、別図第４⒀から
(37)までによる場合は、
接続される管の外径が
34 ㎜以下のものに限る。 

⑹ 容器の管台に
管等を取り付け
る継手の溶接 

別図７－２  

⑺ 栓等を取り付
ける継手の溶接 

別図第８⑴から⑹まで  

⑻ 管板に管又は
スリーブを取り
付ける継手（管
とスリーブとの
継手を含む。）の
溶接 

全厚すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法によって行う場
合 

 

⑼ 漏止め溶接に
よる継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑽ 耐圧部に非耐
圧部材を取り付
ける継手の溶接 

すみ肉溶接又はこれと同
等以上の効果が得られる
方法 
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２ 開放容器の継手
の溶接を次に掲げ
る場合を除き、突
合せ片側溶接又は
これと同等以上の
効果が得られる方
法によって行う場
合 
⑴ 平底容器の胴
板と底板との第
３種継手の溶接 

別図第５⑴又は⑵ 胴板相互の第１種継手と
底板相互の継手との距離
は、300 ㎜以上であるこ
と。 

⑵ 平底容器の底
板相互の継手
（底板の厚さが
6 ㎜以下のもの
に限る。）の溶接 

全厚すみ肉溶接 母材の重ね部の長さは、
母材の厚さ（母材の厚さ
が異なる場合は、薄い方
の厚さ。以下⑶b.におい
て同じ。）の 5 倍（25 ㎜
以下となる場合は、25
㎜）以上とし、かつ、当該
継手の交点の距離は、300
㎜以上とすること。 

⑶ 内張り相互の
継手及び内張り
を埋込み金物に
取り付ける継手
の溶接 

a.全厚かど溶接又はこれと
同等以上の効果が得られ
る方法 

b.重ね継手の溶接を右欄に
適合する全厚すみ肉溶接
によって行う場合 

c.へり溶接を別図第５⑶に
よって行う場合 

(a)母材の重ね部の長さ
は、母材の厚さの2倍以
上（13 ㎜を超える必要
はない。）であること。 

(b)内張り相互の継手の
交点の距離は、300 ㎜
（相接する母材の厚さ
が 6 ㎜未満の場合は、
当該母材の厚さの 10
倍）以上であること。 

⑷ 第３種継手の
溶接 

別図第２⑴から⑽まで又
は別図第３ 
 

別図第２⑺による場合に
あっては、差し込まれる
部分の外径が 90 ㎜以下
のものに限る。 

⑸ 第４種継手の
溶接 

別図第４⑴から(37)まで  

⑹ 容器の管台に
管等を取り付け
る継手の溶接 

別図第７－２  

⑺ 栓等を取り付
ける継手の溶接 

別図第８⑴から⑹まで  

⑻ 漏止め溶接に
よる継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑼ 耐圧部に非耐
圧部材を取り付
ける継手の溶接 

すみ肉溶接又はこれと同
等以上の効果が得られる
方法 

 

第１種管 １ 内径が 600 ㎜以
下のものの継手の
溶接 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（第１種継手又
は熱荷重により著しい応
力が生ずる部分にあって
は、溶接後裏あて金を取り
除いたものに限る。）、初層
イナートガスアーク溶接
又はこれらと同等以上の
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効果が得られる方法によ
って行う場合 

２ 管台又は管とポ
ンプ、弁その他こ
れらに類するもの
又は突合せ溶接式
管継手との継手の
溶接 

別図第１⑴  

３ 外径が 61㎜（熱
荷重により著しい
応力が生ずる部分
にあっては、34
㎜）以下の管と管
台、ポンプ、弁その
他これらに類する
もの又は差し込み
溶接式管継手との
継手の溶接 

別図第１⑵  

４ 第３種継手の溶
接 

別図第２⑴から⑶まで若
しくは⑺又は別図第３⑴
から⑷まで 

別図第２⑺による場合に
あっては、管の外径が 61
㎜以下のものに限る。た
だし、熱荷重により著し
い応力が生ずる部分であ
って、別図第２⑵若しく
は⑶又は別図第３⑴から
⑷までによる場合は、管
の外径が 115 ㎜以下のも
のに、別図第２⑺による
場合は、管の外径が 34 ㎜
以下のものに限る。 

５ 第４種継手の溶
接 

別図第４⑴から⒃まで 別図第４⒀から⒃までに
よる場合は、著しい反力
を受けないものに限る。
また、熱荷重により著し
い応力が生ずる部分であ
って、別図第４⑹から⑿
までによる場合は、接続
される管の外径が 115 ㎜
以下のものに、別図第４
⒀から⒃までによる場合
は、接続される管の外径
が 34 ㎜以下のものに限
る。 

６ 栓等を取り付け
る継手の溶接 

別図第８⑴、⑵又は⑺  

７ 漏止め溶接によ
る継手又は耐圧部
に非耐圧部材を取
り付ける継手の溶
接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

第３種管 １ 裏から溶接がで
きないものの継手
（最低使用温度が
-30℃以下となる
場合を除く。）及び

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（最低使用温度
が-30℃以下となる場合の
第１種継手又は熱荷重に
より著しい応力が生ずる
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最低使用温度が-
30℃以下となる場
合で内径が 600 ㎜
以下のものの溶接 

部分は、溶接後裏あて金を
取り除いたものに限る。）、
初層イナートガスアーク
溶接又はこれらと同等以
上の効果が得られる方法 

２ 次に適合するも
のの継手の溶接 
⑴ 液体用のもの
であって、最高
使用温度が当該
液体の大気圧に
おける沸点未満
であり、かつ、最
高使用圧力が
1,960kPa 未 満
のもの 

⑵ ⑴以外のもの
であって、最高
使 用 圧 力 が
980kPa（第１種
継手の場合にあ
っては、490kPa）
未満のもの 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（最低使用温度
が-30℃以下となる場合の
第１種継手又は熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分にあっては、溶接後裏
あて金を取り除いたもの
に限る。）、初層イナートガ
スアーク溶接又これらと
同等以上の効果が得られ
る方法 

 

⑶ 管台又は管と
ポンプ、弁その
他これらに類す
るもの又は突合
せ溶接式管継手
との継手の溶接 

別図第１⑴  

⑷ 外径が 61 ㎜
（熱荷重により
著しい応力が生
ずる部分にあっ
ては、34 ㎜）以
下の管と管台、
ポンプ、弁その
他これらに類す
るもの又は差し
込み溶接式管継
手との継手の溶
接 

別図第１⑵  

⑸ 第３種継手の
溶接 

別図第２⑴から⑻まで又
は別図第３⑴から⑻まで 

別図第２⑺による場合
は、管の外径が 61 ㎜以下
のものに限る。また、熱
荷重により著しい応力が
生ずる部分で、別図第２
⑵、⑶若しくは⑶又は別
図第３⑴から⑹まで若し
くは⑻による場合は、管
の外径が 115 ㎜以下のも
のに、別図第２⑷から⑺
まで又は別図第３⑺によ
る場合は、管の外径が 34
㎜以下のものに限る。 
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⑹ 第４種継手の
溶接 

別図第４⑴から(28)まで 別図第４⒀から⒃までに
よる場合は、著しい反力
を受けないものに限る。
また、熱荷重により著し
い応力が生ずる部分で、
別図第４⑹から⑿までに
よる場合は、接続される
管の外径が 115 ㎜以下の
ものに、別図第４(13)か
ら(28)までによるものに
あっては、接続される管
の外径が 34 ㎜以下のも
のに限る。 

⑺ 栓等を取り付
ける継手の溶接 

別図第８⑴から⑹まで  

⑻ 漏止め溶接に
よる継手又は耐
圧部に非耐圧部
材を取り付ける
継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑼ 制御棒駆動機
構ハウジングの
継手の溶接 

別図第９  

第４種管 ⑴ 裏から溶接が
できないものの
継手（最低使用
温度が-30℃以
下となる場合を
除く。）及び最低
使 用 温 度 が -
30℃以下となる
場合であって内
径が 600 ㎜以下
のものの溶接 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（最低使用温度
が-30℃以下となる場合の
第１種継手又は熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分は、溶接後裏あて金を
取り除いたものに限る。）、
初層イナートガスアーク
溶接又はこれらと同等以
上の効果が得られる方法 

 

⑵ 内径が 600 ㎜
以下で、かつ、厚
さ（厚さが異な
る場合は、厚い
方の厚さ）が 16
㎜以下のもの
（内包する放射
性物質の濃度が
37mBq/cm3）（内
包する放射性物
質が液体中にあ
る場合にあって
は、37kBq/cm3以
上又は最低使用
温度が-30℃以
下となる場合を
除く。）の継手
（母材の区分が
Ｐ－１又はＰ－
３（規格による
最小引張強さが

突合せ片側溶接 
 

熱荷重により著しい応力
が生ずる部分で、裏あて
金を使用する突合せ片側
溶接によって行う場合
は、溶接後裏あて金を取
り除いたものに限る。 
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548.8MPa 未 満
のものに限る。）
以外のもので作
られたものの第
１種継手の場合
を除く。）の溶接 

⑶ 内包する放射
性物質の濃度が
37mBq/cm3（内包
する放射性物資
が液体中にある
場合は、37kBq/
cm3 以上のもの
で、次に適合す
るものの継手の
溶接 
a.液体用のもの
であって、最
高使用温度が
当該液体の大
気圧における
沸点未満であ
り、かつ、最高
使 用 圧 力 が
1,960kPa 未
満のもの 

b.a 以外のもの
であって、最
高使用圧力が
980kPa（第１
種継手の場合
にあっては、
490kPa）未満
のもの 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（最低使用温度
が-30℃以下となる場合の
第１種継手又は熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分は、溶接後裏あて金を
取り除いたものに限る。）、
初層イナートガスアーク
溶接又はこれらと同等以
上の効果が得られる方法 

 

⑷ 管台又は管と
ポンプ、弁その
他これらに類す
るもの又は突合
せ溶接式管継手
との継手の溶接 

別図第１⑴  

⑸ 外径が 90 ㎜
（熱荷重により
著しい応力が生
ずる部分は、34
㎜）以下の管と
管台、ポンプ、弁
その他これらに
類するもの又は
差し込み溶接式
管継手との継手
の溶接 

別図第１⑵  

⑹ 第３種継手の
溶接 

別図第２⑴から⑼まで又
は別図第３ 

別図第２⑺による場合
は、管の外径が 90 ㎜以下
のものに限る。また、熱
荷重により著しい応力が
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生ずる部分であって、別
図第２⑵､⑶､⑻若しくは
⑼又は別図第３⑴から
⑹、⑻､⑼若しくは⑾によ
る場合は、管の外径が
115 ㎜以下のものに、別
図第２⑷から⑺まで又は
別図第３⑺､⑽若しくは
⑿による場合は、管の外
径が 34 ㎜以下のものに
限る。 

⑺ 第４種継手の
溶接 

別図第４⑴から(37)まで 熱荷重により著しい応力
が生ずる部分であって、
別図第４⑹から⑿までに
よる場合は、接続される
管の外径が 115 ㎜以下の
ものに、別図第４⒀から
(37)までによる場合は、
接続される管の外径が
34 ㎜以下のものに限る。 

⑻ 栓等を取り付
ける継手の溶接 

別図第８⑴から⑹まで  

⑼ 漏止め溶接に
よる継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑽ 耐圧部に非耐
圧部材を取り付
ける継手の溶接 

すみ肉溶接又はこれと同
等以上の効果が得られる
方法 

 

第５種管 ⑴ 第１種継手及
び第２種継手の
かど部の溶接 

全厚かど溶接又はフレア
溶接 

 

⑵ 第１種継手及
び第２種継手の
重ね継手の溶接 

全厚すみ肉溶接 全厚すみ肉溶接の母材の
重ね部の長さは、母材の
厚さ（母材の厚さが異な
る場合は、薄い方の厚さ）
の 2倍以上であること。 

⑶ 管台又は管と
弁その他これら
に類するもの又
は突合せ溶接式
管継手との継手
の溶接 

別図第１⑴  

⑷ 外径が 90 ㎜
以下の管と管
台、弁その他こ
れらに類するも
の又は差し込み
溶接式管継手と
の継手の溶接 

別図第１⑵  

⑸ 第３種継手の
溶接 

別図第２⑴から⑽まで又
は別図第３ 

別図第２⑺による場合
は、管の外径が 90 ㎜以下
のものに限る。 

⑹ 第４種継手の
溶接 

別図第４⑴から(37)まで
又は(39) 
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⑺ 栓等を取り付
ける継手の溶接 

別図第８⑴から⑹まで  

⑻ 漏止め溶接に
よる継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑼ 耐圧部に非耐
圧部材を取り付
ける継手の溶接 

すみ肉溶接又はこれと同
等以上の効果が得られる
方法 
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別図第１ 

（１） 

 

注 tnは、容器の管の厚さ（㎜を単位とする。） 

 

 

（２） 

 

 
 

注 tnは、容器又は管の厚さ（㎜を単位とする。） 

              tcは、0.85tn以上 

              a は、1.25tn以上 

                b は、10 ㎜（外径が 61 ㎜以下の場合は 9.6 ㎜）以上 
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別図第２ （１） 

（２） （３） 

（４） （５） 

（６） （７） 
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（１０） 

 

 
注 

t,t1及び t2は、フランジの厚さ（㎜単位とする。） 

tn,tn1及び tn2は、容器又は管の厚さ（㎜を単位とする。） 

trは、継目のない容器又は管の計算上必要な厚さ（㎜を単位とする。） 

tcは、（2）にあっては、0.25tn又は 6㎜のうちいずれか小さい方以上 

   （3）及び（11）にあっては、0.7tn又は 6㎜のうちいずれか小さい方以上 

   （7）及び（8）にあっては、tn以上 

   （9）にあっては、tn又は 2trのうちいずれか小さい方以上 

tc1は、（10）にあっては、t1又は tn1のうちいずれか小さい方の厚さの 0.7 倍以上 

tc2は、（10）にあっては、t1又は t2のうちいずれか小さい方の厚さの 0.7 倍以上 

twは、（3）の鍛造品の場合にあっては、0.5tn又は 0.25t のうちいずれか小さい方以上 

   （3）の鍛造品以外の場合及び（11）にあっては、tn又は 0.5t のうちいずれか小さい方以上 

（9）にあっては、3tn以上 

tw1は、（4）から（6）までにあっては tn以上 

 

（８） （９） 

（１１） 
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別図第３ 

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

（５） 
（６） 
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注 1  

 t は、平板又は管板の厚さ（㎜を単位とする。） 

 tnは、容器又は管の厚さ（㎜を単位とする。） 

 trは、継目のない容器又は管の計算上必要な厚さ（㎜を単位とする。） 

 tcは、（1）から（4）は、0.7tn又は 6㎜のうちいずれか小さい方以上 

     （6）,（11）及び（12）のステーで支えられるもの（管板に限る。）は、0.7tn又は 1.4trのうちいず

れか小さい方以上 

   （6）,（11）及び（12）のステーで支えられないものは、tn又は 2trのうちいずれか小さい方以上 

tw1+tw2≧2tn 

tw1≧tn 

tw1+tw2≧2tn 

0.5tw2≦tw1≦2tn 

tw1+tw2≧2tn（ステーで支えられる管板） 

tw1+tw2≧3tn（ステーで支えられない管板） 

tw1≧0.5tw2 

（７） 
（８） 

（９） （１０） 

（１１） （１２） 
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twは、（1）及び（2）の鍛造品で、かつ、開先角度が 45°未満の場合は、0.5tn又は 0.25t のうちいずれか

小さい方以上 

（1）及び（2）の鍛造品で、かつ、開先角度が 45°以上の場合及び鍛造品以外のものは、tn又は 0.5t

のうちいずれか小さい方以上 

（6）及び（11）のステーで支えられるもの（管板に限る。）並びに（5）及び（9）は、2tn以上 

（6）及び（11）のステーで支えられないものは、3tn以上 

（8）は、1.25tn又は 2trのうちいずれか大きい方以上 

 ただし、tより大きくする必要はない。 

 

注 2  第１種容器、第２種容器、第３種容器、第１種管及び第３種管で、片側溶接による場合は、裏あて

金を使用する片側溶接（第１種容器及び第１種管は、溶接後裏あて金を取り除いたものに限る。）

又は初層イナートガスアーク溶接によって行うこと。 
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別図第４ 

 

 

（１） 
（２） 

（３） （４） 

（５） 

（６） 
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（７） （８） （９） 

（１０） 

（１１） 

（１２） 
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t1+t2≧1.25tmin 

t1又は t2は、0.7tmin又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

（１３） （１４） 

（１５） 
（１６） 

（１７）   （１８）   （１９）    （２０） 
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t1+t2≧1.25tmin 

t1又は t2は、0.7tmin又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

（２１） 

（２２） 

（２３） 

（２４） 

（２５－イ）（２５－ロ） （２６－イ）（２６－ロ） （２７－イ）（２７－ロ） 

いずれの方法でもよい 

（２７―ハ） （２８） 
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（２７－ハ）による場合は、取り付けられる管の外径が 90mm 以下のものに限る。 

 
（２９）及び（３０）による場合は、水管、加熱管等の溶接に限る。 

 

（２９） 

（３０） 

（３１） 
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（３２） （３３） 

（３４） 

（３５） 
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取り付けられる管の外径が 90mm 以下のものに限る。 

 

t1+t2≧1.25tmin 

t1又は t2は、0.7tmin又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

原子炉格納容器貫通配管部に限る。 

 

（３６） 

取り付けられる管の外径が 61mm 以下のもの 

（３８） 

（３７） 

- 442 -



別紙 

32 

 
注 1 

t は、容器又は管の厚さ（㎜を単位とする。） 

tnは、管台の厚さ（㎜を単位とする） 

teは、強め材の厚さ（㎜を単位とする） 

tcは、（6）から（9）まで、（11）、（20）から（24）まで、（29）、（30）及び（35）は、0.7tn又は

6 ㎜のうちいずれか小さい方以上。ただし、管台の胴内面への突出し量がこれ以下の場合

は、この限りではない。 

（25）から（27）までは、6㎜以上 

twは、部分溶接の場合における深さ（㎜を単位とする。）で 0.7tmin以上 

tminは、（17）から（24）まで、（31）から（35）まで及び（38）は、t,tn又は teのうちの小さい

もの。ただし、19 ㎜以上とする必要はない。 

（25）から（28）までは、管台が取り付けられる部分の厚さ。ただし、19 ㎜以上とする必

要はない。 

r1は、（1）から（9）までは、0.25t 又は 19 ㎜のうちのいずれか小さい方以上（応力計算を行っ

て必要な強度を有することが明らかである場合は、この限りではない。） 

（11）から（14）までは、0.25tn又は 19 ㎜のうちいずれか小さい方以上（応力計算を行っ

て必要な強度を有することが明らかである場合は、この限りではない。）  

r2は、6㎜以上 

a は、第 2段階の溶接部に対して放射線透過試験を行う場合は、19 ㎜以上とする。 

c は、管台の外径が 34 ㎜以下の場合は 0.25 ㎜以下 

管台の外径が 34 ㎜を超え 115 ㎜以下の場合は 0.5 ㎜以下とし、管台の外径が 115 ㎜を超

える場合は 0.8 ㎜以下とする。 

y は、1.6 ㎜又は tnのうちずれか小さい方以上 

 

2. （13）及び（14）における強め材としての肉盛り溶接部は、その必要がなければ肉盛り溶接

を行う必要はない。 

 

3. 第１種容器、第２種容器、第３種容器、第１種管及び第３種管であって、片側溶接による場

合は、裏あて金を使用する片側溶接（溶接後裏あて金を取り除いたものに限る。）又は初層イ

ナートガスアーク溶接によって行うこと。 

 

 

 

  

（３９） 
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別図第５ 

 

  tw1=0.3t 以上 

  tw2=tw1以上 

  a=50°以上 

 ℓ1＝tw1 tan a 以上 

   ℓ2＝1.3 tw2 tan a 以上 

 
tcは、胴板若しくは底板のうちいずれか小さい方の値又は次の表に掲げる値のいずれか小さい

方以上の値とする（㎜を単位とする。） 

 

銅板の厚さ (mm) Tc (mm) 

4.5 未満 4.5 

4.5 以上 19 未満 6 

19 以上 32 未満 8 

32 以上 10 

 

 

（１） 

（２） 
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別図第６ 

（３） 

（４） 
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別図第７－１ 

（１） （２） 

（３） 
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注 trは、管台の計算上必要な厚さ 

                      tcは、tr以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図第７-２ 
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注 trは、管台の計算上必要な厚さ 

                    tcは、tr以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図第８ 

（１）              （２） 
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            制御棒駆動機構のフランジに栓を取り付ける継手に限る。 

 

注  d は、栓等の径で 61 ㎜以下のものに限る。 

tcは、0.85tr1（tr1は、dを外径とした継目のない容器又は管の計算上必要な厚さ）以上 

twは、1.25tr2（tr2は、tの部分の計算上必要な厚さ） 

別図第９ 

（３） （４） 

（５） （６） 

（７） 
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注 t はハウジング差込み部の厚さ（㎜を単位とする） 

 

 

別図第１０ 
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２．材料の制限 

材料の制限は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２０１２年版（２０１３

年追補を含む。）」（以下「溶接規格」という。）「Ｎ－４０２０ 溶接の制限」によること。 

 

３．開先面 

開先面は、溶接規格「Ｎ－４０３０ 開先面」に次の要件を付したものによること。 

１）（1）、（2）の後に「（3）第１種機器、第２種容器及び第３種機器（第３種機器にあ

っては、原子炉格納容器の貫通部から最も近い隔離弁までのものに限る。）に係る

第１種継手、第２種継手、第３種継手及び第４種継手並びに肉盛り溶接部及びクラ

ッド溶接による溶接部の開先面は、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに

合格するものでなければならない。ただし、母材が圧延又は鍛造によって作られた

ものであり、その厚さが 50mm（熱荷重により著しい応力が生ずる部分にあっては、

25mm）以下である場合は、この限りでない。」を加える。 

 

４．溶接部の強度等 

溶接部の強度は、溶接規格「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」（別記－５ １．⑤参照）

に、次の要件を付したものによること。 

１）(1)に「ただし、第２部溶接施工法認証標準 「表ＷＰ－３０２－１ 母材の区分」

に掲げるＰ－１１Ａ（グループ番号１に限る。）及びＰ－２１からＰ－２５までの

いずれかに属する母材の溶接部であって、最高使用圧力が 98kPa 未満のものにあ

っては、設計上要求される強度以上の強度を有するものとすることができる。」を

追加する。 

２）(2)の「ブローホール等で」の後に「溶接部の強度を確保する上で」を追加する。 

 

５．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

溶接部の非破壊試験及び機械試験は、溶接規格「Ｎ－４０５０ 溶接部の非破壊試験及

び機械試験」（別記－５ １．⑥及び⑧参照）に、次の要件を付したものによること。 

この場合において、次の(１）～(３）のとおりとする。 

１）「表Ｎ－Ｘ０５０－１ 溶接部の非破壊試験」は「表１－２ 溶接部の非破壊試

験」に読み替える。 

２）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」において、機器の区分の欄の「クラ

ス１容器、クラスＭＣ容器」は「第１種容器、使用第２種容器、第３種容器及び第

４種容器（安全設備以外の開放容器を除く。）」に、「クラス２容器、クラス３容器

及びクラス３相当容器（安全設備以外の開放容器を除く。）、クラス１配管、クラス

２配管、クラス３配管及びクラス３相当管（安全設備以外の開放容器に接続される

当該容器に最も近い止め弁までのものを除く。）」は「第１種管、第３種管及び第４

種管（安全設備以外の開放容器に接続される管のうち当該容器から最も近い止め

弁までのものを除く。）」に、同項の試験版の作成方法の欄中の「容器又は管」を「管」

に読み替える。 
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３）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」において、溶接部の区分の欄の「継

手区分Ａ」は「第１種継手」に、「継手区分Ｂ」は「第２種継手」に、「継手区分Ｃ」

は「第３種継手」に、「継手区分Ｄ」は「第４種継手」に、読み替える。 

また、（注）４．の「クラス１容器, クラスＭＣ容器又はクラス１配管」は「第１

種容器、第２種容器又は第１種管」と読み替える。 

４）（注）５．の（１）から（３）までは次の①から④までに読み替える。 

① 制御設備の附属設備 

② 一次冷却設備その他の通常時において原子炉を安全に運転するために必要な

設備の附属設備 

③ 非常用炉心冷却装置、安全保護回路その他の非常時に原子炉の安全を確保す

るために必要な設備の附属設備 

④ 非常用電源設備及びその附属設備 

 

表１－２  溶接部の非破壊試験（１／３） 

区分 
規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

第
１
種
機
器 

１ 次の⑴から⑷までのいずれかに掲げる
もの 
⑴ 第１種継手の溶接部 
⑵ 第２種継手の溶接部（熱交換器用管の
溶接部を除く。） 

⑶ 第３種継手の溶接部（２に掲げるもの
を除く。） 

⑷ 第４種継手の完全溶込み溶接部（３に
掲げるものを除く。）であって、当該管台
又は溶接部が次の(1)から(5)までに適
合するもの以外のもの 
① 管台内径が153mm以下のものである
こと。 

② 管台軸が容器壁となす角度が 40 度
以上のものであること。 

③ 容器の穴が容器壁の強め材のみで
補強されているものであること。 

④ 管台は著しい配管反力を受けない
ものであること。 

⑤ 裏あて金を使用する場合は、溶接完
了後にこれを取り除くものであるこ
と。 

放射線透過試験
及び溶接金属部
に 隣 接 す る 幅
13mm の範囲内の
母材を含めた部
分における磁粉
探傷試験（磁粉探
傷試験が不適当
な場合は浸透探
傷試験） 

― 

２ 第３種継手の溶接部であって、次の図 1
から図 3までに示すもの 

 

放射線透過試験、
超音波探傷試験
（超音波探傷試
験が不適当な場
合は、溶接深さの
1/2（溶接深さの
1/2 が 13mm を超
え る 場 合 は 、
13mm）ごとに磁粉
探傷試験（磁粉探

― 
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３ 第４種継手の完全溶込み溶接による溶
接部（当該管台又は溶接部が１(4)①から
⑤までに適合するものを除く。）であって、
かつ、次の図１から図６までに示すもの 

 

傷試験が不適当
な場合は、浸透探
傷試験））及び溶
接金属部に隣接
する幅 13mm の範
囲内の母材を含
めた部分におけ
る磁粉探傷試験
（磁粉探傷試験
が不適当な場合
は、浸透探傷試
験） 

― 

４ 第４種継手の完全溶込み溶接による溶
接部（１(4)及び３に掲げるものを除く。）
及び部分溶込み溶接による溶接部 

溶接深さの 1/2
（ 溶 接 深 さ の
1/2 が 13mm を超
え る 場 合 は 、
13mm）ごとの磁粉
探傷試験（磁粉探
傷試験が不適当
な場合は、浸透探
傷試験）。ただし、
最終層において
は、溶接金属部に
隣接する幅 13mm
の範囲内の母材
の部分を含めて
行わなければな
らない。 

溶接完了後の
超音波探傷試
験及び溶接金
属部に隣接す
る幅13mmの範
囲内の母材を
含めた部分に
おける磁粉探
傷試験（磁粉
探傷試験が不
適 当 な 場 合
は、浸透探傷
試験） 

５ 穴の周辺及び管台の表面に肉盛り座を
設ける場合の肉盛り溶接部 

超音波探傷試験
及び磁粉探傷試
験（磁粉探傷試験
が不適当な場合
は、浸透探傷試
験）。ただし、肉盛
り座に管台を取
り付ける場合は、
当該管台を取り
付ける前に行わ
なければならな
い。 

― 

６ 耐圧部の溶接部（１から５までに掲げる
ものを除く。）及びキャノピーシールの継
手の溶接部 

磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

７ 管板に管を取り付ける継手の溶接部（耐
圧部に係るものを除く。） 

浸透探傷試験 
― 

８ クラッド溶接による溶接部 
９ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め

輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部 

磁粉探傷試験又
は浸透探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 
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第
２
種
容
器 

１ 次の⑴から⑷までのいずれかに掲げるも
の 
⑴ 第１種継手の溶接部 
⑵ 第２種継手の溶接部 
⑶ 第３種継手の突合せ溶接による溶接
部 

⑷ 第４種継手の突合せ溶接による溶接
部 

放射線透過試験 超音波探傷試
験 

２ 第３種継手及び第４種継手の溶接部
（１(3)及び(4)に掲げるものを除く。） 

磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

３ 穴の周辺及び管台の表面に肉盛り座を
設ける場合の肉盛り溶接部 

超音波探傷試験
（著しい配管反
力を受けないも
のは除く。）及び
磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験）。た
だし、肉盛り座に
管台を取り付け
る場合は、当該管
台を取り付ける
前に行わなけれ
ばならない。 

― 

４ 耐圧部の溶接部（１から３までに掲げる
ものを除く。）及び漏止め溶接による溶接
部 

磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

５ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め
輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部（直径が 22mm 以下の円形スタッドを
取り付ける溶接部を除く。） 

磁粉探傷試験又
は浸透探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

第
３
種
容
器 

１ 次の⑴から⑷までのいずれかに掲げる
もの（厚さが 4.8 ㎜以下の溶接部及び開放
容器（開放部により内気と外気が通じてい
る容器をいい、ガードベッセルを除く。）の
溶接部を除く。） 
⑴ 第１種継手の溶接部 
⑵ 第２種継手の溶接部（熱交換器用管の
溶接部を除く。） 

⑶ 第３種継手の突合せ溶接による溶接
部 

⑷ 第４種継手の突合せ溶接による溶接
部 

放射線透過試験 ガードベッセ
ルに限り、超
音波探傷試験
又は溶接深さ
の1/2（溶接深
さの 1/2 が
13mmを超える
場合は、13mm）
ごとの磁粉探
傷試験（磁粉
探傷試験が不
適 当 な 場 合
は、浸透探傷
試験） 

２ 第１種継手、第２種継手、第３種継手及
び第４種継手の溶接部（１に掲げるものを
除く。） 

磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

３ 穴の周辺及び管台の表面に肉盛り座を
設ける場合の肉盛り溶接部 

超音波探傷試験
（著しい配管反
力を受けないも

― 
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のは除く。）及び
磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験）。た
だし、肉盛り座に
管台を取り付け
る場合は、当該管
台を取り付ける
前に行わなけれ
ばならない。 

４ 耐圧部の溶接部（１から３までに掲げる
ものを除く。）及び漏止め溶接による溶接
部 

磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

５ 管板に管を取り付ける継手の溶接部
（耐圧部に係るものを除く。） 

浸透探傷試験 
― 

６ クラッド溶接による溶接部 ― 
７ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め

輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部 

磁粉探傷試験又
は浸透探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

第
４
種
容
器 

１ 第１種継手、第２種継手及び第３種継手
の突合せ溶接による溶接部（熱交換器用管
の第２種継手の溶接部及び開放容器（開放
部により内気と外気が通じている容器を
いう。以下同じ。）の溶接部を除く。）で
あって、次の(1)から(4)までのいずれかに
掲げるもの 
⑴ 次の①から⑦までのいずれかに掲げ

るもの 
① 溶接規格「表 WP-302-1 母材の区
分」に掲げるＰ―１に属する母材の溶
接部であって、厚さが 32mm を超える
もの 

② 同表に掲げるＰ―３に属する母材
の溶接部であって、厚さが 19mm を超
えるもの 

③ 同表に掲げるＰ―４に属する母材
の溶接部であって、厚さが 16mm を超
えるもの 

④ 同表に掲げるＰ―５に属する母材
の溶接部 

⑤ 同表に掲げるＰ―６又はＰ―７に
属する母材の溶接部（炭素含有量が
0.08%以下の母材の溶接部であって、
その厚さが 38mm 以下であり、かつ、溶
接金属がオーステナイト系ステンレ
ス合金又はニッケルクロム鉄合金の
場合を除く。） 

⑥ 同表に掲げるＰ―８に属する母材
の溶接部であって、厚さが 38mm を超
えるもの 

⑦ 同表に掲げるＰ―９Ａ、Ｐ―９Ｂ、
Ｐ―１１Ａ又はＰ―１１Ｂに属する

放射線透過試験 

― 
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母材の溶接部であって、厚さが16mmを
超えるもの 

⑵ 内包する放射性物質の濃度が 37mBq/c
m3（内包する放射性物質が液体中にある
場合は、37kBq/cm3）以上の容器の溶接部
（(1)に掲げるものを除く。）であって、
次の①又は②のいずれかに掲げるもの
以外のもの 
① 液体用の容器であって、最高使用温
度が当該液体の大気圧における沸点
未満であり、かつ、最高使用圧力が
1,960kPa 未満のものの溶接部 

② 最高使用圧力が98kPa未満のものの
溶接部（①に掲げるものを除く。） 

⑶ 第１種継手を有する母材相互又は第
２種継手若しくは第３種継手を有する
母材相互を取り付ける継手と第１種継
手、第２種継手又は第３種継手とが接す
る箇所（以下「継手接続箇所」という。）
から 100mm 以内にある第１種継手、第２
種継手又は第３種継手の溶接部（(1)及
び(2)に掲げるもの並びに継手接続箇所
と他の継手接続箇所との距離が厚い方
の母材の厚さの5倍以上であるものを除
く。） 

２ 耐圧部の溶接部（１に掲げるもの及び開
放容器の屋根の溶接部を除く。）及び漏止
め溶接による溶接部 

磁粉探傷試験又
は浸透探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

３ 管板に管を取り付ける継手の溶接部（耐
圧部に係るものを除く。） 

浸透探傷試験 
― 

４ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め
輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部 

磁粉探傷試験又
は浸透探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

第
１
種
管 

１ 次の⑴から⑷のいずれかに掲げるもの
（管の外径が 61mm を超える場合に限る。） 
⑴ 第１種継手の溶接部 
⑵ 第２種継手の溶接部（ソケット継手の
溶接部を除く。） 

⑶ 第３種継手の溶接部（２に掲げるもの
を除く。） 

⑷ 第４種継手の完全溶込み溶接による
溶接部（管台に接続される管の外径が
115mm 以下の場合を除く。） 

放射線透過試験
及び溶接金属部
に 隣 接 す る 幅
13mm の範囲内の
母材を含めた部
分における磁粉
探傷試験（磁粉探
傷試験が不適当
な場合は、浸透探
傷試験） 

－ 

２ 第３種継手の溶接部であって、次の図１
から図３までに示すもの（管の外径が 61mm
を超える場合に限る。） 

放射線透過試験、
超音波探傷試験
（超音波探傷試
験が不適当な場
合は、溶接深さの
1/2（溶接深さの
1/2 が 13mm を超
え る 場 合 は 、
13mm）ごとに、磁
粉探傷試験（磁粉
探傷試験が不適
当な場合は、浸透

－ 
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探傷試験））及び
溶接金属部に隣
接する幅 13mm の
範囲内の母材を
含めた部分にお
ける磁粉探傷試
験（磁粉探傷試験
が不適当な場合
は、浸透探傷試
験） 

３ 第１種継手、第２種継手及び第３種継手
の溶接部（１(1)から(3)まで及び２に掲げ
るものを除く。） 

溶接金属部に隣
接する幅 13mm の
範囲内の母材を
含めた部分にお
ける磁粉探傷試
験（磁粉探傷試験
が不適当な場合
は、浸透探傷試
験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

４ 第４種継手の完全溶込み溶接による溶
接部（１(4)に掲げるものを除く。）及び部
分溶込み溶接による溶接部 

溶接深さの 1/2
（ 溶 接 深 さ の
1/2 が 13mm を超
え る 場 合 は 、
13mm）ごとの磁粉
探傷試験（磁粉探
傷試験が不適当
な場合は、浸透探
傷試験）。ただし、
最終層において
は、溶接金属部に
隣接する幅 13mm
の範囲内の母材
の部分を含めて
行わなければな
らない。 

溶接完了後に
超音波探傷試
験及び溶接金
属部に隣接す
る幅13mmの範
囲内の母材を
含めた部分に
おける磁粉探
傷試験（磁粉
探傷試験が不
適 当 な 場 合
は、浸透探傷
試験） 

５ 穴の周辺及び管台の表面に肉盛り座を
設ける場合の肉盛り溶接部 

超音波探傷試験
（著しい配管反
力を受けないも
のは除く。）及び
磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験）。た
だし、肉盛り座に
管台を取り付け
る場合は、当該管
台を取り付ける
前に行わなけれ
ばならない。 

― 

６ 耐圧部の溶接部（１から５までに掲げる
ものを除く。）及び漏止め溶接による溶接部 

磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

７ クラッド溶接による溶接部 浸透探傷試験 ― 
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８ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め
輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部 

磁粉探傷試験又
は浸透探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

第
３
種
管 

１ 次の⑴から⑷までのいずれかに掲げる
もの（外径が 61mm 以下の管及び開放容器
に接続される管のうち当該容器に最も近
い止め弁までの部分の溶接部を除く。） 
⑴ 第１種継手の溶接部 
⑵ 第２種継手の溶接部（ソケット継手の
溶接部を除く。） 

⑶ 第３種継手の突合せ溶接による溶接
部 

⑷ 第４種継手の突合せ溶接による溶接
部（管台に接続される管の外径が 115mm
以下の場合を除く。） 

放射線透過試験 

― 

２ 第１種継手、第２種継手、第３種継手及
び第４種継手の溶接部（１に掲げるものを
除く。） 

磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

３ 穴の周辺及び管台の表面に肉盛り座を
設ける場合の肉盛り溶接部 

超音波探傷試験
（著しい配管反
力を受けないも
のは除く。）及び
磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験）。た
だし、肉盛り座に
管台を取り付け
る場合は、当該管
台を取り付ける
前に行わなけれ
ばならない。 

― 

４ 耐圧部の溶接部（１から３までに掲げる
ものを除く。）及び漏止め溶接による溶接
部 

磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

５ クラッド溶接による溶接部 浸透探傷試験 ― 
６ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め

輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部 

磁粉探傷試験又
は浸透探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

第４
種管 

１ 突合せ溶接による溶接部であって、次の
⑴から⑷までのいずれかに掲げるもの（外
径が 61mm 以下の管及び開放容器に接続さ
れる管のうち当該容器に最も近い止め弁
までの部分の溶接部を除く。） 
⑴ 第１種継手の溶接部であって、厚さが
19mm を超えるもの 

⑵ 第２種継手又は第３種継手の溶接部
であって、次の①又は②のいずれかに掲
げるもの 
① 外径が 410mm（水用のものにあつて
は、275mm）を超え、かつ、厚さが 19mm
を超える管の溶接部 

放射線透過試験 

― 
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② 厚さが 41mm（水用のものにあっては
29mm）を超える管の溶接部（①に掲げ
るものを除く。） 

⑶  内 包 す る 放 射 性 物 質 の 濃 度 が
37mBq/cm3（内包する放射性物質が液体中
にある場合は、37kBq/cm3）以上の管の溶
接部（(1)及び(2)に掲げるものを除く。）
であって、次の①又は②のいずれかに掲
げるもの以外のもの 
① 液体用の管であって、最高使用温度
が当該液体の大気圧における沸点未
満であり、かつ、最高使用圧力が
1,960kPa 未満のものの溶接部 

② 最高使用圧力が 980kPa（第１種継手
の溶接部にあっては、490kPa）未満の
ものの溶接部（①に掲げるものを除
く。） 

⑷ 継手接続箇所から100mm以内にある第
１種継手、第２種継手又は第３種継手の
溶接部（(1)から(3)までに掲げるもの及
び継手接続箇所と他の継手接続箇所と
の距離が厚い方の母材の厚さの5倍以上
である場合を除く。） 

２ 耐圧部の溶接部（１に掲げるものを除
く。）及び漏止め溶接による溶接部 

磁粉探傷試験又
は浸透探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 ３ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め

輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部 

第５
種管 

１ 耐圧部の溶接部 
２ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め
輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部 

 

 

 

 

６．突合せ溶接による継手面の食い違い 

第１種機器、第２種容器、第３種機器及び第４種機器の突合せ溶接による継手面の食い

違いは、溶接規格「Ｎ－４０６０ 突合せ溶接による継手面の食違い」に、次の要件を付

したものによること。 

１）「継手区分Ａ」は「第１種継手」に、「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分Ｄ」は「第

２種継手、第３種継手及び第４種継手」に読み替える。 

 

７．厚さの異なる母材の突合せ 

第１種機器、第２種容器、第３種機器及び第４種機器の厚さの異なる母材を突合せ溶接

する場合は、溶接規格「Ｎ－４０７０ 厚さの異なる母材の突合せ溶接」に、次の要件を

付したものによること。 

１）「継手区分Ｃ又は継手区分Ｄ」は「第３種継手又は第４種継手」に読み替える。 
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８．継手の仕上げ 

第１種機器、第２種容器、第３種機器及び第４種機器の容器又は管の溶接部であって非

破壊検査を行うこととされているものの表面は、溶接規格「Ｎ－４０８０ 継手の仕上げ」

に、次の要件を付したものによること。 

１）「Ｎ-４０５０及びＮ-４１００」は「「５．溶接部の非破壊試験及び機械試験」及

び「１０．非破壊試験の方法と判定基準」」に読み替える。 

 

９．溶接後熱処理 

溶接後熱処理は、溶接規格「Ｎ－４０９０ 溶接後熱処理」（別記－５ １．⑨及び

⑩参照）に、次の要件を付したものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱処理を用紙ないもの」の「クラス１機器」は「第１

種機器」、「クラス１機器以外」は「第２種容器、第３種機器及び第４種機器」に、「継

手区分Ｂ」及び「継手区分Ｃ」はそれぞれ「第２種継手」及び「第３種継手」に読み

替える。 

 

１０．非破壊試験の方法と判定基準 

溶接部の非破壊試験は、溶接規格「Ｎ－４１００ 非破壊試験」に、次の要件を付した

ものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」については、次の①～⑤のとおりとする。 

① 増感紙を使用する場合の項の「クラス１容器及びクラス１配管」は「第１種容器及

び第１種管」に読み替える。 

② 撮影原則の項の「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ又は継手区分Ｄ」は「第２種継手、第３

種継手、第４種継手」に読み替える。 

③ 「放射線源と溶接部の線源側との距離（全周を同時に撮影する場合を除く。）」の項

の「クラス１容器、クラス１配管」は「第１種容器、第１種管」に、「クラスＭＣ容

器・クラス２容器・クラス３容器・クラス３相当容器・クラス２配管・クラス３配管・

クラス３相当管・クラス４配管」は「第２種容器、第３種容器、第４種容器、第３種

管、第４種管及び第５種管」に、「クラスＭＣ容器・クラス２容器・クラス３容器・

クラス３相当容器・クラス２配管・クラス３配管・クラス３相当管・クラス４配管」

の欄の「ただし、機器等の構造これによることが著しく困難である場合は、この限り

でない。」は「ただし、試験研究炉用アルミ系母材の場合は、JIS Z3105｢「アルミニ

ウム溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法｣の「３．８ 撮影配

置」によることができる。なお，機器等の構造上これによることが著しく困難である

場合は，この限りでない。」に読み替える。 

④ 同表において規定のない針金形透過度計を使用する場合及び判定基準については、

「表１－３ 放射線透過試験」によること。 

⑤ 「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験（４／４）」の判定基準は適用除外し、「表

１－３ 放射線透過試験」の判定基準を適用する。 

 

表１－３ 放射線透過試験 
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透
過
度
計
の 

使
用
方
法 

設
置
方
法 

針
金
形
透
過
度
計

を
使
用
す
る
場
合 

 JIS Z3104 の「2.7 撮影配置」によること。この場合において、
透過度計を溶接部の線源側に置くことが困難な場合は、記号「F」を
付してフィルム側に置くことができる。また、全周を同時に撮影す
る場合は、透過度計を等間隔に 3個以上写るように置くこと。ただ
し、試験研究用アルミ系母材の場合は、JIS Z3105 の「3.8 撮影配
置」によることができる。 

使
用
す
べ
き
透
過
度
計 

針
金
形
透
過
度
計 

次の１又は２のいずれかに適合すること｡ 
１ JIS Z3104 の｢2.5 透過度計の構造｣によるものであること｡た
だし,透過度計の材質が当該溶接部の材質と同等でないものを使
用する場合にあつては,相互の吸収係数により補正を行うことが
できる｡ 

２ 試験研究炉用アルミ系母材の場合は,JIS Z3105 の｢3.5 透過度
計の構造｣によるものであること｡ただし,管の周継手にあつて
は,JIS Z3108 の｢3.3 帯状透過度計の構造｣,T 形溶接部にあつて
は,JIS Z3109 の｢3.3 透過度計及び階調計の使用｣によることが
できる｡ 

判
定
基
準 

次の１から３まで又は４に適合すること｡ 
１ JIS Z3104 の｢3 透過写真の等級分類方法｣の 1級であること｡この場合におい

て,ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ巻込みは,第 1種の欠陥とみなし,その欠陥点数を 2分の 1 として判
定するものとする｡ただし,第 2 種容器,第 3 種容器,第 4 種容器,第 3 種管,第 4
種管及び第 5 種管の場合にあつては,第 1 種の欠陥については,試験視野を 3倍
に拡大して欠陥点数を求め,その 3分の 1の値を欠陥点数とすることができる｡ 

２ 第 1 種の欠陥がある場合には,その長径は,それぞれの欠陥の隣接する他の第
1種の欠陥との間の距離が25㎜未満の場合にあつては母材の厚さの0.2倍(3.2
㎜を超える場合は,3.2 ㎜),隣接する他の第 1 種の欠陥との間の距離が 25 ㎜以
上の場合にあつては母材の厚さの 0.3 倍(6.4 ㎜を超える場合は,6.4 ㎜)の値を
超えないこと｡この場合において,1 において欠陥点数として算定しない欠陥に
ついては,欠陥とみなさない｡ 

３ 母材の厚さの 12 倍の長さの範囲内で,隣接する第 2 種の欠陥の間の距離が長
い方の第 2 種の欠陥の長さの 6 倍未満であり,かつ,これらが連続して直線上に
並んでいるときにおけるこれらの長さの合計が母材の厚さを超えないこと｡ 

４ 試験研究炉用アルミ系母材の場合は,JIS Z3105 の｢4 透過写真の等級分類方
法｣の 1級又は 2級であること｡ 

 

２）「表Ｎ－Ｘ１００－２ 超音波探傷試験」については、次のとおりとする。 

① 同表に「表１－４ 超音波探傷試験（アルミニウムの場合）」を追加する。 

 

表１－４ 超音波探傷試験（アルミニウムの場合） 

試
験
の
方
法 

装
置 

基
準
感
度 

斜
角
法 

そ
の
他
の
場
合 

試験研究用原子炉用アルミニウム系母材にあっては、平板の

場合、JIS Z 3080「アルミニウム溶接部の超音波探傷試験方

法及び試験結果の等級分類方法」の「７．１ 基準レベル」

及び評価レベルと欠陥の分類」、管溶接部の場合、JIS Z3081

「アルミニウム管溶接部の超音波斜角探傷試験方法及び試

験結果の等級分類方法」の「６．１．４ 基準レベル」、管長

手継手の場合、JIS Z3081 の「６．２．４ 基準レベル」によ

ること。、 

試
験
片 

形
状
・
寸
法 

肉
盛
溶
接 

の
場
合 

試験研究用原子炉用アルミ系母材にあっては、平板の場合、

JIS Z 3080「５．４．２ 対比試験片」、管円周溶接部及び

管長手継手の場合、JIS Z3081「５．２．２ 対比試験片」

によること。、 
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判
定
基
準 

試験研究用原子炉用アルミ系母材にあっては、平板の場合、JIS Z 3080 の「９ 等

級分類方法」、管溶接部の場合、JIS Z3081「附属書 試験結果の等級分類方法」の

１級であること。、 
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１１．機械試験 

機械試験は、溶接規格「Ｎ－４１１０ 機械試験」（別記－５ １．⑪参照）に、次の

要件を付したものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」において、機器の区分の欄の「クラス１容器、

クラスＭＣ容器」は「第１種容器、第２種容器」に、「クラス２容器」は「第３種

容器」に、「クラス３容器 クラス３相当容器」は「第４種容器」に、「クラス１配

管」は「第１種管」に、「クラス２配管」は「第３種管」に、「クラス３配管 クラ

ス３相当管」は「第４種管」に、溶接部の区分の欄の「継手区分Ａ」は「第１種継

手」に、「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分Ｄ」はそれぞれ「第２種継手、第３

種継手、第４種継手」に読み替える。 

２）（注）５において、「発電用原子力機器に関する容器又は管の破壊靱性試験であって、」

は「試験研究の用に供する試験研究用等原子炉に関する容器又は管の破壊靭性試

験であって」と読み替える。 

３）「表Ｎ－Ｘ１１０－３ 破壊靭性試験」は「表１－５ 破壊靭性試験」に読

み替える。ただし、（注）は「表Ｎ－Ｘ１１０－３ 破壊靭性試験」を適用

する。 
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表１－５ 破壊靭性試験 

機器 試験の方法 判定基準 

第
１
種
容
器 

 母材が、溶接規
格表 WP-302-1 に
掲げるＰ―６に属
し、かつ、溶接金
属がマルテンサイ
ト系ステンレス合
金の場合であるも
の以外のもの 

 次の１から３までに掲げる
方法により関連温度を求める
こと。次の１から３までに掲げ
る方法により関連温度を求め
ること。 
１ 次の(1)から(3)までのい

ずれかの温度を無延性遷移
温度とする。 
⑴ 落重試験を行つたとき、
1 組の試験片が非破断であ
る場合の温度より5度低い
温度 

⑵ 落重試験を行つたとき、
１組の試験片の１個が非
破断であり他の 2 個が破
断である場合は、落重試験
を新たな 2 組の試験片に
ついて再度行つたときに、
当該 2 組の試験片が非破
断である場合の温度より5
度低い温度 

⑶ 落重試験を行わない溶接
部は、次の①から③までの
いずれかに掲げる温度 
① 第１種容器にあって

は、次の不等式を満足す
る「Ｒ」で示される温度 
94.89＋4.334ｅ0.0261（Ｔ

－Ｒ＋88.9）＞Ｋ 
Ｔは、運転状態におけ
る当該容器の母材の
温度（度を単位とす
る。） 
Ｋは、運転状態におけ
る当該容器の母材の
応力と応力係数との
積 

② 第１種管にあっては、
当該管の最低使用温度
より 56 度低い温度 

③ 第３種容器、第４種容
器、第３種管及び第４種
管にあっては、当該容器
又は管の最低使用温度
より 17 度低い温度 

２ 次の⑴又は⑵のいずれか
に適合する場合は、無延性遷
移温度を関連温度とする。 
⑴ 無延性遷移温度より 33
度高い温度以下の温度で
衝撃試験を行つたとき、そ
れぞれの試験片の吸収エ
ネルギーが 68Ｊ以上及び

 関連温度が、次の表の左
欄に掲げる機器の区分に応
じ、それぞれ同表の右欄に
掲げる温度以下であると
き。 
 

機器 温度 

第１種
容器 

当該容器につい
て、次の不等式
を満足する「Ｒ」
で 示 さ れ る 温
度、 
94.89＋4.334ｅ
0.0261（Ｔ－Ｒ＋88.9）＞
Ｋ 
Ｔは、運転状態
における容器の
母材の温度（度
を単位とする。） 
Ｋは、運転状態
における容器の
母材の応力と応
力係数との積 

第１種
管 

当該管の最低使
用温度より 56℃
低い温度 

第３種
機器・
第４種
機器 

当該容器又は管
の最低使用温度
より 17℃低い温
度 

 

第
１
種
管
・
第
３
種
機
器
・
第
４
種
機
器
・ 

 次の１又は２の
いずれかに掲げる
もの以外のもの 
１ 厚さが 63mmm
以下のもの 

２ 母材が別表第
１に掲げるＰ―
６に属し、かつ、
溶接金属がマル
テンサイト系ス
テンレス合金の
場合であるもの 
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横膨出量が 0.90mm 以上で
あること。 

⑵ ⑴に適合しない場合で
あって、次の①及び②に適
合するときは、衝撃試験を
新たな1組の試験片につい
て再度行った場合に当該 1
組の試験片が⑴に適合す
ること。 
① 1 組の試験片の吸収エ

ネルギーの平均値及び
横膨出量の平均値が⑴
に定める値以上である
こと。 

② ⑴に適合しない試験
片が1組について１個で
あり、かつ、当該試験片
の吸収エネルギーが 54
Ｊ以上及び横膨出量が
0.75mm 以上であること。 

３ ２に適合しない場合は、無
延性遷移温度より33度高い
温度を超える温度で衝撃試
験を行い、全ての試験片が
２(1)又は(2)に適合すると
きは、その温度より 33 度低
い温度を関連温度とする。 

第
１
種
容
器 

母材が溶接規格
表WP-302-1に掲げ
るＰ―６に属し、
かつ、溶接金属が
マルテンサイト系
ステンレス合金の
場合であるもの 

 最低使用温度以下の温度で
衝撃試験を行うこと。 

それぞれの試験片の横膨
出量が、次の表の左欄に掲
げる厚さの区分に応じ、そ
れぞれ同表の右欄に掲げる
値以上であるとき。 
 
厚さ(mm) 横膨出量 

(mm) 
16以上19以
下 

0.50 

19 を超え、
38 以下 

0.65 

38 を超える
もの 

1.00 

 
 
 

第
１
種
管
・
第
３
種
機
器
・
第
４
種
機
器 

次の１又は２の
いずれかに掲げる
もの 
１ 厚さが 63mm
以下のもの 

２ 母材が溶接
規格表 WP-302
-1 に掲げるＰ
―６に属し、
かつ、溶接金
属がマルテン
サイト系ステ
ンレス合金の
場合であるも
の 
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第２種容器  最低使用温度より 17度低い
温度以下で、落重試験又は衝
撃試験のいずれかを行うこ
と。 

次の１又は２のいずれか
に適合するとき。 
１ 落重試験にあっては、
全ての試験片が非破断
であるとき。 

２ 衝撃試験にあっては、
それぞれの試験片の吸
収エネルギーが表１－
７の母材の種類の欄に
掲げる母材の種類に応
じ、それぞれ同表の吸収
エネルギーの欄に掲げ
る値以上であるとき。 

 

１２．再試験 

再試験は、溶接規格「Ｎ－４１２０ 再試験」（別記－５ １.⑫参照）に、次の要件を

付したものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１２０－１ 再試験」における破壊靭性試験は「表１－６ 破壊靭性

試験の再試験」に読み替える。 

 

表１－６ 破壊靭性試験の再試験 

再試験が行えるとき 再試験片の数 

第
１
種
機
器
・
第
３
種
機
器
・
第
４
種
機
器 

厚さが 63ｍｍ以下のもの（第１種容器を除く。）又は母材が溶接

規格表 WP-302-1 に掲げるＰ―６に属し、かつ、溶接金属がマル

テンサイト系ステンレス合金の場合の衝撃試験であって、次の１

及び２に適合しているとき。 

１ １組の試験片の横膨出量の平均値が表１－５の機器の欄に

掲げる区分に応じ、それぞれ同表の合格基準の欄に掲げる合格

基準（以下この表において「衝撃試験の合格基準」という。）

に、それぞれ適合するとき。 

２ 衝撃試験の合格基準に適合しない試験片が１個であり、か

つ、当該試験片の横膨出量が、次の表の左欄に掲げる厚さの区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上であるとき。 

 

厚さ（mm） 横膨出量（mm） 

１６以上１９以下 ０．３５ 

１９を超え３８以下 ０．５０ 

３８を超えるもの ０．８５ 
 

１組の試験片
について１組 

第
２
種
容
器 

落重試験にあっては、１個の試験片が非破断であるとき。 
１組の試験片
について２組 

衝撃試験にあっては、１組の試験片の平均値及び当該１組の試
験片のうち２個以上の試験片の最小値がそれぞれ表１－７に掲
げる吸収エネルギーの値以上であるとき。 

１組の試験片
について１組 

 

表１－７ 溶接部の最小引張強さと吸収エネルギー 

母材の種類 種別 記号 

吸収エネルギ―(J) 

3 個の 

平均値 

最小値 
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溶接構造用圧延鋼材 

JIS G3106 

1 種 A SM400A ―  

1 種 B SM400B 27 21 

1 種 C SM400C 27 21 

2 種 A SM490A ―  

2 種 B SM490B 40 33 

2 種 C SM490C 40 33 

3 種 A SM490YA ―  

3 種 B SM490YB 40 33 

4 種 B SM520B 40 33 

4 種 C SM520C 40 33 

5 種 SM570 40 33 

圧力容器用鋼板 

JIS G3115 

1 種 SPV235 21 14 

2 種 SPV315 40 33 

3 種 SPV355 40 33 

4 種 SPV450 40 33 

5 種 SPV490 40 33 

中･常温圧力容器用炭素鋼鋼板 

JIS G3118 

1 種 SGV410 21 14 

2 種 SGV450 27 21 

3 種 SGV480 27 21 

ボイラ及び圧力容器用マンガンモ

リブデン鋼及びマンガンモリブデ

ンニッケル鋼鋼板 

JIS G3119 

1 種 A SBV1A 40 33 

1 種 B SBV1B 40 33 

2 種 SBV2 40 33 

3 種 SBV3 40 33 

圧力容器用調質型マンガンモリブ

デン鋼及びマンガンモリブデンニ

ッケル鋼 

JIS G3120 

1 種 A SQV1A 40 33 

1 種 B SQV1B 40 33 

2 種 A SQV2A 40 33 

2 種 B SQV2B 40 33 

3 種 A SQV3A 40 33 

3 種 B SQV3B 40 33 

低温圧力容器用炭素鋼鋼板 

JIS G3126 

1 種 A SLA235A 21 14 

1 種 B SLA235B 21 14 

2 種 A SLA325A 27 21 

2 種 B SLA325B 27 21 

3 種 SLA370 40 33 

ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管 

JIS G3461 

3 種 STB340 21 14 

4 種 STB410 27 21 

ボイラ・熱交換器用合金鋼鋼管 

JIS G3462 

12 種 STBA12 21 14 

13 種 STBA13 21 14 

20 種 STBA20 21 14 

22 種 STBA22 21 14 

23 種 STBA23 21 14 

24 種 STBA24 21 14 

25 種 STBA25 21 14 

26 種 STBA26 21 14 

高圧配管用炭素鋼鋼管 

JIS G3455 

2 種 STS370 21 14 

3 種 STS410 27 21 

4 種 STS480 27 21 
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高温配管用炭素鋼鋼管 

JIS G3456 

2 種 STPT370 21 14 

3 種 STPT410 27 21 

4 種 STPT480 27 21 

配管用合金鋼鋼管 

JIS G3458 

12 種 STPA12 21 14 

20 種 STPA20 ― ― 

22 種 STPA22 21 14 

23 種 STPA23 21 14 

24 種 STPA24 21 14 

25 種 STPA25 21 14 

26 種 STPA26 21 14 

低温配管用炭素鋼鋼管 

原子力発電用規格 

 GSTPL 27 21 

圧力容器用炭素鋼鍛鋼品 

JIS G3202 

 SFVC2B 27 21 

圧力容器用調質型合金鋼鍛鋼品 

JIS G3204 

 SFVQ1A 40 33 

 SFVQ1B ―  

 SFVQ2A 40 33 

 SFVQ2B ― ― 

 SFVQ3 ― ― 

高温高圧用鋳鋼品 

JIS G5151 

1 種 SCPH1 21 14 

2 種 SCPH2 27 21 

11 種 SCPH11 27 21 

21 種 SCPH21 27 21 

32 種 SCPH32 27 21 

61 種 SCPH61 27 21 

炭素鋼鋳鋼品 

原子力発電用規格 

1 種 GSC1 21 14 

2 種 GSC2 27 21 

3 種 GSC3 27 21 

機械構造用炭素鋼鋼材 

JIS G4051 

 S10C 21 14 

S12C 21 14 

S15C 21 14 

S17C 27 21 

S20C 27 21 

S22C 27 21 

S25C 27 21 

S28C 27 21 

S30C 27 21 

S33C ― ― 

S35C ― ― 

ニッケルクロム鋼鋼材 

JIS G4102 

 SNC236 47 40 

 SNC631 47 40 

 SNC836 47 40 

ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材 

JIS G4103 

 SNCM431 47 40 

 SNCM625 47 40 

 SNCM630 47 40 

クロムモリブデン鋼鋼材 

JIS G4105 

 SCM430 47 40 

 SCM432 47 40 
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 SCM435 47 40 

 

１３．溶接部の耐圧試験等 

「表１－８ 耐圧試験」の「機器」の欄に掲げる機器の溶接部は、同欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ同表の試験圧力の欄に掲げる圧力で耐圧試験を行い、これに耐

え、かつ、漏えいがないものでなければならない。ただし、容器又は管の構造上当該

圧力で試験を行うことが著しく困難である場合であって、可能な限り高い圧力で試験

を行い、これに耐え、かつ、漏えいがなく、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉

探傷試験又は浸透探傷試験のうちいずれか適当な非破壊試験を行い、これに合格する

ときは、この限りでない。なお、耐圧試験の保持時間は 10分間とする。 

 

表１－８ 耐圧試験 

機器 試験圧力 

第
１
種
容
器 

内圧を

受ける

もの 

原子炉容器（原子炉冷却材圧力

バウンダリに属するものに限

る。） 

当該容器の最初の据付け後燃料を装入

するまでの間においては最高使用圧力

の 1.25 倍、その後においては通常運転

時における圧力の 1.1 倍の水圧（水圧

で試験を行うことが困難である場合

は、気圧） 

そ

の

他

の

も

の 

原子炉容器（原子炉冷却材

圧力バウンダリに属するも

のに限る。）と一体で試験を

行う必要があるもの 

原子炉容器（原子炉冷却材圧力バウン

ダリに属するものに限る。）の最初の据

付け後燃料を装入するまでの間におい

ては当該容器の最高使用圧力の 1.25

倍、その後においては当該容器の通常

運転時における圧力の1.1倍の水圧（水

圧で試験を行うことが困難である場合

は、気圧） 

その他のもの 最高使用圧力の 1.25 倍の水圧（水圧で

試験を行うことが困難である場合は、

気圧） 

外 圧 を

受 け る

もの 

内部が大気圧未満になること

により、大気圧により外圧を受

けるもの以外のもの 

外圧と内面に受ける圧力との最高の差

の 1.25 倍の水圧（水圧で試験を行うこ

とが困難である場合は、気圧） 

第
２
種
容
器 

内圧を受けるもの 最高使用圧力の 1.125 倍の気圧（気圧

で試験を行うことが困難である場合

は、最高使用圧力の 1.35 倍の水圧） 

外 圧 を

受 け る

もの 

内圧が大気圧未満になること

により、大気圧により外圧を受

けるもの 

大気圧と内面に受ける圧力との最高の

差の 1.5 倍の気圧又は水圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との最高の差

の 1.125 倍の気圧（気圧で試験を行う

ことが困難である場合は、最高使用圧

力の 1.35 倍の水圧） 

第３ 原子炉容器（原子炉冷却材圧力

バウンダリに属するものを除

原子炉容器の最初の据付け後燃料を装

入するまでの間においては当該容器の
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内 圧 を

受 け る

もの 

く。）及び原子炉容器と一体で

試験を行う必要があるもの 

最高使用圧力の 1.25 倍、その後におい

ては当該容器の通常運転時における圧

力の 1.1 倍の水圧（水圧で試験を行う

ことが困難である場合は、気圧） 

開放容器 胴板の頂部（屋根がない場合は、頂部の

山形鋼の下部）より 50mm 下部（いっ出

口がある場合は、いっ出口の下部）まで

水を満たしたときの圧力 

その他のもの 最高使用圧力の 1.5 倍の水圧（水圧で

試験を行うことが困難である場合は、

最高使用圧力の 1.25 倍の気圧） 

外 圧 を

受 け る

もの 

内部が大気圧未満になること

により、大気圧により外圧を受

けるもの（開放容器を除く。） 

大気圧と内面に受ける圧力との最高の

差の 1.5 倍の気圧又は水圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との最高の差

の 1.5 倍の水圧（水圧で試験を行うこ

とが困難である場合は、当該差の 1.25

倍の気圧） 

第
１
種
管 

内 圧 を

受 け る

もの 

原子炉容器（原子炉冷却材圧力

バウンダリに属するものに限

る。）と一体で試験を行う必要

があるもの 

原子炉容器（原子炉冷却材圧力バウン

ダリに属するものに限る。）の最初の据

付け後燃料を装入するまでの間におい

ては当該容器の最高使用圧力の 1.25

倍、その後においては当該容器の通常

運転時における圧力の 1.1倍の水圧（水

圧で試験を行うことが困難である場合

は、気圧） 

その他のもの 最高使用圧力の 1.25 倍の水圧（水圧で

試験を行うことが困難である場合は、

気圧） 

外 圧 を

受 け る

もの 

内部が大気圧未満になること

により、大気圧により外圧を受

けるもの以外のもの 

外圧と内面に受ける圧力との最高の差

の 1.25 倍の水圧（水圧で試験を行うこ

とが困難である場合は、気圧） 

第
３
種
管
・
第
４
種
管 

内 圧 を

受 け る

もの 

原子炉容器と一体で試験を行

う必要があるもの 

原子炉容器の最初の据付け後燃料を装

入するまでの間においては当該容器の

最高使用圧力の 1.25 倍、その後におい

ては当該容器の通常運転時における圧

力の 1.1 倍の水圧（水圧で試験を行う

ことが困難である場合は、気圧） 

試験圧力の異なる容器又は管

と一体で試験を行う必要があ

るもの（上欄に掲げるものを除

き、当該容器又は管と直接接続

される継手の溶接部に限る。） 

低い方の圧力による水圧（水圧で試験

を行うことが困難である場合は、気圧） 

開放容器に接続されるもの（当

該容器に最も近い止め弁まで

の部分に限る。） 

当該容器の胴板の頂部（当該容器に屋

根がない場合は、頂部の山形部の下部）

より 50mm下部（いっ出口がある場合は、

いつ出口の下部）まで水を満たしたと

きの圧力 
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その他のもの 最高使用圧力の 1.5 倍の水圧（水圧で

試験を行うことが困難である場合は、

最高使用圧力の 1.25 倍の気圧） 

外 圧 を

受 け る

もの 

内部が大気圧未満になること

により、大気圧により外圧を受

けるもの（開放容器に接続され

るものであって、当該容器に最

も近い止め弁までの部分を除

く。） 

大気圧と内面に受ける圧力との最高の

差の 1.5 倍の水圧又は気圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との最高の差

の 1.5 倍の水圧（水圧で試験を行うこ

とが困難である場合は、当該差の 1.25

倍の気圧） 

第
５
種
管 

内圧を受けるもの 最高使用圧力の 1.25倍の気圧又は水圧 

外 圧 を

受 け る

もの 

内部が大気圧未満になること

により、大気圧により外圧を受

けるもの（開放部により内部と

外部が通じている管を除く。） 

大気圧と内面に受ける圧力との最高の

差の 1.5 倍の気圧又は水圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との最高の差

の 1.25 倍の気圧又は水圧 

（備考） 

１ 外圧を受けるものの試験圧力については、容器又は管の内部から加える圧力とするこ

とができる。 
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制定 令和２年 月 日 原規規発第 号 原子力規制委員会決定 

 

  令和２年  月   日 

 

原子力規制委員会   

 

   使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈の制定について 

 

 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈を別添のとおり定める。 

 

   附 則 

１ この規程は、使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の施行の日から

施行する。 

２ 次の各号に掲げる規程は、以後用いない。 

⑴ 使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める省令の解釈（内規）

（平成21･02･26原院第1号（平成２１年３月２７日原子力安全・保安院制定）） 

⑵ 使用済燃料貯蔵施設の溶接の方法の認可について（平成21･02･26原院第9

号（平成２１年３月２７日原子力安全・保安院制定）） 

⑶ 使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の解

釈（原規技発第1602151号） 

 

別紙５－９ 
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別添 

〇使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈 

 

使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則に定める技術的要件を満足する技術的内容は、この解釈に限定されるものではなく、同規則に照らして十分

な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、同規則に適合するものと判断する。 

使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈 

（材料及び構造） 

第十四条 使用済燃料貯蔵施設に属する容器、管及びこれらの支持構造物の

うち、使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を確保する上で必要なもの

（以下この項において「容器等」という。）の材料及び構造は、次に掲げ

るところによらなければならない。この場合において、第一号及び第三

号の規定については、法第四十三条の九第二項に規定する使用前事業者

検査の確認を行うまでの間適用する。 

一 容器等に使用する材料は、次に掲げるところによるものであること。 

イ 容器等が、その使用される圧力、温度、水質、放射線、荷重その

他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分（使用中

の応力その他の使用条件に対する適切な耐食性を含む。）を有する

こと。 

ロ 使用済燃料等を閉じ込めるための容器（以下この項において「密

封容器」という。）に使用する材料にあっては、当該密封容器が使

用される圧力、温度、放射線、荷重その他の使用条件に対して適切

な破壊じん性を有することを機械試験その他の評価方法により確

認したものであること。 

ハ 管及び支持構造物に使用する材料にあっては、当該管及び支持構

造物の最低使用温度に対して適切な破壊じん性を有することを機

第１４条（材料及び構造） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項第１号ロ及びハの適切な破壊じん性を有することの確認におい

て、板厚の薄い材料や脆性破壊が問題とならないことが明白な材料につい

ては機械試験による確認に代えて寸法や材質により確認することができ

る。 
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使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈 

械試験その他の評価方法により確認したものであること。 

ニ 有害な欠陥がないことを非破壊試験により確認したものである

こと。 

二 容器等の構造及び強度は、次に掲げるところによるものであること。 

イ 取扱い時及び貯蔵時において、全体的な変形を弾性域に抑えるこ

と。 

ロ 密封容器にあっては、破断延性限界に十分な余裕を有し、金属キ

ャスクに要求される機能に影響を及ぼさないこと。また、閉じ込め

機能（事業許可基準規則第２条第２項第３号ハに規定する閉じ込

め機能をいう。）を担保する部位（ハにおいて「密封シール部」と

いう。）については、変形を弾性域に抑えること。 

ハ 密封容器にあっては、試験状態において、全体的な塑性変形が生

じないこと。また、密封シール部については、変形を弾性域に抑え

ること。 

ニ 密封容器及び支持構造物にあっては、取扱い時及び貯蔵時におい

て、疲労破壊が生じないこと。 

ホ 取扱い時及び貯蔵時において、座屈が生じないこと。 

三 密封容器の主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。

以下この号において同じ。）は、次に掲げるところによるものであるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第１項第２号イに規定する「全体的な変形を弾性域に抑えること」とは、

構造上の全体的な変形を弾性域に抑えることに加え、材料の引張り強さ

に対しても十分な構造強度を有することをいう。 

３ 第１項第２号イ及びロの適用に当たっては、解析により以下を確認する

こと。 

（１）イの「全体的な変形を弾性域に抑える」とは、一般部に加え、構造

不連続部にあっても塑性変形を許容しないこと。 

（２）ロの「破断延性限界に十分な余裕を有し」とは、箇所の限定なしに

塑性変形が生ずることを許容するが、構造体の著しい機能喪失に至る

ような塑性変形は許容しないこと。 

 

 

 

４ 第１項第３号に規定する「主要な耐圧部の溶接部」とは、次の各号に掲げ

る容器又は管の溶接部をいう。 

（１） 使用済燃料貯蔵設備本体、廃棄施設、放射線管理施設若しくは使

用済燃料貯蔵設備の附属施設に属する容器又はこれらの施設に属する

外径 61mm（最高使用圧力が 98kPa 未満の管にあっては、100mm）を超え
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使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 不連続で特異な形状でないものであること。 

 

 

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保

に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを、非破壊試験により

確認したものであること。 

 

 

ハ 適切な強度を有するものであること。 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備

る管であって、その内包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（その内包

する放射性物質が液体中にある場合は、37kBq/cm3）以上のもの 

（２） 使用済燃料貯蔵設備本体、廃棄施設、放射線管理施設若しくは使

用済燃料貯蔵設備の附属施設に属する容器又はこれらの施設に属する

外径 150mm 以上の管であって、その内包する放射性物質の濃度が

37mBq/cm3（その内包する放射性物質が液体中にある場合は、37kBq/cm3）

未満のもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分（以

下「耐圧部分」という。）について溶接をするもの 

イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度が 100℃未満のものに

ついては、最高使用圧力 1,960kPa 

ロ イに掲げる容器以外の容器については、最高使用圧力 98kPa 以上 

ハ イに掲げる管以外の管については、最高使用圧力 980kPa（長手継

手の部分にあっては、490kPa） 

５ 第１項第３号イに規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、溶

接部の設計において、溶接部の開先等の形状に配慮し、鋭い切欠き等の不

連続で特異な形状でないものをいう。 

６ 第１項第３号ロに規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」と

は、溶接後の非破壊試験において割れがないことに加え、溶接時の有害な

欠陥により割れが生ずるおそれがないことをいう。 

７ 第１項第３号ロに規定する「非破壊試験」とは、放射線透過試験、超音

波探傷試験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、目視試験等をいう。 

８ 第１項第３号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、母材と同等以

上の機械的強度を有するものであることをいう。 
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並びに適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認した

ものにより溶接したものであること。 

２ 使用済燃料貯蔵施設に属する容器及び管のうち、使用済燃料貯蔵施設の

基本的安全機能を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい

試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように設置さ

れたものでなければならない。 

９ 第１項第１号から第３号までの規定に適合する材料及び構造並びに第

２項の規定に適合する耐圧試験及び漏えい試験は、次に掲げる規定のいず

れかに適合したものをいう。 

（１）日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012 年版）

（JSME S NC1-2012）（以下「設計・建設規格」という。）、日本機械学会

「発電用原子力設備規格 材料規格（2012 年版）（JSME S NJ1-2012）」

（以下「材料規格」という。）、日本機械学会「発電用原子力設備規格 

溶接規格（2012 年版（2013 年版を含む。））（JSME S NB1-2012/2013）

（以下「溶接規格」という。）及び日本機械学会「使用済燃料貯蔵施設

規格金属キャスク構造規格（2007 年版）（JSME S FA1-2007）」（以下「金

属キャスク構造規格」という。)の規定に、「金属キャスクの材料及び構

造について（別記）」の要件を付したもの 

（２）金属キャスク構造規格の規定に、「金属キャスクの材料及び構造につ

いて（別記）」の要件を付したもの 
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1 

別記 

 

金属キャスクの材料及び構造について 

 

 

 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（令和 年原子力規制委員会規則第 号。以

下「技術基準規則」という。）第１４条第１項第１号から第３号までの規定に適合する材料

及び構造並びに第２項の規定に適合する耐圧試験及び漏えい試験は、以下の（１）又は（２）

のとおりとする。 

 

（１）設計・建設規格、材料規格及び溶接規格並びに金属キャスク構造規格による場合 

１）密封容器の材料及び構造並びに耐圧試験及び漏えい試験は、設計・建設規格、材料

規格及び溶接規格のクラス１容器の規定に、実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則の解釈（平成２５年６月１９日原規技発第 1306194 号原子力

規制委員会決定）の「日本機械学会「設計・建設規格」及び「材料規格」の適用に

当たって（別記－２）」及び「日本機械学会「溶接規格」等の適用に当たって（別記

－５）」（以下総称して「実用炉技術基準規則解釈別記」という。）の要件を付したも

のによること。ただし、次の①及び②については、金属キャスク構造規格（次表「金

属キャスク構造規格正誤表一覧」に示す正誤表を含む。）によること。 

 

表 金属キャスク構造規格正誤表一覧 

発行年月日 名称 

平成２８年２月

１７日 

JSME 使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規

格（2007 年版）（JSME S FA1-2007）正誤表 

平成２４年３月

１日 

JSME 使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規

格（2007 年版）（JSME S FA1-2007）正誤表 

平成２１年３月

１日 

使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格（20

07 年版）「MCN-2000 溶接」一部改訂 

（「日本機械学会 設計・建設規格（JSME S NC1）正誤表（令和元年 7月 12日付け）

等及び日本電気協会 原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表

（平成 28年 12 月 13 日付け）等に関する技術評価書」（原規技発第        号（令

和元年 月 日原子力規制委員会決定））） 

① 球状黒鉛鋳鉄品及び低温用合金鋼鍛鋼品の材料の規格及び機械特性については、

(a)から(f)までに掲げる金属キャスク構造規格の規定によること。 

(a) 別表 1-1 使用する材料の規格 

(b) 別表 5-1 材料（ボルトを除く）の各温度における設計応力強さ Sm (MPa)【追

加分】 

(c) 別表 5-8 材料の各温度における設計降伏点 Sy (MPa)【追加分】 

(d) 別表 5-9 材料の各温度における設計引張強さ Su (MPa)【追加分】 

(e) 別表 6-1 材料の各温度における縦弾性係数 (MPa)【追加分】 

(f) 別表 6-2 材料の各温度における熱膨張係数 (×10-6mm/mm℃)【追加分】 

② 破壊靱性要求及び密封シール部の設計については、金属キャスク構造規格によ
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2 

ること。 

２）バスケットの材料及び構造は、設計・建設規格及び材料規格の炉心支持構造物の規

定に、実用炉技術基準規則解釈別記の要件を付したものによること。 

３）トラニオン及び中間胴の材料及び構造は、設計・建設規格及び材料規格のクラス１

支持構造物の規定に、実用炉技術基準規則解釈別記の要件を付したものによること。 

４）溶接規格「Ｎ－００３０溶接施工法」（１）及び「Ｎ－００５０ 溶接士」（１）の

「又はこれと同等と認められるもの」とは、技術基準規則の施行前に認可を受けた

もの又は溶接安全管理審査等で確認を受けたもの等をいう。なお、技術基準規則の

施行前に認可を受けたもので、有効期限の制約が無い自動溶接機を用いる溶接士の

有効期限は、１０年とする。 

５）溶接規格「Ｎ－００３０溶接施工法」（２）の「クラス１機器」とあるのは「密封容

器」に読み替える。 

 

（２）金属キャスク構造規格による場合 

密封容器、バスケット、トラニオン及び中間胴の材料及び構造並びに密封容器の耐圧

試験及び漏えい試験については、金属キャスク構造規格（前表「金属キャスク構造規格

正誤表一覧」に示す正誤表を含む。）に、次の１）から４）までの要件を付したものによ

ること。なお、技術基準規則の施行前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）により認可を受けた仕様は、

次の１）から４）までの要件を付した金属キャスク構造規格と同等とみなすことができ

る。 

１）溶接検査の開先検査において、密封容器に係る継手区分Ａから継手区分Ｄまでの溶

接部又はクラッド溶接による溶接部の開先面は、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を

行い、これに適合するものでなければならない。ただし、圧延又は鍛造によって作

られた母材であって、厚さが 50mm 以下のものは、この限りでない。 

２）溶接規格「Ｎ－００３０溶接施工法」（１）及び「Ｎ－００５０ 溶接士」（１）の

「又はこれと同等と認められるもの」とは、技術基準規則の施行前に法において適

用する他の規則により認可を受けたもの又は溶接安全管理審査等で確認を受けたも

の等をいう。なお、技術基準規則の施行前に法において適用する他の規則により認

可を受けたもので、有効期限の制約が無い自動溶接機を用いる溶接士の有効期限は、

技術基準規則の施行日から１０年とする。 

３）溶接規格「Ｎ－００３０溶接施工法」（２）の「クラス１機器」とあるのは「密封容

器」に読み替える。 

４）溶接設備は、溶接規格「Ｎ－００４０溶接設備」によること。 

５）次の①及び②の規定は、適用除外とする。 

① 添付３－３ バスケット材としてアルミニウム合金およびボロン添加アルミニ

ウム合金を使用する場合の規定 

② 添付３－４ バスケット材としてボロン添加ステンレス鋼を使用する場合の規

定 
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制定 令和２年 月 日 原規規発第 号 原子力規制委員会決定 

 

  令和２年  月   日 

 

原子力規制委員会   

 

   再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の制定について 

 

再処理施設の技術基準に関する規則の解釈を別添のとおり定める。 

 

   附 則 

１ この規程は、再処理施設の技術基準に関する規則の施行の日から施行する。 

２ この規程の施行の際現に原子力利用における安全対策の強化のための核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律

（平成２９年法律第１５号）第３条の規定による改正前の核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第１６条の

４第２項、第２８条の２第２項又は第４６条の２第２項の規定に基づき認可

を受けた溶接の方法において、溶接をする者として確認を受けた者は、別紙－

３（溶接士技能認証標準）２．又は３．の溶接士の技能の確認を受けた者とみ

なす。 

３ 加工施設及び再処理施設の溶接の方法の認可について（１２安局第２１２

号（平成１２年１２月２７日科学技術庁原子力安全局長通知））は、以後用い

ない。 

別紙５－１０ 
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別添 

〇再処理施設の技術基準に関する規則の解釈 
 
再処理施設の技術基準に関する規則に定める技術的要件を満足する技術的内容は、この解釈に限定されるものではなく、同規則に照らして十分な保安水

準の確保が達成できる技術的根拠があれば、同規則に適合するものと判断する。 
再処理施設の技術基準に関する規則 再処理施設の技術基準に関する規則の解釈 

（材料及び構造） 

第十七条 安全機能を有する施設に属する容器及び管並びにこれらを支持

する構造物のうち、再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの（以下

この項において「容器等」という。）の材料及び構造は、次に掲げるとこ

ろによらなければならない。この場合において、第一号及び第三号の規定

については、法第四十六条第二項に規定する使用前事業者検査の確認を行

うまでの間適用する。 

一 容器等に使用する材料は、その使用される圧力、温度、荷重その他の

使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有すること。  

二 容器等の構造及び強度は、次に掲げるところによるものであること。 

イ 設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えるこ

と。 

ロ 容器等に属する伸縮継手にあっては、設計上定める条件で応力が

繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じないこと。 

ハ 設計上定める条件において、座屈が生じないこと。 

三 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。以下同じ。）

は、次に掲げるところによるものであること。 

 

 

第１７条（材料及び構造） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項第２号イの「全体的な変形を弾性域に抑えること」とは、構造上

の全体的な変形を弾性域に抑えることに加え、材料の引張り強さに対して

も十分な構造強度を有することをいう。 

 

 

２ 第１項第３号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、 次に掲げる

容器又は管の溶接部をいう。 

⑴ プルトニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の

物質を内包する容器又は管であって、次のいずれかに該当するもの 
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再処理施設の技術基準に関する規則 再処理施設の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ その内包するプルトニウムの放射能濃度が 37mBq/cm3（液体状の物

質を内包する場合は、37kBq/cm3）以上のもの 

ロ その内包するプルトニウムの放射能濃度が 37µBq/cm3（液体状の物

質を内包する場合は、37Bq/cm3）以上の容器（イに規定するものを除

く。）であって、最高使用圧力が 98kPa 以上のもの又は内容積が 0.04m3

を超えるもの 

ハ その内包するプルトニウムの放射能濃度が 37µBq/cm3（液体状の物

質を内包する場合は、37Bq/cm3）以上の管（イに規定するものを除く。）

であって、外径 61mm（最高使用圧力が 98kPa 未満の管にあっては、

100mm）を超えるもの（放射性物質の閉じ込め区域内にあって内部の

圧力が外部の圧力より低く維持されているダクトを除く。） 

⑵ ウラン又はウランの化合物を含む液体状の物質を内包する容器（(1)

に規定するものを除く。）であって、その内包するウランの量が 500kg

以上のもの 

⑶ 放射性物質を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管（⑴

及び⑵に規定するものを除く。）であって、次のいずれかに該当するも

の 

イ その内包する放射性物質の濃度が 37Bq/cm3（液体状の物質を内包す

る場合は、37MBq/cm3）以上のもの 

ロ その内包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（液体状の物質を内包

する場合は、37kBq/cm3）以上の容器（イに規定するものを除く。）で

あって、最高使用圧力が 98kPa 以上のもの又は内容積が 0.04m3 を超

えるもの 
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再処理施設の技術基準に関する規則 再処理施設の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 不連続で特異な形状でないものであること。 

 

ハ その内包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（液体状の物質を内包

する場合は、37kBq/cm3）以上の管（イに規定するものを除く。）であ

って、外径 61mm（最高使用圧力が 98kPa 未満の管にあっては、100mm）

を超えるもの（放射性物質の閉じ込め区域内にあって内部の圧力が外

部の圧力より低く維持されているダクトを除く。） 

⑷ 使用済燃料の溶解槽の非常用冷却水系統設備その他安全装置として

使用される設備に属する容器又は管のうち、セル内に設置されるもの 

⑸ プルトニウムの放射能濃度が37kBq/cm3以上の液体状の物質又は放射

性物質の濃度が37MBq/cm3以上の液体状の物質を内包する容器又は管か

らの漏えいの拡大を防止するために設置されるドリップトレイその他

の容器 

⑹ 胴の外径が 150mm 以上の容器又は外径 150mm 以上の管（（1）から(5)

までに規定する容器又は管を除く。）であって、放射性物質を含む液体

状若しくは気体状の物質を内包し、又は非常用電源設備その他の安全上

重要な施設に属するもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられ

る部分について溶接をするもの 

イ 液体用の容器又は管であって、最高使用温度がその液体の沸点未満

のものについては、最高使用圧力 1,960kPa 

ロ イに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力 98kPa 

ハ イに規定する管以外の管については、最高使用圧力 980kPa（長手継

手の部分にあっては、490kPa） 

３ 第１項第３号イに規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、溶

接部の設計において、溶接部の開先等の形状に配慮し、鋭い切欠き等の不
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再処理施設の技術基準に関する規則 再処理施設の技術基準に関する規則の解釈 

 

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確

保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験に

より確認したものであること。 

 

 

 

 

 

ハ 適切な強度を有するものであること。 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設

備並びに適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確

認したものにより溶接したものであること。 

２ 安全機能を有する施設に属する容器及び管のうち、再処理施設の安全性

を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったと

き、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように設置されたものでなけ

ればならない。 

 

（材料及び構造） 

第三十七条 重大事故等対処設備に属する容器及び管並びにこれらを支持

する構造物のうち、再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの（以下

この項において「容器等」という。）の材料及び構造は、次に掲げるとこ

ろによらなければならない。この場合において、第一号（容器等の材料に

連続で特異な形状でないものをいう。 

４ 第１項第３号ロに規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」と

は、溶接後の非破壊試験において割れがないことに加え、溶接時の有害な

欠陥により割れが生ずるおそれがないことをいい、「健全な溶接部の確保

に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこと」とは、溶接部の設計及び形

状が溶込み不足を生じがたいものであり、溶接部の表面及び内部に有害な

欠陥がないことをいう。 

５ 第１項第３号ロに規定する「非破壊試験」とは、放射線透過試験、超音

波探傷試験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、目視試験等をいう。 

６ 第１項第３号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、母材と同等以

上の機械的強度を有するものであることをいう。 

７ 第１項第３号の規定に適合する溶接部は、「再処理施設の溶接方法等に

ついて（別記）」に適合したものをいう。 

８ 第２項に規定する「適切な耐圧試験及び漏えい試験」は、「再処理施設

の溶接方法等について（別記）」によるほか、維持段階における各機器の

状態に対応する漏えい等の確認を含む。 

 

 

第３７条（材料及び構造） 
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再処理施設の技術基準に関する規則 再処理施設の技術基準に関する規則の解釈 

係る部分に限る。）及び第二号の規定については、法第四十六条第二項に

規定する使用前事業者検査の確認を行うまでの間適用する。 

一 容器等がその設計上要求される強度及び耐食性が確保できるもの

であること。 

二 容器等の主要な溶接部は、次に掲げるところによるものであるこ

と。 

イ 不連続で特異な形状でないものであること。 

 

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確

保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験によ

り確認したものであること。 

 

ハ 適切な強度を有するものであること。 

 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設

備並びに適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認

したものにより溶接したものであること。 

２ 重大事故等対処設備に属する容器及び管のうち、再処理施設の安全性を

確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったと

き、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように設置されたものでなけ

ればならない。 

 

 

 

 

１ 第１項第２号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、本規程第１７

条２を準用するものをいう。 

２ 第１項第２号イに規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、本

規程第１７条３を準用するものをいう。 

３ 第１項第２号ロに規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」と

は、本規程第１７条４を準用するものをいう。 

４ 第１項第２号ロに規定する「非破壊試験」とは、本規程第１７条５を準

用するものをいう。 

５ 第１項第２号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、本規程第１７

条６を準用するものをいう。 

６ 第１項第２号に適合する溶接部とは、本規程第１７条７を準用するもの

をいう。 

 

７ 第２項に規定する適切な耐圧試験及び漏えい試験とは、本規程第１７条

８を準用するものをいう。 
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別記 

 

再処理施設の溶接の方法等について 

 

再処理施設の技術基準に関する規則（令和 年原子力規制委員会規則第 号。以下「技

術基準規則」という。）第１７条第１項第３号及び第２項の規定に対応する主要な溶接部

に関する要求事項については、以下のとおりとする。 
 

１．溶接の方法 
溶接の方法は、別紙－１に規定する方法によること。 

 
２．溶接施工法 

溶接施工法は、別紙－２に規定する溶接施工法認証標準により確認されたもの又はこ

れと同等と認められるものでなければならない。 
同等と認められる溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の強化のための核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年

法律第１５号。以下「改正法」という。）第３条の規定による改正後の核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）の施行（令和２年４月１日）

前に核燃料物質の再処理の事業に関する規則（昭和４６年総理府令第１０号）第７条の６

の溶接の方法の認可を受けたもの、核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和４１年総

理府令第３７号）第３条の１２の溶接の方法の認可を受けたもの等をいう。この場合にお

いて、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液側の溶接施工法

においては添付－２に定める腐食試験に合格していること。 
 

３．溶接設備 
溶接機の種類並びに溶接後熱処理設備及び試験設備の種類及び容量は、その溶接方法

に適したものであること。 
 

４．溶接を行う者 
溶接を行う者は、別紙－３に規定する溶接士技能認証標準によって認証された者又は

これと同等と認められる者でなければならない。 
同等と認められる者とは、溶接士技能の確認を受けた者、実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定原

規技発第 1306194 号）別記－５（以下単に「別記－５」という。） ３．第３部溶接士技

能認証標準（３）により溶接士技能認証標準と同等と認められた者をいう。 

この場合において、再処理第１種機器及び腐食環境が厳しい再処理第２種機器の溶接

を行う者の場合は、別紙－３で定める腐食試験に合格していること。 

また、再処理第１種機器の接液側の溶接を行う者は、別紙－３で定める継手の仕上がり

状態及び非破壊試験に合格していること。 

 

５．用語の定義 

- 485 -



 

2 
 

⑴ 「再処理第１種機器」とは、再処理施設の再処理設備本体又は放射性廃棄物の廃棄

施設に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。 

イ 使用済燃料溶解槽 

ロ プルトニウム溶液蒸発缶 

ハ 高放射性廃液蒸発缶 

ニ 高放射性廃液貯槽 

ホ イからニまでに定める容器に附属する管 

⑵ 「再処理第１種容器」とは、再処理第１種機器に属する容器をいう。 

⑶ 「再処理第１種管」とは、再処理第１種機器に属する管をいう。 

⑷ 「再処理第２種機器」とは、再処理施設に属する容器又は管のうち、次に掲げるもの

をいう。 

イ 使用済燃料を溶解した液体（以下「使用済燃料溶解液」という。）、プルトニウム

溶液又は使用済燃料溶解液から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体

であって放射性物質の濃度が 37MBq/cm3以上のもの（以下「使用済燃料溶解液等」と

いう。）を内包する容器又は管（再処理第一種機器を除く。） 

ロ 使用済燃料溶解液等を内包する容器の排気処理系統に属する容器又は管であって、

プルトニウムの放射能濃度が37mBq/cm3以上の気体又は放射性物質の濃度が37Bq/cm3

以上の気体を内包するもの 

⑸ 「再処理第２種容器」とは、再処理第２種機器に属する容器をいう。 

⑹ 「再処理第２種管」とは、再処理第２種機器に属する管をいう。 

⑺ 「再処理第３種機器」とは、再処理施設の再処理設備本体、製品貯蔵施設又は放射性

廃棄物の廃棄施設のうち次に掲げる設備に属する容器又は管であって、セル内に設置

されるもの（再処理第１種機器及び再処理第２種機器を除く。）をいう。 

イ 崩壊熱又は化学反応による再処理第１種容器の内部の温度の過度の上昇を抑制す

るための冷却に必要な設備 

ロ 放射線分解によって再処理第１種容器又は再処理第２種容器の内部で発生する水

素の滞留の防止に必要な設備 

⑻ 「再処理第３種容器」とは、再処理第３種機器に属する容器をいう。 

⑼ 「再処理第３種管」とは、再処理第３種機器に属する管をいう。 

⑽ 「再処理第４種機器」とは、再処理施設に属する容器又は管のうち、再処理第１種機

器、再処理第２種機器、再処理第３種機器及び⒀に規定する再処理第５種機器以外のも

のをいう。 

⑾ 「再処理第４種容器」とは、再処理第４種機器に属する容器をいう。 

⑿ 「再処理第４種管」とは、再処理第４種機器に属する管をいう。 

⒀ 「再処理第５種機器」とは、再処理施設に属する容器又は管のうち、次に掲げるもの

をいう。 

イ 使用済燃料溶解液等の漏えいの拡大防止のために設置されるドリップトレイその

他の容器 

ロ ダクト 

⒁ 「再処理第５種容器」とは、再処理第５種機器に属する容器をいう。 

⒂ 「再処理第５種管」とは、再処理第５種機器に属する管をいう。 
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⒃ 「プルトニウム溶液」とは、プルトニウムの放射能濃度が 37kBq/cm3以上の液体をい

う。 
⒄ 「耐圧部」とは、内面又は外面に 0Pa を超える圧力を受ける部分をいう。 
⒅ 「閉じ込め部」とは、内包する液体又は気体の閉じ込め障壁を構成する部分をいう。 
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別紙－１ 

4 
 

再処理施設の溶接の方法 
 
１．溶接部の設計 

溶接部の設計は、次に適合するものでなければならない。ただし、十分な強度及び耐食性

を有することが確認された場合は、この限りではない。 

継手の溶接は、「表１－１ 溶接設計（突合せ溶接以外の場合）」及び「表１－２ 溶接設

計（裏あて金を使用する突合せ片側溶接（溶接後裏あて金を取り除かないもの）の場合）」

の溶接区分の欄に掲げる区分に応じ、溶接設計の欄に掲げる方法によって行う場合を除き、

突合せ両側溶接、裏あて金を使用する突合せ片側溶接（溶接後裏あて金を取り除くものに限

る。）、初層イナートガスアーク溶接による突合せ片側溶接又はこれらと同等以上の効果が

得られる方法によって行うこと。この場合において、「表１－３ 溶接設計（突合せ溶接の

場合）」の溶接区分の欄に掲げる区分に適合する場合は、同表の溶接設計の欄に掲げる方法

によって行うこと。 

 

表１－１ 溶接設計（突合せ溶接以外の場合） 

溶接区分 
溶接設計 備考 

機器区分 継手区分 
再処理 

第１種機器 
 

再処理 
第２種機器 

管台を取り付ける継手
の溶接 

別図第４（４）、（５）、
（６）、（７） 

非接液部に限る。 

管に枝管を取り付ける
継手の溶接 

完全溶込み溶接  

管板に管を取り付ける
継手の溶接 

別図第６（１）、（２） 別図第６（２）は、再処
理第２種機器に限る。 

閉じ込め部にジャケッ
ト等の耐圧部材を取り
付ける継手の溶接 

完全溶込み溶接  

閉じ込め部に上記以外
の非閉じ込め部材を取
り付ける継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこ
れと同等以上の効果が
得られる方法。ただし、
機器の外側の非接液面
にあっては、この限りで
はない。 

 

栓等を取り付ける継手
の溶接 

別図第７ 非接液部であって構造
上やむを得ない場合に
限る。 

再処理 
第３種機器 

管台を取り付ける継手
の溶接 

別図第４（４）、（５）、
（６）、（７）、（１２）、
（１３）、（１４） 

 

フランジ、平板又は管板
を取り付ける継手の溶
接 

別図第２（１）、（２）、
（３）、（４）、（５）、（６）
別図第３ （４）、（５）、
（６）、（７）、（８）、
（９）、（１０）、（１１）、

別図第２（６）は、外径
が 61mm 以下に限る。 
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（１３）、（１４） 
管に枝管を取り付ける
継手の溶接 

別図第１又は完全溶込
み溶接 

別図第１は、外径が
61mm 以下に限る。 

管板に管を取り付ける
継手の溶接 

別図第６（１）、（２）  

管と管又は管台を取り
付ける継手の溶接  

別図第１又は完全溶込
み溶接 

外径が 61mm 以下に限
る。 

耐圧部に非耐圧部材を
取り付ける継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこ
れと同等以上の効果が
得られる方法。ただし、
機器の外側の非接液面
にあっては、この限り
ではない。 

 

耐圧部にジャケット等
の耐圧部材を取り付け
る継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこ
れと同等以上の効果が
得られる方法 

 

栓等を取り付ける継手
の溶接 

別図第７  

再処理 
第４種機器 
再処理 

第５種機器 
 
 

管台を取り付ける継手
の溶接 

別図第４ 
（４）、（５）、（６）、（７）、
（８）、（９）、（１０）、
（１１）、（１２）、（１
３）、（１４）、（１５）、
（１６）、（１７）、（１
８）、（１９）、（２０）、
（２１）、（２２）、（２
３）、（２４） 

別図第４の（１８）、（１
９）、（２２）、（２３）及
び（２４）にあっては腐
食性の強い硝酸液を扱
う機器の接液部を除き、
再処理第５種機器にあ
ってはダクトに限る。 

管に枝管を取り付ける
継手の溶接 

別図第１又は完全溶
込み溶接 

別図第１は、外径が
90mm 以下の管（腐食性
の強い硝酸液を扱う機
器の接液部を除く。）に
限る。 

フランジ、平板又は管
板を取り付ける継手の
溶接 

別図第２（１）、（２）、
（３）、（４）、（５）、（６）、
（７）、（８）、（９）、（１
０）、（１１） 
別図第３（４）、（５）、
（６）、（７）、（８）、（９）、
（１０）、（１１）、（１
２）、（１３）、（１４）、
（１５） 

別図第２の（６）は外径
が 90mm 以下のフランジ
継手（腐食性の強い硝酸
液を扱う機器の接液部
を除く。）に限る。 
別図第２（１０）、（１１）
はダクトに限る。 
別図第３（１３）、（１４）
は腐食性の強い硝酸液
を扱う機器の接液部を
除く。 

管板に管を取り付ける
継手の溶接 

別図第６（１）、（２）、
（３） 

 

管と管又は管台を取り
付ける継手の溶接 

別図第１ 外径が 90mm 以下の管
（腐食性の強い硝酸液
を扱う機器の接液部を
除く。）に限る。 

閉じ込め部にジャケッ
ト等の耐圧部材を取り
付ける継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこ
れと同等以上の効果が
得られる方法 

 

閉じ込め部に上記以外
の非閉じ込め部材を取
り付ける継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこ
れと同等以上の効果が
得られる方法。ただし、
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表１－２ 溶接設計（裏あて金を使用する突合せ片側溶接 

（溶接後裏あて金を取り除かないもの）の場合） 

 

表１－３ 溶接設計（突合せ溶接の場合） 

  

機器の外側の非接液面
にあっては、この限り
ではない。 

側板と底板との継手の
溶接 

別図第５（１）、（２） 大気に開放の容器に限
る。当該継手と側板相
互又は底板相互の継手
との交点の距離は、
300mm 以上とすること。 

側板相互又は底板相互
の継手の溶接 

別図第５（３）、（４）、
（５）又はこれと同等以
上の効果が得られる方
法 

大気に開放の容器に限
る。当該継手と交点の
距離は、300mm 以上とす
ること。 

内張り相互の継手の溶
接 

別図第５ （３）、（４）、
（５）、（６）、（７）、（８）、
（９）、（１０）、（１１）、
（１２）又はこれらと同
等以上の効果が得られ
る方法 
 

大気に開放のライニン
グ型貯槽に限る。内張
り材としてオーステナ
イト系ステンレス鋼以
外の材料を使用する場
合は、当該継手と交点
の距離は、300mm 以上と
すること。 

栓等を取り付ける継手
の溶接 

別図第７ 再処理第４種機器にあ
っては、非接液部であ
って、構造上やむを得
ない場合に限る。 

溶接区分 
溶接設計 備考 

機器区分 継手区分 
再処理第４種機器 
再処理第５種機器 

内張り相互の継手
の溶接 

別図第５（１２）又は
これと同等以上の効果
が得られる方法 

大気に開放のライ
ニング型貯槽に限
る。 

溶接区分 
溶接設計 備考 

機器区分 継手区分 

再処理第１種機器 
再処理第２種機器 
再処理第３種機器 
再処理第４種機器 
再処理第５種機器 

管台を取り付ける
継手の溶接 

別図第４ （１）、（２）、
（３） 

 

フランジ、平板又
は管板を取り付け
る継手の溶接 

別図第３ （１）、（２）、
（３） 
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別図第１ 

 

(注) tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

   tcは、0.85tn以上 

   a は、1.25tn以上 

   b は、9.5mm 以上 
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別図第２ 

（１）            （２） 

 

（注） t は、フランジの厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tc1は、0.25tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

    tc2は、0.7tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

        twは、フランジが鍛造品の場合にあっては、0.5tn又は 0.25t のうちい 

ずれか小さい方以上 

フランジが鍛造品以外の場合にあっては、tn又は 0.5t のうちい 

ずれか小さい方以上 
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        （３）                （４） 

 
（注） tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tc1は、tn又は 2tr（trは、継目のない容器又は管の計算上必要な厚 

さ）のうちいずれか小さい方以上 

 tc2は、tn以上 

 twは、3tn以上 

 tw1＋tw2は、3tn以上 

 

（５） 

 

（注） tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tcは、tn又は 2tr（trは、継目のない容器又は管の計算上必要な厚さ） 

のうちいずれか小さい方以上 

 twは、3tn以上 
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（６） 

 

（注） tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tcは、tn以上 

 a は、1.4tr以上 

  b は、10mm（外径が 61mm 以下の場合は 9.6mm）以上 
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（注） tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。）  

 tw1は、tn以上 

   ただし、(7)にあっては最高使用圧力が 1,570kPa 以下で、かつ、最高使用温度が 350℃以

下のものに限る｡(8)及び(9)にあっては最高使用温度が 450℃以下のものに限る。 

  

（７） （８） 

（９） 
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（１０） 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注） t1、t2は、フランジの厚さ（mm を単位とする。） 

  tn1、tn2は、ダクトの厚さ（mm を単位とする。） 

  tc1は、t1又は tn1のうちいずれか小さい方の厚さの 0.7 倍以上 

  tc2は、t1又は t2のうちいずれか小さい方の厚さの 0.7 倍以上 

 

（１１） 

 

 

 

（注） t1、t2は、フランジの厚さ（mm を単位とする。） 

    tn1、tn2は、ダクトの厚さ（mm を単位とする。） 

    tc1は、t1若しくは t2又は tn1若しくは tn2のうちいずれか小さい方の 

厚さの 0.7 倍以上 

    tc2は、t1又は t2のうちいずれか小さい方の厚さの 0.7 倍以上 

  

必要な場合は溶接により取り付ける 
ことができる。 

t n
1 t n
2 

tc1 
tn2 以下 tn1 以下 

tc1 

t2 t1 tc2 
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別図第３ 

（１）            （２）          （３） 

（注） t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    r は、t又は tnのうちいずれか小さい方以上 

    h は、1.5tn以上 
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（４）               （５） 

 

 

（６）               （７） 

 
 

（注） t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tcは、0.7tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

    twは、平板又は管板が鍛造品の場合で、かつ、開先角度が 45°未満の場 

      合にあっては、0.5tn又は 0.25t のうちいずれか小さい方以上 

       平板又は管板が鍛造品以外の場合又は開先角度が 45°以上の場合 

にあっては、tn又は 0.5t のうちいずれか小さい方以上 
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（８）          （９）             （１０） 

 

 

（注） t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tcは、ステーで支えられる管板の場合にあっては、0.7tn又は 1.4tr 

（trは、継目のない容器又は管の計算上必要な厚さ）のうちいず 

れか小さい方以上 

  平板又はステーで支えられない管板の場合にあっては、tn又は 

2tr（trは、継目のない容器又は管の計算上必要な厚さ）のうち 

いずれか小さい方以上 

     twは、(8)にあっては、2tn以上 

(9)及び(10)のステーで支えられる管板にあっては、2tn以上 

(9)及び(10)の平板又はステーで支えられない管板にあっては、3tn 

以上 
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（１１） 

 
（注） t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    twは、2tr（trは、継目のない容器又は管の計算上必要な厚さ）又は 1.25tnのうちいずれか

大きい方以上。ただし、tより大きくする必要はない。 

 

（１２） 

 

 
（注） t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tcは、ステーで支えられる管板の場合にあっては、0.7tn又は 1.4tr（trは、継目のない容

器又は管の計算上必要な厚さ）のうちいずれか小さい方以上 

  平板又はステーで支えられない管板の場合にあっては、tn又は 2tr（trは、継目

のない容器又は管の計算上必要な厚さ）のうちいずれか小さい方以上 

    tw1＋tw2は、ステーで支えられる管板にあっては、2tn以上 

平板又はステーで支えられない管板にあっては、3tn以上 

            tw1は、0.5tw2以上 
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（１３） 

 
（注） t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tw1は、tn以上 

    tw1＋tw2は、2tn以上 

 

（１４） 

 
（注） t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

twは、2tn以上 

 

（１５） 

 

（注） t は、平板又は管板の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tw1は、tn以上 

    tw1＋tw2は、2tn以上 

    tsは、3mm 以上（漏止め溶接） 
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別図第４ 

（１） 

 

（注）溶接作業が支障なく行え、かつ、本別記に定める検査が実施できるような溶接部の位置又は中心線

及び溶接線の角度とし、溶接部の位置は管台から十分な距離を取らなければならない。 

 

（２） 

 

（注）溶接作業が支障なく行え、かつ、本別記に定める検査が実施できるような溶接部の位置又は中心線

及び溶接線の角度とし、溶接部の位置は管台から十分な距離を取らなければならない。 

(1)を優先するが、(1)の加工が適当でない場合に使用する。 

 

（３） 

 

（注）溶接作業が支障なく行え、かつ、本別記に定める検査が実施できるような溶接部の位置又は中心線

及び溶接線の角度とし、溶接部の位置は管台から十分な距離を取らなければならない。 
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（４）                  （５） 

 
（注）溶接作業が支障なく行え、かつ、本別記に定める検査が実施できるような溶接部の位置並びに中

心線及び溶接線の角度とし、管台の取付け角度はおおむね 45°以上としなければならない。 

t は、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。） 

e は、管の厚さ（mm を単位とする。） 

  tcは、0.7tn又は 6mm のいずれか小さい方以上 

  tnは、0.5t 以上 

b は、e以上   

a は、（tn－e）以上 
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（６）             （７） 

 
（注） t は、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。）         

tcは、0.7tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

 

（８）       （９）    （１０）       （１１） 

 
（注） t は、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。） 

        t1＋t2は、1.25tmin以上、t1又は t2は、0.7tmin又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

      tminは、t、tn又は 19mm のうちいずれか小さいもの。 

      tnは、2.2mm 以上 

      tcは、0.7tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上。ただし、管台の胴内面への突出し量が

これ以下の場合は、この限りでない。 
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（１２）           （１３）        （１４） 

 

 

（注） t は、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。） 

      teは、強め材の厚さ（mm を単位とする。） 

      tcは、0.7tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上。ただし、管台の胴内 

面への突出し量がこれ以下の場合はこの限りでない。 

 twは、部分溶接の場合における深さ（mm を単位とする。）で 0.7tmin以上 

 tminは、t、tn、te又は 19mm のうちいずれか小さいもの。 

 

 

（１８）                    （１９） 

（１５） 

（１７） 

（１６） 
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（注） tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。） 

  tcは、0.7tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

  twは、tn又は 6mm のうちいずれか大きい方以上 

 

（２０） 

 
（注） tは、容器又は管の厚さ（mmを単位とする。） 

    teは、強め材の厚さ（mmを単位とする。） 

    tminは、t、te又は 19mm のうちいずれか小さいもの。 
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（２１） 

 

（注） t は、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

    tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。） 

teは、強め材の厚さ（mm を単位とする。） 

tcは、0.7tn又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

    tminは、t、tn、te又は 19mm のうちいずれか小さいもの。 

 

（２２） 

 

（注） tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。） 

    tsrは、管台が取り付けられる部分の計算上必要な厚さ 

     ただし、取り付けられる管の外径が 90mm 以下のものに限る。 
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（２３） 

 
 

（注） twは、取り付けられる管の外径の Sch160 に対する厚さ以上 

     ただし、取り付けられる管の外径が 61mm 以下のものに限る。 

 

（２４） 

 
（注） t は、容器又は管の厚さ（mm を単位とする。） 

tnは、管台の厚さ（mm を単位とする。） 

    c は、管台の外径が 34mm 以下の場合は 0.25mm 以下 

    c は、管台の外径が 34mm を超え 115mm 以下の場合は 0.5mm 以下 

    c は、管台の外径が 115mm を超える場合は 0.8mm 以下 

    y は、1.6mm 又は tnのうちいずれか小さい方以上 
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別図第５ 

（１） 

 
（注）tw1 ≧ 0.3t                  

      tw2 ≧ tw1                  

      a ≧50° 

      ℓ1 ≧ tw1  tan(a) 

      ℓ2 ≧ 1.3  tw2  tan(a) 

 

（２） 

 
（注） tc は、側板若しくは底板のうちいずれか小さい方の値又は次の表に掲げる値のいずれか小さい方

以上の値とする。（mm を単位とする。） 

 

底板の厚さ（mm） tc（mm） 

4.5 未満 4.5 

4.5 以上 19 未満 6 

19 以上 32 未満 8 

32 以上 10 
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（３）         （４）           （５） 

 
（６）             （７） 

 

（注）側板相互又は底板相互の場合は、ℓは 5t（t1又は t2のうちいずれか小さい方）又は 25mm のうち

いずれか大きい方以上 

内張り相互の継手の場合は、ℓ は 2t（t1又は t2のうちいずれか小さい方）又は 13mm のうちい

ずれか小さい方以上 

 (3)、(4)、(6)、(7)及び(8)の場合は、全厚すみ肉溶接とする。 
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（１０） 

 

 

 

 

  

（１１） 

（１２） 
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別図第６ 
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別図第７ 

（１）               （２） 

 

（注） d は、栓等の径で 61mm 以下のものに限る。 

    tcは、0.85tr1（tr1は、dを外径とした継目のない容器又は管の計算上必要な厚さ）以上 

    twは、1.25tr2（tr2は、tの部分の計算上必要な厚さ）以上 

  

（３）  （４） 

（５） （６） 
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２．材料の制限 

材料の制限は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２０１２年版（２０１３年

追補を含む。）」（以下「溶接規格」という。）「Ｎ－４０２０ 溶接の制限」によること。 

また、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液側に使用する溶

接材料は、母材の種類に応じて「表１－４ 母材（オーステナイト系ステンレス鋼）と溶接

材料の組合せ」、「表１－５ 主なステンレス材料の化学成分及び機械的性質」、「表１－６ 

母材（チタン及びチタン合金）と溶接材料の組合せ」、「表１－７母材（ジルコニウム）と

溶接材料の組合せ」に規定する規格に適合したものであること。ただし、十分な強度及び耐

食性を有することが確認された場合はこの限りではない。 

さらに、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液側に使用する

溶接材料は、「添付－１ 溶接材料の腐食試験要領」による腐食試験又はこれと同等の方法

により、耐食性を確認されているものであること。 
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表１－４ 母材（オーステナイト系ステンレス鋼）と溶接材料の組合せ 

    母材 

母材 

SUS304 SUS304L R-SUS304 

ULC 

R-SUS304 

ULC(SA) 

SUS316 SUS316L R-SUS316 

ULC 

R-SUS310 

ULC 

R-SUS310 

Nb 

SUS304 YS308 YS308L RY308 

ULC 

RY308ULC 

(SA) 

YS316 YS316L RY316 

ULC 

YS308 YS308 

SUS304L - YS308L RY308ULC RY308ULC (SA) YS316L YS316L RY316ULC YS308L YS308L 

R-SUS304 

ULC 

- - RY308ULC RY308ULC 

(SA) 

RY316 

ULC 

RY316 

ULC 

RY316 

ULC 

RY308 

ULC 

RY308 

ULC 

R-SUS304 

ULC(SA) 

- - - RY308ULC 

(SA) 

RY316 

ULC 

RY316 

ULC 

RY316 

ULC 

RY308ULC 

(SA) 

RY308ULC 

(SA) 

SUS316 - - - - YS316 YS316L RY316ULC YS316 YS316 

SUS316L - - - - - YS316L RY316ULC YS316L YS316L 

R-SUS316 ULC - - - - - - RY316ULC RY316ULC RY316ULC 

R-SUS310 ULC - - - - - - - RY310ULC RY310ULC 

R-SUS310 Nb - - - - - - - - RY310ULC 

（注 1）母材の区分に対応する日本産業規格の同等の鋼種は、下表のとおり 

母材の区分 鍛造 鋼管 熱交換用管 板 鋳造 

SUS304 SUSF304 SUS304TP SUS304TB SUS304 SCS13 

SUS304L SUSF304L SUS304LTP SUS304LTB SUS304L SCS19 

R-SUS304ULC R-SUSF304ULC R-SUS304ULCTP R-SUS304ULCTB R-SUS304ULC ― 

R-SUS304ULC(SA) R-SUSF304ULC(SA) R-SUS304ULC(SA)TP R-SUS304ULC(SA)TB R-SUS304ULC(SA) ― 

SUS316 SUSF316 SUS316TP SUS316TB SUS316 SCS14 

SUS316L SUSF316L SUS316LTP SUS316LTB SUS316L SCS16 

R-SUS316ULC R-SUSF316ULC R-SUS316ULCTP R-SUS316ULCTB R-SUS316ULC ― 

R-SUS310ULC R-SUSF310ULC R-SUS310ULCTP R-SUS310ULCTB R-SUS310ULC ― 

R-SUS310Nb R-SUSF310Nb R-SUS310NbTP R-SUS310NbTB R-SUS310Nb ― 

（注 2）母材の R-SUS304ULC、R-SUS304ULC(SA)、R-SUS316ULC、R-SUS310ULC 及び R-SUS310Nb の化学成分及び機械的性質は、表 1-5（上表）による。 

（注3）RY308ULC、RY308ULC(SA)、RY316ULC及び RY310ULCの溶加材の化学成分及び溶着金属の機械的性質は表 1-5（下表続き）による。 
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表１－５ 主なステンレス材料の化学成分及び機械的性質（上表） 

種類の記号 

化学成分（％） 機械的性質（注 １） 

C Si Mn P S Ni Cr Mo Nb 
耐力 

(MPa) 

引張強さ 

(MPa) 

伸び 

（％） 

R-SUS304 

ULC 

0.020 

以下 

1.00 

以下 

2.00 

以下 

0.045 

以下 

0.030 

以下 

9.00～

13.00 

18.00～  

20.00 
－ － 

175 以上 480 以上 40 以上 

175 以上 450 以上 29 以上 

R-SUS304 

ULC (SA) 

0.020 

以下 

1.00 

以下 

2.00 

以下 

0.045 

以下 

0.030 

以下 

9.00～  

13.00 

18.00～  

20.00 
－ － 

175 以上 480 以上 40 以上 

175 以上 450 以上 29 以上 

R-SUS316 

ULC 

0.020 

以下 

1.00 

以下 

2.00 

以下 

0.045 

以下 

0.030 

以下 

12.00～  

15.00 

16.00～  

18.00 

2.00～ 

3.00 
－ 

175 以上 480 以上 40 以上 

175 以上 450 以上 29 以上 

R-SUS310 

ULC 

0.020 

以下 

1.50 

以下 

2.00 

以下 

0.045 

以下 

0.030 

以下 

19.00～   

22.00 

24.00～   

26.00 
－ － 

175 以上 480 以上 40 以上 

175 以上 450 以上 29 以上 

R-SUS310 Nb 
0.020 

以下 

0.30 

以下 

1.00 

以下 

0.020 

以下 

0.020 

以下 

19.00～  

22.00 

24.00～   

26.00  
－ 

0.15～

0.30 

215 以上 490 以上 35 以上 

195 以上 490 以上 30 以上 

（注１） 機械的性質の中で上欄に掲げる値は、板材、下欄に掲げる値は、鍛造材及び棒材の値である。 

 

表１－５ 主なステンレス材料の化学成分及び機械的性質（下表） 

種類の記号 

鋼管における伸び (%) 

腐食度 

 

（g/m2h） 

ボイラー・熱交換器用ステンレス鋼鋼管 配管用ステンレス鋼鋼管 

外径 20mm 

以上 

外径 20mm未

満 10mm 以上 

外径 10mm 

未満 

１１号及び 

１２号試験片 
５号試験片 ４号試験片 

１１号及び 

１２号試験片 

１１号試験

片 
１１号試験片 縦方向 横方向 縦方向 横方向 

R-SUS304 ULC 35 以上 30 以上 27 以上 35 以上 25 以上 30 以上 22 以上 － 

R-SUS304 ULC (SA) 35 以上 30 以上 27 以上 35 以上 25 以上 30 以上 22 以上 1.8×10-1以下 

R-SUS316 ULC 35 以上 30 以上 27 以上 35 以上 25 以上 30 以上 22 以上 － 

R-SUS310 ULC 35 以上 30 以上 27 以上 35 以上 25 以上 30 以上 22 以上 － 

R-SUS310 Nb 35 以上 30 以上 27 以上 35 以上 25 以上 30 以上 22 以上 － 

  

- 516 -



別紙－１ 

33 
 

表１－５ 主なステンレス材料の化学成分及び機械的性質(下表続き) 

（注３）Si は、0.65～1.00％にすることにより高 Si の規格とすることができる。この場合の表示は、標準の種類に Si を付加して表示する。（例：RY308ULCSi） 

（注４）試験要領は、JIS Z 3321（2003）「溶接用ステンレス鋼溶加棒及びソリッドワイヤ及び鋼帯」及び JIS Z 3221（2008）「ステンレス鋼被覆アーク溶接棒」に準ず

る。 

表１－６   母材（チタン及びチタン合金）と溶接材料の組合せ 

母 材 
 
 
母  材 

工業用純チタン 
（JIS H 4600（2007）「チタン及びチタン合金－板及び条」に規定されるもの） 

R-Ti-5Ta 

工業用純チタン 
（JIS H 4600（2007）「チタン
及びチタン 合金－板及び条」に
規定されるもの） 

母材と同等以上の強度及び純度を有するチタン（JIS H 4600（2007）「チタン及びチタン合
金－板及び条」、JIS H 4670（2007）「チタン及びチタン合金－線及び線材」、JIS Z 3331
「チタン及びチタン合金溶接用の溶加棒及びソリッドワイヤ」に規定されるもの） 

R-Ti-5Ta 

R-Ti-5Ta （注１） － R-Ti-5Ta 
（注１） R-Ti-5Ta の化学成分及び機械的性質は、次表による。 

 

 

 

 

種類の記号 

化学成分（％）） 機械的性質 

C Si Mn P S Ni Cr Mo 
引張強さ 

(MPa) 

伸び 

（％） 

RY308ULC 
0.020 

以下 

0.65 以下 

(注３) 

1.0 

～2.5 

0.03 

以下 

0.03 

以下 

9.0 

～11.0 

19.5 

～22.0 
－ 480 以上 35 以上 

RY308ULC 

(SA) 

0.020 

以下 

0.65 以下 

(注３) 

1.0 

～2.5 

0.03 

以下 

0.03 

以下 

9.0 

～11.0 

19.5 

～22.0 
－ 480 以上 35 以上 

RY316ULC 
0.020 

以下 

0.65 以下 

(注３) 

1.0 

～2.5 

0.03 

以下 

0.03 

以下 

11.0 

～14.0 

18.0 

～20.0 

2.0 

～3.0 
480 以上 35 以上 

RY310ULC 

(低 Mn) 

0.020 

以下 
0.65 以下 

1.0 

～2.5 

0.020 

以下 

0.015 

以下 

20.0 

～22.5 

25.0 

～28.0 
－ 480 以上 25 以上 

RY310ULC  

(高 Mn) 

0.015 

以下 
0.30 以下 

6.0 

～8.0 

0.020 

以下 

0.015 

以下 

19.0 

～21.0 

24.0 

～27.0 
－ 480 以上 30 以上 
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種類の記号 

化学成分（％） 機械的性質 

Ta Fe O N H Ti 引張強さ 

(MPa) 

耐力 

(MPa) 

伸び 

（％） 

絞り 

（％） 

R-Ti-5Ta 4.0～6.0 0.15 

以下 

0.15 

以下 

0.03 

以下 

0.010 

以下 

残り 340～480 215～440 25 

以上 

40 

以上 

 

表１－７ 母材（ジルコニウム）と溶接材料の組合せ 

母材 
母材 

R-Zr 

R-Zr ERZr2 

（注１） R-Zr の化学成分及び機械的性質は、次表による。 

 

種類の 

記号 

化学成分（％） 機械的性質 

Zr＋Hf Hf Fe＋Cr H N C O 
引張強さ 

（MPa） 

耐力 

（MPa） 

伸び 

(%) 

R-Zr 
99.2 

以上 

4.5 

以下 

0.2 

以下 

0.005 

以下 

0.025 

以下 

0.05 

以下 

0.16 

以下 

380 

以上 

205 

以上 

16 

以上 

（注２） ERZr2 の化学成分は、次表による。 

 

 

 

 

 

 

種類の記号 
化 学 成 分 （％） 

Zｒ＋Hf Hf Fe+Cr H N C O 

ERZr2 99.2 以上 4.5 以下 0.20 以下 0.005 以下 0.025 以下 0.05 以下 0.16 以下 
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３．開先面 

開先面は、溶接規格「Ｎ－４０３０ 開先面」によること。 
 

４．溶接部の強度等 

溶接部の強度等は、溶接規格「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」（別記－５ １．⑤参照）

に、次の要件を付したものによること。 

１）（１）に「ただし、母材及び溶接材料に耐食性を向上させたオーステナイト系ステン

レス鋼を使用する溶接部であって、最高使用圧力が 98kPa 未満のものにあっては、設

計上要求される強度以上の強度を有するものとすることができる。」を加える。 

２）再処理第一種機器及び再処理第二種機器の溶接部であって、設計上耐食性を要求さ

れるものは、母材の耐食性（母材の耐食性が異なる場合は、低い方の耐食性）と同等

以上の耐食性を有するものでなければならない。 

 

５．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

溶接部の非破壊試験及び機械試験は、溶接規格「Ｎ－４０５０ 溶接部の非破壊試験及

び機械試験」（別記－５ １．⑥及び⑧参照）に、次の要件を付したものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ０５０－１ 溶接部の非破壊試験」は適用除外とし、「表１－８ 溶接部

の非破壊試験」を適用する。 

２）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」において、「機器の区分」の欄の「ク

ラス１容器、クラスＭＣ容器」は「再処理第１種容器、再処理第２種容器、再処理第

３種容器及び再処理第４種容器」に、「クラス２容器、クラス３容器及びクラス３相

当容器（安全設備以外の開放容器を除く。）、クラス１配管、クラス２配管、クラス３

配管及びクラス３相当管（安全設備以外の開放容器に接続される当該容器に最も近

い止め弁までのものを除く。）」は「再処理第１種管、再処理第２種管、再処理第３種

管及び再処理第４種管」に、「溶接部の区分」の欄の「継手区分Ａ」は「長手継手」

に、「継手区分Ｂ、溶接継手Ｃ及び溶接継手Ｄ」は「周継手」に読み替える。この場

合において、「再処理第１種管、再処理第２種管、再処理第３種管及び再処理第４種

管」については、「継手区分Ｂ、溶接継手Ｃ及び溶接継手Ｄ」は「周継手（管台を取

り付ける継手を除く。）」に読み替える。また、（注）４．及び５．は削る。この場合

において、再処理第１種機器、再処理第２種機器、再処理第３種機器及び再処理第４

種機器にあっては、最高使用圧力が次の①～③に定める値以上のものに限る。 

① 液体用の容器又は管であって、最高使用温度がその液体の沸点未満のものにつ

いては、1,960kPa 

② ①に規定する容器以外の容器にあっては、98kPa 

③ ①に規定する管以外の管にあっては、980kPa（長手継手の部分にあっては、490kPa） 
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表１－８ 溶接部の非破壊試験（１／５） 

区分 
規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

再
処
理
第
１
種
機
器 

１．閉じ込め部の溶接部（突合
せ溶接以外の管台を取り付
ける溶接部、管板に管を取り
付ける溶接部及び栓等を取
り付ける溶接部を除く。） 

放射線透過試験及び溶
接金属部に隣接する幅
13mm の範囲内の母材を
含めた部分における浸
透探傷試験 

― 

２．閉じ込め部の溶接部のうち
突合せ溶接以外の管台を取
り付ける溶接部 

初層及び溶接深さの
1/2（溶接深さの 1/2 が
13mm を超える場合は
13mm）ごとの浸透探傷試
験。ただし、最終層は溶
接金属部に隣接する幅
13mm の範囲内の母材の
部分を含むこと。 

放射線透過試験又は
超音波探傷試験及び
溶接金属部に隣接す
る幅13mmの範囲内の
母材を含めた部分に
おける浸透探傷試験 

３．閉じ込め部の溶接部のうち
突合せ溶接以外の管板に管
を取り付ける溶接部 

浸透探傷試験 
― 

４．閉じ込め部の溶接部のうち
突合せ溶接以外の栓等を取
り付ける溶接部 

浸透探傷試験 放射線透過試験又は
超音波探傷試験 

５．クラッド溶接による溶接部 放射線透過試験及び溶
接金属部に隣接する幅
13mm の範囲内の母材を
含めた部分における浸
透探傷試験 

－ 

６．ラグ、ブラケット、強め材、
控え、強め輪等であって、重
要なものを取り付ける溶接
部 

浸透探傷試験 放射線透過試験又は
超音波探傷試験 

 

表１－８ 溶接部の非破壊試験（２／５） 

区分 
規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

再
処
理
第
２
種
機
器 

１．閉じ込め部の溶接部
（突合せ溶接以外の管
台を取り付ける溶接部、
管板に管を取り付ける
溶接部、栓等を取り付け
る溶接部を除く。） 

放射線透過試験及び溶接
金 属 部 に 隣 接 す る 幅
13mm の範囲内の母材を
含めた部分における浸透
探傷試験 

溶接深さの 1/2（溶接深
さの 1/2 が 13mm を超え
る場合は 13mm）ごとの
浸透探傷試験（ただし、
最終層は溶接金属部に
隣接する幅 13mm の範
囲内の母材の部分を含
むこと。）又は超音波探
傷試験及び溶接金属部
に隣接する幅 13mmの範
囲内の母材を含めた部
分における浸透探傷試
験 
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２．閉じ込め部の溶接部の
うち突合せ溶接以外の
管台を取り付ける溶接
部 

溶接深さの 1/2（溶接深
さの 1/2 が 13mm を超え
る場合は 13mm）ごとの浸
透探傷試験。 ただし、最
終層は溶接金属部に隣接
する幅 13mm の範囲内の
母材の部分を含むこと。 

放射線透過試験又は超
音波探傷試験及び溶接
金属部に隣接する幅
13mm の範囲内の母材を
含めた部分における浸
透探傷試験 

３．閉じ込め部の溶接部の
うち突合せ溶接以外の
管板に管を取り付ける
溶接部 

浸透探傷試験 

－ 

４．閉じ込め部の溶接部の
うち突合せ溶接以外の
栓等を取り付ける溶接
部 

浸透探傷試験 放射線透過試験又は超
音波探傷試験 

５．クラッド溶接による
溶接部 

浸透探傷試験 
－ 

６．ラグ、ブラケット、強
め材、控え、強め輪等で
あって、重要なものを取
り付ける溶接部 

浸透探傷試験 放射線透過試験又は超
音波探傷試験 

 

表１－８ 溶接部の非破壊試験（３／５） 

区分 
規定 
試験 

代替試験 
機器 溶接部 

再
処
理
第
３
種
機
器 

１．耐圧部（内面又は外面に 0Pa を超え
る圧力を受ける部分をいう。以下同
じ。）の溶接部のうち、突合せ溶接によ
る溶接部 

放射線透
過試験 

超音波探傷試験又は溶接
深さの 1/2（溶接深さの
1/2 が 13mm を超える場合
は 13mm）ごとの浸透探傷
試験 

２．耐圧部の溶接部（１．に掲げるものを
除く。）及び漏止め溶接による溶接部 

浸透探傷
試験又は
磁粉探傷
試験 

放射線透過試験又は超音
波探傷試験 

３．ラグ、ブラケット、強め材、控え、強
め輪等であって、重要なものを取り付
ける溶接部 

 

表１－８ 溶接部の非破壊試験（４／５） 

区分 
規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

再
処
理
第
４
種
機
器 

１．閉じ込め部の溶接部のうち、突合せ溶接によ
る溶接部であって、次の（１）から（５）までの
いずれかに掲げるもの 
⑴ 次のａ．又はｂ．のいずれかに掲げるもの 
ａ．オーステナイト系ステンレス鋼で作られ

た容器であって、厚さが 38mm を超えるもの
の溶接部 

ｂ．炭素鋼で作られた容器であって、厚さが
32mm を超えるものの溶接部 

⑵ 管の長手継手の溶接部であって、厚さが
19mm を超えるもの 

⑶ 管の周継手（管台を取り付ける継手を除

放射線透過
試験 

超音波探傷
試験又は溶
接  深 さ の 
1/2（溶接深
さの 1/2 が 
13mm を超え
る 場 合 は 
13mm）ごとの
浸透探傷試
験 
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く。）の溶接部であって、次のａ．又はｂ．の
いずれかに掲げるもの 
ａ．外径が 410mm（液体用のものにあっては、

275mm）を超え、かつ、厚さが 19mm を超え
る管の溶接部 

ｂ．厚さが 41mm（液体用のものにあっては、
29mm）を超える管の溶接部（ａ．に掲げるも
のを除く。） 

⑷  内 包 す る プ ル ト ニ ウ ム の 濃 度 が
37μBq/cm3（内包するプルトニウムが液体中
にある場合は、37Bq/cm3）以上の容器若しく
は管又は内包する放射性物質の濃度 が 
37mBq/cm3（内包する放射性物質が液体中に
ある場合は 37kBq /cm3）以上の容器若しくは
管の溶接部（⑴から⑶までに掲げるものを除
く。）であって、次のａ．からｃ．までのい
ずれかに掲げるもの以外のもの 
ａ．液体用の容器又は管であって、最高使用

温度がその液体の沸点未満であり、かつ、
最高使用圧力が 1,960kPa 未満のものの溶
接部 

ｂ．最高使用圧力が 98kPa 未満の容器の溶接
部（ａ．に掲げるものを除く。） 

ｃ．最高使用圧力が 980kPa（長手継手の場合
は 490kPa）未満の管の溶接部（ａ．に掲げ
るものを除く。） 

⑸ 継手接続箇所から 100mm 以内の溶接部（⑴
から⑷までに掲げるもの及びライニング型
貯槽の溶接部を除く。） 

２．閉じ込め部の溶接部（１．に掲げるものを除
く。） 

浸透探傷試
験又は磁粉
探傷試験 

放射線透過
試験又は超
音波探傷試
験 

３．ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め輪等
であって、重要なものを取り付ける溶接部 

 

表１－８ 溶接部の非破壊試験（５／５） 

区分 
規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

再

処

理

第

５

種

機
器 

１．閉じ込め部の溶接部 浸透探傷試
験又は磁粉
探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

２．ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め
輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部 

 

６．突合せ溶接による継手面の食い違い 

突合せ溶接による継手面の食い違いは、溶接規格「Ｎ－４０６０ 突合せ溶接による継

手面の食違い」に、次の要件を付したものによること。 

１）「表Ｎ－４０６０－１ 継手面の食い違いの許容値」の「継手区分Ａ」は「長手継手」

に、「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分Ｄ」は「周継手」に読み替える。 

 

７．厚さの異なる母材の突合せ溶接 

厚さの異なる母材の突合せ溶接は、溶接規格「Ｎ－４０７０ 厚さの異なる母材の突合
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せ溶接」に、次の要件を付したものによること。ただし、機器等の構造上これによること

が困難な場合であって、十分な強度を有することが確認できる場合は、この限りではない。 

１）「継手区分Ｃ又は継手区分Ｄ」は、「別図第３（１）、（２）、（３）」に読み替える。 

 

８．溶接線の接近 

 再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器であって、炭素含有量の規定

値が 0.020%を超えるオーステナイト系ステンレス鋼で作られた機器の接液部において、長

手継手相互、周継手相互、長手継手を有する母材を相互に取り付ける箇所の長手継手相互、

長手継手若しくは周継手とラグ、ブラケット等を取り付ける継手は、溶接後に固溶化熱処

理を行う場合を除き、互いに 50mm 以上離すよう設計しなければならない。ただし、機器等

の構造上これによることが困難な場合であって耐食性に支障がない場合はこの限りでは

ない。 

 

９．継手の仕上げ 

溶接部の表面は、溶接規格「Ｎ－４０８０ 継手の仕上げ」に、次の要件を付したもの

によること。 

１）再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の溶接部の接液面であっ

て、耐食性を著しく損なうおそれがあるものは、表面の仕上げを行ってはならない。 

２）上記１）の溶接部の接液面は、「表１－９ 溶接部の接液面の余盛高さ及び裏波高さ

等の許容値」の左欄に掲げる項目について、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準

に適合するものでなければならない。ただし、構造上当該判定基準によることが著

しく困難である場合は、この限りでない。 

 

表１－９ 溶接部の接液面の余盛高さ、裏波高さ等の許容値 

項目 判定基準 

余盛の高さ 
1 母材の厚さが 3mm 未満のとき 2mm 以下 
2 母材の厚さが 3mm 以上のとき 2.5mm 以下 

裏波の高さ 

1 母材の厚さが 3mm 未満のとき 1.5mm 以下 
2 母材の厚さが 3mm 以上で 7.5mm 未満のとき 2mm 以下 
3 母材の厚さが 7.5mm 以上のとき 3.5mm 以下 
ただし、部分的なたれ落ちについてはこの限りではない｡ 

アンダーカット及
びオーバーラップ 

0.5mm 以下 

その他 溶込み不良、ピット、クレータ及び割れがないこと。 

 

１０．溶接後熱処理 

溶接部は、次に規定するところにより溶接後熱処理を行うこと。ただし、十分な強度及

び耐食性を有することが確認された場合は、この限りでない。 

１）オーステナイト系ステンレス鋼で作られた機器の溶接部であって、溶接後に熱間加工

を行うものは、加工後に日本産業規格等の適切な規格により固溶化熱処理を行うこと。 

２）溶接後熱処理は、溶接規格「Ｎ－４０９０ 溶接後熱処理」によること（別記－５ １．

⑨及び⑩参照）。この場合において、「表Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱処理を要しないも
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の（１／３）」及び同表（２／３）は適用除外とし、同表（３／３）「２．クラス１機器

以外」を適用する。この場合において、「継手区分Ｂ」及び「継手区分Ｃ」は「周継手」

に読み替える。 

 

１１．非破壊試験の方法と判定基準 

溶接部の非破壊試験は、溶接規格「Ｎ－４１００ 非破壊試験」に、次の要件を付した

ものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」については、次の①～⑤のとおりとする。 

① 「増感紙を使用する場合」の項の「（クラス１容器及びクラス１配管以外のもの

にあっては,金属蛍光増感紙を除く。）」を削除する。 

② 「撮影原則」の項の「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ又は継手区分Ｄ」は「周継手」に

読み替える。 

③ 「放射線源と溶接部の線源側との距離」の項の「クラス１容器、クラス１配管」

は適用除外とし、「クラスＭＣ容器、クラス２容器、クラス３容器、クラス３相当

容器、クラス２配管、クラス３配管、クラス３相当管、クラス４配管」を適用する。 

④ 同表において規定のない針金形透過度計を使用する場合及び判定基準について

は、「表１－１０ 放射線透過試験」による。 

 

表１－１０ 放射線透過試験 

針
金
形
透
過
度
計
を
使
用
す
る
場

合 透
過
度
計
の
配
置 

JIS Z3104「鋼溶接継手の放射線透過試験方法」の「附属書１、２、
又は３の撮影配置」、JIS Z3106「ステンレス鋼溶接継手の放射線透過
試験方法」の「附属書１、２、又は３の撮影配置」又は JIS Z3107「チ
タン溶接部の放射線透過試験方法」の「５．４ 撮影配置」によること。
この場合において、透過度計を溶接部の線源側に置くことが困難な場合
は、記号「F」を付してフィルム側に置くことができる。また、全周を
同時に撮影する場合は、透過度計を等間隔に４個以上写るように置くこ
と。 

階
調
計 

の
使
用 

炭素鋼又はステンレス鋼等の撮影において、JIS Z3104又はJIS Z3106
の規定により階調計を使用する場合には、当該 JIS に従い撮影するこ
と。 

針
金
形
透
過
度
計 

使
用
す
べ
き 

透
過
度
計 

透過度計の

構造 

JIS Z2306「放射線透過試験用透過度計」によるものであ
ること。 

階調計の構

造 

JIS Z3104 又は JIS Z3106 に規定された階調計を使用す
ること。 

透
過
度
計 

識
別
度
等 

炭素鋼又は

ステンレス

鋼等 

JIS Z3104 又は JIS Z3106 の「附属書１、２、又は３の
透過写真の必要条件」Ａ級、Ｐ１級、Ｐ２級又はＦ級に
適合すること。ただし、構造上やむを得ない場合であっ
て材厚 16mm 以下でγ線を用いた場合は、0.32mm の線が
識別できること。 

チタン等 JIS Z3107 の「透過写真の必要条件」に適合すること。 

判

定

基
準 

次の１から４までに適合すること。 
１ JIS Z3104-1995 の附属書４「透過写真によるきずの像の分類方法」の１類、

JIS Z3106-2001 の附属書４「透過写真によるきずの像の分類方法」の１類又
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は JIS Z3107-1993 の附属書「透過写真によるのきずの像の分類方法」の１類
であること。ただし、ステンレス鋼等における第１種及び第４種のきずのきず
点数として算定しないきずの長径は、母材の厚さが 5mm 以下の場合にあって
は、母材の厚さの 0.1 倍とする。再処理第３種機器、再処理第４種機器及び再
処理第５種機器の場合にあっては、炭素鋼及びステンレス鋼等における第１種
及び第４種のきず並びにチタン等におけるブローホール及びタングステン巻
込み（以下この表において「第１種のきず等」という。）については、試験視
野を３倍に拡大してきず点数を求め、その３分の１の値をきず点数とすること
ができる。 

２ 再処理第１種機器の腐食代の部分（チタン等を除く。）にあっては、きずが
認められないものであること。この場合において、１においてきず点数として
算定しないきずについては、きずとみなさない。 

３ 第１種のきず等がある場合には、その長径は、それぞれのきずの隣接する他
の第１種のきず等との間の距離が 25mm 未満の場合にあっては母材の厚さの
0.2 倍(3.2mm を超える場合は、3.2mm)、隣接する他の第１種のきず等との間の
距離が 25mm 以上の場合にあっては母材の厚さの 0.3倍(6.4mm を超える場合は
6.4mm)の値を超えないこと。この場合において、１においてきず点数として算
定しないきずについては、きずとみなさない。 

４ 炭素鋼又はステンレス鋼等においては、母材の厚さの 12 倍の長さの範囲内
に連続して直線的に並んでいる第２種のきずであって、隣接する第２種のきず
の間の距離が長い方の第２種のきずの長さの６倍未満であるものの長さの合
計が母材の厚さを超えないこと。 

 

１２．機械試験 

 機械試験は、溶接規格「Ｎ－４１１０ 機械試験」（別記－５ １．⑪参照）に、次の要

件を付したものによること。この場合において、「継手区分Ａ」は「長手継手」に、「継手

区分Ｂ,継手区分Ｃ及び継手区分Ｄ」は「周継手」に読み替える。 

１）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」において、「機器の区分」の欄の「クラス１容器、

クラスＭＣ容器」は「再処理第１種容器、再処理第２種容器及び再処理第３種容器」

に、「クラス１配管」は「再処理第１種管、再処理第２種管及び再処理第３種管」に

読み替え、「クラス２容器」、「クラス３容器、クラス３相当容器」、「クラス２配管」

及び「クラス３配管、クラス３相当管」は適用除外とする。この場合において、「ク

ラス１配管」の「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ及び継手区分Ｄ」は「周継手（管台を取り

付ける継手を除く。」に読み替える。また、（注）５.において、「発電用原子力機器に

関する容器又は管の破壊靱性試験であって」は「再処理第１種機器、再処理第２種機

器及び再処理第３種機器の破壊靭性試験であって」に読み替える。 

２）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」に「表１－１１ 再処理第４種容器及び再処理

第４種管の機械試験」を加える。 

３）「表Ｎ－Ｘ１１０－２ 継手引張試験,型曲げ試験及びローラ曲げ試験」の「型曲げ

試験」及び「ローラ曲げ試験」の項中の表の「母材の区分」欄の「Ｐ－５２」は「Ｐ

－５２又はＰ－６１」に読み替える。 

４）「表Ｎ－Ｘ１１０－３ 破壊靭性試験」において、「機器の区分」の欄の「クラス１

容器」、「クラス１配管」及び「クラスＭＣ容器」は、適用除外とする。また、「クラ

ス２容器、クラス３容器、クラス３相当容器、クラス２配管、クラス３配管及びクラ

ス３相当管」は、「再処理第１種容器、再処理第２種容器、再処理第３種容器、再処

理第１種管、再処理第２種管及び再処理第３種管」に読み替える。 
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表１－１１ 再処理第４種容器及び再処理第４種管の機械試験 

区分 
試験の種類 

機器の区分 溶接部の区分 

再処

理第

４種

容器 

胴の内径が 600mm

を超えるもの 

胴 長手継手及び周継

手の溶接部 

継手引張試験、型曲げ

試験 

管台及び管 長手継手の溶接部 

胴の内径が 600mm 以下のもの 

再処理第４種管 長手継手の溶接部 継手引張試験、型曲げ

試験 

 

１３．再試験 

再試験は、溶接規格「Ｎ－４１２０ 再試験」（別記－５ １．⑫参照）に、次の要件を

付したものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１２０－１ 再試験」における破壊靭性試験の項の「クラス１容器」、「ク

ラス１配管」及び「クラスＭＣ容器」は、適用除外とする。 

２）同表中「クラス２容器、クラス３容器、クラス３相当容器、クラス２配管、クラス

３配管及びクラス３相当管」は「再処理第１種容器、再処理第２種容器、再処理第３

種容器、再処理第４種容器、再処理第１種管、再処理第２種管、再処理第３種管及び

再処理第４種管」に読み替える。 

 

１４．溶接部の耐圧試験等 

溶接部の耐圧試験等については、次によること。 

１）「表１－１２ 耐圧試験」の機器の欄に掲げる容器又は管の溶接部（ライニング型貯

槽の溶接部を除く。）は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の試験圧力の欄に

掲げる圧力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがないものでなければなら

ない。ただし、容器又は管の構造上当該圧力で試験を行うことが著しく困難である場

合であって、可能な限り高い圧力で試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがなく、

放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のうちいずれか適

当な非破壊試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。 

２）再処理第１種容器及びライニング型貯槽の溶接部は、「表１－１３ 機器と漏えい

試験の種類」の左欄に掲げる機器の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる漏えい

試験を行い、これに合格するものでなければならない。ただし、ライニング型貯槽に

あっては、構造上漏えい試験を行うことが著しく困難である場合であって、浸透探傷

試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。 

３）上記２）の漏えい試験は、「表１－１４ 漏えい試験の方法と判定基準」の試験の方

法の欄に掲げる方法によって行うこととし、同表の判定基準の欄に掲げる基準に適

合するときは、これを合格とする。 

 

表１－１２ 耐圧試験 

機器 試験圧力 
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再
処
理
第
１
種
容
器
・
再
処
理
第
２
種
容
器 

再
処
理
第
３
種
容
器
・
再
処
理
第
４
種
容
器 

再
処
理
第
５
種
容
器 

内圧を受
けるもの 

開放容器 胴板の頂部（屋根がない場合
は、頂部の山形鋼の下部）から
50mm 下部（いっ出口がある場
合は、いっ出口の下部）まで液
体を満たしたときの圧力 

その他のもの 最高使用圧力の 1.5 倍以上の
水圧（水圧で試験を行うことが
困難である場合は、最高使用圧
力の 1.25 倍以上の気圧） 

外圧を受
けるもの 

内部が大気圧未満になることに
より大気圧により外圧を受ける
もの（開放容器を除く。） 

大気圧と内面に受ける圧力と
の最高の差の 1.5 倍以上の水
圧又は気圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との
最高の差の 1.5 倍以上の水圧
（水圧で試験を行うことが困
難である場合は、当該差の
1.25 倍以上の気圧） 

再
処
理
第
１
種
管
・
再
処
理
第
２
種
管 

再
処
理
第
３
種
管
・
再
処
理
第
４
種
管 

内圧を受
けるもの 

試験圧力の異なる容器又は管と
一体で試験を行う必要のあるも
の（当該容器又は管と直接接続
される継手の溶接部に限る。） 

低い方の試験圧力による水圧
（水圧で試験を行うことが困
難である場合は、気圧） 

開放容器に接続されるもの（当
該容器の静水頭圧以外の圧力が
加わらない部分に限る。） 

当該容器の胴板の頂部（当該容
器に屋根がない場合は、頂部の
山形鋼の下部）から 50mm 下部
（いっ出口がある場合は、いっ
出口の下部）まで液体を満たし
たときの圧力 

その他のもの 最高使用圧力の 1.5 倍以上の
水圧（水圧で試験を行うことが
困難である場合は、最高使用圧
力の 1.25 倍以上の気圧） 

外圧を受
けるもの 

内部が大気圧未満になることに
より、大気圧により外圧を受け
るもの（開放容器に接続される
ものであって、当該容器の静水
頭圧以外の圧力が加わらない部
分を除く。） 

大気圧と内面に受ける圧力と
の最高の差の 1.5 倍以上の水
圧又は気圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との
最高の差の 1.5 倍以上の水圧
（水圧で試験を行うことが困
難である場合は、当該差の
1.25 倍以上の気圧） 

再
処
理
第
５
種
管 

内圧を受けるもの 最高使用圧力の 1.25 倍以上の
気圧又は水圧 

外圧を受
けるもの 

内部が大気圧未満になることに
より、大気圧により外圧を受け
るもの（開放部により内部と外
部が通じている管を除く。） 

大気圧と内面に受ける圧力と
の最高の差の 1.5 倍以上の気
圧又は水圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との
最高の差の 1.25 倍以上の気圧
又は水圧 

（備考） 

１ 外圧を受けるものの試験圧力については、容器又は管の内部から加える圧力とすることができる。 

２ 最高使用圧力が 98kPa 未満の容器又は管にあっては、水圧による試験を気圧で行うことができる。

この場合における試験圧力は、水圧による試験の場合と同じ圧力とする。 
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表１－１３ 機器と漏えい試験の種類 
機器の種類 漏えい試験の種類 

再処理第１種容器 
ヘリウムリーク試験、アンモニアリー
ク試験又はハロゲンリーク試験 

ライニング型貯槽 発泡試験（減圧法） 

 

表１－１４ 漏えい試験の方法と判定基準 

試験の種類 試験の方法 判定基準 
アンモニアリーク 
試験 

内圧を 29kPa 以上に加圧すること。 
アンモニア濃度は 10％以上とするこ
と。 

溶接部の欠陥からの漏え
いによる青色像が認めら
れないこと。 

ヘリウムリーク 
試験（加圧法） 

ヘリウム混合ガスの圧力は、最高使用
圧力の 15％又は 410kPa の小さい方の
値以上とすること。 
ヘリウム濃度は 10％以上とすること。 

溶接部の欠陥からの漏え
いが認められないこと。 

ヘリウムリーク 
試験（真空法） 

真空度は 13.3Pa 以上とすること。 溶接部の欠陥からの漏え
いが認められないこと。 

ハロゲンリーク 
試験 

内圧を 29kPa 以上に加圧すること。 
ハロゲン濃度は 20％以上とすること。 

溶接部の欠陥からの漏え
いが認められないこと。 

発泡試験（減圧法） 試験圧力は大気圧より-20kPa 以上低
い圧力とすること。 

溶接部の欠陥からの漏え
いによる発泡が認められ
ないこと。 
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溶接材料の腐食試験要領 

 

 

再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液部に用いる溶接材

料の腐食試験は、この要領に定めるところによるものとする。ただし、この要領により

難い場合は、この限りではない。 

 

  １．材料区分 

    材料Ⅰ：RY310ULC 

    材料Ⅱ：YS308L、YS316L、RY308ULC、RY308ULC（SA）、RY316ULC 

    材料Ⅲ：チタン、チタン合金 

    材料Ⅳ：ジルコニウム 

  ２．試験片の数 

    ２個 

  ３．試験装置 

JIS G0573(1999)/追補１（2012）「ステンレス鋼の 65％硝酸腐食試験方法」（以下

「JIS G 0573」という。）の「３．試験装置」による。 

 

４． 試験溶液及び試験温度 

（１）試験溶液 

材料Ⅰ：8 mol/l ±0.05 mol/l HNO3 ＋１g/l Cr6+ 

材料Ⅱ：JIS G 0573 の「４．試験溶液」によること。 

材料Ⅲ：8 mol/l ±0.05 mol/l HNO3 

材料Ⅳ：8 mol/l ±0.05 mol/l HNO3 ＋１g/l Cr6+ 

（２）試験温度 

各溶液の沸点とする 

 

５．試験片 

試験片は、次によるほか JIS G 0573 の「5．試験片」によること。 

 ５．１ 試験体の溶接要領 

（１）溶接材料：各材料区分ともφ1.2mm～φ2.0mm 角状の棒材若しくはφ1.2mm

～φ2.0mm ワイヤとする。 

（２）試験体：材料区分に相当する材料とし、裏当て金も同等とする。 

入手困難な場合は、開先面に 2層以上の肉盛溶接することで同等とする。 

（３）溶接試験体寸法：材料Ⅰ及びⅡは図－1、材料Ⅲ及びⅣは図－2による 

こと。 

（４）試験体の溶接方法及び溶接条件 

溶接方法：ティグ溶接 
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溶接電流：80～200A 

高純度アルゴンガス流量：12～20ℓ/min 

アーク電圧：12～13V 

ティグ電極：φ2.4mm～φ3.2mm 

溶接速度：7～15cm/min 

層間温度：150℃以下 

 

５．２ 試験片寸法 

材料Ⅰ、材料Ⅱ：5mmt×10mmW×30mmL （t:厚さ、W:幅、L:長さを示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 
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材料Ⅲ、材料Ⅳ：3mmt×10mmW×40mmL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 

 

 

６．試験片の鋭敏化熱処理 

鋭敏化熱処理は行わない。 

 

７．試験方法 

試験方法は、JIS G 0573 の「7．試験方法」による。ただし、試験時間及び試験

溶液の更新は、次によること。 

材料Ⅰ：試験時間： ９６時間、試験溶液の更新：２４時間ごと 

材料Ⅱ：試験時間：２４０時間、試験溶液の更新：４８時間ごと 

材料Ⅲ：試験時間： ９６時間、試験溶液の更新：２４時間ごと 

材料Ⅳ：試験時間：２４０時間、試験溶液の更新：なし 
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ただし、材料Ⅳについての試験溶液の量は、試験片の表面積 1cm2当たり 40mℓ以

上とする。 

 

８．腐食度の計測 

腐食試験前後及び液更新ごとに mg単位まで計測する。また、腐食度を g/m2･h で

算出する。 

 

９．判定基準 

それぞれの試験片が、次の基準を満足すること。 

（１）著しい局部腐食がないこと。 

（２）下記に示す要領で算出した腐食度(g/m2･h)が、下表の左欄の材料の種類に

応じて右欄の腐食度以下であること。 

イ 材料Ⅰについては、最終液更新の２４時間の腐食度を求める。 

ロ 材料Ⅱ及び材Ⅲについては、全試験期間中の腐食度の平均値を求める。 

ハ 材料Ⅳについては、全試験期間中の腐食度を求める。 

 

 材料の種類 腐食度（g/m2･h） 

材料Ⅰ RY310ULC 1.1×101 

材料Ⅱ 

YS308L 3.6×10-1 

YS316L 4.5×10-1 

RY308ULC 3.0×10-1 

RY308ULC(SA) 1.8×10-1 

RY316ULC 3.5×10-1 

材料Ⅲ チタン、チタン合金 4.1×10-1 

材料Ⅳ ジルコニウム 2.0×10-3 
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溶接施工法認証標準 

 

 

１．溶接施工法の種類 

 溶接施工法の種類は、溶接規格「ＷＰ－２００ 溶接施工法の種類」（別記－５ ２．③

及び④参照）によること。なお、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器

の接液部の溶接において、同一箇所で３回以上補修溶接を行う場合は、同等の熱サイクルを

付加した試験材を用いて、本標準に準じて腐食試験を行い、耐食性を確認すること。 

 

２．確認事項 

溶接施工法における確認事項は、溶接規格「ＷＰ－３００ 確認事項」及び次の（１）～

（２２）によること。この場合において、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第

２種機器の接液側に使用する溶接材料は、母材の種類に応じて「表１－４ 母材（オーステ

ナイト系ステンレス鋼）と溶接材料の組合せ」、「表１－５ 主なステンレス材料の化学成分

及び機械的性質」、「表１－６ 母材（チタン及びチタン合金）と溶接材料の組合せ」、「表１

－７母材（ジルコニウム）と溶接材料の組合せ」に規定する規格に適合したものであること。 

 

（１）溶接方法 

溶接方法の区分は、溶接規格「ＷＰ－３０１ 溶接方法」に、次の要件を付したものに

よること。 

１）「クラス１容器及びクラス２容器」とあるのは「再処理第１種機器及び再処理第２

種機器」に読み替える。 

 

（２）母材 

母材は、溶接規格「ＷＰ－３０２ 母材」によること。この場合において、「表ＷＰ－

３０２－１ 母材の区分」の「母材」欄に「Ｐ－６１」を、「種類」欄に「ジルコニウム」

を加える。

母材の区分 グループ 種類 

Ｐ－６１ － ジルコニウム 

 

（３）溶接棒 

溶接棒は、溶接規格「ＷＰ－３０３ 溶接棒」によること。 

 

（４）溶接金属 

溶接金属は、溶接規格「ＷＰ－３０４ 溶接金属」によること。 
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（５）予熱 

予熱は、溶接規格「ＷＰ－３０５ 予熱」によること。 

 

（６）溶接後熱処理 

溶接後熱処理は、溶接規格「ＷＰ－３０６ 溶接後熱処理」（別記－５ ２．②参照）

によること。 

 

（７）シールドガス 

シールドガスは、溶接規格「ＷＰ－３０７ シールドガス」によること。 

 

（８）裏面からのガス保護 

裏面からのガス保護は、溶接規格「ＷＰ－３０８ 裏面からのガス保護」によること。 

 

（９）溶加材 

溶加材は、溶接規格「ＷＰ－３０９ 溶加材」によること。この場合において、「表Ｗ

Ｐ－３０９－１ 溶加材もしくはウェルドインサート又は心線の区分」の「溶加材又はウ

ェルドインサート」欄に「Ｒ－６１」を、「心線の区分」欄に「Ｅ－６１」を、「種類」の

欄に「ジルコニウム」を加える。 

溶加材又はウェルドインサート 心線の区分 種類 

Ｒ－６１ Ｅ－６１ ジルコニウム 

 

（１０）ウェルドインサート 

ウェルドインサートは、溶接規格「ＷＰ－３１０ ウェルドインサート」に、次の要件

を付したものによること。この場合において、「表ＷＰ－３０９－１ 溶加材もしくはウ

ェルドインサート又は心線の区分」の「溶加材又はウェルドインサート」欄に「Ｒ－６１」

を、「心線の区分」欄に「Ｅ－６１」を、「種類」の欄に「ジルコニウム」を加える。 
溶加材又はウェルドインサート 心線の区分 種類 

Ｒ－６１ Ｅ－６１ ジルコニウム 

 

（１１）電極 

電極は、溶接規格 「ＷＰ－３１１ 電極」によること。 

 

（１２）フラックス 

フラックスは、溶接規格「ＷＰ－３１２ フラックス」によること。 
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（１３）心線 

心線は、溶接規格「ＷＰ－３１３ 心線」によること。 

この場合において、「表ＷＰ－３０９－１ 溶加材もしくはウェルドインサート又は心

線の区分」の「溶加材又はウェルドインサート」欄に「Ｒ－６１」を、「心線の区分」欄

に「Ｅ－６１」を、「種類」の欄に「ジルコニウム」を加える。 
溶加材又はウェルドインサート 心線の区分 種類 

Ｒ－６１ Ｅ－６１ ジルコニウム 

 

（１４）溶接機 

溶接機は、溶接規格「ＷＰ－３１４ 溶接機」によること。 

 

（１５）層 

層は、溶接規格「ＷＰ－３１５ 層」によること。 

 

（１６）母材の厚さ 

母材の厚さは、溶接規格「ＷＰ－３１６ 母材の厚さ」によること。 

 

（１７）ノズル 

ノズルは、溶接規格「ＷＰ－３１７ ノズル」によること。 

 

（１８）電圧及び電流 

電圧及び電流は、溶接規格「ＷＰ－３１８ 電圧及び電流」によること。 

 

（１９）揺動 

揺動は、溶接規格「ＷＰ－３１９ 揺動」によること。 

 

（２０）あて金 

あて金は、溶接規格「ＷＰ－３２０ あて金」によること。 

 

（２１）リガメントの幅 

リガメントの幅は、溶接規格「ＷＰ－３２１ リガメントの幅」によること。 

 

（２２）衝撃試験 

衝撃試験は、溶接規格「ＷＰ－３２２ 衝撃試験」によること。ただし、「各機器にお

ける衝撃試験温度は次の通りとする。」は適用除外とする。 
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３．確認試験 

３．１ 試験材の厚さ及びその取付方法 

（１）試験材の厚さ 

試験材の厚さの区分は、溶接規格「ＷＰ－４１１ 試験材の厚さ」によること。 

（２）試験材の取付方法 

試験材の取付方法は、溶接規格「ＷＰ－４１２ 試験材の取付け方法」によること。 

 

３．２ 試験片の種類、数及び採取位置 

 試験片の種類、数及び採取位置は、溶接規格「ＷＰ－４２０ 試験片の種類、数及び

採取位置」によること。ただし、腐食試験を実施する場合には、「図ＷＰ－４００－４ 

管と管板の取付け溶接における試験片形状」は適用除外とし、「図２－１ 管と管板の

取付溶接における試験片形状」を適用する。 
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図２－１ 管と管板の取付溶接における試験片形状 

 

４．試験片の形状・寸法、試験方法及び試験結果の判定基準 

４．１ 試験片の形状・寸法及び試験方法 

試験片の形状・寸法及び試験方法は、溶接規格「ＷＰ－５１０ 試験片の形状・寸法及

び試験方法」に、次の要件を付したものによること。 

１）「表ＷＰ－４００－１ 継手引張試験、型曲げ試験、ローラ曲げ試験及び層激試験」

の「試験の方法」の欄の表中の「Ｐ－５２」は「Ｐ－５２及びＰ－６１」に読み替

える。 

２）チタン又はチタン合金及びジルコニウムについては、溶接終了後に溶接部の色調検

査を行うこと。 

３）再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液側に使用する溶接

施工法については、「添付－２ 溶接施工法における腐食試験要領」により腐食試験

を実施すること。腐食試験の試験片の種類と採取位置については、次の①～④によ

ること。 

① 「図ＷＰ－４００－１ 試験片の種類、数及び採取位置（板の場合）」 

Ａ 試験材の厚さが 19mm 未満のもの： ②裏曲げ試験片と③表曲げ試験片の間及び

⑥継手引張試験片と⑦衝撃試験片の間 

腐食試験片 

リガメントの幅 

19
m

m
以
上
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Ｂ 試験材の厚さが 19mm 以上のもの：③裏曲げ試験片と④側曲げ試験片の間及び

⑥裏曲げ試験片と⑦衝撃試験片の間 

Ｃ 縦曲げ試験を行うもの：③縦裏曲げ試験片と④縦表曲げ試験片の間及び⑥縦裏

曲げ試験片と⑦衝撃試験片の間 

② 「図ＷＰ－４００－２ 試験片の種類、数及び採取位置（管の場合）」 

「⑦衝撃試験片」とあるのは「⑦衝撃試験片又は腐食試験片」に読み替える。 

③ 「図ＷＰ－４００－３ 試験片の種類、数及び採取位置（クラッド溶接の場合）」 

上図は適用除外とし「図２－２ 試験片の種類、数及び採取位置」を適用する。 

④ 腐食試験片の形状は「図２－３ 腐食試験片」のとおりとする。 

 

切
り
捨
て
る 

③
側
曲
げ
試
験
片 

切り捨てる 

④
側
曲
げ
試
験
片 

切
り
捨
て
る 

①側曲げ試験片 

⑤
腐
食
試
験
片 

 

⑥
腐
食
試
験
片 

②側曲げ試験片 

切り捨てる 

図２－２ 試験片の種類、数及び採取位置 

 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

 

ℓ：50mm T:10mm t:10mm 以上（10mm 未満の場合は当該板厚) 

ただし、腐食試験片の全表面積は 10～30cm2とする。 

（１）板及び管の場合 

 

 

 

 

 

 

（２）クラッド溶接の場合 

Ｔ ℓ 1/2ℓ 

ｔ 

10mm 

50mm 

クラッド溶接 

母材 

10mm 

20
0m

m
以
上
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                                   t:10mm 以上 

                                   ℓ: 5mm 以上 

                                                      

 

（３）管と管板の取付溶接における腐食試験片 

図２－３ 腐食試験片 

 

４．２ 判定基準 

判定基準は、溶接規格「ＷＰ－５２０ 判定基準」に、次の要件を付したものによるこ

と。 

１）「表ＷＰ－４００－１ 継手引張試験、型曲げ試験、ローラ曲げ試験方法及び衝撃試

験（１／３）」の「継手引張試験」項の「判定基準」欄の「材料規格Ｐａｒｔ ３ 第

１章表４又は表７」は「母材の規格」に読み替える。 

２）腐食試験及び色調検査の判定基準については以下のとおりとする。 

① 腐食試験 

試験片の表面の接液側に著しい局部腐食が認められないとき、これを合格とする。 

② 色調検査 

チタン、チタン合金及びジルコニウムについては、色調検査を行う。判定基準は、

「表２－３ 溶接部の変色程度と判定基準（チタン及びチタン合金の場合）」及び

「表２－４ 溶接部の変色程度と判定基準（ジルコニウムの場合）」による。ジル

コニウムの場合には、紫又は青から青白又は灰色の間の色調については、明らかに

紫又は青と同等の延性を有すると確認できた場合のみ、合格とする。 

 

表２－３ 溶接部の変色程度と判定基準（チタン及びチタン合金の場合） 

 

 

 

 

 

表２－４ 溶接部の変色程度と判定基準（ジルコニウムの場合） 

溶接部の変色程度 合否 
銀色 
金色又は麦色 
紫又は青 

合格 

青白又は暗灰色 
白又は黄白 

不合格 

溶接部の変色程度 合否 

銀色 

金色又は麦色 

合格 

ｔ 

 
ℓ 

シール溶接 

ℓ 
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紫又は青 

青白又は灰色 

白又は黄白 

不合格 
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溶接施工法における腐食試験要領 

 

 

再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液部に用いる溶接施

工法試験で行う腐食試験は、この要領に定めるところによるものとする。ただし、この

要領により難い場合は、この限りではない。 

 

  １．材料区分 

    材料Ⅰ：RY310ULC 

    材料Ⅱ：YS308L、YS316L、RY308ULC、RY308ULC（SA）、RY316ULC 

    材料Ⅲ：チタン、チタン合金 

    材料Ⅳ：ジルコニウム 

 

  ２．試験片の数 

    １種類の溶接施工法当たり２個 

 

  ３．試験装置 

JIS G 0573(1999) /追補１（2012）「ステンレス鋼の 65％硝酸腐食試験方法」（以

下「JIS G 0573」という。）の「３．試験装置」による。 

 

   ４． 試験溶液及び試験温度 

（１）試験溶液 

材料Ⅰ：8 mol/l ±0.05 mol/l HNO3 ＋１g/l Cr6+ 

材料Ⅱ：JIS G 0573 の「４.試験溶液」によること。 

材料Ⅲ：8 mol/l ±0.05 mol/l HNO3 

材料Ⅳ：8 mol/l ±0.05 mol/l HNO3 ＋１g/l Cr6+ 

（２）試験温度 

各溶液の沸点とする。 

 

５．試験片 

試験片は「別紙－２ 溶接施工法認証標準」の「３．確認試験」及び「４．試験片

の形状・寸法、試験方法及び試験結果の判定基準」によるほか、JIS G 0573 の「５．

試験片」によること。 

 

６．試験片の鋭敏化熱処理 

鋭敏化熱処理は行わない。 

 

７．試験方法 
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試験方法は、JIS G 0573 の「７．試験方法」によること。ただし、試験時間及び

試験溶液の更新は、次によること。 

材料Ⅰ：試験時間：９６時間、試験溶液の更新：２４時間ごと 

材料Ⅱ：試験時間：２４０時間、試験溶液の更新：４８時間ごと 

材料Ⅲ：試験時間：９６時間、試験溶液の更新：２４時間ごと 

材料Ⅳ：試験時間：２４０時間、試験溶液の更新：なし 

ただし、材料Ⅳについての試験溶液の量は、試験片の表面積 1cm2当たり 40mℓ以上

とする。 
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溶接士技能認証標準 

 

１．溶接士の種類と有効期間 

 溶接士の種類は、自動溶接機を用いない溶接士（手溶接士及び半自動溶接士）と、自動

溶接機を用いる溶接士（自動溶接士）とし、資格の有効期間は、「別記－５ ３．（４）溶

接士技能認証標準に適合する溶接士技能の有効期間」によること。 

 

２．自動溶接機を用いない溶接士 

２．１ 確認事項 

自動溶接機を用いない溶接士の技能の確認は、次に掲げる事項について、それぞれ定

める事項の区分の組合せが異なるごとに行うものとする。 

 

（１）溶接の方法 

溶接方法は、溶接規格「ＷＱ－３１１ 溶接の方法」によること。 

 

（２）試験材及び溶接姿勢 

試験材及び溶接姿勢は、溶接規格「ＷＱ－３１２ 試験材及び溶接姿勢」（別記－

５ ３．（１）①参照）に、次の要件を付したものによること。 

１）別記－５「別表第１ 試験材及び溶接姿勢の区分」に「表３－１ 試験材及

び溶接姿勢の区分（自動溶接機を用いない溶接士）」を加える。 

２）別記－５「別表第１ 試験材及び溶接姿勢の区分」において、「アルミニウム

又はアルミニウム合金以外」の項の「Ｗ－３（外径 150～170mm で厚さ 10～12mm

の管）」は「Ｗ－３（外径 150～170mm で厚さ 9～11mm の管）」に読み替え、「ア

ルミニウム又はアルミウム合金」の項を削る。 

 

表３－１ 試験材及び溶接姿勢の区分（自動溶接機を用いない溶接士） 

試験材の区分 溶接姿勢 

Ｗ－３－００ 

（外径 100～120mm で厚さ 4～5.3mm の管及び 

外径 27.2～48.6mm で厚さ 2.5～3.7mm の管） 

ｒ 
有壁水平固定及び 

有壁鉛直固定 

ｅ 
水平固定及び 

鉛直固定 

 

次表はジルコニウムに限る。 

試験材の区分 溶接姿勢 

Ｗ－０ 

（厚さ 3～3.2 mm の板） 

ｆ 下向 

ｖ 立向 

ｈ 横向 

ｏ 上向 

Ｗ－１ 

（厚さ 9mm の板） 

ｆ 下向 

ｖ 立向 

ｈ 横向 

ｏ 上向 
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Ｗ－２ 

（厚さ 25mm 以上の板） 

ｆ 下向 

ｖ 立向 

ｈ 横向 

ｏ 上向 

Ｗ－３－００ 

（外径 100～120mm で 

厚さ 4～5.3mm の管及び外

径 27.2～48.6mm で厚さ

2.5～3.7mm の管） 

ｒ 
有壁水平固定及び 

有壁鉛直固定 

ｅ 

水平固定及び 

鉛直固定 

Ｗ－３－０ 

（外径 100～120mm で 

厚さ 4～5.3mm の管） 

ｒ 
有壁水平固定及び 

有壁鉛直固定 

ｅ 
水平固定及び 

鉛直固定 

Ｗ－４ 

（外径 200～300mm で厚さ

20mm 以上の管） 

ｒ 
有壁水平固定及び 

有壁鉛直固定 

ｅ 
水平固定及び 

鉛直固定 

Ｗ－５ 

（管と管板の 

取り付け溶接） 

ｆ 下向 

vh 立向及び横向 

ｏ 上向 

 

（３）溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む。）又は心線 

溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む。）又は心線は、溶接規格「ＷＱ－３

１３ 溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む）又は心線」によること。この

場合において、「表ＷＱ－３１３－２ 溶加材（ウェルドインサート含む）又は心

線の区分」の「溶加材の区分」の欄に「Ｒ－６１」を「心線の区分」の欄に「Ｅ－

６１」を「種類」の欄に「ジルコニウム」を加える。 

溶加材の区分 心線の区分 種類 
Ｒ－６１ Ｅ－６１ ジルコニウム 

 

（４）母材 

母材の区分は、溶接規格「ＷＱ－３１４ 母材」によること。この場合において、

「表ＷＱ－３１４－１ 母材の区分」の「母材のグループ区分」の欄に「Ｐ－６１

（ジルコニウム）」を、「母材の区分」の欄に「Ｐ－６１」を加える。 

母材のグループ区分 母材の区分 
Ｐ－６１（ジルコニウム） Ｐ－６１ 

 

（５）溶接を行う者の資格区分 

溶接を行う者の資格区分は、「表３－４ 溶接士の資格区分」のとおりとする。 

 

表３－４ 溶接士の資格区分 

溶接士の 

資格区分 
用途別区分 

G１ 再処理第１種機器の接液側の溶接を行う溶接士 
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G2A 接液側を除く再処理第１種機器及び腐食環境の厳

しい再処理第２種機器の溶接を行う溶接士 

G2B 再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第

２種機器を除く機器の溶接を行う溶接士 

 

２．２ 確認試験の方法及びその判定基準 

確認試験の方法（要領や溶接上の注意事項など）及び判定基準は次によること。ただ

し、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の溶接を行う者の技能

の確認において腐食試験を行うときは、「別紙－２ 溶接施工法認証標準」の「添付－

２ 溶接施工法における腐食試験要領」に従い実施し、判定基準は「４．２ 判定基準」

によること。また、腐食試験片は、曲げ試験片の採取位置以外の部分から採取すること。 

 

２．２．１ 試験材の種類がアルミニウム、アルミニウム合金、 チタン又はジルコニ

ウム以外のものの場合 

（１）確認試験要領 

確認試験要領は、溶接規格「ＷＱ－３２１（１）確認試験要領」に、次の要件を

付したものによること。 

１）「図ＷＱ－３２１－４」の「Ｗ－３－０」は「Ｗ－３－０e」に読み替える。 

２）「図ＷＱ－３２１－５」の「Ｗ－３」は「Ｗ－３e」に読み替える。 

３）「図ＷＱ－３２１－６」の「Ｗ－４」は「Ｗ－４e」に読み替える。 

４）Ｗ－３－００e は「Ｗ－３－０e」の試験材に加え、「図３－１  Ｗ－３－０

０」e試験材の試験材を追加して試験を行うこと。 

５）Ｗ－３－００rは「図３－２ W-3-00r の溶接上の注意、試験材の寸法、取

付方法及び試験片採取位置」によること。 

                            ℓ            ℓ 
 
 
 
 
     D 
           t 
  
 
 
 

図３－１  W-3-00e 試験材 

 

（２）溶接上の注意 

溶接上の注意は、溶接規格「ＷＱ－３２１（２）溶接上の注意」によること。

この場合において、次の６）及び７）を追加する。 

６）Ｗ－３－００eの場合 

溶接材料を適切な方法を用いて、「図 ＷＱ－３１２－２ 管の溶接姿勢」

のように水平に固定し水平固定全姿勢で溶接する。 

７）Ｗ－３－０ｒ、Ｗ－３ｒ及びＷ－４ｒの場合 

ℓ：約 125mm  

D：27.2～48.6mm 

t：2.5～3.7mm 
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試験材の種類、溶接姿勢及び試験片採取位置は、「別記－５ 別図」による

こと。 
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(1)外径 100～120(W-3-00r)の管 

a) 天井 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
(2)外径 27.2～48.6(W-3-00r)の管 

         
約 125                  約 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

30
0 

45° 

45° 

45° 

45° 

約 125 

300 

150 以下 

約 125 

300 

裏曲げ 

裏曲げ 

裏曲げ 

裏曲げ 

30
0 

A 

B  

C 

D 

水平管では天井、鉛直管では壁 

水
平
管
で
は
壁
、
鉛
直
管
で
は
床

 

溶接姿勢は、水平固定全

姿勢とする。  

b) 壁 

図３－２ W-3-00r の溶接上の注意、試験材の寸法、取付方法及び試験片採取位置 

 
１．寸法の単位は、㎜とする。 

２．試験材は、適当な方法を用いて図ａ）のように水平に固定してＢＣ及びＢＡ間を溶接する。次

に図ｂ）のように試験材を鉛直に固定してＡＤＣ間を溶接する。 

(2)外径 27.2～48.6(W-3-00r) 
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（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格「ＷＱ－３２１（３）試験片の準備」に、次の要件を

付したものによること。 

１）「 1) 曲げ試験片」の「図 ＷＱ－３２１－１,図 ＷＱ－３２１－２, Ｗ

Ｑ－３２１－３,図 ＷＱ－３２１－４, ＷＱ－３２１－５又は図－ＷＱ

－３２１－６」とあるのは「図 ＷＱ－３２１－１～図 ＷＱ－３２１－

６又は「図３－１ W-3-00e 試験材」」に読み替える。 

２）「 2) 試験片の仕上げ」において「図 ＷＱ－３２１－１～図 ＷＱ－３２

１－６」とあるのは「図 ＷＱ－３２１－１～図 ＷＱ－３２１－６又は

「図３－１ W-3-00e 試験材」」に読み替える。 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格「ＷＱ－３２１（４）試験方法」によること。 

 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格「ＷＱ－３２１（５）合否判定基準」に次の要件を

付したものによること。 

１）試験材の区分が、「表３－１ 試験材及び溶接姿勢の区分（自動溶接機を用

いない溶接士）」に掲げるＷ－３－００（小径管 27.2mm～48.6mm）にあっ

ては、次の①及び②によること。 

① 外観検査において裏波ビードが正常であること。 

② 浸透探傷試験を行い、これに合格すること。浸透探傷試験の方法及び判

定基準は管と管台の取付け溶接の場合の浸透探傷試験による。 

２）再処理第１種容器及び管の接液側の溶接を行うものの技能の確認にあって

は、次の①～③によること。 

① 溶接後の表面状態（表面及び裏面） 
別紙－１の「９．継手の仕上げ」によること。ただし、「１）再処理第

１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の溶接部」は「１」再処

理第１種機器の溶接部」に読み替える。 
② 溶接後の浸透探傷試験（表面及び裏面） 

溶接規格「表Ｎ－Ｘ１００－４ 浸透探傷試験」によること。 
③ 溶接後の放射線透過試験 

別紙－１の「１１．非破壊試験の方法と判定基準」によること。ただし、

ジルコニウムの判定基準はチタンと同等とする。

 

 

２．２．２ 試験材の種類がチタンのものの場合 

（１）確認試験要領 

確認試験要領は、溶接規格「ＷＱ－３２３（１）確認試験要領」に、次の要件を

付したものによること。 
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１）「図ＷＱ－３２３－３」の「Ｗ－２３」は「Ｗ－２３e」に読み替える。 

２）「図ＷＱ－３２３－４」の「Ｗ－２４」は「Ｗ－２４e」に読み替える。 

 

（２）溶接上の注意 

溶接上の注意は、溶接規格「ＷＱ－３２３（２）溶接上の注意」による。この

場合において、Ｗ－２３ｒ及びＷ－２４ｒの場合は、試験材の種類、溶接姿勢及び

試験材採取位置は、別記－５ 別図のとおりとすること。 

 

（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格「ＷＱ－３２３（３）試験片の準備」によること。 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格「ＷＱ－３２３（４）試験方法」によること。 
 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格「ＷＱ－３２３（５）合否判定基準」によること。 
  

２．２．３ 試験材の種類がジルコニウムである場合 

（１）確認試験要領 

確認試験要領は、溶接規格「ＷＱ－３２１（１）確認試験要領」又は適切な確認

試験要領を参考にし、実施すること。 

 

（２）溶接上の注意  

溶接上の注意、試験材の種類、溶接姿勢及び試験片採取位置は、溶接施工方法

に適した要領で実施すること。 

 

（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格「ＷＱ－３２１（３）試験片の準備」の 1)～3)又は

適切な方法を参考にし、実施すること。 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格「ＷＱ－３２３（４）試験方法」又は適切な方法を参考

にし、実施すること。 
 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格を参考とした場合は、溶接規格「ＷＱ－３２３（５）

合否判定基準」による。なお、ジルコニウムの色調検査については、「表２－４ 

溶接部の変色程度と判定基準（ジルコニウムの場合）」による。また、再処理第１

種容器及び管の再処理第１種接液側の溶接を行うものの技能の確認における試験に
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あっては、２．２．１（５）２）によること。 

 

２．３ 作業範囲 

自動溶接機を用いない溶接士の作業範囲は、別記－５「別表第２ 試験材及び溶

接姿勢の区分と作業範囲」によること。この場合において、同表（１／２）の「ア

ルミニウム又はアルミニウム合金以外」は適用除外とし「表３－５ 作業範囲」を

適用する。 

 

表３－５ 作業範囲 

試験材の区分 溶接姿勢の区分 作業範囲 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
、
チ
タ
ン
又
は
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
以
外 

Ｗ－０ 
（厚さ 3.0～3.2 

mm の板） 

f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さが 7mm 未満 
v 立 向 板についての立向き姿勢で母材の厚さが

7mm 未満 
h 横 向 板についての横向き姿勢で母材の厚さが

7mm 未満 
o 上 向 板についての上向き姿勢で母材の厚さが

7mm 未満 
Ｗ－１ 

（厚さ 9mm の板） 
f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さが 4mm 以上 19mm

未満 
v 立 向 板についての立向き姿勢で母材の厚さが

4mm 以上 19mm 未満 
h 横 向 板についての横向き姿勢で母材の厚さが

4mm 以上 19mm 未満 
o 上 向 板についての上向き姿勢で母材の厚さが

4mm 以上 19mm 未満 
Ｗ－２ 

（厚さ 25mm 以上

の板） 

f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さが 4mm 以上 
v 立 向 板についての立向き姿勢で母材の厚さが

4mm 以上 
h 横 向 板についての横向き姿勢で母材の厚さが

4mm 以上 
o 上 向 板についての上向き姿勢で母材の厚さが

4mm 以上 
Ｗ－３－００ 
（ 外 径 100 ～

120mm で厚さ 4～

5.3mmの管及び外

径 27.2～48.6mm

で 厚 さ 2.5 ～

3.7mm の管） 

r 有壁水平固定及び 

有壁鉛直固定 
姿勢の制限がなく、母材の厚さが llmm

未満 
e 水平固定 

及び鉛直固定 
姿勢の制限がなく、母材の厚さが 1lmm

未満（拘束のある場合を除く。） 

Ｗ－３－０ 
（ 外 径 100 ～

120mm で厚さ 4～

5.3mm の管） 

r 有壁水平固定及び 

有壁鉛直固定 
姿勢の制限がなく、外径 50mm 未満の管

（再処理第１種機器及び再処理第２種機

器に限る。）を除き、母材の厚さが 11mm

未満 
e 水平固定 

及び 

鉛直固定 

姿勢の制限がなく、外径 50mm 未満の管

（再処理第１種機器及び再処理第２種機

器に限る。）を除き、母材の厚さが 11mm

未満（拘束のある場合を除く。） 
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Ｗ－３ 
（ 外 径 150 ～

170mm で厚さ 9～

11mm の管） 

r 有壁水平固定 

及び有壁鉛直固定 
姿勢の制限がなく、母材の厚さが 4mm 以

上 l9mm 未満 
e 水平固定 

及び鉛直固定 
姿勢の制限がなく、母材の厚さが 4㎜以

上 l9mm 未満（拘束のある場合を除く。） 
Ｗ－４ 

（ 外 径 200 ～

300mm で 厚 さ

20mm 以上の管） 

r 有壁水平固定 

及び有壁鉛直固定 
姿勢の制限がなく、母材の厚さが 4mm 以

上 
e 水平固定 

及び鉛直固定 
姿勢の制限がなく、母材の厚さが 4mm 以

上（拘束のある場合を除く。） 
Ｗ－５ 

（管と管板の取

り付け溶接） 

f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
v
h 

立向及び横向 管板を立てて溶接する姿勢で母材の厚さ

に制限なし 
o 上 向 上向き姿勢で母材の厚さに制限なし 

Ｗ－６ 
（クラッド溶接） 

f 下 向 下向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
v 立 向 立向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
h 横 向 横向き姿勢で母材の厚さに制限なし 
o 上 向 上向き姿勢で母材の厚さに制限なし 

 
２．４ 資格表示 

本試験に合格した溶接士技能の資格表示は、溶接規格「ＷＱ－４４０ 資格表示」に

よること。 

 
３．自動溶接機を用いる溶接士 
自動溶接機を用いる溶接士の技能の確認は、溶接規格「ＷＱ－４００ 自動溶接機」を

用いる溶接士によること。 
 
３．１ 確認事項 

自動溶接機を用いる溶接士の技能の確認は、次に掲げる事項について、それぞれ定め

る事項の区分の組合せが異なるごとに行うものとする。 
（１）溶接の方法 

溶接の方法は、溶接規格「ＷＱ－４１１ 溶接の方法」によること。 
 
３．２ 確認試験の方法及びその判定基準 

確認試験の方法（要領や溶接上の注意事項など）及び判定基準は溶接規格「ＷＱ－４

２０ 確認試験の方法と判定基準」によること。 
 
３．３ 作業範囲 

自動溶接機を用いる溶接士の作業範囲は、溶接規格「ＷＱ－４３０ 作業範囲」に、

別記－５の３．（１）④の要件を付したものによること。 
 
３．４ 資格表示 

本試験に合格した溶接士技能の資格表示は、溶接規格「ＷＱ－４４０ 資格表示」に

よること。 
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制定 令和２年 月 日 原規規発第 号 原子力規制委員会決定 

 

  令和２年  月   日 

 

原子力規制委員会   

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する

規則の解釈の制定について 

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

の解釈を別添のとおり定める。 

 

   附 則 

１ この規程は、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基

準に関する規則の施行の日から施行する。 

２ この規程の施行の際現に原子力利用における安全対策の強化のための核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律

（平成２９年法律第１５号）第３条の規定による改正前の核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第５１条の

９第２項の規定に基づき認可を受けた溶接の方法において、溶接をする者と

して確認を受けた者は、別記（特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理

施設の溶接の方法等について）４．の要求事項に適合している者とみなす。 

 

別紙５－１１ 
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別添 

〇特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の解釈 
 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則に定める技術的要件を満足する技術的内容は、この解釈に限定されるものではなく、

同規則に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、同規則に適合するものと判断する。 
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準 

に関する規則 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準 

に関する規則の解釈 

（材料及び構造） 

第十三条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属する容

器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、特定第一種廃棄物埋設

施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を確保する上で必要なもの（以下

この項において「容器等」という。）の材料及び構造は、次に掲げるとこ

ろによらなければならない。この場合において、第一号（容器等の材料に

係る部分に限る。）及び第二号の規定については、法第五十一条の八第二

項に規定する使用前事業者検査の確認を行うまでの間適用する。 

一 容器等がその設計上要求される強度及び耐食性を確保できるもので

あること。 

二 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。以下この

号において同じ。）は、次に掲げるところによるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

第１３条（材料及び構造） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項第２号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、次に掲げる容

器又は管の溶接部をいう。 

⑴ プルトニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物

質を内包する容器又は管であって、次のいずれかに該当するもの 

イ その内包するプルトニウムの放射能濃度が 37μBq/cm3（液体状の

物質を内包する場合は、37Bq/cm3）以上の容器であって、最高使用圧

力が 98kPa 以上のもの又は内容積が 0.04m3を超えるもの 

ロ その内包するプルトニウムの放射能濃度が 37μBq/cm3（液体状の

物質を内包する場合は、37Bq/cm3）以上の管であって、外径 61mm（最
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特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準 

に関する規則 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準 

に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高使用圧力が 98kPa 未満の管にあっては、100mm）を超えるもの（放

射性物質の閉じ込め区域内にあって内部の圧力が外部の圧力より低

く維持されているダクトを除く。） 

⑵ 放射性物質を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管

（⑴に規定するものを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの 

イ その内包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（液体状の物質を内包

する場合は、37kBq/cm3）以上の容器であって、最高使用圧力が 98kPa

以上のもの又は内容積が 0.04m3を超えるもの 

ロ その内包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（液体状の物質を内包

する場合は、37kBq/cm3）以上の管であって、外径 61mm（最高使用圧

力が 98kPa 未満の管にあっては、100mm）を超えるもの（放射性物質

の閉じ込め区域内にあって内部の圧力が外部の圧力より低く維持さ

れているダクトを除く。） 

⑶ 胴の外径が 150mm 以上の容器又は外径 150mm 以上の管（⑴及び⑵に

規定する容器又は管を除く。）であつて、放射性物質を含む液体状若し

くは気体状の物質を内包し、又は非常用施設に属するもののうち、次に

定める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をするもの 

イ 液体用の容器又は管であって、最高使用温度がその液体の沸点未

満のものについては、最高使用圧力 1,960kPa 

ロ イに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力 98kPa 

ハ イに規定する管以外の管については、最高使用圧力 980kPa（長手

継手の部分にあっては、490kPa）  
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特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準 

に関する規則 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準 

に関する規則の解釈 

イ 不連続で特異な形状でないものであること。 

 

 

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確

保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により

確認したものであること。 

 

 

 

 

 

ハ 適切な強度を有するものであること。 

 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備

並びに適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認した

ものにより溶接したものであること。 

 

２ 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属する容器及び

管のうち、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性

を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行った

とき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように設けなければならな

い。 

２ 第１項第二号イに規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、溶

接部の設計において、溶接部の開先等の形状に配慮し、鋭い切欠き等の不

連続で特異な形状でないものをいう。 

３ 第１項第二号ロに規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」と

は、溶接後の非破壊試験において割れがないことに加え、溶接時の有害な

欠陥により割れが生じるおそれがないことをいい、「健全な溶接部の確保

に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこと」とは、溶接部の設計及び形

状が溶込み不足を生じがたいものであり、溶接部の表面及び内部に有害

な欠陥がないことをいう。 

４ 第１項第二号ロに規定する「非破壊試験」は、放射線透過試験、超音波

探傷試験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、目視試験等をいう。 

５ 第１項第二号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、母材と同等以

上の機械的強度を有するものであることをいう。 

６ 第１項第二号の規定に適合する溶接部は、「特定第一種廃棄物埋設施設

又は特定廃棄物管理施設の溶接方法等について（別記）」に適合したもの

をいう。 

 

７ 第２項に規定する適切な耐圧試験及び漏えい試験は、「特定第一種廃棄

物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の溶接方法等について（別記）」によ

ること。 
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別記  

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の溶接の方法等について 

 

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則（令和 年

原子力規制委員会規則第 号。以下「技術基準規則」という。）第１３条第１項第２号及

び第２項の規定に対応する溶接部に関する要求事項については、以下のとおりとする。 

 
１．溶接の方法 

溶接の方法は、別紙に規定する方法によること。 
 
２．溶接施工法 

溶接施工法は、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５

年原子力規制委員会規則第６号。以下「実用炉技術基準規則」という。）第１７条第１５号

の規定により確認されたもの又はこれと同等と認められるものでなければならない。 
同等と認められる溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の強化のための核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年

法律第１５号。以下「改正法」という。）第３条の規定による改正後の核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律の施行（令和２年４月１日）前に核燃料物質又は核燃

料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則（平成２０年経済産

業省令第第２３号）第２９条又は核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄

物管理の事業に関する規則（昭和６３年総理府令第３７号）第１５条の溶接の方法の認可

を受けたもの等をいう。 
   
３．溶接設備 

溶接機の種類並びに溶接後熱処理設備及び試験設備の種類及び容量は、その溶接方法に

適したものであること。 
 
４．溶接を行う者 

溶接を行う者は、実用炉技術基準規則第１７条第１５号に規定する技能を有する溶接士

であることを認証された者又はこれと同等と認められる者でなければならない。 
同等と認められる者とは、溶接士技能の確認を受けた者又は実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成２５年６月１９日 原規技発第 1306194 号 
原子力規制委員会決定）別記－５（以下単に「別記－５」という。） ３．第３部溶接士技

能認証標準⑶により同等と認められた者等をいう。 

 

５．用語の定義 

（１） 「廃棄第一種機器」とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属

する容器又は管であって、ダクト以外のものをいう。 

- 556 -



 

2 

 

（２） 「廃棄第一種容器」とは、廃棄第一種機器に属する容器をいう。 

（３） 「廃棄第一種管」とは、廃棄第一種機器に属する管をいう。 

（４） 「廃棄第二種管」とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属す

る管のうち、ダクトをいう。
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特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の溶接の方法 
 
１．溶接部の設計 

溶接部の設計は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２０１２年版（２０

１３年追補を含む。）」（以下「溶接規格」という。）の「Ｎ－４０１０ 溶接部の設計」

によること。 

 

２．材料の制限 

材料の制限は、溶接規格「Ｎ－４０２０ 溶接の制限」によること。 

 

３．開先面 

開先面は、溶接規格「Ｎ－４０３０ 開先面」によること。 
 

４．溶接部の強度等 

溶接部の強度は、溶接規格「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」（別記－５ １．⑤参

照）に、次の要件を付したものによること。 

１）母材及び溶接材料に耐食性を向上させたオーステナイト系ステンレス鋼を使用

する溶接部であって、最高使用圧力が 98kPa 未満のものにあっては、設計上要

求される強度以上の強度を有するものとすることができる。 

２）溶接部は、溶込みが十分であり、割れがなく、かつ、アンダーカット、オーバ

ーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホール等で溶接部の強度及び耐食

性を確保する上で有害なものがないものでなければならない。 

 

５．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

溶接部の非破壊試験及び機械試験は、溶接規格「Ｎ－４０５０ 溶接部の非破壊試

験及び機械試験」（別記－５ １．⑥及び⑧参照）に次の要件を付したものによるこ

と。 

１）「表Ｎ－Ｘ０５０－１ 溶接部の非破壊試験」は適用除外とし、「表１－１ 

溶接部の非破壊試験」を適用する。 

２）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」において、「機器の区分」の欄の

「クラス１容器、クラスＭＣ容器」は「廃棄第１種容器」に、「クラス２容器、

クラス３容器及びクラス３相当容器（安全設備以外の開放容器を除く。）、クラ

ス１配管、クラス２配管、クラス３配管及びクラス３相当管（安全設備以外の

開放容器に接続される当該容器に最も近い止め弁までのものを除く。）」は「廃

棄第１種管」に、溶接部の区分の欄の「継手区分Ａ」は「長手継手」に、「継手

区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分Ｄ」は「周継手（管台を取り付ける継手を除く。）」
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に読み替える。また、（注）４．及び５．は削る。この場合において、廃棄第１

種機器にあっては、最高使用圧力が次の①～③に定める値以上のものに限る。 

① 液体用の容器又は管であって、最高使用温度がその液体の沸点未満のもの

については、1,960kPa 

② ①に規定する容器以外の容器にあっては、98kPa 

③ ①に規定する管以外の管にあっては、980kPa（長手継手の部分にあっては、

490kPa） 

 

表１－１ 溶接部の非破壊試験 

区分 
規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

廃
棄
第
１
種
機
器 

１ 閉じ込め部の溶接部のうち突合せ溶接に

よる溶接部であって、次のイからホまでのい

ずれかに掲げるもの（最高使用温度 100℃未

満の開放容器及びこれに接続される管のう

ち当該容器から最も近い止め弁までの部分

並びに外径 61mm 以下の管の溶接部を除く。） 

イ 次の⑴又は⑵のいずれかに掲げるもの 

⑴オーステナイト系ステンレス鋼で作られ

た容器であって､厚さが 38mm を超えるも

のの溶接部 

⑵炭素鋼で作られた容器であって､厚さが

32mm を超えるものの溶接部 

ロ 管の長手継手の溶接部であって厚さが

19mm を超えるもの 

ハ 管の周継手（管台を取り付ける継手を除

く。）の溶接部であって、次の⑴又は⑵のい

ずれかに掲げるもの 

1. ⑴外径が 410mm（液体用のものにあって

は、275mm）を超え、かつ、厚さが 19mm

を超える管の溶接部 

⑵厚さが 41mm（液体用のものにあっては

29mm）を超える管の溶接部（⑴に掲げるも

のを除く。） 

ニ  内包するプルトニウムの濃度が

37µBq/cm3（内包するプルトニウムが液体

中にある場合は、37Bq/cm3）以上の容器若

しくは管又は内包する放射性物質の濃度

が 37mBq/cm3（内包する放射性物質が液体

中にある場合は 37kBq/cm3）以上の容器若

しくは管の溶接部（イからハまでに掲げる

ものを除く。）であって次の⑴から⑶まで

のいずれかに掲げるもの以外のもの 

⑴液体用の容器又は管であって、最高使用温

度がその液体の沸点未満であり、かつ、最

高使用圧力が1,960kPa未満のものの溶接

部 

放射線透過試

験 

超音波探傷試

験又は溶接深

さの 1/2(溶接

深さの 1/2 が

13mm を超える

場合は 13mm）ご

との浸透探傷

試験 
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⑵最高使用圧力が 98kPa 未満の容器の溶接

部（⑴に掲げるものを除く。） 

⑶最高使用圧力が 980kPa（長手継手の場合

は 490kPa）未満の管の溶接部（⑴に掲げる

ものを除く。） 

ホ 継手接続箇所から100mm以内の溶接部（イ

からニまでに掲げるもの及びライニング型

貯槽の溶接部を除く。） 

２ 閉じ込め部の溶接部（１に掲げるものを除

く。） 

浸透探傷試験

又は磁粉探傷

試験 

 

放射線透過試

験又は超音波

探傷試験 ３ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め輪

等であって、重要なものを取り付ける溶接部 

廃
棄
第

２
種
管 

１ 閉じ込め部の溶接部 浸透探傷試験

又は磁粉探傷

試験 

放射線透過試

験又は超音波

探傷試験 
２ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め輪

等であって、重要なものを取り付ける溶接部 

 

６．突合せ溶接による継手面の食違い 

突合せ溶接による継手面の食違いは、溶接規格「Ｎ－４０６０ 突合せ溶接による継

手面の食違い」に次の要件を付したものによること。 

１）「表Ｎ－４０６０－１ 継手面の食い違いの許容値」の「継手区分Ａ」は「長手継

手」に、「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分Ｄ」は「周継手」に読み替える。ただ

し、応力計算を行って構造上要求される強度を有することが明らかである場合は、

この限りでない。 

 

７．厚さの異なる母材の突合せ溶接 

容器又は管の溶接部であって「１０．非破壊試験の方法と判定基準」の規定により非

破壊検査を行うこととされているものの表面は、溶接規格「Ｎ－４０７０ 厚さの異な

る母材の突合せ溶接」に次の要件を付したものによること。ただし、機器等の構造上こ

れによることが困難な場合であって、十分な強度を有することが確認できる場合は、こ

の限りではない。 

１）「継手区分Ｃ又は継手区分Ｄ」は「フランジ、平板及び管板を取り付ける継手又は

管台を取り付ける継手」に読み替える。 

 

８．継手の仕上げ 

溶接部の表面は、溶接規格「Ｎ－４０８０ 継手の仕上げ」によること。 

 
９．溶接後熱処理 

溶接後熱処理を行う場合には、溶接規格「Ｎ－４０９０ 溶接後熱処理」（別記－５ 

１．⑨及び⑩参照）に、次の要件を付したものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱処理を要しないもの（１／３）」及び同表（２

／３）は適用除外とし、同表（３／３）「２.クラス１機器以外」を適用する。こ

の場合において、「継手区分Ｂ及び継手区分Ｃ」は「周継手」に読み替える。 
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１０．非破壊試験の方法と判定基準 

溶接部の非破壊試験は、溶接規格「Ｎ－４１００ 非破壊試験」に、次の要件を付

したものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」については、次の①～④のとおりと

する。 

① 「増感紙を使用する場合」の項の「（クラス１容器及びクラス１配管以外の

ものにあっては，金属蛍光増感紙を除く。）」を削る。 

② 「撮影原則」の欄の「継手区分Ｂ，継手区分Ｃ又は継手区分Ｄ」は「周継

手」に読み替える。 

③ 放射線源と溶接部の線源側との距離欄の「クラス１容器 クラス１配管」

は適用除外とし、「クラスＭＣ容器 クラス２容器 クラス３容器 クラス３

相当容器 クラス２配管 クラス３配管 クラス３相当管 クラス４配管」

を適用する。 

④ 同表において規定のない針金形透過度計を使用する場合及び判定基準につ

いては、「表１－２ 放射線透過試験」を加え、「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射

線透過試験」の判定基準は適用除外とする。 

 

表１－２ 放射線透過試験 

針
金
形
透
過
度
計
を
使
用
す
る

場
合 

透
過
度
計
の
配
置 

JIS Z3104「鋼溶接継手の放射線透過試験方法」の「附属書１、２又
は３の撮影配置」、JIS Z3106「ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試
験方法」の「附属書１、２又は３の撮影配置」又は JIS Z3107「チタン
溶接部の放射線透過試験方法」の「５.３ 撮影配置」によること。こ
の場合において、透過度計を溶接部の線源側に置くことが困難な場合
は、記号「F」を付してフィルム側に置くことができる。また、全周を
同時に撮影する場合は、透過度計を等間隔に４個以上写るように置く
こと。 

階
調
計 

の
使
用 

炭素鋼、ステンレス鋼等の撮影において、JIS Z3104 又は JIS Z3106
の規定により階調計を使用する場合には、当該 JIS に従い撮影する 

針
金
形
透
過
度
計 

使
用
す
べ
き

透
過
度
計 

透過度計の構
造 

JIS Z2306「放射線透過試験用透過度計」によるもので
あること。 

階調計の構造 
JIS Z3104 又は JIS Z3106 に規定された階調計を使用
すること。 

透
過
度
計
識
別

度 

炭素鋼又はス
テンレス鋼等 

JIS Z3104 又は JIS Z3106 の「附属書１、２又は３の
透過写真の必要条件」Ａ級、Ｐ１級、Ｐ２級又はＦ級
に適合すること。ただし、構造上やむを得ない場合で
あって、材厚1.6mm以下でγ線を用いた場合は、0.32mm
の線が識別できること。 

チタン等 JIS Z3107 の「透過写真の必要条件」に適合すること。 

判
定
基
準 

次の１から３までに適合すること。 
１ JIS Z3104-1995 の附属書４「透過写真によるきずの像の分類方法」の１類、

JIS Z3106-2001 の附属書４「透過写真によるきずの像の分類方法」の１類又は
JIS Z3107-1993 の附属書「透過写真によるきずの像の分類方法」の１類である
こと。ただし、ステンレス鋼等における第１種及び第４種のきずのきず点数と
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して算定しないきずの長径は、母材の厚さが 5mm 以下の場合にあっては、母材
の厚さの 0.1 倍とする。また、炭素鋼におけるタングステン巻込みは、第１種
のきずとみなし、そのきず点数を２分の１として判定するものとする。再処理
クラス３容器、クラス４容器と管の場合にあっては、炭素鋼における第１種の
きず、ステンレス鋼等における第１種及び第４種のきず並びにチタン等におけ
るブローホール及びタングステン巻込み（以下この表において「第１種のきず
等」という。）については、試験視野を３倍に拡大してきず点数を求め、その
３分の１の値をきず点数とすることができる。 

２ 第１種のきず等がある場合には、その長径は、それぞれのきずの隣接する他
の第１種のきず等との間の距離が 25mm 未満の場合にあっては母材の厚さの
0.2 倍(3.2mm を超える場合は、3.2mm)、隣接する他の第１種のきず等との間の
距離が 25mm 以上の場合にあっては母材の厚さの 0.3 倍(6.4mm を超える場合は
6.4mm)の値を超えないこと。この場合において、１においてきず点数として算
定しないきずについては、欠陥とみなさない。 

３ 炭素鋼又はステンレス鋼等においては、母材の厚さの 12 倍の長さの範囲内に
連続して直線的に並んでいる第２種のきずであって、隣接する第２種のきずの
間の距離が長い方の第２種のきずの長さの６倍未満であるものの長さの合計が
母材の厚さを超えないこと。 

 

１１．機械試験 

 機械試験は、溶接規格「Ｎ－４１１０ 機械試験」（別記－５ １．⑪参照）に次

の要件を付したものによること。この場合において、「継手区分Ａ」は「長手継手」に、

「継手区分Ｂ」、「継手区分Ｃ」及び「継手区分Ｃ」は「周継手」に読み替える。 

１）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」は適用除外とし、「表１－３ 廃棄第１種容

器及び廃棄第 1種管の機械試験」を適用する。 

２）「表Ｎ－Ｘ１１０－３ 破壊靭性試験」は、適用除外とする。 

 

表１－３ 廃棄第１種容器及び廃棄第１種管の機械試験 

区分 
試験の種類 

機器の区分 溶接部の区分 

廃 棄 第 １

種容器 

胴の内径 600mm を超

えるもの 

胴 長手継手及び周継

手の溶接部 

継手引張試験､型

曲げ試験 

管 台 及

び管 

長手継手の溶接部 

胴の内径が 600mm 以下のもの 

廃棄第１種管 長手継手の溶接部 継手引張試験､型

曲げ試験 

 

１２．再試験 

再試験は、溶接規格「Ｎ－４１２０ 再試験」（別記－５ １．⑫参照）に次の要件

を付したものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１２０－１ 再試験」における破壊靭性試験は、適用除外とする。 

 

１３．溶接部の耐圧試験等 

溶接部の耐圧試験等については、次によること。 
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１）「表１－４ 耐圧試験」により耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがな

いものでなければならない。ただし、容器又は管の構造上当該圧力で試験を行う

ことが著しく困難である場合であって、可能な限り高い圧力で試験を行い、これ

に耐え、かつ、漏えいがなく、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験

又は浸透探傷試験のうちいずれか適当な非破壊試験を行い、これに合格するとき

は、この限りでない。 

２）ライニング型貯槽の溶接部は、「表１－５ 漏えい試験の方法と判定基準」により

発泡試験（真空法）による漏えい試験を行い、これに合格するものでなければな

らない。ただし、構造上漏えい試験を行うことが著しく困難である場合は、浸透

探傷試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。 

 

表１－４ 耐圧試験 

機器 試験圧力 

廃
棄
第
１
種
容
器 

内圧を
受ける
もの 

開放容器 胴板の頂部（屋根がない場合は、頂部の山
形鋼の下部）より 50mm 下部（いっ出口が
ある場合は、いっ出口の下部）まで液体を
満たしたときの圧力 

その他のもの 最高使用圧力の 1.5 倍以上の水圧（水圧で
試験を行うことが困難である場合は、最高
使用圧力の 1.25 倍以上の気圧） 

外圧を
受ける
もの 

内部が大気圧未満になること
により大気圧により外圧を受
けるもの（開放容器を除く。） 

大気圧と内面に受ける圧力との最高の差
の 1.5 倍以上の水圧又は気圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との最高の差の
1.5 倍以上の水圧（水圧で試験を行うこと
が困難である場合は、当該差の 1.25 倍以
上の気圧） 

廃
棄
第
１
種
管 

内圧を
受ける
もの 

試験圧力の異なる容器又は管
と一体で試験を行う必要のあ
るもの（当該容器又は管と直
接接続される継手の溶接部に
限る。） 

低い方の試験圧力による水圧（水圧で試験
を行うことが困難である場合は、気圧） 

開放容器に接続されるもの
（当該容器の静水頭圧以外の
圧力が加わらない部分に限
る。） 

当該容器の胴板の頂部（当該容器に屋根が
ない場合は、頂部の山形鋼の下部）より 50
㎜下部（いっ出口がある場合は、いっ出口
の下部）まで液体を満たしたときの圧力 

その他のもの 最高使用圧力の 1.5 倍以上の水圧（水圧で
試験を行うことが困難である場合は、最高
使用圧力の 1.25 倍以上の気圧） 

外 圧を
受 ける
もの 

内部が大気圧未満になること
により、大気圧により外圧を
受けるもの（開放容器に接続
されるものであって、当該容
器の静水頭圧以外の圧力が加
わらない部分を除く。） 

大気圧と内面に受ける圧力との最高の差
の 1.5 倍以上の水圧又は気圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との最高の差の
1.5 倍以上の水圧（水圧で試験を行うこと
が困難である場合は、当該差の 1.25 倍の
気圧） 

- 563 -



別紙 

9 

 

廃
棄
第
２
種
管 

内圧を受けるもの 最高使用圧力の 1.25 倍以上の気圧又は水
圧 

外 圧を
受 ける
もの 

内部が大気圧未満になること
により、大気圧により外圧を
受けるもの（開放部により内
部と外部が通じている管を除
く。） 

大気圧と内面に受ける圧力との最高の差
の 1.5 倍以上の気圧又は水圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との最高の差の
1.25 倍以上の気圧又は水圧 

（備考） 

１ 外圧を受けるものの試験圧力については、容器又は管の内部から加える圧力とすることができる。 

２ 最高使用圧力が 98kPa 未満の容器又は管にあっては、水圧による試験を気圧で行うことができる。こ

の場合における試験圧力は、水圧による試験の場合と同じ圧力とする。 

 

表１－５ 漏えい試験の方法と判定基準 

試験の種類 試験の方法 判定基準 
発泡試験（真空法） 減圧する圧力は-20kPa 以下と

すること。 
溶接部の欠陥からの漏えいに
よる発泡が認められないこと。 
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制定 令和２年 月 日 原規規発第 号 原子力規制委員会決定 

 

  令和２年  月   日 

 

原子力規制委員会   

 

使用施設等の技術基準に関する規則の解釈の制定について 

 

使用施設等の技術基準に関する規則の解釈を別添のとおり定める。 

 

   附 則 

１ この規程は、使用施設等の技術基準に関する規則の施行の日から施行する。 

２ この規程の施行の際現に原子力利用における安全対策の強化のための核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律

（平成２９年法律第１５号）第３条の規定による改正前の核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第５５条の

３第１項の検査において、使用施設等の技術基準に関する規則（令和 年原子

力規制委員会規則第 号）附則第２条の規定による廃止前の使用施設等の溶

接の技術基準に関する規則（昭和６１年総理府令第７３号）第４条第３号イ又

はロに適合していると認められた者は、別記（使用施設等の溶接の方法等につ

いて）４．の要求事項に適合している者とみなす。 

別紙５－１２ 
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〇使用施設等の技術基準に関する規則の解釈 
 

使用施設等の技術基準に関する規則に定める技術的要件を満足する技術的内容は、同規則の解釈に限定されるものではなく、同規則に照らして十分な保

安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、同規則に適合するものと判断する。 
使用施設等の技術基準に関する規則 使用施設等の技術基準に関する規則の解釈 

（材料及び構造） 

第十七条 使用施設等に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物

のうち、使用施設等の安全性を確保する上で重要なもの（以下この項にお

いて「容器等」という。）の材料及び構造は、次に掲げるところによらなけ

ればならない。 

一 容器等がその設計上要求される強度及び耐食性を確保できるもの

であること。 

二 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。以下この号

において同じ。）は、次に掲げるところによるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７条（材料及び構造） 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項第２号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、次に掲げる容器

又は管の溶接部をいう。 

(1) プルトニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の

物質を内包する容器又は管であって、次のいずれかに該当するもの 

イ その内包するプルトニウムの放射能濃度が 37mBq/cm3（液体状の

物質を内包する場合は、37kBq/cm3）以上のもの 

ロ その内包するプルトニウムの放射能濃度が 37µBq/cm3（液体状の

物質を内包する場合は、37Bq/cm3）以上の容器（イに規定するもの

を除く。）であって、最高使用圧力が 98kPa 以上のもの又は内容積

が 0.04m3を超えるもの 

ハ その内包するプルトニウムの放射能濃度が 37µBq/cm3（液体状の

物質を内包する場合は、37Bq/cm3）以上の管（イに規定するものを

- 566 -



 

使用施設等の技術基準に関する規則 使用施設等の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除く。）であって、外径 61mm（最高使用圧力が 98kPa 未満の管にあ

っては、100mm）を超えるもの（放射性物質の閉じ込め区域内にあっ

て内部の圧力が外部の圧力より低く維持されているダクトを除

く。） 

(2) 放射性物質を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管

（(1)に規定するものを除く。）であって、次のいずれかに該当するも

の 

イ その内包する放射性物質の濃度が 37Bq/cm3（液体状の物質を内包

する場合は、37MBq/cm3）以上のもの 

ロ その内包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（液体状の物質を内

包する場合は、37kBq/cm3）以上の容器（イに規定するものを除く。）

であって、最高使用圧力が 98kPa 以上のもの又は内容積が 0.04m3

を超えるもの 

ハ その内包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（液体状の物質を内

包する場合は、37kBq/cm3）以上の管（イに規定するものを除く。）

であって、外径 61mm（最高使用圧力が 98kPa 未満の管にあっては、

100mm）を超えるもの（放射性物質の閉じ込め区域内にあって内部

の圧力が外部の圧力より低く維持されているダクトを除く。） 

(3) プルトニウムの放射能濃度が 37kBq/cm3 以上の液体状の物質又は放

射性物質の濃度が 37MBq/cm3以上の液体状の物質を内包する容器又は

管からの漏えいの拡大を防止するために設置されるドリップトレイ

その他の容器 
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使用施設等の技術基準に関する規則 使用施設等の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ウラン又はウランの化合物を含む気体状の物質を内包する容器又は

管（その容器又は管の内部の圧力が外部の圧力より低く維持されてい

るものを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの 

イ その内包するウランの放射能濃度が 37mBq/cm3 以上の容器であっ

て、最高使用圧力が 98kPa 以上のもの又は内容積が 0.04m3を超え

るもの 

ロ その内包するウランの放射能濃度が 37mBq/cm3 以上の管であっ

て、外径 61mm（最高使用圧力が 98kPa 未満の管にあっては、100mm）

を超えるもの 

(5) ウラン又はウランの化合物を含む液体状の物質を内包する容器又

は管であって、次のいずれかに該当するもの 

イ その内包するウランの放射能濃度が 37kBq/cm3 以上の容器（その

内包するウランの量が 5kg 未満のものを除く。） 

ロ その内包するウランの放射能濃度が 37kBq/cm3 以上の管（その内

包するウランの量が 5kg 未満の容器に附属する管を除く。）であっ

て、液体状の六ふっ化ウランを内包するもの又は外径 61mm（最高

使用圧力が 98kPa 未満の管にあっては、100mm）を超えるもの 

(6) 六ふっ化ウランの加熱容器であって、液体状の六ふっ化ウラン又は

大気圧を超える圧力の気体状の六ふっ化ウランを内包する容器から

の漏えいの拡大を防止する機能を有するもの（加熱するウランの量が

5kg 未満のものを除く。） 

(7) 胴の外径が 150mm 以上の容器又は外径 150mm 以上の管（(1)～(6)に

規定する容器又は管を除く。）であって、放射性物質を含む液体状若
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使用施設等の技術基準に関する規則 使用施設等の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 不連続で特異な形状でないものであること。 

 

 

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保

に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確

認したものであること。 

 

 

 

 

 

ハ 適切な強度を有するものであること。 

 

しくは気体状の物質を内包し、又は非常用電源設備その他の安全上重

要な施設に属するもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられ

る部分について溶接をするもの 

イ 液体用の容器又は管であって、最高使用温度がその液体の沸点未

満のものについては、最高使用圧力 1,960kPa 

ロ イに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力 98kPa 

ハ イに規定する管以外の管については、最高使用圧力 980kPa（長手

継手の部分にあっては、490kPa 

２ 第１項第２号イに規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、溶

接部の設計において、溶接部の開先等の形状に配慮し、鋭い切欠き等の不

連続で特異な形状でないものをいう。 

３ 第１項第２号ロに規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」と

は、溶接後の非破壊試験において割れがないことに加え、溶接時の有害な

欠陥により割れが生じるおそれがないことをいい、「健全な溶接部の確保

に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこと」とは、溶接部の設計及び形

状が溶込み不足を生じがたいものであり、溶接部の表面及び内部に有害な

欠陥がないことをいう。 

４ 第１項第２号ロに規定する「非破壊試験」は、放射線透過試験、超音波

探傷試験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、目視試験等をいう。 

５ 第１項第２号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、母材と同等以

上の機械的強度を有するものであることをいう。 

６ 第１項第２号の規定に適合する溶接部は、「使用施設等の溶接の方法等

について（別記）」に適合したものをいう。 
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使用施設等の技術基準に関する規則 使用施設等の技術基準に関する規則の解釈 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備並

びに適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認したも

のにより溶接したものであること。 

２ 使用施設等に属する容器及び管のうち、使用施設等の安全性を確保する

上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに

耐え、かつ、著しい漏えいがないように設置されたものでなければならな

い。 

 

 

 

７ 第２項に規定する適切な耐圧試験及び漏えい試験は、「使用施設等の溶

接方法等について（別記）」によること。 
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別記 

 

使用施設等の溶接の方法等について 

 

 

使用施設等の技術基準に関する規則（令和 年原子力規制委員会規則第 号。以下「技

術基準規則」という。）第１７条第１項第２号及び第２項の規定に対応する溶接部に関す

る要求事項については、以下のとおりとする。 

 

１．溶接の方法 

溶接の方法は、別紙に規定する方法によること。 

 

２．溶接施工法 

溶接施工法は、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５

年原子力規制委員会規則第６号。以下「実用炉技術基準規則」という。）第１７条第１５号

の規定により確認されたもの又はこれと同等と認められるものでなければならない。 
同等の溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５

号。以下「改正法」という。）第３条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律の施行（令和２年４月１日）前に核燃料物質の再処理の事業

に関する規則（昭和４６年総理府令第１０号）第７条の６の溶接の方法の認可を受けた

もの、核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和４１年総理府令第３７号）第３条の

１２の溶接の方法の認可を受けたもの等をいう。 

   

３．溶接設備 

溶接機の種類並びに溶接後熱処理設備及び試験設備の種類及び容量は、その溶接方法に

適したものであること。 

 

４．溶接を行う者 

溶接を行う者は、実用炉技術基準規則第１７条第１５号に規定する技能を有する溶接士

であることを認証された者又はこれと同等と認められる者でなければならない。 
同等と認められる者とは、溶接士技能の確認を受けた者又は実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成２５年６月１９日 原規技発第 1306194 号 
原子力規制委員会決定）別記－５（以下単に「別記－５」という。） ３．第３部溶接士技

能認証標準（３）により同等と認められた者等をいう。 
 

５．用語の定義 

（１）  「使用第１種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、次に掲げる

ものをいう。 
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イ 使用済燃料を溶解した液体（以下「使用済燃料溶解液」という。）、プルトニウ

ムの放射能濃度が３７キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体又は使用

済燃料溶解液から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体であって

放射性物質の濃度が３７メガベクレル毎立方センチメートル以上のもの（以下

「使用済燃料溶解液等」という。）を内包する容器又は管 

ロ 使用済燃料溶解液等を内包する容器の排気処理系統に属する容器又は管であ

って、プルトニウムの放射能濃度が３７ミリベクレル毎立方センチメートル以

上の気体又は放射性物質の濃度が３７ベクレル毎立方センチメートル以上の気

体を内包するもの 

（２） 「使用第１種容器」とは、使用第１種機器に属する容器をいう。 

（３） 「使用第１種管」とは、使用第１種機器に属する管をいう。 

（４） 「使用第２種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、使用第１種機

器及び第七号に規定する使用第３種機器以外のものをいう。 

（５） 「使用第２種容器」とは、使用第２種機器に属する容器をいう。 

（６） 「使用第２種管」とは、使用第２種機器に属する管をいう。 

（７） 「使用第３種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、次に掲げるも

のをいう。 

イ 使用済燃料溶解液等の漏えいの拡大防止のために設置されるドリップトレイ

その他の容器 

ロ 六ふつ化ウランの加熱容器 

ハ ダクト 

（８） 「使用第３種容器」とは、使用第３種機器に属する容器をいう。 

（９） 「使用第３種管」とは、使用第３種機器に属する管をいう。
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使用施設等の溶接の方法 

 

１．溶接部の設計 

溶接部の設計は、突合せ両側溶接又はこれと同等以上の効果が得られる設計であるこ

と。ただし、平板、管台、管板等を取り付ける溶接を完全溶込み溶接で行う場合その他機

器及び種類に応じて設計上要求される強度を有することが明らかな場合は、この限りでは

ない。 

 

２．材料の制限 

材料の制限は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２０１２年版（２０１３

年追補を含む。）」（以下「溶接規格」という。）「Ｎ－４０２０ 溶接の制限」によること。 

 

３．開先面 

開先面は、溶接規格「Ｎ－４０３０ 開先面」によること。 

 

４．溶接部の強度等 

溶接部の強度は、溶接規格「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」（別記－５ １．⑤参照）

によること。この場合において、（１）に「ただし、母材及び溶接材料に耐食性を向上させ

たオーステナイト系ステンレス鋼を使用する溶接部であって、最高使用圧力が 98kPa 未満

のものにあっては、設計上要求される強度以上の強度を有するものとすることができる。」

及び（２）の「ブローホール等で」の次に「溶接部の強度及び耐食性を確保する上で」を

加える。 

 

５．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

溶接部の非破壊試験及び機械試験は、溶接規格「Ｎ－４０５０ 溶接部の非破壊試験及

び機械試験」（別記－５ １．⑥及び⑧参照）に、次の要件を付したものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ０５０－１ 溶接部の非破壊試験」は適用除外とし、「表１－１ 溶接部

の非破壊試験」を適用する。 

２）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」において、次のとおり読み替える。 

①「機器の区分」の欄 

ａ）「クラス１容器、クラスＭＣ容器」は「使用第１種容器及び使用第２種容器」 

ｂ）「クラス２容器、クラス３容器及びクラス３相当容器（安全設備以外の開放容器

を除く。）、クラス１配管、クラス２配管、クラス３配管及びクラス３相当管（安

全設備以外の開放容器に接続される当該容器に最も近い止め弁までのものを除

く。）」は「使用第１種管及び使用第２種管」 

②「溶接部の区分」の欄 

ａ）「継手区分Ａ」は「長手継手」 
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ｂ）「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ及び継手区分Ｄ」は「周継手」。この場合において、「ク

ラス２容器、クラス３容器及びクラス３相当容器（安全設備以外の開放容器を除

く。）、クラス１配管、クラス２配管、クラス３配管及びクラス３相当管（安全設

備以外の開放容器に接続される当該容器に最も近い止め弁までのものを除く。）」

の「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ及び継手区分Ｄ」は「周継手（管台を取り付ける継手

を除く。）」に読み替える。 

ｃ）（注）４．及び５．は削る。 

 

表１－１ 溶接部の非破壊試験（１／３） 

区分 

規定試験 代替試験 機

器 
溶接部 

使
用
第
１
種
機
器 

1．閉じ込め部（内包する液体又は気体

の閉じ込め障壁を構成する部分をい

う。以下同じ。）の溶接部であって、

次の（１）又は（２）のいずれかに掲

げるもの以外のもの 

 （１） 突合せ溶接以外の管台を取り

付ける溶接部、管板に管を取り付け

る溶接部及び栓等を取り付ける溶

接部 

 （２） 最高使用温度100℃未満の開放

容器（開放部により内規と外気が通

じている容器をいう。以下同じ。）及

びこれに接続される管のうち当該

容器から最も近い止め弁までの部

分並びに外径 61mm 以下の管の溶接

部 

2．閉じ込め部の溶接部のうち突合せ溶

接による溶接部であって、長手継手

を有する母材相互周継手を有する母

材相互を取り付ける継手と長手継手

又は周継手と接する箇所（以下「継手

接続箇所」という。）から 100mm 以内

の溶接部(1 に掲げるものを除く。) 

放射線透過試験及

び溶接金属部に隣

接する幅 13mm の範

囲内の母材を含め

た部分における浸

透探傷試験 

溶接深さの 1/2（溶

接深さの 1/2 が

13mm を超える場合

は 13mm）ごとの浸

透探傷試験（最終層

は溶接金属部に隣

接する幅 13mm の範

囲内の母材を含む

こと。）又は超音波

探傷試験及び溶接

金属部に隣接する

幅 13mm の範囲内の

母材を含めた部分

における浸透探傷

試験 

3．閉じ込め部の溶接部のうち突合せ溶

接以外の管台を取り付ける溶接部

（最高使用温度 100℃未満の開放容

器及びこれに接続される管であっ

て、当該容器から最も近い止め弁ま

での部分並びに外径61mm以下の管の

溶接部を除く。） 

溶接深さの 1/2（溶

接深さの1/2が13mm

を 超 え る 場 合 は

13mm）ごとの浸透探

傷試験。ただし、最

終層は溶接金属部

に隣接する幅 13mm

の範囲内の母材の

部分を含むこと。 

放射線透過試験又

は超音波探傷試験

及び溶接金属部に

隣接する幅 13mm の

範囲内の母材を含

めた部分における

浸透探傷試験 

4．閉じ込め部の溶接部のうち突合せ溶

接以外の管板に管を取り付ける溶接

部 

浸透探傷試験 ― 
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5．閉じ込め部の溶接部（1～4までに

掲げるものを除く。） 

浸透探傷試験 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

6.クラッド溶接による溶接部 浸透探傷試験 ― 

7．ラグ、ブラケット、強め材、控え、

強め輪等であって、重要なものを取

り付ける溶接部 

浸透探傷試験 放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

 

表１－１ 溶接部の非破壊試験（２／３） 

区分 

規定試験 代替試験 機
器 

        溶接部 

使
用
第
２
種
機
器 

1．閉じ込め部の溶接部のうち、突合せ

溶接による溶接部であって、次の

（1）から（5）までのいずれかに掲

げるもの（最高使用温度 100℃未満

の開放容器及びこれに接続される

管のうち当該容器から最も近い止

め弁までの部分並びに外径61mm以

下の管の溶接部を除く。） 

 (1) 次の a.又は b.のいずれかに掲

げるもの 

a.オーステナイト系ステンレス鋼

で作られた容器であって、厚さ

38mm を超えるものの溶接部 

b.炭素鋼で作られた容器であっ

て、厚さ 32mm を超えるものの

溶接部 

(2) 管の長手継手の容器であって厚

さが 19mm を超えるもの 

(3) 管の周継手（管台を取り付ける継

手を除く。）の溶接部であって次の

a.又は b.のいずれかに掲げるもの 

a.外径が410mm（液体用のものにあ

っては、275mm）を超え、かつ、

厚さが19mmを超える管の溶接部 

b．厚さが 41mm（液体用のものにあ

っては、29mm）を超える管の溶接

部（a.に掲げるものを除く。） 

(4) 内包するプルトニウムの濃度が

37µBq/cm3（内包するプルトニウム

が液体中にある場合は、37Bq/cm3）

以上の容器若しくは管又は内包す

る放射性物質の濃度が 37mBq/cm3

（内包する放射性物質が液体中に

ある場合は 37kBq/cm3）以上の容器

若しくは管の溶接部（(1)から(3)ま

でに掲げるものを除く。） 

放射線透過試験 超音波探傷試験又

は溶接深さの 1/2

（溶接深さの 1/2 

が 13mm を超える

場合は 13mm）ご

との浸透探傷試験 
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a.液体用の容器又は管であって、

最高使用温度がその液体の沸点

未満であり、かつ、最高使用圧力

が1,960kPa未満のものの溶接部 

b.最高使用圧力98kPa未満の容器

の溶接部（a.に掲げるものを除

く。） 

c.最高使用圧力が 980kPa（長手継

手の場合は 490kPa）未満の管の

溶接部（a.に掲げるものを除

く。） 

(5) 継手接続箇所から 100mm 以内の

溶接部（(1)から(4)までに掲げるも

の及びライニング型貯槽の溶接部

を除く｡） 

2．閉じ込め部の溶接部（1.に掲げるも

のを除く。） 

浸透探傷試験又は

磁粉探傷試験 

放射線透過試験又

は超音波探傷試験 

3．ラグ、ブラケット、強め材、控え、

強め輪等であって、重要なものを

取り付ける溶接部 

 

表１－１ 溶接部の非破壊試験（３／３） 

区分 
規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

使
用
第
３ 

種
機
器 

1．閉じ込め部の溶接部 

浸透探傷試験又は磁

粉探傷試験 

放射線透過試験又

は超音波探傷試験 
2．ラグ、ブラケット、強め材、控え、

強め輪等であって、重要なものを取

り付ける溶接部 

 

６．突合せ溶接による継手面の食い違い 

突合せ溶接による継手面の食違いは、溶接規格「Ｎ－４０６０ 突合せ溶接による継

手面の食違い」に、次の要件を付したものによること。 

１）使用第１種機器及び使用第２種機器については、「継手区分Ａ」は「長手継手」に、

「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分Ｄ」は「周継手」に読み替える。 

２）使用第３種機器（六ふっ化ウランの加熱容器に限る。）については、「表１－２ 使

用第３種機器（六ふっ化ウランの加熱容器に限る。）の突合せ溶接による継手面の食

違い」による。 

 

表１－２ 使用第３種機器（六ふっ化ウランの加熱容器に限る。）の 

突合せ溶接による継手面の食違い 

継手の種類 母材の厚さ 食違いの値 

長手継手 

6 mm 以下 1.5 mm 

6 mm を超え 24mm 以下 母材の厚さの 25％ 

24 mm を超えるもの 6 mm 
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周継手 

6 mm 以下 1.5 mm 

6 mm を超え 48 mm 以下 母材の厚さの 25％ 

48 mm を超えるもの 12 mm 

 

７．厚さの異なる母材の突合せ溶接 

厚さの異なる母材の突合せ溶接は、溶接規格「Ｎ－４０７０ 厚さの異なる母材の突

合せ溶接」に次の要件を付したものによること。 

１）「継手区分Ｃ又は継手区分Ｄ」は「フランジ、平板及び管板を取り付ける継手又    

は管台を取り付ける継手」に読み替える。 

 

８．継手の仕上げ 

容器又は管の溶接部であって「１０．非破壊試験の方法と判定基準」の規定により非

破壊検査を行うこととされているものの表面は、溶接規格「Ｎ－４０８０ 継手の仕上

げ」によること。ただし、使用第１種機器の溶接部の接液面であって、耐食性を著しく

損なうおそれがある場合は、表面の仕上げを行ってはならない。 

さらに、当該溶接部の接液面は、「表１－３ 溶接部の接液面の余盛高さ及び裏波高

さの許容値」の左欄に掲げる項目について、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適

合するものでなければならない。ただし、構造上当該判定基準によることが著しく困難

である場合は、この限りでない。 

 

表１－３ 溶接部の接液面の余盛高さ及び裏波高さの許容値 

項目 判定基準 

余盛の高さ 
1 母材の厚さが 3mm 未満のとき 2mm 以下 

2 母材の厚さが 3mm 以上のとき 2.5mm 以下 

裏波の高さ 

1 母材の厚さが 3mm 未満のとき 1.5mm 以下 

2 母材の厚さが 3mm 以上で 7.5mm 未満のとき 2mm 以下 

3 母材の厚さが 7.5mm 以上のとき 3.5mm 以下 

ただし､部分的なたれ落ちについてはこの限りではない｡ 

アンダーカット及

びオーバーラップ 
0.5mm 以下 

その他 溶込み不良、ピット、クレータ及び割れがないこと。 

 

９．溶接後熱処理 

溶接部は、次に規定するところにより溶接後熱処理を行うこと。ただし、十分な強度

及び耐食性を有することが確認された場合は、この限りでない。 

（１）溶接後熱処理は、溶接規格「Ｎ－４０９０ 溶接後熱処理」によること（別記－

５ １．⑨及び⑩参照）。この場合であって、「表Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱処理

を要しないもの（１／３）」及び同表（２／３）は適用除外とし、同表（３／３）

「２.クラス１機器以外」を適用する。この場合において、「継手区分Ｂ」及び「継

手区分Ｃ」は「周継手」に読み替える。 

 

１０．非破壊試験の方法と判定基準 
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溶接部の非破壊試験は、溶接規格「Ｎ－４１００ 非破壊試験」に、次の要件を付し

たものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」については、次の①～④のとおりとす

る。 

① 「増感紙を使用する場合」の欄の「（クラス１容器及びクラス１配管以外のもの

にあっては、金属蛍光増感紙を除く。）」を削る。 

② 「撮影原則」の欄の「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ又は継手区分Ｄ」は「周継手」に

読み替える。 

③ 「放射線源と溶接部の線源側との距離」の欄の「クラス１容器 クラス１配管」

は適用除外とし、「クラスＭＣ容器 クラス２容器 クラス３容器 クラス３相

当容器 クラス２配管 クラス３配管 クラス３相当管 クラス４配管」を適用

する。 

④ 同表において規定のない針金形透過度計を使用する場合及び判定基準について

は、「表１－４ 放射線透過試験」を加え、「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試

験」の判定基準は適用除外とする。 

 

表１－４ 放射線透過試験 

針
金
形
透
過
度
計
を 

使
用
す
る
場
合 

透過度計

の配置 

JIS Z3104「鋼溶接継手の放射線透過試験方法」の「附属書１、２又

は３の撮影配置」、JIS Z3106「ステンレス鋼溶接継手の放射線透過

試験方法」の「附属書１、２又は３の撮影配置」又は JIS Z3107「チ

タン溶接部の放射線透過試験方法」の「７．撮影配置」によること。

この場合において、透過度計を溶接部の線源側に置くことが困難な場

合は、記号「F」を付してフィルム側に置くことができる。また、全

周を同時に撮影する場合は、透過度計を等間隔に４個以上写るように

置くこと。 

階調計の

使用 

炭素鋼又はステンレス鋼等の撮影において、JIS Z3104又はJIS Z3106

の規定により階調計を使用する場合には、当該 JIS に従い撮影するこ

と。 

針
金
形
透
過
度
計 

使用すべ

き透過度

計 

透過度計

の構造 

JIS Z2306「放射線透過試験用透過度計」によるものであ

ること。 

階調計の

構造 

JIS Z3104 又は、JIS Z3106 に規定された階調計を使用す

ること。 

透過度計 

識別度 

炭素鋼又

はステン

レス鋼等 

JIS Z3104 又は JIS Z3106 の「附属書１、２、又は３の透

過写真の必要条件」Ａ級、Ｐ１級、Ｐ２級又はＦ級に適合

すること。ただし、構造上やむを得ない場合であって、材

厚 1.6mm 以下で γ 線を用いた場合は、0.32mm の線が識

別できること。 

チタン等 JIS Z3107 の「透過写真の必要条件」に適合すること。 

透過写真

の濃度範

囲等 

炭素鋼又

は ス テ ン

レス鋼等 

JIS Z3104 又は JIS Z3106 附属書 1又は 2の「透過写真

の必要条件」の「透過写真の濃度範囲」及び「階調計の

値」の A 級、並びに「試験部の有効長さ」に適合するこ

と。 

チタン等 JIS Z3107 の「透過写真の必要条件」に適合すること。 

判定基 次の１から４までに適合すること。 
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１ JIS Z3104-1995 の附属書４「透過写真によるきずの像の分類方法」の１類、

JIS Z3106-2001 の附属書４「透過写真によるきずの像の分類方法」の１類又

は JIS Z3107-1993 の附属書「透過写真によるきずの像の分類方法」の１類で

あること。ただし、ステンレス鋼等における第１種及び第４種のきずのきず点

数として算定しないきずの長径は、母材の厚さが 5mm 以下の場合にあっては、

母材の厚さの 0.1 倍とする。再処理クラス３容器と管、クラス４容器と管の

場合にあっては、炭素鋼及びステンレス鋼等における第１種及び第４種のき

ず並びにチタン等におけるブローホール及びタングステン巻込み（以下この

表において「第１種のきず等」という。）については、試験視野を３倍に拡大

してきず点数を求め、その３分の１の値をきず点数とすることができる。 

２ 第１種のきず等がある場合には、その長径は、それぞれのきずの隣接する他

の第１種のきず等との間の距離が 25mm 未満の場合にあっては母材の厚さの

0.2 倍(3.2mm を超える場合は、3.2mm)、隣接する他の第１種のきず等との間

の距離が 25mm 以上の場合にあっては母材の厚さの 0.3 倍(6.4mm を超える場

合は 6.4mm)の値を超えないこと。この場合において、１においてきず点数と

して算定しないきずについては、きずとみなさない。 

３ 炭素鋼又はステンレス鋼等においては、母材の厚さの 12 倍の長さの範囲内

に連続して直線的に並んでいる第２種のきずであって、隣接する第２種のき

ずの間の距離が長い方の第２種のきずの長さの６倍未満であるものの長さの

合計が母材の厚さを超えないこと。 

 

１１．機械試験 

機械試験は、溶接規格「Ｎ－４１１０ 機械試験」（別記－５ １．⑪参照）に、次の

要件を付したものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験（１／２）」において、「機器の区分」の欄の「ク

ラス１容器、クラスＭＣ容器」は「使用第１種容器」に、「溶接部の区分」の欄の

「継手区分Ａ」は「長手継手」に、「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ及び継手区分Ｄ」は「周

継手」に読み替える。 

２）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験（２／２）」において、「クラス１配管」は「使用

第１種管」に、「溶接部の区分」の欄の「継手区分Ａ」は「長手継手」に、「継手区

分Ｂ及び継手区分Ｃ」は「周継手（管台を取り付ける継手を除く。）」に読み替える。 

３）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」の「破壊靭性試験」は「衝撃試験」に読み替え、

（注）５において、「発電用原子力機器に関する容器又は管の破壊靱性試験であっ

て、」は削る。 

２）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」に表１－５を加える。 

３）「表Ｎ－Ｘ１１０－２ 継手引張試験、型曲げ試験及びローラ曲げ試験」の型曲げ

試験の表の母材の区分欄、同じくローラ曲げ試験の表の母材の区分欄の「Ｐ－５２」

は「Ｐ－５２及びＰ－６１」を追加する。 

４）「表Ｎ－Ｘ１１０－３ 破壊靭性試験」において、機器の区分の欄の「クラス１容

器」、「クラス１配管」、「クラスＭＣ容器」は適用除外とする。また、「クラス２容

器」、「クラス３容器」、「クラス３相当容器」、「クラス２配管」、「クラス３配管」及

び「クラス３相当管」は「使用第１種容器及び使用第１種管」に読み替える。 
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表１－５ 使用第２種容器及び使用第２種管の機械試験 

区分 
試験の種類 

機器の区分 溶接部の区分 

使用第２種

容器 

胴の内径600mを

超えるもの 

胴 
長手継手及び周継手

の溶接部 継手引張試験､

型曲げ試験 管台及び管 
長手継手の溶接部 

胴の内径が 600mm 以下のもの 

使用第２種管 長手継手の溶接部 
継手引張試験､

型曲げ試験 

 

１２．再試験 

再試験は、溶接規格「Ｎ－４１２０ 再試験」（別記－５ １.⑫参照）に、次の要件

を付したものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１２０－１ 再試験」における破壊靭性試験の「クラス１容器」、「クラ

ス１配管」、「クラスＭＣ容器」は適用除外とする。 

２）同表の「クラス２容器、クラス３容器、クラス３相当容器、クラス２配管、クラ

ス３配管及びクラス３相当管」は、「使用第１種機器及び使用第１種管」に読み替

える。 

 

１３．溶接部の耐圧試験等 

溶接部の耐圧試験等については、次によること。 

１）「表１－６ 耐圧試験」の機器の欄に掲げる容器又は管の溶接部（ライニング型貯

槽（コンクリート製の貯槽にステンレス鋼等の内張りを施した容器をいう。以下

同じ。）の溶接部を除く。）は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の試験圧

力の欄に掲げる圧力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがないもので

なければならない。ただし、容器又は管の構造上当該圧力で試験を行うことが著

しく困難である場合であって、可能な限り高い圧力で試験を行い、これに耐え、

かつ、漏えいがなく、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透

探傷試験のうちいずれか適当な非破壊試験を行い、これに合格するときは、この

限りでない。 

２）ライニング型貯槽の溶接部は、発泡試験（減圧法）による漏えい試験を行い、こ

れに合格するものでなければならない。ただし、構造上漏えい試験を行うことが

著しく困難である場合であって、浸透探傷試験を行い、これに合格するときは、

この限りでない。 

３）上記２）の漏えい試験は、「表１－７ 漏えい試験の方法と判定基準」の発泡試験

（減圧法）の項の試験の方法の欄に掲げる方法によって行うこととし、同表の判

定基準の欄に掲げる基準に適合するときは、これを合格とする。 

 

表１－６ 耐圧試験 

機器 試験圧力 
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使用 第１

種容器 

使用 第２

種容器 

使用 第３

種容器 

内圧を受け

るもの 

開放容器 胴板の頂部（屋根がない場合

は、頂部の山形鋼の下部）より

50mm 下部（いっ出口がある場

合は、いっ出口の下部）まで液

体を満たしたときの圧力 

その他のもの 最高使用圧力の 1.5 倍以上の

水圧（水圧で試験を行うこと

が困難である場合は、最高使

用圧力の 1.25 倍以上の気圧） 

外圧を受け

るもの 

内部が大気圧未満になること

により大気圧により外圧を受

けるもの（開放容器を除く。） 

大気圧と内面に受ける圧力と

の最高の差の 1.5 倍以上の水

圧又は気圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との

最高の差の 1.5 倍以上の水圧

（水圧で試験を行うことが困

難である場合は、当該差の 1.25

倍以上の気圧） 

使用 第１

種管 

使用 第２

種管 

内圧を受

けるもの 

試験圧力の異なる容器又は管

と一体で試験を行う必要のあ

るもの（当該容器又は管と直

接接続される継手の溶接部に

限る。） 

低い方の試験圧力による水圧

（水圧で試験を行うことが困

難である場合は、気圧） 

開放容器に接続されるもの

（当該容器の静水頭圧以外の

圧力が加わらない部分に限

る。） 

当該容器の胴板の頂部（当該容

器に屋根がない場合は、頂部

の山形鋼の下部）より 50mm 下

部（いっ出口がある場合は、い

っ出口の下部）まで液体を満

たしたときの圧力 

その他のもの 最高使用圧力の 1.5 倍以上の

水圧（水圧で試験を行うこと

が困難である場合は、最高使

用圧力の 1.25 倍以上の気圧） 

外圧を受け

るもの 

内部が大気圧未満になること

により、大気圧により外圧を

受けるもの（開放容器に接続

されるものであって、当該容

器の静水頭圧以外の圧力が加

わらない部分を除く。） 

大気圧と内面に受ける圧力と

の最高の差の 1.5 倍以上の水

圧又は気圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との

最高の差の 1.5 倍の水圧（水圧

で試験を行うことが困難であ

る場合は、当該差の 1.25 倍以

上の気圧） 

使用第３

種管 

内圧を受けるもの 最高使用圧力の 1.25 倍以上の

気圧又は水圧 

外 圧 を受

けるもの 

内部が大気圧未満になること

により、大気圧により外圧を

受けるもの（開放部により内

大気圧と内面に受ける圧力と

の最高の差の 1.5 倍以上の気

圧又は水圧 
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部と外部が通じている管を除

く。） 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との

最高の差の 1.25 倍以上の気圧

又は水圧 
（備考） 

１ 外圧を受けるものの試験圧力については、容器又は管の内部から加える圧力とすることができる。 

２ 最高使用圧力が 98kPa 未満の容器又は管にあっては、水圧による試験を気圧で行うことができる。こ

の場合における試験圧力は、水圧による試験を気圧で行うことができる。この場合における試験圧力は、

水圧による試験の場合と同じ圧力とする。 

 

表１－７ 漏えい試験の方法と判定基準 

試験の種類 試験の方法 判定基準 

アンモニアリーク

試験 

内圧を 29kPa 以上に加圧すること。 

アンモニア濃度は 10％以上とすること。 

溶接部の欠陥からの漏え

いによる青色像が認めら

れないこと。 

ヘリウムリーク 

試験（加圧法） 

ヘリウム混合ガスの圧力は、最高使用圧

力の 15％又は 410kPa の小さい方の値以

上とすること。 

ヘリウム濃度は 10％以上とすること。 

溶接部の欠陥からの漏え

いが認められないこと。 

ヘリウムリーク 

試（真空法） 

真空度は 13.3Pa 以上とすること。 溶接部の欠陥からの漏え

いが認められないこと。 

ハロゲンリーク 

試験 

内圧を 29kPa 以上に加圧すること。 

ハロゲン濃度は 20％以上とすること。 

溶接部の欠陥からの漏え

いが認められないこと。 

発泡試験 

（減圧法） 

減圧する圧力は-20kPa 以下とすること。 溶接部の欠陥からの漏え

いによる発泡が認められ

ないこと。 
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部
改
正
）
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第
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
則
の
一
部
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
表
に
よ
り
改
正
す
る
。

一

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
三
号
）

別
表
第
一

二

核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）

別
表
第
二

総

理

府

三

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年

令
第
一
号
）

別
表
第

通
商
産
業
省

三
四

国
際
規
制
物
資
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
総
理
府
令
第
五
十
号
）

別
表
第
四

五

核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
総
理
府
令
第
三
十
七
号
）

別
表
第
五

六

核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
六
号
）

別
表
第
六

七

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
十
号
）

別
表
第
七

八

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
廃
棄
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）

別
表
第
八

九

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
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別
表
第
九

十

船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
（
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十

三
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
）

別
表
第
十

十
一

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六

十
三
年
総
理
府
令
第
一
号
）

別
表
第
十
一

十
二

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年

総
理
府
令
第
四
十
七
号
）

別
表
第
十
二

十
三

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
二
号
）

別

表
第
十
三

十
四

使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
二
号
）

別
表
第
十
四

十
五

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
に
係
る
放
射
能
濃
度
に
つ
い
て
の
確
認
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部

科
学
省
令
第
四
十
九
号
）

別
表
第
十
五

十
六

製
錬
事
業
者
等
に
お
け
る
工
場
等
に
お
い
て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
に
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つ
い
て
の
確
認
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
経
済
産
業
省
令
第
百
十
二
号
）

別
表
第
十
六

十
七

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二

十
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）

別
表
第
十
七

十
八

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
防
災
管
理
者
が
通
報
す
べ
き
事
象
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十

文
部
科
学
省

四
年

令
第
二
号
）

別
表
第
十
八

経
済
産
業
省

十
九

使
用
施
設
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十

四
号
）

別
表
第
十
九

第
二
条

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
第
十
号
）
第
三
条
の
二
中
「
第
百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
百
十
条
の
二
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

第
三
条

第
一
条
各
号
に
定
め
る
表
中
の
傍
線
、
破
線
及
び
二
重
傍
線
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
。

二

条
項
番
号
そ
の
他
の
標
記
部
分
（
以
下
単
に
「
標
記
部
分
」
と
い
う
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
前
欄
及

- 586 -



- 5 -

び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
標
記
部
分
が
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
で
同
一
の
と
き
は
、
改

正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
。

三

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
標
記

部
分
が
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
で
異
な
る
と
き
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
と
し
て
移

動
す
る
こ
と
。

四

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
前
欄
に
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
規
定
を
削
る
こ
と
。

五

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
規
定
を
新
た
に
追
加
す
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
六
十
一
条
の
二
十
四
に
規
定
す
る
指
定
検
査
機
関
等

を
指
定
す
る
省
令
等
の
廃
止
）

第

条

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。

二一

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
六
十
一
条
の
二
十
四
に
規
定
す
る
指
定
検
査
機
関

等
を
指
定
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
経
済
産
業
省
令
第
百
二
十
四
号
）

二

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
に
使
用
す
る
燃
料
体
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員

会
規
則
第
十
一
号
）

（
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
（
旧
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項

の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
を
受
け
て
い
る
も
の
及
び
旧
法
第
二
十
九
条
の
施
設
定
期
検
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「

施
設
定
期
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
旧
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
使
用
前
検
査
（
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十

五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
六
号
。
附
則
第
十
三
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
整
備
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
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三
条
の
規
定
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
令
第
十
一
号
）
の
規
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
合
格
し
て
い
る
も
の
（
第
三
項
に
お
い
て

「
新
規
制
基
準
適
合
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
に
行
う
べ
き
新
法

第
二
十
九
条
第
一
項
の
検
査
は
、
直
近
の
施
設
定
期
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
十
二
月
を
超
え
な
い
時
期
（
施
行
日
の
前
日

に
お
い
て
施
設
定
期
検
査
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
か
ら
十
二
月
を
超
え
な
い
時
期
）
に
行
う
も
の
と
す

る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
で
あ
っ
て
、
旧
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第

二
項
の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
を
受
け
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
に
行
う
べ
き
新
法
第
二
十
九
条

第
一
項
の
検
査
は
、
施
行
日
か
ら
十
二
月
を
超
え
な
い
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る
。

３

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
施
設
定
期
検
査
を
受
け
て
い
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
（
新
規
制
基
準
適
合
試
験
研
究
用

等
原
子
炉
施
設
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
に
行
う
べ
き
新
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
検
査
は
、

施
行
後
直
ち
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
条

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
旧
法
第
十
六
条
の
五
、
第
四
十
六
条
の
二
の
三
又
は
第
五
十
一
条
の
十
の
施
設
定
期
検
査

- 589 -



- 8 -

を
受
け
て
い
る
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
廃
棄
物
管
理
施
設
に
つ
い
て
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
に
行
う
べ
き
新
法

第
十
六
条
の
五
第
一
項
、
第
四
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
検
査
は
、
施
行
後
直
ち
に
行
う

も
の
と
す
る
。

第
五
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第

一
条
に
規
定
す
る
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
（
以
下
単
に
「
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
旧
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
を
受
け
て
い
る
も
の
に
つ

い
て
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
に
行
う
べ
き
新
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
第
一
項
の
検
査
は
、
直
近
の
施
設
定
期
検
査

（
旧
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
の
施
設
定
期
検
査
を
い
う
。
）
が
終
了
し
た
日
以
降
十
三
月
を
超
え
な
い
時
期
に
行
う
も

の
と
す
る
。

第
六
条

施
行
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
新
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
検
査
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
者
に
係

る
新
試
験
炉
規
則
第
三
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
検
査
開
始
予
定
日
の
一
月
前
ま
で
（
第

三
条
の
九
第
二
項
の
一
定
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
一
定
の
期
間
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
又
は
変
更
（
一

- 590 -



- 9 -

定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
場
合
は
三
月
前
ま
で
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
ま
で

」
と
す
る
。

２

附
則
第
三
条
第
三
項
又
は
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
施
行
後
直
ち
に
行
う
検
査
に
つ
い
て
は
、
新
試
験
炉
規
則
第
三
条
の

十
二
第
二
項
の
規
定
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
と
き
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
新
加
工
規
則
第
三
条
の
十
三
第
二
項
の

規
定
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
と
き
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
新
再
処
理
規
則
第
七
条
の
十
二
の
二
第
二
項
の
規
定
（

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
と
き
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
新
廃
棄
物
管
理
規
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
（
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
と
き
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。

第
七
条

施
行
日
前
に
旧
法
第
二
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
一
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
一
条
の
十

五
又
は
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
記
録
し
た
旧
加
工
規
則
第
七
条
第
一
項
、
旧
試
験
炉
規
則
第
六
条
第
一
項
、
旧
研

開
炉
規
則
第
六
十
二
条
第
一
項
、
旧
再
処
理
規
則
第
八
条
第
一
項
、
旧
二
種
埋
設
規
則
第
十
三
条
第
一
項
、
旧
廃
棄
物
管
理

規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
旧
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
保
存
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
加
工
規
則
第
七
条
第
一
項
の
表
第
一
号
イ
中
「
次
の
検
査
」

と
あ
る
の
は
「
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
の
使
用
前
確
認
」
と
、
同
号
ロ
中
「
次
の
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
規
則
の
施
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行
後
最
初
の
定
期
事
業
者
検
査
」
と
、
同
号
ハ
中
「
検
査
終
了
後
五
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
同
一
事

項
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
の
定
期
事
業
者
検
査
の
と
き
ま
で
の
期
間
」
と
、
旧
試
験
炉
規
則
第
六
条
第
一
項
の

表
第
一
号
イ
中
「
次
の
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
の
使
用
前
確
認
」
と
、
同
号
ロ
及
び
ハ
中
「
次
の

検
査
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
の
定
期
事
業
者
検
査
」
と
、
同
表
第
十
一
号
中
「
次
の
改
定
の
後
三
年
間

」
と
あ
る
の
は
「
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二

年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
文
書
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
に
従
つ
た
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
状
況
の
記
録
の
作
成
後
三
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
」
と
、
旧
研
開
炉

規
則
第
六
十
二
条
第
一
項
の
表
第
一
号
イ
中
「
次
の
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
の
使
用
前
確
認
」
と

、
同
号
ロ
中
「
次
の
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
の
定
期
事
業
者
検
査
」
と
、
旧
再
処
理
規
則
第
八
条

第
一
項
の
表
第
一
号
イ
中
「
次
の
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
の
使
用
前
確
認
」
と
、
同
号
ロ
中
「
次

の
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
の
定
期
事
業
者
検
査
」
と
、
同
号
ハ
中
「
検
査
終
了
後
五
年
が
経
過
す

る
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
同
一
事
項
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
の
定
期
事
業
者
検
査
の
と
き
ま
で
の
期
間

」
と
、
旧
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
一
号
イ
中
「
次
の
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
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初
の
使
用
前
確
認
」
と
、
同
号
ロ
中
「
次
の
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
の
定
期
事
業
者
検
査
」
と
、

同
号
ハ
中
「
検
査
終
了
後
五
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
同
一
事
項
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初

の
定
期
事
業
者
検
査
の
と
き
ま
で
の
期
間
」
と
、
旧
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
第
一
項
の
表
第
一
号
及
び
第
三

号
ハ
中
「
次
の
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
の
使
用
前
確
認
」
と
、
同
表
第
七
号
中
「
次
の
改
定
の
後

三
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（

令
和
二
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
文
書
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
従
つ
た
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
状
況
の
記
録
の
作
成
後
三
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
加
工
施
設
若
し
く
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
設
置
の
工
事
に
着
手
し
て
い
る
者
又
は

旧
法
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項
（
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
て
い
る
者
は
、
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
新
法
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
一

項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
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項
又
は
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
安
規
定
の
認
可
又
は
変
更
の
認
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認
可
又
は
変
更
の
認
可
を
申
請
し
た
者
が
講
ず
る
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い

て
は
、
当
該
申
請
に
係
る
認
可
又
は
認
可
の
拒
否
の
処
分
の
あ
っ
た
日
ま
で
の
間
は
、
新
加
工
規
則
第
七
条
の
二
の
二
か
ら

第
七
条
の
八
ま
で
、
新
試
験
炉
規
則
第
六
条
の
三
か
ら
第
十
四
条
の
二
ま
で
、
新
研
開
炉
規
則
第
六
十
四
条
か
ら
第
八
十
五

条
ま
で
、
新
貯
蔵
規
則
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
五
条
の
二
ま
で
、
新
再
処
理
規
則
第
八
条
の
三
か
ら
第
十
六
条
ま
で
、
新

二
種
埋
設
規
則
第
十
三
条
の
三
か
ら
第
十
九
条
の
二
ま
で
、
新
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
六
条
の
三
か
ら
第
三
十
三
条
の
二

ま
で
又
は
新
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
の
三
か
ら
第
二
条
の
十
一
の
十
二
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３

第
一
項
又
は
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
関
係
規
則

の
整
備
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定

の
認
可
又
は
変
更
の
認
可
を
申
請
し
た
者
が
講
ず
る
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃
棄
及
び
運
搬
に

係
る
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
に
係
る
認
可
又
は
認
可
の
拒
否
の
処
分
の
あ
っ
た
日
ま
で
の
間
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は
、
新
外
廃
棄
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
三
条
第
一
項
第
九
号
並
び
に
新
外
運
搬
規
則
第
十
七
条

の
二
及
び
第
十
九
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
（
令
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
核
燃

料
物
質
を
使
用
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
が
講
ず
る
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
並
び
に
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
核
燃

料
物
質
等
の
廃
棄
及
び
運
搬
に
係
る
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
新

核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
の
三
か
ら
第
二
条
の
十
一
の
十
二
ま
で
並
び
に
新
外
廃
棄
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二

号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
三
条
第
一
項
第
九
号
並
び
に
新
外
運
搬
規
則
第
十
七
条
の
二
及
び
第
十
九
条
第
一
項
第
八
号
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

新
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
事
業
者
等
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
が
講
ず
る
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
係
る
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

は
、
新
外
運
搬
規
則
第
十
七
条
の
二
及
び
第
十
九
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
新
外
廃
棄
規
則
第
五
条
及
び
新
外
運
搬
規

則
第
二
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
外
廃
棄
規
則
第
五
条
中
「
第
二
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
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二
項
」
と
あ
る
の
は
「
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
等
に
係
る
原
子
力
規
制

委
員
会
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和

年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
条
第

一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
二
項
」
と
、
新
外
運
搬
規
則
第
二
十
条
中
「
第
十
七
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

七
条
」
と
す
る
。

第
九
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
外
運
搬
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て

い
る
申
請
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
外
運
搬
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
と
み
な
す
。

第
十
条

施
行
日
前
に
旧
加
工
規
則
第
七
条
の
八
の
二
第
一
項
第
一
号
、
旧
再
処
理
規
則
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は

旧
廃
棄
物
管
理
規
則
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
評
価
は
そ
れ
ぞ
れ
新
加
工
規
則
第
七
条
の

四
の
二
第
一
項
、
新
再
処
理
規
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
新
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
行
わ
れ
た
評
価
と
、
旧
加
工
規
則
第
七
条
の
八
の
二
第
一
項
第
二
号
、
旧
再
処
理
規
則
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
又

は
旧
廃
棄
物
管
理
規
則
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
計
画
は
そ
れ
ぞ
れ
新
加
工
規
則
第
七

条
の
四
の
二
第
一
項
、
新
再
処
理
規
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
新
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
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に
よ
り
策
定
さ
れ
た
方
針
と
、
旧
加
工
規
則
第
七
条
の
八
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
再
評
価
及
び
当
該
再
評
価

に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
計
画
は
そ
れ
ぞ
れ
新
加
工
規
則
第
七
条
の
四
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
再
評
価
及
び
当

該
再
評
価
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
方
針
と
、
旧
試
験
炉
規
則
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
評
価
及
び
当

該
評
価
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
計
画
は
そ
れ
ぞ
れ
新
試
験
炉
規
則
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
再
評
価
及

び
当
該
再
評
価
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
方
針
と
み
な
す
。

第
十
一
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の

三
の
三
十
四
第
二
項
（
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
五
十
条
の
五
第
二
項
又
は
第
五
十
七

条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
を
受
け
て
い
る
者
は
、
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
新
法
第
二
十

二
条
の
八
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
三
項
、
第
五
十
条
の
五
第
三
項
又
は

第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
廃
止
措
置
計
画
の
変

更
の
認
可
（
新
加
工
規
則
第
九
条
の
五
第
一
項
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
十
一
号
並
び
に
第
二
項
第
六
号
及
び
第
九
号
、
新

試
験
炉
規
則
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
十
二
号
並
び
に
第
二
項
第
五
号
及
び
第
八
号
、
新
研
開
炉
規

則
第
百
十
一
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
二
項
第
九
号
、
新
再
処
理
規
則
第
十
九
条
の
五
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
二
項
第
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九
号
又
は
新
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
六
条
の
三
第
一
項
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
十
一
号
並
び
に
第
二
項
第
五
号
及
び
第

八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
を
申
請
し
た
者
に
係
る
廃
止
措
置
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
に
係
る

認
可
又
は
認
可
の
拒
否
の
処
分
の
あ
っ
た
日
ま
で
の
間
は
、
新
加
工
規
則
第
九
条
の
五
第
一
項
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
十

一
号
並
び
に
第
二
項
第
六
号
及
び
第
九
号
、
新
試
験
炉
規
則
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
十
二
号
並
び

に
第
二
項
第
五
号
及
び
第
八
号
、
新
研
開
炉
規
則
第
百
十
一
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
二
項
第
九
号
、
新
再
処
理
規
則
第

十
九
条
の
五
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
二
項
第
九
号
又
は
新
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
六
条
の
三
第
一
項
第
五
号
、
第
六
号

及
び
第
十
一
号
並
び
に
第
二
項
第
五
号
及
び
第
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
二
条

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力

規
制
委
員
会
規
則
第
四
号
）
附
則
第
十
二
条
第
二
項
中
「
新
研
開
炉
規
則
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
、
第
八
十
七

条
第
一
項
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
、
同
条
第
三
項
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
」
を
「
原
子
力
利
用
に
お
け
る

安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
等
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則
（
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令
和

年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す

る
規
則
第
七
十
八
条
、
第
八
十
七
条
第
一
項
第
十
六
号
及
び
第
三
項
第
十
六
号
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条

平
成
二
十
五
年
整
備
等
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
第
二
項
中
「
新
試
験
炉
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
十
五
号
」
を
「
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化

の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に

伴
う
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
等
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和

年
原
子
力

規
制
委
員
会
規
則
第

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
第
十

条
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
第
十
五
号
及
び
第
二
項
第
十
五
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
第
二
項
中
「
新
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
二
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安

全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
に
伴
う
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
等
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則
（
令

和

年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
十
一
の
八

並
び
に
第
二
条
の
十
二
第
一
項
第
十
三
号
及
び
第
二
項
第
十
五
号
」
に
改
め
る
。
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附
則
第
七
条
第
二
項
中
「
新
加
工
事
業
規
則
第
七
条
の
四
の
四
、
第
七
条
の
四
の
五
、
第
八
条
第
一
項
第
十
七
号
及
び
第

十
八
号
、
同
条
第
二
項
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
」
を
「
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質

、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
試
験
研
究
用
等
原

子
炉
施
設
等
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和

年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
七
条
の
四
の
三
、
第
八
条
第
一
項
第
十
四
号
及
び
第

二
項
第
十
六
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
中
「
最
初
に
行
う
施
設
定
期
検
査
の
次
の
施
設
定
期
検
査
」
を
「
最
初
に
行
う
定
期
事
業
者
検
査
の
次
の
定

期
事
業
者
検
査
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
第
二
項
中
「
新
再
処
理
事
業
規
則
第
十
二
条
の
四
、
第
十
二
条
の
五
、
第
十
七
条
第
一
項
第
二
十
号
及
び

第
二
十
一
号
、
同
条
第
二
項
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
」
を
「
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核

原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
試
験
研

究
用
等
原
子
炉
施
設
等
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和

年
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
第

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
十
二
条
、
第
十
七
条
第
一
項
第
十
五
号
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及
び
第
二
項
第
十
七
号
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
五
号
。
次
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
三
項
及
び

第
四
項
並
び
に
第
三
条
を
削
る
。

２

平
成
二
十
九
年
改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
発
電
用
原
子

炉
施
設
に
係
る
附
則
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
新
研
開

炉
規
則
第
百
十
一
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
二
項
第
九
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
新
研
開
炉
規
則
第
百
十
一
条
第
一
項
第
六

号
、
第
七
号
及
び
第
十
二
号
並
び
に
第
二
項
第
六
号
及
び
第
九
号
」
と
す
る
。

第
十
五
条

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
等
に
対
す
る
妨
害
破
壊
行
為
等
へ
の
対
策
の
強
化
等
の
た
め
の
試
験
研
究
の
用
に
供

す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
三
十
一
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
の
表
中
「
第
二
条
の
十
一
の
十
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
条
の
十
一
の
十
三
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る

。
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附
則
第
三
条
第
一
項
の
表
中
「
第
二
条
の
十
一
の
十
第
二
項
第
十
七
号
ホ
」
を
「
第
二
条
の
十
一
の
十
三
第
二
項
第
十
七

号
ホ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
中
「
第
二
条
の
十
一
の
十
第
二
項
第
十
八
号
」
を
「
第
二
条
の
十
一
の
十
三
第
二
項
第

十
八
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
の
表
中
「
第
二
条
の
十
一
の
十
第
二
項
第
二
十
三
号
」
を
「
第
二
条
の
十
一
の
十
三
第
二
項
第
二
十
三
号
」

に
改
め
る
。

（
定
義
）

第
十
六
条

こ
の
附
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

旧
法

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
法
律
を
い
う
。

二

新
法

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
法
律
を
い
う
。
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三

旧
試
験
炉
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則

を
い
う
。

四

新
試
験
炉
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則

を
い
う
。

五

旧
核
燃
料
物
質
使
用
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
を
い
う
。

六

新
核
燃
料
物
質
使
用
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
を
い
う
。

七

旧
加
工
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
を
い
う
。

八

新
加
工
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
を
い
う
。

九

旧
再
処
理
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
を
い
う
。

十

新
再
処
理
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
を
い
う
。

十
一

新
外
廃
棄
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
廃
棄
に
関
す
る

規
則
を
い
う
。

十
二

旧
外
運
搬
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
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規
則
を
い
う
。

十
三

新
外
運
搬
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る

規
則
を
い
う
。

十
四

旧
二
種
埋
設
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二

種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
を
い
う
。

十
五

新
二
種
埋
設
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二

種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
を
い
う
。

十
六

旧
廃
棄
物
管
理
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃

棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
を
い
う
。

十
七

新
廃
棄
物
管
理
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃

棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
を
い
う
。

十
八

旧
研
開
炉
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
を

い
う
。
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一
九

新
研
開
炉
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
を

い
う
。

二
十

新
貯
蔵
規
則

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
を
い
う
。

二
十
一

施
行
日

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
を
い
う
。

※
官
報
掲
載
時
は
【
別
表
】
の
体
裁
に
よ
る
新
旧
対
照
表
を
挿
入
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試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

別
表
第
一

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条
の
二

［
略
］

第
一
条
の
二

［
同
上
］

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

［
同
上
］

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

「
保
安
活
動
」
と
は
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品

［
号
を
加
え
る
。
］

質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

元
年
原
子
力
規

二

制
委
員
会
規
則
第

●
号
。
以
下
「
品
質
管
理
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）

二

第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
安
活
動
を
い
う
。

九

「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二

［
号
を
加
え
る
。
］

条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

十

「
廃
止
措
置
対
象
施
設
」
と
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の

［
号
を
加
え
る
。
］

認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認

可
又
は
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
係
る
廃
止
措

置
の
対
象
と
な
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
い
う
。

十
一

「
設
計
想
定
事
象
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
象
で
あ
つ
て
、
試
験
研

［
号
を
加
え
る
。
］

究
用
等
原
子
炉
施
設
の
設
計
に
お
い
て
発
生
を
想
定
し
て
い
る
も
の
を
い

う
。

イ

自
然
現
象

（

ロ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
す
る
工
場
若
し
く
は
事
業
所

内
又
は
そ
の
周
辺
に
お
け
る
試
験
研
究
用
等
原

原
子
力
船
を
含
む
。
）

子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象

で
あ
つ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
火
災
、
溢
水
そ
の
他
の
試

い
つ

験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ

れ
が
あ
る
事
象
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十
二

「
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
」
と
は
、
発
生
頻
度
が

［
号
を
加
え
る
。
］

設
計
基
準
事
故
（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
位
置
、
構
造
及

び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規

則
第
二
十
一
号
。
次
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
第
十
一
条
第
三
号
に
お
い

て
「
設
置
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
十
六
号
に
規

定
す
る
設
計
基
準
事
故
を
い
う
。
）
よ
り
低
い
事
故
で
あ
つ
て
、
試
験
研

究
用
等
原
子
炉
施
設
か
ら
多
量
の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
を
放
出
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
い
う
。

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

第
一
条
の
三

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
の
許

第
一
条
の
三

［
同
上
］

可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
位
置

二

［
同
上
］

、
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
一
般
構
造

ロ

［
同
上
］

⑴

［
略
］

⑴

［
同
上
］

⑵

耐
津
波
構
造
（
設
置
許
可
基
準
規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
津
波
に

⑵

耐
津
波
構
造
（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
位
置
、
構

対
し
て
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お

造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制

そ
れ
が
な
い
よ
う
措
置
を
講
じ
た
構
造
を
い
う
。
）

委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
。
次
項
第
十
号
に
お
い
て
「
設
置
許
可
基

準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
に
規
定
す
る
津
波
に
対
し
て
試
験
研

究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ

う
措
置
を
講
じ
た
構
造
を
い
う
。
）

⑶

［
略
］

⑶

［
同
上
］

ハ

原
子
炉
本
体
の
構
造
及
び
設
備

ハ

［
同
上
］

⑴

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
炉
心
（
第
六
条

及
び
第
十
一
条

⑴

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
炉
心
（
以
下
「
炉
心
」
と
い
う
。
）

第
一
項

に
お
い
て
単
に
「
炉
心
」
と
い
う
。
）

［
略
］

［
同
上
］

（ｉ）

（ｉ）

燃
料
体
の
最
高
燃
焼
度
及
び
最
大
挿
入
量

燃
料
体
の
最
大
挿
入
量

（ｉｉ）

（ｉｉ）

［

・

略
］

［

・

同
上
］

（ｉｉｉ）

（ｉｖ）

（ｉｉｉ）

（ｉｖ）
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⑵

燃
料
体

⑵

燃
料
体

［
同
上
］

［

～

略
］

［

～

同
上
］

（ｉ）

（ｉｖ）

（ｉ）

（ｉｖ）

［
削
る
。
］

最
高
燃
焼
度

(v)

［
⑶
～
⑹

略
］

［
⑶
～
⑹

同
上
］

［
ニ
～
ヌ

略
］

［
ニ
～
ヌ

同
上
］

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

六

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
九
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安

［
号
を
加
え
る
。
］

の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
事

項

に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

を

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

２

［
同
上
］

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
試
験
研

究
用
等
原
子
炉
を
船
舶
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
六
号
及
び
第
七

号
の
書
類
は
、
附
帯
陸
上
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
操
作
上
の
過
失
、
機
械
又
は
装
置
の
故
障
、

十

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
操
作
上
の
過
失
、
機
械
又
は
装
置
の
故
障
、

地
震
、
火
災
等
が
あ
つ
た
場
合
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る
試
験
研
究
用

地
震
、
火
災
等
が
あ
つ
た
場
合
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る
試
験
研
究
用

等
原
子
炉
の
事
故
（
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
を
含
む
。

等
原
子
炉
の
事
故
（
発
生
頻
度
が
設
計
基
準
事
故
（
設
置
許
可
基
準
規
則

第
二
条
第
二
項
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
、
程
度
、
影
響
等
に

第
二
条
第
二
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
設
計
基
準
事
故
を
い
う
。
以
下
同

関
す
る
説
明
書

じ
。
）
よ
り
低
い
事
故
で
あ
つ
て
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
か
ら
多

量
の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
を
放
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
含
む

。
第
二
条
第
二
項
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
、
程
度
、
影
響
等

に
関
す
る
説
明
書

十
一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管

［
号
を
加
え
る
。
］

理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

十
二

［
略
］

十
一

［
同
上
］

十
三

［
略
］

十
二

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場

４

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
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合
で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判
断

で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判
断
し

合

し
て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
三
号
に
掲
げ

て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
診

る
診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
二
十
五
条
第
三
号
に
該
当
し
な
い

断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
二
十
五
条
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条

令
第
十
四
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の

第
二
条

令
第
十
四
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て

［
同
上
］

各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
十
四
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
三
条
第

一

令
第
十
四
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
三
条
第

二
項
第
三
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
熱
出
力
の
変
更
に
係
る
場
合
に

二
項
第
三
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
熱
出
力
の
変
更
に
係
る
場
合
に

あ
つ
て
は
連
続
最
大
熱
出
力
（
連
続
最
大
熱
出
力
を
超
え
る
熱
出
力
で
運

あ
つ
て
は
、
連
続
最
大
熱
出
力
（
連
続
最
大
熱
出
力
を
超
え
る
熱
出
力
で

転
時
間
を
限
定
し
て
運
転
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
最
大
の
熱
出
力

運
転
時
間
を
限
定
し
て
運
転
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
最
大
の
熱
出

及
び
連
続
最
大
熱
出
力
）
を
記
載
し
、
同
項
第
五
号
の
試
験
研
究
用
等
原

力
及
び
連
続
最
大
熱
出
力
）
を
記
載
し
、
同
項
第
五
号
の
試
験
研
究
用
等

子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第

原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は

一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
二
十

、
第
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第

三
条
第
二
項
第
八
号
の
使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合

二
十
三
条
第
二
項
第
八
号
の
使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法
の
変
更
に
係
る

に
あ
つ
て
は
そ
の
売
渡
し
、
貸
付
け
、
返
還
等
の
相
手
方
及
び
そ
の
方
法

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
売
渡
し
、
貸
付
け
、
返
還
等
の
相
手
方
及
び
そ

又
は
そ
の
廃
棄
の
方
法
を
記
載
し
、
同
項
第
九
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子

の
方
法
又
は
そ
の
廃
棄
の
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備

に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
条
の
三
第
一
項
第

六
号
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る

２

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

事
項
の
変
更
に
係
る
令
第
十
四
条
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲

に
係
る
令
第
十
四
条
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（

げ
る
書
類
（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
船
舶
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
船
舶
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
六
号
及

、
第
六
号
及
び
第
七
号
の
書
類
は
、
附
帯
陸
上
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。

び
第
七
号
の
書
類
は
、
附
帯
陸
上
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し

）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

十
一

変
更
後
に
お
け
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業

［
号
を
加
え
る
。
］

務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
備
に
関
す
る
説
明
書

３

［
略
］

３

［
同
上
］

- 609 -



- 5 -

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
認
可
を
要
し
な
い
工
事
等
）

第
二
条
の
二

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

［
条
を
加
え
る
。
］

工
事
は
、

次
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲

変
更
の
工
事
で
あ
つ
て
、

げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う
工
事
以
外
の
工
事
と
す
る
。

２

法
第
二
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
同
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
放
射
線
遮
へ
い

物
の
側
壁

蔽

に
お
け
る
線
量
当
量
率

を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ
の
他
試
験
研
究
用
等

の
値

原
子
炉
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

３

法
第
二
十
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

場
合
は
、
次
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う

場
合
以
外
の
場
合
と
す
る
。

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

第
三
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
（
第
三
条
の
七
に
規
定
す
る
試
験
研
究

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会

用
等
原
子
炉
施
設
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
に
関
す
る
溶
接
の
方
法
を
除

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力

規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

工
事
工
程
表

［
号
を
加
え
る
。
］

五

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

四

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組

織
（
以
下
「
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
次
の
事
項

号
の
細
分
を
削
る
。
］

イ

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ロ

保
安
活
動
の
計
画

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ハ

保
安
活
動
の
実
施

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ニ

保
安
活
動
の
評
価

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ホ

保
安
活
動
の
改
善

［
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六

［
略
］

五

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
法
第

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
法
第

二
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ

二
十
七
条
第
三
項
第
二
号
の
技
術
上
の
基
準
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

い
て
「
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
上
の
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し

と
を
説
明
し
た
書
類
並
び
に
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
法

て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
当
該
申
請
に
係
る

第
二
十
八
条
の
二
の
技
術
上
の
基
準
（
以
下
「
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）
に

設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合

適
合
し
て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
当
該
申
請

し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
並
び
に
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事

に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明

に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
が
同
項
第
三
号
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て

し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の

３

設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
分
割
し
て
認
可

規
定
に
よ
る
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
付

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
書
に
当
該
申
請

し
、
分
割
し
て
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
係
る
部
分
以
外
の
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
概
要

及
び
設
計
及
び

並
び
に

工
事
の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
を
記

載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
三
条
の
二

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
受
け
た
試
験

第
三
条
の
二

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
受
け
た
試
験

研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
変
更
の

研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
つ
い
て
変
更
の

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
の
工
事
工
程
表

［
号
を
加
え
る
。
］

五

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
五
号
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
マ
ネ

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理

ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
方
法
等
に
関
す
る
事
項

六

［
略
］

五

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
既
に
原
子
力
規

制
委
員
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
当
該
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、

当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
法
第
二
十
三
条
第
一
項
若
し
く

［
号
を
加
え
る
。
］

は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
又
は
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

二

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ

一

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術

と
を
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及

上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の

び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

他
の
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法

の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

号
を
削
る
。
］

二

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
が
法
第
二
十

［

七
条
第
三
項
第
三
号
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し

た
書
類

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
三
条
の
二
の
二

法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と

第
三
条
の
二
の
二

法
第
二
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
同
条
第
一
項
の
認
可
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
及

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載
さ
れ
た
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当

氏
名

量
率
を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ
の
他
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
上

二

変
更
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
概
要

支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

三

法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
年
月
日
及
び
認
可
番
号

２

前
項
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ

四

変
更
の
内
容

の
旨
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

変
更
の
理
由

２

前
項
の
届
出
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
使
用
前
事
業
者
検
査
の
実
施
）

第
三
条
の
二
の
三

使
用
前
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う

［
条
を
加
え
る
。
］

も
の
と
す
る
。

一

構
造
、
強
度
及
び
漏
え
い
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

二

機
能
及
び
性
能
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

三

そ
の
他
設
置
又
は
変
更
の
工
事
が
そ
の
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
従
つ

て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法
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２

使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時

期
、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
事
業
者
検
査
の
記
録
）

第
三
条
の
二
の
四

使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事

［
条
を
加
え
る
。
］

項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

検
査
年
月
日

二

検
査
の
対
象

三

検
査
の
方
法

四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
行
つ
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内

容
七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
当
該
使
用
前
事
業
者
検
査
に
係

る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
存
続
す
る
期
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
溶
接
に
係
る
使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
つ
た
旨
の
表
示
）

第
三
条
の
二
の
五

［
条
を
加
え
る
。
］

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
技
術
基
準
に
関
す

る
規
則
（
令
和

年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

号
）
第
十
二
条
第
一
項

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
係
る
容
器
若
し
く
は
管

に
規
定
す
る
容
器
等

単
に

、
同
項

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て

溶
接
を
す
る
も
の

第
二
号
に
規
定
す
る
主
要
な
耐
圧
部
の
溶
接
部
を
有
す
る

又
は
溶
接
を
し
た
容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
を
設
置
す
る
試
験
研
究

用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
当
該
容
器
等
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
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接
を
し
た
容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
に
係
る
使
用
前
事
業
者
検
査
を

終
了
し
た
と
き
は
、
当
該
容
器
等
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を

し
た
容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
に
使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
つ
た
こ

と
を
示
す
記
号
そ
の
他
表
示
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

第
三
条
の
三

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
確
認
（
以
下
「
使
用
前
確
認
」
と
い

第
三
条
の
三

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
使
用
前
検
査
」
と
い

う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
に
係
る
工
場
又

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
所
（
試
験
研
究
用

は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
（
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
船
舶
の
名
称

等
原
子
炉
施
設
の
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
工
場
又

）

は
事
業
所
）
の
名
称
及
び
所
在
地
（
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
船
舶
の
名

称
）

［
号
を
削
る
。
］

三

工
事
工
程
表

三

申
請
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
概
要

［
号
を
加
え
る
。
］

四

法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
年
月
日
及
び
認
可
番
号

［
号
を
加
え
る
。
］

五

使
用
前
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
前
事
業
者
検
査
に
係
る
工
事
の

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

工
程
、
期
日
及
び
場
所

六

申
請
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
使
用
の
開
始
の
予
定
時
期

［
号
を
加
え
る
。
］

七

法
第
二
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受

五

法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
設
置
又
は
変
更

け
た
と
こ
ろ
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る

の
許
可
の
申
請
書
及
び
こ
れ
ら
の
許
可
の
際
に
付
さ
れ
た
条
件
を
記
載
し

熱
出
力
（
使
用
し
よ
う
と
す
る
熱
出
力
が
こ
れ
ら
の
熱
出
力
未
満
で
あ
る

た
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し

と
き
は
、
そ
の
使
用
し
よ
う
と
す
る
最
大
の
熱
出
力
。
次
号
に
お
い
て
「

た
熱
出
力
（
使
用
し
よ
う
と
す
る
熱
出
力
が
申
請
書
等
に
記
載
し
た
熱
出

最
大
使
用
熱
出
力
」
と
い
う
。
）

力
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
使
用
し
よ
う
と
す
る
最
大
の
熱
出
力
。
以

下
「
最
大
使
用
熱
出
力
」
と
い
う
。
）

八

［
略
］

六

［
同
上
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

原
子
炉
本
体
を
試
験
の
た
め
に
使
用
す
る
と
き
又
は
試
験
研
究
用
等
原

［
号
を
加
え
る
。
］

子
炉
施
設
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
つ
て
そ
の
完
成
し
た
部
分
を
使

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
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使
用
の
期
間
及
び
方
法

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な

［
項
を
加
え
る
。
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

工
事
の
工
程

二

前
号
の
工
程
に
お
け
る
放
射
線
管
理
（
改
造
又
は
修
理
の
工
事
に
関
す

る
も
の
に
限
る
。
）

三

第
九
条
第
一
項
の
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
、
設
備
又
は
機
器

四

前
項
第
十
号
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
理
由
を

記
載
し
た
書
類

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
の
内

２

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
届

容
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
変
更
の
内
容
を
説
明
す
る

け
出
な
け
れ
ば

。

な
ら
な
い

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る

３

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

。

一
通
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
三
条
の
四

法
第
二
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

第
三
条
の
四

使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該

で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

一

原
子
炉
本
体
を
試
験
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
使
用

一

燃
料
体
、
制
御
材
、
減
速
材
、
反
射
材
、
放
射
線
遮
蔽
材
又
は
特
に
気

の
期
間
及
び
方
法
に
つ
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
の
承
認
を
受
け
、
そ
の

密
若
し
く
は
水
密
を
要
す
る
材
料
若
し
く
は
部
品
に
関
す
る
事
項

質
量

承
認
を
受
け
た
期
間
内
に
お
い
て
そ
の
承
認
を
受
け
た
方
法
に
よ
り
使
用

分
析
試
験
、
化
学
分
析
試
験
若
し
く
は
分
光
分
析
試
験
、
非
破
壊
試
験
、

す
る
と
き
。

機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原
子
力

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
試
験
の

規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

た
め
に
使
用
す
る
場
合

二

原
子
炉
本
体
又
は
原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

三

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
主
要
な
部
分
の
寸
法
の
測
定
が
で
き
る
と
き
又
は
洗

の
完
成
し
た
部
分
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ
る
場

浄
試
験
を
行
う
と
き
。

合
（
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
使
用
の
期
間

三

核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
若
し
く
は
貯
蔵
施
設
又
は
放
射
性
廃
棄
物
の

及
び
方
法
に
つ
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
の
承
認
を
受
け
、
そ
の
承
認
を

廃
棄
施
設
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
主
要
な
部
分

受
け
た
期
間
内
に
お
い
て
そ
の
承
認
を
受
け
た
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
と

の
寸
法
の
測
定
が
で
き
る
と
き
。

き
。

計
測
制
御
系
統
施
設
、
放
射
線
管
理
施
設
、
原
子
炉
格
納
施
設
又
は
そ

四

四

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
設
置
の
場
所
の
状
況
又
は
工
事
の
内
容

の
他
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
附
属
施
設
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項
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に
よ
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
支
障
が
な
い
と
認
め
て
検
査

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
が
完
成
し
た
と
き
。

使
用
前
確

を
受
け
な
い
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
指
示
し
た
場
合

五

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
性
能
に
関
す
る
事
項

試
験
研
究
用
等

認
五

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
変
更
の
工
事
で
あ
つ
て
、
第
三
条
第
一

原
子
炉
が
臨
界
に
達
す
る
と
き
、
熱
出
力
が
最
大
使
用
熱
出
力
に
達
す
る

項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う
工
事
以
外
の
工
事

と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

の
場
合

（
使
用
前
検
査
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
条
の
四
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
三
条
の
三
第
一
項
の
申
請
書

の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査
の
方
法
そ

の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
証
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

第
三
条
の
六

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、
第
三
条

第
三
条
の
六

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め

の
三
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
が
法
第
二
十

た
と
き
は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

八
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
し

た
と
き
は
、
使
用
前
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
廃
止
措
置
中
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
維
持
）

（
溶
接
検
査
を
受
け
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
）

第
三
条
の
七

法
第
二
十
八
条
の
二
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

第
三
条
の
七

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

定
め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に

第

め
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

第
十
六
条
の
五
の
二
第
十
一
号

十
六
条
の
六
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る
。

。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
八
条
の
二
本
文
の
規
定
は
、
同
号
の
性
能

一

原
子
炉
本
体
又
は
原
子
炉
格
納
施
設
に
属
す
る
容
器

維
持
施
設
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

二

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
（
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
及
び
そ
の
附
属
設
備
を
除
く

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
計
測
制
御
系
統
施
設
、
放
射
線
管

理
施
設
又
は
第
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
ヌ
に
規
定
す
る
試
験
研
究
用
等

原
子
炉
の
附
属
施
設
（
非
常
用
電
源
設
備
を
除
く
。
以
下
「
主
要
実
験
設

備
等
」
と
い
う
。
）
に
属
す
る
容
器
で
あ
つ
て
非
常
時
に
安
全
装
置
と
し

て
使
用
さ
れ
る
も
の

三

原
子
炉
本
体
に
属
す
る
容
器
又
は
原
子
炉
格
納
容
器
に
取
り
付
け
ら
れ

る
管
の
う
ち
、
そ
れ
が
取
り
付
け
ら
れ
る
当
該
容
器
か
ら
最
も
近
い
止
め
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弁
ま
で
の
部
分

四

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
、
計
測
制
御
系
統
施
設
、
放
射
線
管
理
施
設
又

は
主
要
実
験
設
備
等
に
属
す
る
管
で
あ
つ
て
、
非
常
時
に
安
全
装
置
と
し

て
使
用
さ
れ
る
も
の
（
前
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

五

核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
若
し
く
は
貯
蔵
施
設
、
原
子
炉
冷
却
系
統
施

設
、
計
測
制
御
系
統
施
設
、
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
、
放
射
線
管
理

施
設
若
し
く
は
主
要
実
験
設
備
等
に
属
す
る
容
器
（
第
二
号
に
規
定
す
る

も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
施
設
に
属
す
る
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
（
最
高
使
用
圧
力
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
つ
て
は
、

百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
管
（
前
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。

）
で
あ
つ
て
、
そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク

レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
が
液
体
中

に
あ
る
場
合
は
、
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以

上
の
も
の

六

核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
若
し
く
は
貯
蔵
施
設
、
原
子
炉
冷
却
系
統
施

設
、
計
測
制
御
系
統
施
設
、
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
、
放
射
線
管
理

施
設
若
し
く
は
主
要
実
験
設
備
等
に
属
す
る
容
器
（
第
二
号
に
規
定
す
る

も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
施
設
に
属
す
る
外
径
百
五
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
管
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で

あ
つ
て
、
そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル

毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
が
液
体
中
に
あ

る
場
合
は
、
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
未
満
の

も
の
の
う
ち
、
次
に
定
め
る
圧
力
以
上
の
圧
力
を
加
え
ら
れ
る
部
分
（
以

下
「
耐
圧
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
溶
接
を
す
る
も
の

イ

水
用
の
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
最
高
使
用
温
度
百
度
未
満
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
千
九
百
六
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

ロ

イ
に
規
定
す
る
容
器
以
外
の
容
器
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
九

十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

ハ

イ
に
規
定
す
る
管
以
外
の
管
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
九
百
八

十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
（
長
手
継
手
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
四
百
九
十
キ
ロ

パ
ス
カ
ル
）
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七

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
係
る
蒸
気
だ
め
若
し
く
は
熱
交
換
器
又
は
非
常
用
電

源
設
備
に
属
す
る
容
器
の
う
ち
、
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
溶
接
を
す
る
も
の

八

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
係
る
外
径
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
管
の
う
ち

、
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
溶
接
を
す
る
も
の

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
時
期
）

（
溶
接
検
査
の
申
請
）

第
三
条
の
八

定
期
事
業
者
検
査
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て

第
三
条
の
八

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
に
規
定
す
る

、
定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
十
二
月
を
超
え
な
い
時
期
（
判
定

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

期
間
が
十
三
月
以
上
で
あ
る
も
の
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
が
別
に
指
定

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会

し
た
場
合
は
、
そ
の
指
定
し
た
時
期
）
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
設
置
の
工
事
の
後
の
初
回
の
定
期
事
業
者

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

検
査
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
十
二
月
を
超
え
な
い

氏
名

時
期
に
行
う
も
の
と
す
る
。

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
個
数
、

２

前
項
の
判
定
期
間
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
お
い
て
、
試
験
研
究
用
等
原

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
並
び
に
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
種
類

子
炉
施
設
（
当
該

験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
構
成
す
る
機
械
又
は
器
具

及
び
濃
度

試

で
あ
つ
て
、
第
一
号
及
び
第
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
第
三
号

三

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
が
次
条
第
二
項
の
一
定
の
期
間
を
満
了
す

四

溶
接
工
程
表

る
ま
で
の
間
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
確
認
さ

五

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
（
機
械
又
は
器
具
ご
と
に
そ
の
期
間
が
異
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
最
も
短
い
期
間
）
と
す
る
。

ら
な
い
。

一

次
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号

並
び
に
第
二
項
に
規
定
す

一

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量
、
溶
接
部
の
設
計
及
び
溶
接
施
行
法
（
以

各
号

及
び

る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
べ
き
も
の

下
「
溶
接
施
行
方
法
」
と
い
う
。
）
並
び
に
溶
接
を
行
う
者
の
氏
名
を
記

二

定
期
事
業
者
検
査
の
都
度
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
補
修
、
取

載
し
た
溶
接
明
細
書

替
え
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
の
あ
る
も
の

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
構
造
図

三

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の

三

溶
接
部
の
設
計
図

イ

計
測
装
置
で
あ
つ
て
そ
の
台
数
に
つ
い
て
冗
長
性
を
も
つ
て
設
置
さ

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と

れ
て
い
る
も
の
、
ポ
ン
プ
又
は
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
つ
て
予
備
の
も
の
が

き
は
、
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
機
械
又
は
器
具
で
あ
つ
て
試
験
研
究
用

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

等
原
子
炉
施
設
の
使
用
時
に
お
い
て
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
補

通
と
す
る
。

一

修
、
取
替
え
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も
の

ロ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
使
用
時
に
そ
の
機
械
又
は
器
具
を
検
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査
す
る
こ
と
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
確
保
に
支

障
を
来
さ
な
い
も
の

３

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
次
条
第
一
項

第
一
号
及
び

各
号

第
二
号

並
び
に
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
で

及
び

あ
つ
て
、
当
該
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子

炉
施
設
の
使
用
時
に
お
け
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
確
保
に

支
障
を
来
さ
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

項
に
掲
げ
る

時
期
よ
り
も
前
の
時
期
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

規
定
す
る

４

次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子

力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
時
期
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

使
用
の
状
況
か
ら
第
一
項
に
規
定
す
る
時
期
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行

う
必
要
が
な
い
と
認
め
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
期
事
業
者
検
査
を

行
う
べ
き
時
期
を
定
め
て
承
認
し
た
と
き
。

二

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
時
期
に
定

期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
て
、
原
子
力

規
制
委
員
会
が
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
べ
き
時
期
を
定
め
て
承
認
し
た

と
き
。

５

前
項
各
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及

（
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
船
舶
の
名
称
）

び
所
在
地

三

直
近
の
定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
年
月
日

四

定
期
事
業
者
検
査
開
始
希
望
年
月
日
及
び
そ
の
理
由

６

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
使
用

の
状
況
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

申
請
が
第
四
項
第
二
号
の
承
認
に
係
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
を
添
付
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
。

７

第
五
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。
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（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
）

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

第
三
条
の
九

定
期
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

第
三
条
の
九

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

す
る
。

工
程
ご
と
に
行
う
。

一

開
放
、
分
解
、
非
破
壊
検
査
そ
の
他
の
各
部
の
損
傷
、
変
形
、
摩
耗
及

一

溶
接
作
業
を
行
う
と
き
（
第
三
条
の
七
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま

び
異
常
の
発
生
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

で
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の
漏
止
め
溶
接
に
係
る
場
合
及
び

二

試
運
転
そ
の
他
の
機
能
及
び
作
動
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な

溶
接
作
業
の
標
準
化
、
溶
接
に
使
用
す
る
材
料
の
規
格
化
等
の
状
況
に
よ

方
法

り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
こ
の
工
程
に
お
け

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
定
期
事
業
者
検
査
は
、
一
定
の
期
間
を

る
検
査
を
受
け
な
い
で
容
器
又
は
管
を
使
用
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合

設
定
し
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
が
そ
の
期
間
が
満
了
す
る
ま
で

を
除
く
。
）
。

の
間
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る

二

法
第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
（
以

方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

下
「
溶
接
の
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
非
破
壊
試
験
を
必
要
と
す

３

前
項
の
一
定
の
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し
て
設
定
し
な
け
れ

る
溶
接
部
に
つ
い
て
は
、
非
破
壊
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な

ば
な
ら
な
い
。

つ
た
と
き
。

一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
点
検
、
検
査
又
は

三

突
合
せ
溶
接
部
に
つ
い
て
は
、
溶
接
の
技
術
基
準
に
よ
る
機
械
試
験
を

取
替
え
の
結
果
か
ら
示
さ
れ
る
有
意
な
劣
化
の
有
無
及
び
有
意
な
劣
化
が

行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
つ
た
と
き
。

あ
る
場
合
に
は
そ
の
劣
化
の
傾
向

四

耐
圧
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
つ
た
と
き
（
第
三
条
の
七

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
耐
久
性
に
関
す
る
研
究
の
成
果
そ
の
他

第
一
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の

の
研
究
の
成
果

漏
止
め
溶
接
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
。

三

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
類
似
す
る
機
械
又
は
器
具
の
使
用
実
績

（
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
と
の
材
料
及
び
使
用
環
境
の
相
違
を

踏
ま
え
た
も
の
に
限
る
。
）

４

第
二
項
の
一
定
の
期
間
は
、
十
二
月
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
一
定
の
期
間
は
、
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
日
の
三
月
前

ま
で
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も

同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期

対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る

、も
の
と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
記
録
）

（
溶
接
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）
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第
三
条
の
十

定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

第
三
条
の
十

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

載
す
る
も
の
と
す
る
。

規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
漏
止
め
溶
接
の
み
を
し
た
第
三
条
の
七
第
一
項
第

一

検
査
年
月
日

六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
（
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
そ

二

検
査
の
対
象

の
溶
接
の
み
を
新
た
に
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
使
用
す
る
場
合
と
す
る
。

三

検
査
の
方
法

四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
行
つ
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内

容
七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
そ
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

が
廃
棄
さ
れ
た
後
五
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
中
に
お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
を
要
す
る
場
合
）

（
溶
接
の
方
法
の
認
可
）

第
三
条
の
十
一

法
第
二
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

第
三
条
の
十
一

法
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

則
で
定
め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に

は
、
溶
接
施
行
工
場
ご
と
に
（
船
舶
に
設
置
す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

第
十
六
条
の
五
の
二
第
十
一

第
十
六
の
六
条
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す

設
に
係
る
溶
接
の
方
法
に
あ
つ
て
は
、
溶
接
施
行
工
場
ご
と
に
、
か
つ
、
船

号る
。

舶
ご
と
に
）
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規

制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
船
舶
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
船
舶
の
名
称

四

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量

五

溶
接
施
行
方
法
の
種
類
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六

溶
接
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
が
行
う
溶
接
施
行
方
法
の
範
囲

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
た
書

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

溶
接
設
備

二

溶
接
施
行
方
法

三

溶
接
を
行
う
者
の
知
識
及
び
技
能

３

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
溶
接
の
方
法
が

次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
認
可
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量
が
申
請
に
係
る
溶
接
施
行
方
法
に
よ
る
溶

接
を
行
う
の
に
適
切
で
あ
る
こ
と
。

二

溶
接
施
行
方
法
が
溶
接
部
の
強
度
を
確
保
す
る
の
に
適
切
で
あ
る
こ
と

。
三

溶
接
を
行
う
者
が
そ
の
行
お
う
と
す
る
溶
接
施
行
方
法
に
よ
る
溶
接
に

つ
い
て
相
当
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

４

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
報
告
）

（
輸
入
品
の
溶
接
検
査
）

第
三
条
の
十
二

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め

第
三
条
の
十
二

法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
溶
接
を
し
た
第

る
と
き
は
、
定
期
事
業
者
検
査
（
第
三
条
の
八
第
三
項
の
規
定
を
適
用
し
て

三
条
の
七
に
規
定
す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も

行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
と
す
る
。

の
の
当
該
溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲

２

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
報
告
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
定
期
事
業
者
検

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

査
が
終
了
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
遅
滞
な
く
、
前
項
に
規
定
す
る
と
き
に
あ

な
ら
な
い
。

つ
て
は
検
査
開
始
予
定
日
の
一
月
前
ま
で
（
第
三
条
の
九
第
二
項
の
一
定
の

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
一
定
の
期
間
」
と
い
う
。
）
を
定
め

氏
名

、
又
は
変
更
（
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
場
合
は

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
個
数
、

三
月
前
ま
で
）
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、
原

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
並
び
に
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
種
類

子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

及
び
濃
度

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

三

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

氏
名

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
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び
所
在
地
（
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
船
舶
の
名
称
）

ら
な
い
。

三

検
査
の
対
象
及
び
方
法
並
び
に
期
日

一

溶
接
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

四

検
査
の
実
績
又
は
予
定
の
概
要

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
構
造
図

３

第
一
項
に
規
定
す
る
と
き
に
お
け
る
前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る

三

溶
接
部
の
設
計
図

事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

溶
接
（
第
三
条
の
七
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
容

一

定
期
事
業
者
検
査
の
計
画

器
又
は
管
に
つ
い
て
の
漏
止
め
溶
接
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
材
料
試
験

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
及
び
第
九
条
第
一
項
の
施
設
管
理
（
以
下

、
開
先
面
試
験
、
開
先
試
験
、
溶
接
作
業
試
験
、
非
破
壊
試
験
（
第
三
条

こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
施
設
管
理
」
と
い
う
。
）
の
重
要
度
が
高
い
系

の
九
第
二
号
に
規
定
す
る
溶
接
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
機
械
試

統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め
る

施
設
管
理
の
目
標

験
（
突
合
せ
溶
接
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
耐
圧
試
験
の
結
果

同
項
第
三
号
の

三

第
九
条
第
一
項
第
四
号
の
施
設
管
理
実
施
計
画
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事

に
関
す
る
資
料
並
び
に
溶
接
後
熱
処
理
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

項

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
（
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
日
を

き
は
、
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
う
。

）
及
び
期
間

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

第
九
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。

ロ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
工
事
の
方
法
及
び
時
期

一
通
と
す
る
。

及
び

ハ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
点
検
等
」
と
い
う
。
）
の
方
法
、

第
九
条
第
一
項
第
四
号

実
施
頻
度
及
び
時
期

ニ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に

行
う
保
安
の
確
保
の
た
め
の
措
置

四

第
三
条
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
判
定

方
法
に
関
す
る
こ
と
（
同

す
る

。

項
の
一
定
の
期
間
を
含
む
。
）

五

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項

を
説
明
す
る
書
類
の
内
容
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変

更
の
内
容
を
説
明
す
る
書
類

六

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
二
号
又
は
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行

い
、
当
該
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記

載
し
た
書
類

七

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

を
説
明
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項

（
一
定
の
期
間
に
係
る
も

の
内
容

の
に
限
る
。
）
を

変
更
し
た

場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
三
条
の

に

が
あ
つ
た
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九
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類

４

前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
当
該

事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
一
定
の
期
間
を
変
更
し
た
場
合
に

あ
つ
て
は
、
第
三
条
の
九
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
項
の
報
告
書
及
び
前
二
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す

る
。

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
条
の
十
二
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
三
条
の
八
第
一
項
の
申
請

書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
三
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査

の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合

に
は
、
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要

な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
条
の
十
三

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は

第
四
項
の
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交

付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代

わ
る
も
の
で
示
す
も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
附
属
施
設
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
条
の
十
四

令
第
十
六
条
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
試
験
研

究
用
等
原
子
炉
の
附
属
施
設
は
、
非
常
用
電
源
設
備
及
び
ル
ー
プ
照
射
設
備

と
す
る
。
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（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
条
の
十
五

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
施
設
定
期
検
査
」

と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所

在
地
（
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
船
舶
の
名
称
）

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
名
称

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
期
日

２

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

一
通
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
条
の
十
五
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提

出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
施
設
定
期
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定

め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
条
の
十
六

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
定
期
検
査
を
行
い
、
合
格
と

認
め
た
と
き
は
、
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
五
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

第
五
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事
者
が
連

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事
者
が
連

署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
を
し
て
、
こ
れ
を
原
子
力
規

署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
し
て
、
こ
れ
を
原
子
力
規
制

制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理

［
号
を
加
え
る
。
］
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に
関
す
る
事
項

に
必
要
な
体
制
の
整
備

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

［
同
上
］

ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理

［
号
を
加
え
る
。
］

に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

七

［
略
］

六

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
記
録
）

（
記
録
）

第
六
条

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
ご

第
六
条

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
ご

と
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に

と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ

げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ

れ
を
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
保
存
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

置

保

存

期

間

保

存

期

間

記

録

事

項

記

録

事

項

記
録
す
べ
き

記
録
す
べ
き

場
合

場
合

一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の

一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の

施
設
管
理
（
第
九
条
第
一
項
に
規

検
査
記
録

定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
記

録イ

使
用
前
確
認
の
結
果

確
認
の
都
度

同
一
事
項
に
関

イ

使
用
前
検
査
の
結
果

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関

す
る
次
の
確
認

す
る
次
の
検
査

の
と
き
ま
で
の

の
と
き
ま
で
の

期
間

期
間

ロ

第
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規

施
設
管
理
の

施
設
管
理
を
実

ロ

施
設
定
期
検
査
の
結
果

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関

定
に
よ
る
施
設
管
理
の
実
施
状

実
施
の
都
度

施
し
た
試
験
研

す
る
次
の
検
査
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況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

究
用
等
原
子
炉

の
と
き
ま
で
の

施
設
の
解
体
又

期
間

は
廃
棄
を
し
た

後
五
年
が
経
過

す
る
ま
で
の
期

間

ハ

第
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規

評
価
の
都
度

評
価
を
実
施
し

ハ

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
検
査

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関

定
に
よ
る
施
設
管
理
方
針
、
施

た
試
験
研
究
用

の
結
果

す
る
次
の
検
査

設
管
理
目
標
及
び
施
設
管
理
実

等
原
子
炉
施
設

の
と
き
ま
で
の

施
計
画
の
評
価
の
結
果
及
び
そ

の
施
設
管
理
方

期
間

の
評
価
の
担
当
者
の
氏
名

針
、
施
設
管
理

目
標
又
は
施
設

管
理
実
施
計
画

の
改
定
ま
で
の

期
間

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

二

運
転
記
録
（
法
第
四
十

二

運
転
記
録

三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を

受
け
、
燃
料
体
が
炉
心
か
ら
取
り

出
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

［
イ
～
ル

略
］

［
略
］

［
略
］

［
イ
～
ル

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

三

燃
料
体
の
記
録
（

三

燃
料
体
の
記
録

第
十
六
条
の

第
十
六
条
の
六

五
の
二
第
十
一
号

第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設

が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）

［
イ
～
ト

略
］

［
略
］

［
略
］

［
イ
～
ト

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］
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［

］

四

放
射
線
管
理
記
録

四

同
上

イ

原
子
炉
本
体
（
法
第
四
十
三

［
略
］

［
略
］

イ

原
子
炉
本
体
、
使
用
済
燃
料

［
同
上
］

［
同
上
］

条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を

の
貯
蔵
施
設
、
放
射
性
廃
棄
物

受
け
、

の
廃
棄
施
設
等
の
放
射
線
遮
蔽

第
十
六
条
の
五
の
二
第

第
十
六
条
の
六
第
一
項

物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量

十
一
号

第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
に
該

率

当
す
る
部
分
が
存
在
し
な
い
場

合
を
除
く
。
）
、
使
用
済
燃
料

の
貯
蔵
施
設
（
法
第
四
十
三
条

の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受

第
十
六
条
の
五
の
二
第
十

け
、

第
十
六
条
の
六
第
一
項
第

一
号

六
号
の
性
能
維
持
施
設
に
該
当

す
る
部
分
が
存
在
し
な
い
場
合

を
除
く
。
）
、
放
射
性
廃
棄
物

の
廃
棄
施
設
等
の
放
射
線
遮
蔽

物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量

率
［
ロ
～
ル

略
］

［
略
］

［
略
］

［
ロ
～
ル

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

五

廃
止
措
置
に
係
る
工

法
第
四
十
三

第
七
項
に
定
め

五

保
守
記
録

［
削
る
。
］

事
の
方
法
、
時
期
及
び
対
象
と
な

条
の
三
の
二

る
期
間

る
使
用
施
設
等
の
設
備
の
名
称

第
二
項
の
認

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

日
一
回
（

年
間

イ

毎

一

可
を
受
け
た

の
巡
視
及
び
点
検
の
状
況
並
び

法
第
四
十
三

廃
止
措
置
計

に
そ
の
担
当
者
の
氏
名
（
法
第

条
の
三
の
二

画
に
記
載
さ

四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の

第
二
項

認
の

れ
た
工
事
の

認
可
を
受
け
た
試
験
研
究
用
等

可
を
受
け
た

各
工
程
の
終

原
子
炉
に
あ
つ
て
は
点
検
の
状

試
験
研
究
用
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了
の
都
度

況
を
除
く
。
）

等
原
子
炉
及

び
そ
の
附
属

施
設
内
に
核

燃
料
物
質
が

存
在
し
な
い

場
合
は
、
毎

週
一
回
）

ロ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

修
理
の
都
度

一
年
間

の
修
理
の
状
況
及
び
そ
の
担
当

者
の
氏
名

五

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

六

［
略
］

六

［
同
上
］

七

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

七

［
同
上
］

六等
の
事
故
記
録

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の
日

［
略
］

［
略
］

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の
時

［
同
上
］

［
同
上
］

時
［
ロ
～
ニ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

七

［
略
］

［
略
］

［
略
］

八

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［

［
略
］

［
略
］

［

［
同
上
］

［
同
上
］

［
八
・
九

略
］

［
八
・
九

同
上
］

九

廃
止
措
置
に
係
る
工
事
の
方
法

法
第
四
十
三

第
七
項
に
定
め

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。

［
加
え
る
。
］

、
時
期
及
び
対
象
と
な
る
試
験
研

条
の
三
の
二

る
期
間

］

究
用
等
原
子
炉
施
設
の
設
備
の
名

第
二
項
の
認

称

可
を
受
け
た

廃
止
措
置
計
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画
に
記
載
さ

れ
た
工
事
の

各
工
程
の
終

了
の
都
度

十

第
十
四
条
の
二

の
規
定
に

評
価
の
都
度

第
八
項
に
定
め

十

［
同
上
］
第
十
四
条
の
二
の
規

［
加
え
る
。

［
加
え
る
。
］

各
号

よ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

る
期
間

定
に
よ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

］

の
定
期
的
な
評
価
の
結
果

施
設
の
定
期
的
な
評
価
の
結
果

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

イ

第
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号

評
価
の
都
度

第
八
項
に
定
め

に
掲
げ
る
評
価
の
結
果

る
期
間

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

ロ

第
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一

評
価
の
都
度

第
八
項
に
定
め

号
に
掲
げ
る
評
価
の
結
果

る
期
間

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

ハ

第
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二

策
定
の
都
度

第
八
項
に
定
め

号
に
掲
げ
る
計
画

る
期
間

十
一

品
質
管
理
基
準
規
則
第
四
条

当
該
文
書
又

当
該
文
書
又
は

十
一

品
質
保
証
計
画

策
定
及
び
改

次
の
改
定
の
後

第
三
項

の
品
質
マ
ネ

は
記
録
の

記
録
の
作
成
又

定
の
都
度

三
年
間

に
規
定
す
る

作

ジ
メ
ン
ト
文
書
及
び
品
質
マ
ネ
ジ

は
変
更
後
五
年

成
又
は
変
更

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
従
つ
た
計
画

策
定
及
び
改

が
経
過
す
る
ま

、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
状
況
の

定
の
都
度

で
の
期
間

記
録
（
他
の
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

十
二

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
二

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

第
一
項
の
表
第
四
号
リ
及
び
ヌ
、
第

五
号
並
び
に
第

七
号
の
記
録
の

７

第
一
項
の
表
第
四
号
リ
及
び
ヌ
並
び
に
第
七
号
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、

六

九

保
存
期
間
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第

- 630 -



- 26 -

十
二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

［
８
・
９

略
］

［
８
・
９

同
上
］

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）

第
六
条
の
三

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

［
条
を
加
え
る
。
］

炉
設
置
者
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
き
保
安
活

動
（
次
条
か
ら
第
十
四
条
の
二
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
含
む
。
）
の
計
画

、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
）

第
九
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設

第
九
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設

置
者
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
設
計
、
工
事

置
者
は
、
毎
日
一
回
以
上
、
従
業
者
に
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
つ
い

、
巡
視
、
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
施
設
の
管
理
（
以
下
「
施
設
管
理
」
と
い

て
巡
視
さ
せ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
設
備
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ

う
。
）
に
関
し
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設

一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
が
法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六

二

制
御
材
駆
動
設
備

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
技
術

三

電
源
、
給
排
水
及
び
排
気
施
設

基
準
に
適
合
す
る
性
能
を
有
す
る
よ
う
、
こ
れ
を
設
置
し
、
及
び
維
持
す

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可

る
た
め
、
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
設
管

を
受
け
た
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
つ
い
て
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設

理
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三

置
者
は
、
毎
週
一
回
以
上
（
核
燃
料
物
質
が
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
内

の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
存
在
す
る
場
合
は
毎
日
一
回
以
上
）
、
従
業
者
に
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

二

前
号
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二

施
設
に
つ
い
て
巡
視
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

の
六
第
三
項
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に
記
載
さ

れ
た

第
十
六
の
六
条
第
一
項
第
六
号
の
性

第
十
六
条
の
五
の
二
第
十
一
号

能
維
持
施
設
に
係
る
施
設
管
理
方
針
を
定
め
る
こ
と
。

三

第
一
号
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
施
設
管
理
方
針
に
従
つ

て
達
成
す
べ
き
施
設
管
理
の
目
標
（
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

施
設
管
理
方
針
に
係
る
施
設
管
理

目
標
に
あ
つ
て
は
、
試
験
研
究
用
等

の
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原
子
炉
施
設
及
び
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
設
備

に
つ
い
て
定
量

系
統

的
に
定
め
る
目
標
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
目
標
」

と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。

四

施
設
管
理
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を
定
め
た
施
設
管
理
の

実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
実
施
計
画
」

と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
従
つ
て
施
設
管
理
を
実
施
す
る
こ

と
。

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
及
び
期
間
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
設
計
及
び
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
巡
視
（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

の
保
全
の
た
め
に
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
点
検
等
」
と
い
う
。
）
の
方
法
、
実
施
頻
度
及
び
時
期
（
試
験

研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
中
及
び
運
転
停
止
中
の
区
別
を
含
む
（
法
第

四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
。
）

に
関
す
る
こ
と
。

ホ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に

行
う
保
安
の
確
保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
設
計
、
工
事
、
巡
視
及
び
点
検
等
の

結
果
の
確
認
及
び
評
価
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

ト

ヘ
の
確
認
及
び
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
て
実
施
す
べ
き
処
置
（
品
質

管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
七
号

の
未
然
防
止
処
置

に
規
定
す
る

を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

チ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る

こ
と
。

五

施
設
管
理
方
針
、
施
設
管
理
目
標
及
び
施
設
管
理
実
施
計
画
を
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
期
間
ご
と
に
評
価
す
る
こ
と
（
次
条
第
一
項
及
び
第
二

項
に
規
定
す
る
措
置
を
除
く
。
）
。

イ

施
設
管
理
方
針
及
び
施
設
管
理
目
標
に
あ
つ
て
は
、
一
定
期
間

ロ

施
設
管
理
実
施
計
画
に
あ
つ
て
は
、
前
号
イ
に
規
定
す
る
期
間

六

前
号
の
評
価
を
実
施
す
る
都
度
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
施
設
管
理
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方
針
、
施
設
管
理
目
標
又
は
施
設
管
理
実
施
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
。

七

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
を
相
当
期
間
停
止
す
る
場
合
そ
の
他
試

験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
が
そ
の
施
設
管
理
を
行
う
観
点
か
ら
特
別
な
状

態
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
状
態

に
応
じ
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
特
別
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

２

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
長
期
施
設
管
理
方
針
を
策
定
し
た
と
き
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
長
期
施
設
管
理
方
針
を
変
更
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
前
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
施
設
管
理
方
針
に
反
映
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
経
年
劣
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
）

第
九
条
の
二

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

［
条
を
加
え
る
。
］

炉
設
置
者
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
に
関
し
、
運
転
を
開
始

し
た
日
以
後
三
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
経
年
劣
化
に
関
す
る
技
術
的

な
評
価
を
行
い
、
こ
の
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
十
年
間
に
実
施
す
べ
き
当

該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
を
策

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
動
作
す
る
機
能
を
有
す
る
機
器
及
び

構
造
物
に
関
し
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
供
用
に
伴
う
劣
化
の
状
況

が
的
確
に
把
握
さ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
評
価
は
、
十
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
再
評
価
を
行
い
、
こ
の

再
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
次
の
十
年
間
に
実
施
す
べ
き
当
該
試
験
研
究
用

等
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
を
策
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
二
項
の
評
価
を
行
う
た
め
に
設
定

し
た
条
件
又
は
評
価
方
法
を
変
更
す
る
場
合
は
、
当
該
評
価
の
見
直
し
を
行第

い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
前
二
項
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
（
以
下

「
長
期
施
設
管
理
方
針
」
と
い
う
。
）

十
五
条
第
一
項
第
十
七
号
に
お
い
て

を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
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試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。

（
設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
に
係
る
試

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
）

第
十
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設

第
十
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設

置
者
は
、
設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
に

置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら

関
し
て
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

な
い
。

た
と
こ
ろ
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
に
あ

一

計
測
制
御
系
統
施
設
に
つ
い
て
は
、
緊
急
遮
断
を
起
こ
す
べ
き
各
条
件

つ
て
は
、
当
該
認
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
）
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
試
験
研
究

に
つ
い
て
緊
急
遮
断
の
た
め
の
性
能
検
査
を
一
月
ご
と
に
、
緊
急
遮
断
検

用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

査
を
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
時
期
ご
と
に
行
う
こ
と
。

一

設
計
想
定
事
象
に
係
る
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の

器
及
び
放
射
線
測
定
器
に
つ
い
て
は
、
校
正
を
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る

に
係
る

活
動
に
関
す
る
計
画
（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た

時
期
ご
と
に
行
う
こ
と
。

工
場
又

事
業
所
に
お
け
る
火
災
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
。
）
を
定
め

三

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
に
定
め
る
保
安
上
特

はる
と
と
も
に
、
当
該
計
画
の
実
行
に
必
要
な
要
員
を
配
置
し
、
当
該
計
画

に
管
理
を
必
要
と
す
る
設
備
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ

に
従
つ
て
必
要
な
活
動
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

い
て
の
検
査
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
施
設
定
期
検
査
を

イ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け

受
け
る
時
期
ご
と
に
行
う
こ
と
。

る
可
燃
物
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可

ロ

消
防
吏
員
へ
の
通
報
に
関
す
る
こ
と
。

を
受
け
た
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
つ
い
て
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設

ハ

消
火
又
は
延
焼
の
防
止
そ
の
他
消
防
隊
が
火
災
の
現
場
に
到
着
す
る

置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら

ま
で
に
行
う
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

な
い
。

二

設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
の
発
生

一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計

時
に
お
け
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た

器
及
び
放
射
線
測
定
器
に
つ
い
て
は
、
校
正
を
廃
止
措
置
計
画
に
お
い
て

め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
定
期
に
（
多
量
の
放

そ
れ
ら
の
機
能
を
維
持
す
べ
き
と
し
た
期
間
中
、
年
一
回
行
う
こ
と
。

射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
の
発
生
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
教
育

二

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
に
定
め
る
保
安
上
特

及
び
訓
練
に
あ
つ
て
は
、
毎
年
一
回
以
上
定
期
に
）
実
施
す
る
こ
と
。

に
管
理
を
必
要
と
す
る
設
備
の
機
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ

三

設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
の
発
生

い
て
の
検
査
を
廃
止
措
置
計
画
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
機
能
を
維
持
す
べ
き

時
に
お
け
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た

と
し
た
期
間
中
、
年
一
回
行
う
こ
と
。

め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
照
明
器
具
、
無
線
機
器
そ
の
他
の
資
機

材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
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物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
の
発
生
時
に
お
け
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制

を
整
備
す
る
こ
と
。

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
）

第
十
一
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

第
十
一
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

設
置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
関
す
る

設
置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
関
す
る

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［

［

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
必
要
な
構
成
人
員
が
そ
ろ
つ
て
い
る

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
必
要
な
構
成
人
員
が
そ
ろ
つ
て
い
る

と
き
で
な
け
れ
ば
運
転
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
。

と
き
で
な
け
れ
ば
運
転
を
行
わ
な
い
こ
と
。

三

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
通
常
運
転
（
設
置
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第

三

運
転
開
始
に
先
立
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
運
転
の
操
作
に
必
要
な
事

二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
通
常
運
転
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

項
及
び
運
転
停
止
後
に
確
認
す
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
運
転
員
に
守

同
じ
。
）
を
行
う
た
め
に
必
要
な
次
の
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
運
転
員
そ

ら
せ
る
こ
と
。

の
他
の
従
業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

イ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
通
常
運
転
に
係
る
操
作
及
び
燃
料
体
の
取

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

替
え
に
係
る
操
作
に
関
し
、
そ
の
操
作
に
先
立
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項

（
炉
心
の
核
的
制
限
値
及
び
熱
的
制
限
値
の
範
囲
内
で
運
転
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項
を
含
む
。
）
、
そ
の
操
作
に
必
要
な
事
項
及
び
そ
の
操

作
の
後
に
確
認
す
べ
き
事
項

ロ

運
転
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
状
態
に

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

応
じ
て
定
期
的
に
又
は
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
べ
き
事
項
並
び
に
そ
の

確
認
の
方
法
及
び
確
認
の
時
期
又
は
頻
度
に

関

実
施
頻
度
又
は
時
期
に

す
る
事
項

ハ

警
報
の
発
報
そ
の
他
の
異
状
が
あ
つ
た
場
合
（
第
五
号
の
場
合
を
除

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

（
第
五
号
の
処

く
。
）
に
運
転
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置

に
関
す
る
事
項

置
を
除
く
。
）

四

緊
急
遮
断
が
起
こ
つ
た
場
合
に
は
、
遮
断
の
起
こ
つ
た
原
因
及
び
損
傷

四

緊
急
遮
断
が
起
こ
つ
た
場
合
に
は
、
遮
断
の
起
こ
つ
た
原
因
及
び
損
傷

の
有
無
に
つ
い
て
点
検
し
、
再
び
運
転
を
開
始
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い

の
有
無
に
つ
い
て
検
査
し
、
再
び
運
転
を
開
始
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
後
運
転

す
る
こ
と
。

こ
と
を
確
認
し
た
後
運
転
す
る
こ
と
。

を
行
わ
せ
る

五

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
運
転
員
そ
の
他
の
従

五

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
運
転
員
に
守
ら
せ
る
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業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

こ
と
。

六

試
験
運
転
又
は
特
殊
実
験
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
、
方
法
、
異

六

試
験
運
転
又
は
特
殊
実
験
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
、
方
法
、
異

常
の
際
に
講
ず
べ
き
処
置
等
を
確
認
の
上
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

常
の
際
に
採
る
べ
き
処
置
等
を
確
認
の
上
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

［

［

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
十
二
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

第
十
二
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

設
置
者
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
（

設
置
者
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
（

原
子
力
船
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
の
四
に
お
い

原
子
力
船
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
の
四
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
運
搬
前
に
こ
れ
ら
の

実
施
状
況
を
確
認

号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
の

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核

４

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核

燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭

燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
及

和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
核

び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号

燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第

）
第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ

三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
保

て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か

安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

か
わ
ら
ず
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
を
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
し

ら
ず
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
を
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工

た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
十
四
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

第
十
四
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

設
置
者
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に

設
置
者
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に

お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措

お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措

置
を
講
じ
、
廃
棄
前
に
こ
れ
ら
の

実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な

置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
の

ら
な
い
。

［
一
～
十
四

略
］

［
一
～
十
四

同
上
］
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（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
定
期
的
な
評
価
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
定
期
的
な
評
価
）

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研

第
十
四
条
の
二

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原

第
十
四
条
の
二

［
同
上
］

究
用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
法
第
四
十
三
条
の
三

子
炉
設
置
者
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二

の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
の
認
可
を
受
け
た
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
及
び
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
を
開
始
し

て
同
じ
。
）
ご
と
及
び
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
を
開
始
し
た
日
か
ら

た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措

起
算
し
て
十
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ

置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
保
安

一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
保
安
活
動
（
法
第
三
十
五
条
第

の
た
め
に
必
要
な
措
置

の
実
施
の
状
況
の
評
価
を
行
う
こ
と
。

一
項
の
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

保
安
活
動

の
実
施
の
状
況
の
評
価
を
行
う
こ
と
。

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
保
安

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
お
け
る

へ
の
最
新
の
技
術
的

保
安
活
動

の
た
め
に
必
要
な
措
置

へ
の
最
新
の
技
術
的

知
見
の
反
映
状
況
を
評
価
す
る
こ
と
。

対
し
て
実
施
し
た
保
安
活
動

知
見
の
反
映
状
況
を
評
価
す
る
こ
と
。

［
項
を
削
る
。
］

２

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
を
開

始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ

る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

経
年
変
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
を
行
う
こ
と
。

二

前
号
の
評
価
に
基
づ
き
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に

実
施
す
べ
き
措
置
に
関
す
る
十
箇
年
間
の
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

［
項
を
削
る
。
］

３

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
措
置
を
採
つ
た
日
か
ら
起
算

し
て
十
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認

第
十
五
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け

第
十
五
条

［
同
上
］

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は
事
業
所

よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は
事
業
所
（
船
舶
に

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

（
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
船
舶
）
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
船
舶

）
ご
と
に
、
次
の

つ
い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員

各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関

［
号
を
加
え
る
。
］

与
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。
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二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
品
質
管
理
基
準
規
則

［
号
を
加
え
る
。
］

第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
手
順
書
等
（
次
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お

い
て
単
に
「
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関

す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
運
転
及
び
管
理
を
行
う
者
の
職
務
及
び

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
運
転
及
び
管
理
を
行
う
者
の
職
務
及

組
織
に
関
す
る
こ
と
。

び
組
織
に
関
す
る
こ
と
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
職
務
の
範
囲
及
び
そ
の
内
容
並

［
号
を
加
え
る
。
］

び
に
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
主
任
技
術
者
が
保
安
の
監
督
を
行
う
上
で
必

要
と
な
る
権
限
及
び
組
織
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

五

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
運
転
及
び
管
理
を
行
う
者
そ
の
他
試
験

二

［
同
上
］

研
究
用
等
原
子
炉
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
で

あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ロ

［
同
上
］

⑴

⑴

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
に
関
す
る
こ
と
。

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と
。

［
⑵
～
⑷

略
］

［
⑵
～
⑷

同
上
］

⑸

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑸

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

六

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
次
に

三

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
こ
と
。

掲
げ
る
も
の

イ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と

号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［

。
ロ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
当
た
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
及
び

号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［

運
転
の
操
作
に
必
要
な
事
項

ハ

異
状
が
あ
つ
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
（
第
十
四
号
に
掲
げ
る

号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［

も
の
を
除
く
。
）
。

ニ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
運
転
及
び
利
用
の
安
全
審
査
に
関
す

号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［

る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

四

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
運
転
及
び
利
用
の
安
全
審
査
に
関
す
る

こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

五

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
臨
界
実
験
装
置
に
限
る
。
）
内
に
お
け
る
燃
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料
体
、
減
速
材
、
反
射
材
等
の
配
置
及
び
配
置
替
え
の
手
続
に
関
す
る
こ

と
。

七

［
略
］

六

［
同
上
］

八

［
略
］

七

［
同
上
］

九

［
略
］

八

［
同
上
］

十

放
射
線
測
定
器
の
管
理
及
び
放
射
線
の
測
定

方
法
に
関
す
る
こ
と
。

九

放
射
線
測
定
器
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

の

［
号
を
削
る
。
］

十

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う

処
置
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と

（
保
安
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
設
備
の
特
定
を
含
む
。
）
。

十
一

［
略
］

十
二

［
同
上
］

十
二

核
燃
料
物
質
の
受
払
い
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
（
工
場
又

十
三

核
燃
料
物
質
の
受
払
い
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る

は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

こ
と
。

十
三

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場

十
四

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
（
発
生
頻
度
が
設
計
基
準
事
故
よ
り

低
い
事
故
で
あ
つ
て
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
か
ら
多
量
の
放
射
性

物
質
又
は
放
射
線
を
放
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に

採
る
べ
き
処
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
に
係

［
号
を
加
え
る
。
］

る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況

十
六

十
六

を
含
む
。
）
に
関
す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
十
六
条
の
十
四
各
号

を
含
む
。
）
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

に
掲
げ
る
事
故
故
障
等
の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た

場
合
の
経
営
責
任
者
へ
の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前

［
号
を
加
え
る
。
］

事
業
者
検
査
及
び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
経
年

劣
化
に
係
る
技
術
的
な
評
価
に
関
す
る
こ
と
及
び
長
期
施
設
管
理
方
針
を

含
む
。
）
。

十
八

［
略
］

十
七

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十
八

品
質
保
証
（
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
体
系
的
に
実
施
す
る
こ
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と
に
よ
り
、
原
子
力
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
関
す
る
こ

と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

品
質
保
証
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

品
質
保
証
活
動
を
行
う
者
の
職
務
及
び
組
織
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

品
質
保
証
計
画
に
基
づ
く
品
質
保
証
活
動
の
実
施
（
保
安
に
関
し
必

要
な
個
々
の
事
項
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
継
続
的
な
改
善
を
含
む

。
）
、
評
価
（
監
査
を
含
む
。
）
及
び
品
質
保
証
計
画
の
継
続
的
な
改

善
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

品
質
保
証
活
動
に
必
要
な
文
書
及
び
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

保
守
点
検
を
行
つ
た
事
業
者
か
ら
得
ら
れ
た
保
安
に
関
す
る
技
術
情

［
号
を
加
え
る
。
］

報
に
つ
い
て
の
他
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
と
の
共
有
に
関
す
る

こ
と
。

二
十

不
適
合
（
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

［
号
を
加
え
る
。
］

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
二
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

こ
と
。

二
十
一

［
略
］

十
九

［
同
上
］

２

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当

［
項
を
加
え
る
。
］

該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画
に
定

め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し

、
又
は
変
更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関

与
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手
順
書
等
の
保
安
規

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手

順
書
等
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

四

廃
止
措
置
を
行
う
者
の
職
務
及
び
組
織
に
関
す
る
こ
と
。

五

廃
止
措
置
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
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に
掲
げ
る
も
の

イ

保
安
教
育
の
実
施
方
針
（
実
施
計
画
の
策
定
を
含
む
。
）
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

⑴

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と
。

⑵

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
構
造
及
び
性
能
に
関
す
る
こ
と
。

⑶

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
廃
止
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑷

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑸

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
取
扱

い
に
関
す
る
こ
と
。

⑹

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

そ
の
他
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
係
る
保
安
教
育
に
関
し
必
要

な
事
項

六

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
停
止
に
関
す
る
恒
久
的
な
措
置
に
関
す

る
こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い
場
合
を

除
く
。
）
。

七

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
運
転
及
び
利
用
の
安
全
審
査
に
関
す
る

こ
と
。

八

管
理
区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
設
定
並
び
に
こ
れ
ら
の

区
域
に
係
る
立
入
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

九

排
気
監
視
設
備
及
び
排
水
監
視
設
備
に
関
す
る
こ
と
。

十

線
量
、
線
量
当
量
、
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て

汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性

質
の
密
度
の
監
視
並
び
に
汚
染
の
除

物

去
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

放
射
線
測
定
器
の
管
理
及
び
放
射
線
の
測
定
の
方
法
に
関
す
る
こ
と

。
十
二

核
燃
料
物
質
の
受
払
い
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
（
工
場
又

は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止

措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）
。

十
三

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場

合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。
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十
四

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
に
係

る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況

を
含
む
。
）
に
関
す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
十
六
条
の
十
四
各
号

に
掲
げ
る
事
故
故
障
等
の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た

場
合
の
経
営
責
任
者
へ
の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

廃
止
措
置
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に
関

す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
十
六
条
の
十
四
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故

障
等
の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
の
経
営
責
任

者
へ
の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前

事
業
者
検
査
及
び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）

。
十
九

保
守
点
検
を
行
つ
た
事
業
者
か
ら
得
ら
れ
た
保
安
に
関
す
る
技
術
情

報
に
つ
い
て
の
他
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
と
の
共
有
に
関
す
る

こ
と
。

二
十

不
適
合
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の

公
開
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

廃
止
措
置
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

そ
の
他
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
又
は
廃
止
措
置
に
係
る
保
安

に
関
し
必
要
な
事
項

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
第
一
項
本
文
の
規
定
を
準
用
す
る
。

［
項
を
加
え
る
。
］

４

第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
書
の
提
出

２

前
項

の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
写
し
各
一
通
と
す
る
。

の
申
請
書

。

部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
十
五
条
の
二

削
除

第
十
五
条
の
二

法
第
三
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
毎
年
四
回

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を

受
け
た
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
つ
い
て
は
、
廃
止
措
置
の
実
施
の
状
況
に

応
じ
、
毎
年
四
回
以
内
行
う
も
の
と
す
る
。
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２

法
第
三
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
六
項
の
原
子

力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に

限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

第
十
五
条
の
三

令
第
十
九
条
第
一
項
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に

第
十
五
条
の
三

［
同
上
］

つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

令
第
十
九
条
第
一
項
第
九
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の

［
号
を
加
え
る
。
］

た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

を

２

令
第
十
九
条
第
一
項
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲

２

［
同
上
］

げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理

号
を
加
え
る
。
］

［

に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

十
一

［
略
］

十

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
六
条
の
二
の
二

法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
二
条
の
二
第
五
項
の
検
査
は
、
毎
年
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
六

項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。
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一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

特
定
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要

な
最
小
限
度
の
量
に
限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

第
十
六
条
の
五
の
二

法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
廃
止
措
置
実
施
方
針
に

第
十
六
条
の
五
の
二

［
同
上
］

は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

十
一

十
一

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

設
（
第
十
六
条
の
六
及
び
第
十
六
条
の
十
三
の
二
に
お
い
て
「
性
能
維
持

設

第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
及

施
設
」
と
い
う
。
）

び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

［
十
二
・
十
三

略
］

［
十
二
・
十
三

同
上
］

十
四

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

十
四

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
保
証
計
画

［
十
五
・
十
六

略
］

［
十
五
・
十
六

同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
十
六
条
の
六

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
措
置

第
十
六
条
の
六

［
同
上
］

計
画
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
廃
止
し
よ
う
と
す
る
試
験
研
究
用

等
原
子
炉
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
廃
止
措
置
計
画
を

定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

廃
止
措
置
対
象
施
設
及
び
そ
の
敷
地

四

廃
止
措
置
の
対
象
と
な
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
（
以
下
「
廃
止

措
置
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
敷
地

五

［
略
］

五

［
同
上
］

六

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
試
験
研
究
用

［
号
を
加
え
る
。
］

性
能
維
持
施
設

等
原
子
炉
施
設
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
六
条
の
十
三
の
二
に
お
い
て
「
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性
能
維
持
施
設
」
と
い
う
。
）

七

性
能
維
持
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
そ
の
性
能
並
び
に
そ

［
号
を
加
え
る
。
］

の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

八

［
略
］

六

［
同
上
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

［
略
］

八

［
同
上
］

十
一

［
略
］

九

［
同
上
］

十
二

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

［
同
上
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

五

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

に
関
す
る
説
明
書

及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

八

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
説
明
書

八

品
質
保
証
計
画
に
関
す
る
説
明
書

九

［
略
］

九

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
十
六
条
の
七

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

第
十
六
条
の
七

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の

十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

五

［
略
］

五

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

廃
止
措
置
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

（

第
十
六
条
の
八

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

第
十
六
条
の
八

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

十
二
条
の
六
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
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定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
法
第

な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
法
第
四
十
三
条
の

四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
又
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

三
の
二
第
二
項
の
認
可
又
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
放
射
線
遮

の
六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載
さ

蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率

を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ
の
他
試

れ
た
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
を
大
き
く
し
な
い
も
の

の
値

験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

そ
の
他
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
基
準
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
基
準
）

第
十
六
条
の
九

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

第
十
六
条
の
九

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基

十
二
条
の
六
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
廃
止

準
は
、
廃
止
措
置

が
核
燃
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ

措
置
が
核
燃
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又
は
試
験
研

の
実
施

れ
た
物
又
は
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
よ
る
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
も

究
用
等
原
子
炉
に
よ
る
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す

の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

る
。

（
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
）

第
十
六
条
の
十
一
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り

［
条
を
加
え
る
。
］

、
廃
止
措
置
の
結
果
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
に
伴
う
措
置
）

（
許
可
の
取
消
し
等
に
伴
う
措
置
）

第
十
六
条
の
十
二

［
略
］

第
十
六
条
の
十
二

［
同
上
］

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

２

［
同
上
］

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

［
略
］

［
同
上
］

第
十
六
条
の
七

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

［
同
上
］

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

第
一
項

二
第
三
項
に
お
い
て
読

第
四
項
に
お
い
て
読
み
替

二
第
三
項
に
お
い
て
準

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

み
替
え
て
準
用
す
る
法

え
て
準
用
す
る
法
第
十
二

用
す
る
法
第
十
二
条
の

る
法
第
十
二
条
の
七
第
四

第
十
二
条
の
六
第
三
項

条
の
七
第
四
項

六
第
三
項

項
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前
条
第
一
項
第
四
号
か

第
十
六
条
の
十
二
第
一
項

前
条
第
一
項
第
四
号
か

第
十
六
条
の
十
二
第
一
項

ら
第
十
二
号
ま
で

に
お
い
て
準
用
す
る
前
条

ら
第
九
号
ま
で

に
お
い
て
準
用
す
る
前
条

第
一
項
第
四
号
か
ら
第
十

第
一
項
第
四
号
か
ら
第
九

二
号
ま
で

号
ま
で

［
略
］

［
同
上
］

第
十
六
条
の
八

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

［
同
上
］

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

第
一
項

二
第
三
項
に
お
い
て
読

第
四
項
に
お
い
て
読
み
替

二
第
三
項
に
お
い
て
準

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

み
替
え
て
準
用
す
る
法

え
て
準
用
す
る
法
第
十
二

用
す
る
法
第
十
二
条
の

る
法
第
十
二
条
の
七
第
四

［

［
同
上
］

第
十
二
条
の
六
第
三
項

条
の
七
第
四
項
た
だ
し
書

六
第
三
項
た
だ
し
書

項
た
だ
し
書

［
略
］

［
略
］

同
上
］

た
だ
し
書

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

二
第
二
項
又
は
同
条
第

第
二
項
又
は
同
条
第
四
項

二
第
二
項
の
認
可
又
は

第
二
項
の
認
可
又
は
同
条

三
項
に
お
い
て
読
み
替

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

同
条
第
三
項
に
お
い
て

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

え
て
準
用
す
る
法
第
十

用
す
る
法
第
十
二
条
の
七

準
用
す
る
法
第
十
二
条

る
法
第
十
二
条
の
七
第
四

二
条
の
六
第
三
項
の
認

第
四
項
の
認
可

の
六
第
三
項
の
変
更
の

項
の
変
更
の
認
可

可

認
可

第
十
六
条
の
九

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

［
同
上
］

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

二
第
三
項
に
お
い
て
読

第
四
項
に
お
い
て
読
み
替

二
第
三
項
に
お
い
て
準

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

み
替
え
て
準
用
す
る
法

え
て
準
用
す
る
法
第
十
二

用
す
る
法
第
十
二
条
の

る
法
第
十
二
条
の
七
第
五

第
十
二
条
の
六
第
四
項

条
の
七
第
五
項

六
第
四
項

項

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

第
十
六
条
の
十

第
十
六
条
の
十

第
一
項
及
び

読
み
替

第
一
項

準
用
す

、

二
第
三
項
に
お
い
て
準

第
四
項
に
お
い
て

及
び
前

二
第
三
項
に
お
い
て
準

第
四
項
に
お
い
て

用
す
る
法
第
十
二
条
の

法
第
十
二

条

用
す
る
法
第
十
二
条
の

法
第
十
二
条
の
七
第
九

第
十
六
条
の
十

え
て
準
用
す
る

る

及
び
前
条

六
第
八
項

条
の
七
第
九
項

六
第
八
項

項

一
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前
条

前
条
各
号

次
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
前
条
各
号

（
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い

て
の
定
期
事
業
者
検
査
を
要
す
る
場
合

）

の
維
持
等

第
十
六
条
の
十
三
の
二

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替

［
条
を
加
え
る
。
］

え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
の
九
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合

と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
八
条
の
二
本
文
の
規
定
は
、
性
能
維

持
施
設
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項

の
場
合
に
お
い
て
は
、
定
期
事
業
者
検
査
は
、
性
能
維
持

３

第
一
項

施
設
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期
、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要

な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
十
六
条
の
十
四

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原

第
十
六
条
の
十
四

［
同
上
］

子
炉
設
置
者
（
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
）
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及

び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
機
器
及

三

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
機
器
及

び
構
造
物
（
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
の
拡
大
を
防
止
す

び
構
造
物
（
発
生
頻
度
が
設
計
基
準
事
故
よ
り
低
い
事
故
で
あ
つ
て
、
当

る
た
め
に
必
要
な
機
器
及
び
構
造
物
を
含
む
。
）
の
故
障
に
よ
り
、
試
験

該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
か
ら
多
量
の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
を

研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
機
能
を
有
し
て

放
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
機
器

い
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

及
び
構
造
物
を
含
む
。
）
の
故
障
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
機
能
を
有
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た

と
き
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

四

火
災
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
重

四

火
災
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
重
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要
な
機
器
及
び
構
造
物
（
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
の
拡

要
な
機
器
及
び
構
造
物
（
発
生
頻
度
が
設
計
基
準
事
故
よ
り
低
い
事
故
で

大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
機
器
及
び
構
造
物
を
含
む
。
）
の
故
障
が

あ
つ
て
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
か
ら
多
量
の
放
射
性
物
質
又

あ
つ
た
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
故
障
が
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
の
措
置
に

は
放
射
線
を
放
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に

よ
る
と
き
を
除
く
。

必
要
な
機
器
及
び
構
造
物
を
含
む
。
）
の
故
障
が
あ
つ
た
と
き
。
た
だ
し

、
当
該
故
障
が
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
の
措
置
に
よ
る
と
き
を
除
く
。

［
五
～
十
二

略
］

［
五
～
十
二

同
上
］

（
届
出
書
類
の
提
出
部
数
）

（
届
出
書
類
の
提
出
部
数
）

第
十
九
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項

並
び

第
十
九
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
法
第
三
十
二
条
第

、
第
二
十
七
条
第
四
項

に
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、

二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
写
し
各

正
本
及
び
写
し
各
一
通
と
す
る
。

一
通
と
す
る
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
条

法
第
三
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
七
項

の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
の
二
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第

四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
七
項
の
身

分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
の
三
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
六
十

八
条
第
六
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
人
の
出
入
り
等
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
区
域
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
一
条

令
別
表
第
二
の
五
の
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

区
域
は
、
第
一
条
の
二
第
四
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提

第
二
十
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の

出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録

提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記

し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で

録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録

あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う

）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
別
記
様
式
第
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
別

。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
別
記
様
式
第
四
の
電

記
様
式
第
三
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ

磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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と
が
で
き
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

略
］

同
上

［
様
式
を
削
る
。
］

2
0

）

［

］

別
記
様
式
第
２
の
２

（第
条
関
係

略

［
様
式
を
削
る
。
］

2
0

）

［

］

別
記
様
式
第
２
の
３

（第
条
関
係

略

［
様
式
を
削
る
。
］

2
0

）

［

］

別
記
様
式
第
３

（第
条
関
係

略

2
0

）

［

］

2
2

）

［

］

別
記
様
式
第
３

別
記
様
式
第
４

（

（

第
条
関
係

略
第

条
関
係

同
上
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別
表
第
二

核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

［
同
上
］

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

「
保
安
活
動
」
と
は
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品

六

「
設
計
評
価
事
故
」
と
は
、
操
作
上
の
過
失
、
機
械
若
し
く
は
装
置
の

質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

元
年
原
子
力
規

故
障
又
は
地
震
、
火
災
、
爆
発
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
発
生
す
る
事
故
で

二

制
委
員
会
規
則
第

●
号
。
以
下
「
品
質
管
理
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）

あ
つ
て
、
公
衆
に
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
に
よ
る
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ

二

第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
安
活
動
を
い
う
。

れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
安
全
設
計
上
想
定
す
べ
き
も
の
を
い
う
。

七

「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二

七

「
安
全
機
能
」
と
は
、
使
用
施
設
等
の
通
常
時
又
は
設
計
評
価
事
故
時

条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

に
お
い
て
、
使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を

い
う
。

八

「
廃
止
措
置
対
象
施
設
」
と
は
、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の
認
可

八

「
安
全
上
重
要
な
施
設
」
と
は
、
使
用
施
設
等
の
う
ち
、
安
全
機
能
の

を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

喪
失
に
よ
り
、
公
衆
又
は
従
事
者
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
又

る
も
の
及
び
設
計
評
価
事
故
時
に
公
衆
又
は
従
事
者
に
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

は
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
係
る
廃
止
措
置
の

あ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
が
使
用

対
象
と
な
る
使
用
施
設
等
を
い
う
。

施
設
等
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
所
の
外
へ
放
出
さ
れ
る
こ
と
を
抑
制

し
、
又
は
防
止
す
る
も
の
を
い
う
。

九

「
設
計
想
定
事
象
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
象
で
あ
つ
て
、
使
用
施
設

九

「
多
様
性
」
と
は
、
同
一
の
機
能
を
有
す
る
二
以
上
の
系
統
又
は
機
器

等
の
設
計
に
お
い
て
発
生
を
想
定
し
て
い
る
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

が
、
想
定
さ
れ
る
環
境
条
件
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
構
造
、
動
作
原
理
そ

イ

自
然
現
象

の
他
の
性
質
が
異
な
る
こ
と
に
よ
り
、
共
通
要
因
（
二
以
上
の
系
統
又
は

ロ

使
用
施
設
等
を
設
置
す
る
工
場
若
し
く
は
事
業
所
内
又
は
そ
の
周
辺

機
器
に
同
時
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
り
そ
の
機
能
を
失
わ
せ
る
要
因

に
お
け
る
使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ

を
い
う
。
）
又
は
従
属
要
因
（
単
一
の
原
因
に
よ
つ
て
確
実
に
系
統
又
は

が
あ
る
事
象
で
あ
つ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く

機
器
に
故
障
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
要
因
を
い
う
。
）
に
よ
つ
て
同

。
）

時
に
そ
の
機
能
が
損
な
わ
れ
な
い
こ
と
を
い
う
。

ハ

使
用
施
設
等
内
に
お
け
る
火
災
、
化
学
薬
品
の
漏
え
い
そ
の
他
の
使

用
施
設
等
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象
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。

十

「
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
」
と
は
、
発
生
頻
度
が
設

号
を
加
え
る
。
］

［

計
評
価
事
故
（
使
用
施
設
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る

規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
。
第
二
条

の
十
一

に
お
い
て
「
使
用
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う

第
一
項
の
表
第
三
号

。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
設
計
評
価
事
故
を
い
う
。
）
よ

り
低
い
事
故
で
あ
つ
て
、
使
用
施
設
等
か
ら
多
量
の
放
射
性
物
質
又
は
放

射
線
を
放
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
い
う
。

（
核
燃
料
物
質
の
使
用
の
許
可
の
申
請
）

（
核
燃
料
物
質
の
使
用
の
許
可
の
申
請
）

第
一
条
の
二

法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
核
燃
料
物
質
の
使
用
の
許
可
の
申
請

第
一
条
の
二

［
同
上
］

書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
十
号
の
使
用
施
設
等
の
保
安
の
た
め
の
業
務

［
号
を
加
え
る
。
］

に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て

を

記
載
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

２

［
同
上
］

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二

号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
令
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
を
使
用

す
る
場
合
に
限
り
、
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

使
用
施
設
等
の
操
作
上
の
過
失
、
機
械
又
は
装
置
の
故
障
、
地
震
、
火

二

使
用
施
設
等
の
操
作
上
の
過
失
、
機
械
又
は
装
置
の
故
障
、
地
震
、
火

災
、
爆
発
等
が
あ
つ
た
場
合
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る
事
故
（
多
量
の

災
、
爆
発
等
が
あ
つ
た
場
合
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る
事
故
（
発
生
頻

放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
を
含
む
。
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
お

度
が
設
計
評
価
事
故
よ
り
低
い
事
故
で
あ
つ
て
、
多
量
の
放
射
性
物
質
又

い
て
同
じ
。
）
の
種
類
及
び
程
度
並
び
に
こ
れ
ら
の
原
因
又
は
事
故
に
応

は
放
射
線
を
放
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
含
む
。
第
二
条
第
二
項
第

ず
る
災
害
防
止
の
措
置
に
関
す
る
説
明
書

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
及
び
程
度
並
び
に
こ
れ
ら
の
原
因
又
は

事
故
に
応
ず
る
災
害
防
止
の
措
置
に
関
す
る
説
明
書

三

［
略
］

三

［
同
上
］
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四

使
用
施
設
等
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制

［
号
を
加
え
る
。
］

の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

五

［
略
］

四

［
同
上
］

六

［
略
］

五

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場

４

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場

合
で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判
断
し

合
で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判
断
し

て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
診
断

て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
診
断

書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
五
十
四
条
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
疎

書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
五
十
四
条
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
疎

明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条

令
第
四
十
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
中
第
三

第
二
条

令
第
四
十
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
中
第
三

号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
六
号
の
使
用
済

号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
六
号
の
使
用
済

燃
料
の
処
分
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
売
渡
し
、
貸
付

燃
料
の
処
分
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
売
渡
し
、
貸

け
、
返
還
等
の
相
手
方
及
び
そ
の
方
法
又
は
そ
の
廃
棄
の
方
法
を
記
載
し
、

付
け
、
返
還
等
の
相
手
方
及
び
そ
の
方
法
又
は
そ
の
廃
棄
の
方
法
を
記
載
す

同
項
第
十
号
の
使
用
施
設
等
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必

る
も
の
と
す
る
。

要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
条

の
二
前
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で

２

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る

前
項
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る

の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
次
の

令
第
四
十
条

令
第
四
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に

号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
令
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
を
使
用

掲
げ
る
書
類
は
、
令
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
を
使
用
す
る

す
る
場
合
に
限
り
、
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

場
合
に
限
り
、
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

変
更
後
に
お
け
る
使
用
施
設
等
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管

［
号
を
加
え
る
。
］

理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
二
条
の
二

使
用
前
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

［
条
を
加
え
る
。
］
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。一

構
造
、
強
度
及
び
漏
え
い
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

二

機
能
及
び
性
能
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

三

そ
の
他
使
用
施
設
等
が
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に

も
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

２

使
用
前
検
査
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期
、
対

象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
使
用
前
検
査
の
記
録
）

第
二
条
の
三

使
用
前
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す

［
条
を
加
え
る
。
］

る
も
の
と
す
る
。

一

検
査
年
月
日

二

検
査
の
対
象

三

検
査
の
方
法

四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
行
つ
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内

容
七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

使
用
前
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
当
該
使
用
前
検
査
に
係
る
使
用
施
設
等

の
存
続
す
る
期
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
溶
接
に
係
る
使
用
前
検
査
を
行
つ
た
旨
の
表
示
）

第
二
条
の
四

［
条
を
加
え
る
。
］

使
用
施
設
等
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

年
原
子
力

使
用
施

規
制
委
員
会
規
則
第

号
）
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
容
器
等
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設
等
に
係
る
容
器
若
し
く
は
管
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
容
器
等
」

単
に

、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
主
要
な
溶
接
部
を
有
す

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て

溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を
し
た
容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
を

る設
置
す
る
使
用
者
は
、
当
該
容
器
等
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接

を
し
た
容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
に
係
る
使
用
前
検
査
を
終
了
し
た

と
き
は
、
当
該
容
器
等
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を
し
た
容
器

等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
に
使
用
前
検
査
を
行
つ
た
こ
と
を
示
す
記
号
そ

の
他
表
示
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
の
申
請
）

（
施
設
検
査
の
申
請
）

第
二
条
の
五

法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
の
確
認
（
以
下
「
使
用
前
確
認
」

第
二
条
の
二

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
施
設
等
の

と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

工
事
（
第
二
条
の
六
に
規
定
す
る
使
用
施
設
等
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の

し
た
申
請
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
溶
接
を
除
く
。
次
項
及
び
第
二
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
検

原
子
力
規
制
委
員
会
に

査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

使
用
前
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
施
設
等
の
範
囲

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
施
設
等
の
範
囲

使
用
施
設
に
設
け
ら
れ
る
セ
ル
、
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
の
気
密

使
用
施
設
に
設
け
ら
れ
る
セ
ル
、
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
の
気
密

四

四

設
備
（
第
二
条
の
十
一
の
九
第
二
号
に
お
い
て
「
セ
ル
等
」
と
い
う
。
）

設
備
（
以
下
「
セ
ル
等
」
と
い
う
。
）
の
内
部
に
お
い
て
使
用
し
、
又
は

の
内
部
に
お
い
て
使
用
し
、
又
は
貯
蔵
施
設
に
お
い
て
貯
蔵
し
よ
う
と
す

貯
蔵
施
設
に
お
い
て
貯
蔵
し
よ
う
と
す
る
核
燃
料
物
質
の
最
大
の
量
（
令

る
核
燃
料
物
質
の
最
大
の
量
（
令
第
四
十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に

第
四
十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
質
量

あ
つ
て
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
質
量
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ

、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
放
射
性
物
質
量
、
同
条
第
三

て
は
放
射
性
物
質
量
、
同
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に

号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
ウ
ラ
ン
の
質
量
。
次
項

［
略
］

［
同
上
］

あ
つ
て
は
ウ
ラ
ン
の
質
量
）

及
び
第
二
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）

五

使
用
前
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
施
設
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方

［
号
を
加
え
る
。
］

法
六

使
用
前
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
前
検
査
に
係
る
工
事
の
工
程
、

五

受
け
よ
う
と
す
る
検
査
の
期
日
、
場
所
及
び
種
類

期
日
、
場
所
及
び
種
類

七

使
用
前
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
前
検
査
に
係
る
工
事
の
品
質
マ

［
号
を
加
え
る
。
］

ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

八

使
用
施
設
等
を
核
燃
料
物
質
等
を
用
い
た
試
験
の
た
め
に
使
用
す
る
と

［
号
を
加
え
る
。
］
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き
又
は
使
用
施
設
等
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
つ
て
そ
の
完
成
し
た

部
分
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な

２

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
施
設
等
を
変
更
す
る

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
合
に
お
け
る
当
該
使
用
施
設
等
の
工
事
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す

一

工
事
の
工
程

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ

二

前
号
の
工
程
に
お
け
る
放
射
線
管
理
（
改
造
又
は
修
理
の
工
事
に
関
す

ば
な
ら
な
い
。

る
も
の
に
限
る
。
）

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

三

第
二
条
の
十
一
の
七
の
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
、
設
備
又
は

氏
名

機
器

二

変
更
に
係
る
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

前
項
第
五
号
の
内
容
が
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
変
更
に
係
る
使
用
施
設
等
の
範
囲

も
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

変
更
に
係
る
使
用
施
設
に
設
け
ら
れ
る
セ
ル
等
の
内
部
に
お
い
て
使
用

四

五

使
用
前
検
査
に
係
る
工
事
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る

し
、
又
は
貯
蔵
施
設
に
お
い
て
貯
蔵
し
よ
う
と
す
る
核
燃
料
物
質
の
最
大

説
明
書

の
量

六

前
項
第
八
号
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
理
由
を

受
け
よ
う
と
す
る
検
査
の
期
日
、
場
所
及
び
種
類

五

記
載
し
た
書
類

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
の
内

３

前
二
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に

容
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
変
更
の
内
容
を
説
明
す
る

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
写
し
各

［
項
を
加
え
る
。
］

一
通
と
す
る
。

（
施
設
検
査
の
実
施
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
条
の
三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
施
設
検
査
」
と

い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る

と
き
に
行
う
。

一

気
密
、
水
密
又
は
耐
食
を
要
す
る
材
料
又
は
部
品
に
関
す
る
事
項

化

学
分
析
試
験
、
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験

を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

二

使
用
施
設
、
貯
蔵
施
設
又
は
廃
棄
施
設
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ

れ
ぞ
れ
の
施
設
の
主
要
な
部
分
の
寸
法
の
測
定
が
で
き
る
と
き
又
は
非
破
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壊
試
験
、
機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
若
し
く
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
。

（
施
設
検
査
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
条
の
三
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二

項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検

査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領

書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
条
の
六

法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

［
条
を
加
え
る
。
］

規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

使
用
施
設
等
を
核
燃
料
物
質
等
を
用
い
た
試
験
の
た
め
に
使
用
す
る
場

合
で
あ
つ
て
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法
に
つ
い
て
原
子
力
規
制
委
員

会
の
承
認
を
受
け
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
期
間
内
に
お
い
て
そ
の
承
認
を

受
け
た
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
と
き
。

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
使
用
施
設
等
を
試
験
の
た
め
に
使
用
す

る
場
合

三

使
用
施
設
等
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
完
成
し
た
部

（
前
二
号
に

分
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法
に
つ
い
て

掲
げ
る
場
合
を
除
く

原
子
力
規
制
委
員
会
の
承
認
を
受
け
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
期
間
内
に
お

い
て
そ
の
承
認
を
受
け
た
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
と
き
。

四

使
用
施
設
等
の
設
置
の
場
所
の
状
況
又
は
工
事
の
内
容
に
よ
り
、
原
子

力
規
制
委
員
会
が
支
障
が
な
い
と
認
め
て
使
用
前
検
査

を
受
け
な
い

確
認

で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
指
示
し
た
場
合

五

使
用
施
設
等
の
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
機
器

の
相
互
の
間
隔
を
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
核
的
制
限
値
で
あ
る
間
隔
よ
り
小
さ
く
し

な
い
も
の
そ
の
他
使
用
施
設
等
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
の
場
合

（
使
用
前
確
認
証
）

（
合
格
証
）
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第
二
条
の
七

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、
第
二
条

第
二
条
の
四

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た

の
五
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
使
用
施
設
等
が
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二

と
き
は
、
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
し
た
と
き
は

、
使
用
前
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
工
事
の
技
術
上
の
基
準
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
条
の
五

法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
工
事
の
技
術
上
の
基

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

使
用
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
を
限

定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と

。イ

流
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
に
核
燃
料
物
質

等
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
を
接
続
す
る
場
合
に
は
、
流
体
状
の
核

燃
料
物
質
等
が
核
燃
料
物
質
等
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
に
逆
流
す

る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ロ

六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
を
取
り
扱
う
設
備
で
あ
つ
て
、
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン

が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
漏
え
い
の
拡
大
を
適

切
に
防
止
し
得
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ハ

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

二
以
上
を
含
む
物
質
（
使
用
済
燃
料
を
除
く
。
）
を
使
用
し
、
貯
蔵
し

、
又
は
廃
棄
（
保
管
廃
棄
を
除
く
。
）
す
る
セ
ル
等
又
は
再
処
理
研
究

設
備
（
再
処
理
の
研
究
の
用
に
供
す
る
設
備
で
あ
つ
て
、
気
密
又
は
水

密
を
要
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
そ
の
内
部
に
設
置
す
る
セ
ル
等
は
、

給
気
口
及
び
排
気
口
を
除
き
、
密
閉
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る

こ
と
。

ニ

液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
使
用
し
、
貯
蔵
し
、
又
は
廃
棄
す
る
セ

ル
等
は
、
当
該
物
質
が
セ
ル
等
外
に
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造

で
あ
る
こ
と
。

ホ

密
封
さ
れ
て
い
な
い
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
フ
ー
ド
は
、
そ
の

開
口
部
の
風
速
を
適
切
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

- 658 -



- 9 -

二
以
上
を
含
む
物
質
（
以
下
「
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
等
」
と
い
う
。
）
を
使

用
し
、
貯
蔵
し
、
又
は
廃
棄
（
保
管
廃
棄
を
除
く
。
）
す
る
室
並
び
に

核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
の
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
室
は
、
そ
の
内
部

を
負
圧
状
態
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ト

セ
ル
等
が
そ
の
内
部
を
負
圧
状
態
に
保
つ
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
セ
ル
等
は
、
そ
の
内
部
を
常
時
負
圧
状
態
に
維
持
し
得

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

チ

液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
使
用
し
、
貯
蔵
し
、
又
は
廃
棄
す
る
設

備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
の
漏
え
い
が
拡
大

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
当
該
物
質
が
当
該
施
設
内

に
漏
え
い
し
た
場
合
に
も
、
こ
れ
が
施
設
外
に
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が

な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二

使
用
施
設
等
に
属
す
る
容
器
及
び
管
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
持
す
る
構
造

物
の
う
ち
、
使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
及
び
構
造
は
、
当

該
容
器
等
の
設
計
上
要
求
さ
れ
る
強
度
及
び
耐
食
性
が
確
保
で
き
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

三

使
用
施
設
等
に
属
す
る
容
器
及
び
管
の
う
ち
、
使
用
施
設
等
の
安
全
性

を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
は
、
適
切
な
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験

を
行
つ
た
と
き
、
こ
れ
に
耐
え
、
か
つ
、
著
し
い
漏
え
い
が
な
い
よ
う
に

施
設
す
る
こ
と
。

四

使
用
施
設
等
の
う
ち
人
が
頻
繁
に
出
入
り
す
る
建
物
内
部
の
壁
、
床
そ

の
他
の
部
分
で
あ
つ
て
、
核
燃
料
物
質
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
り
、
か
つ
、
人
が
触
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
表
面
は
、
核
燃
料
物

質
等
に
よ
る
汚
染
を
除
去
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

使
用
施
設
等
は
、
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
要
件

を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ

通
常
時
に
お
い
て
使
用
施
設
等
か
ら
の
直
接
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ

ン
線
に
よ
る
周
辺
監
視
区
域
周
辺
の
線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定

め
る
線
量
限
度
以
下
と
な
る
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と
。

ロ

工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
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防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
に
は
、
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に

必
要
な
遮
蔽
能
力
を
有
す
る
遮
蔽
設
備
を
施
設
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
遮
蔽
設
備
に
開
口
部
又
は
配
管
そ
の
他
の
貫
通
部
が

あ
る
場
合
で
あ
つ
て
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場

合
に
は
、
放
射
線
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

使
用
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
火
災
及
び
爆
発
の
発

生
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
火
災
及
び
爆
発
の
影
響
を
軽
減
す

る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

火
災
又
は
爆
発
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
使
用
施
設
等
の
安
全

性
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
消
火
設
備
及
び

警
報
設
備
（
警
報
設
備
に
あ
つ
て
は
自
動
火
災
報
知
設
備
、
漏
電
火
災

警
報
器
そ
の
他
の
火
災
の
発
生
を
自
動
的
に
検
知
し
、
警
報
を
発
す
る

設
備
に
限
る
。
）
を
施
設
す
る
こ
と
。

ロ

イ
の
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
は
、
そ
の
故
障
、
損
壊
又
は
異
常
な

作
動
に
よ
り
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

火
災
又
は
爆
発
に
よ
り
損
傷
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
可
能
な
限
り
不
燃
性
又
は
難
燃
性
の
材
料
を
使
用
す
る
と
と
も

に
、
必
要
に
応
じ
て
防
火
壁
の
設
置
そ
の
他
の
適
切
な
防
護
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

水
素
を
取
り
扱
う
設
備
（
爆
発
の
危
険
性
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）

は
、
適
切
に
接
地
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

水
素
そ
の
他
の
可
燃
性
ガ
ス
を
取
り
扱
う
設
備
（
爆
発
の
危
険
性
が

な
い
も
の
を
除
く
。
）
を
設
置
す
る
セ
ル
等
及
び
室
は
、
当
該
設
備
か

ら
可
燃
性
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
も
そ
れ
が
滞
留
し
な
い

構
造
と
す
る
こ
と
そ
の
他
の
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が

講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

使
用
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
人
が
み
だ
り
に
管
理

区
域
内
及
び
周
辺
監
視
区
域
内
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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イ

管
理
区
域
の
境
界
に
は
、
壁
、
柵
そ
の
他
の
区
画
物
及
び
標
識
が
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

周
辺
監
視
区
域
に
は
、
当
該
区
域
の
境
界
に
柵
そ
の
他
の
人
の
侵
入

を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
又
は
標
識
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ

し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

八

使
用
施
設
等
は
、
核
燃
料
物
質
の
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ

る
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ

核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
上
の
一
つ
の
単
位
（
以
下
「
単
一
ユ
ニ
ッ
ト

」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
通
常
時
に
予
想
さ
れ
る
機
械
若
し
く
は
器

具
の
単
一
の
故
障
若
し
く
は
そ
の
誤
作
動
又
は
運
転
員
の
単
一
の
誤
操

作
が
起
き
た
場
合
に
、
核
燃
料
物
質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
、
核
燃
料
物
質
を
収
納
す
る
機
器
の
形
状
寸
法
の
管
理
、
核
燃
料

物
質
の
濃
度
、
質
量
若
し
く
は
同
位
体
の
組
成
の
管
理
若
し
く
は
中
性

子
吸
収
材
の
形
状
寸
法
、
濃
度
若
し
く
は
材
質
の
管
理
又
は
こ
れ
ら
の

組
合
せ
に
よ
り
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

単
一
ユ
ニ
ッ
ト
が
二
つ
以
上
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
、
通
常
時
に

予
想
さ
れ
る
機
械
若
し
く
は
器
具
の
単
一
の
故
障
若
し
く
は
そ
の
誤
作

動
又
は
運
転
員
の
単
一
の
誤
操
作
が
起
き
た
場
合
に
、
核
燃
料
物
質
が

臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
相
互
間
の
適
切

な
配
置
の
維
持
若
し
く
は
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
の
相
互
間
に
お
け
る
中
性
子

の
遮
蔽
材
の
使
用
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ
に
よ
り
臨
界
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

臨
界
警
報
設
備
そ
の
他
の
臨
界
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設

備
を
施
設
す
る
こ
と
。

九

使
用
施
設
等
は
、
使
用
施
設
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関

す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
。
以

下
「
使
用
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
地
震
力
が
作

用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該
使
用
施
設
等
を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が

で
き
る
地
盤
に
施
設
す
る
こ
と
。
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十

使
用
施
設
等
は
、
こ
れ
に
作
用
す
る
地
震
力
（
使
用
許
可
基
準
規
則
第

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
地
震
力
を
い
う
。
）
に
よ
る
損
壊

に
よ
り
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と
。

十
一

耐
震
重
要
施
設
（
使
用
許
可
基
準
規
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

耐
震
重
要
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
使
用
許
可
基
準
規
則
第
九

条
第
三
項
の
地
震
力
に
対
し
て
そ
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が

な
い
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と
。

十
二

耐
震
重
要
施
設
が
使
用
許
可
基
準
規
則
第
九
条
第
三
項
の
地
震
に
よ

り
生
ず
る
斜
面
の
崩
壊
に
よ
り
そ
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が

な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

。
十
三

使
用
施
設
等
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
使
用
施
設
等
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
津
波
に
よ
り
そ
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
四

使
用
施
設
等
が
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
（
地
震
及
び
津
波
を
除
く
。

）
に
よ
り
そ
の
安
全
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
防
護
措

置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
五

使
用
施
設
等
は
、
周
辺
監
視
区
域
に
隣
接
す
る
地
域
に
事
業
所
、
鉄

道
、
道
路
そ
の
他
の
外
部
か
ら
の
衝
撃
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
要
因

が
あ
る
場
合
に
は
、
事
業
所
に
お
け
る
火
災
又
は
爆
発
事
故
、
危
険
物
を

搭
載
し
た
車
両
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
事
故
そ
の
他
の
敷
地
及
び
敷
地
周

辺
の
状
況
か
ら
想
定
さ
れ
る
事
象
で
あ
つ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に

よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
使
用
施
設
等
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い

よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

十
六

工
場
又
は
事
業
所
に
は
、
使
用
施
設
等
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
、
使

用
施
設
等
に
不
正
に
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危

害
を
与
え
、
又
は
他
の
物
件
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
件
が
持
ち
込

ま
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

。
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十
七

工
場
又
は
事
業
所
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。

）
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
八

使
用
施
設
等
が
そ
の
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
の
発
生
に
よ
り
そ
の
安

い
つ

全
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
九

使
用
施
設
等
が
そ
の
施
設
内
に
お
け
る
化
学
薬
品
の
漏
え
い
に
よ
り

そ
の
安
全
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の

適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十

使
用
施
設
等
に
属
す
る
設
備
で
あ
つ
て
、
機
器
又
は
配
管
の
損
壊
に

伴
う
飛
散
物
に
よ
り
損
傷
を
受
け
、
使
用
施
設
等
の
安
全
機
能
を
損
な
う

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
も
の
に
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十
一

使
用
施
設
等
は
、
通
常
時
及
び
設
計
評
価
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る

全
て
の
環
境
条
件
に
お
い
て
、
そ
の
安
全
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と
。

二
十
二

使
用
施
設
等
は
、
当
該
使
用
施
設
等
の
安
全
機
能
を
確
認
す
る
た

め
の
検
査
又
は
試
験
及
び
当
該
安
全
機
能
を
健
全
に
維
持
す
る
た
め
の
保

守
又
は
修
理
が
で
き
る
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と
。

二
十
三

使
用
施
設
等
は
、
他
の
原
子
力
施
設
又
は
同
一
の
工
場
又
は
事
業

所
内
の
他
の
使
用
施
設
等
と
共
用
す
る
場
合
に
は
、
使
用
施
設
等
の
安
全

性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と
。

二
十
四

使
用
施
設
等
に
は
、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他

の
要
因
に
よ
り
使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ

た
と
き
、
第
二
十
八
号
イ
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
著
し
く
上
昇
し
た
と

き
又
は
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
か
ら
液
体
状
の
放
射
性
物

質
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
を
確
実
に

検
知
し
て
速
や
か
に
警
報
す
る
設
備
を
施
設
す
る
こ
と
。

二
十
五

使
用
施
設
等
に
は
、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他

の
要
因
に
よ
り
使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ
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た
と
き
に
、
核
燃
料
物
質
等
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
能
力
の

維
持
、
熱
的
、
化
学
的
若
し
く
は
核
的
制
限
値
の
維
持
又
は
火
災
若
し
く

は
爆
発
の
防
止
の
た
め
の
設
備
を
速
や
か
に
作
動
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
設
備
の
作
動
を
速
や
か
に
、
か
つ
、
自
動
的
に
開
始
さ
せ

る
回
路
を
施
設
す
る
こ
と
。

二
十
六

使
用
施
設
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
を
施
設
す
る
こ
と
。

イ

そ
の
位
置
を
明
確
か
つ
恒
久
的
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
容
易
に
識

別
で
き
る
安
全
避
難
通
路

ロ

照
明
用
の
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
機
能
を
損
な
わ
な
い

避
難
用
の
照
明

ハ

設
計
評
価
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
用
い
る
照
明
（
ロ
の
避
難
用
の

照
明
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
専
用
の
電
源

二
十
七

貯
蔵
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ

核
燃
料
物
質
を
搬
出
入
す
る
場
合
そ
の
他
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
施
錠
又
は
立
入
制
限
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

ロ

標
識
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

必
要
に
応
じ
て
核
燃
料
物
質
の
崩
壊
熱
及
び
放
射
線
の
照
射
に
よ
り

発
生
す
る
熱
（
以
下
「
崩
壊
熱
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
過
熱
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
冷
却
の
た
め
の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
十
八

廃
棄
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ

管
理
区
域
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
の
空
気
中
、
周
辺
監
視
区

域
の
外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る
水
中
の
放
射

性
物
質
の
濃
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限

度
以
下
に
な
る
よ
う
に
使
用
施
設
等
に
お
い
て
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄

物
を
廃
棄
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
と
区
別
し
て
施
設

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
流
体
状
の
廃
棄
物
を
流

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
導
く
場
合
に
お
い
て
、
流

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
流
体
状
の
廃
棄
物
を
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取
り
扱
う
設
備
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

ハ

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
気
口
以
外
の
箇

所
に
お
い
て
気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す
る
こ
と
が
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ニ

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
ろ
過
装
置
を
設
け
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に
維
持
し
得
る
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置
の
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は

ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ホ

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
水
口
以
外
の
箇

所
に
お
い
て
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す
る
こ
と
が
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ヘ

放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
施
設
は
、
外
部
と
区
画
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

ト

放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
施
設
は
、
放
射
性
廃
棄
物
を
搬
出

入
す
る
場
合
そ
の
他
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
施
錠
又
は
立
入

制
限
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

チ

放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
施
設
で
あ
つ
て
、
放
射
性
廃
棄
物

の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
過
熱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
冷
却
の
た
め

の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

リ

標
識
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十
九

密
封
さ
れ
て
い
な
い
核
燃
料
物
質
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
使
用
施
設
等
に
は
、
管
理
区
域
内
の
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る

お
そ
れ
の
あ
る
場
所
か
ら
退
出
す
る
者
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
を
検

査
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三
十

工
場
又
は
事
業
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
設
備
が
備

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
直
接
計
測
す

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
間
接
的
に
計
測
す
る
施
設
を
も
つ
て

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

放
射
性
廃
棄
物
の
排
気
口
又
は
そ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排

気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
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ロ

放
射
性
廃
棄
物
の
排
水
口
又
は
そ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排

水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度

ハ

管
理
区
域
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定

め
る
線
量
当
量
、
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
放
射
性
物
質
に

よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度

三
十
一

使
用
施
設
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
非
常
用
電
源
設
備
を
施
設
す
る

こ
と
。

イ

外
部
電
源
系
統
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、

使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
機
能
を
維

持
す
る
た
め
に
、
内
燃
機
関
を
原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
設
備
を
施
設
す
る
こ
と
。

ロ

使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
特
に
必
要
な
設
備
に
は

、
無
停
電
電
源
装
置
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
設
備
を

施
設
す
る
こ
と
。

三
十
二

工
場
又
は
事
業
所
に
は
、
設
計
評
価
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お

い
て
工
場
又
は
事
業
所
内
の
人
に
対
し
必
要
な
指
示
が
で
き
る
よ
う
、
警

報
装
置
及
び
通
信
連
絡
設
備
を
施
設
す
る
こ
と
。

三
十
三

工
場
又
は
事
業
所
に
は
、
設
計
評
価
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お

い
て
使
用
施
設
等
の
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
と
通
信
連

絡
が
で
き
る
よ
う
、
専
用
通
信
回
線
を
施
設
す
る
こ
と
。

三
十
四

前
号
の
専
用
通
信
回
線
は
、
必
要
に
応
じ
て
多
様
性
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

三
十
五

使
用
施
設
等
は
、
発
生
頻
度
が
設
計
評
価
事
故
よ
り
低
い
事
故
で

あ
つ
て
、
当
該
使
用
施
設
等
か
ら
多
量
の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
を
放

出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
故
の

拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

三
十
六

使
用
施
設
等
は
、
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
五
十
二

条
第
一
項
又
は
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
使
用
又
は
変
更
の
許
可
の
申
請

書
及
び
こ
れ
ら
の
許
可
の
際
に
付
さ
れ
た
条
件
を
記
載
し
た
書
類
に
記
載

し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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（
溶
接
検
査
を
受
け
る
使
用
施
設
等
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
条
の
六

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

め
る
使
用
施
設
等
は
、
令
第
四
十
一
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
核
燃

料
物
質
に
係
る
使
用
施
設
等
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第

七
号
に
、
同
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
に
係
る
使

用
施
設
等
に
あ
つ
て
は
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。一

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
又
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
化
合
物
を
含
む
液
体
状
又
は
気
体

状
の
物
質
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の

イ

そ
の
内
包
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク

レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場
合
は

、
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
も
の

ロ

そ
の
内
包
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
マ
イ
ク
ロ

ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場

合
は
、
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
容
器
（

イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
最
高
使
用
圧
力
が
九
十

八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
又
は
内
容
積
が
〇
・
〇
四
立
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の

ハ

そ
の
内
包
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
マ
イ
ク
ロ

ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場

合
は
、
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
管
（
イ

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
（
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
つ
て
は

、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も
の
（
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
区

域
内
に
あ
つ
て
内
部
の
圧
力
が
外
部
の
圧
力
よ
り
低
く
維
持
さ
れ
て
い

る
ダ
ク
ト
を
除
く
。
）

二

放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
状
又
は
気
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
容
器
又

は
管
（
前
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
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イ

そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場
合
は
、
三
十
七
メ
ガ

ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
も
の

ロ

そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場
合
は
、
三
十
七

キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
容
器
（
イ
に
規
定

す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ

ス
カ
ル
以
上
の
も
の
又
は
内
容
積
が
〇
・
〇
四
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
も
の

ハ

そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場
合
は
、
三
十
七

キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
管
（
イ
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
最
高

使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
つ
て
は
、
百
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も
の
（
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
区
域
内
に
あ

つ
て
内
部
の
圧
力
が
外
部
の
圧
力
よ
り
低
く
維
持
さ
れ
て
い
る
ダ
ク
ト

を
除
く
。
）

三

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
液
体
状
の
物
質
又
は
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七

メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
液
体
状
の
物
質
を
内
包

す
る
容
器
又
は
管
か
ら
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ

る
ド
リ
ッ
プ
ト
レ
イ
そ
の
他
の
容
器

四

ウ
ラ
ン
又
は
ウ
ラ
ン
の
化
合
物
を
含
む
気
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
容

器
又
は
管
（
そ
の
容
器
又
は
管
の
内
部
の
圧
力
が
外
部
の
圧
力
よ
り
低
く

維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の

イ

そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
容
器
で
あ
つ
て
、
最
高
使
用
圧
力
が
九

十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
又
は
内
容
積
が
〇
・
〇
四
立
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
も
の

ロ

そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
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立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
管
で
あ
つ
て
、
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
（
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
つ
て

は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も
の

五

ウ
ラ
ン
又
は
ウ
ラ
ン
の
化
合
物
を
含
む
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
容

器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
容
器
（
そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
量
が

五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）

ロ

そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
管
（
そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
量
が
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
容
器
に
附
属
す
る
管
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
液

体
状
の
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
を
内
包
す
る
も
の
又
は
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
（
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
つ

て
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も
の

六

六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
の
加
熱
容
器
で
あ
つ
て
、
液
体
状
の
六
ふ
つ
化
ウ
ラ

ン
又
は
大
気
圧
を
超
え
る
圧
力
の
気
体
状
の
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
を
内
包
す

る
容
器
か
ら
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
（
加
熱

す
る
ウ
ラ
ン
の
量
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）

七

胴
の
外
径
が
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
容
器
又
は
外
径
百
五
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
管
（
前
各
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
を
除
く
。
）

で
あ
つ
て
、
放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
状
若
し
く
は
気
体
状
の
物
質
を
内

包
し
、
又
は
非
常
用
電
源
設
備
そ
の
他
の
安
全
上
重
要
な
施
設
に
属
す
る

も
の
の
う
ち
、
次
に
定
め
る
圧
力
以
上
の
圧
力
を
加
え
ら
れ
る
部
分
（
以

下
「
耐
圧
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
溶
接
を
す
る
も
の

イ

液
体
用
の
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
最
高
使
用
温
度
が
そ
の
液
体
の

沸
点
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
千
九
百
六
十
キ
ロ
パ

ス
カ
ル

ロ

イ
に
規
定
す
る
容
器
以
外
の
容
器
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
九

十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

ハ

イ
に
規
定
す
る
管
以
外
の
管
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
九
百
八

十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
（
長
手
継
手
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
四
百
九
十
キ
ロ
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パ
ス
カ
ル
）

（
溶
接
検
査
の
申
請
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
条
の
七

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
に
規
定
す
る

使
用
施
設
等
の
溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項
に
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
個
数
、

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
並
び
に
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
種
類

及
び
濃
度

三

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

四

溶
接
工
程
表

五

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量
、
溶
接
部
の
設
計
及
び
溶
接
施
行
法
並
び

に
溶
接
を
行
う
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
溶
接
明
細
書

二

溶
接
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
構
造
図

四

溶
接
部
の
設
計
図

３

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
溶
接
を
し
た
使
用
施
設
等
で

あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
の
当
該
溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
個
数
、

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
並
び
に
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
種
類
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及
び
濃
度

三

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

４

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

溶
接
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
構
造
図

三

溶
接
部
の
設
計
図

四

溶
接
（
前
条
第
七
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の
漏
止
め
溶

接
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
材
料
試
験
、
開
先
試
験
、
溶
接
作
業
試
験
、

非
破
壊
試
験
（
次
条
第
二
号
に
規
定
す
る
溶
接
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る

。
）
、
機
械
試
験
（
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
溶
接
部
に
関
す
る
も
の
に

限
る
。
）
及
び
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
の
結
果
に
関
す
る
資
料
並
び

に
溶
接
後
熱
処
理
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

５

第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
申
請
書
又
は
第
二
項
若
し
く
は
前
項
の
書
類

に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

６

第
一
項
又
は
第
三
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部

数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

第
二
条
の
八
及
び
第
二
条
の
九

削
除

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

第
二
条
の
八

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
検
査
（
溶
接
を
し
た
使
用
施

設
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
の
当
該
溶
接
に
つ
い
て
の
検
査
を
除
く
。

）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
工
程
ご
と
に
行
う
。

一

溶
接
作
業
を
行
う
と
き
（
第
二
条
の
六
第
七
号
に
規
定
す
る
容
器
又

は
管
に
つ
い
て
の
漏
止
め
溶
接
に
係
る
場
合
及
び
溶
接
作
業
の
標
準
化

、
溶
接
に
使
用
す
る
材
料
の
規
格
化
等
の
状
況
に
よ
り
、
原
子
力
規
制

委
員
会
が
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
こ
の
工
程
に
お
け
る
検
査
を
受
け

な
い
で
使
用
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

二

法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
（
以
下
「

溶
接
の
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
非
破
壊
試
験
を
必
要
と
す
る
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溶
接
部
に
つ
い
て
は
、
非
破
壊
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な

つ
た
と
き
。

三

溶
接
の
技
術
基
準
に
よ
り
機
械
試
験
を
必
要
と
す
る
突
合
せ
溶
接
部

に
つ
い
て
は
、
機
械
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
つ
た
と
き

。
四

耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
つ
た

と
き
（
第
二
条
の
六
第
七
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の
漏

止
め
溶
接
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
。

（
溶
接
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
条
の
九

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員

会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

使
用
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
セ
ル
等
の
内
部
に
設

置
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
支
障

が
な
い
も
の
と
し
て
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
検
査
を
受
け
な
い

で
使
用
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合

二

漏
止
め
溶
接
の
み
を
し
た
第
二
条
の
六
第
七
号
に
規
定
す
る
容
器
又

は
管
（
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
そ
の
溶
接
の
み
を
新
た
に
す
る
も
の
を
含

む
。
）
を
使
用
す
る
場
合

三

使
用
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
試
験
研
究
の
用
に
供

す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総

理
府
令
第
八
十
三
号
）
第
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
ヌ
に
規
定
す
る
試

験
研
究
用
等
原
子
炉
の
附
属
施
設
の
う
ち
の
主
要
な
実
験
設
備
と
し
て

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
項
の
検
査
に
合
格
し
た
も
の
を

使
用
す
る
場
合

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
条
の
九
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
二
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三

項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検

。

査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
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（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
条
の
十

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
検
査

を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
示

す
も
の
と
す
る
。

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
二
条
の
十

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を
受
け

第
二
条
の
十
の
二

法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を

よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に

る
書
類
を
添
付
し
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

。

な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

使
用
施
設
等
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制

［
号
を
加
え
る
。
］

の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

七

［
略
］

六

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
記
録
）

（
記
録
）

第
二
条
の
十
一

法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事

第
二
条
の
十
一

法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事

業
所
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中

中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る

欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期

期
間
こ
れ
を
保
存
し
て

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お

記

録

事

項

保
存
期
間

記

録

事

項

保
存
期
間

記
録
す
べ
き

記
録
す
べ
き

場
合

場
合

一

使
用
施
設
等
の
施
設
管
理
（
第
二

一

施
設
検
査
の
結
果

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に

条
の
十
一
の
七
に
規
定
す
る
も
の
を

関
す
る
次
の

い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ

検
査
の
と
き

。
）
に
係
る
記
録

ま
で
の
期
間
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イ

使
用
前
確
認
の
結
果

確
認
の
都
度

同
一
事
項
に

関
す
る
次
の

確
認
の
と
き

ま
で
の
期
間

ロ

第
二
条
の
十
一
の
七
第
四
号
の

施
設
管
理
の

施
設
管
理
を

規
定
に
よ
る
施
設
管
理
の
実
施
状

実
施
の
都
度

実
施
し
た
使

況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

用
施
設
等
の

解
体
又
は
廃

棄
を
し
た
後

五
年
（
令
第

四
十
一
条
各

号
に
掲
げ
る

核
燃
料
物
質

を
使
用
し
な

い
場
合
に
あ

つ
て
は
、
十

年
）
が
経
過

す
る
ま
で
の

期
間

ハ

第
二
条
の
十
一
の
七
第
五
号
の

評
価
の
都
度

評
価
を
実
施

規
定
に
よ
る
施
設
管
理
方
針
、
施

し
た
使
用
施

設
管
理
目
標
及
び
施
設
管
理
実
施

設
等
の
施
設

計
画
の
評
価
の
結
果
及
び
そ
の
評

管
理
方
針
、

価
の
担
当
者
の
氏
名

施
設
管
理
目

標
又
は
施
設

管
理
実
施
計

画
の
改
定
ま

で
（
令
第
四
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十
一
条
各
号

に
掲
げ
る
核

燃
料
物
質
を

使
用
し
な
い

場
合
に
あ
つ

て
は
、
こ
れ

ら
の
改
定
後

十
年
が
経
過

す
る
ま
で
）

の
期
間

二

放
射
線
管
理
記
録

二

［
同
上
］

イ

［
略
］

［
略
］

［
略
］

イ

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

ロ

放
射
性
廃
棄
物
の
排
気
口
又
は

五
年

ロ

［
同
上
］

五

排
気
又
は
排

［
略
］

排
気
又
は
排

［
同
上
］

排
気
監
視
設
備
及
び
排
水
口
又
は

間
（
令
第
四

年
間

水
の
都
度
（

水
の
都
度
（

連
続
し
て
排

連
続
し
て
排

排
水
監
視
設
備
に
お
け
る
放
射
性

十
一
条
各
号

気
又
は
排
水

気
又
は
排
水

物
質
の
濃
度

に
掲
げ
る
核

を
す
る
場
合

す
る
場
合
は

燃
料
物
質
を

は
連
続
し
て

連
続
し
て
）

使
用
し
な
い

［
略
］

場
合
に
あ
つ

［
同
上
］

）

て
は
、
十
年

間
）

ハ

管
理
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域

［
略
］

五
年
間
（
令

ハ

［
同
上
］

［
同
上
］

五
年
間

に
お
け
る
線
量
当
量
率
（
イ
に
規

第
四
十
一
条

定
す
る
場
合
の
も
の
を
除
く
。
）

各
号
に
掲
げ

並
び
に
管
理
区
域
に
お
け
る
空
気

る
核
燃
料
物

中
の
放
射
性
物
質
の
一
月
間
（
令

質
を
使
用
し

第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
核
燃

な
い
場
合
に
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料
物
質
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ

あ
つ
て
は
、

て
は
一
週
間
）
に
つ
い
て
の
平
均

十
年
間
）

濃
度
及
び
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て

汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性

物
質
の
密
度

二
～

ト

略
］

［
略
］

［
略
］

［

二
～

ト

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
ハ

ヌ

ハ

ヌ

チ

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い

［
略
］

一
年
間
（
令

チ

［
同
上
］

［
同
上
］

一
年
間

て
運
搬
し
た
核
燃
料
物
質
等
の
種

第
四
十
一
条

類
別
の
数
量
、
そ
の
運
搬
に
使
用

各
号
に
掲
げ

し
た
容
器
の
種
類
並
び
に
そ
の
運

る
核
燃
料
物

搬
の
日
時
及
び
経
路

質
を
使
用
し

な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、

十
年
間
）

リ
・
ヌ

略
］

［
略
］

［
略
］

リ
・
ヌ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［

［

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

三

保
守
記
録

令
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る

日
一
回
（

年
間

イ

毎

一

核
燃
料
物
質
に
係
る
使
用
施
設
等

法
第
五
十
七

の
巡
視
及
び
点
検
の
状
況
並
び
に

条
の
五
第
二

そ
の
担
当
者
の
氏
名
（
法
第
五
十

項
の
認
可
を

七
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け

受
け
た
使
用

た
使
用
施
設
等
に
あ
つ
て
は
点
検

施
設
等
内
に

の
状
況
を
除
く
。
）

核
燃
料
物
質

が
存
在
し
な

い
場
合
は
、

毎
週
一
回
）
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ロ

使
用
施
設
等
の
修
理
の
状
況
及

修
理
の
都
度

一
年
間

び
そ
の
担
当
者
の
氏
名
（
令
第
四

十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物

質
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

使
用
施
設
等
の
定
期
的
な
自
主

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に

検
査
の
結
果
（
令
第
四
十
一
条
各

関
す
る
次
の

号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
に
係
る

検
査
の
と
き

も
の
に
限
る
。
）

ま
で
の
期
間

三

操
作
記
録
（
安
全
上
重
要
な
施
設

四

警
報
装
置
か
ら
発
せ
ら
れ
た
警
報

そ
の
都
度

一
年
間

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

（
使
用
許
可
基
準
規
則
第
一
条
第
二

の
内
容
（
令
第
四
十
一
条
各
号
に
掲

項
第
四
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う

げ
る
核
燃
料
物
質
に
係
る
も
の
に
限

。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
（

ニ
を

る
。
）

ハ

除
く
。
）
。
）
（
法
第
五
十
七
条
の

五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
使
用
施

設
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

使
用
施
設
に
お
け
る
核
燃
料
物

挿
入
の

一
年
間
（
令

加
え
る
。
］

［
加
え
る
。

［
加
え
る
。

使
用

［

質
の
種
類
別
の
使
用
量
及
び
使
用

都
度
（
連
続

第
四
十
一
条

］

］

の
日
時

式
に
あ
つ
て

各
号
に
掲
げ

は
、
連
続
し

る
核
燃
料
物

て
）

質
を
使
用
し

な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、

十
年
間
）

ロ

使
用
施
設
等
の
操
作
開
始
及
び

開
始
及
び
停

一
年
間
（
令

加
え
る
。
］

［
加
え
る
。

［
加
え
る
。

［

操
作
停
止
の
時
刻

止
の
都
度

第
四
十
一
条

］

］

各
号
に
掲
げ
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る
核
燃
料
物

質
を
使
用
し

な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、

十
年
間
）

ハ

警
報
装
置
か
ら
発
せ
ら
れ
た
警

そ
の
都
度

一
年
間

加
え
る
。
］

［
加
え
る
。

［
加
え
る
。

［

報
の
内
容
（
令
第
四
十
一
条
各
号

］

］

に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

ニ

使
用
施
設
等
の
操
作
責
任
者
及

操
作
の
開
始

一
年
間
（
令

加
え
る
。
］

［
加
え
る
。

［
加
え
る
。

［

び
操
作
員
の
氏
名
並
び
に
こ
れ
ら

及
び
交
代
の

第
四
十
一
条

］

］

の
者
の
交
代
の
時
刻

都
度

各
号
に
掲
げ

る
核
燃
料
物

質
を
使
用
し

な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、

十
年
間
）

四

使
用
施
設
等
の
事
故
記
録

五

［
同
上
］

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の
日
時

［
略
］

［
略
］

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の
時

［
同
上
］

［
同
上
］

［
ロ
～
ニ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

五

保
安
教
育
の
記
録

六

［
同
上
］

イ

保
安
教
育
の
実
施
計
画

［
略
］

三
年
間
（
令

イ

［
同
上
］

［
同
上
］

三
年
間

第
四
十
一
条

各
号
に
掲
げ
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る
核
燃
料
物

質
を
使
用
し

な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、

十
年
間
）

ロ

保
安
教
育
の
実
施
日
時
及
び
項

［
略
］

三
年
間
（
令

ロ

［
同
上
］

［
同
上
］

三
年
間

目

第
四
十
一
条

各
号
に
掲
げ

る
核
燃
料
物

質
を
使
用
し

な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、

十
年
間
）

ハ

保
安
教
育
を
受
け
た
者
の
氏
名

［
略
］

三
年
間
（
令

ハ

［
同
上
］

［
同
上
］

三
年
間

第
四
十
一
条

各
号
に
掲
げ

る
核
燃
料
物

質
を
使
用
し

な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、

十
年
間
）

六

品
質
管
理
基
準
規
則
第
四
条
第
三

当
該
文
書
又

当
該
文
書
又

七

品
質
保
証
計
画
（
令
第
四
十
一
条

策
定
及
び
改

次
の
改
定
の

項
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

は
記
録
の
作

は
記
録
の
作

各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
に
係
る

定
の
都
度

後
三
年
間

文
書
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

成
又
は
変
更

成
又
は
変
更

も
の
に
限
る
。
）

テ
ム
に
従
つ
た
計
画
、
実
施
、
評
価

の
都
度

後
三
年
が
経

及
び
改
善
状
況
の
記
録
（
令
第
四
十

過
す
る
ま
で

一
条
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
を

の
期
間
（
令

使
用
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
品

第
四
十
一
条
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質
管
理
基
準
規
則
第
五
十
四
条
第
一

各
号
に
掲
げ

項
第
二
号
に
規
定
す
る
記
録
）
（
他

る
核
燃
料
物

の
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

質
を
使
用
し

な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、

十
年
間
）

七

第
二
条
の
十
一
の
十
三
に
規
定
す

八

第
二
条
の
十
一
の
十
に
規
定
す
る

る
防
護
措
置
の
記
録

防
護
措
置
の
記
録

イ

［
略
］

［
略
］

［
略
］

イ

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

ロ

第
二
条
の
十
一
の
十
三
第
二
項

［
略
］

［
略
］

ロ

第
二
条
の
十
一
の
十
第
二
項
第

［
同
上
］

［
同
上
］

第
一
号
に
規
定
す
る
防
護
区
域
、

一
号
に
規
定
す
る
防
護
区
域
、
同

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
周
辺
防

項
第
二
号
に
規
定
す
る
周
辺
防
護

護
区
域
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定

区
域
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す

す
る
立
入
制
限
区
域
へ
立
ち
入
る

る
立
入
制
限
区
域
へ
立
ち
入
る
者

者
へ
の
同
項
第
五
号
イ
及
び
ロ
に

へ
の
同
項
第
五
号
イ
及
び
ロ
に
規

規
定
す
る
証
明
書
等
の
発
行
の
状

定
す
る
証
明
書
等
の
発
行
の
状
況

況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

ハ

第
二
条
の
十
一
の
十
三
第
二
項

［
略
］

［
略
］

ハ

第
二
条
の
十
一
の
十
第
二
項
第

［
同
上
］

［
同
上
］

第
一
号
に
規
定
す
る
防
護
区
域
、

一
号
に
規
定
す
る
防
護
区
域
、
同

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
周
辺
防

項
第
二
号
に
規
定
す
る
周
辺
防
護

護
区
域
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定

区
域
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す

す
る
立
入
制
限
区
域
の
出
入
口
に

る
立
入
制
限
区
域
の
出
入
口
に
お

お
け
る
物
品
の
持
込
み
又
は
持
出

け
る
物
品
の
持
込
み
又
は
持
出
し

し
の
点
検
の
状
況
及
び
そ
の
担
当

の
点
検
の
状
況
及
び
そ
の
担
当
者

者
の
氏
名

の
氏
名

［
ニ
～
リ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
ニ
～
リ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］
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八

廃
止
措
置
に
係
る
工
事
の
方
法
、

法
第
五
十
七

第
七
項
に
定

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。

［
加
え
る
。

時
期
及
び
対
象
と
な
る
使
用
施
設
等

条
の
五
第
二

め
る
期
間

］

］

の
設
備
の
名
称

項
の
認
可
を

受
け
た
廃
止

措
置
計
画
に

記
載
さ
れ
た

工
事
の
各
工

程
の
終
了
の

都
度

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

第
一
項
の
表
第
二
号
リ
及
び
ヌ
、
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
並
び
に
第
八
号

７

第
一
項
の
表
第
二
号
リ
及
び
ヌ
並
び
に
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
記
録
の

の
記
録
の
保
存
期
間
は
、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

保
存
期
間
は
、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二

法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

８

［
略
］

８

［
同
上
］

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）

第
二
条
の
十
一
の
三

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

［
条
を
加
え
る
。
］

は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と

こ
ろ
に
よ
り
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
き
保
安
活
動
（
次
条

か
ら
第
二
条
の
十
一
の
十
二
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
含
む
。
）
の
計
画
、

実
施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
第
四
十
一
条

各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
を
使
用
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
品
質
管
理
基

準
規
則
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

。（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

第
二
条
の
十
一
の
四

［
略
］

第
二
条
の
十
一
の
三

［
同
上
］
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（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

第
二
条
の
十
一
の
五

［
略
］

第
二
条
の
十
一
の
四

［
同
上
］

（
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
等
の
測
定
）

（
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
等
の
測
定
）

第
二
条
の
十
一
の
六

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

第
二
条
の
十
一
の
五

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
等
の
測
定
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲

は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
等
の
測
定
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の

定
め
る
使
用
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

（
使
用
施
設
等
の
施
設
管
理
）

第
二
条
の
十
一
の
七

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

［
条
を
加
え
る
。
］

は
、
使
用
施
設
等
の
保
全
の
た
め
に
行
う
設
計
、
工
事
、
巡
視
、
点
検
、
検

査
そ
の
他
の
施
設
の
管
理
（
以
下
「
施
設
管
理
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

使
用
施
設
等
が
法
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
の
許

可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
法
第
五
十
五
条
の
二

第
二
項
第
二
号
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
性
能
を
有
す
る
よ
う
、
こ

れ
を
設
置
し
、
及
び
維
持
す
る
た
め
、
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
施
設
管
理
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。
た

だ
し
、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

二

前
号
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
若

し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六

第
三
項
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に
記
載
さ
れ
た

第
六
条
の
三
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
に
係

第
六
条
の
二
第
十
号

る
施
設
管
理
方
針
を
定
め
る
こ
と
。

三

第
一
号
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
施
設
管
理
方
針
に
従
つ

て
達
成
す
べ
き
施
設
管
理
の
目
標
（
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

使
用
施
設
等
及

施
設
管
理
方
針
に
係
る
施
設
管
理

目
標
に
あ
つ
て
は
、

の

施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
設
備

に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め
る
目

び

系
統
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標
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
設
管
理
目
標
」
と
い
う
。
）
を

定
め
る
こ
と
。

四

施
設
管
理
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を
定
め
た
施
設
管
理
の

実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
設
管
理
実
施
計
画
」

と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
従
つ
て
施
設
管
理
を
実
施
す
る
こ

と
。

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
及
び
期
間
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

使
用
施
設
等
の
設
計
及
び
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

（
使
用
施
設
等
の
保
全
の
た
め
に
実
施
す
る
も

ハ

使
用
施
設
等
の
巡
視

に
関
す
る
こ
と
。

の
に
限
る
。
）

ニ

使
用
施
設
等
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
点
検
等

」
と
い
う
。
）
の
方
法
、
実
施
頻
度
及
び
時
期
（
使
用
施
設
等
の
操
作

中
及
び
操
作
停
止
中
の
区
別
を
含
む
（
法
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の

認
可
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

使
用
施
設
等
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行
う
保
安
の
確

保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

使
用
施
設
等
の
設
計
、
工
事
、
巡
視
及
び
点
検
等
の
結
果
の
確
認
及

び
評
価
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

ト

ヘ
の
確
認
及
び
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
て
実
施
す
べ
き
処
置
（
品
質

管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
七
号
の

未
然
防
止
処
置

に
規
定
す
る

を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

チ

使
用
施
設
等
の
施
設
管
理
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

五

施
設
管
理
方
針
、
施
設
管
理
目
標
及
び
施
設
管
理
実
施
計
画
を
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
期
間
ご
と
に
評
価
す
る
こ
と
。

イ

施
設
管
理
方
針
及
び
施
設
管
理
目
標
に
あ
つ
て
は
、
一
定
期
間

ロ

施
設
管
理
実
施
計
画
に
あ
つ
て
は
、
前
号
イ
に
規
定
す
る
期
間

六

前
号
の
評
価
を
実
施
す
る
都
度
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
施
設
管
理

方
針
、
施
設
管
理
目
標
又
は
施
設
管
理
実
施
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
。

七

使
用
施
設
等
の
操
作
を
相
当
期
間
行
わ
な
い
場
合
そ
の
他
使
用
施
設
等

が
そ
の
施
設
管
理
を
行
う
観
点
か
ら
特
別
な
状
態
に
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
使
用
施
設
等
の
状
態
に
応
じ
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
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い
て
特
別
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
に
係
る
使

用
施
設
等
の
保
全
に
関
す
る
措
置
）

第
二
条
の
十
一
の
八

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

［
条
を
加
え
る
。
］

は
、
設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
に
関
し

て
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と

こ
ろ
（
法
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、

当
該
認
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
）
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
使
用
施
設
等
の
保
全

に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
に
係
る

使
用
施
設
等
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動

（

に
関
す
る
計
画

使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
火
災
に
係
る
次
に

掲
げ
る

活
動
を
含
む
。
）
に
関
す
る
計
画
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当

事
項

該
計
画
の
実
行
に
必
要
な
要
員
を
配
置
し
、
当
該
計
画
に
従
つ
て
必
要
な

活
動
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ

使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
可
燃
物
の
管

理
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

消
防
吏
員
へ
の
通
報
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

消
火
又
は
延
焼
の
防
止
そ
の
他
消
防
隊
が
火
災
の
現
場
に
到
着
す
る

ま
で
に
行
う
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

二

設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
の
発
生

時
に
お
け
る
使
用
施
設
等
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行

う
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
定
期
に
（
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を

放
出
す
る
事
故
の
発
生
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
教
育
及
び
訓
練
に
あ

つ
て
は
、
毎
年
一
回
以
上
定
期
に
）
実
施
す
る
こ
と
。

三

設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
の
発
生

時
に
お
け
る
使
用
施
設
等
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行

う
た
め
に
必
要
な
照
明
器
具
、
無
線
機
器
そ
の
他
の
資
機
材
を
備
え
付
け

る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
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物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
の
発
生
時
に
お
け
る
使
用
施
設
等
の
必
要
な
機

能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ

と
。

（
核
燃
料
物
質
の
使
用
）

（
核
燃
料
物
質
の
使
用
）

第
二
条
の
十
一
の
九

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

第
二
条
の
十
一
の
六

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
使
用
者
に
つ
い

て
は
、
第
三
号
及
び
第
六
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

核
燃
料
物
質
の
使
用
は
、
使
用
施
設
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

一

［
同
上
］

［
略
］

二

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二

一
の
二

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
等
を
使
用
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除

以
上
を
含
む
物
質

き
、
セ
ル
等
を
用
い
る
こ
と
。

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
等
」
と
い

を
使
用
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
セ
ル
等
を
用

う
。
）

い
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

三

［
略
］

二

［
同
上
］

四

［
略
］

三

［
同
上
］

五

［
略
］

四

［
同
上
］

六

［
略
］

五

［
同
上
］

七

使
用
施
設
の
通
常
の
操
作
（
使
用
施
設
に
お
い
て
計
画
的
に
行
わ
れ
る

六

換
気
設
備
、
放
射
線
測
定
器
及
び
非
常
用
設
備
は
、
常
に
こ
れ
ら
の
機

操
作
を
い
う
。
）
を
行
う
た
め
に
必
要
な
次
の
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
操

能
を
発
揮
で
き
る
状
態
に
維
持
し
て
お
く
こ
と
。

作
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

イ

操
作
の
開
始
に
先
立
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
操
作
に
必
要
な
事
項

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

及
び
操
作
の
停
止
後
に
確
認
す
べ
き
事
項

ロ

操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
使
用
施
設
等
の
状
態
に
応
じ
て
定
期
的

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

に
又
は
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
べ
き
事
項
並
び
に
そ
の
確
認
の
方
法
及

び
確
認
の
時
期

又
は
頻
度

に
関
す
る
事
項

実
施
頻
度

時
期

ハ

警
報
の
発
報
そ
の
他
の
異
状
が
あ
つ
た
場
合
（
次
号
の
場
合
を
除
く

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

（
次
号
の
処
置
を

。
）
に
操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置

に
関
す
る
事
項

除
く
。
）

八

非
常
の
場
合
に
構
ず
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
そ
の
他
の
従

［
号
を
加
え
る
。
］
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業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
二
条
の
十
一
の
十

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

第
二
条
の
十
一
の
七

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

は
、
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃

は
、
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運

料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
運
搬
前
に

搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の

実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
の

［
一
～

十

略
］

［
一
～

十

同
上
］

三

三

四

核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

四

核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

同
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

同
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。

よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。

）
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等

）
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等

を
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と

を
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と

い
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当

い
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当

量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
率
を
超
え
な

量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
率
を
超
え
な

い
よ
う
に
し
、
か
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
二
条

い
よ
う
に
し
、
か
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
二
条

の
十
一
の
四
第
一
号
ハ
の
表
面
密
度
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う

の
十
一
の
三
第
一
号
ハ
の
表
面
密
度
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
。

に
す
る
こ
と
。

［
五
～
十

略
］

［
五
～
十

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

使
用
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又

４

使
用
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又

は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令

は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令

第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両

第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬

運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九

規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま

条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
保
安
の
た
め
に
必
要

で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措

な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核
燃

置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核
燃
料
物

料
物
質
等
を
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
運
搬
す

質
等
を
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
い
て
運
搬
す
る

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

（
貯
蔵
）

（
貯
蔵
）
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第
二
条
の
十
一
の
十
一

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用

第
二
条
の
十
一
の
八

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

者
は
、
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な

は
、
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
使
用
者
に
つ
い

て
は
、
第
三
号
及
び
第
八
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

貯
蔵
施
設
に
は
、
核
燃
料
物
質
を
搬
出
入
す
る
場
合
そ
の
他
特
に
必
要

三

貯
蔵
施
設
に
は
、
核
燃
料
物
質
を
搬
出
入
す
る
場
合
そ
の
他
特
に
必
要

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
施
錠
又
は
立
入
制
限
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
施
錠
又
は
立
入
制
限
の
措
置
を
採
る
こ
と
。

四

核
燃
料
物
質
を
貯
蔵
す
る
場
合
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
の
崩
壊
熱
及

四

核
燃
料
物
質
を
貯
蔵
す
る
場
合
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
の
崩
壊
熱
等

び
放
射
線
の
照
射
に
よ
り
発
生
す
る
熱
（
次
条
に
お
い
て
「
崩
壊
熱
等
」

に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て

と
い
う
。
）
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

［
五
～
八

略
］

［
五
～
八

同
上
］

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
二
条
の
十
一
の
十
二

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用

第
二
条
の
十
一
の
九

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

者
は
、
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放

は
、
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射

射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
廃
棄
前

性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な

に
こ
れ
ら
の

実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

措
置
の

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

第
三
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

五

第
三
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
。

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

八

第
六
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

八

第
六
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
。

［
九
・
十

略
］

［
九
・
十

同
上
］

十
一

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄

十
一

［
同
上
］

物
を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す

る
と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］
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ロ

当
該
保
管
廃
棄
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い

ロ

当
該
保
管
廃
棄
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い

過
熱
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置

過
熱
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

を
採
る
こ
と
。

［
ハ
・
ニ

略
］

［
ハ
・
ニ

同
上
］

［
十
二
～
十
五

略
］

［
十
二
～
十
五

同
上
］

（
防
護
措
置
）

（
防
護
措
置
）

第
二
条
の
十
一
の
十
三

［
略
］

第
二
条
の
十
一
の
十

［
同
上
］

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
二
条
の
十
二

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認
可
を

第
二
条
の
十
二

［
同
上
］

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は
事
業
所
ご
と

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載

し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関

［
号
を
加
え
る
。
］

与
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
品
質
管
理
基
準
規
則

［
号
を
加
え
る
。
］

第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
手
順
書
等
（
次
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お

い
て
単
に
「
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関

す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

［
略
］

一

［
同
上
］

四

使
用
施
設
等
の

管
理
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す

二

使
用
施
設
等
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ

操
作
及
び

る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
。

イ

［
略
］

イ

［
略

］

同
上

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る

［
同
上
］

も
の

⑴

⑴

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
に
関
す
る
こ
と
。

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と
。

［
⑵
～
⑷

略
］

［
⑵
～
⑷

同
上
］

⑸

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑸

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
略

］

同
上

五

使
用
施
設
等
の
操
作
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

三

災
害
の
防
止
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
機
器
の
操
作
に
関
す
る
こ
と
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。

イ

使
用
施
設
等
の
操
作
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

ロ

使
用
施
設
等
の
操
作
に
当
た
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、

操
作
に

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

及
び

必
要
な
事
項
及
び
異
状
が
あ
つ
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

異
状
が
あ
つ
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
（
第
十
三
号

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

第
十
二
号

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六

［
略
］

四

［
同
上
］

七

［
略
］

六

［
同
上
］

八

［
略
］

五

［
同
上
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

八

使
用
施
設
等
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
処
置
に
関
す
る

こ
と
。

十

核
燃
料
物
質
の
受
払
い
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
（
工
場
又
は

九

核
燃
料
物
質
の
受
渡
し
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ

事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

と
。

十
一

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場

十

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
（
発
生
頻
度
が
設
計
評
価
事
故
よ
り

低
い
事
故
で
あ
つ
て
、
多
量
の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
を
放
出
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
処
置
を
含
む
。
）
に
関
す

る
こ
と
。

十
三

設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
に
係

［
号
を
加
え
る
。
］

る
使
用
施
設
等
の
保
全
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

使
用
施
設
等
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に

十
二

使
用
施
設
等
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に

関
す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
六
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障

関
す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

等
の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
の
経
営
責
任
者

へ
の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
三

使
用
施
設
等
の
定
期
的
な
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に

掲
げ
る
も
の

イ

使
用
施
設
等
の
保
安
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
設
備
の
性
能
が
維

持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

使
用
施
設
等
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器
及
び
放
射
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線
測
定
器
の
校
正
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
四

品
質
保
証
（
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
体
系
的
に
実
施
す
る
こ

と
に
よ
り
、
原
子
力
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
関
す
る
こ

と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

品
質
保
証
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

品
質
保
証
活
動
を
行
う
者
の
職
務
及
び
組
織
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

品
質
保
証
計
画
に
基
づ
く
品
質
保
証
活
動
の
実
施
（
保
安
に
関
し
必

要
な
個
々
の
事
項
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
継
続
的
な
改
善
を
含
む

。
）
、
評
価
（
監
査
を
含
む
。
）
及
び
品
質
保
証
計
画
の
継
続
的
な
改

善
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

品
質
保
証
活
動
に
必
要
な
文
書
及
び
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

使
用
施
設
等
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前
検
査
の
実
施
に

［
号
を
加
え
る
。
］

関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

十
六

保
守
点
検
を
行
つ
た
事
業
者
か
ら
得
ら
れ
た
保
安
に
関
す
る
技
術
情

［
号
を
加
え
る
。
］

報
に
つ
い
て
の
他
の
使
用
者
と
の
共
有
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

不
適
合
（
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

［
号
を
加
え
る
。
］

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
二
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

こ
と
。

十
八

［
略
］

十
五

［
同
上
］

２

法
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
認

［
項
を
加
え
る
。
］

可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
ら

れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又

は
変
更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関

与
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手
順
書
等
の
保
安
規

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手

- 690 -



- 41 -

順
書
等
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

四

廃
止
措
置
を
行
う
者
の
職
務
及
び
組
織
に
関
す
る
こ
と
。

五

廃
止
措
置
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次

に
掲
げ
る
も
の

イ

保
安
教
育
の
実
施
方
針
（
実
施
計
画
の
策
定
を
含
む
。
）
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

⑴

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と
。

⑵

使
用
施
設
等
の
構
造
及
び
性
能
に
関
す
る
こ
と
。

⑶

使
用
施
設
等
の
廃
止
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑷

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑸

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
取
扱

い
に
関
す
る
こ
と
。

⑹

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

そ
の
他
使
用
施
設
等
に
係
る
保
安
教
育
に
関
し
必
要
な
事
項

六

使
用
施
設
等
の
操
作
停
止
に
関
す
る
恒
久
的
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
（

廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）

。
保
安
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
設
備
の
操
作
に
関
す
る
こ
と
。

七八

管
理
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
設
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
係
る

立
入
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

排
気
監
視
設
備
及
び
排
水
監
視
設
備
に
関
す
る
こ
と
。

九十

線
量
、
線
量
当
量
、
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て

汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
の
監
視
並
び
に
汚
染
の
除

去
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

放
射
線
測
定
器
の
管
理
及
び
放
射
線
の
測
定
の
方
法
に
関
す
る
こ
と

。
十
二

核
燃
料
物
質
の
受
払
い
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
（
工
場
又

は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止

措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）
。

十
三

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
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合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
に
係

る
使
用
施
設
等
の
保
全
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

使
用
施
設
等
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に

関
す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
六
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障

等
の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
の
経
営
責
任
者

へ
の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

廃
止
措
置
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に
関

す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
六
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障
等

の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
の
経
営
責
任
者
へ

の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

使
用
施
設
等
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前
検
査
の
実
施
に

関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

十
九

保
守
点
検
を
行
つ
た
事
業
者
か
ら
得
ら
れ
た
保
安
に
関
す
る
技
術
情

報
に
つ
い
て
の
他
の
使
用
者
と
の
共
有
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

不
適
合
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の

公
開
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

廃
止
措
置
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

そ
の
他
使
用
施
設
等
又
は
廃
止
措
置
に
係
る
保
安
に
関
し
必
要
な

事
項

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
第
一
項
本
文
の
規
定
を
準
用
す
る
。

［
項
を
加
え
る
。
］

４

第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
書
の
提
出

２

前
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
条
の
十
三

法
第
五
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
毎
年
四
回

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け

た
使
用
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
廃
止
措
置
の
実
施
の
状
況
に
応
じ
、
毎
年
四

回
以
内
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
五
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
六
項
の
原
子
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力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に

限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
核
物
質
防
護
規
定
）

（
核
物
質
防
護
規
定
）

第
三
条

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
核
物
質
防
護
規
定
の
認

第
三
条

［
同
上
］

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は
事
業
所

ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
核
物
質
防
護
規
定
を
定
め
、

こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

防
護
区
域
（
第
二
条
の
十
一
の
十
三
第
一
項
の
表
第
一
号
又
は
第
二
号

四

防
護
区
域
（
第
二
条
の
十
一
の
十
第
一
項
の
表
第
一
号
又
は
第
二
号
の

の
特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
工
場
又
は
事
業
所
に
あ
つ
て
は
、
防
護

特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
工
場
又
は
事
業
所
に
あ
つ
て
は
、
防
護
区

区
域
、
周
辺
防
護
区
域
及
び
立
入
制
限
区
域
。
同
項
の
表
第
三
号
か
ら
第

域
、
周
辺
防
護
区
域
及
び
立
入
制
限
区
域
。
同
項
の
表
第
三
号
か
ら
第
六

六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
工
場
又
は
事
業
所
に
あ
つ
て

号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
工
場
又
は
事
業
所
に
あ
つ
て
は

は
、
防
護
区
域
及
び
立
入
制
限
区
域
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
定

、
防
護
区
域
及
び
立
入
制
限
区
域
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
定
並

並
び
に
巡
視
及
び
監
視
に
関
す
る
こ
と
。

び
に
巡
視
及
び
監
視
に
関
す
る
こ
と
。

［
五
～
十
四

略
］

［
五
～
十
四

同
上
］

十
五

第
二
条
の
十
一
の
十
三
第
六
項
に
規
定
す
る
脅
威
に
対
す
る
施
設
の

十
五

第
二
条
の
十
一
の
十
第
六
項
に
規
定
す
る
脅
威
に
対
す
る
施
設
の
防

防
護
措
置
の
詳
細
に
関
す
る
こ
と
。

護
措
置
の
詳
細
に
関
す
る
こ
と
。

［
十
六
～
十
八

略
］

［
十
六
～
十
八

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
条
の
二

法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

の
二
第
五
項
の
検
査
は
、
毎
年
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
六
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項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

特
定
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要

な
最
小
限
度
の
量
に
限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

第
六
条
の
二

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
は
、
次

第
六
条
の
二

［
同
上
］

に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

十

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
使
用
施
設
等
及
び
そ
の
性
能

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
使
用
施
設
等
（
第
六
条
の
三

第
六
条
の
三
第
一
項
第
五
号

並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

に
お
い
て
「
性
能
維
持
施
設
」
と
い
う
。
）

の
性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

［
十
一
・
十
二

略
］

［
十
一
・
十
二

同
上
］

十
三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
（
令
第
四
十
一
条

十
三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
保
証
計
画

各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
を
使
用
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
品
質
管
理

基
準
規
則
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
措
置
）

［
十
四
・
十
五

略
］

［
十
四
・
十
五

同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
六
条
の
三

法
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
措
置
計
画
の

第
六
条
の
三

［
同
上
］

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
廃
止

措
置
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

廃
止
措
置
対
象
施
設
及
び

敷
地

三

廃
止
措
置
の
対
象
と
な
る
使
用
施
設
等
（
以
下
「
廃
止
措
置
対
象
施
設

そ
の

」
と
い
う
。
）
及
び

敷
地

そ
の

四

［
略
］

四

［
同
上
］

五

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
使
用
施
設
等

［
号
を
加
え
る
。
］

性
能
維
持
施
設
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（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
性
能
維
持
施
設
」
と
い
う
。
）

六

性
能
維
持
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
そ
の
性
能
並
び
に
そ

［
号
を
加
え
る
。
］

の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

七

［
略
］

五

［
同
上
］

八

［
略
］

六

［
同
上
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

［
略
］

八

［
同
上
］

十
一

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
（
令
第
四
十
一
条

［
号
を
加
え
る
。
］

各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
を
使
用
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
品
質
管
理

基
準
規
則
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
措
置
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
、
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号
に

類
は
、
令
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
の
使
用
を
し
て
い
た
場

掲
げ
る
書
類
は
、
令
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
の
使
用
を
し

合
に
限
り
、
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

て
い
た
場
合
に
限
り
、
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

五

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
使
用
施
設
等
及
び
そ
の
性
能

に
関
す
る
説
明
書

並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

八

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
（
令
第
四
十
一
条
各

八

品
質
保
証
計
画
に
関
す
る
説
明
書

号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
を
使
用
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
品
質
管
理
基

準
規
則
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
措
置
）
に
関
す
る
説
明
書

九

［
略
］

九

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
六
条
の
三
の
二

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

第
六
条
の
三
の
二

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各

二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
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四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

（
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
六
条
の
四

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

第
六
条
の
四

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て

法
第
十
二
条

準
用
す
る

準
用
す
る

法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

の
六
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更

軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
法
第
五
十
七

は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
二

条
の
五
第
二
項
又
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十

項
の
認
可
又
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項

二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁

の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載
さ
れ
た
放
射
線

に
お
け
る
線
量
当
量
率

を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ
の
他
使
用
施
設
等
の

遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ
の
他
使
用

の
値

保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

施
設
等
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
基
準
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
基
準
）

第
六
条
の
五

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
六
条
の
五

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

法
第
十
二
条
の
六
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、

の
六
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
廃
止
措
置
が

廃
止
措
置

が
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
災
害
の
防

の
実
施

物
に
よ
る
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

止
上
支
障
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
）

第
六
条
の
七
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、
廃

［
条
を
加
え
る
。
］

止
措
置
の
結
果
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

確
認
を
し
た
と
き
は
、
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
に
伴
う
措
置
）

（
許
可
の
取
消
し
等
に
伴
う
措
置
）

第
六
条
の
八

［
略
］

第
六
条
の
八

［
同
上
］

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

２

［
同
上
］

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

［
略
］

［
同
上
］
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第
六
条
の
三

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三

法
第
五
十
七
条
の
六
第
四

［
同
上
］

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三

法
第
五
十
七
条
の
六
第
四

の
二
第
一
項

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の

第
十
二
条
の
六
第
三
項

第
十
二
条
の
七
第
四
項

六
第
三
項

七
第
四
項

第
六
条

前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら

第
六
条
の
八
第
一
項
に
お

前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら

第
十
六
条
の
十
二

第
十
一
号
ま
で

い
て
準
用
す
る
前
条
第
一

第
八
号
ま
で

第
一
項
に
お
い
て
準

の
八

項
第
三
号
か
ら
第
十
一
号

用
す
る
前
条
第
一
項
第
三

ま
で

号
か
ら
第
八
号
ま
で

［
略
］

［
同
上
］

第
六
条
の
四

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三

法
第
五
十
七
条
の
六
第
四

［
同
上
］

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三

法
第
五
十
七
条
の
六
第
四

第
一
項

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の

第
十
二
条
の
六
第
三
項
た

第
十
二
条
の
七
第
四
項
た

［
略

［
略

［
同
上
］

［
同
上
］

六
第
三
項
た
だ
し
書

七
第
四
項
た
だ
し
書

だ
し
書

だ
し
書

］

］

法
第
五
十
七
条
の
五
第
二

法
第
五
十
七
条
の
六
第
二

法
第
五
十
七
条
の
五
第
二

法
第
五
十
七
条
の
六
第
二

項
又
は
同
条
第
三
項
に
お

項
又
は
同
条
第
四
項
に
お

項
の
認
可
又
は
同
条
第
三

項
の
認
可
又
は
同
条
第
四

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

る
法
第
十
二
条
の
六
第
三

る
法
第
十
二
条
の
七
第
四

第
十
二
条
の
六
第
三
項
の

第
十
二
条
の
七
第
四
項
の

項
の
認
可

項
の
認
可

変
更
の
認
可

変
更
の
認
可

第
六
条
の
五

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三

法
第
五
十
七
条
の
六
第
四

［
同
上
］

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三

法
第
五
十
七
条
の
六
第
四

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の

第
十
二
条
の
六
第
四
項

第
十
二
条
の
七
第
五
項

六
第
四
項

七
第
五
項

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三

法
第
五
十
七
条
の
六
第
四

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三

法
第
五
十
七
条
の
六
第
四

第
六
条
の
六

第
六
条
の
六
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項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

項
に
お
い
て

及
び

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

項
に
お
い
て

法

第
一
項
及
び

読
み
替
え
て

第
一
項

準
用
す
る

、

第
十
二
条
の
六
第
八
項

法
第
十
二
条
の

前
条

第
十
二
条
の
六
第
八
項

第
十
二
条
の
七
第
九
項

第
六
条
の

準
用
す
る

及
び
前
条

七
第
九
項

七前
条

前
条
各
号

次
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
前
条
各
号

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
六
条
の
十

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者
（
旧
使
用
者
等

第
六
条
の
十

［
同
上
］

を
含
む
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を

直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制

委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
気
施
設
に
よ
つ
て
排
出
し
た
場
合
に
お

五

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
気
施
設
に
よ
つ
て
排
出
し
た
場
合
に
お

い
て
、
周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
第
二
条

い
て
、
周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
第
二
条

の
十
一
の
十
二
第
四
号
の
濃
度
限
度
を
超
え
た
と
き
。

の
十
一
の
九
第
四
号
の
濃
度
限
度
を
超
え
た
と
き
。

六

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
水
施
設
に
よ
つ
て
排
出
し
た
場
合
に
お

六

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
水
施
設
に
よ
つ
て
排
出
し
た
場
合
に
お

い
て
、
周
辺
監
視
区
域
の
外
側
の
境
界
に
お
け
る
水
中
の
放
射
性
物
質
の

い
て
、
周
辺
監
視
区
域
の
外
側
の
境
界
に
お
け
る
水
中
の
放
射
性
物
質
の

濃
度
が
第
二
条
の
十
一
の
十
二
第
七
号
の
濃
度
限
度
を
超
え
た
と
き
。

濃
度
が
第
二
条
の
十
一
の
九
第
七
号
の
濃
度
限
度
を
超
え
た
と
き
。

［
七
～

十
二

略
］

［
七
～

十
二

同
上
］

十

十

十
一

放
射
線
業
務
従
事
者
に
つ
い
て
第
二
条
の
十
一
の
五
第
一
項
第
一
号

十
一

放
射
線
業
務
従
事
者
に
つ
い
て
第
二
条
の
十
一
の
四
第
一
項
第
一
号

の
線
量
限
度
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
被
ば
く
が
あ
つ
た
と

の
線
量
限
度
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
被
ば
く
が
あ
つ
た
と

き
。

き
。

十
二

［
略
］

十
二

［
同
上
］

（
届
出
書
類
の
提
出
部
数
）

（
届
出
書
類
の
提
出
部
数
）

第
九
条

法
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ

第
九
条

法
第
五
十
五
条
第
二
項
又
は
法
第
五
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に

る
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）
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［
条
を
削
る
。
］

第
十
条

法
第
五
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
七
項
の

身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
一
の
四
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
五

十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
七
項
の
身
分

を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
一
の
五
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
六
十
八

条
第
六
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る

。（
人
の
出
入
り
等
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
区
域
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
一
条

令
別
表
第
二
の
五
の
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
区

域
は
、
第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出

第
十
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提

に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し

出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録

た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ

し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で

つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
別
記
様
式
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
別
記

）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
別
記
様
式
第
三
の
電
磁

様
式
第
二
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と

的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［

（

）

（

）

別
記
様
式
第
１

別
記
様
式
第
１

第
２
条
の

第
２
条
の

の
２

1
0

1
0

関
係

関
係

（

）

（

）

別
記
様
式
第
１

別
記
様
式
第
１

第
２
条
の

第
２
条
の

の
２

1
0

1
0

関
係

関
係

合
併

分
割

認
可
申
請
書

合
併

分
割

認
可
申
請
書

（

）

（

）

［

］

［

］

略
同
上

核
原
料
物
質

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第

核
原
料
物
質

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第

、
、

条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
法
人
の
合
併

分
割

条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
法
人
の
合
併

分
割

5
5

（

5
5

（

、
、

。
。

）

）

の
認
可
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す

の
認
可
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

同
上

同
上
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合
併
又
は
分
割
の
時
期

年
月

日
合
併
又
は
分
割
の
時
期

年
月

日

使
用
施
設
等
の
保
安
の
た
め
の
業
務

に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の

整
備
に
関
す
る
こ
と

［

］

［

］

注
略

注
同
上

［

］

［

］

備
備

考
１
・
２

略
考

１
・
２

同
上

３
こ
の
申
請
書
に
は

核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
第
２
条

３
こ
の
申
請
書
に
は

核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
第
２
条

、
、

の
第
１
項
に
規
定
す
る
書
類
を

そ
れ
ら
の
書
類
の
一
覧
と
と
も
に

の
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
書
類
を

そ
れ
ら
の
書
類
の
一
覧
と
と

1
0

1
0

、
、

添
え
る
こ
と

も
に
添
え
る
こ
と
。

。

［

］

［

］

４
・
５

略
４
・
５

同
上

［
様
式
を
削
る
。
］

（

1
0

）

［

］

別
記
様
式
第
１
の
４

第
条
関
係

略

［
様
式
を
削
る
。
］

（

1
0

）

［

］

別
記
様
式
第
１
の
５

第
条
関
係

略

［
様
式
を
削
る
。
］

（

1
0

）

［

］

別
記
様
式
第
２

第
条
関
係

略

（

1
0

）

［

］

（

1
2

）

［

］

別
記
様
式
第
２

別
記
様
式
第
３

第
条
関
係

略
第

条
関
係

同
上
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別
表
第
三

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

［
同
上
］

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

「
保
安
活
動
」
と
は
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品

［
号
を
加
え
る
。
］

質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

元
年
原
子
力
規

二

制
委
員
会
規
則
第

●
号
。
以
下
「
品
質
管
理
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）

二

第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
安
活
動
を
い
う
。

六

「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二

［
号
を
加
え
る
。
］

条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

七

「
廃
止
措
置
対
象
施
設
」
と
は
、
法
第
十
二
条
の
六
第
二
項
の
認
可
を

［
号
を
加
え
る
。
］

受
け
た
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

又
は
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
係
る
廃
止
措
置

の
対
象
と
な
る
製
錬
施
設
を
い
う
。

（
製
錬
の
事
業
の
指
定
の
申
請
）

（
製
錬
の
事
業
の
指
定
の
申
請
）

第
一
条
の
二

法
第
三
条
第
二
項
の
製
錬
の
事
業
の
指
定
の
申
請
書
の
記
載
に

第
一
条
の
二

［
同
上
］

つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
の
製
錬
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る

［
号
を
加
え
る
。
］

品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
保
安
活

動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
記
載
す

を

る
こ
と
。

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

２

［
同
上
］

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
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原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

三

三

五

製
錬
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制

［
号
を
加
え
る
。
］

四の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

五

［
略
］

四

［
同
上
］

六

［
略
］

五

［
同
上
］

七

［
略
］

六

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

法
第
三
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
で

４

法
第
三
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
で

あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判
断
し
て
業

あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判
断
し
て
業

務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
診
断
書
に

務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
診
断
書
に

代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
五
条
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
書

代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
五
条
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
書

類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条

令
第
五
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各

第
二
条

［
同
上
］

号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
五
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
条
第
二
項
第

一

令
第
五
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
条
第
二
項
第

三
号
の
製
錬
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ

三
号
の
製
錬
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ

て
は
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載

て
は
、
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
よ
つ
て
記

し
、
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
製
錬
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ

載
し
、
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
製
錬
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に

つ
て
は
系
統
図
に
よ
つ
て
記
載
し
、
同
項
第
五
号
の
製
錬
施
設
の
保
安
の

あ
つ
て
は
、
系
統
図
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の

変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る

事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
又
は

五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
令

２

法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
令
第
五
条
の
許

第

第
五
条
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け

可
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］
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四

変
更
後
に
お
け
る
製
錬
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理

［
号
を
加
え
る
。
］

に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
八
条
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

第
三
条

法
第
八
条
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事
者
が
連
署
（

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事
者
が
連
署
（

新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
を
し
て
、
こ
れ
を
原
子
力
規
制
委

新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
し
て
、
こ
れ
を
原
子
力
規
制
委
員

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

製
錬
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の

［
号
を
加
え
る
。
］

に
関
す
る
事
項

整
備

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

［
同
上
］

ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

製
錬
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の

［
号
を
加
え
る
。
］

整
備
に
関
す
る
説
明
書

八

［
略
］

七

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
記
録
）

（
記
録
）

第
六
条

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に
、

第
六
条

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と

と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保

こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存

存
し
て

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お

記
録
す
べ
き

記
録
す
べ
き

記

録

事

項

保

存

期

間

記

録

事

項

保

存

期

間

場
合

場
合

［
一
・
二

略
］

［
略
］

［
略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］
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三

製
錬
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う

三

保
守
記
録

設
計
、
工
事
、
巡
視
、
点
検
、
検
査

そ
の
他
の
施
設
の
管
理
（
以
下
こ
の

保
安
規
定
に
定
め
る
災
害
の
防

毎
日
一
回
（

一
年
間

イ

表

止
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
機

法
第
十
二
条

並
び
に
次
条
第
一
項
第
十
五
号
及

に
お
い
て
「
施

器
の
巡
視
及
び
点
検
の
状
況
並
び

の
六
第
二
項

び
第
二
項
第
十
六
号

設
管
理
」
と
い
う
。
）
に
係
る
記
録

に
そ
の
担
当
者
の
氏
名

の
認
可
を
受

け
た
場
合
は

施
設
管
理
（
保
安
規
定
に
定
め

施
設
管
理
の

施
設
管
理
を

毎
週
一
回
）

イ
る
災
害
の
防
止
上
特
に
管
理
を
必

実
施
の
都
度

実
施
し
た
製

要
と
す
る
機
器
に
係
る
も
の
に
限

錬
施
設
の
解

保
安
規
定
に
定
め
る
災
害
の
防

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に

ロ

る
。
）
の

状
況
及
び
そ
の
担

体
又
は
廃
棄

止
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
機

関
す
る
次
の

実
施

当
者
の
氏
名

を
し
た
後
五

器
の
検
査
の
結
果
及
び
そ
の
担
当

検
査
の
時
ま

年
が
経
過
す

者
の
氏
名

で
の
期
間

る
ま
で
の
期

間

保
安
規
定
に
定
め
る
災
害
の
防

修
理
の
都
度

一
年
間

ハ
止
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
機

施
設
管
理
（
保
安
規
定
に
定
め

評
価
の
都
度

評
価
を
実
施

器
の
修
理
の
状
況
及
び
そ
の
担
当

ロ
る
災
害
の
防
止
上
特
に
管
理
を
必

し
た
製
錬
施

者
の
氏
名

要
と
す
る
機
器
に
係
る
も
の
に
限

設
の
施
設
管

実
施
に
関
す
る

の

実
施
に

る
。
）
の

計
画

理
の

に
関
す
る
評
価
の
結
果
及
び
そ
の

計
画

関
す
る

担
当
者
の
氏
名

の
改
定
ま
で

評
価
の

の
期
間

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［

］

四

製
錬
施
設
の
事
故
記
録

四

同
上

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の
日
時

［
略
］

［
略
］

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の
時

［
同
上
］

［
同
上
］

［
ロ
～
ニ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］
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［
五
～
八

略
］

［
略
］

［
略
］

［
五
～
八

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

九

品
質
管
理
基
準
規
則
第
四
条
第
三

当
該
文
書
又

当
該
文
書

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。

［
加
え
る
。

又

項
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

は
記
録
の
作

の
作

］

］

は
記
録

文
書
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

成
又
は
変
更

成
又
は
変
更

テ
ム
に
従
つ
た
計
画
、
実
施
、
評
価

の
都
度

後
五
年
が
経

及
び
改
善
状
況
の
記
録
（
他
の
号
に

過
す
る
ま
で

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

の
期
間

［
２
～
７

略
］

［
２
～
７

同
上
］

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
七
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
よ
う

第
七
条

［
同
上
］

と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請

書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関

［
号
を
加
え
る
。
］

与
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
品
質
管
理
基
準
規
則

［
号
を
加
え
る
。
］

第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
手
順
書
等
（
次
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お

い
て
単
に
「
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関

す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

［
略
］

一

［
同
上
］

四

製
錬
施
設
の
操
作
及
び
管
理
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る

二

製
錬
施
設
の
従
業
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次

こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

に
掲
げ
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

［
同

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

上
］

⑴

⑴

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
に
関
す
る
こ
と
。

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と
。

［
⑵
～
⑷

略
］

［
⑵
～
⑷

同
上
］
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⑸

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑸

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

五

［
略
］

三

［
同
上
］

六

［
略
］

四

［
同
上
］

七

排
気
監
視
設
備
及
び
排
水
監
視
設
備
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
加
え
る
。
］

八

［
略
］

五

［
同
上
］

九

［
略
］

六

［
同
上
］

十

［
略
］

七

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

八

製
錬
施
設
の
巡
視
、
点
検
及
び
検
査
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
処
置
に
関

す
る
こ
と
。

十
一

核
原
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
の
受
渡
し
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の

九

核
原
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
の
受
渡
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱

取
扱
い
（
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関

に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

十
二

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場

十

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

製
錬
施
設
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に
関

十
二

製
錬
施
設
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に
関

す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
七
条
の
七
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障
等

す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
の
経
営
責
任
者
へ

の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

製
錬
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
加
え
る
。
］

十
六

保
守
点
検
を
行
つ
た
事
業
者
か
ら
得
ら
れ
た
保
安
に
関
す
る
技
術
情

［
号
を
加
え
る
。
］

報
に
つ
い
て
の
他
の
製
錬
事
業
者
と
の
共
有
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

不
適
合
（
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

［
号
を
加
え
る
。
］

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
十
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

こ
と
。

十
八

［
略
］

十
三

［
同
上
］

２

法
第
十
二
条
の
六
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
認
可

２

［
同
上
］

の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
ら
れ

て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
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認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又
は
変

更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関

［
号
を
加
え
る
。
］

与
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手
順
書
等
の
保
安
規

［
号
を
加
え
る
。
］

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手

［
号
を
加
え
る
。
］

順
書
等
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

四

［
略
］

一

［
同
上
］

五

廃
止
措
置
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次

二

［
同
上
］

に
掲
げ
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ロ

［
同
上
］

⑴

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と
。

⑴

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
に
関
す
る
こ
と
。

［

⑴
～
⑸

略
］

［

⑴
～
⑸

同
上
］

⑵

⑵

⑹

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑹

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

六

［
略
］

三

［
同
上
］

七

［
略
］

四

［
同
上
］

八

排
気
監
視
設
備
及
び
排
水
監
視
設
備
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
加
え
る
。
］

九

［
略
］

五

［
同
上
］

十

［
略
］

六

［
同
上
］

十
一

［
略
］

七

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

八

製
錬
施
設
の
巡
視
、
点
検
及
び
検
査
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
処
置
に
関

す
る
こ
と
。

十
二

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場

九

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

製
錬
施
設
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に
関

十
一

製
錬
施
設
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に
関

す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
七
条
の
七
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障
等

す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。
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の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
の
経
営
責
任
者
へ

の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

廃
止
措
置
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に
関

十
二

廃
止
措
置
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に
関

す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
七
条
の
七
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障
等

す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
の
経
営
責
任
者
へ

の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

製
錬
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
加
え
る
。
］

十
七

保
守
点
検
を
行
つ
た
事
業
者
か
ら
得
ら
れ
た
保
安
に
関
す
る
技
術
情

［
号
を
加
え
る
。
］

報
に
つ
い
て
の
他
の
製
錬
事
業
者
と
の
共
有
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

不
適
合
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の

［
号
を
加
え
る
。
］

公
開
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

［
略
］

十
三

［
同
上
］

二
十

［
略
］

十
四

［
同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
七
条
の
二

削
除

第
七
条
の
二

法
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
毎
年
四
回
行
う

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
十
二
条
の
六
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合

に
あ
つ
て
は
、
廃
止
措
置
の
実
施
状
況
に
応
じ
、
毎
年
四
回
以
内
行
う
も
の

と
す
る
。

２

法
第
十
二
条
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に

限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

［
条
を
削
る
。
］

第
七
条
の
三
の
二

法
第
十
二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
毎
年
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一
回
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
十
二
条
の
二
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

特
定
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要

な
最
小
限
度
の
量
に
限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

第
七
条
の
五
の
三

法
第
十
二
条
の
五
の
二
第
一
項
の
廃
止
措
置
実
施
方
針
に

第
七
条
の
五
の
三

［
同
上
］

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

十

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
製
錬
施
設
及
び
そ
の
性
能
並

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
製
錬
施
設
（
第
七
条
の
五
の

第
七
条
の
五
の
六
第
一
項

び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

六
に
お
い
て
「
性
能
維
持
施
設
」
と
い
う
。
）

第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ

き
期
間

［
十
一
・
十
二

略
］

［
十
一
・
十
二

略
］

同
上

十
三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

十
四

［
略
］

十
三

［
同
上
］

十
五

［
略
］

十
四

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
七
条
の
五
の
六

法
第
十
二
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
措
置
計
画

第
七
条
の
五
の
六

［
同
上
］

に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
廃
止
措
置
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

廃
止
措
置
対
象
施
設
及
び
そ
の
敷
地

三

廃
止
措
置
の
対
象
と
な
る
製
錬
施
設
（
以
下
「
廃
止
措
置
対
象
施
設
」

と
い
う
。
）
及
び
そ
の
敷
地

四

［
略
］

四

［
同
上
］
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五

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
製
錬
施
設
（

［
号
を
加
え
る
。
］

性
能
維
持
施
設

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
性
能
維
持
施
設
」
と
い
う
。
）

六

性
能
維
持
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
そ
の
性
能
並
び
に
そ

［
号
を
加
え
る
。
］

の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

七

［
略
］

五

［
同
上
］

八

［
略
］

六

［
同
上
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

［
略
］

八

［
同
上
］

十
一

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

号
を
加
え
る
。
］

［

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

［
同
上
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

六

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
製
錬
施
設
及
び
そ
の
性
能
並

に
関
す
る
説
明
書

び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

［
七
・
八

略
］

［
七
・
八

同
上
］

九

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
説
明
書

［
号
を
加
え
る
。
］

十

［
略
］

九

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
七
条
の
五
の
七

法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

第
七
条
の
五
の
七

［
同
上
］

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

略
］

（
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
）

第
七
条
の
五
の
十
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、

［
条
を
加
え
る
。
］

廃
止
措
置
の
結
果
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
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て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
旧
製
錬
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
旧
製
錬
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
七
条
の
五
の
十
三

［
略
］

第
七
条
の
五
の
十
二

［
同
上
］

（
旧
製
錬
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
提
出
期
限
）

（
旧
製
錬
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
提
出
期
限
）

第
七
条
の
五
の
十
四

［
略
］

第
七
条
の
五
の
十
三

［
同
上
］

（
旧
製
錬
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
旧
製
錬
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
七
条
の
五
の
十
五

［
略
］

第
七
条
の
五
の
十
四

［
同
上
］

（
旧
製
錬
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

（
旧
製
錬
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
七
条
の
五
の
十
六

［
略
］

第
七
条
の
五
の
十
五

［
同
上
］

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
三
条

法
第
十
二
条
第
七
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
一

の
二
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
十
二
条
の
二
第
七
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書

は
、
別
記
様
式
第
一
の
三
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
六
十
八
条
第
六
項
の
身

分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
十
三
条

第
七
条
の
四
第
二
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、

第
十
四
条

第
七
条
の
四
第
二
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、

当
該
書
類
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い

当
該
書
類
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
法
、
磁

る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
法
、
磁

気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法

気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法

で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
別
記
様
式
第
二
に
お
い

れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
別

て
同
じ
。
）
及
び
別
記
様
式
第
二
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る

記
様
式
第
三
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ

こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

［
様
式
を
削
る
。
］

（
1
3

）

［

］

別
記
様
式
第
１
の
２

第
条
関
係

略
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［
様
式
を
削
る
。
］

（

1
3

）

［

］

別
記
様
式
第
１
の
３

第
条
関
係

略
［
様
式
を
削
る
。
］

（

1
3

）

［

］

別
記
様
式
第
２

第
条
関
係

略

（

1
3

）

［

］

（

1
4

）

［

］

別
記
様
式
第
２

別
記
様
式
第
３

第
条
関
係

略
第

条
関
係

同
上
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別
表
第
四

国
際
規
制
物
資
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
六
十
一
条
の
五
の
二
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を
受
け

第
三
条

法
第
六
十
一
条
の
五
の
二
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当

事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
を
し
て
、
こ
れ
を

事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
し
て
、
こ
れ
を
原

原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
記
録
）

（
記
録
）

第
四
条

国
際
規
制
物
資
を
使
用
し
て
い
る
者
（
国
際
規
制
物
資
を
使
用
し
て

第
四
条

国
際
規
制
物
資
を
使
用
し
て
い
る
者
（
国
際
規
制
物
資
を
使
用
し
て

い
る
製
錬
事
業
者
（
旧
製
錬
事
業
者
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
加
工
事

い
る
製
錬
事
業
者
（
旧
製
錬
事
業
者
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
加
工
事

業
者
（
旧
加
工
事
業
者
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
試
験
研
究
用
等
原
子

業
者
（
旧
加
工
事
業
者
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
試
験
研
究
用
等
原
子

炉
設
置
者
（
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

炉
設
置
者
（
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
（
旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
以
下
同

、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
（
旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
、
再
処
理
事
業
者
（
旧
再
処
理
事
業
者
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

じ
。
）
、
再
処
理
事
業
者
（
旧
再
処
理
事
業
者
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

、
使
用
者
（
旧
使
用
者
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
原
子
力
利
用
国

、
使
用
者
（
旧
使
用
者
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
原
子
力
利
用
国

際
規
制
物
資
使
用
者
及
び
非
原
子
力
利
用
国
際
規
制
物
資
使
用
者
（
国
際
規

際
規
制
物
資
使
用
者
及
び
非
原
子
力
利
用
国
際
規
制
物
資
使
用
者
（
国
際
規

制
物
資
使
用
者
の
う
ち
、
原
子
力
利
用
国
際
規
制
物
資
使
用
者
以
外
の
者
を

制
物
資
使
用
者
の
う
ち
、
原
子
力
利
用
国
際
規
制
物
資
使
用
者
以
外
の
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
国
際
規
制
物
資
を
貯
蔵
し
て
い
る
使
用
済
燃
料
貯

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
国
際
規
制
物
資
を
貯
蔵
し
て
い
る
使
用
済
燃
料
貯

蔵
事
業
者
（
旧
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び

蔵
事
業
者
（
旧
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び

に
国
際
規
制
物
資
を
廃
棄
し
て
い
る
廃
棄
事
業
者
（
旧
廃
棄
事
業
者
等
を
含

に
国
際
規
制
物
資
を
廃
棄
し
て
い
る
廃
棄
事
業
者
（
旧
廃
棄
事
業
者
等
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
第
六
十
一
条
の
七
の

む
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
第
六
十
一
条
の
七
の

規
定
に
よ
り
、
国
際
規
制
物
資
の
使
用
（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
に
よ
る

規
定
に
よ
り
、
国
際
規
制
物
資
の
使
用
（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
に
よ
る

国
際
規
制
物
資
の
貯
蔵
及
び
廃
棄
事
業
者
に
よ
る
国
際
規
制
物
資
の
廃
棄
を

国
際
規
制
物
資
の
貯
蔵
及
び
廃
棄
事
業
者
に
よ
る
国
際
規
制
物
資
の
廃
棄
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
、
工
場
又
は
事
業
所
（
試
験
研
究
用
等
原
子

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
、
工
場
又
は
事
業
所
（
試
験
研
究
用
等
原
子

炉
設
置
者
に
あ
っ
て
は
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
に

炉
設
置
者
に
あ
っ
て
は
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
に

あ
っ
て
は
発
電
用
原
子
炉
）
ご
と
に
、
次
の
表
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
者
の

あ
っ
て
は
発
電
用
原
子
炉
）
ご
と
に
、
次
表
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
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区
分
に
応
じ
、
同
表
の
記
録
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

分
に
応
じ
、
同
表
の
記
録
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

れ
、
同
表
の
記
録
す
べ
き
場
合
の
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
録
し
、

、
同
表
の
記
録
す
べ
き
場
合
の
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
録
し
、
及

及
び
同
表
の
保
存
期
間
の
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
お
か
な
け
れ

び
同
表
の
保
存
期
間
の
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば

ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

区

分

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

区

分

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

製
錬
事

一

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上

一

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

業
者

二

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物

［
略
］

［
略
］

］

二

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物

［
同
上
］

［
同
上
］

質
の
種
類
別
の
廃
棄
（
工
場
又

質
の
種
類
別
の
廃
棄
（
工
場
又

は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る

は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る

廃
棄
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及

廃
棄
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及

び
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の

び
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の

表
の
下
欄
に
お
い
て
同
じ
。
（

表
下
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

の
数
量
又
は
損
失
（
事
故
損
失

数
量
又
は
損
失
（
事
故
損
失
を

を
除
く
。
第
七
条
第
三
項
及
び

除
く
。
第
七
条
第
三
項
及
び
第

第
十
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

の
数
量
及
び
理
由

数
量
及
び
理
由

［
三
～
六

略
］

［
略
］

［
略
］

［
三
～
六

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

［
２
～
８

略
］

［
２
～
８

同
上
］

（
計
量
管
理
規
定
）

（
計
量
管
理
規
定
）

第
四
条
の
二
の
二

法
第
六
十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
量
管
理
規

第
四
条
の
二
の
二

法
第
六
十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
量
管
理
規

定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は

定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は

事
業
所
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

事
業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
計
量
管
理
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載

下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
計
量
管
理
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し

し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
表

略
］

［
表

同
上
］

第
四
条
の
二
の
八

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
事
業
者
は
、
原
子
力
規
制
委

第
四
条
の
二
の
八

次
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
事
業
者
は
、
原
子
力
規
制
委
員

員
会
が
保
障
措
置
協
定
に
基
づ
く
保
障
措
置
の
適
用
上
必
要
と
認
め
る
場
合

会
が
保
障
措
置
協
定
に
基
づ
く
保
障
措
置
の
適
用
上
必
要
と
認
め
る
場
合
に

に
は
、
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
業
者
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
核
燃
料
物
質

は
、
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
業
者
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
核
燃
料
物
質
計
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計
量
管
理
区
域
が
中
間
在
庫
検
査
を
受
け
得
る
期
間
に
、
第
四
欄
に
掲
げ
る

量
管
理
区
域
が
中
間
在
庫
検
査
を
受
け
得
る
期
間
に
、
第
四
欄
に
掲
げ
る
施

施
設
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
指
定
す
る
核
燃
料
物
質
計
量
管
理
区
域
に
お

設
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
指
定
す
る
核
燃
料
物
質
計
量
管
理
区
域
に
お
い

い
て
保
障
措
置
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
保
障
措
置
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
表

略
］

［
表

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
一
項
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
事
業
者
が
第
四
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
核

３

第
一
項
の
表
中
第
一
欄
に
掲
げ
る
事
業
者
が
第
四
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
核

燃
料
物
質
計
量
管
理
区
域
に
お
い
て
、
同
項
の
保
障
措
置
検
査
を
受
け
た
と

燃
料
物
質
計
量
管
理
区
域
に
お
い
て
、
同
項
の
保
障
措
置
検
査
を
受
け
た
と

き
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
第
二
欄
に
掲
げ
る

き
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
第
二
欄
に
掲
げ
る

事
業
者
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
核
燃
料
物
質
計
量
管
理
区
域
に
お
い
て

事
業
者
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
核
燃
料
物
質
計
量
管
理
区
域
に
お
い
て

、
当
該
期
間
に
受
け
る
べ
き
中
間
在
庫
検
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

、
当
該
期
間
に
受
け
る
べ
き
中
間
在
庫
検
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

（
保
障
措
置
検
査
員
の
条
件
）

（
保
障
措
置
検
査
員
の
条
件
）

第
四
条
の
十

法
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
四
第
一
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会

第
四
条
の
十

法
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
四
第
一
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
条
件
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す

規
則
で
定
め
る
条
件
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す

る
。

る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
、
短

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
、
短

期
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
（
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百

期
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
（
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百

八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
又
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第

八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
又
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第

六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
含
む
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
含
む
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

お
い
て
理
科
系
統
の
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
国
際
規
制

お
い
て
理
科
系
統
の
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
国
際
規
制

物
資
の
計
量
及
び
管
理
の
実
務
又
は
保
障
措
置
検
査
等
（
保
障
措
置
検
査

物
資
の
計
量
及
び
管
理
の
実
務
又
は
保
障
措
置
検
査
等
（
保
障
措
置
検
査

、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
（
保
障
措
置
協
定
又

、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
（
保
障
措
置
協
定
又

は
追
加
議
定
書
に
基
づ
く
保
障
措
置
の
実
施
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る

は
追
加
議
定
書
に
基
づ
く
保
障
措
置
の
実
施
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る

。
）
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
い
う
。
次
号
に
お
い

。
）
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
い
う
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
実
務
に
通
算
し
て
二
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も

て
同
じ
。
）
の
実
務
に
通
算
し
て
二
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も

の

の

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
七
条

製
錬
事
業
者
は
、
核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
を
受
け
入
れ
、
又

第
七
条

製
錬
事
業
者
は
、
核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
を
受
け
入
れ
、
又

は
払
い
出
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
一
又
は
別
記
様
式
第
二
に

は
払
い
出
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
一
又
は
別
記
様
式
第
二
に
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よ
る
報
告
書
を
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に
作
成
し
、
そ
の
受
入
れ
又
は
払
出

よ
る
報
告
書
を
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に
作
成
し
、
そ
の
受
入
れ
又
は
払
出

し
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け

し
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
～

略
］

［
２
～

同
上
］

１２

１２

加
工
事
業
者
等
（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置

加
工
事
業
者
等
（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置

１３

１３

者
及
び
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
既
に
提
出
し
た
第
四
項

者
及
び
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
既
に
提
出
し
た
第
四
項

か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
一
項
又
は
前
項
の
報
告
書
に
つ
い
て
、
核
燃
料
物

か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
の
報
告
書
に
つ
い
て
、
核
燃

質
の
測
定
の
精
度
の
向
上
等
に
よ
り
、
よ
り
正
確
な
数
値
が
得
ら
れ
た
と
き

料
物
質
の
測
定
の
精
度
の
向
上
等
に
よ
り
、
よ
り
正
確
な
数
値
が
得
ら
れ
た

は
、
提
出
し
た
報
告
書
と
同
一
の
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
作
成
し
、
速
や
か

と
き
は
、
提
出
し
た
報
告
書
と
同
一
の
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
作
成
し
、
速

に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

や
か
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［

～

略
］

［

～

同
上
］

１４

２３

１４

２３

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
、
廃
棄
事
業
者

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
、
廃
棄
事
業
者

２４

２４

又
は
国
際
規
制
物
資
使
用
者
は
、
既
に
提
出
し
た
第
二
十
二
項
又
は
前
項
の

又
は
国
際
規
制
物
資
使
用
者
は
、
既
に
提
出
し
た
第
二
十
二
項
又
は
第
二
十

報
告
書
に
つ
い
て
、
減
速
材
物
質
の
測
定
の
精
度
の
向
上
等
に
よ
り
、
よ
り

三
項
の
報
告
書
に
つ
い
て
、
減
速
材
物
質
の
測
定
の
精
度
の
向
上
等
に
よ
り

正
確
な
数
値
が
得
ら
れ
た
と
き
は
、
国
際
規
制
物
資
計
量
管
理
区
域
ご
と
に

、
よ
り
正
確
な
数
値
が
得
ら
れ
た
と
き
は
、
国
際
規
制
物
資
計
量
管
理
区
域

、
提
出
し
た
報
告
書
と
同
一
の
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
作
成
し
、
速
や
か
に

ご
と
に
、
提
出
し
た
報
告
書
と
同
一
の
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
作
成
し
、
速

原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

や
か
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［

～

略
］

［

～

同
上
］

２５

３７

２５

３７

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
八
条

法
第
六
十
一
条
の
八
の
二
第
三
項
又
は
法
第
六
十
八
条
第
五
項
及
び

第
八
条

法
第
六
十
一
条
の
八
の
二
第
三
項
又
は
法
第
六
十
八
条
第
六
項
及
び

法
第
六
十
一
条
の
二
十
三
第
二
項
（
法
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
二
十
の
規

法
第
六
十
一
条
の
二
十
三
第
二
項
（
法
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
二
十
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
身
分
を
示
す
証
明
書

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
身
分
を
示
す
証
明
書

は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
二
十
八
及
び
別
記
様
式
第
二
十
九
と
す
る
。

は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
二
十
八
及
び
別
記
様
式
第
二
十
九
と
す
る
。

（
封
印
又
は
装
置
の
取
付
け
の
通
報
）

（
封
印
又
は
装
置
の
取
付
け
の
通
報
）

第
九
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
六
十
八
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
国

第
九
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
六
十
八
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り

際
規
制
物
資
を
使
用
し
て
い
る
者
の
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
い
て
封
印
を

国
際
規
制
物
資
を
使
用
し
て
い
る
者
の
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
い
て
封
印

さ
せ
、
又
は
装
置
を
取
り
付
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

を
さ
せ
、
又
は
装
置
を
取
り
付
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

封
印
又
は
装
置
の
取
付
け
の
予
定
時
期
、
箇
所
等
を
そ
の
者
に
通
報
す
る
も

、
封
印
又
は
装
置
の
取
付
け
の
予
定
時
期
、
箇
所
等
を
そ
の
者
に
通
報
す
る

の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。
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（

）

（

）

別
記
様
式
第
４

別
記
様
式
第
４

第
７
条
関
係

第
７
条
関
係

（

）

（

）

そ
の
１

そ
の
１

［

］

［

］

略
同
上

（

）

（

）

そ
の
２

そ
の
２

［

］

［

］

略
同
上

［

］

［

］

注
１

略
注
１

同
上

1
5

1
5

～
～

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
原
因
又
は
事
項
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄

次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
原
因
又
は
事
項
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に

1
6

1
6

、
、

。
。

に
掲
げ
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

掲
げ
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

［

］

［

］

表
略

表
同
上

［

2
0

］

［

2
0

］

1
7

1
7

略
同
上

～
～

原
子
力
の
平
和
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ

原
子
力
の
平
和
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ

2
1

2
1

（
6
3

「

（

6
3

「

リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定

昭
和

年
条
約
第
５
号

以
下

リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定

昭
和

年
条
約
第
５
号

以
下

。
。

第
３
次
日
米
協
定

と
い
う

発
行
日
前
に
発
生
し
た
事
実
に
関
し

第
３
次
日
米
協
定

と
い
う

発
行
日
前
に
発
生
し
た
事
実
に
関
し

」

）

」

）

。
。

て
報
告
し
た
当
該
報
告
書
い
つ
い
て
修
正
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
は

て
報
告
し
た
当
該
報
告
書
い
つ
い
て
修
正
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
は

、
、

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
符

次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
符
号

、
、
。

。

号
を
記
載
す
る
こ
と

を
記
載
す
る
こ
と

［

］

［

］

表
略

表
同
上

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る

次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
符

2
2

2
2

、
、

。
。

符
号
を
記
載
す
る
こ
と

号
を
記
載
す
る
こ
と

［

］

［

］

表
略

表
同
上

［2
3

2
5

］

［2
3

2
5

］

略
同
上

～
～

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る

次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
符

2
6

2
6

、
、

。
。

符
号
を
記
載
す
る
こ
と

号
を
記
載
す
る
こ
と

［

］

［

］

表
略

表
同
上

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る

次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
符

2
7

2
7

、
、

。
。

符
号
を
記
載
す
る
こ
と

号
を
記
載
す
る
こ
と

［

］

［

］

表
略

表
同
上

［2
8

・2
9

］

［2
8

・2
9

］

略
同
上

［

］

［

］

備
考
１

略
備
考
１

同
上

４
４

～
～

- 717 -



- 6 -

（

）

（

）

別
記
様
式
第
５

別
記
様
式
第
５

第
７
条
関
係

第
７
条
関
係

（

）

（

）

そ
の
１

そ
の
１
［

］

［

］

略
同
上

（

）

（

）

そ
の
２

そ
の
２

［

］

［

］

略
同
上

［

］

［

］

注
１

略
注
１

同
上

1
6

1
6

～
～

国
外
か
ら
移
転
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
の
う
ち
二
国
間
原
子
力
協
定
の

国
外
か
ら
移
転
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
の
う
ち
二
国
間
原
子
力
協
定
の

1
7

1
7

対
象
で
あ
る
核
燃
料
物
質

日
本
で
製
錬
さ
れ
た
日
本
原
産
の
核
燃
料

対
象
で
あ
る
核
燃
料
物
質

日
本
で
製
錬
さ
れ
た
日
本
原
産
の
核
燃
料

、
、

物
質
又
は
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
に
つ
い
て

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ

物
質
又
は
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
に
つ
い
て

次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

、
、

る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

た

。
。

、
、

た
だ
し

供
給
当
事
国
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
全
て
の
符
号
を
記
載
す

だ
し

供
給
当
事
国
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
全
て
の
符
号
を
記
載
す
る

、
、

。
。

る
こ
と

こ
と

［

］

［

］

表
略

表
同
上

［

3
3

］

［

3
3

］

1
8

1
8

略
同
上

～
～

［

］

［

］

備
考
１

略
備
考
１

同
上

４
４

～
～

（

）

（

）

別
記
様
式
第
６

別
記
様
式
第
６

第
７
条
関
係

第
７
条
関
係

（

）

（

）

そ
の
１

そ
の
１

［

］

［

］

略
同
上

（

）

（

）

そ
の
２

そ
の
２

［

］

［

］

略
同
上

［

］

［

］

注
１

略
注
１

同
上

1
3

1
3

～
～

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
原
因
又
は
事
項
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄

次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
原
因
又
は
事
項
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に

1
4

1
4

、
、

。
。

に
掲
げ
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

掲
げ
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

［

］

［

］

表
略

表
同
上

［

3
2

］

［
3
2

］

1
5

1
5

略
同
上

～
～

［

］

［

］

備
考
１

略
備
考
１

同
上

３
３

～
～

（

）

（

）

別
記
様
式
第
８

別
記
様
式
第
８

第
７
条
関
係

第
７
条
関
係

（

）

（

）

そ
の
１

そ
の
１

［

］

［

］

略
同
上

- 718 -
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（

）

（

）

そ
の
２

そ
の
２

［

］

［

］

略
同
上

［

］

［

］

注
１

略
注
１

同
上

1
3

1
3

～
～

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る

次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
符

1
4

1
4

、
、

符
号
を
記
載
す
る
こ
と

た
だ
し

在
庫
変
動
の
端
数
調
整
に
つ
い
て

号
を
記
載
す
る
こ
と

た
だ
し

在
庫
変
動
の
端
数
調
整
に
つ
い
て
は

。
。

、
、

は
該
当
す
る
符
号
の
後
に
別
記
様
式
第
４
の
注

の
表
の
左
欄
に
掲

該
当
す
る
符
号
の
後
に
別
記
様
式
第
４
の
注

の
表
の
左
欄
に
掲
げ

1
6

1
6

、
、

げ
る
原
因
又
は
事
項
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
符
号
を
記
載

る
原
因
又
は
事
項
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
符
号
を
記
載
す

、
、

。
。

す
る
こ
と

る
こ
と

［

］

［

］

表
略

表
同
上

［

2
2

］

［

2
2

］

1
5

1
5

略
同
上

～
～

［

］

［

］

備
考
１

略
備
考
１

同
上

４
４

～
～

（

）

（

）

別
記
様
式
第

別
記
様
式
第

1
2

1
2

第
７
条
関
係

第
７
条
関
係

［

］

［

］

略
同
上

［

］

［

］

注
１
・
２

略
注
１
・
２

同
上

３
予
定
さ
れ
る
施
設
の
操
業
状
態
に
応
じ
て

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ

３
予
定
さ
れ
る
施
設
の
操
業
状
態
に
応
じ
て

次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

、
、

る
状
態
の
区
分
ご
と
に

記
入
欄
を
区
切
り

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ

状
態
の
区
分
ご
と
に

記
入
欄
を
区
切
り

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る

、
、

、
、

。
。

る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

符
号
を
記
載
す
る
こ
と

［

］

［

］

表
略

表
同
上

［

］

［

］

４
略

４
同
上

［

］

［

］

備
考
１
・
２

略
備
考
１
・
２

同
上

（

）

（

）

別
記
様
式
第

別
記
様
式
第

1
3

1
3

第
７
条
関
係

第
７
条
関
係

（

）

（

）

そ
の
１

そ
の
１

［

］

［

］

略
同
上

（

）

（

）

そ
の
２

そ
の
２

［

］

［

］
略

同
上

［

］

［

］

注
１

略
注
１

同
上

1
2

1
2

～
～

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る

次
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
符
号

1
3

1
3

、
、

。
。

符
号
を
記
載
す
る
こ
と

を
記
載
す
る
こ
と

［

］

［

］
表

略
表

同
上
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［

2
4

］

［

2
4

］

1
4

1
4

略
同
上

～
～

［

］

［

］

備
考
１

略
備
考
１

同
上

４
４

～
～

（

）

（

）

別
記
様
式
第

別
記
様
式
第

1
7

1
7

第
７
条
関
係

第
７
条
関
係

（

）

（

）

そ
の
１

そ
の
１

［

］

［

］

略
同
上

（

）

（

）

そ
の
２

そ
の
２

［

］

［

］

略
同
上

［

］

［

］

注
１

略
注
１

同
上

1
5

1
5

～
～

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
原
因
又
は
事
項
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄

次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
原
因
又
は
事
項
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に

1
6

1
6

、
、

。
。

に
掲
げ
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

掲
げ
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

［

］

［

］

表
略

表
同
上

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
減
速
材
物
質
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ

次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
減
速
材
物
質
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右

1
7

1
7

、
、

。
。

右
欄
に
掲
げ
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

欄
に
掲
げ
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

［

］

［

］

表
略

表
同
上

［

2
2

］

［

2
2

］

1
8

1
8

略
同
上

～
～

［

］

［

］

備
考
１

略
備
考
１

同
上

３
３

～
～

（

）

（

）

別
記
様
式
第

別
記
様
式
第

1
8

1
8

第
７
条
関
係

第
７
条
関
係

（

）

（

）

そ
の
１

そ
の
１

［

］

［

］

略
同
上

（

）

（

）

そ
の
２

そ
の
２

［

］

［

］

略
同
上

［

］

［

］

注
１

略
注
１

同
上

1
4

1
4

～
～

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
及
び
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
の
み
が

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
及
び
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
の
み
が

1
5

1
5

記
載
す
る
こ
と
と
し

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
応
じ

そ
れ

記
載
す
る
こ
と
と
し

次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
応
じ

そ
れ
ぞ

、
、

、
、

。
。

ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

れ
右
欄
に
掲
げ
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

［

］

［

］

表
略

表
同
上

［

2
0

］

［

2
0

］

1
6

1
6

略
同
上

～
～

［

］

［

］

備
考
１

略
備
考
１

同
上

３
３

～
～
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（

）

（

）

別
記
様
式
第

別
記
様
式
第

2
0

2
0

第
７
条
関
係

第
７
条
関
係

（

）

（

）

そ
の
１

そ
の
１
［

］

［

］

略
同
上

（

）

（

）

そ
の
２

そ
の
２

［

］

［

］

略
同
上

［

］

［

］

注
１

略
注
１

同
上

1
5

1
5

～
～

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
原
因
又
は
事
項
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄

次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
原
因
又
は
事
項
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に

1
6

1
6

、
、

。
。

に
掲
げ
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

掲
げ
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

［

］

［

］

表
略

表
同
上

［

］

［

］

1
7

・1
8

1
7

・1
8

略
同
上

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に

次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲

1
9

1
9

、
、

。
。

掲
げ
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

げ
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

［

］

［

］

表
略

表
同
上

［2
0

2
4

］

［2
0

2
4

］

略
同
上

～
～

［

］

［

］

備
考
１

略
備
考
１

同
上

３
３

～
～

（

）

（

）

別
記
様
式
第

別
記
様
式
第

2
1

2
1

第
７
条
関
係

第
７
条
関
係

（

）

（

）

そ
の
１

そ
の
１

［

］

［

］

略
同
上

（

）

（

）

そ
の
２

そ
の
２

［

］

［

］

略
同
上

［

］

［

］

注
１

略
注
１

同
上

1
6

1
6

～
～

加
工
事
業
者

廃
棄
事
業
者
を
除
く

の
み
が
記
載
す
る
こ
と
と

加
工
事
業
者

廃
棄
事
業
者
を
除
く

の
み
が
記
載
す
る
こ
と
と

1
7

1
7

（

）

（

）

。
。

し
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ

し
次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る

、
、

、
、

。
。

る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と

符
号
を
記
載
す
る
こ
と

［

］

［

］

表
略

表
同
上

［

2
2

］

［
2
2

］

1
8

1
8

略
同
上

～
～

［

］

［

］

備
考
１

略
備
考
１

同
上

３
３

～
～

（

）

（

）

別
記
様
式
第

別
記
様
式
第

2
8

2
8

第
８
条
関
係

第
８
条
関
係

（

）

（

）

表
面

表
面
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第
号

第
号

核
原
料
物
質

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第

条
核
原
料
物
質

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第

条
6
1

6
1

、
、

の
８
の
２
第
３
項
又
は
同
法
第

条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る

の
８
の
２
第
３
項
又
は
同
法
第

条
第
６
項
の
規
定
に
よ
る

6
8

6
8

身
分

証
明

書
身

分
証

明
書

［

］

［

］

略
同
上

［

］

［

］

略
同
上

（

）

（

）

裏
面

裏
面

（

）

（

）

核
原
料
物
質

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

抄
核
原
料
物
質

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

抄
、

、

［

］

［

］

第
条
の
８
の
２

第
条
の
８
の
２

6
1

6
1

略
同
上

２
前
項
の
検
査

以
下

保
障
措
置
検
査

と
い
う

に
当
た
つ
て
は

２
前
項
の
検
査

以
下

保
障
措
置
検
査

と
い
う

に
当
た
つ
て
は

（

「

」

）

（

「

」

）

。
。

原
子
力
規
制
委
員
会
の
指
定
す
る
当
該
職
員
は

次
に
掲
げ
る
事
項
で

原
子
力
規
制
委
員
会
の
指
定
す
る
そ
の
職
員
は

次
に
掲
げ
る
事
項
で

、
、

、
、

あ
つ
て
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

あ
つ
て
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

。
。

［

］

［

］

一
四

略
一

四
同
上

～
～

［

］

［

］

３
・
４

略
３
・
４

同
上

（

)

［

］

５
略

加
え
る

。

原
子
力
規
制
委
員
会

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員

原
子
力
規
制
委
員
会

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員

第
条

第
条

6
8

6
8

、
、

会
は

こ
の
法
律

原
子
力
規
制
委
員
会
又
は
国
土
交
通
大
臣
に
あ
つ
て

会
は

こ
の
法
律

原
子
力
規
制
委
員
会
又
は
国
土
交
通
大
臣
に
あ
つ
て

（

（

、
、

は
第

条
第
３
項
各
号
に
掲
げ
る
原
子
力
事
業
者
等
の
区
分

同
項
各
号

は
第

条
第
３
項
各
号
に
掲
げ
る
原
子
力
事
業
者
等
の
区
分

同
項
各
号

6
4

（

6
4

（

の
当
該
区
分
に
か
か
わ
ら
ず

核
原
料
物
質
使
用
者

国
際
規
制
物
資
使

の
当
該
区
分
に
か
か
わ
ら
ず

核
原
料
物
質
使
用
者

国
際
規
制
物
資
使

、
、

、
、

用
者

第
条
の
３
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け

用
者

第
条
の
３
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け

6
1

6
1

、
、

る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者

同
条
第
５
項

第
６
項

第
８
項
及
び
第

る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者

同
条
第
５
項

第
６
項

第
８
項
及
び
第

、
、

、
、

、
、

九
項
に
規
定
す
る
者
並
び
に
国
際
特
定
活
動
実
施
者
に
つ
い
て
は
原
子
力

九
項
に
規
定
す
る
者
並
び
に
国
際
特
定
活
動
実
施
者
に
つ
い
て
は
原
子
力

規
制
委
員
会
と
す
る

に
応
じ
こ
の
法
律
の
規
定

都
道
府
県
公
安
委

規
制
委
員
会
と
す
る

に
応
じ
こ
の
法
律
の
規
定

都
道
府
県
公
安
委

。
。

）

）

、
、

員
会
に
あ
つ
て
は
第

条
第
６
項
の
規
定

の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お

員
会
に
あ
つ
て
は
第

条
第
６
項
の
規
定

の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お

5
9

）

5
9

）

（

）

（

）

い
て

当
該
職
員

都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
つ
て
は

警
察
職
員

い
て

そ
の
職
員

都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
つ
て
は

警
察
職
員

、
、

、
、

に
原
子
力
事
業
者
等

核
原
料
物
質
使
用
者

国
際
規
制
物
資
使
用
者

に
原
子
力
事
業
者
等

核
原
料
物
質
使
用
者

国
際
規
制
物
資
使
用
者

（

（

、
、

、
、

第
条
の
３
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当

第
条
の
３
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当

6
1

6
1

、
、
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該
各
号
に
規
定
す
る
者

同
条
第
５
項

第
６
項

第
８
項
及
び
第
９
項

該
各
号
に
規
定
す
る
者

同
条
第
５
項

第
６
項

第
８
項
及
び
第
９
項

、
、

、
、

、
、

に
規
定
す
る
者
並
び
に
国
際
特
定
活
動
実
施
者
を
含
む

の
事
務
所
又

に
規
定
す
る
者
並
び
に
国
際
特
定
活
動
実
施
者
を
含
む

の
事
務
所
又

。
。

）

）

は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り

帳
簿

書
類
そ
の
他
必
要
な
物

は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り

帳
簿

書
類
そ
の
他
必
要
な
物

、
、

、
、

件
を
検
査
さ
せ

関
係
者
に
質
問
さ
せ

又
は
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小

件
を
検
査
さ
せ

関
係
者
に
質
問
さ
せ

又
は
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小

、
、

、
、

限
度
の
量
に
限
り

核
原
料
物
質

核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料

限
度
の
量
に
限
り

核
原
料
物
質

核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料

、
、

、
、

。
。

を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

・

（

）

（

）

２
３

略
２

４
略

～

４
原
子
力
規
制
委
員
会
は

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
ほ
か

５
原
子
力
規
制
委
員
会
は

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
ほ
か

、
、

、
、

追
加
議
定
書
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
際
原
子
力
機
関
に
対
し
て
説
明

追
加
議
定
書
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
際
原
子
力
機
関
に
対
し
て
説
明

を
行
い

又
は
第
８
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
実
施
を
確
保
す
る
た

を
行
い

又
は
第
９
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
実
施
を
確
保
す
る
た

、
、

め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て

当
該
職
員
に

国
際
規
制
物
資
使
用
者
等

め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て

そ
の
職
員
に

国
際
規
制
物
資
使
用
者
等

、
、

、
、

の
事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り

帳
の
事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り

帳
、

、

簿
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ

関
係
者
に
質
問
さ
せ

又
簿

書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ

関
係
者
に
質
問
さ
せ

又
、

、
、

、
、

、

は
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に
限
り

核
原
料
物
質

核
燃
料

は
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に
限
り

核
原
料
物
質

核
燃
料

、
、

、
、

。
。

物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

５
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は

そ
の
身
分
を

６
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は

そ
の
身
分
を
示
す

、
、

示
す
証
明
書
を
携
帯
し

か
つ

関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は

こ
れ

証
明
書
を
携
帯
し

か
つ

関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は

こ
れ
を
提

、
、

、
、

、
、

。
。

を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

６
第
１
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
権
限
は

犯
罪
捜
査
の
た
め

７
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
権
限
は

犯
罪
捜
査
の
た
め

、
、

。
。

に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い

に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い

1
4

（

)

［

］

７
略

加
え
る

。

～

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は

百
万
円
以
下
の
罰
金

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は

百
万
円
以
下
の
罰
金

第
条

第
条

8
0

8
0

、
、

。
。

に
処
す
る

に
処
す
る

十
一

第
条
第
１
項

核
原
料
物
質
使
用
者

国
際
規
制
物
資
使
用
者

十
一

第
条
第
１
項

核
原
料
物
質
使
用
者

国
際
規
制
物
資
使
用
者

6
8

（

6
8

（

、
、

第
条
の
３
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る

第
条
の
３
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る

6
1

6
1

、
、

当
該
各
号
に
規
定
す
る
者

同
条
第
５
項

第
６
項

第
８
項
及
び
第

当
該
各
号
に
規
定
す
る
者

同
条
第
５
項

第
６
項

第
８
項
及
び
第

、
、

、
、

、
、

９
項
に
規
定
す
る
者
並
び
に
国
際
特
定
活
動
実
施
者
に
係
る
部
分
に
限

９
項
に
規
定
す
る
者
並
び
に
国
際
特
定
活
動
実
施
者
に
係
る
部
分
に
限

る
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
又
は
第
７
項
の
規
定
に
よ
る
立
入

る
第
２
項
か
ら
第
５
項
ま
で
又
は
第
８
項
の
規
定
に
よ
る
立
入

。
。

）

）
、

、

り
検
査
若
し
く
は
収
去
を
拒
み

妨
げ

若
し
く
は
忌
避
し

又
は

り
検
査
若
し
く
は
収
去
を
拒
み

妨
げ

若
し
く
は
忌
避
し

又
は

、
、

、
、

、
、

、
、

質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず

若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず

若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

、
、
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（

）

（

）

別
記
様
式
第

別
記
様
式
第

2
9

2
9

第
８
条
関
係

第
８
条
関
係

（

）

（

）

表
面

表
面

［

］

［

］

略
同
上

（

）

（

）

裏
面

裏
面

（

）

（

）

核
原
料
物
質

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

抄
核
原
料
物
質

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

抄
、

、

原
子
力
規
制
委
員
会
は

指
定
情
報
処
理
機
関
の
情
報
処
理

原
子
力
規
制
委
員
会
は

指
定
情
報
処
理
機
関
の
情
報
処
理

第
条
の

第
条
の

6
1

2
3

6
1

2
3

、
、

業
務
の
適
確
な
遂
行
の
確
保
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て

指
定
情
報
処
理

業
務
の
適
確
な
遂
行
の
確
保
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て

指
定
情
報
処
理

、
、

機
関
に
対
し

そ
の
業
務
若
し
く
は
経
理
に
関
し
報
告
を
さ
せ

又
は
当

機
関
に
対
し

そ
の
業
務
若
し
く
は
経
理
に
関
し
報
告
を
さ
せ

又
は
そ

、
、

、
、

該
職
員
に

当
該
機
関
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り

当
該

の
職
員
に

当
該
機
関
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り

当
該

、
、

、
、

機
関
の
帳
簿

書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ

若
し
く
は
関
係

機
関
の
帳
簿

書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ

若
し
く
は
関
係

、
、

、
、

。
。

者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は

そ
の
身
分
を
示

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は

そ
の
身
分
を
示
す
証

、
、

す
証
明
書
を
携
帯
し

か
つ

関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は

こ
れ
を

明
書
を
携
帯
し

か
つ

関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は

こ
れ
を
提
示

、
、

、
、

、
、

。
。

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

［

］

［

］

３
略

３
同
上

［

］

［

］

略
同
上

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

別
表
第
五

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

［
同
上
］

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

「
保
全
区
域
」
と
は
、
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
に
特
に
管
理
を
必
要

［
号
を
加
え
る
。
］

と
す
る
場
所
で
あ
つ
て
、
管
理
区
域
以
外
の
も
の
を
い
う
。

四

［
略
］

三

［
同
上
］

五

［
略
］

四

［
同
上
］

六

［
略
］

五

［
同
上
］

七

「
保
安
活
動
」
と
は
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品

［
号
を
加
え
る
。
］

質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

元
年
原
子
力
規

二

制
委
員
会
規
則
第

●
号
。
以
下
「
品
質
管
理
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）

二

第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
安
活
動
を
い
う
。

八

「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二

［
号
を
加
え
る
。
］

条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

九

「
廃
止
措
置
対
象
施
設
」
と
は
、
法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可

［
号
を
加
え
る
。
］

を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
又
は
届
出

が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
係
る
廃
止
措
置
の
対
象
と

な
る
加
工
施
設
を
い
う
。

十

「
設
計
想
定
事
象
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
象
で
あ
つ
て
、
加
工
施
設

［
号
を
加
え
る
。
］

の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子

力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
七
号
。
次
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
五
号
イ

に
お
い
て
「
事
業
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
三
号

に
規
定
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
又
は
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
重

大
事
故
等
対
処
施
設
の
設
計
に
お
い
て
発
生
を
想
定
し
て
い
る
も
の
を
い

- 725 -



- 2 -

う
。

イ

自
然
現
象

ロ

加
工
施
設
を
設
置
す
る
工
場
若
し
く
は
事
業
所
内
又
は
そ
の
周
辺
に

お
け
る
加
工
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
事
象
で
あ
つ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

加
工
施
設
内
に
お
け
る
火
災
、
溢
水
そ
の
他
の
加
工
施
設
の
安
全
性

い
つ

を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象

十
一

「
大
規
模
損
壊
」
と
は
、
大
規
模
な
自
然
災
害
又
は
故
意
に
よ
る
大

［
号
を
加
え
る
。
］

型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
加
工
施
設
の
大
規
模
な

損
壊
を
い
う
。

（
加
工
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

（
加
工
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条

法
第
十
三
条
第
二
項
の
加
工
の
事
業
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ

第
二
条

［
同
上
］

い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
加
工
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
に

一

［
同
上
］

つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

加
工
施
設
の
一
般
構
造

ロ

［
同
上
］

［

～

略
］

［

～

同
上
］

（イ）

（ホ）

（イ）

（ホ）

耐
津
波
構
造
（
事
業
許
可
基
準
規
則
第
八
条
に
規
定
す
る
基
準
津

耐
津
波
構
造
（
加
工
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関

（ヘ）

（ヘ）

波
に
対
し
て
加
工
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い

す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
七
号
。

よ
う
措
置
を
講
じ
た
構
造
を
い
う
。
）

以
下
「
事
業
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
に
規
定
す
る
基

準
津
波
に
対
し
て
加
工
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が

な
い
よ
う
措
置
を
講
じ
た
構
造
を
い
う
。
）

［
略
］

［
同
上
］

（ト）

（ト）

［
ハ
～
ト

略
］

［
ハ
～
ト

同
上
］

［
二
～

五

略
］

［
二
～

五

同
上
］

四

四

五

法
第
十
三
条
第
二
項
第
六
号
の
加
工
施
設
に
お
い
て
核
燃
料
物
質
が
臨

五

法
第
十
三
条
第
二
項
第
六
号
の
加
工
施
設
に
お
い
て
核
燃
料
物
質
が
臨

界
状
態
（
原
子
核
分
裂
の
連
鎖
反
応
が
継
続
し
て
い
る
状
態
を
い
う
。
以

界
状
態
（
原
子
核
分
裂
の
連
鎖
反
応
が
継
続
し
て
い
る
状
態
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
な
る
こ
と
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当

下
同
じ
。
）
に
な
る
こ
と
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当

該
事
故
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事

該
事
故
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
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項
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
故
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

項
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
故
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

め
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

六

法
第
十
三
条
第
二
項
第
七
号
の
加
工
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係

［
号
を
加
え
る
。
］

る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
保
安

活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
記
載

を

す
る
こ
と
。

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

２

［
同
上
］

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

［
一
～

略
］

［
一
～

同
上
］

八
七

八
七

九

加
工
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制

［
号
を
加
え
る
。
］

八の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

九

［
略
］

八

［
同
上
］

十

［
略
］

九

［
同
上
］

十
一

［
略
］

十

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

法
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

４

法
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判
断
し
て

で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判
断
し
て

業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
診
断

業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
診
断
書

書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
十
五
条
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
疎
明

に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
十
五
条
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
疎
明
す

す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

令
第
八
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各

第
三
条

［
同
上
］

号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
八
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
三
条
第
二
項

一

令
第
八
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
三
条
第
二
項

第
三
号
の
加
工
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ

第
三
号
の
加
工
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ

つ
て
は
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第

つ
て
は
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
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十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
加
工
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は

十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
加
工
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
十
三
条

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
十
三
条

第
二
項
第
五
号
の
加
工
施
設
に
お
け
る
放
射
線
の
管
理
に
関
す
る
事
項
の

第
二
項
第
五
号
の
加
工
施
設
に
お
け
る
放
射
線
の
管
理
に
関
す
る
事
項
の

変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を

変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
、
法
第
十
三
条
第
二
項
第
六
号
の
加
工
施
設
に
お
い
て
核
燃
料
物

記
載
し
、
法
第
十
三
条
第
二
項
第
六
号
の
加
工
施
設
に
お
い
て
核
燃
料
物

質
が
臨
界
状
態
に
な
る
こ
と
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

質
が
臨
界
状
態
に
な
る
こ
と
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

当
該
事
故
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る

当
該
事
故
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る

事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る

事
故
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

事
故
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す

、
法
第
十
三
条
第
二
項
第
七
号
の
加
工
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係

る
こ
と
。

る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合

に
あ
つ
て
は
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と

。
二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

法
第
十
三
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

２

法
第
十
三
条
第
二
項
第
三
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変

項
の
変
更
に
係
る
令
第
八
条
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

更
に
係
る
許
可
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

変
更
後
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理

［
号
を
加
え
る
。
］

に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
認
可
を
要
し
な
い
工
事
等
）

第
三
条
の
二

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め

［
条
を
加
え
る
。
］

る
工
事
は
、

次
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に

変
更
の
工
事
で
あ
つ
て
、

掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う
工
事
以
外
の
工
事
と
す
る
。

２

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め

る
軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
機
器

の
相
互
の
間
隔
を
、
法
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
核
的
制
限
値
で
あ
る
間
隔
よ
り
小
さ
く
し
な
い
も
の

そ
の
他
加
工
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。
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３

法
第
十
六
条
の
二
第
五
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め

る
場
合
は
、
次
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴

う
場
合
以
外
の
場
合
と
す
る
。

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

第
三
条
の
二
の
二

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
施
設
に

第
三
条
の
二

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
施
設
に
関
す

関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
（
第
三
条
の
八
に
規
定
す
る
加
工
施
設
で
あ
つ
て

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

提

溶
接
を
す
る
も
の
に
関
す
る
溶
接
の
方
法
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

原
子
力
規
制
委
員
会
に

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

工
事
工
程
表

［
号
を
加
え
る
。
］

五

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

四

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組

織
（
以
下
「
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
次
の
事
項

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

イ

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ロ

保
安
活
動
の
計
画

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ハ

保
安
活
動
の
実
施

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ニ

保
安
活
動
の
評
価

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ホ

保
安
活
動
の
改
善

六

［
略
］

五

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
法
第

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
法
第

十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
又
は

十
六
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
技
術
上
の
基
準
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

お
い
て
「
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
上
の
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合

説
明
し
た
書
類
並
び
に
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
法
第
十

し
て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
当
該
申
請
に
係

六
条
の
四
の
技
術
上
の
基
準
（
以
下
「
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し

る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
上
の
基
準
に
適

て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
当
該
申
請
に
係
る

合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
並
び
に
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工

設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書

事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
が
同
項
第
三
号
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項

３

設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を

の
規
定
に
よ
る
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
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付
し
、
分
割
し
て
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
し
、
分
割
し
て
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
三
条
の
三

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
受
け
た
加

第
三
条
の
三

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
受
け
た
加

工
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
変
更
の
認
可
を
受
け
よ

工
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
つ
い
て
変
更
の
認
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力

う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力

規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
工
事
工
程
表

［
号
を
加
え
る
。
］

五

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

質
管
理
の
方
法
等

六

［
略
］

五

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
既
に
原
子
力
規

制
委
員
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
当
該
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、

当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
法
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は

［
号
を
加
え
る
。
］

第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

二

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ

一

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術

と
を
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及

上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の

び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

他
の
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法

の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

［
号
を
削
る
。
］

二

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
が
法
第
十
六

条
の
二
第
三
項
第
三
号
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明

し
た
書
類

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
三
条
の
四

法
第
十
六
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す

第
三
条
の
四

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制

- 730 -



- 7 -

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に

委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
つ
て
、
当
該
機
器
の
相
互
の
間
隔
を
、
法
第
十
三
条
第
一
項
又
は
法
第
十

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
申
請
書
及
び
法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
の

氏
名

規
定
に
よ
り
許
可
の
際
に
附
さ
れ
た
条
件
を
記
載
し
た
書
類
に
核
的
制
限
値

二

変
更
に
係
る
加
工
施
設
の
概
要

と
し
て
記
載
さ
れ
た
間
隔
よ
り
小
さ
く
し
な
い
も
の
そ
の
他
加
工
施
設
の
保

三

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
年
月
日
及
び
認
可
番
号

全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

四

変
更
の
内
容

五

変
更
の
理
由

２

前
項
の
届
出
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
使
用
前
事
業
者
検
査
の
実
施
）

第
三
条
の
四
の
二

使
用
前
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う

［
条
を
加
え
る
。
］

も
の
と
す
る
。

一

構
造
、
強
度
及
び
漏
え
い
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

二

機
能
及
び
性
能
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

三

そ
の
他
設
置
又
は
変
更
の
工
事
が
そ
の
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
従
つ

て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

２

使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時

期
、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
事
業
者
検
査
の
記
録
）

第
三
条
の
四
の
三

使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事

［
条
を
加
え
る
。
］

項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

検
査
年
月
日

二

検
査
の
対
象

三

検
査
の
方
法

四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
行
つ
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内

容
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七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
当
該
使
用
前
事
業
者
検
査
に
係

る
加
工
施
設
の
存
続
す
る
期
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
溶
接
に
係
る
使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
つ
た
旨
の
表
示
）

第
三
条
の
四
の
四

［
条
を
加
え
る
。
］

加
工
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

年
原
子

力
規
制
委
員
会
規
則
第

号
）
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項

加
工
施
設
に
係
る
容
器
若
し
く
は
管
（
以
下
こ
の
条
に

に
規
定
す
る
容
器
等

単
に

、
同
規
則
第
十
五
条
第
一

お
い
て

「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て

項
第
三
号
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
主
要
な
溶
接
部
を

溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を
し
た
容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も

有
す
る

の
を
設
置
す
る
加
工
事
業
者
は
、
当
該
容
器
等
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の

又
は
溶
接
を
し
た
容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
に
係
る
使
用
前
事
業
者

検
査
を
終
了
し
た
と
き
は
、
当
該
容
器
等
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は

溶
接
を
し
た
容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
に
使
用
前
事
業
者
検
査
を
行

つ
た
こ
と
を
示
す
記
号
そ
の
他
表
示
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

第
三
条
の
五

法
第
十
六
条
の
三
第
三
項
の
確
認
（
以
下
「
使
用
前
確
認
」
と

第
三
条
の
五

法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
使
用
前
検
査
」
と

い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

原
子
力
規
制
委
員
会
に

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

加
工
施
設
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
に
係
る
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称

二

加
工
施
設
を
設
置
す
る

又
は
事
業
所
（
加
工
施
設
の
変
更
の
場
合

工
場

及
び
所
在
地

に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
工
場
又
は
事
業
所
）
の
名
称
及
び
所
在

地
工
事
工
程
表

［
号
を
削
る
。
］

三
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三

申
請
に
係
る
加
工
施
設
の
概
要

［
号
を
加
え
る
。
］

四

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
年
月
日
及
び
認
可
番
号

［
号
を
加
え
る
。
］

五

使
用
前
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
前
事
業
者
検
査
に
係
る
工
事
の

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

工
程
、
期
日
及
び
場
所

六

［
略
］

五

［
同
上
］

七

加
工
施
設
を
核
燃
料
物
質
を
用
い
た
試
験
の
た
め
に
使
用
す
る
と
き
又

［
号
を
加
え
る
。
］

は
加
工
施
設
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
つ
て
そ
の
完
成
し
た
部
分
を

使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
使
用
の
期
間
及
び
方
法

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な

［
項
を
加
え
る
。
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

工
事
の
工
程

二

前
号
の
工
程
に
お
け
る
放
射
線
管
理
（
改
造
又
は
修
理
の
工
事
に
関
す

る
も
の
に
限
る
。
）

三

第
七
条
の
四
第
一
項
の
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
、
設
備
又
は

機
器

四

前
項
第
七
号
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
理
由
を

記
載
し
た
書
類

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
の
内

２

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
届

容
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
変
更
の
内
容
を
説
明
す
る

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る

３

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

。

一
通
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
三
条
の
六

法
第
十
六
条
の
三
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

第
三
条
の
六

使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該

則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

一

加
工
施
設
を
核
燃
料
物
質
を
用
い
た
試
験
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
で

一

気
密
又
は
水
密
を
要
す
る
材
料
又
は
部
品
に
関
す
る
事
項

非
破
壊
試

あ
つ
て
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法
に
つ
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
の

験
、
機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原

承
認
を
受
け
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
期
間
内
に
お
い
て
そ
の
承
認
を
受
け

子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

た
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
と
き
。

二

加
工
設
備
本
体
、
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
施
設
又
は
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
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二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
加
工
施
設
を
試
験
の
た
め
に
使
用
す
る

棄
施
設
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
主
要
な
部
分
の

場
合

寸
法
の
測
定
が
で
き
る
と
き
又
は
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験
、
耐
圧
試
験

三

加
工
施
設
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
完
成
し
た
部
分

若
し
く
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
。

を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
（
前
二
号
に
掲

三

放
射
線
管
理
施
設
又
は
そ
の
他
の
加
工
施
設
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法
に
つ
い

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
が
完
成
し
た
と
き
。

て
原
子
力
規
制
委
員
会
の
承
認
を
受
け
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
期
間
内
に

四

加
工
施
設
の
性
能
に
関
す
る
事
項

加
工
施
設
の
最
大
処
理
能
力
で
試

お
い
て
そ
の
承
認
を
受
け
た
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
と
き
。

験
運
転
を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と

四

加
工
施
設
の
設
置
の
場
所
の
状
況
又
は
工
事
の
内
容
に
よ
り
、
原
子
力

き
。

規
制
委
員
会
が
支
障
が
な
い
と
認
め
て
使
用
前
確
認
を
受
け
な
い
で
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
指
示
し
た
場
合

五

加
工
施
設
の
変
更
の
工
事
で
あ
つ
て
、
第
三
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三

号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う
工
事
以
外
の
工
事
の
場
合

（
使
用
前
検
査
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
条
の
六
の
四

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
三
条
の
五
第
一
項
の
申
請
書

の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
三
条
の
六
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査
の

方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
証
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

第
三
条
の
七

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、
第
三
条

第
三
条
の
七

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た

の
五
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
加
工
施
設
が
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
各

と
き
は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
使

用
前
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
廃
止
措
置
中
の
加
工
施
設
の
維
持
）

（
溶
接
検
査
を
受
け
る
加
工
施
設
）

第
三
条
の
八

法
第
十
六
条
の
四
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

第
三
条
の
八

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め

め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に

第
九
条
の

る
加
工
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
九
条
の
四
の
二
第
十
号

五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る
。
こ
の
場
合

一

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
又
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
化
合
物
を
含
む
液
体
状
又
は
気
体

に
お
い
て
、
法
第
十
六
条
の
四
本
文
の
規
定
は
、
同
号
の
性
能
維
持
施
設
に

状
の
物
質
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

限
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
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イ

そ
の
内
包
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク

レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場
合
は

、
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
も
の

ロ

そ
の
内
包
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
マ
イ
ク
ロ

ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場

合
は
、
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
容
器
（

イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
最
高
使
用
圧
力
が
九
十

八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
又
は
内
容
積
が
〇
・
〇
四
立
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の

ハ

そ
の
内
包
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
マ
イ
ク
ロ

ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場

合
は
、
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
管
（
イ

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
（
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
つ
て
は

、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も
の
（
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
区

域
内
に
あ
つ
て
内
部
の
圧
力
が
外
部
の
圧
力
よ
り
低
く
維
持
さ
れ
て
い

る
ダ
ク
ト
を
除
く
。
）

二

ウ
ラ
ン
又
は
ウ
ラ
ン
の
化
合
物
を
含
む
気
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
容

器
又
は
管
（
そ
の
容
器
又
は
管
の
内
部
の
圧
力
が
外
部
の
圧
力
よ
り
低
く

維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
前
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
容
器
で
あ
つ
て
、
最
高
使
用
圧
力
が
九

十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
又
は
内
容
積
が
〇
・
〇
四
立
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
も
の

ロ

そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
管
で
あ
つ
て
、
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
（
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
つ
て

は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も
の

三

ウ
ラ
ン
又
は
ウ
ラ
ン
の
化
合
物
を
含
む
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
容

器
又
は
管
（
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の
い
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ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
容
器

ロ

そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
容
器
（
イ
に
規
定
す
る
も
の
及
び
そ
の

内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
量
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
容
器
を
除
く
。
）

ハ

そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
管
（
そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
量
が
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
容
器
に
附
属
す
る
管
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
液

体
状
の
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
を
内
包
す
る
も
の
又
は
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
（
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
つ

て
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も
の

四

六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
の
加
熱
容
器
で
あ
つ
て
、
液
体
状
の
六
ふ
つ
化
ウ
ラ

ン
又
は
大
気
圧
を
超
え
る
圧
力
の
気
体
状
の
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
を
内
包
す

る
容
器
か
ら
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
（
加
熱

す
る
ウ
ラ
ン
の
量
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）

五

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
か
ら
の
漏

え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る
ド
リ
ッ
プ
ト
レ
イ
そ
の
他

の
容
器

六

胴
の
外
径
が
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
容
器
又
は
外
径
百
五
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
管
（
前
各
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
を
除
く
。
）

で
あ
つ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
、
ウ
ラ
ン
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
化
合
物
を
含

む
液
体
状
若
し
く
は
気
体
状
の
物
質
を
内
包
し
、
又
は
非
常
用
電
源
設
備

そ
の
他
の
安
全
上
重
要
な
施
設
に
属
す
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
定
め
る
圧

力
以
上
の
圧
力
を
加
え
ら
れ
る
部
分
（
以
下
「
耐
圧
部
分
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
溶
接
を
す
る
も
の

イ

液
体
用
の
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
最
高
使
用
温
度
が
そ
の
液
体
の

沸
点
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
千
九
百
六
十
キ
ロ
パ

ス
カ
ル

ロ

イ
に
規
定
す
る
容
器
以
外
の
容
器
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
九

十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
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ハ

イ
に
規
定
す
る
管
以
外
の
管
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
九
百
八

十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
（
長
手
継
手
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
四
百
九
十
キ
ロ

パ
ス
カ
ル
）

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
時
期
）

（
溶
接
検
査
の
申
請
）

第
三
条
の
九

定
期
事
業
者
検
査
は
、
加
工
施
設
に
つ
い
て
、
定
期
事
業
者
検

第
三
条
の
九

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
工
施
設
の
溶
接
に

査
が
終
了
し
た
日
以
降
十
二
月
を
超
え
な
い
時
期
（
判
定
期
間
が
十
三
月
以

い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

つ

上
で
あ
る
も
の
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
が
別
に
指
定
し
た
場
合
は
、
そ

た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し

の
指
定
し
た
時
期
）
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
加
工
施
設
の
設

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

置
に
係
る

工
事
の
後
の
初
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使

氏
名

の

用
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
十
二
月
を
超
え
な
い
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る
。

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
個
数
、

２

前
項
の
判
定
期
間
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
お
い
て
、
加
工
施
設
（
当
該

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
並
び
に
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
種
類

加
工
施
設
を
構
成
す
る
機
械
又
は
器
具
で
あ
つ
て
、
第
一
号
及
び
第
二
号
の

及
び
濃
度

い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
第
三
号
に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
が

三

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

次
条
第
二
項
の
一
定
の
期
間
を
満
了
す
る
ま
で
の
間
技
術
基
準
に
適
合
し
て

四

溶
接
工
程
表

い
る
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
（
機

五

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

械
又
は
器
具
ご
と
に
そ
の
期
間
が
異
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
最
も
短
い

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

期
間
）
と
す
る
。

ら
な
い
。

一

次
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号

並
び
に
第
二
項
に
規
定
す

一

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量
、
溶
接
部
の
設
計
及
び
溶
接
施
行
法
（
以

各
号

及
び

る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
べ
き
も
の

下
「
溶
接
施
行
方
法
」
と
い
う
。
）
並
び
に
溶
接
を
行
う
者
の
氏
名
を
記

二

定
期
事
業
者
検
査
の
都
度
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
補
修
、
取

載
し
た
溶
接
明
細
書

替
え
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
の
あ
る
も
の

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
構
造
図

三

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の

三

溶
接
部
の
設
計
図

イ

計
測
装
置
で
あ
つ
て
そ
の
台
数
に
つ
い
て
冗
長
性
を
も
つ
て
設
置
さ

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と

れ
て
い
る
も
の
、
ポ
ン
プ
又
は
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
つ
て
予
備
の
も
の
が

き
は
、
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
機
械
又
は
器
具
で
あ
つ
て
加
工
施
設
の

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

使
用
時
に
お
い
て
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
補
修
、
取
替
え
等
の

一
通
と
す
る
。

措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も
の

ロ

加
工
施
設
の
使
用
時
に
そ
の
機
械
又
は
器
具
を
検
査
す
る
こ
と
に
よ

り
加
工
施
設
の
保
安
の
確
保
に
支
障
を
来
さ
な
い
も
の

３

加
工
施
設
に
つ
い
て
の
次
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号

並
び

各
号

及
び
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に
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
で
あ
つ
て
、
当
該
定

期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
加
工
施
設
の
使
用
時
に
お
け
る
加
工
施

設
の
保
安
の
確
保
に
支
障
を
来
さ
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に

掲
げ
る
時
期
よ
り
も
前
の
時
期
に
行
う

規
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

４

次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子

力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
時
期
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

使
用
の
状
況
か
ら
第
一
項
に
規
定
す
る
時
期
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行

う
必
要
が
な
い
と
認
め
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
期
事
業
者
検
査
を

行
う
べ
き
時
期
を
定
め
て
承
認
し
た
と
き
。

二

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
時
期
に
定

期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
て
、
原
子
力

規
制
委
員
会
が
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
べ
き
時
期
を
定
め
て
承
認
し
た

と
き
。

５

前
項
各
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

直
近
の
定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
年
月
日

四

定
期
事
業
者
検
査
開
始
希
望
年
月
日
及
び
そ
の
理
由

６

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
に
係
る
加
工
施
設
の
使
用
の
状
況
を
記
載
し

た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
が
第
四
項
第

二
号
の
承
認
に
係
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

。
７

第
五
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
）

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

第
三
条
の
十

定
期
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

第
三
条
の
十

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
工

す
る
。

程
ご
と
に
行
う
。

一

開
放
、
分
解
、
非
破
壊
検
査
そ
の
他
の
各
部
の
損
傷
、
変
形
、
摩
耗
及

一

溶
接
作
業
を
行
う
と
き
（
第
三
条
の
八
第
六
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
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び
異
常
の
発
生
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

管
に
つ
い
て
の
漏
止
め
溶
接
に
係
る
場
合
及
び
溶
接
作
業
の
標
準
化
、
溶

二

試
験
操
作
そ
の
他
の
機
能
及
び
作
動
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分

接
に
使
用
す
る
材
料
の
規
格
化
等
の
状
況
に
よ
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会

な
方
法

が
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
こ
の
工
程
に
お
け
る
検
査
を
受
け
な
い
で
使

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
定
期
事
業
者
検
査
は
、
一
定
の
期
間
を

用
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

設
定
し
、
当
該
加
工
施
設
が
そ
の
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
技
術
基
準
に

二

法
第
十
六
条
の
四
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
（
以
下

適
合
し
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
で
行
う
も
の

「
溶
接
の
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
非
破
壊
試
験
を
必
要
と
す
る

と
す
る
。

溶
接
部
に
つ
い
て
は
、
非
破
壊
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
つ

３

前
項
の
一
定
の
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し
て
設
定
し
な
け
れ

た
と
き
。

ば
な
ら
な
い
。

三

溶
接
の
技
術
基
準
に
よ
り
機
械
試
験
を
必
要
と
す
る
突
合
せ
溶
接
部
に

一

加
工
施
設
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
点
検
、
検
査
又
は
取
替
え
の
結
果
か

つ
い
て
は
、
機
械
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
つ
た
と
き
。

ら
示
さ
れ
る
有
意
な
劣
化
の
有
無
及
び
有
意
な
劣
化
が
あ
る
場
合
に
は
そ

四

耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
つ
た
と

の
劣
化
の
傾
向

き
（
第
三
条
の
八
第
六
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の
漏
止
め

二

加
工
施
設
の
耐
久
性
に
関
す
る
研
究
の
成
果
そ
の
他
の
研
究
の
成
果

溶
接
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
。

三

加
工
施
設
に
類
似
す
る
機
械
又
は
器
具
の
使
用
実
績
（
当
該
加
工
施
設

と
の
材
料
及
び
使
用
環
境
の
相
違
を
踏
ま
え
た
も
の
に
限
る
。
）

４

第
二
項
の
一
定
の
期
間
は
、
十
二
月
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
一
定
の
期
間
は
、
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
日
の
三
月
前

ま
で
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も

同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期

、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
記
録
）

（
溶
接
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
条
の
十
一

定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

第
三
条
の
十
一

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

検
査
年
月
日

一

第
二
条
第
一
項
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
加
工
施
設
の
う
ち
の
主
要
な
実

二

検
査
の
対
象

験
設
備
に
属
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
セ
ル
、
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス

三

検
査
の
方
法

そ
の
他
の
気
密
設
備
の
内
部
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
原
子
力
規

四

検
査
の
結
果

制
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
溶
接
検
査
を
受
け
な
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五

検
査
を
行
つ
た
者
の
氏
名

で
使
用
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合

い

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内

二

漏
止
め
溶
接
の
み
を
し
た
第
三
条
の
八
第
六
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は

容

管
（
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
そ
の
溶
接
の
み
を
新
た
に
す
る
も
の
を
含
む
。

七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

）
を
使
用
す
る
場
合

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
そ
の
加
工
施
設
が
廃
棄
さ
れ
た
後

五
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
溶
接
の
方
法
の
認
可
）

（
廃
止
措
置
中
に
お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
を
要
す
る
場
合
）

第
三
条
の
十
二

法
第
十
六
条
の
四
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

第
三
条
の
十
二

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

、
溶
接
施
行
工
場
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
第
九
条
の
四
の
二
第
十
号

［
条
を
削
る
。
］

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量

四

溶
接
施
行
方
法
の
種
類

五

溶
接
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
の
行
う
溶
接
施
行
方
法
の
範
囲

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
た
書

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

溶
接
設
備

二

溶
接
施
行
方
法

三

溶
接
を
行
う
者
の
知
識
及
び
技
能

３

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
溶
接
の
方
法
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
認
可

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量
が
申
請
に
係
る
溶
接
施
行
方
法
に
よ
る
溶
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接
を
行
う
の
に
適
切
で
あ
る
こ
と
。

二

溶
接
施
行
方
法
が
溶
接
部
の
強
度
を
確
保
す
る
の
に
適
切
で
あ
る
こ
と

。
三

溶
接
を
行
う
者
が
そ
の
行
お
う
と
す
る
溶
接
施
行
方
法
に
よ
る
溶
接
に

つ
い
て
相
当
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

４

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
報
告
）

（
輸
入
品
の
溶
接
検
査
）

第
三
条
の
十
三

法
第
十
六
条
の
五
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

第
三
条
の
十
三

法
第
十
六
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
溶
接
を
し
た
加
工

め
る
と
き
は
、
定
期
事
業
者
検
査
（
第
三
条
の
九
第
三
項
の
規
定
を
適
用
し

施
設
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
の
当
該
溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と

て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
と
す
る
。

す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制

２

法
第
十
六
条
の
五
第
三
項
の
報
告
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
定
期
事
業
者

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

検
査
が
終
了
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
遅
滞
な
く
、
前
項
に
規
定
す
る
と
き
に

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

あ
つ
て
は
検
査
開
始
予
定
日
の
一
月
前
ま
で
（
第
三
条
の
十
第
二
項
の
一
定

氏
名

の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
一
定
の
期
間
」
と
い
う
。
）
を
定

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
個
数
、

め
、
又
は
変
更
（
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
場
合

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
並
び
に
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
種
類

は
三
月
前
ま
で
）
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、

及
び
濃
度

原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

氏
名

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

二

加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ら
な
い
。

三

検
査
の
対
象
及
び
方
法
並
び
に
期
日

一

溶
接
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

四

検
査
の
実
績
又
は
予
定
の
概
要

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
構
造
図

３

第
一
項
に
規
定
す
る
と
き
に
お
け
る
前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る

三

溶
接
部
の
設
計
図

事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

溶
接
（
第
三
条
の
八
第
六
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の
漏

一

定
期
事
業
者
検
査
の
計
画

止
め
溶
接
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
材
料
試
験
、
開
先
試
験
、
溶
接
作
業

二

加
工
施
設
及
び
第
七
条
の
四
第
一
項
の
施
設
管
理
（
以
下
こ
の
項
に
お

試
験
、
非
破
壊
試
験
（
第
三
条
の
十
第
二
号
に
規
定
す
る
溶
接
部
に
関
す

い
て
単
に
「
施
設
管
理
」
と
い
う
。
）
の
重
要
度
が
高
い
系
統
に
つ
い
て

る
も
の
に
限
る
。
）
、
機
械
試
験
（
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
溶
接
部
に

定
量
的
に
定
め
る
同
項
第
三
号
の
施
設
管
理
目
標

関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
の
結
果
に
関

三

第
七
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
施
設
管
理
実
施
計
画
に
係
る
次
に
掲
げ

す
る
資
料
並
び
に
溶
接
後
熱
処
理
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

る
事
項

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
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イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
（
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
日
を

き
は
、
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
う
。

）
及
び
期
間

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

第
七
条
の
四
第
一
項
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。

ロ

加
工
施
設
の
工
事
の
方
法
及
び
時
期

一
通
と
す
る
。

及
び
第
七
条
の
四
第

ハ

加
工
施
設
の
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
点
検
等
」
と
い
う
。
）
の
方
法
、
実
施
頻
度

一
項
第
四
号

及
び
時
期

ニ

加
工
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行
う
保
安
の
確
保

の
た
め
の
措
置

四

第
三
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
判
定
す
る
方
法
に
関
す
る
こ
と
（
同

。

項
の
一
定
の
期
間
を
含
む
。
）

五

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項

を
説
明
す
る
書
類
の
内
容
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変

更
の
内
容
を
説
明
す
る
書
類

六

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
二
号
又
は
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行

い
、
当
該
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記

載
し
た
書
類

七

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

を
説
明
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項

（
一
定
の
期
間
に
係
る
も

の
内
容

の
に
限
る
。
）
を
変
更
し
た

場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
三

に
変
更
が
あ
つ
た

条
の
十
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類

４

前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
当
該

事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
一
定
の
期
間
を
変
更
し
た
場
合
に

あ
つ
て
は
、
第
三
条
の
十
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
項
の
報
告
書
及
び
前
二
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す

る
。

三
条
の
十
三
の
二
か
ら
第
三
条
の
十
六
ま
で

削
除

溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

第

（
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第
三
条
の
十
三
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
三
条
の
九
第
一
項
の
申
請

［
条
を
削
る
。
］

書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査

の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合

に
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な

事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る

。（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

第
三
条
の
十
四

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
又
は
第

［
条
を
削
る
。
］

四
項
の
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ

る
も
の
で
示
す
も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
加
工
施
設
）

第
三
条
の
十
五

令
第
九
条
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
加
工
施
設

［
条
を
削
る
。
］

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

非
常
用
設
備

二

核
燃
料
物
質
の
検
査
設
備
及
び
計
量
設
備

三

主
要
な
実
験
設
備

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

第
三
条
の
十
六

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
施
設
定
期
検
査

［
条
を
削
る
。
］

」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
期
日

２

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
届
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け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
中
に
お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
を
要
す
る
場
合
）

（
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
施
設
定
期
検
査
を
要
す
る
場
合
）

第
三
条
の
十
六
の
二

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委

第
三
条
の
十
六
の
二

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
第
九
条
の
五
第
一
項

員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受
け

第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る
。

た
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
廃
止
措
置
の
対
象
と
な
る
加
工
施
設
（
以
下
「
廃

［
条
を
削
る
。
］

止
措
置
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
す
る
場
合
（
加

工
設
備
本
体
を
通
常
の
方
法
に
よ
り
操
作
し
た
後
に
核
燃
料
物
質
が
回
収
さ

れ
る
こ
と
な
く
滞
留
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
施
設
定
期
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施

設
の
う
ち
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
又
は
貯
蔵
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
行
う

も
の
と
す
る
。

一

貯
蔵
施
設

二

廃
棄
施
設

三

放
射
線
管
理
施
設

四

非
常
用
設
備

（
施
設
定
期
検
査
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
条
の
十
六
の
三

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
三
条
の
十
六
第
一
項
の
申

請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
第
九
条
に
規
定
す
る
加
工
施
設
の
性

能
が
法
第
十
六
条
の
四
の
二
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め

る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
に
関
し
、

そ
の
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実

施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
条
の
十
七

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
定
期
検
査
に
合
格
し
た
と
認

め
た
と
き
は
、
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。
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（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
四
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

第
四
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事
者
が
連
署

者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事
者
が
連
署

（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
を
し
て
、
こ
れ
を
原
子
力
規
制

（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
し
て
、
こ
れ
を
原
子
力
規
制
委

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

略
］

同
上

七

加
工
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の

［
号
を
加
え
る
。
］

に
関
す
る
事
項

整
備

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

［
同
上
］

ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

加
工
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の

［
号
を
加
え
る
。
］

整
備
に
関
す
る
説
明
書

八

［
略
］

七

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
変
更
等
の
届
出
）

（
変
更
等
の
届
出
）

第
五
条

法
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
六
条
の
二
第
四
項
、
第
十
七
条
及
び
第

第
五
条

法
第
十
六
条
第
二
項
、
法
第
十
七
条
又
は
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規

十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及

定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
写
し
各
一
通
と
す

び
写
し
各
一
通
と
す
る
。

る
。

（
記
録
）

（
記
録
）

第
七
条

法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に

第
七
条

法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ

、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を

と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保

保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

存
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

置

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保

存

期

間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保

存

期

間

一

加
工
施
設
の
施
設
管
理
（

一

加
工
施
設
の
検
査
記
録

第
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
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す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

係
る
記
録

イ

使
用
前
確
認
の
結
果

確
認
の
都
度

同
一
事
項
に
関

イ

使
用
前
検
査
の
結
果

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関

す
る
次
の
確
認

す
る
次
の
検
査

の
と
き
ま
で
の

の
と
き
ま
で
の

期
間

期
間

ロ

第
七
条
の
四
第
一
項
第

施
設
管
理
の
実
施

施
設
管
理
を
実

ロ

施
設
定
期
検
査
の
結
果

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関

四
号
の
規
定
に
よ
る
施
設

の
都
度

施
し
た
加
工
施

す
る
次
の
検
査

管
理
の
実
施
状
況
及
び
そ

設
の
解
体
又
は

の
と
き
ま
で
の

の
担
当
者
の
氏
名

廃
棄
を
し
た
後

期
間

五
年
が
経
過
す

る
ま
で
の
期
間

ハ

第
七
条
の
四
第
一
項
第

評
価
の
都
度

評
価
を
実
施
し

ハ

第
七
条
の
四
の
二
の
規

検
査
の
都
度

検
査
終
了
後
五

五
号
の
規
定
に
よ
る
施
設

た
加
工
施
設
の

定
に
よ
る
検
査
の
結
果

年
が
経
過
す
る

管
理
方
針
、
施
設
管
理
目

施
設
管
理
方
針

ま
で
の
期
間

標
及
び
施
設
管
理
実
施
計

、
施
設
管
理
目

画
の
評
価
の
結
果
及
び
そ

標
又
は
施
設
管

の
評
価
の
担
当
者
の
氏
名

理
実
施
計
画
の

改
定
ま
で
の
期

間

二

［
略
］

［
略
］

［
略
］

二

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［

・
三

［

・
三

三

操
作
記
録
（
法
第
二
十
二

三

操
作
記
録
（
法
第
二
十
二

条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受

条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受

け
、
第
九
条
の
五
第
一
項
第

け
た
加
工
施
設
に
係
る
も
の

五
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存

を
除
く
。
）
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在
し
な
い
加
工
施
設
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）

［
イ
～
ホ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
イ
～
ホ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
削
る
。
］

四

保
守
記
録

イ

加
工
施
設
の
巡
視
及
び

毎
日
一
回
。
た
だ

一
年
間

点
検
の
状
況
（
法
第
二
十

し
、
法
第
二
十
二

二
条
の
八
第
二
項
の
認
可

条
の
八
第
二
項
の

を
受
け
た
場
合
の
廃
止
措

認
可
を
受
け
た
廃

置
対
象
施
設
に
お
い
て
は

止
措
置
対
象
施
設

、
巡
視
の
状
況
に
限
る
。

内
に
核
燃
料
物
質

）
並
び
に
そ
の
担
当
者
の

が
存
在
し
な
い
場

氏
名

合
及
び
加
工
設
備

本
体
を
通
常
の
方

法
に
よ
り
操
作
し

た
後
に
核
燃
料
物

質
が
回
収
さ
れ
る

こ
と
な
く
滞
留
し

て
い
る
場
合
は
毎

週
一
回
と
す
る
。

ロ

加
工
施
設
の
修
理
の
状

修
理
の
都
度

一
年
間

況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏

名［

］

四

加
工
施
設
の
事
故
記
録

五

同
上

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧

［
略
］

［
略
］

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧

［
同
上
］

［
同
上
］

の
日
時

の
時

- 747 -



- 24 -

［
ロ
～
ニ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

五

［
略
］

［
略
］

［
略
］

六

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

六

［
略
］

［
略
］

［
略
］

七

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

七

品
質
管
理
基
準
規
則
第
四

［
略
］

［
略
］

八

第
七
条
の
二
の
二
の
品
質

［
同
上
］

［
同
上
］

条
第
三
項
に
規
定
す
る
品
質

保
証
計
画
に
関
し
て
の
文
書

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
文
書
及
び
品

及
び
品
質
保
証
計
画
に
従
つ

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

た
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び

に
従
つ
た
計
画
、
実
施
、
評

改
善
状
況
の
記
録
（
他
の
号

価
及
び
改
善
状
況
の
記
録
（

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

他
の
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

［
削
る
。
］

九

第
七
条
の
八
の
二
の
規
定

に
よ
る
加
工
施
設
の
定
期
的

な
評
価
の
結
果

イ

第
七
条
の
八
の
二
第
一

評
価
の
都
度

第
七
項
に
定
め

項
第
一
号
に
掲
げ
る
評
価

る
期
間

の
結
果

ロ

第
七
条
の
八
の
二
第
一

計
画
策
定
の
都
度

第
七
項
に
定
め

項
第
二
号
に
掲
げ
る
計
画

る
期
間

八

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

九

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
一

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］
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十

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
二

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

十
一

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
三

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

第
一
項
の
表
第
二
号
チ
及
び
リ
、
第
四
号
、
第
九
号
並
び
に
第
十
号
の
記

７

第
一
項
の
表
第
二
号
チ
及
び
リ
、
第
五
号
、
第
九
号
、
第
十
一
号
並
び
に

録
の
保
存
期
間
は
、
法
第
二
十
二
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

第
十
二
号
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、
法
第
二
十
二
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て

十
二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る

。（

）

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）

品
質
保
証

第
七
条
の
二
の
二

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業

第
七
条
の
二
の
二

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業

者
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ

者
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
品
質
保
証
計
画
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
保
安

ろ
に
よ
り
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
き
保
安
活
動
（
第
七
条

活
動
（
第
七
条
の
二
の
九
か
ら
第
七
条
の
八
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
含
む

の
二
の
九
か
ら
第
七
条
の
八
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
含
む
。
）
の
計
画
、

。
）
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
品
質
保
証
計
画

実
施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
の
二
の
三
か
ら
第
七
条
の
二
の
八
ま
で

削
除

（
品
質
保
証
計
画
）

第
七
条
の
二
の
三

品
質
保
証
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

一

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
事
項

二

保
安
活
動
の
計
画
に
関
す
る
事
項

三

保
安
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事
項

四

保
安
活
動
の
評
価
に
関
す
る
事
項

五

保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る
事
項

（
品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
）

第
七
条
の
二
の
四

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
は
次
の
と
お
り
と
す
る

。一

加
工
事
業
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
）
に
よ
つ
て
運
営
さ
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れ
て
い
る
こ
と
。

二

品
質
保
証
に
関
す
る
責
任
及
び
権
限
並
び
に
業
務
が
明
確
で
あ
る
こ

と
。

三

品
質
保
証
計
画
の
策
定
、
実
施
、
評
価
及
び
そ
の
改
善
を
継
続
的
に

行
う
仕
組
み
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
計
画
）

第
七
条
の
二
の
五

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
計
画
に
関
す
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
に
お
い
て
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
Ｑ
九
〇
〇
〇
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
そ

の
相
互
関
係
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
の
各
段
階
を
踏
ま
え
て

実
施
し
、
保
安
活
動
の
改
善
を
継
続
し
て
行
う
仕
組
み
と
す
る
こ
と
。

三

外
部
か
ら
物
品
又
は
役
務
を
調
達
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
管

理
を
適
切
に
行
う
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

四

保
安
の
た
め
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
実
施
す
べ
き
内
容
を
定
め
る
こ

と
。

五

保
安
活
動
に
関
す
る
文
書
及
び
記
録
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
手
順

を
定
め
る
こ
と
。

六

保
安
活
動
を
実
施
す
る
者
に
対
す
る
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
の
体
系

を
定
め
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
実
施
）

第
七
条
の
二
の
六

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
実
施
に
関
す
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
を
構
成
す
る
個
別
の
業
務
（
以
下
「
個
別
業
務
」
と
い
う

。
）
ご
と
に
、
次
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

個
別
業
務
の
目
標
及
び
個
別
業
務
に
関
す
る
要
求
事
項
を
明
確
に

し
、
個
別
業
務
の
実
施
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
施
計
画

」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
こ
と
。
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ロ

個
別
業
務
の
実
施
は
、
実
施
計
画
に
基
づ
き
行
う
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
計
画
が
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
適

切
な
段
階
で
確
認
す
る
こ
と
。

ハ

実
施
計
画
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
内
容
を
適
切
に
管
理
す
る

こ
と
。

二

外
部
か
ら
物
品
又
は
役
務
を
調
達
す
る
場
合
は
、
実
施
計
画
に
適
切

な
調
達
の
実
施
に
必
要
な
事
項
（
当
該
物
品
又
は
役
務
の
調
達
後
に
お

け
る
こ
れ
ら
の
維
持
又
は
運
用
に
必
要
な
技
術
情
報
（
保
安
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
を
取
得
し
、
他
の
加
工
事
業
者
と
共
有
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
が
確
実
に
守
ら
れ
る

よ
う
管
理
す
る
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

三

個
別
業
務
が
実
施
計
画
に
定
め
た
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
た
め
、
必
要
な
検
査
及
び
試
験
を
定
め
て
行
う
こ
と
。

四

保
安
の
た
め
の
重
要
度
に
応
じ
て
前
号
の
検
査
及
び
試
験
を
行
う
者

を
定
め
る
こ
と
。

五

要
求
事
項
に
適
合
し
な
い
状
態
（
以
下
「
不
適
合
」
と
い
う
。
）
が

発
生
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
適
切
に
管
理
す
る
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
評
価
）

第
七
条
の
二
の
七

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
評
価
に
関
す
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
、
必
要
な
監
視
及
び
測
定
を
計

画
的
に
行
う
こ
と
。

二

保
安
活
動
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
、
計

画
的
に
監
査
を
行
う
こ
と
。

三

前
号
の
評
価
は
、
対
象
と
な
る
個
別
業
務
を
実
施
し
た
者
以
外
の
者

に
よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
改
善
）

第
七
条
の
二
の
八

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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一

不
適
合
に
対
す
る
再
発
防
止
の
た
め
に
行
う
是
正
に
関
す
る
処
置
に

関
す
る
手
順
（
第
九
条
の
十
六
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障
等
の
事
象
そ

の
他
が
発
生
し
た
根
本
的
な
原
因
を
究
明
す
る
た
め
に
行
う
分
析
（
以

下
「
根
本
原
因
分
析
」
と
い
う
。
）
の
手
順
を
含
む
。
）
を
確
立
し
て

行
う
こ
と
。

二

生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
不
適
合
を
防
止
す
る
た
め
の
予
防
に
関
す
る

処
置
に
関
す
る
手
順
（
根
本
原
因
分
析
の
手
順
を
含
む
。
）
を
確
立
し

て
行
う
こ
と
。

三

予
防
に
関
す
る
処
置
に
当
た
つ
て
は
、
自
ら
の
加
工
施
設
に
お
け
る

保
安
活
動
の
実
施
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
知
見
の
み
な
ら
ず
他
の
施
設
か

ら
得
ら
れ
た
知
見
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。

四

前
条
の
評
価
結
果
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。

（
作
業
手
順
書
等
の
遵
守
）

［
条
を
削
る
。
］

第
七
条
の
二
の
八
の
二

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工

事
業
者
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
要
領
書
、
作
業
手
順
書
そ
の
他
保
安
に
関

す
る
文
書
（
以
下
「
作
業
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
こ
れ
ら
を
遵

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

第
七
条
の
二
の
九

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業

第
七
条
の
二
の
九

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業

者
は
、
管
理
区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ
れ
ら
の
区

者
は
、
管
理
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ
れ
ら
の
区
域
に
お
い
て

域
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

保
全
区
域
に
つ
い
て
は
、
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
明
ら
か

［
号
を
加
え
る
。
］

に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
管
理
の
必
要
性
に
応
じ
て
人
の
立
入
制

限
、
鍵
の
管
理
、
物
品
の
持
出
制
限
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

［
略
］

二

［
同
上
］

（
加
工
施
設
の
施
設
管
理
）

（
加
工
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
）

第
七
条
の
四

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は

第
七
条
の
四

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
（
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、
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
設
計
、
工
事
、
巡
視
、
点
検
、
検
査
そ

法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
は
、
毎
日
一

の
他
の
施
設
の
管
理
（
以
下
「
施
設
管
理
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
次
の
各

回
以
上
、
従
業
者
に
加
工
施
設
に
つ
い
て
巡
視
及
び
点
検
を
行
わ
せ
な
け
れ

号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

加
工
施
設
が
法
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受

２

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
十
二
条
の
八
第
二

け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
性
能

項
の
認
可
を
受
け
た
加
工
事
業
者
は
、
毎
週
一
回
以
上
（
核
燃
料
物
質
が
廃

を
有
す
る
よ
う
、
こ
れ
を
設
置
し
、
及
び
維
持
す
る
た
め
、
加
工
施
設
の

止
措
置
対
象
施
設
に
存
在
す
る
場
合
（
加
工
設
備
本
体
を
通
常
の
方
法
に
よ

施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
設
管
理
方
針
」

り
操
作
し
た
後
に
核
燃
料
物
質
が
回
収
さ
れ
る
こ
と
な
く
滞
留
し
て
い
る
場

と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の

合
を
除
く
。
）
は
毎
日
一
回
以
上
）
、
従
業
者
に
加
工
施
設
に
つ
い
て
巡
視

認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

前
号
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の

認
可
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二

条
の
六
第
三
項
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に
記
載

さ
れ
た

第
九
条
の
五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維

第
九
条
の
四
の
二
第
十
号

持
施
設
に
係
る
施
設
管
理
方
針
を
定
め
る
こ
と
。

三

第
一
号
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
施
設
管
理
方
針
に
従
つ

て
達
成
す
べ
き
施
設
管
理
の
目
標
（
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

施
設
管
理
方
針
に
係
る
施
設
管
理

目
標
に
あ
つ
て
は
、
加
工
施
設
及
び

の

施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め
る
目
標
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
目
標
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る

こ
と
。

四

施
設
管
理
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を
定
め
た
施
設
管
理
の

実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
実
施
計
画
」

と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
従
つ
て
施
設
管
理
を
実
施
す
る
こ

と
。

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
及
び
期
間
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

加
工
施
設
の
設
計
及
び
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

加
工
施
設
の
巡
視
（
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
に
実
施
す
る
も
の
に

限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

加
工
施
設
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
点
検
等
」

と
い
う
。
）
の
方
法
、
実
施
頻
度
及
び
時
期
（
加
工
施
設
の
操
作
中
及

び
操
作
停
止
中
の
区
別
を
含
む
（
法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
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を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

加
工
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行
う
保
安
の
確
保

の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

加
工
施
設
の
設
計
、
工
事
、
巡
視
及
び
点
検
等
の
結
果
の
確
認
及
び

評
価
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

ト

ヘ
の
確
認
及
び
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
て
実
施
す
べ
き
処
置
（
品
質

管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
七
号
の

未
然
防
止
処
置

に
規
定
す
る

を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

チ

加
工
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

五

施
設
管
理
方
針
、
施
設
管
理
目
標
及
び
施
設
管
理
実
施
計
画
を
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
期
間
ご
と
に
評
価
す
る
こ
と
（
次
条
第
一
項
及
び
第
二

項
に
規
定
す
る
措
置
を
除
く
。
）
。

イ

施
設
管
理
方
針
及
び
施
設
管
理
目
標
に
あ
つ
て
は
、
一
定
期
間

ロ

施
設
管
理
実
施
計
画
に
あ
つ
て
は
、
前
号
イ
に
規
定
す
る
期
間

六

前
号
の
評
価
を
実
施
す
る
都
度
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
施
設
管
理

方
針
、
施
設
管
理
目
標
又
は
施
設
管
理
実
施
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
。

七

加
工
施
設
の
操
作
を
相
当
期
間
停
止
す
る
場
合
そ
の
他
加
工
施
設
が
そ

の
施
設
管
理
を
行
う
観
点
か
ら
特
別
な
状
態
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
加
工
施
設
の
状
態
に
応
じ
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
特

別
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２

加
工
事
業
者
は
、
次
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
施

設
管
理
方
針
を
策
定
し
た
と
き
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
施
設

管
理
方
針
を
変
更
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
施
設
管
理
方
針
に
反
映
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
加
工
施
設
の
経
年
劣
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
）

（
加
工
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

第
七
条
の
四
の
二

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業

第
七
条
の
四
の
二

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業

者
は
、
加
工
施
設
の
保
全
に
関
し
、
そ
の
事
業
を
開
始
し
た
日
以
後
二
十
年

者
は
、
次
の
各
号
（
法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は

を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
経
年
劣
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
を
行
い
、
こ

第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら

の
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
十
年
間
に
実
施
す
べ
き
当
該
加
工
施
設
に
つ
い

な
い
。

て
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

一

令
第
九
条
に
規
定
す
る
加
工
施
設
（
次
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
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動
作
す
る
機
能
を
有
す
る
機
器
及
び
構
造
物
に
関
し
、
加
工
施
設
の
供
用
に

）
は
、
当
該
施
設
の
性
能
が
法
第
十
六
条
の
四
の
二
に
規
定
す
る
原
子
力

伴
う
劣
化
の
状
況
が
的
確
に
把
握
さ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か

な
い
。

に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

２

前
項
の
評
価
は
、
十
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
再
評
価
を
行
い
、
こ
の

二

警
報
装
置
、
非
常
用
動
力
装
置
そ
の
他
の
非
常
用
装
置
に
つ
い
て
は
、

再
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
次
の
十
年
間
に
実
施
す
べ
き
当
該
加
工
施
設
に

当
該
装
置
の
各
部
分
ご
と
の
当
該
作
動
の
た
め
の
性
能
検
査
を
一
月
ご
と

つ
い
て
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
、
当
該
装
置
全
体
の
当
該
作
動
の
た
め
の
総
合
検
査
を
一
年
ご
と
に
行

３

加
工
事
業
者
は
、
前
二
項
の
評
価
を
行
う
た
め
に
設
定
し
た
条
件
又
は
評

う
こ
と
。

価
方
法
を
変
更
す
る
場
合
は
、
当
該
評
価
の
見
直
し
を
行
い
、
そ
の
結
果
に

三

加
工
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器
及
び
放
射
線
測

基
づ
き
、
前
二
項
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
（
第
八
条
第
一
項
第
十
六
号

定
器
に
つ
い
て
は
、
較
正
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

こ
う

に
お
い
て
「
長
期
施
設
管
理
方
針
」
と
い
う
。
）
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら

２

法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
加
工
事
業
者
は
、
当
該
認

な
い
。

可
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の

４

前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合

変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に
記
載
さ
れ
た
加
工

は
適
用
し
な
い
。

施
設
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と

に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
に
係
る
加
工
施
設
の
保

（
初
期
消
火
活
動
の
た
め
の
体
制
の
整
備
）

全
に
関
す
る
措
置
）

第
七
条
の
四
の
三

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業

第
七
条
の
四
の
三

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業

者
は
、
設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
に
関
し
て
、
法
第

者
は
、
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
火
災
が
発
生
し

十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
（
法
第
二

た
場
合
に
お
け
る
消
防
吏
員
へ
の
通
報
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
そ
の
他
消

十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
認
可
を
受

防
隊
が
火
災
の
現
場
に
到
着
す
る
ま
で
に
行
う
活
動
（
以
下
「
初
期
消
火
活

け
た
と
こ
ろ
）
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
加
工
施
設
の
保
全
に
関
す
る

動
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の

一

次
に
掲
げ
る
事
象
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
を
含

認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

む
加
工
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
に
関
す
る
計
画
を

一

火
災
の
発
生
を
消
防
吏
員
に
確
実
に
通
報
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を

定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
の
実
行
に
必
要
な
要
員
を
配
置
し
、
当
該

設
置
す
る
こ
と
。

計
画
に
従
つ
て
必
要
な
活
動
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

二

初
期
消
火
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

イ

加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
火
災

三

初
期
消
火
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
可
搬
消
防
ポ
ン
プ
又
は
化
学
消

⑴

加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
可
燃
物
の
管

防
自
動
車
、
泡
消
火
薬
剤
そ
の
他
資
機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

理
に
関
す
る
こ
と
。

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
初
期
消
火
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要

⑵

消
防
吏
員
へ
の
通
報
に
関
す
る
こ
と
。

な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。
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⑶

消
火
又
は
延
焼
の
防
止
そ
の
他
消
防
隊
が
火
災
の
現
場
に
到
着
す

五

前
各
号
の
措
置
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の

る
ま
で
に
行
う
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ

重
大
事
故
等

⑴

臨
界
事
故
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

⑵

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
を
防
止
す
る
た
め
の

対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

大
規
模
損
壊

⑴

加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
大
規
模

な
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
消
火
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

⑵

臨
界
事
故
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

⑶

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失
の
影
響
を
緩
和
す
る

た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

⑷

放
射
性
物
質
の
放
出
を
低
減
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二

設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
の
発
生
時
に
お
け
る

加
工
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す

る
教
育
及
び
訓
練
を
定
期
に
（
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊

発
生
時

の

に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
教
育
及
び
訓
練
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
毎
年

一
回
以
上
定
期
に
）
実
施
す
る
こ
と
。

三

設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
の
発
生
時
に
お
け
る

加
工
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要

な
可
搬
消
防
ポ
ン
プ
又
は
化
学
消
防
自
動
車
、
泡
消
火
薬
剤
、
電
源
そ
の

他
の
資
機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は

大
規
模
損
壊
の
発
生
時
に
お
け
る
加
工
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る

た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う

体
制
の
整
備
）

［
条
を
削
る
。
］

第
七
条
の
四
の
四

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業

者
は
、
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
、
重
大
事
故
等

が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
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の
整
備
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行

う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

二

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行

う
た
め
に
必
要
な
要
員
（
以
下
「
対
策
要
員
」
と
い
う
。
）
を
配
置
す
る

こ
と
。

三

対
策
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
毎
年
一
回
以
上
定
期
的
に
実
施

す
る
こ
と
。

四

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行

う
た
め
に
必
要
な
電
源
そ
の
他
の
資
機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

五

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行

う
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
対
策
要
員
に
守
ら

せ
る
こ
と
。

イ

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
臨
界
事
故
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能

の
喪
失
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
加
工

施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ

と
。

七

前
各
号
の
措
置
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の

結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う

体
制
の
整
備
）

［
条
を
削
る
。
］

第
七
条
の
四
の
五

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業

者
は
、
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
、
大
規
模
な
自

然
災
害
又
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ

る
加
工
施
設
の
大
規
模
な
損
壊
（
以
下
「
大
規
模
損
壊
」
と
い
う
。
）
が
発

生
し
た
場
合
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整

備
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行

う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

二

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行

う
た
め
に
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

三

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行

う
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
毎
年
一
回
以
上
定
期
的
に
実
施
す
る

こ
と
。

四

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行

う
た
め
に
必
要
な
電
源
そ
の
他
の
資
機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

五

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行

う
た
め
に
必
要
な
大
規
模
な
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
消
火
活
動

に
関
す
る
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
要
員
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

六

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
に
あ
つ
て
は
、
大
規
模
損
壊
発

生
時
に
お
け
る
当
該
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必

要
な
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
要
員
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

イ

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
臨
界
事
故
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め

の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能

の
喪
失
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
放
出
を
低
減
す
る
た

め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
加
工

施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ

と
。

八

前
各
号
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
取
り
扱
う
加
工
施
設
以
外
の
加
工
施
設
に

あ
つ
て
は
、
第
六
号
を
除
く
。
）
の
措
置
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行

う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
加
工
設
備
の
操
作
）

（
加
工
設
備
の
操
作
）

第
七
条
の
五

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は

第
七
条
の
五

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
加
工
設
備
の
操
作
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
加
工
設
備
の
操
作
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば

- 758 -



- 35 -

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合

は
、
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
を
除
き
、

限
り
で
な
い
。

は
、

限
り
で
な
い
。

こ
の

こ
の

［
一
～

四

略
］

［
一
～

四

同
上
］

三

三

四

加
工
設
備
の
操
作
に
必
要
な
構
成
人
員
が
そ
ろ
つ
て
い
る
と
き
で
な
け

四

加
工
設
備
の
操
作
に
必
要
な
構
成
人
員
が
そ
ろ
つ
て
い
る
と
き
で
な
け

れ
ば
操
作
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
。

れ
ば
操
作
を
行
わ
な
い
こ
と
。

五

加
工
設
備
の
通
常
の
操
作
（
加
工
施
設
に
お
い
て
計
画
的
に
行
わ
れ
る

五

操
作
開
始
に
先
立
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
操
作
に
必
要
な
事
項
及
び

操
作
を
い
う
。
）
を
行
う
た
め
に
必
要
な
次
の
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
操

操
作
停
止
後
に
確
認
す
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
に
守
ら
せ
る

作
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

こ
と
。

イ

操
作
の
開
始
に
先
立
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
操
作
に
必
要
な
事
項

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

及
び
操
作
の
停
止
後
に
確
認
す
べ
き
事
項

ロ

操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
加
工
設
備
の
状
態
に
応
じ
て
定
期
的
に

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

又
は
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
べ
き
事
項
並
び
に
そ
の
確
認
の
方
法
及
び

確
認
の
時
期

又
は
頻
度

に
関
す
る
事
項

実
施
頻
度

時
期

ハ

警
報
の
発
報
そ
の
他
の
異
状
が
あ
つ
た
場
合
（
次
号
の
場
合
を
除
く

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

（
次
号
の
処
置
を

。
）
に
操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置

に
関
す
る
事
項

除
く
。
）

六

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
そ
の
他
の
従

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
に
守
ら
せ
る

六

業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

七

換
気
設
備
、
放
射
線
測
定
器
及
び
非
常
用
設
備
は
、
常
に
こ
れ
ら
の
機

能
を
発
揮
で
き
る
状
態
に
維
持
し
て
お
く
こ
と
。

七

［
略
］

八

［
同
上
］

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
七
条
の
六

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は

第
七
条
の
六

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は

、
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物

、
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に

質
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
運
搬
前
に
こ
れ

関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
の

実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
の

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

加
工
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の
工

４

加
工
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の
工

場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理

場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
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府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等

府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両

車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第

運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九

十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
保
安
の
た
め
に

条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
保
安
の
た
め
に
必
要

必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核
燃

核
燃
料
物
質
等
を
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
運
搬

料
物
質
等
を
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
い
て
運
搬
す

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

（
工
場
又
は
事
業

内
の
廃
棄
）

所

第
七
条
の
八

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は

第
七
条
の
八

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は

、
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃

、
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃

棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
廃
棄
前
に
こ
れ

棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

ら
の

実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

措
置
の

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

第
三
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

五

第
三
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
。

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

八

第
六
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

八

第
六
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
。

［
九
・
十

略
］

［
九
・
十

同
上
］

十
一

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄

十
一

［
同
上
］

物
を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す

る
と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
保
管
廃
棄
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い

ロ

当
該
保
管
廃
棄
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い

過
熱
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置

過
熱
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

を
採
る
こ
と
。

［
ハ
・
ニ

略
］

［
ハ
・
ニ

同
上
］

［
十
二
～
十
四

略
］

［
十
二
～
十
四

同
上
］
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（
加
工
施
設
の
定
期
的
な
評
価
）

［
条
を
削
る
。
］

第
七
条
の
八
の
二

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業

者
は
、
加
工
施
設
の
保
全
に
関
し
、
そ
の
事
業
を
開
始
し
た
日
以
降
二
十
年

を
経
過
す
る
日
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

経
年
変
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
を
行
う
こ
と
。

二

前
号
の
技
術
的
な
評
価
に
基
づ
き
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
に
実
施
す

べ
き
措
置
に
関
す
る
十
年
間
の
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
評
価
及
び
計
画
は
、
十
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
再
評
価
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は

適
用
し
な
い
。

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
八
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
よ

第
八
条

［
同
上
］

う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申

請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二

安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
与
を
含
む
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
品
質
管
理
基
準
規
則

三

加
工
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方
法
及
び

第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
手
順
書
等
（
次
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お

こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規
定
上
の

い
て
単
に
「
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関

位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

［
略
］

四

［
同
上
］

四

［
略
］

五

［
同
上
］

五

加
工
施
設
の
操
作
及
び
管
理
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る

六

加
工
施
設
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と

こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ロ

［
同
上
］
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［
⑴
～
⑷

略
］

［
⑴
～
⑷

同
上
］

⑸

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑸

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

六

加
工
施
設
の
操
作
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

七

保
安
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
設
備
の
操
作
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

イ

加
工
施
設
の
操
作
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

ロ

加
工
施
設
の
操
作
に
当
た
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
及
び
操
作
に
必
要

な
事
項

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

ハ

異
状
が
あ
つ
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
（
第
十
三
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
。

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

ニ

加
工
施
設
の
操
作
の
安
全
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

七

管
理
区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
設
定
並
び
に
こ
れ
ら
の

八

管
理
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
設
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
係
る

区
域
に
係
る
立
入
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

立
入
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

八

排
気
監
視
設
備
及
び
排
水
監
視
設
備
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
加
え
る
。
］

［
九
・
十

略
］

［
九
・
十

同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十
一

加
工
施
設
の
巡
視
、
点
検
及
び
検
査
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
処
置
に

関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
二

加
工
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

核
燃
料
物
質
の
受
払
い
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
（
工
場
又

十
三

核
燃
料
物
質
の
受
渡
し
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る

は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

こ
と
。

十
二

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場

十
四

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
六

初
期
消
火
活
動
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

号
を
削
る
。
］

七

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

［

十
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
八

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
に
係
る
加
工
施
設

［
号
を
加
え
る
。
］

の
保
全
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

［
略
］

十
九

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二
十

加
工
施
設
の
定
期
的
な
評
価
に
関
す
る
こ
と
。
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十
六

加
工
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前
事
業
者
検
査
及
び

［
号
を
加
え
る
。
］

定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
経
年
劣
化
に
係
る
技
術

的
な
評
価
に
関
す
る
こ
と
及
び
長
期
施
設
管
理
方
針
を
含
む
。
）
。

十
七

［
略
］

二
十
一

［
同
上
］

十
八

不
適
合
（
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

二
十
二

不
適
合
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
二
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す

る
こ
と
。

十
九

［
略
］

二
十
三

［
同
上
］

２

法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
認

２

［
同
上
］

可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
ら

れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又

は
変
更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二

安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
与
を
含
む
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手
順
書
等
の
保
安
規

三

加
工
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方
法
及
び

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規
定
上
の

位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手

四

廃
止
措
置
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方
法
及
び

順
書
等
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規
定
上
の

位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

四

［
略
］

五

［
同
上
］

五

［
略
］

六

［
同
上
］

六

廃
止
措
置
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次

七

廃
止
措
置
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と

に
掲
げ
る
も
の

で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ロ

［
同
上
］

［
⑴
～
⑸

略
］

［
⑴
～
⑸

同
上
］
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⑹

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑹

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

七

［
略
］

八

［
同
上
］

八

［
略
］

九

［
同
上
］

九

管
理
区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
設
定
並
び
に
こ
れ
ら
の

十

管
理
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
設
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
係
る

区
域
に
係
る
立
入
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

立
入
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

十

排
気
監
視
設
備
及
び
排
水
監
視
設
備
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
加
え
る
。
］

［
十
一
・
十
二

略
］

［
十
一
・
十
二

同
上
］

十
一

［
略
］

十
一

［
同
上
］

十
二

［
略
］

十
二

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十
三

加
工
施
設
の
巡
視
及
び
検
査
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
処
置
に
関
す
る

こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
四

加
工
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

核
燃
料
物
質
の
受
払
い
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
（
工
場
又

十
五

核
燃
料
物
質
の
受
渡
し
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る

は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止

こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い
場
合
及
び

措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い
場
合
及
び
加
工
設
備
本

加
工
設
備
本
体
を
通
常
の
方
法
に
よ
り
操
作
し
た
後
に
核
燃
料
物
質
が
回

体
を
通
常
の
方
法
に
よ
り
操
作
し
た
後
に
核
燃
料
物
質
が
回
収
さ
れ
る
こ

収
さ
れ
る
こ
と
な
く
滞
留
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
。

と
な
く
滞
留
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
。

十
四

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場

十
六

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
に
係
る
加
工
施
設

［
号
を
加
え
る
。
］

の
保
全
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

［
略
］

十
八

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十
九

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物

質
が
存
在
し
な
い
場
合
及
び
加
工
設
備
本
体
を
通
常
の
方
法
に
よ
り
操
作

し
た
後
に
核
燃
料
物
質
が
回
収
さ
れ
る
こ
と
な
く
滞
留
し
て
い
る
場
合
を

除
く
。
）
。

［
号
を
削
る
。
］

二
十

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
加
工
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物

質
が
存
在
し
な
い
場
合
及
び
加
工
設
備
本
体
を
通
常
の
方
法
に
よ
り
操
作
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し
た
後
に
核
燃
料
物
質
が
回
収
さ
れ
る
こ
と
な
く
滞
留
し
て
い
る
場
合
を

除
く
。
）
。

［

］

［

］

十
八

〔
略
〕

二
十
一

〔
同
上
〕

十
九

加
工
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前
事
業
者
検
査
及
び

［
号
を
加
え
る
。
］

定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

二
十

［
略
］

二
十
二

［
同
上
］

二
十
一

［
略
］

二
十
三

［
同
上
］

二
十
二

［
略
］

二
十
四

［
同
上
］

二
十
三

［
略
］

二
十
五

［
同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

第
八
条
の
二

削
除

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

及
び
第
八
条
の
三

第
八
条
の
二

法
第
二
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
毎
年
四
回

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受

け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
廃
止
措
置
の
実
施
状
況
に
応
じ
、
毎
年
四
回
以

内
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
六
項
の
原

子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た

物
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の

量
に
限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

第
八
条
の
三

削
除

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

［
条
を
削
る
。
］

第
九
条
の
二

法
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
毎
年
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
六
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項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

特
定
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要

な
最
小
限
度
の
量
に
限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
核
物
質
防
護
管
理
者
の
選
任
等
）

（
核
物
質
防
護
管
理
者
の
選
任
等
）

第
九
条
の
二

［
略
］

第
九
条
の
二
の
二

［
同
上
］

（
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
評
価
の
実
施
時
期
）

（
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
評
価
の
実
施
時
期
）

第
九
条
の
三
の
二

法
第
二
十
二
条
の
七
の
二
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

第
九
条
の
三
の
二

法
第
二
十
二
条
の
七
の
二
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
時
期
は
、
定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
六
月
を
超

規
則
で
定
め
る
時
期
は
、
施
設
定
期
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
六
月
を
超
え

え
な
い
時
期
と
す
る
。
た
だ
し
、
加
工
施
設
の
工
事
の
後
、
定
期
事
業
者
検

な
い
時
期
と
す
る
。
た
だ
し
、
加
工
施
設
の
工
事
の
後
、
施
設
定
期
検
査
を

査
を
行
つ
て
い
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降

受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
六
月

六
月
を
超
え
な
い
時
期
と
す
る
。

を
超
え
な
い
時
期
と
す
る
。

（
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
）

（
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
）

第
九
条
の
三
の
五

法
第
二
十
二
条
の
七
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規

第
九
条
の
三
の
五

［
同
上
］

制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

加
工
施
設
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
事
故
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
（
以

一

［
同
上
］

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
事
故
の
発
生
の
防
止
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の

措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
措
置
及
び
そ
の
措
置
に
よ
る
事
故
の

発
生
の
防
止
等
の
効
果
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
。

イ

当
該
加
工
施
設
に
つ
い
て
、
技
術
基
準
に
お
い
て
設
置
す
べ
き
も
の

イ

当
該
加
工
施
設
に
つ
い
て
、
法
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
技

と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

術
上
の
基
準
に
お
い
て
設
置
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が

設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］
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（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

第
九
条
の
四
の
二

法
第
二
十
二
条
の
七
の
三
第
一
項
の
廃
止
措
置
実
施
方
針

第
九
条
の
四
の
二

［
同
上
］

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

十

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
加
工
施
設
及
び
そ
の
性
能
並

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
加
工
施
設
（
第
九
条
の
五
及

第
九
条
の

び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

び
第
九
条
の
十
三
に
お
い
て
「
性
能
維
持
施
設
」
と
い
う
。
）

五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を

維
持
す
べ
き
期
間

［
十
一
・
十
二

略
］

［
十
一
・
十
二

同
上
］

十
三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

十
三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
保
証
計
画

［
十
四
・
十
五

略
］

［
十
四
・
十
五

同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
九
条
の
五

法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
措
置
計
画
に

第
九
条
の
五

［
同
上
］

つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
廃
止
措
置
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
加
工
施
設
（

［
号
を
加
え
る
。
］

性
能
維
持
施
設

以
下
こ
の
条
及
び
第
九
条
の
十
三
に
お
い
て
「
性
能
維
持
施
設
」
と
い
う

。
）

六

性
能
維
持
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
そ
の
性
能
並
び
に
そ

［
号
を
加
え
る
。
］

の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

七

［
略
］

五

［
同
上
］

八

［
略
］

六

［
同
上
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

［
略
］

八

［
同
上
］

十
一

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

［
同
上
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

六

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
加
工
施
設
及
び
そ
の
性
能
並

に
関
す
る
説
明
書

び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

［
七
・
八

略
］

［
七
・
八

同
上
］

九

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
説
明
書

九

品
質
保
証
計
画
に
関
す
る
説
明
書

十

［
略
］

十

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
九
条
の
六

法
第
二
十
二
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
九
条
の
六

法
第
二
十
二
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に

の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ば
な
ら
な
い
。

。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
）

第
九
条
の
十
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、
廃

［
条
を
加
え
る
。
］

止
措
置
の
結
果
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

確
認
を
し
た
と
き
は
、
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
旧
加
工
事
業
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
の
定
期
事
業
者

（
旧
加
工
事
業
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
の
施
設
定
期
検

検
査
を
要
す
る
場
合

）

査
を
要
す
る
場
合
）

の
維
持
等

第
九
条
の
十
三

法

二
十
二
条
の
九
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

第
九
条
の
十
三

法
第
二
十
二
条
の
九
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

第

定
め
る
場
合

定
め
る
場
合
は
、
同
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
廃

（
法
第
十
六
条
の
四
及
び
第
十
六
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
係

は
、
廃
止
措
置
期
間
中

に
性
能
維
持
施
設
が

止
措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
す
る
場
合
（
加
工
設
備
本
体
を

る
場
合
に
限
る
。
）

対
象
施
設

存
在
す
る
場
合
と
す
る
。

通
常
の
方
法
に
よ
り
操
作
し
た
後
に
核
燃
料
物
質
が
回
収
さ
れ
る
こ
と
な
く

滞
留
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
六
条
の
四
本
文
の
規
定
は
、
性
能
維
持

［
項
を
加
え
る
。
］

２
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施
設
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項

の
場
合
に
お
い
て
は
、
定
期
事
業
者
検
査
は
、
性
能
維
持

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
施
設
定
期
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施

３

第
一
項

施
設
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期
、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要

設
の
う
ち
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
又
は
貯
蔵
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
行
う

な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
領
収
書

を
定
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

要
領
書

［
各
号
を
削
る
。
］

一

貯
蔵
施
設

二

廃
棄
施
設

三

放
射
線
管
理
施
設

四

非
常
用
設
備

［
条
を
削
る
。
］

第
十
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で

削
除

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
五
条

法
第
二
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
七
項

の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
二
十

二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
七
項
の
身
分
を

示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
六
十
八
条
第
六

項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
人
の
出
入
り
等
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
区
域
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
六
条

令
別
表
第
二
の
五
の
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
区

域
は
、
第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
十
五

条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類

第
十
七
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提

十
一

の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を

出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記

し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で

録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い

あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
別
記
様
式
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
別
記
様
式
第
五
の
電
磁

び
別
記
様
式
第
二
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行

的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

う
こ
と
が
で
き
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］
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二

第
九
条
の
二
第
二
項
の
書
類

二

第
九
条
の
二
の
二
第
二
項
の
書
類

前
条
第
一
項
の
報
告
書

第
十
条
第
一
項
の
報
告
書

三

［
略
］

三

［
同
上
］

［
様
式
を
削
る
。
］

（

1
5

）

［

］

別
記
様
式
第
２

第
条
関
係

略

［
様
式
を
削
る
。
］

（

1
5

）

［

］

別
記
様
式
第
３

第
条
関
係

略

［
様
式
を
削
る
。
］

（

1
5

）

［

］

別
記
様
式
第
４

第
条
関
係

略
（

1
5

）

［

］

（

1
7

）

［

］

別
記
様
式
第
２

別
記
様
式
第
５

第
条
関
係

略
第

条
関
係

同
上

1
1
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別
表
第
六

核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
記
録
）

（
記
録
）

法
第
五
十
七
条
の
七
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工

第
三
条

法
第
五
十
七
条
の
七
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事

第
三
条

［
同
上
］

の

場
又
は
事
業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

業
所
ご
と
に
、
次

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に

中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る

お

掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

期
間
こ
れ
を
保
存
し
て

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保

存

期

間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保

存

期

間

［
一
・
二

略
］

［
略
］

［
略
］

［
一
・
二

略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

同
上

［

］

三

核
原
料
物
質
の
使
用
施

三

同
上

設
の
事
故
記
録

イ

事
故
の
発
生
及
び
復

［
略
］

［
略
］

イ

事
故
の
発
生
及
び
復

［
同
上
］

［
同
上
］

旧
の
日
時

旧
の
時

［
ロ
～
ニ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

四

［
略
］

［
略
］

［
略
］

四

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
２
～
７

略
］

［
２
～
７

同
上
］

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

（

第
三
条
の
二

法
第
五
十
七
条
の
七
第
六
項
に
規
定
す
る
記
録
は
、
前
条
第
一

第
三
条
の
二

法
第
五
十
七
条
の
七
第
六
項
に
規
定
す
る
記
録
は
、
前
条
第
一

項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
従
つ
て
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の

と
こ
ろ
に
従
つ
て
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の

人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
第
九
条
に

人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
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お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
、
保
存
す
る
こ
と

記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
、
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
九
条

法
第
六
十
八
条
第
六
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
九
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出

第
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出

に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し

に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し

た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ

た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ

つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
別
記
様
式
第
二
の
電
磁
的

に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
別
記
様
式
第
三
の
電
磁
的

記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
様
式
を
削
る
。
］

（

）

［

］

別
記
様
式
第
２

第
９
条
関
係

略

（

）

［

］

（

1
0

）

［

］

別
記
様
式
第
２

別
記
様
式
第
３

第
９
条
関
係

略
第

条
関
係

同
上
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別
表
第
七

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

［
同
上
］

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

「
保
安
活
動
」
と
は
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品

［
号
を
加
え
る
。
］

質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

元
年
原
子
力
規

二

制
委
員
会
規
則
第

●
号
。
以
下
「
品
質
管
理
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）

二

第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
安
活
動
を
い
う
。

九

「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二

［
号
を
加
え
る
。
］

条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

十

「
廃
止
措
置
対
象
施
設
」
と
は
、
法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を

八

「
廃
止
措
置
対
象
施
設
」
と
は
、
法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を

受
け
た
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

受
け
た
廃
止
措
置
計
画
（
法
第
五
十
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
又
は
届
出
が

法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可

あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
係
る
廃
止
措
置
の
対
象
と
な

又
は
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
に

る
再
処
理
施
設
を
い
う
。

係
る
廃
止
措
置
の
対
象
と
な
る
再
処
理
施
設
を
い
う
。

十
一

「
設
計
想
定
事
象
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
象
で
あ
つ
て
、
再
処
理

［
号
を
加
え
る
。
］

施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号
。
次
条
第
一
項
第
二
号
ロ
並
び
に

第
七
号
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
「
事
業
指
定
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一

条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
又
は
同
項
第
六

号
に
規
定
す
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
設
計
に
お
い
て
発
生
を
想
定
し

て
い
る
も
の
を
い
う
。

イ

自
然
現
象

ロ

再
処
理
施
設
を
設
置
す
る
工
場
若
し
く
は
事
業
所
内
又
は
そ
の
周
辺

に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ

が
あ
る
事
象
で
あ
つ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
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。
）

ハ

再
処
理
施
設
内
に
お
け
る
火
災
、
溢
水
、
化
学
薬
品
の
漏
え
い
そ
の

い
つ

他
の
再
処
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
事
象

十
二

「
大
規
模
損
壊
」
と
は
、
大
規
模
な
自
然
災
害
又
は
故
意
に
よ
る
大

［
号
を
加
え
る
。
］

型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
再
処
理
施
設
の
大
規
模

な
損
壊
を
い
う
。

（
再
処
理
の
事
業
の
指
定
の
申
請
）

（
再
処
理
の
事
業
の
指
定
の
申
請
）

第
一
条
の
二

法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
再
処
理
の
事
業
の
指
定
の
申
請
書
の

第
一
条
の
二

［
同
上
］

記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
再
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設

二

［
同
上
］

備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

再
処
理
施
設
の
一
般
構
造

ロ

［
同
上
］

［
⑴
～
⑸

略
］

［
⑴
～
⑸

同
上
］

⑹

耐
津
波
構
造
（
事
業
指
定
基
準
規
則
第
八
条
に
規
定
す
る
基
準
津

⑹

耐
津
波
構
造
（
再
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に

波
に
対
し
て
再
処
理
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な

関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
七

い
よ
う
措
置
を
講
じ
た
構
造
を
い
う
。
）

号
。
以
下
「
事
業
指
定
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
に
規
定
す

る
基
準
津
波
に
対
し
て
再
処
理
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
措
置
を
講
じ
た
構
造
を
い
う
。
）

⑺

［
略
］

⑺

［
同
上
］

［
ハ
～
リ

略
］

［
ハ
～
リ

同
上
］

［
三
～

七

略
］

三
～

七

同
上
］

六

［

六

七

法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
八
号
の
再
処
理
施
設
に
お
い
て
核
燃
料
物
質

七

法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
八
号
の
再
処
理
施
設
に
お
い
て
核
燃
料
物
質

が
臨
界
状
態
に
な
る
こ
と
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当

が
臨
界
状
態
に
な
る
こ
と
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当

該
事
故
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事

該
事
故
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
故
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

項
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
故
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

め
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］
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八

法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
九
号
の
再
処
理
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務

［
号
を
加
え
る
。
］

に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て

を

記
載
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

２

［
同
上
］

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ

の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

八

八

十

再
処
理
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体

［
号
を
加
え
る
。
］

九制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

十

［
略
］

九

［
同
上
］

十
一

［
略
］

十

［
同
上
］

十
二

［
略
］

十
一

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場

４

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場

合
で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判
断
し

合
で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判
断
し

て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
診

て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
診

断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
四
十
四
条
の
三
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ

断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
四
十
四
条
の
三
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ

と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
一
条
の
四

令
第
二
十
七
条
の
変
更
の
指
定

の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い

第
一
条
の
四

［
同
上
］

許
可

て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
二
十
七
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
四
条

一

令
第
二
十
七
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
四
条

第
二
項
第
三
号
の
再
処
理
能
力
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
日
当

第
二
項
第
三
号
の
再
処
理
能
力
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
日
当

た
り
及
び
年
間
の
最
大
再
処
理
能
力
を
再
処
理
す
る
使
用
済
燃
料
の
種
類

た
り
及
び
年
間
の
最
大
再
処
理
能
力
を
、
再
処
理
す
る
使
用
済
燃
料
の
種

ご
と
に
記
載
し
、
同
項
第
四
号
の
再
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備

類
ご
と
に
記
載
し
、
同
項
第
四
号
の
再
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設

の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
再
処
理
の
方

る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
再
処
理
の
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法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ

方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲

る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
六
号
の
使
用
済
燃

げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
六
号
の
使
用
済

料
か
ら
分
離
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
の
処
分
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に

燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
の
処
分
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合

あ
つ
て
は
処
分
す
る
核
燃
料
物
質
の
種
類
ご
と
の
売
渡
し
、
貸
付
け
、
返

に
あ
つ
て
は
処
分
す
る
核
燃
料
物
質
の
種
類
ご
と
の
売
渡
し
、
貸
付
け
、

還
等
の
相
手
方
及
び
そ
の
方
法
を
記
載
し
、
同
項
第
七
号
の
再
処
理
施
設

返
還
等
の
相
手
方
及
び
そ
の
方
法
を
記
載
し
、
同
項
第
七
号
の
再
処
理
施

に
お
け
る
放
射
線
の
管
理
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て

設
に
お
け
る
放
射
線
の
管
理
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ

は
第
一
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
法
第
四
十
四

て
は
第
一
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
法
第
四
十

条
第
二
項
第
八
号
の
再
処
理
施
設
に
お
い
て
核
燃
料
物
質
が
臨
界
状
態
に

四
条
第
二
項
第
八
号
の
再
処
理
施
設
に
お
い
て
核
燃
料
物
質
が
臨
界
状
態

な
る
こ
と
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
故
に
対
処

に
な
る
こ
と
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
故
に
対

す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係

処
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に

る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
故
の
区
分

係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
故
の
区

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
法
第

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
こ

四
十
四
条
第
二
項
第
九
号
の
再
処
理
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る

と
。

品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に

あ
つ
て
は
第
一
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ

と
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
第
七
号
か
ら
第
九

２

法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
七
号
又
は
第
八
号

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
令
第
二
十
七
条
の
許
可
の
申
請
書
に

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

変
更
後
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管

［
号
を
加
え
る
。
］

理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
認
可
を
要
し
な
い
工
事
等
）

第
一
条
の
五

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

［
条
を
加
え
る
。
］

工
事
は
、
変
更
の
工
事
で
あ
つ
て
、
次
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲

げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う
工
事
以
外
の
工
事
と
す
る
。

２

法
第
四
十
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
機
器
の
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相
互
の
間
隔
を
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
又
は
法
第
四
十
四
条
の
四
第

一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
核
的
制
限
値
で
あ
る
間
隔
よ
り
小
さ

く
し
な
い
も
の
そ
の
他
再
処
理
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

３

法
第
四
十
五
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

場
合
は
、
次
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う

場
合
以
外
の
場
合
と
す
る
。

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

第
二
条

法
第
四
十
五

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
施
設
に
関
す
る
設

第
二
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
施
設
に
関
す
る
設

条

計
及
び
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号

計
及
び
工
事
の
方
法
（
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
再
処
理
施
設
で
あ
つ
て
溶

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

提
出
し
な
け

接
を
す
る
も
の
に
関
す
る
溶
接
の
方
法
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に

れ
ば
な
ら
な
い
。

お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

提
出
し
な
け
れ

申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に

ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

［四

工
事
工
程
表

［
号
を
加
え
る
。
］

五

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

四

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組

織
（
以
下
「
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
次
の
事
項

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

イ

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ロ

保
安
活
動
の
計
画

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ハ

保
安
活
動
の
実
施

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ニ

保
安
活
動
の
評
価

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ホ

保
安
活
動
の
改
善

六

［
略
］

五

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
法
第

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
法
第

四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
若
し
く
は
法
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
許
可
を

四
十
五
条
第
三
項
第
二
号
の
技
術
上
の
基
準
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

受
け
た
と
こ
ろ
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る

い
て
「
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
上
の
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し

も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
並
び
に
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工

て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
当
該
申
請
に
係
る

事
の
計
画
が
法
第
四
十
六
条
の
二
の
技
術
上
の
基
準
（
以
下

設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合

こ
の
項
、
次
条

し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
並
び
に
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事

第
二
項
第
二
号
、
第
七
条
の
九
第
二
項
、
第
七
条
の
十
第
二
項
、
第
十
一
条
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「
技
術
基
準

に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
が
同
項
第
三
号
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て

第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
九
条
の
三
の
五
第
一
号
イ
に
お
い
て

」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
そ

い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
他
の
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て

い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の

３

設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
付

規
定
に
よ
る
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
附

し
、
分
割
し
て
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
、
分
割
し
て
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
受
け
た
再
処
理
施

第
三
条

法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
受
け
た
再
処
理
施

設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と

設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
つ
い
て
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制

す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
工
事
工
程
表

［
号
を
加
え
る
。
］

五

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

質
管
理
の
方
法
等

六

［
略
］

五

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
既
に
原
子
力
規

制
委
員
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
当
該
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、

当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定

［
号
を
加
え
る
。
］

若
し
く
は
法
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
又
は
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

説
明
し
た
書
類

二

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ

一

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術

と
を
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及

上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の

び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

他
の
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法

の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
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［
号
を
削
る
。
］

二

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
が
法
第
四
十

五
条
第
三
項
第
三
号
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し

た
書
類

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
四
条

法
第
四
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

第
四
条

法
第
四
十
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し

規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
当
該
機
器
の
相
互
の
間
隔
を
申
請
書
等
（
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

又
は
法
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
変
更
の
許
可
に
係
る
申
請
書
及
び
法
第

氏
名

六
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
又
は
許
可
の
際
に
付
さ
れ
た
条

二

変
更
に
係
る
再
処
理
施
設
の
概
要

件
を
記
載
し
た
書
類
を
い
う
。
）
に
核
的
制
限
値
と
し
て
記
載
さ
れ
た
間
隔

三

法
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
年
月
日
及
び
認
可
番
号

よ
り
小
さ
く
し
な
い
も
の
そ
の
他
再
処
理
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更

四

変
更
の
内
容

と
す
る
。

五

変
更
の
理
由

２

前
項
の
届
出
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
使
用
前
事
業
者
検
査
の
実
施
）

第
四
条
の
二

使
用
前
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

［
条
を
加
え
る
。
］

と
す
る
。

一

構
造
、
強
度
及
び
漏
え
い
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

二

機
能
及
び
性
能
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

三

そ
の
他
設
置
又
は
変
更
の
工
事
が
そ
の
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
従
つ

て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

２

使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時

期
、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
事
業
者
検
査
の
記
録
）

第
四
条
の
三

使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

［
条
を
加
え
る
。
］

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
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一

検
査
年
月
日

二

検
査
の
対
象

三

検
査
の
方
法

四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
行
つ
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内

容
七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
当
該
使
用
前
事
業
者
検
査
に
係

る
再
処
理
施
設
の
存
続
す
る
期
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
溶
接
に
係
る
使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
つ
た
旨
の
表
示
）

第
四
条
の
四

［
条
を
加
え
る
。
］

再
処
理
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

年
原
子
力

規
制
委
員
会
規
則
第

号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
九
条
の
五
第
一
項
第
六

号
に
お
い
て
「
技
術
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
三

再
処
理
施
設
に
係
る
容
器
若
し
く
は
管

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
容
器
等

単
に

、
技
術

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て

基
準
規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規

溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を
し
た
容
器

定
す
る
主
要
な
溶
接
部
を
有
す
る

等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
を
設
置
す
る
再
処
理
事
業
者
は
、
当
該
容
器
等

で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を
し
た
容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た

も
の
に
係
る
使
用
前
事
業
者
検
査
を
終
了
し
た
と
き
は
、
当
該
容
器
等
で
あ

つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を
し
た
容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の

に
使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
つ
た
こ
と
を
示
す
記
号
そ
の
他
表
示
を
付
す
る

も
の
と
す
る
。
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（
使
用
前
確
認
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

第
五
条

法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
確
認
（
以
下
「
使
用
前
確
認
」
と
い
う
。

第
五
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
使
用
前
検
査
」
と
い
う
。

）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

原
子
力
規
制
委
員
会
に

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

再
処
理
施
設
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
に
係
る
工
場
又
は
事
業
所
の
名

二

再
処
理
施
設
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
所
（
再
処
理
施
設
の
変
更
の

称
及
び
所
在
地

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
工
場
又
は
事
業
所
）
の
名
称
及
び

所
在
地

［
号
を
削
る
。
］

三

工
事
工
程
表

三

申
請
に
係
る
再
処
理
施
設
の
概
要

［
号
を
加
え
る
。
］

四

法
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
年
月
日
及
び
認
可
番
号

［
号
を
加
え
る
。
］

五

使
用
前
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
前
事
業
者
検
査
に
係
る
工
事
の

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

工
程
、
期
日
及
び
場
所

六

［
略
］

五

［
同
上
］

七

再
処
理
施
設
を
核
燃
料
物
質
等
を
用
い
た
試
験
の
た
め
に
使
用
す
る
と

［
号
を
加
え
る
。
］

き
又
は
再
処
理
施
設
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
つ
て
そ
の
完
成
し
た

部
分
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な

［
項
を
加
え
る
。
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

工
事
の
工
程

二

前
号
の
工
程
に
お
け
る
放
射
線
管
理
（
改
造
又
は
修
理
の
工
事
に
関
す

る
も
の
に
限
る
。
）

三

第
十
一
条
第
一
項
の
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
、
設
備
又
は
機

器
四

前
項
第
七
号
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
理
由
を

記
載
し
た
書
類

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
の
内

２

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
届

容
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
変
更
の
内
容
を
説
明
す
る

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る

３

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
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。

一
通
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
六
条

法
第
四
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

第
六
条

使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号

め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

一

再
処
理
施
設
を
核
燃
料
物
質
等
を
用
い
た
試
験
の
た
め
に
使
用
す
る
場

一

放
射
線
遮
蔽
材
又
は
特
に
気
密
、
水
密
若
し
く
は
耐
食
を
要
す
る
材
料

合
で
あ
つ
て
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法
に
つ
い
て
原
子
力
規
制
委
員

若
し
く
は
部
品
に
関
す
る
事
項

化
学
分
析
試
験
、
非
破
壊
試
験
、
機
械

会
の
承
認
を
受
け
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
期
間
内
に
お
い
て
そ
の
承
認
を

試
験
、
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制

受
け
た
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
と
き
。

委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
再
処
理
施
設
を
試
験
の
た
め
に
使
用
す

二

使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設
若
し
く
は
貯
蔵
施
設
、
再
処
理
設
備
本
体
、

る
場
合

製
品
貯
蔵
施
設
又
は
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
の
組
立
て
に
関
す
る
事

三

再
処
理
施
設
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
完
成
し
た
部

項

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
主
要
な
部
分
の
寸
法
の
測
定
が
で
き
る
と
き
又

分
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
（
前
二
号
に

は
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
若
し
く
は
漏
え
い
試
験
を
行
う

掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法
に
つ

と
き
。

い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
の
承
認
を
受
け
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
期
間
内

三

計
測
制
御
系
統
施
設
、
放
射
線
管
理
施
設
又
は
そ
の
他
の
再
処
理
施
設

に
お
い
て
そ
の
承
認
を
受
け
た
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
と
き
。

の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
が
完
成
し
た
と
き
。

四

再
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所
の
状
況
又
は
工
事
の
内
容
に
よ
り
、
原
子

四

再
処
理
施
設
の
性
能
に
関
す
る
事
項

再
処
理
施
設
の
最
大
再
処
理
能

力
規
制
委
員
会
が
支
障
が
な
い
と
認
め
て
使
用
前
確
認
を
受
け
な
い
で
使

力
で
試
験
運
転
を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
指
示
し
た
場
合

め
る
と
き
。

五

再
処
理
施
設
の
変
更
の
工
事
で
あ
つ
て
、
第
二
条
第
一
項
第
三
号
又
は

第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う
工
事
以
外
の
工
事
の
場
合

［
条
を
削
る
。
］

第
六
条
の
二

削
除

［
条
を
削
る
。
］

第
六
条
の
三

削
除

（
使
用
前
検
査
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
六
条
の
四

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
五
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を

受
け
た
場
合
に
は
、
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査
の
方
法
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。
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（
使
用
前
確
認
証
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

第
七
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、
第
五
条
の
規

第
七
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と
き

定
に
よ
る
申
請
に
係
る
再
処
理
施
設
が
法
第
四
十
六
条
第
二
項
各
号
の
い
ず

は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
使
用
前
確
認

証
を
交
付
す
る
。

第
七
条
の
二
か
ら
第
七
条
の
七
の
二
ま
で

削
除

（
溶
接
検
査
を
受
け
る
再
処
理
施
設
）

第
七
条
の
二

法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
再
処
理
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
又
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
化
合
物
を
含
む
液
体
状
又
は
気

体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の

イ

そ
の
内
包
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ

ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場

合
は
、
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の

も
の

ロ

そ
の
内
包
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
マ
イ
ク

ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す

る
場
合
は
、
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の

容
器
（
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
最
高
使
用
圧

力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
又
は
内
容
積
が
〇
・
〇
四

立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

ハ

そ
の
内
包
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
マ
イ
ク

ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す

る
場
合
は
、
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の

管
（
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
外
径
六
十
一
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
（
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管

に
あ
つ
て
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も
の
（
放
射
性
物
質

の
閉
じ
込
め
区
域
内
に
あ
つ
て
内
部
の
圧
力
が
外
部
の
圧
力
よ
り
低

く
維
持
さ
れ
て
い
る
ダ
ク
ト
を
除
く
。
）
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二

ウ
ラ
ン
又
は
ウ
ラ
ン
の
化
合
物
を
含
む
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る

容
器
（
前
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
内
包
す

る
ウ
ラ
ン
の
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

三

放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
状
又
は
気
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
容
器

又
は
管
（
前
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場
合
は
、
三
十
七

メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
も
の

ロ

そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場
合
は
、
三

十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
容
器
（
イ

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
最
高
使
用
圧
力
が
九
十

八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
又
は
内
容
積
が
〇
・
〇
四
立
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
も
の

ハ

そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場
合
は
、
三

十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
管
（
イ
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
（
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
つ
て

は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も
の
（
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込

め
区
域
内
に
あ
つ
て
内
部
の
圧
力
が
外
部
の
圧
力
よ
り
低
く
維
持
さ

れ
て
い
る
ダ
ク
ト
を
除
く
。
）

四

使
用
済
燃
料
の
溶
解
槽
の
非
常
用
冷
却
水
系
統
設
備
そ
の
他
安
全
装

置
と
し
て
使
用
さ
れ
る
設
備
に
属
す
る
容
器
又
は
管
の
う
ち
、
セ
ル
内

に
設
置
さ
れ
る
も
の

五

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
液
体
状
の
物
質
又
は
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三

十
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
液
体
状
の
物
質

を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
か
ら
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に

設
置
さ
れ
る
ド
リ
ッ
プ
ト
レ
イ
そ
の
他
の
容
器

- 784 -



- 13 -

六

胴
の
外
径
が
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
容
器
又
は
外
径
百
五
十

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
管
（
前
各
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
を
除
く

。
）
で
あ
つ
て
、
放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
状
若
し
く
は
気
体
状
の
物

質
を
内
包
し
、
又
は
非
常
用
電
源
設
備
そ
の
他
の
安
全
上
重
要
な
施
設

に
属
す
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
定
め
る
圧
力
以
上
の
圧
力
を
加
え
ら
れ

る
部
分
（
以
下
「
耐
圧
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
溶
接
を
す
る
も

のイ

液
体
用
の
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
最
高
使
用
温
度
が
そ
の
液
体

の
沸
点
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
千
九
百
六
十
キ

ロ
パ
ス
カ
ル

ロ

イ
に
規
定
す
る
容
器
以
外
の
容
器
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力

九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

ハ

イ
に
規
定
す
る
管
以
外
の
管
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
九
百

八
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
（
長
手
継
手
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
四
百
九
十

キ
ロ
パ
ス
カ
ル
）

（
溶
接
検
査
の
申
請
）

第
七
条
の
三

法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
処
理
施
設
の

溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
個
数

、
最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
並
び
に
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の

種
類
及
び
濃
度

三

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

四

溶
接
工
程
表

五

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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一

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量
、
溶
接
部
の
設
計
及
び
溶
接
施
行
法
（

以
下
「
溶
接
施
行
方
法
」
と
い
う
。
）
並
び
に
溶
接
を
行
う
者
の
氏
名

を
記
載
し
た
溶
接
明
細
書

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
構
造
図

三

溶
接
部
の
設
計
図

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た

と
き
は
、
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正

本
一
通
と
す
る
。

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

第
七
条
の
四

法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
工
程
ご
と
に
行
う
。

一

溶
接
作
業
を
行
う
と
き
（
第
七
条
の
二
第
六
号
に
規
定
す
る
容
器
又

は
管
に
つ
い
て
の
漏
止
め
溶
接
に
係
る
場
合
及
び
溶
接
作
業
の
標
準
化

、
溶
接
に
使
用
す
る
材
料
の
規
格
化
等
の
状
況
に
よ
り
、
原
子
力
規
制

委
員
会
が
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
こ
の
工
程
に
お
け
る
検
査
を
受
け

な
い
で
使
用
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

二

法
第
四
十
六
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
（

以
下
「
溶
接
の
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
非
破
壊
試
験
を
必
要

と
す
る
溶
接
部
に
つ
い
て
は
、
非
破
壊
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状

態
に
な
つ
た
と
き
。

三

溶
接
の
技
術
基
準
に
よ
り
機
械
試
験
を
必
要
と
す
る
突
合
せ
溶
接
部

に
つ
い
て
は
、
機
械
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
つ
た
と
き

。
四

耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
つ
た

と
き
（
第
七
条
の
二
第
六
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の
漏

止
め
溶
接
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
。

（
溶
接
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

第
七
条
の
五

法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
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会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

第
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
リ
に
規
定
す
る
再
処
理
設
備
の
附
属
施

設
の
う
ち
の
主
要
な
試
験
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
セ

ル
、
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
の
気
密
設
備
の
内
部
に
設
置
さ
れ
る

も
の
に
つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
支
障
が
な
い
も

の
と
し
て
溶
接
検
査
を
受
け
な
い
で
使
用
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合

二

漏
止
め
溶
接
の
み
を
し
た
第
七
条
の
二
第
六
号
に
規
定
す
る
容
器
又

は
管
（
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
そ
の
溶
接
の
み
を
新
た
に
す
る
も
の
を
含

む
。
）
を
使
用
す
る
場
合

（
溶
接
の
方
法
の
認
可
）

第
七
条
の
六

法
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
溶
接
施
行
工
場
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

二

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量

四

溶
接
施
行
方
法
の
種
類

五

溶
接
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
が
行
う
溶
接
施
行
方
法
の
範
囲

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
た

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

溶
接
設
備

二

溶
接
施
行
方
法

三

溶
接
を
行
う
者
の
知
識
及
び
技
能

３

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
溶
接
の
方
法

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の

認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量
が
申
請
に
係
る
溶
接
施
行
方
法
に
よ
る

溶
接
を
行
う
の
に
適
切
で
あ
る
こ
と
。

二

溶
接
施
行
方
法
が
溶
接
部
の
強
度
及
び
耐
食
性
を
確
保
す
る
の
に
適
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切
で
あ
る
こ
と
。

三

溶
接
を
行
う
者
が
そ
の
行
お
う
と
す
る
溶
接
施
行
方
法
に
よ
る
溶
接

に
つ
い
て
相
当
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

４

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
輸
入
品
の
溶
接
検
査
）

第
七
条
の
七

法
第
四
十
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
溶
接
を
し
た
再

処
理
施
設
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
の
当
該
溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原

子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
個
数

、
最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
並
び
に
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の

種
類
及
び
濃
度

三

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

溶
接
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
構
造
図

三

溶
接
部
の
設
計
図

四

溶
接
（
第
七
条
の
二
第
六
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の

漏
止
め
溶
接
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
材
料
試
験
、
開
先
試
験
、
溶
接

作
業
試
験
、
非
破
壊
試
験
（
第
七
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
溶
接
部

に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
機
械
試
験
（
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る

溶
接
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験

の
結
果
に
関
す
る
資
料
並
び
に
溶
接
後
熱
処
理
の
方
法
に
関
す
る
説
明

書

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た

と
き
は
、
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正

本
一
通
と
す
る
。

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

第
七
条
の
七
の
二

原
子
力
規
制
員
会
は
、
第
七
条
の
三
第
一
項
の
申
請
書

の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
七
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査

の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領

書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

原
子
力
規
制
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合

に
は
、
法
第
四
十
六
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

［
条
を
削
る
。
］

第
七
条
の
八

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第

四
項
の
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ

る
も
の
で
示
す
も
の
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
中
の
再
処
理
施
設
の
維
持
）

（
廃
止
措
置
中
の
再
処
理
施
設
の
維
持
）

第
七
条
の
八

法
第
四
十
六
条
の
二
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

第
七
条
の
八
の
二

法
第
四
十
六
条
の
二
の
二
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員

定
め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に

第
十

会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
で
あ
つ
て
第
十
九
条
の
五

第
十
九
条
の
四
の
二
第
十
号

九
条
の
五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る
。
こ

第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
六
条
の
二
本
文
の
規
定
は
、
同
号
の
性
能
維

お
い
て
、
法
第
四
十
六
条
の
二
の
二
本
文
の
規
定
は
、
第
十
九
条
の
五
第
一

持
施
設
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
に
限
り
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
時
期
）

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
再
処
理
施
設
）

第
七
条
の
九

定
期
事
業
者
検
査
は
、
再
処
理
施
設
に
つ
い
て
、
定
期
事
業
者

第
七
条
の
九

令
第
二
十
八
条
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
再
処
理

検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
十
二
月
を
超
え
な
い
時
期
（
判
定
期
間
が
十
三
月

施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

以
上
で
あ
る
も
の
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
が
別
に
指
定
し
た
場
合
は
、

一

動
力
装
置
及
び
非
常
用
動
力
装
置

そ
の
指
定
し
た
時
期
）
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
処
理
施
設

二

給
水
施
設
及
び
蒸
気
供
給
施
設
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の
設
置
の
工
事
の
後
の
初
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用

三

主
要
な
試
験
施
設

が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
十
二
月
を
超
え
な
い
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
判
定
期
間
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
お
い
て
、
再
処
理
施
設
（
当

該
再
処
理
施
設
を
構
成
す
る
機
械
又
は
器
具
で
あ

っ
て
、
第
一
号
及
び
第

つ

二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
第
三
号
に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る

。
）
が
次
条
第
二
項
の
一
定
の
期
間
を
満
了
す
る
ま
で
の
間
技
術
基
準
に
適

合
し
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
期

間
（
機
械
又
は
器
具
ご
と
に
そ
の
期
間
が
異
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
最

も
短
い
期
間
）
と
す
る
。

一

次
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号

並
び
に
第
二
項
に
規
定
す

各
号

及
び

る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
べ
き
も
の

二

定
期
事
業
者
検
査
の
都
度
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
補
修
、
取

替
え
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
の
あ
る
も
の

三

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の

イ

計
測
装
置
で
あ
つ
て
そ
の
台
数
に
つ
い
て
冗
長
性
を
も
つ
て
設
置
さ

れ
て
い
る
も
の
、
ポ
ン
プ
又
は
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
つ
て
予
備
の
も
の
が

設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
機
械
又
は
器
具
で
あ
つ
て
再
処
理
施
設

の
使
用
時
に
お
い
て
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
補
修
、
取
替
え
等

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も
の

ロ

再
処
理
施
設
の
使
用
時
に
そ
の
機
械
又
は
器
具
を
検
査
す
る
こ
と
に

よ
り
再
処
理
施
設
の
保
安
の
確
保
に
支
障
を
来
さ
な
い
も
の

３

再
処
理
施
設
に
つ
い
て
の

第
七
条
の
十
第
一
項

第
一
号
及
び
第

次
条

各
号

二
号

並
び
に
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
で
あ

及
び

つ
て
、
当
該
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
再
処
理
施
設
の
使
用
時

に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
安
の
確
保
に
支
障
を
来
さ
な
い
も
の
に
あ
つ
て

は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
掲
げ
る

時
期
よ
り

規
定
す
る

も
前
の
時
期
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子

力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
時
期
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

使
用
の
状
況
か
ら
第
一
項
に
規
定
す
る
時
期
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行

う
必
要
が
な
い
と
認
め
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
期
事
業
者
検
査
を
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行
う
べ
き
時
期
を
定
め
て
承
認
し
た
と
き
。

二

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
時
期
に
定

期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
て
、
原
子
力

規
制
委
員
会
が
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
べ
き
時
期
を
定
め
て
承
認
し
た

と
き
。

５

前
項
各
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

直
近
の
定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
年
月
日

四

定
期
事
業
者
検
査
開
始
希
望
年
月
日
及
び
そ
の
理
由

６

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
に
係
る
再
処
理
施
設
の
使
用
の
状
況
を
記
載

し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
が
第
四
項

第
二
号
の
承
認
に
係
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

７

第
五
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
）

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

第
七
条
の
十

定
期
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

第
七
条
の
十

法
第
四
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
施
設
定
期

す
る
。

検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

一

開
放
、
分
解
、
非
破
壊
検
査
そ
の
他
の
各
部
の
損
傷
、
変
形
、
摩
耗
及

を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

び
異
常
の
発
生
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

。

二

試
験
操
作
そ
の
他
の
機
能
及
び
作
動
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

な
方
法

氏
名

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
定
期
事
業
者
検
査
は
、
一
定
の
期
間
を

二

再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

設
定
し
、
当
該
再
処
理
施
設
が
そ
の
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
技
術
基
準

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
期
日

に
適
合
し
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
で
行
う
も

２

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
届

の
と
す
る
。

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
一
定
の
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し
て
設
定
し
な
け
れ

３

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

ば
な
ら
な
い
。

一
通
と
す
る
。
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一

再
処
理
施
設
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
点
検
、
検
査
又
は
取
替
え
の
結
果

か
ら
示
さ
れ
る
有
意
な
劣
化
の
有
無
及
び
有
意
な
劣
化
が
あ
る
場
合
に
は

そ
の
劣
化
の
傾
向

二

再
処
理
施
設
の
耐
久
性
に
関
す
る
研
究
の
成
果
そ
の
他
の
研
究
の
成
果

三

再
処
理
施
設
に
類
似
す
る
機
械
又
は
器
具
の
使
用
実
績
（
当
該
再
処
理

施
設
と
の
材
料
及
び
使
用
環
境
の
相
違
を
踏
ま
え
た
も
の
に
限
る
。
）

４

第
二
項
の
一
定
の
期
間
は
、
十
二
月
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
一
定
の
期
間
は
、
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
日
の
三
月
前

ま
で
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も

同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期

、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
記
録
）

第
七
条
の
十
一

定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

［
条
を
加
え
る
。
］

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

検
査
年
月
日

二

検
査
の
対
象

三

検
査
の
方
法

四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
行
つ
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内

容
七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項
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２

定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
そ
の
再
処
理
施
設
が
廃
棄
さ
れ
た

後
五
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
中
に
お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
を
要
す
る
場
合
）

（
廃
止
措
置
中
の
施
設
定
期
検
査
）

第
七
条
の
十
二

法
第
四
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制

第
七
条
の
十
の
二

法
第
四
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規

委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に

制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
で
あ
つ
て
、
第
十

第
十
九
条
の
四
の

第
十
九
条
の
五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場

九
条
の
五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る
。

二
第
十
号

合
と
す
る
。

［
項
を
削
る
。
］

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
九
条
の
五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持

施
設
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
時
期
に
施
設
定
期
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

区

分

施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
べ
き
時
期

一

次
号
に
掲
げ
る
以
外
の
も

直
近
の
施
設
定
期
検
査
が
終
了
し
た

の

日
以
降
一
年
を
超
え
な
い
時
期
（
原

子
力
規
制
委
員
会
が
別
に
指
定
し
た

場
合
は
、
そ
の
指
定
し
た
時
期
）

二

第
十
九
条
の
五
第
一
項
第

法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を

十
一
号
の
特
定
再
処
理
施
設

受
け
た
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
る
時

に
該
当
す
る
も
の

期
（
原
子
力
規
制
委
員
会
が
別
に
指

定
し
た
場
合
は
、
そ
の
指
定
し
た
時

期
）

（
定
期
事
業
者
検
査
の
報
告
）

第
七
条
の
十
二
の
二

法
第
四
十
六
条
の
二
の
二
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委
員

［
条
を
加
え
る
。
］

会
規
則
で
定
め
る
と
き
は
、
定
期
事
業
者
検
査
（
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規

定
を
適
用
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
と
す
る

。
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２

法
第
四
十
六
条
の
二
の
二
第
三
項
の
報
告
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
定
期

事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
遅
滞
な
く
、
前
項
に
規
定
す
る

と
き
に
あ
つ
て
は
検
査
開
始
予
定
日
の
一
月
前
ま
で
（
第
七
条
の
十
第
二
項

の
一
定
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
一
定
の
期
間
」
と
い
う
。

）
を
定
め
、
又
は
変
更
（
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し

た
場
合
は
三
月
前
ま
で
）
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作

成
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

検
査
の
対
象
及
び
方
法
並
び
に
期
日

四

検
査
の
実
績
又
は
予
定
の
概
要

３

第
一
項
に
規
定
す
る
と
き
に
お
け
る
前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
期
事
業
者
検
査
の
計
画

二

再
処
理
施
設
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
施
設
管
理
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
単
に
「
施
設
管
理
」
と
い
う
。
）
の
重
要
度
が
高
い
系
統
に
つ
い
て

定
量
的
に
定
め
る
同
項
第
三
号
の
施
設
管
理
目
標

三

第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
施
設
管
理
実
施
計
画
に
係
る
次
に
掲
げ
る

事
項

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
（
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
日
を

い
う
。

）
及
び
期
間

第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。

ロ

再
処
理
施
設
の
工
事
の
方
法
及
び
時
期

及
び
第
十
一
条
第
一

ハ

再
処
理
施
設
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
点
検
等
」
と
い
う
。
）
の
方
法
、
実
施
頻
度
及

項
第
四
号

び
時
期

ニ

再
処
理
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行
う
保
安
の
確

保
の
た
め
の
措
置

四

第
七
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
判
定

方
法
に
関
す
る
こ
と
（
同

す
る

。

項
の
一
定
の
期
間
を
含
む
。
）

五

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
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を
説
明
す
る
書
類
の
内
容
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変

更
の
内
容
を
説
明
す
る
書
類

六

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
二
号
又
は
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行

い
、
当
該
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記

載
し
た
書
類

七

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

を
説
明
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項

（
一
定
の
期
間
に
係
る
も

の
内
容

の
に
限
る
。
）
を
変
更
し
た

場
合

は
、
第
七

に
変
更
が
あ
つ
た

に
あ
つ
て

条
の
十
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類

４

前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
当
該

事
項
を
変
更
し
た
場
合

は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

に
あ
つ
て

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
一
定
の
期
間
を
変
更
し
た
場
合
に

あ
つ
て
は
、
第
七
条
の
十
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
項
の
報
告
書
及
び
前
二
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す

る
。

（
施
設
定
期
検
査
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
七
条
の
十
の
三

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
七
条
の
十
第
一
項
の
申
請
書

の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
再
処
理
施
設
の

性
能
が
法
第
四
十
六
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
に
関

し
、
そ
の
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検

査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

［
条
を
削
る
。
］

第
七
条
の
十
一

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
定
期
検
査
に
合
格
し
た
と
認

め
た
と
き
は
、
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
設
定
期
検
査
中
に
法
第
五
十
条
の
五
第
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二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
施
設
定
期
検
査
は
、
そ
の
認
可
を

受
け
た
日
に
終
了
し
た
も
の
と
み
な
す
。

［
条
を
削
る
。
］

第
七
条
の
十
二

削
除

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
七
条
の
十
四

法
第
四
十
六
条
の
五
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を
受

第
七
条
の
十
四

法
第
四
十
六
条
の
五
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、

当
事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
を
し
て
、
こ
れ

当
事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
し
て
、
こ
れ
を

を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

再
処
理
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制

［
号
を
加
え
る
。
］

に
関
す
る
事
項

の
整
備

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

［
同
上
］

ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

再
処
理
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制

［
号
を
加
え
る
。
］

の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

八

［
略
］

七

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
記
録
）

（
記
録
）

第
八
条

法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に

第
八
条

法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ

、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を

と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保

保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

存
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

置

記
録
す
べ
き

記
録
す
べ
き

記

録

事

項

保

存

期

間

記

録

事

項

保

存

期

間

場
合

場
合
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一

再
処
理
施
設
の
施
設
管
理
（
第

一

再
処
理
施
設
の
検
査
記
録

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
係
る
記
録

イ

使
用
前
確
認
の
結
果

確
認
の
都
度

同
一
事
項
に
関

イ

使
用
前
検
査
の
結
果

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関

す
る
次
の
確
認

す
る
次
の
検
査

の
と
き
ま
で
の

の
と
き
ま
で
の

期
間

期
間

ロ

第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の

施
設
管
理
の

施
設
管
理
を
実

ロ

施
設
定
期
検
査
の
結
果

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関

規
定
に
よ
る
施
設
管
理
の
実
施

実
施
の
都
度

施
し
た
再
処
理

す
る
次
の
検
査

状
況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

施
設
の
解
体
又

の
と
き
ま
で
の

は
廃
棄
を
し
た

期
間

後
五
年
が
経
過

す
る
ま
で
の
期

間

ハ

第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の

評
価
の
都
度

評
価
を
実
施
し

ハ

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
検

検
査
の
都
度

検
査
終
了
後
五

規
定
に
よ
る
施
設
管
理
方
針
、

た
再
処
理
施
設

査
の
結
果

年
が
経
過
す
る

施
設
管
理
目
標
及
び
施
設
管
理

の
施
設
管
理
方

ま
で
の
期
間

実
施
計
画
の
評
価
の
結
果
及
び

針
、
施
設
管
理

そ
の
評
価
の
担
当
者
の
氏
名

目
標
又
は
施
設

管
理
実
施
計
画

の
改
定
ま
で
の

期
間

二

放
射
線
管
理
記
録

二

［
同
上
］

イ

再
処
理
設
備
（
法
第
五
十
条

［
略
］

［
略
］

イ

再
処
理
設
備
（
法
第
五
十
条

［
同
上
］

同
上
］

毎
日

毎

操
作
中
一
回

日
操
作
中
一

の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た

の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
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。
た
だ
し
、

回
。
た
だ
し

場
合
で
あ
つ
て
、
第
十
九
条
の

場
合
で
あ
つ
て
、
第
十
九
条
の

第
十
九
条
の

法
第
五
十
条

、
法
第
五
十

五
第
一
項
第
五
号

五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持

四
の
二
第
十
号

の
五
第
二
項

条
の
五
第
二

の
性
能
維
持
施

施
設
に
該
当
す
る
部
分
が
存
在

の
認
可
を
受

項
の
認
可
を

設
に
該
当
す
る
部
分
が
存
在
し

し
な
い
と
き
を
除
く
。
）
、
核

場
合

け
た
場
合
に

受
け
た
場
合

な
い
と
き

を
除
く
。
）
、

燃
料
物
質
の
貯
蔵
施
設
（
法
第

あ
つ
て
は
、

に
あ
つ
て
は

核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
施
設
（
法

五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を

第
十
九
条
の

、
第
十
九
条

第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可

受
け
、
全
て
の
核
燃
料
物
質
及

四
の
二
第
十

の
五
第
一
項

を
受
け
、
全
て
の
核
燃
料
物
質

び
使
用
済
燃
料
を
廃
止
措
置
対

号
の
性
能
維

第
五
号
の
性

及
び
使
用
済
燃
料
を
廃
止
措
置

象
施
設
か
ら
搬
出
し
た
と
き
を

持
施
設
に
該

能
維
持
施
設

対
象
施
設
か
ら
搬
出
し
た
場
合

除
く
。
）
、
放
射
性
廃
棄
物
の

当
す
る
部
分

に
該
当
す
る

を
除
く
。
）
、
放
射
性
廃
棄
物

廃
棄
施
設
（
同
項
の
認
可
を
受

が
存
在
す
る

部
分
が
存
在

の
廃
棄
施
設
（
同
項
の
認
可
を

け
、
全
て
の
使
用
済
燃
料
を
溶

と
き
は
、
毎

す
る
と
き
は

受
け
、
全
て
の
使
用
済
燃
料
を

解
し
た
液
体
か
ら
核
燃
料
物
質

日
一
回
と
し

、
毎
日
一
回

溶
解
し
た
液
体
か
ら
核
燃
料
物

そ
の
他
の
有
用
物
質
を
分
離
し

、
同
号
の
性

と
し
、
同
号

質
そ
の
他
の
有
用
物
質
を
分
離

た
残
り
の
液
体
及
び
特
定
廃
液

能
維
持
施
設

の
性
能
維
持

し
た
残
り
の
液
体
及
び
特
定
廃

（
使
用
済
燃
料
を
溶
解
し
た
液

に
該
当
す
る

施
設
に
該
当

液
（
使
用
済
燃
料
を
溶
解
し
た

体
か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の

部
分
が
存
在

す
る
部
分
が

液
体
か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他

有
用
物
質
を
分
離
し
た
残
り
の

し
な
い
と
き

存
在
し
な
い

の
有
用
物
質
を
分
離
し
た
残
り

液
体
（
そ
の
放
射
能
が
三
・
七

は
、
毎
週
一

と
き
は
、
毎

の
液
体
（
そ
の
放
射
能
が
三
・

テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
以
上
の
も
の
に

回
と
す
る
。

週
一
回
と
す

七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
以
上
の
も
の

限
る
。
）
を
い
う
。
第
十
二
条

る
。

に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
十
九

の
四
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条

条
の
五
及
び
第
十
九
条
の
十
五

の
五
及
び
第
十
九
条
の
十
五
に

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
ガ
ラ
ス

お
い
て
同
じ
。
）
を
ガ
ラ
ス
に

に
よ
り
容
器
に
固
型
化
し
た
物

よ
り
容
器
に
固
型
化
し
た
物
（

（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
九
条

以
下
こ
の
条
及
び
第
十
九
条
の

の
十
五
に
お
い
て
「
ガ
ラ
ス
固

十
五
に
お
い
て
「
ガ
ラ
ス
固
化

化
体
」
と
い
う
。
）
を
廃
止
措

体
」
と
い
う
。
）
を
廃
止
措
置

置
対
象
施
設
か
ら
搬
出
し
た
場

対
象
施
設
か
ら
搬
出
し
た
と
き

合
を
除
く
。
）
等
の
放
射
線
遮

を
除
く
。
）
等
の
放
射
線
遮
蔽

蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当

物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
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量
率

率

［
ロ
～
ヲ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
ロ
～
ヲ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

三

操
作
記
録
（
法
第
五
十
条
の
五

三

操
作
記
録
（
法
第
五
十
条
の
五

第
二
項
の
認
可
を
受
け
、

第
二
項
の
認
可
を
受
け
、
第
十
九

第
十
九

第
十
九
条
の

条
の
五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維

条
の
四
の
二
第
十
号

五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施

持
施
設
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除

設
が
存
在
し
な
い
再
処
理
施
設
に

く
。
）

係
る
も
の
を
除
く
。
）

［
イ
～
ホ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
イ
～
ホ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
削
る
。
］

四

保
守
記
録

イ

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
再

毎
日
一
回
。

一
年
間

処
理
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
の

た
だ
し
、
法

状
況
（
法
第
五
十
条
の
五
第
二

第
五
十
条
の

項
の
認
可
を
受
け
、
第
十
九
条

五
第
二
項
の

の
五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維

認
可
を
受
け

持
施
設
が
存
在
し
な
い
場
合
に

、
第
十
九
条

お
い
て
は
、
巡
視
の
状
況
に
限

の
五
第
一
項

る
。
）
並
び
に
そ
の
担
当
者
の

第
五
号
の
性

氏
名

能
維
持
施
設

が
存
在
し
な

い
場
合
は
毎

週
一
回
と
す

る
。

ロ

再
処
理
施
設
の
修
理
の
状
況

修
理
の
都
度

一
年
間

及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名
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四

再
処
理
施
設
の
事
故
記
録

五

［
同
上
］

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の
日

［
略
］

［
略
］

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の
時

［
同
上
］

［
同
上
］

時
［
ロ
～
ニ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

五

［
略
］

［
略
］

［
略
］

六

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

六

［
略
］

［
略
］

［
略
］

七

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

七

品
質
管
理
基
準
規
則
第
四
条
第

［
略
］

［
略
］

八

第
八
条
の
三
の
品
質
保
証
計
画

［
同
上
］

［
同
上
］

三
項
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ

に
関
し
て
の
文
書
及
び
品
質
保
証

ン
ト
文
書
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

計
画
に
従
つ
た
計
画
、
実
施
、
評

ト
シ
ス
テ
ム
に
従
つ
た
計
画
、
実

価
及
び
改
善
状
況
の
記
録
（
他
の

施
、
評
価
及
び
改
善
状
況
の
記
録

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
他
の
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）

［
削
る
。
］

九

第
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る

再
処
理
施
設
の
定
期
的
な
評
価
の

結
果

イ

第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一

評
価
の
都
度

第
七
項
に
定
め

号
に
掲
げ
る
評
価
の
結
果

る
期
間

ロ

第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二

計
画
策
定
の

第
七
項
に
定
め

号
に
掲
げ
る
計
画

都
度

る
期
間

八

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］
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九

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
一

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

十

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
二

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

十
一

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
三

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

第
一
項
の
表
第
二
号
ホ
、
ル
及
び
ヲ
、
第
四
号
、
第
九
号
並
び
に
第
十
号

７

第
一
項
の
表
第
二
号
ホ
、
ル
及
び
ヲ
、
第
五
号
、
第
九
号
、
第
十
一
号
並

の
記
録
の
保
存
期
間
は
、
法
第
五
十
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

び
に
第
十
二
号
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、
法
第
五
十
条
の
五
第
三
項
に
お
い

第
十
二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す

る
。

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）

品
質
保
証
）

（

第
八
条
の
三

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、

第
八
条
の
三

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
又
は
法
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
許
可
を

保
安
規
定
に
基
づ
き
品
質
保
証
計
画
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
保
安
活
動
（

受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
き
保
安
活

第
九
条
か
ら
第
十
六
条
の
二
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
含
む
。
）
の
計
画
、

動
（
次
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
含
む
。
）
の
計
画
、
実

実
施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
品
質
保
証
計
画
の
改
善
を
継
続

施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
品
質
保
証
計
画
）

［
条
を
削
る
。
］

第
八
条
の
四

品
質
保
証
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

一

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
事
項

二

保
安
活
動
の
計
画
に
関
す
る
事
項

三

保
安
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事
項

四

保
安
活
動
の
評
価
に
関
す
る
事
項

五

保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る
事
項

（
品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
）
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［
条
を
削
る
。
］

第
八
条
の
五

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

再
処
理
事
業
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
）
に
よ
つ
て
運
営
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

二

品
質
保
証
に
関
す
る
責
任
及
び
権
限
並
び
に
業
務
が
明
確
で
あ
る
こ
と

。
三

品
質
保
証
計
画
の
策
定
、
実
施
、
評
価
及
び
そ
の
改
善
を
継
続
的
に
行

う
仕
組
み
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
計
画
）

［
条
を
削
る
。
］

第
八
条
の
六

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
計
画
に
関
す
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
に
お
い
て
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
Ｑ
九
〇
〇
〇
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
そ
の
相

互
関
係
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
の
各
段
階
を
踏
ま
え
て
実

施
し
、
保
安
活
動
の
改
善
を
継
続
し
て
行
う
仕
組
み
と
す
る
こ
と
。

三

外
部
か
ら
物
品
又
は
役
務
を
調
達
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
管
理

を
適
切
に
行
う
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

四

保
安
の
た
め
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
実
施
す
べ
き
内
容
を
定
め
る
こ
と

。
五

保
安
活
動
に
関
す
る
文
書
及
び
記
録
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
手
順
を

定
め
る
こ
と
。

六

保
安
活
動
を
実
施
す
る
者
に
対
す
る
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
の
体
系
を

定
め
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
実
施
）

［
条
を
削
る
。
］

第
八
条
の
七

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
を
構
成
す
る
個
別
の
業
務
（
以
下
「
個
別
業
務
」
と
い
う
。

）
ご
と
に
、
次
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

個
別
業
務
の
目
標
及
び
個
別
業
務
に
関
す
る
要
求
事
項
を
明
確
に
し
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、
個
別
業
務
の
実
施
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
施
計
画
」
と

い
う
。
）
を
策
定
す
る
こ
と
。

ロ

個
別
業
務
の
実
施
は
、
実
施
計
画
に
基
づ
き
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
計
画
が
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
適
切
な

段
階
で
確
認
す
る
こ
と
。

ハ

実
施
計
画
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
内
容
を
適
切
に
管
理
す
る
こ

と
。

二

外
部
か
ら
物
品
又
は
役
務
を
調
達
す
る
場
合
は
、
実
施
計
画
に
適
切
な

調
達
の
実
施
に
必
要
な
事
項
（
当
該
物
品
又
は
役
務
の
調
達
後
に
お
け
る

こ
れ
ら
の
維
持
又
は
運
用
に
必
要
な
技
術
情
報
（
保
安
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
取
得
し
、
他
の
再
処
理
事
業
者
と
共
有
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
が
確
実
に
守
ら
れ
る
よ
う
管
理

す
る
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

三

個
別
業
務
が
実
施
計
画
に
定
め
た
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
、
必
要
な
検
査
及
び
試
験
を
定
め
て
行
う
こ
と
。

四

保
安
の
た
め
の
重
要
度
に
応
じ
て
前
号
の
検
査
及
び
試
験
を
行
う
者
を

定
め
る
こ
と
。

五

要
求
事
項
に
適
合
し
な
い
状
態
（
以
下
「
不
適
合
」
と
い
う
。
）
が
発

生
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
適
切
に
管
理
す
る
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
評
価
）

［
条
を
削
る
。
］

第
八
条
の
八

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
評
価
に
関
す
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
、
必
要
な
監
視
及
び
測
定
を
計
画

的
に
行
う
こ
と
。

二

保
安
活
動
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
、
計
画

的
に
監
査
を
行
う
こ
と
。

三

前
号
の
評
価
は
、
対
象
と
な
る
個
別
業
務
を
実
施
し
た
者
以
外
の
者
に

よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
改
善
）
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［
条
を
削
る
。
］

第
八
条
の
九

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

不
適
合
に
対
す
る
再
発
防
止
の
た
め
に
行
う
是
正
に
関
す
る
処
置
に
関

す
る
手
順
（
第
十
九
条
の
十
六
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障
等
の
事
象
そ
の

他
が
発
生
し
た
根
本
的
な
原
因
を
究
明
す
る
た
め
に
行
う
分
析
（
以
下
「

根
本
原
因
分
析
」
と
い
う
。
）
の
手
順
を
含
む
。
）
を
確
立
し
て
行
う
こ

と
。

二

生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
不
適
合
を
防
止
す
る
た
め
の
予
防
に
関
す
る
処

置
に
関
す
る
手
順
（
根
本
原
因
分
析
の
手
順
を
含
む
。
）
を
確
立
し
て
行

う
こ
と
。

三

予
防
に
関
す
る
処
置
に
当
た
つ
て
は
、
自
ら
の
再
処
理
施
設
に
お
け
る

保
安
活
動
の
実
施
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
知
見
の
み
な
ら
ず
他
の
施
設
か
ら

得
ら
れ
た
知
見
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。

四

前
条
の
評
価
結
果
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。

（
作
業
手
順
書
等
の
遵
守
）

［
条
を
削
る
。
］

第
八
条
の
十

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、

保
安
規
定
に
基
づ
き
要
領
書
、
作
業
手
順
書
そ
の
他
保
安
に
関
す
る
文
書
（

以
下
「
作
業
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
こ
れ
ら
を
遵
守
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
再
処
理
施
設
の
施
設
管
理
）

（
再
処
理
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
）

第
十
一
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
再

第
十
一
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
（
法
第

処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
設
計
、
工
事
、
巡
視
、
点
検
、
検
査
そ
の

五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
は
、
毎
日
一
回
以
上

他
の
施
設
の
管
理
（
以
下
「
施
設
管
理
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
次
の
各
号

、
従
業
者
に
再
処
理
施
設
に
つ
い
て
、
巡
視
及
び
点
検
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば

に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

再
処
理
施
設
が
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
又
は
法
第
四
十
四
条
の

２

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認

四
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
技
術

可
を
受
け
た
再
処
理
事
業
者
は
、
毎
日
一
回
以
上
（
第
十
九
条
の
五
第
一
項

基
準
に
適
合
す
る
性
能
を
有
す
る
よ
う
、
こ
れ
を
設
置
し
、
及
び
維
持
す

第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
し
な
い
場
合
は
毎
週
一
回
以
上
）
、
従
業

る
た
め
、
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
設
管

者
に
再
処
理
施
設
に
つ
い
て
巡
視
さ
せ
、
第
十
九
条
の
五
第
一
項
第
五
号
の

理
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
条
の
五
第

性
能
維
持
施
設
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

前
号
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認

可
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

の
六
第
三
項
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に
記
載
さ

れ
た

第
十
九
条
の
五
第
一
項
第
五
号
の
性
能

第
十
九
条
の
四
の
二
第
十
号

維
持
施
設
に
係
る
施
設
管
理
方
針
を
定
め
る
こ
と
。

三

第
一
号
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
施
設
管
理
方
針
に
従
つ

て
達
成
す
べ
き
施
設
管
理
の
目
標
（
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

施
設
管
理
方
針
に
係
る
施
設
管
理

目
標
に
あ
つ
て
は
、
再
処
理
施
設
及

の

び
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め
る
目
標
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
目
標
」
と
い
う
。
）
を
定
め

る
こ
と
。

四

施
設
管
理
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を
定
め
た
施
設
管
理
の

実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
実
施
計
画
」

と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
従
つ
て
施
設
管
理
を
実
施
す
る
こ

と
。

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
及
び
期
間
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

再
処
理
施
設
の
巡
視
（
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
に
実
施
す
る
も

の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

再
処
理
施
設
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
点
検
等

」
と
い
う
。
）
の
方
法
、
実
施
頻
度
及
び
時
期
（
再
処
理
施
設
の
操
作

中
及
び
操
作
停
止
中
の
区
別
を
含
む
（
法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認

可
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

再
処
理
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行
う
保
安
の
確

保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

再
処
理
施
設
の
設
計
、
工
事
、
巡
視
及
び
点
検
等
の
結
果
の
確
認
及

び
評
価
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

ト

ヘ
の
確
認
及
び
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
て
実
施
す
べ
き
処
置
（
品
質

管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
七
号
の

未
然
防
止
処
置

に
規
定
す
る

を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。
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チ

再
処
理
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

五

施
設
管
理
方
針
、
施
設
管
理
目
標
及
び
施
設
管
理
実
施
計
画
を
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
期
間
ご
と
に
評
価
す
る
こ
と
（
次
条
第
一
項
及
び
第
二

項
に
規
定
す
る
措
置
を
除
く
。
）
。

イ

施
設
管
理
方
針
及
び
施
設
管
理
目
標
に
あ
つ
て
は
、
一
定
期
間

ロ

施
設
管
理
実
施
計
画
に
あ
つ
て
は
、
前
号
イ
に
規
定
す
る
期
間

六

前
号
の
評
価
を
実
施
す
る
都
度
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
施
設
管
理

方
針
、
施
設
管
理
目
標
又
は
施
設
管
理
実
施
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
。

七

再
処
理
施
設
の
操
作
を
相
当
期
間
停
止
す
る
場
合
そ
の
他
再
処
理
施
設

が
そ
の
施
設
管
理
を
行
う
観
点
か
ら
特
別
な
状
態
に
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
再
処
理
施
設
の
状
態
に
応
じ
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
つ

い
て
特
別
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２

再
処
理
事
業
者
は
、
次
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
長
期

施
設
管
理
方
針
を
策
定
し
た
と
き
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
施

設
管
理
方
針
を
変
更
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
施
設
管
理
方
針
に
反
映
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
処
理
施
設
の
経
年
劣
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
）

第
十
一
条
の
二

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は

［
条
を
加
え
る
。
］

、
再
処
理
施
設
の
保
全
に
関
し
、
そ
の
事
業
を
開
始
し
た
日
以
後
二
十
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
に
、
経
年
劣
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
を
行
い
、
こ
の

評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
十
年
間
に
実
施
す
べ
き
当
該
再
処
理
施
設
に
つ
い

て
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

動
作
す
る
機
能
を
有
す
る
機
器
及
び
構
造
物
に
関
し
、
再
処
理
施
設
の
供
用

に
伴
う
劣
化
の
状
況
が
的
確
に
把
握
さ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

２

前
項
の
評
価
は
、
十
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
再
評
価
を
行
い
、
こ
の

再
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
次
の
十
年
間
に
実
施
す
べ
き
当
該
再
処
理
施
設

に
つ
い
て
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

再
処
理
事
業
者
は
、
前
二
項
の
評
価
を
行
う
た
め
に
設
定
し
た
条
件
又
は

評
価
方
法
を
変
更
す
る
場
合
は
、
当
該
評
価
の
見
直
し
を
行
い
、
そ
の
結
果
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に
基
づ
き
、
前
二
項
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
（
第
十
七
条
第
一
項
第
十

七
号
に
お
い
て
「
長
期
施
設
管
理
方
針
」
と
い
う
。
）
を
変
更
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は

適
用
し
な
い
。

（
設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
に
係
る
再
処
理
施
設
の

（
再
処
理
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

保
全
に
関
す
る
措
置
）

第
十
二
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
設

第
十
二
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
次

計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
に
関
し
て
、
法
第
四
十
四
条

の
各
号
（
法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
第
一
号
を
除

第
一
項
の
指
定
又
は
法
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ

く
。
）
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
認

一

令
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
再
処
理
施
設
（
次
号
に
規
定
す
る
も
の
を

可
を
受
け
た
と
こ
ろ
）
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
再
処
理
施
設
の
保
全

除
く
。
）
は
、
当
該
施
設
の
性
能
が
法
第
四
十
六
条
の
二
の
二
に
規
定
す

に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る

一

次
に
掲
げ
る
事
象
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
を
含

か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

む
再
処
理
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
に
関
す
る
計
画

二

警
報
装
置
、
非
常
用
動
力
装
置
そ
の
他
の
非
常
用
装
置
に
つ
い
て
は
、

を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
の
実
行
に
必
要
な
要
員
を
配
置
し
、
当

当
該
装
置
の
各
部
分
ご
と
の
当
該
作
動
の
た
め
の
性
能
検
査
を
一
月
ご
と

該
計
画
に
従
つ
て
必
要
な
活
動
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

に
、
当
該
装
置
全
体
の
当
該
作
動
の
た
め
の
総
合
検
査
を
一
年
ご
と
に
行

イ

再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
火
災

う
こ
と
。

⑴

再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
可
燃
物
の

三

再
処
理
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器
及
び
放
射
線

管
理
に
関
す
る
こ
と
。

測
定
器
に
つ
い
て
は
、
校
正
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

⑵

消
防
吏
員
へ
の
通
報
に
関
す
る
こ
と
。

２

法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
再
処
理
事
業
者
は
、
第
十
九

⑶

消
火
又
は
延
焼
の
防
止
そ
の
他
消
防
隊
が
火
災
の
現
場
に
到
着
す

条
の
五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど

る
ま
で
に
行
う
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

う
か
に
つ
い
て
の
検
査
を
第
七
条
の
十
の
二
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
施
設
定

ロ

重
大
事
故
等

期
検
査
を
受
け
る
べ
き
時
期
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴

セ
ル
内
に
お
い
て
発
生
す
る
臨
界
事
故
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策

に
関
す
る
こ
と
。

⑵

使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
物
で
あ
つ
て
液
体
状
の
も
の
又
は

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
冷
却
す
る
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
セ

ル
内
に
お
い
て
発
生
す
る
蒸
発
乾
固
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関

す
る
こ
と
。
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⑶

放
射
線
分
解
に
よ
つ
て
発
生
す
る
水
素
が
再
処
理
設
備
の
内
部
に

滞
留
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
セ
ル
内
に
お

い
て
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す

る
こ
と
。

⑷

⑶
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ル
内
に
お
い
て
発
生
す
る
有
機
溶

媒
そ
の
他
の
物
質
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策

に
関
す
る
こ
と
。

⑸

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
に
貯
蔵
す
る
使
用
済
燃
料
の
著
し
い
損
傷

を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

⑹

⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
放
射
性
物
質
の
漏
え
い

を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

大
規
模
損
壊

⑴

大
規
模
な
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
消
火
活
動
に
関
す
る

こ
と
。

⑵

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
の
水
位
を
確
保
す
る
た
め
の
対
策
及
び
使

用
済
燃
料
の
著
し
い
損
傷
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と

。
⑶

放
射
性
物
質
の
放
出
を
低
減
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二

設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
の
発
生
時
に
お
け
る

再
処
理
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対

す
る
教
育
及
び
訓
練
を
定
期
に
（
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
の
発
生

時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
教
育
及
び
訓
練
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
毎

年
一
回
以
上
定
期
に
）
実
施
す
る
こ
と
。

三

設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
の
発
生
時
に
お
け
る

再
処
理
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必

要
な
電
源
車
、
消
防
自
動
車
、
化
学
消
防
自
動
車
、
泡
消
火
薬
剤
、
消
火

ホ
ー
ス
そ
の
他
の
資
機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は

大
規
模
損
壊
の
発
生
時
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す

る
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。
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［
条
を
削
る
。
］

第
十
二
条
の
二

削
除

（
初
期
消
火
活
動
の
た
め
の
体
制
の
整
備
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
二
条
の
三

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は

、
再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
火
災
が
発
生
し
た

場
合
に
お
け
る
消
防
吏
員
へ
の
通
報
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
そ
の
他
消
防

隊
が
火
災
の
現
場
に
到
着
す
る
ま
で
に
行
う
活
動
（
以
下
「
初
期
消
火
活
動

」
と
い
う
。
）
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

火
災
の
発
生
を
消
防
吏
員
に
確
実
に
通
報
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を

設
置
す
る
こ
と
。

二

初
期
消
火
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

三

初
期
消
火
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
化
学
消
防
自
動
車
、
泡
消
火
薬

剤
そ
の
他
資
機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
初
期
消
火
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要

な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
の
措
置
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の

結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行

う
体
制
の
整
備
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
二
条
の
四

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は

、
再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
、
重
大
事
故
等
が

発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
再
処
理
施
設
（
法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可

を
受
け
た
も
の
で
あ
つ
て
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
使
用
済
燃
料
、
核
燃

料
物
質
及
び
特
定
廃
液
が
存
在
し
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
し

、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

行
う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

二

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
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行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
（
以
下
「
対
策
要
員
」
と
い
う
。
）
を
配
置
す

る
こ
と
。

三

対
策
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
毎
年
一
回
以
上
定
期
的
に
実
施

す
る
こ
と
。

四

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

行
う
た
め
に
必
要
な
電
源
車
、
消
防
自
動
車
、
消
火
ホ
ー
ス
そ
の
他
の
資

機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

五

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

行
う
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
対
策
要
員
に
守

ら
せ
る
こ
と
。

イ

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
セ
ル
内
に
お
い
て
発
生
す
る
臨
界
事

故
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
物
で

あ
つ
て
液
体
状
の
も
の
又
は
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
冷
却
す
る
機

能
が
喪
失
し
た
場
合
に
セ
ル
内
に
お
い
て
発
生
す
る
蒸
発
乾
固
を
防
止

す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
放
射
線
分
解
に
よ
つ
て
発
生
す
る
水

素
が
再
処
理
設
備
の
内
部
に
滞
留
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
機
能
が
喪
失

し
た
場
合
に
セ
ル
内
に
お
い
て
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
を
防
止
す

る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
セ
ル
内
に
お
い
て
発
生
す
る
有
機
溶

媒
そ
の
他
の
物
質
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に

関
す
る
こ
と
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
に
貯
蔵
す
る

使
用
済
燃
料
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と

。
ヘ

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
を
防
止
す
る

た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
再
処

理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る

こ
と
。
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七

前
各
号
の
措
置
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の

結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行

う
体
制
の
整
備
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
二
条
の
五

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は

、
再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
、
大
規
模
な
自
然

災
害
又
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る

再
処
理
施
設
の
大
規
模
な
損
壊
（
以
下
「
大
規
模
損
壊
」
と
い
う
。
）
が
発

生
し
た
場
合
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の

整
備
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

行
う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

二

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

三

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
毎
年
一
回
以
上
定
期
的
に
実
施
す

る
こ
と
。

四

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

行
う
た
め
に
必
要
な
電
源
車
、
消
防
自
動
車
、
消
火
ホ
ー
ス
そ
の
他
の
資

機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

五

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

行
う
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
要
員
に
守
ら
せ

る
こ
と
。

イ

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
大
規
模
な
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
消
火
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
の
水
位
を
確

保
す
る
た
め
の
対
策
及
び
使
用
済
燃
料
の
著
し
い
損
傷
を
緩
和
す
る
た

め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
放
出
を
低
減
す
る
た

め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
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六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
再
処

理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る

こ
と
。

七

前
各
号
の
措
置
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の

結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
再
処
理
設
備
の
操
作
）

（
再
処
理
設
備
の
操
作
）

第
十
三
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
次

第
十
三
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
再
処
理
設
備
の
操
作
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

の
各
号
に
掲
げ
る
再
処
理
設
備
の
操
作
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

［
一

～
三

略
］

［
一

～
三

同
上
］

・
二

・
二

三

再
処
理
設
備
の
操
作
に
必
要
な
構
成
人
員
が
そ
ろ
つ
て
い
る
と
き
で
な

三

再
処
理
設
備
の
操
作
に
必
要
な
構
成
人
員
が
そ
ろ
つ
て
い
る
と
き
で
な

け
れ
ば
操
作
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
。

け
れ
ば
操
作
を
行
わ
な
い
こ
と
。

四

再
処
理
設
備
の
通
常
の
操
作
（
再
処
理
施
設
に
お
い
て
計
画
的
に
行
わ

四

操
作
開
始
に
先
立
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
操
作
に
必
要
な
事
項
及
び

れ
る
操
作
を
い
う
。
）
を
行
う
た
め
に
必
要
な
次
の
事
項
を
定
め
、
こ
れ

操
作
停
止
後
に
確
認
す
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
に
守
ら
せ
る

を
操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

こ
と
。

イ

操
作
の
開
始
に
先
立
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
操
作
に
必
要
な
事
項

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

及
び
操
作
の
停
止
後
に
確
認
す
べ
き
事
項

ロ

操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
再
処
理
設
備
の
状
態
に
応
じ
て
定
期
的

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

に
又
は
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
べ
き
事
項
並
び
に
そ
の
確
認
の
方
法
及

び
確
認
の
時
期

又
は
頻
度

に
関
す
る
事
項

実
施
頻
度

時
期

ハ

警
報
の
発
報
そ
の
他
の
異
状
が
あ
つ
た
場
合
（
次
号
の
場
合
を
除
く

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

（
次
号
の
処
置
を

。
）
に
操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置

に
関
す
る
事
項

除
く
。
）

五

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
そ
の
他
の
従

五

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
に
守
ら
せ
る

業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

六

換
気
設
備
、
放
射
線
測
定
器
及
び
非
常
用
設
備
は
、
常
に
こ
れ
ら
の
機

能
を
発
揮
で
き
る
状
態
に
維
持
し
て
お
く
こ
と
。

六

試
験
操
作
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
、
方
法
、
異
常
の
際
に
講
ず

七

試
験
操
作
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
、
方
法
、
異
常
の
際
に
採
る

べ
き
処
置
等
を
確
認
の
上
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

べ
き
処
置
等
を
確
認
の
上
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

七

［
略
］

八

［
同
上
］
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（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
十
四
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
再

第
十
四
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
再

処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質

処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関

等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
運
搬
前
に
こ
れ
ら

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の

実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
の

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

再
処
理
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の

４

再
処
理
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総

理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質

理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車

等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら

両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十

第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
保
安
の
た
め

九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
保
安
の
た
め
に
必

に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核

該
核
燃
料
物
質
等
を
再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て

燃
料
物
質
等
を
再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
い
て
運

運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
貯
蔵
）

（
貯
蔵
）

第
十
五
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
次

第
十
五
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

の
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

使
用
済
燃
料
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

使
用
済
燃
料
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
。

［
五
・
六

略
］

［
五
・
六

同
上
］

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
十
六
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
再

第
十
六
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
再

処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄

処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄

物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
廃
棄
前
に
こ
れ
ら

物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の

実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

措
置
の

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］
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五

第
三
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

五

第
三
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
。

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

八

第
六
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

八

第
六
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
。

［
九
・
十

略
］

［
九
・
十

同
上
］

十
一

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄

十
一

［
同
上
］

物
を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す

る
と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
保
管
廃
棄
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い

ロ

当
該
保
管
廃
棄
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い

過
熱
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置

過
熱
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

を
採
る
こ
と
。

［
ハ
・
ニ

略
］

［
ハ
・
ニ

同
上
］

［
十
二
～
十
四

略
］

［
十
二
～
十
四

同
上
］

（
再
処
理
施
設
の
定
期
的
な
評
価
）

第
十
六
条
の
二

削
除

第
十
六
条
の
二

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は

、
再
処
理
施
設
の
保
全
に
関
し
、
そ
の
事
業
を
開
始
し
た
日
以
降
二
十
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一

経
年
変
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
を
行
う
こ
と
。

二

前
号
の
技
術
的
な
評
価
に
基
づ
き
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
に
実
施

す
べ
き
措
置
に
関
す
る
十
年
間
の
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
評
価
及
び
計
画
は
、
十
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
再
評
価
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は

適
用
し
な
い
。
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（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
十
七
条

法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
よ

第
十
七
条

［
同
上
］

う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申

請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二

安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
与
を
含
む
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
品
質
管
理
基
準
規
則

三

再
処
理
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方
法
及

第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
手
順
書
等
（
次
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お

び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規
定
上

い
て
単
に
「
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関

の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

［
略
］

四

［
同
上
］

四

［
略
］

五

［
同
上
］

五

再
処
理
施
設
の
操
作
及
び
管
理
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す

六

再
処
理
施
設
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ

る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ロ

［
同
上
］

［
⑴
～
⑷

略
］

［
⑴
～
⑷

同
上
］

⑸

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑸

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

六

再
処
理
施
設
の
操
作
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

七

保
安
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
設
備
の
操
作
に
関
す
る
こ
と
。

イ

再
処
理
施
設
の
操
作
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

ロ

再
処
理
施
設
の
操
作
に
当
た
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
及
び
操
作
に
必

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

要
な
事
項

ハ

異
状
が
あ
つ
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
（
第
十
四
号
に
掲
げ
る

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

も
の
を
除
く
。
）
。

ニ

再
処
理
施
設
の
操
作
の
安
全
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［
号
を
削
る
。
］

八

再
処
理
施
設
の
操
作
に
関
す
る
安
全
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

七

［
略
］

九

［
同
上
］

八

［
略
］

十

［
同
上
］
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九

［
略
］

十
一

［
同
上
］

十

［
略
］

十
二

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十
三

再
処
理
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
処
置
に
関
す

る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
四

再
処
理
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

核
燃
料
物
質
の
受
払
い
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
（
工
場
又

十
五

核
燃
料
物
質
の
受
渡
し
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る

は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

こ
と
。

十
二

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場

十
六

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

［
略
］

十
七

［
同
上
］

十
四

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
九

初
期
消
火
活
動
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

二
十

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動

を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

二
十
一

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
に
係
る
再
処
理
施

［
号
を
加
え
る
。
］

設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

［
略
］

二
十
二

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二
十
三

再
処
理
施
設
の
定
期
的
な
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

再
処
理
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前
事
業
者
検
査
及

［
号
を
加
え
る
。
］

び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
経
年
劣
化
に
係
る
技

術
的
な
評
価
に
関
す
る
こ
と
及
び
長
期
施
設
管
理
方
針
を
含
む
。
）
。

十
八

［
略
］

二
十
四

［
同
上
］

十
九

不
適
合
（
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

二
十
五

不
適
合
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報

不
適
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
二
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。

の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の
公
開
に
関

す
る
こ
と
。

二
十

［
略
］

二
十
六

［
同
上
］

２

法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
認
可

２

［
同
上
］

の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
ら
れ

- 816 -



- 45 -

て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又
は
変

更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二

安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
与
を
含
む
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手
順
書
等
の
保
安
規

三

再
処
理
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方
法
及

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規
定
上

の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手

四

廃
止
措
置
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方
法
及
び

順
書
等
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規
定
上
の

位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

四

［
略
］

五

［
同
上
］

五

［
略
］

六

［
同
上
］

六

廃
止
措
置
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次

七

廃
止
措
置
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と

に
掲
げ
る
も
の

で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も

の［
⑴
～
⑸

略
］

［
⑴
～
⑸

同
上
］

⑹

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑹

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

七

再
処
理
設
備
本
体
（
回
収
可
能
核
燃
料
物
質
（
使
用
済
燃
料
及
び
核

八

再
処
理
設
備
本
体
（
回
収
可
能
核
燃
料
物
質
（
使
用
済
燃
料
及
び
核
燃

燃

料
物
質
（
再
処
理
設
備
本
体
を
通
常
の
方
法
に
よ
り
操
作
し
た
後
に
回
収

料
物
質
（
再
処
理
設
備
本
体
を
通
常
の
方
法
に
よ
り
操
作
し
た
後
に
回
収

さ
れ
る
こ
と
な
く
滞
留
す
る
こ
と
と
な
る
使
用
済
燃
料
及
び
核
燃
料
物
質

さ
れ
る
こ
と
な
く
滞
留
す
る
こ
と
と
な
る
使
用
済
燃
料
及
び
核
燃
料
物
質

を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
再
処
理
設
備
本
体
か
ら
取
り
出

を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
再
処
理
設
備
本
体
か
ら
取
り
出

し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
せ
ん
断
処
理
施
設
）
の
操
作
の
停
止
に

し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
せ
ん
断
処
理
施
設
）
の
操
作
の
停
止
に

関
す
る
恒
久
的
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃

関
す
る
恒
久
的
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

料
物
質
が
存
在
し
な
い
場
合
及
び
再
処
理
設
備
本
体
を
通
常
の
方
法
に
よ

り
操
作
し
た
後
に
核
燃
料
物
質
が
回
収
さ
れ
る
こ
と
な
く
滞
留
し
て
い
る
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を
除
く
。
）
。

場
合

八

［
略
］

九

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十

再
処
理
施
設
の
操
作
に
関
す
る
安
全
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

九

［
略
］

十
一

［
同
上
］

十

［
略
］

十
二

［
同
上
］

十
一

［
略
］

十
三

［
同
上
］

十
二

［
略
］

十
四

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十
五

再
処
理
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
処
置
に
関
す

る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
六

再
処
理
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

核
燃
料
物
質
の
受
払
い
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
（
工
場
又

十
七

核
燃
料
物
質
の
受
渡
し
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る

は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止

こ
と
。

措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）
。

十
四

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場

十
八

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

［
略
］

十
九

［
同
上
］

十
六

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

二
十
一

廃
止
措
置
期
間
中
に
お
け
る
初
期
消
火
活
動
の
た
め
の
体
制
の
整

備
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

二
十
二

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
使
用

済
燃
料
、
核
燃
料
物
質
及
び
特
定
廃
液
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）

。

［
号
を
削
る
。
］

二
十
三

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
使
用

済
燃
料
、
核
燃
料
物
質
及
び
特
定
廃
液
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）

。

十
七

設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
に
係
る
再
処
理
施

［
号
を
加
え
る
。
］

設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

［
略
］

二
十
四

［
同
上
］

十
九

［
略
］

二
十
五

［
同
上
］
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二
十

再
処
理
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前
事
業
者
検
査
及

［
号
を
加
え
る
。
］

。

び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）

二
十
一

［
略
］

二
十
六

［
同
上
］

二
十
二

［
略
］

二
十
七

［
同
上
］

二
十
三

廃
止
措
置
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
八

廃
止
措
置
の
管
理
（
保
守
管
理
（
再
処
理
施
設
の
保
全
の
た
め
に

行
う
点
検
、
試
験
、
検
査
、
補
修
、
取
替
え
、
改
造
そ
の
他
の
必
要
な
措

置
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四

［
略
］

二
十
九

［
同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
七
条
の
二

法
第
五
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
毎
年
四
回
行

う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場

合
は
、
廃
止
措
置
の
実
施
状
況
に
応
じ
、
毎
年
四
回
以
内
行
う
も
の
と
す
る

。
２

法
第
五
十
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
六
項
の
原
子
力

規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に

限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

［
条
を
削
る
。
］

第
十
七
条
の
三

削
除

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
九
条
の
二

法
第
五
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
毎
年
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
五
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
六
項

の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
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。一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

特
定
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要

な
最
小
限
度
の
量
に
限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
核
物
質
防
護
管
理
者
の
選
任
等
）

（
核
物
質
防
護
管
理
者
の
選
任
等
）

第
十
九
条
の
二

［
略
］

第
十
九
条
の
二
の
二

［
同
上
］

（
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
評
価
の
実
施
時
期
）

（
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
評
価
の
実
施
時
期
）

第
十
九
条
の
三
の
二

法
第
五
十
条
の
四
の
二
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

第
十
九
条
の
三
の
二

法
第
五
十
条
の
四
の
二
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
時
期
は
、
定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
六
月
を
超

規
則
で
定
め
る
時
期
は
、
施
設
定
期
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
六
月
を
超
え

え
な
い
時
期
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
処
理
施
設
の
工
事
の
後
、
定
期
事
業
者

な
い
時
期
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
処
理
施
設
の
工
事
の
後
、
施
設
定
期
検
査

検
査
を
行
つ
て
い
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
が
開
始
さ
れ
た
日
以

を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
六

降
六
月
を
超
え
な
い
時
期
と
す
る
。

月
を
超
え
な
い
時
期
と
す
る
。

（
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
）

（
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
）

第
十
九
条
の
三
の
五

法
第
五
十
条
の
四
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規

第
十
九
条
の
三
の
五

［
同
上
］

制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

再
処
理
施
設
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
事
故
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
（

一

［
同
上
］

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
事
故
の
発
生
の
防
止
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め

の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
措
置
及
び
そ
の
措
置
に
よ
る
事
故

の
発
生
の
防
止
等
の
効
果
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す
る
こ
と

。イ

当
該
再
処
理
施
設
に
つ
い
て
、
技
術
基
準
に
お
い
て
設
置
す
べ
き
も

イ

当
該
再
処
理
施
設
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
五
条
第
三
項
第
二
号
の
技

の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

術
上
の
基
準
に
お
い
て
設
置
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が

設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］
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（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

第
十
九
条
の
四
の
二

法
第
五
十
条
の
四
の
三
第
一
項
の
廃
止
措
置
実
施
方
針

第
十
九
条
の
四
の
二

［
同
上
］

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～

十
二

略
］

［
一
～

十
二

同
上
］

九

九

十

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
再
処
理
施
設
（
第
十
九
条
の

十

第
十
九
条
の
五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び

五
及
び
第
十
九
条
の
十
五
に
お
い
て
「
性
能
維
持
施
設
」
と
い
う
。
）
及

に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

［
十
一
・
十
二

略
］

［
十
一
・
十
二

同
上
］

十
三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

十
三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
保
証
計
画

［
十
四
・
十
五

略
］

［
十
四
・
十
五

同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
十
九
条
の
五

法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
措
置
計
画
に

第
十
九
条
の
五

［
同
上
］

つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
廃
止
措
置
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
再
処
理
施
設

五

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
再
処
理
施
設
（
以
下
こ
の
条

性
能
維
持
施
設

（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
九
条
の
十
五
に
お
い
て
「
性
能
維
持
施
設
」
と

に
お
い
て
「
性
能
維
持
施
設
」
と
い
う
。
）

い
う
。
）

六

性
能
維
持
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
そ
の
性
能
、
そ
の
性

六

性
能
維
持
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
そ
の
性
能
、
そ
の
性

能
を
維
持
す
べ
き
期
間
並
び
に
再
処
理
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則

能
を
維
持
す
べ
き
期
間
並
び
に
再
処
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に

（
令
和

元
年
原
子
力
委
員
会
規
則
第
●
号
）
第
二
章
及
び
第
三
章
に
定

関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）
第
二

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
そ
の
内
容

章
及
び
第
三
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合

は
そ
の
内
容

［
七
～
十

略
］

［
七
～
十

同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十
一

特
定
再
処
理
施
設
（
回
収
可
能
核
燃
料
物
質
を
再
処
理
設
備
本
体
か

ら
取
り
出
し
て
い
な
い
再
処
理
施
設
及
び
特
定
廃
液
を
廃
液
槽
に
保
管
廃

棄
し
て
い
る
再
処
理
施
設
を
い
う
。
第
三
項
及
び
第
十
九
条
の
八
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
べ
き
時
期

十
一

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］
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２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

［
同
上
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
説
明
書

九

品
質
保
証
計
画
に
関
す
る
説
明
書

十

［
略
］

十

［
同
上
］

３

特
定
再
処
理
施
設
（
回
収
可
能
核
燃
料
物
質
を
再
処
理
設
備
本
体
か
ら
取

３

特
定
再
処
理
施
設
に
つ
い
て
法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
の
申
請
を

り
出
し
て
い
な
い
再
処
理
施
設
及
び
特
定
廃
液
を
廃
液
槽
に
保
管
廃
棄
し
て

す
る
場
合
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
廃
止
措
置
計
画
に
、
第
一
項
に
掲
げ
る

い
る
再
処
理
施
設
を
い
う
。
第
十
九
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

事
項
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事

つ
い
て
法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該

項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
請
に
係
る
廃
止
措
置
計
画
に
、
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
４
・
５

略
］

［
４
・
５

同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
十
九
条
の
六

法
第
五
十
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
十
九
条
の
六

法
第
五
十
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に

の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ば
な
ら
な
い
。

。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

［

［

３

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
条
の
五
第
三
項
に
お
い

３

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
条
の
五
第
三
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
の
申
請
を
す
る

て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
の
申
請
を
す
る
場
合
に
つ
い

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

て
準
用
す
る
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
）

第
十
九
条
の
十
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、

［
条
を
加
え
る
。
］

廃
止
措
置
の
結
果
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
を
交
付
す
る
。
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（
旧
再
処
理
事
業
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
の
定
期
事
業

（
旧
再
処
理
事
業
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
の
施
設
定
期

者
検
査
を
要
す
る
場
合

）

検
査
を
要
す
る
場
合
）

の
維
持
等

第
十
九
条
の
十
五

法
第
五
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
十
九
条
の
十
五

法
第
五
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第

法
第
二
十
二
条
の
九
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合

二
十
二
条
の
九
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次

（

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

法
第
四
十
六
条
の
二
及
び
第
四
十
六
条
の
二
の
二
の
規
定
の
適
用
に
係
る
場

は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場

合
に
限
る
。
）

合
と
す
る
。

［
各
号
を
削
る
。
］

一

法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
廃
止

措
置
対
象
施
設
内
に
使
用
済
燃
料
が
存
在
し
て
い
る
場
合
（
再
処
理
設
備

本
体
を
通
常
の
方
法
に
よ
り
操
作
し
た
後
に
使
用
済
燃
料
が
回
収
さ
れ
る

こ
と
な
く
滞
留
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

二

廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
存
在
し
て
い
る
核
燃
料
物
質
が
臨
界
に
達
し

、
又
は
達
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
（
再
処
理
設
備
本
体
を
通
常
の
方
法

に
よ
り
操
作
し
た
後
に
核
燃
料
物
質
が
回
収
さ
れ
る
こ
と
な
く
滞
留
し
て

い
る
場
合
を
除
く
。
）

三

廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
特
定
廃
液
又
は
ガ
ラ
ス
固
化
体
が
存
在
し
て

い
る
場
合
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
六
条
の
二
本
文
の
規
定
は
、
性
能
維

［
項
を
加
え
る
。
］

持
施
設
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項

の
場
合
に
お
い
て
は
、
定
期
事
業
者
検
査
は
、
性
能
維
持

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
施
設
定
期
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施

３

第
一
項

施
設
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期
、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要

設
の
う
ち
使
用
済
燃
料
、
核
燃
料
物
質
、
使
用
済
燃
料
を
溶
解
し
た
液
体
か

な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
有
用
物
質
を
分
離
し
た
残
り
の
液
体
及
び
ガ
ラ
ス

固
化
体
の
取
扱
い
又
は
貯
蔵
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

［
各
号
を
削
る
。
］

一

使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設

二

使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設

三

製
品
貯
蔵
施
設

四

計
測
制
御
系
統
施
設

五

廃
棄
施
設

六

放
射
線
管
理
施
設

七

動
力
装
置
及
び
非
常
用
動
力
装
置
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（
届
出
書
類
の
提
出
部
数
）

（
届
出
書
類
等
の
提
出
部
数
）

第
二
十
一
条
の
二

法
第
四
十
四
条
の
四
第
二
項
、
第
四
十
五
条
第
四
項
、
第

第
二
十
一
条
の
二

法
第
四
十
四
条
の
四
第
二
項
、
法
第
四
十
六
条
の
三
又
は

四
十
六
条
の
三
及
び
第
四
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る

法
第
四
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数

書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

は
正
本
一
通
と
す
る
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
二
条

法
第
五
十
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
七
項

の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
の
二
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第

五
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
七
項
の
身
分

を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
の
三
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
六
十
八

条
第
六
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す
る

。（
人
の
出
入
り
等
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
区
域
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
三
条

令
別
表
第
二
の
五
の
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

区
域
は
、
第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の

第
二
十
四
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の

提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記

提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録

録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う

で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う

。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
別
記
様
式
第
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
及
び
別
記
様
式
第
四
の
電

別
記
様
式
第
三
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
書
類

二

第
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
の
書
類

三

［
略
］

三

［
同
上
］

［
様
式
を
削
る
。
］

（
2
2

）

［

］

別
記
様
式
第
２
の
２

第
条
関
係

略
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［
様
式
を
削
る
。
］

（

2
2

）

［

］

別
記
様
式
第
２
の
３

第
条
関
係

略
［
様
式
を
削
る
。
］

（

2
2

）

［

］

別
記
様
式
第
３

第
条
関
係

略

（

2
2

）

［

］

（

2
4

）

［

］

別
記
様
式
第
３

別
記
様
式
第
４

第
条
関
係

略
第

条
関
係

同
上
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別
表
第
八

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
廃
棄
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

第
一
条

［
同
上
］

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た

［
号
を
加
え
る
。
］

め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令

和

元
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

●
号
）
第
二
条
第
二
項
第
四
号

二

二

に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

（
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
等
）

（
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
等
）

第
二
条

法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
原
子
力

第
二
条

第
二
条

法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す

事
業
者
等
（

第
五
条
の
二
及
び
第
六
条
に
お
い
て
単
に
「
原

る
原
子
力
事
業
者
等
（
第
五
条
の
二
及
び
第
六
条
に
お
い
て
単
に
「
原
子
力

以
下
こ
の
項
、

子
力
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、
試
験
研
究
用

事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、
試
験
研
究
用
等
原

等
原
子
炉
施
設
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
再
処
理

子
炉
施
設
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
再
処
理
施
設

施
設
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
、
廃
棄
物
管
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等
を
設
置
し

、
廃
棄
物
埋
設
施
設
、
廃
棄
物
管
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工

た
工
場
又
は
事
業
所
（
原
子
力
船
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
外
に
お
い
て

場
又
は
事
業
所
（
原
子
力
船
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
外
に
お
い
て
行
わ

行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講

れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

放
射
性
廃
棄
物
は
、
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
放
射
線
障
害

一

放
射
性
廃
棄
物
は
、
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
放
射
線
障
害

［
略
］

［
同
上
］

防
止
の
効
果
を
持
つ
た
廃
棄
施
設
に
廃
棄
す
る
こ
と
。

防
止
の
効
果
を
持
つ
た
廃
棄
施
設
に
廃
棄
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲

二

前
号
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
場
合
に
は
、
当
該
廃

げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

棄
施
設
を
設
置
し
た
使
用
者
等
に
、
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録

の
写
し
を
交
付
す
る
こ
と
。

イ

当
該
廃
棄
施
設
に
お
け
る
廃
棄
が
可
能
な
放
射
性
廃
棄
物
と
す
る
よ

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

う
必
要
な
処
理
を
行
う
こ
と
そ
の
他
の
廃
棄
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て

、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
、
及
び
記
録
を
保
存
す
る

と
と
も
に
、
廃
棄
前
に

措
置
の
実
施
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
。

当
該
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ロ

当
該
廃
棄
施
設
を
設
置
し
た
原
子
力
事
業
者
等
に
、
当
該
放
射
性
廃

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

棄
物
に
関
す
る
記
録
の
写
し
を
交
付
す
る
こ
と
。

放
射
性
廃
棄
物
を
輸
入
し
た
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
試

放
射
性
廃
棄
物
を
輸
入
し
た
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、

三

［
略
］

三

［
同
上
］

験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
、
使
用
済
燃
料
貯

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
、
使
用
済
燃
料

蔵
事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
又
は
使
用
者
（
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
に

貯
蔵
事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
又
は
使
用
者
（
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項

規
定
す
る
旧
製
錬
事
業
者
等
、
法
第
二
十
二
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る

に
規
定
す
る
旧
製
錬
事
業
者
等
、
法
第
二
十
二
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す

旧
加
工
事
業
者
等
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
試

る
旧
加
工
事
業
者
等
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
旧

験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五
第
一
項

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五
第
一

に
規
定
す
る
旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
、
法
第
四
十
三
条
の
二
十
八
第

項
に
規
定
す
る
旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
、
法
第
四
十
三
条
の
二
十
八

一
項
に
規
定
す
る
旧
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
等
、
法
第
五
十
一
条
第
一

第
一
項
に
規
定
す
る
旧
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
等
、
法
第
五
十
一
条
第

項
に
規
定
す
る
旧
再
処
理
事
業
者
等
及
び
法
第
五
十
七
条
の
六
第
一
項
に

一
項
に
規
定
す
る
旧
再
処
理
事
業
者
等
及
び
法
第
五
十
七
条
の
六
第
一
項

規
定
す
る
旧
使
用
者
等
を
含
む
。
）
が
当
該
放
射
性
廃
棄
物
（
第
五
号
イ

に
規
定
す
る
旧
使
用
者
等
を
含
む
。
）
が
当
該
放
射
性
廃
棄
物
（
次
号
イ

に
規
定
す
る
容
器
を
含
む
。
以
下
「
輸
入
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
を
廃
棄

に
規
定
す
る
容
器
を
含
む
。
以
下
「
輸
入
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
を
廃
棄

す
る
場
合
に
は
、
次
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
安
の
た
め
に
必
要

す
る
場
合
に
は
、
次
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
安
の
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
じ
て
廃
棄
物
管
理
設
備
（
法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
二

な
措
置
を
講
じ
て
廃
棄
物
管
理
設
備
（
法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
二

号
の
廃
棄
物
管
理
設
備
で
あ
つ
て
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子

号
の
廃
棄
物
管
理
設
備
で
あ
つ
て
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子

炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四

炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四

号
）
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
管
理
の
た
め
の
も
の
を
い
う
。
以

号
）
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
管
理
の
た
め
の
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
廃
棄
す
る
こ
と
。

下
同
じ
。
）
に
廃
棄
す
る
こ
と
。

四

前
号
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
場
合
に
は
、
廃
棄
に

［
号
を
加
え
る
。
］

及

関
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
、

記
録
を
保
存
す
る
と
と
も
に
、
廃
棄
前
に

措
置
の
実
施
状
況
を
確

び

当
該

認
す
る
こ
と
。

五

［
略
］

四

［
同
上
］

六

［
略
］

五

［
同
上
］

七

［
略
］

六

［
同
上
］

八

［
略
］

七

［
同
上
］

前
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
書
類
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

前
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
書
類
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

２

［
略
］

２

［
同
上
］

事
項
が
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚

い
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知

に
よ
つ
て
認
識
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録

覚
に
よ
つ
て
認
識
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記

が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る

録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
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こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
交
付
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
の
交
付
を
も

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
交
付
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
の
交
付
を

つ
て
同
号
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類
の
交
付
に
代
え
る
こ

も
つ
て
同
号
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類
の
交
付
に
代
え
る

と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

（
確
認
の
申
請
）

（
確
認
の
申
請
）

第
三
条

法
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
に
関
す
る
確
認
を
受
け

第
三
条

法
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
に
関
す
る
確
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
確
認
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類

よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
確
認
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る

を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す

［
号
を
加
え
る
。
］

る
説
明
書

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
廃
棄
に
関
す
る
確
認
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
条
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
確
認
申
請
書
の
提
出

を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
二
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
の
確
認
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当

該
申
請
に
係
る
確
認
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
所
外
廃
棄
確
認
証
）

（
確
認
証
の
交
付
）

第
五
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、

原
子
力

第
五
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認

法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る

規
制
検
査

を
し
た
と
き
は
、
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
施
設
に

に
よ
り
、
第
三
条
第
一

あ
つ
て
は
、
法
第
六
十
四
条
の
三
第
七
項
の
検
査
）

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
廃
棄
に
関
す
る
措
置
が
第
二
条
第
一
項
第
三

号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
事
業
所
外
廃
棄
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
五
条
の
二

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
力
事
業
者
等
は
、

第
五
条
の
二

［
同
上
］

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
場
合
で
あ
つ

て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
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状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

廃
棄
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
八
号
の
線
量
限
度

二

廃
棄
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
七
号
の
線
量
限
度

を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
被
ば
く
が
あ
つ
た
と
き
。

を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
被
ば
く
が
あ
つ
た
と
き
。

三

［
略
］

三

［
同
上
］

［
条
を
削
る
。
］

第
七
条

削
除

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
八
条

法
第
六
十
八
条
第
六
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（

）

［

］

（

）

［

］

別
記
様
式

別
記
様
式
第
１

第
３
条
関
係

略
第
３
条
関
係

同
上

［
様
式
を
削
る
。
］

（

）

［

］

別
記
様
式
第
２

第
８
条
関
係

略
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別
表
第
九

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

第
一
条

［
同
上
］

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

放
射
線
業
務
従
事
者

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業

八

放
射
線
業
務
従
事
者

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）
第

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）
第

一
条
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十

一
条
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十

一
年
総
理
府
令
第
三
十
七
号
）
第
一
条
第
二
項
第
五
号
、
試
験
研
究
の
用

一
年
総
理
府
令
第
三
十
七
号
）
第
一
条
第
二
項
第
四
号
、
試
験
研
究
の
用

に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年

に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年

総
理
府
令
第
八
十
三
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
第
七
号
、
実
用
発
電
用
原

総
理
府
令
第
八
十
三
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
第
七
号
、
実
用
発
電
用
原

子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令

子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
第
七
号
、
船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
（
研

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
第
七
号
、
船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
（
研

究
開
発
段
階
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則

究
開
発
段
階
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
）
第
二
条
第
二
項
第
七
号
、
研
究

（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
）
第
二
条
第
二
項
第
七
号
、
研
究

開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二

開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二

年
総
理
府
令
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
第
七
号
、
使
用
済
燃
料
の

年
総
理
府
令
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
第
七
号
、
使
用
済
燃
料
の

貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
二
号

貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
二
号

）
第
一
条
第
二
項
第
四
号
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規

）
第
一
条
第
二
項
第
四
号
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
十
号
）
第
一
条
第
二
項
第
五
号
、
核
燃

則
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
十
号
）
第
一
条
第
二
項
第
五
号
、
核
燃

料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋

料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋

設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）

設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）

第
二
条
第
二
項
第
六
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染

第
二
条
第
二
項
第
六
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染

さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三

さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三

年
総
理
府
令
第
一
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号
、
核
燃
料
物
質
又

年
総
理
府
令
第
一
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号
、
核
燃
料
物
質
又

は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す

は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す

る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
七
号
）
第
一
条
第
二
項
第
五

る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
七
号
）
第
一
条
第
二
項
第
五

号
又
は
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府

号
又
は
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府

- 830 -



- 2 -

令
第
八
十
四
号
）
第
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事

令
第
八
十
四
号
）
第
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事

者
を
い
う
。

者
を
い
う
。

九

［
略
］

九

［
同
上
］

（
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
係
る
品
質
管
理
等
の
措
置
）

第
十
七
条
の
二

第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
に
つ
い
て
は

［
条
を
加
え
る
。
］

、
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
実
施
に
係
る
組
織
（
以
下
「
品
質
管
理
の
方

法
等
」
と
い
う
。
）
を
整
備
し
、
及
び
記
録
を
保
存
す
る
と
と
も
に
、
運
搬

前
に

措
置
の
実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
の
申
請
）

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
の
申
請
）

第
十
九
条

法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
運
搬
に
関
す
る
確
認
を

第
十
九
条

法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
運
搬
に
関
す
る
確
認
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
令
第
四
十
八
条
の
表
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
令
第
四
十
八
条
の
表
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
一
（
簡
易
運
搬
に
係
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
一
（
簡
易
運
搬
に
係
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
別
記
様
式
第
二
）
に
よ
る
確
認
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲

合
に
あ
つ
て
は
、
別
記
様
式
第
二
）
に
よ
る
確
認
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
、
同
表
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
一
に

げ
る
書
類
、
同
表
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
一
に

よ
る
確
認
申
請
書
に
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類

よ
る
確
認
申
請
書
に
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
及
び
特
定
核

並
び
に
特
定
核
燃
料
物
質
を
収
納
す
る
容
器
に
つ
い
て
講
じ
ら
れ
る
当
該
特

燃
料
物
質
を
収
納
す
る
容
器
に
つ
い
て
講
じ
ら
れ
る
当
該
特
定
核
燃
料
物
質

定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
添
え
て
、
原
子

の
防
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会

力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
説
明
書

［
号
を
加
え
る
。
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
九
条
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
確
認
申
請
書
の
提

出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
に
定
め
る
技
術
上
の

基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定

め
た
当
該
申
請
に
係
る
確
認
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
運
搬
確
認
証
）

（
運
搬
確
認
証
の
交
付
）
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第
二
十
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
原
子

第
二
十
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
確

力
規
制
検
査
（
法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
施
設

認
を
し
た
と
き
は
、
運
搬
確
認
証
を
交
付
す
る
。

に
あ
つ
て
は
、
法
第
六
十
四
条
の
三
第
七
項
の
検
査
）
又
は
個
別
の
確
認
に

よ
り
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
が
第

三
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
運
搬
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
容
器
承
認
の
申
請
）

容
器
承
認
の
申
請
）

（

第
二
十
一
条

法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
輸
送
容
器
に
つ
い
て

第
二
十
一
条

［
同
上
］

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
容
器
承
認
申
請
書

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

当
該
輸
送
容
器
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
説
明
書

［
号
を
加
え
る
。
］

２

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め

２

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
輸
送
容
器
の
設
計
及
び
同
項
第
一
号
の
核
燃
料
物
質
等

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
輸
送
容
器
の
設
計
及
び
同
項
第
一
号
の
核
燃
料
物
質
等

を
当
該
輸
送
容
器
に
収
納
し
た
場
合
の
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
性
に
関
す
る

を
当
該
輸
送
容
器
に
収
納
し
た
場
合
の
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
性
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
当
該
輸
送
物
が
第
三
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四
条

事
項
に
つ
い
て
当
該
輸
送
物
が
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
技
術

に
定
め
る
技
術
上
の
基
準

に
適
合
す
る
と

上
の
基
準
に
適
合
す
る
と
原
子
力
規
制
委
員
会
が
認
め
る
場
合
は
、
当
該
書

（
設
計
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

原
子
力
規
制
委
員
会
が
認
め
る
場
合
は
、
当
該
書
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ

類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
容
器
承
認
書
）

（
容
器
承
認
書
の
交
付
）

第
二
十
二
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に

第
二
十
二
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る

係
る
輸
送
容
器
が
第
三
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
に
定
め
る
技

承
認
を
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
容
器
承
認
書

術
上
の
基
準
（
容
器
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ

を
交
付
す
る
。

い
て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
容
器
承

認
書
を
交
付
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］
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（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
二
十
五
条

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
七
条
の
八
に

第
二
十
五
条

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
七
条
の
八
に

規
定
す
る
原
子
力
事
業
者
等
（
次
条
に
お
い
て
単
に
「
原
子
力
事
業
者
等
」

規
定
す
る
原
子
力
事
業
者
等
（
以
下
単
に
「
原
子
力
事
業
者
等
」
と
い
う
。

と
い
う
。
）
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

）
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す

す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を

る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
七
条

法
第
六
十
八
条
第
六
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式

第
八
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
令
別
表
第
一
の
七
十
五
及
び
七
十
七
の
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

（
令
別
表
第
一
の
八
十
五
及
び
八
十
七
の
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
核
燃
料
物
質
等
）

定
め
る
核
燃
料
物
質
等
）

第
二
十
七
条

令
別
表
第
一
の
七
十
五
及
び
七
十
七
の
項
の
原
子
力
規
制
委
員

第
二
十
八
条

令
別
表
第
一
の
八
十
五
及
び
八
十
七
の
項
の
原
子
力
規
制
委
員

会
規
則
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
等
は
、
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
六
ふ

会
規
則
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
等
は
、
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
六
ふ

つ
化
ウ
ラ
ン
と
す
る
。

つ
化
ウ
ラ
ン
と
す
る
。

［
様
式
を
削
る
。
］

（

2
7

）

［

］

別
記
様
式
第
８

第
条
関
係

略
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別
表
第
十

船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
（
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
同
上
］

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

２

［
同
上
］

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～

三

略
］

［
一
～

三

同
上
］

七

七

四

「
保
安
活
動
」
と
は
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る

［
号
を
加
え
る
。
］

八
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

元
年
原
子
力

二

規
制
委
員
会
規
則
第

●
号
。
以
下
「
品
質
管
理
基
準
規
則
」
と
い
う
。

二

）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
安
活
動
を
い
う
。

五

「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
品
質
管
理
基
準
規
則
第

［
号
を
加
え
る
。
］

九
二
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
い
う

。
六

［
略
］

四

［
同
上
］

七

［
略
］

五

［
同
上
］

八

［
略
］

六

［
同
上
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

「
廃
止
措
置
対
象
施
設
」
と
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項

［
号
を
加
え
る
。
］

十
八の

認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
又

は
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
係
る
廃
止
措
置
の

対
象
と
な
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
い
う
。

「
設
計
想
定
事
象
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
象
で
あ
つ
て
、
試
験

［
号
を
加
え
る
。
］

十
一
九

研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
設
計
に
お
い
て
発
生
を
想
定
し
て
い
る
も
の
を

い
う
。

イ

自
然
現
象

ロ

原
子
力
船
若
し
く
は
附
帯
陸
上
施
設
を
設
置
す
る
事
業
所
（
以
下
「

原
子
力
船
等
」
と
い
う
。
）
内
又
は
そ
の
周
辺
に
お
け
る
試
験
研
究
用
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等
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る

事
象
で
あ
つ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
火
災
、
溢
水
そ
の
他
の
試

い
つ

験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ

れ
が
あ
る
事
象

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
の

第
三
条

［
同
上
］

申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
位
置

二

［
同
上
］

、
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

原
子
炉
本
体
の
構
造
及
び
設
備

ハ

［
同
上
］

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
炉
心
（

第
六
条
に
お

炉
心

第
十
九
条
第
一
項

（イ）

（イ）

い
て
単
に
「
炉
心
」
と
い
う
。
）

⑴

［
略
］

⑴

［
同
上
］

⑵

燃
料
体
の
最
高
燃
焼
度
及
び
最
大
挿
入
量

⑵

燃
料
体
の
最
大
挿
入
量

［
⑶
・
⑷

略
］

［
⑶
・
⑷

同
上
］

燃
料
体

燃
料
体

（ロ）

（ロ）

［
⑴
～
⑷

略
］

［
⑴
～
⑷

同
上
］

［
削
る
。
］

最
高
燃
焼
度

⑸

［

～

略
］

［

～

同
上
］

（ハ）

（ヘ）

（ハ）

（ヘ）

［
ニ
～
ヌ

略
］

［
ニ
～
ヌ

同
上
］

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

六

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
九
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安

［
号
を
加
え
る
。
］

の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
事

項

に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

を

２

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。
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以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

十
一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管

［
号
を
加
え
る
。
］

理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

十
二

［
略
］

十
一

［
同
上
］

十
三

［
略
］

十
二

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場

４

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場

合
で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判
断
し

合
で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判
断
し

て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
診

て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
診

断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
二
十
五
条
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
二
十
五
条
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
外
国
原
子
力
船
に
設
置
し
た
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
係
る
許
可
の
申
請

（
外
国
原
子
力
船
に
設
置
し
た
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
係
る
許
可
の
申
請

）

）

第
四
条

法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
の
外
国
原
子
力
船
に
設
置
し
た
試
験
研

第
四
条

法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
の
外
国
原
子
力
船
に
設
置
し
た
試
験
研

究
用
等
原
子
炉
に
係
る
許
可
の
申
請
書
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
同
項
第
二
号

究
用
等
原
子
炉
に
係
る
許
可
の
申
請
書
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
同
項
第
二
号

の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
熱
出
力
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
位
置

の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
熱
出
力
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
位
置

、
構
造
及
び
設
備
、
使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法
並
び
に
試
験
研
究
用
等
原

、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備

ぞ
れ
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、

第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
令
第
十
三
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員

２

［
同
上
］

会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理

［
号
を
加
え
る
。
］

に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

四

［
略
］

三

［
同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

［

［

４

法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ

４

法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
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る
場
合
で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判

る
場
合
で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判

断
し
て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る

断
し
て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る

診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
二
十
五
条
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と

診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
二
十
五
条
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と

を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
五
条

令
第
十
四
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の

第
五
条

［
同
上
］

各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
十
四
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
三
条
第

一

令
第
十
四
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
三
条
第

二
項
第
三
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
熱
出
力
の
変
更
に
係
る
場
合
に

二
項
第
三
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
熱
出
力
の
変
更
に
係
る
場
合
に

あ
つ
て
は
連
続
最
大
熱
出
力
（
連
続
最
大
熱
出
力
を
超
え
る
熱
出
力
で
運

あ
つ
て
は
、
連
続
最
大
熱
出
力
（
連
続
最
大
熱
出
力
を
超
え
る
熱
出
力
で

転
時
間
を
限
定
し
て
運
転
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
最
大
の
熱
出
力

運
転
時
間
を
限
定
し
て
運
転
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
最
大
の
熱
出

及
び
連
続
最
大
熱
出
力
）
を
記
載
し
、
同
項
第
五
号
の
試
験
研
究
用
等
原

力
及
び
連
続
最
大
熱
出
力
）
を
記
載
し
、
同
項
第
五
号
の
試
験
研
究
用
等

子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第

原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は

三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
二
十
三
条

、
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
二
十

第
二
項
第
八
号
の
使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ

三
条
第
二
項
第
八
号
の
使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合

つ
て
は
そ
の
売
渡
し
、
貸
付
け
、
返
還
等
の
相
手
方
及
び
そ
の
方
法
又
は

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
売
渡
し
、
貸
付
け
、
返
還
等
の
相
手
方
及
び
そ
の
方

そ
の
廃
棄
の
方
法
を
記
載
し
、
同
項
第
九
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

法
又
は
そ
の
廃
棄
の
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

施

設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関規

す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
三
条
第
一
項
第
六
号
に

定
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る

２

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

事
項
の
変
更
に
係
る
令
第
十
四
条
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲

に
係
る
令
第
十
四
条
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

十
一

変
更
後
に
お
け
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業

［
号
を
加
え
る
。
］

務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

３

［
略
］

３

［
同
上
］

第
六
条

［
略
］

第
六
条

［
同
上
］
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２

法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
法
第
二
十
三

２

法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
法
第
二
十
三

条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の
の
変
更

条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
の
変
更
に
係
る
令

に
係
る
令
第
十
五
条
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
変
更
に
係
る
外
国
原
子
力
船

第
十
五
条
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
変
更
に
係
る
外
国
原
子
力
船
の
名
称
、

の
名
称
、
船
舶
番
号
及
び
船
籍
港
を
記
載
し
た
書
類
、
変
更
後
に
お
け
る
安

船
舶
番
号
及
び
船
籍
港
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
変
更
後
に
お
け
る
安
全
説

全
説
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
並
び
に
変
更
後
に
お
け
る
試
験
研
究
用

明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の

整
備
に
関
す
る
説
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
認
可
を
要
し
な
い
工
事
等
）

第
六
条
の
二

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

［
条
を
加
え
る
。
］

工
事
は
、
変
更
の
工
事
で
あ
つ
て
、
次
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲

げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う
工
事
以
外
の
工
事
と
す
る
。

２

法
第
二
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
同
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
放
射
線
遮

へ
い
物
の
側
壁

蔽

に
お
け
る
線
量
当
量
率

を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ
の
他
試
験
研
究
用
等

の
値

原
子
炉
施
設
の
う
ち
附
帯
陸
上
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

３

法
第
二
十
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

場
合
は
、
次
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う

場
合
以
外
の
場
合
と
す
る
。

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

第
七
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

第
七
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

設
の
う
ち
附
帯
陸
上
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
認
可

設
の
う
ち
附
帯
陸
上
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
つ
い
て
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

工
事
工
程
表

［
号
を
加
え
る
。
］

五

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

六

［
略
］

四

［
同
上
］
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２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
法
第

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
附
帯
陸
上
施
設
の
変

二
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ

更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
計

又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
を
説
明
し
た
書
類
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
附
帯
陸
上
施
設
の

変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

放
射
線
遮
蔽

一

放
射
線
遮
蔽

二

主
要
な
附
帯
陸
上
施
設
の
耐
震
性

二

主
要
な
附
帯
陸
上
施
設
の
耐
震
性

三

核
燃
料
物
質
貯
蔵
施
設
の
核
燃
料
物
質
の
臨
界
防
止

三

核
燃
料
物
質
貯
蔵
施
設
の
核
燃
料
物
質
の
臨
界
防
止

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
必
要
と
認
め

四

前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
必
要
と
認
め

る
事
項

る
事
項

３

設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の

３

設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
分
割
し
て
認
可

規
定
に
よ
る
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
付

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
書
に
当
該
申
請

し
、
分
割
し
て
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
係
る
部
分
以
外
の
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
概
要

及
び
設
計
及
び

並
び
に

工
事
の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
を
記

載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
八
条

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
受
け
た
附
帯
陸
上

第
八
条

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
受
け
た
附
帯
陸
上

施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う

施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
つ
い
て
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規

と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な

制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
の
工
事
工
程
表

［
号
を
加
え
る
。
］

五

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
五
号
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
マ
ネ

［
号
を
加
え
る
。
］

ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

六

［
略
］

四

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
法
第
二
十

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
に
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な

三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
又
は

係
る
も
の
に
つ
い
て
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

ら
な
い
。

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

説
明
し
た
書
類
並
び
に
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
に
係

な
ら

る
も
の
に
つ
い
て
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、

な
い
。

既
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
当
該
書
類
の
内
容
に
変
更
が

な
い
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
八
条
の
二

法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

第
八
条
の
二

法
第
二
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提

で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
同

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

条
第
一
項
の
認
可
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
及
び
そ

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

の
添
付
書
類
に
記
載
さ
れ
た
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率

氏
名

の
値
を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ
の
他
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
う
ち
附

二

変
更
に
係
る

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
概
要

帯
陸
上
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

附
帯
陸
上
施
設

三

法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
年
月
日
及
び
認
可
番
号

四

変
更
の
内
容

五

変
更
の
理
由

２

前
項
の
届
出
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
副
本
各
一
通
と
す
る
。

（
使
用
前
事
業
者
検
査
の
実
施
）

第
八
条
の
三

使
用
前
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

［
条
を
加
え
る
。
］

と
す
る
。

一

構
造
、
強
度
及
び
漏
え
い
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

二

機
能
及
び
性
能
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

三

そ
の
他
設
置
又
は
変
更
の
工
事
が
そ
の
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
従
つ

て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

２

使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時

期
、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。
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（
使
用
前
事
業
者
検
査
の
記
録
）

第
八
条
の
四

使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

［
条
を
加
え
る
。
］

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

検
査
年
月
日

二

検
査
の
対
象

三

検
査
の
方
法

四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
行
つ
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内

容
七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
当
該
使
用
前
事
業
者
検
査
に
係

る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
う
ち
附
帯
陸
上
施
設
が
存
続
す
る
期
間
保

存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
溶
接
に
係
る
使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
つ
た
旨
の
表
示
）

第
八
条
の
五

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
う
ち
附
帯
陸
上
施
設
に
係
る
容

［
条
を
加
え
る
。
］

器
若
し
く
は
管
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ

て

溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接

、
別
に
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

を
し
た
容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
を
設
置
す
る
試
験
研
究
用
等
原
子

炉
設
置
者
は
、
当
該
容
器
等
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を
し
た

容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
に
係
る
使
用
前
事
業
者
検
査
を
終
了
し
た

と
き
は
、
当
該
容
器
等
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を
し
た
容
器

等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
に
使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
つ
た
こ
と
を
示
す

記
号
そ
の
他
表
示
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
使
用
前
確
認
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

第
九
条

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
確
認
（
以
下
「
使
用
前
確
認
」
と
い
う
。

第
九
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

設
の
う
ち
附
帯
陸
上
施
設
の
工
事
及
び
性
能
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と

書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

附
帯
陸
上
施
設
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び

二

附
帯
陸
上
施
設
の
設
置
又
は
変
更
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

所
在
地

三

申
請
に
係
る
附
帯
陸
上
施
設
の
概
要

三

工
事
工
程
表

四

法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
年
月
日
及
び
認
可
番
号

号
を
加
え
る
。
］

［

五

使
用
前
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
前
事
業
者
検
査
に
係
る
工
事
の

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

工
程
、
期
日
及
び
場
所

六

［
略
］

五

［
同
上
］

七

附
帯
陸
上
施
設
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
つ
て
そ
の
完
成
し
た
部

［
号
を
加
え
る
。
］

分
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は

、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な

［
項
を
加
え
る
。
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

工
事
の
工
程

二

前
号
の
工
程
に
お
け
る
放
射
線
管
理
（
改
造
又
は
修
理
の
工
事
に
関
す

る
も
の
に
限
る
。
）

三

第
二
十
二
条
の
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
、
設
備
又
は
機
器

四

前
項
第
七
号
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
理
由
を

記
載
し
た
書
類

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
の
内

２

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当

容
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
変
更

を
内
容
を
説
明
す

該
変
更
に
係
る
事
項
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の

る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
及
び
副

３

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

本
二
通
と
す
る
。

一
通
及
び
副
本
二
通
と
す
る
。
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（
使
用
前
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
十
条

法
第
二
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

第
十
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
検
査
は
、
附
帯
陸
上
施
設
に
関
し
、
次
の

め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

一

附
帯
陸
上
施
設
を
試
験
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合

一

放
射
線
遮
蔽
材
又
は
そ
の
他
特
に
気
密
若
し
く
は
水
密
を
要
す
る
材
料

二

附
帯
陸
上
施
設
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
完
成
し
た

若
し
く
は
部
品
に
関
す
る
事
項

化
学
分
析
試
験
若
し
く
は
分
光
分
析
試

部
分
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
（
前
号
に

験
、
強
度
試
験
、
非
破
壊
試
験
又
は
気
密
試
験
若
し
く
は
水
密
試
験
を
行

掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法
に
つ

う
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
の
承
認
を
受
け
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
期
間
内

二

核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
若
し
く
は
貯
蔵
施
設
又
は
放
射
性
廃
棄
物
の

に
お
い
て
そ
の
承
認
を
受
け
た
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
と
き
。

廃
棄
施
設
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
主
要
な
部
分

三

附
帯
陸
上
施
設
の
設
置
の
場
所
の
状
況
又
は
工
事
の
内
容
に
よ
り
、
原

の
寸
法
の
測
定
が
で
き
る
と
き
。

子
力
規
制
委
員
会
が
支
障
が
な
い
と
認
め
て
使
用
前
確
認
を
受
け
な
い
で

三

放
射
線
管
理
施
設
そ
の
他
の
附
帯
陸
上
施
設
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
指
示
し
た
場
合

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
が
完
成
し
た
と
き
。

四

附
帯
陸
上
施
設
の
変
更
の
工
事
で
あ
つ
て
、
第
七
条
第
一
項
第
三
号
又

四

附
帯
陸
上
施
設
の
性
能
に
関
す
る
事
項

当
該
附
帯
陸
上
施
設
が
完
成

は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う
工
事
以
外
の
工
事
の
場
合

し
た
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

使
用
前
確
認
証
）

（
第
十
条
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、
第
九
条

条
を
加
え
る
。
］

［

の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
が
法
第
二
十
八
条

第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
し
た
と

き
は
、
使
用
前
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
維
持
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
性
能
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
一
条

法
第
二
十
八
条
の
二
の

技
術

第
十
一
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
附
帯
陸
上
施
設
に
係

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

上
の
基
準
（
附
帯
陸
上
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。

る
性
能
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
、
第

第
二
十
二
条
第
一
号
に
お
い
て
「
技
術
基
準
」
と
い
う

十
四
条
第
二
項
及
び

。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

非
常
用
動
力
源
そ
の
他
の
非
常
用
安
全
装
置
が
、
法
第
二
十
三
条
第
一

一

非
常
用
動
力
源
そ
の
他
の
非
常
用
安
全
装
置
が
、
法
第
二
十
三
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
又
は
同
条
第

項
又
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
設
置
又
は
変
更
の
申
請
書
及
び
こ
れ
ら

二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可

の
許
可
の
際
に
付
さ
れ
た
条
件
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

を
受
け
た
と
こ
ろ
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
条
件
に
お
い
て
許
可
を
受
け

て
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載
し
た
条
件
に

た
と
こ
ろ
等
に
よ
る
時
間
内
に
確
実
に
動
作
す
る
こ
と
。

お
い
て
申
請
書
等
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載
し
た
時
間
内
に
確
実
に
動
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作
す
る
こ
と
。

二

許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
等
に
よ
る
警
報
装
置
が
、
許
可
を
受
け
た
と
こ

二

申
請
書
等
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載
し
た
警
報
装
置
が
、
申
請
書
等

ろ
等
に
よ
る
条
件
に
お
い
て
確
実
に
動
作
す
る
こ
と
。

及
び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載
し
た
条
件
に
お
い
て
確
実
に
動
作
す
る
こ
と

。

三

附
帯
陸
上
施
設
中
人
の
常
時
立
ち
入
る
場
所
そ
の
他
放
射
線
管
理
を
特

三

附
帯
陸
上
施
設
中
人
の
常
時
立
ち
入
る
場
所
そ
の
他
放
射
線
管
理
を
特

に
必
要
と
す
る
場
所
に
お
け
る
線
量
当
量
率
及
び
空
気
中
の
放
射
性
物
質

に
必
要
と
す
る
場
所
に
お
け
る
線
量
当
量
率
及
び
空
気
中
の
放
射
性
物
質

の
濃
度
が
、
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
等
に
よ
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

の
濃
度
が
、
申
請
書
等
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載
し
た
値
以
下
で
あ
る

こ
と
。

四

核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
核
燃
料
物
質
の
溶
融
及
び

四

核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
核
燃
料
物
質
の
溶
融
及
び

破
損
を
防
ぐ
能
力
並
び
に
核
燃
料
物
質
が
臨
界
に
達
す
る
こ
と
を
防
ぐ
能

破
損
を
防
ぐ
能
力
並
び
に
核
燃
料
物
質
が
臨
界
に
達
す
る
こ
と
を
防
ぐ
能

力
が
、
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
等
に
よ
る
能
力
以
上
で
あ
る
こ
と
。

力
が
、
申
請
書
等
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載
し
た
能
力
以
上
で
あ
る
こ

と
。

五

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
の
処
理
能
力
が
、
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ

五

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
の
処
理
能
力
が
、
申
請
書
等
及
び
そ
の
添

等
に
よ
る
能
力
以
上
で
あ
る
こ
と
。

付
書
類
に
記
載
し
た
能
力
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

（
廃
止
措
置
中
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
維
持
）

第
十
二
条

第
十
二
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
二
十
八
条
第

第
十
一
条
の
二

法
第
二
十
八
条
の
二
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委

［
条
を
加
え
る
。
］

第
三
十
二
条
の
五
の

一
項
の
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交

員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に

二
第
十
一
号

付
す
る
。

第
三
十
二
条
の
六
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す

る
場
合
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
八
条
の
二
本
文
の
規
定

は
、
同
号
の
性
能
維
持
施
設
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

第
十
二
条

削
除

第
十
二
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
検
査
を
行
い

、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
時
期
）

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
）

第
十
三
条

定
期
事
業
者
検
査
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
、

第
十
三
条

令
第
十
六
条
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
試
験
研
究
用

定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
十
二
月
を
超
え
な
い
時
期
（
判
定
期

等
原
子
炉
の
附
属
施
設
は
、
第
三
条
第
一
項
第
二
号
ヌ

の
非
常
用
電
源
設

（イ）

間
が
十
三
月
以
上
で
あ
る
も
の
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
が
別
に
指
定
し

備
と
す
る
。

た
場
合
は
、
そ
の
指
定
し
た
時
期
）
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
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附
帯
陸
上
施
設
の
設
置
の
工
事
の
後
の
初
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
つ
い
て

は
、
そ
の
使
用
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
十
二
月
を
超
え
な
い
時
期
に
行
う
も

の
と
す
る
。

２

前
項
の
判
定
期
間
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
お
い
て
、
附
帯
陸
上
施
設
（

当
該
附
帯
陸
上
施
設
を
構
成
す
る
機
械
又
は
器
具
で
あ
つ
て
、
第
一
号
及
び

第
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
第
三
号
に
該
当
し
な
い
も
の
に
限

る
。
）
が
次
条
第
二
項
の
一
定
の
期
間
を
満
了
す
る
ま
で
の
間
技
術
基
準
に

適
合
し
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該

期
間
（
機
械
又
は
器
具
ご
と
に
そ
の
期
間
が
異
な
る
場
合
に
は

そ
の
う
ち

、

最
も
短
い
期
間
）
と
す
る
。

一

次
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号

並
び
に
第
二
項
に
規
定
す

各
号

及
び

る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
べ
き
も
の

二

定
期
事
業
者
検
査
の
都
度
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
補
修
、
取

替
え
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
の
あ
る
も
の

三

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の

イ

計
測
装
置
で
あ
つ
て
そ
の
台
数
に
つ
い
て
冗
長
性
を
も
つ
て
設
置
さ

れ
て
い
る
も
の
、
ポ
ン
プ
又
は
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
つ
て
予
備
の
も
の
が

設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
機
械
又
は
器
具
で
あ
つ
て
附
帯
陸
上
施

設
の
使
用
時
に
お
い
て
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
補
修
、
取
替
え

等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も
の

ロ

附
帯
陸
上
施
設
の
使
用
時
に
そ
の
機
械
又
は
器
具
を
検
査
す
る
こ
と

に
よ
り
附
帯
陸
上
施
設
の
保
安
の
確
保
に
支
障
を
来
さ
な
い
も
の

各
号

及
び

３

附
帯
陸
上
施
設
に
つ
い
て
の
次
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号

並
び
に
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
で
あ
つ
て
、
当

該
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
附
帯
陸
上
施
設
の
使
用
時
に
お
け

る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
確
保
に
支
障
を
来
さ
な
い
も
の
に

あ
つ
て
は
、
第
一
項

に
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に

掲
げ
る

の

規
定
す
る

時
期
よ
り
も
前
の
時
期
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子

力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
時
期
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

使
用
の
状
況
か
ら
第
一
項
に
規
定
す
る
時
期
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行
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う
必
要
が
な
い
と
認
め
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
期
事
業
者
検
査
を

行
う
べ
き
時
期
を
定
め
て
承
認
し
た
と
き
。

二

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
時
期
に
定

期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
て
、
原
子
力

規
制
委
員
会
が
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
べ
き
時
期
を
定
め
て
承
認
し
た

と
き
。

５

前
項
各
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

附
帯
陸
上
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

直
近
の
定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
年
月
日

四

定
期
事
業
者
検
査
開
始
希
望
年
月
日
及
び
そ
の
理
由

６

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
に
係
る
附
帯
陸
上
施
設
の
使
用
の
状
況
を
記

載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
が
第
四

項
第
二
号
の
承
認
に
係
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
。

７

第
五
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
に
係
る
施
設
定
期
検
査
を
要
す
る
場
合
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
三
条
の
二

法
第
二
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

則
で
定
め
る
場
合
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た

廃
止
措
置
計
画
に
係
る
廃
止
措
置
の
対
象
と
な
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

設
（
以
下
「
廃
止
措
置
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
附
帯
陸
上
施
設
に

核
燃
料
物
質
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
検
査
は
、
次
に
掲

げ
る
附
帯
陸
上
施
設
の
う
ち
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
又
は
貯
蔵
に
係
る
も

の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設

二

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設

三

放
射
線
管
理
施
設
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四

非
常
用
電
源
設
備

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
）

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

第
十
四
条

定
期
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

第
十
四
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
検
査
を
行
い

る
。

、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

一

開
放
、
分
解
、
非
破
壊
検
査
そ
の
他
の
各
部
の
損
傷
、
変
形
、
摩
耗
及

び
異
常
の
発
生
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

二

試
運
転
そ
の
他
の
機
能
及
び
作
動
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な

方
法

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
定
期
事
業
者
検
査
は
、
一
定
の
期
間
を

設
定
し
、
当
該
附
帯
陸
上
施
設
が
そ
の
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
技
術
基

準
に
適
合
し
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
で
行
う

も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
一
定
の
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し
て
設
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

附
帯
陸
上
施
設
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
点
検
、
検
査
又
は
取
替
え
の
結

果
か
ら
示
さ
れ
る
有
意
な
劣
化
の
有
無
及
び
有
意
な
劣
化
が
あ
る
場
合
に

は
そ
の
劣
化
の
傾
向

二

附
帯
陸
上
施
設
の
耐
久
性
に
関
す
る
研
究
の
成
果
そ
の
他
の
研
究
の
成

果
三

附
帯
陸
上
施
設
に
類
似
す
る
機
械
又
は
器
具
の
使
用
実
績
（
当
該
附
帯

陸
上
施
設
と
の
材
料
及
び
使
用
環
境
の
相
違
を
踏
ま
え
た
も
の
に
限
る
。

）

４

第
二
項
の
一
定
の
期
間
は
、
十
二
月
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
一
定
の
期
間
は
、
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
日
の
三
月
前

ま
で
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も

同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期

、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。
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（
定
期
事
業
者
検
査
の
記
録
）

第
十
四
条
の
二

定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

［
条
を
加
え
る
。
］

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

検
査
年
月
日

二

検
査
の
対
象

三

検
査
の
方
法

四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
行
つ
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内

容
七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
そ
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

が
廃
棄
さ
れ
た
後
五
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
中
に
お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
を
要
す
る
場
合
）

第
十
四
条
の
三

法
第
二
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

［
条
を
加
え
る
。
］

第
三
十
二
条
の
五
の
二
第
十

則
で
定
め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に

第
三
十
二
条
の
六
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合

一
号

と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
報
告
）

第
十
四
条
の
四

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め

［
条
を
加
え
る
。
］

る
と
き
は
、
定
期
事
業
者
検
査
（
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
し
て
行

う
も
の
を
除
く
。
）
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
と
す
る
。

２

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
報
告
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
定
期
事
業
者
検
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査
が
終
了
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
遅
滞
な
く
、
前
項
に
規
定
す
る
と
き
に
あ

つ
て
は
検
査
開
始
予
定
日
の
一
月
前
ま
で
（
第
十
四
条
第
二
項
の
一
定
の
期

間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
一
定
の
期
間
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、

又
は
変
更
（
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
場
合
は
三

月
前
ま
で
）
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、
原
子

力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
の
名

附
帯
陸
上
施
設

称
及
び
所
在
地
（
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
船
舶
の
名
称
）

三

検
査
の
対
象
及
び
方
法
並
び
に
期
日

四

検
査
の
実
績
又
は
予
定
の
概
要

３

第
一
項
に
規
定
す
る
と
き
に
お
け
る
前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
期
事
業
者
検
査
の
計
画

二

附
帯
陸
上
施
設
及
び
第
二
十
二
条
の
施
設
管
理
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
単
に
「
施
設
管
理
」
と
い
う
。
）
の
重
要
度
が
高
い
系
統
に
つ
い
て
定

量
的
に
定
め
る
同

項
第
三
号
の
施
設
管
理
目
標

条

三

第
二
十
二
条
第
四
号
の
施
設
管
理
実
施
計
画
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
（
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
日
を

い
う
。

）
及
び
期
間

第
二
十
二
条
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。

ロ

附
帯
陸
上
施
設
の
工
事
の
方
法
及
び
時
期

及
び
第
二
十
二
条

ハ

附
帯
陸
上
施
設
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
点
検
等
」
と
い
う
。
）
の
方
法
、
実
施
頻
度
及
び

第
四
号

時
期

ニ

附
帯
陸
上
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行
う
保
安
の

確
保
の
た
め
の
措
置

四

第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
判
定

の
方
法
に
関
す
る
こ
と
（
同

す
る

。

項
の
一
定
の
期
間
を
含
む
。
）

五

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項

を
説
明
す
る
書
類
の
内
容
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変
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更
の
内
容
を
説
明
す
る
書
類

六

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
二
号
又
は
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行

い
、
当
該
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記

載
し
た
書
類

七

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

を
説
明
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項

（
一
定
の
期
間
に
係
る
も

の
内
容

の
に
限
る
。
）
を

変
更
し
た

場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
十
四
条

に

が
あ
つ
た

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
当
該

事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
一
定
の
期
間
を
変
更
し
た
場
合
に

あ
つ
て
は
、
第
十
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
書

類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
項
の
報
告
書
及
び
前
二
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す

る
。

（
施
設
定
期
検
査
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
五
条

削
除

第
十
五
条

法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
性
能
の
技
術
上
の
基
準
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

附
帯
陸
上
施
設
の
放
射
線
遮
蔽
そ
の
他
の
性
能
が
、
法
第
二
十
八
条
第

一
項
の
検
査
に
お
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
が
合
格
と
認
め
た
状
態
に
維

持
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
性
能
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
。

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
の
認
可
の
申
請
）

第
十
七
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を
受
け
よ
う
と

第
十
七
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
合
併
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事
者
が

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事
者
が
連
署
し
て
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連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
を
し
て
、
こ
れ
を
原
子
力

、
こ
れ
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

略
］

同
上

三

合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
つ
て
設
立
さ
れ
る
法
人
又

三

合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
つ
て
設
立
さ
れ
る
法
人
の
名
称

は
分
割
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
並
び
に
核
燃
料
物
質

及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

及
び
核

を
一
体
と
し
て
承
継
す
る
法
人
の
名

燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

四

合
併
又
は
分
割
の
方
法
及
び
条
件

四

合
併
の
方
法
及
び
条
件

五

合
併
又
は
分
割
の
理
由

五

合
併
の
理
由

六

合
併
又
は
分
割
の
時
期

六

合
併
の
時
期

七

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理

［
号
を
加
え
る
。
］

に
関
す
る
事
項

に
必
要
な
体
制
の
整
備

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

［
同
上
］

ら
な
い
。

一

合
併
契
約
書
又
は
分
割
契
約
書
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
分

一

合
併
契
約
書
の
写
し

割
計
画
書
）
の
写
し

二

合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
吸
収
分
割
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

二

合
併
の
当
事
者
の
一
方
が
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
で
な
い
場
合

施
設
を
承
継
す
る
法
人
が
現
に
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
で
な
い
場

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
人
の
定
款
及
び
登
記
簿
の
抄
本
並
び
に
最
近
の
財

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
人
の
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
最
近

産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

三

［
略
］

三

［
同
上
］

四

合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
つ
て
設
立
さ
れ
る
法
人
又

四

合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
つ
て
設
立
さ
れ
る
法
人
の
定
款

並
び
に
核
燃
料
物
質
及
び
核

は
分
割
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

及
び
核
燃
料
物
質
等
を
一
体
と
し
て

燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

承
継
す
る
法
人
の
定
款

五

前
号
に
規
定
す
る
法
人
が
法
第
二
十
五
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四

［
号
を
加
え
る
。
］

号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

六

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理

［
号
を
加
え
る
。
］

に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

七

そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

［
号
を
加
え
る
。
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］
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（
記
録
）

（
記
録
）

第
十
九
条

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

第
十
九
条

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄

ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ

こ
れ
を
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
録
す
べ
き
場

記
録
す
べ
き
場

記

録

事

項

保

存

期

間

記

録

事

項

保

存

期

間

合

合

一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

の
施
設
管
理
（
第
二
十
二
条
に

の
検
査
記
録

規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

係
る
記
録

イ

使
用
前
確
認
の
結
果

確
認
の
都
度

同
一
事
項
に
関

イ

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関

す
る
次
の
確
認

規
定
に
よ
る
検
査
の
結
果

す
る
次
の
検
査

の
と
き
ま
で
の

の
と
き
ま
で
の

期
間

期
間

ロ

第
二
十
二
条
第
四
号
の
規

施
設
管
理
の
実

施
設
管
理
を
実

ロ

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関

定
に
よ
る
施
設
管
理
の
実
施

施
の
都
度

施
し
た
試
験
研

規
定
に
よ
る
検
査
の
結
果

す
る
次
の
検
査

状
況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏

究
用
等
原
子
炉

の
と
き
ま
で
の

名

施
設
の
解
体
又

期
間

は
廃
棄
を
し
た

後
五
年
が
経
過

す
る
ま
で
の
期

間

ハ

第
二
十
二
条
第
五
号
の
規

評
価
の
都
度

評
価
を
実
施
し

ハ

第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関
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定
に
よ
る
施
設
管
理
方
針
、

た
試
験
研
究
用

る
検
査
の
結
果

す
る
次
の
検
査

施
設
管
理
目
標
及
び
施
設
管

等
原
子
炉
施
設

の
と
き
ま
で
の

理
実
施
計
画
の
評
価
の
結
果

の
施
設
管
理
方

期
間

及
び
そ
の
評
価
の
担
当
者
の

針
、
施
設
管
理

氏
名

目
標
又
は
施
設

管
理
実
施
計
画

の
改
定
ま
で
の

期
間

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

二

運
転
記
録
（
法
第
四
十
三
条

二

運
転
記
録

の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受

け
、
燃
料
体
が
炉
心
か
ら
取
り

出
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。

［
略
］

）［
イ
～
ヌ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
イ
～
ヌ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

三

燃
料
体
の
記
録
（

三

燃
料
体
の
記
録

第
三
十
二

第
十
六

条
の
五
の
二
第
十
一
号

条
の
六
第
一
項
第
六
号
の
性
能

維
持
施
設
が
存
在
し
な
い
場
合

を
除
く
。
）

［
イ
～
ト

略
］

［
略
］

［
略
］

［
イ
～
ト

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

四

放
射
線
管
理
記
録

四

［
同
上
］

イ

原
子
炉
本
体
（
法
第
四
十

［
略
］

［
略
］

イ

原
子
炉
本
体
、
使
用
済
燃

［
同
上
］

［
同
上
］

三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認

の
貯
蔵
施
設
、
放
射
性
廃

料

可
を
受
け
、

棄
物
の
廃
棄
施
設
等
の
放
射

第
三
十
二
条
の

第
三
十
二

線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る

五
の
二
第
十
一
号
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条
の
六
第
一
項
第
六
号
の
性

線
量
当
量
率

能
維
持
施
設
に
該
当
す
る
部

分
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除

く
。
）
、
使
用
済
燃
料
の
貯

蔵
施
設
（
法
第
四
十
三
条
の

三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受

第
三
十
二
条
の
五
の
二

け
、

第
三
十
二
条
の
六

第
十
一
号

第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持

施
設
に
該
当
す
る
部
分
が
存

在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）

、
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施

設
等
の
放
射
線
遮
蔽
物
の
側

壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率

［
ロ
～
ヘ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
ロ
～
ヘ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

ト

原
子
力
船
等
の
外
に
お
い

［
略
］

［
略
］

ト

原
子
力
船
又
は
附
帯
陸
上

［
同
上
］

［
同
上
］

て
運
搬
し
た
核
燃
料
物
質
等

施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
（

の
種
類
別
の
数
量
、
そ
の
運

以
下
「
原
子
力
船
等
」
と
い

搬
に
使
用
し
た
容
器
の
種
類

う
。
）
の
外
に
お
い
て
運
搬

並
び
に
そ
の
運
搬
の
日
時
及

し
た
核
燃
料
物
質
等
の
種
類

び
経
路

別
の
数
量
、
そ
の
運
搬
に
使

用
し
た
容
器
の
種
類
並
び
に

そ
の
運
搬
の
日
時
及
び
経
路

［
チ
～
ヌ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
チ
～
ヌ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

五

廃
止
措
置
に
係
る

法
第
四
十
三
条

第
七
項
に
定
め

五

保
守
記
録

［
削
る
。
］

工
事
の
方
法
、
時
期
及
び
対
象

の
三
の
二
第
二

る
期
間

と
な
る
使
用
施
設
等
の
設
備
の

項
の
認
可
を
受

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

日
一
回
（
法

年
間

イ

毎

一
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名
称

け
た
廃
止
措
置

設
の
巡
視
及
び
点
検
の
状
況

第
四
十
三
条
の

計
画
に
記
載
さ

並
び
に
そ
の
担
当
者
の
氏
名

三
の
二
第
二
項

れ
た
工
事
の
各

（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二

の
認
可
を
受
け

工
程
の
終
了
の

第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
試

た
試
験
研
究
用

都
度

験
研
究
用
等
原
子
炉
に
あ
つ

等
原
子
炉
で
あ

て
は
点
検
の
状
況
を
除
く
。

つ
て
、
廃
止
措

）

置
対
象
施
設
に

核
燃
料
物
質
が

存
在
し
な
い
と

き
は
毎

一
回

週

）

ロ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

修
理
の
都
度

一
年
間

設
の
修
理
の
状
況
及
び
そ
の

担
当
者
の
氏
名

五

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

六

［
略
］

六

［
同
上
］

七

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

［
略
］

［
略
］

七

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

六

［
略
］

設
等
の
事
故
記
録

イ

［
略
］

［
略
］

［
略
］

イ

［
略
］

［
略
］

［
略
］

ロ

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に

［
略
］

［
略
］

ロ

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に

［
略
］

［
略
］

際
し
て
採
つ
た
処
置

際
し
て
講
じ
た
処
置

［
ハ
・
ニ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
ハ
・
ニ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

七

［
略
］

［
略
］

［
略
］

八

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

八

［
略
］

［
略
］

［
略
］

九

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］
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九

廃
止
措
置
に
係
る
工
事
の
方

法
第
四
十
三
条

第
七
項
に
定
め

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

法
、
時
期
及
び
対
象
と
な
る
試

の
三
の
二
第
二

る
期
間

験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
設

項
の
認
可
を
受

備
の
名
称

け
た
廃
止
措
置

計
画
に
記
載
さ

れ
た
工
事
の
各

工
程
の
終
了
の

都
度

［

［
略
］

［
略
］

［
同
上

［
同
上
］

［
同
上
］

［
八
～
十

略
］

［
八
～
十

略

］

十
一

品
質
管
理
基
準
規
則
第
四

当
該
文
書
又
は

当
該
文
書
又
は

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

条
第
三
項

の
品
質

記
録
の

記
録
の
作
成
又

に
規
定
す
る

作
成
又

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
文
書
及
び
品
質

策
定
及

は
変
更
後
五
年

は
変
更

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
従

び
改
定
の
都
度

が
経
過
す
る
ま

つ
た
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び

で
の
期
間

改
善
状
況
の
記
録
（
他
の
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

２
～
６

略
］

２
～
６

同
上
］

［

［

７

第
一
項
の
表
第
四
号
チ
及
び
リ
、
第

五
号
並
び
に
第

七
号
の
記
録
の

７

第
一
項
の
表
第
四
号
チ
及
び
リ
並
び
に
第
七
号
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、

六

九

保
存
期
間
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第

十
二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）

第
十
九
条
の
二

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原

［
条
を
加
え
る
。
］

子
炉
設
置
者
及
び
外
国
原
子
力
船
運
航
者
（
以
下
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

設
置
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二

第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受

け
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
き
保
安
活
動
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（
次
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
含
む
。
）
の
計
画
、
実

施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の

改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

第
二
十
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

第
二
十
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

設
置
者
等
は
、
管
理
区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ
れ

設
置
者
及
び
外
国
原
子
力
船
運
航
者
（
以
下
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置

ら
の
区
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
管
理
区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定

な
ら
な
い
。

め
、
こ
れ
ら
の
区
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
）

第
二
十
二
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

第
二
十
二
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

炉
設
置
者

は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
設
計

炉
設
置
者
等
は
、
毎
日
一
回
以
上
、
従
業
者
に
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

等

、
工
事
、
巡
視
、
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
施
設
の
管
理
（
以
下
「
施
設
管
理

に
つ
い
て
巡
視
さ
せ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
設
備
に
つ
い
て
点
検

」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲

行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設

一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
が
法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六

二

制
御
材
駆
動
設
備

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
技
術

三

電
源
、
給
排
水
及
び
排
気
施
設

基
準
に
適
合
す
る
性
能
を
有
す
る
よ
う
、
こ
れ
を
設
置
し
、
及
び
維
持
す

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可

る
た
め
、
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
設
管

を
受
け
た
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
あ
つ
て
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設

理
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三

置
者
は
、
毎
週
一
回
以
上
（
核
燃
料
物
質
が
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
存
在
す

の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
場
合
は
毎
日
一
回
以
上
）
、
従
業
者
に
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
巡

二

前
号
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二

視
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

の
六
第
三
項
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に
記
載
さ

れ
た

第
三
十
二
条
の
六
第
一
項
第
六
号

第
三
十
二
条
の
五
の
二
第
十
一
号

の
性
能
維
持
施
設
に
係
る
施
設
管
理
方
針
を
定
め
る
こ
と
。

三

第
一
号
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
施
設
管
理
方
針
に
従
つ

て
達
成
す
べ
き
施
設
管
理
の
目
標
（
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
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施
設
管
理
方
針
に
係
る
施
設
管
理

目
標
に
あ
つ
て
は
、
試
験
研
究
用
等

の

原
子
炉
施
設
及
び
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
設
備

に
つ
い
て
定
量

系
統

的
に
定
め
る
目
標
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
目
標

条

」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。

四

施
設
管
理
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を
定
め
た
施
設
管
理
の

実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
実
施
計
画

条

」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
従
つ
て
施
設
管
理
を
実
施
す
る

こ
と
。

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
及
び
期
間
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
設
計
及
び
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
巡
視
（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

の
保
全
の
た
め
に
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
点
検
等
」
と
い
う
。
）
の
方
法
、
実
施
頻
度
及
び
時
期
（
試
験

研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
中
及
び
運
転
停
止
中
の
区
別
を
含
む
（
法
第

四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
。
）

に
関
す
る
こ
と
。

ホ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に

行
う
保
安
の
確
保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
設
計
、
工
事
、
巡
視
及
び
点
検
等
の

結
果
の
確
認
及
び
評
価
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

ト

ヘ
の
確
認
及
び
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
て
実
施
す
べ
き
処
置
（
品
質

管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
七
号

の
未
然
防
止
処
置

に
規
定
す
る

を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

チ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る

こ
と
。

五

施
設
管
理
方
針
、
施
設
管
理
目
標
及
び
施
設
管
理
実
施
計
画
を
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
期
間
ご
と
に
評
価
す
る
こ
と
。

イ

施
設
管
理
方
針
及
び
施
設
管
理
目
標
に
あ
つ
て
は
、
一
定
期
間

ロ

施
設
管
理
実
施
計
画
に
あ
つ
て
は
、
前
号
イ
に
規
定
す
る
期
間

六

前
号
の
評
価
を
実
施
す
る
都
度
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
施
設
管
理
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方
針
、
施
設
管
理
目
標
又
は
施
設
管
理
実
施
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
。

七

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
を
相
当
期
間
停
止
す
る
場
合
そ
の
他
試

験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
が
そ
の
施
設
管
理
を
行
う
観
点
か
ら
特
別
な
状

態
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
状
態

に
応
じ
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
特
別
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

（
設
計
想
定
事
象
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

置
）

第
二
十
三
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

第
二
十
三
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

炉
設
置
者

は
、
設
計
想
定
事
象
に
関
し
て
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は

炉
設
置
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

等

第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二

ば
な
ら
な
い
。

第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
認
可
を
受
け
た
と
こ
ろ

一

計
測
制
御
系
統
施
設
に
つ
い
て
は
、
緊
急
遮
断
を
起
こ
す
べ
き
各
条
件

）
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措

に
つ
い
て
緊
急
遮
断
の
た
め
の
性
能
検
査
を
一
月
ご
と
に
、
緊
急
遮
断
検

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

査
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

一

設
計
想
定
事
象
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
必
要
な
機
能
を

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器
及
び

維
持
す
る
た
め
の
活
動
に
関
す
る
計
画
（
原
子
力
船
等
に
お
け
る
火
災
に

放
射
線
測
定
器
に
つ
い
て
は
、
校
正
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
。
）
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
の

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可

実
行
に
必
要
な
要
員
を
配
置
し
、
当
該
計
画
に
従
つ
て
必
要
な
活
動
を
行

を
受
け
た
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
あ
つ
て
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設

わ
せ
る
こ
と
。

置
者
は
、
次
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ

原
子
力
船
等
に
お
け
る
可
燃
物
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

一

廃
止
措
置
対
象
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器
及
び

ロ

消
防
吏
員
又
は
海
上
保
安
官
へ
の
通
報
に
関
す
る
こ
と
。

放
射
線
測
定
器
に
つ
い
て
は
、
廃
止
措
置
計
画
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
性
能
を

ハ

消
火
又
は
延
焼
の
防
止
そ
の
他
消
防
隊
が
火
災
の
現
場
に
到
着
す
る

維
持
す
べ
き
と
し
た
期
間
中
、
校
正
を
年
一
回
行
う
こ
と
。

ま
で
に
行
う
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

二

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
に
定
め
る
保
安
上
特

二

設
計
想
定
事
象
の
発
生
時
に
お
け
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
必

に
管
理
を
必
要
と
す
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
廃
止
措
置
計
画
に
お
い
て
そ

要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓

れ
ら
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
と
し
た
期
間
中
、
そ
れ
ら
の
性
能
が
維
持
さ

練
を
定
期
に
実
施
す
る
こ
と
。

れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
を
年
一
回
行
う
こ
と
。

三

設
計
想
定
事
象
の
発
生
時
に
お
け
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
必

要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
照
明
器
具
、

無
線
機
器
そ
の
他
の
資
機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
設
計
想
定
事
象
の
発
生
時
に
お
け
る
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試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を

行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
）

第
二
十
四
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

第
二
十
四
条

［
同
上
］

炉
設
置
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
関

す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［

［

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
必
要
な
構
成
人
員
が
そ
ろ
つ
て
い
る

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
必
要
な
構
成
人
員
が
そ
ろ
つ
て
い
る

と
き
で
な
け
れ
ば
運
転
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
。

と
き
で
な
け
れ
ば
運
転
を
行
わ
な
い
こ
と
。

三

運
転
開
始
に
先
立
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
運
転
の
操
作
に
必
要
な
事

三

運
転
開
始
に
先
立
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
運
転
の
操
作
に
必
要
な
事

項
及
び
運
転
停
止
後
に
確
認
す
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
運
転
員
そ
の

項
及
び
運
転
停
止
後
に
確
認
す
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
運
転
員
に
守

他
の
従
業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

ら
せ
る
こ
と
。

四

緊
急
遮
断
が
起
こ
つ
た
場
合
に
は
、
遮
断
の
起
こ
つ
た
原
因
及
び
損
傷

四

緊
急
遮
断
が
起
こ
つ
た
場
合
に
は
、
遮
断
の
起
こ
つ
た
原
因
及
び
損
傷

の
有
無
に
つ
い
て
点
検
し
、
再
び
運
転
を
開
始
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い

の
有
無
に
つ
い
て
検
査
し
、
再
び
運
転
を
開
始
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
後
運
転

す
る
こ
と
。

こ
と
を
確
認
し
た
後
運
転
す
る
こ
と
。

を
行
わ
せ

五

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
運
転
員
そ
の
他
の
従

五

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
運
転
員
に
守
ら
せ
る

業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

こ
と
。

六

試
験
運
転
又
は
特
殊
実
験
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
、
方
法
、
異

六

試
験
運
転
又
は
特
殊
実
験
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
、
方
法
、
異

常
の
際
に
講
ず
べ
き
処
置
等
を
確
認
の
上
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

常
の
際
に
講
ず
べ
き
処
置
等
を
確
認
の
上
こ
れ
を
行
う
こ
と
。

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

［

［

（
原
子
力
船
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

（
原
子
力
船
等
内
の
運
搬
）

第
二
十
五
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

第
二
十
五
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

炉
設
置
者
等
は
、
原
子
力
船
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬

炉
設
置
者
等
は
、
原
子
力
船
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬

に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
運
搬
前
に
こ
れ
ら
の

に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
の

実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、

４

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
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昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で

昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び

及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）

号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従

第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て

つ
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に

保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
を
原
子
力
船
等
に
お
い
て
運
搬
す
る
こ

わ
ら
ず
、
原
子
力
船
等
に
お
い
て
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

（
原
子
力
船
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

（
原
子
力
船
等
内
の
廃
棄
）

第
二
十
七
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

第
二
十
七
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

炉
設
置
者
等
は
、
原
子
力
船
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄

炉
設
置
者
等
は
、
原
子
力
船
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄

に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
廃
棄
前
に
こ
れ
ら
の

に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
の

実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
四

略
］

［
一
～
十
四

同
上
］

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
二
十
九
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認
可
を
受

第
二
十
九
条

［
同
上
］

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
原
子
力
船
ご
と
に
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請

書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関

［
号
を
加
え
る
。
］

与
を
含
む

）
に
関
す
る
こ
と
。

。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
品
質
管
理
基
準
規
則

［
号
を
加
え
る
。
］

第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
手
順
書
等
（
次
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お

い
て
単
に
「
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関

す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
運
転
及
び
管
理
を
行
う
者
の
職
務
及
び

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
運
転
及
び
管
理
を
行
う
者
の
職
務
及

組
織
に
関
す
る
こ
と
。

び
組
織
に
関
す
る
こ
と
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
職
務
の
範
囲
及
び
そ
の
内
容
並

［
号
を
加
え
る
。
］

び
に
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
主
任
技
術
者
が
保
安
の
監
督
を
行
う
上
で
必

要
と
な
る
権
限
及
び
組
織
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

四

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
運
転
及
び
管
理
を
行
う
者
そ
の
他
試

二

［
同
上
］

五
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験
研
究
用
等
原
子
炉
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と

で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ロ

［
同
上
］

⑴

⑴

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
に
関
す
る
こ
と
。

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と
。

［
⑵
～
⑷

略
］

［
⑵
～
⑷

同
上
］

⑸

⑸

⑸

［
略
］

⑸

［
同
上
］

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

五

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
次

三

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
こ
と
。

六
に
掲
げ
る
も
の

イ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

。
ロ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
当
た
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
及
び

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

運
転
の
操
作
に
必
要
な
事
項

ハ

異
状
が
あ
つ
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
（
第
十
四
号
に
掲
げ
る

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

も
の
を
除
く
。
）
。

ニ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
運
転
及
び
利
用
の
安
全
審
査
に
関
す

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

四

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
運
転
及
び
利
用
の
安
全
審
査
に
関
す
る

こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
臨
界
実
験
装
置
に
限
る
。
）
内
に
お
け
る
燃

六

［
略
］

五

［
同

料
体
、
減
速
材
、
反
射
材
等
の
配
置
替
え
の
手
続
に
関
す
る
こ
と
。

上
］

七

［
略
］

六

［
同
上
］

八

［
略
］

七

［
同
上
］

［
略
］

八

［
同
上
］

九十

放
射
線
測
定
器
の
管
理
及
び
放
射
線
の
測
定
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

九

放
射
線
測
定
器
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う

処
置
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と

。
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十
一

［
略
］

十
二

［
同
上
］

十
二

核
燃
料
物
質
の
受
払
い
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
（
原
子
力

十
三

核
燃
料
物
質
の
受
払
い
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る

船
等
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

こ
と
。

十
三

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
原
子
力
船
等
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を

十
四

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

［
略
］

十
五

［
同
上
］

十
五

設
計
想
定
事
象
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
に
関
す

［
号
を
加
え
る
。
］

る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況

十
六

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況

を
含
む
。
第
二
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
適
正
な
記
録
及
び
報

を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

告
（
第
三
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障
等
の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準

ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
の
経
営
責
任
者
へ
の
報
告
を
含
む
。
）
に
関

す
る
こ
と
。

十
七

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前

［
号
を
加
え
る
。
］

事
業
者
検
査
及
び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）

。
十
八

保
守
点
検
を
行
つ
た
事
業
者
か
ら
得
ら
れ
た
保
安
に
関
す
る
技
術
情

［
号
を
加
え
る
。
］

報
に
つ
い
て
の
他
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
と
の
共
有
に
関
す

る
こ
と
。

十
九

不
適
合
（
品
質
管
理
基
準
規
則

第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

［
号
を
加
え
る
。
］

第
二
条

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
二
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

こ
と
。

二
十

［
略
］

十
七

［
同
上
］

２

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当

［
項
を
加
え
る
。
］

該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画
に
定

め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し

、
又
は
変
更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
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与
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手
順
書
等
の
保
安
規

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手

順
書
等
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

。

四

廃
止
措
置
を
行
う
者
の
職
務
及
び
組
織
に
関
す
る
こ
と

五

廃
止
措
置
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次

に
掲
げ
る
も
の

イ

保
安
教
育
の
実
施
方
針
（
実
施
計
画
の
策
定
を
含
む
。
）
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

⑴

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と
。

⑵

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
構
造
及
び
性
能
に
関
す
る
こ
と
。

⑶

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
廃
止
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑷

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑸

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
取
扱

い
に
関
す
る
こ
と
。

⑹

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

そ
の
他
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
係
る
保
安
教
育
に
関
し
必
要

な
事
項

六

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
停
止
に
関
す
る
恒
久
的
な
措
置
に
関
す

る
こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い
場
合
を

除
く
。
）
。

七

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
運
転
及
び
利
用
の
安
全
審
査
に
関
す
る

こ
と
。

八

管
理
区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
設
定
並
び
に
こ
れ
ら
の

区
域
に
係
る
立
入
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

九

排
気
監
視
設
備
及
び
排
水
監
視
設
備
に
関
す
る
こ
と
。

十

線
量
、
線
量
当
量
、
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て

汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
の
監
視
並
び
に
汚
染
の
除

去
に
関
す
る
こ
と
。
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十
一

放
射
線
測
定
器
の
管
理
及
び
放
射
線
の
測
定
の
方
法
に
関
す
る
こ
と

。
十
二

核
燃
料
物
質
の
受
払
い
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
（
原
子
力

船
等
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止
措
置

対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）
。

十
三

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
原
子
力
船
等
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を

含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

設
計
想
定
事
象
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
に
関
す

る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況

を
含
む
。
）
に
関
す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
三
十
五
条
各
号
に
掲

げ
る
事
故
故
障
等
の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合

の
経
営
責
任
者
へ
の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

廃
止
措
置
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に
関

す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
三
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障
等

の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
の
経
営
責
任
者
へ

の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前

事
業
者
検
査
及
び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）

。
十
九

保
守
点
検
を
行
つ
た
事
業
者
か
ら
得
ら
れ
た
保
安
に
関
す
る
技
術
情

報
に
つ
い
て
の
他
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
と
の
共
有
に
関
す

る
こ
と
。

二
十

不
適
合
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の

公
開
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

廃
止
措
置
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

そ
の
他
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
又
は
廃
止
措
置
に
係
る
保
安

に
関
し
必
要
な
事
項

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
第
一
項
本
文
の
規
定
を
準
用
す
る
。

［
項
を
加
え
る
。
］

４

第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
書
の
提
出

２

前
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
副
本
各
一
通
と
す
る
。
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部
数
は
、
正
本
及
び
副
本
各
一
通
と
す
る
。

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
三
十
条

削
除

第
三
十
条

法
第
三
十
七
条
第
五
項
の
検
査
は
、
毎
年
四
回
行
う
も
の
と
す
る

。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
試
験
研
究

用
等
原
子
炉
に
あ
つ
て
は
、
廃
止
措
置
の
実
施
の
状
況
に
応
じ
、
毎
年
四
回

以
内
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
六
項
の
原
子

力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

一

事
務
所
又
は
原
子
力
船
等
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に

限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

第
三
十
一
条

令
第
十
九
条
第
一
項

の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
書

第
三
十
一
条

［
同
上
］

又
は
第
二
項

の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

令
第
十
九
条
第
一
項
第
九
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の

［
号
を
加
え
る
。
］

た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

を

２

令
第
十
九
条
第
一
項

の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
次

２

［
同
上
］

又
は
第
二
項

の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理

［
号
を
加
え
る
。
］

に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

十
一

［
略
］

十

［
同
上
］
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３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
核
物
質
防
護
規
定
）

（
核
物
質
防
護
規
定
）

第
三
十
二
条
の
二

［
略
］

第
三
十
二
条
の
二

［
同
上
］

２

第
二
十
九
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
核
物
質
防
護
規
定
の
認
可
を
受

２

第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
核
物
質
防
護
規
定
の
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
十
二
条
の
二
の
二

法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
二
条
の
二
第
五
項
の
検
査
は
、
毎
年
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
六

項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一

事
務
所
又
は
原
子
力
船
等
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

特
定
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要

な
最
小
限
度
の
量
に
限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

第
三
十
二
条
の
五
の
二

法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
廃
止
措
置
実
施
方
針

第
三
十
二
条
の
五
の
二

［
同
上
］

に
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

十
一

十
一

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

設
（
第
三
十
二
条
の
六
及
び
第
三
十
四
条
の
二
に
お
い
て
「
性
能
維
持
施

設

第
三
十
二
条
の
六
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
及

設
」
と
い
う
。
）

び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

［
十
二
・
十
三

略
］

［
十
二
・
十
三

同
上
］

十
四

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

十
四

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
保
証
計
画

［
十
五
・
十
六

略
］

［
十
五
・
十
六

同
上
］
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（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
三
十
二
条
の
六

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
措

第
三
十
二
条
の
六

［
同
上
］

置
計
画
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
廃
止
し
よ
う
と
す
る
試
験
研
究

用
等
原
子
炉
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
廃
止
措
置
計
画

を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
試
験
研
究
用

［
号
を
加
え
る
。
］

性
能
維
持
施
設

等
原
子
炉
施
設
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
四
条
の
二
に
お
い
て
「
性
能

維
持
施
設
」
と
い
う
。
）

七

性
能
維
持
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
そ
の
性
能
並
び
に
そ

［
号
を
加
え
る
。
］

の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

八

［
略
］

六

［
同
上
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

［
略
］

八

［
同
上
］

十
一

［
略
］

九

［
同
上
］

十
二

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば

２

［
同
上
］

な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

五

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

に
関
す
る
説
明
書

及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

八

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
説
明
書

八

品
質
保
証
計
画
に
関
す
る
説
明
書

九

［
略
］

九

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
三
十
二
条
の
七

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

第
三
十
二
条
の
七

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
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に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

五

［
略
］

五

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

（
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
三
十
二
条
の
八

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

第
三
十
二
条
の
八

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

第
十
二
条
の
六
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽

準
用
す
る

で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
法

微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
法
第
四
十
三
条

第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
又
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
又
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二

用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
放
射
線

条
の
六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載

遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
の
値
を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ
の
他

さ
れ
た
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
の
値
を
大
き
く
し
な

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

い
も
の
そ
の
他
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と

す
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
基
準
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
基
準
）

第
三
十
二
条
の
九

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

第
三
十
二
条
の
九

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

第
十
二
条
の
六
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
廃

基
準
は
、
廃
止
措
置
の
実
施
が
核
燃
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染

止
措
置
の
実
施
が
核
燃
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又

さ
れ
た
物
又
は
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
よ
る
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い

は
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
よ
る
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
も
の
で
あ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

こ
と
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
）

第
三
十
二
条
の
十
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、

［
条
を
加
え
る
。
］

廃
止
措
置
の
結
果
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
に
伴
う
措
置
）

（
許
可
の
取
消
し
等
に
伴
う
措
置
）
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第
三
十
二
条
の
六
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
旧
試
験

第
十
三
条
の
二
及
び
第
三
十
二
条
の
六
か
ら
前
条
ま

第
三
十
三
条

［
略
］

第
三
十
三
条

［
同
上
］

研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
の
廃
止
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

で
の
規
定
は
、
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
の
廃
止
措
置
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

２

［
同
上
］

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
の
二

法
第
二
十
九
条
第
一
項

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

第
一
項

た
だ
し
書

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
二
条
の
九
第

四
項

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

二
第
二
項

第
二
項

第
三
十
二
条
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

第
三
十
二
条
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

六
第
一
項

二
第
二
項

第
二
項

六
第
一
項

二
第
二
項

第
二
項

第
三
十
二
条
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

［
同
上
］

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

七
第
一
項

二
第
三
項
に
お
い
て
読

第
四
項
に
お
い
て
読
み
替

二
第
三
項
に
お
い
て
準

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

み
替
え
て
準
用
す
る
法

え
て
準
用
す
る
法
第
十
二

用
す
る
法
第
十
二
条
の

る
法
第
十
二
条
の
七
第
四

第
十
二
条
の
六
第
三
項

条
の
七
第
四
項

六
第
三
項

項

前
条
第
一
項
第
四
号
か

第
三
十
三
条
第
一
項
に
お

前
条
第
一
項
第
四
号
か

第
三
十
三
条
第
一
項
に
お

ら
第
十
二
号
ま
で

い
て
準
用
す
る
前
条
第
一

ら
第
九
号
ま
で

い
て
準
用
す
る
前
条
第
一

項
第
四
号
か
ら
第
十
二
号

項
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま

ま
で

で

［
略
］

［
同
上
］

第
三
十
二
条
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

［
同
上
］

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
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八
第
一
項

二
第
三
項
に
お
い
て
読

第
四
項
に
お
い
て
読
み
替

二
第
三
項
に
お
い
て
準

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

み
替
え
て
準
用
す
る
法

え
て
準
用
す
る
法
第
十
二

用
す
る
法
第
十
二
条
の

る
法
第
十
二
条
の
七
第
四

第
十
二
条
の
六
第
三
項

条
の
七
第
四
項
た
だ
し
書

六
第
三
項
た
だ
し
書

項
た
だ
し
書

た
だ
し
書

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

二
第
二
項
又
は
同
条
第

第
二
項
又
は
同
条
第
四
項

二
第
二
項
の
認
可
又
は

第
二
項
の
認
可
又
は
同
条

三
項
に
お
い
て
読
み
替

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

同
条
第
三
項
に
お
い
て

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

え
て
準
用
す
る
法
第
十

用
す
る
法
第
十
二
条
の
七

準
用
す
る
法
第
十
二
条

る
法
第
十
二
条
の
七
第
四

二
条
の
六
第
三
項
の
認

第
四
項
の
認
可

の
六
第
三
項
の
変
更
の

項
の
変
更
の
認
可

可

認
可

［
略
］

［
同
上
］

第
三
十
二
条
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

［
同
上
］

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

九

二
第
三
項
に
お
い
て
読

第
四
項
に
お
い
て
読
み
替

二
第
三
項
に
お
い
て
準

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

み
替
え
て
準
用
す
る
法

え
て
準
用
す
る
法
第
十
二

用
す
る
法
第
十
二
条
の

る
法
第
十
二
条
の
七
第
五

第
十
二
条
の
六
第
四
項

条
の
七
第
五
項

六
第
四
項

項

法
第
四
十
三
条
の
三
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

［
同
上
］

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

第
三
十
二
条
の

第
三
十
二
条
の

法
第
四
十
三

十
第
一
項
及
び

読
み
替

十
第
一
項

条
の
三
の
二
第
三
項
に

準
用
す

二
第
三
項
に
お
い
て
準

第
四
項
に
お
い
て

及
び

第
四
項
に
お
い
て

、

用
す
る
法
第
十
二
条
の

法
第
十
二

前
条

法
第
十
二
条
の
七
第
九

第
三
十
二
条

え
て
準
用
す
る

お
い
て
準
用
す
る
法
第

る

及
び
前

六
第
八
項

条
の
七
第
九
項

項

の
十
一

十
二
条
の
六
第
八
項

条前
条

前
条
各
号

次
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
前
条
各
号

（
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い

- 871 -



- 39 -

て
の
定
期
事
業
者
検
査
を
要
す
る
場
合

）

の
維
持
等

第
三
十
四
条
の
二

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

［
条
を
加
え
る
。
］

準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
の
九
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め

る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す

る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
八
条
の
二
本
文
の
規
定
は
、
性
能
維

持
施
設
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項

の
場
合
に
お
い
て
は
、
定
期
事
業
者
検
査
は
、
性
能
維
持

３

第
一
項

施
設
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期
、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要

な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
て
行
う
も
の
と
す
る
も
の
と
す

る
。

（
届
出
書
類
の
提
出
部
数
）

（
届
出
書
類
の
提
出
部
数
）

第
三
十
八
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項

第
三
十
八
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
、
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
、
法
第

、
第
二
十

、
第
三
十
二
条
第
二
項
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に

二
十
七
条
第
四
項
、
法
第
三
十
二
条
第
二
項
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第

七
条
第
四
項

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
五
項
及
び
法
第
四
十
三

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
五
項
又
は
法
第
四
十
三
条
の

条
の
三
の
三
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第

三
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第
六
項
の
規
定
に
よ

六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
副
本
各

る
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
副
本
各
一
通
と
す
る
。

一
通
と
す
る
。
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別
表
第
十
一

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条
の
二

［
略
］

第
一
条
の
二

［
同
上
］

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

［
同
上
］

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

十
二

「
保
安
活
動
」
と
は
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る

［
号
を
加
え
る
。
］

品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

元
年
原
子
力

二

規
制
委
員
会
規
則
第

●
号
。
以
下
「
品
質
管
理
基
準
規
則
」
と
い
う
。

二

）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
安
活
動
を
い
う
。

十
三

「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
品
質
管
理
基
準
規
則
第

［
号
を
加
え
る
。
］

二
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
い
う

。
十
四

「
廃
止
措
置
対
象
附
属
施
設
」
と
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第

［
号
を
加
え
る
。
］

二
項
の
認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
又
は
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
係
る
廃
止
措

置
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
埋
設
地
の
附
属
施
設
を
い
う
。

十
五

「
設
計
想
定
事
象
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
象
で
あ
つ
て
、

［
号
を
加
え
る
。
］

第
二
種

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平

成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
号
。
第
二
条
第
一
項
第
二

号
ハ
に
お
い
て
「
設
置
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
設
計
に

二
号
に
規
定
す
る
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

お
い
て
発
生
を
想
定
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

イ

自
然
現
象

ロ

廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
す
る
事
業
所
内
又
は
そ
の
周
辺
に
お
け
る

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
事
象
で
あ
つ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
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ハ

廃
棄
物
埋
設
施
設
内
に
お
け
る
火
災
そ
の
他
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の

安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象

（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
の
申
請
書
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

第
二
条

［
同
上
］

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構

二

［
同
上
］

造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
一
般
構
造

ハ

［
同
上
］

⑴

［
略
］

⑴

［
同
上
］

⑵

耐
津
波
構
造
（
設
置
許
可
基
準
規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
津
波
に

⑵

耐
津
波
構
造
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設

対
し
て
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な

備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規

い
よ
う
措
置
を
講
じ
た
構
造
を
い
う
。
）

則
第
三
十
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
津
波
に
対
し
て
廃
棄
物
埋
設
施

設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
措
置
を
講
じ
た

構
造
を
い
う
。
）

［
⑶
～
⑺

略
］

［
⑶
～
⑺

同
上
］

［
ニ
～
リ

略
］

［
ニ
～
リ

同
上
］

［

一
～
五

略
］

［

一
～
五

同
上
］

三

三

六

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
七
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た

［
号
を
加
え
る
。
］

め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
つを

い
て
は
、
保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

２

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
二

項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な

［
号
を
加
え
る
。
］
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体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

九

［
略
］

八

［
同
上
］

十

［
略
］

九

［
同
上
］

十
一

［
略
］

十

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ

４

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ

る
場
合
で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判

る
場
合
で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判

断
し
て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
一
号
に
掲
げ

断
し
て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る

る
診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
五
十
一
条
の
四
第
三
号
に
該
当
し
な

診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
五
十
一
条
の
四
第
三
号
に
該
当
し
な
い

い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

令
第
三
十
三
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の

第
三
条

［
同
上
］

事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

一

令
第
三
十
三
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条

一

令
第
三
十
三
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条

の
二
第
三
項
第
三
号
の
廃
棄
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量
の
変
更

の
二
第
三
項
第
三
号
の
廃
棄
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量
の
変
更

に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の

に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の

種
類
及
び
数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の

種
類
及
び
数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の

、

及
び
区
画
別
放
射
能

、

及
び
区
画
別
放
射
能

種
類
ご
と
の
最
大
放
射
能
濃
度
及
び

総
放
射
能
量

種
類
ご
と
の
最
大
放
射
能
濃
度
及
び

総
放
射
能
量

を
記
載
し
、
同
項
第
四
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設

を
記
載
し
、
同
項
第
四
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設

量

量

備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区

備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区

分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
廃
棄
の
方

分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
廃
棄
の
方

法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区

法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区

分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
五
号
の
変
更
予
定

分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
五
号
の
変
更
予
定

時
期
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
放
射
能
の
減
衰
に
応
じ
て
行
う
周

時
期
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
放
射
能
の
減
衰
に
応
じ
て
行
う
周

辺
監
視
区
域
又
は
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
の
変
更
又
は
廃
止

辺
監
視
区
域
又
は
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
の
変
更
又
は
廃
止

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
時
期
を
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
時
期
を
記
載
す
る
こ
と
。

第
七
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に

必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第

二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。
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二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

［
同
上
］

ら
な
い
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

変
更
後
に
お
け
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品

［
号
を
加
え
る
。
］

質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
に
係
る
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認
の
申
請

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
に
係
る
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認
の
申
請

）

）

廃
棄
物
埋
設
施
設
及

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
埋

第
四
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
四
条

［
同
上
］

び
こ
れ
に
関
す
る
保
安
の
た
め
の
措
置
（
以
下
「
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
」
と

設
施
設
及
び
こ
れ
に
関
す
る
保
安
の
た
め
の
措
置
に
係
る
第
二
種
廃
棄
物
埋

い
う
。
）
に
係
る

設
に
関
す
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請

第
二
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出

者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

五

五

四

廃
棄
物
埋
設
施
設

に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す

［
号
を
加
え
る
。
］

六

等

る
説
明
書

五

［
略
］

四

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

・
３

・
３

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準
）

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準
）

第
六
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る

第
六
条

［
同
上
］

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

に
規
定
す
る
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
技
術
上
の
基
準

で
定
め
る

（
以
下
「
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

埋
設
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所

一

埋
設
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所

に
埋
設
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と
の

に
埋
設
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と
の

放
射
能
の
総
量

が
、
法
第
五
十
一
条

、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又

総
放
射
能
量
及
び
区
画
別
放
射
能
量

総
放
射
能
量
及
び
区
画
別
放
射
能
量
が

の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に

は
法
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
許
可
に
係
る
申
請
書
及
び
法
第
六
十
二

よ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と
の
総
放
射
能
量

を

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
際
に
付
さ
れ
た
条
件
を
記
載
し
た

及
び
区
画
別
放
射
能
量
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超
え
な
い
こ
と
。

書
類
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
「

申
請
書
等
」
と
い
う

そ
れ
ぞ
れ

許
可

及
び
区
画
別

。
）
に
記
載
し
た
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と
の
総
放
射
能
量

を

超
え
な
い
こ
と
。

放
射
能
量

そ
れ
ぞ
れ

［
二
～
六

略
］

［
二
～
六

同
上
］

七

七

七

廃
棄
物
埋
設
施
設
は
、
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
五
十

七

廃
棄
物
埋
設
施
設
は
、
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

申
請

八

八

許
可

一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ

書
等
に
記
載
し
た
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ろ
に
よ
る
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

［
条
を
削
る
。
］

第
六
条
の
二

削
除

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
に
係
る
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認
実
施
要

領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
六
条
の
三

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
四
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を

受
け
た
場
合
に
は
、
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
確
認
の
方
法
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
確
認
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
に
係
る
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
に
関

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
に
係
る
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
に
関

す
る
確
認
の
申
請
）

す
る
確
認
の
申
請
）

第
七
条

［
略
］

第
七
条

［
同
上
］

２

前
項
各
号
の
申
請
書
に
は
、
廃
棄
体
を
埋
設
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
次
に

２

前
項
各
号
の
申
請
書
に
は
、
廃
棄
体
を
埋
設
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
次
に

掲
げ
る
書
類
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
廃
棄
物
を
埋
設
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第

掲
げ
る
書
類
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
廃
棄
物
を
埋
設
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第

一
号

及
び

か
ら
第
六
号
ま
で

に
掲
げ
る
書

一
号

及
び

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

、

第
四
号

、
第
七
号
及
び
第
八
号

、

第
四
号
及
び
第
七
号

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

七

七

六

埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物

に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

［
号
を
加
え
る
。
］

八

等

シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
説
明
書

［
３

略
］

［
３

同
上
］

・
４

・
４

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
の
技
術
上
の
基
準
）

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
の
技
術
上
の
基
準
）
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第
八
条

［
略
］

第
八
条

［
同
上
］

２

廃
棄
体
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

２

［
同
上
］

。［
一

略
］

［
一

同
上
］

・
二

・
二

二

放
射
能
濃
度
が
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の
五

二

放
射
能
濃
度
が

申
請
書
等
に
記
載
し
た
最
大
放
射
能
濃
度
を
超

三

三

許
可

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
最
大
放
射
能
濃
度
を
超
え
な
い

え
な
い
こ
と
。

こ
と
。

［
三

～
七

略
］

［
三

～
七

同
上
］

四

八

四

八

九

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第

九

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
許
可
申
請
書
等
に
記
載
し
た
も
の
で

五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

あ
る
こ
と
。

と
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
廃
棄
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

前
三
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第

四

前
三
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
許
可
申
請
書
等
に
記
載
し
た
も
の
で

五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

あ
る
こ
と
。

と
。

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
に
係
る
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
に
関

す
る
確
認
の
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
八
条
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
七
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を

埋
設
し
よ
う
と
す

受
け
た
場
合
に
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
確
認
の

る
放
射
性
廃
棄
物
等
が
前
条
第
一
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を

方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
確
認
実
施

確
認
す
る

要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
確
認
証
）

（
確
認
証
の
交
付
）

第
九
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、
第
四
条
第
一

第
九
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二
項

項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
施
設

及

の
確
認
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と

等

び
こ
れ
に
関
す
る
保
安
の
た
め
の
措
置
又
は
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃

き
は
、
確
認
証
を
交
付
す
る
。

棄
物

及
び
こ
れ
に
関
す
る
保
安
の
た
め
の
措
置
が
第
六
条
又
は
前
条
の
技

等
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術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設

の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
確

認
証
を
交
付
す
る
。

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
十
条

法
第
五
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
（
第
二
種

第
十
条

法
第
五
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
（
第
二
種

廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事
者
が
連
署
（
新
設

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事
者
が
連
署
（
新
設

分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
を
し
て
、
こ
れ
を
原
子
力
規
制
委
員
会

分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
し
て
、
こ
れ
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な

［
号
を
加
え
る
。
］

に
関
す
る
事
項

体
制
の
整
備

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

［
同
上
］

ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な

［
号
を
加
え
る
。
］

体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

八

［
略
］

七

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
記
録
）

（
記
録
）

第
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
記
録
（
第
二
種
廃
棄
物
埋

第
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
記
録
（
第
二
種
廃
棄
物
埋

設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄

設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て

て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て

置
か

記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け

お

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

記
録
す
べ

記
録
す
べ

記

録

事

項

保

存

期

間

記

録

事

項

保

存

期

間

き
場
合

き
場
合
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［
一
～
三

略
］

［
略
］

［
略
］

［
一
～
三

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

四

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
管
理
（

四

保
守
記
録

第
十
六
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う

。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
記
録

イ

第
十
六
条
第
四

号
の
規
定
に

施
設
管
理

施
設
管
理
を
実

イ

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡
視
及
び

巡
視
及
び

一
年
間

三

よ
る
施
設
管
理
の
実
施
状
況
及
び

の
実
施
の

施
し
た
廃
棄
物

点
検
の
状
況
並
び
に
そ
の
担
当
者

点
検
の
都

そ
の
担
当
者
の
氏
名

都
度

埋
設
施
設
の
解

の
氏
名

度

体
又
は
廃
棄
を

し
た
後
五
年
が

経
過
す
る
ま
で

の
期
間
（
廃
棄

物
埋
設
地
に
係

る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
第
七
項

に
定
め
る
期
間

）

ロ

第
十
六
条
第
五

号
の
規
定
に

評
価
の
都

評
価
を
実
施
し

ロ

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
修
理
の
状

修
理
の
都

一
年
間
（
廃
棄

四

よ
る
施
設
管
理
方
針
、
施
設
管
理

度

た
廃
棄
物
埋
設

況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

度

物
埋
設
地
に
係

目
標
及
び
施
設
管
理
実
施
計
画
の

施
設
の
施
設
管

る
場
合
に
あ
つ

評
価
の
結
果
及
び
そ
の
評
価
の
担

理
方
針
、
施
設

て
は
、
第
七
項

当
者
の
氏
名

管
理
目
標
又
は

に
定
め
る
期
間

施
設
管
理
実
施

）

計
画
の
改
定
ま

で
の
期
間

五

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
事
故
記
録

五

［
同
上
］
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イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の
日
時

［
略
］

［
略
］

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の
時

［
同
上
］

［
同
上
］

［
ロ
～
ニ

略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
六
～
九

略
］

［
六
～
九

同
上
］

十

品
質
管
理
基
準
規
則
第
四
条
第
三

［
略
］

［
略
］

十

第
十
三
条
の
三
の
品
質
保
証
計
画

［
同
上
］

［
同
上
］

項

の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

に
関
し
て
の
文
書
及
び
品
質
保
証
計

に
規
定
す
る

ト
文
書
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

画
に
従
つ
た
計
画
、
実
施
、
評
価
及

ス
テ
ム
に
従
つ
た
計
画
、
実
施
、
評

び
改
善
状
況
の
記
録
（
他
の
号
に
掲

価
及
び
改
善
状
況
の
記
録
（
他
の
号

げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

［
十
一
～
十
四

略
］

［
略
］

［
略
］

［
十
一
～
十
四

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

第
一
項
の
表
第
一
号
、
第
二
号
ハ
、
リ
及
び
ヌ
、
第
四
号
イ
、
第
五
号
、

７

第
一
項
の
表
第
一
号
、
第
二
号
ハ
、
リ
及
び
ヌ
、
第
四
号
ロ
、
第
五
号
、

第
六
号
ロ
、
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十
一
号
並
び
に
第
十
三
号
の
記
録
の
保

第
六
号
ロ
、
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十
一
号
並
び
に
第
十
三
号
の
記
録
の
保

存
期
間
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

存
期
間
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）

（
品
質
保
証
）

第
十
三
条
の
三

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃

第
十
三
条
の
三

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃

棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の
五

棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
品
質
保
証
計
画
を
定
め
、
こ
れ

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

に
基
づ
き
保
安
活
動
（
第
十
四
条
か
ら
第
十
九
条
の
二
ま
で
に
規
定
す
る
措

に
基
づ
き
保
安
活
動
（
次
条
か
ら
第
十
九
条
の
二
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を

置
を
含
む
。
）
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
品
質

含
む
。
）
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
品
質
マ
ネ

保
証
計
画
の
改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
品
質
保
証
計
画
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
三
条
の
四

品
質
保
証
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
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も
の
と
す
る
。

一

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
事
項

二

保
安
活
動
の
計
画
に
関
す
る
事
項

三

保
安
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事
項

四

保
安
活
動
の
評
価
に
関
す
る
事
項

五

保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る
事
項

（
品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
三
条
の
五

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
二
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
）
に
よ

つ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

品
質
保
証
に
関
す
る
責
任
及
び
権
限
並
び
に
業
務
が
明
確
で
あ
る
こ
と

。
三

品
質
保
証
計
画
の
策
定
、
実
施
、
評
価
及
び
そ
の
改
善
を
継
続
的
に
行

う
仕
組
み
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
計
画
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
三
条
の
六

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
計
画
に
関
す
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
に
お
い
て
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
Ｑ
九
〇
〇
〇
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
そ
の
相

互
関
係
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
の
各
段
階
を
踏
ま
え
て
実

施
し
、
保
安
活
動
の
改
善
を
継
続
し
て
行
う
仕
組
み
と
す
る
こ
と
。

三

外
部
か
ら
物
品
又
は
役
務
を
調
達
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
管
理

を
適
切
に
行
う
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

四

保
安
の
た
め
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
実
施
す
べ
き
内
容
を
定
め
る
こ
と

。
五

保
安
活
動
に
関
す
る
文
書
及
び
記
録
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
手
順
を

定
め
る
こ
と
。

六

保
安
活
動
を
実
施
す
る
者
に
対
す
る
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
の
体
系
を
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定
め
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
実
施
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
三
条
の
七

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
を
構
成
す
る
個
別
の
業
務
（
以
下
「
個
別
業
務
」
と
い
う
。

）
ご
と
に
、
次
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

個
別
業
務
の
目
標
及
び
個
別
業
務
に
関
す
る
要
求
事
項
を
明
確
に
し

、
個
別
業
務
の
実
施
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
施
計
画
」
と

い
う
。
）
を
策
定
す
る
こ
と
。

ロ

個
別
業
務
の
実
施
は
、
実
施
計
画
に
基
づ
き
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
計
画
が
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
適
切
な

段
階
で
確
認
す
る
こ
と
。

ハ

実
施
計
画
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
内
容
を
適
切
に
管
理
す
る
こ

と
。

二

外
部
か
ら
物
品
又
は
役
務
を
調
達
す
る
場
合
は
、
実
施
計
画
に
適
切
な

調
達
の
実
施
に
必
要
な
事
項
（
当
該
物
品
又
は
役
務
の
調
達
後
に
お
け
る

こ
れ
ら
の
維
持
又
は
運
用
に
必
要
な
技
術
情
報
（
保
安
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
取
得
し
、
他
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
及
び
他
の
第
二
種

廃
棄
物
埋
設
事
業
者
と
共
有
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
を

含
む
。
）
及
び
こ
れ
が
確
実
に
守
ら
れ
る
よ
う
管
理
す
る
方
法
を
定
め
る

こ
と
。

三

個
別
業
務
が
実
施
計
画
に
定
め
た
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
、
必
要
な
検
査
及
び
試
験
を
定
め
て
行
う
こ
と
。

四

保
安
の
た
め
の
重
要
度
に
応
じ
て
前
号
の
検
査
及
び
試
験
を
行
う
者
を

定
め
る
こ
と
。

五

要
求
事
項
に
適
合
し
な
い
状
態
（
以
下
「
不
適
合
」
と
い
う
。
）
が
発

生
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
適
切
に
管
理
す
る
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
評
価
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
三
条
の
八

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
評
価
に
関
す
る
事
項
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は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
、
必
要
な
監
視
及
び
測
定
を
計
画

的
に
行
う
こ
と
。

二

保
安
活
動
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
、
計
画

的
に
監
査
を
行
う
こ
と
。

三

前
号
の
評
価
は
、
対
象
と
な
る
個
別
業
務
を
実
施
し
た
者
以
外
の
者
に

よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
改
善
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
三
条
の
九

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

不
適
合
に
対
す
る
再
発
防
止
の
た
め
に
行
う
是
正
に
関
す
る
処
置
に
関

す
る
手
順
（
第
二
十
二
条
の
十
七
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障
等
の
事
象
そ

の
他
が
発
生
し
た
根
本
的
な
原
因
を
究
明
す
る
た
め
に
行
う
分
析
（
以
下

「
根
本
原
因
分
析
」
と
い
う
。
）
の
手
順
を
含
む
。
）
を
確
立
し
て
行
う

こ
と
。

二

生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
不
適
合
を
防
止
す
る
た
め
の
予
防
に
関
す
る
処

置
（
以
下
「
予
防
処
置
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
手
順
（
根
本
原
因
分
析

の
手
順
を
含
む
。
）
を
確
立
し
て
行
う
こ
と
。

三

予
防
処
置
に
当
た
つ
て
は
、
自
ら
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
お
け
る
保
安

活
動
の
実
施
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
知
見
の
み
な
ら
ず
他
の
施
設
か
ら
得
ら

れ
た
知
見
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。

四

前
条
の
評
価
結
果
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。

（
作
業
手
順
書
等
の
遵
守
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
三
条
の
十

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃

棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
要
領
書
、
作
業
手
順
書
そ
の
他

保
安
に
関
す
る
文
書
（
以
下
「
作
業
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
こ

れ
ら
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
管
理
）

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
）
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第
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃
棄
物

第
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃
棄
物

埋
設
事
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
設
計
、
工
事
、

埋
設
事
業
者
は
、
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
認
可
又
は
変
更
の
認
可

巡
視
、
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
施
設
の
管
理
（
以
下
「
施
設
管
理
」
と
い
う

を
受
け
た
保
安
規
定
に
お
い
て
、
毎
週
一
回
以
上
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保

。
）
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

全
に
従
事
す
る
者
に
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
つ
い
て
巡
視
及
び
点
検
を
行
わ
せ

一

廃
棄
物
埋
設
施
設
が
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
第
六

条
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
性
能
を
有
す
る
よ
う
、
こ
れ
を
設
置
し

、
及
び
維
持
す
る
た
め
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針

（
以
下

「
施
設
管
理
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ

こ
の
条
に
お
い
て

と
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

前
号
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二

項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

の
六
第
三
項
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に
記
載
さ

れ
た
第
二
十
二
条
の
七
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
の
施
設
管
理
方

針
を
定
め
る
こ
と
。

三

第
一
号
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
施
設
管
理
方
針
に
従

二

廃
棄
物
埋
設
施
設
に
つ
い
て
定
量

つ
て
達
成
す
べ
き
施
設
管
理
の
目
標
（

以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
目
標

的
に
定
め
る
目
標
を
含
む
。

条

」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。

四

前
号
に
規
定
す
る
施
設
管
理
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を

三定
め
た
施
設
管
理
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「

条

施
設
管
理
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
従
つ
て
施

設
管
理
を
実
施
す
る
こ
と
。

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
及
び
期
間
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
設
計
及
び
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡
視
（
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
の
た
め
に
実

施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
点

検
等
」
と
い
う
。
）
の
方
法
、
実
施
頻
度
及
び
時
期
（
廃
棄
物
埋
設
施

設
の
操
作
中
及
び
操
作
停
止
中
の
区
別
を
含
む
（
法
第
五
十
一
条
の
二
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十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
。
）
に
関
す
る
こ
と

。
ホ

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行
う
保
安

の
確
保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
設
計
、
工
事
、
巡
視
及
び
点
検
等
の
結
果
の
確

認
及
び
評
価
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

ト

ヘ
の
確
認
及
び
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
て
実
施
す
べ
き
処
置
（
品
質

管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
七
号

の
未
然
防
止
処
置

に
規
定
す
る

を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

チ

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

五

施
設
管
理
方
針
、
施
設
管
理
目
標
及
び
施
設
管
理
実
施
計
画
を
、
そ

四れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
期
間
ご
と
に
評
価
す
る
こ
と
。

イ

施
設
管
理
方
針
及
び
施
設
管
理
目
標
に
あ
つ
て
は
、
一
定
期
間

ロ

施
設
管
理
実
施
計
画
に
あ
つ
て
は
、
前
号
イ
に
規
定
す
る
期
間

六

前
号
の
評
価
を
実
施
す
る
都
度
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
廃
棄
物

五埋
設
施
設
の
施
設
管
理
方
針
、
施
設
管
理
目
標
又
は
施
設
管
理
実
施
計
画

に
反
映
す
る
こ
と
。

七

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
操
作
を
相
当
期
間
停
止
す
る
場
合
そ
の
他
廃
棄

六物
埋
設
施
設
が
そ
の
施
設
管
理
を
行
う
観
点
か
ら
特
別
な
状
態
に
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
状
態
に
応
じ
て
、
前
各
号
に

掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
特
別
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
設
計
想
定
事
象
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
）

第
十
七
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃

［
条
を
加
え
る
。
］

棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
設
計
想
定
事
象
に
関
し
て
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第

一
項
又
は
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
（
法
第
五
十

一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
認
可
を

受
け
た
と
こ
ろ
）
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
廃
棄
物

埋
設
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

設
計
想
定
事
象
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る

た
め
の
活
動
に
関
す
る
計
画
（
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
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お
け
る
火
災
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
。
）
を
定
め
る
と
と
も
に

、
当
該
計
画
の
実
行
に
必
要
な
要
員
を
配
置
し
、
当
該
計
画
に
従
つ
て
必

要
な
活
動
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ

廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
け
る
可
燃
物
の
管
理
に

関
す
る
こ
と
。

ロ

消
防
吏
員
へ
の
通
報
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

消
火
又
は
延
焼
の
防
止
そ
の
他
消
防
隊
が
火
災
の
現
場
に
到
着
す
る

ま
で
に
行
う
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

二

設
計
想
定
事
象
の
発
生
時
に
お
け
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
必
要
な
機
能

を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
定
期

に
実
施
す
る
こ
と
。

三

設
計
想
定
事
象
の
発
生
時
に
お
け
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
必
要
な
機
能

を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
照
明
器
具
、
無
線
機
器

そ
の
他
の
資
機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
設
計
想
定
事
象
の
発
生
時
に
お
け
る

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め

に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

（
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
十
八
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃
棄
物

第
十
八
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃
棄
物

埋
設
事
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ

埋
設
事
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質

る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
運

等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

搬
前
に
こ
れ
ら
の

実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

措
置
の

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

第
二
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃

４

第
二
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃

料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
及
び

五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
核
燃

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）

料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三

第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て

条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
保
安

保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か

の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
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わ
ら
ず
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
を
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に

ず
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
を
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
に
お

お
い
て
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
て
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

（
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃
棄
物

第
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃
棄
物

埋
設
事
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ

埋
設
事
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ

る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
廃

る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け

棄
前
に
こ
れ
ら
の

実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
の

［
一
～
十
四

略
］

［
一
～
十
四

同
上
］

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
二
十
条

法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認
可

第
二
十
条

［
同
上
］

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
認

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二

安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
与
を
含
む
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
品
質
管
理
基
準
規
則

三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方

第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
手
順
書
等
（
次
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お

法
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規

い
て
単
に
「
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

［
略
］

四

［
同
上
］

四

［
略
］

五

［
同
上
］

五

廃
棄
物
埋
設
施
設
の

管
理
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に

六

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す

操
作
及
び

関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る

［
同
上
］

も
の

［
⑴
～
⑷

略
］

［
⑴
～
⑷

同
上
］
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⑸

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑸

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

六

［
略
］

七

［
同
上
］

七

［
略
］

八

［
同
上
］

八

［
略
］

九

［
同
上
］

九

［
略
］

十

［
同
上
］

十

［
略
］

十
一

［
同
上
］

十
一

［
略
］

十
二

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十
三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
処
置
に

関
す
る
こ
と
。

十
二

［
略
］

十
四

［
同
上
］

十
三

（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
五

（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
二

放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
れ

十
四

放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
れ

、
運
搬
、
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
（
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を

、
運
搬
、
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。

含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

十
五

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

十
六

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

設
計
想
定
事
象
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措

［
号
を
加
え
る
。
］

十
五

置
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

［
略
］

十
六

［
同
上
］

十
六

十
七

十
六

［
号
を
加
え
る
。
］

十
七

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

［
十
七
・
十
八

略
］

［
十
七
・
十
八

同
上
］

十
八
・
十
九

十
八
・
十
九

十
九

不
適
合
（
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定

十
九

不
適
合
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情

二
十

二
十

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
十
九

号
に
お
い
て
同

報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の
公
開

に
関
す
る
こ
と
。

二
十

［
略
］

二
十

［
同
上
］

二
十
一

二
十
一

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

２

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二

２

［
同
上
］

者
は
、
当
該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置

種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
当
該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認

計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
五
十
一
条
の

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実

十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ

施
す
る
た
め
、
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け

る
事
項
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又
は
変
更
し
た
保
安

に
あ
つ
て
は
、
第
八
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
九
号
を
除
く
。
）
を
追
加
し

規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
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、
又
は
変
更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を

き
も
同
様
と
す
る
。

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二

安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
与
を
含
む
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手
順
書
等
の
保
安
規

三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

法
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手

四

廃
止
措
置
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方
法
及
び

順
書
等
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規
定
上
の

位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

四

［
略
］

五

［
同
上
］

五

［
略
］

六

［
同
上
］

六

廃
止
措
置
の
管
理
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
で
あ

七

廃
止
措
置
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と

つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

放
射
能
の
減
衰
に
応
じ
た
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
に
つ
い
て
の

七

八

［
同
上
］

保
安
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

八

［
略
］

九

［
同
上
］

七
九

［
略
］

十

［
同
上
］

八
十

［
略
］

十
一

［
同
上
］

九
［
号
を
削
る
。
］

十
二

第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評
価

等
に
必
要
な
情
報
を
把
握
す
る
た
め
の
廃
棄
物
埋
設
地
及
び
そ
の
周
辺
の

状
況
の
監
視
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

［
略
］

十
二

［
同
上
］

十

十
三

［
号
を
削
る
。
］

十
三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
処
置

十
四

に
関
す
る
こ
と
。

十
二

放
射
性
廃
棄
物
の
運
搬
、
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
（
事
業
所
の

十
四

放
射
性
廃
棄
物
の
運
搬
、
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ

十
一

十
五

外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

と
。

十
三

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

十
六

十
四

設
計
想
定
事
象
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措

［
号
を
加
え
る
。
］

十
三
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置
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

［
略
］

十
六

［
同
上
］

十
四

十
七

十
六

［
略
］

十
七

［
同
上
］

十
五

十
八

十
七

［
号
を
加
え
る
。
］

十
六

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
九

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評
価
等

［
十
八
～
二
十
一

略
］

［
十
八
～
二
十
一

同
上
］

に
関
す
る
こ
と
。

十
七

［
略
］

二
十

［
同
上
］

十
八

［
略
］

二
十
一

［
同
上
］

十
九

［
略
］

二
十
二

［
同
上
］

二
十

［
略
］

二
十
三

［
同
上
］

３

法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
又
は
変
更
の
認
可
を

３

法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
又
は
変
更
の
認
可
を

受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
認
可

受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
第
一
項
第
七
号
又
は
前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に

項
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
申
請
書

よ
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評
価
等
の
結
果
に
関
す
る
説
明
書
を
添

に
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評
価
等
の

え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
果
に
関
す
る
説
明
書
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
３
～

５

略
］

［
３
～

５

同
上
］

４
・

４
・

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
第
二

種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
毎
年
四
回
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場

合
は
、
廃
止
措
置
の
実
施
状
況
に
応
じ
、
毎
年
四
回
以
内
行
う
も
の
と
す
る

。
２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
十
二
条
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に
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限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
廃
棄
物
埋
設
地
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

（
廃
棄
物
埋
設
地
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
一
条

令
第
三
十
七
条
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
書
（
第
二
種
廃
棄
物

第
二
十
一
条

［
同
上
］

埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

令
第
三
十
七
条
第
七
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に

［
号
を
加
え
る
。
］

係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
保

安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
記

を

載
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

［
同
上
］

ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な

［
号
を
加
え
る
。
］

体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

七

［
略
］

六

［
同
上
］

八

［
略
］

七

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
略

］

同
上

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
二
十
二
条
の
三

削
除

第
二
十
二
条
の
三

法
第
五
十
一
条
の
二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
毎
年
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
員
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

特
定
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要
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な
最
小
限
度
の
量
に
限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

第
二
十
二
条
の
六
の
二

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
三
第
一
項
の
廃
止
措
置

第
二
十
二
条
の
六
の
二

［
同
上
］

実
施
方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

第
二
十
二
条
の
七
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設

九

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
そ
の

［
号
を
削
る
。
］

及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

［
十
・
十
一

略
］

［
十

同
上
］

九

［
略
］

十

［
同
上
］

十

［
略
］

［
同
上
］

十
一

十
二

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

十
二

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
保
証
計
画

十
一

［
十
三
・
十
四

略
］

［
十
三

同
上
］

十
二

［
略
］

十
三

［
同
上
］

十
三

［
略
］

十
四

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条
の
七

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
措

第
二
十
二
条
の
七

［
同
上
］

置
計
画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
廃
止

措
置
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

廃
止
措
置
対
象
附
属
施
設
及
び
そ
の
敷
地

三

廃
止
措
置
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
埋
設
地
の
附
属
施
設
（
以
下
「
廃
止

措
置
対
象
附
属
施
設
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
敷
地

四

［
略
］

四

［
同
上
］

五

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
廃
棄
物
埋
設
施
設
（
以
下
こ

［
号
を
加
え
る
。
］

の
条
及
び
第
二
十
二
条
の
十
三
に
お
い
て
「
性
能
維
持
施
設
」
と
い
う
。

）
六

性
能
維
持
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
そ
の
性
能
並
び
に
そ

［
号
を
加
え
る
。
］

の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

七
［

略
］

五
［

同
上
］

四
～
七

四
～
七

八

［
略
］

六

［
同
上
］
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九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

八

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

［
同
上
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を

六

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
そ
の

［
号
を
削
る
。
］

維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

［
七
・
八

略
］

［
七
・
八

同
上
］

六

［
略
］

七

［
同
上
］

七

［
略
］

八

［
同
上
］

九

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
説
明
書

九

品
質
保
証
計
画
に
関
す
る
説
明
書

八
十

［
略
］

十

［
同
上
］

九
十

［
略
］

十
一

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準

第
二
十
二
条
の
八

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

第
二
十
二
条
の
八

［
同
上
］

用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し

種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら

第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

第
八
号

事
項

四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
）

第
二
十
二
条
の
十
二
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ

［
条
を
加
え
る
。
］

り
、
廃
止
措
置
の
結
果
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）
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第
二
十
二
条
の
十
三

法
第
五
十
一
条
の
二
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止

第
二
十
二
条
の
十
三

［
同
上
］

措
置
計
画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
事

業
者
に
係
る
者
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
廃
止

措
置
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

七

七

五

性
能
維
持
施
設

［
号
を
加
え
る
。
］

六

性
能
維
持
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
そ
の
性
能
並
び
に
そ

［
号
を
加
え
る
。
］

の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

七

［
略
］

五

［
同
上
］

八

［
略
］

六

［
同
上
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

八

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

［
同
上
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を

六

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
そ
の

［
号
を
削
る
。
］

維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

［
七
・
八

同
上
］

六

［
略
］

七

［
同
上
］

七

［
略
］

八

［
同
上
］

［
七
・
八

略
］

九

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
説
明
書

九

品
質
保
証
計
画
に
関
す
る
説
明
書

八九

［
号
を
加
え
る
。
］

廃
棄
物
埋
設
地
の
所
在
等
を
示
す
措
置
に
関
す
る
説
明
書

十

［
略
］

十

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
八
条

第
二
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
対
す
る
検
査
に
つ
い
て
、
法
第

五
十
一
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
七
項
の
身
分

を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
五
の
二
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
五
十
一

条
の
二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
七
項
の
身
分
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を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
五
の
三
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
六
十
八

条
第
六
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
六
に
よ
る
も
の
と
す
る

。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の

第
二
十
九
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の

提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記

提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録

録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う

で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う

。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
別
記
様
式
第
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
別
記
様
式
第
七
の
電

別
記
様
式
第
六
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

［
一

～
三

略
］

［
一

～
三

同
上
］

・
二

・
二

三

前
条
第
一
項
の
報
告
書

三

第
二
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書

［
様
式
を
削
る
。
］

（

2
8

）

［

］

別
記
様
式
第
５
の
２

第
条
関
係

略

［
様
式
を
削
る
。
］

（

2
8

）

［

］

別
記
様
式
第
５
の
３

第
条
関
係

略

［
様
式
を
削
る
。
］

（

2
8

）

［

］

別
記
様
式
第
６

第
条
関
係

略

（

2
8

）

［

］

（

2
9

）

［

］

別
記
様
式
第
６

別
記
様
式
第
７

第
条
関
係

略
第

条
関
係

同
上
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核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

別
表
第
十
二

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

［
同
上
］

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

「
保
安
活
動
」
と
は
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品

［
号
を
加
え
る
。
］

質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

元
年
原
子
力
規

二

制
委
員
会
規
則
第

●
号
。
以
下
「
品
質
管
理
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）

二

第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
安
活
動
を
い
う
。

七

「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二

［
号
を
加
え
る
。
］

条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

八

「
廃
止
措
置
対
象
施
設
」
と
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の

［
号
を
加
え
る
。
］

認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
又
は

届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
係
る
廃
止
措
置
の
対

象
と
な
る
廃
棄
物
管
理
施
設
を
い
う
。

九

「
設
計
想
定
事
象
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
象
で
あ
つ
て
、
廃
棄
物
管

［
号
を
加
え
る
。
］

理
施
設
の
設
計
に
お
い
て
発
生
を
想
定
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

イ

自
然
現
象

ロ

廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
す
る
事
業
所
内
又
は
そ
の
周
辺
に
お
け
る

廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
事
象
で
あ
つ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

廃
棄
物
管
理
施
設
内
に
お
け
る
火
災
そ
の
他
の
廃
棄
物
管
理
施
設
の

安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象

（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
の
申
請
書
（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
係

第
二
条

［
同
上
］
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る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る

。［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
七
号
の
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
の
た

［
号
を
加
え
る
。
］

め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
つを

い
て
は
、
保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

２

［
同
上
］

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
二

項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

七

七

九

廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要

［
号
を
加
え
る
。
］

八な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

九

［
略
］

［
同
上
］

八

十

［
略
］

［
同
上
］

九

十
一

［
略
］

［
同
上
］

十

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ

４

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ

る
場
合
で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判

る
場
合
で
あ
つ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判

断
し
て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
一
号
に
掲
げ

断
し
て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る

る
診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
五
十
一
条
の
四
第
三
号
に
該
当
し
な

診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
五
十
一
条
の
四
第
三
号
に
該
当
し
な
い

い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

令
第
三
十
三
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に

第
三
条

［
同
上
］

係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

一

令
第
三
十
三
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条

一

令
第
三
十
三
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条

の
二
第
三
項
第
三
号
の
廃
棄
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量
の
変
更

の
二
第
三
項
第
三
号
の
廃
棄
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量
の
変
更

に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
廃
棄
物
管
理
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
及

に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
廃
棄
物
管
理
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
及

- 898 -



- 3 -

び
数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご

び
数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご

と
の
最
大
放
射
能
濃
度
を
記
載
し
、
同
項
第
四
号
の
廃
棄
物
管
理
施
設
の

と
の
最
大
放
射
能
濃
度
を
記
載
し
、
同
項
第
四
号
の
廃
棄
物
管
理
施
設
の

位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
条
第
一
項

位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
条
第
一
項

第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項

第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項

第
四
号
の
廃
棄
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
条
第
一
項

第
四
号
の
廃
棄
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
条
第
一
項

第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項

第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

第
七
号
の
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に

必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第

二
条

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

第

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、

２

［
同
上
］

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

変
更
後
に
お
け
る
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品

［
号
を
加
え
る
。
］

質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
認
可
を
要
し
な
い
工
事
等
）

第
三
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

［
条
を
加
え
る
。
］

め
る
工
事
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
変
更
の

工
事
で
あ
つ
て
、
次
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

を
伴
う
工
事
以
外
の
工
事
と
す
る
。

２

法
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

め
る
軽
微
な
変
更
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、

設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認

可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率

の
値
を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ
の
他
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
全
上
支
障

の
な
い
変
更
と
す
る
。

３

法
第
五
十
一
条
の
七
第
五
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

め
る
場
合
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
条
第

一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う
場
合
以
外
の
場
合
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と
す
る
。

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

第
四
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
廃
棄
物
管
理
施

第
四
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
廃
棄
物
管
理
施

設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
（
第
十
一
条
に
規
定
す
る
特
定
廃
棄
物

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

管
理
施
設
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
に
関
す
る
溶
接
の
方
法
を
除
く
。
以

原
子
力
規
制
委
員
会

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

に

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

工
事
工
程
表

［
号
を
加
え
る
。
］

五

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

四

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組

織
（
以
下
「
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
次
の
事
項

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

イ

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ロ

保
安
活
動
の
計
画

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ハ

保
安
活
動
の
実
施

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ニ

保
安
活
動
の
評
価

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ホ

保
安
活
動
の
改
善

六

［
略
］

五

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
法
第

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
法
第

五
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け

五
十
一
条
の
七
第
三
項
第
二
号
の
技
術
上
の
基
準
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

た
と
こ
ろ
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

に
お
い
て
「
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
上
の
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適

で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
並
び
に
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の

合
し
て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
当
該
申
請
に

計
画
が
法
第
五
十
一
条
の
九
の
技
術
上
の
基
準
（
以
下
「
技
術
基
準
」
と
い

係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
上
の
基
準
に

う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の
他
の

適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
並
び
に
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び

当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ

工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
が
同
項
第
三
号
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合

と
を
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
五
十
一
条
の
七
第
一

３

設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
五
十
一
条
の
七
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

を
付
し
、
分
割
し
て
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
付
し
、
分
割
し
て
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
五
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
受
け
た
特
定

第
五
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
受
け
た
特
定

廃
棄
物
管
理
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
変
更
の
認
可

廃
棄
物
管
理
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
つ
い
て
変
更
の
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
工
事
工
程
表

［
号
を
加
え
る
。
］

五

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

質
管
理
の
方
法
等

六

［
略
］

五

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
既
に
原
子
力
規

制
委
員
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
当
該
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、

当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事

［
号
を
加
え
る
。
］

の
計
画
が
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
若

し
く
は
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
又
は
同
条
第

を
説
明

二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

し
た
書
類

二

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ

一

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術

と
を
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及

上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の

び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

他
の
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法

の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

［
号
を
削
る
。
］

二

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
が
法
第
五
十

一
条
の
七
第
三
項
第
三
号
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説

明
し
た
書
類

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
六
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

第
六
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
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者
（
廃
棄
物
管
理
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に

届
出
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

限
る
。
）
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
同
条
第
一
項
の

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

認
可
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
放
射

氏
名

線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
の
値
を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ
の

二

変
更
に
係
る
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
概
要

他
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

三

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
年
月
日
及
び
認
可
番

号
四

変
更
の
内
容

五

変
更
の
理
由

２

前
項
の
届
出
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
使
用
前
事
業
者
検
査
の
実
施
）

第
六
条
の
二

使
用
前
事
業
者
検
査
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に

［
条
を
加
え
る
。
］

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

構
造
、
強
度
及
び
漏
え
い
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

二

機
能
及
び
性
能
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

三

そ
の
他
設
置
又
は
変
更
の
工
事
が
そ
の
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
従
つ

て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

２

使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時

期
、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
事
業
者
検
査
の
記
録
）

第
六
条
の
三

使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

［
条
を
加
え
る
。
］

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

検
査
年
月
日

二

検
査
の
対
象

三

検
査
の
方
法

四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
行
つ
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
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容
七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
当
該
使
用
前
事
業
者
検
査
に
係

る
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
存
続
す
る
期
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
溶
接
に
係
る
使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
つ
た
旨
の
表
示
）

第
六
条
の
四

［
条
を
加
え
る
。
］

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の

技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

号
）

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
容
器

第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
容
器
等

若
し
く
は
管
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
で
あ

単
に

つ
て

溶
接
を
す
る
も

、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
主
要
な
溶
接
部
を
有
す
る

の
又
は
溶
接
を
し
た
容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
を
設
置
す
る
廃
棄
物

管
理
事
業
者
は
、
当
該
容
器
等
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を
し

た
容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
に
係
る
使
用
前
事
業
者
検
査
を
終
了
し

た
と
き
は
、
当
該
容
器
等
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を
し
た
容

器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
に
使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
つ
た
こ
と
を
示

す
記
号
そ
の
他
表
示
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

第
七
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
三
項
の
確
認
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係

第
七
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
検
査
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係

る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
使
用
前
確
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
使
用
前
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

原
子
力
規
制
委
員

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

会
に

［
略
］

［
同
上
］

一

一

二

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
に
係
る
事
業
所
の
名

二

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
す
る
事
業
所
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設

称
及
び
所
在
地

の
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
業
所
）
の
名
称
及
び
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所
在
地

［
号
を
削
る
。
］

三

工
事
工
程
表

三

申
請
に
係
る
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
概
要

［
号
を
加
え
る
。
］

四

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
年
月
日
及
び
認
可
番

［
号
を
加
え
る
。
］

号
五

使
用
前
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
前
事
業
者
検
査
に
係
る
工
事
の

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

工
程
、
期
日
及
び
場
所

六

［
略
］

五

［
同
上
］

七

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
核
燃
料
物
質
等
を
用
い
た
試
験
の
た
め
に
使

［
号
を
加
え
る
。
］

用
す
る
と
き
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
で
あ

つ
て
そ
の
完
成
し
た
部
分
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が

あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な

［
項
を
加
え
る
。
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

工
事
の
工
程

二

前
号
の
工
程
に
お
け
る
放
射
線
管
理
（
改
造
又
は
修
理
の
工
事
に
関
す

る
も
の
に
限
る
。
）

三

第
二
十
九
条
第
一
項
の
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
、
設
備
又
は

機
器

四

前
項
第
七
号
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
理
由
を

記
載
し
た
書
類

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
の
内

２

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
届

容
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
変
更
の
内
容
を
説
明
す
る

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る

３

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

。

一
通
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
八
条

法
第
五
十
一
条

八
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

第
八
条

使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号

の

で
定
め
る
場
合
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次

に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一

放
射
線
遮
蔽
材
又
は
特
に
気
密
若
し
く
は
水
密
を
要
す
る
材
料
若
し
く
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一

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
核
燃
料
物
質
等
を
用
い
た
試
験
の
た
め
に
使

は
部
品
に
関
す
る
事
項

化
学
分
析
試
験
、
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験
、

用
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法
に
つ
い
て
原
子
力

耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
制
委
員
会
の
承
認
を
受
け
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
期
間
内
に
お
い
て
そ

が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

の
承
認
を
受
け
た
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
と
き
。

二

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体
、
放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
施
設
そ
の
他
の
廃
棄

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
試
験
の
た
め

物
管
理
設
備
の
附
属
施
設
（
廃
棄
施
設
に
限
る
。
）
の
組
立
て
に
関
す
る

に
使
用
す
る
場
合

事
項

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
主
要
な
部
分
の
寸
法
が
測
定
で
き
る
と
き
又

三

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
完

は
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
若
し
く
は
漏
え
い
試
験
を
行
う

成
し
た
部
分
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
（

と
き
。

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び

三

計
測
制
御
系
統
施
設
、
放
射
線
管
理
施
設
そ
の
他
の
廃
棄
物
管
理
設
備

方
法
に
つ
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
の
承
認
を
受
け
、
そ
の
承
認
を
受
け

の
附
属
施
設
（
廃
棄
施
設
を
除
く
。
）
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ
れ

た
期
間
内
に
お
い
て
そ
の
承
認
を
受
け
た
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
と
き
。

ぞ
れ
の
施
設
が
完
成
し
た
と
き
。

四

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
置
の
場
所
の
状
況
又
は
工
事
の
内
容
に
よ

四

廃
棄
物
管
理
施
設
の
性
能
に
関
す
る
事
項

廃
棄
物
管
理
施
設
が
完
成

り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
支
障
が
な
い
と
認
め
て
使
用
前
確
認
を
受
け

し
た
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

な
い
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
指
示
し
た
場
合

五

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
変
更
の
工
事
で
あ
つ
て
、
第
四
条
第
一
項
第

三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う
工
事
以
外
の
工
事
の
場

合

［
条
を
削
る
。
］

第
九
条
の
二

削
除

（
使
用
前
検
査
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
九
条
の
三

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
七
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を

受
け
た
場
合
に
は
、
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査
の
方
法
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

（
使
用
前
確
認
証
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

第
十
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、
第
七
条
の
規

第
十
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と
き

定
に
よ
る
申
請
に
係
る
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
が
法
第
五
十
一
条
の
八
第
二

は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
し
た
と
き
は

、
使
用
前
確
認
証
を
交
付
す
る
。
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（
廃
止
措
置
中
の

廃
棄
物
管
理
施
設
の
維
持
）

（
溶
接
検
査
を
受
け
る
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
）

特
定

第
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
九
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

第
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め

め
る
場
合
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
廃
止
措

る
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

置
対
象
施
設
に

第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
第

一

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
又
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
化
合
物
を
含
む
液
体
状
又
は
気
体

第
三
十
五
条
の
五
の
二
第
九
号

五
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

状
の
物
質
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

法
第
五
十
一
条
の
九
本
文
の
規
定
は
、
同
号
の
性
能
維
持
施
設
に
限
り
、
適

す
る
も
の

用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

イ

そ
の
内
包
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
マ
イ
ク
ロ

ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場

合
は
、
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
容
器
で

あ
つ
て
、
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
又
は

内
容
積
が
〇
・
〇
四
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

ロ

そ
の
内
包
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
マ
イ
ク
ロ

ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場

合
は
、
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
管
で
あ

つ
て
、
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ

パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
つ
て
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も

の
（
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
区
域
内
に
あ
つ
て
内
部
の
圧
力
が
外
部

の
圧
力
よ
り
低
く
維
持
さ
れ
て
い
る
ダ
ク
ト
を
除
く
。
）

二

放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
状
又
は
気
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
容
器
又

は
管
（
前
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の

イ

そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場
合
は
、
三
十
七

キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
容
器
で
あ
つ
て
、

最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
又
は
内
容
積
が

〇
・
〇
四
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

ロ

そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場
合
は
、
三
十
七

キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
管
で
あ
つ
て
、
外

径
六
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

- 906 -



- 11 -

未
満
の
管
に
あ
つ
て
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も
の
（
放
射

性
物
質
の
閉
じ
込
め
区
域
内
に
あ
つ
て
内
部
の
圧
力
が
外
部
の
圧
力
よ

り
低
く
維
持
さ
れ
て
い
る
ダ
ク
ト
を
除
く
。
）

三

胴
の
外
径
が
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
容
器
又
は
外
径
百
五
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
管
（
前
各
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
を
除
く
。
）

で
あ
つ
て
、
放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
状
若
し
く
は
気
体
状
の
物
質
を
内

包
し
、
又
は
非
常
用
施
設
に
属
す
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
定
め
る
圧
力
以

上
の
圧
力
を
加
え
ら
れ
る
部
分
（
以
下
「
耐
圧
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
溶
接
を
す
る
も
の

イ

液
体
用
の
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
最
高
使
用
温
度
が
そ
の
液
体
の

沸
点
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
千
九
百
六
十
キ
ロ
パ

ス
カ
ル

ロ

イ
に
規
定
す
る
容
器
以
外
の
容
器
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
九

十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

ハ

イ
に
規
定
す
る
管
以
外
の
管
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
九
百
八

十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
（
長
手
継
手
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
四
百
九
十
キ
ロ

パ
ス
カ
ル
）

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
時
期
）

（
溶
接
検
査
の
申
請
）

第
十
二
条

定
期
事
業
者
検
査
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る

第
十
二
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
廃
棄
物
管
理
施

。
以
下
同
じ
。
）
は
、
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
つ
い
て
、
定
期
事
業
者
検

設
の
溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

査
が
終
了
し
た
日
以
降
十
二
月
を
超
え
な
い
時
期
（
判
定
期
間
が
十
三
月
以

記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
で
あ
る
も
の
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
が
別
に
指
定
し
た
場
合
は
、
そ

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

の
指
定
し
た
時
期
）
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
廃
棄
物
管

氏
名

理
施
設
の
設
置
の
工
事
の
後
の
初
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
つ
い
て
は
、
そ

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
個
数
、

の
使
用
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
十
二
月
を
超
え
な
い
時
期
に
行
う
も
の
と
す

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
並
び
に
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
種
類

る
。

及
び
濃
度

２

前
項
の
判
定
期
間
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
お
い
て
、
特
定
廃
棄
物
管
理

三

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

施
設
（
当
該
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
構
成
す
る
機
械
又
は
器
具
で
あ
つ
て

四

溶
接
工
程
表

、
第
一
号
及
び
第
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
第
三
号
に
該
当
し

五

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

な
い
も
の
に
限
る
。
）
が
次
条
第
二
項
の
一
定
の
期
間
を
満
了
す
る
ま
で
の

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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間
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合

。

に
お
け
る
当
該
期
間
（
機
械
又
は
器
具
ご
と
に
そ
の
期
間
が
異
な
る
場
合
に

一

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量
、
溶
接
部
の
設
計
及
び
溶
接
施
行
法
（
以

は
、
そ
の
う
ち
最
も
短
い
期
間
）
と
す
る
。

下
「
溶
接
施
行
方
法
」
と
い
う
。
）
並
び
に
溶
接
を
行
う
者
の
氏
名
を
記

一

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
構
成
す
る
機
械
又
は
器
具
で
あ
つ
て
、
次
条

載
し
た
溶
接
明
細
書

第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号

並
び
に
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
構
造
図

各
号

及
び

に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
べ
き
も
の

三

溶
接
部
の
設
計
図

二

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
構
成
す
る
機
械
又
は
器
具
で
あ
つ
て
、
そ
の

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と

定
期
事
業
者
検
査
の
都
度
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
補
修
、
取
替

き
は
、
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

え
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
の
あ
る
も
の

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

三

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
構
成
す
る
機
械
又

一
通
と
す
る
。

も
の

は
器
具

イ

計
測
装
置
で
あ
つ
て
そ
の
台
数
に
つ
い
て
冗
長
性
を
も
つ
て
設
置
さ

れ
て
い
る
も
の
、
ポ
ン
プ
又
は
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
つ
て
予
備
の
も
の
が

設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
機
械
又
は
器
具
で
あ
つ
て
特
定
廃
棄
物

管
理
施
設
の
使
用
時
に
お
い
て
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
補
修
、

取
替
え
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も
の

ロ

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
使
用
時
に
そ
の
機
械
又
は
器
具
を
検
査
す

る
こ
と
に
よ
り
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
の
確
保
に
支
障
を
来
さ

な
い
も
の

３

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
つ
い
て
の
次
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二

各
号

号

並
び
に
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
で
あ
つ

及
び

て
、
当
該
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の

使
用
時
に
お
け
る
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
の
確
保
に
支
障
を
来
さ
な規

い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
掲
げ
る

時
期
よ
り
も
前
の
時
期
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

定
す
る

４

次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子

力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
時
期
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

使
用
の
状
況
か
ら
第
一
項
に
規
定
す
る
時
期
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行

う
必
要
が
な
い
と
認
め
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
期
事
業
者
検
査
を

行
う
べ
き
時
期
を
定
め
て
承
認
し
た
と
き
。

二

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
時
期
に
定
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期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
て
、
原
子
力

規
制
委
員
会
が
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
べ
き
時
期
を
定
め
て
承
認
し
た

と
き
。

５

前
項
各
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

直
近
の
定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
年
月
日

四

定
期
事
業
者
検
査
開
始
希
望
年
月
日
及
び
そ
の
理
由

６

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
に
係
る
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
使
用
の
状

況
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請

が
第
四
項
第
二
号
の
承
認
に
係
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
を
添
付
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

７

第
五
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
）

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

第
十
三
条

定
期
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

第
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
検
査
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に

る
。

係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
ご
と
に
行
う
。

一

開
放
、
分
解
、
非
破
壊
検
査
そ
の
他
の
各
部
の
損
傷
、
変
形
、
摩
耗
及

一

溶
接
作
業
を
行
う
と
き
（
第
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管

び
異
常
の
発
生
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

に
つ
い
て
の
漏
止
め
溶
接
に
係
る
場
合
及
び
溶
接
作
業
の
標
準
化
、
溶
接

二

試
験
操
作
そ
の
他
の
機
能
及
び
作
動
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分

に
使
用
す
る
材
料
の
規
格
化
等
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
原
子
力
規
制
委
員

な
方
法

会
が
支
障
が
な
い
も
の
と
認
め
て
承
認
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
定
期
事
業
者
検
査
は
、
一
定
の
期
間
を

二

法
第
五
十
一
条
の
九
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
（
以

設
定
し
、
当
該
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
が
そ
の
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間

下
「
溶
接
の
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
非
破
壊
試
験
を
必
要
と
す

技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法

る
溶
接
部
に
つ
い
て
は
、
非
破
壊
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な

で
行
う
も
の
と
す
る
。

つ
た
と
き
。

３

前
項
の
一
定
の
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し
て
設
定
し
な
け
れ

三

溶
接
の
技
術
基
準
に
よ
り
機
械
試
験
を
必
要
と
す
る
突
合
せ
溶
接
部
に

ば
な
ら
な
い
。

つ
い
て
は
、
機
械
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
つ
た
と
き
。

一

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
点
検
、
検
査
又
は
取
替

四

耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
つ
た
と

え
の
結
果
か
ら
示
さ
れ
る
有
意
な
劣
化
の
有
無
及
び
有
意
な
劣
化
が
あ
る

き
（
第
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の
漏
止
め
溶
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場
合
に
は
そ
の
劣
化
の
傾
向

接
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
。

二

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
耐
久
性
に
関
す
る
研
究
の
成
果
そ
の
他
の
研

究
の
成
果

三

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
類
似
す
る
機
械
又
は
器
具
の
使
用
実
績
（
当

該
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
と
の
材
料
及
び
使
用
環
境
の
相
違
を
踏
ま
え
た

も
の
に
限
る
。
）

４

第
二
項
の
一
定
の
期
間
は
、
十
二
月
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
一
定
の
期
間
は
、
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
日
の
三
月
前

ま
で
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も

同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期

、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
記
録
）

（
溶
接
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
四
条

定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

第
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

す
る
も
の
と
す
る
。

則
で
定
め
る
場
合
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、

一

検
査
年
月
日

次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

二

検
査
の
対
象

一

第
二
条
第
一
項
第
二
号
ト
に
規
定
す
る
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設

三

検
査
の
方
法

の
う
ち
の
主
要
な
実
験
設
備
に
属
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
セ
ル
、

四

検
査
の
結
果

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
の
気
密
設
備
の
内
部
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に

五

検
査
を
行
つ
た
者
の
氏
名

つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内

溶
接
検
査
を
受
け
な
い
で
使
用
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合

容

二

漏
止
め
溶
接
の
み
を
し
た
第
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管

七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

（
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
そ
の
溶
接
の
み
を
新
た
に
す
る
も
の
を
含
む
。
）

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

を
使
用
す
る
場
合

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項
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２

定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
そ
の
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
が
廃

棄
さ
れ
た
後
五
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
中
に
お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
を
要
す
る
場
合
）

（
溶
接
の
方
法
の
認
可
）

第
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

第
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
廃

則
で
定
め
る
場
合
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、

棄
物
管
理
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
溶
接
施
行
工
場
ご
と
に
、
次
の
各
号
に

廃
止
措
置
対
象
施
設
に

第
三
十
五
条
の
六
条

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
五
条
の
五
の
二
第
九
号

第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量

四

溶
接
施
行
方
法
の
種
類

五

溶
接
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
が
行
う
溶
接
施
行
方
法
の
範
囲

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
た
書

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

溶
接
設
備

二

溶
接
施
行
方
法

三

溶
接
を
行
う
者
の
知
識
及
び
技
能

３

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
溶
接
の
方
法
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
認
可

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量
が
申
請
に
係
る
溶
接
施
行
方
法
に
よ
る
溶

接
を
行
う
の
に
適
切
で
あ
る
こ
と
。

二

溶
接
施
行
方
法
が
溶
接
部
の
強
度
を
確
保
す
る
の
に
適
切
で
あ
る
こ
と

。
三

溶
接
を
行
う
者
が
そ
の
行
お
う
と
す
る
溶
接
施
行
方
法
に
よ
る
溶
接
に

つ
い
て
相
当
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

４

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
報
告
）

（
輸
入
品
の
溶
接
検
査
）

第
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め

第
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
溶
接
を
し
た
特
定
廃
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る
と
き
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
定
期
事
業

棄
物
管
理
施
設
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
の
当
該
溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受

者
検
査
（
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規

開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
と
す
る
。

制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
五
十
一
条
の
十
第
三
項
の
報
告
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
定
期
事
業

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

者
検
査
が
終
了
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
遅
滞
な
く
、
前
項
に
規
定
す
る
と
き

氏
名

に
あ
つ
て
は
検
査
開
始
予
定
日
の
一
月
前
ま
で
（
第
十
三
条
第
二
項
の
一
定

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
個
数
、

の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
一
定
の
期
間
」
と
い
う
。
）
を
定

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
並
び
に
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
種
類

め
、
又
は
変
更
（
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
場
合

及
び
濃
度

は
三
月
前
ま
で
）
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、

三

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

氏
名

。

二

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

一

溶
接
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

三

検
査
の
対
象
及
び
方
法
並
び
に
期
日

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
構
造
図

四

検
査
の
実
績
又
は
予
定
の
概
要

三

溶
接
部
の
設
計
図

３

第
一
項
に
規
定
す
る
と
き
に
お
け
る
前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に

四

溶
接
（
第
十
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の
漏
止
め

掲
げ
る

規
定
す
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

溶
接
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
材
料
試
験
、
開
先
試
験
、
溶
接
作
業
試
験

一

定
期
事
業
者
検
査
の
計
画

、
非
破
壊
試
験
（
第
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
溶
接
部
に
関
す
る
も
の
に

二

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
の
施
設
管
理
（
以
下

限
る
。
）
、
機
械
試
験
（
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
溶
接
部
に
関
す
る
も
の

こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
施
設
管
理
」
と
い
う
。
）
の
重
要
度
が
高
い
系

に
限
る
。
）
及
び
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
（
同
条
第
四
号
に
規
定
す

統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め
る
同
項
第
三
号
の
施
設
管
理
目
標

る
溶
接
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
結
果
に
関
す
る
資
料
並
び
に
溶

三

第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
施
設
管
理
実
施
計
画
に
係
る
次
に
掲
げ

接
後
熱
処
理
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

る
事
項

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
（
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
日
を

き
は
、
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
う
。

）
及
び
期
間

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。

ロ

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
工
事
の
方
法
及
び
時
期

一
通
と
す
る
。

及
び
第
二

ハ

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
点
検
等
」
と
い
う
。
）
の
方
法
、

十
九
条
第
一
項
第
四
号

実
施
頻
度
及
び
時
期

ニ

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行
う

保
安
の
確
保
の
た
め
の
措
置
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四

第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
判
定
す
る
方
法
に
関
す
る
こ
と
（
同
項

。

の
一
定
の
期
間
を
含
む
。
）

五

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項

を
説
明
す
る
書
類
の
内
容
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変

更
の
内
容
を
説
明
す
る
書
類

六

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
二
号
又
は
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行

い
、
当
該
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記

載
し
た
書
類

七

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

を
説
明
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項

（
一
定
の
期
間
に
係
る
も

の
内
容

の
に
限
る
。
）
を
変
更
し
た

場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
十

に
変
更
が
あ
つ
た

三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類

４

前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
当
該

事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
一
定
の
期
間
を
変
更
し
た
場
合
に

あ
つ
て
は
、
第
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
書

類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
項
の
報
告
書
及
び
前
二
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す

る
。

第
十
六
条
の
二
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で

削
除

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

第
十
六
条
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
申
請
書
の

提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査
の
方
法

そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場

合
に
は
、
法
第
五
十
一
条
の
九
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。
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（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

第
十
七
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
又
は
第

四
項
の
検
査
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
い

、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
示
す

も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
）

第
十
八
条

令
第
三
十
五
条
第
二
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。一

廃
棄
施
設

二

非
常
用
電
源
設
備

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

第
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
検
査
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設

に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
施
設
定
期
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

二

廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
期
日

２

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正

本
一
通
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
の
実
施
）

第
二
十
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
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め
る
期
間
（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
一
年
と

す
る
。

第
二
十
条
の
二

削
除

（
施
設
定
期
検
査
実
施
要
領
書
）

第
二
十
条
の
三

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
十
九
条
第
一
項
の
申
請
書
の

提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
第
三
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
廃

棄
物
管
理
施
設
の
性
能
が
法
第
五
十
一
条
の
九
の
二
に
規
定
す
る
原
子
力

規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
の
検
査
に
関
し
、
そ
の
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定

め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

第
二
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
定
期
検
査
に
合
格
し
た
と
認

め
た
と
き
は
、
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

第
二
十
二
条

削
除

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
（
廃

第
二
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
（
廃

棄
物
管
理
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

棄
物
管
理
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事
者
が
連
署
（
新
設
分

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事
者
が
連
署
（
新
設
分

割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
を
し
て
、
こ
れ
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に

割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
し
て
、
こ
れ
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な

［
号
を
加
え
る
。
］

に
関
す
る
事
項

体
制
の
整
備

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

［
同
上
］

ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

- 915 -



- 20 -

七

廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な

［
号
を
加
え
る
。
］

体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

八

［
略
］

七

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
変
更
等
の
届
出
）

（
変
更
等
の
届
出
）

第
二
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
五
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
七
第
四
項
及
び

第
二
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
五
第
二
項
又
は
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
二

第
五
十
一
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
（
廃
棄
物
管

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
係
る
も
の
に

理
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
写
し
各
一

限
る
。
）
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
写
し
各
一
通
と
す
る
。

通
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
記
録
）

（
記
録
）

第
二
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
記
録
（
廃
棄
物
管
理
の

第
二
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
記
録
（
廃
棄
物
管
理
の

事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ

げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記

る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録

録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て

置
か
な
け

し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば

お

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

記
録
す
べ
き
場

記
録
す
べ
き
場

記

録

事

項

保

存

期

間

記

録

事

項

保

存

期

間

合

合

一

廃
棄
物
管
理
施
設
の
施
設

一

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の

管
理
（
第
二
十
九
条
第
一
項

検
査
記
録

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
係
る
記
録

イ

使
用
前
確
認
の
結
果

確
認
の
都
度

同
一
事
項
に
関
す

イ

使
用
前
検
査
の
結
果

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関
す

る
次
の
確
認
の
と

る
次
の
検
査
の
と
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き
ま
で
の
期
間

き
ま
で
の
期
間

ロ

第
二
十
九
条
第
一
項
第

施
設
管
理
の
実

施
設
管
理
を
実
施

ロ

施
設
定
期
検
査
の
結
果

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関
す

四
号
の
規
定
に
よ
る
施
設

施
の
都
度

し
た
廃
棄
物
管
理

る
次
の
検
査
の
と

管
理
の
実
施
状
況
及
び
そ

施
設
の
解
体
又
は

き
ま
で
の
期
間

の
担
当
者
の
氏
名

廃
棄
を
し
た
後
五

年
が
経
過
す
る
ま

で
の
期
間

ハ

第
二
十
九
条
第
一
項
第

評
価
の
都
度

評
価
を
実
施
し
た

ハ

第
三
十
条
の
規
定
に
よ

検
査
の
都
度

検
査
終
了
後
五
年

五
号
の
規
定
に
よ
る
施
設

廃
棄
物
管
理
施
設

る
検
査
の
結
果

が
経
過
す
る
ま
で

管
理
方
針
、
施
設
管
理
目

の
施
設
管
理
方
針

の
期
間

標
及
び
施
設
管
理
実
施
計

、
施
設
管
理
目
標

画
の
評
価
の
結
果
及
び
そ

又
は
施
設
管
理
実

の
評
価
の
担
当
者
の
氏
名

施
計
画
の
改
定
ま

で
の
期
間

二

［
略
］

［
略
］

［
略
］

二

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［

・
三

［

・
三

三

操
作
記
録
（
法
第
五
十
一

三

操
作
記
録
（
法
第
五
十
一

条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可

条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可

を
受
け
、
第
三
十
五
条
の
六

を
受
け
た
場
合
を
除
く
。
）

第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持

施
設
が
存
在
し
な
い
廃
棄
物

管
理
施
設
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）

［
イ
～
ホ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
イ
～
ホ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

四

保
守
記
録
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イ

廃
棄
物
管
理
施
設
の
巡

毎
日
一
回
。
た

一
年
間

視
及
び
点
検
の
状
況
（
法

だ
し
、

第
五

法

第
五
十
一
条
の
二
十
五
第

十
一
条
の
二
十

二
項
の
認
可
を
受
け
た
場

第
二
項
の
認

五

合
に
お
い
て
は
、
巡
視
の

可
を
受
け
た
場

状
況
に
限
る
。
）
並
び
に

合
に
あ
つ
て
は

そ
の
担
当
者
の
氏
名

毎
週
一
回
と
す

る
。

ロ

廃
棄
物
管
理
施
設
の
修

修
理
の
都
度

一
年
間

理
の
状
況
及
び
そ
の
担
当

者
の
氏
名

四

［
略
］

［
略
］

五

［
同
上
］

［
同
上
］

廃
棄
物
管
理
施
設
の
事
故

［
略
］

記
録

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧

［
略
］

［
略
］

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧

［
同
上
］

［
同
上
］

の
日
時

の
時

［
ロ
～
ニ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

五

［
略
］

［
略
］

［
略
］

六

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

六

［
略
］

［
略
］

［
略
］

七

［
同
上
］

［
同
上
］

七

品
質
管
理
基
準
規
則
第
四

［
略
］

［
略
］

八

第
二
十
六
条
の

品
質

［
同
上
］

［
同
上
］

三
の

条
第
三
項
に
規
定
す
る
品
質

保
証
計
画
に
関
し
て
の
文
書

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
文
書
及
び
品

及
び
品
質
保
証
計
画
に
従
つ

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

た
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び

に
従
つ
た
計
画
、
実
施
、
評

改
善
状
況
の
記
録
（
他
の
号

価
及
び
改
善
状
況
の
記
録
（

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
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他
の
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

八

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項

評
価
の
都
度

第
七
項
に
定
め
る

九

第
三
十
三
条
の
二
の
規
定

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

各
号
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
物

期
間

に
よ
る
廃
棄
物
管
理
施
設
の

管
理
施
設
の
定
期
的
な
評
価

定
期
的
な
評
価
の
結
果

の
結
果

削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

イ

第
三
十
三
条
の
二
第
一

評
価
の
都
度

第
七
項
に
定
め
る

［

項
各
号
に
掲
げ
る
評
価
の

期
間

結
果

削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

ロ

第
三
十
三
条
の
二
第
二

評
価
の
都
度

第
七
項
に
定
め
る

［

項
第
一
号
に
掲
げ
る
評
価

期
間

の
結
果

削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

ハ

第
三
十
三
条
の
二
第
二

計
画
策
定
の
都

第
七
項
に
定
め
る

［

項
第
二
号
に
掲
げ
る
計
画

度

期
間

九

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

十

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
一

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

十
一

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
二

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

第
一
項
の
表
第
二
号
リ
及
び
ヌ
、
第
四
号
、
第
八
号
並
び
に
第
十
号
の
記

７

第
一
項
の
表
第
二
号
リ
及
び
ヌ
、
第
五
号
、
第
九
号
並
び
に
第
十
一
号
の

録
の
保
存
期
間
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

記
録
の
保
存
期
間
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

る
法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）

（
品
質
保
証
）
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第
二
十
六
条
の
三

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物

第
二
十
六
条
の
三

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物

管
理
事
業
者
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の
五
第
一

管
理
事
業
者
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
品
質
保
証
計
画
を
定
め
、
こ
れ
に
基

項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
基

づ
き
保
安
活
動
（
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
の
二
ま
で
に
規
定
す
る
措

づ
き
保
安
活
動
（
次
条
か
ら
第
三
十
三
条
の
二
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
含

置
を
含
む
。
）
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
品
質

む
。
）
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
品
質
マ
ネ
ジ

保
証
計
画
の
改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
品
質
保
証
計
画
）

め

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
六
条
の
四

品
質
保
証
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定

る
も
の
と
す
る
。

一

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
事
項

二

保
安
活
動
の
計
画
に
関
す
る
事
項

三

保
安
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事
項

四

保
安
活
動
の
評
価
に
関
す
る
事
項

五

保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る
事
項

（
品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
六
条
の
五

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

廃
棄
物
管
理
事
業
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
）
に
よ
つ
て
運

営
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

品
質
保
証
に
関
す
る
責
任
及
び
権
限
並
び
に
業
務
が
明
確
で
あ
る
こ
と

。
三

品
質
保
証
計
画
の
策
定
、
実
施
、
評
価
及
び
そ
の
改
善
を
継
続
的
に
行

う
仕
組
み
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
計
画
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
六
条
の
六

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
計
画
に
関
す
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
に
お
い
て
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
Ｑ
九
〇
〇
〇
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
そ
の
相

互
関
係
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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二

保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
の
各
段
階
を
踏
ま
え
て
実

施
し
、
保
安
活
動
の
改
善
を
継
続
し
て
行
う
仕
組
み
と
す
る
こ
と
。

三

外
部
か
ら
物
品
又
は
役
務
を
調
達
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
管
理

を
適
切
に
行
う
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

四

保
安
の
た
め
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
実
施
す
べ
き
内
容
を
定
め
る
こ
と

。
五

保
安
活
動
に
関
す
る
文
書
及
び
記
録
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
手
順
を

定
め
る
こ
と
。

六

保
安
活
動
を
実
施
す
る
者
に
対
す
る
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
の
体
系
を

定
め
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
実
施
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
六
条
の
七

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
を
構
成
す
る
個
別
の
業
務
（
以
下
「
個
別
業
務
」
と
い
う
。

）
ご
と
に
、
次
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

個
別
業
務
の
目
標
及
び
個
別
業
務
に
関
す
る
要
求
事
項
を
明
確
に
し

、
個
別
業
務
の
実
施
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
施
計
画
」
と

い
う
。
）
を
策
定
す
る
こ
と
。

ロ

個
別
業
務
の
実
施
は
、
実
施
計
画
に
基
づ
き
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
計
画
が
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
適
切
な

段
階
で
確
認
す
る
こ
と
。

ハ

実
施
計
画
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
内
容
を
適
切
に
管
理
す
る
こ

と
。

二

外
部
か
ら
物
品
又
は
役
務
を
調
達
す
る
場
合
は
、
実
施
計
画
に
適
切
な

調
達
の
実
施
に
必
要
な
事
項
（
当
該
物
品
又
は
役
務
の
調
達
後
に
お
け
る

こ
れ
ら
の
維
持
又
は
運
用
に
必
要
な
技
術
情
報
（
保
安
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
取
得
し
、
他
の
廃
棄
物
管
理
事
業
者
と
共
有
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
が
確
実
に
守
ら
れ
る
よ
う

管
理
す
る
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

三

個
別
業
務
が
実
施
計
画
に
定
め
た
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
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確
認
す
る
た
め
、
必
要
な
検
査
及
び
試
験
を
定
め
て
行
う
こ
と
。

四

保
安
の
た
め
の
重
要
度
に
応
じ
て
前
号
の
検
査
及
び
試
験
を
行
う
者
を

定
め
る
こ
と
。

五

要
求
事
項
に
適
合
し
な
い
状
態
（
以
下
「
不
適
合
」
と
い
う
。
）
が
発

生
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
適
切
に
管
理
す
る
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
評
価
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
六
条
の
八

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
評
価
に
関
す
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
、
必
要
な
監
視
及
び
測
定
を
計
画

的
に
行
う
こ
と
。

二

保
安
活
動
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
、
計
画

的
に
監
査
を
行
う
こ
と
。

三

前
号
の
評
価
は
、
対
象
と
な
る
個
別
業
務
を
実
施
し
た
者
以
外
の
者
に

よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
改
善
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
六
条
の
九

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

不
適
合
に
対
す
る
再
発
防
止
の
た
め
に
行
う
是
正
に
関
す
る
処
置
に
関

す
る
手
順
（
第
三
十
五
条
の
十
六
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障
等
の
事
象
そ

の
他
が
発
生
し
た
根
本
的
な
原
因
を
究
明
す
る
た
め
に
行
う
分
析
（
以
下

「
根
本
原
因
分
析
」
と
い
う
。
）
の
手
順
を
含
む
。
）
を
確
立
し
て
行
う

こ
と
。

二

生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
不
適
合
を
防
止
す
る
た
め
の
予
防
に
関
す
る
処

置
（
以
下
「
予
防
処
置
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
手
順
（
根
本
原
因
分
析

の
手
順
を
含
む
。
）
を
確
立
し
て
行
う
こ
と
。

三

予
防
処
置
に
当
た
つ
て
は
、
自
ら
の
廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
け
る
保
安

活
動
の
実
施
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
知
見
の
み
な
ら
ず
他
の
施
設
か
ら
得
ら

れ
た
知
見
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。

四

前
条
の
評
価
結
果
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。
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（
作
業
手
順
書
等
の
遵
守
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
六
条
の
十

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物

管
理
事
業
者
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
要
領
書
、
作
業
手
順
書
そ
の
他
保
安

に
関
す
る
文
書
（
以
下
「
作
業
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
こ
れ
ら

を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
棄
物
管
理
施
設
の
施
設
管
理
）

（
廃
棄
物
管
理
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
）

第
二
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理

第
二
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理

事
業
者
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
設
計
、
工
事
、
巡
視

事
業
者
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
者
を
除
く
。

、
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
施
設
の
管
理
（
以
下
「
施
設
管
理
」
と
い
う
。
）

）
は
、
毎
日
一
回
以
上
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
全
に
従
事
す
る
者
に
廃
棄

に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

物
管
理
施
設
に
つ
い
て
巡
視
及
び
点
検
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

廃
棄
物
管
理
施
設
が
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の

２

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十

五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
技
術

五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
廃
棄
物
管
理
事
業
者
は
、
毎
週
一
回
以
上
、
廃

基
準
に
適
合
す
る
性
能
を
有
す
る
よ
う
、
こ
れ
を
を
設
置
し
、
及
び
維
持

棄
物
管
理
施
設
の
保
全
に
従
事
す
る
者
に
廃
棄
物
管
理
施
設
に
つ
い
て
巡
視

す
る
た
め
、
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
設

を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

管
理
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
一
条
の

二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

前
号
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二

項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

の
六
第
三
項
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に
記
載
さ

れ
た

第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
第
五
号
の

第
三
十
五
条
の
五
の
二
第
九
号

性
能
維
持
施
設
に
係
る
施
設
管
理
方
針
を
定
め
る
こ
と
。

三

第
一
号
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
施
設
管
理
方
針
に
従
つ

て
達
成
す
べ
き
施
設
管
理
の
目
標
（
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

施
設
管
理
方
針
に
係
る
施
設
管
理

目
標
に
あ
つ
て
は
、
廃
棄
物
管
理
施

の

設
及
び
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め
る
目

標
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
目
標
」
と
い
う
。
）
を

定
め
る
こ
と
。

四

施
設
管
理
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を
定
め
た
施
設
管
理
の

実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
実
施
計
画
」
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と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
従
つ
て
施
設
管
理
を
実
施
す
る
こ

と
。

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
及
び
期
間
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

廃
棄
物
管
理
施
設
の
巡
視
（
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
全
の
た
め
に
実

施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

廃
棄
物
管
理
施
設
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
点

検
等
」
と
い
う
。
）

の
方
法
、
実
施
頻
度
及
び
時
期
（
廃
棄
物

点
検
等

管
理
施
設
の
操
作
中
及
び
操
作
停
止
中
の
区
別
を
含
む
（
法
第
五
十
一

条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
。
）
に
関
す

る
こ
と
。

ホ

廃
棄
物
管
理
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行
う
保
安

の
確
保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
、
工
事
、
巡
視
及
び
点
検
等
の
結
果
の
確

認
及
び
評
価
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

ト

ヘ
の
確
認
及
び
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
て
実
施
す
べ
き
処
置
（
品
質

管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
七
号

の
未
然
防
止
処
置

に
規
定
す
る

を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

チ

廃
棄
物
管
理
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

五

施
設
管
理
方
針
、
施
設
管
理
目
標
及
び
施
設
管
理
実
施
計
画
を
、
そ
れ

れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
期
間
ご
と
に
評
価
す
る
こ
と
（
次
条
第
一
項
及
び
第

二
項
に
規
定
す
る
措
置
を
除
く
。
）
。

イ

施
設
管
理
方
針
及
び
施
設
管
理
目
標
に
あ
つ
て
は
、
一
定
期
間

ロ

施
設
管
理
実
施
計
画
に
あ
つ
て
は
、
前
号
イ
に
規
定
す
る
期
間

六

前
号
の
評
価
を
実
施
す
る
都
度
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
施
設
管
理

方
針
、
施
設
管
理
目
標
又
は
施
設
管
理
実
施
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
。

七

廃
棄
物
管
理
施
設
の
操
作
を
相
当
期
間
停
止
す
る
場
合
そ
の
他
廃
棄
物

管
理
施
設
が
そ
の
施
設
管
理
を
行
う
観
点
か
ら
特
別
な
状
態
に
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
廃
棄
物
管
理
施
設
の
状
態
に
応
じ
て
、
前
各
号
に
掲

げ
る
措
置
に
つ
い
て
特
別
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２

廃
棄
物
管
理
事
業
者
は
、
次
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
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長
期
施
設
管
理
方
針
を
策
定
し
た
と
き
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
長

期
施
設
管
理
方
針
を
変
更
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
施
設
管
理
方
針
に
反
映
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
棄
物
管
理
施
設
の
経
年
劣
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
）

第
二
十
九
条
の
二

法

五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物

［
条
を
加
え
る
。
］

第

管
理
事
業
者
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
全
に
関
し
、
そ
の
事
業
を
開
始
し

た
日
以
後
二
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
経
年
劣
化
に
関
す
る
技
術
的
な

評
価
を
行
い
、
こ
の
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
十
年
間
に
実
施
す
べ
き
当
該

廃
棄
物
管
理
施
設
に
つ
い
て
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
を
策
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
動
作
す
る
機
能
を
有
す
る
機
器
及
び
構
造
物
に
関

し
、
廃
棄
物
管
理
施
設
の
供
用
に
伴
う
劣
化
の
状
況
が
的
確
に
把
握
さ
れ
る

箇
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
評
価
は
、
十
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
再
評
価
を
行
い
、
こ
の

再
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
次
の
十
年
間
に
実
施
す
べ
き
当
該
廃
棄
物
管
理

施
設
に
つ
い
て
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
３

廃
棄
物
管
理
事
業
者
は
、
前
二
項
の
評
価
を
行
う
た
め
に
設
定
し
た
条
件

又
は
評
価
方
法
を
変
更
す
る
場
合
は
、
当
該
評
価
の
見
直
し
を
行
い
、
そ
の

第
三
十
四
条

結
果
に
基
づ
き
、
前
二
項
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
（
以
下

「
長
期
施
設
管
理
方
針
」
と
い
う
。
）
を
変
更

第
一
項
第
十
五
号
に
お
い
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た

場
合
は
適
用
し
な
い
。

（
設
計
想
定
事
象
に
係
る
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
）

（
廃
棄
物
管
理
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

第
三
十
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理
事

第
三
十
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理
事

業
者
は
、
設
計
想
定
事
象
に
関
し
て
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第

業
者
は
、
次
の
各
号
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た

五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十

場
合
は
第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ

五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
認
可
を
受
け
た
と
こ

ば
な
ら
な
い
。

ろ
）
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
を
講

一

令
第
三
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
（
次
号
に
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じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
施
設
の
性
能
が
法
第
五
十
一
条
の

一

廃
棄
物
管
理
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る

九
の
二
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準

設
計
想
定
事
象
に
係
る

た
め
の
活
動
に
関
す
る
計
画
（
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に

に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と

お
け
る
火
災
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
。
）
を
定
め
る
と
と
も
に

。

、
当
該
計
画
の
実
行
に
必
要
な
要
員
を
配
置
し
、
当
該
計
画
に
従
つ
て
必

二

警
報
装
置
、
非
常
用
電
源
装
置
そ
の
他
の
非
常
用
装
置
に
つ
い
て
は
、

要
な
活
動
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

当
該
装
置
の
各
部
分
ご
と
の
作
動
の
た
め
の
性
能
検
査
を
一
月
ご
と
に
、

イ

廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
け
る
可
燃
物
の
管
理
に

当
該
装
置
全
体
の
作
動
の
た
め
の
総
合
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

関
す
る
こ
と
。

三

廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器
及
び
放

ロ

消
防
吏
員
へ
の
通
報
に
関
す
る
こ
と
。

射
線
測
定
器
に
つ
い
て
は
、
較
正
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

こ
う

ハ

消
火
又
は
延
焼
の
防
止
そ
の
他
消
防
隊
が
火
災
の
現
場
に
到
着
す
る

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
廃
棄
物
管
理
事
業
者

２

ま
で
に
行
う
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

は
、
当
該
認
可
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の

二

設
計
想
定
事
象
の
発
生
時
に
お
け
る
廃
棄
物
管
理
施
設
の
必
要
な
機
能

六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に
記
載

を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
毎
年

さ
れ
た
廃
棄
物
管
理
施
設
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

一
回
以
上
定
期
に
実
施
す
る
こ
と
。

の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

設
計
想
定
事
象
の
発
生
時
に
お
け
る
廃
棄
物
管
理
施
設
の
必
要
な
機
能

を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
照
明
器
具
、
無
線
機
器

そ
の
他
の
資
機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
設
計
想
定
事
象
の
発
生
時
に
お
け
る

廃
棄
物
管
理
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め

に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
廃
棄
物
管
理
設
備
の
操
作
）

（
廃
棄
物
管
理
設
備
の
操
作
）

第
三
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理

第
三
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理

事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
管
理
設
備
の
操
作
に
関
す
る
措
置

事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
管
理
設
備
の
操
作
に
関
す
る
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項

を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項

の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

廃
棄
物
管
理
設
備
の
操
作
に
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
に
行
わ
せ
る
こ

［
号
を
加
え
る
。
］

と
。

二

廃
棄
物
管
理
設
備
の
通
常
の
操
作
（
廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
い
て
計
画

一

操
作
開
始
に
先
立
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
操
作
に
必
要
な
事
項
及
び

的
に
行
わ
れ
る
操
作
を
い
う
。
）
を
行
う
た
め
に
必
要
な
次
の
事
項
を
定

操
作
停
止
後
に
確
認
す
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
に
守
ら
せ
る

め
、
こ
れ
を
操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

こ
と
。
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操
作
の
開
始
に
先
立
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
操
作
に
必
要
な
事
項

号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

イ

［

及
び
操
作
の
停
止
後
に
確
認
す
べ
き
事
項

ロ

操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
廃
棄
物
管
理
設
備
の
状
態
に
応
じ
て
定

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

期
的
に
又
は
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
べ
き
事
項
並
び
に
そ
の
確
認
の
方

法
及
び
確
認
の
時
期

又
は
頻
度

に
関
す
る
事
項

実
施
頻
度

時
期

ハ

警
報
の
発
報
そ
の
他
の
異
状
が
あ
つ
た
場
合
（
次
号
の
場
合
を
除
く

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

（
次
号
の
処
置
を

。
）
に
操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置

に
関
す
る
事
項

除
く
。
）

三

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
そ
の
他
の
従

二

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
に
守
ら
せ
る

業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

三

換
気
設
備
、
放
射
線
測
定
器
及
び
非
常
用
設
備
は
、
常
に
こ
れ
ら
の
機

能
を
発
揮
で
き
る
状
態
に
維
持
し
て
お
く
こ
と
。

四

試
験
操
作
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
、
方
法
、
異
常
の
際
に
講
ず

四

試
験
操
作
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
、
方
法
、
異
常
の
際
に
採
る

べ
き
措
置

等
を
確
認
の
上
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

べ
き
処
置
等
を
確
認
の
上
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

処
置

五

［
略
］

五

［
同
上
］

六

廃
棄
物
の
管
理
は
、
廃
棄
物
管
理
設
備
本
体
で
行
う
こ
と
。

［
号
を
加
え
る
。
］

七

廃
棄
物
管
理
施
設
の
目
に
付
き
や
す
い
場
所
に
、
管
理
上
の
注
意
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

を
掲
示
す
る
こ
と
。

八

廃
棄
物
管
理
施
設
の
管
理
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
が
廃
棄
物
管
理
施

［
号
を
加
え
る
。
］

設
に
立
ち
入
る
場
合
は
、
そ
の
廃
棄
物
管
理
施
設
の
管
理
に
従
事
す
る
者

の
指
示
に
従
わ
せ
る
こ
と
。

九

廃
棄
物
は
、
そ
の
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

［
号
を
加
え
る
。
］

（
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

（
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
三
十
二
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理

第
三
十
二
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理

事
業
者
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核

事
業
者
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の

燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
運
搬
前

運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
こ
れ
ら
の

実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
の

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

廃
棄
物
管
理
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質

４

廃
棄
物
管
理
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
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等
の
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府

等
の
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府

令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車

令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運

両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十

搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九
条

九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
保
安
の
た
め
に
必

ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な

要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核

措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核
燃
料

燃
料
物
質
等
を
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
運
搬
す
る

物
質
等
を
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
に
お
い
て
運
搬
す
る
こ

こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

（
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

（
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
三
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理

第
三
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理

事
業
者
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放

事
業
者
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放

射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
廃
棄
前

射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば

に
こ
れ
ら
の

実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

措
置
の

［
一
～
十
三

略
］

［
一
～
十
三

同
上
］

（
廃
棄
物
管
理
施
設
の
定
期
的
な
評
価
）

（
廃
棄
物
管
理
施
設
の
定
期
的
な
評
価
）

第
三
十
三
条
の
二

［
略
］

第
三
十
三
条
の
二

［
同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

２

廃
棄
物
管
理
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
を
開
始
し
た
日
以
降
二
十
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

経
年
変
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
を
行
う
こ
と
。

二

前
号
の
技
術
的
な
評
価
に
基
づ
き
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
全
の
た
め
に

実
施
す
べ
き
措
置
に
関
す
る
十
年
間
の
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

［
項
を
削
る
。
］

３

前
項
の
評
価
及
び
計
画
は
、
十
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
再
評
価
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場

４

前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た

合
は
適
用
し
な
い
。

場
合
は
適
用
し
な
い
。

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
三
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認

第
三
十
四
条

［
同
上
］

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
廃
棄
物
管
理
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
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安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二

安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
与
を
含
む
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
品
質
管
理
基
準
規
則

三

廃
棄
物
管
理
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方

第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
手
順
書
等
（
次
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お

法
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規

い
て
単
に
「
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

［
略
］

四

［
同
上
］

四

［
略
］

五

［
同
上
］

五

廃
棄
物
管
理
施
設
の
操
作
及
び
管
理
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に

六

廃
棄
物
管
理
施
設
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す

関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ロ

［
同
上
］

［
⑴
～
⑷

略
］

［
⑴
～
⑷

同
上
］

⑸

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑸

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

六

廃
棄
物
管
理
施
設
の
操
作
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も

七

保
安
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
設
備
の
操
作
に
関
す
る
こ
と
。

のイ

廃
棄
物
管
理
施
設
の
操
作
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［

ロ

廃
棄
物
管
理
施
設
の
操
作
に
当
た
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
及
び
操
作

号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［

に
必
要
な
事
項

ハ

異
状
が
あ
つ
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
（
第
十
二
号
に
掲
げ
る

号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［

も
の
を
除
く
。
）
。

七

［
略
］

八

［
同
上
］

八

［
略
］

九

［
同
上
］

九

［
略
］

十

［
同
上
］

十

［
略
］

十
一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十
二

廃
棄
物
管
理
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
処
置
に

関
す
る
こ
と
。
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［
号
を
削
る
。
］

十
三

廃
棄
物
管
理
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

放
射
性
廃
棄
物
の
受
払
い
、
運
搬
、
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
（
事
業

十
四

放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
れ
、
運
搬
、
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す

所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

る
こ
と
。

十
二

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

設
計
想
定
事
象
に
係
る
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
に

［
号
を
加
え
る
。
］

関
す
る
こ
と
。

十
四

［
略
］

十
六

［
同
上
］

十
五

廃
棄
物
管
理
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前
事
業
者
検

［
号
を
加
え
る
。
］

査
及
び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
経
年
劣
化
に
係

る
技
術
的
な
評
価
に
関
す
る
こ
と
及
び
長
期
施
設
管
理
方
針
を
含
む
。
）

。
十
六

［
略
］

十
七

［
同
上
］

十
七

［
略
］

十
八

［
同
上
］

十
八

不
適
合
（
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

十
九

不
適
合
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

公
開
に
関
す
る
こ
と
。

発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

こ
と
。

十
九

［
略
］

二
十

［
同
上
］

２

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
廃
棄

２

［
同
上
］

物
管
理
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
当
該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る

た
め
、
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安

規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又
は
変
更
し
た
保
安
規
定
の

認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同

様
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二

安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
与
を
含
む
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手
順
書
等
の
保
安
規

三

廃
棄
物
管
理
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

法
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。
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三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手

四

廃
止
措
置
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方
法
及
び

順
書
等
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規
定
上
の

位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

四

［
略
］

五

［
同
上
］

五

［
略
］

六

［
同
上
］

六

廃
止
措
置
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次

七

廃
止
措
置
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と

に
掲
げ
る
も
の

で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

七

［
略
］

八

［
同
上
］

八

［
略
］

九

［
同
上
］

九

［
略
］

十

［
同
上
］

十

［
略
］

十
一

［
同
上
］

十
一

［
略
］

十
二

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十
三

廃
棄
物
管
理
施
設
の
巡
視
及
び
こ
れ
に
伴
う
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
四

廃
棄
物
管
理
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

放
射
性
廃
棄
物
の
運
搬
、
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
（
事
業
所
の
外
に

十
五

放
射
性
廃
棄
物
の
運
搬
、
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。

お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

［
略
］

十
六

［
同
上
］

十
四

設
計
想
定
事
象
に
係
る
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
に

［
号
を
加
え
る
。
］

関
す
る
こ
と
。

十
五

［
略
］

十
七

［
同
上
］

十
六

［
略
］

十
八

［
同
上
］

十
七

廃
棄
物
管
理
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前
事
業
者
検

［
号
を
加
え
る
。
］

査
及
び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

十
八

［
略
］

十
九

［
同
上
］

十
九

［
略
］

二
十

［
同
上
］

二
十

［
略
］

二
十
一

［
同
上
］

二
十
一

［
略
］

二
十
二

［
同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）
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［
条
を
削
る
。
］

第
三
十
四
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
廃

棄
物
管
理
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
毎
年
四
回
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は

、
廃
止
措
置
の
実
施
状
況
に
応
じ
、
毎
年
四
回
以
内
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
十
二
条
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に

限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
十
五
条
の
二
の
二

法
第
五
十
一
条
の
二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
毎
年
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
員
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

特
定
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要

な
最
小
限
度
の
量
に
限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

第
三
十
五
条
の
五
の
二

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
三
第
一
項
の
廃
止
措
置

第
三
十
五
条
の
五
の
二

［
同
上
］

実
施
方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］
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九

九

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
廃
棄
物
管
理
施
設
及
び
そ
の

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
（
第

性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

三
十
五
条
の
六
及
び
第
三
十
五
条
の
十
五
の
二
に
お
い
て
「
性
能
維
持
施

第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
及

設
」
と
い
う
。
）

び
そ
の
性
能
並

に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

び

［
十
・
十
一

略
］

［
十
・
十
一

同
上
］

十
二

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

十
二

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
保
証
計
画

［
十
三
・
十
四

略
］

［
十
三
・
十
四

同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（

第
三
十
五
条
の
六

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
措

第
三
十
五
条
の
六

［
同
上
］

置
計
画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
廃
棄
物
管
理
事
業
者
に
限

る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
廃
止
措
置
計
画
を
定
め
、

こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

廃
止
措
置
対
象
施
設
及
び

敷
地

三

廃
止
措
置
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
管
理
施
設
（
以
下
「
廃
止
措
置
対
象

そ
の

施
設
」
と
い
う
。
）
及
び

敷
地

そ
の

四

［
略
］

四

［
同
上
］

五

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
廃
棄
物
管
理

［
号
を
加
え
る
。
］

性
能
維
持
施
設

施
設
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
五
条
の
十
五
の
二
に
お
い
て
「
性
能
維

持
施
設
」
と
い
う
。
）

六

性
能
維
持
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
そ
の
性
能
並
び
に
そ

［
号
を
加
え
る
。
］

の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

［
同
上
］

七

［
略
］

五

核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
の
除
去

［
同
上
］

八

［
略
］

六

核
燃
料
物
質
等
の
廃
棄

［
同
上
］

九

［
略
］

七

廃
止
措
置
の
工
程

十

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

［
同
上
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

六

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
廃
棄
物
管
理
施
設
及
び
そ
の
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に
関
す
る
説
明
書

性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

［
七
・
八

略
］

［
七
・
八

同
上
］

九

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
説
明
書

九

品
質
保
証
計
画
に
関
す
る
説
明
書

十

［
略
］

十

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
三
十
五
条
の
七

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

第
三
十
五
条
の
七

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
廃
棄

第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
廃
棄
物
管
理
事
業

物
管
理
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

者
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子

請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
）

第
三
十
五
条
の
十
一
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ

［
条
を
加
え
る
。
］

り
、
廃
止
措
置
の
結
果
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
旧
廃
棄
物
管
理
事
業
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
の
定
期

事
業
者
検
査
を
要
す
る
場
合

）

の
維
持
等

第
三
十
五
条
の
十
五
の
二

法
第
五
十
一
条
の
二
十
六
第
四
項
に
お
い
て
読
み

［
条
を
加
え
る
。
］

替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
の
九
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

で
定
め
る
場
合
（
旧
廃
棄
物
管
理

事
業
者
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は

の

、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
一
条
の
九
本
文
の
規
定
は
、
性
能
維

持
施
設
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項

の
場
合
に
お
い
て
は
、
定
期
事
業
者
検
査
は
、
性
能
維
持

３

第
一
項

施
設
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期
、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
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な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
指
定
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
指
定
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
三
十
五
条
の
十
五
の
三

［
略
］

第
三
十
五
条
の
十
五
の
二

［
同
上
］

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
四
十
一
条

廃
棄
物
管
理
事
業
者
に
対
す
る
検
査
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
一

条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
七
項
の
身
分
を
示
す

証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
一
の
二
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二

十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
七
項
の
身
分
を
示
す

証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
一
の
三
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
六
十
八
条
第
六

項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
人
の
出
入
り
等
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
区
域
）

［
条
を
削
る
。
］

第
四
十
二
条

令
別
表
第
二
の
五
の
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

区
域
は
、
第
一
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
四
十
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の

第
四
十
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の

提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記

提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録

録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う

で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う

。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
別
記
様
式
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
別
記
様
式
第
三
の
電

別
記
様
式
第
二
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

［
一

～
三

略
］

［
一

～
三

同
上
］

・
二

・
二

三

前
条
第
一
項
の
報
告
書

三

第
四
十
条
第
一
項
の
報
告
書

［
様
式
を
削
る
。
］

（

4
1

）

［

］

別
記
様
式
第
１
の
２

第
条
関
係

略

［
様
式
を
削
る
。
］

（

4
1

）

［

］

別
記
様
式
第
１
の
３

第
条
関
係

略

［
様
式
を
削
る
。
］

（

4
1

）

［

］

別
記
様
式
第
２

第
条
関
係

略
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（

4
1

）

［

］

（

4
3

）

［

］

別
記
様
式
第
２

別
記
様
式
第
３

第
条
関
係

略
第

条
関
係

同
上
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別
表
第
十
三

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
同
上
］

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

［
同
上
］

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

「
保
安
活
動
」
と
は
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品

［
号
を
加
え
る
。
］

質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

元
年
原
子
力
規

二

制
委
員
会
規
則
第

●
号
。
以
下
「
品
質
管
理
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）

二

第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
安
活
動
を
い
う
。

九

「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二

［
号
を
加
え
る
。
］

条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

十

「
廃
止
措
置
対
象
施
設
」
と
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二

［
号
を
加
え
る
。
］

読
み
替
え

項
の
認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

て又
は
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
係
る
廃
止
措
置

の
対
象
と
な
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
い
う
。

十
一

「
設
計
想
定
事
象
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
象
で
あ
っ
て
、
研
究
開

［
号
を
加
え
る
。
］

発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
九
号

。
以
下
「
研
開
炉
設
置
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第

七
号
に
規
定
す
る
設
計
基
準
対
象
施
設
又
は
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る

重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
設
計
に
お
い
て
発
生
を
想
定
し
て
い
る
も
の
を

い
う
。

イ

自
然
現
象

ロ

発
電
用
原
子
炉
を
設
置
す
る
工
場
若
し
く
は
事
業
所
内
又
は
そ
の
周

辺
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な

る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象
で
あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
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の
を
除
く
。
）

ハ

発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
火
災
、
溢
水
そ
の
他
の
発
電
用
原

い
つ

子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象

十
二

「
大
規
模
損
壊
」
と
は
、
大
規
模
な
自
然
災
害
又
は
故
意
に
よ
る
大

［
号
を
加
え
る
。
］

型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

大
規
模
な
損
壊
を
い
う
。

（
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

（
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
の
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
の
許
可

第
三
条

［
同
上
］

の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
五
号
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
位

二

［
同
上
］

置
、
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
っ
て
記
載
す
る
こ
と

。イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
一
般
構
造

ロ

［
同
上
］

⑴

［
略
］

⑴

［
同
上
］

⑵

耐
津
波
構
造
（
研
開
炉
設
置
許
可
基
準
規
則
第
五
条
に
規
定
す
る

⑵

耐
津
波
構
造
（
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施

基
準
津
波
に
対
し
て
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ

設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五

る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
措
置
を
講
じ
た
構
造
を
い
う
。
）

年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
九
号
。
以
下
「
研
開
炉
設
置
許
可
基

準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
に
規
定
す
る
基
準
津
波
に
対
し
て
発

電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う

措
置
を
講
じ
た
構
造
を
い
う
。
）

⑶

［
略
］

⑶

［
同
上
］

ハ

原
子
炉
本
体
の
構
造
及
び
設
備

ハ

［
同
上
］

⑴

発
電
用
原
子
炉
の
炉
心
（
以
下
単
に
「
炉
心
」
と
い
う
。
）

⑴

［
同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

（ｉ）

（ｉ）

燃
料
体
の
最
高
燃
焼
度
及
び
最
大
挿
入
量

燃
料
体
の
最
大
挿
入
量

（ｉｉ）

（ｉｉ）

［

・

略
］

［

・

同
上
］

（ｉｉｉ）

（ｉｖ）

（ｉｉｉ）

（ｉｖ）

⑵

燃
料
体

⑵

燃
料
体

［

～

略
］

［

～

同
上
］

（ｉ）

（ｉｖ）

（ｉ）

（ｉｖ）
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［
削
る
。
］

最
高
燃
焼
度

(v)

［
⑶
～
⑹

略
］

［
⑶
～
⑹

同
上
］

［

二
～
ヌ

略
］

［

二
～
ヌ

同
上
］

ニ

ニ

［
三
～

七

略
］

［
三
～

七

同
上
］

六

六

七

法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
十
号
の
発
電
用
原
子
炉
の
炉
心
の

七

法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
十
号
の
発
電
用
原
子
炉
の
炉
心
の

著
し
い
損
傷
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
故
に
対

著
し
い
損
傷
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
故
に
対

処
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

処
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
次
に
掲
げ
る
事
故
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
を

は
、
次
に
掲
げ
る
事
故
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
に

記
載
す
る
こ
と
。

つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

八

法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
十
一
号
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

［
号
を
加
え
る
。
］

保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
は
、
保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す

る
事
項

に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

を

２

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令

２

［
同
上
］

（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

十
一

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必

［
号
を
加
え
る
。
］

要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

十
二

［
略
］

十
一

［
同
上
］

十
三

［
略
］

十
二

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人

４

第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人

法

法

で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か

で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か

ら
判
断
し
て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
三
号
に

ら
判
断
し
て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
二
号
に

掲
げ
る
診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
四
十
三
条
の
三
の
七
第
三
号
に

掲
げ
る
診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
四
十
三
条
の
三
の
七
第
三
号
に

該
当
し
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

該
当
し
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
五
条

令
第
二
十
条
の
三
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、

第
五
条

令
第
二
十
条
の
三
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
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次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
二
十
条
の
三
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
三

一

令
第
二
十
条
の
三
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
三

条
の
三
の
五
第
二
項
第
三
号
の
発
電
用
原
子
炉
の
熱
出
力
の
変
更
に
係
る

条
の
三
の
五
第
二
項
第
三
号
の
発
電
用
原
子
炉
の
熱
出
力
の
変
更
に
係
る

場
合
に
あ
っ
て
は
連
続
最
大
熱
出
力
を
記
載
し
、
同
項
第
五
号
の
発
電
用

場
合
に
あ
っ
て
は
、
連
続
最
大
熱
出
力
を
記
載
し
、
同
項
第
五
号
の
発
電

原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は

用
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て

第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
し
、
法
第
四
十
三

は
、
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
し
、
法
第
四

条
の
三
の
五
第
二
項
第
八
号
の
使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法
の
変
更
に
係

十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
八
号
の
使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法
の
変
更

る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
売
渡
し
、
貸
付
け
、
返
還
等
の
相
手
方
及
び
そ

に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
売
渡
し
、
貸
付
け
、
返
還
等
の
相
手
方

の
方
法
又
は
そ
の
廃
棄
の
方
法
を
記
載
し
、
同
項
第
九
号
の
発
電
用
原
子

及
び
そ
の
方
法
又
は
そ
の
廃
棄
の
方
法
を
記
載
し
、
同
項
第
九
号
の
発
電

炉
施
設
に
お
け
る
放
射
線
の
管
理
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に

用
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
放
射
線
の
管
理
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る

あ
っ
て
は
第
三
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
法
第
四
十

場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、

三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
十
号
の
発
電
用
原
子
炉
の
炉
心
の
著
し
い
損
傷

法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
十
号
の
発
電
用
原
子
炉
の
炉
心
の
著

そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
故
に
対
処
す
る
た
め

し
い
損
傷
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
故
に
対
処

に
必
要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に

す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係

あ
っ
て
は
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
故
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て

れ
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三

記
載
す
る
こ
と
。

の
五
第
二
項
第
十
一
号
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に

係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場

合
に
あ
っ
て
は
第
三
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ

と
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
九
号

２

法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
九
号
又

か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
令
第
二
十
条
の
三
の
許

は
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
令
第
二
十
条
の
三
の
許
可
の
申
請

可
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

十
一

変
更
後
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係

［

加
え
る
。
］

号
を

る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
の
届
出
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
の
届
出
）

第
七
条

［
１
・
２

略
］

第
七
条

［
１
・
２

同
上
］
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３

第
一
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

３

［
同
上
］

い
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

十
一

変
更
後
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係

［
号
を
加
え
る
。
］

る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
認
可
を
要
し
な
い
工
事
等
）

（
工
事
の
計
画
の
認
可
を
要
し
な
い
工
事
等
）

第
八
条

［
略
］

第
八
条

［
同
上
］

２

法
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
二
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

２

法
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
二
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
別
表
第
一
の
中
欄
若
し
く
は
下
欄
に
掲
げ
る
変

で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
別
表
第
一
の
中
欄
若
し
く
は
下
欄
に
掲
げ
る
変

更
の
工
事
若
し
く
は
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
内
に
お
い
て
行
う
制
限
工
事

更
の
工
事
若
し
く
は
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
内
に
お
い
て
行
う
制
限
工
事

を
伴
う
変
更
又
は
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の

を
伴
う
変
更
又
は
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査

変
更
を
伴
う
変
更
以
外
の
変
更
と
す
る
。

の
た
め
の
組
織
（
以
下
「
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
」
と

い
う
。
）
の
変
更
を
伴
う
変
更
以
外
の
変
更
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
認
可
等
の
申
請
）

（
工
事
の
計
画
の
認
可
等
の
申
請
）

第
九
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う

第
九
条

［
同
上
］

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

五

変
更
の
工
事
又
は
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は

四

変
更
の
工
事
又
は
工
事
の
計
画
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
変
更
の

、
変
更
の
理
由

理
由

２

前
項
第
二
号
の
工
事
計
画
に
は
、
申
請
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
属

２

前
項
第
二
号
の
工
事
計
画
に
は
、
申
請
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
属

す
る
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

す
る
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
が

事
項
（
そ
の
申
請
が
修
理
の
工
事
に
係
る
場
合
は
、
修
理
の
方
法
）
を
記
載

変
更
の
工
事
又
は
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
変
更
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
が
変
更
の
工
事

は
、
変
更
前
と
変
更
後
と
を
対
照
し
や
す
い
よ
う
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

又
は
工
事
の
計
画
の
変
更
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
変
更
前
と
変
更
後

な
い
。

と
を
対
照
し
や
す
い
よ
う
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
属
す

３

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
属
す

る
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書

る
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書

類
並
び
に
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ス
テ
ム
が
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
三
の

八
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
前

段
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
四
十
三
条
の
三
の
九

４

工
事
の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項
の

第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
分
割

規
定
に
よ
る
認
可
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
申
請
す

し
て
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
書
に

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
分
割
し
て
認
可
又
は
変
更
の
認
可
を
申
請
す

当
該
申
請
に
係
る
部
分
以
外
の
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
概
要
並
び
に
設
計

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
部

及
び
工
事
の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由

分
以
外
の
工
事
の
計
画
の
概
要
及
び
工
事
の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
申

を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

（
工
事
の
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
十
条

［
略
］

第
十
条

［
同
上
］

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
届
出
を
要
す
る
工
事
等
）

（
工
事
の
計
画
の
届
出
を
要
す
る
工
事
等
）

第
十
一
条

［
略
］

第
十
一
条

［
同
上
］

２

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

２

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

軽
微
な
変
更
は
、
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
変
更
の
工
事
を
伴
う
変
更
又

軽
微
な
変
更
は
、
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
変
更
の
工
事
を
伴
う
変
更
又

は
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
変
更
を
伴
う
変

は
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
の
変
更
を
伴
う
変
更
以
外
の

更
以
外
の
変
更
と
す
る
。

変
更
と
す
る
。

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
届
出
）

（
工
事
の
計
画
の
届
出
）

第
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
計
及
び
工
事

第
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
計
画
の

の
計
画
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
原

出
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］
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四

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

五

変
更
の
工
事
又
は
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は

四

変
更
の
工
事
又
は
工
事
の
計
画
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
変
更
の

、
変
更
の
理
由

理
由

２

前
項
第
二
号
の
工
事
計
画
に
は
、
届
出
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
属

２

前
項
第
二
号
の
工
事
計
画
に
は
、
届
出
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
属

す
る
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

す
る
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
が

事
項
（
そ
の
届
出
が
修
理
の
工
事
に
係
る
場
合
は
、
修
理
の
方
法
）
を
記
載

変
更
の
工
事
又
は
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
変
更
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
が
変
更
の
工
事

は
、
変
更
前
と
変
更
後
と
を
対
照
し
や
す
い
よ
う
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

又
は
工
事
の
計
画
の
変
更
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
変
更
前
と
変
更
後

な
い
。

と
を
対
照
し
や
す
い
よ
う
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
届
出
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
属
す

３

第
一
項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
届
出
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
属
す

る
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書

る
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書

類
並
び
に
当
該
申
請

に
係
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

届
出

ト
シ
ス
テ
ム
が
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の

三
の
八
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四

項
前
段
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明

し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十

４

工
事
の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
第
一
項
の

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
分
割
し
て

規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
分
割
し
て
届
出
を
す

届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
届
出
書
に
当
該
届
出

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
届
出
書
に
当
該
届
出
に
係
る
部

に
係
る
部
分
以
外
の
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
概
要
並
び
に
設
計
及
び
工
事

分
以
外
の
工
事
の
計
画
の
概
要
及
び
工
事
の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
届

の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
を
記
載

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

（
使
用
前
事
業
者
検
査
の
実
施
）

第
十
四
条
の
二

使
用
前
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も

［
条
を
加
え
る
。
］

の
と
す
る
。

一

構
造
、
強
度
及
び
漏
え
い
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

二

機
能
及
び
性
能
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

三

そ
の
他
設
置
又
は
変
更
の
工
事
が
そ
の
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
従
っ

て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法
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２

使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時

期
、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
事
業
者
検
査
の
記
録
）

第
十
四
条
の
三

使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

［
条
を
加
え
る
。
］

を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

検
査
年
月
日

二

検
査
の
対
象

三

検
査
の
方
法

四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
行
っ
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内

容
七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
当
該
使
用
前
事
業
者
検
査
に
係

る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
存
続
す
る
期
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
溶
接
に
係
る
使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
っ
た
旨
の
表
示
）

第
十
四
条
の
四

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術

［
条
を
加
え
る
。
］

基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
号
。

、
第
三
十

以
下
「
研
開
炉
技
術
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項

条
又
は
第
五
十
条
第
一
項

、
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
又
は
補
助

に
規
定
す
る
機
器
等

で
あ
っ

ボ
イ
ラ
ー
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
機
器
等
」
と
い
う
。
）

研
開
炉
技
術
基
準
規
則
第
十
七
条

（
研
開
炉
技
術
基
準
規

て
、

同
条
第
二
項

則
第
三
十
条
及
び
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
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に
規
定
す
る
主
要
な
耐
圧
部
の
溶
接
部
を
有
す
る
も
の
を
設
置
す
る
発
電
用

原
子
炉
設
置
者
は
、
当
該
機
器
等
に
係
る
使
用
前
事
業
者
検
査
を
終
了
し
た

と
き
は
、
当
該
機
器
等
に
使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
っ
た
こ
と
を
示
す
記
号

そ
の
他
表
示
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

第
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
三
項
の
確
認
（
以
下
「
使
用
前
確

第
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
使
用
前
検

認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

使
用
前
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
前
事
業
者
検
査
に
係
る
工
事
の

五

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
事
の
工
程
、
期
日
及
び
場
所

工
程
、
期
日
及
び
場
所

六

［
略
］

六

［
同
上
］

七

原
子
炉
本
体
に
係
る
工
事
の
場
合
で
あ
っ
て
原
子
炉
本
体
を
試
験
の
た

［
号
を
加
え
る
。
］

め
に
使
用
す
る
と
き
又
は
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合

で
あ
っ
て
そ
の
完
成
し
た
部
分
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理

由
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
変
更
の

工
事
（
発
電
用
原
子
炉
の
基
数
の
増
加
の
工
事
を
除
く
。
）
に
係
る
場
合
に

は
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

第
七
十
六
条
第
一
項
の
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
、
設
備
又
は

三

発
電
用
原
子
炉
及
び
保
守
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
に
つ
い
て
定
量

機
器

的
に
定
め
る
保
守
管
理
の
目
標

四

前
項
第
七
号
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
を

四

保
守
管
理
の
実
施
に
関
す
る
計
画
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

記
載
し
た
書
類

イ

保
守
管
理
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
始
期
（
発
電
用
原
子
炉
の
設
置

又
は
発
電
用
原
子
炉
の
基
数
の
増
加
の
工
事
に
係
る
使
用
前
検
査
の
開

始
す
る
日
を
い
う
。
）
及
び
期
間

ロ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
点
検
、
検
査
及
び
補
修
等
（

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
点
検
等
」
と
い
う
。
）
の
方
法
、
実
施
頻
度

- 945 -



- 10 -

及
び
時
期

ハ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行

う
保
安
の
確
保
の
た
め
の
措
置

３

［
略
］

３

［
同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

４

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
当
該
事
項
を
変
更
し
た
場
合
は
、
そ
の
評
価

の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る

５

第
一
項
の
申
請
書
及
び
第
三
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す

。

る
。

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
十
六
条

削
除

第
十
六
条

使
用
前
検
査
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
工
事
の
工
程
に
お
い

て
、
原
子
力
施
設
検
査
官
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
検
査
事
項
（
同
表
第
一

号
の
下
欄
に
掲
げ
る
検
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
可
搬
型
の
機
械
又
は
器
具
に

係
る
検
査
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

検

査

事

項

工

事

の

工

程

一

原
子
炉
本
体
、
核
燃
料
物
質
の

原
子
炉
本
体
、
核
燃
料
物
質
の

取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
、
原
子

取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
、
原

炉
冷
却
系
統
施
設
（
蒸
気
タ
ー
ビ

子
炉
冷
却
系
統
施
設
（
蒸
気
タ

ン
を
除
く
。
）
、
計
測
制
御
系
統

ー
ビ
ン
を
除
く
。
）
、
計
測
制

施
設
（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
を

御
系
統
施
設
（
発
電
用
原
子
炉

管
理
す
る
た
め
の
制
御
装
置
を
除

の
運
転
を
管
理
す
る
た
め
の
制

く
。
）
、
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄

御
装
置
を
除
く
。
）
、
放
射
性

施
設
（
排
気
筒
を
除
く
。
）
、
放

廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
（
排
気
筒

射
線
管
理
施
設
又
は
原
子
炉
格
納

を
除
く
。
）
、
放
射
線
管
理
施

施
設
に
つ
い
て
は
、
構
造
、
強
度

設
又
は
原
子
炉
格
納
施
設
の
構

又
は
漏
え
い
に
係
る
試
験
を
す
る

造
、
機
能
又
は
性
能
を
確
認
す

こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時

る
検
査
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も

の
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一

材
料
検
査

二

寸
法
検
査

三

外
観
検
査

四

組
立
て
及
び
据
付
け
状
態

を
確
認
す
る
検
査

五

耐
圧
検
査

六

漏
え
い
検
査

七

原
子
炉
格
納
施
設
が
直
接

設
置
さ
れ
る
基
盤
の
状
態
を

確
認
す
る
検
査

二

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
の
車
室
の
下
半

一

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
の
構
造
、

部
の
据
付
け
が
完
了
し
た
時
及
び

機
能
又
は
性
能
を
確
認
す
る

補
助
ボ
イ
ラ
ー
の
本
体
の
組
立
て

検
査
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も

が
完
了
し
た
時

のイ

材
料
検
査

ロ

寸
法
検
査

ハ

外
観
検
査

ニ

組
立
て
及
び
据
付
け
状

態
を
確
認
す
る
検
査

二

補
助
ボ
イ
ラ
ー
の
構
造
、

機
能
又
は
性
能
を
確
認
す
る

検
査
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も

のイ

材
料
検
査

ロ

寸
法
検
査

ハ

外
観
検
査

ニ

組
立
て
及
び
据
付
け
状

態
を
確
認
す
る
検
査

ホ

耐
圧
検
査

ヘ

漏
え
い
検
査
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三

発
電
用
原
子
炉
に
燃
料
体
を
挿

核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び

入
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な

貯
蔵
施
設
、
原
子
炉
冷
却
系
統

っ
た
時

施
設
、
計
測
制
御
系
統
施
設
、

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
、

放
射
線
管
理
施
設
、
原
子
炉
格

納
施
設
、
非
常
用
電
源
設
備
、

常
用
電
源
設
備
、
火
災
防
護
設

備
、
浸
水
防
護
施
設
、
補
機
駆

動
用
燃
料
設
備
（
非
常
用
電
源

設
備
及
び
補
助
ボ
イ
ラ
ー
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
、
非
常
用

取
水
設
備
、
敷
地
内
土
木
構
造

物
及
び
緊
急
時
対
策
所
の
機
能

又
は
性
能
で
あ
っ
て
、
発
電
用

原
子
炉
に
燃
料
体
を
挿
入
し
た

状
態
に
お
い
て
必
要
な
も
の
を

確
認
す
る
検
査

四

発
電
用
原
子
炉
の
臨
界
反
応
操

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系

作
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
状

統
施
設
、
計
測
制
御
系
統
施
設

態
に
な
っ
た
時

（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
を
管

理
す
る
た
め
の
制
御
装
置
を
除

く
。
）
及
び
発
電
機
の
機
能
又

は
性
能
で
あ
っ
て
、
発
電
用
原

子
炉
が
臨
界
に
達
す
る
時
に
必

要
な
も
の
を
確
認
す
る
検
査

五

工
事
の
計
画
に
係
る
全
て
の
工

発
電
用
原
子
炉
の
出
力
運
転
時

事
が
完
了
し
た
時

に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設

の
総
合
的
な
性
能
を
確
認
す
る
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検
査
そ
の
他
工
事
の
完
了
を
確

認
す
る
た
め
に
必
要
な
検
査

（
使
用
前
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

（
使
用
前
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委

第
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
廃
止
措
置

員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
四
十

対
象
施
設
に
つ
い
て
は
、
第
五
号
か
ら
及
び
第
七
号

に
掲
げ
る
場
合
と

三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三

ま
で

す
る
。

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
変
更
の
認
可
又
は
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。

以
下
同
じ
。
）
に
係
る
廃
止
措
置
の
対
象
と
な
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
（
以

下
「
廃
止
措
置
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
五
号
及
び
第
六

号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
三

同
上
］

［
一
～
三

略
］

四

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
設
置
の
場
所
の
状
況
又
は
工
事
の
内
容
に
よ
り

四

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
設
置
の
場
所
の
状
況
又
は
工
事
の
内
容
に
よ
り

、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
支
障
が
な
い
と
認
め
て
使
用
前
検
査
を
受
け
な

、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
支
障
が
な
い
と
認
め
て
使
用
前
確
認
を
受
け
な

い
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
指
示
し
た
場
合

い
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
指
示
し
た
場
合

五

［
同
上
］

五

［
略
］

［
号
を
加
え
る
。
］

六

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
で
あ
っ
て
、
別
表
第
一

の
上
欄
に
掲
げ
る
工
事
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
又
は
下

欄
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
し
な
い
も
の
の
場
合

六

［
同
上
］

七

［
略
］

２

［
同
上
］

２

［
略
］

第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で

削
除

第
十
八
条

削
除

（
使
用
前
検
査
実
施
要
領
書
）

第
十
九
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
十
五
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出

を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
十
六
条
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
検
査
事
項
の
検

査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
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領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条

削
除

（
使
用
前
確
認
証
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

第
二
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、
第
十
五

第
二
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た

条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
が
法
第
四
十
三
条
の
三

と
き
は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

の
十
一
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を

し
た
と
き
は
、
使
用
前
確
認
証
を
交
付
す
る
。

第
二
十
二
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で

削
除

（
試
験
使
用
の
承
認
等
の
申
請
）

第
二
十
二
条

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
承
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

二

申
請
に
係
る
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

申
請
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
概
要

四

法
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
の
年
月

日
及
び
認
可
の
番
号
又
は
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
た
年
月
日

五

申
請
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
使
用
開
始
の
予
定
年
月
日
及
び

使
用
期
間

六

使
用
の
方
法

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
が
試
験
の
た
め
の
使
用
以
外

の
使
用
に
係
る
場
合
に
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を

添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

使
用
又
は
試
験
使
用
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二

試
験
項
目
及
び
試
験
工
程
表
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（
燃
料
体
検
査
の
申
請
）

第
二
十
三
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
二
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
燃
料

体
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
希
望
す
る
検
査
開
始
日
の
一
月
前
ま
で
に
原
子
力
規

制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

二

燃
料
体
の
型
式

三

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
二
第
二
項
の
認
可
年
月
日
及
び
認
可
番
号

四

燃
料
体
の
数
（
燃
料
要
素
の
集
合
体
で
あ
る
燃
料
体
に
あ
っ
て
は
、

燃
料
要
素
の
数
を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
）

五

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
加
工
の
工
程
、
期
日
及
び
場
所

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

加
工
の
工
程

二

燃
料
体
の
品
質
管
理
の
状
況
、
加
工
の
内
容
等

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
の

内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
変
更
の
内
容
を
説
明

す
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す

る
。

（
燃
料
体
検
査
の
実
施
）

第
二
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
二
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
加
工
の
工
程
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、

当
該
加
工
の
工
程
ご
と
に
、
原
子
力
施
設
検
査
官
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
検
査
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

加

工

の

工

程

検

査

事

項

一

燃
料
材
、
燃
料
被
覆
材
そ

燃
料
材
、
燃
料
被
覆
材
そ
の
他
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の
他
の
部
品
に
つ
い
て
は
、

の
部
品
の
化
学
成
分
の
分
析
結

組
成
、
構
造
又
は
強
度
に
係

果
の
確
認
そ
の
他
こ
れ
ら
の
部

る
試
験
を
す
る
こ
と
が
で
き

品
の
組
成
、
構
造
又
は
強
度
に

る
状
態
に
な
っ
た
時

係
る
検
査

二

燃
料
要
素
の
集
合
体
で
あ

燃
料
要
素
の
集
合
体
で
あ
る
燃

る
燃
料
体
に
つ
い
て
は
、
燃

料
体
に
係
る
次
の
検
査

料
要
素
の
加
工
が
完
了
し
た

一

寸
法
検
査

時

二

湾
曲
度
を
確
認
す
る
検
査

三

外
観
検
査

四

表
面
汚
染
密
度
検
査

五

溶
接
部
の
非
破
壊
検
査

六

ヘ
リ
ウ
ム
漏
え
い
検
査
（

こ
の
表
の
第
三
号
下
欄
第
三

号
に
掲
げ
る
検
査
が
行
わ
れ

る
場
合
を
除
く
。
）

三

加
工
が
完
了
し
た
時

組
み
立
て
ら
れ
た
燃
料
体
に
係

る
次
の
検
査

一

寸
法
検
査

二

外
観
検
査

三

ヘ
リ
ウ
ム
漏
え
い
検
査
（

こ
の
表
の
第
二
号
下
欄
第
六

号
に
掲
げ
る
検
査
が
行
わ
れ

る
場
合
を
除
く
。
）

（
燃
料
体
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規

制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
燃
料
体
の
品
質
管
理
の
状
況
、
加
工

の
内
容
等
に
よ
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
支
障
が
な
い
と
認
め
て
前
条
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の
表
の
上
欄
の
加
工
の
工
程
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
燃
料
体
検
査
を

受
け
な
い
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
指
示
し
た
場
合
と
す
る
。

（
燃
料
体
の
設
計
の
認
可
）

第
二
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

二

核
燃
料
物
質
の
種
類
、
初
期
濃
縮
度
及
び
燃
焼
率

三

燃
料
材
及
び
燃
料
被
覆
材
の
種
類
、
組
成
及
び
組
織
並
び
に
燃
料
材

及
び
燃
料
被
覆
材
以
外
の
部
品
の
種
類
及
び
組
成

四

燃
料
体
の
構
造
及
び
重
量

五

燃
料
体
を
使
用
す
る
発
電
用
原
子
炉
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

の
名
称
及
び
所
在
地

六

燃
料
体
を
使
用
す
る
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

概
要
（
発
電
用
原
子
炉
の
型
式
を
含
む
。
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

燃
料
体
の
耐
熱
性
、
耐
放
射
線
性
、
耐
腐
食
性
そ
の
他
の
性
能
に
関

す
る
説
明
書

二

燃
料
体
（
燃
料
要
素
の
集
合
体
で
あ
る
燃
料
体
に
あ
っ
て
は
、
燃
料

要
素
）
の
強
度
計
算
書

三

燃
料
体
の
構
造
図

四

加
工
の
フ
ロ
ー
シ
ー
ト

五

品
質
保
証
に
関
す
る
説
明
書

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

第
二
十
七
条

削
除

（
燃
料
体
検
査
実
施
要
領
書
）
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第
二
十
八
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
申
請
書
の

提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
二
十
四
条
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
検
査
事

項
の
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査

実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
九
条

削
除

（
燃
料
体
検
査
合
格
証
）

第
三
十
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
燃
料
体
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た

と
き
は
、
燃
料
体
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

（
溶
接
事
業
者
検
査
を
行
う
べ
き
発
電
用
原
子
炉
施
設
）

第
三
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
三
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

原
子
炉
本
体
又
は
原
子
炉
格
納
施
設
に
属
す
る
容
器

二

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
（
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
計
測
制
御
系
統
施
設
又
は
放
射
線
管
理
施
設
に
属

す
る
容
器
で
あ
っ
て
非
常
時
に
安
全
装
置
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の

三

原
子
炉
本
体
に
属
す
る
容
器
又
は
原
子
炉
格
納
容
器
に
取
り
付
け
ら

れ
る
管
の
う
ち
、
そ
れ
が
取
り
付
け
ら
れ
る
当
該
容
器
か
ら
最
も
近
い

止
め
弁
ま
で
の
部
分

四

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
、
計
測
制
御
系
統
施
設
、
放
射
線
管
理
施
設

又
は
原
子
炉
格
納
施
設
の
う
ち
原
子
炉
格
納
容
器
安
全
設
備
、
放
射
性

物
質
濃
度
制
御
設
備
及
び
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
設
備
並
び
に
格
納
容

器
再
循
環
設
備
若
し
く
は
圧
力
逃
が
し
装
置
に
属
す
る
管
で
あ
っ
て
、

非
常
時
に
安
全
装
置
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
（
前
号
に
規
定
す
る
も

の
を
除
く
。
）

五

核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
、
原
子
炉
冷
却
系
統
施
設

、
計
測
制
御
系
統
施
設
、
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
（
排
気
筒
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
放
射
線
管
理
施
設
に

属
す
る
容
器
（
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
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施
設
に
属
す
る
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
最
高
使
用
圧
力
九
十
八

キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
っ
て
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え

る
管
（
前
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
包

す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
（
そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
が
液
体
中
に
あ
る
場
合
は
、
三

十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
も
の

六

核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
、
原
子
炉
冷
却
系
統
施
設

、
計
測
制
御
系
統
施
設
、
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
若
し
く
は
放
射

線
管
理
施
設
に
属
す
る
容
器
（
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

又
は
こ
れ
ら
の
施
設
に
属
す
る
外
径
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
管

（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ

の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
が
液
体
中
に
あ
る
場
合

は
、
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
未
満
の
も
の

の
う
ち
、
次
に
定
め
る
圧
力
以
上
の
圧
力
を
加
え
ら
れ
る
部
分
（
以
下

「
耐
圧
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
溶
接
を
必
要
と
す
る
も
の

イ

水
用
の
容
器
又
は
管
で
あ
っ
て
、
最
高
使
用
温
度
百
度
未
満
の
も

の
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
千
九
百
六
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

ロ

液
化
ガ
ス
（
通
常
の
使
用
状
態
で
の
温
度
に
お
け
る
飽
和
圧
力
が

百
九
十
六
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
で
あ
っ
て
現
に
液
体
の
状
態
で
あ
る

も
の
又
は
圧
力
が
百
九
十
六
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
に
お
け
る
飽
和
温
度
が

三
十
五
度
以
下
で
あ
っ
て
現
に
液
体
の
状
態
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
用
の
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
零

キ
ロ
パ
ス
カ
ル

ハ

イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
容
器
以
外
の
容
器
に
つ
い
て
は
、
最
高
使

用
圧
力
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

ニ

イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
管
以
外
の
管
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧

力
九
百
八
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
（
長
手
継
手
の
部
分
に
あ
っ
て
は
、
四

百
九
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
）

七

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
係
る
蒸
気
だ
め
若
し
く
は
熱
交
換
器
又
は
非
常
用

電
源
設
備
、
補
助
ボ
イ
ラ
ー
若
し
く
は
補
機
駆
動
用
燃
料
設
備
（
非
常
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用
電
源
設
備
及
び
補
助
ボ
イ
ラ
ー
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
属
す
る

容
器
の
う
ち
、
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
溶
接
を
必
要
と
す
る
も
の

八

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
、
非
常
用
電
源
設
備
、
補
助
ボ
イ
ラ
ー
、
火
災
防
護

設
備
又
は
区
画
排
水
設
備
に
係
る
外
径
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

管
の
う
ち
、
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
溶
接
を
必
要
と
す
る
も
の

（
溶
接
事
業
者
検
査
の
実
施
）

第
三
十
二
条

溶
接
事
業
者
検
査
は
、
溶
接
の
状
況
に
つ
い
て
、
法
第
四
十

三
条
の
三
の
十
四
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

（
溶
接
事
業
者
検
査
の
記
録
）

第
三
十
三
条

溶
接
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

検
査
年
月
日

二

検
査
の
対
象

三

検
査
の
方
法

四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
行
っ
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の

内
容

七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
協
力
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
者

の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

溶
接
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
溶
接
事
業
者
検
査
に
係
る
原
子
炉
容

器
等
の
存
続
す
る
期
間
保
存
す
る
も
の
と
し
、
同
項
第
七
号
か
ら
第
十
一

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
溶
接
事
業
者
検
査
を
行
っ
た
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後
最
初
の
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
三
第
六
項
の
通
知
を
受
け
る
ま
で
の

期
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
溶
接
事
業
者
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規

制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

溶
接
作
業
の
標
準
化
、
溶
接
に
使
用
す
る
材
料
の
規
格
化
等
の
状
況

に
よ
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
支
障
が
な
い
と
認
め
て
溶
接
事
業
者

検
査
を
行
わ
な
い
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
指
示
を
し
た
場
合

二

次
に
掲
げ
る
設
備
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
届
け

出
て
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
属
す
る
設
備
と
し
て
使
用
す
る
場
合

イ

ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令

第
三
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
三
条
第
一
項
の
溶

接
検
査
に
合
格
し
た
設
備
又
は
同
令
第
八
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は

第
九
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
八
十
四
条
第
一
項
の
検

定
を
受
け
た
設
備

ロ

発
電
用
原
子
炉
施
設
（
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一

年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第

四
号
に
規
定
す
る
ガ
ス
を
内
包
す
る
液
化
ガ
ス
設
備
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
号
）
第
五
十
六
条
の
三
の
特
定
設
備
検
査
に
合
格
し
、
又
は

同
法
第
五
十
六
条
の
六
の
十
四
第
二
項
の
規
定
若
し
く
は
第
五
十
六

条
の
六
の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
六
条
の

六
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
設
備
基
準
適
合
証
の
交
付
を

受
け
た
も
の

三

漏
止
め
溶
接
の
み
を
し
た
第
三
十
一
条
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に

規
定
す
る
容
器
又
は
管
（
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
そ
の
溶
接
の
み
を
新
た

に
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
使
用
す
る
場
合

（
溶
接
安
全
管
理
審
査
の
申
請
）

第
三
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
三
第
三
項
の
審
査
（
以
下
「
溶
接
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安
全
管
理
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

二

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

三

溶
接
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所

四

溶
接
事
業
者
検
査
を
行
う
原
子
炉
容
器
等
の
概
要

五

審
査
の
実
施
方
法
及
び
実
施
時
期

六

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
溶
接
事
業
者
検
査
の
項
目

七

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
日

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
十
七
条
第
一
号
に
規
定
す
る
組
織

で
あ
っ
て
耐
圧
試
験
を
行
う
時
期
に
受
け
る
審
査
及
び
溶
接
を
し
た
原
子

炉
容
器
等
で
あ
っ
て
輸
入
し
た
も
の
に
つ
い
て
受
け
る
審
査
に
係
る
場
合

に
は
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
、
同
条
第
一
号
に
規
定

す
る
組
織
で
あ
っ
て
、
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
日
以
降

三
月
を
超
え
な
い
時
期
に
受
け
る
審
査
及
び
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
組

織
と
し
て
受
け
る
審
査
に
係
る
場
合
に
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明

す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

溶
接
事
業
者
検
査
に
関
す
る
規
程

二

溶
接
事
業
者
検
査
の
組
織

三

溶
接
部
の
設
計
及
び
溶
接
施
行
法
並
び
に
溶
接
を
行
う
者
の
知
識
及

び
技
能

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た

と
き
は
、
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正

本
一
通
と
す
る
。

（
溶
接
安
全
管
理
審
査
の
実
施
方
法
）

第
三
十
六
条

溶
接
安
全
管
理
審
査
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
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よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

溶
接
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
と
も

に
、
継
続
的
な
品
質
保
証
の
確
保
が
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
確
認
す

る
方
法

二

溶
接
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
に
つ
い
て
確
認
す
る
方
法

（
溶
接
安
全
管
理
審
査
の
実
施
時
期
）

第
三
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
三
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
時
期
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

直
近
の
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
三
第
六
項
の
通
知
（
こ
の
号
に
規

定
す
る
耐
圧
試
験
に
係
る
通
知
で
あ
っ
て
、
溶
接
事
業
者
検
査
の
実
施

に
つ
き
十
分
な
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
と
評
定
さ
れ
た
組
織
に
係
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
通
知
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
、
溶
接
事
業
者
検
査
の
実
施
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
と
ら
れ
て
い

る
と
評
定
さ
れ
た
組
織
で
あ
っ
て
、
当
該
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
年

を
超
え
な
い
時
期
に
溶
接
事
業
者
検
査
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

耐
圧
試
験
を
行
う
時
期
及
び
当
該
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
を
経
過

し
た
日
以
降
三
月
を
超
え
な
い
時
期

二

前
号
に
規
定
す
る
組
織
で
あ
っ
て
、
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
を

超
え
な
い
時
期
に
溶
接
安
全
管
理
審
査
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
し
て

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
溶
接
安
全
管
理
審

査
を
受
け
る
必
要
が
生
じ
た
時
期

三

前
二
号
に
掲
げ
る
組
織
以
外
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
溶
接
事
業
者
検

査
を
行
う
時
期

（
溶
接
安
全
管
理
審
査
の
対
象
と
な
る
事
項
）

第
三
十
八
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
三
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

検
査
に
お
い
て
協
力
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
者

の
管
理
に
関
す
る
事
項

二

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項
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三

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

第
三
十
九
条

削
除

（
溶
接
事
業
者
検
査
を
行
っ
た
旨
の
表
示
）

第
四
十
条

原
子
炉
容
器
等
で
あ
っ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を
し
た

原
子
炉
容
器
等
で
あ
っ
て
輸
入
し
た
も
の
を
設
置
す
る
発
電
用
原
子
炉
設

置
者
は
、
当
該
原
子
炉
容
器
等
で
あ
っ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を

し
た
原
子
炉
容
器
等
で
あ
っ
て
輸
入
し
た
も
の
に
係
る
溶
接
事
業
者
検
査

を
終
了
し
た
と
き
は
、
当
該
原
子
炉
容
器
等
で
あ
っ
て
溶
接
を
す
る
も
の

又
は
溶
接
を
し
た
原
子
炉
容
器
等
で
あ
っ
て
輸
入
し
た
も
の
に
溶
接
事
業

者
検
査
を
行
っ
た
こ
と
を
示
す
記
号
そ
の
他
表
示
を
付
す
る
も
の
と
す
る

。

（
廃
止
措
置
中
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
維
持
）

（
廃
止
措
置
中
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
性
能
維
持
）

第
四
十
条
の
二

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
四
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員

第
四
十
条
の
二

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
四
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員

会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に

会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
で
あ
っ
て
第
百
十
一
条
第

第
百
十
条
の
二
第
十
一

第
百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る

一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

号。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
四
本
文
の
規
定
は
、
同

い
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
四
本
文
の
規
定
は
、
第
百
十
一
条
第
一
項

号
の
性
能
維
持
施
設
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
一
条
か
ら
第

条
ま
で

削
除

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
）

五
十

第
四
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る

。一

原
子
炉
本
体
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
、
原
子
炉

冷
却
系
統
施
設
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
計
測
制
御
系
統

施
設
（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
を
管
理
す
る
た
め
の
制
御
装
置
を
除
く

。
）
、
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
（
排
気
筒
を
除
く
。
）
、
放
射
線

管
理
施
設
、
原
子
炉
格
納
施
設
及
び
非
常
用
電
源
設
備

二

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
設
備
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
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下
欄
に
掲
げ
る
機
械
又
は
器
具
で
あ
っ
て
、
最
高
使
用
圧
力
零
キ
ロ
パ

ス
カ
ル
以
上
の
圧
力
を
加
え
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
も
の

設

備

の

種

類

機

械

又

は

器

具

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
本

タ
ー
ビ
ン
本
体
、
主
要
弁
、
復
水
器
及
び
管

体蒸
気
タ
ー
ビ
ン
の

熱
交
換
器
、
冷
却
塔
、
給
水
ポ
ン
プ
、
管
、

附
属
設
備

蒸
気
だ
め
、
安
全
弁
及
び
逃
が
し
弁

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
、
法

第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
発
電
用

原
子
炉
施
設
は
、
第
百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
以
外
の

も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

第
四
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
の
検
査
（
以
下
「
施
設
定
期
検

査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
希
望
す
る
検
査
開
始
日
の
一
月
前
ま
で
に
原
子
力
規
制
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

二

発
電
用
原
子
炉
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
種
類
及
び
出
力

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
日

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

施
設
定
期
検
査
の
期
間
に
お
い
て
行
わ
れ
る
定
期
事
業
者
検
査
の
計

画
二

前
号
の
定
期
事
業
者
検
査
に
関
す
る
放
射
線
管
理
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三

発
電
用
原
子
炉
及
び
保
守
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
に
つ
い
て
定

量
的
に
定
め
る
保
守
管
理
の
目
標

四

保
守
管
理
の
実
施
に
関
す
る
計
画
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

保
守
管
理
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
始
期
（
施
設
定
期
検
査
の
開

始
す
る
日
を
い
う
。
）
及
び
期
間

ロ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
点
検
、
検
査
（
定
期
事
業

者
検
査
を
含
む
。
）
及
び
補
修
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
点
検

等
」
と
い
う
。
）
の
方
法
、
実
施
頻
度
及
び
時
期

ハ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に

行
う
保
安
の
確
保
の
た
め
の
措
置

五

前
回
の
施
設
定
期
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
前
二
号
に
掲
げ
る
事
項

を
説
明
す
る
書
類
（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
の
開
始
後
最
初
に
行

わ
れ
る
施
設
定
期
検
査
に
係
る
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
五
条

第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
）
の
内

容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
の
内
容
を
説
明
す
る
書
類

六

前
回
の
施
設
定
期
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
三
号
及
び
第
四
号
に

掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
の
開
始

後
最
初
に
行
わ
れ
る
施
設
定
期
検
査
に
係
る
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は

、
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る

書
類
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
当
該
事
項
を
変

更
し
た
場
合
は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
の
施

設
定
期
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

二

発
電
用
原
子
炉
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
種
類

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
日

４

第
一
項
の
申
請
書
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
書
類

又
は
前
項
の
申
請
書
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
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の
変
更
の
内
容
を
説
明
す
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
当
該
事
項
を
変
更
し
た
場
合
は
、
そ
の

評
価
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
又
は
第
三
項
の
申
請
書
及
び
第
四
項
又
は
第
五
項
の
書
類
の
提

出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
の
実
施
）

第
四
十
三
条

施
設
定
期
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
前
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
に
お
い
て
記
載
さ
れ
た
定
期
事

業
者
検
査
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う

定
期
事
業
者
検
査
に
原
子
力
施
設
検
査
官
が
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期

事
業
者
検
査
の
記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
設
備
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
定

期
事
業
者
検
査
に
係
る
事
項

イ

タ
ー
ビ
ン
本
体
、
主
要
弁
、
復
水
器
、
熱
交
換
器
及
び
主
な
配
管

の
非
破
壊
検
査

ロ

タ
ー
ビ
ン
本
体
及
び
主
要
弁
の
組
立
て
及
び
据
付
け
状
態
を
確
認

す
る
検
査
並
び
に
保
安
装
置
の
作
動
検
査

二

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
あ
っ
て
は
、
前
号
に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
定
期
事
業

者
検
査
に
係
る
事
項

三

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
発
電
用
原
子
炉
施
設
（
非
常
用
電
源
設
備
を
除

く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
通
常
運
転
時

に
お
け
る
総
合
的
な
性
能
に
関
す
る
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
事
項

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
係
る
施
設
定
期

検
査
に
つ
い
て
は
、
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
第
百
十
一
条
第

一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
の
機
能
及
び
作
動
の
状
況
を
確
認
す
る
た

め
の
検
査
に
原
子
力
施
設
検
査
官
が
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
検
査
の
記
録

を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
施
設
定
期
検
査
の
実
施
時
期
）

第
四
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
時
期
は
、
直
近
の
施
設
定
期
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
十
三
月
を

超
え
な
い
時
期
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
重
要
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
う

ち
、
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
又
は
発
電
用
原
子
炉
の
基
数
の
増
加
の
工
事

の
後
、
施
設
定
期
検
査
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
運
転

が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
十
三
月
を
超
え
な
い
時
期
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
、
法

第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
期
は

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
期

と
す
る
。

施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
べ
き

区

分

時
期

一

廃
止
措
置
対
象
施
設
（
次
号

直
近
の
施
設
定
期
検
査
が
終
了

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

し
た
日
以
降
九
月
を
超
え
な
い

時
期
（
原
子
力
規
制
委
員
会
が

別
に
指
定
し
た
場
合
は
、
そ
の

指
定
し
た
時
期
）

二

特
定
研
究
開
発
段
階
発
電
用

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四

原
子
炉
（
燃
料
体
が
炉
心
等
（

第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
廃
止

炉
心
及
び
炉
外
燃
料
貯
蔵
槽
を

措
置
計
画
に
定
め
る
時
期
（
原

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
取

子
力
規
制
委
員
会
が
別
に
指
定

り
出
さ
れ
て
い
な
い
令
第
一
条

し
た
場
合
は
、
そ
の
指
定
し
た

第
一
号
に
掲
げ
る
発
電
用
原
子

時
期
）

炉
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

廃
止
措
置
対
象
施
設
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（
施
設
定
期
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

第
四
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員

会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

削
除

二

使
用
の
状
況
か
ら
前
条
に
規
定
す
る
時
期
に
施
設
定
期
検
査
を
行
う

必
要
が
な
い
と
認
め
て
原
子
力
規
制
委
員
会
が
施
設
定
期
検
査
を
受
け

る
べ
き
時
期
を
定
め
て
承
認
し
た
と
き
。

三

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
に
規
定
す
る
時
期
に
施

設
定
期
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
て
原
子
力

規
制
委
員
会
が
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
べ
き
時
期
を
定
め
て
承
認
し

た
と
き
。

２

前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

二

発
電
用
原
子
炉
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
種
類
及
び
出
力

四

直
近
の
施
設
定
期
検
査
が
終
了
し
た
年
月
日

五

施
設
定
期
検
査
開
始
希
望
年
月
日
及
び
そ
の
理
由

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
使
用
の
状

況
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
項

第
三
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
を
添
付
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
。

第
四
十
六
条

削
除

（
施
設
定
期
検
査
実
施
要
領
書
）

第
四
十
七
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項

の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
べ
き
検
査
又
は
第
二
項
の
検
査
の
方
法
そ
の
他
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必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

第
四
十
八
条

削
除

（
施
設
定
期
検
査
終
了
証
）

第
四
十
九
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
定
期
検
査
を
終
了
し
た
と
認

め
た
と
き
は
、
施
設
定
期
検
査
終
了
証
を
交
付
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
設
定
期
検
査
中
に
法
第
四
十
三
条
の

三
の
三
十
四
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
施
設
定
期
検
査

は
、
そ
の
認
可
を
受
け
た
日
に
終
了
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
べ
き
発
電
用
原
子
炉
施
設
）

第
五
十
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

則
で
定
め
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

原
子
炉
本
体
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
、
原
子
炉

冷
却
系
統
施
設
（
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
を
除
く
。
）
、
計
測
制
御
系
統
施
設

（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
を
管
理
す
る
た
め
の
制
御
装
置
を
除
く
。
）

、
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
、
放
射
線
管
理
施
設
、
原
子
炉
格
納
施

設
、
非
常
用
電
源
設
備
、
補
助
ボ
イ
ラ
ー
、
火
災
防
護
設
備
、
浸
水
防

護
施
設
、
補
機
駆
動
用
燃
料
設
備
（
非
常
用
発
電
設
備
及
び
補
助
ボ
イ

ラ
ー
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
非
常
用
取
水
設
備

二

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
設
備
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
機
械
又
は
器
具
（
非
常
用
電
源
設
備
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）

設

備

の

種

類

機

械

又

は

器

具

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
本

タ
ー
ビ
ン
本
体
、
主
要
弁
、
復
水
器
及
び
管

体
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蒸
気
タ
ー
ビ
ン
の

熱
交
換
器
、
冷
却
塔
、
給
水
ポ
ン
プ
、
管
、

附
属
設
備

蒸
気
だ
め
、
安
全
弁
及
び
逃
が
し
弁

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
時
期
）

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
時
期
）

第
五
十
一
条

定
期
事
業
者
検
査
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
、
定
期

第
五
十
一
条

定
期
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る

事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
十
三
月
を
超
え
な
い
時
期
（
判
定
期
間
が

。

十
四
月
以
上
で
あ
る
も
の
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
が
別
に
指
定
し
た
場

合
は
、
そ
の
指
定
し
た
時
期
）
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
発
電

用
原
子
炉
の
設
置
又
は
発
電
用
原
子
炉
の
基
数
の
増
加
に
係
る
工
事
の
後
の

初
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
つ
い
て
は
、
そ
の
運
転
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降

十
三
月
を
超
え
な
い
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る
。

［
各
号
を
削
る
。
］

一

特
定
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
次
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲

げ
る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
に
あ
っ
て
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項

又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
定
め

る
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
係
る
特
定
重
要
発
電
用
原
子
炉
施
設
が
施

設
定
期
検
査
を
受
け
る
べ
き
時
期

二

特
定
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
次
条
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
る
定
期
事
業
者
検
査
に
あ
っ
て
は
、
運
転
が
開
始
さ
れ
た
日
又
は
直
近

の
施
設
定
期
検
査
が
終
了
し
た
日
か
ら
次
回
の
施
設
定
期
検
査
を
開
始
す

る
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
六
月
を
超
え
な
い
時
期
ご
と

２

前
項
の
判
定
期
間
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
お
い
て
、
発
電
用
原
子
炉
施

［
項
を
加
え
る
。
］

設
（
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
構
成
す
る
機
械
又
は
器
具
で
あ
っ
て
、
第

一
号
及
び
第
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
第
三
号
に
該
当
し
な
い

も
の
に
限
る
。
）
が
次
条
第
二
項
の
一
定
の
期
間
を
満
了
す
る
ま
で
の
間
法

次
条
第
二
項

第
四
十
三
条
の
三
の
十
四
の
技
術
上
の
基
準
（
以
下
こ
の
項
、

第
七
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
十
四
条
の
六
第
一
号
に
お
い
て
「

、技
術
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
（
機
械
又
は
器
具
ご
と
に
そ
の
期
間
が
異

な
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
最
も
短
い
期
間
）
と
す
る
。

一

次
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号

並
び
に
第
二
項
に
規
定
す

各
号

及
び
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る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
（
炉
心
の
性
能
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
を
行
う
べ
き
も
の

二

定
期
事
業
者
検
査
の
都
度
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
補
修
、
取

替
え
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
の
あ
る
も
の

三

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の

イ

計
測
装
置
で
あ
っ
て
そ
の
台
数
に
つ
い
て
冗
長
性
を
も
っ
て
設
置
さ

れ
て
い
る
も
の
、
ポ
ン
プ
又
は
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
っ
て
予
備
の
も
の
が

設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
機
械
又
は
器
具
で
あ
っ
て
発
電
用
原
子

炉
施
設
の
使
用
時
に
お
い
て
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
補
修
、
取

替
え
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も
の

ロ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
使
用
時
に
そ
の
機
械
又
は
器
具
を
検
査
す
る

こ
と
に
よ
り
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
確
保
に
支
障
を
来
さ
な
い

も
の

３

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
次
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号

２

特
定
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
次
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

各
号

並
び
に
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
で
あ
っ
て

る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
で
あ
っ
て
、
当
該
定
期
事
業
者
検
査
を
行

及
び

、
当
該
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
時
（

う
こ
と
に
よ
り
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は

保
安
の
確
保
に
支
障
を
来
さ
な
い
も
の
（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
べ
き
も

、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
使
用
時
）
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安

の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号

の
確
保
に
支
障
を
来
さ
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

に
掲
げ
る
時
期
よ
り
も
前
の
時
期
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
時
期
よ
り
も
前
の
時
期
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

［
略
］

３

［
同
上
］

５

前
項
各
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

４

［
同
上
］

し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

検
査
を
行
う
べ
き
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
種
類
及
び
施
設
番
号
（
発
電

三

検
査
を
行
う
べ
き
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
種
類
及
び
出
力

用
原
子
炉
施
設
に
付
さ
れ
て
い
る
発
電
用
原
子
炉
の
識
別
の
た
め
の
番
号

を
い
う
。
第
五
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

６

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
使
用
の
状
況

５

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
使
用
の
状
況

を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
が

を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
が

第
四
項
第
二
号
の
承
認
に
係
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を

第
三
項
第
二
号
の
承
認
に
係
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
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要
し
な
い
。

要
し
な
い
。

７

第
五
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

［
項
を
加
え
る
。
］

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
）

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
）

第
五
十
二
条

定
期
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

第
五
十
二
条

定
期
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る

す
る
。

。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

三

各
部
の
損
傷
、
変
形
、
摩
耗
等
に
よ
る
異
常
の
発
生
の
兆
候
を
作
動
し

て
い
る
状
態
で
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
定
期
事
業
者
検
査
は
、
一
定
の
期
間
を

［
項
を
加
え
る
。
］

設
定
し
、
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
が
そ
の
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
技

術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
で

行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
一
定
の
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し
て
設
定
し
な
け
れ

［
項
を
加
え
る
。
］

ば
な
ら
な
い
。

一

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
点
検
、
検
査
又
は
取
替
え

の
結
果
か
ら
示
さ
れ
る
有
意
な
劣
化
の
有
無
及
び
有
意
な
劣
化
が
あ
る
場

合
に
は
そ
の
劣
化
の
傾
向

二

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
耐
久
性
に
関
す
る
研
究
の
成
果
そ
の
他
の
研
究

の
成
果

三

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
類
似
す
る
機
械
又
は
器
具
の
使
用
実
績
（
当
該

発
電
用
原
子
炉
施
設
と
の
材
料
及
び
使
用
環
境
の
相
違
を
踏
ま
え
た
も
の

に
限
る
。
）

４

第
二
項
の
一
定
の
期
間
は
、
十
三
月
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
項
を
加
え
る
。
］

５

第
二
項
の
一
定
の
期
間
は
、
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
日
の
三
月
前

［
項
を
加
え
る
。
］

ま
で
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も

同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期

［
項
を
加
え
る
。
］

、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。
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（
定
期
事
業
者
検
査
の
記
録
）

（
定
期
事
業
者
検
査
の
記
録
）

第
五
十
三
条

［
略
］

第
五
十
三
条

［
同
上
］

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

九

検
査
に
お
い
て
協
力
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
者
の

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

管
理
に
関
す
る
事
項

［
十
・
十
一

略
］

［
十
・
十
一

同
上
］

２

定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
そ
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
が
廃
棄

２

定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
そ
の
特
定
発
電
用
原
子
炉
施
設
が

さ
れ
た
後
五
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

廃
棄
さ
れ
た
後
五
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
中
に
お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
を
要
す
る
場
合
）

（
定
期
安
全
管
理
審
査
の
申
請
）

第
五
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制

第
五
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
第
四
項
の
審
査
（
以
下
「
定
期
安

委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に

全
管
理
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
百
十
条
の
二
第

第
百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
日
の
一
月
前
ま

十
一
号

す
る
。

で
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
施
設
番
号

三

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
定
期
事
業
者
検
査
の
範
囲

四

定
期
事
業
者
検
査
の
主
な
実
施
場
所

五

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
日

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
期
事
業
者
検
査
の
計
画

二

定
期
事
業
者
検
査
に
関
す
る
規
程

三

定
期
事
業
者
検
査
の
要
領
書

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と

き
は
、
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

一
通
と
す
る
。
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（
定
期
事
業
者
検
査
の
報
告
）

（
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
時
期
）

第
五
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

第
五
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

則
で
定
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
と
す
る
。

則
で
定
め
る
時
期
は
、
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
時
期
と
す
る
。

一

定
期
事
業
者
検
査
（
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
し
て
行
う
も

の
を
除
く
。
）
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二

原
子
炉
を
起
動
す
る
た
め
に
必
要
な
検
査
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き

。

２

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
第
三
項
の
報
告
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
定

期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
遅
滞
な
く
、
前
項
第
一
号
に

掲
げ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
検
査
開
始
予
定
日
の
一
月
前
ま
で
（
第
五
十
二
条

第
二
項
の
一
定
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
一
定
の
期
間
」
と

い
う
。
）
を
定
め
、
又
は
変
更
（
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
を
除
く
。

）
を
し
た
場
合
は
三
月
前
ま
で
）
に
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
と
き
に
あ
っ

て
は
原
子
炉
の
起
動
予
定
日
の
三
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
報
告
書
を
作
成
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

発
電
用
原
子
炉
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

検
査
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
種
類
及
び
施
設
番
号

四

検
査
の
実
績
又
は
予
定
の
概
要

３

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
と
き
に
お
け
る
前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
期
事
業
者
検
査
の
計
画

二

発
電
用
原
子
炉
及
び
第
七
十
六
条
第
一
項
の
施
設
管
理
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
単
に
「
施
設
管
理
」
と
い
う
。
）
の
重
要
度
が
高
い
系
統
に
つ

い
て
定
量
的
に
定
め
る
同
項
第
三
号
の
施
設
管
理
目
標

三

第
七
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
施
設
管
理
実
施
計
画
に
係
る
次
に
掲
げ

る
事
項

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
（
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
日
を

い
う
。

）
及
び
期
間

第
七
十
六
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
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ロ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
工
事
の
方
法
及
び
時
期

及
び
第
七
十

ハ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
点
検
及
び
検
査
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
点
検
等
」
と
い
う
。
）
の
方
法
、
実

六
条
第
一
項
第
四
号

施
頻
度
及
び
時
期

ニ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行
う
保

安
の
確
保
の
た
め
の
措
置

四

第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
判
定
す
る
方
法
に
関
す
る
こ
と
（
同

。

項
の
一
定
の
期
間
を
含
む
。
）

五

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項

を
説
明
す
る
書
類
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変

更
の
内
容
を
説
明
す
る
書
類

六

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
二
号
又
は
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行

い
、
当
該
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記

載
し
た
書
類

七

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

を
説
明
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項

（
一
定
の
期
間
に
係
る
も

の
内
容

の
に
限
る
。
）
を

変
更
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
五
十
二

に

が
あ
っ
た

条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類

４

前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
当
該

事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
一
定
の
期
間
を
変
更
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
第
五
十
二
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
項
の
報
告
書
及
び
前
二
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す

る
。

第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条

削
除

（
定
期
安
全
管
理
審
査
の
対
象
と
な
る
事
項
）

第
五
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
第
五
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一

検
査
に
お
い
て
協
力
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
者

の
管
理
に
関
す
る
事
項

二

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

三

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

直
近
の
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

四
十
三
条
の
三
の
十
三
第
六
項
の
通
知
に
お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
の
実

施
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
と
評
定
さ
れ
た
組
織
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
を

適
用
し
な
い
。

第
五
十
七
条

削
除

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
五
十
八
条

第
十
四
条
の
三
第
一
項
各
号
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
各
号
に

第
五
十
八
条

第
三
十
三
条
第
一
項
各
号
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲

掲
げ
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人

げ
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ

の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
第
六
十
三
条

電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

第
一
項
及
び
第
百
三
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該

よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
の
保
存
を
も
っ
て
法
第
四
十

記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ

三
条
の
三
の
十
三
第
一
項
並
び
に
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
第
一
項
及
び
第

れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
の
保
存

三
項
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
記
録
の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が

を
も
っ
て
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
一
項
及
び
第
四
十
三
条
の
三
の
十

で
き
る
。

六
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
記
録
の
保
存
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

［
略
］

２

［

］

同
上

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
六
十
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
八
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を

第
六
十
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
八
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事

者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
を
し
て
、
こ
れ
を
原

者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
し
て
、
こ
れ
を
原
子

子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要

［
号
を
加
え
る
。
］
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に
関
す
る
事
項

な
体
制
の
整
備

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

［
同
上
］

。［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要

［
号
を
加
え
る
。
］

な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

七

［
略
］

六

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
記
録
）

（
記
録
）

第
六
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
発
電

第
六
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
発
電

用
原
子
炉
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

用
原
子
炉
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同

同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲

表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ

げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記

録

事

項

保
存
期
間

記

録

事

項

保
存
期
間

記
録
す
べ
き

記
録
す
べ
き

場
合

場
合

一

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
施
設
管

一

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
守
管

理
（
第
七
十
六
条
第
一
項
に
規
定

理
記
録

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
記
録

イ

使
用
前
確
認
の
結
果

確
認
の
都
度

同
一
事
項
に
関

イ

使
用
前
検
査
の
結
果

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関

す
る
次
の
確
認

す
る
次
の
検
査

の
時
ま
で
の
期

の
時
ま
で
の
期

間

間

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

ロ

施
設
定
期
検
査
の
結
果

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関

す
る
次
の
検
査

の
時
ま
で
の
期
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間

削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

ハ

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る

毎
日
一
回
。

巡
視
又
は
点
検

［

巡
視
又
は
点
検
の
状
況
（
法
第

た
だ
し
、
法

を
実
施
し
た
施

四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二

第
四
十
三
条

設
又
は
設
備
を

項
の
認
可
を
受
け
、
第
百
十
一

の
三
の
三
十

廃
棄
し
た
後
五

条
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持

四
第
二
項
の

年
が
経
過
す
る

施
設
が
存
在
し
な
い
場
合
の
廃

認
可
を
受
け

ま
で
の
期
間

止
措
置
対
象
施
設
に
お
い
て
は

、
第
百
十
一

、
巡
視
の
状
況
に
限
る
。
）
並

条
第
一
項
第

び
に
そ
の
担
当
者
の
氏
名

六
号
の
性
能

維
持
施
設
が

存
在
し
な
い

場
合
に
お
け

る
当
該
廃
止

措
置
対
象
施

設
に
係
る
巡

視
に
あ
っ
て

は
毎
週
一
回

と
す
る
。

ロ

第
七
十
六
条
第
一
項
第
四
号

施
設
管
理
の

施
設
管
理
を
実

ニ

第
七
十
六
条
第
一
項
第
四
号

保
守
管
理
の

保
守
管
理
を
実

の
規
定
に
よ
る
施
設
管
理
の
実

実
施
の
都
度

施
し
た
発
電
用

の
規
定
に
よ
る
保
守
管
理
の
実

実
施
の
都
度

施
し
た
発
電
用

施
状
況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏

原
子
炉
施
設
の

施
状
況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏

原
子
炉
施
設
を

名

解
体
又
は
廃
棄

名

解
体
又
は
廃
棄

を
し
た
後
五
年

し
た
後
五
年
が

が
経
過
す
る
ま

経
過
す
る
ま
で

で
の
期
間

の
期
間

ハ

第
七
十
六
条
第
一
項
第
五
号

［
略
］

評
価
を
実
施
し

ホ

第
七
十
六
条
第
一
項
第
五
号

［
同
上
］

評
価
を
実
施
し

の
規
定
に
よ
る
施
設
管
理
方
針

た
発
電
用
原
子

の
規
定
に
よ
る
保
守
管
理
に
関

た
発
電
用
原
子
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、
施
設
管
理
目
標
及
び
施
設
管

炉
施
設
の
施
設

す
る
方
針
、
保
守
管
理
の
目
標

炉
施
設
の
保
守

理
実
施
計
画
の
評
価
の
結
果
及

管
理
方
針
、
施

及
び
保
守
管
理
の
実
施
に
関
す

管
理
に
関
す
る

び
そ
の
評
価
の
担
当
者
の
氏
名

設
管
理
目
標
又

る
計
画
の
評
価
の
結
果
及
び
そ

方
針
、
保
守
管

は
施
設
管
理
実

の
評
価
の
担
当
者
の
氏
名

理
の
目
標
又
は

施
計
画
の
改
定

保
守
管
理
の
実

ま
で
の
期
間

施
に
関
す
る
計

画
の
改
定
ま
で

の
期
間

二

運
転
記
録
（
法
第
四
十
三
条
の

二

運
転
記
録
（
法
第
四
十
三
条
の

三
の
三
十
四
第
二
項
の
認
可
を
受

三
の
三
十
四
第
二
項
の
認
可
を
受

け
、
燃
料
体
が
炉
心
（
リ
及
び
ヌ

け
、
燃
料
体
が
炉
心
（
リ
及
び
ヌ

に
あ
っ
て
は
、
炉
心
及
び
炉
外
燃

に
あ
っ
て
は
、
炉
心
等
）
か
ら
取

料
貯
蔵
槽
（
以
下
「
炉
心
等
」
と

り
出
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。

い
う
。
）
）
か
ら
取
り
出
さ
れ
て

）

い
る
場
合
を
除
く
。
）

［
イ
～
ヌ

略
］

［
略
］

［
略
］

イ
～
ヌ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［

ル

第
八
十
二
条
第
三
号
ロ
の
運

そ
の
都
度

一
年
間
。
た
だ

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。

［
加
え
る
。
］

転
上
の
制
限
に
関
す
る
点
検
及

し
、
運
転
上
の

］

び
運
転
上
の
制
限
か
ら
の
逸
脱

制
限
か
ら
の
逸

が
あ
っ
た
場
合
に
講
じ
た
措
置

脱
が
あ
っ
た
場

合
は
、
当
該
記

録
に
つ
い
て
五

年
間
と
す
る
。

三

燃
料
体
の
記
録
（
イ
か
ら
ト
ま

三

燃
料
体
の
記
録
（
イ
か
ら
ト
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は

で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
第

、

第
百
十

百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
性
能

第
百
十
条
の
二
第
十
一
号

一
条
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持

維
持
施
設
が
存
在
し
な
い
と
き
を
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施
設
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く

除
く
。
）

。
）

［
イ
～
チ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
イ
～
チ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

四

［
略
］

［
略
］

［
略
］

四

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

五

放
射
線
管
理
記
録

五

［
同
上
］

イ

原
子
炉
本
体
（
法
第
四
十
三

毎
日
一
回
。

十
年
間

イ

原
子
炉
本
体
（
法
第
四
十
三

毎
日
一
回
。

［
同
上
］

条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
の
認

た
だ
し
、
法

条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
の
認

た
だ
し
、
法

可
を
受
け
、
第
百
十
条
の
二
第

第
四
十
三
条

可
を
受
け
、
第
百
十
一
条
第
一

第
四
十
三
条

十
一
号
の
性
能
維
持
施
設
に
該

の
三
の
三
十

項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
に

の
三
の
三
十

当
す
る
部
分
が
存
在
し
な
い
場

四
第
二
項
の

該
当
す
る
部
分
が
存
在
し
な
い

四
第
二
項
の

合
を
除
く
。
）
、
使
用
済
燃
料

認
可
を
受
け

場
合
を
除
く
。
）
、
使
用
済
燃

認
可
を
受
け

の
貯
蔵
施
設
（
法
第
四
十
三
条

、
第
百
十
条

料
の
貯
蔵
施
設
（
法
第
四
十
三

、
第
百
十
一

の
三
の
三
十
四
第
二
項
の
認
可

の
二
第
十
一

条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
の
認

条
第
一
項
第

を
受
け
、
第
百
十
条
の
二
第
十

号
の
性
能
維

可
を
受
け
、
第
百
十
一
条
第
一

六
号
の
性
能

一
号
の
性
能
維
持
施
設
に
該
当

持
施
設
が
存

項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
に

維
持
施
設
が

す
る
部
分
が
存
在
し
な
い
場
合

在
し
な
い
と

該
当
す
る
部
分
が
存
在
し
な
い

存
在
し
な
い

を
除
く
。
）
、
放
射
性
廃
棄
物

き
は
、
毎
週

場
合
を
除
く
。
）
、
放
射
性
廃

と
き
は
、
毎

の
廃
棄
施
設
等
の
放
射
線
遮
蔽

一
回
と
す
る

棄
物
の
廃
棄
施
設
等
の
放
射
線

週
一
回
と
す

物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量

。

遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量

る
。

率

当
量
率

［
ロ
～
ル

略
］

［
略
］

［
略
］

［
ロ
～
ル

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［

四
～
九

略
］

［
略
］

［
略
］

［

四
～
九

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

六

六

十

品
質
管
理
基
準
規
則
第
四
条
第

［
略
］

［
略
］

十

第
六
十
五
条
の
品
質
保
証
計
画

［
同
上
］

［
同
上
］

三
項
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ

に
関
し
て
の
文
書
及
び
品
質
保
証
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ン
ト
文
書
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

計
画
に
従
っ
た
計
画
、
実
施
、
評

ト
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
た
計
画
、
実

価
及
び
改
善
状
況
の
記
録
（
他
の

施
、
評
価
及
び
改
善
状
況
の
記
録

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
他
の
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）

［
十
一
～
十
三

略
］

［
略
］

［
略
］

［
十
一
～
十
三

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
２
～
７

略
］

［
２
～
７

同
上
］

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
六
十
三
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
一
に
規
定
す
る
記
録
は
、
前
条
第

第
六
十

条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
一
に
規
定
す
る
記
録
は
、
前
条
第

三

一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ

一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
従
っ
て

電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し

る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の

、

、
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
、
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）

（
品
質
保
証
）

第
六
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
六
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
品
質
保
証
計
画
を
定
め
、
こ
れ

の
三
の
八
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

に
基
づ
き
保
安
活
動
（
第
七
十
三
条
か
ら
第
八
十
五
条
ま
で
に
規
定
す
る
措

シ
ス
テ
ム
に
基
づ
き
保
安
活
動
（
第
七
十
三
条
か
ら
第
八
十
五
条
ま
で
に
規

置
を
含
む
。
）
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
品
質

定
す
る
措
置
を
含
む
。
）
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も

保
証
計
画
の
改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
六
十
五
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で

削
除

（
品
質
保
証
計
画
）

第
六
十
五
条

品
質
保
証
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

一

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
事
項
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二

保
安
活
動
の
計
画
に
関
す
る
事
項

三

保
安
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事
項

四

保
安
活
動
の
評
価
に
関
す
る
事
項

五

保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る
事
項

（
品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
）

第
六
十
六
条

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
）
に
よ
っ

て
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

品
質
保
証
に
関
す
る
責
任
及
び
権
限
並
び
に
業
務
が
明
確
で
あ
る
こ

と
。

三

品
質
保
証
計
画
の
策
定
、
実
施
、
評
価
及
び
そ
の
改
善
を
継
続
的
に

行
う
仕
組
み
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
計
画
）

第
六
十
七
条

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
計
画
に
関
す
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
に
お
い
て
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
Ｑ
九
〇
〇
〇
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
そ

の
相
互
関
係
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
の
各
段
階
を
踏
ま
え
て

実
施
し
、
保
安
活
動
の
改
善
を
継
続
し
て
行
う
仕
組
み
と
す
る
こ
と
。

三

外
部
か
ら
物
品
又
は
役
務
を
調
達
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
管

理
を
適
切
に
行
う
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

四

保
安
の
た
め
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
実
施
す
べ
き
内
容
を
定
め
る
こ

と
。

五

保
安
活
動
に
関
す
る
文
書
及
び
記
録
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
手
順

を
定
め
る
こ
と
。

六

保
安
活
動
を
実
施
す
る
者
に
対
す
る
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
の
体
系

を
定
め
る
こ
と
。
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（
保
安
活
動
の
実
施
）

第
六
十
八
条

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
を
構
成
す
る
個
別
の
業
務
（
以
下
「
個
別
業
務
」
と
い
う

。
）
ご
と
に
、
次
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

個
別
業
務
の
目
標
及
び
個
別
業
務
に
関
す
る
要
求
事
項
を
明
確
に

し
、
個
別
業
務
の
実
施
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
施
計
画

」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
こ
と
。

ロ

個
別
業
務
の
実
施
は
、
実
施
計
画
に
基
づ
き
行
う
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
計
画
が
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
適

切
な
段
階
で
確
認
す
る
こ
と
。

ハ

実
施
計
画
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
内
容
を
適
切
に
管
理
す
る

こ
と
。

二

外
部
か
ら
物
品
又
は
役
務
を
調
達
す
る
場
合
は
、
実
施
計
画
に
適
切

な
調
達
の
実
施
に
必
要
な
事
項
（
当
該
物
品
又
は
役
務
の
調
達
後
に
お

け
る
こ
れ
ら
の
維
持
又
は
運
用
に
必
要
な
技
術
情
報
（
保
安
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
を
取
得
し
、
他
の
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
と
共
有
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
が
確
実
に

守
ら
れ
る
よ
う
管
理
す
る
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

三

個
別
業
務
が
実
施
計
画
に
定
め
た
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
た
め
、
必
要
な
検
査
及
び
試
験
を
定
め
行
う
こ
と
。

四

保
安
の
た
め
の
重
要
度
に
応
じ
て
前
号
の
検
査
及
び
試
験
を
行
う
者

を
定
め
る
こ
と
。

五

要
求
事
項
に
適
合
し
な
い
状
態
（
以
下
「
不
適
合
」
と
い
う
。
）
が

発
生
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
適
切
に
管
理
す
る
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
評
価
）

第
六
十
九
条

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
評
価
に
関
す
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
、
必
要
な
監
視
及
び
測
定
を
計

画
的
に
行
う
こ
と
。
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二

保
安
活
動
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
、
計

画
的
に
監
査
を
行
う
こ
と
。

三

前
号
の
評
価
は
、
対
象
と
な
る
個
別
業
務
を
実
施
し
た
者
以
外
の
者

に
よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
改
善
）

第
七
十
条

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

不
適
合
に
対
す
る
再
発
防
止
の
た
め
に
行
う
是
正
に
関
す
る
処
置
（

以
下
「
是
正
処
置
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
手
順
（
第
百
二
十
九
条
各

号
に
掲
げ
る
事
故
故
障
等
の
事
象
そ
の
他
が
発
生
し
た
根
本
的
な
原
因

を
究
明
す
る
た
め
に
行
う
分
析
（
以
下
「
根
本
原
因
分
析
」
と
い
う
。

）
の
手
順
を
含
む
。
）
を
確
立
し
て
行
う
こ
と
。

二

生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
不
適
合
を
防
止
す
る
た
め
の
予
防
に
関
す
る

処
置
（
以
下
「
予
防
処
置
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
手
順
（
根
本
原
因

分
析
の
手
順
を
含
む
。
）
を
確
立
し
て
行
う
こ
と
。

三

予
防
処
置
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
け
る

保
安
活
動
の
実
施
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
の
み
な
ら
ず
他
の
施
設
か

ら
得
ら
れ
た
知
見
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。

四

前
条
の
評
価
結
果
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。

（
作
業
手
順
書
等
の
遵
守
）

第
七
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発

電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
要
領
書
、
作
業
手
順
書
そ

の
他
保
安
に
関
す
る
文
書
（
以
下
「
作
業
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
を
定

め
、
こ
れ
ら
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
二
条

削
除

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
）

第
七
十
五
条

削
除

第
七
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
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用
原
子
炉
設
置
者
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
の
認
可
を
受
け

た
者
を
除
く
。
）
は
、
毎
日
一
回
以
上
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
に
従

事
す
る
者
に
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
巡
視
さ
せ
、
次
に
掲
げ
る
施
設

及
び
設
備
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設

二

制
御
材
駆
動
設
備

三

電
源
、
給
排
水
及
び
排
気
施
設

２

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
四
十
三
条

の
三
の
三
十
四
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
毎
日

一
回
以
上
（
第
百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
し
な
い

場
合
は
毎
週
一
回
以
上
）
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
に
従
事
す
る
者
に

廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
巡
視
さ
せ
、
第
百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の

性
能
維
持
施
設
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
守
管
理
）

第
七
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
七
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
設
計
、

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
中
及
び
運
転
停
止
中
に
お
け

工
事
、
巡
視
、
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
施
設
の
管
理
（
以
下
「
施
設
管
理
」

る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
点
検
、
試
験
、
検
査
、
補
修

と
い
う
。
）
に
関
し
、
発
電
用
原
子
炉
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置

、
取
替
え
、
改
造
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
（
以
下
「
保
守
管
理
」
と
い
う
。

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
に
関
し
、
発
電
用
原
子
炉
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

発
電
用
原
子
炉
施
設
が
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
又
は
第
四
十

一

法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
法
第
四
十
三
条
の

三
条
の
三
の
八
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

三
の
八
第
一
項
の
変
更
の
許
可
に
係
る
申
請
書
若
し
く
は
法
第
六
十
二
条

か
つ
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
性
能
を
有
す
る
よ
う
、
こ
れ
を
設
置
し
、

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
際
に
付
さ
れ
た
条
件
を
記
載
し
た
書

及
び
維
持
す
る
た
め
、
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

類
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に
記
載
さ
れ
た
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
性
能

百
八
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
「
施
設
管
理
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定

が
維
持
さ
れ
る
よ
う
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
守
管
理
に
関
す
る
方
針
（

め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
の
認
可
を

以
下
「
保
守
管
理
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第

受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

二

前
号
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四

二

前
号
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四

第
二
項
の
認
可
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
二
項
の
認
可
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
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法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書

の
六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に

類
に
記
載
さ
れ
た

第
百
十
一
条
第
一
項
第
六
号

記
載
さ
れ
た
第
百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
の
保
守
管
理

第
百
十
条
の
二
第
十
一
号

の
性
能
維
持
施
設
の

施
設
管
理
方
針
を
定
め
る
こ
と
。

方
針
を
定
め
る
こ
と
。

に
係
る

三

第
一
号
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
施
設
管
理
方
針
に
従
っ

三

第
一
号
又
は
前
号
に
規
定
す
る
保
守
管
理
方
針
に
従
っ
て
達
成
す
べ
き

て
達
成
す
べ
き
施
設
管
理
の
目
標
（
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

保
守
管
理
の
目
標
（
第
一
号
に
規
定
す
る
保
守
管
理
方
針
に
係
る
保
守
管

施
設
管
理
方
針
に
係
る
施
設
管
理

目
標
に
あ
っ
て
は
、
発
電
用
原
子
炉

理
の
目
標
に
あ
っ
て
は
、
発
電
用
原
子
炉
及
び
保
守
管
理
の
重
要
度
が
高

の

及
び
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め
る
目
標

い
系
統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め
る
保
守
管
理
の
目
標
を
含
む
。
以
下
同

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
目
標
」
と
い
う
。
）
を
定

じ
。
）
を
定
め
る
こ
と
。

め
る
こ
と
。

四

施
設
管
理
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を
定
め
た
施
設
管
理
の

四

前
号
に
規
定
す
る
保
守
管
理
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を

実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
実
施
計
画
」

定
め
た
保
守
管
理
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
従
っ

と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
従
っ
て
施
設
管
理
を
実
施
す
る
こ

て
保
守
管
理
を
実
施
す
る
こ
と
。

と
。

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
及
び
期
間
に
関
す
る
こ
と
。

イ

保
守
管
理
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
始
期
及
び
期
間
に
関
す
る
こ
と

。

ロ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
設
計
及
び
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

ハ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
巡
視
（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

に
関
す
る
こ
と
。

に
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

ロ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
点
検
、
試
験
、
検
査
、
補
修
、
取
替
え
及
び

点
検
等
」
と
い
う
。
）
の
方
法
、
実
施
頻
度
及
び
時
期
（
発
電
用
原
子

改
造
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
点
検
等
」
と
い
う
。
）
の
方
法
、

炉
の
運
転
中
及
び
運
転
停
止
中
の
区
別
を
含
む
（
法
第
四
十
三
条
の
三

実
施
頻
度
並
び
に
時
期
（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
中
及
び
運
転
停
止
中

の
三
十
四
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
。
）
に
関
す
る

の
区
別
を
含
む
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
の
認
可
を
受

こ
と
。

け
た
も
の
を
除
く
。
）
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行
う
保

ハ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行
う
保
安
の
確
保

安
の
確
保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
設
計
、
工
事
、
巡
視
及
び
点
検
等
の
結
果
の

ニ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
点
検
等
の
結
果
の
確
認
及
び
評
価
の
方
法
に

確
認
及
び
評
価
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

関
す
る
こ
と
。

ト

ヘ
の
確
認
及
び
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
て
実
施
す
べ
き
処
置
（
品
質

ホ

ニ
の
確
認
及
び
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
て
実
施
す
べ
き
発
電
用
原
子

管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
未
然
防
止
処
置
を

炉
施
設
の
点
検
等
の
方
法
、
実
施
頻
度
及
び
時
期
の
是
正
処
置
並
び
に

含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

予
防
処
置
に
関
す
る
こ
と
。
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チ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
守
管
理
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

五

施
設
管
理
方
針
、
施
設
管
理
目
標
及
び
施
設
管
理
実
施
計
画
を
、
そ
れ

五

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
守
管
理
方
針
、
保
守
管
理
の
目
標
及
び
保
守

ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
期
間
ご
と
に
評
価
す
る
こ
と
（
次
条
第
一
項
か
ら
第
三

管
理
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
期
間
ご
と
に
評

項
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
除
く
。
）
。

価
す
る
こ
と
（
次
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
除
く
。
）

。

イ

施
設
管
理
方
針
及
び
施
設
管
理
目
標
に
あ
っ
て
は
、
一
定
期
間

イ

保
守
管
理
方
針
及
び
保
守
管
理
の
目
標
に
あ
っ
て
は
、
一
定
期
間

ロ

施
設
管
理
実
施
計
画
に
あ
っ
て
は
、
前
号
イ
に
規
定
す
る
期
間

ロ

保
守
管
理
の
実
施
に
関
す
る
計
画
に
あ
っ
て
は
、
前
号
イ
に
規
定
す

る
期
間

六

前
号
の
評
価
を
実
施
す
る
都
度
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
施
設
管
理

六

前
号
の
評
価
を
実
施
す
る
都
度
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
発
電
用
原

方
針
、
施
設
管
理
目
標
又
は
施
設
管
理
実
施
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
。

子
炉
施
設
の
保
守
管
理
方
針
、
保
守
管
理
の
目
標
又
は
保
守
管
理
の
実
施

に
関
す
る
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
。

七

発
電
用
原
子
炉
の
運
転
を
相
当
期
間
停
止
す
る
場
合
そ
の
他
発
電
用
原

七

発
電
用
原
子
炉
の
運
転
を
相
当
期
間
停
止
す
る
場
合
そ
の
他
発
電
用
原

子
炉
施
設
が
そ
の
施
設
管
理
を
行
う
観
点
か
ら
特
別
な
状
態
に
あ
る
場
合

子
炉
施
設
が
そ
の
保
守
管
理
を
行
う
観
点
か
ら
特
別
な
状
態
に
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
に
応
じ
て
、
前
各
号
に

に
お
い
て
は
、
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
に
応
じ
て
、
前
各
号
に

掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
特
別
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
特
別
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は

第
三

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の

か
ら

項

の
規
定
に
よ
り
長
期
施
設
管
理
方
針
を
策
定
し
た
と
き
又
は
同
条
第

規
定
に
よ
り
長
期
保
守
管
理
方
針
を
策
定
し
た
と
き
又
は
同
条
第
四
項
の
規

ま
で

四
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
施
設
管
理
方
針
を
変
更
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
前

定
に
よ
り
長
期
保
守
管
理
方
針
を
変
更
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
前
項
第
一
号

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
施
設
管
理
方
針
に
反
映
さ
せ
な
け
れ

の
保
守
管
理
方
針
に
反
映
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
経
年
劣
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
経
年
劣
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
）

第
七
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
七
十
七
条

［
同
上
］

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
運
転
を
開
始
し
た
日
以
後
三
十
年
を
経
過
し
て
い
な

い
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
、
発
電
用
原
子
炉

の
運
転
を
開
始
し
た
日
以
後
三
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

前
号
の
技
術
的
な
評
価
に
基
づ
き
、
十
年
間
に
実
施
す
べ
き
当
該
発
電

二

前
号
の
技
術
的
な
評
価
に
基
づ
き
、
十
年
間
に
実
施
す
べ
き
当
該
発
電

用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
を
策
定
す
る
こ
と

用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
保
守
管
理
に
関
す
る
方
針
を
策
定
す
る
こ
と

。

。
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２

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉

２

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉

設
置
者
は
、
運
転
を
開
始
し
た
日
以
後
三
十
年
を
経
過
し
た
発
電
用
原
子
炉

設
置
者
は
、
運
転
を
開
始
し
た
日
以
後
三
十
年
を
経
過
し
た
発
電
用
原
子
炉

（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
も

（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
も

の
に
限
る
。
）
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
、
発
電
用
原
子
炉
の

の
に
限
る
。
）
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
、
発
電
用
原
子
炉
の

運
転
を
開
始
し
た
日
以
後
四
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
安
全
機
器
等
及

運
転
を
開
始
し
た
日
以
後
四
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
安
全
機
器
等
及

び
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
属
す
る
機
器
等
の
経
年
劣
化
に
関
す
る
技

び
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
属
す
る
機
器
等
の
経
年
劣
化
に
関
す
る
技

術
的
な
評
価
を
行
い
、
こ
の
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
法
第
四
十
三
条
の
三

術
的
な
評
価
を
行
い
、
こ
の
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
法
第
四
十
三
条
の
三

の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
延
長
す
る
期
間
が
満
了
す

の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
延
長
す
る
期
間
が
満
了
す

る
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い

る
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い

て
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
の
保
守
管
理
に
関
す
る
方
針
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉

３

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉

設
置
者
は
、
運
転
を
開
始
し
た
日
以
後
四
十
年
を
経
過
し
た
発
電
用
原
子
炉

設
置
者
は
、
運
転
を
開
始
し
た
日
以
後
四
十
年
を
経
過
し
た
発
電
用
原
子
炉

（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
も

（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
も

の
（
当
該
認
可
を
受
け
た
延
長
す
る
期
間
が
十
年
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。

の
（
当
該
認
可
を
受
け
た
延
長
す
る
期
間
が
十
年
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。

）
に
限
る
。
）
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
、
発
電
用
原
子
炉
の

）
に
限
る
。
）
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
、
発
電
用
原
子
炉
の

運
転
を
開
始
し
た
日
以
後
五
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
安
全
機
器
等
及

運
転
を
開
始
し
た
日
以
後
五
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
安
全
機
器
等
及

び
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
属
す
る
機
器
等
の
経
年
劣
化
に
関
す
る
技

び
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
属
す
る
機
器
等
の
経
年
劣
化
に
関
す
る
技

術
的
な
評
価
を
行
い
、
こ
の
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
法
第
四
十
三
条
の
三

術
的
な
評
価
を
行
い
、
こ
の
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
法
第
四
十
三
条
の
三

の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
延
長
す
る
期
間
が
満
了
す

の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
延
長
す
る
期
間
が
満
了
す

る
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い

る
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い

て
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
の
保
守
管
理
に
関
す
る
方
針
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
第
八
号
ニ
の
発
電
用
原

４

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
第
十
号
の
発
電
用
原
子

子
炉
の
運
転
期
間
を
変
更
す
る
場
合
そ
の
他
前
三
項
の
評
価
を
行
う
た
め
に

炉
の
運
転
期
間
を
変
更
す
る
場
合
そ
の
他
前
三
項
の
評
価
を
行
う
た
め
に
設

設
定
し
た
条
件
又
は
評
価
方
法
を
変
更
す
る
場
合
は
、
当
該
評
価
の
見
直
し

定
し
た
条
件
、
評
価
方
法
を
変
更
す
る
場
合
は
、
当
該
評
価
の
見
直
し
を
行

を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
前
三
項
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
（
第

い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
前
三
項
の
保
守
管
理
に
関
す
る
方
針
（
以
下
「

八
十
七
条
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
長
期
施
設
管
理
方
針

長
期
保
守
管
理
方
針
」
と
い
う
。
）
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

」
と
い
う
。
）
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

（
設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
に
係
る
発
電
用
原
子
炉

（
火
災
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行

施
設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
）

体
制
の
整
備
）

う
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第
七
十
八
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
七
十
八
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
に

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

関
し
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
三
の

に
お
い
て
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
（
法
第
四

八
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
前

十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
第
百
十

段
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二

一
条
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
し
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下

項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
）
に

こ
の
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
全
の
た
め
の
活
動

よ
り
、
次
に
掲
げ
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な

（
消
防
吏
員
へ
の
通
報
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
そ
の
他
消
防
隊
が
火
災
の

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
場
に
到
着
す
る
ま
で
に
行
う
活
動
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
体
制

一

次
に
掲
げ
る
事
象
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
を
含

の
整
備
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

む
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
に
関
す

一

火
災
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

る
計
画
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
の
実
行
に
必
要
な
要
員
を
配
置

行
う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

し
、
当
該
計
画
に
従
っ
て
必
要
な
活
動
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

二

火
災
の
発
生
を
消
防
吏
員
に
確
実
に
通
報
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を

イ

発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
火
災

設
置
す
る
こ
と
。

⑴

発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
可

三

火
災
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

燃
物
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

⑵

消
防
吏
員
へ
の
通
報
に
関
す
る
こ
と
。

四

火
災
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

⑶

消
火
又
は
延
焼
の
防
止
そ
の
他
消
防
隊
が
火
災
の
現
場
に
到
着
す

行
う
要
員
に
対
す
る
訓
練
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

る
ま
で
に
行
う
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

五

火
災
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

ロ

火
山
現
象
に
よ
る
影
響

行
う
た
め
に
必
要
な
化
学
消
防
自
動
車
、
泡
消
火
薬
剤
そ
の
他
資
機
材
を

⑴

火
山
現
象
に
よ
る
影
響
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ

備
え
付
け
る
こ
と
。

る
場
合
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
火
山
影
響
等
発
生
時
」
と
い
う

六

発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
可
燃
物

。
）
に
お
け
る
非
常
用
交
流
動
力
電
源
設
備
の
機
能
を
維
持
す
る
た

を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
。

め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
火
災
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子

⑵

⑴
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
代
替

炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る

電
源
設
備
そ
の
他
の
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
機
能

こ
と
。

を
維
持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

八

前
各
号
の
措
置
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の

⑶

⑵
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
火
山
影
響
等
発
生
時
に
交
流
動
力
電

結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
け
る
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た

め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

重
大
事
故
等

ロ⑴

炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
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⑵

原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ

と
。

⑶

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
に
貯
蔵
す
る
燃
料
体
の

損
傷
を
防

著
し
い

止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

⑷

原
子
炉
停
止
時
の
燃
料
体
の

損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対

著
し
い

策
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

大
規
模
損
壊

ハ⑴

大
規
模
な
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
消
火
活
動
に
関
す
る

こ
と
。

⑵

炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

⑶

原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ

と
。

⑷

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
水
位
（
ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
高
速
炉
に
係

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
液
位
）
を
確
保
す
る
た
め
の
対
策
及
び
燃
料

体
の
著
し
い
損
傷
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

⑸

放
射
性
物
質
の
放
出
を
低
減
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二

設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
の
発
生
時
に
お
け
る

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
要

員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
定
期
に
（
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊

の
発
生
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
教
育
及
び
訓
練
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
毎
年
一
回
以
上
定
期
に
）
実
施
す
る
こ
と
。

三

設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
の
発
生
時
に
お
け
る

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
た

め
に
必
要
な
電
源
車
、
消
防
自
動
車
、
化
学
消
防
自
動
車
、
泡
消
火
薬
剤

、
消
火
ホ
ー
ス
、
照
明
器
具
、
無
線
機
器
、
フ
ィ
ル
タ
ー
そ
の
他
の
資
機

材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は

大
規
模
損
壊
の
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
必
要
な
機
能
を

維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

第
七
十
九
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で

削
除

（
内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

い
つ
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動
を
行
う
体
制
の
整
備
）

第
七
十
九
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発

電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
（
以
下

い
つ

「
内
部
溢
水
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉

い
つ

施
設
の
保
全
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

い
つ

活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

二

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

い
つ

活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

三

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

い
つ

活
動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
訓
練
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

い
つ

活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
照
明
器
具
、
無
線
機
器
そ
の
他
の
資
機
材

を
備
え
付
け
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電

い
つ

用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を

整
備
す
る
こ
と
。

六

前
各
号
の
措
置
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価

の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
）

第
八
十
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業

所
に
お
い
て
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉

施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

二

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
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の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
（
以
下
「
対
策
要
員
」
と
い
う
。

）
を
配
置
す
る
こ
と
。

三

対
策
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
毎
年
一
回
以
上
定
期
的
に
実

施
す
る
こ
と
。

四

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
電
源
車
、
消
防
自
動
車
、
消
火
ホ
ー
ス

そ
の
他
の
資
機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

五

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
対

策
要
員
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

イ

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る

た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止

す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
に
貯
蔵
す

る
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と

。
ニ

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
停
止
時
の
燃
料
体
の
著
し

い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
発

電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制

を
整
備
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
の
措
置
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価

の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

動
を
行
う
体
制
の
整
備
）

活
第
八
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発

電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事

業
所
に
お
い
て
、
大
規
模
な
自
然
災
害
又
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の

衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
大
規
模
な
損
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壊
（
以
下
「
大
規
模
損
壊
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
発

電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
し
、

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

二

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

三

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
毎
年
一
回
以
上
定
期

的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
電
源
車
、
消
防
自
動
車
、
消
火
ホ
ー
ス

そ
の
他
の
資
機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

五

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
要

員
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

イ

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
大
規
模
な
火
災
が
発
生
し
た
場
合

に
お
け
る
消
火
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
緩
和
す
る

た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
緩
和

す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
水
位
（
ナ

ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
高
速
炉
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
液
位
と
す
る

。
）
を
確
保
す
る
た
め
の
対
策
及
び
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
緩
和

す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
放
出
を
低
減
す
る

た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
発

電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制

を
整
備
す
る
こ
と
。
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七

前
各
号
の
措
置
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価

の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
）

（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
）

第
八
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
八
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

［
同
上
］

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
関
す
る
措
置

り
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
関

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三

三
十
四
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
三
十
四
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

発
電
用
原
子
炉
の
通
常
運
転
（
研
開
炉
設
置
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第

運
転
開
始
に
先
立
っ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
運
転
の
操
作
に
必
要
な
事

三

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
通
常
運
転
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

項
及
び
運
転
停
止
後
に
確
認
す
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
運
転
員
に
守

じ
。
）
を
行
う
た
め
に
必
要
な
次
の
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
運
転
員
そ
の

ら
せ
る
こ
と
。

他
の
従
業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

イ

発
電
用
原
子
炉
の
通
常
運
転
に
係
る
操
作
に
関
し
、
そ
の
操
作
に
先

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

立
っ
て
確
認
す
べ
き
事
項
（
炉
心
の
核
的
制
限
値
及
び
熱
的
制
限
値
の

範
囲
内
で
運
転
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
含
む
。
）
、
そ
の
操
作
に

必
要
な
事
項
及
び
そ
の
操
作
の
後
に
確
認
す
べ
き
事
項

ロ

運
転
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
に
応
じ
て

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

定
期
的
に
又
は
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
べ
き
事
項
（
運
転
上
の
制
限
（

保
安
規
定
で
定
め
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
条
件
で
あ

っ
て
、
当
該
条
件
を
逸
脱
し
た
場
合
に
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
が
講
ず

こ
の

べ
き
措
置
が
保
安
規
定
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
逸
脱
し
て
い
な
い
こ
と

条
及
び
第
百
二
十
九
条
に
お
い
て

を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
を
含
む
。
）
並
び
に
そ
の
確
認
の
方
法
及
び

確
認
の
時
期

又
は
頻
度

に
関
す
る
事
項

実
施
頻
度

時
期

ハ

警
報
の
発
報
、
運
転
上
の
制
限
の
逸
脱
そ
の
他
の
異
状
が
あ
っ
た
場

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

合
（
第
五
号
の
場
合
を
除
く
。
）
に
運
転
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
講
ず

べ
き
措
置

に
関
す
る
事
項

（
第
五
号
の
処
置
を
除
く
。
）

四

緊
急
遮
断
が
起
こ
っ
た
場
合
に
は
、
遮
断
の
起
こ
っ
た
原
因
及
び
損
傷

四

緊
急
遮
断
が
起
こ
っ
た
場
合
に
は
、
遮
断
の
起
こ
っ
た
原
因
及
び
損
傷

の
有
無
に
つ
い
て
点
検
し
、
再
び
運
転
を
開
始
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い

の
有
無
に
つ
い
て
検
査
し
、
再
び
運
転
を
開
始
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
後
運
転
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

こ
と
を
確
認
し
た
後
運
転
す
る
こ
と
。
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五

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
運
転
員
そ
の
他
の
従

五

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
運
転
員
に
守
ら
せ
る

業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

こ
と
。

六

運
転
上
の
制
限
を
逸
脱
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
原
子
力
規
制

六

運
転
上
の
制
限
（
保
安
規
定
で
定
め
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
に

委
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
百
二
十
九
条
第
五
号
に
掲
げ
る

関
す
る
条
件
で
あ
っ
て
、
当
該
条
件
を
逸
脱
し
た
場
合
に
発
電
用
原
子
炉

と
き
を
除
く
。

設
置
者
が
講
ず
べ
き
措
置
が
保
安
規
定
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う

。
第
百
二
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
逸
脱
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

直
ち
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
条
第
五
号

に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。

七

試
験
運
転
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
、
方
法
、
異
常
の
際
に
講
ず

七

試
験
運
転
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
、
方
法
、
異
常
の
際
に
採
る

べ
き
処
置
等
を
確
認
の
上
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

べ
き
処
置
等
を
確
認
の
上
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

八

［
略
］

八

［
同
上
］

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

第
八
十
三
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
八
十
三
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

物
（
以
下

「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
運
搬
に
関

物
（

「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
運
搬
に
関

こ
の
条
に
お
い
て

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
運
搬
前
に
こ
れ
ら
の
措
置
の
実
施
状
況
を

し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

第
一
項
の
規
定
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

４

第
一
項
の
規
定
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か

運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か

ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三

ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運

年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬

輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技

の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
工
場
又

術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
工
場
又
は
事

は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
貯
蔵
）

（
貯
蔵
）

第
八
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
八
十
四
条

［
同
上
］

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
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に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項

の
認
可
を
受
け
、
全
て
の
核
燃
料
物
質
を
廃
止
措
置
対
象
施
設
か
ら
搬
出
し

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

使
用
済
燃
料
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

使
用
済
燃
料
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
。

五

［
略
］

五

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

第
八
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
八
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を

に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を

講
じ
、
廃
棄
前
に
こ
れ
ら
の
措
置
の
実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

第
三
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

五

第
三
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
。

［
六
～
十
五

略
］

［
六
～
十
五

同
上
］

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
八
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規

第
八
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規

定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は

定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は

事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を

事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を

記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二

安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
与
を
含
む
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
品
質
管
理
基
準
規
則

三

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の

第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
手
順
書
等
（
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に

方
法
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
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お
い
て
単
に
「
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に

規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

［
略
］

四

［
同
上
］

四

［
略
］

五

［
同
上
］

五

［
略
］

六

［
同
上
］

六

［
略
］

七

［
同
上
］

七

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
及
び
管
理
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育

八

［
同
上
］

に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

［
略

ロ

［
同
上
］

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

］［
⑴
～
⑷

略
］

［
⑴
～
⑷

同
上
］

⑸

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑸

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

八

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

九

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
こ
と
（
次
の
二
号
に
掲
げ
る
も

も
の

の
を
除
く
。
）
。

イ

発
電
用
原
子
炉
の
運
転
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

ロ

発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
当
た
っ
て
確
認
す
べ
き
事
項
及
び
運
転
の

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

操
作
に
必
要
な
事
項

ハ

異
状
が
あ
っ
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
（
第
十
五
号
に
掲
げ
る

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

も
の
を
除
く
。
）
。

ニ

発
電
用
原
子
炉
の
運
転
期
間
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

ホ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
の
安
全
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［
号
を
削
る
。
］

十

発
電
用
原
子
炉
の
運
転
期
間
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
一

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
の
安
全
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

九

［
略
］

十
二

［
同
上
］

十

［
略
］

十
三

［
同
上
］

十
一

［
略
］

十
四

［
同
上
］

十
二

放
射
線
測
定
器
の
管
理
及
び
放
射
線
の
測
定
の
方
法
に
関
す
る
こ
と

十
五

放
射
線
測
定
器
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

。号
を
削
る
。
］

十
六

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
処
置

［
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に
関
す
る
こ
と
。

十
三

核
燃
料
物
質
の
受
払
い
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
（
工
場
又

十
七

核
燃
料
物
質
の
受
払
い
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る

は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

こ
と
。

十
四

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場

十
八

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

二
十

火
災
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動

を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

二
十
一

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

い
つ

の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

二
十
二

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

二
十
三

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
に
係
る
発
電
用
原

［
号
を
加
え
る
。
］

子
炉
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

［
略
］

二
十
四

［
同
上
］

十
八

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前
事
業
者

二
十
五

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
守
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
溶
接
事
業
者

検
査
及
び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
経
年
劣
化
に

検
査
及
び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
経
年
劣
化
に

係
る
技
術
的
な
評
価
に
関
す
る
こ
と
及
び
長
期
施
設
管
理
方
針
を
含
む
。

係
る
技
術
的
な
評
価
に
関
す
る
こ
と
及
び
長
期
保
守
管
理
方
針
を
含
む
。

）
。

）
。

十
九

［
略
］

二
十
六

［
同
上
］

二
十

不
適
合
（
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

二
十
七

不
適
合
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
項
第
二
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。

の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の
公
開
に
関

す
る
こ
と
。

二
十
一

［
略
］

二
十
八

［
同
上
］

２

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
規
定
の
認
可

２

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
規
定
の
認
可

又
は
そ
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
第
十
八
号
に
掲
げ

又
は
そ
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
第
二
十
五
号
に
掲

る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

げ
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
守
管
理
に
関
す
る
こ
と
を
変
更
し
よ
う
と
す

場
合
（
第
七
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
長
期
施
設
管

る
場
合
（
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
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理
方
針
を
策
定
し
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
施
設
管
理
方
針

長
期
保
守
管
理
方
針
を
策
定
し
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
保

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
七
十
七
条
第
一

守
管
理
方
針
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
七

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
評
価
の
結
果
又
は
同
条
第
四
項
の
見
直
し
の
結
果
を

十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
評
価
の
結
果
又
は
同
条
第
四

記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
の
見
直
し
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

３

［
同
上
］

、
当
該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画

に
定
め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の

二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲

げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又
は
変
更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二

安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
与
を
含
む
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手
順
書
等
の
保
安
規

三

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

方
法
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安

規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手

四

廃
止
措
置
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方
法
及
び

順
書
等
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規
定
上
の

位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

四

［
略
］

五

［
同
上
］

五

［
略
］

五
の
二

［
同
上
］

［
六
～
十
一

略
］

［
六
～
十
一

同
上
］

十
二

放
射
線
測
定
器
の
管
理
及
び
放
射
線
の
測
定
の
方
法
に
関
す
る
こ
と

十
二

放
射
線
測
定
器
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

。
［
号
を
削
る
。
］

十
三

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
処
置
に

関
す
る
こ
と
。

十
三

核
燃
料
物
質
の
受
払
い
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
（
工
場
又

十
四

核
燃
料
物
質
の
受
払
い
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る

は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止

こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除

措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）
。

く
。
）
。

十
四

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場

十
五

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。
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合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

［
略
］

十
六

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十
七

火
災
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動

を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
第
百
十

一
条
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）

。

［
号
を
削
る
。
］

十
八

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

い
つ

活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
第

百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く

。
）
。

［
号
を
削
る
。
］

十
九

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に

第
百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除

く
。
）
。

［
号
を
削
る
。
］

二
十

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に

第
百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除

く
。
）
。

十
六

設
計
想
定
事
象
、
重
大
事
故
等
又
は
大
規
模
損
壊
に
係
る
発
電
用
原

［
号
を
加
え
る
。
］

子
炉
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

［
略
］

二
十
一

［
同
上
］

十
八

［
略
］

二
十
二

［
同
上
］

十
九

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前
事
業
者

二
十
三

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
守
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
溶
接
事
業
者

検
査
及
び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

二
十

［
略
］

二
十
四

［
同
上
］

二
十
一

［
略
］

二
十
五

［
同
上
］

二
十
二

［
略
］

二
十
六

［
同
上
］

二
十
三

［
略
］

二
十
七

［
同
上
］

［
４
・
５

略
］

［
４
・
５

同
上
］

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）
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第
八
十
八
条

削
除

第
八
十
八
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は

、
毎
年
四
回
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四

第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
係
る
検
査
に
あ
っ
て
は
、

廃
止
措
置
の
実
施
状
況
に
応
じ
、
毎
年
四
回
以
内
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

発
電
用
原
子
炉
の
起
動
又
は
停
止
に
係
る
操
作
（
運
転
開
始
又
は
運
転

停
止
の
た
め
の
発
電
用
原
子
炉
の
操
作
を
い
う
。
）

二

燃
料
の
取
替
え
に
係
る
操
作
（
炉
心
か
ら
の
燃
料
の
取
り
出
し
及
び
装

荷
の
た
め
の
操
作
を
い
う
。
）

三

第
八
十
条
第
三
号
又
は
第
八
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
訓
練
の
う

ち
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に
法
第

四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
五
項
に
規
定
す
る
検
査
を
行
う
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
実
施
す
る
場
合

３

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に

限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
発
電
用
原
子
炉
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

（
発
電
用
原
子
炉
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

第
八
十
九
条

令
第
二
十
条
の
五
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い

第
八
十
九
条

［
同
上
］

て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

令
第
二
十
条
の
五
第
十
一
号
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の

［
号
を
加
え
る
。
］

業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
事
項

に
つ

を
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い
て
記
載
す
る
こ
と
。

２

令
第
二
十
条
の
五
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

２

［
同
上
］

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要

［
号
を
加
え
る
。
］

な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

十
一

［
略
］

十

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
選
任
等
）

（
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
選
任
等
）

第
九
十
条

［
略
］

第
九
十
条

［
同
上
］

２

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
六
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

２

［
同
上
］

め
る
実
務
の
経
験
は
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
が
通
算
し

て
三
年
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間

一

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
工
事
又
は
保
守
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し

た
期
間

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
九
十
二
条

削
除

第
九
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
毎
年
一
回
行
う
も
の
と
す

る
。

２

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

の
二
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

特
定
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要

な
最
小
限
度
の
量
に
限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。
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（
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
評
価
の
実
施
時
期
）

（
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
評
価
の
実
施
時
期
）

第
九
十
四
条
の
三

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委

第
九
十
四
条
の
三

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
で
定
め
る
時
期
は
、
定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
六
月

員
会
規
則
で
定
め
る
時
期
は
、
施
設
定
期
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
六
月
を

を
超
え
な
い
時
期
と
す
る
。
た
だ
し
、
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
又
は
発
電
用

超
え
な
い
時
期
と
す
る
。
た
だ
し
、
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
又
は
発
電
用
原

原
子
炉
の
基
数
の
増
加
の
工
事
の
後
、
定
期
事
業
者
検
査
を
行
っ
て
い
な
い

子
炉
の
基
数
の
増
加
の
工
事
の
後
、
施
設
定
期
検
査
を
受
け
て
い
な
い
も
の

も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
運
転
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
六
月
を
超
え
な
い
時

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
運
転
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
六
月
を
超
え
な
い
時
期
と

期
と
す
る
。

す
る
。

（
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
）

（
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
）

第
九
十
四
条
の
六

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子

第
九
十
四
条
の
六

［
同
上
］

力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
事
故
の
発
生
及
び
拡
大
の

一

［
同
上
］

防
止
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
事
故
の
発
生
の
防
止
等
」
と
い
う
。
）

の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
措
置
及
び
そ
の
措
置
に
よ

る
事
故
の
発
生
の
防
止
等
の
効
果
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す

る
こ
と
。

イ

当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
、
技
術
基
準
に
お
い
て
設
置
す

イ

当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
四

べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

の
技
術
上
の
基
準
に
お
い
て
設
置
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も

の
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

略
］

同
上

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

略
］

同
上

（
型
式
証
明
の
申
請
）

（
型
式
証
明
の
申
請
）

第
九
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
機
器

第
九
十
六
条

［
同
上
］

の
型
式
の
設
計
に
つ
い
て
型
式
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

申
請
に
係
る
特
定
機
器
の
設
計
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
実

［
号
を
加
え
る
。
］

施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
次
の
事
項
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イ

品
質
管
理
の
実
施
に
係
る
組
織

ロ

品
質
管
理
活
動
の
計
画

ハ

品
質
管
理
活
動
の
実
施

ニ

品
質
管
理
活
動
の
評
価

ホ

品
質
管
理
活
動
の
改
善

六

［
略
］

五

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

［
同
上
］

。［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
申
請
に
係
る
特
定
機
器
の
設
計
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ

［
号
を
加
え
る
。
］

の
実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
説
明
書

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
型
式
証
明
の
変
更
）

（
型
式
証
明
の
変
更
）

第
九
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
機
器

第
九
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
機
器

の
型
式
の
設
計
に
つ
い
て
型
式
証
明
を
受
け
た
型
式
の
特
定
機
器
の
設
計
の

の
型
式
の
設
計
に
つ
い
て
型
式
証
明
を
受
け
た
型
式
の
特
定
機
器
の
設
計
の

変
更
（
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係

変
更
（
前
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
も

る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ら
な
い
。

い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

［
同
上
］

。［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

変
更
後
に
お
け
る
当
該
申
請
に
係
る
特
定
機
器
の
設
計
に
係
る
品
質
管

［
号
を
加
え
る
。
］

理
の
方
法
及
び
そ
の
実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
説
明
書

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
型
式
指
定
の
申
請
）

（
型
式
指
定
の
申
請
）

第
百
二
条

型
式
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

第
百
二
条

［
同
上
］

し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

型
式
設
計
特
定
機
器
の
設
計
及
び
製
作
の
方
法
の
概
要

六

型
式
設
計
特
定
機
器
の
設
計
の
概
要

七

申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
設
計
及
び
製
作
に
係
る
品
質
管
理

七

申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
製
作
等
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法

の
方
法
並
び
に
そ
の
実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
次
の
事
項

等
に
関
す
る
次
の
事
項

イ

品
質
管
理
の
実
施
に
係
る
組
織

イ

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織

ロ

品
質
管
理
活
動
の
計
画

ロ

品
質
保
証
活
動
の
計
画

ハ

品
質
管
理
活
動
の
実
施

ハ

品
質
保
証
活
動
の
実
施

ニ

品
質
管
理
活
動
の
評
価

ニ

品
質
保
証
活
動
の
評
価

ホ

品
質
管
理
活
動
の
改
善

ホ

品
質
保
証
活
動
の
改
善

八

［
略
］

八

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
属
す

３

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
属
す

る
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
種
類
に
応
じ
て
同
表

る
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
種
類
に
応
じ
て
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類

及
び
当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器

の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
及
び
当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
製
作

並
び
に

の
設
計
及
び
製
作
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
並
び
に
そ
の
実
施
に
係
る
組
織

等
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
に
関
す
る
説
明

に
関
す
る
説
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
型
式
指
定
の
変
更
の
承
認
）

（
型
式
指
定
の
変
更
の
承
認
）

第
百
三
条

［
略
］

第
百
三
条

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
属
す
る

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
属
す
る

別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
種
類
に
応
じ
て
同
表
の

別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
種
類
に
応
じ
て
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
書
類

及
び
当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の

下
欄
に
掲
げ
る
書
類
及
び
当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
製
作
等

並
び
に

設
計
及
び
製
作
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
並
び
に
そ
の
実
施
に
係
る
組
織
に

に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
に
関
す
る
説
明
書

関
す
る
説
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
品
質
管
理
の
実
施
の
記
録
の
保
存
）

（
品
質
保
証
の
実
施
の
記
録
の
保
存
）

第
百
六
条

指
定
製
造
者
等
は
、
当
該
型
式
設
計
特
定
機
器
が
指
定
を
受
け
た

第
百
六
条

指
定
製
造
者
等
は
、
当
該
型
式
設
計
特
定
機
器
が
指
定
を
受
け
た

型
式
と
し
て
の
設
計
の
内
容
を
有
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

型
式
と
し
て
の
設
計
の
内
容
を
有
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
製
造
者
等
は
、
当
該
型
式
設
計
特
定
機
器
が
均
一

の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
製
造
者
等
は
、
当
該
型
式
設
計
特
定
機
器
が
均
一
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性
を
有
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
行
う
検
査
の
結
果
そ
の
他
品
質
管
理
の
実

性
を
有
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
行
う
検
査
の
結
果
そ
の
他
品
質
保
証
の
実

施
の
記
録
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

施
の
記
録
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
の
期
間
の
延
長
に
係
る
認
可
の
申
請
）

（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
の
期
間
の
延
長
に
係
る
認
可
の
申
請
）

第
百
八
条

［
略
］

第
百
八
条

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

［
同
上
］

。［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

延
長
し
よ
う
と
す
る
期
間
に
お
け
る
原
子
炉
そ
の
他
の
設
備
に
係
る
施

三

延
長
し
よ
う
と
す
る
期
間
に
お
け
る
原
子
炉
そ
の
他
の
設
備

つ
い
て

に

設
管
理
方
針
を
記
載
し
た
書
類

の
保
守
管
理
に
関
す
る
方
針
を
記
載
し
た
書
類

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
の
期
間
の
延
長
に
係
る
認
可
の
基
準
）

（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
の
期
間
の
延
長
に
係
る
認
可
の
基
準
）

第
百
九
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
五
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

第
百
九
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
五
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

則
で
定
め
る
基
準
は
、
延
長
し
よ
う
と
す
る
期
間
に
お
い
て
、
原
子
炉
そ
の

則
で
定
め
る
基
準
は
、
延
長
し
よ
う
と
す
る
期
間
に
お
い
て
、
原
子
炉
そ
の

他
の
設
備
が
延
長
し
よ
う
と
す
る
期
間
の
運
転
に
伴
う
劣
化
を
考
慮
し
た
上

他
の
設
備
が
延
長
し
よ
う
と
す
る
期
間
の
運
転
に
伴
う
劣
化
を
考
慮
し
た
上

で
研
開
炉
技
術
基
準
規
則
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

で
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す

る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
号
。
以
下
「
研
開

炉
技
術
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る

。

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

第
百
十
条
の
二

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
第
一
項
の
廃
止
措
置
実
施
方

第
百
十
条
の
二

［
同
上
］

針
に
は
、
発
電
用
原
子
炉
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

［
一
～

十
三

略
］

［
一
～

十
三

同
上
］

十

十

十
一

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
発
電
用
原
子
炉
施
設
（
第

十
一

第
百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び

百
十
一
条
及
び
第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
「
性
能
維
持
施
設
」
と
い
う
。

に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

）
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

［
十
二
・
十
三

略
］

［
十
二
・
十
三

同
上
］

十
四

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

十
四

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
保
証
計
画
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［
十
五
・
十
六

略
］

［
十
五
・
十
六

同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
百
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
措

第
百
十
一
条

［
同
上
］

置
計
画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
廃
止
し
よ
う
と
す
る
発

電
用
原
子
炉
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
廃
止
措
置
計
画
を
定
め

、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
発
電
用
原
子
炉
施
設
（
以
下

六

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
発
電
用
原

性
能
維
持
施
設

こ
の
条
に
お
い
て
「
性
能
維
持
施
設
」
と
い
う
。
）

子
炉
施
設
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
「
性
能
維
持

施
設
」
と
い
う
。
）

［
七
～
十
一

同
上
］

［
七
～
十
一

略
］

十
二

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば

２

［
同
上
］

な
ら
な
い
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
説
明
書

九

品
質
保
証
計
画
に
関
す
る
説
明
書

十

［
略
］

十

［
同
上
］

３

特
定
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
（
燃
料
体
が
炉
心
等
か
ら
取
り
出
さ

３

特
定
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
に
つ
い
て
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

れ
て
い
な
い
令
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
発
電
用
原
子
炉
を
い
う
。
第
百
十

十
四
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載

四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四

す
る
廃
止
措
置
計
画
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
燃
料
体
を
炉

第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
る

心
等
か
ら
取
り
出
す
方
法
及
び
時
期
並
び
に
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
べ
き

廃
止
措
置
計
画
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
燃
料
体
を
炉
心
等

時
期
に
つ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
ら
取
り
出
す
方
法
及
び
時
期
に
つ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
４
・
５

略
］

［
４
・
５

同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
百
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

第
百
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

五

［
略
］

五

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
）

第
百
十
六
条
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、
廃

［
条
を
加
え
る
。
］

止
措
置
の
結
果
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

確
認
を
し
た
と
き
は
、
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
の
定

（
旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
の
施

期
事
業
者
検
査
を
要
す
る
場
合

）

設
定
期
検
査
を
要
す
る
場
合
）

の
維
持
等

第
百
二
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え

第
百
二
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
の
九
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

法
第
二
十
二
条
の
九
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
（

め
る
場
合

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
の
規
定
の
適
用
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、

（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
四
及
び
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
の

は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
性
能
維

廃
止
措
置
計
画
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
す
る

規
定
の
適
用
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る
。

場
合
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
四
本
文
の
規
定
は
、

［
項
を
加
え
る
。
］

性
能
維
持
施
設
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

前

項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
定
期
事
業
者
検
査
は
、
性
能
維
持
施
設

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
施
設
定
期
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
う

３

第
一

に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期
、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事

ち
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
又
は
貯
蔵
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と

項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。

す
る
。

［
各
号
を
削
る
。
］

一

核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設

二

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設

三

放
射
線
管
理
施
設

四

非
常
用
電
源
設
備

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
百
二
十
九
条

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉
設
置

第
百
二
十
九
条

［
同
上
］

者
（
旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
次
条
及
び
第
百
三
十
一
条
に
お
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い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規

制
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

発
電
用
原
子
炉
の
運
転
中
に
お
い
て
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
故
障
に

二

［
同
上
］

よ
り
、
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
が
停
止
し
た
と
き
若
し
く
は
発
電
用
原
子

炉
の
運
転
を
停
止
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
又
は
五
パ
ー
セ
ン
ト

を
超
え
る
発
電
用
原
子
炉
の
出
力
変
化
が
生
じ
た
と
き
若
し
く
は
発
電
用

原
子
炉
の
出
力
変
化
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
き
で
あ
っ
て
、
当
該
故
障
の
状
況
に
つ
い
て
、
発
電
用
原

子
炉
設
置
者
の
公
表
が
あ
っ
た
と
き
を
除
く
。

イ

定
期
事
業
者
検
査
（
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
し
て
行
う

イ

施
設
定
期
検
査
の
期
間
で
あ
る
と
き
（
当
該
故
障
に
係
る
設
備
が
発

も
の
を
除
く
。
）
の
期
間
で
あ
る
と
き
（
当
該
故
障
に
係
る
設
備
が
発

電
用
原
子
炉
の
運
転
停
止
中
に
お
い
て
、
機
能
及
び
作
動
の
状
況
を
確

電
用
原
子
炉
の
運
転
停
止
中
に
お
い
て
機
能
及
び
作
動
の
状
況
を
確
認

認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。
）
。

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

［
三
～
十
四

略
］

［
三
～
十
四

同
上
］

（
届
出
書
の
提
出
部
数
）

（
届
出
書
等
の
提
出
部
数
）

第
百
三
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
九

第
百
三
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
三
項
又
は
法
第
四
十
三
条
の
三

第
五
項
及
び
第
四
十
三
条
の
三
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提

の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る

出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

。（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
百
三
十
三
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
二
条
第
七
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と

し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二

条
の
二
第
七
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
し
、

法
第
六
十
八
条
第
六
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式
第
五
に
よ
る
も
の

と
す
る
。
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（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
百
三
十
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類

第
百
三
十
四
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類

の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を

の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記

録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い

録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い

う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
様
式
第

二
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
様
式
第
六
の
電
磁

三

様
式
第

二
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ

的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

三

と
が
で
き
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

別
表
第
一
（
第
八
条
、
第
十
一
条

関
係
）

別
表
第
一
（
第
八
条
、
第
十
一
条
関
係
）

、
第
十
七
条

工
事
の
種
類

可
を
要
す
る
も
の

事
前
届
出
を
要
す
る
も
の

工
事
の
種
類

可
を
要
す
る
も
の

事
前
届
出
を
要
す
る
も
の

認

認

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

二

変
更
の
工

二

［
同
上
］

事㈠

［
略
］

［
略
］

㈠

［
同
上

［
同
上
］

］

㈡

発
電
用

㈡

［
同
上

原
子
炉
の

］

基
数
の
増

加
の
工
事

以
外
の
変

更
の
工
事

で
あ
っ
て

、
次
の
発

電
用
原
子

炉
施
設
に

係
る
も
の

１

原
子

１

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却

１

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型

１

［
同

１

［
同
上
］

１

［
同
上
］
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炉
本
体

型
発
電
用
原
子
炉
施

発
電
用
原
子
炉
施
設
に

上
］

設
に
係
る
も
の
の
改

係
る
も
の
の
修
理
で
あ

造
で
あ
っ
て
、
次
に

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も

掲
げ
る
も
の

の

［
⑴
・
⑵

略
］

⑴

［
略
］

［
⑴
・
⑵

同
上
］

⑴

［
同
上
］

⑶

燃
料
体

⑵

反
射
材
、
炉
心
支

［
加
え
る
。
］

⑵

炉
心
（
炉
心
支
持

⑷

［
略
］

持
構
造
物
、
原
子
炉

⑶

［
同
上
］

構
造
物
に
限
る
。
）

⑸

炉
心
支
持
構
造

容
器
本
体
（
監
視
試

［
加
え
る
。
］

、
反
射
材
、
原
子
炉

物
に
係
る
も
の

験
片
を
除
く
。
）
、

容
器
本
体
（
監
視
試

⑹

［
略
］

原
子
炉
容
器
支
持
構

⑷

［
同
上
］

験
片
を
除
く
。
）
、

⑺

［
略
］

造
物
、
原
子
炉
容
器

⑸

［
同
上
］

原
子
炉
容
器
支
持
構

⑻

［
略
］

付
属
構
造
物
又
は
原

⑹

［
同
上
］

造
物
、
原
子
炉
容
器

⑼

［
略
］

子
炉
容
器
内
部
構
造

⑺

［
同
上
］

付
属
構
造
物
又
は
原

⑽

［
略
］

物
に
係
る
も
の
の
性

⑻

［
同
上
］

子
炉
容
器
内
部
構
造

⑾

原
子
炉
本
体
に

能
又
は
強
度
に
影
響

［
加
え
る
。
］

物
に
係
る
も
の
の
性

係
る
工
事
の
方
法

を
及
ぼ
す
も
の

能
又
は
強
度
に
影
響

の
変
更
を
伴
う
も

を
及
ぼ
す
も
の

の

２

核
燃

１

改
造
で
あ
っ
て
、

［
略
］

２

［
同

１

［
同
上
］

［
同
上
］

料
物
質

次
に
掲
げ
る
も
の

上
］

の
取
扱

［
⑴
～
⑹

略
］

［
⑴
～
⑹

同
上
］

施
設
及

⑺

核
燃
料
物
質
の

［
加
え
る
。
］

び
貯
蔵

取
扱
施
設
及
び
貯

施
設

蔵
施
設
に
係
る
工

事
の
方
法
の
変
更

を
伴
う
も
の

３

原
子

１

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却

［
略
］

３

［
同

１

［
同
上
］

［
同
上
］

炉
冷
却

型
発
電
用
原
子
炉
施

上
］

系
統
施

設
に
係
る
も
の
の
改

設

造
（
蒸
気
タ
ー
ビ
ン

に
係
る
も
の
を
除
く
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。
）
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
も
の

［
⑴
～
⒄

略
］

［
⑴
～
⒄

同
上
］

⒅

原
子
炉
冷
却
系

［
加
え
る
。
］

統
施
設
に
係
る
工

事
の
方
法
の
変
更

を
伴
う
も
の

２

重
水
減
速
沸
騰
軽

２

［
同
上
］

水
冷
却
型
原
子
炉
施

設
に
係
る
も
の
の
改

造
（
蒸
気
タ
ー
ビ
ン

を
除
く
。
）
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
も

の［
⑴
～
⑷

略
］

［
⑴
～
⑷

同
上
］

⑸

原
子
炉
冷
却
系

［
加
え
る
。
］

統
施
設
に
係
る
工

事
の
方
法
の
変
更

を
伴
う
も
の

４

計
測

［
１
～
４

略
］

［
略
］

４

［
同

［
１
～
４

同
上
］

［
同
上
］

制
御
系

５

計
測
制
御
系
統
施

上
］

［
加
え
る
。
］

統
施
設

設
（
発
電
用
原
子
炉

の
運
転
を
管
理
す
る

た
め
の
制
御
装
置
に

係
る
も
の
を
除
く
。

）
に
係
る
工
事
の
方

法
の
変
更
を
伴
う
も

の

５

放
射

改
造
で
あ
っ
て
、
次
に

［
略
］

５

［
同

［
同
上
］

［
同
上
］

性
廃
棄

掲
げ
る
も
の

上
］

物
の
廃

［
⑴
・
⑵

略
］

［
⑴
・
⑵

同
上
］
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棄
施
設

⑶

放
射
性
廃
棄
物

［
加
え
る
。
］

の
廃
棄
施
設
に
係

る
工
事
の
方
法
の

変
更
を
伴
う
も
の

６

放
射

［
１
～
３

略
］

［
略
］

６

［
同

［
１
～
３

同
上
］

［
同
上
］

線
管
理

４

放
射
線
管
理
施
設

上
］

［
加
え
る
。
］

施
設

に
係
る
工
事
の
方
法

の
変
更
を
伴
う
も
の

７

原
子

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
発

［
略
］

７

［
同

［
同
上
］

［
同
上
］

炉
格
納

電
用
原
子
炉
施
設
に
係

上
］

施
設

る
も
の
の
改
造
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

［
⑴
～
⑸

略
］

［
⑴
～
⑸

同
上
］

⑹

原
子
炉
格
納
施

［
加
え
る
。
］

設
に
係
る
工
事
の

方
法
の
変
更
を
伴

う
も
の

８

そ
の

８

［
同

他
発
電

上
］

用
原
子

炉
の
附

属
施
設

⑴

非

改
造
で
あ
っ
て
、
次
に

［
略
］

⑴

［

［
同
上
］

［
同
上
］

常
用

掲
げ
る
も
の

同
上

電
源

［
⑴
～
⑼

略
］

］

［
⑴
～
⑼

同
上
］

設
備

⑽

非
常
用
電
源
設

［
加
え
る
。
］

備
に
係
る
工
事
の

方
法
の
変
更
を
伴

う
も
の

⑵

常

［
１
～
７

略
］

［
略
］

⑵

［

［
１
～
７

同
上
］

［
同
上
］

８

改
造
で
あ
っ
て
、

用
電

８

改
造
で
あ
っ
て
、

同
上
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常
用
電
源
設
備
の
基

源
設

次
に
掲
げ
る
も
の

］

本
設
計
方
針
、
適
用

備

⑴

常
用
電
源
設
備

基
準
又
は
適
用
規
格

の
基
本
設
計
方
針

の
変
更
を
伴
う
も
の

、
適
用
基
準
又
は

適
用
規
格
の
変
更

［
加
え
る
。
］

を
伴
う
も
の

⑵

常
用
電
源
設
備

に
係
る
工
事
の
方

法
の
変
更
を
伴
う

も
の

⑶

補

１

［
略
］

⑶

［

１

［
同
上
］

助
ボ

２

改
造
で
あ
っ
て
、
次

同
上

２

［
同
上
］

イ
ラ

に
掲
げ
る
も
の

］

ー

［
⑴
～
⑸

略
］

［
⑴
～
⑸

同
上
］

⑹

補
助
ボ
イ
ラ
ー
に

［
加
え
る
。
］

係
る
工
事
の
方
法
の

変
更
を
伴
う
も
の

［
３
～
５

略
］

［
３
～
５

同
上
］

⑷

火

改
造
で
あ
っ
て
、
次
に

［
略
］

⑷

［

［
同
上
］

［
同
上
］

災
防

掲
げ
る
も
の

同
上

護
設

［
⑴
～
⑶

略
］

］

［
⑴
～
⑶

同
上
］

備

⑷

火
災
防
護
設
備

［
加
え
る
。
］

に
係
る
工
事
の
方

法
の
変
更
を
伴
う

も
の

⑸

浸

改
造
で
あ
っ
て
、
次
に

［
略
］

⑸

［

［
同
上
］

［
同
上
］

水
防

掲
げ
る
も
の

同
上

護
施

［
⑴
～
⑶

略
］

］

［
⑴
～
⑶

同
上
］

設

⑷

浸
水
防
護
施
設

［
加
え
る
。
］

に
係
る
工
事
の
方

法
の
変
更
を
伴
う
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も
の

⑹

補

改
造
で
あ
っ
て
、
次
に

［
略
］

⑹

［

［
同
上
］

［
同
上
］

機
駆

掲
げ
る
も
の

同
上

動
用

［
⑴
・
⑵

略
］

］

［
⑴
・
⑵

同
上
］

燃
料

⑶

補
機
駆
動
用
燃

［
加
え
る
。
］

設
備

料
設
備
（
非
常
用

（
非

電
源
設
備
及
び
補

常
用

助
ボ
イ
ラ
ー
に
係

電
源

る
も
の
を
除
く
。

備

）
に
係
る
工
事
の

設及
び

方
法
の
変
更
を
伴

補
助

う
も
の

ボ
イ

ラ
ー

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

［
⑺
・

［
略
］

［
略
］

［
⑺
・

［
同
上
］

［
同
上
］

⑻

⑻

略
］

同
上

］

⑼

緊

改
造
で
あ
っ
て
、
次
に

⑼

［

［
同
上
］

急
時

掲
げ
る
も
の

同
上

対
策

［
⑴
・
⑵

略
］

］

［
⑴
・
⑵

同
上
］

所

⑶

緊
急
時
対
策
所

［
加
え
る
。
］

に
係
る
工
事
の
方

法
の
変
更
を
伴
う

も
の
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別
表
第
二
（
第
九
条
、
第
十
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
九
条
、
第
十
二
条
関
係
）

記
載
す
べ
き
事
項

添
付
書
類
（
認

記
載
す
べ
き
事
項

添
付
書
類
（
認

可
の
申
請
又
は

発
電
用

可
の
申
請
又
は

発
電
用

届
出
に
係
る
工

原
子
炉

届
出
に
係
る
工

原
子
炉

一
般

設
備
別
記
載
事
項
（
認
可
の
申
請

一
般

設
備
別
記
載
事
項
（
認
可
の
申
請

事
の
内
容
に
関

施
設
の

事
の
内
容
に
関

施
設
の

記
載

又
は
届
出
に
係
る
工
事
の
内
容
に

記
載

又
は
届
出
に
係
る
工
事
の
内
容
に

係
あ
る
も
の
に

種
類

係
あ
る
も
の
に

種
類

事
項

関
係
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

事
項

関
係
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

限
る
。
）

限
る
。
）

［
略
］

［
略

［
略
］

［
同
上

［
同

［
同
上
］

］

］

上
］

原
子
炉

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
発
電
用
原
子

［
略
］

［
同
上

［
同
上
］

［
同
上
］

本
体

炉
施
設
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は

構
造
図

］

構
造
図

、
次
の
事
項

燃
料
体
の
耐
熱

１

［
略
］

性
、
耐
放
射
線

１

［
同
上
］

２

炉
心
に
係
る
次
の
事
項

性
、
耐
腐
食
性

２

［
同
上
］

⑴

［
略
］

そ
の
他
の
性
能

⑴

［
同
上
］

⑵

燃
料
体
最
高
燃
焼
度
（
初

に
関
す
る
説
明

⑵

燃
料
材
の
種
類
、
燃
料
の

装
荷
及
び
取
替
え
の
別
並
び

書

濃
縮
度
又
は
富
化
度
（
初
装

に
燃
料
材
、
燃
料
要
素
及
び

［
略
］

荷
及
び
取
替
の
別
に
記
載
す

［
同
上
］

燃
料
集
合

の
別
に
記
載
す

原
子
炉
容
器
の

る
こ
と
。
）
、
燃
料
集
合
体

原
子
炉
容
器
の

体

る
こ
と
。
）
及
び
核
燃
料
物

脆
性
破
壊
防
止

最
高
燃
焼
度
（
初
装
荷
及
び

脆
性
破
壊
防
止

質
の
最
大
装
荷
量
（
初
装
荷

に
関
す
る
説
明

取
替
の
別
に
記
載
す
る
こ
と

に
関
す
る
説
明

及
び
取
替
え
の
別
に
記
載
す

書

。
）
及
び
核
燃
料
物
質
の
最

書

る
こ
と
。
）

大
装
荷
量
（
初
装
荷
及
び
取

設
計
及
び
工
事

替
の
別
に
記
載
す
る
こ
と
。

に
係
る
品
質
管

）

理
の
方
法
等
に

⑶

［
略
］

⑶

［
同
上
］

関
す
る
説
明
書

⑷

削
る
。
］

⑷

炉
心
支
持
構
造
物
に
係
る

［

次
の
事
項
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イ

炉
心
槽
の
名
称
、
種
類

、
最
高
使
用
圧
力
、
最
高

使
用
温
度
、
主
要
寸
法
、

材
料
及
び
個
数

ロ

上
部
炉
心
支
持
板
の
名

称
、
種
類
、
最
高
使
用
圧

力
、
最
高
使
用
温
度
、
主

要
寸
法
、
材
料
及
び
個
数

ハ

支
持
柱
の
名
称
、
種
類

、
最
高
使
用
圧
力
、
最
高

使
用
温
度
、
主
要
寸
法
、

材
料
及
び
個
数

ニ

下
部
炉
心
支
持
板
の
名

称
、
種
類
、
最
高
使
用
圧

力
、
最
高
使
用
温
度
、
主

要
寸
法
、
材
料
及
び
個
数

ホ

炉
内
構
造
支
持
構
造
物

の
名
称
、
種
類
、
最
高
使

用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度

、
主
要
寸
法
、
材
料
及
び

個
数

ヘ

据
付
ボ
ル
ト
の
名
称
、

種
類
、
最
高
使
用
圧
力
、

最
高
使
用
温
度
、
主
要
寸

法
、
材
料
及
び
個
数

ト

上
部
炉
心
支
持
枠
の
名

称
、
種
類
、
最
高
使
用
圧

力
、
最
高
使
用
温
度
、
主

要
寸
法
、
材
料
及
び
個
数

チ

下
部
炉
心
支
持
枠
の
名

称
、
種
類
、
最
高
使
用
圧
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力
、
最
高
使
用
温
度
、
主

要
寸
法
、
材
料
及
び
個
数

リ

連
結
管
の
名
称
、
種
類

、
最
高
使
用
圧
力
、
最
高

使
用
温
度
、
主
要
寸
法
、

材
料
及
び
個
数

ヌ

連
結
柱
の
名
称
、
種
類

、
最
高
使
用
圧
力
、
最
高

使
用
温
度
、
主
要
寸
法
、

材
料
及
び
個
数

３

燃
料
体
の
名
称
、
種
類
、
主

［
加
え
る
。
］

要
寸
法
及
び
材
料
（
初
装
荷
及

び
取
替
え
の
別
に
記
載
す
る
こ

と

）
。

４

［
略
］

３

［
同
上
］

５

炉
心
支
持
構
造
物
に
係
る
次

［
加
え
る
。
］

の
事
項

⑴

炉
心
槽
の
名
称
、
種
類
、

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用

温
度
、
主
要
寸
法
、
材
料
及

び
個
数

⑵

上
部
炉
心
支
持
板
の
名
称

、
種
類
、
最
高
使
用
圧
力
、

最
高
使
用
温
度
、
主
要
寸
法

、
材
料
及
び
個
数

⑶

支
持
柱
の
名
称
、
種
類
、

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用

温
度
、
主
要
寸
法
、
材
料
及

び
個
数

⑷

下
部
炉
心
支
持
板
の
名
称

、
種
類
、
最
高
使
用
圧
力
、
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最
高
使
用
温
度
、
主
要
寸
法

、
材
料
及
び
個
数

⑸

炉
内
構
造
支
持
構
造
物
の

名
称
、
種
類
、
最
高
使
用
圧

力
、
最
高
使
用
温
度
、
主
要

寸
法
、
材
料
及
び
個
数

⑹

据
付
ボ
ル
ト
の
名
称
、
種

類
、
最
高
使
用
圧
力
、
最
高

使
用
温
度
、
主
要
寸
法
、
材

料
及
び
個
数

⑺

上
部
炉
心
支
持
枠
の
名
称

、
種
類
、
最
高
使
用
圧
力
、

最
高
使
用
温
度
、
主
要
寸
法

、
材
料
及
び
個
数

⑻

下
部
炉
心
支
持
枠
の
名
称

、
種
類
、
最
高
使
用
圧
力
、

最
高
使
用
温
度
、
主
要
寸
法

、
材
料
及
び
個
数

⑼

連
結
管
の
名
称
、
種
類
、

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用

温
度
、
主
要
寸
法
、
材
料
及

び
個
数

⑽

連
結
柱
の
名
称
、
種
類
、

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用

温
度
、
主
要
寸
法
、
材
料
及

び
個
数

６

［
略
］

４

［
同
上
］

７

［
略
］

５

［
同
上
］

８

原
子
炉
本
体
に
係
る
工
事
の

６

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

方
法

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

事
項

- 1016 -
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削
る
。
］

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

［

組
織

削
る
。
］

⑵

保
安
活
動
の
計
画

［
削
る
。
］

⑶

保
安
活
動
の
実
施

［
削
る
。
］

⑷

保
安
活
動
の
評
価

［
削
る
。
］

⑸

保
安
活
動
の
改
善

［

核
燃
料

［
１
～
６

略
］

［
略
］

［
同
上

［
１
～
６

同
上
］

［
同
上
］

物
質
の

７

核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及

使
用
済
燃
料
運

］

７

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

使
用
済
燃
料
運

取
扱
施

び
貯
蔵
施
設
に
係
る
工
事
の
方

搬
用
容
器
の
放

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

搬
用
容
器
の
放

設
及
び

法

射
線
遮
蔽
材
及

事
項

射
線
遮
蔽
材
及

貯
蔵
施

び
使
用
済
燃
料

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

び
使
用
済
燃
料

設

貯
蔵
用
容
器
の

組
織

貯
蔵
用
容
器
の

放
射
線
遮
蔽
材

⑵

保
安
活
動
の
計
画

放
射
線
遮
蔽
材

の
放
射
線
の
遮

⑶

保
安
活
動
の
実
施

の
放
射
線
の
遮

蔽
及
び
熱
除
去

⑷

保
安
活
動
の
評
価

蔽
及
び
熱
除
去

に
つ
い
て
の
計

⑸

保
安
活
動
の
改
善

に
つ
い
て
の
計

算
書

算
書

設
計
及
び
工
事

に
係
る
品
質
管

理
の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書

原
子
炉

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
に
係
る
も

［
略
］

［
同
上

［
同
上
］

［
同
上
］

冷
却
系

の
（
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
係
る
も
の

緊
急
ド
レ
ン
に

］

緊
急
ド
レ
ン
に

統
施
設

を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次
の

関
す
る
説
明
書

関
す
る
説
明
書

事
項

設
計
及
び
工
事

［
１
～

略
］

［
１
～

同
上
］

に
係
る
品
質
管

１９

１９

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
（
蒸

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

理
の
方
法
等
に

２０

２０

気
タ
ー
ビ
ン
に
係
る
も
の
を
除

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

関
す
る
説
明
書

く
。
）
に
係
る
工
事
の
方
法

事
項

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

組
織
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⑵

保
安
活
動
の
計
画

⑶

保
安
活
動
の
実
施

⑷

保
安
活
動
の
評
価

⑸

保
安
活
動
の
改
善

［
略
］

［
同
上
］

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
係
る
も
の
に
あ

［
同
上
］

っ
て
は
、
次
の
事
項

［
１
～
３

略
］

［
１
～
３

同
上
］

４

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
係
る
工
事

４

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

の
方
法

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

事
項

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

組
織

⑵

保
安
活
動
の
計
画

⑶

保
安
活
動
の
実
施

⑷

保
安
活
動
の
評
価

⑸

保
安
活
動
の
改
善

計
測
制

重
水
減
速
沸
騰
軽
水
冷
却
型
発
電

［
略
］

［
同
上

［
同
上
］

［
同
上
］

重
水
減
速
沸
騰
軽
水
冷

御
系
統

用
原
子
炉

の
運
転
を
管
理
す

安
全
弁
の
吹
出

］

安
全
弁
の
吹
出

施
設

却
型
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
を
管

施
設

る
た
め
の
制
御
装
置
に
係
る
も
の

量
計
算
書
（
バ

量
計
算
書
（
バ

理
す
る
た
め
の
制
御
装
置
に
係
る

（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
を
管
理

ネ
式
の
も
の
に

ネ
式
の
も
の
に

も
の
（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
を

す
る
た
め
の
制
御
装
置
に
係
る
も

限
る
。
）

限
る
。
）

管
理
す
る
た
め
の
制
御
装
置
に
係

の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次

設
計
及
び
工
事

る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は

の
事
項

に
係
る
品
質
管

、
次
の
事
項

［
１
・
２

略
］

［
１
・
２

同
上
］

理
の
方
法
等
に

３

計
測
制
御
系
統
施
設
（
発
電

３

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

関
す
る
説
明
書

用
原
子
炉
の
運
転

管
理

管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の

を

す
る

の
た
め
の
制
御
装
置
を
除
く
。

た
め
の
組
織
に
関
す
る
次
の
事

）
に
係
る
工
事
の
方
法

項⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

組
織
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⑵

保
安
活
動
の
計
画

⑶

保
安
活
動
の
実
施

⑷

保
安
活
動
の
評
価

⑸

保
安
活
動
の
改
善

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
発
電
用
原
子

［
同
上
］

炉
施
設
に
係
る
も
の
（
発
電
用
原

子
炉
の
運
転
を
管
理
す
る
た
め
の

制
御
装
置
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
に
あ
っ
て
は
、
次
の
事
項

［
１
～

略
］

［
１
～

同
上
］

１０

１０

計
測
制
御
系
統
施
設
（
発
電

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

１１

１１

用
原
子
炉
の
運
転
を
管
理
す
る

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

た
め
の
制
御
装
置
を
除
く
。
）

事
項

に
係
る
工
事
の
方
法

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

組
織

⑵

保
安
活
動
の
計
画

⑶

保
安
活
動
の
実
施

⑷

保
安
活
動
の
評
価

⑸

保
安
活
動
の
改
善

発
電
用
原
子
炉
の
運
転
を
管
理
す

［
同
上
］

る
た
め
の
制
御
装
置
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
次
の
事
項

［
１
～
３

略
］

［
１
～
３

同
上
］

４

発
電
用
原
子
炉
の
運
転
を
管

［
加
え
る
。
］

理
す
る
た
め
の
制
御
装
置
に
係

る
工
事
の
方
法

放
射
性

［
１
～
５

略
］

［
略
］

［
同
上

［
１
～
５

同
上
］

［
同
上
］

廃
棄
物

６

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設

流
体
状
の
放
射

］

６

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

流
体
状
の
放
射

の
廃
棄

に
係
る
工
事
の
方
法

性
廃
棄
物
の
漏

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

性
廃
棄
物
の
漏

施
設

え
い
の
検
出
装

事
項

え
い
の
検
出
装

置
及
び
自
動
警

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

置
及
び
自
動
警
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報
装
置
の
構
成

組
織

報
装
置
の
構
成

に
関
す
る
説
明

⑵

保
安
活
動
の
計
画

に
関
す
る
説
明

書
、
検
出
器
の

⑶

保
安
活
動
の
実
施

書
、
検
出
器
の

取
付
箇
所
を
明

⑷

保
安
活
動
の
評
価

取
付
箇
所
を
明

示
し
た
図
面
並

⑸

保
安
活
動
の
改
善

示
し
た
図
面
並

び
に
計
測
範
囲

び
に
計
測
範
囲

及
び
警
報
動
作

及
び
警
報
動
作

範
囲
に
関
す
る

範
囲
に
関
す
る

説
明
書

説
明
書

設
計
及
び
工
事

に
係
る
品
質
管

理
の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書

放
射
線

［
１
～
３

略
］

［
略
］

［
同
上

［
１
～
３

同
上
］

［
同
上
］

管
理
施

４

放
射
線
管
理
施
設
に
係
る
工

中
央
制
御
室
及

］

４

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

中
央
制
御
室
及

設

事
の
方
法

び
緊
急
時
制
御

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

び
緊
急
時
制
御

室
の
居
住
性
に

事
項

室
の
居
住
性
に

関
す
る
説
明
書

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

関
す
る
説
明
書

組
織

設
計
及
び
工
事

⑵

保
安
活
動
の
計
画

に
係
る
品
質
管

⑶

保
安
活
動
の
実
施

理
の
方
法
等
に

⑷

保
安
活
動
の
評
価

関
す
る
説
明
書

⑸

保
安
活
動
の
改
善

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
発
電
用
原
子

［
同
上
］

炉
施
設
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は

、
次
の
事
項

［
１
～
３

略
］

［
１
～
３

同
上
］

４

放
射
線
管
理
施
設
に
係
る
工

４

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

事
の
方
法

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

事
項

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
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組
織

⑵

保
安
活
動
の
計
画

⑶

保
安
活
動
の
実
施

⑷

保
安
活
動
の
評
価

⑸

保
安
活
動
の
改
善

原
子
炉

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
発
電
用
原
子

［
略
］

［
同
上

［
同
上
］

［
同
上
］

格
納
施

炉
施
設
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は

安
全
弁
及
び
逃

］

安
全
弁
及
び
逃

設

、
次
の
事
項

が
し
弁
の
吹
出

が
し
弁
の
吹
出

［
１
～
５

略
］

量
計
算
書
（
バ

［
１
～
５

同
上
］

量
計
算
書
（
バ

６

原
子
炉
格
納
施
設
に
係
る
工

ネ
式
の
も
の
に

６

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

ネ
式
の
も
の
に

事
の
方
法

限
る
。
）

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

限
る
。
）

事
項

設
計
及
び
工
事

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

に
係
る
品
質
管

組
織

理
の
方
法
等
に

⑵

保
安
活
動
の
計
画

関
す
る
説
明
書

⑶

保
安
活
動
の
実
施

⑷

保
安
活
動
の
評
価

⑸

保
安
活
動
の
改
善

そ
の
他

［
同
上

発
電
用

］

原
子
炉

の
附
属

施
設

１

非

［
１
～
４

略
］

［
略
］

１

［

［
１
～
４

同
上
］

［
同
上
］

常
用

５

非
常
用
電
源
設
備
に
係
る
工

安
全
弁
の
吹
出

同
上

５

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

安
全
弁
の
吹
出

電
源

事
の
方
法

量
計
算
書
（
バ

］

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

量
計
算
書
（
バ

設
備

ネ
式
の
も
の
に

事
項

ネ
式
の
も
の
に

限
る
。
）

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

限
る
。
）

組
織

設
計
及
び
工
事

⑵

保
安
活
動
の
計
画

に
係
る
品
質
管

⑶

保
安
活
動
の
実
施

理
の
方
法
等
に
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⑷

保
安
活
動
の
評
価

関
す
る
説
明
書

⑸

保
安
活
動
の
改
善

２

常

［
１
～
４

略
］

［
略
］

２

［

［
１
～
４

同
上
］

［
同
上
］

用
電

５

常
用
電
源
設
備
に
係
る
工
事

三
相
短
絡
容
量

同
上

５

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

三
相
短
絡
容
量

源
設

の
方
法

計
算
書

］

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

計
算
書

備

事
項

設
計
及
び
工
事

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

に
係
る
品
質
管

組
織

理
の
方
法
等
に

⑵

保
安
活
動
の
計
画

関
す
る
説
明
書

⑶

保
安
活
動
の
実
施

⑷

保
安
活
動
の
評
価

⑸

保
安
活
動
の
改
善

３

補

［
１
～

略
］

［
略
］

３

［

［
１
～

同
上
］

［
同
上
］

５

５

１５

１５

助
ボ

安
全
弁
の
吹
出

同
上

安
全
弁
の
吹
出

６

補
助
ボ
イ
ラ
ー
に
附
属
す
る

６

ボ
イ
ラ
ー
に
附
属
す
る
給
水

イ
ラ

量
計
算
書
（
バ

］

量
計
算
書
（
バ

給
水
設
備
に
係
る
次
の
事
項

設
備
に
係
る
次
の
事
項

ー

ネ
式
の
も
の
に

ネ
式
の
も
の
に

［
⑴
・
⑵

略
］

［
⑴
・
⑵

同
上
］

限
る
。
）

限
る
。
）

７

補
助
ボ
イ
ラ
ー
に
附
属
す
る

７

ボ
イ
ラ
ー
に
附
属
す
る
熱
交

設
計
及
び
工
事

熱
交
換
器
に
係
る
次
の
事
項

換
器
に
係
る
次
の
事
項

に
係
る
品
質
管

［
⑴
・
⑵

略
］

［
⑴
・
⑵

同
上
］

理
の
方
法
等
に

８

補
助
ボ
イ
ラ
ー
に
附
属
す
る

８

ボ
イ
ラ
ー
に
附
属
す
る
通
風

関
す
る
説
明
書

通
風
設
備
の
通
風
機
の
種
類
及

設
備
の
通
風
機
の
種
類
及
び
個

び
個
数

数

９

補
助
ボ
イ
ラ
ー
に
附
属
す
る

９

ボ
イ
ラ
ー
に
附
属
す
る
空
気

空
気
圧
縮
設
備
及
び
ガ
ス
圧
縮

圧
縮
設
備
及
び
ガ
ス
圧
縮
設
備

設
備
に
係
る
次
の
事
項

に
係
る
次
の
事
項

［
⑴
～
⑶

略
］

［
⑴
～
⑶

同
上
］

補
助
ボ
イ
ラ
ー
に
附
属
す
る

ボ
イ
ラ
ー
に
附
属
す
る
管
等

１０

１０

管
等
に
係
る
次
の
事
項

に
係
る
次
の
事
項

［
⑴
～
⑶

略
］

［
⑴
～
⑶

同
上
］

［

～

略
］

［

～

同
上
］

１１

１４

１１

１４

補
助
ボ
イ
ラ
ー
の
基
本
設
計

ボ
イ
ラ
ー
の
基
本
設
計
方
針

１５

１５
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方
針
、
適
用
基
準
及
び
適
用
規

、
適
用
基
準
及
び
適
用
規
格

格

ボ
イ
ラ
ー
に
係
る
工
事

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

補
助

１６

１６

の
方
法

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

事
項

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

組
織

⑵

保
安
活
動
の
計
画

⑶

保
安
活
動
の
実
施

⑷

保
安
活
動
の
評
価

⑸

保
安
活
動
の
改
善

４

火

［
１
～
３

略
］

火
災
区
域
構
造

４

［

［
１
～
３

同
上
］

火
災
区
域
構
造

災
防

４

火
災
防
護
設
備
に
係
る
工
事

物
及
び
火
災
防

同
上

４

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

物
及
び
火
災
防

護
設

の
方
法

護
設
備
に
係
る

］

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

護
設
備
に
係
る

備

機
器
の
配
置
を

事
項

機
器
の
配
置
を

明
示
し
た
図
面

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

明
示
し
た
図
面

及
び
系
統
図

組
織

及
び
系
統
図

⑵

保
安
活
動
の
計
画

設
計
及
び
工
事

⑶

保
安
活
動
の
実
施

に
係
る
品
質
管

⑷

保
安
活
動
の
評
価

理
の
方
法
等
に

⑸

保
安
活
動
の
改
善

関
す
る
説
明
書

５

浸

［
１
～
３

略
］

［
略
］

５

［

［
１
～
３

同
上
］

［
同
上
］

水
防

４

浸
水
防
護
施
設
に
係
る
工
事

構
造
図

同
上

４

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

構
造
図

護
施

の
方
法

］

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

設
計
及
び
工
事

設

事
項

に
係
る
品
質
管

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

理
の
方
法
等
に

組
織

関
す
る
説
明
書

⑵

保
安
活
動
の
計
画

⑶

保
安
活
動
の
実
施

⑷

保
安
活
動
の
評
価

⑸

保
安
活
動
の
改
善
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６

補

［
１
・
２

略
］

［
略
］

６

［

［
１
・
２

同
上
］

［
同
上
］

機
駆

３

補
機
駆
動
用
燃
料
設
備
（
非

構
造
図

同
上

３

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

構
造
図

動
用

常
用
電
源
設
備
及
び
補
助
ボ
イ

］

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

設
計
及
び
工
事

燃
料

ラ
ー
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

事
項

に
係
る
品
質
管

設
備

に
係
る
工
事
の
方
法

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

理
の
方
法
等
に

（
非

組
織

関
す
る
説
明
書

常
用

⑵

保
安
活
動
の
計
画

電
源

⑶

保
安
活
動
の
実
施

設
備

⑷

保
安
活
動
の
評
価

及
び

⑸

保
安
活
動
の
改
善

補
助

ボ
イ

ラ
ー

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

７

非

［
１
・
２

略
］

［
略
］

７

［

［
１
・
２

同
上
］

［
同
上
］

常
用

３

非
常
用
取
水
設
備
に
係
る
工

構
造
図

同
上

３

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

構
造
図

取
水

事
の
方
法

］

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

設
計
及
び
工
事

設
備

事
項

に
係
る
品
質
管

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

理
の
方
法
等
に

組
織

関
す
る
説
明
書

⑵

保
安
活
動
の
計
画

⑶

保
安
活
動
の
実
施

⑷

保
安
活
動
の
評
価

⑸

保
安
活
動
の
改
善

８

敷

［
１
・
２

略
］

斜
面
安
定
性
に

８

［

［
１
・
２

同
上
］

斜
面
安
定
性
に

地
内

３

敷
地
内
土
木
構
造
物
に
係
る

関
す
る
説
明
書

同
上

３

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

関
す
る
説
明
書

土
木

工
事
の
方
法

（
地
震
に
よ
る

］

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

（
地
震
に
よ
る

- 1024 -



- 89 -

構
造

斜
面
の
崩
壊
の

事
項

斜
面
の
崩
壊
の

物

防
止
措
置
を
実

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

防
止
措
置
を
実

施
す
る
場
合
の

組
織

施
す
る
場
合
の

も
の
に
限
る
。

⑵

保
安
活
動
の
計
画

も
の
に
限
る
。

）

⑶

保
安
活
動
の
実
施

）

⑷

保
安
活
動
の
評
価

設
計
及
び
工
事

⑸

保
安
活
動
の
改
善

に
係
る
品
質
管

理
の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書

９

緊

［
１
・
２

略
］

［
略
］

９

［

［
１
・
２

同
上
］

［
同
上
］

急
時

３

緊
急
時
対
策
所
に
係
る
工
事

緊
急
時
対
策
所

同
上

３

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質

緊
急
時
対
策
所

対
策

の
方
法

の
居
住
性
に
関

］

管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
次
の

の
居
住
性
に
関

所

す
る
説
明
書

事
項

す
る
説
明
書

⑴

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る

設
計
及
び
工
事

組
織

に
係
る
品
質
管

⑵

保
安
活
動
の
計
画

理
の
方
法
等
に

⑶

保
安
活
動
の
実
施

関
す
る
説
明
書

⑷

保
安
活
動
の
評
価

⑸

保
安
活
動
の
改
善

別
表
第
三
（
第
百
二
条
、
第
百
三
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
百
二
条
、
第

三
八
条
関
係
）

百
三

記
載
事
項
（
型
式
指

記
載
事
項
（
型
式
指

添
付
書
類
（
型
式
指
定
の
申
請
に

型
式
設

定
の
申
請
に
係
る
型

添
付
書
類
（
型
式
指
定
の
申
請
に

型
式
設

定
の
申
請
に
係
る
型

係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
設
計

計
特
定

式
設
計
特
定
機
器
の

係
る
型
式
設
計
特
定
機
器
の
設
計

計
特
定

式
設
計
特
定
機
器
の

に
関
係
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

機
器
の

設
計

に
関
係
あ
る
も

機
器
の

及
び
製
作
の
方

及
び
製
作
の
方
法

設
計
に
関
係
あ
る
も

の
に
限
る
。
）

種
類

関
係
あ
る
も
の

の
に
限
る
。
）

種
類

法
に

に
限
る
。
）

再
結
合

［
１
・
２

略
］

新
技
術
の
内
容
を
十
分
に
説
明
し

［
同
上

［
１
・
２

同
上
］
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装
置

３

再
結
合
装
置
に

た
書
類

］

［
加
え
る
。
］

係
る
製
作
の
方
法

型
式
証
明
を
受
け
た
設
計
と
の
整

型
式
証
明
を
受
け
た
設
計
と
の
整

合
性
に
関
す
る
説
明
書

合
性
に
関
す
る
説
明
書

［
略
］

［
同
上
］

圧
力
逃

［
１
～
７

略
］

新
技
術
の
内
容
を
十
分
に
説
明
し

［
同
上

［
１
～
７

同
上
］

が
し
装

８

圧
力
逃
が
し
装

た
書
類

］

［
加
え
る
。
］

置

置
に
係
る
製
作
の

型
式
証
明
を
受
け
た
設
計
と
の
整

型
式
証
明
を
受
け
た
設
計
と
の
整

方
法

合
性
に
関
す
る
説
明
書

合
性
に
関
す
る
説
明
書

［
略
］

［
同
上
］

ガ
ス
タ

［
１
～
４

略
］

新
技
術
の
内
容
を
十
分
に
説
明
し

［
同
上

［
１
～
４

同
上
］

ー
ビ
ン

５

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

た
書
類

］

［
加
え
る
。
］

を
原
動

を
原
動
力
と
す
る

型
式
証
明
を
受
け
た
設
計
と
の
整

型
式
証
明
を
受
け
た
設
計
と
の
整

力
と
す

発
電
設
備
に
係
る

合
性
に
関
す
る
説
明
書

合
性
に
関
す
る
説
明
書

る
発
電

製
作
の
方
法

［
略
］

［
同
上
］

設
備

内
燃
機

［
１
～
４

略
］

新
技
術
の
内
容
を
十
分
に
説
明
し

［
同
上

［
１
～
４

同
上
］

関
を
原

５

内
燃
機
関
を
原

た
書
類

］

［
加
え
る
。
］

動
力
と

動
力
と
す
る
発
電

型
式
証
明
を
受
け
た
設
計
と
の
整

型
式
証
明
を
受
け
た
設
計
と
の
整

す
る
発

設
備
に
係
る
製
作

合
性
に
関
す
る
説
明
書

合
性
に
関
す
る
説
明
書

電
設
備

の
方
法

［
略
］

［
同
上
］

無
停
電

［
１
・
２

略
］

新
技
術
の
内
容
を
十
分
に
説
明
し

［
同
上

［
１
・
２

同
上
］

電
源
装

３

無
停
電
電
源
装

た
書
類

］

［
加
え
る
。
］

置

置
に
係
る
製
作
の

型
式
証
明
を
受
け
た
設
計
と
の
整

型
式
証
明
を
受
け
た
設
計
と
の
整

方
法

合
性
に
関
す
る
説
明
書

合
性
に
関
す
る
説
明
書

［
略
］

［
同
上
］

電
力
貯

［
１
・
２

略
］

新
技
術
の
内
容
を
十
分
に
説
明
し

［
同
上

［
１
・
２

同
上
］
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蔵
装
置

３

電
力
貯
蔵
装
置

た
書
類

］

［
加
え
る
。
］

に
係
る
製
作
の
方

型
式
証
明
を
受
け
た
設
計
と
の
整

型
式
証
明
を
受
け
た
設
計
と
の
整

法

合
性
に
関
す
る
説
明
書

合
性
に
関
す
る
説
明
書

［
略
］

［
同
上
］

［
様
式
を
削
る
。
］

1
3
3

）

［

］

様
式
第
３

（第
条
関
係

略

［
様
式
を
削
る
。
］

1
3
3

）

［

］

様
式
第
４

（第
条
関
係

略

［
様
式
を
削
る
。
］

1
3
3

）

［

］

様
式
第
５

（第
条
関
係

略

（

1
3
3

）

［

］

（

1
3
4

）

［

］

様
式
第

２
様
式
第
６

３
第

条
関
係

略
第

条
関
係

同
上
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別
表
第
十
四

使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

［
同
上
］

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

「
保
安
活
動
」
と
は
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品

［
号
を
加
え
る
。
］

質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

元
年
原
子
力
規

二

制
委
員
会
規
則
第

●
号
。
以
下
「
品
質
管
理
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）

二

第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
安
活
動
を
い
う
。

七

「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二

［
号
を
加
え
る
。
］

条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

八

「
廃
止
措
置
対
象
施
設
」
と
は
、
法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
の

［
号
を
加
え
る
。
］

認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認

可
又
は
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
係
る
廃
止
措

置
の
対
象
と
な
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
い
う
。

九

「
設
計
想
定
事
象
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
象
で
あ
っ
て
、
使
用
済
燃

［
号
を
加
え
る
。
］

料
貯
蔵
施
設
の
設
計
に
お
い
て
発
生
を
想
定
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

イ

自
然
現
象

ロ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
す
る
事
業
所
内
又
は
そ
の
周
辺
に
お

け
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
事
象
で
あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を

除
く
。
）

ハ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
内
に
お
け
る
火
災
そ
の
他
の
使
用
済
燃
料
貯

蔵
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象

（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）
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第
二
条

法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
の
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
の
許
可

第
二
条

［
同
上
］

の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る

。［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

略

］

同
上

六

法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
第
七
号
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
安

［
号
を
加
え
る
。
］

の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
事

項

に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

を

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

２

［
同
上
］

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

八

八

十

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に

［
号
を
加
え
る
。
］

九必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

十

［
略
］

九

［
同
上
］

十
一

［
略
］

十

［
同
上
］

十
二

［
略
］

十
一

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

法
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ

４

法
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ

る
場
合
で
あ
っ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判

る
場
合
で
あ
っ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判

断
し
て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
二
号
に
掲
げ

断
し
て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
一
号
に
掲
げ

る
診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
四
十
三
条
の
六
第
三
号
に
該
当
し
な

る
診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
四
十
三
条
の
六
第
三
号
に
該
当
し
な

い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

令
第
二
十
三
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次

第
三
条

［
同
上
］

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
二
十
三
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
三
条

一

令
第
二
十
三
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
三
条

の
四
第
二
項
第
三
号
の
貯
蔵
能
力
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
貯
蔵

の
四
第
二
項
第
三
号
の
貯
蔵
能
力
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
貯
蔵

す
る
使
用
済
燃
料
の
種
類
ご
と
の
最
大
貯
蔵
能
力
を
記
載
し
、
同
項
第
四

す
る
使
用
済
燃
料
の
種
類
ご
と
の
最
大
貯
蔵
能
力
を
記
載
し
、
同
項
第
四
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号
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場

号
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場

合
に
あ
っ
て
は
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
し

合
に
あ
っ
て
は
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
し

、
法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
第
四
号
の
貯
蔵
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場

、
法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
第
四
号
の
貯
蔵
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場

合
に
あ
っ
て
は
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
し

合
に
あ
っ
て
は
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
し

、
法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
第
六
号
の
貯
蔵
の
終
了
後
に
お
け
る
使
用

、
法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
第
六
号
の
貯
蔵
の
終
了
後
に
お
け
る
使
用

済
燃
料
の
搬
出
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
返
還
等
の

済
燃
料
の
搬
出
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
返
還
等
の

相
手
方
及
び
そ
の
方
法
を
記
載
し
、
法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項

第

相
手
方
及
び
そ
の
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

同
項

七
号
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理

に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は

第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
第
七
号
に
掲

２

法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の

げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
令
第
二
十
三
条
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲

変
更
に
係
る
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

変
更
後
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係

［
号
を
加
え
る
。
］

る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
認
可
を
要
し
な
い
工
事
等
）

第
三
条
の
二

法
第
四
十
三
条
の
八
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

［
条
を
加
え
る
。
］

め
る
工
事
は
、
変
更
の
工
事
で
あ
っ
て
、
次
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う
工
事
以
外
の
工
事
と
す
る
。

２

法
第
四
十
三
条
の
八
第
二
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

め
る
軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
っ
て
、
同
条
第

遮
蔽

一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
放
射
線
遮
へ
い
物

の
側
壁
に
お
け
る
線
量

等
量
率

を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ
の
他
使

物

当

の
値

用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

３

法
第
四
十
三
条
の
八
第
六
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

め
る
場
合
は
、
次
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を

伴
う
場
合
以
外
の
場
合
と
す
る
。
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（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

第
四
条

法
第
四
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施

第
四
条

法
第
四
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施

設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
（
第
十
一
条
に
規
定
す
る
使
用
済
燃
料

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

提
出

貯
蔵
施
設
で
あ
っ
て
溶
接
を
す
る
も
の
に
関
す
る
溶
接
の
方
法
を
除
く
。
以

原
子
力
規
制
委
員
会
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

工
事
工
程
表

［
号
を
加
え
る
。
］

五

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

四

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組

織
（
以
下
「
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
次
の
事
項

号
の
細
分
を
削
る
。
］

イ

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ロ

保
安
活
動
の
計
画

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ハ

保
安
活
動
の
実
施

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ニ

保
安
活
動
の
評
価

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ホ

保
安
活
動
の
改
善

［
六

［
略
］

五

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
法
第

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
法
第

四
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
七
第
一
項
の
許
可
を
受
け

四
十
三
条
の
八
第
三
項
第
二
号
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
上
の
基
準

た
と
こ
ろ
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
上
の

で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
並
び
に
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の

基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
っ
て
説
明
し
た
書

計
画
が
法
第
四
十
三
条
の
十
の
技
術
上
の
基
準
（
以
下
「
技
術
基
準
」
と
い

類
そ
の
他
の
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の

う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
っ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の
他
の

方
法
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
並
び
に
当

当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ

該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
が
同
項
第
三
号

と
を
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
四
十
三
条
の
八
第
一

３

設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
四
十
三
条
の
八
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

を
付
し
、
分
割
し
て
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
付
し
、
分
割
し
て
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
五
条

法
第
四
十
三
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
受
け
た
使
用

第
五
条

法
第
四
十
三
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
受
け
た
使
用

済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
変
更
の
認
可

済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
つ
い
て
変
更
の
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出

力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
工
事
工
程
表

［
号
を
加
え
る
。
］

五

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

質
管
理
の
方
法
等

六

［
略
］

五

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
既
に
原
子
力
規
制
委
員

会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
当
該
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
当
該
書

類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
法
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
若

［
号
を
加
え
る
。
］

し
く
は
第
四
十
三
条
の
七
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
又
は
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明

し
た
書
類

二

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ

一

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術

と
を
計
算
に
よ
っ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及

上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
っ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の

び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

他
の
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法

の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

［
号
を
削
る
。
］

二

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
が
法
第
四
十

三
条
の
八
第
三
項
第
三
号
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説

明
し
た
書
類

３

［
略
］

［
同
上
］

３

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
六
条

法
第
四
十
三
条
の
八
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

第
六
条

法
第
四
十
三
条
の
八
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
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者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提

員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

っ
て
、
同
条
第
一
項
の
認
可
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

書
に
記
載
さ
れ
た
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
の
値
を
大
き
く
し

氏
名

な
い
も
の
そ
の
他
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す

二

変
更
に
係
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
概
要

る
。

三

法
第
四
十
三
条
の
八
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
年
月
日
及
び
認
可
番

号
四

変
更
の
内
容

五

変
更
の
理
由

２

前
項
の
届
出
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
使
用
前
事
業
者
検
査
の
実
施
）

第
六
条
の
二

使
用
前
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

［
条
を
加
え
る
。
］

と
す
る
。

一

構
造
、
強
度
及
び
漏
え
い
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

二

機
能
及
び
性
能
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

三

そ
の
他
設
置
又
は
変
更
の
工
事
が
そ
の
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
従
っ

て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

２

使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時

期
、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
事
業
者
検
査
の
記
録
）

第
六
条
の
三

使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

［
条
を
加
え
る
。
］

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

検
査
年
月
日

二

検
査
の
対
象

三

検
査
の
方
法

四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
行
っ
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
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容
七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
当
該
使
用
前
事
業
者
検
査
に
係

る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
存
続
す
る
期
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
溶
接
に
係
る
使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
っ
た
旨
の
表
示
）

第
六
条
の
四

［
条
を
加
え
る
。
］

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

号
）
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
係
る
容
器
若
し
く
は
管
（
以
下
こ

す
る
密
封
容
器

単
に

密
封

、
同
項
第
三

の
条
に
お
い
て

「

容
器
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て

溶
接
を
す
る
も
の
又
は

号
に
規
定
す
る
主
要
な
耐
圧
部
の
溶
接
部
を
有
す
る

溶
接
を
し
た
容
器
等
で
あ
っ
て
輸
入
し
た
も
の
を
設
置
す
る
使
用
済
燃
料
貯

蔵
事
業
者
は
、
当
該

容
器
等
で
あ
っ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を

密
封

し
た
容
器
等
で
あ
っ
て
輸
入
し
た
も
の
に
係
る
使
用
前
事
業
者
検
査
を
終
了

し
た
と
き
は
、
当
該

容
器
等
で
あ
っ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を

密
封

し
た
容
器
等
で
あ
っ
て
輸
入
し
た
も
の
に
使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
っ
た
こ

と
を
示
す
記
号
そ
の
他
表
示
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

第
七
条

法
第
四
十
三
条
の
九
第
三
項
の
確
認
（
以
下
「
使
用
前
確
認
」
と
い

第
七
条

法
第
四
十
三
条
の
九
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
使
用
前
検
査
」
と
い

う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

原
子
力
規
制
委
員
会
に

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
に
係
る
事
業
所
の
名

二

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
す
る
事
業
所
（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設

称
及
び
所
在
地

の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
業
所
）
の
名
称
及
び

所
在
地
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［
号
を
削
る
。
］

三

工
事
工
程
表

三

申
請
に
係
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
概
要

［
号
を
加
え
る
。
］

四

法
第
四
十
三
条
の
八
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
年
月
日
及
び
認
可
番

［
号
を
加
え
る
。
］

号
五

使
用
前
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
前
事
業
者
検
査
に
係
る
工
事
の

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

工
程
、
期
日
及
び
場
所

六

［
略
］

五

［
同
上
］

七

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
核
燃
料
物
質
を
用
い
た
試
験
の
た
め
に
使
用

［
号
を
加
え
る
。
］

す
る
と
き
又
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
っ

て
そ
の
完
成
し
た
部
分
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ

る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な

［
項
を
加
え
る
。
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

工
事
の
工
程

二

前
号
の
工
程
に
お
け
る
放
射
線
管
理
（
改
造
又
は
修
理
の
工
事
に
関
す

る
も
の
に
限
る
。
）

三

第
三
十
一
条
第
一
項
の
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
、
設
備
又
は

機
器

四

前
項
第
七
号
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
を

記
載
し
た
書
類

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
の
内

２

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
届

容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
変
更
の
内
容
を
説
明
す
る

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る

３

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

。

一
通
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
八
条

法
第
四
十
三
条
の
九
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

第
八
条

使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号

で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

一

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
核
燃
料
物
質
を
用
い
た
試
験
の
た
め
に
使
用

一

使
用
済
燃
料
の
臨
界
防
止
、
放
射
線
の
遮
蔽
、
使
用
済
燃
料
等
の
閉
じ

す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法
に
つ
い
て
原
子
力
規

込
め
及
び
使
用
済
燃
料
等
の
除
熱
に
係
る
材
料
又
は
部
品
に
関
す
る
事
項
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制
委
員
会
の
承
認
を
受
け
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
期
間
内
に
お
い
て
そ
の

化
学
分
析
試
験
、
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い

承
認
を
受
け
た
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
と
き
。

試
験
を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
試
験
の
た
め

。

に
使
用
す
る
場
合

二

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
本
体
、
使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設
又
は
放
射
性

三

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
完

廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
主

成
し
た
部
分
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
（

要
な
部
分
の
寸
法
が
測
定
で
き
る
と
き
又
は
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験
、

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び

耐
圧
試
験
若
し
く
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委

方
法
に
つ
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
の
承
認
を
受
け
、
そ
の
承
認
を
受
け

員
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

た
期
間
内
に
お
い
て
そ
の
承
認
を
受
け
た
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
と
き
。

三

計
測
制
御
系
統
施
設
、
放
射
線
管
理
施
設
そ
の
他
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵

四

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
設
置
の
場
所
の
状
況
又
は
工
事
の
内
容
に
よ

設
備
の
附
属
施
設
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
が
完
成

り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
支
障
が
な
い
と
認
め
て
使
用
前
確
認
を
受
け

し
た
と
き
。

な
い
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
指
示
し
た
場
合

四

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
性
能
に
関
す
る
事
項

使
用
済
燃
料
を
封
入

五

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
変
更
の
工
事
で
あ
っ
て
、
第
四
条
第
一
項
第

し
た
容
器
を
搬
入
し
て
据
付
け
た
と
き
又
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
が
完

き
。

三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う
工
事
以
外
の
工
事
の
場

成
し
た
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と

合

第
九
条
か
ら
第
九
条
の
三
ま
で

削
除

削
除

第
九
条

削
除

第
九
条
の
二

（
使
用
前
検
査
実
施
要
領
書
）

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
七
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出

第
九
条
の
三

を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査
の
方
法
そ
の

他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
証
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

第
十
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、
第
七
条
の
規

第
十
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と
き

定
に
よ
る
申
請
に
係
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
が
法
第
四
十
三
条
の
九
第
二

は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
し
た
と
き
は

、
使
用
前
確
認
証
を
交
付
す
る
。
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（
廃
止
措
置
中
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
維
持
）

（
溶
接
検
査
を
受
け
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
）

第
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
十
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

第
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め

め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に

第
四

る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
九
号

十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す

一

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
本
体
、
廃
棄
施
設
、
放
射
線
管
理
施
設
若
し
く

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
三
条
の
十
本
文
の
規
定
は
、
同
号
の

は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
の
附
属
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
こ
れ
ら
の
施

性
能
維
持
施
設
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

設
に
属
す
る
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ

ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
っ
て
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
管

で
あ
っ
て
、
そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ

ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
が
液
体
中
に

あ
る
場
合
は
、
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上

の
も
の

二

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
本
体
、
廃
棄
施
設
、
放
射
線
管
理
施
設
若
し
く

は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
の
附
属
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
こ
れ
ら
の
施

設
に
属
す
る
外
径
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
管
で
あ
っ
て
、
そ
の
内

包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
（
そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
が
液
体
中
に
あ
る
場
合
は
、
三
十

七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
未
満
の
も
の
の
う
ち
、
次

に
定
め
る
圧
力
以
上
の
圧
力
を
加
え
ら
れ
る
部
分
（
以
下
「
耐
圧
部
分
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
溶
接
を
す
る
も
の

イ

水
用
の
容
器
又
は
管
で
あ
っ
て
、
最
高
使
用
温
度
が
百
度
未
満
の
も

の
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
千
九
百
六
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

ロ

イ
に
掲
げ
る
容
器
以
外
の
容
器
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
九
十

八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上

ハ

イ
に
掲
げ
る
管
以
外
の
管
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
九
百
八
十

キ
ロ
パ
ス
カ
ル
（
長
手
継
手
の
部
分
に
あ
っ
て
は
、
四
百
九
十
キ
ロ
パ

ス
カ
ル
）

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
時
期
）

（
溶
接
検
査
の
申
請
）

第
十
二
条

定
期
事
業
者
検
査
は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
つ
い
て
、
定
期

第
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施

事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
十
二
月
を
超
え
な
い
時
期
（
判
定
期
間
が

設
の
溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

- 1037 -



- 11 -

十
三
月
以
上
で
あ
る
も
の
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
が
別
に
指
定
し
た
場

記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
は
、
そ
の
指
定
し
た
時
期
）
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
使
用

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
設
置
の
工
事
の
後
の
初
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
つ
い

氏
名

て
は
、
そ
の
使
用
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
十
二
月
を
超
え
な
い
時
期
に
行
う

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
個
数
、

も
の
と
す
る
。

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
並
び
に
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
種
類

２

前
項
の
判
定
期
間
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
お
い
て
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵

及
び
濃
度

施
設
（
当
該
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
構
成
す
る
機
械
又
は
器
具
で
あ
っ
て

三

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

、
第
一
号
及
び
第
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
第
三
号
に
該
当
し

四

溶
接
工
程
表

な
い
も
の
に
限
る
。
）
が
次
条
第
二
項
の
一
定
の
期
間
を
満
了
す
る
ま
で
の

五

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

間
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
お
け
る
当
該
期
間
（
機
械
又
は
器
具
ご
と
に
そ
の
期
間
が
異
な
る
場
合
に

。

は
、
そ
の
う
ち
最
も
短
い
期
間
）
と
す
る
。

一

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量
、
溶
接
部
の
設
計
及
び
溶
接
施
行
法
（
以

一

次
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号

並
び
に
第
二
項
に
規
定
す

下
「
溶
接
施
行
方
法
」
と
い
う
。
）
並
び
に
溶
接
を
行
う
者
の
氏
名
を
記

各
号

及
び

る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
べ
き
も
の

載
し
た
溶
接
明
細
書

二

定
期
事
業
者
検
査
の
都
度
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
補
修
、
取

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
構
造
図

替
え
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
の
あ
る
も
の

三

溶
接
部
の
設
計
図

三

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と

イ

計
測
装
置
で
あ
っ
て
そ
の
台
数
に
つ
い
て
冗
長
性
を
も
っ
て
設
置
さ

き
は
、
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
て
い
る
も
の
、
ポ
ン
プ
又
は
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
っ
て
予
備
の
も
の
が

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
機
械
又
は
器
具
で
あ
っ
て
使
用
済
燃
料

一
通
と
す
る
。

貯
蔵
施
設
の
使
用
時
に
お
い
て
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
補
修
、

取
替
え
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も
の

ロ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
使
用
時
に
そ
の
機
械
又
は
器
具
を
検
査
す

る
こ
と
に
よ
り
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
安
の
確
保
に
支
障
を
来
さ

な
い
も
の

３

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
つ
い
て
の
次
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二

各
号

号

並
び
に
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
で
あ
っ

及
び

て
、
当
該
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の

使
用
時
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
安
の
確
保
に
支
障
を
来
さ
な

い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
に

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す

の

る
時
期
よ
り
も
前
の
時
期
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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４

次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子

力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
時
期
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

使
用
の
状
況
か
ら
第
一
項
に
規
定
す
る
時
期
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行

う
必
要
が
な
い
と
認
め
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
期
事
業
者
検
査
を

行
う
べ
き
時
期
を
定
め
て
承
認
し
た
と
き
。

二

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
時
期
に
定

期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
て
、
原
子
力

規
制
委
員
会
が
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
べ
き
時
期
を
定
め
て
承
認
し
た

と
き
。

５

前
項
各
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

直
近
の
定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
年
月
日

四

定
期
事
業
者
検
査
開
始
希
望
年
月
日
及
び
そ
の
理
由

６

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
に
係
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
使
用
の
状

況
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請

が
第
四
項
第
二
号
の
承
認
に
係
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
を
添
付
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

７

第
五
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
）

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

第
十
三
条

定
期
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

第
十
三
条

法
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項
の
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
工
程
ご
と

る
。

に
行
う
。

一

開
放
、
分
解
、
非
破
壊
検
査
そ
の
他
の
各
部
の
損
傷
、
変
形
、
摩
耗
及

一

溶
接
作
業
を
行
う
と
き
（
第
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
容
器
又
は
管
に

び
異
常
の
発
生
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

つ
い
て
の
漏
止
め
溶
接
に
係
る
場
合
及
び
溶
接
作
業
の
標
準
化
、
溶
接
に

二

試
験
操
作
そ
の
他
の
機
能
及
び
作
動
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分

使
用
す
る
材
料
の
規
格
化
等
の
状
況
に
よ
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
支

な
方
法

障
が
な
い
も
の
と
し
て
こ
の
工
程
に
お
け
る
検
査
を
受
け
な
い
で
使
用
す

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
定
期
事
業
者
検
査
は
、
一
定
の
期
間
を

る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

設
定
し
、
当
該
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
が
そ
の
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間

二

法
第
四
十
三
条
の
十
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
（
以
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技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法

下
「
溶
接
の
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

で
行
う
も
の
と
す
る
。

る
た
め
に
非
破
壊
試
験
を
必
要
と
す
る
溶
接
部
に
つ
い
て
は
、
非
破
壊
試

３

前
項
の
一
定
の
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し
て
設
定
し
な
け
れ

験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
と
き
。

ば
な
ら
な
い
。

三

溶
接
の
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
機
械
試

一

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
点
検
、
検
査
又
は
取
替

験
を
必
要
と
す
る
溶
接
部
に
つ
い
て
は
、
機
械
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き

え
の
結
果
か
ら
示
さ
れ
る
有
意
な
劣
化
の
有
無
及
び
有
意
な
劣
化
が
あ
る

る
状
態
に
な
っ
た
と
き
。

場
合
に
は
そ
の
劣
化
の
傾
向

四

溶
接
の
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
耐
圧
試

二

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
耐
久
性
に
関
す
る
研
究
の
成
果
そ
の
他
の
研

験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
と
き
（
第
十

究
の
成
果

一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の
漏
止
め
溶
接
に
係
る
場

三

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
類
似
す
る
機
械
又
は
器
具
の
使
用
実
績
（
当

合
を
除
く
。
）
。

該
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
と
の
材
料
及
び
使
用
環
境
の
相
違
を
踏
ま
え
た

も
の
に
限
る
。
）

４

第
二
項
の
一
定
の
期
間
は
、
十
二
月
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
一
定
の
期
間
は
、
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
日
の
三
月
前

ま
で
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も

同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期

、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
記
録
）

（
溶
接
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
四
条

定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

第
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

す
る
も
の
と
す
る
。

則
で
定
め
る
場
合
は
、
漏
止
め
溶
接
の
み
を
し
た
第
十
一
条
第
二
号
に
規
定

一

検
査
年
月
日

す
る
容
器
又
は
管
（
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
そ
の
溶
接
の
み
を
新
た
に
す
る
も

二

検
査
の
対
象

の
を
含
む
。
）
を
使
用
す
る
場
合
と
す
る
。

三

検
査
の
方
法

四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
行
っ
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内

容
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七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
そ
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
が
廃

棄
さ
れ
た
後
五
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
中
に
お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
を
要
す
る
場
合
）

（
溶
接
の
方
法
の
認
可
）

第
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

第
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
十
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に

溶
接
施
行
工
場
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し

第
四
十
三
条
の
三
の
二
第

第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九
号

場
合
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量

四

溶
接
施
行
方
法
の
種
類

五

溶
接
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
が
行
う
溶
接
施
行
方
法
の
範
囲

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
た
書
類
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

溶
接
設
備

二

溶
接
施
行
方
法

三

溶
接
を
行
う
者
の
知
識
及
び
技
能

３

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
溶
接
の
方
法
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
認
可

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量
が
申
請
に
係
る
溶
接
施
行
方
法
に
よ
る
溶

接
を
行
う
の
に
適
切
で
あ
る
こ
と
。

二

溶
接
施
行
方
法
が
溶
接
部
の
強
度
及
び
耐
食
性
を
確
保
す
る
の
に
適
切

で
あ
る
こ
と
。
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三

溶
接
を
行
う
者
が
そ
の
行
お
う
と
す
る
溶
接
施
行
方
法
に
よ
る
溶
接
に

つ
い
て
相
当
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

４

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
報
告
）

（
輸
入
品
の
溶
接
検
査
）

第
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

第
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
溶
接
を
し
た
使
用
済

め
る
と
き
は
、
定
期
事
業
者
検
査
（
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
し
て

燃
料
貯
蔵
施
設
で
あ
っ
て
輸
入
し
た
も
の
の
当
該
溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受

行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
と
す
る
。

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規

２

法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
三
項
の
報
告
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
定
期
事

制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

業
者
検
査
が
終
了
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
遅
滞
な
く
、
前
項
に
規
定
す
る
と

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

き
に
あ
っ
て
は
検
査
開
始
予
定
日
の
一
月
前
ま
で
（
第
十
三
条
第
二
項
の
一

氏
名

定
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
一
定
の
期
間
」
と
い
う
。
）
を

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
個
数
、

定
め
、
又
は
変
更
（
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
場

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
並
び
に
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
種
類

合
は
三
月
前
ま
で
）
に

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成
し

及
び
濃
度

、

、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

氏
名

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

二

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

。

三

検
査
の
対
象
及
び
方
法
並
び
に
期
日

一

溶
接
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

四

検
査
の
実
績
又
は
予
定
の
概
要

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
構
造
図

３

第
一
項
に
規
定
す
る
と
き
に
お
け
る
前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る

三

溶
接
部
の
設
計
図

事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

溶
接
（
第
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の
漏
止
め

一

定
期
事
業
者
検
査
の
計
画

溶
接
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
材
料
試
験
、
開
先
面
試
験
、
開
先
試
験
、

二

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
の
施
設
管
理
（
以
下

溶
接
作
業
試
験
、
非
破
壊
試
験
（
第
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
溶
接
部
に

こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
施
設
管
理
」
と
い
う
。
）
の
重
要
度
が
高
い
系

関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
機
械
試
験
（
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
溶
接
部

統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め
る
同
項
第
三
号
の
施
設
管
理
目
標

に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
（
第
十
一

三

第
三
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
施
設
管
理
実
施
計
画
に
係
る
次
に
掲
げ

条
第
二
号
に
掲
げ
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の
漏
止
め
溶
接
を
除
く
。
）

る
事
項

の
結
果
に
関
す
る
資
料
並
び
に
溶
接
後
熱
処
理
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
（
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
日
を

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と

い
う
。

）
及
び
期
間

き
は
、
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。

ロ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
工
事
の
方
法
及
び
時
期

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
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ハ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号

一
通
と
す
る
。

及
び
第
三

に
お
い
て
「
点
検
等
」
と
い
う
。
）
の
方
法
、

十
一
条
第
一
項
第
四
号

実
施
頻
度
及
び
時
期

ニ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行
う

保
安
の
確
保
の
た
め
の
措
置

四

第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
判
定
す
る
方
法
に
関
す
る
こ
と
（
同
項

。

の
一
定
の
期
間
を
含
む
。
）

五

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項

を
説
明
す
る
書
類
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変

更
の
内
容
を
説
明
す
る
書
類

六

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
二
号
又
は
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行

い
、
当
該
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記

載
し
た
書
類

七

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

を
説
明
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項

（
一
定
の
期
間
に
係
る
も

の
内
容

の
に
限
る
。
）
を
変
更
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十

に
変
更
が
あ
っ
た

三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類

４

前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
当
該

事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
一
定
の
期
間
を
変
更
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
第
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
書

類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
項
の
報
告
書
及
び
前
二
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す

る
。

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
六
条
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提

出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査
の
方
法
そ

の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
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も
の
と
す
る
。

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合

に
は
、
法
第
四
十
三
条
の
十
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要

な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

第
十
七
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で

削
除

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

第
十
七
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項
又
は
第

四
項
の
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交

付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に

代
わ
る
も
の
で
示
す
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条

削
除

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

第
十
九
条

法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
施
設
定
期
検

査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

二

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
期
日

２

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正

本
一
通
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
の
実
施
）

第
二
十
条

法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。
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第
二
十
条
の
二

削
除

（
施
設
定
期
検
査
実
施
要
領
書
）

第
二
十
条
の
三

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
十
九
条
第
一
項
の
申
請
書
の

提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
使
用
済
燃
料
貯

蔵
施
設
の
性
能
が
法
第
四
十
三
条
の
十
の
二
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
の
検
査
に
関
し
、
そ
の
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当

該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

第
二
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
定
期
検
査
に
合
格
し
た
と
認

め
た
と
き
は
、
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

第
二
十
二
条

削
除

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
十
四
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を
受

第
二
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
十
四
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事
者

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事
者

が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
を
し
て
、
こ
れ
を
原
子

が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
し
て
、
こ
れ
を
原
子
力

力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必

［
号
を
加
え
る
。
］

に
関
す
る
事
項

要
な
体
制
の
整
備

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

［
同
上
］

。［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必

［
号
を
加
え
る
。
］

要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

八

［
略
］

七

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］
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（
変
更
等
の
届
出
）

（
変
更
等
の
届
出
）

第
二
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
七
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
八
第
五
項
及
び

第
二
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
七
第
二
項
又
は
法
第
四
十
三
条
の
十
五
第
二

第
四
十
三
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
写
し
各
一

は
、
正
本
及
び
写
し
各
一
通
と
す
る
。

通
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
記
録
）

（
記
録
）

第
二
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
事
業
所
ご
と

第
二
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
事
業
所
ご
と

に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に

に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間

こ
れ
を
保
存
し
て

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保

存

期

間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保

存

期

間

一

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設

一

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設

の
施
設
管
理
（
第
三
十
一

の
検
査
記
録

条
第
一
項
に
規
定
す
る
も

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
記
録

イ

使
用
前
確
認
の
結
果

確
認
の
都
度

同
一
事
項
に
関
す

イ

使
用
前
検
査
の
結
果

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関
す

の
時

の
時

る
次
の
確
認

る
次
の
検
査

と
き
ま
で
の
期
間

ま
で
の
期
間

ロ

第
三
十
一
条
第
一
項

施
設
管
理
の
実
施

施
設
管
理
を
実
施

ロ

施
設
定
期
検
査
の
結

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関
す

第
四
号
の
規
定
に
よ
る

の
都
度

し
た
使
用
済
燃
料

果

る
次
の
検
査
の
時

施
設
管
理
の
実
施
状
況

貯
蔵
施
設
の
解
体

ま
で
の
期
間

及
び
そ
の
担
当
者
の
氏

又
は
廃
棄
を
し
た

名

後
五
年
が
経
過
す
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る
ま
で
の
期
間

ハ

第
三
十
一
条
第
一
項

評
価
の
都
度

評
価
を
実
施
し
た

ハ

第
三
十
二
条
の
規
定

検
査
の
都
度

検
査
終
了
後
五
年

第
五
号
の
規
定
に
よ
る

使
用
済
燃
料
貯
蔵

に
よ
る
検
査
の
結
果

が
経
過
す
る
ま
で

施
設
管
理
方
針
、
施
設

施
設
の
施
設
管
理

の
期
間

管
理
目
標
並
び
に

方
針
、
施
設
管
理

及
び

施
設
管
理
実
施
計
画
の

目
標
又
は
施
設
管

評
価
の
結
果
及
び
そ
の

理
実
施
計
画
の
改

評
価
の
担
当
者
の
氏
名

定
ま
で
の
期
間

二

操
作
記
録
（
法
第
四
十

二

貯
蔵
記
録
（
法
第
四
十

三
条
の
二
十
七
第
二
項
の

三
条
の
二
十
七
第
二
項
の

認
可
を

受
け

認
可
を

を
除

受
け
た
場
合

受
け
た
場
合

、
第
四
十
三
条
の
三
の
五

く
。
）

第
一
項
第
五
号
の
性
能
維

持
施
設
が
存
在
し
な
い
使

用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）

［
イ
～
リ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
イ
～
リ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

三

［
略
］

［
略
］

［
略
］

三

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
削
る
。
］

四

保
守
記
録

イ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施

毎
日
一
回
。
た
だ

一
年
間

設
の
巡
視
及
び
点
検
の

し
、
法
第
四
十
三

状
況
（
法
第
四
十
三
条

条
の
二
十
七
第
二

の
二
十
七
第
二
項
の
認

項
の
認
可
を
受
け

可
を
受
け
た
場
合
に
お

た
場
合
に
あ
っ
て

い
て
は
、
巡
視
の
状
況

は
毎
週
一
回
と
す
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に
限
る
。
）
並
び
に
そ

る
。

の
担
当
者
の
氏
名

ロ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施

修
理
の
都
度

使
用
済
燃
料
を
封

設
の
修
理
の
状
況
及
び

入
し
た
容
器
の
修

そ
の
担
当
者
の
氏
名

理
に
つ
い
て
は
、

当
該
容
器
の
払
出

し
ま
で
の
期
間
。

の
他
の
施
設
の

そ修
理
に
つ
い
て
は

一
年
間

四

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設

五

［
同
上
］

等
の
事
故
記
録

イ

事
故
の
発
生
及
び
復

［
略
］

［
略
］

イ

事
故
の
発
生
及
び
復

［
同
上
］

［
同
上
］

旧
の
日
時

旧
の
時

［
ロ
～
ニ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

五

［
略
］

［
略
］

［
略
］

六

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

六

［
略
］

［
略
］

［
略
］

七

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

七

品
質
管
理
基
準
規
則
第

［
略
］

［
略
］

八

第
二
十
八
条
の
品
質
保

［
同
上
］

［
同
上
］

四
条
第
三
項

証
計
画
に
関
し
て
の
文
書

に
規
定
す
る

の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
文

及
び
品
質
保
証
計
画
に
従

書
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

っ
た
計
画
、
実
施
、
評
価

ト
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
た
計

及
び
改
善
状
況
の
記
録
（

画
、
実
施
、
評
価
及
び
改

他
の
号
に
掲
げ
る
も
の
を

善
状
況
の
記
録
（
他
の
号

除
く
。
）
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に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）
八

第
三
十
五
条
の
二
第
一

評
価
の
都
度

第
七
項
に
定
め
る

九

第
三
十
五
条
の
二
の
規

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

項
各
号
の
規
定
に
よ
る
使

期
間

定
に
よ
る
使
用
済
燃
料
貯

用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
定

蔵
施
設
の
定
期
的
な
評
価

期
的
な
評
価
の
結
果

の
結
果第

三
十
五
条
の
二
第

評
価
の
都
度

第
七
項
に
定
め
る

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

イ
一
項
各
号
に
掲
げ
る
評

期
間

価
の
結
果

第
三
十
五
条
の
二
第

評
価
の
都
度

第
七
項
に
定
め
る

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

ロ
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る

期
間

評
価
の
結
果

第
三
十
五
条
の
二
第

計
画
策
定
の
都
度

第
七
項
に
定
め
る

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

ハ
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

期
間

計
画

九

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

十

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
一

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

十
一

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
二

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

第
一
項
の
表
第
三
号
リ
及
び
ヌ
、
第
四
号
、
第
五
号
ハ
、
第
八
号
並
び
に

７

第
一
項
の
表
第
三
号
リ
及
び
ヌ
、
第
五
号
、
第
六
号
ハ
、
第
九
号
並
び
に

第
十
号
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、
法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
三
項
に
お
い

第
十
一
号
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、
法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
三
項
に
お

て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す

い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と

る
。

す
る
。
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（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）

（
品
質
保
証
）

第
二
十
八
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

第
二
十
八
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

貯
蔵
事
業
者
は
、
法
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
の
七
第
一

貯
蔵
事
業
者
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
品
質
保
証
計
画
を
定
め
、
こ
れ
に
基

項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
基

づ
き
保
安
活
動
（
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
五
条
の
二
ま
で
に
規
定
す
る
措

づ
き
保
安
活
動
（
次
条
か
ら
第
三
十
五
条
の
二
ま
で

規
定
す
る
措
置
を
含

置
を
含
む
。
）
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
品
質

に

む
。
）
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
品
質
マ
ネ
ジ

保
証
計
画
の
改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
品
質
保
証
計
画
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
八
条
の
二

品
質
保
証
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

一

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
事
項

二

保
安
活
動
の
計
画
に
関
す
る
事
項

三

保
安
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事
項

四

保
安
活
動
の
評
価
に
関
す
る
事
項

五

保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る
事
項

（
品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
八
条
の
三

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
）
に
よ
っ

て
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

品
質
保
証
に
関
す
る
責
任
及
び
権
限
並
び
に
業
務
が
明
確
で
あ
る
こ
と

。
三

品
質
保
証
計
画
の
策
定
、
実
施
、
評
価
及
び
そ
の
改
善
を
継
続
的
に
行

う
仕
組
み
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
計
画
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
八
条
の
四

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
計
画
に
関
す
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
に
お
い
て
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
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五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
Ｑ
九
〇
〇
〇
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
そ
の
相

互
関
係
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
の
各
段
階
を
踏
ま
え
て
実

施
し
、
保
安
活
動
の
改
善
を
継
続
し
て
行
う
仕
組
み
と
す
る
こ
と
。

三

外
部
か
ら
物
品
又
は
役
務
を
調
達
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
管
理

を
適
切
に
行
う
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

四

保
安
の
た
め
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
実
施
す
べ
き
内
容
を
定
め
る
こ
と

。
五

保
安
活
動
に
関
す
る
文
書
及
び
記
録
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
手
順
を

定
め
る
こ
と
。

六

保
安
活
動
を
実
施
す
る
者
に
対
す
る
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
の
体
系
を

定
め
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
実
施
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
八
条
の
五

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
を
構
成
す
る
個
別
の
業
務
（
以
下
「
個
別
業
務
」
と
い
う
。

）
ご
と
に
、
次
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

個
別
業
務
の
目
標
及
び
個
別
業
務
に
関
す
る
要
求
事
項
を
明
確
に
し

、
個
別
業
務
の
実
施
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
施
計
画
」
と

い
う
。
）
を
策
定
す
る
こ
と
。

ロ

個
別
業
務
の
実
施
は
、
実
施
計
画
に
基
づ
き
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
計
画
が
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
適
切
な

段
階
で
確
認
す
る
こ
と
。

ハ

実
施
計
画
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
内
容
を
適
切
に
管
理
す
る
こ

と
。

二

外
部
か
ら
物
品
又
は
役
務
を
調
達
す
る
場
合
は
、
実
施
計
画
に
適
切
な

調
達
の
実
施
に
必
要
な
事
項
（
当
該
物
品
又
は
役
務
の
調
達
後
に
お
け
る

こ
れ
ら
の
維
持
又
は
運
用
に
必
要
な
技
術
情
報
（
保
安
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
取
得
し
、
他
の
使
用
済
燃
料
を
貯
蔵
す
る
者
と
共
有
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
が
確
実
に
守
ら
れ
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る
よ
う
管
理
す
る
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

三

個
別
業
務
が
実
施
計
画
に
定
め
た
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
、
必
要
な
検
査
及
び
試
験
を
定
め
て
行
う
こ
と
。

四

保
安
の
た
め
の
重
要
度
に
応
じ
て
前
号
の
検
査
及
び
試
験
を
行
う
者
を

定
め
る
こ
と
。

五

要
求
事
項
に
適
合
し
な
い
状
態
（
以
下
「
不
適
合
」
と
い
う
。
）
が
発

生
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
適
切
に
管
理
す
る
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
評
価
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
八
条
の
六

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
評
価
に
関
す
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
、
必
要
な
監
視
及
び
測
定
を
計
画

的
に
行
う
こ
と
。

二

保
安
活
動
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
、
計
画

的
に
監
査
を
行
う
こ
と
。

三

前
号
の
評
価
は
、
対
象
と
な
る
個
別
業
務
を
実
施
し
た
者
以
外
の
者
に

よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
改
善
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
八
条
の
七

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

不
適
合
に
対
す
る
再
発
防
止
の
た
め
に
行
う
是
正
に
関
す
る
処
置
に
関

す
る
手
順
（
第
四
十
三
条
の
十
三
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障
等
の
事
象
そ

の
他
が
発
生
し
た
根
本
的
な
原
因
を
究
明
す
る
た
め
に
行
う
分
析
（
以
下

「
根
本
原
因
分
析
」
と
い
う
。
）
の
手
順
を
含
む
。
）
を
確
立
し
て
行
う

こ
と
。

二

生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
不
適
合
を
防
止
す
る
た
め
の
予
防
に
関
す
る
処

置
に
関
す
る
手
順
（
根
本
原
因
分
析
の
手
順
を
含
む
。
）
を
確
立
し
て
行

う
こ
と
。

三

予
防
に
関
す
る
処
置
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設

に
お
け
る
保
安
活
動
の
実
施
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
の
み
な
ら
ず
他
の
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施
設
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。

四

前
条
の
評
価
結
果
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。

（
作
業
手
順
書
等
の
遵
守
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
八
条
の
八

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済

燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
要
領
書
、
作
業
手
順
書
そ
の
他

保
安
に
関
す
る
文
書
（
以
下
「
作
業
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
こ

れ
ら
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
施
設
管
理
）

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
）

第
三
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

第
三
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

貯
蔵
事
業
者
は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
設
計
、
工

貯
蔵
事
業
者
（
法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
者
を
除

事
、
巡
視
、
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
施
設
の
管
理
（
以
下
「
施
設
管
理
」
と

く
。
）
は
、
毎
日
一
回
以
上
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
全
に
従
事
す
る

い
う
。
）
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

者
に
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
つ
い
て
巡
視
及
び
点
検
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば

。

な
ら
な
い
。

一

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
が
法
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
十
三

２

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
四
十
三
条
の
二
十

条
の
七
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
毎
週
一
回
以
上

技
術
基
準
に
適
合
す
る
性
能
を
有
す
る
よ
う
、
こ
れ
を
設
置
し
、
及
び
維

、
放
射
線
業
務
従
事
者
で
あ
っ
て
管
理
区
域
に
常
時
立
ち
入
る
も
の
に
使
用

持
す
る
た
め
、
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施

済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
つ
い
て
巡
視
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
管
理
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条

の
二
十
七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

前
号
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二

項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

の
六
第
三
項
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に
記
載
さ

れ
た

第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
第
五

第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
九
号

号
の
性
能
維
持
施
設
に
係
る
施
設
管
理
方
針
を
定
め
る
こ
と
。

三

第
一
号
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
施
設
管
理
方
針
に
従
っ

て
達
成
す
べ
き
施
設
管
理
の
目
標
（
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

施
設
管
理
方
針
に
係
る
施
設
管
理

目
標
に
あ
っ
て
は
、
使
用
済
燃
料
貯

の

蔵
施
設
及
び
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め

る
目
標
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
目
標
」
と
い
う
。
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）
を
定
め
る
こ
と
。

四

施
設
管
理
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を
定
め
た
施
設
管
理
の

実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
実
施
計
画
」

と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
従
っ
て
施
設
管
理
を
実
施
す
る
こ

と
。

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
及
び
期
間
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
設
計
及
び
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
巡
視
（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
全
の

た
め
に
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
点
検
等
」
と
い
う
。
）

の
方
法
、
実
施
頻
度
及
び
時
期
（
使
用
済

等

燃
料
貯
蔵
施
設
の
操
作
中
及
び
操
作
停
止
中
の
区
別
を
含
む
（
法
第
四

十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
。
）
に

関
す
る
こ
と
。

ホ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行
う

保
安
の
確
保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
設
計
、
工
事
、
巡
視
及
び
点
検
等
の
結
果

の
確
認
並
び
に

評
価
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

及
び

ト

ヘ
の
確
認
及
び
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
て
実
施
す
べ
き
処
置
（
品
質

管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
七
号

の
未
然
防
止
処
置

に
規
定
す
る

を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

チ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と

。

五

施
設
管
理
方
針
、
施
設
管
理
目
標
及
び
施
設
管
理
実
施
計
画
を
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
期
間
ご
と
に
評
価
す
る
こ
と
（
次
条
第
一
項
及
び
第
二

項
に
規
定
す
る
措
置
を
除
く
。
）
。

イ

施
設
管
理
方
針
及
び
施
設
管
理
目
標
に
あ
っ
て
は
、
一
定
期
間

ロ

施
設
管
理
実
施
計
画
に
あ
っ
て
は
、
前
号
イ
に
規
定
す
る
期
間

六

前
号
の
評
価
を
実
施
す
る
都
度
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
施
設
管
理

方
針
、
施
設
管
理
目
標
又
は
施
設
管
理
実
施
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
。

七

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
操
作
を
相
当
期
間
停
止
す
る
場
合
そ
の
他
使
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用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
が
そ
の
施
設
管
理
を
行
う
観
点
か
ら
特
別
な
状
態
に

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
状
態
に
応
じ
て

、
前
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
特
別
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
次
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
長
期
施
設
管
理
方
針
を
策
定
し
た
と
き
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
長
期
施
設
管
理
方
針
を
変
更
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
前
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
施
設
管
理
方
針
に
反
映
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
経
年
劣
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
）

第
三
十
一
条
の
二

法

四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済

［
条
を
加
え
る
。
］

第

燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
全
に
関
し
、
そ
の
事
業

を
開
始
し
た
日
以
後
二
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
経
年
劣
化
に
関
す
る

技
術
的
な
評
価
を
行
い
、
こ
の
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
十
年
間
に
実
施
す

べ
き
当
該
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
つ
い
て
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
を

策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
動
作
す
る
機
能
を
有
す
る
機
器
及

び
構
造
物
に
関
し
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
供
用
に
伴
う
劣
化
の
状
況
が

的
確
に
把
握
さ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
評
価
は
、
十
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
再
評
価
を
行
い
、
こ
の

再
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
次
の
十
年
間
に
実
施
す
べ
き
当
該
使
用
済
燃
料

貯
蔵
施
設
に
つ
い
て
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
前
二
項
の
評
価
を
行
う
た
め
に
設
定
し
た

条
件
又
は
評
価
方
法
を
変
更
す
る
場
合
は
、
当
該
評
価
の
見
直
し
を
行
い
、

第
三
十

そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
前
二
項
の
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
（
以
下

「
長
期
施
設
管
理
方
針
」
と
い
う
。
）
を

七
条
第
一
項
第
十
六
号
に
お
い
て

変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た

場
合
は
適
用
し
な
い
。

（
設
計
想
定
事
象
に
係
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措
置
）

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

第
三
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

第
三
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

- 1055 -



- 29 -

貯
蔵
事
業
者
は
、
設
計
想
定
事
象
に
関
し
て
、
法
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項

貯
蔵
事
業
者
は
、
次
の
各
号
（
法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
の
認
可
を

又
は
第
四
十
三
条
の
七
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
（
法
第
四
十
三
条

受
け
た
場
合
は
第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
講
じ

の
二
十
七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
こ
ろ
）
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
全

一

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
性
能
が
法
第
四
十
三
条
の
十
の
二
に
規
定
す

に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る

一

設
計
想
定
事
象
に
係
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持

か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

す
る
た
め
の
活
動
に
関
す
る
計
画
（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
し
た

二

警
報
装
置
そ
の
他
の
非
常
用
装
置
に
つ
い
て
は
、
当
該
装
置
の
各
部
分

事
業
所
に
お
け
る
火
災
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
。
）
を
定
め
る

ご
と
の
当
該
作
動
の
た
め
の
性
能
検
査
を
一
月
ご
と
に
、
当
該
装
置
全
体

と
と
も
に
、
当
該
計
画
の
実
行
に
必
要
な
要
員
を
配
置
し
、
当
該
計
画
に

の
当
該
作
動
の
た
め
の
総
合
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

従
っ
て
必
要
な
活
動
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

三

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器
及

イ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
け
る
可
燃
物
の
管

び
放
射
線
測
定
器
に
つ
い
て
は
、
校
正
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

理
に
関
す
る
こ
と
。

２

法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事

ロ

消
防
吏
員
へ
の
通
報
に
関
す
る
こ
と
。

業
者
は
、
当
該
認
可
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二

ハ

消
火
又
は
延
焼
の
防
止
そ
の
他
消
防
隊
が
火
災
の
現
場
に
到
着
す
る

条
の
六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に

ま
で
に
行
う
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

記
載
さ
れ
た
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

二

設
計
想
定
事
象
の
発
生
時
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
必
要
な

に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を

毎
年
一
回
以
上
定
期
に
実
施
す
る
こ
と
。

三

設
計
想
定
事
象
の
発
生
時
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
必
要
な

機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
照
明
器
具
、
無
線

機
器
そ
の
他
の
資
機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
設
計
想
定
事
象
の
発
生
時
に
お
け
る

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う

た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
の
操
作
）

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
の
操
作
）

第
三
十
三
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

第
三
十
三
条

［
同
上
］

貯
蔵
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
の
操
作
に
関
す
る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二

項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［

［
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二

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
の
操
作
に
必
要
な
構
成
人
員
が
そ
ろ
っ
て
い
る

二

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
の
操
作
に
必
要
な
構
成
人
員
が
そ
ろ
っ
て
い
る

と
き
で
な
け
れ
ば
操
作
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
。

と
き
で
な
け
れ
ば
操
作
を
行
わ
な
い
こ
と
。

三

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
の
通
常
の
操
作
（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
お

三

操
作
開
始
に
先
立
っ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
操
作
に
必
要
な
事
項
及
び

い
て
計
画
的
に
行
わ
れ
る
操
作
を
い
う
。
）
を
行
う
た
め
に
必
要
な
次
の

操
作
停
止
後
に
確
認
す
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
に
守
ら
せ
る

事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

こ
と
。

イ

操
作
の
開
始
に
先
立
っ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
操
作
に
必
要
な
事
項

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

及
び
操
作
の
停
止
後
に
確
認
す
べ
き
事
項

ロ

操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
の
状
態
に
応
じ

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

て
定
期
的
に
又
は
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
べ
き
事
項
並
び
に
そ
の
確
認

の
方
法
及
び
確
認
の
時
期

又
は
頻
度

に
関
す
る
事
項

実
施
頻
度

時
期

ハ

警
報
の
発
報
そ
の
他
の
異
状
が
あ
っ
た
場
合
（
次
号
の
場
合
を
除
く

号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［

（
次
号
の
処
置
を

。
）
に
操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置

に
関
す
る
事
項

除
く
。
）

四

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
そ
の
他
の
従

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
に
守
ら
せ
る

四

業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

五

換
気
設
備
、
放
射
線
測
定
器
及
び
非
常
用
設
備
は
、
常
に
こ
れ
ら
の
機

能
を
発
揮
で
き
る
状
態
に
維
持
し
て
お
く
こ
と
。

五

試
験
操
作
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
、
方
法
、
異
常
の
際
に
講
ず

六

試
験
操
作
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
、
方
法
、
異
常
の
際
に
採
る

べ
き
処
置
等
を
確
認
の
上
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

べ
き
処
置
等
を
確
認
の
上
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

六

［
略
］

七

［
同
上
］

七

［
略
］

八

［
同
上
］

八

［
略
］

九

［
同
上
］

九

［
略
］

十

［
同
上
］

十

［
略
］

十
一

［
同
上
］

十
一

［
略
］

十
二

［
同
上
］

（
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

（
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
三
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

第
三
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

貯
蔵
事
業
者
は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行

貯
蔵
事
業
者
は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
の
使
用
済

わ
れ
る
使
用
済
燃
料
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
運
搬

燃
料
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
に
こ
れ
ら
の

実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
の
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［
一
～

十

略
］

［
一
～

十

同
上
］

三

三

四

使
用
済
燃
料
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

四

使
用
済
燃
料
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

同
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

同
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
使
用
済
燃
料
に

器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
使
用
済
燃
料
に

よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。

よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。

）
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
使
用
済
燃
料
等

）
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
使
用
済
燃
料
等

を
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と

を
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と

い
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当

い
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当

量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
率
を
超
え
な

量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
率
を
超
え
な

い
よ
う
に
し
、
か
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
二
十

い
よ
う
に
し
、
か
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
二
十

九
条
第
一
号
ハ
の
表
面
密
度
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る

九
条
第
一
号
ハ
の
表
面
密
度
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
。

こ
と
。

［
五
～
十

略
］

［
五
～
十

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
使
用
済
燃
料
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料

４

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
使
用
済
燃
料
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料

物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五

物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五

十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
及
び
核

十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
核
燃
料

燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第

物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条

三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保

か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の

安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

ら
ず
、
当
該
使
用
済
燃
料
等
を
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所

、
当
該
使
用
済
燃
料
等
を
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
に

に
お
い
て
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
い
て
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

（
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
三
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

第
三
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

貯
蔵
事
業
者
は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行

貯
蔵
事
業
者
は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行

わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
廃
棄

わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

前
に
こ
れ
ら
の

実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

措
置
の

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
定
期
的
な
評
価
）

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
定
期
的
な
評
価
）
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第
三
十
五
条
の
二

［
略
］

第
三
十
五
条
の
二

［
同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

２

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
を
開
始
し
た
日
以
降
二
十
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一

経
年
変
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
を
行
う
こ
と
。

二

前
号
の
技
術
的
な
評
価
に
基
づ
き
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
全
の
た

め
に
実
施
す
べ
き
措
置
に
関
す
る
十
年
間
の
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

［
項
を
削
る
。
］

３

前
項
の
評
価
及
び
計
画
は
、
十
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
再
評
価
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場

４

前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た

合
は
適
用
し
な
い
。

場
合
は
適
用
し
な
い
。

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
三
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認

第
三
十
七
条

［
同
上
］

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
ご
と
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書

を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二

安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
与
を
含
む
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
品
質
管
理
基
準
規
則

三

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析

第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
手
順
書
等
（
次
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お

の
方
法
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保

い
て
単
に
「
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関

安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

［
略
］

四

［
同
上
］

四

［
略
］

五

［
同
上
］

五

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
操
作
及
び
管
理
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教

六

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に

育
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

［
同
上
］

も
の
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⑴

［
略
］

⑴

［
同
上
］

⑵

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
構
造
、
性
能
及
び
操
作
に
関
す
る
こ
と

⑵

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
構
造
、
性
能
及
び
運
転
に
関
す
る
こ
と

。

。

［
⑶
～
⑸

略
］

［
⑶
～
⑸

同
上
］

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

六

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
操
作
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

七

保
安
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
設
備
の
操
作
に
関
す
る
こ
と
。

る
も
の

イ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
操
作
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

。
ロ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
操
作
に
当
た
っ
て
確
認
す
べ
き
事
項
及
び

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

操
作
に
必
要
な
事
項

ハ

異
状
が
あ
っ
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
こ
と

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

（
第
十
三
号
に
掲
げ

。

る
も
の
を
除
く
。
）

七

［
略
］

八

［
同
上
］

八

［
略
］

九

［
同
上
］

九

［
略
］

十

［
同
上
］

十

［
略
］

十
一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十
二

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
処

置
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
三

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

使
用
済
燃
料
の
受
払
い
、
運
搬
そ
の
他
の
取
扱
い
（
事
業
所
の
外
に

十
四

使
用
済
燃
料
の
受
払
い
、
運
搬
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。

お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む

十
五

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

設
計
想
定
事
象
に
係
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措

［
号
を
加
え
る
。
］

置
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

［
略
］

十
七

［
同
上
］

十
六

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前
事
業

［
号
を
加
え
る
。
］

者
検
査
及
び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
経
年
劣
化

に
係
る
技
術
的
な
評
価
に
関
す
る
こ
と
及
び
長
期
施
設
管
理
方
針
を
含
む
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。
）
。

十
七

［
略
］

十
八

［
同
上
］

十
八

［
略
］

十
九

［
同
上
］

十
九

不
適
合
（
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

二
十

不
適
合
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
十
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

公
開
に
関
す
る
こ
と
。

発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

こ
と
。

二
十

［
略
］

二
十
一

［
同
上
］

２

法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当

２

［
同
上
］

該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画
に
定

め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
四
十
三
条
の
二
十
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を

追
加
し
、
又
は
変
更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二

安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
与
を
含
む
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手
順
書
等
の
保
安
規

三

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

の
方
法
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保

安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手

四

廃
止
措
置
の
品
質
保
証

関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方
法
及
び

に

順
書
等
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規
定
上
の

位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

四

［
略
］

五

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

六

［
同
上
］

五

［
略
］

五

廃
止
措
置
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て

七

廃
止
措
置
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と

六
次
に
掲
げ
る
も
の

で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

六

［
略
］

八

［
同
上
］

七
七

［
略
］

九

［
同
上
］

八
八

［
略
］

十

［
同
上
］

九
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九

［
略
］

十
一

［
同
上
］

十

十

［
略
］

十
二

［
同
上
］

十
一

［
号
を
削
る
。
］

十
三

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
四

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
巡
視
及
び
こ
れ
に
伴
う
処
置
に
関
す
る
こ

と
。

十
一

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を

十
五

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

十
二含

む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

十
三

設
計
想
定
事
象
に
係
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
全
に
関
す

［
号
を
加
え
る
。
］

十
四る

措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

［
略
］

十
七

［
同
上
］

十
五

十
五

［
略
］

十
八

［
同
上
］

十
六

十
六

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前

［
号
を
加
え
る
。
］

十
七事

業
者
検
査
及
び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）

。
十
七

［
略
］

十
九

［
同
上
］

十
八

十
八

［
略
］

二
十

［
同
上
］

十
九

十
九

［
略
］

二
十
一

［
同
上
］

二
十

二
十

［
略
］

二
十
二

［
同
上
］

二
十
一

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

第
三
十
八
条
及
び
第
三
十
九
条

削
除

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
三
十
八
条

法
第
四
十
三
条
の
二
十
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
毎

年
四
回
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項

の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
廃
止
措
置
の
実
施
状
況
に
応
じ
、

毎
年
四
回
以
内
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
四
十
三
条
の
二
十
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
六

項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一

事
務
所
又
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査
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三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

使
用
済
燃
料
等
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要

な
最
小
限
度
の
量
に
限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

第
三
十
九
条

削
除

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

［
条
を
削
る
。
］

第
四
十
一
条
の
二

法
第
四
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
毎
年
一
回
行
う
も
の
と
す

る
。

２

法
第
四
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二

第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

特
定
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要

な
最
小
限
度
の
量
に
限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
型
式
証
明
の
申
請
）

（
型
式
証
明
の
申
請
）

第
四
十
三
条
の
二
の
二

法
第
四
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
四
十
三
条
の
二
の
二

［
同
上
］

り
特
定
容
器
等
の
型
式
の
設
計
に
つ
い
て
型
式
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

申
請
に
係
る
特
定
容
器
等
の
設
計
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の

［
号
を
加
え
る
。
］

実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
次
の
事
項

イ

品
質
管
理
の
実
施
に
係
る
組
織

ロ

品
質
管
理
活
動
の
計
画

ハ

品
質
管
理
活
動
の
実
施

ニ

品
質
管
理
活
動
の
評
価
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ホ

品
質
管
理
活
動
の
改
善

六

［
略
］

五

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

［
同
上
］

。［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
申
請
に
係
る
特
定
容
器
等
の
設
計
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び

［
号
を
加
え
る
。
］

そ
の
実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
説
明
書

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
型
式
証
明
の
変
更
）

（
型
式
証
明
の
変
更
）

第
四
十
三
条
の
二
の
三

法
第
四
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

第
四
十
三
条
の
二
の
三

法
第
四
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
特
定
容
器
等
の
型
式
の
設
計
に
つ
い
て
型
式
証
明
を
受
け
た
型
式
の
特
定

り
特
定
容
器
等
の
型
式
の
設
計
に
つ
い
て
型
式
証
明
を
受
け
た
型
式
の
特
定

容
器
等
の
設
計
の
変
更
（
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

容
器
等
の
設
計
の
変
更
（
前
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

事
項
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

［
同
上
］

。［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

変
更
後
に
お
け
る
当
該
申
請
に
係
る
特
定
容
器
等
の
設
計
に
係
る
品
質

［
号
を
加
え
る
。
］

管
理
の
方
法
及
び
そ
の
実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
説
明
書

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
型
式
指
定
の
申
請
）

（
型
式
指
定
の
申
請
）

第
四
十
三
条
の
二
の
八

型
式
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

第
四
十
三
条
の
二
の
八

［
同
上
］

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

型
式
設
計
特
定
容
器
等
の
設
計
及
び
製
作
の
方
法
の
概
要

六

型
式
設
計
特
定
容
器
等
の
設
計
の
概
要

七

申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
容
器
等
の
設
計
及
び
製
作
に
係
る
品
質
管

七

申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
容
器
等
の
製
作
等
に
係
る
品
質
管
理
の
方
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理
の
方
法
並
び
に
そ
の
実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
次
の
事
項

法
等
に
関
す
る
次
の
事
項

イ

品
質
管
理
の
実
施
に
係
る
組
織

イ

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織

ロ

品
質
管
理
活
動
の
計
画

ロ

品
質
保
証
活
動
の
計
画

ハ

品
質
管
理
活
動
の
実
施

ハ

品
質
保
証
活
動
の
実
施

ニ

品
質
管
理
活
動
の
評
価

ニ

品
質
保
証
活
動
の
評
価

ホ

品
質
管
理
活
動
の
改
善

ホ

品
質
保
証
活
動
の
改
善

八

［
略
］

八

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

［
同
上
］

。［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
容
器
等
の
設
計
及
び
製
作
に
係
る
品

九

当
該
申
請
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
に

質
管
理
の
方
法
並
び
に
そ
の
実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
説
明
書

関
す
る
説
明
書

［
十
・
十
一

略
］

［
十
・
十
一

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
型
式
指
定
の
変
更
の
承
認
）

（
型
式
指
定
の
変
更
の
承
認
）

第
四
十
三
条
の
二
の
九

［
略
］

第
四
十
三
条
の
二
の
九

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

［
同
上
］

。［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

当
該
申
請
に
係
る
型
式
設
計
特
定
容
器
等
の
設
計
及
び
製
作
に
係
る
品

九

当
該
申
請
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
に

質
管
理
の
方
法
並
び
に
そ
の
実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
説
明
書

関
す
る
説
明
書

［
十
・
十
一

略
］

［
十
・
十
一

同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
品
質
管
理
の
実
施
の
記
録
の
保
存
）

（
品
質
保
証
の
実
施
の
記
録
の
保
存
）

第
四
十
三
条
の
二
の
十
二

指
定
製
造
者
等
は
、
当
該
型
式
設
計
特
定
容
器
等

第
四
十
三
条
の
二
の
十
二

指
定
製
造
者
等
は
、
当
該
型
式
設
計
特
定
容
器
等

が
指
定
を
受
け
た
型
式
と
し
て
の
設
計
の
内
容
を
有
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ

が
指
定
を
受
け
た
型
式
と
し
て
の
設
計
の
内
容
を
有
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
製
造
者
等
は
、
当
該
型
式
設
計

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
製
造
者
等
は
、
当
該
型
式
設
計

特
定
容
器
等
が
均
一
性
を
有
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
行
う
検
査
の
結
果
そ

特
定
容
器
等
が
均
一
性
を
有
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
行
う
検
査
の
結
果
そ

の
他
品
質
管
理
の
実
施
の
記
録
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
他
品
質
保
証
の
実
施
の
記
録
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

第
四
十
三
条
の
三
の
二

法
第
四
十
三
条
の
二
十
六
の
四
第
一
項
の
廃
止
措
置

第
四
十
三
条
の
三
の
二

［
同
上
］

実
施
方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

九

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
及
び

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
（
第

そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

四
十
三
条
の
三
の
五
及
び
第
四
十
三
条
の
十
二
の
二
に
お
い
て
「
性
能
維

第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維

持
施
設
」
と
い
う
。
）

持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

［
十
・
十
一

略
］

［
十
・
十
一

同
上
］

十
二

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

十
二

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
保
証
計
画

［
十
三
・
十
四

略
］

［
十
三
・
十
四

同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
四
十
三
条
の
三
の
五

法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃

第
四
十
三
条
の
三
の
五

［
同
上
］

止
措
置
計
画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
廃
止
措
置
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原

子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

廃
止
措
置
対
象
施
設
及
び
そ
の
敷
地

三

廃
止
措
置
の
対
象
と
な
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
（
以
下
「
廃
止
措
置

対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
敷
地

四

［
略
］

四

［
同
上
］

五

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
使
用
済
燃
料

［
号
を
加
え
る
。
］

性
能
維
持
施
設

貯
蔵
施
設
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
三
条
の
十
二
の
二
に
お
い
て
「
性

能
維
持
施
設
」
と
い
う
。
）

六

性
能
維
持
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
そ
の
性
能
並
び
に
そ

［
号
を
加
え
る
。
］

の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

七

［
略
］

五

［
同
上
］

八

［
略
］

六

［
同
上
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］
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２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

［
同
上
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

六

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
及
び

に
関
す
る
説
明
書

そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

［
七
・
八

略
］

［
七
・
八

同
上
］

九

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
説
明
書

九

品
質
保
証
計
画
に
関
す
る
説
明
書

十

［
略
］

十

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
四
十
三
条
の
四

法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

第
四
十
三
条
の
四

法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り

［
条
を
加
え
る
。
］

、
廃
止
措
置
の
結
果
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
旧
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
の

定
期
事
業
者
検
査
を
要
す
る
場
合

）

の
維
持
等

第
四
十
三
条
の
十
二
の
二

法
第
四
十
三
条
の
二
十
八
第
四
項
に
お
い
て
読
み

［
条
を
加
え
る
。
］

替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
の
九
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

で
定
め
る
場
合
は
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場

合
と
す
る
。
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２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
三
条
の
十
本
文
の
規
定
は
、
性
能
維

持
施
設
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項

の
場
合
に
お
い
て
は
、
定
期
事
業
者
検
査
は
、
性
能
維
持

３

第
一
項

施
設
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期
、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要

な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
指
定
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
指
定
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
四
十
三
条
の
十
二
の
三

［
略
］

第
四
十
三
条
の
十
二
の
二

［
同
上
］

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
四
十
九
条

法
第
四
十
三
条
の
二
十
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二

条
第
七
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第

四
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
七
項

の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式
第
三
の
二
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
六
十

八
条
第
六
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
人
の
出
入
り
等
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
区
域
）

［
条
を
削
る
。
］

第
五
十
条

令
別
表
第
二
の
五
の
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
区

域
は
、
第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
四
十
九
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の

第
五
十
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の

提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記

提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録

録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う

。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
様
式
第
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
様
式

。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
様
式
第
五
の
電
磁
的

第
三
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

［
一
～

六

略
］

［
一
～

六

同
上
］

五

五

六

前
条
第
一
項
の
報
告
書

六

第
四
十
八
条
第
一
項
の
報
告
書
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［
様
式
を
削
る
。
］

（

4
9

）

［

］

様
式
第
３

第
条
関
係

略
［
様
式
を
削
る
。
］

（

4
9

）

［

］

様
式
第
３
の
２

第
条
関
係

略
［
様
式
を
削
る
。
］

（

4
9

）

［

］

様
式
第
４

第
条
関
係

略

（
4
9

）

［

］

（

5
1

）

［

］

様
式
第
３

様
式
第
５

第
条
関
係

略
第

条
関
係

同
上
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別
表
第
十
五

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
に
係
る
放
射
能
濃
度
に
つ
い
て
の
確
認
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条
の
二

［
１
～
４

略
］

第
一
条
の
二

［
１
～
４

同
上
］

５

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
原
子
力

［
項
を
加
え
る
。
］

施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関

す
る
規
則
（
令
和

元
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

●
号
）
第
二
条
第

二

二

二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

（
放
射
能
濃
度
に
関
す
る
確
認
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
条
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場

合
に
は
、
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
確
認
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項

を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
確
認
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
放
射
能
濃
度
確
認
証
）

（
放
射
能
濃
度
の
確
認
等
）

第
四
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る

第
四
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

放
射
能
濃
度
に
関
し
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
確
認
証
を
交
付
す
る
。

て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
放
射
能
濃
度
確
認
証
を
交
付
す
る
。

一

法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
方
法
に
従
っ
て
放
射
能

一

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
の

濃
度
の
測
定
及
び
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

測
定
及
び
評
価
が
、
法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
方
法

に
基
づ
き
行
わ
れ
た
こ
と
。

二

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
が
第
二
条
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い

二

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射

る
こ
と
。

能
濃
度
が
、
第
二
条
に
規
定
す
る
放
射
能
濃
度
の
基
準
を
超
え
て
い
な
い

こ
と
。

（
測
定
及
び
評
価
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

（
測
定
及
び
評
価
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

第
五
条

放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価
の
方
法
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

第
五
条

［
同
上
］

者
は
、
法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
た
書
類
を
添

２

［
同
上
］

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

一

放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価
に
係
る
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

一

放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価
に
係
る
施
設
に
関
す
る
こ
と

二

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の
発
生
状
況
、
材
質
、
汚
染
の
状
況
及
び
推

二

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の
発
生
状
況
、
材
質
、
汚
染
の
状
況
及
び
推

定
量
に
関
す
る
こ
と
。

定
量
に
関
す
る
こ
と

三

評
価
単
位
に
関
す
る
こ
と
。

三

評
価
単
位
に
関
す
る
こ
と

四

評
価
対
象
放
射
性
物
質
の
選
択
に
関
す
る
こ
と
。

四

評
価
対
象
放
射
性
物
質
の
選
択
に
関
す
る
こ
と

五

放
射
能
濃
度
を
決
定
す
る
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

五

放
射
能
濃
度
を
決
定
す
る
方
法
に
関
す
る
こ
と

六

放
射
線
測
定
装
置
の
選
択
及
び
測
定
条
件
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

六

放
射
線
測
定
装
置
の
選
択
及
び
測
定
条
件
の
設
定
に
関
す
る
こ
と

七

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の
保
管
場
所
及
び
保
管
方
法
に
関
す
る
こ
と

［
号
を
加
え
る
。
］

。
七

放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

七

放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価
の
た
め
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と

八ム
に
関
す
る
こ
と
。

八

［
略
］

八

［
同
上
］

九

３

［
略
］

３

［
同
上
］
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別
表
第
十
六

製
錬
事
業
者
等
に
お
け
る
工
場
等
に
お
い
て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
に
つ
い
て
の
確
認
等
に
関
す
る

規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

［
１
～
３

略
］

第
一
条

［
１
～
３

同
上
］

４

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
原
子
力

［
項
を
加
え
る
。
］

施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関

す
る
規
則
（
令
和

元
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

●
号
）
第
二
条
第

二

二

二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

（
放
射
能
濃
度
に
関
す
る
確
認
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
条
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場

合
に
は
、
第
二
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
確
認
の

方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
確
認
実
施
要
領
書
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
放
射
能
濃
度
確
認
証
）

（
確
認
証
の
交
付
）

第
四
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る

第
四
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

放
射
能
濃
度
に
関
し
、
原
子
力
規
制
検
査
（
特
定
原
子
力
施
設
に
あ
っ
て
は

り
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
確
認
に
係
る
確
認
証
を
交

、
法
第
六
十
四
条
の
三
第
七
項
の
検
査
）
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

付
す
る
。

て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
放
射
能
濃
度
確
認
証
を
交
付
す
る
。

一

法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
方
法
に
従
っ
て
放
射
能

一

評
価
に
用
い
る
放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
の
値
が
第
二
条
に
規
定
す

濃
度
の
測
定
及
び
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

二

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
が
第
二
条
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い

二

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の
放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価
が
法
第
六

る
こ
と
。

十
一
条
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
方
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
。

（
放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

（
放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

第
五
条

法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
放
射
能
濃
度
の
測
定

第
五
条

［
同
上
］
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及
び
評
価
の
方
法
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
た
書
類
を
添

２

［
同
上
］

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の
管
理
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
加
え
る
。
］

七

放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

七

放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価
の
た
め
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
。

八ム
に
関
す
る
こ
と
。

八

［
略
］

八

［
同
上
］

九

３

［
略
］

３

［
同
上
］
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核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

別
表
第
十
七

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
同
上
］

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

［
同
上
］

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

「
管
理
区
域
」
と
は
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
場
所
で

三

「
管
理
区
域
」
と
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

あ
っ
て
、
そ
の
場
所
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
が
原
子
力
規
制

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
し
た
場
所
で
あ
っ
て
、

委
員
会
の
定
め
る
線
量
を
超
え
、
空
気
中
の
放
射
性
物
質
（
空
気
又
は
水

そ
の
場
所
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の

の
う
ち
に
自
然
に
含
ま
れ
て
い
る
放
射
性
物
質
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

定
め
る
線
量
を
超
え
、
空
気
中
の
放
射
性
物
質
（
空
気
又
は
水
の
う
ち
に

の
濃
度
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
を
超
え
、
又
は
放
射
性
物

自
然
に
含
ま
れ
て
い
る
放
射
性
物
質
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
濃
度
が

質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
原
子
力
規

原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
を
超
え
、
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ

制
委
員
会
の
定
め
る
密
度
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
い
う
。

て
汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
原
子
力
規
制
委
員
会

の
定
め
る
密
度
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
い
う
。

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

七

「
保
安
活
動
」
と
は
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品

［
号
を
加
え
る
。
］

質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

元
年
原
子
力
規

二

制
委
員
会
規
則
第

●
号
。
以
下
「
品
質
管
理
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）

二

第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
安
活
動
を
い
う
。

八

「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二

［
号
を
加
え
る
。
］

条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

「
廃
止
措
置
対
象
附
属
施
設
」
と
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二

［
号
を
加
え
る
。
］

項
の
認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

又
は
届
出
が
あ

つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
係
る
廃
止
措

っ

置
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
埋
設
地
の
附
属
施
設
を
い
う
。

十
一

「
設
計
想
定
事
象
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
象
で
あ
っ
て
、

［
号
を
加
え
る
。
］

第
一
種
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廃
棄
物
埋
設
施
設
の
設
計
に
お
い
て
発
生
を
想
定
し
て
い
る
も
の
を
い

う
。

イ

自
然
現
象

ロ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
す
る
事
業
所
内
又
は
そ
の
周
辺
に

お
け
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な

る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象
で
あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も

の
を
除
く
。
）

ハ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
内
に
お
け
る
火
災
そ
の
他
の
第
一
種
廃
棄

物
埋
設
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事

象

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
の
申
請
書
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

第
三
条

［
同
上
］

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
七
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た

［
号
を
加
え
る
。
］

め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
つを

い
て
は
、
保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

２

［
同
上
］

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
二

項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な

［
号
を
加
え
る
。
］

体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

九

［
略
］

八

［
同
上
］

十

［
略
］

九

［
同
上
］

十
一

［
略
］

十

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］
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４

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ

４

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ

る
場
合
で
あ
っ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判

る
場
合
で
あ
っ
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判

断
し
て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
一
号
に
掲
げ

断
し
て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る

る
診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
五
十
一
条
の
四
第
三
号
に
該
当
し
な

診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
五
十
一
条
の
四
第
三
号
に
該
当
し
な
い

い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
四
条

令
第
三
十
三
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の

第
四
条

［
同
上
］

事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

一

令
第
三
十
三
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条

一

令
第
三
十
三
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条

の
二
第
三
項
第
三
号
の
廃
棄
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量
の
変
更

の
二
第
三
項
第
三
号
の
廃
棄
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量
の
変
更

に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の

に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の

種
類
及
び
数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の

種
類
及
び
数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の

種
類
ご
と
の
最
大
放
射
能
濃
度
及
び
総
放
射
能
量
を
記
載
し
、
同
項
第
四

種
類
ご
と
の
最
大
放
射
能
濃
度
及
び
総
放
射
能
量
を
記
載
し
、
同
項
第
四

号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に

号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に

あ
っ
て
は
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
し
、
法

あ
っ
て
は
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
し
、
法

第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
廃
棄
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に

第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
廃
棄
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に

あ
っ
て
は
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
し
、
法

あ
っ
て
は
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
す
る
こ

第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
七
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
の

と
。

業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に

係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載

す
る
こ
と
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

［
同
上
］

ら
な
い
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

変
更
後
に
お
け
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品

［
号
を
加
え
る
。
］

質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

３

［
略
］

３

［
同
上
］
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（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認

の
申
請
）

の
申
請
）

第
一
種
廃
棄
物
埋
設

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃

第
五
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
五
条

［
同
上
］

施
設
及
び
こ
れ
に
関
す
る
保
安
の
た
め
の
措
置
（
以
下
「
第
一
種
廃
棄
物
埋

棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ

設
施
設
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る

る
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認
を
受

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

廃
棄
物
埋
設
施
設

に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に

［
号
を
加
え
る
。
］

第
一
種

等

関
す
る
説
明
書

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準
）

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準
）

第
七
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

第
七
条

［
同
上
］

で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

廃
棄
物
埋
設
地
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の

一

廃
棄
物
埋
設
地
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
法
第
五
十
一
条

五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
五
第
一
項
の
許
可
に
係
る
申
請
書
及
び
法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
許
可
の
際
に
付
さ
れ
た
条
件
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
許

可
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二

坑
道
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項

二

坑
道
は
、
許
可
申
請
書
等
に
記
載
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
。

三

埋
設
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た

三

埋
設
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た

事
業
所
に
埋
設
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類

事
業
所
に
埋
設
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類

ご
と
の
放
射
能
の
総
量
が
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一

ご
と
の
放
射
能
の
総
量
が
、
許
可
申
請
書
等
に
記
載
し
た
放
射
性
物
質
の

条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご

種
類
ご
と
の
総
放
射
能
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

と
の
総
放
射
能
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

四

［
略
］

四

同
上
］

［

五

廃
棄
物
埋
設
地
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の

五

廃
棄
物
埋
設
地
は
、
許
可
申
請
書
等
に
記
載
し
た
方
法
に
従
っ
て
埋
め

五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
方
法
に
従
っ
て
埋
め
戻
す
こ

戻
す
こ
と
。
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と
。

第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で

削
除

第
八
条

削
除

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確

認
実
施
要
領
書
）

第
九
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
五
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受

け
た
場
合
に
は
、
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
確
認
の
方
法
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
確
認
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

第
十
条

削
除

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関

す
る
確
認
の
申
請
）

す
る
確
認
の
申
請
）

法
第
五
十
一
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
埋
設
し

第
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
埋
設
し
よ
う
と
す

第
十
一
条

［
同
上
］

（
以
下
「
放
射

よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
及
び
こ
れ
に
関
す
る
保
安
の
た
め
の
措
置
に
係

る
放
射
性
廃
棄
物
及
び
こ
れ
に
関
す
る
保
安
の
た
め
の
措
置

性
廃
棄
物
等
」
と
い
う
。
）

る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認
を

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力

な
ら
な
い
。

規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物

に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

［
号
を
加
え
る
。
］

等

ス
テ
ム
に
関
す
る
説
明
書

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
の
技
術
上
の
基
準
）

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
二
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
規

第
十
二
条

［
同
上
］

則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

当
該
廃
棄
体
が
次
に
定
め
る
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

二

［
同
上
］
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イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

放
射
能
濃
度
が
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の
五

ロ

放
射
能
濃
度
が
許
可
申
請
書
等
に
記
載
し
た
最
大
放
射
能
濃
度
を
超

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
最
大
放
射
能
濃
度
を
超
え
な

え
な
い
こ
と
。

い
こ
と
。

［
ハ
～
へ

略
］

［
ハ
～
へ

同
上
］

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関

す
る
確
認
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
二
条
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
十
一
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提

出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
確
認
の
方
法
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
確
認
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
確
認
証
）

（
確
認
証
の
交
付
）

第
十
三
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、
第
五
条
第

第
十
三
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二

一
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
第
一
種
廃
棄

埋

項
の
確
認
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た

物

設
施
設

及
び
こ
れ
に
関
す
る
保
安
の
た
め
の
措
置
又
は
埋
設
し
よ
う
と
す

と
き
は
、
確
認
証
を
交
付
す
る
。

等

る
放
射
性
廃
棄
物

及
び
こ
れ
に
関
す
る
保
安
の
た
め
の
措
置
が
第
七
条
又

等

は
前
条
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
（
第
一
種

廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
第
一
種
廃

棄
物
埋
設
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
認
可
を
要
し
な
い
工
事
等
）

第
十
四
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

［
条
を
加
え
る
。
］

定
め
る
工
事
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は

、
変
更
の
工
事
で
あ
っ
て
、
次
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事

項
の
変
更
を
伴
う
工
事
以
外
の
場
合

と
す
る
。

工
事

２

法
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

め
る
軽
微
な
変
更
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
認
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
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当
量
率
の
値
を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ
の
他
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設

の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

３

法
第
五
十
一
条
の
七
第
五
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

め
る
場
合
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、

次
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う
場
合
以

外
の
場
合
と
す
る
。

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

第
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
第
一
種
廃
棄

第
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
第
一
種
廃
棄

物
埋
設
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う

物
埋
設
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
（
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る

と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
で
あ
っ
て
溶
接
を
す
る
も
の
に
関
す
る
溶
接

原
子
力
規

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
方
法
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
認

制
委
員
会
に

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

工
事
工
程
表

［
号
を
加
え
る
］

五

及
び
工
事
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

四

設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組

設
計

織
（
以
下
「
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
次
の
事
項

号
の
細
分
を
削
る
。
］

イ

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ロ

保
安
活
動
の
計
画

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ハ

保
安
活
動
の
実
施

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ニ

保
安
活
動
の
評
価

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ホ

保
安
活
動
の
改
善

［
六

［
略
］

五

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
法
第

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
法
第

五
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け

五
十
一
条
の
七
第
三
項
第
二
号
の
技
術
上
の
基
準
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

た
と
こ
ろ
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

に
お
い
て
「
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
上
の
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適

で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
並
び
に
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の

合
し
て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
っ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
当
該
申
請
に

計
画
が
法
第
五
十
一
条
の
九
の
技
術
上
の
基
準
（
以
下
「
技
術
基
準
」
と
い

係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
上
の
基
準
に

う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
っ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の
他
の

適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
並
び
に
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
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当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ

工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
が
同
項
第
三
号
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合

と
を
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

設
計
及
び
工
事
の
計
画
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
五
十
一
条
の
七
第
一

３

設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
全
部
に
つ
き
一
時
に
法
第
五
十
一
条
の
七
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

を
付
し
、
分
割
し
て
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
付
し
、
分
割
し
て
認
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
受
け
た
特

第
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
受
け
た
特

定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
変

定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
つ
い
て
変

更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

原
子
力
規
制
委
員
会
に

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
工
事
工
程
表

［
号
を
加
え
る
。
］

五

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

質
管
理
の
方
法
等

六

［
略
］

五

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。
た
だ
し
、
第
一
号

に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
既
に
原
子
力
規

第
二
号

制
委
員
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
当
該
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、

当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

変
更
に
係
る
設
計
及
び

［
号
を
加
え
る
。
］

工
事
の
計
画
が
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
若

し
く
は
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
又
は
同
条
第

を
説
明

二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

し
た
書
類

二

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ

一

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術

と
を
計
算
に
よ
っ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及

上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
計
算
に
よ
っ
て
説
明
し
た
書
類
そ
の

び
工
事
の
計
画
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

他
の
当
該
申
請
に
係
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
が
設
計
及
び
工
事
の
方
法

の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

［
号
を
削
る
。
］

二

変
更
に
係
る
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
が
法
第
五
十

一
条
の
七
第
三
項
第
三
号
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
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明
し
た
書
類

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す

第
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制

る
者
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の

記
載
し
た
届
出
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
限
る
。
）
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
項

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

の
認
可
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
放

氏
名

射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
の
値
を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ

二

変
更
に
係
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
概
要

の
他
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

三

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
年
月
日
及
び
認
可
番

号
四

変
更
の
内
容

五

変
更
の
理
由

２

前
項
の
届
出
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
使
用
前
事
業
者
検
査
の
実
施
）

第
十
七
条
の
二

使
用
前
事
業
者
検
査
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係

［
条
を
加
え
る
。
］

る
も
の
に
限
る
。

）
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

以
下
同
じ
。

と
す
る
。

一

構
造
、
強
度
及
び
漏
え
い
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

二

機
能
及
び
性
能
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

三

そ
の
他
設
置
又
は
変
更
の
工
事
が
そ
の
設
計
及
び
工
事
の
計
画
に
従
っ

て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

２

使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時

期
、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
事
業
者
検
査
の
記
録
）

第
十
七
条
の
三

使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

［
条
を
加
え
る
。
］

を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
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一

検
査
年
月
日

二

検
査
の
対
象

三

検
査
の
方
法

四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
行
っ
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内

容
七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

使
用
前
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
当
該
使
用
前
事
業
者
検
査
に
係

る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
存
続
す
る
期
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る

。（
溶
接
に
係
る
使
用
前
事
業
者
検
査
を
行
っ
た
旨
の
表
示
）

第
十
七
条
の
四

［
条
を
加
え
る
。
］

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設

の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

号

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に

）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
容
器
等

係
る
容
器
若
し
く
は
管
（
以
下
、
本

条
に
お
い
て

「
容
器
等
」
と

こ
の

単
に

、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
主
要
な
溶
接
部
を
有
す
る

い
う
。
）
で
あ
っ
て

溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を
し
た
容
器
等
で
あ
っ
て
輸
入
し
た
も
の
を
設

置
す
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
当
該
容
器
等
で
あ
っ
て
溶
接
を
す

る
も
の
又
は
溶
接
を
し
た
容
器
等
で
あ
っ
て
輸
入
し
た
も
の
に
係
る
使
用
前

事
業
者
検
査
を
終
了
し
た
と
き
は
、
当
該
容
器
等
で
あ
っ
て
溶
接
を
す
る
も

の
又
は
溶
接
を
し
た
容
器
等
で
あ
っ
て
輸
入
し
た
も
の
に
使
用
前
事
業
者
検

査
を
行
っ
た
こ
と
を
示
す
記
号
そ
の
他
表
示
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）
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第
十
八
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
三
項
の
確
認

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

第
十
八
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
検
査
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

（

に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
使
用
前
確
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ

施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
使
用
前
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ

施
設

う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し

原
子
力

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
制
委
員
会
に

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
に
係
る
事
業

二

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
す
る
事
業
所
（
特
定
第
一
種
廃

所
の
名
称
及
び
所
在
地

棄
物
埋
設
施
設
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
業
所

）
の
名
称
及
び
所
在
地

［
号
を
削
る
。
］

三

工
事
工
程
表

三

申
請
に
係
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
概
要

［
号
を
加
え
る
。
］

四

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
年
月
日
及
び
認
可
番

［
号
を
加
え
る
。
］

号
五

使
用
前
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
前
事
業
者
検
査
に
係
る
工
事
の

四

検
査

受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

を

工
程
、
期
日
及
び
場
所

六

［
略
］

五

［
同
上
］

七

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
核
燃
料
物
質
等
を
用
い
た
試
験
の
た

［
号
を
加
え
る
。
］

め
に
使
用
す
る
と
き
又
は
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
一
部
が
完
成

し
た
場
合
で
あ
っ
て
そ
の
完
成
し
た
部
分
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な

［
項
を
加
え
る
。
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

工
事
の
工
程

二

前
号
の
工
程
に
お
け
る
放
射
線
管
理
（
改
造
又
は
修
理
の
工
事
に
関
す

る
も
の
に
限
る
。
）

三

第
五
十
五
条
の
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
、
設
備
又
は
機
器

四

前
項
第
七
号
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
を

記
載
し
た
書
類

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
の
内

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
届

２

容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
変
更
の
内
容
を
説
明
す
る

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

３
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。

一
通
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

第
十
九
条

使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各

則
で
定
め
る
場
合
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。

号
に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

放
射
線
遮
蔽
材
又
は
特
に
気
密
若
し
く
は
水
密
を
要
す
る
材
料
若
し
く

一

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
核
燃
料
物
質
等
を
用
い
た
試
験
の
た

は
部
品
に
関
す
る
事
項

化
学
分
析
試
験
、
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験
、

め
に
使
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法
に
つ
い
て

耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会

原
子
力
規
制
委
員
会
の
承
認
を
受
け
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
期
間
内
に
お

が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

い
て
そ
の
承
認
を
受
け
た
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
と
き
。

二

廃
棄
物
受
入
施
設
、
廃
棄
物
取
扱
施
設
そ
の
他
の
廃
棄
物
埋
設
地
の
附

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
試
験

属
施
設
（
廃
棄
施
設
に
限
る
。
）
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ
れ
ぞ
れ

の
た
め
に
使
用
す
る
場
合

の
施
設
の
主
要
な
部
分
の
寸
法
が
測
定
で
き
る
と
き
又
は
非
破
壊
試
験
、

三

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、

機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
若
し
く
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
。

そ
の
完
成
し
た
部
分
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ
る

三

計
測
制
御
系
統
施
設
、
放
射
線
管
理
施
設
そ
の
他
の
廃
棄
物
埋
設
地
の

場
合
（
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
使
用
の
期

附
属
施
設
（
廃
棄
施
設
を
除
く
。
）
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ
れ
ぞ

間
及
び
方
法
に
つ
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
の
承
認
を
受
け
、
そ
の
承
認

れ
の
施
設
が
完
成
し
た
と
き
。

を
受
け
た
期
間
内
に
お
い
て
そ
の
承
認
を
受
け
た
方
法
に
よ
り
使
用
す
る

四

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
性
能
に
関
す
る
事
項

特
定
第
一
種

と
き
。

廃
棄
物
埋
設
施
設
が
完
成
し
た
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適

四

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
設
置
の
場
所
の
状
況
又
は
工
事
の
内

当
と
認
め
る
と
き
。

容
に
よ
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
支
障
が
な
い
と
認
め
て
使
用
前
確
認

を
受
け
な
い
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
指
示
し
た
場
合

五

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
変
更
の
工
事
で
あ
っ
て
、
第
十
五
条

第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う
工
事
以
外
の

工
事
の
場
合

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で

削
除

第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条

削
除

（
使
用
前
検
査
実
施
要
領
書
）

第
二
十
二
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
十
八
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提

出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査
の
方
法

そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
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め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
三
条

削
除

（
使
用
前
確
認
証
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

第
二
十
四
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、
第
十
八

第
二
十
四
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た

条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
が
法
第
五
十

と
き
は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

一
条
の
八
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認

を
し
た
と
き
は
、
使
用
前
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
閉
鎖
措
置

又
は
廃
止
措
置
中
の
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
維
持

（
溶
接
検
査
を
受
け
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
）

中

）

第
二
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
九
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

第
二
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

定
め
る
場
合
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は

め
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
第
七
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
閉
鎖
措

る
。

置
期
間
性
能
維
持
施
設
又
は

第
七
十
九
条
第
一
項

一

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
又
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
化
合
物
を
含
む
液
体
状
又
は
気
体

第
七
十
八
条
の
二
第
九
号

第
五
号
の
廃
止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る
。
こ
の

状
の
物
質
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
一
条
の
九
本
文
の
規
定
は
、
第
七
十
三
条
第
一

す
る
も
の

項
第
五
号
の
閉
鎖
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
又
は

イ

そ
の
内
包
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
マ
イ
ク
ロ

第
七
十
八
条
の
二
第
九
号

第
七
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
廃
止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
に
限
り
、
適

ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場

用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

合
は
、
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
容
器
で

あ
っ
て
、
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
又
は

内
容
積
が
〇
・
〇
四
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

ロ

そ
の
内
包
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
マ
イ
ク
ロ

ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場

合
は
、
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
管
で
あ

っ
て
、
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ

パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
っ
て
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も

の
（
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
区
域
内
に
あ
っ
て
内
部
の
圧
力
が
外
部

の
圧
力
よ
り
低
く
維
持
さ
れ
て
い
る
ダ
ク
ト
を
除
く
。
）

二

放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
状
又
は
気
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
容
器
又
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は
管
（
前
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の

イ

そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場
合
は
、
三
十
七

キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
容
器
で
あ
っ
て
、

最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
又
は
内
容
積
が

〇
・
〇
四
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

ロ

そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場
合
は
、
三
十
七

キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
管
で
あ
っ
て
、
外

径
六
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

未
満
の
管
に
あ
っ
て
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も
の
（
放
射

性
物
質
の
閉
じ
込
め
区
域
内
に
あ
っ
て
内
部
の
圧
力
が
外
部
の
圧
力
よ

り
低
く
維
持
さ
れ
て
い
る
ダ
ク
ト
を
除
く
。
）

三

胴
の
外
径
が
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
容
器
又
は
外
径
百
五
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
管
（
前
各
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
、
放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
状
若
し
く
は
気
体
状
の
物
質
を
内

包
し
、
又
は
非
常
用
施
設
に
属
す
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
定
め
る
圧
力
以

上
の
圧
力
を
加
え
ら
れ
る
部
分
（
以
下
「
耐
圧
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
溶
接
を
す
る
も
の

イ

液
体
用
の
容
器
又
は
管
で
あ
っ
て
、
最
高
使
用
温
度
が
そ
の
液
体
の

沸
点
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
千
九
百
六
十
キ
ロ
パ

ス
カ
ル

ロ

イ
に
規
定
す
る
容
器
以
外
の
容
器
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
九

十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

ハ

イ
に
規
定
す
る
管
以
外
の
管
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
九
百
八

十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
（
長
手
継
手
の
部
分
に
あ
っ
て
は
、
四
百
九
十
キ
ロ

パ
ス
カ
ル
）

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
時
期
）

（
溶
接
検
査
の
申
請
）

第
二
十
六
条

定
期
事
業
者
検
査
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も

第
二
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
第
一
種
廃
棄

- 1087 -



- 15 -

の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
つ
い
て

物
埋
設
施
設
の
溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

、
定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
十
二
月
を
超
え
な
い
時
期
（
判
定

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

期
間
が
十
三
月
以
上
で
あ
る
も
の
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
が
別
に
指
定

ら
な
い
。

し
た
場
合
は
、
そ
の
指
定
し
た
時
期
）
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
設
置
の
工
事
の
後
の
初
回
の
定
期
事
業

氏
名

者
検
査
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
十
二
月
を
超
え
な

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
個
数
、

い
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る
。

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
並
び
に
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
種
類

２

前
項
の
判
定
期
間
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
お
い
て
、

及
び
濃
度

特
定
第
一
種
廃
棄

三

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

物
埋
設
施
設
（
当
該
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
構
成
す
る
機
械
又
は

四

溶
接
工
程
表

器
具
で
あ
っ
て
、
第
一
号
及
び
第
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
第

次
条
第
二
項
の
一
定
の
期
間
を
満

五

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

三
号
に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
が

了
す
る
ま
で
の
間
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
確

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

認
さ
れ
た
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
（
次
の
第
一
号
及
び
第
二
号
の
い

。

ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
次
の
第
三
号
に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

一

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量
、
溶
接
部
の
設
計
及
び
溶
接
施
行
法
（
以

に
係
る

当
該
期
間
を
い
う
。

下
「
溶
接
施
行
方
法
」
と
い
う
。
）
並
び
に
溶
接
を
行
う
者
の
氏
名
を
記

場
合
に
お
け
る

（
機
械
又
は
器
具
ご
と
に
そ
の

載
し
た
溶
接
明
細
書

期
間
が
異
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
最
も
短
い
期
間
）
と
す
る
。

一

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
構
成
す
る
機
械
又
は
器
具
で
あ
っ
て

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
構
造
図

、
次
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号

並
び
に
第
二
項
に
規
定
す

三

溶
接
部
の
設
計
図

各
号

及
び

る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
べ
き
も
の

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と

二

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
構
成
す
る
機
械
又
は
器
具
で
あ
っ
て

き
は
、
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の
都
度
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
補
修

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

、
取
替
え
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
の
あ
る
も
の

一
通
と
す
る
。

三

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
構
成
す
る

も
の

機
械
又
は
器
具

計
測
装
置
で
あ
っ
て
そ
の
台
数
に
つ
い
て
冗
長
性
を
も
っ
て
設
置
さ

イ
れ
て
い
る
も
の
、
ポ
ン
プ
又
は
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
っ
て
予
備
の
も
の
が

設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
機
械
又
は
器
具
で
あ
っ
て
特
定
第
一
種

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
使
用
時
に
お
い
て
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に

補
修
、
取
替
え
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も
の

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
使
用
時
に
そ
の
機
械
又
は
器
具
を

ロ
検
査
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
確
保
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に
支
障
を
来
さ
な
い
も
の

３

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
つ
い
て
の
次
条
第
一
項

第
一
号
及

各
号

び
第
二
号

並
び
に
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査

及
び

で
あ
っ
て
、
当
該
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
特
定
第
一
種
廃
棄

物
埋
設
施
設
の
使
用
時
に
お
け
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の

確
保
に
支
障
を
来
さ
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
項
に
掲
げ
る

時
期
よ
り
も
前
の
時
期
に
行
う
こ
と
が
で
き

規
定
す
る

る
。

４

次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子

力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
時
期
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

使
用
の
状
況
か
ら
第
一
項
に
規
定
す
る
時
期
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行

う
必
要
が
な
い
と
認
め
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
期
事
業
者
検
査
を

行
う
べ
き
時
期
を
定
め
て
承
認
し
た
と
き
。

二

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
時
期
に
定

期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
て
、
原
子
力

規
制
委
員
会
が
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
べ
き
時
期
を
定
め
て
承
認
し
た

と
き
。

５

前
項
各
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在

地
三

直
近
の
定
期
事
業
者
検
査
が
終
了
し
た
年
月
日

四

定
期
事
業
者
検
査
開
始
希
望
年
月
日
及
び
そ
の
理
由

６

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
に
係
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
使

用
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
申
請
が
第
四
項
第
二
号
の
承
認
に
係
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
を
添
付
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

７

第
五
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。
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（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
）

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

第
二
十
七
条

定
期
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

第
二
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
検
査
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋

す
る
。

設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
ご
と
に
行

一

開
放
、
分
解
、
非
破
壊
検
査
そ
の
他
の
各
部
の
損
傷
、
変
形
、
摩
耗
及

う
。

び
異
常
の
発
生
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

一

溶
接
作
業
を
行
う
と
き
（
第
二
十
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は

二

試
験
操
作
そ
の
他
の
機
能
及
び
作
動
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分

管
に
つ
い
て
の
漏
止
め
溶
接
に
係
る
場
合
及
び
溶
接
作
業
の
標
準
化
、
溶

な
方
法

接
に
使
用
す
る
材
料
の
規
格
化
等
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
原
子
力
規
制
委

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
定
期
事
業
者
検
査
は
、
一
定
の
期
間
を

員
会
が
支
障
が
な
い
も
の
と
認
め
て
承
認
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

設
定
し
、
当
該
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
が
そ
の
期
間
が
満
了
す
る
ま

二

法
第
五
十
一
条
の
九
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
（
次

で
の
間
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す

号
に
お
い
て
「
溶
接
の
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
非
破
壊
試
験
を

る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

必
要
と
す
る
溶
接
部
に
つ
い
て
は
、
非
破
壊
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

３

前
項
の
一
定
の
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
考
慮
し
て
設
定
し
な
け
れ

状
態
に
な
っ
た
と
き
。

ば
な
ら
な
い
。

三

溶
接
の
技
術
基
準
に
よ
り
機
械
試
験
を
必
要
と
す
る
突
合
せ
溶
接
部
に

一

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
点
検
、
検
査
又

つ
い
て
は
、
機
械
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
と
き
。

は
取
替
え
の
結
果
か
ら
示
さ
れ
る
有
意
な
劣
化
の
有
無
及
び
有
意
な
劣
化

四

耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
と

が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
劣
化
の
傾
向

き
（
第
二
十
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の
漏
止
め

二

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
耐
久
性
に
関
す
る
研
究
の
成
果
そ
の

溶
接
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
。

他
の
研
究
の
成
果

三

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
類
似
す
る
機
械
又
は
器
具
の
使
用
実

績
（
当
該
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
と
の
材
料
及
び
使
用
環
境
の
相

違
を
踏
ま
え
た
も
の
に
限
る
。
）

４

第
二
項
の
一
定
の
期
間
は
、
十
二
月
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
一
定
の
期
間
は
、
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
日
の
三
月
前

ま
で
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も

同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

定
期
事
業
者
検
査
の
実
施

に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査

を
行
う

の
時
期
、
対
象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
記
録
）

（
溶
接
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

- 1090 -



- 18 -

第
二
十
八
条

定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

第
二
十
八
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

載
す
る
も
の
と
す
る
。

規
則
で
定
め
る
場
合
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る

一

検
査
年
月
日

。
）
は
、
漏
止
め
溶
接
の
み
を
し
た
第
二
十
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
容
器

二

検
査
の
対
象

又
は
管
（
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
そ
の
溶
接
の
み
を
新
た
に
す
る
も
の
を
含
む

三

検
査
の
方
法

。
）
を
使
用
す
る
場
合
と
す
る
。

四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
行
っ
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内

容
七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
役
務
を
供
給
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
そ
の
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施

設
が
廃
棄
さ
れ
た
後
五
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
閉
鎖
措
置
中
又
は
廃
止
措
置
中
に
お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
を
要
す
る
場

（
溶
接
の
方
法
の
認
可
）

合
）

第
二
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

第
二
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（

規
則
で
定
め
る
場
合
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
溶
接
施
行
工
場
ご
と
に
、
次

。
）
は
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
第
七
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

閉
鎖
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
又
は

第
七
十
九
条

。

第
七
十
八
条
の
二
第
九
号

第
一
項
第
五
号
の
廃
止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

。

氏
名

二

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量

四

溶
接
施
行
方
法
の
種
類

五

溶
接
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
が
行
う
溶
接
施
行
方
法
の
範
囲

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
た
書
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類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

溶
接
設
備

二

溶
接
施
行
方
法

三

溶
接
を
行
う
者
の
知
識
及
び
技
能

３

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
溶
接
の
方
法
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
認
可

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量
が
申
請
に
係
る
溶
接
施
行
方
法
に
よ
る
溶

接
を
行
う
の
に
適
切
で
あ
る
こ
と
。

二

溶
接
施
行
方
法
が
溶
接
部
の
強
度
を
確
保
す
る
の
に
適
切
で
あ
る
こ
と

。
三

溶
接
を
行
う
者
が
そ
の
行
お
う
と
す
る
溶
接
施
行
方
法
に
よ
る
溶
接
に

つ
い
て
相
当
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

４

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
定
期
事
業
者
検
査
の
報
告
）

（
輸
入
品
の
溶
接
検
査
）

第
三
十
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め

第
三
十
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
溶
接
を
し
た
特
定
第

る
と
き
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
定

一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
で
あ
っ
て
輸
入
し
た
も
の
の
当
該
溶
接
に
つ
い
て
検

期
事
業
者
検
査
（
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
し
て
行
う
も
の
を
除

査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原

く
。
）
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
と
す
る
。

子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
五
十
一
条
の
十
第
三
項
の
報
告
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
定
期
事
業

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

者
検
査
が
終
了
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
遅
滞
な
く
、
前
項
に
規
定
す
る
と
き

氏
名

に
あ
っ
て
は
検
査
開
始
予
定
日
の
一
月
前
ま
で
（
第
二
十
七
条
第
二
項
の
一

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
個
数
、

定
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
一
定
の
期
間
」
と
い
う
。
）
を

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
並
び
に
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
種
類

定
め
、
又
は
変
更
（
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
場

及
び
濃
度

合
は
三
月
前
ま
で
）
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成
し

三

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

氏
名

。

二

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在

一

溶
接
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

地

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
構
造
図
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三

検
査
の
対
象
及
び
方
法
並
び
に
期
日

三

溶
接
部
の
設
計
図

四

検
査
の
実
績
又
は
予
定
の
概
要

四

溶
接
（
第
二
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の
漏
止

３

第
一
項
に
規
定
す
る
と
き
に
お
け
る
前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る

め
溶
接
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
材
料
試
験
、
非
破
壊
試
験
（
第
二
十
七

事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

条
第
二
号
に
掲
げ
る
溶
接
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
機
械
試
験
（

一

定
期
事
業
者
検
査
の
計
画

同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
溶
接
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
耐
圧
試

二

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
第
五
十
五
条
の
施
設
管
理
（
以
下

験
又
は
漏
え
い
試
験
（
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
溶
接
部
に
関
す
る
も
の

こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
施
設
管
理
」
と
い
う
。
）
の
重
要
度
が
高
い
系

に
限
る
。
）
の
結
果
に
関
す
る
資
料
並
び
に
溶
接
後
熱
処
理
の
方
法
に
関

統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め
る
同
項

第
三
号
の
施
設
管
理
目
標

す
る
説
明
書

同
条

三

第
五
十
五
条
第
四
号
の
施
設
管
理
実
施
計
画
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
（
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
日
を

き
は
、
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
う
。

）
及
び
期
間

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

第
五
十
五
条
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。

ロ

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
工
事
の
方
法
及
び
時
期

一
通
と
す
る
。

及

ハ

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
点
検
等
」
と
い
う
。
）
の
方
法
、

び
第
五
十
五
条
第
四
号

実
施
頻
度
及
び
時
期

ニ

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際

に
行
う
保
安
の
確
保
の
た
め
の
措
置

四

第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
判
定
す
る
方
法
に
関
す
る
こ
と
（
同

。

項
の
一
定
の
期
間
を
含
む
。
）

五

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項

を
説
明
す
る
書
類
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変

更
の
内
容
を
説
明
す
る
書
類

六

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
二
号
又
は
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行

い
、
当
該
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記

載
し
た
書
類

七

前
回
の
定
期
事
業
者
検
査
に
お
い
て
提
出
し
た
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

を
説
明
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項

（
一
定
の
期
間
に
係
る
も

の
内
容

の
に
限
る
。
）
を
変
更
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二

に
変
更
が
あ
っ
た

十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類

４

前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
当
該
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事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
一
定
の
期
間
を
変
更
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
第
二
十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
項
の
報
告
書
及
び
前
二
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す

る
。

第
三
十
条
の
二
か
ら
第
三
十
九
条

ま
で

削
除

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

第
四
十
条

第
三
十
条
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
申
請
書

の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
二
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査

の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領

書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場

合
に
は
、
法
第
五
十
一
条
の
九
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

第
三
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
又
は

第
四
項
の
検
査
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も

の
で
示
す
も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
）

第
三
十
二
条

令
第
三
十
五
条
第
一
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め

る
廃
棄
物
埋
設
地
の
附
属
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。一

廃
棄
施
設

二

非
常
用
電
源
設
備
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（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

第
三
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
検
査
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物

埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
施
設
定
期
検
査
」
と
い
う
。
）

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名

二

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
期
日

２

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正

本
一
通
と
す
る
。

（
閉
鎖
措
置
計
画
又
は
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
施
設
定
期
検
査
を
要
す
る

場
合
）

第
三
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員

会
規
則
で
定
め
る
場
合
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た

閉
鎖
措
置
計
画
に
係
る
閉
鎖
措
置
の
対
象
と
な
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋

設
施
設
又
は
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
廃
止
措

置
計
画
に
係
る
廃
止
措
置
の
対
象
と
な
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設

内
に
放
射
性
廃
棄
物
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
施
設
定
期
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

施
設
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

廃
棄
物
受
入
施
設

二

廃
棄
物
取
扱
施
設

三

放
射
線
管
理
施
設

四

廃
棄
施
設

五

非
常
用
電
源
設
備
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（
施
設
定
期
検
査
の
実
施
）

第
三
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
期
間
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は

、
一
年
と
す
る
。

第
三
十
六
条

削
除

（
施
設
定
期
検
査
実
施
要
領
書
）

第
三
十
七
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
申
請
書
の

提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
第

一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
性
能
が
法
第
五
十
一
条
の
九
の
二
に
規
定
す
る

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
に
関
し
、
そ
の
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事

項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る

。
第
三
十
八
条

削
除

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

第
三
十
九
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
定
期
検
査
に
合
格
し
た
と
認

。

め
た
と
き
は
、
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る

第
四
十
条

削
除

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
四
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
（
第

第
四
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
（
第

一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事
者
が
連
署
（

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
事
者
が
連
署
（

新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
を
し
て
、
こ
れ
を
原
子
力
規
制
委

新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
し
て
、
こ
れ
を
原
子
力
規
制
委
員

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に

［
号
を
加
え
る
。
］

に
関
す
る
事
項

必
要
な
体
制
の
整
備

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

［
同
上
］

ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

略

］

同
上

七

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に

［
号
を
加
え
る
。
］

必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

八

［
略
］

七

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
変
更
等
の
届
出
）

（
変
更
等
の
届
出
）

第
四
十
二
条

法
第
五
十
一
条
の
五
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
七
第
四
項
及
び

第
四
十
二
条

法
第
五
十
一
条
の
五
第
二
項
又
は
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
二

第
五
十
一
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
（
第
一
種
廃

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る

棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
写

も
の
に
限
る
。
）
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
写
し
各
一
通
と
す
る
。

し
各
一
通
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
記
録
）

（
記
録
）

第
四
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
記
録
（
第
一
種
廃
棄
物

第
四
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
記
録
（
第
一
種
廃
棄
物

埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
表
の
上

埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄

欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ

っ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て

置

て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な

お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
録
す
べ

記
録
す
べ

記

録

事

項

保

存

期

間

記

録

事

項

保

存

期

間

き
場
合

き
場
合

一

［
略
］

［
略
］

［
略
］

一

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

二

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設

二

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
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管
理
（
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
も

検
査
記
録

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
係
る
記
録

イ

使
用
前
確
認
の
結
果

確
認
の
都

同
一
事
項
に
関

イ

使
用
前
検
査
の
結
果

検
査
の
都

同
一
事
項
に
関

度

す
る
次
の
確
認

度

す
る
次
の
検
査

の
と
き
ま
で
の

の
と
き
ま
で
の

期
間

期
間

ロ

第
五
十
五
条
第
四
号
の
規
定
に

施
設
管
理

施
設
管
理
を
実

ロ

施
設
定
期
検
査
の
結
果

検
査
の
都

同
一
事
項
に
関

よ
る
施
設
管
理
の
実
施
状
況
及
び

の
実
施
の

施
し
た
第
一
種

度

す
る
次
の
検
査

そ
の
担
当
者
の
氏
名

都
度

廃
棄
物
埋
設
施

の
と
き
ま
で
の

設
の
解
体
又
は

期
間

廃
棄
を
し
た
後

五
年
が
経
過
す

る
ま
で
の
期
間

（
廃
棄
物
埋
設

場
合

地
に
係
る

も
の
に
あ
っ
て

は
、
第
七
項
に

定
め
る
期
間
）

ハ

第
五
十
五
条
第
五
号
の
規
定
に

評
価
の
都

評
価
を
実
施
し

ハ

第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
検

検
査
の
都

検
査
終
了
後
五

よ
る
施
設
管
理
方
針
、
施
設
管
理

度

た
第
一
種
廃
棄

査
の
結
果

度

年
が
経
過
す
る

目
標
及
び
施
設
管
理
実
施
計
画
の

物
埋
設
施
設
の

ま
で
の
期
間

評
価
の
結
果
及
び
そ
の
評
価
の
担

施
設
管
理
方
針

当
者
の
氏
名

、
施
設
管
理
目

標
又
は
施
設
管

理
実
施
計
画
の

改
定
ま
で
の
期

間
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三

［
略
］

［
略
］

［
略
］

三

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［

・
四

［

・
四

四

操
作
記
録
（
法
第
五
十
一
条
の
二

四

捜
査
記
録
（
法
第
五
十
一
条
の
二

十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
、
第
七

十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合

十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
廃
止
措
置

を
除
く
。
）

期
間
性
能
維
持
施
設
が
存
在
し
な
い

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）

［
イ
～
ニ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。

［
削
る
。
］

五

保
守
記
録

］

イ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡

巡
視
及
び

一
年
間

視
及
び
点
検
の
状
況
並
び
に
そ
の

点
検
の
都

担
当
者
の
氏
名

度

ロ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
修

修
理
の
都

一
年
間
（
廃
棄

理
の
状
況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏

度

物
埋
設
地
に
係

名

る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
第
七
項

に
定
め
る
期
間

）

［

］

五

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
事
故

六

同
上

記
録

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の
日
時

［
略
］

［
略
］

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の
時

［
同
上
］

［
同
上
］
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［
ロ
～
ニ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

六

［
略
］

［
略
］

［
略
］

七

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

七

［
略
］

［
略
］

［
略
］

八

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

八

［
略
］

［
略
］

［
略
］

九

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

九

品
質
管
理
基
準
規
則
第
四
条
第
三

［
略
］

［
略
］

十

第
四
十
六
条
の
品
質
保
証
計
画
に

［
同
上
］

［
同
上
］

項
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

関
し
て
の
文
書
及
び
品
質
保
証
計
画

文
書
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

に
従
っ
た
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び

テ
ム
に
従
っ
た
計
画
、
実
施
、
評
価

改
善
状
況
の
記
録
（
他
の
号
に
掲
げ

及
び
改
善
状
況
の
記
録
（
他
の
号
に

も
の
を
除
く
。
）

る

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
一

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

十
一

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
二

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

十
二

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
三

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

十
三

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
四

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

十
四

［
略
］

［
略
］

［
略
］

十
五

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

第
一
項
の
表
第
一
号
、
第
二
号
ロ
、
第
三
号
ニ
、
ヌ
及
び
ル
、
第
五
号
、

７

第
一
項
の
表
第
一
号
、
第
三
号
ニ
、
ヌ
及
び
ル
、
第
五
号
ロ
、
第
六
号
、

第
六
号
ハ
、
第
七
号
、
第
十
号
、
第
十
二
号
並
び
に
第
十
三
号
の
記
録
の
保

第
七
号
ハ
、
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
並
び
に
第
十
四
号
の
記
録
の

存
期
間
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

保
存
期
間
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

十
二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
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（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）

（
品
質
保
証
）

第
四
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

第
四
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

物
埋
設
事
業
者
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の
五
条

物
埋
設
事
業
者
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
品
質
保
証
計
画
を
定
め
、
こ
れ
に

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

基
づ
き
保
安
活
動
（
第
五
十
三
条
か
ら
第
六
十
一
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置

に
基
づ
き
保
安
活
動
（
第
五
十
三
条
か
ら
第
六
十
一
条
ま
で
に
規
定
す
る
措

を
含
む
。
）
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
品
質
保

置
を
含
む
。
）
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
品
質

計
画
の
改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

証

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で

削
除

（
品
質
保
証
計
画
）

第
四
十
七
条

品
質
保
証
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

一

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
に
関
す
る
事
項

二

保
安
活
動
の
計
画
に
関
す
る
事
項

三

保
安
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事
項

四

保
安
活
動
の
評
価
に
関
す
る
事
項

五

保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る
事
項

（
品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
）

第
四
十
八
条

品
質
保
証
の
実
施
に
係
る
組
織
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
）
に

よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

品
質
保
証
に
関
す
る
責
任
及
び
権
限
並
び
に
業
務
が
明
確
で
あ
る
こ

と
。

三

品
質
保
証
計
画
の
策
定
、
実
施
、
評
価
及
び
そ
の
改
善
を
継
続
的
に

行
う
仕
組
み
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
計
画
）

第
四
十
九
条

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
計
画
に
関
す
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
に
お
い
て
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
Ｑ
九
〇
〇
〇
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
そ
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の
相
互
関
係
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
の
各
段
階
を
踏
ま
え
て

実
施
し
、
保
安
活
動
の
改
善
を
継
続
し
て
行
う
仕
組
み
と
す
る
こ
と
。

三

外
部
か
ら
物
品
又
は
役
務
を
調
達
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
管

理
を
適
切
に
行
う
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

四

保
安
の
た
め
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
実
施
す
べ
き
内
容
を
定
め
る
こ

と
。

五

保
安
活
動
に
関
す
る
文
書
及
び
記
録
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
手
順

を
定
め
る
こ
と
。

六

保
安
活
動
を
実
施
す
る
者
に
対
す
る
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
の
体
系

を
定
め
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
実
施
）

第
五
十
条

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
を
構
成
す
る
個
別
の
業
務
（
以
下
「
個
別
業
務
」
と
い
う

。
）
ご
と
に
、
次
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

個
別
業
務
の
目
標
及
び
個
別
業
務
に
関
す
る
要
求
事
項
を
明
確
に

し
、
個
別
業
務
の
実
施
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
施
計
画

」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
こ
と
。

ロ

個
別
業
務
の
実
施
は
、
実
施
計
画
に
基
づ
き
行
う
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
計
画
が
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
適

切
な
段
階
で
確
認
す
る
こ
と
。

ハ

実
施
計
画
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
内
容
を
適
切
に
管
理
す
る

こ
と
。

二

外
部
か
ら
物
品
又
は
役
務
を
調
達
す
る
場
合
は
、
実
施
計
画
に
適
切

な
調
達
の
実
施
に
必
要
な
事
項
（
当
該
物
品
又
は
役
務
の
調
達
後
に
お

け
る
こ
れ
ら
の
維
持
又
は
運
用
に
必
要
な
技
術
情
報
（
保
安
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
を
取
得
し
、
他
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
及
び
他

の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
と
共
有
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関

す
る
こ
と
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
が
確
実
に
守
ら
れ
る
よ
う
管
理
す
る
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方
法
を
定
め
る
こ
と
。

三

個
別
業
務
が
実
施
計
画
に
定
め
た
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
た
め
、
必
要
な
検
査
及
び
試
験
を
定
め
て
行
う
こ
と
。

四

保
安
の
た
め
の
重
要
度
に
応
じ
て
前
号
の
検
査
及
び
試
験
を
行
う
者

を
定
め
る
こ
と
。

五

要
求
事
項
に
適
合
し
な
い
状
態
（
以
下
「
不
適
合
」
と
い
う
。
）
が

発
生
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
適
切
に
管
理
す
る
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
評
価
）

第
五
十
一
条

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
評
価
に
関
す
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
安
活
動
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
、
必
要
な
監
視
及
び
測
定
を
計

画
的
に
行
う
こ
と
。

二

保
安
活
動
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
、
計

画
的
に
監
査
を
行
う
こ
と
。

三

前
号
の
評
価
は
、
対
象
と
な
る
個
別
業
務
を
実
施
し
た
者
以
外
の
者

に
よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
。

（
保
安
活
動
の
改
善
）

第
五
十
二
条

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

不
適
合
に
対
す
る
再
発
防
止
の
た
め
に
行
う
是
正
に
関
す
る
処
置
に

関
す
る
手
順
（
第
八
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障
等
の
事
象
そ
の

他
が
発
生
し
た
根
本
的
な
原
因
を
究
明
す
る
た
め
に
行
う
分
析
（
以
下

「
根
本
原
因
分
析
」
と
い
う
。
）
の
手
順
を
含
む
。
）
を
確
立
し
て
行

う
こ
と
。

二

生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
不
適
合
を
防
止
す
る
た
め
の
予
防
に
関
す
る

処
置
（
以
下
「
予
防
処
置
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
手
順
（
根
本
原
因

分
析
の
手
順
を
含
む
。
）
を
確
立
し
て
行
う
こ
と
。

三

予
防
処
置
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
お

け
る
保
安
活
動
の
実
施
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
の
み
な
ら
ず
他
の
施
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設
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。

四

前
条
の
評
価
結
果
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。

（
作
業
手
順
書
等
の
遵
守
）

［
条
を
削
る
。
］

第
五
十
二
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種

廃
棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
要
領
書
、
作
業
手
順
書
そ
の

他
保
安
に
関
す
る
文
書
（
以
下
「
作
業
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、

こ
れ
ら
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
管
理
）

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
）

第
五
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

第
五
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

物
埋
設
事
業
者
は
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
設
計

物
埋
設
事
業
者
は
、
毎
週
一
回
以
上
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
に

、
工
事
、
巡
視
、
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
施
設
の
管
理
（
以
下
「
施
設
管
理

従
事
す
る
者
に
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
つ
い
て
巡
視
及
び
点
検
を
行
わ

」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

一

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
が
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十

一
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ

、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
性
能
を
有
す
る
よ
う
、
こ
れ
を
設
置
し
、
及
び

維
持
す
る
た
め
、
施
設
管
理
に
関
す
る
方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

施
設
管
理
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
一

条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

前
号
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二

項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

の
六
第
三
項
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に
記
載
さ

れ
た

第
七
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
廃
止
措
置

第
七
十
八
条
の
二
第
九
号

期
間
性
能
維
持
施
設
に
係
る
施
設
管
理
方
針
を
定
め
る
こ
と
。

三

第
一
号
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
施
設
管
理
方
針
に
従
っ

て
達
成
す
べ
き
施
設
管
理
の
目
標
（
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

施
設
管
理
方
針
に
係
る
施
設
管
理

目
標
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種
廃
棄
物

の

埋
設
施
設
及
び
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定

め
る
目
標
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
目
標
」
と
い

条
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う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。

四

施
設
管
理
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を
定
め
た
施
設
管
理
の

実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
施
設
管
理
実
施
計
画

条

」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
従
っ
て
施
設
管
理
を
実
施
す
る

こ
と
。

イ

施
設
管
理
実
施
計
画
の
始
期
及
び
期
間
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
設
計
及
び
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡
視
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保

全
の
た
め
に
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
点
検
等
」
と
い
う
。
）

の
方
法
、
実
施
頻
度
及
び
時
期
（
第
一

等

種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
操
作
中
及
び
操
作
停
止
中
の
区
別
を
含
む
（
法

第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行

う
保
安
の
確
保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
設
計
、
工
事
、
巡
視
及
び
点
検
等
の
結

果
の
確
認
及
び
評
価
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

ト

ヘ
の
確
認
及
び
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
て
実
施
す
べ
き
処
置
（
品
質

管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
七
号

の
未
然
防
止
処
置

に
規
定
す
る

を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
こ

と
。

五

施
設
管
理
方
針
、
施
設
管
理
目
標
及
び
施
設
管
理
実
施
計
画
を
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
期
間
ご
と
に
評
価
す
る
こ
と
。

イ

施
設
管
理
方
針
及
び
施
設
管
理
目
標
に
あ
っ
て
は
、
一
定
期
間

ロ

施
設
管
理
実
施
計
画
に
あ
っ
て
は
、
前
号
イ
に
規
定
す
る
期
間

六

前
号
の
評
価
を
実
施
す
る
都
度
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
施
設
管
理

方
針
、
施
設
管
理
目
標
又
は
施
設
管
理
実
施
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
。

七

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
操
作
を
相
当
期
間
停
止
す
る
場
合
そ
の
他

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
が
そ
の
施
設
管
理
を
行
う
観
点
か
ら
特
別
な
状
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態
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
状
態
に

応
じ
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
特
別
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と

。

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

第
五
十
七
条

削
除

第
五
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

物
埋
設
事
業
者
は
、
次
の
各
号
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可

を
受
け
た
場
合
は
第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
採

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
（

次
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
施
設
の
性
能
が
法
第
五
十

一
条
の
九
の
二
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上

の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行

う
こ
と
。

二

警
報
装
置
、
非
常
用
電
源
装
置
そ
の
他
の
非
常
用
装
置
に
つ
い
て
は
、

当
該
装
置
の
各
部
分
ご
と
の
作
動
の
た
め
の
性
能
検
査
を
一
月
ご
と
に
、

当
該
装
置
全
体
の
作
動
の
た
め
の
総
合
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

三

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器

及
び
放
射
線
測
定
器
に
つ
い
て
は
、
較
正
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

こ
う

２

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
第
一
種
廃
棄
物

埋
設
事
業
者
は
、
当
該
認
可
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付

書
類
に
記
載
さ
れ
た
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
第

一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
設
計
想
定
事
象
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
に
関
す
る
措
置

）
第
五
十
八
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種

［
条
を
加
え
る
。
］

廃
棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
設
計
想
定
事
象
に
関
し
て
、
法
第
五
十
一
条
の
二
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第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
（
法
第
五

十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
可

を
受
け
た
と
こ
ろ
）
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保

全
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

設
計
想
定
事
象
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維

持
す
る
た
め
の
活
動
に
関
す
る
計
画
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置

し
た
事
業
所
に
お
け
る
火
災
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
。
）
を
定

め
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
の
実
行
に
必
要
な
要
員
を
配
置
し
、
当
該
計

画
に
従
っ
て
必
要
な
活
動
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
け
る
可
燃
物
の

管
理
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

消
防
吏
員
へ
の
通
報
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

消
火
又
は
延
焼
の
防
止
そ
の
他
消
防
隊
が
火
災
の
現
場
に
到
着
す
る

ま
で
に
行
う
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

二

設
計
想
定
事
象
の
発
生
時
に
お
け
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
必
要

な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練

を
毎
年
一
回
以
上
定
期
に
実
施
す
る
こ
と
。

三

設
計
想
定
事
象
の
発
生
時
に
お
け
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
必
要

な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
照
明
器
具
、
無

線
機
器
そ
の
他
の
資
機
材
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
設
計
想
定
事
象
の
発
生
時
に
お
け
る

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行

う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
廃
棄
物
埋
設
地
の
附
属
施
設
に
係
る
設
備
の
操
作
）

（
廃
棄
物
埋
設
地
の
附
属
施
設
に
係
る
設
備
の
操
作
）

第
五
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

第
五
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

物
埋
設
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
埋
設
地
の
附
属
施
設
に
係

物
埋
設
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
埋
設
地
の
附
属
施
設
に
係

る
設
備
の
操
作
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法

る
設
備
の
操
作
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法

第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

い
。

一

廃
棄
物
埋
設
地
の
附
属
施
設
に
係
る
設
備
の
操
作
に
必
要
な
知
識
を
有

［
号
を
加
え
る
。
］
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す
る
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
。

二

廃
棄
物
埋
設
地
の
附
属
施
設
に
係
る
設
備
の
通
常
の
操
作
（
廃
棄
物
埋

一

操
作
開
始
に
先
立
っ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
操
作
に
必
要
な
事
項
及
び

設
地
の
附
属
施
設
に
係
る
設
備
に
お
い
て
計
画
的
に
行
わ
れ
る
操
作
を
い

操
作
停
止
後
に
確
認
す
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
に
守
ら
せ
る

う
。
）
を
行
う
た
め
に
必
要
な
次
の
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
そ
の

こ
と
。

他
の
従
業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

イ

操
作
の
開
始
に
先
立
っ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
操
作
に
必
要
な
事
項

号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［

及
び
操
作
の
停
止
後
に
確
認
す
べ
き
事
項

ロ

操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
廃
棄
物
埋
設
地
の
附
属
施
設
に
係
る
設

号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［

備
の
状
態
に
応
じ
て
定
期
的
に
又
は
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
べ
き
事
項

実
施
頻
度

時
期

並
び
に
そ
の
確
認
の
方
法
及
び
確
認
の
時
期

又
は
頻
度

に
関
す
る
事
項

ハ

警
報
の
発
報
そ
の
他
の
異
状
が
あ
っ
た
場
合
（
次
号
の
場
合
を
除
く

号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［

（
次
号
の
処
置
を

。
）
に
操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置

に
関
す
る
事
項

除
く
。
）

三

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
そ
の
他
の
従

二

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
に
守
ら
せ
る

業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

三

換
気
設
備
、
放
射
線
測
定
器
及
び
非
常
用
設
備
は
、
常
に
こ
れ
ら
の
機

能
を
発
揮
で
き
る
状
態
に
維
持
し
て
お
く
こ
と
。

四

試
験
操
作
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
、
方
法
、
異
常
の
際
に
講
ず

四

試
験
操
作
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
、
方
法
、
異
常
の
際
に
採
る

べ
き
処
置
等
を
確
認
の
上
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

べ
き
処
置
等
を
確
認
の
上
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

五

［
略
］

五

［
同
上
］

（
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

（
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
六
十
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物

第
六
十
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物

埋
設
事
業
者
は
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て

埋
設
事
業
者
は
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
の
核
燃

行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講

料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な

じ
、
運
搬
前
に
こ
れ
ら
の
措
置
の
実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ら
な
い
。

。［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃

４

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
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料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
及
び

五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
核
燃

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）

料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三

第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の

に
従
っ
て

条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の

に
従
っ
て
保
安

基
準

基
準

保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か

の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

わ
ら
ず
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
を
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
工

ず
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
を
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所

場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

内
に
お
い
て
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

（
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
六
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

第
六
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

物
埋
設
事
業
者
は
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い

物
埋
設
事
業
者
は
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い

て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を

て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を

講
じ
、
廃
棄
前
に
こ
れ
ら
の
措
置
の
実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

［
一
～
十
四

略
］

［
一
～
十
四

同
上
］

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
六
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認

第
六
十
三
条

［
同
上
］

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二

安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
与
を
含
む
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
品
質
管
理
基
準
規
則

三

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分

第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
手
順
書
等
（
次
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お

析
の
方
法
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の

い
て
単
に
「
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関

保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

［
略
］

四

［
同
上
］

四

［
略
］

五

［
同
上
］
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五

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
操
作
及
び
管
理
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安

六

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育

教
育
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

［
同
上
］

も
の

［
⑴
～
⑷

略
］

［
⑴
～
⑷

同
上
］

⑸

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑸

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

六

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
地
の
附
属
施
設
の
操
作
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て

七

保
安
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
設
備
の
操
作
に
関
す
る
こ
と
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
地
の
附
属
施
設
の
操
作
を
行
う
体
制
の
整
備
に

号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［

関
す
る
こ
と
。

ロ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
地
の
附
属
施
設
の
操
作
に
当
た
っ
て
確
認
す
べ

号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［

き
事
項
及
び
操
作
に
必
要
な
事
項

ハ

異
状
が
あ
っ
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
（
第
十
二
号
に
掲
げ
る

号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

［

も
の
を
除
く
。
）
。

七

［
略
］

八

［
同
上
］

八

［
略
］

九

［
同
上
］

九

［
略
］

十

［
同
上
］

十

［
略
］

十
一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十
二

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う

処
置
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
三

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
れ
、
運
搬
、
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
（
事
業

十
四

放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
れ
、
運
搬
、
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す

所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

る
こ
と
。

十
二

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

設
計
想
定
事
象
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物

施
設
の
保
全
に
関
す
る

［
号
を
加
え
る
。
］

埋
設

措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

［
略
］

十
六

［
同
上
］

十
五

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前
事

［
号
を
加
え
る
。
］

業
者
検
査
及
び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。
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六

［
略
］

十
七

［
同
上
］

十十
七

［
略
］

十
八

［
同
上
］

十
八

不
適
合
（
品
質
管
理
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

十
九

不
適
合
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
二
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

公
開
に
関
す
る
こ
と
。

発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

こ
と
。

十
九

［
略
］

二
十

［
同
上
］

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
又
は
法
第
五
十
一
条
の

２

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二

２

［
同
上
］

二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業

項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
限
る
。

者
に
限
る
。
）
は
、
当
該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

）
は
、
当
該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
閉
鎖
措
置

る
閉
鎖
措
置
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
閉
鎖
措
置
又
は
廃
止
措
置
計
画
に
定

計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
閉
鎖
措
置
又
は
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い

め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一

る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に

項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を

よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又

追
加
し
、
又
は
変
更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
変
更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更

こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二

安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
与
を
含
む
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手
順
書
等
の
保
安
規

三

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

析
の
方
法
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の

保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

閉
鎖
措
置
又
は
廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関

四

閉
鎖
措
置
又
は
廃
止
措
置
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分

す
る
こ
と
（
手
順
書
等
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含

析
の
方
法
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の

む
。
）
。

保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

四

［
略
］

五

［
同
上
］

五

［
略
］

六

［
同
上
］

六

閉
鎖
措
置
又
は
廃
止
措
置
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ

七

閉
鎖
措
置
又
は
廃
止
措
置
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育

と
で

次
に
掲
げ
る
も
の

に
関
す
る
こ
と
で

次
に
掲
げ
る
も
の

あ
っ
て

あ
っ
て

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

七

［
略
］

八

［
同
上
］

八

［
略
］

九

［
同
上
］

- 1111 -



- 39 -

九

［
略
］

十

［
同
上
］

十

［
略
］

十
一

［
同
上
］

十
一

［
略
］

十
二

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十
三

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
四

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
処

置
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

放
射
性
廃
棄
物
の
運
搬
、
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
（
事
業
所
の
外
に

十
五

放
射
性
廃
棄
物
の
運
搬
、
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。

お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

設
計
想
定
事
象
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物

施
設
の
保
全
に
関
す
る

［
号
を
加
え
る
。
］

埋
設

措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

［
略
］

十
七

［
同
上
］

十
六

［
略
］

十
八

［
同
上
］

十
七

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前
事

［
号
を
加
え
る
。
］

業
者
検
査
及
び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

十
八

［
略
］

十
九

［
同
上
］

十
九

［
略
］

二
十

［
同
上
］

二
十

［
略
］

二
十
一

［
同
上
］

二
十
一

［
略
］

二
十
二

［
同
上
］

二
十
二

［
略
］

二
十
三

［
同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
六
十
四
条

削
除

第
六
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
第
一
種

廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
毎
年
四
回
行
う
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合

は
、
廃
止
措
置
の
実
施
状
況
に
応
じ
、
毎
年
四
回
以
内
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
十
二
条
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
事
業
所
へ
の
立
入
り
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二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に

限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
廃
棄
物
埋
設
地
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

（
廃
棄
物
埋
設
地
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

第
六
十
五
条

令
第
三
十
七
条
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
書
（
第
一
種
廃
棄
物

第
六
十
五
条

［
同
上
］

埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

。

よ
る
も
の
と
す
る

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

令
第
三
十
七
条
第
七
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に

［
号
を
加
え
る
。
］

係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
保

安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
記

を

載
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

［
同
上
］

ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な

［
号
を
加
え
る
。
］

体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

七

［
略
］

六

［
同
上
］

八

［
略
］

七

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
略

］

同
上

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

六
十
八
条

削
除

第
六
十
八
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

第

二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
毎
年
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
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一

事
務
所
又
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
員
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

特
定
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要

な
最
小
限
度
の
量
に
限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
閉
鎖
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
閉
鎖
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
七
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
閉
鎖
措

第
七
十
三
条

［
同
上
］

置
計
画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
閉
鎖
措
置
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力

規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

閉
鎖
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施

［
号
を
加
え
る
。
］

設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
閉
鎖
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
」
と
い
う

。
）

六

閉
鎖
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
そ
の

［
号
を
加
え
る
。
］

性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

七

［
略
］

五

［
同
上
］

八

閉
鎖
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

［
同
上
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

閉
鎖
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維

六

閉
鎖
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及

持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

［
七
・
八

略
］

［
七
・
八

同
上
］

九

閉
鎖
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
説
明
書

九

品
質
保
証
計
画
に
関
す
る
説
明
書

十

［
略
］

十

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
閉
鎖
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
閉
鎖
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準

第
七
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

第
七
十
四
条

［
同
上
］
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用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
閉
鎖
措
置
確
認
証
）

第
七
十
六
条
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、
前

［
条
を
加
え
る
。
］

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
閉
鎖
措
置
が
法
第
五
十
一
条
の
二
十

四
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
閉
鎖
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
変
更
の
認
可
又
は
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
従

っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
し
た
と
き
は
、
閉
鎖
措
置
確
認

証
を
交
付
す
る
。

（
閉
鎖
措
置
計
画
の
認
可
の
基
準
）

（
閉
鎖
措
置
計
画
の
認
可
の
基
準
）

第
七
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

第
七
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

第
十
二
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基

で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

閉
鎖
措
置
の
実
施

は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
五

一

閉
鎖
措
置
の
実
施

は
、
許
可
申
請
書
等
に
記
載
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る

が

が

十
一
条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定

も
の
で
あ
る
こ
と
。

に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
の
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

（
廃
止
措
置
の
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

第
七
十
八
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
三
第
一
項
の
廃
止
措
置
実
施

第
七
十
八
条
の
二

［
同
上
］

方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

九

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
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び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

設
（
第
七
十
九
条
、
第
八
十
五
条
及
び
第
八
十
八
条
の
二
に
お
い
て
「
廃

第
七
十
九
条
第
一
項
第
五
号

止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
」
と
い
う
。
）

の
廃
止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
及
び
そ

性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維

の

持
す
べ
き
期
間

［
十
・
十
一

略
］

［
十
・
十
一

同
上
］

十
二

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

十
二

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
保
証
計
画

［
十
三
・
十
四

略
］

［
十
三
・
十
四

同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
七
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
措
置
計

第
七
十
九
条

［
同
上
］

画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に

限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
廃
止
措
置
計
画
を
定
め

、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

廃
止
措
置
対
象
附
属
施
設
及
び
そ
の
敷
地

三

廃
止
措
置
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
埋
設
地
の
附
属
施
設
（
以
下
「
廃
止

措
置
対
象
附
属
施
設
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
敷
地

四

［
略
］

四

［
同
上
］

五

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ

［
号
を
加
え
る
。
］

廃
止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設

き
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
（
以
下
こ
の
条
、
第
八
十
五
条
及
び
第

八
十
八
条
の
二
に
お
い
て
「
廃
止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
」
と
い
う
。

）
六

廃
止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
そ
の

［
号
を
加
え
る
。
］

性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

七

［
略
］

五

［
同
上
］

八

［
略
］

六

［
同
上
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

［
同
上
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

- 1116 -



- 44 -

六

廃
止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維

六

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及

持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

［
七
・
八

略
］

［
七
・
八

同
上
］

九

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
説
明
書

九

品
質
保
証
計
画
に
関
す
る
説
明
書

十

［
略
］

十

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
八
十
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

第
八
十
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二

る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
一
種
廃
棄

条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業

物
埋
設
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

者
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子

請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
）

第
八
十
四
条
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
よ
り
、
廃

条
を
加
え
る
。
］

［

止
措
置
の
結
果
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

確
認
を
し
た
と
き
は
、
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
八
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
措
置
計

第
八
十
五
条

［
同
上
］

画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に

係
る
者
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
廃
止
措
置
計

画
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

廃
止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設

［
号
を
加
え
る
。
］

六

廃
止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に

［
号
を
加
え
る
。
］

そ
の
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そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

性
能
並
び
に

七

［
略
］

五

［
同
上
］

八

［
略
］

六

［
同
上
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

［
同
上
］

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

廃
止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維

七

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及

持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

［
八
・
九

略
］

［
八
・
九

同
上
］

十

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
説
明
書

十

品
質
保
証
計
画
に
関
す
る
説
明
書

十
一

［
略
］

十
一

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
旧
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

事
業
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象

施
設

廃
棄

附
属

に
つ
い
て
の
定
期
事
業
者
検
査
を
要
す
る
場
合

）

の
維
持
等

第
八
十
八
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
二
十
六
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

［
条
を
加
え
る
。
］

準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
の
九
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め

る
場
合
（
旧
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

事
業
者
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は

の

、
廃
止
措
置
対
象
附
属
施
設
に
廃
止
措
置
期
間
性
能
維
持
施
設
が
存
在
す
る

場
合
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
一
条
の
九
本
文
の
規
定
は
、
廃
止
措

置
期
間
性
能
維
持
施
設
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項

の
場
合
に
お
い
て
は
、
定
期
事
業
者
検
査
は
、
廃
止
措
置

３

第
一
項

期
間
性
能
維
持
施
設
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期
、
対
象
、
方

法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
て
行
う
も
の
と

す
る
。

（
指
定
廃
棄
物
埋
設
区
域
に
関
し
記
録
す
べ
き
事
項
）

（
指
定
廃
棄
物
埋
設
区
域
に
関
し
記
録
す
べ
き
事
項
）

第
八
十
八
条
の
三

［
略
］

第
八
十
八
条
の
二

［
同
上
］
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（
指
定
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
指
定
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
八
十
八
条
の
四

［
略
］

第
八
十
八
条
の
三

［
同
上
］

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
九
十
二
条

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
対
す
る
検
査
に
つ
い
て
、
法
第

五
十
一
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
七
項
の
身
分

を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
五
十
一
条
の

二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
七
項
の
身
分
を
示

す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
六
十
八
条
第
六
項

の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
人
の
出
入
り
等
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
区
域
）

［
条
を
削
る
。
］

第
九
十
三
条

令
別
表
第
二
の
五
の
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

区
域
は
、
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
九
十
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の

第
九
十
四
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の

提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記

提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録

録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う

。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
別
記
様
式
第
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
別
記
様
式
第
六
の
電

別
記
様
式
第
三
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

［
一

～
三

略
］

［
一

～
三

同
上
］

・
二

・
二

三

前
条
第
一
項
の
報
告
書

三

第
九
十
一
条
第
一
項
の
報
告
書

［
様
式
を
削
る
。
］

（

9
2

）

［

］

別
記
様
式
第
３

第
条
関
係

略

［
様
式
を
削
る
。
］

（
9
2

）

［

］

別
記
様
式
第
４

第
条
関
係

略

［
様
式
を
削
る
。
］

（
9
2

）

［

］

別
記
様
式
第
５

第
条
関
係

略

（

9
2

）

［

］

（

9
4

）

［

］

別
記
様
式
第
３

別
記
様
式
第
６

第
条
関
係

略
第

条
関
係

同
上
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別
表
第
十
八

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
防
災
管
理
者
が
通
報
す
べ
き
事
象
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係

）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）［

同
上
］

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

第
一
条

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

空
気
中
濃
度
限
度

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運

七

空
気
中
濃
度
限
度

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運

転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
三
号
）
第
十
四

転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
三
号
）
第
十
四

条
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総

条
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総

理
府
令
第
八
十
四
号
）
第
二
条
の
十
一
の
十
二
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
の

理
府
令
第
八
十
四
号
）
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ
及
び
第
二
条
の
十
一

加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
総
理
府
令
第
三
十
七
号
）

の
九
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十

第
七
条
の
八
第
四
号
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（

一
年
総
理
府
令
第
三
十
七
号
）
第
七
条
の
八
第
四
号
、
実
用
発
電
用
原
子

昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
十
号
）
第
十
六
条
第
四
号
、
実
用
発
電
用
原

炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第

子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令

七
十
七
号
）
第
九
十
条
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ

第
七
十
七
号
）
第
九
十
条
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ

て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭

六
十
三
年
総
理
府
令
第
一
号
）
第
十
九
条
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核

和
六
十
三
年
総
理
府
令
第
一
号
）
第
十
九
条
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
又
は

燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規

核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る

則
（
昭
和
六
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
七
号
）
第
三
十
三
条
第
四
号
、
使

規
則
（
昭
和
六
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
七
号
）
第
三
十
三
条
第
四
号
、

用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令

使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省

第
百
十
二
号
）
第
三
十
五
条
第
四
号
、
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の

令
第
百
十
二
号
）
第
三
十
五
条
第
四
号
、
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉

設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
二
号

の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
二

）
第
八
十
五
条
第
四
号
並
び
に
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て

号
）
第
八
十
五
条
第
四
号
及
び
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て

汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二

汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二

十
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）
第
六
十
一
条
第
四
号
の
原
子
力
規
制

十
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）
第
六
十
一
条
第
四
号
の
原
子
力
規
制

委
員
会
が
定
め
る
濃
度
限
度
に
係
る
も
の
を
い
う
。

委
員
会
が
定
め
る
濃
度
限
度

。

を
い
う

八

水
中
濃
度
限
度

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転

八

水
中
濃
度
限
度

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転

等
に
関
す
る
規
則
第
十
四
条
第
七
号
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る

等
に
関
す
る
規
則
第
十
四
条
第
七
号
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
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規
則
第
二
条
の
十
一
の
十
二
第
七
号
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関

規
則
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ
及
び
第
二
条
の
十
一
の
九
第
七
号
、
核

す
る
規
則
第
七
条
の
八
第
七
号
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等

燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
七
条
の
八
第
七
号
、
実
用
発

に
関
す
る
規
則
第
九
十
条
第
七
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ

電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
第
九
十
条
第
七
号
、
核
燃

つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
十

料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋

九
条
第
六
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
十
九
条
第
六
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料

の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
三
十
三
条
第
六
号
、
使
用
済
燃

物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第

料
の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
三
十
五
条
第
六
号
、
研
究
開
発
段
階

三
十
三
条
第
六
号
、
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
三
十

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
第
八
十
五
条
第
七
号
及

五
条
第
六
号
、
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す

び
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃

る
規
則
第
八
十
五
条
第
七
号
並
び
に
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ

棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
六
十
一
条
第
六
号
の
原
子
力
規
制
委

っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
六

員
会
が
定
め
る
濃
度
限
度

。

十
一
条
第
六
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
濃
度
限
度
に
係
る
も
の

を
い
う

を
い
う
。

九

原
子
炉
制
御
室

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基

九

原
子
炉
制
御
室

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基

準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
六
号
）

準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
六
号
）

第
三
十
八
条
第
一
項
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
技
術
基
準

第
三
十
八
条
第
一
項
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
計
及
び

に
関
す
る
規
則
（
令
和
○
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
〇
号
）
第
三
十

工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
令
第

条
第
一
項
（
第

条
、
第

条
及
び
第

条
に
お
い
て
準

十
一
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
（
第
四
十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
八
及
び

四

五
十
二

五
十
九

七
十

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の

第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
研
究
開
発
段
階

附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委

発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成

員
会
規
則
第
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
炉
制
御
室
を

二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規

い
う
。

定
す
る
原
子
炉
制
御
室
を
い
う
。

十

制
御
室

再
処
理
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和
○
年
原
子

十

制
御
室

再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す

力
規
制
委
員
会
規
則
第
〇
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
制
御
室

る
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
令
第
十
二
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規

を
い
う
。

定
す
る
制
御
室
を
い
う
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
十
九

使
用
施
設
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

第
一
条

［
同
上
］

次
項
第
一
号
に
お
い
て

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。

質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法

）
及
び
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令

」
と
い
う
。
）
及
び
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二

第
八
十
四
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
施
設
検
査
対
象
施
設
」
と
は
、
使
用
施
設
等
の
う

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ち
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
を
い
う
。

一

「
使
用
前
検
査
対
象
施
設
」
と
は
、
使
用
施
設
等
の
う
ち
、
法
第
五
十

［
各
号
を
加
え
る
。
］

五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
者
が
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
を
い
う
。

二

「
設
計
評
価
事
故
」
と
は
、
操
作
上
の
過
失
、
機
械
若
し
く
は
装
置
の

故
障
又
は
地
震
、
火
災
、
爆
発
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
発
生
す
る
事
故
で

あ
つ

て
、
公
衆
に
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
に
よ
る
影
響
を
及
ぼ
す
お

っ

そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
安
全
設
計
上
想
定
す
べ
き
も
の
を
い
う
。

三

「
安
全
機
能
」
と
は
、
使
用
施
設
等
の
通
常
時
又
は
設
計
評
価
事
故
時

に
お
い
て
、
使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を

い
う
。

四

「
安
全
上
重
要
な
施
設
」
と
は
、
使
用
施
設
等
の
う
ち
、
安
全
機
能
の

喪
失
に
よ
り
、
公
衆
又
は
従
事
者
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
も
の
及
び
設
計
評
価
事
故
時
に
公
衆
又
は
従
事
者
に
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
が
使
用

施
設
等
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
所
（
以
下
「
工
場
等
」
と
い
う
。
）

の
外
へ
放
出
さ
れ
る
こ
と
を
抑
制
し
、
又
は
防
止
す
る
も
の
を
い
う
。

五

「
多
様
性
」
と
は
、
同
一
の
機
能
を
有
す
る
二
以
上
の
系
統
又
は
機
器

が
、
想
定
さ
れ
る
環
境
条
件
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
構
造
、
動
作
原
理
そ

の
他
の
性
質
が
異
な
る
こ
と
に
よ
り
、
共
通
要
因
（
二
以
上
の
系
統
又
は
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機
器
に
同
時
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
り
そ
の
機
能
を
失
わ
せ
る
要
因

を
い
う
。
）
又
は
従
属
要
因
（
単
一
の
原
因
に
よ
つ

て
確
実
に
系
統
又

っ

第
十
六
条
第

は
機
器
に
故
障
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
要
因
を
い
う
。

）
に
よ
つ

て
同
時
に
そ
の
機
能
が
損
な
わ
れ
な

二
項
に
お
い
て
同
じ
。

っ

い
こ
と
を
い
う
。

（
火
災
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
火
災
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
四
条

使
用
施
設
等
は
、
火
災
又
は
爆
発
に
よ
り
そ
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ

第
四
条

［
同
上
］

な
い
よ
う
、
火
災
及
び
爆
発
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
火

災
及
び
爆
発
の
影
響
を
軽
減
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

［
略
］

い
。

２

使
用
前
検
査
対
象
施
設
に
は
、
火
災
又
は
爆
発
に
よ
り
そ
の
安
全
性
が
損

施
設
検
査
対
象
施
設
に
は
、
火
災
又
は
爆
発
に
よ
り
そ
の
安
全
性
が
損
な

２

な
わ
れ
な
い
よ
う
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
消
火
を
行
う
設
備
（
以

わ
れ
な
い
よ
う
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
消
火
を
行
う
設
備
（
以
下

下

「
消
火
設
備
」
と
い
う
。
）
及
び
早
期
に
火
災
発
生
を
感

「
消
火
設
備
」
と
い
う
。
）
及
び
早
期
に
火
災
発
生
を
感
知
す
る
設
備
を
設

次
項
に
お
い
て

知
す
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
自
然
現
象
に
よ
る
影
響
の
考
慮
）

（
自
然
現
象
に
よ
る
影
響
の
考
慮
）

第
六
条

使
用
施
設
等
（
使
用
前
検
査
対
象
施
設

は
除
く
。
）
は
、
想
定
さ

第
六
条

使
用
施
設
等
（
施
設
検
査
対
象
施
設
は
除
く
。
）
は
、
想
定
さ
れ
る

を

れ
る
自
然
現
象
に
よ
る
当
該
使
用
施
設
等
へ
の
影
響
を
適
切
に
考
慮
し
た
も

自
然
現
象
に
よ
る
当
該
使
用
施
設
等
へ
の
影
響
を
適
切
に
考
慮
し
た
も
の
で

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
核
燃
料
物
質
の
臨
界
防
止
）

（
核
燃
料
物
質
の
臨
界
防
止
）

第
七
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
は
、
核
燃
料
物
質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ

第
七
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
核
燃
料
物
質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が

が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
核
的
に
安
全
な
形
状
寸
法
に
す
る
こ
と
そ
の
他

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
核
的
に
安
全
な
形
状
寸
法
に
す
る
こ
と
そ
の
他
の

の
適
切
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

適
切
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

使
用
前
検
査
対
象
施
設
に
は
、
臨
界
警
報
設
備
そ
の
他
の
臨
界
事
故
を
防

２

施
設
検
査
対
象
施
設
に
は
、
臨
界
警
報
設
備
そ
の
他
の
臨
界
事
故
を
防
止

止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
前
検
査
対
象
施
設
の
地
盤
）

（
施
設
検
査
対
象
施
設
の
地
盤
）

第
八
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
は
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る

第
八
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
地
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地
震
力
（
安
全
機
能
を
有
す
る

使
用
施
設
等
の
う
ち

震
力
（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
の
う
ち
、
地
震
の
発
生
に
よ
っ
て
生
ず
る

使
用
前
検
査
対
象
施
設

、
地
震
の
発
生
に
よ
っ
て
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
そ
の
安
全
機
能
の
喪
失
に

お
そ
れ
が
あ
る
そ
の
安
全
機
能
の
喪
失
に
起
因
す
る
放
射
線
に
よ
る
公
衆
へ

起
因
す
る
放
射
線
に
よ
る
公
衆
へ
の
影
響
の
程
度
が
特
に
大
き
い
も
の
（
以

の
影
響
の
程
度
が
特
に
大
き
い
も
の
（
以
下
「
耐
震
重
要
施
設
」
と
い
う
。

下

「
耐
震
重
要
施
設
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て

）
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
三
項
の
地
震
力
を
含
む
。
）
が
作
用
し
た
場
合
に

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

は
、
同
条
第
三
項
の
地
震
力
を
含
む
。
）
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当

お
い
て
も
当
該
施
設
検
査
対
象
施
設
を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地

該
使
用
前
検
査
対
象
施
設
を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
に
設
け

盤
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
・
３

同
上
］

［
２
・
３

略
］

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
九
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
は
、
地
震
力
に
十
分
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き

第
九
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
地
震
力
に
十
分
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
地
震
力
は
、
地
震
の
発
生
に
よ
っ
て
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
使
用

２

前
項
の
地
震
力
は
、
地
震
の
発
生
に
よ
っ
て
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
施
設

前
検
査
対
象
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
に
起
因
す
る
放
射
線
に
よ
る
公
衆
へ

検
査
対
象
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
に
起
因
す
る
放
射
線
に
よ
る
公
衆
へ
の

の
影
響
の
程
度
に
応
じ
て
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

影
響
の
程
度
に
応
じ
て
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
十
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
使
用
前
検
査
対
象

第
十
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
施
設
検
査
対
象
施
設

施
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
津
波
に
対
し
て
安
全
機
能
が

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
津
波
に
対
し
て
安
全
機
能
が
損
な

損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
十
一
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
は
、
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象(

地
震
及
び

第
十
一
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象(

地
震
及
び
津

津
波
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
安

波
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
安
全

全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

使
用
前
検
査
対
象
施
設
は
、
工
場
等
内
又
は
そ
の
周
辺
に
お
い
て
想
定
さ

３

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
工
場
若
し
く
は
事
業
所
（
以
下
「
工
場
等
」
と

れ
る
当
該
使
用
前
検
査
対
象
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お

い
う
。
）
内
又
は
そ
の
周
辺
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
当
該
施
設
検
査
対
象
施

そ
れ
が
あ
る
事
象
で
あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く

設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象
で
あ
っ
て
人

。
）
に
対
し
て
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
て
安
全
機
能
を
損
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な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
前
検
査
対
象
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
等
の
防
止
）

（
施
設
検
査
対
象
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
等
の
防
止
）

第
十
二
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
が
設
置
さ
れ
る
工
場
等
に
は
、
使
用
前
検

第
十
二
条

施
設
検
査
対
象
施
設
が
設
置
さ
れ
る
工
場
等
に
は
、
施
設
検
査
対

査
対
象
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
、
使
用
前
検
査
対
象
施
設
に
不
正
に
爆

象
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
、
施
設
検
査
対
象
施
設
に
不
正
に
爆
発
性
又

発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危
害
を
与
え
、
又
は
他
の
物

は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危
害
を
与
え
、
又
は
他
の
物
件
を
損

件
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
件
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た

傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
件
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
設

め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

使
用
前
検
査
対
象
施
設
が
設
置
さ
れ
る
工
場
等
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、

２

施
設
検
査
対
象
施
設
が
設
置
さ
れ
る
工
場
等
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
不

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平

正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ

十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス

ス
行
為
を
い
う
。
）
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

行
為
を
い
う
。
）
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

い
つ

い
つ

第
十
三
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
は
、
そ
の
施
設
内
に
お
け
る
溢
（
い
つ
）

第
十
三
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
そ
の
施
設
内
に
お
け
る
溢
（
い
つ
）
水

い
つ

い
つ

水
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ

が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば

ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
化
学
薬
品
の
漏
え
い
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
化
学
薬
品
の
漏
え
い
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
十
四
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
は
、
そ
の
施
設
内
に
お
け
る
化
学
薬
品
の

第
十
四
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
そ
の
施
設
内
に
お
け
る
化
学
薬
品
の
漏

漏
え
い
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な

え
い
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
飛
散
物
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
飛
散
物
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
十
五
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
は
、
そ
の
施
設
内
の
機
器
又
は
配
管
の
損

第
十
五
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
そ
の
施
設
内
の
機
器
又
は
配
管
の
損
壊

壊
に
伴
う
飛
散
物
に
よ
り
、
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な

に
伴
う
飛
散
物
に
よ
り
、
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ら
な
い
。

な
い
。

（
重
要
度
に
応
じ
た
安
全
機
能
の
確
保
）

（
重
要
度
に
応
じ
た
安
全
機
能
の
確
保
）

第
十
六
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
は
、
そ
の
安
全
機
能
の
重
要
度
に
応
じ
て

第
十
六
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
そ
の
安
全
機
能
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
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、
そ
の
機
能
が
確
保
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
機
能
が
確
保
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
略

］

同
上

（
環
境
条
件
を
考
慮
し
た
設
計
）

（
環
境
条
件
を
考
慮
し
た
設
計
）

第
十
七
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
は
、
通
常
時
及
び
設
計
評
価
事
故
時
に
想

第
十
七
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
通
常
時
及
び
設
計
評
価
事
故
時
に
想
定

定
さ
れ
る
全
て
の
環
境
条
件
に
お
い
て
、
安
全
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で

さ
れ
る
全
て
の
環
境
条
件
に
お
い
て
、
安
全
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
等
を
考
慮
し
た
設
計
）

（
検
査
等
を
考
慮
し
た
設
計
）

第
十
八
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
は
、
当
該
使
用
前
検
査
対
象
施
設
の
安
全

第
十
八
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
当
該
施
設
検
査
対
象
施
設
の
安
全
機
能

機
能
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
又
は
試
験
及
び
当
該
安
全
機
能
を
健
全
に
維

を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
又
は
試
験
及
び
当
該
安
全
機
能
を
健
全
に
維
持
す

持
す
る
た
め
の
保
守
又
は
修
理
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
た
め
の
保
守
又
は
修
理
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
前
検
査
対
象
施
設
の
共
用
）

（
施
設
検
査
対
象
施
設
の
共
用
）

第
十
九
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
は
、
他
の
原
子
力
施
設
又
は
同
一
の
工
場

第
十
九
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
他
の
原
子
力
施
設
又
は
同
一
の
工
場
等

等
内
の
他
の
使
用
施
設
等
と
共
用
す
る
場
合
に
は
、
使
用
前
検
査
対
象
施
設

内
の
他
の
使
用
施
設
等
と
共
用
す
る
場
合
に
は
、
施
設
検
査
対
象
施
設
の
安

の
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

全
性
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
誤
操
作
の
防
止
）

（
誤
操
作
の
防
止
）

第
二
十
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
は
、
誤
操
作
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を

第
二
十
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
誤
操
作
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講

講
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
安
全
避
難
通
路
等
）

（
安
全
避
難
通
路
等
）

第
二
十
一
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け

第
二
十
一
条

施
設
検
査
対
象
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ

れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
設
計
評
価
事
故
時
の
放
射
線
障
害
の
防
止
）

（
設
計
評
価
事
故
時
の
放
射
線
障
害
の
防
止
）

第
二
十
二
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
は
、
設
計
評
価
事
故
時
に
お
い
て
、
周

第
二
十
二
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
設
計
評
価
事
故
時
に
お
い
て
、
周
辺

辺
監
視
区
域
の
外
の
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば

監
視
区
域
の
外
の
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
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な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
監
視
設
備
）

（
監
視
設
備
）

第
二
十
六
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
通
常
時
及
び

第
二
十
六
条

施
設
検
査
対
象
施
設
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
通
常
時
及
び
設

設
計
評
価
事
故
時
に
お
い
て
、
当
該
使
用
前
検
査
対
象
施
設
及
び
そ
の
境
界

計
評
価
事
故
時
に
お
い
て
、
当
該
施
設
検
査
対
象
施
設
及
び
そ
の
境
界
付
近

付
近
に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
を
監
視
し
、
及
び
測
定
し
、

に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
を
監
視
し
、
及
び
測
定
し
、
並
び

並
び
に
設
計
評
価
事
故
時
に
お
け
る
迅
速
な
対
応
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を

に
設
計
評
価
事
故
時
に
お
け
る
迅
速
な
対
応
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
適
切

適
切
な
場
所
に
表
示
で
き
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
場
所
に
表
示
で
き
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
非
常
用
電
源
設
備
）

（
非
常
用
電
源
設
備
）

第
二
十
七
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
に
は
、
外
部
電
源
系
統
か
ら
の
電
気
の

第
二
十
七
条

施
設
検
査
対
象
施
設
に
は
、
外
部
電
源
系
統
か
ら
の
電
気
の
供

供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
監
視
設
備
そ
の
他
当
該
使
用
前
検
査
対

給
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
監
視
設
備
そ
の
他
当
該
施
設
検
査
対
象
施

象
施
設
の
安
全
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
使
用
す
る
こ
と
が

設
の
安
全
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

で
き
る
よ
う
に
、
必
要
に
応
じ
て
非
常
用
電
源
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

る
よ
う
に
、
必
要
に
応
じ
て
非
常
用
電
源
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
い
。

。

（
通
信
連
絡
設
備
等
）

（
通
信
連
絡
設
備
等
）

第
二
十
八
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
が
設
置
さ
れ
る
工
場
等
に
は
、
設
計
評

第
二
十
八
条

施
設
検
査
対
象
施
設
が
設
置
さ
れ
る
工
場
等
に
は
、
設
計
評
価

価
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
工
場
等
内
の
人
に
対
し
必
要
な
指
示
が

事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
工
場
等
内
の
人
に
対
し
必
要
な
指
示
が
で

で
き
る
よ
う
、
警
報
装
置
及
び
通
信
連
絡
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

き
る
よ
う
、
警
報
装
置
及
び
通
信
連
絡
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
２

使
用
前
検
査
対
象
施
設
が
設
置
さ
れ
る
工
場
等
に
は
、
設
計
評
価
事
故
が

２

施
設
検
査
対
象
施
設
が
設
置
さ
れ
る
工
場
等
に
は
、
設
計
評
価
事
故
が
発

発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
施
設
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
が
あ
る
場

生
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
施
設
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
が
あ
る
場
所

所
と
通
信
連
絡
が
で
き
る
よ
う
、
専
用
通
信
回
線
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

と
通
信
連
絡
が
で
き
る
よ
う
、
専
用
通
信
回
線
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
。

。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
の
拡
大
の
防
止
）

（
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
の
拡
大
の
防
止
）

第
二
十
九
条

使
用
前
検
査
対
象
施
設
は
、
発
生
頻
度
が
設
計
評
価
事
故
よ
り

第
二
十
九
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
発
生
頻
度
が
設
計
評
価
事
故
よ
り
低

低
い
事
故
で
あ
っ
て
、
当
該
使
用
前
検
査
対
象
施
設
か
ら
多
量
の
放
射
性
物

い
事
故
で
あ
っ
て
、
当
該
施
設
検
査
対
象
施
設
か
ら
多
量
の
放
射
性
物
質
又

質
又
は
放
射
線
を
放
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

は
放
射
線
を
放
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、

- 1128 -



- 7 -

て
、
当
該
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
で

当
該
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
な
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
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内

閣

府

令

○

第

号

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（

平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
事

業
者
が
作
成
す
べ
き
原
子
力
事
業
者
防
災
業
務
計
画
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

更
田

豊
志

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
事
業
者
が
作
成
す
べ
き
原
子
力
事
業
者
防
災
業
務
計
画
等
に
関
す
る

命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
事
業
者
が
作
成
す
べ
き
原
子
力
事
業
者
防
災
業
務
計
画
等
に
関
す
る
命
令

文
部
科
学
省

（
平
成
二
十
四
年

令
第
四
号
）
の
一
部
を
別
表
に
よ
り
改
正
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る

経
済
産
業
省

- 1130 -
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規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
も

の
と
す
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

※
官
報
掲
載
時
は【
別
表
】
の
体
裁
に
よ
る
新
旧
対
照
表
を
挿
入
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別
表

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
事
業
者
が
作
成
す
べ
き
原
子
力
事
業
者
防
災
業
務
計
画
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
原
子
力
事
業
者
防
災
業
務
計
画
）

（
原
子
力
事
業
者
防
災
業
務
計
画
）

第
二
条

［
１
～
４

略
］

第
二
条

［
１
～
４

同
上
］

５

原
子
力
事
業
者
防
災
業
務
計
画
は
、
核
燃
料
物
質
（
核
原
料
物
質
、
核

５

原
子
力
事
業
者
防
災
業
務
計
画
は
、
当
該
原
子
力
事
業
所
に
係
る
核
原

燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
を
い
い
、
同
条

二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
一

第
十
項
に
規
定
す
る
使
用
済
燃
料
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
核
燃
料

項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
第
一

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
原
子
核
分
裂
生
成
物
を
含
む
。
以
下
同

項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条

じ
。
）
の
取
扱
い
を
開
始
す
る
日
の
六
月
前
ま
で
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
保
安
規
定
の
認
可
の
申
請
書
を
提
出
す
る
日
ま

ら
な
い
。

で
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

［
略
］

６

［
同
上
］

（
原
子
力
防
災
資
機
材
）

（
原
子
力
防
災
資
機
材
）

第
四
条

［
１
～
３

略
］

第
四
条

［
１
～
３

同
上
］

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
原
子
力
規
制
委

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
原
子
力
規
制
委

員
会
は
、
法
第
二
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
令
第
一
条
第
四
項
第

員
会
は
、
法
第
二
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
令
第
一
条
第
四
項
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
者
（
法
第
二
条
第
三
号
ロ
及
び
ヘ
に

二
号
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
者
（
法
第
二
条
第
三
号
ロ
及
び
ヘ
に

掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
が
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚

掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
が
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚

染
さ
れ
た
物
を
運
搬
す
る
場
合
に
お
い
て
、
原
子
力
災
害
が
発
生
す
る
蓋

染
さ
れ
た
物
（
原
子
核
分
裂
生
成
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
運
搬
す

然
性
が
低
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
第
一

る
場
合
に
お
い
て
、
原
子
力
災
害
が
発
生
す
る
蓋
然
性
が
低
い
と
認
め
ら

項
の
表
の
三
の
項
ロ
中
「
四
台
」
と
あ
る
の
は
「
二
台
」
と
、
同
項
ハ
中

れ
る
と
き
は
、
当
該
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
第
一
項
の
表
の
三
の
項
ロ
中

「
二
台
」
と
あ
る
の
は
「
一
台
」
と
、
同
項
ヘ
中
「
四
台
」
と
あ
る
の
は

「
四
台
」
と
あ
る
の
は
「
二
台
」
と
、
同
項
ハ
中
「
二
台
」
と
あ
る
の
は

「
二
台
」
と
、
同
項
ト
中
「
二
台
」
と
あ
る
の
は
「
一
台
」
と
、
同
項
チ

「
一
台
」
と
、
同
項
ヘ
中
「
四
台
」
と
あ
る
の
は
「
二
台
」
と
、
同
項
ト

中
「
原
子
力
防
災
要
員
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
原
子
力
防
災
要
員
の
数
の

中
「
二
台
」
と
あ
る
の
は
「
一
台
」
と
、
同
項
チ
中
「
原
子
力
防
災
要
員

半
数
（
当
該
原
子
力
防
災
要
員
の
数
が
奇
数
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
二

の
数
」
と
あ
る
の
は
「
原
子
力
防
災
要
員
の
数
の
半
数
（
当
該
原
子
力
防

分
の
一
の
数
に
生
じ
た
端
数
を
切
り
捨
て
た
数
）
」
と
す
る
こ
と
が
で
き

災
要
員
の
数
が
奇
数
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
数
に
生
じ
た

る
。

端
数
を
切
り
捨
て
た
数
）
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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［
５
・
６

略
］

［
５
・
６

同
上
］

別
記
様
式
第
３
（
第
５
条
関
係
）

別
記
様
式
第
３
（
第
５
条
関
係
）

放
射
線
測
定
設
備
現
況
届
出
書

放
射
線
測
定
設
備
現
況
届
出
書

［

］

［

］

略
同
左

備
考
１

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る

備
考
１

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る

、
。

。

［

］

［

］

２
略

２
同
左

別
記
様
式
第
５
（
第
６
条
関
係
）

別
記
様
式
第
５
（
第
６
条
関
係
）

（

）

（

）

表
面

表
面

［

］

［

］

略
同
左

（

）

（

）

裏
面

裏
面

（

）

（

）

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法

抄
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法

抄

3
2

［

］

3
2

［

］

第
条

略
第

条
同
左

第
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は

万
円
以
下
の

第
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は

万
円
以
下
の

3
8

3
0

4
1

3
0

、
、

罰
金
に
処
す
る

罰
金
に
処
す
る

。
。

［

］

［

］

六
略

六
同
左

［

］

［

］

備
考

１
・
２

略
備
考

１
・
２

同
左

別
記
様
式
第
６
（
第
７
条
関
係
）

別
記
様
式
第
６
（
第
７
条
関
係
）

電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票

電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
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［

］

［

］

略
同
左

備
考
１

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

備
考
１

用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、
。

、
。

［

］

［

］

２
４

略
２

４
同
左

～
～

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（案） 

改正 令和 年  月  日 原規規発第        号 原子力規制委員会決定 

 

令和 年  月  日 

 

原子力規制委員会   

 

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈等の一

部改正について 

 

次の各号に掲げる規程の一部を、それぞれ当該各号に定める表により改正する。 

⑴ 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原管Ｐ

発第 1306193 号） 別表第１ 

⑵ 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の

審査基準（原管Ｐ発第 1306196 号） 別表第２ 

⑶ 試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準（原規研発第 1311273 号）

 別表第３ 

⑷ 加工施設における保安規定の審査基準（原管研発第 1311274 号） 別表第４ 

⑸ 使用済燃料貯蔵施設における保安規定の審査基準（原管廃発第 1311274 号） 別表第

５ 

⑹ 使用施設等における保安規定の審査基準（原規研発第 1311275 号） 別表第６ 

⑺ 再処理施設における保安規定の審査基準（原管研発第 1311278 号） 別表第７ 

⑻ 第二種廃棄物埋設事業に係る廃棄物埋設施設における保安規定の審査基準（原管廃発

第 1311278 号） 別表第８ 

⑼ 廃棄物管理施設における保安規定の審査基準（原管廃発第 13112712 号） 別表第９ 

⑽ 廃止措置段階の試験研究用等原子炉施設における保安規定の審査基準（原管廃発第

13112714 号） 別表第１０ 

 

附 則 

 この規程は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号）第３条の規定

の施行の日（令和２年４月１日）から施行する。 

 

別紙５－１５ 
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別表第１ 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

第２３条（炉心等） 

１ （略） 

２ 第２項に規定する「その他の燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支

持構造物に加わる負荷」には、燃料体における核分裂生成物質の蓄積に

よる燃料被覆管の内圧上昇及び熱応力等の荷重を含む。 

３ 第１項から第３項の燃料体の物理的性質、化学的性質及び強度等につ

いては「燃料体に関する要求事項（別記－２）」によること。 

第２２条（炉心等） 

１ （略） 

２ 第２項における「その他の燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持

構造物に加わる負荷」には、燃料体における核分裂生成物質の蓄積によ

る燃料被覆管の内圧上昇、熱応力等の荷重を含むものとする。 

（新設） 

 

（別記－２として、別添の内容を加える。）  
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別記－２ 

燃料体に関する要求事項 

 

技術基準規則第２２条第１項の規定に対応する燃料体に関する要求事項については、以下のとおり

とする。この場合において、以下の規定は、法第４３条の３の１１第２項に定める使用前事業者検査

の確認を行うまでの間適用する。 

 

１．二酸化ウラン燃料材 

二酸化ウラン燃料材は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 

⑴ 高速増殖炉以外の発電用原子炉に用いる場合にあっては、次の表の上欄に掲げる元素を含有す

る場合における当該元素の含有量のウランの含有量に対する百分率の値は、それぞれ同表の下欄

に掲げる値であること。 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 高速増殖炉に用いる場合にあっては、当該燃料体に含まれる不純物の含有量の全重量に対する

百分率の値は、実用上差し支えないものであること。 

⑶ ウラン 235 の含有量のウランの含有量に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。 

⑷ ペレット型燃料多剤にあっては、ペレットが次に適合すること。 

① 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 

② 密度の偏差は、著しく大きくないこと。 

③ 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 

④ 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 

⑸ ガドリ二ウムを添加していないものにあっては次に適合すること 

① ウランの含有量の全重量に対する百分率の値は、87.7 以上であること。 

② 酸素の原子数のウランの原子数に対する比率の値は、1.99 以上 2.02 以下であること。 

⑹ ガドリニウムを添加したものにあっては、次に適合すること。 

① ウランの含有量の全重量に対する百分率の値は、実用上差し支えがないものであること。 

② 酸素の原子数のウランの原子数に対する比率の値は、実用上差し支えがないものであるこ

と。 

③ ガドリニウムの含有量の全重量に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。 

④ ガドリニウムの均一度は、実用上差し支えがないものであること。 

 

２．ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材 

ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材は、次のいずれにも適合するものでなければならない。 

⑴ 各元素の含有量の全重量に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。 

⑵ 酸素の原子数のウラン及びプルトニウムの原子数の合計に対する比率の値は、実用上差し支え

がないものであること。 

⑶ ウラン 235、プルトニウム 239 及びプルトニウム 241 の含有量の合計のウラン及びプルトニウ

炭素 0.010 以下 

ふっ素 0.0015 以下 

水素 0.0002 以下 

窒素 0.0075 以下 
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ムの含有量の合計に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。 

⑷ プルトニウムの均一度は、実用上差し支えがないものであること。 

⑸ ペレット型燃料材にあっては、ペレットが次に適合すること。 

① 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 

② 密度の偏差は、著しく大きくないこと。 

③ 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 

④ 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 

 

３．ジルコニウム合金燃料被覆材 

 ジルコニウム合金燃料被覆材は、次のいずれにも適合するものでなければならない。 

⑴ 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 

⑵ 被覆材の軸は、著しく湾曲していないこと。 

⑶ 各元素の含有量の全重量に対する百分率の値は、日本産業規格 H4751（2016）「ジルコニウム合

金管」の「4品質」の表 2及び表 3に規定する値であること。 

⑷ 日本産業規格 H4751（20161998）「ジルコニウム合金管」の「附属書 3水素化物方位試験方法」

又はこれと同等の方法によって水素化物方位試験を行ったとき、水素化物方向性係数が 0.45 を

超えないこと。 

⑸ 日本産業規格 H4751（2016）「ジルコニウム合金管」の「附属書 4超音波探傷試験方法」又はこ

れと同等の方法によって超音波探傷試験を行ったとき、対比試験片の人工傷からの欠陥信号と同

等以上の欠陥信号がないこと。 

⑹ 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 

⑺ 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 

⑻ 表面の粗さの程度は、実用上差し支えがないものであること。 

⑼ 日本産業規格 H4751（2016）「ジルコニウム合金管」の「附属書 2腐食試験方法」又はこれと同

等の方法によって腐食試験を行ったとき、表面に著しい白色又は褐色の酸化物が付着せず、かつ、

腐食質量増加が 3日間で 22mg/dm 以下又は 14 日間で 38mg/dm2以下であること。 

⑽ 再結晶焼きなましを行ったものにあっては、次に適合すること。 

① 日本産業規格 H4751（2016）「ジルコニウム合金管」の「附属書 1結晶粒度試験方法」又はこ

れと同等の方法によって結晶粒度試験を行ったとき、結晶粒度が結晶粒度番号 7 同等又はそ

れより細かいこと。 

② 日本産業規格 Z2241（2011）「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試

験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが日本産業規格 H4751（2016）「ジルコニウム合金管」

の「4品質」の表 4に規定する値であること。 

⑾ 応力除去焼きなましを行ったものにあっては、日本産業規格 Z2241（2011）「金属材料引張試験

方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な

値であること。 

 

４．ステンレス鋼燃料被覆材 

ステンレス鋼燃料被覆材は、次のいずれにも適合するものでなければならない。 

⑴ 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 

⑵ 被覆材の軸は、著しく湾曲していないこと。 

⑶ 次の表の上欄に掲げる元素を含有する場合における当該元素の含有量の全重量に対する百分

率の値は、それぞれ同表の下欄に掲げる値であること。 
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⑷ ニオブ、チタン及びホウ素の含有量の全重量に対する百分率の値は、それぞれ実用上差し支え

がないものであること。 

⑸ 日本産業規格 Z2344（1993）「金属材料のパルス反射法による超音波探傷試験方法通則」又はこ

れと同等の方法によって超音波探傷試験を行ったとき、対比試験片の人工傷からの欠陥信号と同

等以上の欠陥信号がないこと。 

⑹ 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 

⑺ 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 

⑻ 表面の粗さの程度は、実用上差し支えがないものであること。 

⑼ 結晶粒度は、実用上差し支えがないものであること。 

⑽ 日本産業規格 Z2241（2011）「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験

を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。 

 

５．ジルコニウム合金端栓 

⑴ 再結晶焼きなましを行ったジルコニウム合金端栓は、日本産業規格 Z2241（2011）「金属材料引

張試験方法」又はこれと同等の方法によって次の表の上欄に掲げるいずれかの試験温度において

引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが同欄に掲げる試験温度の区分に応じ、それぞ

れ同表の下欄に掲げる値であるものでなければならない。 

 

⑵ 応力除去焼き鈍しを行ったジルコニウム合金端栓は、日本産業規格 Z2241（2011）「金属材料引

張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが

必要な値であること。 

⑶ 前記２．の規定はジルコニウム合金端栓に準用する。ただし、第六条第三号の日本産業規格

H4751(2016)「ジルコニウム合金管」の「4品質」の表 3に掲げるニオブ及びカルシウムを除く。 

 

６．ステンレス鋼端栓 

前記４．（⑵､⑸､⑻及び⑼を除く。）の規定は、ステンレス鋼端栓に準用する。 

 

７．その他の部品 

炭素 

けい素 

マンガン 

リン 

0.08 以下 

1.00 以下 

2.00 以下 

0.040 以下 

硫黄 0.030 以下 

ニッケル 10.00 以上 14.00 以下 

クロム 

モリブデン 

16.00 以上 18.00 以下 

2.00 以上 3.00 以下 

温度 
引張試験 

引張強さ(N/mm2) 耐力（N/mm2） 伸び(%) 

10℃以上 35℃以下 415 以上 240 以上 14 以上 

316℃ 215 以上 105 以上 24 以上 
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燃料材、燃料被覆材、端栓以外の燃料体の部品は、次のいずれにも適合するものでなければなら

ない。 

⑴ 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 

⑵ 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 

⑶ 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 

⑷ 支持格子、上部支持板、下部支持板、ワイヤスペーサ、ラッパ管、ハンドリングヘッド及びエ

ントランスノズルにあっては、次に適合すること 

① 各元素の含有量の全重量に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。 

② 日本産業規格 Z2241（2011）「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試

験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。 

 

８．燃料要素 

燃料要素は、次のいずれにも適合するものでなければならない。 

⑴ 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 

⑵ 燃料要素の軸は、著しく湾曲していないこと。 

⑶ 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 

⑷ 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 

⑸ 日本産業規格 Z4504(2008)「放射線表面汚染の測定方法－β線放出核種（最大エネルギー

0.15MeV 以上）及びα線放出核種」における間接測定法又はこれと同等の方法によって測定した

とき、表面に付着している核燃料物質の量が 0.00004Bq/mm2を超えないこと。 

⑹ ヘリウム漏えい試験を行ったとき、漏えい量が 1億分の 304MPa･mm3/s を超えないこと。 

⑺ 溶接部にブローホール、アンダーカット等で有害なものがないこと。 

⑻ 部品の欠如がないこと。 

 

９．燃料体 

燃料要素の集合体である燃料体は、次のいずれにも適合するものでなければならない。 

⑴ 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 

⑵ 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 

⑶ 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 

⑷ 部品の欠如がないこと。 
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別表第２ 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準 新旧対照表（案） 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

発電用原子炉設置者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」

という。）第４３条の３の２４第１項の規定に基づき、工場又は事業所

ごとに保安規定を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前

に原子力規制委員会の認可を受けることが義務付けられている。 

 これを受け、認可を受けようとする発電用原子炉設置者は、研究開

発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（平成１２年総理府

令第１２２号。以下「研開炉規則」という。）第８７条第１項各号にお

いて規定されている事項について定め、申請書を提出することが求め

られている。 

申請書を受理した原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者から申

請された保安規定について、原子炉等規制法第４３条の３の２４第２

項に定める認可要件である 

・原子炉等規制法第４３条の３の５第１項若しくは第４３条の３の

８第１項の許可を受けたところ又は同条第３項若しくは第４項

前段の規定により届け出たところによるものでないと認められ

ないこと 

・核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用

原子炉による災害の防止上十分でないものであると認められな

いこと 

発電用原子炉設置者は、核原料物質、核燃料物質及び発電用原子炉

の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規

制法」という。）第４３条の３の２４第１項の規定に基づき、事業所

ごとに保安規定を定め、原子力規制委員会の認可を受けることが義務

付けられている。 

これを受け、認可を受けようとする発電用原子炉設置者は、研究開

発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（平成十二年総理府

令第百二十二号。以下「研開炉規則」という。）第８７条第１項にお

いて規定されている各項目について定め、申請書を提出することが求

められている。 

申請書を受理した原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者から申

請された保安規定について、原子炉等規制法第４３条の３の２４第２

項に定める認可要件である「核燃料物質若しくは核燃料物質によって

汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないと認め

られない」ことを確認するための審査を行うこととしている。 
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を確認するための審査を行うこととしている。 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、

保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定め

る。 

ただし、研開炉規則第８７条第１項各号において定められている事

項の中には、設置の工事に着手する段階で定めることが困難であり、

かつ、これらをその段階で定めていなくても災害の防止上支障がない

事項が存在することから、核燃料物質を初めて工場若しくは事業所に

搬入又は原子炉に装荷するまでの間において適用される保安規定の

審査に当たっては、これらの事項を定める時期が設定されていること

及びその時期までにこれらの事項を定めることにより、災害の防止上

支障がないものと認められることを審査において確認することとす

る。 

 

研開炉規則第８７条第１項第１号 関係法令及び保安規定の遵守の

ための体制 

１．関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を

含む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領書、手

順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めると

ともに、これを遵守することが定められていること。また、これら

の文書の位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の積

極的な関与が明記されていること。 

２． （略） 

 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、

保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定め

る。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研開炉規則第８７条第１項第１号 関係法令及び保安規定の遵守の

ための体制 

○ 関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を

含む。）に関することについては、保安規定に基づき要領書、作

業手順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定

めるとともに、これを遵守し、その位置付けが明確にされている

こと。特に、経営責任者の積極的な関与が明記されていること。 

 

○ （略） 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研開炉規則第８７条第１項第２号 品質マネジメントシステム 

１．品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）については、

原子炉等規制法第４３条の３の５第１項又は第４３条の３の８第

１項の許可（以下単に「許可」という。）を受けたところによるもの

であり、かつ、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の基準に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第２

号）及び原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体

制の基準に関する規則の解釈（原規規発第１９１２２５７号－２

（令和元年１２月２５日））を踏まえて定められていること。 

 

 

２．具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織及

び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等の位

研開炉規則第８７条第１項第２号 安全文化醸成のための体制 

○ 安全文化を醸成するための体制（経営責任者の関与を含む。）に

関することについては、保安規定に基づき要領書、作業手順書そ

の他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めるととも

に、その位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の

積極的な関与が明記されていること。 

○ 保安の確保を最優先する価値観を組織の中で形成し、維持し、強

化していく当該組織としての文化を継続的に醸成するための体制

を確実に構築することが明確となっていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第３号 発電用原子炉施設の品質保証 

○ 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第７条の３から

第７条の３の７及び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉

の設置、運転等に関する規則第２６条の２から第２６条の２の７

の要求事項に対する社団法人日本電気協会電気技術規程「原子力

発電所における安全のための品質保証規程（ＪＥＡＣ４１１１-２

００９）」の取扱いについて（内規）」（平成２１･０９･１４原

院第１号（平成２１年１０月１６日原子力安全・保安院制定（Ｎ

ＩＳＡ－１６５ｃ－０９－１、ＮＩＳＡ－１９６ｃ－０９－３）））

において認められたＪＥＡＣ４１１１－２００９又はそれと同等

の規格に基づく品質保証計画が定められていること。 

○ 品質保証に関する記載内容については、「原子力発電所の保安規

定における品質保証に関する記載について」（平成１６･０３･０
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置付けを含めて、発電用原子炉施設の保安活動に関する管理の程度

が把握できるように定められていること。また、その内容は、原子

力安全に対する重要度に応じて、その適用の程度を合理的かつ組織

の規模に応じたものとしているとともに、定められた内容が、合理

的に実現可能なものであること。 

３．その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法に

ついて明確にされていること。この具体的な方法について保安規定

の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文書体系

について明確にされていること。 

４．手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要領

書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵守するた

めに、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等

といったＱＭＳに係る文書の階層的な体系における位置付けが明

確にされていること。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

４原院第３号（平成１６年３月２２日原子力安全・保安院制定（Ｎ

ＩＳＡ－１６５ａ－０４－３）））を参考として記載しているこ

と。 

 

 

（新設） 

 

 

 

○ 作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、

研開炉規則第７１条に規定された要領書、作業手順書その他保安

に関する文書について、これらを遵守するために、重要度等に応

じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等といった品質保証

に係る文書の階層的な体系の中で、その位置付けが明確にされて

いること。 

○ 発電用原子炉施設の定期的な評価に関することについては、「実

用発電用原子炉施設における定期安全レビューの実施について」

（平成２０・０８・２８原院第８号（平成２０年８月２９日原子

力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１６７ａ－０８－１）））を参

考に、研開炉規則第７２条に規定された発電用原子炉施設の定期

的な評価を実施するための手順及び体制を定め、当該評価を定期

的に実施することが定められていること。 

○ 発電用原子炉施設の定期的な評価に関することについては、研開
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研開炉規則第８７条第１項第３号 発電用原子炉施設の運転及び管

理を行う者の職務及び組織 

１．発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき措置に必要な組織

及び各職位の職務内容が定められていること。 

（削る） 

 

 

研開炉規則第８７条第１項第４号、第５号、第６号 発電用原子炉主

任技術者の職務

の範囲等 

１． （略） 

２．発電用原子炉主任技術者が保安の監督の責務を十分に果たすこと

ができるようにするため、原子炉等規制法第４３条の３の２６第２

項において準用する第４２条第１項に規定する要件を満たすこと

を含め、職務範囲及びその内容（発電用原子炉の運転に従事する者

は、発電用原子炉主任技術者が保安のために行う指示に従うことを

含む。）について適切に定められていること。また、発電用原子炉

炉規則第７２条第１項の規定に基づく措置を講じたときは、同項

各号に掲げる評価の結果を踏まえて、発電用原子炉設置者及びそ

の従業員が遵守すべき必要な措置（以下「保安活動」という。）

の計画、実施、評価及び改善並びに品質保証計画の改善を行うこ

とが定められていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第４号 発電用原子炉施設の運転及び管

理を行う者の職務及び組織 

○ 本店における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき措置

に必要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。 

○ 事業所における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき措

置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第５号、６号、７号 発電用原子炉主任技

術者の職務の範囲等 

 

○ （略） 

○ 発電用原子炉主任技術者が保安の監督の責務を十全に果たすこと

ができるようにするため、原子炉等規制法第４３条の３の２６第

２項において準用する第４２条第１項に規定する要件を満たすこ

とを含め、職務範囲及びその内容（原子炉の運転に従事する者は、

発電用原子炉主任技術者が保安のために行う指示に従うことを含

む。）について適切に定められていること。また、発電用原子炉
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主任技術者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及び組織上

の位置付けがなされていること。 

３．特に、発電用原子炉主任技術者が保安の監督に支障を来すことが

ないよう、上位者等との関係において独立性が確保されているこ

と。なお、必ずしも工場又は事業所の保安組織から発電用原子炉主

任技術者が独立していることが求められるものではない。 

４．電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監督

の責務を十分に果たすことができるようにするため、電気事業法第

４３条第４項に規定する要件を満たすことを含め、職務範囲及びそ

の内容について適切に定められていること。また、電気主任技術者

及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監督を適切に行う上

で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされていること。 

 

５．発電用原子炉主任技術者、電気主任技術者及びボイラー・タービ

ン主任技術者が相互の職務について情報を共有し、意思疎通を図る

ことが定められていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第７号 保安教育 

１．発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者（役務を供給する事業

者に属する者を含む。以下「従業員」という。）について、保安教育

実施方針が定められていること。 

２．従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計画

を定め、計画的に保安教育を実施することが定められていること。 

主任技術者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及び組織

上の位置付けがなされていること。 

○ 特に、発電用原子炉主任技術者が保安の監督に支障をきたすこと

がないよう、上位者等との関係において独立性が確保されている

こと。なお、必ずしも事業所の保安組織から発電用原子炉主任技

術者が、独立していることが当然に求められるものではない。 

○ 電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監督

の責務を十全に果たすことができるようにするため、電気事業法

第４３条第４項に規定する要件を満たすことを含め、職務範囲及

びその内容について適切に定められていること。また、電気主任

技術者及びボイラー・タービン主任技術者が監督を適切に行う上

で必要な権限及び組織上の位置付けに関することが定められてい

ること。 

○ 発電用原子炉主任技術者、電気主任技術者及びボイラー・タービ

ン主任技術者が相互の職務について情報を共有し、意思疎通が図

られることが定められていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第８号 保安教育 

○ 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針が定め

られていること。 

 

○ 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針に基づ

き、保安教育実施計画を定め、計画的に保安教育を実施すること
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３．従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状況

を確認することが定められていること。 

４．燃料取替に関する業務の補助及び放射性廃棄物取扱設備に関する

業務の補助を行う従業員については、当該業務に係る保安教育を実

施することが定められていること。 

 

５．保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こ

さないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、その見

直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第８号イからハまで 発電用原子炉施設

の運転に関する体

制、確認すべき事

項、異状があった

場合の措置等 

１． （略） 

２．発電用原子炉施設の運転管理に係る組織内規程類を作成すること

が定められていること。 

３． （略） 

４．発電用原子炉の起動その他の発電用原子炉の運転に当たって確認

すべき事項について定められていること。 

５．地震、火災、有毒ガス（予期せず発生するものを含む。）等の発生

が定められていること。 

○ 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針に基づ

いた保安教育実施状況を確認することが定められていること。 

○ 協力企業の従業員のうち、燃料取替に関する業務の補助及び放射

性廃棄物取扱設備に関する業務の補助を行う協力企業従業員につ

いては、従業員に準じて保安教育を実施することが定められてい

ること。 

○ 保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こ

さないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容とその

見直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第９号 発電用原子炉施設の運転 

 

 

 

 

○ （略） 

○ 発電用原子炉施設の運転管理に係る社内規程類を作成することが

定められていること。 

○ （略） 

○ 原子炉起動前に確認すべき事項について定められていること。 

 

○ 地震・火災・有毒ガス（予期せず発生するものを含む。）等発生
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時に講ずべき措置について定められていること。 

６． （略） 

７．発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系統

及び機器、重大事故等対処設備等について、運転状態に対応した運

転上の制限（Limiting Conditions for Operation。以下「ＬＣＯ」

という。）、ＬＣＯを逸脱していないことの確認（以下「サーベイラ

ンス」という。）の実施方法及び頻度、ＬＣＯを逸脱した場合に要求

される措置（以下単に「要求される措置」という。）並びに要求され

る措置の完了時間（Allowed Outage Time。以下「ＡＯＴ」という。）

が定められていること。 

なお、ＬＣＯ等は、許可を受けたところによる安全解析の前提条

件又はその他の設計条件を満足するように定められていること。 

 

 

８．サーベイランスの実施方法については、確認する機能が必要とな

る事故時等の条件で必要な性能が発揮できるかどうかを確認（以下

「実条件性能確認」という。）するために十分な方法（事故時等の条

件を模擬できない場合等においては、実条件性能確認に相当する方

法であることを検証した代替の方法を含む。）が定められているこ

と。また、サーベイランス及び要求される措置を実施する時期の延

長に関する考え方、サーベイランスの際のＬＣＯの取扱い等が定め

られていること。 

９．ＬＣＯを逸脱した場合について、事象発見からＬＣＯに係る判断

時に講ずべき措置について定められていること。 

○ （略） 

○ 発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系統、

機器及び重大事故等対処設備等について、運転状態に対応した運

転上の制限（以下「ＬＣＯ」という。）を満足していることの確

認の内容（以下「サーベランス」という。）、ＬＣＯを満足して

いない場合に要求される措置（以下「要求される措置」という。）

及び要求される措置の完了時間（以下「ＡＯＴ」という。）が定

められていること。 

 

なお、ＬＣＯ等は、原子炉等規制法第４３条の３の５による発

電用原子炉施設設置許可及び同法第４３条の３の８による発電用

原子炉施設設置変更許可において行った安全解析の前提条件又は

その他の設計条件を満足するように定められていること。 

○ ＬＣＯの確認について、サーベランス実施方法、サーベランス及

び要求される措置を実施する間隔の延長に関する考え方、確認の

際のＬＣＯの取扱い等が定められていること。 

 

 

 

 

 

○ ＬＣＯを満足しない場合について、事象発見からＬＣＯに係る判
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までの対応目安時間等を組織内規程類に定めること及び要求され

る措置等の取扱方法が定められていること。 

１０． （略） 

１１．ＬＣＯを逸脱した場合のほか、緊急遮断等の異常発生時や監視

項目が警報設定値を超過するなどの異状があった場合の基本的対

応事項及び講ずべき措置並びに異常収束後の措置について定めら

れていること。 

１２．ＬＣＯが設定されている設備等について、予防保全を目的とし

た保全作業をその機能が要求されている発電用原子炉の状態にお

いてやむを得ず行う場合には、当該保全作業が限定され、原則とし

てＡＯＴ内に完了することとし、必要な安全措置を定め、確率論的

リスク評価（ＰＲＡ：Probabilistic Risk Assessment）等を用いて

措置の有効性を検証することが定められていること。 

（削る） 

 

 

 

 

 

研開炉規則第８７条第１項第８号ニ 発電用原子炉の運転期間 

１． （略） 

２． （略） 

３．発電用原子炉ごとに、説明書に記載された①発電用原子炉を停止

断までの対応目安時間等を社内規程類に定めること及び要求され

る措置等の取扱い方法が定められていること。 

○ （略） 

○ 異常発生時の基本的対応事項及び採るべき措置並びに異常収束後

の措置について定められていること。 

 

 

○ 予防保全を目的とした保全作業について、やむを得ず保全作業を

行う場合には、法令に基づく点検及び補修、事故又は故障の再発

防止対策の水平展開として実施する点検及び補修等に限ることが

定められていること。 

 

 

○ 予防保全を目的とした保全作業の実施について、ＡＯＴ内に完了

することが定められていること。 

なお、ＡＯＴ内で完了しないことが予め想定される場合には、

当該保全作業が限定され、必要な安全措置を定めて実施すること

が定められていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第１０号 発電用原子炉の運転期間 

○ （略） 

○ （略） 

（新設） 
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して行う必要のある点検及び検査の間隔から定まる期間、②燃料交

換の間隔から定まる期間（発電用原子炉起動から次回の定期事業者

検査を開始するために発電用原子炉を停止するまでの期間）、のう

ちいずれか短い期間の範囲内で、研開炉規則第５１条に定める定期

事業者検査を実施すべき時期の区分を上限として、発電用原子炉の

運転期間（定期事業者検査が終了した日から次回の定期事業者検査

を開始するために発電用原子炉を停止するまでの期間）が記載され

ていること。なお、発電用原子炉の運転期間の設定に当たっては、

発電用原子炉を起動してから定期事業者検査が終了するまでの期

間も考慮していること。 

研開炉規則第７７条第４項の見直しの結果の内容は、「実用発電

用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」（原管Ｐ発第１３

０６１９８号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））を参

考として記載していること。 

４．特に、同結果において、発電用原子炉の運転期間の変更に伴う長

期施設管理方針の変更の有無及びその理由が明らかとなっている

こと。 

５．発電用原子炉の運転期間を延長する場合には、研開炉規則第５１

条に定める定期事業者検査を実施すべき時期の区分を上限として、

段階的に延長することとなっていること。 

６．運転期間が１３月を超える延長の場合には、当該延長に伴う許可

を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則した影

響評価の結果が説明書に記載されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 
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７．説明書に記載された燃料交換の間隔から定まる期間については、

期間を変更した後においても発電用原子炉の安全性について許可

を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針を満たして

いること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第８号ホ 発電用原子炉施設の運転の安

全審査 

１． （略） 

 

研開炉規則第８７条第１項第９号 管理区域、保全区域及び周辺監視

区域の設定等 

１． （略） 

２． （略） 

３．管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措置

を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気中

の放射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれのある物の表

面汚染密度の基準が定められていること。 

４． （略） 

５． （略） 

６．管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びこれを遵守さ

せる措置が定められていること。 

７．管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に講

ずべき事項が定められていること。 

（新設） 

 

 

 

 

研開炉規則第８７条第１項第１２号 発電用原子炉施設の運転の安

全審査 

○ （略） 

 

研開炉規則第８７条第１項第１２号 管理区域、保全区域及び周辺監

視区域の設定等 

○ （略） 

○ （略） 

○ 管理区域内において特別措置が必要な区域について採るべき措置

を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気

中の放射性物質濃度及び床、壁、その他人の触れるおそれのある

物の表面汚染密度の基準が定められていること。 

○ （略） 

○ （略） 

○ 管理区域へ出入りする所員に遵守させるべき事項及びそれを遵守

させる措置が定められていること。 

○ 管理区域から物品又は核燃料物質等を搬出及び運搬する際に講ず

べき事項が定められていること。 
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８． （略） 

９． （略） 

１０．役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必要

事項及びこれを遵守させる措置が定められていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第１０号 排気監視設備及び排水監視設

備 

１．放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定等

の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにその使

用方法が定められていること。 

（削る） 

 

 

２．これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理方

法の一部として、第１８号における施設管理に関する事項と併せて

定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測定に係

るものの使用方法については、施設全体の管理方法の一部として、

第１２号における放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に

関する事項と併せて定められていてもよい。 

 

研開炉規則第８７条第１項第１１号 線量、線量当量、汚染の除去等 

１．放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないた

めの措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められているこ

○ （略） 

○ （略） 

○ 請負会社に対して遵守させる放射線防護上の必要事項及びそれを

遵守させる措置が定められていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第１３号 排気監視設備及び排水監視設

備 

○ 放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の管理目標値及

び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄物の

放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

○ 放射性気体廃棄物の放出箇所、放射性気体廃棄物の放出管理目標

値を満たすための放出量管理方法、並びに放射性気体廃棄物の放

出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

研開炉規則第８７条第１項第１４号 線量、線量当量、汚染の除去等 

○ 放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないた

めの措置が定められていること。 

- 1152 -



 

13 
 

と。 

２．国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した放

射線防護の基本的考え方を示す概念（as low as reasonably 

achievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神にのっとり、放射

線業務従事者が受ける線量を管理することが定められていること。 

３．研開炉規則第７３条に基づく床、壁等の除染を実施すべき表面汚

染密度の明確な基準が定められていること。 

４． （略） 

５． （略） 

６．核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を除く。）

の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事業所の外

での運搬中に関するものを除く。）が定められていること。なお、こ

の事項は、第１３号又は第１４号における運搬に関する事項と併せ

て定められていてもよい。 

７．原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合にお

いては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法

に基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内容を満

足するよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含まれる放射

性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り扱うことが

定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分け

等を明確にするため、第１４号における放射性廃棄物の管理に関す

る事項と併せて定められていてもよい。 

（削る） 

 

（新設） 

 

 

 

○ 研開炉規則第７３条に基づく、床・壁等の除染を実施すべき表面

汚染密度の明確な基準が定められていること。 

○ （略） 

○ （略） 

○ 核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を除く。）

の事業所外への運搬に関する事業所内の行為が定められているこ

と。 

 

 

○ 原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合にお

いては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方

法に基づき、同法第６１条の２第１項の確認を受けようとする物

に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行うことが

定められていること。 

 

 

 

○ 原子炉等規制法第６１条の２第１項の確認を受けようとする物の
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８．放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原

子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて

（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５月２７日

原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））を参

考として定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物と

の仕分け等を明確にするため、第１４号における放射性廃棄物の管

理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

９． （略） 

 

研開炉規則第８７条第１項第１２号 放射線測定器の管理及び放射

線の測定の方法 

１．放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以下

同じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びにその使

用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められていること。 

（削る） 

取扱いに関することについては、「放射能濃度の測定及び評価の

方法の認可について（内規）」（平成１７･１１･３０原院第６号

（平成１８年１月３０日原子力安全・保安院制定）及び平成２３・

０６・２０原院第４号（平成２３年７月１日同院改正））を参考

として記載していること。 

なお、原子炉等規制法第６１条の２第２項による放射能濃度の

測定及び評価方法の認可において記載された内容を満足するよう

に定められていること。 

○ 放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「 

原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いにつ

いて（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５

月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－

１）））を参考として記載していること。 

 

 

○ （略） 

 

研開炉規則第８７条第１項第１５号 放射線測定器の管理 

 

○ 放出管理用計測器について、計測器の種類、所管箇所及び数量が

定められていること。 

 

○ 放射線計測器について、計測器の種類、所管箇所及び数量が定め
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２．放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理方

法の一部等として、第１８号における施設管理に関する事項と併せ

て定められていてもよい。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

研開炉規則第８７条第１項第１３号 核燃料物質の受払い、運搬、貯

蔵等 

１．工場又は事業所内における新燃料の運搬及び貯蔵並びに使用済燃

料の運搬及び貯蔵に際して、臨界に達しないようにする措置その他

の保安のために講ずべき措置を講ずること、貯蔵施設における貯蔵

の条件等が定められていること。 

２．新燃料及び使用済燃料の工場又は事業所の外への運搬に関する行

為（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に関する

ことが定められていること。なお、この事項は、第１１号又は第１

４号における運搬に関する事項と併せて定められていてもよい。 

（削る） 

られていること。 

（新設） 

 

 

 

研開炉規則第８７条第１項第１６号 発電用原子炉施設の巡視及び

点検 

○ 日常の保安活動の評価を踏まえ、発電用原子炉施設の点検対象施

設並びに設備の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関するこ

と（巡視及び点検の頻度を含む。）について、適切な内容が定め

られていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第１７号 核燃料物質の受払、運搬、貯蔵

等 

○ 事業所構内における新燃料の運搬及び貯蔵並びに使用済燃料の運

搬及び貯蔵に際して保安のために講ずべき措置として、運搬する

場合に臨界に達しない措置を講ずること及び貯蔵施設等が定めら

れていること。 

（新設） 

 

 

 

○ 燃料検査の際に保安のために講ずべき措置として、装荷予定の照
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３．燃料取替に際して、炉心の核的制限値及び熱的制限値の範囲内で

運転するために取替炉心の安全性評価を許可を受けたところによ

る安全評価と同様に行った上で燃料装荷実施計画を定めること及

び燃料移動手順に従うこと等が定められていること。なお、発電用

原子炉の運転期間の設定に関する説明書において取替炉心ごとに

管理するとした項目が、取替炉心の安全性評価項目等として定めら

れていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第１４号 放射性廃棄物の廃棄 

１． （略） 

２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又は

事業所の外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の

実施体制が定められていること。 

３．放射性固体廃棄物の工場又は事業所の外への運搬に関する行為

（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に係る体

制が構築されていることが明記されていること。なお、この事項は、

第１１号及び第１３号における運搬に関する事項と併せて定めら

れていてもよい。 

４．放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の放出管理目標

値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄

射された燃料のうちから選定した燃料の健全性に異常のないこと

を確認すること及び燃料使用の可否を判断すること等が定められ

ていること。 

○ 燃料取替に際して保安のために講ずべき措置として、燃料装荷実

施計画（取替炉心の安全性評価を含む。）を定めること及び燃料

移動手順に従うこと等が定められていること。 

なお、発電用原子炉の運転期間の設定に関する説明書において

取替炉心ごとに管理するとした項目が、取替炉心の安全性評価項

目等として定められていること。 

 

 

研開炉規則第８７条第１項第１８号 放射性廃棄物の廃棄 

○ （略） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

○ 放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の管理目標値及

び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄物の

- 1156 -



 

17 
 

物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

５． （略） 

６．平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評価

等）について定められていること。 

７．ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが定

められていること。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

研開炉規則第８７条第１項第１５号 非常の場合に講ずべき処置 

１． （略） 

放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

○ （略） 

（新設） 

 

（新設） 

 

○ 原子炉等規制法第６１条の２第１項の確認を受けようとする物の

取扱いに関することについては、「放射能濃度の測定及び評価の

方法の認可について（内規）」（平成１７･１１･３０原院第６号

（平成１８年１月３０日原子力安全・保安院制定）及び平成２３・

０６・２０原院第４号（平成２３年７月１日同院改正））を参考

として記載していること。 

なお、原子炉等規制法第６１条の２第２項による放射能濃度の

測定及び評価方法の認可において記載された内容を満足するよう

に定められていること。 

○ 放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原

子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについ

て（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５月

２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－

１）））を参考として記載していること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第１９号 非常の場合に講ずべき処置 

○ （略） 
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２．緊急時における運転に関する組織内規程類を作成することが定め

られていること。 

３． （略） 

４．緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別措

置法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力事業者防

災業務計画によることが定められていること。 

５． （略） 

６．次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事さ

せるための要員として選定することが定められていること。 

 

（１）・（２） （略） 

（３）実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に

従事する従業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第３項に

規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に規定する原子力

防災管理者又は同条第３項に規定する副原子力防災管理者で

あること。 

７．放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射

線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）、緊急作業

を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等の非常

の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められていること。 

 

８．事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定められ

ていること。 

○ 緊急時における運転操作に関する社内規程類を作成することが定

められていること。 

○ （略） 

○ 緊急事態の発生をもってその後の措置は防災業務計画によること

が定められていること。 

 

○ （略） 

○ 次の各号に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に

従事させるための要員として選定することが定められているこ

と。 

１．・２． （略） 

３．実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に従

事する従業員及び協力企業の従業員は、原子力災害対策特別措

置法第８条第３項に規定する原子力防災要員、同法第９条第１

項に規定する原子力防災管理者又は同法同条第３項に規定する

副原子力防災管理者であること。 
○ 放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射

線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）及び緊

急作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる

等の非常の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められて

いること。 

○ 事象が収束した場合は、緊急時体制を解除することが定められて

いること。 
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９． （略） 

 

研開炉規則第８７条第１項第１６号 設計想定事象等に係る発電用

原子炉施設の保全に関する措

置 

１．許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則し

た対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措置を

講ずることが定められていること。 

（１）発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関す

る計画を策定し、要員を配置するとともに、計画に従って必要

な活動を行わせること。特に、当該計画には、次に掲げる事項

を含めること。 

イ 火災 

可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その

他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関するこ

と。 

ロ 重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大事故等」

という。） 

① 重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止する

ための対策に関すること。 

② 重大事故等発生時における原子炉格納容器の破損を防止

するための対策に関すること。 

○ （略） 

 

研開炉規則第８７条第１項第２０号 火災発生時における発電用原

子炉施設の保全のための活動

を行う体制の整備 

○ 火災が発生した場合（以下「火災発生時」という。）における発

電用原子炉施設の保全のための活動（消防吏員への通報、消火又

は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活

動を含む。以下同じ。）を含む火災防護対策を行う体制の整備に

関し、次の各号に掲げる措置を講じることが定められていること。 

１．火災発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な計画を策定すること。 

２．火災の発生を消防官吏に確実に通報するために必要な設備を

設置すること。 

３．火災発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な要員を配置すること。 

４．火災発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を

行う要員に対する訓練に関すること。 

５．火災発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な化学消防自動車、泡消火薬剤その他の資機材

を備え付けること。 

６．持込物（可燃物）の管理に関すること。 

７．その他、火災発生時における発電用原子炉施設の保全のための
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③ 重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵す

る燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 

④ 重大事故等発生時における原子炉停止時の燃料体の著し

い損傷を防止するための対策に関すること。 

⑤ 発生する有毒ガスからの運転員等の防護に関すること。 

ハ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大

規模損壊」という。） 

① 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合

における消火活動に関すること。 

② 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和する

ための対策に関すること。 

③ 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和

するための対策に関すること。 

④ 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確

保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するため

の対策に関すること。 

⑤ 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減する

ための対策に関すること。 

（２）必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及

び訓練に関すること。特に重大事故等又は大規模損壊の発生時

における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活

動を行う要員に対する教育及び訓練については、それぞれ毎年

活動を行うために必要な体制を整備すること。 

８．火災発生時におけるそれぞれの措置について、定期的に評価す

るとともにその結果を踏まえて必要な措置を講じること。 
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１回以上定期に実施すること。 

（３）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源

車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、

照明器具、無線機器、フィルターその他の資機材を備え付ける

こと。 

（４）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な

体制を整備すること。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研開炉規則第８７条第１項第２１号 内部溢水発生時における発電

用原子炉施設の保全のための

活動を行う体制の整備 

○ 発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合（以下「内部溢

水発生時」という。）における発電用原子炉施設の保全のための

体制の整備に関し、次に掲げる措置を講じることが定められてい

ること。 

１．内部溢水発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行うための必要な計画を策定すること。 

２．内部溢水発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な要員を配置すること。 

３．内部溢水発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行う要員に対する訓練に関すること。 

４．内部溢水発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

え付けること 

５．その他、内部溢水発生時における発電用原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な体制を整備すること。 

６．内部溢水発生時におけるそれぞれの措置について、定期的に評

価するとともに、その結果を踏まえて必要な措置を講じるこ

と。 

 

研開炉規則第８７条第１項第２２号 重大事故等発生時における発

電用原子炉施設の保全のため

の活動を行う体制の整備 

○ 重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故を除く。）又は重大事故が発生した場合（以下「重

大事故等発生時」という。）における発電用原子炉施設の保全の

ための活動を行う体制の整備に関しては、次に掲げる措置を講じ

ることが定められていること。 

１．重大事故等発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な計画を策定すること。 

２．重大事故等発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な要員（以下「対策要員」という。）を

配置すること。 

３．対策要員に対する教育及び訓練を毎年一回以上定期的に実施

すること。 

４．重大事故等発生時における発電用原子炉施設の保全のための
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活動を行うために必要な電源車、消防自動車、消火ホースその

他の資機材を備え付けること。 

５．重大事故等発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な次に掲げる事項に関する社内規程類

を定め、これを対策要員に守らせること。 

一 重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止するた

めの対策に関すること。 

二 重大事故等発生時における原子炉格納容器の破損を防止す

るための対策に関すること。 

三 重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する

燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 

四 重大事故等発生時における原子炉停止時における燃料体の

著しい損傷を防止するための対策に関すること。 

五 発生する有毒ガスからの運転員等の防護に関すること。 

６．その他、重大事故等発生時における発電用原子炉施設の保全の

ための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

７．前各号の措置の内容について、定期的に評価するとともに、そ

の結果を踏まえて必要な措置を講じること。 

○ 重大事故等発生時におけるそれぞれの措置について、法第４３条

の３の５第１項に基づく設置許可申請書及び同添付書類又は法第

４３条の３の６第１項に基づく原子炉設置変更許可申請書及び同

添付書類に記載された有効性評価の前提条件その他の措置に関す

る基本的内容を満足するよう定められていること。 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研開炉規則第８７条第１項第２３号 大規模損壊発生時における発

電用原子炉施設の保全のため

の活動を行う体制の整備 

○ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊が発生した場合

（以下「大規模損壊時」という。）における発電用原子炉施設の

保全のための活動を行う体制の整備に関し、次に掲げる措置を講

じることが定められていること。 

１．大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な計画を策定すること。 

２．大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な要員を配置すること。 

３．大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行う要員に対する教育及び訓練を毎年一回以上定期的

に実施すること。 

４．大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な電源車、消防自動車、消火ホースその

他の資機材を備え付けること。 

５．大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な次に掲げる事項に関する社内規程類

を定め、これを要員に守らせること。 

一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合に
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研開炉規則第８７条第１項第１７号 記録及び報告 

１．発電用原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、

管理することが定められていること。その際、保安規定及びその下

おける消火活動に関すること。 

二 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するた

めの対策に関すること。 

三 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和す

るための対策に関すること。 

四 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保

するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対

策に関すること。 

五 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するた

めの対策に関すること。 

６．その他、大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全の

ための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

７．前各号の措置の内容について、定期的に評価するとともに、そ

の結果を踏まえて必要な措置を講じること。 

○ 大規模損壊発生時におけるそれぞれの措置について、法第４３条

の３の５第１項に基づく設置許可申請書及び同添付書類又は法第

４３条の３の６第１項に基づく原子炉設置変更許可申請書及び同

添付書類に記載された措置に関する内容を満足するよう定められ

ていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第２４号 記録及び報告 

○ 発電用原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、

管理することが定められていること。その際、保安規定及びその
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位文書において、必要な記録を適正に作成し、管理するための措置

が定められていること。 

２．研開炉規則第６２条に定める記録について、その記録の管理に関

すること（計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除く。）

が定められていること。 

３． （略） 

４． （略） 

５． （略） 

 

研開炉規則第８７条第１項第１８号 発電用原子炉施設の施設管理 

１．施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並びに

これらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使用前

事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイ

ド」（原規規発第１９１２２５７号－７（令和元年１２月２５日原

子力規制委員会決定））を参考として定めていること。 

２．発電用原子炉施設の経年劣化に係る技術的な評価に関することに

ついては、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイ

ド」を参考とし、研開炉規則第７７条に規定された発電用原子炉施

設の経年劣化に関する技術的な評価を実施するための手順及び体

制を定め、当該評価を定期的に実施することが定められているこ

と。 

３．運転を開始した日以後３０年を経過した発電用原子炉について

は、長期施設管理方針が定められていること。 

下位文書において、必要な記録を適切に作成し、管理するための

措置が定められていることが求められる。 

○ 研開炉規則第６２条に定める記録について、その記録の管理が定

められていること。（計量管理規定で定めるものを除く。） 

 

○ （略） 

○ （略） 

○ （略） 

 

研開炉規則第８７条第１項第２５号 発電用原子炉施設の保守管理 

○ 日常の保安活動の評価を踏まえ、発電用原子炉施設の保守管理に

関することについて、適切な内容が定められていること。 

 

 

 

○ 予防保全を目的とした保全作業について、やむを得ず保全作業を

行う場合には、法令に基づく点検及び補修、事故又は故障の再発

防止対策の水平展開として実施する点検及び補修等に限ることが

定められていること。 

 

 

○ 予防保全を目的とした保全作業の実施について、ＡＯＴ内に完了

することが定められていること。 
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４．研開炉規則第８７条第１項第１８号に掲げる発電用原子炉施設の

施設管理に関することを変更しようとする場合（研開炉規則第７７

条第１項から第３項までの規定により長期施設管理方針を策定し、

又は同条第４項の規定により長期施設管理方針を変更しようとす

る場合に限る。）は、申請書に研開炉規則第７７条第１項、第２項若

しくは第３項の評価の結果又は第４項の見直しの結果を記載した

書類（以下「技術評価書」という。）が添付されていること。 

５．長期施設管理方針及び技術評価書の内容は、「実用発電用原子炉施

設における高経年化対策実施ガイド」を参考として記載されている

こと。 

 

 

 

６．使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定め

られていること。 

７．燃料体に関する定期事業者検査として、装荷予定の照射された燃

料のうちから選定したものの健全性に異常のないことを確認する

こと、燃料使用の可否を判断すること等が定められていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第１９号 技術情報の共有 

なお、ＡＯＴ内で完了しないことがあらかじめ想定される場合

には、当該保全作業が限定され、必要な安全措置を定めて実施す

ることが定められていること。 

○ 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１１条第１項

及び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等

に関する規則第３０条第１項に掲げる保守管理について（内規）」

（平成２０・１２・２２原院第３号（平成２０年１２月２６日原

子力安全・保安院制定））において認められたＪＥＡＣ４２０９

－２００７又はそれと同等の規格に基づく保守管理計画が定めら

れていること。 

○ 保全計画は、施設定期検査申請書又は使用前検査申請書の添付資

料と同一のものであり、「発電用原子炉施設の使用前検査、施設

定期検査及び定期事業者検査に係る実用発電用原子炉の設置、運

転等に関する規則のガイド」（原規技発第１３０６１９２３号（平

成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））を参考として記載

していること。 

○ 溶接事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定めら

れていること。 

（新設） 

 

 

 

研開炉則第８７条第１項第２６号 技術情報の共有 
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１．プラントメーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた保

安に関する技術情報を他の事業者の情報共有の場を活用し、他の発

電用原子炉設置者と共有し、自らの発電用原子炉施設の保安を向上

させるための措置が定められていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第２０号 不適合発生時の情報の公開 

１． （略）  

２．情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登録等

に必要な事項が定められていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第２１号 その他必要な事項 

１．日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、発電用原

子炉施設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

２．保安規定を定める「目的」が、核燃料物質、核燃料物質によって

汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止を図るものとし

て定められていること。 

 

（削る） 

○ プラントメーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた保

安に関する技術情報を他の事業者の情報共有の場を活用し、他の

発電用原子炉設置者と共有し、自らの発電用原子炉施設の保安を

向上させるための措置が定められていること。 

 

研開炉規則第８７条第１項第２７号 不適合発生時の情報の公開 

○ （略） 

（新設） 

 

 

研開炉規則第８７条第１項第２８号 その他必要な事項 

○ 日常の品質保証活動の結果を踏まえ、必要に応じ、発電用原子炉

施設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

○ 発電用原子炉設置者が、核燃料物質、核燃料物質によって汚染さ

れた物又は発電用原子炉による災害を防止するため、保安活動を

原子炉等規制法第４３条の３の２４第１項の規定に基づき保安規

定として定めることが「目的」として定められていること。 

○ 安全文化を基礎とし、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９

７７年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念（ＡＬ

ＡＲＡ：as low as reasonably achievable)の精神にのっとり、

原子炉による災害防止のために適切な品質保証活動のもと保安活

動を実施することを「基本方針」として定められていること。 
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別表第３ 試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準 新旧対照表（案） 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

はじめに 

試験研究用等原子炉設置者は、核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉

等規制法」という。）第３７条第１項の規定に基づき、工場又は事

業所（船舶にあっては、その船舶。以下「事業所」という。）ごと

に保安規定を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工事に着手す

る前に原子力規制委員会の認可を受けることが義務付けられてい

る。 

これを受け、認可を受けようとする試験研究用等原子炉設置者

は、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭

和３２年総理府令第８３号。以下「試験炉規則」という。）第１５

条第１項各号において規定されている事項について定め、申請書を

提出することが求められている。 

申請書を受理した原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置

者から申請された保安規定について、原子炉等規制法第３７条第２

項に定める認可要件である 

・原子炉等規制法第２３条第１項若しくは第２６条第１項の許

可を受けたところ又は同条第２項の規定により届け出たとこ

ろによるものでないと認められないこと 

・核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は試

はじめに 

試験研究用等原子炉設置者は、核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉

等規制法」という。）第３７条第１項の規定に基づき、事業所ごと

に保安規定を定め、原子力規制委員会の認可を受けることが義務付

けられている。 

 

 

これを受け、認可を受けようとする試験研究用等原子炉設置者

は、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭

和３２年総理府令第８３号。以下「試験炉規則」という。）第１５

条第１項において規定されている各項目について定め、申請書を提

出することが求められている。 

申請書を受理した原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置

者から申請された保安規定について、原子炉等規制法第３７条第２

項に定める認可要件である「核燃料物質若しくは核燃料物質によっ

て汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上十分

でないと認められない」ことを確認するための審査を行うこととし

ている。 
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験研究用等原子炉による災害の防止上十分でないものである

と認められないこと 

を確認するための審査を行うこととしている。 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点か

ら、保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとお

り定める。 

ただし、試験炉規則第１５条第１項各号において定められている

事項の中には、設置の工事に着手する段階で定めることが困難で

あり、かつ、これらをその段階で定めていなくても災害の防止上支

障がない事項が存在することから、核燃料物質を初めて事業所に

搬入又は原子炉に装荷するまでの間において適用される保安規定

の審査に当たっては、これらの事項を定める時期が設定されている

こと及びその時期までにこれらの事項を定めることにより、災害の

防止上支障がないものと認められることを審査において確認する

こととする。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点か

ら、保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとお

り定める。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各号共通事項 

○ 試験炉規則第１５条第１項第１号（試験研究用等原子炉施設の

運転及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。）に定め

られたところにより、保安規定に明記された職務及び組織に従

ってそれぞれの事項に関する責任者が明記されていること。 

○ 試験炉規則第１５条第１項第１８号（品質保証（保安のために

必要な措置を体系的に実施することにより、原子力の安全を確
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試験炉規則第１５条第１項第１号 関係法令及び保安規定の遵守

のための体制 

１．関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与

を含む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領書、

手順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定め

るとともに、これを遵守することが定められていること。また、

これらの文書の位置付けが明確にされていること。特に、経営責

任者の積極的な関与が明記されていること。 

２．保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うため、

コンプライアンスに係る体制が確実に構築されていることが明

確となっていること。 

 

試験炉規則第１５条第１項第２号 品質マネジメントシステム 

１．品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）につい

ては、原子炉等規制法第２３条第１項又は第２６条第１項の許可

（以下単に「許可」という。）を受けたところによるものであり、

かつ、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体

保することをいう。）に関すること。）に定められたところによ

り、保安規定に明記された品質保証を行う者の職務及び組織に

従ってそれぞれの事項に関する責任者が明記されていること

及び品質保証計画に基づき品質保証活動を実施することが明

記されていること。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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制の基準に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第２号。以

下「品質管理基準規則」という。）及び原子力施設の保安のための業

務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈（原規規

発第１９１２２５７号－２（令和元年１２月２５日原子力規制委員

会決定））を踏まえて定められていること。 

２．具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織

及び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等

の位置付けを含めて、試験研究用等原子炉施設の保安活動に関す

る管理の程度が把握できるように定められていること。また、そ

の内容は、原子力安全に対する重要度に応じて、その適用の程度

を合理的かつ組織の規模に応じたものとしているとともに、定め

られた内容が、合理的に実現可能なものであること。 

３．その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法

について明確にされていること。この具体的な方法について保安

規定の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文

書体系について明確にされていること。 

４．手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要

領書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵守す

るために、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３次

文書等といったＱＭＳに係る文書の階層的な体系における位置

付けが明確にされていること。 

５．内部監査の仕組みについては、品質管理基準規則第４６条第１

項及び品質管理基準規則解釈第４６条１の規定に基づき、内部監査
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の対象に関与していない要員に実施させることとしてもよい。 

 

試験炉規則第１５条第１項第３号 試験研究用等原子炉施設の運

転及び管理を行う者の職務及

び組織 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

１．試験研究用等原子炉施設に係る保安のために講ずべき措置に必

要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第１号 試験研究用等原子炉施設の運

転及び管理を行う者の職務及

び組織 

○ 本事項の記載においては、試験研究用等原子炉施設の運転及び

管理は、設置許可申請書又は設置変更許可申請書（以下、申請

書等という。）の記載内容及び試験炉規則に定める措置義務を

確実に履行することはもとより、核燃料物質若しくは核燃料物

質によって汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害

を防止するため、保安規定を定め、自らの保安活動を確実に実

施する旨が明記された上で、以下について明記されているこ

と。 

１．試験研究用等原子炉施設の運転及び管理に係る保安のため

の職務（工場又は事業所内の保安の監督に関する責任者及び

各職務）及び責任範囲並びに組織に関すること。 

 ここで、本項において明記された各職務等については、試験

炉規則第１５条第１項第２号から第１９号に掲げる各事項に

おいて、その関わりが明記されていること。 

また、試験炉規則第１５条第１項第１８号（品質保証（保安

のために必要な措置を体系的に実施することにより、原子力

の安全を確保することをいう。）に関すること。）に定められた

ところにより、保安規定に明記された品質保証を行う者の職
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（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第４号 試験研究用等原子炉主任技術

者の職務の範囲等 

１．試験研究用等原子炉の運転に関し、保安の監督を行う試験研究

用等原子炉主任技術者の選任について定められていること。 

２．試験研究用等原子炉主任技術者が保安の監督の責務を十分に果

たすことができるようにするため、原子炉等規制法第４２条第１

項に規定する要件を満たすことを含め、職務範囲及びその内容

（試験研究用等原子炉の運転に従事する者は、試験研究用等原子

務及び組織に従って本事項に関する責任者が明記されている

こと及び品質保証計画に基づき品質保証活動を実施すること

が明記されていること。 

２．会議体に関すること。 

会議体を設ける場合は、その役割、位置付け、審議事項及び

構成員に関すること。 

３．原子炉主任技術者の選任に関すること。 

ここで、法第４０条第１項に定められたところにより、試験

研究用等原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、

法第４１条第１項に定められた原子炉主任技術者免状を有す

る者のうちから、原子炉主任技術者を選任すること。 

また、法第４０条第２項に定められたところにより、原子炉

主任技術者を選任又は解任したときは、その日から３０日以

内に、その旨を原子力規制委員会に届け出ること。 

 

（新設） 
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炉主任技術者が保安のために行う指示に従うことを含む。）につ

いて適切に定められていること。また、試験研究用等原子炉主任

技術者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及び組織上の

位置付けがなされていること。 

３．特に、試験研究用等原子炉主任技術者が保安の監督に支障を来

すことがないよう、上位者等との関係において独立性が確保され

ていること。なお、必ずしも事業所の保安組織から試験研究用等

原子炉主任技術者が独立していることが求められるものではな

い。 

 

試験炉規則第１５条第１項第５号 保安教育 

 

 

 

（削る） 

１．試験研究用等原子炉施設の運転及び管理を行う者その他試験研

究用等原子炉施設を利用する者（役務を供給する事業者に属する

者を含む。以下「従業員等」という。）について、保安教育実施

方針が定められていること。 

２．保安教育の内容に関して、以下の事項が定められていること。 

（削る） 

 

（１）関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第２号 試験研究用等原子炉施設の運

転及び管理を行う者その他の

試験研究用等原子炉を利用す

る者に対する保安教育 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

（新設） 

 

 

 

１．保安教育の内容に関すること。 

ここで、保安教育の内容については、以下の事項が明記され

ていること。 

(1)  関係法令及び保安規定に関すること。 
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（２）試験研究用等原子炉施設の構造、性能及び運転に関するこ

と。 

（３）・（４） （略） 

（５）非常時の場合に講ずべき処置に関すること。 

（６） （略） 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

（削る） 

(2)  試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備並びに

操作に関すること。 

(3)・(4) （略） 

(5) 非常時の場合に採るべき処置に関すること。 

(6) （略） 

２．保安教育の教育時間に関すること。 

ここで、教育時間の設定に関しては、核燃料物質等取扱業務

特別教育規程（平成１２年１月２０日労働省告示第１号）の時

間数が参考の一つとなる。 

３．試験研究用等原子炉設置者の従業者以外の者（協力企業の

従業者等）に対する保安教育に関すること。 

ここで、保安教育は、原則として、試験研究用等原子炉設置

者自らが実施することが明記されていること。また、協力企業

に保安教育を実施させる場合は、協力企業に必要な教育内容を

提示するとともに、その実施検査の報告、評価を行うことが明

記されていること。 

４．放射線業務従事者以外の従業者（工場又は事業所に勤務す

る役員、事務職員を含む。）に対する保安教育に関すること。 

ここで、役員への保安教育は、従業者から役員に直接行うも

のでも良いが、他産業分野における事故・トラブル等の分析等

を教材として、安全文化の啓蒙活動や役員自身の安全に係る自

己啓発的なものが望ましい。 

５．非常時の訓練に関すること。 
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（削る） 

 

 

 

３．従業員等について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施

計画を定め、計画的に保安教育を実施することが定められている

こと。 

４．従業員等について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施

状況を確認することが定められていること。 

５．保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起

こさないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、そ

の見直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

試験炉規則第１５条第１項第６号イからハまで 試験研究用等原

子炉施設の運転

に関する体制、

確認すべき事

項、異状があっ

た場合の措置等 

１．試験研究用等原子炉の運転に必要な運転員の確保について定め

られていること。 

ここで、非常時の訓練は年１回以上行うことが明記されて

いること。 

６．教育実施計画及び実施結果の記録の作成に関すること。 

ここで、教育実施計画の策定に当たっては、保安の監督に関

する責任者が、その内容を精査することが明記されているこ

と。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第３号 試験研究用等原子炉施設の運

転 

 

 

 

 

（新設） 
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２．試験研究用等原子炉施設の運転管理に係る組織内規程類を作成

することが定められていること。 

３．運転員の引継時に実施すべき事項について定められているこ

と。 

４．試験研究用等原子炉の起動その他の試験研究用等原子炉の運転

に当たって確認すべき事項及び運転の操作に必要な事項として、

以下の事項が定められていること。 

（１）～（３） （略） 

（４） 試験研究用等原子炉の運転上の制限に関すること。 

（５） 試験研究用等原子炉の運転上の条件に関すること。 

５．臨界実験装置については、以下の事項が定められていること。 

・燃料体、減速材、反射材等の配置及び配置替えに伴う炉心特性

の算定及びその結果の承認に関すること。 

６．地震、火災等の発生時に講ずべき措置について定められている

こと。 

 

試験炉規則第１５条第１項第６号ニ 試験研究用等原子炉施設の

運転及び利用の安全審査 

１．試験研究用等原子炉施設の保安に関する重要事項及び試験研究

用等原子炉施設の保安運営に関する重要事項を審議する委員会

の設置、構成及び審議事項について定められていること。 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

 

 

１．～３． （略） 

４． 試験研究用等原子炉運転上の制限に関すること。 

５． 試験研究用等原子炉運転上の条件に関すること。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第４号 試験研究用等原子炉施設の運

転及び利用の安全審査 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．試験研究用等原子炉施設の運転及び利用に係る会議体に関す

ること。 

ここで、会議体に関することとは、会議体の審議事項、構成

員をいう。 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第７号 管理区域、保全区域及び周辺

監視区域の設定等 

 

１．管理区域を明示し、管理区域における他の場所と区別するため

の措置を定め、管理区域の設定及び解除において実施すべき事項

が定められていること。 

２．管理区域内の区域区分について、汚染のおそれのない管理区域

及びこれ以外の管理区域について表面汚染密度及び空気中の放

射性物質濃度の基準値が定められていること。 

３．管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措

２．会議体の審議結果の尊重に関すること。 

 

試験炉規則第１５条第１項第５号 試験研究用等原子炉（臨界実

験装置に限る。）内における燃

料体、減速材、反射材等の配置

及び配置替えの手続き 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．燃料体、減速材、反射材等（以下「燃料体等」という。）の配

置及び配置替えに伴う炉心特性の算定及びその結果の承認に

関すること。 

２．燃料体等の運搬及び仮置きに関すること。 

３．燃料体等の受け払い及び検査に関すること。 

 

試験炉規則第１５条第１項第６号 管理区域、保全区域及び周辺

監視区域の設定並びにこれら

の区域に係る立入制限 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．管理区域の設定及び措置並びに立入制限等に関すること。 

ここで、措置とは、試験炉規則第７条第１号に掲げられた

措置をいう。 

２．保全区域の設定及び措置並びに立入制限等に関すること。 

ここで、措置とは、試験炉規則第７条第２号に掲げられた

措置をいう。 
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置を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空

気中の放射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれのある

物の表面汚染密度の基準が定められていること。 

４．管理区域への出入管理に係る措置事項が定められていること。 

５．管理区域から退出する場合等の表面汚染密度の基準が定められ

ていること。 

６．管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びこれを遵守

させる措置が定められていること。 

７．管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に

講ずべき事項が定められていること。 

８．保全区域を明示し、保全区域についての管理措置が定められて

いること。 

９．周辺監視区域を明示し、業務上立ち入る者を除く者が周辺監視

区域に立ち入らないように制限するために講ずべき措置が定め

られていること。 

１０．役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必

要事項及びこれを遵守させる措置が定められていること。 

 

試験炉規則第１５条第１項第８号 排気監視設備及び排水監視設

備 

１．放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定

等の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにそ

の使用方法が定められていること。 

３．周辺監視区域の設定及び措置並びに立入制限等に関するこ

と。 

ここで、措置とは、試験炉規則第７条第３号に掲げられた

措置をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第７号 排気監視設備及び排水監視設

備 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．排気監視設備及び排水監視設備の管理に関すること。 

ここで、排気監視設備及び排水監視設備とは、申請書等に
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２．これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理

方法の一部として、第１７号における施設管理に関する事項と併

せて定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測

定に係るものの使用方法については、施設全体の管理方法の一部

として、第１０号における放射線測定器の管理及び放射線の測定

の方法に関する事項と併せて定められていてもよい。 

 

試験炉規則第１５条第１項第９号 線量、線量当量、汚染の除去等 

 

 

 

 

１．放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えない

ための措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められてい

ること。 

２．国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した

放射線防護の基本的考え方を示す概念（as low as reasonably 

achievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神にのっとり、放

射線業務従事者が受ける線量を管理することが定められている

こと。 

３．試験炉規則第７条に基づく床、壁等の除染を実施すべき表面汚

染密度の明確な基準が定められていること。 

４．管理区域及び周辺監視区域境界付近における線量当量率等の測

記載されたものをいう。また、管理とは、点検内容及び点検

頻度をいう。 

２．排気監視設備及び排水監視設備の点検により異常を認めた場

合の処置に関すること。 

 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第８号 線量、線量当量、放射性物質の

濃度及び放射性物質によって

汚染された物の表面の放射性

物質の密度の監視並びに汚染

の除去 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．放射線業務従事者の線量及び放射線業務従事者が呼吸する空

気中の放射性物質の濃度の監視に関すること。 

２．管理区域内の放射性物質によって汚染された物の表面の放射

性物質の密度、管理区域からの人の退去、又は持ち出し物品等

の表面の放射性物質の密度の監視に関すること。 

３．管理区域内の床、壁、その他人の触れるおそれのある物であ

って放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の

密度が原子力規制委員会の定めた密度を超えた場合等の措置

に関すること。 
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定に関する事項が定められていること。 

５．管理区域内で汚染のおそれのない区域に物品又は核燃料物質等

を移動する際に講ずべき事項が定められていること。 

６．核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を除

く。）の事業所の外への運搬に関する行為（事業所の外での運搬

中に関するものを除く。）が定められていること。なお、この事

項は、第１２号又は第１３号における運搬に関する事項と併せて

定められていてもよい。 

７．原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合に

おいては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の

方法に基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内

容を満足するよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含ま

れる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り

扱うことが定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄

物との仕分け等を明確にするため、第１３号における放射性廃棄

物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

８．放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、

「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに

ついて（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５

月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－

１）））を参考として定められていること。なお、この事項は、放

射性廃棄物との仕分け等を明確にするため、第１３号における放

射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。 
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９．汚染拡大防止のための放射線防護上、必要な措置が定められて

いること。 

 

試験炉規則第１５条第１項第１０号 放射線測定器の管理及び放

射線の測定の方法 

１．放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以

下同じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びに

その使用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められている

こと。 

２．放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理

方法の一部等として、第１７号における施設管理に関する事項と

併せて定められていてもよい。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第９号 放射線測定器の管理 

 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．放射線測定機器の管理に関すること。 

ここで、管理とは、点検内容及び点検頻度をいう。 

２．測定器の種類、測定頻度、測定箇所等に関すること。 

 

 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第１０号 試験研究用等原子炉施設の

巡視及び点検 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．巡視及び点検の頻度並びに対象とする試験研究用等原子炉施

設に関すること。 

２．試験研究用等原子炉施設の巡視及び点検の状況並びにその担

当者の氏名の記録に関すること。 

３．巡視及び点検の結果の記録並びに異常を認めた場合の処置に

関すること。 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第１１号 放射線利用に係る保安 

１．試験研究用等原子炉施設における放射線の利用に係る保安に関

して、利用の目的、方法等の事項が定められていること。 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第１２号 核燃料物質の受払い、運搬、

貯蔵等 

１．事業所内における新燃料の運搬及び貯蔵並びに使用済燃料の運

搬及び貯蔵に際して、臨界に達しないようにする措置その他の保

安のために講ずべき措置を講ずること、貯蔵施設における貯蔵の

条件等が定められていること。 

２．新燃料及び使用済燃料の事業所の外への運搬に関する行為（事

業所の外での運搬中に関するものを除く。）に関することが定め

られていること。なお、この事項は、第９号又は第１３号におけ

試験炉規則第１５条第１項第１１号 試験研究用等原子炉施設の

施設定期自主検査（保安上

特に管理を必要とする設備

の特定を含む。） 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．施設定期自主検査の対象及び検査の頻度に関すること。 

２．施設定期自主検査の実施計画に関すること。 

３．保安上特に管理を必要とする設備の特定に関すること。 

 

試験炉規則第１５条第１項第１２号 放射線利用に係る保安 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．記録事項、記録すべき場合及び記録の保存期間に関すること。 

２．記録に当たっての留意事項 

 

試験炉規則第１５条第１項第１３号 核燃料物質の受払い、運搬、

貯蔵その他の取扱い 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．核燃料物質の受払い及びその措置に関すること。 

２．核燃料物質の工場又は事業所内及び工場又は事業所の外にお

ける運搬に関すること。 

３．貯蔵する核燃料物質の種類及び数量並びに貯蔵施設の管理そ

の他の取扱いに関すること。 

ここで、貯蔵する核燃料物質の種類及び数量については、許
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る運搬に関する事項と併せて定められていてもよい。 

 

試験炉規則第１５条第１項第１３号 放射性廃棄物の廃棄 

１．放射性固体廃棄物の貯蔵及び保管に係る具体的な管理措置並び

に運搬に関し、放射線安全確保のための措置が定められているこ

と。 

２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の事業所の

外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の実施体制

が定められていること。 

３．放射性固体廃棄物の事業所の外への運搬に関する行為（事業所

の外での運搬中に関するものを除く。）に係る体制が構築されて

いることが明記されていること。なお、この事項は、第９号又は

第１２号における運搬に関する事項と併せて定められていても

よい。 

４．放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の放出管理目

標値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体

廃棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められているこ

と。 

５．放射性気体廃棄物の放出箇所、放射性気体廃棄物の放出管理目

標値を満たすための放出量管理方法並びに放射性気体廃棄物の

放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

６．平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評

価等）について定められていること。 

可された量を超えないようにすることが明記されていること。 

 

試験炉規則第１５条第１項第１４号 放射性廃棄物の廃棄 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．放射性気体廃棄物を廃棄する場合の排気中の放射性物質の濃

度の監視に関すること。 

２．放射性液体廃棄物を廃棄する場合の排水中の放射性物質の濃

度の監視に関すること。 

３．放射性固体廃棄物を廃棄する場合の放射性廃棄物の種類、当

該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量等に関すること。 
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７．ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが

定められていること。 

 

試験炉規則第１５条第１項第１４号 非常の場合に講ずべき処置 

（削る） 

１．緊急時に備え、平常時から緊急時に実施すべき事項が定められ

ていること。 

２．緊急時における運転に関する組織内規程類を作成することが定

められていること。 

３．緊急事態発生時は定められた通報経路に従い、関係機関に通報

すること（工場等内の見学者、外部研究者等に対する避難指示等

を含む。）が定められていること。 

４．緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別

措置法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力事業

者防災業務計画によることが定められていること。 

５．緊急事態が発生した場合は、緊急時体制を発令し、応急措置及

び緊急時における活動を実施することが定められていること。 

６．次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事

させるための要員として選定することが定められていること。 

 

 

（１）・（２） （略） 

（３）実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業

 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第１５号 非常の場合に採るべき処置 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

１．非常時の組織及び要員に関すること。なお、緊急作業に係る

要員については、次の各号に掲げる要件に該当する放射線業務

従事者を緊急作業に従事させるための要員として選定するこ

と。 

(1)・(2) （略） 

(3) 実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作
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に従事する従業員等は、原子力災害対策特別措置法第８条第

３項に規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に規定す

る原子力防災管理者又は同条第３項に規定する副原子力防

災管理者であること。 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

７．放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放

射線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）、緊急

作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等

の非常の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められてい

ること。 

（削る） 

 

 

８．事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定めら

れていること。 

９．防災訓練の実施頻度について定められていること。 

 

試験炉規則第１５条第１項第１５号 設計想定事象等に係る試験

研究用等原子炉施設の保全

に関する措置 

業に従事する従業員及び協力企業の従業員は、原子力災害対

策特別措置法第８条第３項に規定する原子力防災要員、同法

第９条第１項に規定する原子力防災管理者又は同法同条第

３項に規定する副原子力防災管理者であること。 

２．非常時対応資機材の整備及び管理に関すること。 

３．非常時の通報連絡系統に関すること（工場等内の見学者、外

部研究者等に対する避難指示等を含む。）。 

４．非常時の措置（発令、活動及び解除を含む。）に関すること。 

５．放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理

（放射線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含

む。）及び緊急作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診

断を受診させる等の非常の場合に採るべき処置に関すること。 

 

６．発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、試験研究用

等原子炉施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するお

それがあるものが発生した場合に採るべき処置に関すること。 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 
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１．許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則

した対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措

置を講ずることが定められていること。 

（１）試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活

動に関する計画を策定し、要員を配置するとともに、計画に

従って必要な活動を行わせること。特に、当該計画には、次

に掲げる事項を含めること。 

イ 火災 

可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止そ

の他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関す

ること。 

ロ 発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、試験研

究用等原子炉施設から多量の放射性物質又は放射線を放出

するおそれがあるもの（以下「多量の放射性物質等を放出

する事故」という。） 

当該事故の拡大を防止するために必要な措置に関するこ

と。 

（２）必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育

及び訓練に関すること。特に多量の放射性物質等を放出す

る事故の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な

機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓

練については、毎年１回以上定期に実施すること。 

（３）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明
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器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。 

（４）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要

な体制を整備すること。 

 

試験炉規則第１５条第１項第１６号 記録及び報告 

 

 

（削る） 

１．試験研究用等原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正

に作成し、管理することが定められていること。その際、保安規

定及びその下位文書において、必要な記録を適正に作成し、管理

するための措置が定められていること。 

 

２．試験炉規則第６条に定める記録について、その記録の管理に関

すること（計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除

く。）が定められていること。 

３．事業所長及び試験研究用等原子炉主任技術者に報告すべき事項

が定められていること。 

４．特に、試験炉規則第１６条の１４各号に掲げる事故故障等の事

象及びこれらに準ずるものが発生した場合においては、経営責任

者に確実に報告がなされる体制が構築されていることなど、安全

確保に関する経営責任者の強い関与が定められていること。 

５．当該事故故障等の事象に準ずる重大な事象について、具体的に

 

 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第１６号 試験研究用等原子炉施設に

係る保安（保安規定の遵守

状況を含む。）に関する記録 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．試験研究用等原子炉施設の保安に関し、必要な記録を適正に

作成し、管理することが明確に記載されていること。記録事項

とは、主として試験研究用等原子炉施設の検査記録、燃料体の

記録、放射線管理記録、保守記録等試験炉規則第６条に掲げる

記録をいう。 

（新設） 

 

 

２．事故故障等の報告に関すること。 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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明記されていること。 

 

試験炉規則第１５条第１項第１７号 試験研究用等原子炉施設の

施設管理 

１．施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並び

にこれらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使用

前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガ

イド」（原規規発第１９１２２５７号－７（令和元年１２月２５日

原子力規制委員会決定））を参考として定められていること。 

２．試験研究用等原子炉施設の経年劣化に係る技術的な評価に関す

ることについては、「試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に

関する運用ガイド」（原規規発第１９１１１３１号（令和元年１

１月１３日原子力規制委員会決定））を参考とし、試験炉規則第

９条の２に規定された試験研究用等原子炉施設の経年劣化に関

する技術的な評価を実施するための手順及び体制を定め、当該評

価を定期的に実施することが定められていること。 

３．運転を開始した日以後３０年を経過した試験研究用等原子炉に

ついては、長期施設管理方針が定められていること。 

４．試験炉規則第１５条第１項第１７号に掲げる試験研究用等原子

炉施設の施設管理に関することを変更しようとする場合（試験炉

規則第９条の２第１項若しくは第２項の規定により長期施設管

理方針を策定し、又は同条第３項の規定により長期施設管理方針

を変更しようとする場合に限る。）は、申請書に試験炉規則第９

 

 

（新設） 
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条の２第１項若しくは第２項の評価の結果又は第３項の見直し

の結果を記載した書類（以下「技術評価書」という。）が添付さ

れていること。 

５．使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定

められていること。 

なお、品質管理基準規則第４８条第５項及び品質管理基準規則解

釈第４８条２の規定に基づき、当該使用前事業者検査等の対象と

なる機器等の工事（補修、取替え、改造等）又は点検に関与して

いない要員に検査を実施させることとしてもよい。 

 

試験炉規則第１５条第１項第１８号 試験研究用等原子炉施設の

定期的な評価 

（削る） 

１．試験研究用等原子炉施設の定期的な評価について、「試験研究

用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイド」を参考に、

試験炉規則第１４条の２に規定された試験研究用等原子炉施設

の定期的な評価を実施するための手順及び体制を定め、当該評

価を定期的に実施することが定められていること。 

２．試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関することについて

は、試験炉規則第１４条の２の規定に基づく措置を講じたとき

は、同条に掲げる評価の結果を踏まえて、保安活動の計画、実施、

評価及び改善並びにＱＭＳの改善を行うことが定められている

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第１７号 試験研究用等原子炉施設の

定期的な評価 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．「試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関する運用ガイ

ド」（原規規発第 1911131 号（令和元年 11 月 13 日原子力規制

委員会決定））を参考に、試験炉規則第１４条の２に規定され

た試験研究用等原子炉施設の定期的な評価を実施するための

手順及び体制を定め、当該評価を定期的に実施すること。 

２．試験炉規則第１４条の２の規定に基づく措置を講じたとき

は、同条各項に掲げる評価の結果を踏まえて、保安活動の計画、

実施、評価及び改善並びに品質保証計画の改善を行うこと。 
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試験炉規則第１５条第１項第１９号 技術情報の共有 

１．メーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた保安に関

する技術情報を事業者の情報共有の場を活用し、他の試験研究

用等原子炉設置者と共有し、自らの試験研究用等原子炉施設の

保安を向上させるための措置が定められていること。 

 

試験炉規則第１５条第１項第２０号 不適合発生時の情報の公開 

１．試験研究用等原子炉施設の保安の向上を図る観点から、不適合

が発生した場合の公開基準が定められていること。 

２．情報の公開に関し、自ら管理するウェブサイトへの登録等に必

要な事項が定められていること。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

試験炉規則第１５条第１項第１８号 品質保証（保安のために必

要な措置を体系的に実施す

ることにより、原子力の安

全を確保することをいう。） 

○ 本事項については、品質保証を導入して保安のために必要な措

置を体系的に実施する旨を明記した上で、以下の事項が明記され

ていること。 

１．品質保証計画の策定に関すること。 

(1) 品質保証を行うため、トップマネジメントが、品質保証

計画を策定すること。 
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(2) 品質保証計画は、品質保証活動を実施するために必要な

文書の発行、レビュー等に関して定める手続きに従って管理

を行うこと。 

２．品質保証を行う者の組織及び職務に関すること。 

(1) 組織の範囲 

保安管理組織のうち、品質保証に係る組織（品質保証を行

う者（監査に係る組織を含む。））に関すること。なお、品質

保証に係る組織は、保安管理組織の組織図中において、その

範囲が明記されていること。 

(2) トップマネジメント 

試験研究用等原子炉設置者、工場又は事業所の長が、品質

保証に係る組織のトップマネジメントとして、品質保証計画

の策定、品質保証活動の実施、評価及び継続的な改善を総括

することが明記されていること。ここで、総括とは、自ら又

は品質保証の総括を行う者を通じて、品質保証に係る事項の

全体を見渡し、まとめること等をいう。 

(3) 品質保証責任者の選任 

品質保証計画の策定、品質保証活動の実施、評価及び品質

保証計画の継続的な改善に関し、以下に例示する事項を実施

する責任者（以下「品質保証責任者」という。）を、管理層の

中から選任すること。 

① 品質保証に必要なプロセスを確立すること。 

② 実施及び維持を確実に実施すること。 
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③ 品質保証活動の実施状況及び改善の必要性の有無につ

いて、トップマネジメントに報告すること。 

④ 組織全体にわたって原子力の安全確保に対する認識を

高めることを確実にすること。 

(4) 品質保証に係る組織の職務 

品質保証に係る組織については、以下に例示する職務が明

記されていること。なお、保安に関する組織において明記さ

れているものは除く。 

① 保安教育の責任者 

② 監査の責任者 

③ 不適合管理の責任者 

④ 是正処置、予防処置の責任者 

⑤ マネジメントレビューの責任者 

⑥ 文書管理、記録管理の責任者 

３．品質保証計画に基づく品質保証活動の実施（保安に関し必要

な個々の事項の計画、実施、評価及び継続的な改善を含む。）、

評価（監査を含む。）及び品質保証計画の継続的な改善に関す

る事項 

(1) 品質保証活動に係る教育 

品質保証活動を実施するに当たっては、以下の事項を含む

取り決め及び手順の概略を明確にして教育を実施すること。 

① 品質保証責任者及び監査員が職務遂行のために必要な

教育、品質保証に係る組織に属する者が保安に関し必要な
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個々の事項の職務遂行のために必要な教育及び継続的な

改善の結果必要とされた教育を実施すること。 

② 教育・訓練その他の処理の有効性を評価すること。 

③ 教育、訓練、技能及び経験に関する記録を維持すること。 

(2) 保安に関し必要な個々の事項の計画、実施、評価及び継

続的な改善 

保安に関し必要な以下の事項の計画、実施、評価及び継続

的な改善を実施するに当たり、以下の事項の取り決め及び手

順を定め管理を行うこと。 

① 保安教育に関すること。 

② 試験研究用等原子炉施設の運転に関すること。 

③ 試験研究用等原子炉施設の運転及び利用の安全審査に

関すること。 

④ 試験研究用等原子炉（臨界実験装置に限る。）内の燃料

体等の配置等の手続きに関すること。 

⑤ 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれ

らの区域に係る立入制限等に関すること。 

⑥ 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 

⑦ 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によ

って汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並び

に汚染の除去に関すること。 

⑧ 放射線測定器の管理に関すること。 

⑨ 試験研究用等原子炉施設の巡視及び点検並びにこれら
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に伴う処置に関すること。 

⑩ 試験研究用等原子炉施設の施設定期自主検査に関する

こと（保安上特に管理を必要とする設備の特定を含む。）。 

⑪ 放射線の利用に係る保安に関すること。 

⑫ 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱いに関す

ること。 

⑬ 放射性廃棄物の廃棄に関すること。 

⑭ 非常の場合に採るべき処置に関すること。 

⑮ 試験研究用等原子炉施設に係る保安に関する記録に関

すること。 

⑯ 試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関すること。 

⑰ その他試験研究用等原子炉施設に係る保安に関し必要

な事項に関すること。 

(3) 品質保証活動の評価 

① 監査 

以下の事項を含む取り決め及び手順に関すること。 

ｱ) 監査は、原則、定期的に実施すること。 

ｲ) 監査に先立ち、必要な計画（年度計画、実施計画等）

を定めること。 

ｳ) 監査の結果、明らかになった事項については、不適合

管理、是正処置予防処置へ展開すること。 

② 不適合管理 

以下の事項を含む取り決め及び手順に関すること。 
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ｱ) 不適合が放置されることを防ぐための管理に関する

こと。 

ｲ) 不適合の性質の記録、不適合に対してとられた特別

採用を含む処置の記録の維持に関すること。 

ｳ) 不適合の修正を施した場合に、要求事項への適合性

を実証するための再検証に関すること。 

(4) 品質保証計画の継続的な改善 

① 是正処置 

以下の事項を含む取り決め及び手順に関すること。 

ｱ) 不適合の内容確認に関すること。 

ｲ) 不適合の原因特定に関すること。 

ｳ) 不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性

の評価に関すること。 

ｴ) 必要な処置の決定及び実施に関すること。 

ｵ) 採った処置の結果の記録に関すること。 

ｶ) 是正処置において実施した活動のレビューに関する

こと。 

② 予防処置 

以下の事項を含む取り決め及び手順に関すること。 

ｱ) 起こり得る不適合及びその原因の特定に関するこ

と。 

ｲ) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価

に関すること。 
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ｳ) 必要な処置の決定及び実施に関すること。 

ｴ) 採った処置の結果の記録に関すること。 

ｵ) 予防処置において実施した活動のレビューに関する

こと。 

③ マネジメントレビュー 

以下の事項を含む取り決め及び手順に関すること。 

ｱ) トップマネジメントによるマネジメントレビューに

関すること。 

ｲ) マネジメントレビューは、原則、定期的に実施する

こと。 

ｳ) マネジメントレビューの結果、明らかになった事項

については、不適合の管理、是正処置、予防処置へと

展開すること。 

４．品質保証活動に関する文書及び記録に関すること。 

(1) 品質保証活動に関する文書の管理 

① 品質保証活動を実施するために必要な文書の発行、レビ

ュー、改定、識別、配布（提供）及び外部文書、廃止文書

に関して必要な管理に関すること。 

② 品質保証活動を実施するために必要な文書の明確化に

関すること。 

(2) 品質保証活動に関する記録の管理 

① 品質保証活動を実施するために必要な記録の識別、保

管、保護、検索、保管期間及び廃棄に関して必要な管理に
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試験炉規則第１５条第１項第２１号 その他必要な事項 

１．日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、試験研

究用等原子炉施設に係る保安に関し必要な事項を定めているこ

と。 

２．保安規定を定める「目的」が、核燃料物質、核燃料物質によっ

て汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止を図

るものとして定められていること。 

 

（削る） 

関すること。 

② 品質保証計画における品質保証活動を実施するために

必要な記録の明確化に関すること。 

 

試験炉規則第１５条第１項第１９号 その他必要な事項 

○ 日常の品質保証活動の結果を踏まえ、必要に応じ、試験研究用

等原子炉施設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

 

○ 試験研究用等原子炉設置者が、核燃料物質、核燃料物質によっ

て汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止する

ため、保安活動を原子炉等規制法第３７条第１項の規定に基づき

保安規定として定めることが「目的」として定められていること。 

○ 安全文化を基礎とし、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１

９７７年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念

（ＡＬＡＲＡ：as low as reasonably achievable）の精神にの

っとり、試験研究用等原子炉による災害防止のために適切な品

質保証活動のもと保安活動を実施することが「基本方針」とし

て定められていること。 
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別表第４ 加工施設における保安規定の審査基準 新旧対照表（案） 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

加工事業者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）

第２２条第１項の規定に基づき、工場又は事業所ごとに保安規定を定

め、加工施設の設置の工事に着手する前に原子力規制委員会の認可を

受けることが義務付けられている。 

これを受け、認可を受けようとする加工事業者は、核燃料物質の加

工の事業に関する規則（昭和４１年総理府令第３７号。以下「加工規

則」という。）第８条第１項各号において規定されている事項について

定め、申請書を提出することが求められている。 

申請書を受理した原子力規制委員会は、加工事業者から申請された

保安規定について、原子炉等規制法第２２条第２項に定める認可要件

である 

・原子炉等規制法第１３条第１項若しくは第１６条第１項の許可を

受けたところ又は同条第２項の規定により届け出たところによ

るものでないと認められないこと 

・核燃料物質による災害の防止上十分でないと認められないこと 

を確認するための審査を行うこととしている。 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、

保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定め

る。 

加工事業者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）

第２２条第１項の規定に基づき、事業所ごとに保安規定を定め、原子

力規制委員会の認可を受けることが義務付けられている。 

 

これを受け、認可を受けようとする加工事業者は、核燃料物質の加

工の事業に関する規則（昭和４１年総理府令第３７号。以下「加工規

則」という。）第８条第１項において規定されている各項目について定

め、申請書を提出することが求められている。 

申請書を受理した原子力規制委員会は、加工事業者から申請された

保安規定について、原子炉等規制法第２２条第２項に定める認可要件

「核燃料物質による災害の防止上十分でないと認められない」ことを

確認するための審査を行うこととしている。 

 

 

 

 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、

保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定め

る。 
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ただし、加工規則第８条第１項各号において定められている事項の

中には、設置の工事に着手する段階で定めることが困難であり、かつ、

これらをその段階で定めていなくても災害の防止上支障がない事項

が存在することから、核燃料物質を初めて工場又は事業所に搬入する

までの間において適用される保安規定の審査に当たっては、これらの

事項を定める時期が設定されていること及びその時期までにこれら

の事項を定めることにより、災害の防止上支障がないものと認められ

ることを審査において確認することとする。 

 

加工規則第８条第１項第１号 関係法令及び保安規定の遵守のため

の体制 

１．関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を

含む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領書、手順

書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めるとと

もに、これを遵守することが定められていること。また、これらの

文書の位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の積極

的な関与が明記されていること。 

２． （略） 

 

（削る） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工規則第８条第１項第１号 関係法令及び保安規定の遵守のため

の体制 

○ 関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を

含む。）に関することについては、保安規定に基づき要領書、作業

手順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定め

るとともに、これを遵守し、その位置付けが明確にされているこ

と。特に、経営責任者の積極的な関与が明記されていること。 

 

○ （略） 

 

加工規則第８条第１項第２号 安全文化醸成のための体制 

○ 安全文化を醸成するための体制（経営責任者の関与を含む。）に関

することについては、保安規定に基づき要領書、作業手順書その他

保安に関する文書について、重要度等に応じて定めるとともに、そ
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加工規則第８条第１項第２号 品質マネジメントシステム 

１．品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）については、

原子炉等規制法第１３条第１項又は第１６条第１項の許可（以下単

に「許可」という。）を受けたところによるものであり、かつ、原子

力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に

関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第２号。以下「品質管

理基準規則」という。）及び原子力施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈（原規規発第１９１

２２５７号－２（令和元年１２月２５日原子力規制委員会決定）。以

下「品質管理基準規則解釈」という。）を踏まえて定められているこ

と。 

２．具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織及

び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等の位

置付けを含めて、加工施設の保安活動に関する管理の程度が把握で

きるように定められていること。また、その内容は、原子力安全に

対する重要度に応じて、その適用の程度を合理的かつ組織の規模に

応じたものとしているとともに、定められた内容が、合理的に実現

の位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の積極的な

関与が明記されていること。 

○ 保安の確保を最優先する価値観を組織の中で形成し、維持し、強

化していく当該組織としての文化を継続的に醸成するための体制

を確実に構築することが明確となっていること。 

 

加工規則第８条第１項第３号 加工施設の品質保証 

○ 「核燃料物質の加工の事業に関する規則第７条の２の２から第７

条の２の８、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第８条の３か

ら第８条の９等の要求事項に対する社団法人日本電気協会電気技

術規程「原子力発電所における安全のための品質保証規程（ＪＥＡ

Ｃ４１１１-２００９）」の取扱いについて（内規）」（平成２２・０

３・０３原院第１号（平成２２年３月１７日原子力安全・保安院制

定（ＮＩＳＡ－１８１ｃ－１０－１、ＮＩＳＡ－１９１ｃ－１０－

１、ＮＩＳＡ－３１４ｃ－１０－１）））において認められたＪＥＡ

Ｃ４１１１－２００９又はそれと同等の規格に基づく品質保証計

画が定められていること。 

○ 品質保証に関する記載内容については、「原子力発電所の保安規

定における品質保証に関する記載について」（平成１６･０３･０４

原院第３号（平成１６年３月２２日原子力安全・保安院制定（ＮＩ

ＳＡ－１６５ａ－０４－３）））を参考として記載していること。 
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可能なものであること。 

３．その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法に

ついて明確にされていること。この具体的な方法について保安規定

の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文書体系

について明確にされていること。 

４．手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要領

書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵守するた

めに、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等

といったＱＭＳに係る文書の階層的な体系における位置付けが明

確にされていること。 

 

５．内部監査の仕組みについては、許可を受けたところにより、重大

事故に至るおそれのある事故（設計基準事故を除く。）又は重大事故

（以下「重大事故等」と総称する。）が発生しないと評価された場合

においては、品質管理基準規則第４６条第１項及び品質管理基準規

則解釈第４６条１の規定に基づき、内部監査の対象に関与していな

い要員に実施させることとしてもよい。 

 

加工規則第８条第１項第３号 加工施設の操作及び管理を行う者の

職務及び組織 

１．加工施設に係る保安のために講ずべき措置に必要な組織及び各職

位の職務内容が定められていること。 

 

 

（新設） 

 

 

 

○ 作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、

加工規則第７条の２の８の２に規定された要領書、作業手順書その

他保安に関する文書について、これらを遵守するために、重要度等

に応じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等といった品質保

証に係る文書の階層的な体系の中で、その位置付けが明確にされて

いること。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

加工規則第８条第１項第４号 加工施設の操作及び管理を行う者の

職務及び組織 

○ 事業所における加工施設に係る保安のために講ずべき措置に必

要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。 
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加工規則第８条第１項第４号 核燃料取扱主任者の職務の範囲等 

１．加工施設の核燃料物質の取扱いに関し、保安の監督を行う核燃料

取扱主任者の選任について定められていること。 

 

２．核燃料取扱主任者が保安の監督の責務を十分に果たすことができ

るようにするため、原子炉等規制法第２２条の４第１項に規定する

要件を満たすことを含め、職務範囲及びその内容（加工設備の操作

に従事する者は、核燃料取扱主任者が保安のために行う指示に従う

ことを含む。）について適切に定められていること。また、核燃料取

扱主任者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及び組織上の

位置付けがなされていること。 

３．特に、核燃料取扱主任者が保安の監督に支障を来すことがないよ

う、上位者等との関係において独立性が確保されていること。なお、

必ずしも加工施設の保安組織から核燃料取扱主任者が独立してい

ることが求められるものではない。 

 

加工規則第８条第１項第５号 保安教育 

１．加工施設の操作及び管理を行う者（役務を供給する事業者に属す

る者を含む。以下「従業員」という。）について、保安教育実施方針

が定められていること。 

２．従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計画

を定め、計画的に保安教育を実施することが定められていること。 

 

加工規則第８条第１項第５号 核燃料取扱主任者の職務の範囲等 

○ 加工施設の核燃料物質の取扱いに関し、保安の監督を行う核燃料

取扱主任者の選任について定められていること。なお、核燃料物質

の取扱いに関し、実務の経験が３年以上であること。 

○ 核燃料取扱主任者が保安の監督の責務を十全に果たすことがで

きるようにするため、原子炉等規制法第２２条の４第１項に規定す

る要件を満たすことを含め、職務範囲及びその内容（加工施設の操

作に従事する者は、核燃料取扱主任者が保安のために行う指示に従

うことを含む。）について適切に定められていること。また、核燃料

取扱主任者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及び組織上

の位置付けがなされていること。 

○ 特に、核燃料取扱主任者が保安の監督に支障をきたすことがない

よう、上位者等との関係において独立性が確保されていること。な

お、必ずしも加工施設の保安組織から核燃料取扱主任者が、独立し

ていることが当然に求められるものではない。 

 

加工規則第８条第１項第６号 放射線業務従事者に対する保安教育 

○ 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針が定め

られていること。 

 

○ 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針に基づ

き、保安教育実施計画を定め、計画的に保安教育を実施することが

定められていること。 
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３．従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状況

を確認することが定められていること。 

４．保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こ

さないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、その見

直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

加工規則第８条第１項第６号 加工施設の操作を行う体制、確認すべ

き事項、異状があった場合の措置等 

１． （略） 

２．加工施設の操作及び管理に係る組織内規程類を作成することが定

められていること。 

３．核燃料物質の臨界管理について定められていること。 

４．操作員の引継時に実施すべき事項について定められていること。 

 

 

５．加工設備の操作前及び操作後に確認すべき事項並びに操作に必要

な事項について定められていること。 

６．地震、火災等の発生時に講ずべき措置について定められているこ

と。 

７． （略） 

 

加工規則第８条第１項第７号 管理区域、保全区域及び周辺監視区域

の設定等 

○ 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針に基づ

いた保安教育実施状況を確認することが定められていること。 

○ 保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こ

さないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容とその見

直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

加工規則第８条第１項第７号 保安上特に管理を必要とする設備の

操作 

○ （略） 

○ 加工施設の操作及び管理に係る社内規程類を作成することが定

められていること。 

（新設） 

○ 操作員の引継時に実施すべき事項、設備操作前に確認すべき事項

及び地震・火災等発生時に講ずべき措置について定められているこ

と（手順等への記載を含む）。 

（新設） 

 

（新設） 

 

○ （略） 

 

加工規則第８条第１項第８号 管理区域及び周辺監視区域の設定等 
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１． （略） 

２． （略） 

３．管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措置

を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気中

の放射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれのある物の表

面汚染密度の基準が定められていること。 

４． （略） 

５． （略） 

６．管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びこれを遵守さ

せる措置が定められていること。 

７．管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に講

ずべき事項が定められていること。 

８．保全区域を明示し、保全区域についての管理措置が定められてい

ること。 

９． （略） 

１０．役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必要

事項及びこれを遵守させる措置が定められていること。 

 

加工規則第８条第１項第８号 排気監視設備及び排水監視設備 

１．放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定等

の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにその使

用方法が定められていること。 

２．これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理方

○ （略） 

○ （略） 

○ 管理区域内において特別措置が必要な区域について採るべき措

置を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気

中の放射性物質濃度及び床、壁、その他人の触れるおそれのある物

の表面汚染密度の基準が定められていること。 

○ （略） 

○ （略） 

○ 管理区域へ出入りする所員に遵守させるべき事項及びそれを遵

守させる措置が定められていること。 

○ 管理区域から物品又は核燃料物質等を搬出及び運搬する際に講

ずべき事項が定められていること。 

（新設） 

 

○ （略） 

○ 協力企業に対して遵守させる放射線防護上の必要事項及びそれ

を遵守させる措置が定められていること。 

 

（新設） 
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法の一部として、第１６号における施設管理に関する事項と併せて

定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測定に係

るものの使用方法については、施設全体の管理方法の一部として、

第１０号における放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関

する事項と併せて定められていてもよい。 

 

加工規則第８条第１項第９号 線量、線量当量、汚染の除去等 

１．放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないた

めの措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められているこ

と。 

２．国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した放

射線防護の基本的考え方を示す概念（as low as reasonably 

achievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神にのっとり、放射

線業務従事者が受ける線量を管理することが定められていること。 

３．加工規則第７条の２の９に基づく床、壁等の除染を実施すべき表

面汚染密度の明確な基準が定められていること。 

４． （略） 

５． （略） 

６．核燃料物質等（新燃料及び放射性固体廃棄物を除く。）の工場又は

事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事業所の外での運搬中

に関するものを除く。）が定められていること。なお、この事項は、

第１１号又は第１２号における運搬に関する事項と併せて定めら

れていてもよい。 

 

 

 

 

 

 

加工規則第８条第１項第９号 線量、線量当量、汚染の除去等 

○ 放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないた

めの措置が定められていること。 

 

（新設） 

 

 

 

○ 加工規則第７条の２の９に基づく、床、壁等の除染を実施すべき

表面汚染密度の明確な基準が定められていること。 

○ （略） 

○ （略） 

○ 核燃料物質等の事業所外への運搬に関する事業所内の行為が定

められていること。 
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７．原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合にお

いては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法

に基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内容を満

足するよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含まれる放射

性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り扱うことが

定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分け

等を明確にするため、第１２号における放射性廃棄物の管理に関す

る事項と併せて定められていてもよい。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原

子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて

（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５月２７日

原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））を参

考として定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物と

の仕分け等を明確にするため、第１２号における放射性廃棄物の管

○ 原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合に

おいては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方

法に基づき、同法第６１条の２第１項の確認を受けようとする物に

含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行うことが定

められていること。 

 

 

 

○ 原子炉等規制法第６１条の２第１項の確認を受けようとする物

の取扱いに関することについては、「放射能濃度の測定及び評価の

方法の認可について（内規）」（平成１７･１１･３０原院第６号（平

成１８年１月３０日原子力安全・保安院制定）及び平成２３・０６・

２０原院第４号（平成２３年７月１日同院改正））を参考として記載

していること。 

なお、原子炉等規制法第６１条の２第２項による放射能濃度の測定

及び評価方法の認可において記載された内容を満足するように定

められていること。 

○ 放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、

「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いにつ

いて（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５月２

７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））

を参考として記載していること。 
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理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

９． （略） 

 

加工規則第８条第１項第１０号 放射線測定器の管理及び放射線の

測定の方法 

１．放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以下

同じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びにその使

用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められていること。 

（削る） 

 

２．放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理方

法の一部等として、第１６号における施設管理に関する事項と併せ

て定められていてもよい。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

○ （略） 

 

加工規則第８条第１項第１０号 放射線測定器の管理等 

 

○ 放出管理用計測器について、計測器の種類、所管箇所及び数量が

定められていること。 

 

○ 放射線計測器について、計測器の種類、所管箇所及び数量が定め

られていること。 

（新設） 

 

 

 

加工規則第８条第１項第１１号 加工施設の巡視及び点検 

○ 日常の保安活動の評価を踏まえ、加工施設の点検対象施設並びに

設備の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること（巡視及

び点検の頻度を含む。）について、適切な内容が定められているこ

と。 

 

加工規則第８条第１項第１２号 加工施設の施設定期自主検査 

○ 実施計画を定めて施設定期自主検査を行うことを定めているこ

と。 
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加工規則第８条第１項第１１号 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵等 

１．工場又は事業所内における核燃料物質の運搬及び貯蔵に際して、

臨界に達しないようにする措置その他保安のために講ずべき措置

を講ずること、貯蔵施設における貯蔵の条件等が定められている

こと。 

２．核燃料物質の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又

は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に関することが定

められていること。なお、この事項は、第９号又は第１２号におけ

る運搬に関する事項と併せて定められていてもよい。 

 

加工規則第８条第１項第１２号 放射性廃棄物の廃棄 

１． （略） 

２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又は

事業所の外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の

実施体制が定められていること。 

３．放射性固体廃棄物の工場又は事業所の外への運搬に関する行為

（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に係る体

制が構築されていることが明記されていること。なお、この事項は、

第９号及び第１１号における運搬に関する事項と併せて定められ

ていてもよい。 

４． （略） 

５． （略） 

 

加工規則第８条第１項第１３号 核燃料物質の受渡し、運搬、貯蔵等 

○ 事業所構内における核燃料物質の運搬及び貯蔵に際して保安の

ために講ずべき措置として、運搬する場合に臨界に達しない措置

を講ずること及び貯蔵施設等が定められていること。 

 

（新設） 

 

 

 

 

加工規則第８条第１項第１４号 放射性廃棄物の廃棄 

○ （略） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

○ （略） 

○ （略） 
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６．平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評価

等）について定められていること。 

７．ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが定

められていること。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

加工規則第８条第１項第１３号 非常の場合に講ずべき処置 

１． （略） 

２．緊急時における操作に関する組織内規程類を作成することが定め

られていること。 

（新設） 

 

（新設） 

 

○ 原子炉等規制法第６１条の２第１項の確認を受けようとする物

の取扱いに関することについては、「放射能濃度の測定及び評価の

方法の認可について（内規）」（平成１７･１１･３０原院第６号（平

成１８年１月３０日原子力安全・保安院制定）及び平成２３・０６・

２０原院第４号（平成２３年７月１日同院改正））を参考として記載

していること。 

なお、原子炉等規制法第６１条の２第２項による放射能濃度の測定

及び評価方法の認可において記載された内容を満足するように定

められていること。 

○ 放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、

「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いにつ

いて（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５月２

７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））

を参考として記載していること。 

 

加工規則第８条第１項第１５号 非常の場合に採るべき処置 

○ （略） 

○ 緊急時における運転操作に関する社内規程類を作成することが

定められていること。 
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３． （略） 

４．緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別措

置法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力事業者防

災業務計画によることが定められていること。 

 

５．緊急事態が発生した場合は、緊急時体制を発令し、応急措置及び

緊急時における活動を実施することが定められていること。 

６．次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事さ

せるための要員として選定することが定められていること。 

 

（１）緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置

について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨

を加工事業者に書面で申し出た者であること。 

（２） （略） 

（３）実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に

従事する従業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第３項に

規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に規定する原子力

防災管理者又は同条第３項に規定する副原子力防災管理者で

あること。 

７．放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射

線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）、緊急作業

を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等の非常

の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められていること。 

○ （略） 

○ 緊急事態の発生をもってその後の措置は防災業務計画によるこ

とが定められていること。緊急事態が発生した場合は、緊急時体制

を発令し、応急措置及び緊急時における活動を実施することが定め

られていること。 

（新設） 

 

○ 次の各号に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業

に従事させるための要員として選定することが定められているこ

と。 

１．緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置に

ついて教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を加

工事業者に書面で申し出た者であること。 

２． （略） 

３．実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に従

事する従業員及び協力企業の従業員は、原子力災害対策特別措置

法第８条第３項に規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に

規定する原子力防災管理者又は同法同条第３項に規定する副原子

力防災管理者であること。 

○ 放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射

線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）及び緊急

作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等の

非常の場合に採るべき処置に関し、適切な内容が定められているこ
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８．事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定められ

ていること。 

９． （略） 

 

加工規則第８条第１項第１４号 設計想定事象等に係る加工施設の

保全に関する措置 

１．許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に則した

対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措置を講

ずることが定められていること。 

（１）加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画を

策定し、要員を配置するとともに、計画に従って必要な活動を

行わせること。特に、当該計画には、次に掲げる事項を含める

こと。 

イ 火災 

可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その他

消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。 

ロ 重大事故等 

① 重大事故等発生時における臨界事故を防止するための対

策に関すること。 

② 重大事故等発生時における核燃料物質等を閉じ込める機

能の喪失を防止するための対策に関すること。 

ハ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

と。 

○ 事象が収束した場合は、緊急時体制を解除することが定められて

いること。 

○ （略） 

 

加工規則第８条第１項第１６号 初期消火活動のための体制の整備 

 

○ 火災の発生を消防吏員に確実に通報するために必要な設備、初期

消火活動を行うために必要な可搬消防ポンプ又は化学消防自動車、

泡消火薬剤その他資機材の備え付け、初期消火活動のための体制の

整備及びこれらの定期的な評価並びに評価結果に基づく必要な措

置について、適切な内容が定められていること。 

○ 初期消火活動のための体制の整備に関する記載内容については、

「原子炉施設等を設置した工場又は事業所における初期消火活動

のための体制の整備に関する規定の解釈（内規）」（平成２０･０６･

１１原院第２号（平成２０年６月２０日原子力安全・保安院制定（Ｎ

ＩＳＡ－１３１c－０８－２８）））のうち、加工規則第７条の４の３

及び第８条第１項第１６号に係る事項に基づいていること。 
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のテロリズムによる加工施設の大規模な損壊（以下「大規模損

壊」という。） 

① 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合

における消火活動に関すること。 

② 大規模損壊発生時における臨界事故の影響を緩和するた

めの対策に関すること。 

③ 大規模損壊発生時における核燃料物質等を閉じ込める機

能の喪失の影響を緩和するための対策に関すること。 

④ 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減する

ための対策に関すること。 

（２）必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及

び訓練に関すること。特に重大事故等又は大規模損壊の発生時

における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う

要員に対する教育及び訓練については、それぞれ毎年１回以上

定期に実施すること。 

（３）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬消

防ポンプ又は化学消防自動車、泡消火薬剤、電源その他の資機

材を備え付けること。 

（４）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な

体制を整備すること。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工規則第８条第１項第１７号 重大事故等発生時における加工施

設の保全のための活動を行う体制
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の整備 

○ 重大事故が発生した場合（以下「重大事故等発生時」という。）に

おける加工施設の保全のための活動を行う体制の整備に関して

は、次に掲げる措置を講ずることが定められていること。 

１．重大事故等発生時における加工施設の保全のための活動を行う

ために必要な計画を策定すること。 

２．重大事故等発生時における加工施設の保全のための活動を行う

ために必要な要員（以下「対策要員」という。）を配置すること。 

３．対策要員に対する教育及び訓練を毎年一回以上定期的に実施す

ること。 

４．重大事故等発生時における加工施設の保全のための活動を行う

ために必要な電源その他の資機材を備え付けること。 

５．重大事故等発生時における加工施設の保全のための活動を行う

ために必要な次に掲げる事項に関する社内規程類を定め、これを

対策要員に守らせること。 

一 重大事故等発生時における臨界事故を防止するための対策

に関すること。 

二 重大事故等発生時における核燃料物質等を閉じ込める機能

の喪失を防止するための対策に関すること。 

６．前各号に掲げるもののほか、重大事故等発生時における加工施

設の保全のための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

７．前各号の措置の内容について定期的に評価を行うとともに、評

価の結果に基づき必要な措置を講ずること。 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 重大事故等発生時におけるそれぞれの措置について、法第１３条

第１項に基づく事業許可申請書及び同添付書類又は法第１６条第

１項に基づく事業変更許可申請書及び同添付書類に記載された有

効性評価の前提条件その他の措置に関する基本的内容を満足する

よう定められていること。 

 

加工規則第８条第１項第１８号 大規模損壊発生時における加工施

設の保全のための活動を行う体制

の整備 

○ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる加工施設の大規模な損壊が発生した場合（以下「大

規模損壊発生時」という。）における加工施設の保全のための活動を

行う体制の整備に関し、次に掲げる措置を講ずることが定められて

いること。 

１．大規模損壊発生時における加工施設の保全のための活動を行う

ために必要な計画を策定すること。 

２．大規模損壊発生時における加工施設の保全のための活動を行う

ために必要な要員を配置すること。 

３．大規模損壊発生時における加工施設の保全のための活動を行う

要員に対する教育及び訓練を毎年一回以上定期的に実施するこ

と。 

４．大規模損壊発生時における加工施設の保全のための活動を行う

ために必要な電源その他の資機材を備え付けること。 
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５．大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合におけ

る消火活動に関する社内規程類を定め、これを要員に守らせるこ

と。 

６．プルトニウムを取り扱う加工施設にあっては、大規模損壊発生

時における当該加工施設の保全のための活動を行うために必要

な次に掲げる事項に関する社内規程類を定め、これを要員に守ら

せること。 

一 大規模損壊発生時における臨界事故の影響を緩和するため

の対策に関すること。 

二 大規模損壊発生時における核燃料物質等を閉じ込める機能

の喪失の影響を緩和するための対策に関すること。 

三 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するた

めの対策に関すること。 

７．前各号に掲げるもののほか、大規模損壊発生時における加工施

設の保全のための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

８．前各号（プルトニウムを取り扱う加工施設以外の加工施設にあ

っては、６．を除く。）の措置の内容について、定期的に評価を行

うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講ずること。 

○ 大規模損壊発生時におけるそれぞれの措置について、法第１３条

第１項に基づく事業許可申請書及び同添付書類又は法第１６条第

１項に基づく事業変更許可申請書及び同添付書類に記載された有

効性評価の前提条件その他の措置に関する基本的内容を満足する

よう定められていること。 
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加工規則第８条第１項第１５号 記録及び報告 

１．加工施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、管理す

ることが定められていること。その際、保安規定及びその下位文書

において、必要な記録を適正に作成し、管理するための措置が定め

られていること。 

２．加工規則第７条に定める記録について、その記録の管理に関する

こと（計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除く。）が定

められていること。 

３． （略） 

４． （略） 

５． （略） 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工規則第８条第１項第１９号 記録及び報告 

○ 加工施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、管理す

ることが定められていること。その際、保安規定及びその下位文書

において、必要な記録を適切に作成し、管理するための措置が定め

られていることが求められる。 

○ 加工規則第７条に定める記録について、その記録の管理が定めら

れていること（計量管理規定で定めるものを除く。）。 

 

○ （略） 

○ （略） 

○ （略） 

 

加工規則第８条第１項第２０号 加工施設の定期的な評価 

○ 加工施設の定期的な評価（経年劣化に係る技術的な評価）に関し

ては、「加工施設及び再処理施設の高経年化対策に関する基本的考

え方について」（平成２０・０５・１４原院第２号（平成２０年５月

１９日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１８１a－０８－１）））

及び「加工施設及び再処理施設における高経年化対策の評価の手引

き（内規）」（平成２０･０５･１４原院第３号（平成２０年５月１９

日原子力安全・保安院制定））を参考とし、加工規則第７条の８の２

第１項に規定された加工施設の経年劣化に関する技術的な評価を

実施するための手順及び体制を定め、当該評価を定期的に実施する
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加工規則第８条第１項第１６号 加工施設の施設管理 

１．施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並びに

これらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使用前

事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイ

ド」（原規規発第１９１２２５７号－７（令和元年１２月２５日原

子力規制委員会決定））を参考として定められていること。 

２．加工施設の経年劣化に係る技術的な評価に関することについて

は、「加工施設及び再処理施設の高経年化対策に関する基本的考え

方」（平成 20・05・14 原院第２号（平成２０年５月１９日原子力安

全・保安院制定））等を参考とし、加工規則第７条の４の２に規定さ

れた加工施設の経年劣化に関する技術的な評価を実施するための

手順及び体制を定め、当該評価を定期的に実施することが定められ

ていること。 

３．事業を開始した日以後２０年を経過した加工施設については、長

期施設管理方針が定められていること。 

４．加工規則第８条第１項第１６号に掲げる加工施設の施設管理に関

することを変更しようとする場合（加工規則第７条の４の２第１項

若しくは第２項の規定により長期施設管理方針を策定し、又は同条

第３項の規定により長期施設管理方針を変更しようとする場合に

限る。）は、申請書に加工規則第７条の４の２第１項若しくは第２項

の評価の結果又は第３項の見直しの結果を記載した書類（以下「技

ことが定められていること。 

 

（新設） 
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術評価書」という。）が添付されていること。 

５．長期施設管理方針及び技術評価書の内容は、「加工施設及び再処理

施設の高経年化対策に関する基本的考え方」等を参考として記載さ

れていること。 

６．使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定め

られていること。 

なお、許可を受けたところにより、重大事故等が発生しないと評

価された場合においては、品質管理基準規則第４８条第５項及び品

質管理基準規則解釈第４８条２の規定に基づき、当該使用前事業者

検査等の対象となる機器等の工事（補修、取替え、改造等）又は点

検に関与していない要員に検査を実施させる体制でもよい。 

 

加工規則第８条第１項第１７号 技術情報の共有 

１． （略） 

 

加工規則第８条第１項第１８号 不適合発生時の情報の公開 

１． （略） 

２．情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登録等

に必要な事項が定められていること。 

 

加工規則第８条第１項第１９号 その他必要な事項 

１．日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、加工施設

に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工規則第８条第１項第２１号 技術情報の共有 

○ （略） 

 

加工規則第８条第１項第２２号 不適合発生時の情報の公開 

○ （略） 

○ 情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登録な

どに必要な事項が定められていること。 

 

加工規則第８条第１項第２３号 その他必要な事項 

○ 日常の品質保証活動の結果を踏まえ、必要に応じ、加工施設に係

る保安に関し必要な事項を定めていること。 
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２．保安規定を定める「目的」が、核燃料物質による災害の防止を図

るものとして定められていること。 

 

（削る） 

 

○ 加工事業者が、核燃料物質による災害を防止するため、保安活動

を原子炉等規制法第２２条第１項の規定に基づき保安規定として

定めることが「目的」として定められていること。 

○ 安全文化を基礎とし、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９

７７年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念（ＡＬＡ

ＲＡ：as low as reasonably achievable）の精神にのっとり、核燃

料物質の加工による災害防止のために適切な品質保証活動のもと

保安活動を実施することが「基本方針」として定められていること。 
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別表第５ 使用済燃料貯蔵施設における保安規定の審査基準 新旧対照表（案） 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

使用済燃料貯蔵事業者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」

という。）第４３条の２０第１項の規定に基づき、事業所ごとに保安規

定を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前に原子力規

制委員会の認可を受けることが義務付けられている。 

 

これを受け、認可を受けようとする使用済燃料貯蔵事業者は、使用

済燃料の貯蔵の事業に関する規則（平成１２年通商産業省令第１１２

号。以下「貯蔵規則」という。）第３７条第１項各号において規定され

ている事項について定め、申請書を提出することが求められている。 

申請書を受理した原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者から

申請された保安規定について、原子炉等規制法第４３条の２０第２項

に定める認可要件である 

・原子炉等規制法第４３条の４第１項若しくは第４３条の７第１項

の許可を受けたところ又は同条第２項の規定により届け出たと

ころによるものでないと認められないこと 

・使用済燃料又は使用済燃料によって汚染された物による災害の防

止上十分でないと認められないこと 

を確認するための審査を行うこととしている。 

使用済燃料貯蔵事業者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」

という。）第４３条の２０第１項及び使用済燃料の貯蔵の事業に関す

る規則（平成１２年通商産業省令第１１２号。以下「貯蔵規則」とい

う。）第３７条第１項の規定に基づき、事業所ごとに保安規定を定め、

原子力規制委員会の認可を受けることが義務付けられている。 

これを受け、認可を受けようとする使用済燃料貯蔵事業者は、貯蔵規

則第３７条第１項において規定されている各項目について定め、申請

書を提出することが求められている。 

 

申請書を受理した原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者から

申請された保安規定について、原子炉等規制法第４３条の２０第２項

に定める認可要件である「使用済燃料又は使用済燃料によって汚染さ

れた物による災害の防止上十分でないと認められない」ことを確認す

るための審査を行うこととしている。 
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したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、

保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定め

る。 

ただし、貯蔵規則第３７条第１項各号において定められている事項

の中には、設置の工事に着手する段階で定めることが困難であり、か

つ、これらをその段階で定めていなくても災害の防止上支障がない事

項が存在することから、使用済燃料を初めて事業所に搬入するまでの

間において適用される保安規定の審査に当たっては、これらの事項を

定める時期が設定されていること及びその時期までにこれらの事項

を定めることにより、災害の防止上支障がないものと認められること

を審査において確認することとする。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１号 関係法令及び保安規定の遵守のた

めの体制 

１．関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を

含む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領書、手順

書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めるとと

もに、これを遵守することが定められていること。また、これらの

文書の位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の積極

的な関与が明記されていること。 

２． （略） 

 

（削る） 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、保

安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定める。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１号 関係法令及び保安規定の遵守のた

めの体制 

○ 関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を

含む。）に関することについては、保安規定に基づき要領書、作業

手順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定め

るとともに、これを遵守し、その位置付けが明確にされているこ

と。特に、経営責任者の積極的な関与が明記されていること。 

 

○ （略） 

 

貯蔵規則第３７条第１項第２号 安全文化醸成のための体制 
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貯蔵規則第３７条第１項第２号 品質マネジメントシステム 

１．品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）については、

原子炉等規制法第４３条の４第１項又は第４３条の７第１項の許

可（以下単に「許可」という。）を受けたところによるものであり、

かつ、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制

の基準に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第２号。以下

「品質管理基準規則」という。）及び原子力施設の保安のための業務

に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈（原規規発

第１９１２２５７号－２（令和元年１２月２５日原子力規制委員会

決定））を踏まえて定められていること。 

 

２．具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織及

び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等の位

置付けを含めて、使用済燃料貯蔵施設の保安活動に関する管理の程

○ 安全文化を醸成するための体制（経営責任者の関与を含む。）に関

することについては、保安規定に基づき要領書、作業手順書その

他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めるととも

に、その位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の

積極的な関与が明記されていること。 

○ 保安の確保を最優先する価値観を組織の中で形成し、維持し、強

化していく当該組織としての文化を継続的に醸成するための体

制を確実に構築することが明確となっていること。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第３号 使用済燃料貯蔵施設の品質保証 

○ 「核燃料物質の加工の事業に関する規則第７条の２の２から第７

条の２の８、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第８条の３

から第８条の９等の要求事項に対する社団法人日本電気協会電

気技術規程「原子力発電所における安全のための品質保証規程

（ＪＥＡＣ４１１１-２００９）」の取扱いについて（内規）」（平

成２２･０３･０３原院第１号（平成２２年３月１７日原子力安

全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１８１ｃ－１０－１、ＮＩＳＡ－１

９１ｃ－１０－１、ＮＩＳＡ－３１４ｃ－１０－１）））において

認められたＪＥＡＣ４１１１－２００９又はそれと同等の規格

に基づく品質保証計画が定められていること。 

○ 品質保証に関する記載内容については、「廃棄物管理施設の保安

規定における品質保証に関する記載について」（平成２１･０２･

１２原院第７号（平成２１年３月２日原子力安全・保安院制定（Ｎ
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度が把握できるように定められていること。また、その内容は、原

子力安全に対する重要度に応じて、その適用の程度を合理的かつ組

織の規模に応じたものとしているとともに、定められた内容が、合

理的に実現可能なものであること。 

３．その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法に

ついて明確にされていること。この具体的な方法について保安規定

の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文書体系

について明確にされていること。 

４．手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要領

書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵守するた

めに、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等

といったＱＭＳに係る文書の階層的な体系における位置付けが明

確にされていること。 

 

５．内部監査の仕組みについては、品質管理基準規則第４６条第１項

及び品質管理基準規則解釈第４６条１の規定に基づき、内部監査の

対象に関与していない要員に実施させることとしてもよい。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第３号 使用済燃料貯蔵施設の操作及び管

理を行う者の職務及び組織 

１． （略） 

 

貯蔵規則第３７条第１項第４号 使用済燃料取扱主任者の職務の範

ＩＳＡ－１９３ａ－０９－１）））を参考として記載しているこ

と。 

 

 

（新設） 

 

 

 

○ 作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、

貯蔵規則第２８条の８に規定された要領書、作業手順書その他保

安に関する文書について、これらを遵守するために、重要度等に

応じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等といった品質保

証に係る文書の階層的な体系の中で、その位置付けが明確にされ

ていること。 

（新設） 

 

 

 

貯蔵規則第３７条第１項第４号 使用済燃料貯蔵施設の操作及び管

理を行う者の職務及び組織 
○ （略） 
 
貯蔵規則第３７条第１項第５号 使用済燃料取扱主任者の職務の範
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囲等 

１．使用済燃料の取扱いに関し、保安の監督を行う使用済燃料取扱主

任者の選任について定められていること。 

２．使用済燃料取扱主任者が保安の監督の責務を十分に果たすことが

できるようにするため、原子炉等規制法第４３条の２３第１項に規

定する要件を満たすことを含め、職務範囲及びその内容（使用済燃

料貯蔵設備の操作に従事する者は、使用済燃料取扱主任者が保安の

ために行う指示に従うことを含む。）について適切に定められてい

ること。また、使用済燃料取扱主任者が保安の監督を適切に行う上

で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされていること。 

 

３．特に、使用済燃料取扱主任者が保安の監督に支障を来すことがな

いよう、上位者等との関係において独立性が確保されていること。

なお、必ずしも使用済燃料貯蔵施設の保安組織から使用済燃料取扱

主任者が独立していることが求められるものではない。 

 

 

貯蔵規則第３７条第１項第５号 保安教育 

１．使用済燃料貯蔵施設の操作及び管理を行う者（役務を供給する事

業者に属する者を含む。以下「従業員」という。）について、保安教

育実施方針が定められていること。 

２．従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計画

を定め、計画的に保安教育を実施することが定められていること。 

囲等 
○ 使用済燃料の取扱いに関して、保安の監督を行う使用済燃料取扱

主任者の選任について定められていること。 
○ 使用済燃料取扱主任者が保安の監督の責務を十全に果たすこと

ができるようにするため、原子炉等規制法第４３条の２３第１項

に規定する要件を満たすことを含め、職務範囲及びその内容（使

用済燃料の取扱いに従事する者は、使用済燃料取扱主任者が保安

のために行う指示に従うことを含む。）について適切に定められ

ていること。また、使用済燃料取扱主任者が保安の監督を適切に

行う上で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされているこ

と。 
○ 特に、使用済燃料取扱主任者が保安の監督に支障をきたすことが

ないよう、上位者等との関係において独立性が確保されているこ

と。なお、必ずしも使用済燃料貯蔵施設の保安組織から使用済燃

料取扱主任者が、独立していることが当然に求められるものでは

ない。 
 

貯蔵規則第３７条第１項第６号 保安教育 

○ 従業員（従業者のうち、放射線業務従事者をいう。以下同じ。）及

び協力企業の従業員について、保安教育実施方針が定められてい

ること。 

○ 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針に基づ

き、保安教育実施計画を定め、計画的に保安教育を実施すること
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３．従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状況

を確認することが定められていること。 

４．使用済燃料の取扱いに関する業務を行う従業員については、当該

業務に係る保安教育を実施することが定められていること。 

 

５．保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こ

さないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、その見

直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第６号 使用済燃料貯蔵施設の操作 

１．使用済燃料貯蔵施設の操作及び管理に必要な操作員の確保につい

て定められていること。 

２．使用済燃料貯蔵施設の操作及び管理に係る組織内規程類を作成す

ることが定められていること。 

３． （略） 

４．使用済燃料貯蔵設備の操作前及び操作後に確認すべき事項並びに

操作に必要な事項について定められていること。 

５．地震、火災等の発生時に講ずべき措置について定められているこ

と。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第７号 管理区域及び周辺監視区域の設定

等 

が定められていること。 

○ 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針に基づ

いた保安教育実施状況を確認することが定められていること。 

○ 協力企業の従業員のうち、使用済燃料の取扱いに関する業務の補

助を行う協力企業従業員については、従業員に準じて保安教育を

実施することが定められていること。 

○ 保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こ

さないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容とその

見直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第７号 使用済燃料貯蔵施設の操作 

○ 使用済燃料貯蔵施設の操作に必要な操作員の確保について定め

られていること。 

○ 使用済燃料貯蔵施設の操作管理に係る社内規程類を作成するこ

とが定められていること。 

○ （略） 

○ 設備操作前に確認すべき事項について定められていること。 

 

○ 地震・火災等発生時に講ずべき措置について定められているこ

と。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第８号 管理区域及び周辺監視区域の設定

等 
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１． （略） 

２． （略） 

３．管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措置

を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気中

の放射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれのある物の表

面汚染密度の基準が定められていること。 

４． （略） 

５． （略） 

６．管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びこれを遵守さ

せる措置が定められていること。 

７．管理区域から物品又は使用済燃料等の搬出及び運搬をする際に講

ずべき事項が定められていること。 

８． （略） 

９．役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必要事

項及びこれを遵守させる措置が定められていること。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第８号 排気監視設備及び排水監視設備 

１．放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定等

の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにその使

用方法が定められていること。 

２．これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理方

法の一部として、第１６号における施設管理に関する事項と併せて

定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測定に係

○ （略） 

○ （略） 

○ 管理区域内において特別措置が必要な区域について採るべき措

置を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空

気中の放射性物質濃度及び床、壁、その他人の触れるおそれのあ

る物の表面汚染密度の基準が定められていること。 

○ （略） 

○ （略） 

○ 管理区域へ出入りする従業員に遵守させるべき事項及びそれを

遵守させる措置が定められていること。 

○ 管理区域から物品又は核燃料物質等を搬出及び運搬する際に講

ずべき事項が定められていること。 

○ （略） 

○ 協力企業に対して遵守させる放射線防護上の必要事項及びそれ

を遵守させる措置が定められていること。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第９号 排気監視設備及び排水監視設備 

○ 放射性気体廃棄物が発生する場合には、その放出箇所、放出管理

目標値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放出物質

濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

（新設） 
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るものの使用方法については、施設全体の管理方法の一部として、

第１０号における放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に

関する事項と併せて定められていてもよい。 

（削る） 

 

 

 

貯蔵規則第３７条第１項第９号 線量、線量当量、汚染の除去等 

１．放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないた

めの措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められているこ

と。 

２．国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した放

射線防護の基本的考え方を示す概念（as low as reasonably 

achievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神にのっとり、放射

線業務従事者が受ける線量を管理することが定められていること。 

３．貯蔵規則第２９条に基づく床、壁等の除染を実施すべき表面汚染

密度の明確な基準が定められていること。 

４． （略） 

５． （略） 

６．使用済燃料等（使用済燃料及び放射性固体廃棄物を除く。）の事業

所の外への運搬に関する行為（事業所の外での運搬中に関するもの

を除く。）が定められていること。なお、この事項は、第１１号又は

第１２号における運搬に関する事項と併せて定められていてもよ

 

 

 

○ 放射性液体廃棄物が発生する場合には、その放出箇所、放出管理

目標値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放出物質

濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１０号 線量、線量当量、汚染の除去等 

○ 放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないた

めの措置が定められていること。 

 

（新設） 

 

 

 

○ 貯蔵規則第２９条に基づく、床・壁等の除染を実施すべき表面汚

染密度の明確な基準が定められていること。 

○ （略） 

○ （略） 

（新設） 
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い。 

７．原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合にお

いては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法

に基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内容を満

足するよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含まれる放射

性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り扱うことが

定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分け

等を明確にするため、第１２号における放射性廃棄物の管理に関す

る事項と併せて定められていてもよい。 

８．放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原

子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて

（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５月２７日

原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））を参

考として定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物と

の仕分け等を明確にするため、第１２号における放射性廃棄物の管

理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

９． （略） 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１０号 放射線測定器の管理及び放射線

測定の方法 

１．放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以下

同じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びにその使

用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められていること。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

○ 放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、

「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに

ついて（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５

月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－

１）））を参考として記載していること。 

 

 

○ （略） 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１１号 放射線測定器の管理等 

 

○ 放出管理用計測器について、計測器の種類、所管箇所及び数量が

定められていること。 
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２．放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理方

法の一部等として、第１６号における施設管理に関する事項と併せ

て定められていてもよい。 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１１号 使用済燃料の受払い、運搬等 

１．受入れの際の使用済燃料及び金属キャスクに関する条件、その適

合性確認の内容、適合性確認の結果が不適合であった場合の措置そ

の他保安のために講ずべき措置が定められていること。 

２． （略） 

（新設） 

 

 

○ 放射線計測器について、計測器の種類、所管箇所及び数量が定め

られていること。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１２号 使用済燃料貯蔵施設の巡視及び

点検 

○ 日常の保安活動の評価を踏まえ、使用済燃料貯蔵施設の点検対象

施設並びに設備の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関す

ること（巡視及び点検の頻度を含む。）について、適切な内容が定

められていること。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１３号 使用済燃料貯蔵施設の施設定期

自主検査 

○ 実施計画を定めて施設定期自主検査を行うことを定めているこ

と。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１４号 使用済燃料の受払い、運搬等 

○ 受入れの際の使用済燃料及び金属キャスクに関する条件、その適

合性確認の内容、適合性確認の結果が不適合であった場合の措置

が定められていること。 

○ （略） 
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３． （略） 

４．使用済燃料を収納した金属キャスクの事業所の外への運搬に関す

る事業所内の措置が定められていること。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１２号 放射性廃棄物の廃棄 

１．放射性固体廃棄物の貯蔵及び保管に係る具体的な管理措置並びに

運搬に関し、放射線安全確保のための措置が定められていること。 

 

２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の事業所の

外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の実施体制

が定められていること。 

 

 

３．放射性固体廃棄物の事業所の外への運搬に関する行為（事業所の

外での運搬中に関するものを除く。）に係る体制が構築されている

ことが明記されていること。なお、この事項は、第９号及び第１１

号における運搬に関する事項と併せて定められていてもよい。 

４．放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の放出管理目標

値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄

物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

５．放射性気体廃棄物の放出箇所、放射性気体廃棄物の放出管理目標

値及び基準値を満たすための放出量管理方法並びに放射性気体廃

棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

○ （略） 

○ 使用済燃料を収納した金属キャスクの事業所外への運搬に関す

る事業所内の措置が定められていること。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１５号 放射性廃棄物の廃棄 

○ 放射性固体廃棄物が発生する場合には、その貯蔵及び保管に係る

具体的な管理措置並びに運搬に関し、放射線安全確保のための措

置が定められていること。 

○ 放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、

「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに

ついて（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５

月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－

１）））を参考として記載していること。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 
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６．平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評価

等）について定められていること。 

７．ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが定

められていること。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１３号 非常の場合に講ずべき処置 

１． （略） 

２．緊急時における操作に関する組織内規程類を作成することが定め

られていること。 

３． （略） 

４．緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別措

置法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力事業者防

災業務計画によることが定められていること。 

５． （略） 

６．次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事さ

せるための要員として選定することが定められていること。 

 

（１）・（２） （略） 

（３）実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に

従事する従業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第３項に

規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に規定する原子力

防災管理者又は同条第３項に規定する副原子力防災管理者で

あること。 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１６号 非常の場合に採るべき処置 

○ （略） 

○ 緊急時における操作に関する社内規程類を作成することが定め

られていること。 

○ （略） 

○ 緊急事態の発生をもってその後の措置は防災業務計画によるこ

とが定められていること。 

 

○ （略） 

○ 次の各号に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業

に従事させるための要員として選定することが定められている

こと。 

１．・２． （略） 

３．実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に従

事する従業員及び協力企業の従業員は、原子力災害対策特別措

置法第８条第３項に規定する原子力防災要員、同法第９条第１

項に規定する原子力防災管理者又は同法同条第３項に規定す

る副原子力防災管理者であること。 
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７．放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射

線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）、緊急作業

を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等の非常

の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められていること。 

 

８．事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定められ

ていること。 

９． （略） 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１４号 設計想定事象に係る使用済燃料

貯蔵施設の保全に関する措置 

１．許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則し

た対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措置を

講ずることが定められていること。 

（１）使用済燃料貯蔵施設の必要な機能を維持するための活動に関

する計画を策定し、要員を配置するとともに、計画に従って必

要な活動を行わせること。特に、火災が発生した場合に対して

は、可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止そ

の他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動を含めて

計画していること。 

（２）必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及

び訓練に関すること。 

（３）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器

○ 放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射

線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）及び緊

急作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる

等の非常の場合に採るべき処置に関し、適切な内容が定められて

いること。 

○ 事象が収束した場合は、緊急時体制を解除することが定められて

いること。 

○ （略） 

 

（新設） 
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具、無線機器その他の資機材を備え付けること。 

（４）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な

体制を整備すること。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１５号 記録及び報告 

１．使用済燃料貯蔵施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成

し、管理することが定められていること。その際、保安規定及びそ

の下位文書において、必要な記録を適正に作成し、管理するための

措置が定められていること。 

２．貯蔵規則第２７条に定める記録について、その記録の管理に関す

ること（計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除く。）が

定められていること。 

３． （略） 

４．特に、貯蔵規則第４３条の１３各号に掲げる事故故障等の事象及

びこれらに準ずるものが発生した場合においては、経営責任者に確

実に報告がなされる体制が構築されていることなど、安全確保に関

する経営責任者の強い関与が明記されていること。 

５．当該事故故障等の事象に準ずる重大な事象について、具体的に明

記されていること。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１６号 使用済燃料貯蔵施設の施設管理 

１．施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並びに

これらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使用前

 

 

 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１７号 記録及び報告 

○ 使用済燃料貯蔵施設に係る保安に関し、必要な記録を適切に作成

し、管理することが定められていること。その際、保安規定及び

その下位文書において、必要な記録を適切に作成し、管理するた

めの措置が定められていることが求められる。 

○ 貯蔵規則第２７条に定める記録について、その記録の管理が定め

られていること。 

 

○ （略） 

○ 特に、貯蔵規則第４３条の１３各号に掲げる事故故障等の事象及

びこれらに準ずるものが発生した場合においては、経営責任者に

確実に報告がなされる体制が構築されていることなど、安全確保

に関する経営責任者の強い関与が明記されていること 

（新設） 

 

 

（新設） 
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事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイ

ド」（原規規発第１９１２２５７号－７（令和元年１２月２５日原

子力規制委員会決定））を参考として定められていること。 

２．使用済燃料貯蔵施設の経年劣化に係る技術的な評価に関すること

については、「使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価に関する運用ガ

イド」（原管廃発第１３１１２７５号（平成２５年１１月２７日原子

力規制委員会決定））を参考とし、貯蔵規則第３１条の２に規定され

た使用済燃料貯蔵施設の経年劣化に関する技術的な評価を実施す

るための手順及び体制を定め、当該評価を定期的に実施することが

定められていること。 

３．事業を開始した日以後２０年を経過した使用済燃料貯蔵施設につ

いては、長期施設管理方針が定められていること。 

４．貯蔵規則第３７条第１項第１６号に掲げる使用済燃料貯蔵施設の

施設管理に関することを変更しようとする場合（貯蔵規則第３１条

の２第１項若しくは第２項の規定により長期施設管理方針を策定

し、又は同条第３項の規定により長期施設管理方針を変更しようと

する場合に限る。）は、申請書に貯蔵規則第３１条の２第１項若しく

は第２項の評価の結果又は第３項の見直しの結果を記載した書類

（以下「技術評価書」という。）が添付されていること。 

５．長期施設管理方針及び技術評価書の内容は、「使用済燃料貯蔵施設

の定期的な評価に関する運用ガイド」を参考として記載されている

こと。 

６．使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定め
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られていること。 

なお、品質管理基準規則第４８条第５項及び品質管理基準規則解

釈第４８条２の規定に基づき、当該使用前事業者検査等の対象とな

る機器等の工事（補修、取替え、改造等）又は点検に関与していな

い要員に検査を実施させる体制でもよい。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１７号 使用済燃料貯蔵施設の定期的な

評価 

１．使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価に関することについては、「使

用済燃料貯蔵施設の定期的な評価に関する運用ガイド」を参考に、

貯蔵規則第３５条の２に規定された使用済燃料貯蔵施設の定期的

な評価を実施するための手順及び体制を定め、当該評価を定期的に

実施することが定められていること。 

 

 

２．使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価に関することについては、貯

蔵規則第３５条の２の規定に基づく措置を講じたときは、同条各項

に掲げる評価の結果を踏まえて、保安活動の計画、実施、評価及び

改善並びにＱＭＳの改善を行うことが定められていること。 

 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１８号 技術情報の共有 

１． （略） 

 

 

 

 

 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１８号 使用済燃料貯蔵施設の定期的な

評価 

○ 使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価に関することについては、

「使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価に関する運用ガイド」（原

管廃発第１３１１２７５号（平成２５年１１月２７日原子力規制

委員会決定））を参考に、貯蔵規則第３５条の２に規定された使用

済燃料貯蔵施設の定期的な評価を実施するための手順及び体制

を定め、当該評価を定期的に実施することが定められているこ

と。 

○ 使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価に関することについては、貯

蔵規則第３５条の２の規定に基づく措置を講じたときは、同条各

項に掲げる評価の結果を踏まえて、保安活動の計画、実施、評価

及び改善並びに品質保証計画の改善を行うことが定められてい

ること。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第１９号 技術情報の共有 

○ （略） 
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貯蔵規則第３７条第１項第１９号 不適合発生時の情報の公開 

１． （略） 

２．情報の公開に関し、自ら管理するウェブサイトへの登録等に必要

な事項が定められていること。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第２０号 その他必要な事項 

１．日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、使用済燃

料貯蔵施設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

２．保安規定を定める「目的」が、使用済燃料又は使用済燃料によっ

て汚染された物による災害の防止を図るものとして定められてい

ること。 

 

（削る） 

 

貯蔵規則第３７条第１項第２０号 不適合発生時の情報の公開 

○ （略） 

○ 情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登録な

どに必要な事項が定められていること。 

 

貯蔵規則第３７条第１項第２１号 その他必要な事項 

○ 日常の品質保証活動の結果を踏まえ、必要に応じ、使用済燃料貯

蔵施設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

○ 使用済燃料貯蔵事業者が、使用済燃料又は使用済燃料によって汚

染された物による災害を防止するため、保安活動を原子炉等規制

法第４３条の２０第１項の規定に基づき保安規定として定める

ことが「目的」として定められていること。 

○ 安全文化を基礎とし、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９

７７年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念（ＡＬ

ＡＲＡ：as low as reasonably achievable）の精神にのっとり、

使用済燃料又は使用済燃料によって汚染された物による災害防

止のために適切な品質保証活動のもと保安活動を実施すること

が「基本方針」として定められていること。 
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別表第６ 使用施設等における保安規定の審査基準 新旧対照表（案） 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

核燃料物質の使用者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」

という。）第５７条第１項の規定に基づき、核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和３２年政令第３２４号。以

下「令」という。）第４１条に規定する核燃料物質を使用しようとする

場合は、工場又は事業所ごとに保安規定を定め、核燃料物質の使用施

設等の設置の工事に着手する前に原子力規制委員会の認可を受ける

ことが義務付けられている。 

これを受け、認可を受けようとする核燃料物質の使用者は、核燃料

物質の使用等に関する規則（昭和３２年総理府令第８４号。以下「使

用規則」という。）第２条の１２第１項各号において規定されている事

項について定め、申請書を提出することが求められている。 

 

申請書を受理した原子力規制委員会は、核燃料物質の使用者から申

請された保安規定について、原子炉等規制法第５７条第２項に定める

認可要件である 

・原子炉等規制法第５２条第１項若しくは第５５条第１項の許可を

受けたところ又は同条第２項の規定により届け出たところによ

るものでないと認められないこと 

・核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防

核燃料物質の使用者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」

という。）５７条第１項の規定に基づき、核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律施行令（昭和３２年政令第３２４号。以下

「令」という。）第４１条に規定する核燃料物質を使用しようとする場

合、工場又は事業所ごとに保安規定を定め、原子力規制委員会の認可

を受けることが義務付けられている。  

 

これを受け、認可を受けようとする核燃料物質の使用者は、核燃料

物質の使用等に関する規則（昭和３２年総理府令第８４号。以下「使

用規則」という。）第２条の１２第１項において規定されている各項目

について保安規定に定め、認可申請書を提出することが求められてい

る。 

保安規定の認可申請書を受理した原子力規制委員会は、核燃料物質

の使用者から申請された保安規定について、原子炉等規制法第５７条

第２項に定める認可要件である「核燃料物質又は核燃料物質によって

汚染された物による災害の防止上十分でないと認められない」ことを

確認するための審査を行うこととしている。 
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止上十分でないものであると認められないこと 

を確認するための審査を行うこととしている。 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、

保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定め

る。 

ただし、使用規則第２条の１２第１項各号において定められている

事項の中には、設置の工事に着手する段階で定めることが困難であ

り、かつ、これらをその段階で定めていなくても災害の防止上支障が

ない事項が存在することから、核燃料物質を初めて工場又は事業所に

搬入するまでの間において適用される保安規定の審査に当たっては、

これらの事項を定める時期が設定されていること及びその時期まで

にこれらの事項を定めることにより、災害の防止上支障がないものと

認められることを審査において確認することとする。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、

保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定め

る。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

各号共通事項 

○ 使用規則第２条の１２第１項第１号（使用施設等の管理を行う者

の職務及び組織に関すること。）に定められたところにより、保安規

定に明記された職務及び組織に従ってそれぞれの事項に関する責

任者が明記されていること。  

○ 使用規則第２条の１２第１項第１４号（品質保証（保安のために

必要な措置を体系的に実施することにより、原子力の安全を確保す

ることをいう。）に関すること。）に定められたところにより、保安

規定に明記された品質保証を行う者の職務及び組織に従ってそれ
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使用規則第２条の１２第１項第１号 関係法令及び保安規定の遵守

のための体制 

１．関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を

含む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領書、手順

書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めるとと

もに、これを遵守することが定められていること。また、これらの

文書の位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の積極

的な関与が明記されていること。 

２．保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うため、コ

ンプライアンスに係る体制が確実に構築されていることが明確と

なっていること。 

 

使用規則第２条の１２第１項第２号 品質マネジメントシステム 

１．品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）については、

原子炉等規制法第５２条第１項又は第５５条第１項の許可（以下単

に「許可」という。）を受けたところによるものであり、かつ、原子

力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に

関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第２号。以下「品質管

理基準規則」という。）及び原子力施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈（原規規発第１９１

ぞれの事項に関する責任者が明記されていること及び品質保証計

画に基づき品質保証活動を実施することが明記されていること。  

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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２２５７号－２（令和元年１２月２５日原子力規制委員会決定））を

踏まえて定められていること。 

２．具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織及

び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等の位

置付けを含めて、使用施設等の保安活動に関する管理の程度が把握

できるように定められていること。また、その内容は、原子力安全

に対する重要度に応じて、その適用の程度を合理的かつ組織の規模

に応じたものとしているとともに、定められた内容が、合理的に実

現可能なものであること。 

３．その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法に

ついて明確にされていること。この具体的な方法について保安規定

の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文書体系

について明確にされていること。 

４．手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要領

書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵守するた

めに、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等

といったＱＭＳに係る文書の階層的な体系における位置付けが明

確にされていること。 

５．内部監査の仕組みについては、品質管理基準規則第４６条第１項

及び品質管理基準規則解釈第４６条１の規定に基づき、内部監査の

対象に関与していない要員に実施させることとしてもよい。 

 

使用規則第２条の１２第１項第３号 使用施設等の管理を行う者の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用規則第２条の１２第１項第１号  使用施設等の管理を行う者の
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職務及び組織 

１．使用施設等に係る保安のために講ずべき措置に必要な組織及び各

職位の職務内容が定められていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職務及び組織 

○ 本事項については、核燃料物質の使用等は、核燃料物質の使用許

可申請書若しくは核燃料物質の使用変更許可申請書（以下「申請書

等」という。）の記載内容及び使用、貯蔵及び廃棄の技術上の基準等

の関係法令を遵守することはもとより、核燃料物質の使用等に係る

災害を防止するため、保安規定を定め、自らの保安活動を確実に実

施する旨が明記された上で、以下について明記されていること。  

１．使用に係る保安のための職務（工場又は事業所内の保安の監

督に関する責任者及び各職務）及び責任範囲並びに組織に関す

ること。  

ここで、本項において明記された各職務等については、使用

規則第２条の１２第１項第２号から第１５号に掲げる各事項

において、その関わりが明記されていること。  

また、使用規則第２条の１２第１項第１４号（品質保証（保

安のために必要な措置を体系的に実施することにより、原子力

の安全を確保することをいう。）に関することをいう。）に定め

られたところにより、保安規定に明記された品質保証を行う者

の職務及び組織に従って本事項に関する責任者が明記されて

いること及び品質保証計画に基づき品質保証活動を実施する

ことが明記されていること。  

２．会議体に関すること。  

会議体を設ける場合、その役割、位置付け、審議事項及び構

成員に関すること。  
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ここで、使用者においては、加工事業者や再処理事業者のように、

核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせる責任者として、

核燃料取扱主任者免状を有する者を選任する義務は課せられてい

ない。 

 

しかしながら、令第４１条が、周辺監視区域外における一般公衆

の放射線被ばくの観点から核燃料物質の数量及び組成を規定した

ものであることに鑑みれば、同条に定める核燃料物質の使用者にお

いては、自らの保安活動をより確実に遂行していくため、核燃料物

質の取扱いに関して指導・助言を行うに足りる知識及び経験等を有

する者を保安の監督に関する責任者に選任すること並びにその職

務及び責任範囲が保安規定に明記されていることが望ましい。これ

を踏まえ、以下の事項が明記されていること。 

 

 

（１） （略） 

（２） （略） 

ここで、職務については、以下の事項が明記されていること。 

 

①～⑦ （略） 

（削る） 

３．保安の監督に関する責任者の配置に関すること。 

 

ここで、使用者については、加工事業者や再処理事業者のよ

うに、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため

の責任者として、国家試験により十分な知識を有すると認めら

れ核燃料取扱主任者免状を交付され同免状を有する者を核燃

料取扱主任者として選任する義務は課せられていない。  

しかしながら、令第４１条が、周辺監視区域外における一般

公衆の放射線被ばくの観点からの一定の潜在的危険性及び使

用する核燃料物質が臨界に達する可能性を、使用する核燃料物

質の数量として規定されたものであることに鑑みれば、同条に

該当する核燃料物質の使用者については、自らの保安活動をよ

り確実に遂行していく観点から、核燃料物質の取扱いに関する

指導・助言を行い得る相当な知識及び経験等を有する者を保安

の監督に関する責任者として配置することが、その職務及び責

任範囲と併せて保安規定に明記されていることが望ましいこ

とから、以下の事項が明記されていること。 

(1) （略） 

(2) （略） 

ここで、職務については、以下の事項が明記されている

こと。 

①～⑦ （略） 

⑧ 国の実施する検査（施設検査、保安検査）に立ち会う
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（３）～（５） （略） 

 

使用規則第２条の１２第１項第４号 保安教育 

１．使用施設等の管理を行う者（役務を供給する事業者に属する者を

含む。以下「従業員」という。）について、保安教育実施方針が定め

られていること。 

２．従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計画

を定め、計画的に保安教育を実施することが定められていること。 

３．従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状況

を確認することが定められていること。 

４．保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こ

さないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、その見

直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こと。 

(3)～(5) （略） 

 

使用規則第２条の１２第１項第２号 放射線業務従事者の保安教育 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．保安教育の内容に関すること。 

ここで、保安教育の内容については、以下の事項が明記されてい

ること。 

(1) 関係法令及び保安規定に関すること。 

(2) 使用施設等の構造、性能及び操作に関すること。 

(3) 放射線管理に関すること。 

(4) 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱い

に関すること。 

(5) 非常時の場合に採るべき処置に関すること。 

(6) その他使用施設等に係る保安教育に関し必要な事項 

２．臨界に関すること。 

ただし、臨界量以上の核燃料物質の使用者のみに適用される。 

(1) 保安教育の教育時間に関すること。 

ここで、教育時間の設定に関しては、核燃料物質等取扱業務

特別教育規程（平成１２年１月２０日労働省告示第１号）の時

間数が参考の一つとなる。 

(2) 使用者の従業者以外の者（協力企業の従業者等）に対する保

安教育に関すること。 
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使用規則第２条の１２第１項第５号 使用施設等の操作 

 

１．核燃料物質の使用等に必要な従業員の確保について定められてい

ること。 

２．使用施設等の管理に係る組織内規程類を作成することが定められ

ていること。 

ここで、保安教育は、原則として、使用者自らが実施するこ

とが明記されていること。また、協力企業に保安教育を実施さ

せる場合は、協力企業に必要な教育内容を提示するとともに、

その実施検査の報告、評価を行うことが明記されていること。 

(3) 放射線業務従事者以外の従業者（工場又は事業所に勤務す

る役員、事務職員を含む。）に対する保安教育に関すること。 

ここで、役員への保安教育は、他産業分野における事故・ト

ラブル等の分析等を教材として、安全文化の啓蒙活動や役員自

身の安全に係る自己啓発的なものが望ましい。 

(4) 非常時の訓練に関すること。 

ここで、非常時の訓練は年１回以上行うことが明記されてい

ること。 

(5) 教育実施計画及び実施結果の記録の作成に関すること。  

ここで、教育実施計画の策定に当たっては、保安の監督に関

する責任者が、その内容を精査することが明記されているこ

と。 

 

使用規則第２条の１２第１項第３号 災害の防止上特に管理を必要

とする機器の操作 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．災害の防止上特に管理を必要とする機器 

ここで、災害の防止上特に管理を必要とする機器とは、申請書

等に記載されたところにより、核的制限値又は熱的制限値等を担
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３．核燃料物質の臨界管理について定められていること。 

４．従業員の引継時に実施すべき事項について定められていること。 

５．核燃料物質等の使用前及び使用後に確認すべき取扱いに必要な事

項について定められていること。 

６．地震、火災等の発生時に講ずべき措置について定められているこ

と。 

 

 

 

使用規則第２条の１２第１項第６号 管理区域及び周辺監視区域の

設定等 

１．管理区域の設定及び措置並びに立入制限等に関すること。 

２．管理区域内の区域区分について、汚染のおそれのない管理区域及

びこれ以外の管理区域について表面汚染密度及び空気中の放射性

物質濃度の基準値が定められていること。 

３．管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措置

を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気中

の放射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれのある物の表

面汚染密度の基準が定められていること。 

４．管理区域への出入管理に係る措置事項が定められていること。 

５．管理区域から退出する場合等の表面汚染密度の基準が定められて

いること。 

６．管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びこれを遵守さ

保する必要がある機器、閉じ込め機能を担保する必要がある機

器、非常用装置、施設の保安のための計器及び放射線測定器等を

いう。 

２．災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。 

ここで、災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作は、代

表者又は工場若しくは事業所の長が、当該機器を安全に操作する

技術的能力を有すると認めた放射線業務従事者の中から指定さ

れた者が行うことが明記されていること。 

 

使用規則第２条の１２第１項第４号 管理区域及び周辺監視区域の

設定等 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．管理区域の設定及び措置並びに立入制限等に関すること。 

ここで、措置とは、使用規則第２条の１１の３第１号及び第２

条の１１の５第１号に掲げられた措置をいう。 

２．周辺監視区域の設定及び措置並びに立入制限等に関すること。 

ここで、措置とは、使用規則第２条の１１の３第２号及び第２

条の１１の５第１号に掲げられた措置をいう。 
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せる措置が定められていること。 

７．管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に講

ずべき事項が定められていること。 

８．周辺監視区域の設定及び措置並びに立入制限等に関すること。 

９．役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必要事

項及びこれを遵守させる措置が定められていること。 

 

使用規則第２条の１２第１項第７号 排気監視設備及び排水監視設

備 

１．放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定等

の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにその使

用方法が定められていること。 

２．これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理方

法の一部として、第１５号における施設管理に関する事項と併せて

定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測定に係

るものの使用方法については、施設全体の管理方法の一部として、

第９号における放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関

する事項と併せて定められていてもよい。 

 

使用規則第２条の１２第１項第８号 線量、線量当量、汚染の除去等 

１．放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないた

めの措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められているこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

使用規則第２条の１２第１項第６号 排気監視設備及び排水監視設

備 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．排気監視設備及び排水監視設備の管理に関すること。 

ここで、排気監視設備及び排水監視設備とは、申請書等に記載

されたものをいう。また、管理とは、点検内容及び点検頻度をい

う。 

２．排気監視設備及び排水監視設備の点検により異常を認めた場合

の処置に関すること。 

 

 

 

使用規則第２条の１２第１項第５号 線量、線量当量、汚染の除去等 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．放射線業務従事者の線量及び放射線業務従事者が呼吸する空気

中の放射性物質の濃度の監視に関すること。 
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２．国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した放

射線防護の基本的考え方を示す概念（as low as reasonably 

achievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神にのっとり、放射

線業務従事者が受ける線量を管理することが定められていること。 

３．使用規則第２条の１１の４第１号ハに基づく床、壁等の除染を実

施すべき表面汚染密度の明確な基準が定められていること。 

４．管理区域及び周辺監視区域境界付近における線量当量率等の測定

に関する事項が定められていること。 

５．管理区域内で汚染のおそれのない区域に物品又は核燃料物質等を

移動する際に講ずべき事項が定められていること。 

６．核燃料物質等（核燃料物質及び放射性固体廃棄物を除く。）の工場

又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事業所の外での運

搬中に関するものを除く。）が定められていること。なお、この事項

は、第１０号又は第１１号における運搬に関する事項と併せて定め

られていてもよい。 

７．原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合にお

いては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法

に基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内容を満

足するよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含まれる放射

性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り扱うことが

定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分け

等を明確にするため、第１１号における放射性廃棄物の管理に関す

る事項と併せて定められていてもよい。 

２．管理区域内の放射性物質によって汚染された物の表面の放射性

物質の密度、管理区域からの人の退去、又は持ち出し物品等の表

面の放射性物質の密度の監視に関すること。 

３．管理区域内の床、壁、その他人の触れるおそれのある物であっ

て放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度

が原子力規制委員会の定めた密度を超えた場合等の措置に関す

ること。 
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８．放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原

子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて

（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５月２７日

原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））を参

考として定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物と

の仕分け等を明確にするため、第１１号における放射性廃棄物の管

理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

９．汚染拡大防止のための放射線防護上、必要な措置が定められてい

ること。 

 

使用規則第２条の１２第１項第９号 放射線測定器の管理及び放射

線の測定の方法 

１．放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以下

同じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びにその使

用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められていること。 

２．放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理方

法の一部等として、第１５号における施設管理に関する事項と併せ

て定められていてもよい。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用規則第２条の１２第１項第７号 放射線測定器の管理 

 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．放射線測定機器の管理に関すること。 

ここで、管理とは、点検内容及び点検頻度をいう。 

２．測定器の種類、測定頻度、測定箇所等に関すること。 

 

 

 

使用規則第２条の１２第１項第８号 使用施設等の巡視及び点検 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．巡視及び点検の頻度並びに対象とする使用施設等に関するこ

と。 

- 1250 -



 

13 
 

 

 

 

 

 

使用規則第２条の１２第１項第１０号 核燃料物質の受払い、運搬、

貯蔵等 

１．工場又は事業所内における核燃料物質の運搬及び貯蔵に際して、

臨界に達しないようにする措置その他の保安のために講ずべき措

置を講ずること、貯蔵施設における貯蔵の条件等が定められている

こと。 

２．核燃料物質の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又

は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に関することが定

められていること。なお、この事項は、第８号又は第１１号におけ

る運搬に関する事項と併せて定められていてもよい。 

 

 

使用規則第２条の１２第１項第１１号 放射性廃棄物の廃棄 

１．放射性固体廃棄物の保管廃棄に係る具体的な管理措置及び運搬に

関し、放射線安全確保のための措置が定められていること。 

２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又は

事業所の外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の

実施体制が定められていること。 

２．使用施設等の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名の記

録に関すること。 

３．巡視及び点検の結果の記録並びに異常を認めた場合の処置に関

すること。 

 

使用規則第２条の１２第１項第９号 核燃料物質の受渡し、運搬、貯

蔵等 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．核燃料物質の受渡し及びその措置に関すること。 

２．核燃料物質の工場又は事業所内及び工場又は事業所の外におけ

る運搬に関すること。 

３．貯蔵する核燃料物質の種類及び数量並びに貯蔵施設の管理その

他の取扱いに関すること。  

ここで、貯蔵する核燃料物質の種類及び数量については、許可

又は届出された年間予定使用量を超えないようにすることが明

記されていること。 

 

使用規則第２条の１２第１項第１０号 放射性廃棄物の廃棄  

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．放射性気体廃棄物を廃棄する場合の排気中の放射性物質の濃度

の監視に関すること。 

２．放射性液体廃棄物を廃棄する場合の排水中の放射性物質の濃度

の監視に関すること。 
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３．放射性固体廃棄物の工場又は事業所の外への運搬に関する行為

（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に係る体

制が構築されていることが明記されていること。なお、この事項は、

第８号又は第１０号における運搬に関する事項と併せて定められ

ていてもよい。 

４．放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の放出管理目標

値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄

物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

５．放射性気体廃棄物の放出箇所、放射性気体廃棄物の放出管理目標

値を満たすための放出量管理方法並びに放射性気体廃棄物の放出

物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

６．平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評価

等）について定められていること。 

７．ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが定

められていること。 

 

使用規則第２条の１２第１項第１２号 非常の場合に講ずべき処置 

１．緊急時に備え、平常時から緊急時に実施すべき事項が定められて

いること。 

２．緊急時における核燃料物質の使用に関する組織内規程類を作成す

ることが定められていること。 

３．緊急事態発生時は定められた通報経路に従い、関係機関に通報す

ること（工場等内の見学者、外部研究者等に対する避難指示等を含

３． 放射性固体廃棄物を廃棄する場合の放射性廃棄物の種類、当該

放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量等に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用規則第２条の１２第１項第１１号 非常の場合に採るべき処置 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 
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む。）が定められていること。 

４．緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別措

置法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力事業者防

災業務計画によることが定められていること。 

５．緊急事態が発生した場合は、緊急時体制を発令し、応急措置及び

緊急時における活動を実施することが定められていること。 

６．次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事さ

せるための要員として選定することが定められていること。 

 （削る） 

 

 

 

（１）・（２） （略） 

（３）実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に

従事する従業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第３項に

規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に規定する原子力

防災管理者又は同条第３項に規定する副原子力防災管理者で

あること。 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

７．放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．非常時の組織及び要員に関すること。なお、緊急作業に係る要

員については、次の各号に掲げる要件に該当する放射線業務従

事者を緊急作業に従事させるための要員として選定すること。 

(1)・(2) （略） 

(3) 実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業

に従事する従業員及び協力企業の従業員は、原子力災害対策特

別措置法第８条第３項に規定する原子力防災要員、同法第９条

第１項に規定する原子力防災管理者又は同法同条第３項に規

定する副原子力防災管理者であること。 

２．非常時対応資機材の整備及び管理に関すること。 

３．非常時の通報連絡系統に関すること（工場等内の見学者、外部

研究者等に対する避難指示等を含む。）。 

４．非常時の措置（発令、活動及び解除を含む。）に関すること。 

５．放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放
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線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）、緊急作業

を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等の非常

の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められていること。 

（削る） 

 

 

８．事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定められ

ていること。 

９．防災訓練の実施頻度について定められていること。 

 

使用規則第２条の１２第１項第１３号 設計想定事象等に係る使用

施設等の保全に関する措置 

１．許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則し

た対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措置を

講ずることが定められていること。 

（１）使用施設等の必要な機能を維持するための活動に関する計画

を策定し、要員を配置するとともに、計画に従って必要な活動を

行わせること。特に、当該計画には、次に掲げる事項を含めるこ

と。 

イ 火災 

可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止そ

の他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関す

ること。 

射線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）及

び緊急作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診

させる等の非常の場合に採るべき処置に関すること。 

６．発生頻度が設計評価事故より低い事故であって、多量の放射性

物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合

における処置に関すること。 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 
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ロ 発生頻度が設計評価事故より低い事故であって、使用施設

等から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあ

るもの（以下「多量の放射性物質等を放出する事故」という。） 

当該事故の拡大を防止するために必要な措置に関するこ

と。 

（２）必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及

び訓練に関すること。特に多量の放射性物質等を放出する事故

の発生時における使用施設等の必要な機能を維持するための

活動を行う要員に対する教育及び訓練については、毎年１回以

上定期に実施すること。 

（３）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器

具、無線機器その他の資機材を備え付けること。 

（４）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な

体制を整備すること。 

 

使用規則第２条の１２第１項第１４号 記録及び報告 

 

 

１．使用施設等に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、管理

することが定められていること。その際、保安規定及びその下位文

書において、必要な記録を適正に作成し、管理するための措置が定

められていること。 

２．使用規則第２条の１１に定める記録について、その記録の管理に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用規則第２条の１２第１項第１２号 使用施設等に係る保安（保安

規定の遵守状況を含む。）に

関する記録 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。  

１．記録事項、記録すべき場合及び記録の保存期間に関すること。 

２．記録に当たっての留意事項 

 

 

- 1255 -



 

18 
 

関すること（計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除

く。）が定められていること。 

３．工場又は事業所の長及び保安の監督に関する責任者に報告すべき

事項が定められていること。 

４．特に、使用規則第６条の１０各号に掲げる事故故障等の事象及び

これらに準ずるものが発生した場合においては、経営責任者に確実

に報告がなされる体制が構築されていることなど、安全確保に関す

る経営責任者の強い関与が明記されていること。 

５．当該事故故障等の事象に準ずる重大な事象について、具体的に明

記されていること。 

 

使用規則第２条の１２第１項第１５号 使用施設等の施設管理 

１．施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並びに

これらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使用前

事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイ

ド」（原規規発第１９１２２５７号－７（令和元年１２月２５日原

子力規制委員会決定））を参考として定められていること。 

２．使用前検査の実施に関することが定められていること。 

なお、品質管理基準規則第４８条第５項及び品質管理基準規則解

釈第４８条２の規定に基づき、当該使用前検査等の対象となる機器

等の工事（補修、取替え、改造等）又は点検に関与していない要員

に検査を実施させることとしてもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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使用規則第２条の１２第１項第１６号 技術情報の共有 

１．メーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた保安に関す

る技術情報を事業者の情報共有の場を活用し、他の使用者等と共有

し、自らの使用施設等の保安を向上させるための措置が記載されて

いること。 

 

使用規則第２条の１２第１項第１７号 不適合発生時の情報の公開 

１．使用施設等の保安の向上を図る観点から、不適合が発生した場合

の公開基準が定められていること。 

２．情報の公開に関し、自ら管理するウェブサイトへの登録等に必要

な事項が定められていること。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

使用規則第２条の１２第１項第１３号 使用施設等の定期的な自主

検査 

○ 本事項については、以下の事項が明記されていること。 

１．使用施設等の保安上特に管理を必要とする設備の性能が維持さ

れているかどうかについての検査に関すること。 

ここで、検査とは、検査内容及び検査頻度を含む。 

２．使用施設等の保安のために直接関連する計器及び放射線測定器

の校正に関すること。 

３．１．の検査及び２．の校正の結果、異常を認めた場合の処理に

関すること。 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用規則第２条の１２第１項第１４号 品質保証（保安のために必要

な措置を体系的に実施する

ことにより、原子力の安全を

確保することをいう。） 

○ 本事項については、品質保証を導入して保安のために必要な措置

を体系的に実施する旨を明記した上で、以下の事項が明記されてい

ること。 

１．品質保証計画の策定に関すること。 

(1) 品質保証を行うため、トップマネジメントが、品質保証計画

（品質保証計画に定める事項を含む。）を策定すること。 

(2) 品質保証計画は、品質保証活動を実施するために必要な文

書の発行、レビュー等に関して定める手続きに従って管理を行

うこと。 

２．品質保証を行う者の組織及び職務に関すること。 

品質保証に係る組織及び職務に関することについては、使用規

則第２条の１２第１項第１号（使用施設等の管理を行う者の職務

及び組織に関すること。）と関連づけて明記されていること。 

(1) 組織の範囲 

保安管理組織のうち、品質保証に係る組織（品質保証を行う

者（監査に係る組織を含む。））に関すること。なお、品質保証

に係る組織は、保安管理組織の組織図中において、その範囲が

明記されていること。 

(2) トップマネジメント 
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使用者又は工場若しくは事業所の長が、品質保証に係る組織

のトップマネジメントとして、品質保証計画の策定、品質保証

活動の実施、評価及び継続的な改善を総括することが明記され

ていること。ここで、総括とは、自ら又は品質保証の総括を行

う者を通じて、品質保証に係る事項の全体を見渡し、まとめる

こと等をいう。 

(3) 品質保証責任者の選任 

品質保証計画の策定、品質保証活動の実施、評価及び品質保

証計画の継続的な改善に関し、以下に例示する事項を実施する

責任者（以下「品質保証責任者」という。）を、管理層の中から

選任すること。 

① 品質保証に必要なプロセスを確立すること。 

② 実施及び維持を確実に実施すること。 

③ 品質保証活動の実施状況及び改善の必要性の有無につい

て、トップマネジメントに報告すること。 

④ 組織全体にわたって原子力の安全確保に対する認識を高

めることを確実にすること。 

(4) 品質保証に係る組織の職務 

品質保証に係る組織については、以下に例示する職務が明記

されていること。なお、保安に関する組織において明記されて

いるものは除く。 

① 保安教育の責任者 

② 監査の責任者 
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③ 不適合管理の責任者 

④ 是正処置、予防処置の責任者 

⑤ マネジメントレビューの責任者 

⑥ 文書管理、記録管理の責任者 

３．品質保証計画に基づく品質保証活動の実施（保安に関し必要な

個々の事項の計画、実施、評価及び継続的な改善を含む。）、評価

（監査を含む。）及び品質保証計画の継続的な改善に関すること。 

(1) 品質保証活動に係る教育 

品質保証活動を実施するに当たっては、以下の事項を含む取

り決め、手順の概略を明確にして教育を実施すること。なお、

本事項については、使用規則第２条の１２第１項第２号（放射

線業務従事者に対する保安教育に関すること。）と関連づけて

明記されていること。 

① 品質保証責任者及び監査員が職務遂行のために必要な教

育、品質保証に係る組織に属する者が保安に関し必要な個々

の事項の職務遂行のために必要な教育及び継続的な改善の

結果必要とされた教育を実施すること。 

② 教育・訓練その他の処理の有効性を評価すること。 

③ 教育、訓練、技能及び経験に関する記録を維持すること。 

(2) 保安に関し必要な個々の事項の計画、実施、評価及び継続的

な改善 

保安に関し必要な以下の事項の計画、実施、評価及び継続的

な改善を実施するに当たり、以下の事項の取り決め及び手順を
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定め管理を行うこと。なお、本事項については、各レベル（部

課室等）における計画、実施、評価及び継続的な改善並びに組

織全体としての品質保証計画の策定、品質保証活動の実施、評

価及び継続的な改善とのつながりが明記されていること。 

① 保安教育に関すること。 

② 災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関する

こと。 

③ 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に

係る立入制限等に関すること。 

④ 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によっ

て汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚

染の除去に関すること。 

⑤ 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 

⑥ 放射線管理測定器の管理及び放射線の測定の方法に関す

ること。 

⑦ 使用施設等の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関す

ること。 

⑧ 核燃料物質の受渡し、運搬、貯蔵その他の取扱いに関する

こと。 

⑨ 放射性廃棄物の廃棄に関すること。 

⑩ 非常の場合に採るべき処置に関すること。 

⑪ 使用施設等に係る保安に関する記録に関すること。 

⑫ 使用施設等の定期的な自主検査に関すること。 
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⑬ その他使用施設等に係る保安に関し必要な事項に関する

こと。 

(3) 品質保証活動の評価 

① 監査 

以下の事項を含む取り決め及び手順に関すること。 

ｱ) 監査は、原則、定期的に実施すること。 

ｲ) 監査に先立ち、必要な計画（年度計画、実施計画等）を

定めること。 

ｳ) 監査の結果、明らかになった事項については、不適合管

理、是正処置予防処置へ展開すること。 

② 不適合管理 

以下の事項を含む取り決め及び手順に関すること。 

ｱ) 不適合が放置されることを防ぐための管理に関するこ

と。 

ｲ) 不適合の性質の記録、不適合に対して採られた特別採用

を含む処置の記録の維持に関すること。 

ｳ) 不適合の修正を施した場合に、要求事項への適合性を実

証するための再検証に関すること。 

(4) 品質保証計画の継続的な改善 

① 是正処置 

以下の事項を含む取り決め及び手順に関すること。 

ｱ) 不適合の内容確認に関すること。 

ｲ) 不適合の原因特定に関すること。 
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ｳ) 不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性の評

価に関すること。 

ｴ) 必要な処置の決定及び実施に関すること。 

ｵ) 採った処置の結果の記録に関すること。 

ｶ) 是正処置において実施した活動のレビューに関するこ

と。 

② 予防処置 

以下の事項を含む取り決め及び手順に関すること。 

ｱ) 起こり得る不適合及びその原因の特定に関すること。 

ｲ) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価に

関すること。 

ｳ) 必要な処置の決定及び実施に関すること。 

ｴ) 採った処理の結果の記録に関すること。 

ｵ) 予防処置において実施した活動のレビューに関するこ

と。 

ｶ) 他の組織から得られた核燃料物質の使用等に係る技術

情報について、自らの使用施設等の保安の向上にいかすた

めの措置が定められていること。 

③ マネジメントレビュー 

以下の事項を含む取り決め及び手順に関すること。 

ｱ) トップマネジメントによるマネジメントレビューに関

すること。 

ｲ) マネジメントレビューは、原則、定期的に実施すること。 
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使用規則第２条の１２第１項第１８号 その他必要な事項 

１．日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、使用施設

等に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

２．保安規定を定める「目的」が、核燃料物質又は核燃料物質によっ

て汚染された物による災害の防止を図るものとして定められてい

ること。 

ｳ) マネジメントレビューの結果、明らかになった事項につ

いては、不適合の管理、是正処置、予防処置へと展開する

こと。 

４．品質保証活動に関する文書及び記録に関すること。 

(1) 品質保証活動に関する文書の管理 

① 品質保証活動を実施するために必要な文書の発行、レビュ

ー、改定、識別、配布（提供）及び外部文書、廃止文書に関

して必要な管理に関すること。 

② 品質保証活動を実施するために必要な文書の明確化に関

すること。 

(2) 品質保証活動に関する記録の管理 

① 品質保証活動を実施するために必要な記録の識別、保管、

保護、検索、保管期間及び廃棄に関して必要な管理に関する

こと。 

② 品質保証計画における品質保証活動を実施するために必

要な記録の明確化に関すること。 

 

使用規則第２条の１２第１項第１５号 その他必要な事項 

○ 施設の特徴及び日常の品質保証活動の結果を踏まえ、必要に応

じ、使用施設等に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

○ 核燃料物質の使用者が、核燃料物質、核燃料物質によって汚染さ

れた物による災害を防止するため、保安活動を原子炉等規制法第５

７条第１項の規定に基づき保安規定として定めることが「目的」と
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（削る） 

して定められていること。 

○ 安全文化を基礎とし、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９

７７年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念（ＡＬＡ

ＲＡ：as low as reasonably achievable）の精神にのっとり、核燃

料物質の使用等による災害防止のために適切な品質保証活動のも

と保安活動を実施することが「基本方針」として定められているこ

と。 
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別表第７ 再処理施設における保安規定の審査基準 新旧対照表（案） 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

再処理事業者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）

第５０条第１項の規定に基づき、工場又は事業所ごとに保安規定を定

め、再処理施設の設置の工事に着手する前に原子力規制委員会の認可

を受けることが義務付けられている。 

これを受け、認可を受けようとする再処理事業者は、使用済燃料の

再処理の事業に関する規則（昭和４６年総理府令第１０号。以下「再

処理規則」という。）第１７条第１項各号において規定されている事項

について定め、申請書を提出することが求められている。 

申請書を受理した原子力規制委員会は、再処理事業者から申請され

た保安規定について、原子炉等規制法第５０条第２項に定める認可要

件である 

・原子炉等規制法第４４条第１項の指定を受けたところ、第４４条

の４第１項の許可を受けたところ又は同条第２項の規定により

届け出たところによるものでないと認められないこと 

・使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚

染された物による災害の防止上十分でないと認められないこと 

を確認するための審査を行うこととしている。 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、

保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定め

再処理事業者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）

第５０条第１項の規定に基づき、事業所ごとに保安規定を定め、原子

力規制委員会の認可を受けることが義務付けられている。 

 

これを受け、認可を受けようとする再処理事業者は、使用済燃料の

再処理の事業に関する規則（昭和４６年総理府令第１０号。以下「再

処理規則」という。）第１７条第１項において規定されている各項目に

ついて定め、申請書を提出することが求められている。 

申請書を受理した原子力規制委員会は、再処理事業者から申請され

た保安規定について、原子炉等規制法第５０条第２項に定める認可要

件である「使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによ

つて汚染された物による災害の防止上十分でないと認められない」こ

とを確認するための審査を行うこととしている。 

 

 

 

 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、

保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定め
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る。 

ただし、再処理規則第１７条第１項各号において定められている事

項の中には、設置の工事に着手する段階で定めることが困難であり、

かつ、これらをその段階で定めていなくても災害の防止上支障がない

事項が存在することから、核燃料物質を初めて工場又は事業所に搬入

するまでの間において適用される保安規定の審査に当たっては、これ

らの事項を定める時期が設定されていること及びその時期までにこ

れらの事項を定めることにより、災害の防止上支障がないものと認め

られることを審査において確認することとする。 

 

再処理規則第１７条第１項第１号 関係法令及び保安規定の遵守の

ための体制 

１．関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を

含む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領書、手順

書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めるとと

もに、これを遵守することが定められていること。また、これらの

文書の位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の積極

的な関与が明記されていること。 

２． （略） 

 

（削る） 

 

 

る。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理規則第１７号第１項第１号 関係法令及び保安規定の遵守の

ための体制 

〇 関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を

含む。）に関することについては、保安規定に基づき要領書、作業手

順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めると

ともに、これを遵守し、その位置付けが明確にされていること。特

に、経営責任者の積極的な関与が明記されていること。 

 

〇 （略） 

 

再処理規則第１７条第１項第２号 安全文化醸成のための体制 

〇 安全文化を醸成するための体制（経営責任者の関与を含む。）に関

することについては、保安規定に基づき要領書、作業手順書その他
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再処理規則第１７条第１項第２号 品質マネジメントシステム 

１．品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）については、

原子炉等規制法第４４条第１項の指定（以下単に「指定」という。）

を受けたところ又は第４４条の４第１項の許可（以下単に「許可」

という。）を受けたところによるものであり、かつ、原子力施設の保

安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則

（令和２年原子力規制委員会規則第２号）及び原子力施設の保安の

ための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解

釈（原規規発第１９１２２５７号－２（令和元年１２月２５日原子

力規制委員会決定））を踏まえて定められていること。 

 

２．具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織及

び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等の位

置付けを含めて、再処理施設の保安活動に関する管理の程度が把握

できるように定められていること。また、その内容は、原子力安全

に対する重要度に応じて、その適用の程度を合理的かつ組織の規模

保安に関する文書について、重要度等に応じて定めるとともに、そ

の位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の積極的な

関与が明記されていること。 

〇 保安の確保を最優先する価値観を組織の中で形成し、維持し、強

化していく当該組織としての文化を継続的に醸成するための体制

を確実に構築することが明確となっていること。 

 

再処理規則第１７条第１項第３号 再処理施設の品質保証 

〇 「核燃料物質の加工の事業に関する規則第７条の２の２から第７

条の２の８、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第８条の３か

ら第８条の９等の要求事項に対する社団法人日本電気協会電気技

術規程「原子力発電所における安全のための品質保証規程（ＪＥＡ

Ｃ４１１１-２００９）」の取扱いについて（内規）」（平成２２・０

３・０３原院第１号（平成２２年３月１７日原子力安全・保安院制

定（ＮＩＳＡ－１８１ｃ－１０－１、ＮＩＳＡ－１９１ｃ－１０－

１、ＮＩＳＡ－３１４ｃ－１０－１）））において認められたＪＥＡ

Ｃ４１１１－２００９又はそれと同等の規格に基づく品質保証計

画が定められていること。 

〇 品質保証に関する記載内容については、「原子力発電所の保安規

定における品質保証に関する記載について」（平成１６･０３･０４

原院第３号（平成１６年３月２２日原子力安全・保安院制定（ＮＩ

ＳＡ－１６５ａ－０４－３）））を参考として記載していること。 
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に応じたものとしているとともに、定められた内容が、合理的に実

現可能なものであること。 

３．その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法に

ついて明確にされていること。この具体的な方法について保安規定

の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文書体系

について明確にされていること。 

４．手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要領

書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵守するた

めに、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等

といったＱＭＳに係る文書の階層的な体系における位置付けが明確

にされていること。 

 

 

再処理規則第１７条第１項第３号 再処理施設の操作及び管理を行

う者の職務及び組織 

１．再処理施設に係る保安のために講ずべき措置に必要な組織及び各

職位の職務内容が定められていること。 

 

再処理規則第１７条第１項第４号 核燃料取扱主任者の職務の範囲

等 

１．再処理施設における核燃料物質の取扱いに関し、保安の監督を行

う核燃料取扱主任者の選任について定められていること。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

〇 作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、

再処理規則第８条の１０に規定された要領書、作業手順書その他保

安に関する文書について、これらを遵守するために、重要度等に応

じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等といった品質保証に

係る文書の階層的な体系の中で、その位置付けが明確にされている

こと。 

 

再処理規則第１７条第１項第４号 再処理施設の操作及び管理を行

う者の職務及び組織 

〇 事業所における再処理施設に係る保安のために講ずべき措置に

必要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。 

 

再処理規則第１７条第１号第５号 核燃料取扱主任者の職務の範囲

等 

〇 再処理施設における核燃料物質の取扱いに関し、保安の監督を行

う核燃料取扱主任者の選任について定められていること。なお、核

燃料物質の取扱いに関し、実務の経験が３年以上であること。 
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２．核燃料取扱主任者が保安の監督の責務を十分に果たすことができ

るようにするため、原子炉等規制法第５０条の２第２項において準

用する第２２条の４第１項に規定する要件を満たすことを含め、職

務範囲及びその内容（再処理設備の操作に従事する者は、核燃料取

扱主任者が核燃料物質の取扱いに関して保安のために行う指示に従

うことを含む。）について適切に定められていること。また、核燃料

取扱主任者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及び組織上

の位置付けがなされていること。 

３．特に、核燃料取扱主任者が保安の監督に支障を来すことがないよ

う、上位者等との関係において独立性が確保されていること。なお、

必ずしも再処理施設の保安組織から核燃料取扱主任者が独立してい

ることが求められるものではない。 

 

再処理規則第１７条第１項第５号 保安教育 

 

１．再処理施設の操作及び管理を行う者（役務を供給する事業者に属

する者を含む。以下「従業員」という。）について、保安教育実施方

針が定められていること。 

２．従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計画

を定め、計画的に保安教育を実施することが定められていること。 

 

３．従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状況

を確認することが定められていること。 

〇 核燃料取扱主任者が保安の監督の責務を十全に果たすことがで

きるようにするため、原子炉等規制法第５０条の２第２項において

準用する第２２条の４第１項に規定する要件を満たすことを含め、

職務範囲及びその内容（再処理の事業において核燃料物質の取扱い

に従事する者は、核燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のた

めに行う指示に従うことを含む。）について適切に定められている

こと。また、核燃料取扱主任者が保安の監督を適切に行う上で、必

要な権限及び組織上の位置付けがなされていること。 

〇 特に、核燃料取扱主任者が保安の監督に支障をきたすことがない

よう、上位者等との関係において独立性が確保されていること。な

お、必ずしも再処理施設の保安組織から核燃料取扱主任者が、独立

していることが当然に求められるものではない。 

 

再処理規則第１７条第１項第６号 放射線業務従事者に対する保安

教育 

〇 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針が定め

られていること。 

 

〇 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針に基づ

き、保安教育実施計画を定め、計画的に保安教育を実施することが

定められていること。 

〇 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針に基づ

いた保安教育実施状況を確認することが定められていること。 
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４．保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こ

さないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、その見

直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

再処理規則第１７条第１項第６号 再処理施設の操作 

 

１．再処理施設の操作に必要な操作員の確保について定められている

こと。 

２．再処理施設の操作及び管理に係る組織内規程類を作成することが

定められていること。 

３．核燃料物質の臨界管理について定められていること。 

４．操作員の引継時に実施すべき事項について定められていること。 

 

 

 

５．再処理設備の操作前及び操作後に確認すべき事項並びに操作に必

要な事項について定められていること。 

６．地震、火災、有毒ガス（予期せず発生するものを含む。）等の発生

時に講ずべき措置について定められていること。 

７．再処理施設の保安に関する重要事項及び再処理施設の保安運営に

関する重要事項を審議する委員会の設置、構成及び審議事項につい

て定められていること。 

 

〇 保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こ

さないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容とその見

直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

再処理規則第１７条第１項第７号 保安上特に管理を必要とする設

備の操作 

〇 再処理施設の操作及び管理に必要な操作員の確保について定め

られていること。 

〇 再処理施設の操作及び管理に係る社内規程類を作成することが

定められていること。 

（新設） 

〇 操作員の引継時に実施すべき事項、設備操作前に確認すべき事項

及び地震・火災・有毒ガス（予期せず発生するものを含む。）等発生

時に講ずべき措置について定められていること（手順等への記載を

含む）。 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 
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（削る） 

 

 

 

 

再処理規則第１７条第１項第７号 管理区域、保全区域及び周辺監視

区域の設定等 

１． （略） 

２． （略） 

３．管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措置

を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気中

の放射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれのある物の表

面汚染密度の基準が定められていること。 

４． （略） 

５． （略） 

６．管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びこれを遵守さ

せる措置が定められていること。 

７．管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に講

ずべき事項が定められていること。 

８． （略） 

９． （略） 

１０．役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必要

事項及びこれを遵守させる措置が定められていること。 

再処理規則第１７条第１項第８号 再処理施設の操作の安全審査 

〇 再処理施設の保安に関する重要事項及び再処理施設の保安運営

に関する重要事項を審議する委員会の設置、構成及び審議事項につ

いて定められていること。 

 

再処理規則第１７条第１項第９号 管理区域、保全区域及び周辺監視

区域の設定等 

〇 （略） 

〇 （略） 

〇 管理区域内において特別措置が必要な区域について採るべき措

置を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気

中の放射性物質濃度及び床、壁、その他人の触れるおそれのある物

の表面汚染密度の基準が定められていること。 

〇 （略） 

〇 （略） 

〇 管理区域へ出入りする所員に遵守させるべき事項及びそれを遵

守させる措置が定められていること。 

〇 管理区域から物品又は核燃料物質等を搬出及び運搬する際に講

ずべき事項が定められていること。 

〇 （略） 

〇 （略） 

〇 協力企業に対して遵守させる放射線防護上の必要事項及びそれ

を遵守させる措置が定められていること。 
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再処理規則第１７条第１項第８号 排気監視設備及び海洋放出監視

設備 

１．放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定等

の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにその使

用方法が定められていること。 

２．これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理方

法の一部として、第１７号における施設管理に関する事項と併せ

て定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測定に

係るものの使用方法については、施設全体の管理方法の一部とし

て、第１０号における放射線測定器の管理及び放射線の測定の方

法に関する事項と併せて定められていてもよい。 

（削る） 

 

 

 

 

再処理規則第１７条第１項第９号 線量、線量当量、汚染の除去等 

１．放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないた

めの措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められていること。 

２．国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ)が１９７７年勧告で示した放射

線防護の基本的考え方を示す概念（as low as reasonably 

achievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神にのっとり、放射

 

再処理規則第１７条第１項第１０号 排気監視設備及び海洋放出監

視設備 

〇 放射性気体廃棄物の放出箇所、放射性気体廃棄物の放出管理目標

値を満たすための設備の保守管理、放出量管理方法並びに排気中の

放射性物質の濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

（新設） 

 

 

 

 

 

〇 放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の放出管理目標

値を満たすための設備の保守管理、放出管理方法並びに海洋放出水

中の放射性物質の量、濃度の測定項目及び頻度が定められているこ

と。 

 

再処理規則第１７条第１項第１１号 線量、線量当量、汚染の除去等 

〇 放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないた

めの措置が定められていること。 

（新設） 
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線業務従事者が受ける線量を管理することが定められていること。 

３．再処理規則第９条に基づく床、壁等の除染を実施すべき表面汚染

密度の明確な基準が定められていること。 

４． （略） 

５． （略） 

６．核燃料物質等（核燃料物質及び放射性固体廃棄物を除く。）の工場

又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事業所の外での運

搬中に関するものを除く。）が定められていること。なお、この事項

は、第１１号又は第１２号における運搬に関する事項と併せて定め

られていてもよい。 

７．原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合にお

いては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法

に基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内容を満

足するよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含まれる放射

性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り扱うことが

定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分け

等を明確にするため、第１２号における放射性廃棄物の管理に関す

る事項と併せて定められていてもよい。 

（削る） 

 

 

 

 

 

〇 再処理規則第９条に基づく、床・壁等の除染を実施すべき表面汚

染密度の明確な基準が定められていること。 

〇 （略） 

〇 （略） 

〇 核燃料物質等の事業所外への運搬に関する事業所内の行為が定

められていること。 

 

 

 

〇 原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合に

おいては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方

法に基づき、同法第６１条の２第１項の確認を受けようとする物に

含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行うことが定め

られていること。 

 

 

 

〇 原子炉等規制法第６１条の２第１項の確認を受けようとする物

の取扱いに関することについては、「放射能濃度の測定及び評価の

方法の認可について（内規）」（平成１７･１１･３０原院第６号（平

成１８年１月３０日原子力安全・保安院制定））及び平成２３・０６・

２０原院第４号（平成２３年７月１日同院改正））を参考として記載
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８．放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原

子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて

（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５月２７日

原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））を参

考として定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物と

の仕分け等を明確にするため、第１２号における放射性廃棄物の管

理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

９． （略） 

 

再処理規則第１７条第１項第１０号 放射線測定器の管理及び放射

線測定の方法 

１．放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以下

同じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びにその使

用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められていること。 

２．放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理方

法の一部等として、第１７号における施設管理に関する事項と併せ

て定められていてもよい。 

（削る） 

 

 

していること。なお、原子炉等規制法第６１条の２第２項による放

射能濃度の測定及び評価方法の認可において記載された内容を満

足するように定められていること。 

〇 放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、

「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いにつ

いて（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５月２

７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））

を参考として記載していること。 

 

 

〇 （略） 

 

再処理規則第１７条第１項第１２号 放射線測定器の管理等 

 

〇 放出管理用計測器について、計測器の種類、所管箇所、数量及び

点検頻度が定められていること。 

 

（新設） 

 

 

〇 放射線計測器について、計測器の種類、所管箇所、数量及び点検

頻度が定められていること。 
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（削る） 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

再処理規則第１７条第１項第１１号 核燃料物質の受払い、運搬、貯

蔵等 

１．工場又は事業所内における核燃料物質の運搬及び貯蔵（使用済燃

料に係るものを含む。以下同じ。）に際して臨界に達しないようにす

る措置その他保安のために講ずべき措置を講ずること、貯蔵施設に

おける貯蔵の条件等が定められていること。 

２．核燃料物質の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又

は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に関することが定め

られていること。なお、この事項は、第９号又は第１２号における

運搬に関する事項と併せて定められていてもよい。 

 

再処理規則第１７条第１項第１２号 放射性廃棄物の廃棄 

再処理規則第１７条第１項第１３号 再処理施設の巡視及び点検 

〇 日常の保安活動の評価を踏まえ、再処理施設の点検対象施設並び

に設備の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること（巡視

及び点検の頻度を含む。）について、適切な内容が定められているこ

と。 

 

再処理規則第１７条第１項第１４号 再処理施設の施設定期自主検

査 

〇 実施計画を定めて施設定期自主検査を行うことを定めているこ

と。 

 

再処理規則第１７条第１項第１５号 核燃料物質の受渡し、運搬、貯

蔵等 

〇 事業所構内における核燃料物質の運搬及び貯蔵並びに使用済燃

料の運搬及び貯蔵に際して保安のために講ずべき措置として、運搬

する場合に臨界に達しない措置を講ずること及び貯蔵施設等が定

められていること。 

（新設） 

 

 

 

 

再処理規則第１７条第１項第１６号 放射性廃棄物の廃棄 
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１． （略） 

２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又は

事業所の外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の

実施体制が定められていること。 

３．放射性固体廃棄物の工場又は事業所の外への運搬に関する行為

（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に係る体制

が構築されていることが明記されていること。なお、この事項は、

第９号及び第１１号における運搬に関する事項と併せて定められて

いてもよい。 

４． （略） 

（削る） 

 

 

５．平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評価

等。ただし、海洋放出口周辺海域等に係るものを除く。）について定

められていること。なお、第１３号における環境放射線モニタリン

グに関する事項と併せて定められていてもよい。 

６．ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが定

められていること。 

（削る） 

 

 

 

〇 （略） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

〇 （略） 

〇 放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の放出管理目標

値を満たすための放出管理方法並びに海洋放出水中の放射性物質

の量、濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

〇 原子炉等規制法第６１条の２第１項の確認を受けようとする物

の取扱いに関することについては、「放射能濃度の測定及び評価の

方法の認可について（内規）」（平成１７･１１･３０原院第６号（平

成１８年１月３０日原子力安全・保安院制定）及び平成２３・０６・

- 1277 -



 

13 
 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

再処理規則第１７条第１項第１３号 海洋放出口周辺海域等の放射

線管理 

１． （略） 

２．海洋放出口周辺海域等に係る平常時の環境放射線モニタリングの

実施体制（計画、実施、評価等）について定められていること。な

お、第１２号における環境放射線モニタリングに関する事項と併せ

て定められていてもよい。 

 

再処理規則第１７条第１項第１４号 非常の場合に講ずべき処置 

１． （略） 

２．緊急時における操作に関する組織内規程類を作成することが定め

られていること。 

２０原院第４号（平成２３年７月１日同院改正））を参考として記載

していること。 

なお、原子炉等規制法第６１条の２第２項による放射能濃度の測定

及び評価方法の認可において記載された内容を満足するように定

められていること。 

〇 放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、

「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いにつ

いて（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５月２

７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））

を参考として記載していること。 

 

再処理規則第１７条第１項第１７号 海洋放出口周辺海域等の放射

線管理 

〇 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

再処理規則第１７条第１項第１８号 非常の場合に採るべき処置 

〇 （略） 

〇 緊急時における運転操作に関する社内規程類を作成することが

定められていること。 
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３． （略） 

４．緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別措

置法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力事業者防

災業務計画によることが定められていること。 

 

５．緊急事態が発生した場合は、緊急時体制を発令し、応急措置及び

緊急時における活動を実施することが定められていること。 

６．次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事さ

せるための要員として選定することが定められていること。 

 

（１）・（２） （略） 

（３）実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に

従事する従業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第３項に

規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に規定する原子力

防災管理者又は同条第３項に規定する副原子力防災管理者であ

ること。 

７．放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射

線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）、緊急作

業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等の

非常の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められている

こと。 

８．事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定められ

ていること。 

〇 （略） 

〇 緊急事態の発生をもってその後の措置は防災業務計画によるこ

とが定められていること。緊急事態が発生した場合は、緊急時体制

を発令し、応急措置及び緊急時における活動を実施することが定め

られていること。 

（新設） 

 

〇 次の各号に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業

に従事させるための要員として選定することが定められているこ

と。 

１．・２． （略） 

３．実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に従

事する従業員及び協力企業の従業員は、原子力災害対策特別措置

法第８条第３項に規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に

規定する原子力防災管理者又は同法同条第３項に規定する副原

子力防災管理者であること。 

〇 放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射

線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）及び緊急

作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等の

非常の場合に採るべき処置に関し、適切な内容が定められているこ

と。 

〇 事象が収束した場合は、緊急時体制を解除することが定められて

いること。 
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９． （略） 

 

再処理規則第１７条第１項第１５号 設計想定事象等に係る再処理

施設の保全に関する措置 

１．指定又は許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方

針に則した対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げ

る措置を講ずることが定められていること。 

（１）再処理施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画

を策定し、要員を配置するとともに、計画に従って必要な活動

を行わせること。特に、当該計画には、次に掲げる事項を含め

ること。 

イ 火災 

可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止そ

の他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関する

こと。 

ロ 重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡変

化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大事故

等」という。） 

① 重大事故等発生時におけるセル内において発生する臨

界事故を防止するための対策に関すること。 

② 重大事故等発生時における使用済燃料から分離された

物であって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷

却する機能が喪失した場合にセル内において発生する蒸

〇 （略） 

 

再処理規則第１７条第１項第１９号 初期消火活動のための体制の

整備 

〇 火災の発生を消防吏員に確実に通報するために必要な設備、初期

消火活動を行うために必要な化学消防自動車、泡消火薬剤その他資

機材の備え付け、初期消火活動のための体制の整備及びこれらの定

期的な評価並びに評価結果に基づく必要な措置について、適切な内

容が定められていること。 

〇 初期消火活動のための体制の整備に関する記載内容については、

「原子炉施設等を設置した工場又は事業所における初期消火活動

のための体制の整備に関する規定の解釈（内規）」（平成２０･０６･

１１原院第２号（平成２０年６月２０日原子力安全・保安院制定（Ｎ

ＩＳＡ－１３１c－０８－２８）））のうち、再処理規則第１２条の３

及び第１７条第１項第１９号に係る事項に基づいていること。 
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発乾固を防止するための対策に関すること。 

③ 重大事故等発生時における放射線分解によって発生す

る水素が再処理設備の内部に滞留することを防止する機

能が喪失した場合にセル内において発生する水素による

爆発を防止するための対策に関すること。 

④ ③に掲げるもののほか、重大事故等発生時におけるセル

内において発生する有機溶媒その他の物質による火災又

は爆発を防止するための対策に関すること。 

⑤ 重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵

する使用済燃料の著しい損傷を防止するための対策に関

すること。 

⑥ ①から⑤までに掲げるもののほか、重大事故等発生時に

おける放射性物質の漏えいを防止するための対策に関す

ること。 

⑦ 発生する有毒ガスからの操作員等の防護に関すること。 

ハ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる再処理施設の大規模な損壊（以下「大規

模損壊」という。） 

① 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場

合における消火活動に関すること。 

② 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵設備の水位

を確保するための対策及び使用済燃料の著しい損傷を緩

和するための対策に関すること。 
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③ 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減す

るための対策に関すること。 

（２）必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及

び訓練に関すること。特に重大事故等又は大規模損壊の発生時

における再処理施設の必要な機能を維持するための活動を行う

要員に対する教育及び訓練については、それぞれ毎年１回以上

定期に実施すること。 

（３）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、

消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホースその他

の資機材を備え付けること。 

（４）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な

体制を整備すること。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理規則第１７条第１項第２０号 重大事故発生時における再処

理施設の保全のための活動を

行う体制の整備 

〇 重大事故が発生した場合（以下「重大事故等発生時」という。）に

おける再処理施設の保全のための活動を行う体制の整備に関して

は、次に掲げる措置を講じることが定められていること。 

１．重大事故等発生時における再処理施設の保全のための活動を行

うために必要な計画を策定すること。 

２．重大事故等発生時における再処理施設の保全のための活動を行

うために必要な要員（以下「対策要員」という。）を配置すること。 
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３．対策要員に対する教育及び訓練を毎年一回以上定期的に実施す

ること。 

４．重大事故等発生時における再処理施設の保全のための活動を行

うために必要な電源車、消防自動車、消火ホースその他の資機材

を備え付けること。 

５．重大事故等発生時における再処理施設の保全のための活動を行

うために必要な次に掲げる事項に関する社内規程類を定め、これ

を対策要員に守らせること。 

一 重大事故等発生時におけるセル内において発生する臨界事

故を防止するための対策に関すること。 

二 重大事故等発生時における使用済燃料から分離された物で

あって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機

能が喪失した場合にセル内において発生する蒸発乾固を防止

するための対策に関すること。 

三 重大事故等発生時における放射線分解によって発生する水

素が再処理設備の内部に滞留することを防止する機能が喪失

した場合にセル内において発生する水素による爆発を防止す

るための対策に関すること。 

四 重大事故等発生時におけるセル内において発生する有機溶

媒その他の物質による火災又は爆発を防止するための対策に

関すること（前号に掲げるものを除く。）。 

五 重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する

使用済燃料の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

六 重大事故等発生時における放射性物質の漏えいを防止する

ための対策に関すること（前各号に掲げるものを除く。）。 

七 発生する有毒ガスからの運転員等の防護に関すること。 

６．前各号に掲げるもののほか、重大事故等発生時における再処理

施設の保全のための活動を行うために必要な体制を整備するこ

と。 

７．前各号の措置について定期的に評価を行うとともに、評価の結

果に基づき必要な措置を講ずること。 

〇 重大事故等発生時におけるそれぞれの措置について、法第４４条

第１項に基づく事業指定申請書及び同添付書類又は法第４４条の

４第１項に基づく事業指定変更許可申請書及び同添付書類に記載

された有効性評価の前提条件その他の措置に関する基本的内容を

満足するよう定められていること。 

 

再処理規則第１７条第１項第２１号 大規模損壊発生時における再

処理施設の保全のための活動

を行う体制の整備 

〇 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる再処理施設の大規模な損壊が発生した場合（以下

「大規模損壊発生時」という。）における再処理施設の保全のための

活動を行う体制の整備に関し、次に掲げる措置を講じることが定め

られていること。 

１．大規模損壊発生時における再処理施設の保全のための活動を行
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うために必要な計画を策定すること。 

２．大規模損壊発生時における再処理施設の保全のための活動を行

うために必要な要員を配置すること。 

３．大規模損壊発生時における再処理施設の保全のための活動を行

う要員に対する教育及び訓練を毎年一回以上定期的に実施する

こと。 

４．大規模損壊発生時における再処理施設の保全のための活動を行

うために必要な電源車、消防自動車、消火ホースその他の資機材

を備え付けること。 

５．大規模損壊発生時における再処理施設の保全のための活動を行

うために必要な次に掲げる事項に関する社内規程類を定め、これ

を要員に守らせること。 

一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合に

おける消火活動に関すること。 

二 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵設備の水位を確

保するための対策及び使用済燃料の著しい損傷を緩和するた

めの対策に関すること。 

三 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するた

めの対策に関すること。 

６．前各号に掲げるもののほか、大規模損壊発生時における再処理

施設の保全のための活動を行うために必要な体制を整備するこ

と。 

７．前各号の措置について定期的に評価を行うとともに、評価の結
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再処理規則第１７条第１項第１６号 記録及び報告 

１．再処理施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、管理

することが定められていること。その際、保安規定及びその下位文

書において、必要な記録を適正に作成し、管理するための措置が定

められていること。 

２．再処理規則第８条に定める記録について、その記録の管理に関す

ること（計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除く。）が

定められていること。 

３． （略） 

４． （略） 

５． （略） 

 

再処理規則第１７条第１項第１７号 再処理施設の施設管理 

１．施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並びに

これらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使用前事

業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイド」

（原規規発第１９１２２５７号－７（令和元年１２月２５日原子力

果に基づき必要な措置を講ずること。 

〇 大規模損壊発生時におけるそれぞれの措置について、法第４４条

第１項に基づく事業指定申請書及び同添付書類又は法第４４条の

４第１項に基づく事業指定変更許可申請書及び同添付書類に記載

された措置に関する内容を満足するよう定められていること。 

 

再処理規則第１７条第１項第２２号 記録及び報告 

〇 再処理施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、管理

することが定められていること。その際、保安規定及びその下位文

書において、必要な記録を適切に作成し、管理するための措置が定

められていることが求められる。 

〇 再処理規則第８条に定める記録について、その記録の管理が定め

られていること。（計量管理規定で定めるものを除く。） 

 

〇 （略） 

〇 （略） 

〇 （略） 

 

（新設） 
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規制委員会決定））を参考として定められていること。 

２．再処理施設の経年劣化に係る技術的な評価に関することについて

は、「加工施設及び再処理施設の高経年化対策に関する基本的考え方

について」（平成 20・05・14 原院第２号（平成２０年５月１９日原

子力安全・保安院制定））等を参考とし、再処理規則第１１条の２に

規定された再処理施設の経年劣化に関する技術的な評価を実施する

ための手順及び体制を定め、当該評価を定期的に実施することが定

められていること。 

３．事業を開始した日以後２０年を経過した再処理施設については、

長期施設管理方針が定められていること。 

４．再処理規則第１７条第１項第１７号に掲げる再処理施設の施設管

理に関することを変更しようとする場合（再処理規則第１１条の２

第１項若しくは第２項の規定により長期施設管理方針を策定し、又

は同条第３項の規定により長期施設管理方針を変更しようとする場

合に限る。）は、申請書に再処理規則第１１条の２第１項若しくは第

２項の評価の結果又は第３項の見直しの結果を記載した書類（以下

「技術評価書」という。）が添付されていること。 

５．長期施設管理方針及び技術評価書の内容は、「加工施設及び再処理

施設の高経年化対策に関する基本的考え方について」等を参考とし

て記載されていること。 

６．使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定め

られていること。 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理規則第１７条第１項第１８号 技術情報の共有 

１． （略） 

 

再処理規則第１７条第１項第１９号 不適合発生時の情報の公開 

１． （略） 

２．情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登録等

に必要な事項が定められていること。 

 

再処理規則第１７条第１項第２０号 その他必要な事項 

１．日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、再処理施

設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

再処理規則第１７条第１項第２３号 再処理施設の定期的な評価 

〇 再処理施設の定期的な評価（経年劣化に係る技術的な評価）に関

しては、「加工施設及び再処理施設の高経年化対策に関する基本的

考え方について」（平成２０･０５･１４原院第２号（平成２０年５月

１９日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１８１a－０８－１）））

及び「加工施設及び再処理施設における高経年化対策の評価の手引

き（内規）」（平成２０･０５･１４原院第３号（平成２０年５月１９

日原子力安全・保安院制定））を参考とし、再処理規則第１６条の２

第１項に規定された再処理施設の経年劣化に関する技術的な評価

を実施するための手順及び体制を定め、当該評価を定期的に実施す

ることが定められていること。 

 

再処理規則第１７条第１項第２４号 技術情報の共有 

〇 （略） 

 

再処理規則第１７条第１項第２５号 不適合発生時の情報の公開 

〇 （略） 

〇 情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登録な

どに必要な事項が定められていること。 

 

再処理規則第１７条第１項第２６号 その他必要な事項 

〇 日常の品質保証活動の結果を踏まえ、必要に応じ、再処理施設に

係る保安に関し必要な事項を定めていること。 
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２．保安規定を定める「目的」が、核燃料物質又は核燃料物質によっ

て汚染された物による災害の防止を図るものとして定められている

こと。 

 

（削る） 

 

〇 再処理事業者が、使用済燃料、使用済燃料から分離された物又は

これらによって汚染された物による災害を防止するため、保安活動

を原子炉等規制法第５０条第１項の規定に基づき保安規定として

定めることが「目的」として定められていること。 

〇 安全文化を基礎とし、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ)が１９７

７年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念（ＡＬＡＲ

Ａ：as low as reasonably achievable)の精神にのっとり、使用済

燃料の再処理による災害防止のために適切な品質保証活動のもと

保安活動を実施することが「基本方針」として定められていること。 
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別表第８ 第二種廃棄物埋設事業に係る廃棄物埋設施設における保安規定の審査基準 新旧対照表（案） 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

第二種廃棄物埋設事業者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制

法」という。）第５１条の１８第１項の規定に基づき、事業所ごとに保

安規定を定め、第二種廃棄物埋設事業に係る廃棄物埋設施設（以下単

に「廃棄物埋設施設」という。）の設置の工事に着手する前に原子力規

制委員会の認可を受けることが義務付けられている。 

 

これを受け、認可を受けようとする第二種廃棄物埋設事業者は、核

燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設

の事業に関する規則（昭和６３年総理府令第１号。以下「第二種埋設

規則」という。）第２０条第１項各号において規定されている事項につ

いて定め、申請書を提出することが求められている。 

申請書を受理した原子力規制委員会は、第二種廃棄物埋設事業者か

ら申請された保安規定について、原子炉等規制法第５１条の１８第２

項に定める認可要件である 

・原子炉等規制法第５１条の２第１項若しくは第５１条の５第１項

の許可を受けたところ又は同条第２項の規定により届け出たと

ころによるものでないと認められないこと 

・核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防

止上十分でないものであると認められないこと 

第二種廃棄物埋設事業者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制

法」という。）第５１条の１８第１項及び核燃料物質又は核燃料物質

によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則（昭和

６３年総理府令第１号。以下「第二種埋設規則」という。）第２０条

第１項の規定に基づき、事業所ごとに保安規定を定め、原子力規制委

員会の認可を受けることが義務付けられている。 

これを受け、認可を受けようとする第二種廃棄物埋設事業者は、第

二種埋設規則第２０条第１項において規定されている各項目につい

て定め、申請書を提出することが求められている。 

 

 

申請書を受理した原子力規制委員会は、第二種廃棄物埋設事業者か

ら申請された保安規定について、原子炉等規制法第５１条の１８第２

項に定める認可要件である「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染

された物による災害の防止上十分でないと認められない」ことを確認

するための審査を行うこととしている。 
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を確認するための審査を行うこととしている。 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、

保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定め

る。 

ただし、第二種埋設規則第２０条第１項各号において定められてい

る事項の中には、設置の工事に着手する段階で定めることが困難であ

り、かつ、これらをその段階で定めていなくても災害の防止上支障が

ない事項が存在することから、放射性廃棄物を初めて事業所に搬入す

るまでの間において適用される保安規定の審査に当たっては、これら

の事項を定める時期が設定されていること及びその時期までにこれ

らの事項を定めることにより、災害の防止上支障がないものと認めら

れることを審査において確認することとする。 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第１号 関係法令及び保安規定の遵

守のための体制 

１．関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を

含む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領書、手

順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めると

ともに、これを遵守することが定められていること。また、これら

の文書の位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の積

極的な関与が明記されていること。 

２． （略） 

 

 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、

保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定め

る。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第１号 関係法令及び保安規定の遵

守のための体制 

○関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を含

む。）に関することについては、保安規定に基づき要領書、作業手

順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めると

ともに、これを遵守し、その位置付けが明確にされていること。特

に、経営責任者の積極的な関与が明記されていること。 

 

○ （略） 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第２号 品質マネジメントシステム 

１．品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）について

は、原子炉等規制法第５１条の２第１項又は第５１条の５第１項の

許可（以下単に「許可」という。）を受けたところによるものであ

り、かつ、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な

体制の基準に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第２号。

以下「品質管理基準規則」という。）及び原子力施設の保安のための

業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈（原規

規発第１９１２２５７号－２（令和元年１２月２５日原子力規制委

員会決定））を踏まえて定められていること。 

 

２．具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織及

び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等の位

第二種埋設規則第２０条第１項第２号 安全文化醸成のための体制 

○安全文化を醸成するための体制（経営責任者の関与を含む。）に関

することについては、保安規定に基づき要領書、作業手順書その他

保安に関する文書について、重要度等に応じて定めるとともに、そ

の位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の積極的な

関与が明記されていること。 

○保安の確保を最優先する価値観を組織の中で形成し、維持し、強化

していく当該組織としての文化を継続的に醸成するための体制を

確実に構築することが明確となっていること。 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第３号 廃棄物埋設施設の品質保証 

〇「核燃料物質の加工の事業に関する規則第７条の２の２から第７条

の２の８、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第８条の３から

第８条の９等の要求事項に対する社団法人日本電気協会電気技術

規程「原子力発電所における安全のための品質保証規程（ＪＥＡＣ

４１１１-２００９）」の取扱いについて（内規）」（平成２２･０３･

０３原院第１号（平成２２年３月１７日原子力安全・保安院制定（Ｎ

ＩＳＡ－１８１ｃ－１０－１、ＮＩＳＡ－１９１ｃ－１０－１、Ｎ

ＩＳＡ－３１４ｃ－１０－１）））において認められたＪＥＡＣ４１

１１－２００９又はそれと同等の規格に基づく品質保証計画が定

められていること。 

〇品質保証に関する記載内容については、「第二種廃棄物埋設事業に

係る廃棄物埋設施設の保安規定における品質保証に関する記載に
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置付けを含めて、廃棄物埋設施設の保安活動に関する管理の程度が

把握できるように定められていること。また、その内容は、原子力

安全に対する重要度に応じて、その適用の程度を合理的かつ組織の

規模に応じたものとしているとともに、定められた内容が、合理的

に実現可能なものであること。 

３．その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法に

ついて明確にされていること。この具体的な方法について保安規定

の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文書体系

について明確にされていること。 

４．手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要領

書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵守するた

めに、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等

といったＱＭＳに係る文書の階層的な体系における位置付けが明

確にされていること。 

 

５．内部監査の仕組みについては、品質管理基準規則第４６条第１項

及び品質管理基準規則解釈第４６条１の規定に基づき、内部監査の

対象に関与していない要員に実施させることとしてもよい。 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第３号 廃棄物埋設施設の管理を行

う者の職務及び組織 

１． （略） 

 

ついて」（平成２１・０２・１２原院第６号（平成２１年３月２日原

子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１９２ａ－０９－１）））を参考

として記載していること。 

 

 

（新設） 

 

 

 

○作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、第

二種埋設規則第１３条の１０に規定された要領書、作業手順書その

他保安に関する文書について、これらを遵守するために、重要度等

に応じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等といった品質保

証に係る文書の階層的な体系の中で、その位置付けが明確にされて

いること。 

（新設） 

 

 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第４号 廃棄物埋設施設の管理を行

う者の職務及び組織 

○ （略） 
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第二種埋設規則第２０条第１項第４号 廃棄物取扱主任者の職務の

範囲等 

１．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料

物質等」という。）の取扱いに関し、保安の監督を行う廃棄物取扱主

任者の選任について定められていること。 

２．廃棄物取扱主任者が保安の監督の責務を十分に果たすことができ

るようにするため、原子炉等規制法第５１条の２１第１項に規定す

る要件を満たすことを含め、職務範囲及びその内容について適切に

定められていること。また、廃棄物取扱主任者が保安の監督を適切

に行う上で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされているこ

と。 
３．特に、廃棄物取扱主任者が保安の監督に支障を来すことがないよ

う、上位者等との関係において独立性が確保されていること。なお、

必ずしも廃棄物埋設施設の保安組織から廃棄物取扱主任者が独立

していることが求められるものではない。 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第５号 保安教育 

１．廃棄物埋設施設の管理を行う者（役務を供給する事業者に属する

者を含む。以下「従業員」という。）について、保安教育実施方針が

定められていること。 

２．従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計画

を定め、計画的に保安教育を実施することが定められていること。 
３．従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状況

第二種埋設規則第２０条第１項第５号 廃棄物取扱主任者の職務の

範囲等 

○核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料物

質等」という。）の取扱いに関して、保安の監督を行う廃棄物取扱主

任者の選任について定められていること。 

○廃棄物取扱主任者が保安の監督の責務を十全に果たすことができ

るようにするため、原子炉等規制法第５１条の２１に規定する要件

を満たすことを含め、職務範囲及びその内容について適切に定めら

れていること。また、廃棄物取扱主任者が保安の監督を適切に行う

上で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされていること。 

 

○特に、廃棄物取扱主任者が保安の監督に支障をきたすことがないよ

う、上位者等との関係において独立性が確保されていること。なお、

必ずしも廃棄物埋設施設の保安組織から廃棄物取扱主任者が、独立

していることが当然に求められるものではない。 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第６号 保安教育 

○放射線業務従事者（協力企業に属する者を含む。以下「従事者」と

いう。）について、保安教育実施方針が定められていること。 

 

○従事者について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計画を

定め、計画的に保安教育を実施することが定められていること。 

○従事者について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状況を
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を確認することが定められていること。 
４．保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こ

さないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、その見

直しの頻度等について明確に定められていること。 
 

第二種埋設規則第２０条第１項第６号 放射能の減衰に応じた第二

種廃棄物埋設についての保

安のために講ずべき措置 

１．周辺監視区域及び埋設保全区域の設定及び廃止を含め、放射能の

減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき

措置の内容が、許可を受けたところによるもの又は廃棄物埋設施設

の定期的な評価等の結果に基づくものとして定められていること。 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第７号 管理区域、周辺監視区域及び

埋設保全区域の設定等 

１． （略） 

２． （略） 
３．管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措置

を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気中

の放射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれのある物の表

面汚染密度の基準が定められていること。 

４． （略） 

５． （略） 

確認することが定められていること。 

○保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こさ

ないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容とその見直

しの頻度等について明確に定められていること。 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第７号 放射能の減衰に応じた第二

種廃棄物埋設についての保

安のために講ずべき措置 

〇周辺監視区域及び埋設保全区域の設定及び廃止を含め、放射能の減

衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措

置の内容が、許可申請書又は廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結

果に基づき定められていること。 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第８号 管理区域、周辺監視区域及び

埋設保全区域の設定等 

○ （略） 

○ （略） 

○管理区域内において特別措置が必要な区域について採るべき措置

を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気中

の放射性物質濃度及び床、壁、その他人の触れるおそれのある物の

表面汚染密度の基準が定められていること。 

○ （略） 

○ （略） 
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６． （略） 

７．管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に講

ずべき事項が定められていること。 

８． （略） 

９． （略） 

１０．役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必要

事項及びこれを遵守させる措置が定められていること。 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第８号 排気監視設備及び排水監視

設備 

１．放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定等

の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにその使

用方法が定められていること。 

（削る） 

 

 

２．これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理方

法の一部として、第１７号における施設管理に関する事項と併せて

定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測定に係

るものの使用方法については、施設全体の管理方法の一部として、

第１１号における放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に

関する事項と併せて定められていてもよい。 
 

○ （略） 

○管理区域から物品又は核燃料物質等を搬出及び運搬する際に講ず

べき事項が定められていること。 

○ （略） 

○ （略） 

○協力企業に対して遵守させる放射線防護上の必要事項及びそれを

遵守させる措置が定められていること。 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第９号 排気監視設備及び排水監視

設備 

○放射性気体廃棄物が発生する場合は、その放出箇所、放出管理目標

値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放出物質濃度の

測定項目及び頻度が定められていること。 

○放射性液体廃棄物が発生する場合は、その放出箇所、放出管理目標

値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放出物質濃度の

測定項目及び頻度が定められていること。 

（新設） 
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第二種埋設規則第２０条第１項第９号 線量、線量当量、汚染の除去

等 

１．放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないた

めの措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められているこ

と。 

２．国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した放

射線防護の基本的考え方を示す概念（as low as reasonably 

achievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神にのっとり、放射

線業務従事者が受ける線量を管理することが定められていること。 
３．第二種埋設規則第１４条に基づく床、壁等の除染を実施すべき表

面汚染密度の明確な基準が定められていること。 
４． （略） 
５． （略） 
６． （略） 
７．核燃料物質等の事業所の外への運搬に関する行為（事業所の外で

の運搬中に関するものを除く。）が定められていること。なお、この

事項は、第１３号における運搬に関する事項と併せて定められてい

てもよい。 
８．原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合にお

いては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法

に基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内容を満

足するよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含まれる放射

性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り扱うことが

第二種埋設規則第２０条第１項第１０号 線量、線量当量、汚染の除

去等 

○放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないため

の措置が定められていること。 

 

（新設） 

 

 

 

○第二種埋設規則第１４条に基づく、床・壁等の除染を実施すべき表

面汚染密度の明確な基準が定められていること。 

○ （略） 

○ （略） 

○ （略） 

○核燃料物質等の事業所外への運搬に関する事業所内の措置が定め

られていること。 

 

 

（新設） 
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定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分け

等を明確にするため、第１３号における放射性廃棄物の管理に関す

る事項と併せて定められていてもよい。 
９．放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原

子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて

（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５月２７日

原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））を参

考として定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物と

の仕分け等を明確にするため、第１３号における放射性廃棄物の管

理に関する事項と併せて定められていてもよい。 
１０． （略） 
 

第二種埋設規則第２０条第１項第１０号 廃棄物埋設地及びその周

辺の状況の監視 
１． （略） 
 

第二種埋設規則第２０条第１項第１１号 放射線測定器の管理及び

放射線測定の方法 

１．放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以下

同じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びにその

使用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められていること。 

（削る） 

 

 

 

 

○放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原

子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて

（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５月２７日

原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））を参

考として記載していること。 

 

 

○ （略） 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第１１号 廃棄物埋設地及びその周

辺の状況の監視 
〇 （略） 
 

第二種埋設規則第２０条第１項第１２号 放射線測定器の管理等 

 

○放出管理用計測器について、計測器の種類、所管箇所及び数量が定

められていること。 

 

○放射線計測器について、計測器の種類、所管箇所及び数量が定めら

れていること。 
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２．放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理方

法の一部等として、第１７号における施設管理に関する事項と併せ

て定められていてもよい。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第１２号 放射性廃棄物の受入れの

基準 

１．廃棄物埋設施設に受け入れる放射性廃棄物が、第二種埋設規則第

８条に規定する埋設しようとする放射性廃棄物等の技術上の基準

に適合していることについて確認するための受入れの基準（以下

「廃棄物受入基準」という。）に関する事項が定められていること。 

２．廃棄体に係る廃棄物受入基準は、少なくとも以下の事項を含むこ

と。 

（１）放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器に関すること 

（２）第二種埋設規則第８条第２項第１号に定める放射性廃棄物に

あっては、容器に固型化した方法 

（３）第二種埋設規則第８条第２項第２号に定める放射性廃棄物に

（新設） 

 

 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第１３号 廃棄物埋設施設の巡視及

び点検 

○日常の保安活動の評価を踏まえ、廃棄物埋設施設の点検対象施設及

び設備並びに廃棄物埋設地の巡視及び点検並びにこれらに伴う処

置に関すること（巡視及び点検の頻度を含む。）について、適切な内

容が定められていること。 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第１４号 放射性廃棄物の受入れの

基準 

○廃棄物埋設施設に受け入れる放射性廃棄物が、第二種埋設規則第８

条に規定する埋設しようとする放射性廃棄物等の技術上の基準に

適合していることについて確認するための受入れの基準（以下「廃

棄物受入基準」という。）に関する事項が定められていること。 

○廃棄体に係る廃棄物受入基準は、少なくとも以下の事項を含むこ

と。 

１．放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器に関すること 

２．第二種埋設規則第８条第２項第１号に定める放射性廃棄物にあ

っては、容器に固型化した方法 

３．第二種埋設規則第８条第２項第２号に定める放射性廃棄物にあ

- 1299 -



 

11 
 

あっては、容器に封入し、又は固型化した方法 

（４）容器に固型化した放射性廃棄物にあっては、固型化材料に関

すること 

（５）廃棄物の種類に関すること 

（６）放射能濃度 

（７）表面の放射性物質の密度 

（８）廃棄体の健全性又は廃棄物埋設地の安全機能を損なうおそれ

のある物質の性質及び量に関すること 

（９）廃棄体の耐荷重強度に関すること 

（１０）廃棄物埋設地に定置するまでの間に想定される最大の高さ

からの落下による衝撃により飛散又は漏えいする放射性物質

の量 

（１１）放射性廃棄物を示す標識を付ける方法 

（１２）第二種埋設規則第７条第１項の申請書に記載された事項と

照合できるような整理番号の表示その他の措置の方法 

（１３）（１）から（１２）までに定めるもののほか、許可申請書等

に記載した廃棄体に係る事項を満足するものであること 

３．コンクリート等廃棄物に係る廃棄物受入基準は、少なくとも以下

の事項を含むこと。 

（１）放射性廃棄物の種類に関すること 

（２）放射能濃度 

（３）廃棄物埋設地の安全機能を損なうおそれのある物質の性質及

び量に関すること 

っては、容器に封入し、又は固型化した方法 

４．容器に固型化した放射性廃棄物にあっては、固型化材料に関す

ること 

５．廃棄物の種類に関すること 

６．放射能濃度 

７．表面の放射性物質の密度 

８．廃棄体の健全性又は廃棄物埋設地の安全機能を損なうおそれの

ある物質の性質及び量に関すること 

９．廃棄体の耐荷重強度に関すること 

１０．廃棄物埋設地に定置するまでの間に想定される最大の高さか

らの落下による衝撃により飛散又は漏えいする放射性物質の

量 

１１．放射性廃棄物を示す標識を付ける方法 

１２．第二種埋設規則第７条第１項の申請書に記載された事項と照

合できるような整理番号の表示その他の措置の方法 

１３．１．から１２．までに定めるもののほか、許可申請書等に記

載した廃棄体に係る事項を満足するものであること 

○コンクリート等廃棄物に係る廃棄物受入基準は、少なくとも以下の

事項を含むこと。 

１．放射性廃棄物の種類に関すること 

２．放射能濃度 

３．廃棄物埋設地の安全機能を損なうおそれのある物質の性質及び

量に関すること 
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（４）第二種埋設規則第７条第１項の申請書に記載された事項と照

合できるような整理番号の表示その他の措置の方法 

（５）（１）から（４）までに定めるもののほか、許可申請書等に記

載したコンクリート等廃棄物に係る事項を満足するものであ

ること 

 
第二種埋設規則第２０条第１項第１３号 放射性廃棄物の受入れ、運

搬、廃棄等 

１．事業所内における放射性廃棄物の受入れ、運搬及び廃棄に際して、

保安のために講ずべき措置を講ずること及び廃棄施設における廃

棄の条件等が定められていること。 

２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の事業所の

外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の実施体制

が定められていること。 

３．放射性廃棄物の事業所の外への運搬に関する行為（事業所の外で

の運搬中に関するものを除く。）に係る体制が構築されていること

が明記されていること。なお、第９号における運搬に関する事項と

併せて定められていてもよい。 

４．放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の放出管理目標

値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄

物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

５．放射性気体廃棄物の放出箇所、放射性気体廃棄物の放出管理目標

値を満たすための放出量管理方法並びに放射性気体廃棄物の放出

４．第二種埋設規則第７条第１項の申請書に記載された事項と照合

できるような整理番号の表示その他の措置の方法 

５．１．から４．までに定めるもののほか、許可申請書等に記載し

たコンクリート等廃棄物に係る事項を満足するものであるこ

と 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第１５号 放射性廃棄物の受入れ、運

搬、廃棄等 

○事業所内における放射性廃棄物の運搬、廃棄等に際して保安のため

に講ずべき措置として、放射性物質の飛散又は漏えいを防止する措

置を講ずることが定められていること。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 
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物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

６．平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評価

等）について定められていること。 

７．ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが定

められていること。 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第１４号 非常の場合に講ずべき処

置 

１． （略） 

２．緊急時における操作に関する組織内規程類を作成することが定め

られていること。 

３． （略） 

４．緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別措

置法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力事業者防

災業務計画によることが定められていること。 

５． （略） 

６．次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事さ

せるための要員として選定することが定められていること。 

（１）・（２） （略） 

（３）実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に

従事する従業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第３項に

規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に規定する原子力

防災管理者又は同条第３項に規定する副原子力防災管理者で

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第１６号 非常の場合に採るべき処

置 

○ （略） 

○緊急時における操作に関する社内規程類を作成することが定めら

れていること。 

○ （略） 

○緊急事態の発生をもってその後の措置は防災業務計画によること

が定められていること。 

 

○ （略） 

○次の各号に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に

従事させるための要員として選定することが定められていること。 

１．・２． （略） 

３．実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に従

事する従業員及び協力企業の従業員は、原子力災害対策特別措

置法第８条第３項に規定する原子力防災要員、同法第９条第１

項に規定する原子力防災管理者又は同法同条第３項に規定す
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あること。 

７．放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射

線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）、緊急作業

を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等の非常

の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められていること。 
 
８．事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定められ

ていること。 
９． （略） 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第１５号 設計想定事象に係る廃棄

物埋設施設の保全に関す

る措置 

１．許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則し

た対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措置を

講ずることが定められていること。 

（１）廃棄物埋設施設の必要な機能を維持するための活動に関する

計画を策定し、要員を配置するとともに、計画に従って必要な

活動を行わせること。特に火災が発生した場合に対しては、可

燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その他消

防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動を含めて計画し

ていること。 

（２）必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及

る副原子力防災管理者であること。 

○放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射線

防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）及び緊急作

業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等の非

常の場合に採るべき処置に関し、適切な内容が定められているこ

と。 

○事象が収束した場合は、緊急時体制を解除することが定められてい

ること。 

○ （略） 

 

（新設） 
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び訓練に関すること。 

（３）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器

具、無線機器その他の資機材を備え付けること。 

（４）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な

体制を整備すること。 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第１６号 記録及び報告 

１．廃棄物埋設施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、

管理することが定められていること。その際、保安規定及びその下

位文書において、必要な記録を適正に作成し、管理するための措置

が定められていること。 

２．第二種埋設規則第１３条に定める記録について、その記録の管理

に関すること（計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除

く。）が定められていること。 

３． （略） 

４． （略） 

５． （略） 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第１７号 廃棄物埋設施設の施設管

理 

１．施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並びに

これらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使用前

事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイ

 

 

 

 

 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第１７号 記録及び報告 

○廃棄物埋設施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、管

理することが定められていること。その際、保安規定及びその下位

文書において、必要な記録を適正に作成し、管理するための措置が

定められていることが求められる。 

○第二種埋設規則第１３条に定める記録について、その記録の管理が

定められていること。 

 

○ （略） 

○ （略） 

○ （略） 

 

（新設） 
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ド」（原規規発第１９１２２５７号－７（令和元年１２月２５日原

子力規制委員会決定））を参考として定められていること。 

 
第二種埋設規則第２０条第１項第１８号 廃棄物埋設施設の定期的

な評価等 

１．廃棄物埋設施設の定期的な評価等に関することについては、「第二

種廃棄物埋設施設の定期的な評価等に関する運用ガイド」（原管廃

発第１３１１２７９号（平成２５年１１月２７日原子力規制委員会

決定））を参考に、第二種埋設規則第１９条の２に規定された廃棄物

埋設施設の定期的な評価等を実施するための手順及び体制を定め、

当該評価を定期的及び放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設に

ついての保安のために講ずべき措置を変更しようとするときに実

施することが定められていること。 

２．廃棄物埋設施設の定期的な評価等に関することについては、第二

種埋設規則第１９条の２第１項又は第２項の規定に基づく措置を

講じたときは、これらの項の各号に掲げる評価の結果を踏まえて、

保安活動の計画、実施、評価及び改善並びにＱＭＳの改善を行うこ

とが定められていること。 

３． （略） 
 

第二種埋設規則第２０条第１項第１９号 技術情報の共有 

１． （略） 

 

 

 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第１８号 廃棄物埋設施設の定期的

な評価等 

○廃棄物埋設施設の定期的な評価等に関することについては、「第二

種廃棄物埋設施設の定期的な評価等に関する運用ガイド」（原管廃

発第１３１１２７９号（平成２５年１１月２７日原子力規制委員会

決定））を参考に、第二種埋設規則第１９条の２に規定された廃棄物

埋設施設の定期的な評価等を実施するための手順及び体制を定め、

当該評価を定期的及び放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設に

ついての保安のために講ずべき措置を変更しようとするときに実

施することが定められていること。 

○廃棄物埋設施設の定期的な評価等に関することについては、第二種

埋設規則第１９条の２第１項又は第２項の規定に基づく措置を講

じたときは、これらの項の各号に掲げる評価の結果を踏まえて、保

安活動の計画、実施、評価及び改善並びに品質保証計画の改善を行

うことが定められていること。 

○ （略） 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第１９号 技術情報の共有 

○ （略） 
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第二種埋設規則第２０条第１項第２０号 不適合発生時の情報の公

開 

１． （略） 

２．情報の公開に関し、自ら管理するウェブサイトへの登録等に必要

な事項が定められていること。 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第２１号 その他必要な事項 

１．日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、廃棄物埋

設施設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

２．保安規定を定める「目的」が、核燃料物質又は核燃料物質によっ

て汚染された物による災害の防止を図るものとして定められてい

ること。 

（削る） 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第２０号 不適合発生時の情報の公

開 

○ （略） 

（新設） 

 

 

第二種埋設規則第２０条第１項第２１号 その他必要な事項 

○日常の品質保証活動の結果を踏まえ、必要に応じ、廃棄物埋設施設

に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

○廃棄物埋設事業者が、核燃料物質等による災害を防止するため、保

安活動を原子炉等規制法第５１条の１８第１項の規定に基づき保

安規定として定めることが「目的」として定められていること。 

○安全文化を基礎とし、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７

７年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念（ＡＬＡＲ

Ａ：as low as reasonably achievable）の精神にのっとり、核燃料

物質等による災害防止のために適切な品質保証活動のもと保安活

動を実施することが「基本方針」として定められていること。 
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別表第９ 廃棄物管理施設における保安規定の審査基準 新旧対照表（案） 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

廃棄物管理事業者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」と

いう。）第５１条の１８第１項の規定に基づき、事業所ごとに保安規定

を定め、廃棄物管理施設の設置の工事に着手する前に原子力規制委員

会の認可を受けることが義務付けられている。 

 

 

これを受け、認可を受けようとする廃棄物管理事業者は、核燃料物

質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する

規則（昭和６３年総理府令第４７号。以下「廃棄物管理規則」という。）

第３４条第１項各号において規定されている事項について定め、申請

書を提出することが求められている。 

申請書を受理した原子力規制委員会は、廃棄物管理事業者から申請

された保安規定について、原子炉等規制法第５１条の１８第２項に定

める認可要件である 

・原子炉等規制法第５１条の２第１項若しくは第５１条の５第１項

の許可を受けたところ又は同条第２項の規定により届け出たとこ

ろによるものでないと認められないこと 

・核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防

止上十分でないものであると認められないこと 

廃棄物管理事業者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」と

いう。）第５１条の１８第１項及び核燃料物質又は核燃料物質によつて

汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則（昭和６３年総理府令

第４７号。以下「廃棄物管理規則」という。）第３４条第１項の規定に

基づき、事業所ごとに保安規定を定め、原子力規制委員会の認可を受

けることが義務付けられている。 

これを受け、認可を受けようとする廃棄物管理事業者は、廃棄物管

理規則第３４条第１項において規定されている各項目について定め、

申請書を提出することが求められている。 

 

 

申請書を受理した原子力規制委員会は、廃棄物管理事業者から申請

された保安規定について、原子炉等規制法第５１条の１８第２項に定

める認可要件である「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された

ものによる災害の防止上十分でないと認められない」ことを確認する

ための審査を行うこととしている。 
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を確認するための審査を行うこととしている。 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、

保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定め

る。 

ただし、廃棄物管理規則第３４条第１項各号において定められてい

る事項の中には、設置の工事に着手する段階で定めることが困難であ

り、かつ、これらをその段階で定めていなくても災害の防止上支障が

ない事項が存在することから、放射性廃棄物を初めて事業所に搬入す

るまでの間において適用される保安規定の審査に当たっては、これら

の事項を定める時期が設定されていること及びその時期までにこれら

の事項を定めることにより、災害の防止上支障がないものと認められ

ることを審査において確認することとする。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１号 関係法令及び保安規定の遵

守のための体制 

１．関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を

含む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領書、手順

書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めるとと

もに、これを遵守することが定められていること。また、これらの

文書の位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の積極

的な関与が明記されていること。 

２． （略） 
 

 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、

保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定め

る。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１号 関係法令及び保安規定の遵

守のための体制 

〇 関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を

含む。）に関することについては、保安規定に基づき要領書、作

業手順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定

めるとともに、これを遵守し、その位置付けが明確にされている

こと。特に、経営責任者の積極的な関与が明記されていること。 

 

〇 （略） 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第２号 品質マネジメントシステム 

１．品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）については、

原子炉等規制法第５１条の２第１項又は第５１条の５第１項の許可

（以下単に「許可」という。）を受けたところによるものであり、か

つ、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の

基準に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第２号。以下「品

質管理基準規則」という。）及び原子力施設の保安のための業務に係

る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈（原規規発第１

９１２２５７号－２（令和元年１２月２５日原子力規制委員会決

定））を踏まえて定められていること。 
 
２．具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織及

び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等の位

廃棄物管理規則第３４条第１項第２号 安全文化醸成のための体制 

〇 安全文化を醸成するための体制（経営責任者の関与を含む。）に

関することについては、保安規定に基づき要領書、作業手順書そ

の他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めるととも

に、その位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の

積極的な関与が明記されていること。 

〇 保安の確保を最優先する価値観を組織の中で形成し、維持し、強

化していく当該組織としての文化を継続的に醸成するための体制

を確実に構築することが明確となっていること。 

 

廃棄物管理規則第３７条第１項第３号 廃棄物管理施設の品質保証 

〇 「核燃料物質の加工の事業に関する規則第７条の２の２から第７

条の２の８、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第８条の３

から第８条の９等の要求事項に対する社団法人日本電気協会電気

技術規程「原子力発電所における安全のための品質保証規程（Ｊ

ＥＡＣ４１１１-２００９）」の取扱いについて（内規）」（平成２

２･０３･０３原院第１号（平成２２年３月１７日原子力安全・保

安院制定（ＮＩＳＡ－１８１ｃ－１０－１、ＮＩＳＡ－１９１ｃ

－１０－１、ＮＩＳＡ－３１４ｃ－１０－１）））において認めら

れたＪＥＡＣ４１１１－２００９又はそれと同等の規格に基づく

品質保証計画が定められていること。 

〇 品質保証に関する記載内容については、「廃棄物管理施設の保安規

定における品質保証に関する記載について」（平成２１・０２・１

- 1309 -



 

4 
 

置付けを含めて、廃棄物管理施設の保安活動に関する管理の程度が

把握できるように定められていること。また、その内容は、原子力

安全に対する重要度に応じて、その適用の程度を合理的かつ組織の

規模に応じたものとしているとともに、定められた内容が、合理的

に実現可能なものであること。 

３．その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法に

ついて明確にされていること。この具体的な方法について保安規定

の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文書体系

について明確にされていること。 

４．手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要領

書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵守するた

めに、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等

といったＱＭＳに係る文書の階層的な体系における位置付けが明確

にされていること。 

 

５．内部監査の仕組みについては、品質管理基準規則第４６条第１項

及び品質管理基準規則解釈第４６条１の規定に基づき、内部監査の

対象に関与していない要員に実施させることとしてもよい。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第３号 操作及び管理を行う者の職

務及び組織 

 

１． （略） 

２原院第７号（平成２１年３月２日原子力安全・保安院制定（Ｎ

ＩＳＡ－１９３ａ－０９－１）））を参考として記載していること。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

〇 作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、

廃棄物管理規則第２６条の１０に規定された要領書、作業手順書

その他保安に関する文書について、これらを遵守するために、重

要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等といっ

た品質保証に係る文書の階層的な体系の中で、その位置付けが明

確にされていること。 

（新設） 

 

 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第４号 廃棄物管理施設の操作及び

管理を行う者の職務及び組

織 

〇 （略） 
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廃棄物管理規則第３４条第１項第４号 廃棄物取扱主任者の職務の

範囲等 

１．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料

物質等」という。）の取扱いに関し、保安の監督を行う廃棄物取扱

主任者の選任について定められていること。 
２．廃棄物取扱主任者が保安の監督の責務を十分に果たすことができ

るようにするため、原子炉等規制法第５１条の２１に規定する要件

を満たすことを含め、職務範囲及びその内容（廃棄物管理設備の操

作に従事する者は、廃棄物取扱主任者が保安のために行う指示に従

うことを含む。）について適切に定められていること。また、廃棄物

取扱主任者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及び組織上

の位置付けがなされていること。 

３．特に、廃棄物取扱主任者が保安の監督に支障を来すことがないよ

う、上位者等との関係において独立性が確保されていること。なお、

必ずしも廃棄物管理施設の保安組織から廃棄物取扱主任者が独立し

ていることが求められるものではない。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第５号 保安教育 

１．廃棄物管理施設の操作及び管理を行う者（役務を供給する事業者

に属する者を含む。以下「従業員」という。）について、保安教育実

施方針が定められていること。 
２．従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計画

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第５号 廃棄物取扱主任者の職務の

範囲等 

〇 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料

物質等」という。）の取扱いに関して、保安の監督を行う廃棄物

取扱主任者の選任について定められていること。 

〇 廃棄物取扱主任者が保安の監督の責務を十全に果たすことができ

るようにするため、原子炉等規制法第５１条の２１に規定する要

件を満たすことを含め、職務範囲及びその内容について適切に定

められていること。また、廃棄物取扱主任者が保安の監督を適切

に行う上で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされているこ

と。 

 

〇 特に、廃棄物取扱主任者が保安の監督に支障をきたすことがない

よう、上位者等との関係において独立性が確保されていること。

なお、必ずしも廃棄物管理施設の保安組織から廃棄物取扱主任者

が、独立していることが当然に求められるものではない。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第６号 保安教育 

〇 放射線業務従事者（協力企業に属する者を含む。以下「従業者」

という。）について、保安教育実施方針が定められていること。 

 

〇 従業者について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計画
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を定め、計画的に保安教育を実施することが定められていること。 

３．従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状況

を確認することが定められていること。 

４．保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こ

さないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、その見

直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第６号 廃棄物管理施設の操作 

 

１．廃棄物管理施設の操作に必要な操作員の確保について定められて

いること。 
２．廃棄物管理施設の操作及び管理に係る組織内規程類を作成するこ

とが定められていること。 

３．操作員の引継時に実施すべき事項について定められていること。 

 

 

４．廃棄物管理設備の操作に当たって確認すべき事項について定めら

れていること。 

５．地震、火災等の発生時等に講ずべき措置について定められている

こと。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第７号 管理区域及び周辺監視区域

の設定等 

を定め、計画的に保安教育を実施することが定められていること。 

〇 従業者について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状況

を確認することが定められていること。 

〇 保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こ

さないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容とその

見直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第７号 保安上特に管理を必要とす

る設備の操作 

（新設） 

 

〇 廃棄物管理施設の操作管理に係る社内規程類を作成することが定

められていること。 

〇 操作員の引継時に実施すべき事項、設備操作前に確認すべき事項、

地震・火災等発生時に講ずべき措置について定められていること。

（手順書等への記載を含む。） 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第８号 管理区域及び周辺監視区域

の設定等 
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１． （略） 
２． （略） 

３．管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措置

を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気中

の放射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれのある物の表

面汚染密度の基準が定められていること。 

４． （略） 

５． （略） 

６． （略） 

７．管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に講

ずべき事項が定められていること。 

８． （略） 

９．役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必要事

項及びこれを遵守させる措置が定められていること。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第８号 排気監視設備及び排水監視

設備 

１．放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定等

の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにその使用

方法が定められていること。 
２．これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理方

法の一部として、第１５号における施設管理に関する事項と併せて

定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測定に係

〇 （略） 

〇 （略） 

〇 管理区域内において特別措置が必要な区域について採るべき措置

を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気

中の放射性物質濃度及び床、壁、その他人の触れるおそれのある

物の表面汚染密度の基準が定められていること。 

〇 （略） 

〇 （略） 

〇 （略） 

〇 管理区域から物品又は核燃料物質等を搬出及び運搬する際に講ず

べき事項が定められていること。 

〇 （略） 

〇 協力企業に対して遵守させる放射線防護上の必要事項及びそれを

遵守させる措置が定められていること。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第９号 排気監視設備及び排水監視

設備 

〇 放射性気体廃棄物が発生する場合は、その放出箇所、放出管理目

標値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放出物質濃度

の測定項目及び頻度が定められていること。 

（新設） 
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るものの使用方法については、施設全体の管理方法の一部として、

第１０号における放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関

する事項と併せて定められていてもよい。 

（削る） 

 

 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第９号 線量、線量当量、汚染の除去

等 

１．放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないた

めの措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められていること。 
２．国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した放

射線防護の基本的考え方を示す概念（as low as reasonably 

achievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神にのっとり、放射

線業務従事者が受ける線量を管理することが定められていること。 

３．廃棄物管理規則第２７条第１号ハに基づく床、壁等の除染を実施

すべき表面汚染密度の明確な基準が定められていること。 

４． （略） 

５． （略） 

６．核燃料物質等（放射性固体廃棄物を除く。）の事業所の外への運搬

に関する行為（事業所の外での運搬中に関するものを除く。）が定め

られていること。なお、この事項は、第１１号における運搬に関す

る事項と併せて定められていてもよい。 

 

 

 

〇 放射性液体廃棄物が発生する場合は、その放出箇所、放出管理目

標値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放出物質濃度

の測定項目及び頻度が定められていること。 

 

廃棄物管理規則第２０条第１項第１０号 線量、線量当量、汚染の除

去等 

〇 放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないた

めの措置が定められていること。 

（新設） 

 

 

 

〇 廃棄物管理規則第２７条に基づく、床・壁等の除染を実施すべき

表面汚染密度の明確な基準が定められていること。 

〇 （略） 

〇 （略） 

〇 核燃料物質等の事業所外への運搬に関する事業所内の措置が定め

られていること。 
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７．原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合にお

いては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法

に基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内容を満

足するよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含まれる放射

性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り扱うことが

定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分け

等を明確にするため、第１１号における放射性廃棄物の管理に関す

る事項と併せて定められていてもよい。 

８．放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原

子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて

（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５月２７日

原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））を参

考として定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物と

の仕分け等を明確にするため、第１１号における放射性廃棄物の管

理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

９． （略） 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１０号 放射線測定器の管理及び

放射線測定の方法 

１．放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以下

同じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びにその使

用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められていること。 
２．放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理方

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

〇 放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原

子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについ

て（指示）」（平成２０・０４・２１原院第１号（平成２０年５月

２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－

１）））を参考として記載していること。 

 

 

〇 （略） 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１１号 放射線測定器の管理等 

 

〇 放出管理用計測器について、計測器の種類、所管箇所及び数量が

定められていること。 

 

（新設） 
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法の一部等として、第１５号における施設管理に関する事項と併せ

て定められていてもよい。 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１１号 放射性廃棄物の受払い、運

搬、廃棄等 

１．事業所内における放射性廃棄物の運搬に際して、臨界に達しない

ようにする措置その他の保安のために講ずべき措置を講ずること及

び廃棄施設における廃棄の条件等が定められていること。 
２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の事業所の

 

 

〇 放射線計測器について、計測器の種類、所管箇所及び数量が定め

られていること。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１２号 廃棄物管理施設の巡視及

び点検 

〇 日常の保安活動の評価を踏まえ、廃棄物管理施設の点検対象施設

並びに設備の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること

（巡視及び点検の頻度を含む。）について、適切な内容が定められ

ていること。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１３号 廃棄物管理施設の施設定

期自主検査 

〇 実施計画を定めて施設定期自主検査を行うことを定めているこ

と。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１４号 放射性廃棄物の受入れ、運

搬、廃棄等 

〇 事業所内における放射性廃棄物の受入れ、運搬、廃棄等に際して

保安のために講ずべき措置として、放射性物質の飛散又は漏えい

を防止する措置を講ずることが定められていること。 

〇 核燃料物質が臨界に達するおそれがある場合は、臨界防止のため
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外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の実施体制

が定められていること。 

３．放射性廃棄物の事業所の外への運搬に関する行為（事業所の外で

の運搬中に関するものを除く。）に係る体制が構築されていることが

明記されていること。なお、この事項は、第９号における運搬に関

する事項と併せて定められていてもよい。 

４．放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の放出管理目標

値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄物

の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

５．放射性気体廃棄物の放出箇所、放射性気体廃棄物の放出管理目標

値を満たすための放出量管理方法並びに放射性気体廃棄物の放出物

質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

６．平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評価

等）について定められていること。 

７．ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが定

められていること。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１２号 非常の場合に講ずべき処

置 

１． （略） 
２．緊急時における操作に関する組織内規程類を作成することが定め

られていること。 

３． （略） 

の措置が定められていること。 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１５号 非常の場合に採るべき処

置 

〇 （略） 

〇 緊急時における操作に関する社内規程類を作成することが定めら

れていること。 

〇 （略） 
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４．緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別措

置法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力事業者防

災業務計画によることが定められていること。 

５． （略） 

６．次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事さ

せるための要員として選定することが定められていること。 

 

（１）・（２） （略） 

（３）実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に

従事する従業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第３項に

規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に規定する原子力

防災管理者又は同条第３項に規定する副原子力防災管理者であ

ること。 

７．放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射

線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）、緊急作業

を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等の非常

の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められていること。 

 

８．事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定められ

ていること。 

９． （略） 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１３号 設計想定事象に係る廃棄

〇 緊急事態の発生をもってその後の措置は防災業務計画によること

が定められていること。 

 

〇 （略） 

〇 次の各号に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に

従事させるための要員として選定することが定められているこ

と。 

１．・２． （略） 

３．実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に

従事する従業員及び協力企業の従業員は、原子力災害対策特

別措置法第８条第３項に規定する原子力防災要員、同法第９

条第１項に規定する原子力防災管理者又は同法同条第３項に

規定する副原子力防災管理者であること。 

〇 放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射

線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）及び緊

急作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる

等の非常の場合に採るべき処置に関し、適切な内容が定められて

いること。 

〇 事象が収束した場合は、緊急時体制を解除することが定められて

いること。 

〇 （略） 

 

（新設） 
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物管理施設の保全に関す

る措置 

１．許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則し

た対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措置を

講ずることが定められていること。 
（１）廃棄物管理施設の必要な機能を維持するための活動に関する

計画を策定し、要員を配置するとともに、計画に従って必要な

活動を行わせること。特に、火災が発生した場合に対しては、

可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その他

消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動を含めて計画し

ていること。 

（２）必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及

び訓練に関すること。 

（３）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器

具、無線機器その他の資機材を備え付けること。 

（４）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な

体制を整備すること。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１４号 記録及び報告 

１．廃棄物管理施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、

管理することが定められていること。その際、保安規定及びその下

位文書において、必要な記録を適正に作成し、管理するための措置

が定められていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１６号 記録及び報告 

〇 廃棄物管理施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、

管理することが定められていること。その際、保安規定及びその

下位文書において、必要な記録を適正に作成し、管理するための

措置が定められていることが求められる。 
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２．廃棄物管理規則第２６条に定める記録について、その記録の管理

に関すること（計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除

く。）が定められていること。 

３． （略） 

４． （略） 

５． （略） 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１５号 廃棄物管理施設の施設管

理 

１．施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並びに

これらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使用前事

業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイド」

（原規規発第１９１２２５７号－７（令和元年１２月２５日原子力

規制委員会決定））を参考として定められていること。 
２．廃棄物管理施設の経年劣化に係る技術的な評価に関することにつ

いては、「廃棄物管理施設の定期的な評価に関する運用ガイド」（原

管廃発第１３１１２７１３号（平成２５年１１月２７日原子力規制

委員会決定））等を参考とし、廃棄物管理規則第２９条の２に規定さ

れた廃棄物管理施設の経年劣化に関する技術的な評価を実施するた

めの手順及び体制を定め、当該評価を定期的に実施することが定め

られていること。 

３．事業を開始した日以後２０年を経過した廃棄物管理施設について

は、長期施設管理方針が定められていること。 

〇 廃棄物管理規則第２６条に定める記録について、その記録の管理

が定められていること。 

 

〇 （略） 

〇 （略） 

〇 （略） 

 

（新設） 
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４．廃棄物管理規則第３４条第１項第１５号に掲げる廃棄物管理施設

の施設管理に関することを変更しようとする場合（廃棄物管理規則

第２９条の２第１項若しくは第２項の規定により長期施設管理方針

を策定し、又は第３項の規定により長期施設管理方針を変更しよう

とする場合に限る。）は、申請書に廃棄物管理規則第２９条の２第１

項若しくは第２項の評価の結果又は第３項の見直しの結果を記載し

た書類（以下「技術評価書」という。）が添付されていること。 

５．長期施設管理方針及び技術評価書の内容は、「廃棄物管理施設の定

期的な評価に関するガイド」を参考として記載されていること。 

６．使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定め

られていること。 

なお、品質管理基準規則第４８条第５項及び品質管理基準規則解

釈第４８条２の規定に基づき、当該使用前事業者検査等の対象とな

る機器等の工事（補修、取替え、改造等）又は点検に関与していな

い要員に検査を実施させる体制でもよい。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１６号 廃棄物管理施設の定期的

な評価 

１．廃棄物管理施設の定期的な評価に関することについては、「廃棄物

管理施設の定期的な評価に関するガイド」を参考に、廃棄物管理規

則第３３条の２に規定された廃棄物管理施設の定期的な評価を実施

するための手順及び体制を定め、当該評価を定期的に実施すること

が定められていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１７号 廃棄物管理施設の定期的

な評価 

〇 廃棄物管理施設の定期的な評価に関することについては、「廃棄物

管理施設の定期的な評価に関するガイド」（原管廃発第１３１１２

７１３号（平成２５年１１月２７日原子力規制委員会決定）を参

考に、廃棄物管理規則第３３条の３に規定された廃棄物管理施設

の定期的な評価を実施するための手順及び体制を定め、当該評価
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２．廃棄物管理施設の定期的な評価に関することについては、廃棄物

管理規則第３３条の２の規定に基づく措置を講じたときは、同条各

項に掲げる評価の結果を踏まえて、保安活動の計画、実施、評価及

び改善並びにＱＭＳの改善を行うことが定められていること。 

 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１７号 技術情報の共有 

１． （略） 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１８号 不適合発生時の情報の公

開 

１． （略） 
２．情報の公開に関し、自ら管理するウェブサイトへの登録等に必要

な事項が定められていること。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１９号 その他必要な事項 

１．日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、廃棄物管

理施設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 
２．保安規定を定める「目的」が、核燃料物質又は核燃料物質によっ

て汚染された物による災害の防止を図るものとして定められている

こと。 

（削る） 

を定期的に実施することが定められていること。 

〇 廃棄物管理施設の定期的な評価に関することについては、廃棄物

管理規則第３３条の３の規定に基づく措置を講じたときは、同条

各項に掲げる評価の結果を踏まえて、保安活動の計画、実施、評

価及び改善並びに品質保証計画の改善を行うことが定められてい

ること。 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１８号 技術情報の共有 

〇 （略） 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第１９号 不適合発生時の情報の公

開 

〇 （略） 

（新設） 

 

 

廃棄物管理規則第３４条第１項第２０号 その他必要な事項 

〇 日常の品質保証活動の結果を踏まえ、必要に応じ、廃棄物管理施

設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

〇 廃棄物管理事業者が、核燃料物質等による災害を防止するため、

保安活動を原子炉等規制法第５１条の１８第１項の規定に基づき

保安規定として定めることが「目的」として定められていること。 

〇 安全文化を基礎とし、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９
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７７年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念（ＡＬ

ＡＲＡ：as low as reasonably achievable）の精神にのっとり、

核燃料物質等による災害防止のために適切な品質保証活動のもと

保安活動を実施することが「基本方針」として定められているこ

と。 
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別表第１０ 廃止措置段階の試験研究用等原子炉施設における保安規定の審査基準 新旧対照表（案） 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

本審査基準は、廃止措置計画の認可を受けようとする試験研究用等

原子炉設置者及び廃止措置計画の認可を受けた試験研究用等原子炉

設置者（以下「原子炉設置者」という。）から申請された廃止措置計画

に係る保安規定認可申請書又は保安規定変更認可申請書（以下「申請

書」という。）の審査に適用する。 

 

 

 

原子炉設置者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第３７条第

１項の規定に基づき、工場又は事業所（船舶にあっては、その船舶。

以下「事業所」という。）ごとに保安規定を定め、原子力規制委員会の

認可を受けることが義務付けられている。 

これを受け、原子炉設置者は 

・法第４３条の３の２第２項 

・試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭

和３２年総理府令第８３号。以下「試験炉規則」という。）第１５

条第２項 

において規定されている各項目について、追加又は変更した保安規定

の認可を受けるため、申請書を提出することが求められている。 

本審査基準は、廃止措置計画の認可を受けようとする試験研究用等

原子炉設置者及び廃止措置計画の認可を受けた試験研究用等原子炉

設置者（以下「原子炉設置者」という。）から申請された廃止措置計画

の認可を受けようとする試験研究用等原子炉施設及び廃止措置計画

の認可を受けた試験研究用等原子炉施設（以下「原子炉施設」という。）

に係る保安規定認可申請書又は保安規定変更認可申請書（以下「申請

書」という。）の審査に適用する。 

 

原子炉設置者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第３７条第

１項の規定に基づき、保安規定を定め、原子力規制委員会の認可を受

けることが義務付けられている。 

 

これを受け、原子炉設置者は 

・法第４３条の３の２第２項 

・試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭

和３２年総理府令第８３号。以下「試験炉規則」という。）第１５

条第１項 

において規定されている各項目について追加又は変更した保安規定

の認可を受けるため、申請書を提出することが求められている。 
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申請書を受理した原子力規制委員会は、原子炉設置者から申請され

た保安規定について、法第３７条第２項に定める認可要件である 

・法第２３条第１項若しくは第２６条第１項の許可を受けたところ

又は同条第２項の規定により届け出たところによるものでない

と認められないこと 

・核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は試験研

究用等原子炉による災害の防止上十分でないものであると認め

られないこと 

を確認するための審査を行う。 

（削る） 

 

 

 

したがって、原子炉設置者から申請された廃止措置段階の保安規定

の審査における基準を明確にする観点から、廃止措置段階の保安規定

の審査に当たって確認すべき事項等を次のとおり定める。 

 

注）試験炉規則第１５条第２項柱書きに「法第４３条の３の２第２項

の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受

けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するた

め、法第３７条第１項の規定により認可を受けた保安規定について

次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなけ

ればならない。」と規定していることから、廃止措置計画（変更）の

申請書を受理した原子力規制委員会は、原子炉設置者から申請され

た保安規定について、法第３７条第２項に定める認可要件である「核

燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は試験研究用

等原子炉による災害の防止上十分でないと認められない」ことを確認

するための審査を行う。 

 

 

 

 

試験炉規則第１５条では、廃止措置中の要求事項を特に設けていな

いが、廃止措置の進捗に伴い、安全に対する要求事項が変化してゆく

ことが想定されることから、廃止措置の段階に応じて各項目の要求の

程度を勘案する。 

したがって、原子炉設置者から申請された保安規定の審査における

基準を明確にする観点から、当該保安規定の認可の審査に当たって確

認すべき事項等を下記のとおり定める。 

 

（新設） 
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認可の日までに認可を受ける必要がある。 

 

２．個々の事項に対する審査 

個々の記載事項に対する審査における基準は、以下のとおりとす

る。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）関係法令及び保安規定の遵守のための体制 

・試験炉規則第１５条第２項第１号 

１）関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関

与を含む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領

 

 

２．個々の事項に対する審査 

個々の記載事項に対する審査における基準は以下のとおりとする。 

 

 

○各号共通事項 

・試験炉規則第１５条第１項第１号（原子炉施設の運転及び管理を

行う者の職務及び組織に関すること。）に定められたところによ

り、保安規定に明記された職務及び組織にしたがって本事項に関

する責任者が明記されていること。 

・試験炉規則第１５条第１項第１８号（品質保証（保安のために必

要な措置を体系的に実施することにより、原子力の安全を確保す

ることをいう。）に関すること。）に定められたところにより、保

安規定に明記された品質保証を行う者の職務及び組織にしたが

って本事項に関する責任者が明記されていること及び品質保証

計画に基づき品質保証活動を実施することが明記されているこ

と。 

 

（新設） 
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書、手順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じ

て定めるとともに、これを遵守することが定められているこ

と。また、これらの文書の位置付けが明確にされていること。

特に、経営責任者の積極的な関与が明記されていること。 

２）保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うた

め、コンプライアンスに係る体制が確実に構築されていること

が明確となっていること。 

 

（２）品質マネジメントシステム 

・試験炉規則第１５条第２項第２号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）につい

ては、法第２３条第１項若しくは第２６条第１項の許可（以下

単に「許可」という。）又は法第４３条の３の２第２項の認可を

受けたところによるものであり、かつ、原子力施設の保安のた

めの業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令

和２年原子力規制委員会規則第２号。以下「品質管理基準規則」

という。）及び原子力施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の基準に関する規則の解釈（原規規発第１９１２

２５７号－２（令和元年１２月２５日原子力規制委員会決定））

を踏まえて定められていること。 

具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組

織及び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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書等の位置付けを含めて、試験研究用等原子炉施設の保安活動

に関する管理の程度が把握できるように記載されていること。

また、その内容は、原子力安全に対する重要度に応じて、その

適用の程度を合理的かつ組織の規模に応じたものとしている

とともに、定められた内容が、合理的に実現可能なものである

こと。 

その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方

法について明確にされていること。この具体的な方法について

保安規定の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、

当該文書体系について明確にされていること。 

２）手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、

要領書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵

守するために、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、

３次文書等といったＱＭＳに係る文書の階層的な体系におけ

る位置付けが明確にされていること。 

３）内部監査の仕組みについては、品質管理基準規則第４６条第

１項及び品質管理基準規則解釈第４６条１の規定に基づき、内

部監査の対象に関与していない要員に実施させることとして

もよい。 

 

（３）廃止措置に係る品質マネジメントシステム 

・試験炉規則第１５条第２項第３号 

（２）に加え、廃止措置の実施に係る組織、文書規定等を定める

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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こと。廃止措置の段階に応じて、保安の方法等が明確に示されてい

ること。 

 

（４）廃止措置を行う者の職務及び組織 

・試験炉規則第１５条第２項第４号 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

１）廃止措置段階の試験研究用等原子炉施設に係る保安のために

講ずべき措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められ

ていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）廃止措置を行う者の職務及び組織 

 ・試験炉規則第１５条第１項第１号 

原子炉施設に係る保安のために講ずべき措置に必要な組織及び

各職位の職務内容が定められていること。 

本事項の記載においては、原子炉施設の管理は、申請書等の記載

内容及び試験炉規則に定める措置義務を確実に履行することはも

とより、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は

試験研究用等原子炉による災害を防止するため、保安規定を定め、

自らの保安活動を確実に実施する旨が明記された上で、以下につい

て明記されていること。 

１）原子炉施設の管理に係る保安のための職務（発電所又は事業所

内の保安の監督に関する責任者及び各職務）及び責任範囲並びに

組織に関すること 

ここで、本項において明記された各職務等については、試験炉

規則第１５条第１項第１号から第１９号に掲げる各事項におい

て、その関わりが明記されていること。 

また、試験炉規則第１５条第１項第１８号に定められたところ

により、保安規定に明記された品質保証を行う者の職務及び組織

に従って本事項に関する責任者が明記されていること及び品質

保証計画に基づき品質保証活動を実施することが明記されてい
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（削る） 

 

 

２）廃止措置主任者の選任に関すること 

 廃止措置に係る保安の監督に関する責任者（以下「廃止措置

主任者」という。）として、核燃料物質や放射性廃棄物の取扱い

及び管理に関する専門的知識及び実務経験を有する者を廃止

措置の段階に応じて配置することが、その職務及び責任範囲と

併せて定められていること。また、廃止措置主任者が保安の監

督を適切に行う上で、必要な権限及び組織上の位置付けがなさ

れていること。 

なお、法第４３条の３の２の廃止措置計画の認可を受けると

ともに、試験研究用等原子炉の機能停止措置を行った場合は、

法第４０条第１項の「試験研究用等原子炉の運転」を行うもの

ではないことから、その旨の保安規定の変更認可を受けた原子

炉設置者については、同項の規定による当該試験研究用等原子

炉に係る試験研究用等原子炉主任技術者の選任を要しない。 

ただし、原子炉設置者は、廃止措置を行うに当たっては、一

般公衆や放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定め

る線量限度を超えないよう、その進捗に応じて、核燃料物質や

放射性廃棄物の取扱い等に関し、適切に措置を講じる責任があ

る。 

ること。 

２）会議体に関すること 

会議体を設ける場合は、その役割、位置付け、審議事項及び構

成員に関すること。 

３）廃止措置主任技術者の選任に関すること 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

法第４３条の３の２の廃止措置計画の認可を受けるととも

に、かつ、試験研究用等原子炉の機能停止措置を行った場合は、

法第４０条第１項の「試験研究用等原子炉の運転」を行うもの

ではないことから、原子炉設置者については、その旨の保安規

定の変更認可を受けた後は同項の規定による試験研究用等原

子炉主任技術者の選任を要しないものとする。 

ただし、原子炉設置者は、廃止措置を行うに当たっては、一

般公衆や放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定め

る線量限度を超えないよう、その進捗に応じて、核燃料物質や

放射性廃棄物の取扱い等に関し、適切に措置を講じる責任があ

る。 
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すなわち、原子炉設置者は、施設内に核燃料物質が存在する

場合には、核燃料物質の取扱い、放射性廃棄物の取扱い及び解

体作業に係る被ばく管理に関する措置を、施設内から全ての核

燃料物質を搬出した場合には放射性廃棄物の取扱い及び解体

作業に係る被ばく管理に関する措置を講じる責任がある。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

表１ （略） 

 

（５）廃止措置を行う者に対する保安教育 

・試験炉規則第１５条第２項第５号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）試験研究用等原子炉施設の運転及び管理を行う者（役務を供

給する事業者に属する者を含む。以下「従業員」という。）につ

いて、保安教育実施方針が定められていること。 

２）保安教育の内容に関して、以下の事項が定められていること。 

（削る） 

 

すなわち、原子炉設置者は、施設内に核燃料物質が存在する

場合には、核燃料物質の取扱い、放射性廃棄物の取扱い及び解

体作業に係る被ばく管理に関する措置を、施設内から全ての核

燃料物質を搬出した場合には放射性廃棄物の取扱い及び解体

作業に係る被ばく管理に関する措置を講じる責任がある。 

こうしたことから、法第４３条の３の２の廃止措置計画の認

可を受けた原子炉施設に係る保安規定においては、廃止措置に

係る保安の監督に関する責任者（以下「廃止措置主任者」とい

う。）として、核燃料物質や放射性廃棄物の取扱い及び管理に

関する専門的知識及び実務経験を有する者を廃止措置の段階

に応じて配置することが、その職務及び責任範囲と併せて明記

されていることが望ましい。 

表１ （略） 

 

（２）廃止措置を行う者に対する保安教育 

・試験炉規則第１５条第１項第２号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

（新設） 

 

 

１）保安教育の内容に関すること 

 ここで、保安教育の内容については、以下のような事項が明

記されていること。 
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a) 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 

b) 試験研究用等原子炉施設の構造及び性能に関すること。  

c) 試験研究用等原子炉施設の廃止措置に関すること。 

d)・e) （略） 

f）非常時の場合に講ずべき処置に関すること。  

g）その他試験研究用等原子炉施設に係る保安教育に関し必要

な事項 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

a）関係法令及び保安規定に関すること。 

b）原子炉施設の位置、構造及び設備並びに操作に関すること。 

（新設） 

c）・d） （略） 

e）非常時の場合に採るべき処置に関すること。 

f）その他原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項 

 

２）保安教育の教育時間に関すること 

ここで、教育時間の設定に関しては、核燃料物質等取扱業務

特別教育規程（平成１２年１月２０日労働省告示第１号）の時

間数が参考の一つとなる。 

３）原子炉設置者の従業者以外の者（協力企業の従業者等）に対

する保安教育に関すること 

ここで、保安教育は、原則として、原子炉設置者自らが実施

することが明記されていること。また、協力企業に保安教育を

実施させる場合は、協力企業に必要な教育内容を提示するとと

もに、その実施検査の報告、評価を行うことが明記されている

こと。 

４）放射線業務従事者以外の従業者（工場又は事業所に勤務する

役員、事務職員を含む。）に対する保安教育に関すること 

ここで、役員への保安教育は、従業者から役員に直接行うも

のでも良いが、他産業分野における事故・トラブル等の分析等

を教材として、安全文化の啓蒙活動や役員自身の安全に係る自
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（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

３）従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施

計画を定め、計画的に保安教育を実施することが定められてい

ること。 

４）従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施

状況を確認することが定められていること。 

５）保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を

起こさないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内

容、その見直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

（６）試験研究用等原子炉の運転停止に関する恒久的な措置 

・試験炉規則第１５条第２項第６号 

 （略） 

１）・２） （略） 

 

（７）試験研究用等原子炉施設の運転及び利用の安全審査 

己啓発的なものが望ましい。 

５）非常時の訓練に関すること 

ここで、非常時の訓練は年１回以上行うことが明記されてい

ること。 

６）教育実施計画及び実施結果の記録の作成に関すること 

ここで、教育実施計画の策定に当たっては、保安の監督に関

する責任者が、その内容を精査することが明記されているこ

と。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

（３）原子炉施設の運転に関すること 

・試験炉規則第１５条第１項第３号 

（略） 

１）・２） （略） 

 

（４）原子炉施設の運転及び利用の安全審査 
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・試験炉規則第１５条第２項第７号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）試験研究用等原子炉施設の保安に関する重要事項及び試験研

究用等原子炉施設の保安運営に関する重要事項を審議する委

員会の設置、構成及び審議事項について定められていること。 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

（８）管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びに立入制限 

・試験炉規則第１５条第２項第８号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）管理区域を明示し、管理区域における他の場所と区別するた

めの措置を定め、管理区域の設定及び解除において実施すべき

事項が定められていること。 

２）管理区域内の区域区分について、汚染のおそれのない管理区

域及びこれ以外の管理区域について表面汚染密度及び空気中

・試験炉規則第１５条第１項第４号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）原子炉施設の保安に関する重要事項及び原子炉施設の保安運

営に関する重要事項を審議する会議体に関すること。ここで、

会議体に関することとは、会議体の審議事項、構成員をいう。 

２）会議体の審議結果の尊重に関すること。 

 

（５）試験研究用等原子炉（臨界実験装置に限る。）内における燃料体、

減速材、反射材等の配置及び配置替えの手続き 

・試験炉規則第１５条第１項第５号 

本事項については、運転に伴う配置替え等はないと考えられる

が、以下のような事項が明記されていること。 

１）燃料体等の運搬及び仮置きに関すること。 

２）燃料体等の受払い及び検査に関すること。 

 

（６）管理区域、保全区域及び周辺監視区域 

・試験炉規則第１５条第１項第６号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）管理区域の設定及び措置並びに立入制限等に関すること 

ここで、措置とは、試験炉規則第７条第１号に掲げられた措

置をいう。 

（新設） 
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の放射性物質濃度の基準値が定められていること。 

３）管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき

措置を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量

率、空気中の放射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそ

れのある物の表面汚染密度の基準が定められていること。 

４）管理区域への出入管理に係る措置事項が定められているこ

と。 

５）管理区域から退出する場合等の表面汚染密度の基準が定めら

れていること。 

６）管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びこれを遵

守させる措置が定められていること。 

７）管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際

に講ずべき事項が定められていること。 

８）保全区域を明示し、保全区域についての管理措置が定められ

ていること。 

 

９）周辺監視区域を明示し、業務上立ち入る者を除く者が周辺監

視区域に立ち入らないように制限するために講ずべき措置が

定められていること。 

１０）役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の

必要事項及びこれを遵守させる措置が定められていること。 

 

（９）排気監視設備及び排水監視設備 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

２）保全区域の設定及び措置並びに立入制限等に関すること 

ここで、措置とは、試験炉規則第７条第２号に掲げられた措

置をいう。 

３）周辺監視区域の設定及び措置並びに立入制限等に関すること 

ここで、措置とは、試験炉規則第７条第３号に掲げられた措

置をいう。 

（新設） 

 

 

（７）排気監視設備及び排水監視設備 
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・試験炉規則第１５条第２項第９号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測

定等の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並び

にその使用方法が定められていること。 

これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管

理方法の一部として、（１７）における施設管理に関する事項と

併せて定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射

線測定に係るものの使用方法については、施設全体の管理方法

の一部として、（１１）における放射線測定器の管理及び放射線

の測定の方法に関する事項と併せて定められていてもよい。 

（削る） 

 

 

（１０）線量、線量当量、汚染の除去等 

・試験炉規則第１５条第２項第１０号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１) 放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えな

いための措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められて

いること。 

 

２) 国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示し

た放射線防護の基本的考え方を示す概念（as low as 

・試験炉規則第１５条第１項第７号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）排気監視設備及び排水監視設備の管理に関すること。 

排気監視設備及び排水監視設備とは、申請書等に記載された

設備をいい、管理とは、点検内容及び点検頻度をいう。 

 

 

 

 

 

 

２）排気監視設備及び排水監視設備の点検及び点検により異常を

認めた場合の処置に関すること。 

 

（８）汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視及び汚染の除去 

・試験炉規則第１５条第１項第８号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射線業務従事者の線量及び放射線業務従事者が呼吸する空

気中の放射性物質の濃度に関すること。放射線業務従事者が受

ける線量について、線量限度を超えないための措置が定められ

ていること。 

（新設） 
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reasonably achievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神

にのっとり、放射線業務従事者が受ける線量を管理することが

定められていること。 

（削る） 

 

 

３）試験炉規則第７条に基づく床、壁等の除染を実施すべき表面

汚染密度の明確な基準が定められていること。 

 

 

 

 

４）管理区域及び周辺監視区域境界付近における線量当量率等の

測定に関する事項が定められていること。 

５）管理区域内で汚染のおそれのない区域に物品又は核燃料物質

等を移動する際に講ずべき事項が定められていること。 

６）核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を

除く。）の事業所の外への運搬に関する行為（事業所の外での運

搬中に関するものを除く。）が定められていること。なお、この

事項は、（１２）又は（１３）における運搬に関する事項と併せ

て定められていてもよい。 

７）法第６１条の２第２項により認可を受けた場合においては、

同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に

 

 

 

２）管理区域内の放射性物質によって汚染された物の表面の放射

性物質の密度、管理区域からの人の退去、又は持ち出し物品等

の表面の放射性物質の密度の監視に関すること。 

３）管理区域内の床、壁、その他人の触れるおそれのある物であ

って放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の

密度が原子力規制委員会の定めた密度を超えた場合等の措置

に関することとして、試験炉規則第７条に基づく、床、壁等の

除染を実施すべき表面汚染密度の明確な基準が定められてい

ること。 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内容を

満足するよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含まれ

る放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り

扱うことが定められていること。なお、この事項は、放射性廃

棄物との仕分け等を明確にするため、（１３）における放射性廃

棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

８）放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについて

は、「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱

いについて（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２

０年５月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ

－０８－１）））を参考として記載していること。なお、この事

項は、放射性廃棄物との仕分け等を明確にするため、（１３）に

おける放射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められて

いてもよい。 

９）汚染拡大防止のための放射線防護上、必要な措置が定められ

ていること。 

 

（１１）放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法 

・試験炉規則第１５条第２項第１１号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。

以下同じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並び

にその使用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められてい

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（９）放射線測定器の管理 

・試験炉規則第１５条第１項第９号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射線測定機器の管理に関すること。 

管理とは、点検内容及び点検頻度をいう。 
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ること。 

２）放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管

理方法の一部として、（１７）における施設管理に関する事項と

併せて定められていてもよい。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

２）測定器の種類、測定頻度、測定箇所等に関すること。 

 

 

 

（１０）原子炉施設の巡視及び点検 

・試験炉規則第１５条第１項第１０号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）巡視及び点検の頻度並びに対象とする原子炉施設に関するこ

と。 

２）原子炉施設の巡視、点検の状況、これらに伴う処置に関する

こと（巡視の頻度を含む。）及びその担当者の氏名の記録に関す

ること。 

３）巡視及び点検の結果の記録並びに異常を認めた場合の処置に

関すること。 

 

（１１）原子炉施設の施設定期自主検査に関すること（保安上特に管

理を必要とする設備の特定を含む。） 

・試験炉規則第１５条第１項第１１号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）施設定期自主検査の対象及び検査の頻度に関すること。 

２）施設定期自主検査の実施計画に関すること。 

３）保安上特に管理を必要とする設備の特定に関すること。 
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（削る） 

 

 

 

 

（１２）核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い 

・試験炉規則第１５条第２項第１２号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

（削る） 

１）事業所内における新燃料の運搬及び貯蔵並びに使用済燃料の

運搬及び貯蔵に際して、臨界に達しないようにする措置その他

の保安のために講ずべき措置を講ずること及び貯蔵施設にお

ける貯蔵の条件等が定められていること。 

 

 

２）新燃料及び使用済燃料の事業所の外への運搬に関する行為

（事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に関すること

が定められていること。なお、この事項は、（１０）及び（１３）

における運搬に関する事項と併せて定められていてもよい。 

 

 

（１３）放射性廃棄物の廃棄 

 

（１２）放射線利用に係る保安に関すること 

・試験炉規則第１５条第１項第１３号 

 本事項については、記録の保存期間に関することが明記されてい

ること。 

 

（１３）核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い 

・試験炉規則第１５条第１項第１３号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）核燃料物質の受払い及びその措置に関すること。 

２）核燃料物質の工場又は事業所内及び工場又は事業所の外にお

ける運搬に関すること。 

ここでは、工場又は事業所内において行われる新燃料の運搬

及び貯蔵並びに使用済燃料の運搬及び貯蔵に際して講ずべき

保安管理措置として、運搬する場合に臨界に達しない措置を講

ずること及び貯蔵施設等が定められていること。 

３）貯蔵する核燃料物質の種類及び数量並びに貯蔵施設の管理そ

の他の取扱いに関すること。 

ここでは、貯蔵する核燃料物質の種類及び数量については、

許可された廃止措置計画に記載する種類及び数量を超えない

ようにすることが明記されていること。 

 

（１４）放射性廃棄物の廃棄 
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・試験炉規則第１５条第２項第１３号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射性固体廃棄物の貯蔵及び保管に係る具体的な管理措置並

びに運搬に関し、放射線安全確保のための措置が定められてい

ること。 

２）放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の事業

所の外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の

実施体制が定められていること。 

３）放射性固体廃棄物の事業所の外への運搬に関する行為（事業

所の外での運搬中に関するものを除く。）に係る体制が構築さ

れていることが明記されていること。なお、この事項は、（１０）

及び（１２）における運搬に関する事項と併せて定められてい

てもよい。 

４）放射性液体廃棄物の放出箇所、放出管理目標値及び基準値を

満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄物の放出物

質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

５）放射性気体廃棄物の放出箇所及び放出管理目標値を満たすた

めの放出量管理方法並びに放射性気体廃棄物の放出物質濃度

の測定項目及び頻度が定められていること。 

６）平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、

評価等）について定められていること。 

７）ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理すること

が定められていること。 

・試験炉規則第１５条第１項第１４号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

１）放射性気体廃棄物を廃棄する場合の排気中の放射性物質の濃

度の監視に関すること。 

 

（新設） 

 

（新設） 
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（削る） 

 

（削る） 

 

 

（１４）非常の場合に講ずべき処置 

・試験炉規則第１５条第２項第１４号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）緊急時に備え、平常時から緊急時に実施すべき事項が定めら

れていること。 

２）緊急時における運転に関する組織内規程類を作成することが

定められていること。 

３）緊急事態発生時は定められた通報経路に従い、関係機関に通

報すること（事業所内の見学者、外部研究者等に対する避難指

示等を含む。）が定められていること。 

４）緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特

別措置法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力

事業者防災業務計画によることが定められていること。 

５）緊急事態が発生した場合は、緊急時体制を発令し、応急処置

及び緊急時における活動を実施することが定められているこ

と。 

６）次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従

事させるための要員として選定することが定められているこ

２）放射性液体廃棄物を廃棄する場合の排水中の放射性物質の濃

度の監視に関すること。 

３）放射性固体廃棄物を廃棄する場合の放射性廃棄物の種類、当

該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量等に関すること。 

 

（１５）非常の場合に採るべき処置 

・試験炉規則第１５条第１項第１５号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

（新設） 

    

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

１）非常時の組織及び要員に関すること。なお、緊急作業に係

る要員については、次の各号に掲げる要件に該当する放射線

- 1342 -



 

20 
 

と。 

 

a) 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護

措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思が

ある旨を試験研究用等原子炉設置者に書面で申し出た者で

あること。 

b) （略） 

c) 実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作

業に従事する従業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第

３項に規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に規定す

る原子力防災管理者又は同条第３項に規定する副原子力防

災管理者であること。 

 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

７）放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理

（放射線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含

む。）、緊急作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を

受診させる等の非常の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容

が定められていること。 

 

業務従事者を緊急作業に従事させるための要員として選定

すること。 

a) 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防

護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する

意思がある旨を試験研究用等原子炉設置者に書面で申

し出た者であること。 

b) （略） 

c) 実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急

作業に従事する従業員及び協力企業の従業員は、原子力

災害対策特別措置法第８条第３項に規定する原子力防

災要員、同法第９条第１項に規定する原子力防災管理者

又は同法同条第３項に規定する副原子力防災管理者で

あること。 

２）非常時対応資機材の整備及び管理に関すること。 

３）非常時の通報連絡系統に関すること（工場等内の見学者、

外部研究者等に対する避難指示等を含む）。 

４）非常時の措置（発令、活動及び解除を含む。）に関すること。 

５）放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理

（放射線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含

む。）及び緊急作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診

断を受診させる等の非常の場合に採るべき処置に関するこ

と。 
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（削る） 

 

 

 

８）事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定め

られていること。 

９）防災訓練の実施頻度について定められていること。 

 

（１５）設計想定事象等に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関す

る措置 

・試験炉規則第１５条第２項第１５号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針又

は法第４３条の３の２第２項の認可を受けた廃止措置計画に

則した対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げ

る措置を講ずることが定められていること。 

a) 試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活

動に関する計画を策定し、要員を配置するとともに、計画に

従って必要な活動を行わせること。特に、当該計画には、次

に掲げる事項を含めること。 

イ 火災 

可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止そ

の他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関す

６）発生頻度が設計基準事故より低く、かつ、多量の放射性物

質又は放射線を放出するおそれがある事故の発生が予測さ

れる場合において、当該事故の発生及び拡大を防止するため

に必要な措置に関すること。 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 
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ること。 

ロ 発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、試験

研究用等原子炉施設から多量の放射性物質又は放射線

を放出するおそれがあるもの（以下「多量の放射性物質

等を放出する事故」という。） 

当該事故の拡大を防止するために必要な措置に関する

こと。 

b) 必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育

及び訓練に関すること。特に多量の放射性物質等を放出する

事故の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機

能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練

については、毎年１回以上定期に実施すること。 

c) 必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明

器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。 

d) その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要

な体制を整備すること。 

 

（１６）試験研究用等原子炉施設及び廃止措置に係る保安に関する適

正な記録及び報告 

・試験炉規則第１５条第２項第１６号及び第１７号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）試験研究用等原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適

正に作成し、管理することが明確に記載されていること。その

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１６）原子炉施設に係る保安に関する記録 

 

・試験炉規則第１５条第１項第１６号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、

管理することが明確に記載されていること。記録事項とは、主
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際、保安規定及びその下位文書において、必要な記録を適正に

作成し、管理するための措置が定められていること。 

２）試験炉規則第６条に定める記録について、その記録の管理に

関すること（計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを

除く。）が定められていること。 

３）事業所長及び廃止措置主任者に報告すべき事項が定められて

いること。 

４）特に、試験炉規則第１６条の１４各号に掲げる事故故障等の

事象及びこれらに準ずるものが発生した場合においては、経営

責任者に確実に報告がなされる体制が構築されていることな

ど、安全確保に関する経営責任者の強い関与が定められている

こと。 

５）当該事故故障等の事象に準ずる重大な事象について、具体的

に明記されていること。 

 

（１７）試験研究用等原子炉施設の施設管理 

・試験炉規則第１５条第２項第１８号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並

びにこれらの評価及び改善について、「原子力事業者等におけ

る使用前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に

係る運用ガイド」（原規規発第１９１２２５７号－７（令和元

年１２月２５日原子力規制委員会決定））を参考として定めら

として原子炉施設の検査記録、燃料体の記録、放射線管理記録、

保守記録等試験炉規則第６条に掲げる記録をいう。 

（新設） 

 

 

２）事故故障等の報告に関すること。 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 
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れていること（廃止措置計画の認可後に安全機能を維持する必

要のある施設の施設管理を含む。）。 

２）使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが

定められていること。 

なお、品質管理基準規則第４８条第５項及び品質管理基準規

則解釈第４８条２の規定に基づき、当該使用前事業者検査等の

対象となる機器等の工事（補修、取替え、改造等）又は点検に

関与していない要員に検査を実施させることとしてもよい。 

 

（１８）保安に関する技術情報についての他の試験研究用等原子炉設

置者との共有 

・試験炉規則第１５条第２項第１９号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）メーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた保安に

関する技術情報を事業者の情報共有の場を活用し、他の試験研

究用等原子炉設置者と共有し、自らの試験研究用等原子炉施設

の保安を向上させるための措置が記載されていること。 

 

（１９）不適合発生時の情報の公開 

・試験炉規則第１５条第２項第２０号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）試験研究用等原子炉施設の保安の向上を図る観点から、不適

合が発生した場合の公開基準が定められていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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２）情報の公開に関し、自ら管理するウェブサイトへの登録等に

必要な事項が定められていること。 

 

（２０）廃止措置の管理 

・試験炉規則第１５条第２項第２１号 

 廃止措置作業の計画、廃棄物の管理、廃止措置の実施の管理につ

いて、必要な事項が記録されていること。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（１７）原子炉施設の定期的な評価に関すること 

・試験炉規則第１５条第１項第１７号 

 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）評価の実施に係る措置に関すること。 

ここで、評価に実施に係る措置とは、試験炉規則第１４条の

２各号に定められた事項をいう。 

２）会議体に関すること。 

３）評価実施計画に関すること。 

４）評価の実施と結果の報告に関すること。 

５）経年変化に関する評価結果に基づき策定した保全計画に基づ

く保全活動に関すること。 

 

（１８）原子炉施設の品質保証 

・試験炉規則第１５条第１項第１８号 

 試験炉規則第１５条第１項第１号（原子炉施設の運転及び管理を
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行う者の職務及び組織に関すること。）に定められたところにより、

保安規定に明記された職務及び組織に従って本事項に関する責任

者が明記されていること。 

また、本事項については、品質保証を導入して保安のために必要

な措置を体系的に実施する旨を明記した上で、以下の事項が明記さ

れていること。 

１）品質保証計画の策定に関すること 

ⓐ 品質保証を行うため、トップマネジメントが、品質保証計

画を策定すること。 

ⓑ 品質保証計画は、品質保証活動を実施するために必要な文

書の発行、レビュー等に関して定める手続きに従って管理を

行うこと。 

２）品質保証を行う者の組織及び職務に関すること。 

ⓐ 組織の範囲 

保安管理組織のうち、品質保証に係る組織（品質保証を行

う者（監査に係る組織を含む。））に関すること。なお、品質

保証に係る組織は、保安管理組織の組織図中において、その

範囲が明記されていること。 

ⓑ トップマネジメント 

原子炉設置者（法人においてはその代表者）、工場又は事業

所の長（以下「組織の長」という。）が、品質保証に係る組織

のトップマネジメントとして、品質保証計画の策定、品質保

証活動の実施、評価及び継続的な改善を総括することが明記
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されていること。ここで、総括とは、自ら又は品質保証の総

括を行う者を通じて、品質保証に係る事項の全体を見渡し、

まとめること等をいう。 

ⓒ 品質保証責任者の選任 

品質保証計画の策定、品質保証活動の実施、評価及び品質

保証計画の継続的な改善に関し、以下に例示する事項を実施

する責任者（以下「品質保証責任者」という。）を、管理層の

中から選任すること。 

①品質保証に必要なプロセスを確立すること。 

②実施及び維持を確実に実施すること。 

③品質保証活動の実施状況及び改善の必要性の有無につい

て、トップマネジメントに報告すること。 

④組織全体にわたって原子力の安全確保に対する認識を高

めることを確実にすること。 

ⓓ 品質保証に係る組織の職務 

品質保証に係る組織については、以下に例示する職務が明

記されていること。なお、保安に関する組織において明記さ

れているものは除く。 

①保安教育の責任者 

②監査の責任者 

③不適合管理の責任者 

④是正処置、予防処置の責任者 

⑤マネジメントレビューの責任者 
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⑥文書管理、記録管理の責任者 

３）品質保証計画に基づく品質保証活動の実施（保安に関し必要

な個々の事項の計画、実施、評価及び継続的な改善を含む。）、

評価（監査を含む。）及び品質保証計画の継続的な改善に関する

事項 

ⓐ 品質保証活動に係る教育 

品質保証活動を実施するに当たっては、以下のような事項

を含む取り決め及び手順の概略を明確にして教育を実施す

ること。 

①品質保証責任者及び監査員が職務遂行のために必要な教

育、品質保証に係る組織に属する者が保安に関し必要な

個々の事項の職務遂行のために必要な教育及び継続的な改

善の結果が必要とされた教育を実施すること。 

②教育・訓練その他の処理の有効性を評価すること。 

③教育、訓練、技能及び経験に関する記録を維持すること。 

ⓑ 保安に関し必要な個々の事項の計画、実施、評価及び継続

的な改善 

保安に関し必要な以下の事項の計画、実施、評価及び継続

的な改善を実施するに当たり、以下のような事項の取り決め

及び手順を定め管理を行うこと。 

①保安教育に関すること。 

②原子炉施設の運転に関すること。 

③原子炉施設の運転の安全審査に関すること。 
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④試験研究用等原子炉（臨界実験装置に限る。）内の燃料体等

の配置等の手続きに関すること。 

⑤管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれら

の区域に係る立入制限等に関すること。 

⑥排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 

⑦線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によっ

て汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚

染の除去に関すること。 

⑧放射線測定器の管理に関すること。 

⑨原子炉施設の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関

すること。 

⑩原子炉施設の施設定期自主検査に関すること（保安上特に

管理を必要とする設備の特定を含む。）。 

⑪核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱いに関する

こと。 

⑫放射性廃棄物の廃棄に関すること。 

⑬非常の場合に採るべき処置に関すること。 

⑭原子炉施設に係る保安に関する記録に関すること。 

⑮原子炉施設の定期的な評価に関すること。 

⑯その他原子炉施設に係る保安に関し必要な事項に関する

こと。 

ⓒ 品質保証活動の評価 

①監査 
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以下のような事項を含む取り決め及び手順に関するこ

と。 

ｱ) 監査は、原則、定期的に実施すること。 

ｲ) 監査に先立ち、必要な計画（年度計画、実施計画等）を

定めること。 

ｳ) 監査の結果、明らかになった事項については、不適合管

理、是正処置及び予防処置へ展開すること。 

②不適合管理 

以下のような事項を含む取り決め及び手順に関するこ

と。 

ｱ) 不適合が放置されることを防ぐための管理に関するこ

と。 

ｲ) 不適合の性質の記録、不適合に対してとられた特別採

用を含む処置の記録の維持に関すること。 

ﾊ) 不適合の修正を施した場合に、要求事項への適合性を

実証するための再検証に関すること。 

ⓓ 品質保証計画の継続的な改善 

①是正処置 

以下のような事項を含む取り決め及び手順に関するこ

と。 

ｱ) 不適合の内容確認に関すること。 

ｲ) 不適合の原因特定に関すること。 

ｳ) 不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性の
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評価に関すること。 

ｴ) 必要な処置の決定及び実施に関すること。 

ｵ) 採った処置の結果の記録に関すること。 

ｶ) 是正処置において実施した活動のレビューに関するこ

と。 

②予防処置 

以下のような事項を含む取り決め及び手順に関するこ

と。 

ｱ) 起こり得る不適合及びその原因の特定に関すること。 

ｲ) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価に

関すること。 

ｳ) 必要な処置の決定及び実施に関すること。 

ｴ) 採った処置の結果の記録に関すること。 

ｵ) 予防処置において実施した活動のレビューに関するこ

と。 

③マネジメントレビュー 

以下のような事項を含む取り決め及び手順に関するこ

と。 

ｱ) トップマネジメントによるマネジメントレビューに関

すること。 

ｲ) マネジメントレビューは、原則、定期的に実施するこ

と。 

ｳ) マネジメントレビューの結果、明らかになった事項に
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（２１）その他必要な事項 

・試験炉規則第１５条第２項第２２号 

 前各項に加えて、以下の内容を定めていること。 

１）日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、試験

研究用等原子炉施設に係る保安に関し必要な事項を定めてい

ること。 

（削る） 

ついては、不適合の管理、是正処置、予防処置へと展開

すること。 

４）品質保証活動に関する文書及び記録に関すること。 

ⓐ 品質保証活動に関する文書の管理 

①品質保証活動を実施するために必要な文書の発行、レビュ

ー、改定、識別、配布（提供）及び外部文書、廃止文書に関

して必要な管理に関すること。 

②品質保証活動を実施するために必要な文書の明確化に関

すること。 

ⓑ 品質保証活動に関する記録の管理 

①品質保証活動を実施するために必要な記録の識別、保管、

保護、検索、保管期間及び廃棄に関して必要な管理に関す

ること。 

②品質保証計画における品質保証活動を実施するために必

要な記録の明確化に関すること。 

 

（１９）その他原子炉施設に係る保安に関し必要な事項 

・試験炉規則第１５条第１項第１９号 

 （新設） 

１）日常の品質保証活動の結果を踏まえ、必要に応じ、原子炉施

設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

 

２）廃止措置計画の認可後に安全機能を維持する必要のある施設
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（削る） 

 

 

 

 

 

２）保安規定を定める「目的」が、核燃料物質、核燃料物質に

よって汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の

防止を図るものとして定められていること。 

の保守管理については、保安規定に必要事項を記載すること。 

３）安全文化を基礎とし、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が

１９７７年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概

念（ＡＬＡＲＡ：as low as reasonably achievable）の精神に

のっとり、原子力施設の災害防止のために適切な品質保証活動

のもと保安活動を実施することが「基本方針」として定められ

ていること。 

４）原子炉設置者が、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚

染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するた

め、保安活動を法第４３条の３の２４第３項の規定に基づき保

安規定として定めることが「目的」として定められていること。 
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